
ORDER 
No. 385, dated 08.09.2022 

THE IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATION BY ICCAT AMENDING 
THE RECOMMENDATION 19-04 AMENDING RECOMMENDATION 18-02 
ESTABLISHING A MULTI-ANNUAL MANAGEMENT PLAN FOR BLUEFIN TUNA 
IN THE EASTERN ATLANTIC AND THE MEDITERRANEAN SEA [REC. ICCAT 21–
08] 

Based on Article 102, point 4, of the Constitution, Article 8, points 1 and 2 of the International 
Convention for the Conservation of Atlantic Tuna, approved by law no. 9822, dated 29.10.2007, 
"On the accession of the Republic of Albania to the International Convention for the Conservation 
of Atlantic Tuna (ICCAT)", and Article 25, point 4, of Law no. 64, dated 31.5.2012, "On fishing", 
amended, 

ORDER: 

1. Implementation of ICCAT Recommendation 21-08, "Amending Recommendation 19-04
amending Recommendation 18-02 establishing a multi-annual management plan for bluefin tuna in 
the Eastern Atlantic and the Mediterranean Sea", attached to this order, and which is an integral part 
thereof. 
2. The Directorate of Fisheries and Aquaculture Policies and Programs is charged with the
implementation of points 1–10, 12–29, 32–33, 36–50, 52 - 54, 56–73, 76, 80–91, 93–109, 113 –118, 
120, 122 – 123, 125 – 129,  131–139, 140–141, 143 – 146, 151 – 158, 160 – 166, 168 – 192, 198–217,  
236, as well as Annexes 1–2, 5 and 8–13 of ICCAT Recommendation 21–08. 
3. The Directorate of Fisheries and Aquaculture Services is charged with the implementation of
points 147, 159, 191, 218-222, 225-231, as well as appendices 6-7 of ICCAT Recommendation 21-
08. 
4. The bluefin tuna catching vessel and tuna farm implement the obligations arising from points 74–
75, 77, 79, 92, 110–112, 119, 121, 124, 130, 133, 146–150, 167–168, 192– 194, 195–198, 215–217, as 
well as Annexes 2, 3, 4, 8, 9, 11 and 12 of ICCAT Recommendation 21-08. 
5. The other points of Recommendation 21-08, not foreseen in points 2-4 of this order, are
mandatory for the institutions and subjects above, in case Albania will develop the activities 
regulated according to these points. 
6. Tuna fishing will be carried out only by purse seiner vessels according to the provisions of the
decision of the Council of Ministers no. 719, date 12.10.2016, "On the management of commercial 
fleet fishing capacities and some adjustments to the operation of the fishing fleet register", amended. 
7. Order no. 334, dated 25.08.2020, "On the implementation of the ICCAT Recommendation 'On
the amendment of recommendation 18-02, establishing a multi-annual management plan for bluefin 
tuna in the Eastern Atlantic and the Mediterranean Sea' [Rec. ICCAT 19-04]", is repealed. 

This order enters into force immediately and is published in the Official Gazette. 

Minister 

ALBANIA
PA2_610_ANNEX_1/2023



ORDER 
No. 524, dated 08.09.2023 

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATION ICCAT 22-08 "FOR 
THE AMENDMENT OF RECOMMENDATION 21-08, FOR THE ESTABLISHING A 
MULTI-ANNUAL MANAGEMENT PLAN FOR BLUEFINTUNA IN THE EASTERN 
ATLANTIC AND MEDITERRANEAN SEA" 

Based on Article 102, point 4, of the Constitution, Article 8, points 1 and 2 of the International 
Convention for the Conservation of Atlantic Tuna, approved by law no. 9822, dated 29.10.2007, 
"On the accession of the Republic of Albania to the International Convention for the Conservation 
of Atlantic Tuna (ICCAT)", and Article 25, point 4, of Law no. 64, dated 31.5.2012, "On fishing", 
amended, 

ORDER: 

1. Implementation of ICCAT Recommendation 22-08, "Amending Recommendation 21-08, on the
development of a multi-year management plan for tuna in the Eastern Atlantic and the 
Mediterranean Sea", attached to this order, and which is an integral part thereof. 
2. The Directorate of Fisheries and Aquaculture Policies and Programs is charged with the
implementation of points 1–10, 12–29, 33–34, 36–60, 61–73, 76, 80–91, 93, 95–109, 111 –129, 131–
139, 140–194, 196–206, 207–218, 226–228, 235–236, as well as Annexes 1–2, 5 and 8–13 of ICCAT 
Recommendation 22–08. 
3. The Directorate of Fisheries and Aquaculture Services is charged with the implementation of
points 94, 219-225, 229-232, as well as appendices 6-7 of ICCAT Recommendation 22-08. 
4. The bluefin tuna catching vessel and tuna farm implement the obligations arising from points 74–
75, 77, 79, 92, 110–112, 119, 121, 124, 130, 133, 146–150, 167–168, 192– 194, 195–198, 215–217, as 
well as Annexes 2, 3, 4, 8, 9, 11 and 12 of ICCAT Recommendation 22-08. 
5. The other points of Recommendation 22-08, not foreseen in points 2-4 of this order, are
mandatory for the institutions and subjects above, in case Albania will develop the activities 
regulated according to these points. 
6. Tuna fishing will be carried out only by purse seiner vessels according to the provisions of the
decision of the Council of Ministers no. 719, date 12.10.2016, "On the management of commercial 
fleet fishing capacities and some adjustments to the operation of the fishing fleet register", amended. 
7. Order no. 385, dated 8.9.2022, "On the implementation of the ICCAT Recommendation 'On the
amendment of recommendation 19-04, on the amendment of recommendation 18-02, establishing a 
multi-annual management plan for bluefin tuna in the Eastern Atlantic and the Mediterranean Sea' 
[Rec. ICCAT 21-08]", is repealed. 
8. The Directorate of Fisheries and Aquaculture Policies and Programs, the Directorate of Fisheries
and Aquaculture Services, the bluefin tuna catching vessel and tuna farm are charged with the 
implementation of this order. 

This order enters into force immediately and is published in the Official Gazette. 

Minister 
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URDHËR
Nr. 524, datë 8.9.2023

PËR ZBATIMIN E REKOMANDIMIT [REC. ICCAT 22-08]
“PËR NDRYSHIMIN E REKOMANDIMIT 21-08, PËR HARTIMIN E NJË PLANI
MENAXHIMI SHUMËVJEÇAR PËR TONIN NË ATLANTIKUN LINDOR DHE

DETIN MESDHE”
Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës, të nenit 8, pikat 1 dhe 2 të Konventës

Ndërkombëtare për Ruajtjen e Peshkut Ton të Atlantikut, të miratuar me ligjin nr. 9822, datë
29.10.2007, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare për Ruajtjen
e Peshkut Ton të Atlantikut (ICCAT)”, dhe të nenit 25, pika 4, të ligjit nr. 64, datë 31.5.2012,
“Për peshkimin”, të ndryshuar,

URDHËROJ:
1. Zbatimin e Rekomandimit 22-08 të ICCAT-it, “Për ndryshimin e rekomandimit 21-08, për

hartimin e një plani menaxhimi shumëvjeçar për tonin në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe”,
bashkëlidhur këtij urdhri, dhe që është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohet Drejtoria e Politikave dhe Programeve të Peshkimit dhe Akuakulturës, për
zbatimin e pikave 1–10, 12–29, 33–34, 36–60, 61–73, 76, 80–91, 93, 95–109, 111–129, 131–139,
140–194, 196–206, 207–218, 226–228, 235–236, si dhe shtojcat 1–2, 5 dhe 8–13, të rekomandimit
22–08 të ICCAT-it.

3. Ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës për zbatimin e pikave 94,
219–225, 229–232, si dhe shtojcat 6–7, të Rekomandimit 22–08 të ICCAT-it.

4. Subjektet e anijeve të peshkimit apo të fermës zbatojnë detyrimet që rrjedhin nga pikat
74–75, 77, 79, 92, 110–112, 119, 121, 124, 130, 133, 146–150, 167–168, 192–194, 195–198,
215–217, si dhe shtojcat 2, 3, 4, 8, 9, 11 dhe 112, të rekomandimit 22-08 të ICCAT-it.

5. Pikat e tjera të rekomandimit 22-08, të paparashikuara në pikat 2–4 të këtij urdhri, janë të
detyrueshme për institucionet dhe subjektet e mësipërme, në rast se Shqipëria do të zhvillojë
aktivitetet e rregulluara sipas këtyre pikave.

6. Peshkimi i tonit do të kryhet vetëm me mjetet lundruese që përdorin formën e peshkimit
me koshilok (me rrethim) sipas parashikimeve të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 719, datë
12.10.2016, “Për menaxhimin e kapaciteteve të peshkimit tregtar dhe disa rregullime të mënyrës
së funksionimit të regjistrit të anijeve të peshkimit”, të ndryshuar.

7. Urdhri nr. 385, datë 8.9.2022, “Për zbatimin e rekomandimit ICCAT ‘Për ndryshimin e
rekomandimit 19-04, për ndryshimin e rekomandimit 18-02, për hartimin e një plani menaxhimi
shumëvjeçar për tonin në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe’ [rec. ICCAT 21-08]”,
shfuqizohet.

8. Për zbatimin e këtij urdhri ngarkohen Drejtoria e Politikave dhe Programeve të Peshkimit
dhe Akuakulturës, Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës dhe subjektet e anijeve
të peshkimit dhe fermës.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
MINISTËR I BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Frida Krifca
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REKOMANDIMI I ICCAT-it
PËR NDRYSHIMIN E REKOMANDIMIT 21-08, PËR HARTIMIN E NJË PLANI

MENAXHIMI SHUMËVJEÇAR PËR TONIN E KUQ NË ATLANTIKUN LINDOR
DHE DETIN MESDHE

Duke pranuar këshillën e SCRS-së për të konsideruar kalimin nga plani aktual i rimëkëmbjes
në një plan menaxhimi dhe se statusi aktual i stokut nuk ka nevojë për masa emergjente të
paraqitura në kuadrin e planit të rimëkëmbjes për tonin në Atlantikun Lindor dhe në Detin
Mesdhe (rekomandimi- 170707 nga ICCAT-i që ndryshon rekomandimin 14-04);
Duke marrë parasysh që SCRS-ja ka kryer një vlerësim të strategjisë së menaxhimit (MSE) për

të krijuar një procedurë menaxhimi (MP), e cila përfshin rregullat e kontrollit të zënieve (HCR),
dhe Komisioni ka vendosur për MP-në në takimin e tij vjetor të 2022-shit për të krijuar TAC për
2023 e më pas;
Duke pranuar me tej ndikimet e planit të rimëkëmbjes së tonit në flotën e peshkimit artizanal

në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe, sidomos në lidhje me reduktimin e kapacitetit të
peshkimit;
Duke marrë parasysh kapacitetin e stokut për t’u përgjigjur rekrutimit të ulët në disa vite të

njëpasnjëshme, kjo do të jetë e rëndësishme për të siguruar që kapaciteti i peshkimit të mbetet
brenda kufijve të qëndrueshëm dhe se kontrolli i kapacitetit mbetet efektiv;
Duke marrë në marrë konsideratë rëndësinë e ruajtjes së qëllimit dhe integritetit të masave të

kontrollit dhe përforcimin e gjurmueshmërisë së zënieve, veçanërisht në lidhje me transportin e
peshqve të gjallë dhe aktiviteteve në fermat e rritjes;
Duke marrë parasysh se u identifikuan dispozita të ndryshme në rekomandimin 21-08 që do

të përfitonin nga qartësimi ose përmirësimi dhe përforcimi.
KOMISIONI NDËRKOMBËTAR PËR

KONSERVIMIN E TONIT TË ATLANTIKUT (ICCAT) REKOMANDON QË:
PJESA I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME DHE OBJEKTIVAT
1. Palët Kontraktuese dhe Palët Bashkëpunuese jokontraktuese, subjektet ose entitetet e

peshkimit referuar më poshtë si CPCs, anijet e të cilave kanë peshkuar në mënyrë aktive tonin
(Thunnus thynnus) në Atlantikun Lindor dhe në Detin Mesdhe do të zbatojnë një plan menaxhimi
për tonin në atë zonë gjeografike, duke filluar në vitin 2023, bazuar në procedurat e menaxhimit
(MP), sipas parashikimeve të rekomandimit të Rekomandimit ICCAT për vendosjen e
Procedurave të Menaxhimit për tonin e kuq që duhet të zbatohen në Atlantikun e Perëndimor
dhe Lindor dhe zonën e menaxhimit të Mesdheut (Rec. 22-09).
Përkufizimet
2. Për qëllimet e këtij rekomandimi:
a) “Anije peshkimi” është çdo anije e përdorur për qëllimin e shfrytëzimit për qëllime

komerciale të resurseve të tonit, duke përfshirë anijet peshkuese, anijet përpunuese të peshkut,
anijet mbështetëse, anijet rimorkiuese, anijet që aktivizohen në proceset e transbordimit dhe anijet
e transportit të pajisura për transportimin e prodhimeve të tonit dhe anijet ndihmëse, përjashtuar
anijet kontejner.

b) “Anije peshkuese” është një anije e përdorur me synim zënien për arsye tregtie të resurseve
të tonit.
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c) “Anije përpunuese” është një anije, në bordin e së cilës, para se prodhimi të paketohet,
mund të ndodhë një ose disa nga aktivitetet e mëposhtme: filetimi apo prerja në feta, ngrirja
dhe/ose përpunimi.

d) “Anije ndihmëse” është çdo anije që përdoret për transportimin e individëve jo të gjallë të
tonit (jo të përpunuar) nga koshat e transportit/rritjes, nga një koshilok apo kurth në një port të
përcaktuar/ose në një anije përpunimi.

e) “Anije rimorkimi/tërheqëse” nënkupton çdo anije që përdoret për tërheqjen e koshave.
f) “Anije mbështetëse” nënkupton çdo anije tjetër të autorizuar për të operuar në peshkimin e

tonit të kuq për të kryer detyra mbështetëse, e cila nuk bën pjesë në asnjë nga kategoritë e tjera të
përmendura në paragrafin “a” më sipër. Anijet mbështetëse nuk mund të mbajnë në bord ose të
transportojnë ton.

g) “Peshkimi në mënyrë aktive” do të thotë, për çdo anije peshkuese, që faktikisht synon të
peshkojë tonin gjatë një sezoni të caktuar peshkimi.

h) “Operacion i përbashkët i peshkimit” (referuar në tekst si JFO) nënkupton çdo operacion
midis dy ose më shumë anijeve me koshilok, ku zënia e një anijeje me koshilok i atribuohet një
ose më shumë anijeve të tjera me koshilok, në përputhje me çelësin e shpërndarjes. JFO-ja mund
të përfshijë ose jo të gjithë anijet me koshilok që përbëjnë JFO-në në pjesëmarrjen aktive në
kapjen e tonit të të.

i) “Operacion transferimi” nënkupton:
- çdo transferim i individëve të gjallë të tonit nga rrjeta e anijes peshkuese në koshin

transportues;
- çdo transferim i tonit të gjallë nga një kurth në koshin transportues pavarësisht nga prania e

një anije tërheqëse;
- çdo transferim i individëve të gjallë të tonit nga një kosh transportues në një kosh tjetër

transportues;
- çdo transferim i koshave me ton nga një anije tërheqëse në një tjetër anije tërheqëse;
- çdo transferim i tonit të gjallë midis koshave të ndryshëm në të njëjtën fermë (transferimi

brenda fermës);
- çdo transferim i tonit të gjallë nga një kosh ferme në një kosh transporti.
j) “Transferim ndërmjet fermave” nënkupton zhvendosjen e tonit të gjallë nga një fermë në

një fermë tjetër, e përbërë nga dy faza, një transferim nga koshi i fermës dhuruese në një kosh
transporti dhe vendosjen në kosh nga koshi i transportit në koshin e fermës marrëse.

k) “Transferimi i parë” do të thotë transferimi i peshkut ton të gjallë nga një koshilok ose një
kurth në një kosh transporti.

l) “Transferim i mëtejshëm” nënkupton çdo operacion transferimi që kryhet pas transferimit
të parë dhe përpara mbylljes në kosh në fermën e destinacionit, si p.sh. ndarja ose bashkimi i
përmbajtjes së dy koshave të transportit, por që nuk përfshin transferime vullnetare ose
kontrolluese.

m) “Operator donator” do të thotë kapiteni i anijes së zënies ose të anijes tërheqëse ose
përfaqësuesi i saj, ose përfaqësuesi i një ferme ose i një kurthi, nga e cila buron një operacion
transferimi (përjashtuar transferimet e kontrolluara ose vullnetare).

n) “CPC-ja e operatorit dhurues” është Pala kontraktuese që ushtron juridiksionin e saj mbi
operatorin dhurues.

o) “Transferim vullnetar” nënkupton përsëritjen e çdo transferimi që zbatohet vullnetarisht
nga operatori donator, me qëllim plotësimin e kërkesave të aneksit 8.

p) “Transferim kontrolli” nënkupton përsëritjen e çdo transferimi që zbatohet me kërkesë të
autoriteteve të kontrollit.

q) “Kosh kontrolli” është një përsëritje e operacionit të vendosjes në kosha që zbatohet me
kërkesë të autoriteteve të kontrollit, me qëllim verifikimin e numrit dhe ose të peshës mesatare të
peshqve që futen në kosh.
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r) “Kurth” do të thotë pajisje fikse e ankoruar në fund, që zakonisht përmban një rrjetë
udhëzuese që e çon tonin në një strehë ose një seri rrethimesh ku ruhet para zënies ose kultivimit.

s) “Vendosja në kosha” nënkupton zhvendosjen e tonit të gjallë nga koshi i transportit ose
kurthi në koshat e kultivimit ose të majmërisë.

t) “Majmëri” ose “Kultivim” nënkupton futjen në kosh të tonit në ferma dhe ushqyerjen e
mëpasshme me synim majmërinë dhe rritjen e biomasës totale të tyre.

u) “Fermë” nënkupton një zonë detare të përcaktuar qartë nga koordinatat gjeografike, e
përdorur për majmërinë ose kultivimin e tonit të kapur nga anijet me koshilok dhe/ose kurthe.
Një fermë mund të ketë disa vendndodhje koshash për kultivim, të gjitha të përcaktuara nga
koordinatat gjeografike (me një përcaktim të qartë të gjatësisë dhe gjerësisë gjeografike për secilën
nga pikat e poligonit).

v) “Vjelje” (harvest) nënkupton vrasjen e tonit në ferma ose në kurthe.
w) “Transportim” nënkupton shkarkimin e të gjithë ose ndonjë prej peshqve në bordin e një

anije peshkimi në një anije tjetër peshkimi. Megjithatë, shkarkimi i tonit të ngordhur nga anija me
koshilok, kurthi ose anija tërheqëse në një anije ndihmëse nuk do të konsiderohet si transportim.

x) “Peshkim sportiv” do të thotë peshkim jotregtar, anëtarët e të cilit aderojnë në një
organizatë sportive kombëtare ose janë të pajisur me licencë sportive kombëtare.

y) “Peshkim rekreativ” do të thotë peshkim jokomercial, anëtarët e të cilit nuk aderojnë në një
organizatë sportive kombëtare ose nuk janë të pajisur me licencë sportive kombëtare.

z) “Kamerë stereoskopike” nënkupton një aparat fotografik me dy ose më shumë lente, me
një sensor të veçantë imazhi ose kornizë filmi për secilën lente, që mundëson marrjen e imazheve
tredimensionale, për qëllimin e matjes së gjatësisë së peshkut dhe për të ndihmuar në përcaktimin
e numrit dhe peshës së tonit.

aa) “kamerë kontrolli” nënkupton një kamerë stereoskopike dhe/ose videokamera
konvencionale, për qëllimet e kontrolleve të parashikuara në këtë rekomandim.

bb) “BCD ose BCD elektronike (eBCD)” do të thotë një dokument i zënies së tonit.
cc) “Gjatësia e anijes” do të thotë gjatësia e përgjithshme e saj.
dd) “Anije peshkimit artizanal” është një anije me të paktën tri nga pesë karakteristikat e

mëposhtme: a) gjatësia e përgjithshme <12 m; b) anija peshkon ekskluzivisht brenda ujërave
territoriale të saj; c) udhëtimet e peshkimit kanë një kohëzgjatje prej më pak se 24 orë; d) numri
maksimal i ekuipazhit është përcaktuar në katër persona; ose e) anija peshkon duke përdorur
teknika të cilat janë selektive dhe kanë një ndikim të reduktuar në mjedis.

ee) “CPC-ja e fermës” nënkupton shtetin kontraktues nën juridiksionin e së cilës ndodhet
ferma e tonit.

ff) “CPC-ja flamur” nënkupton shtetin kontraktues flamurin e të cilit anija e peshkimit mban.
gg) “CPC-ja e kurthit” nënkupton shtetin kontraktues nën juridiksionin e të cilit ndodhet

kurthi.
hh) “Input i kapacitetit të fermës” nënkupton sasinë maksimale të tonit që një fermë lejohet të

vendosë në kosha gjatë një sezoni peshkimi.
PJESA II

MASAT MENAXHUESE
TAC (ZËNIET TOTALE TË LEJUARA) KUOTAT DHE KUSHTET E LIDHURA ME

NDARJEN E KUOTAVE PËR CPCS
3. Çdo CPC duhet të marrë masat e nevojshme për të siguruar që sforzoja e peshkimit, nga

anijet e peshkimit dhe kurthet e tij, janë në përputhje me mundësitë e peshkimit të tonit në
dispozicion të këtij CPC-je në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe, duke përfshirë vendosjen e
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kuotave individuale për anijet e peshkimit me gjatësi mbi 24 m përfshirë në listën e përmendur në
paragrafin 48, pika “a” të këtij rekomandimi.

4. Totali i zënieve të lejuara (TAC), duke përfshirë edhe peshqit e ngordhur hedhurinë, për
vitet 2023–2025 do të vendoset në 40,570 t, në përputhje me MP. TAC-të për vitin 2026 dhe më
pas do të vendosen në mbledhjen vjetore të Komisionit 2025 në përputhje me MP-në.

Sasia 40,570 t do të ndahet në vitet 2023–2025 në përputhje me skemën e mëposhtme:
CPC Kuota për vitet 2023–2025 (t)
Shqipëria 264
Algjeria 2,023
Kina 112
Egjipt 512
Bashkim Evropian 21,503
Islanda* 224
Japoni 3,114
Kore 221
Libi 2,548
Marok 3,700
Namibia 50
Norvegji 368
Siri 129
Tunizi 3,000
Turqi 2,600
Mbretëria e Bashkuar 63
Kina Taipie 101
Total 40,533
Rezerva të paalokuara 37
TOTAL 40,570

Kjo tabelë nuk do të interpretohet që të ketë ndryshuar çelësat e shpërndarjes të paraqitura në
rekomandimin 14-04. Hapat e tjerë do të bëhen në të ardhmen nga Komisioni.

Mauritania mund të peshkojë deri në 5t për kërkime çdo vit, në qoftë se ata respektojnë
rregullat e raportimit të zënieve të përcaktuara në këtë rekomandim. Zëniet do të zbriten nga
rezerva e pashpërndara.

Senegali mund të peshkojë deri në 5t për kërkime çdo vit, në qoftë se ata respektojnë rregullat
e raportimit të zënieve të përcaktuara në këtë rekomandim. Zëniet do të zbriten nga rezerva e
pashpërndara

Në varësi të disponueshmërisë, Kina Taipie mund të transferojë deri në 50t të kuotave të saj
Koresë në vitet 2023–2025.

5. CPC-ja flamur mund t’i kërkojë një anijeje peshkimi të kthehet menjëherë në një port të
përcaktuar prej tij, kur kuota individuale konsiderohet e peshkuar/e mbaruar.

6. Nuk lejohet mbartja e kuotave të papërdorura. Një CPC mund të kërkojë të transferojë një
maksimum prej 5% të kuotës vjetore nga njeri vit në vitin pasardhës. CPC-ja do të përfshijë këtë
kërkesë në planin e tij të kapacitetit të peshkimit që miratohet nga Komisioni.

7. Nuk lejohet asnjë operacion i dhënies së të drejtës (chartering) për peshkimin e tonit të kuq.
8. Pavarësisht nga dispozita e rekomandimit 01-12, të gjitha CPC-të e përmendura në mënyrë

specifike në tabelën në paragrafin 4, mund të transferojnë një pjesë të kuotës së tyre në një CPC
tjetër, me kusht që të dyja CPC-të bien dakord dhe t’i japin njoftim paraprak Sekretariatit të
ICCAT-it, në lidhje me sasinë që do të transferohet. Sekretariati do t’ua shpërndajë këtë njoftim
të gjitha CPC-ve.

9. Nëse zëniet e një CPC-je në ndonjë vit tejkalojnë sasitë e përcaktuara, CPC-të duhet të
pakësojnë atë sasi në vitin pasardhës, në përputhje me dispozitat në paragrafët 2 dhe 3 të
rekomandimit ICCAT 96-14.
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Dorëzimi i planeve vjetore të peshkimit, planet e inspektimit dhe të menaxhimit të
kapaciteteve të peshkimit dhe të fermave, planet e menaxhimit të fermave të rritjes
10. Deri në 15 shkurt të çdo viti, çdo CPC që ka kuotë të tonit do të paraqesë në Sekretariatin

e ICCAT-it:
a) Një plan vjetor të peshkimit për anijet e peshkimit dhe kurthe të peshkimit të tonit në

Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe të hartuar në përputhje me paragrafët 12–13.
b) Një plan vjetor i menaxhimit të kapacitetit të peshkimit që siguron që kapaciteti i peshkimit

i autorizuar i CPC-së është në përpjesëtim me kuotën e alokuar, të hartuar duke përfshirë
informacionin e paraqitur në paragrafët 14–19.

c) Një plan monitorimi, kontrolli dhe inspektimi, me qëllim që të sigurojë përputhjen me
dispozitat e këtij rekomandimi. Ky plan do të caktojë, gjithashtu, autoritetin kompetent të
kontrollit të CPC-së dhe listën e pikave të kontaktit të emëruara si përgjegjëse për zbatimin e këtij
plani monitorimi, kontrolli dhe inspektimi.

d) Një plan vjetor të menaxhimit për fermat e rritjes, që është në përputhje me kërkesat e
parashtruara në paragrafët 20–30, duke përfshirë inputin maksimal të autorizuara për fermë,
kapacitetin maksimal për fermë dhe sasinë totale të peshkut për fermë të mbartur nga një vit më
parë, në përputhje me paragrafin 200–206.

11. Para 31 marsit të çdo viti dhe në përputhje me paragrafin 234 të këtij rekomandimi, përveç
rasteve kur Komisioni vendos ndryshe, Komisioni do të thërrasë një mbledhje ndërseksionale të
panelit 2 për të analizuar dhe miratuar planet e përmendura në paragrafin 10. Ky detyrim mund të
kryhet në rrugë elektronike, nëse Komisioni e vendos atë. Nëse Komisioni gjen një gabim serioz
në planet e paraqitur dhe nuk mund të miratojë këto plane, Komisioni vendos për pezullimin
automatik të peshkimit të tonit në atë vit nga ajo CPC. Mosdorëzimi i planit të përmendur më
sipër automatikisht do të çojë në pezullimin e peshkimit të tonit në atë vit.
Planet vjetore të peshkimit
12. Plani vjetor i peshkimit do të identifikojë, ndër të tjera, kuotat e ndara për secilën grup të

formave të peshkimit, kur është e aplikueshme, metodën e përdorur për të alokuar dhe
menaxhuar kuotat, si dhe masat që sigurojnë respektimin për kuotat individuale, hapjen e sezonit
të peshkimit për secilën formë peshkimi, si dhe rregullat e bashkëzënieve (by catch).

13. Çdo modifikim i mëpasshëm i planit vjetor të peshkimit do t’i transmetohet Sekretariatit
Ekzekutiv të ICCAT-it, së paku një ditë pune para ushtrimit të veprimtarisë që korrespondon me
atë ndryshim. Pavarësisht nga kjo dispozitë, transferimet e kuotave ndërmjet formave të
ndryshme të peshkimit dhe transferimet në mes të kuotave të zënieve dhe kuotave të
bashkëzënieve (by catch) nga i njëjti CPC do të lejohen, me kusht që informacioni mbi transferimet
të transmetohet te Sekretariati i ICCAT-it, përpara hyrjes në fuqi.
Masat e menaxhimit të kapacitetit të peshkimit
Kapaciteti i peshkimit
Rregullimi i kapacitetit të peshkimit
14. Çdo CPC do të përshtatë kapacitetin e tij të peshkimit për të siguruar se është në

përpjesëtim me kuotën e ndarë për atë, duke përdorur normat përkatëse të zënies vjetore, sipas
segmentit të flotës dhe formës së peshkimit të propozuara nga SCRS-ja dhe të miratuar nga
Komisioni më 2009-n. Këta parametra duhet të rishikohen dhe çdo herë që një vlerësim i
rezervës për tonin kryhet, do të përfshijë normat specifike të zënies për llojet e formave të
peshkimit dhe zonat e peshkimit.

15. Plani vjetor i menaxhimit të kapacitetit të peshkimit siç përmendet në paragrafin 10(b) do
të rregullojë numrin e anijeve të peshkimit për të demonstruar se kapaciteti i peshkimit është në
përpjesëtim me mundësitë e peshkimit të ndara për anijet e peshkimit për të njëjtën periudhë të
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kuotës. Sa u përket anijeve të peshkimit të vogël bregdetar, kërkesa minimale e kuotës prej 5t
(norma e zënies e përcaktuar nga SCRS në vitin 2009) nuk do të jenë më të zbatueshme dhe
kuotat e këtij sektori mund të aplikohen në mënyrë alternative tek ato anije, si më poshtë:

a) Nëse një CPC ka anije të peshkimit të vogël bregdetar të autorizuar për peshkimin e tonit, ai
do të alokojë një kuotë specifike për këto anije dhe do ta pasqyrojë këtë në planet e tij të
peshkimit dhe të inspektimit për zbatimin e cilave do të merren masa shtesë për të bërë të
mundur monitorimin e drejtpërdrejtë të konsumimit (zënies) të kuotës nga ky segment i flotës.

b) Për anijet nga arkipelagët e Azorës, Ishujt Kanarie dhe Madeira, mund të krijohet një kuotë
sektoriale për anijet me karrem. Kuota për këtë segment dhe kushtet shtesë për të monitoruar atë
duhet të përcaktohen qartë në planin e peshkimit, dorëzuar në bazë të paragrafit 10 më lart.

16. Rregullimi i kapacitetit të peshkimit për anijet me rrethim me koshilok do të kufizohet në
një ndryshim maksimal prej 20% në krahasim me kapacitetin bazë të peshkimit të vitit 2018.
CPC-të mund të rrumbullakosin numrin e anijeve të peshkimit kur llogaritet kjo përqindje.

17. CPC-të mund të autorizojnë një numër të kurtheve të tyre të angazhuara në peshkimin e
tonit në Atlantikun lindor dhe në Detin Mesdhe, i cili lejon shfrytëzimin e plotë të mundësive të
peshkimit.

18. Kërkesat për rregullime dhe për numrin e kurtheve të përcaktuara në paragrafët 15, 16 dhe
17 nuk do të zbatohen:

a) nëse CPC- të e vendeve në zhvillim mund të tregojnë se ata kanë nevojë të zhvillojnë
kapacitetin e tyre të peshkimit në mënyrë që të përdorin tërësisht kuotën e tyre, duke përdorur
normat përkatëse të zënies vjetore, sipas segmentit të flotës dhe formës së peshkimit të
propozuar nga SCRS-ja dhe nëse rregullimet e tilla përfshihen në planin vjetor të peshkimit në
përputhje me paragrafin 10,

b) në Atlantikun Verilindor, ndaj atyre CPC-ve që peshkojnë kryesisht në zonat e tyre
ekonomike (Zonën Ekonomike Norvegjeze dhe Zonën Ekonomike Islandeze).

19. Çdo llogaritje për të vendosur rregullime të kapacitetit të peshkimit do të bëhet në
përputhje me metodologjinë e miratuar në takimin vjetor të 2009 dhe me kushtet e përcaktuara
në paragrafët 15 dhe 17, me përjashtim të rasteve kur CPC-të në fjalë peshkojnë kryesisht në
Zonat Ekonomike Ekskluzive të Norvegjisë ose Islandës.
Kapaciteti i kultivimit
20. Çdo CPC që kultivon do të krijojë një plan vjetor të menaxhimit të kultivimit. Ky plan

duhet të tregojë se kapaciteti i përgjithshëm i inputeve dhe kapaciteti i përgjithshëm kultivues
është në përpjesëtim me shumën e vlerësuar të tonit të disponueshëm për kultivim, duke
përfshirë informacionin e përmendur në paragrafët 21 dhe 23. Planet e rishikuara të menaxhimit
të kultivimit, nëse është e nevojshme, duhet t’i dërgohen sekretariatit në 1 qershor të çdo viti.
Komisioni do të sigurojë që kapaciteti total kultivues në Atlantikun Lindor dhe në Detin Mesdhe
është në përpjesëtim me sasinë totale të tonit të disponueshëm për kultivim në zonë.

21. Çdo CPC do të kufizojë kapacitetin e saj të kultivimit të tonit në kapacitetin total kultivues
të fermave, të cilat janë regjistruar në listën ICCAT ose janë autorizuar dhe deklaruar në ICCAT
në vitin 2018.

22. Ato CPC të vendeve në zhvillim pa ferma kultivimi ose me më pak se tri ferma dhe që
synojnë të krijojnë ferma të reja të kultivimit të tonit, kanë të drejtë të krijojnë ferma të tilla me
një kapacitet maksimal kultivues deri në 1800 tonë për CPC. Për këtë qëllim, ata do t’i
komunikojnë ICCAT-it, duke i përfshirë ato në planin e tyre të kultivimit, sipas paragrafit 10 të
këtij Rekomandimi. Kjo pikë duhet të rishikohet më 2022-shin.

23. Çdo CPC duhet të krijojë një maksimum hyrjesh vjetore për tonin e kuq të egër të kapur
dhe futur në fermat e tij në nivel të të dhënave të regjistruara në ICCAT nga ferma e tij më 2005-
n, 2006-n, 2007-n apo 2008-n. Nëse një CPC ka nevojë të rrisë kultivimin për tonin e peshkuar,
kjo rritje duhet të jetë në përpjesëtim me kuotën e peshkimit të alokuar për atë CPC, duke
përfshirë edhe importet e tonit.
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24. Sekretariati i ICCAT-it do të përpilojë statistika mbi sasinë vjetore të tonit në kosha
(inputin e peshkut të egër të kapur), vjeljen dhe eksportin, sipas fermës së CPC-së, duke përdorur
të dhënat në sistemin eBCD. eBCD-TWG do të marrë në konsideratë zhvillimin e një
funksionaliteti të tillë të nxjerrjes së të dhënave dhe derisa një funksion i tillë të bëhet i
disponueshëm, çdo CPC me ferma duhet t’i raportojë këto statistika sekretariatit të ICCAT-it.
Këto statistika do të vihen në dispozicion në faqen e internetit të ICCAT-it, duke iu nënshtruar
kërkesave të konfidencialitetit.
Normat e rritjes
25. Mbështetur informacioneve të reja shkencore në dispozicion, përfshirë këtu rezultatet e

provave mbi përdorimin e inteligjencës artificiale të përcaktuara në paragrafin 166, SCRS-ja duhet
të gjykojë rishikimin dhe përditësimin e tabelës të publikuar më 2022-shin mbi normat e rritjes, sa
më shpejt të jetë e mundur dhe te rezultatet të prezantohen jo më vonë se mbledhja vjetore e
Komisionit më 2024-n.

26. CPC e fermave duhet të sigurojnë që normat e rritjes të derivuara nga eBCD të jenë
koherente me normat e rritjes të publikuara nga SCRS-ja më 2022-shin. Nëse vërehen
mospërputhje të mëdha midis tabelave të SCRS 2022 dhe normave të rritjes të vëzhguara, ky
informacion duhet të dërgohet në SCRS për analizë. CPC-ja importuese dhe CPC-ja e fermave
duhet të inkurajohen për të bashkëpunuar në monitorimin e normave të rritjes në një mënyrë
gjithëpërfshirëse përmes shkëmbimit të të dhënave përkatëse, pa paragjykuar rregullat e
aplikueshme për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe t’i raportojë rezultatet e monitorimit
panelit 2, sipas rastit.

27. Të konsiderohet nga eBCD TWG në 2023 një opsion brenda sistemit eBCD për të
monitoruar në mënyrë automatike normat e rritjes.

PJESA III
MASAT TEKNIKE

Hapja e sezonet të peshkimit
28. Peshkimi me rrethim i tonit do të lejohet në Atlantikun Lindor dhe në Detin Mesdhe gjatë

periudhës nga 26 maj deri më 1 korrik.
Përjashtimisht, në Mesdheun Lindor (zonat e peshkimit të FAO-s 37.3.1 Egjeu; 37.3.2

Levant), sezoni hapet nga 15 maji, nëse CPC-të e kërkojnë nën planin e tij të peshkimit.
Përjashtimisht, në Detin Adriatik (zona e peshkimit FAO 37.2.1) sezoni mund të hapet nga 26

maj deri më 15 korrik, për peshqit e kultivuar në Detin Adriatik.
Përjashtimisht, sezoni i peshkimit me rrethim në zonën Ekonomike Norvegjeze dhe në zonën

Ekonomike Islandeze do të jetë nga 15 qershori në 15 nëntor.
Përjashtimisht, sezoni i peshkimit me rrethim në Atlantikun lindor dhe zonat e peshkimit të

Detit Mesdhe, të kufizuara me ujërat nën sovranitetin ose juridiksionin e Mbretërisë së Marokut
mund të jenë të hapura nga 1 maji deri më 15 qershor nëse një CPC e kërkon atë në planin e tij të
peshkimit.

29. Nëse kushtet e këqija të motit pengojnë operacionet e peshkimit, CPC-të mund të
vendosin që sezonet e peshkimit të referuara në paragrafin 28 të shtyhen me një numër të
barabartë të ditëve të peshkimit të humbura, por jo më shumë se 10 ditë.

30. Anijet, me linjë grepash pellagjikë, më të mëdha se 24 metra, do të lejohen të peshkojnë
tonin e kuq në Atlantikun Lindor dhe në Mesdhe nga 1 janari deri më 31 maj, me përjashtim të
zonës së kufizuar në perëndim prej 10°W dhe në veri të 42°N, si dhe në zonën ekonomike
norvegjeze, ku ky lloj peshkimi (me linjë grepash pellagjike) do të lejohet gjatë periudhës 1 gusht
deri më 31 janar.

31. CPC-të do të vendosin hapjen e sezonit të peshkimit për flotën e tyre, përveç peshkimit
me rrethim dhe anijeve të referuara në paragrafin 30 dhe do ta përfshijnë këtë informacion në
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planin e tyre të peshkimit të përcaktuar në paragrafin 12 për t’u analizuar dhe për t’u miratuar nga
paneli 2 ndërsezonal.

32. Jo më vonë se viti 2020, Komisioni do të vendosë se në çfarë mase sezonet e peshkimit
për forma të ndryshme të peshkimit dhe/ose zonave të peshkimit mund të zgjerohen dhe/ose
modifikohen në bazë të këshillave të SCRS-së pa ndikuar negativisht në zhvillimin e rezervës
peshkore dhe duke siguruar që rezerva të menaxhohet në mënyrë të qëndrueshme.
Madhësia minimale
33. Madhësia minimale për tonin e zënë në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe do të jetë 30

kg ose me gjatësi 115 cm deri në degëzimin e bishtit. Prandaj, CPC-të do të marrin masat e
nevojshme për ndalimin e peshkimit, mbajtjen në bord, transbordimin, transferimin, zbarkimin,
transportimin, magazinimin, shitjen, reklamimin apo ofrimin për shitje të tonit që peshkon më
pak se 30 kg ose me gjatësi më të vogël se 115 cm në bifurkacion.

34. Përjashtimisht nga paragrafit 33, për peshqit me peshë deri në 8 kg ose me gjatësi deri 75
cm aplikohen situatat e mëposhtme (shiko shtojcën 1):

a) toni i kapur në Atlantikun Lindor nga barkat me grepa lundrues dhe anijet tërheqëse;
b) toni i kapur në Detin Mesdhe nga peshkimi artizanal bregdetar për peshk të freskët me linja

grepash, grepa lundruese dhe grepa dore.
c) toni i kapur në Detin Adriatik për qëllime kultivimi.
Pavarësisht nga sa më sipër, për tonin e zënë në Detin Adriatik nga anijet me flamur kroat për

qëllim kultivimi, CPC përkatëse mund të përcaktojnë një nivel tolerance për individë toni me një
peshë minimale 6.4 kg ose 66 cm gjatësi, por jo më shumë se 7% të sasisë se zënë nga anijet
kroate. Për më tepër, për tonin e zënë nga anijet franceze me grepa me gjatësi më të vogël se 17
m që veprojnë në Gjirin e Biscay, CPC mund të japë toleranca për të zënë deri në një maksimum
100 tonë me një peshë minimale prej 6.4 kg ose, në alternative, të ketë një gjatësi minimale në
bifurkacion prej 70 cm.

35. CPC-të në fjalë do të lëshojnë autorizime specifike për anijet që peshkojnë sipas
përjashtimeve të përmendura në paragrafin 34. Përveç kësaj, peshqit poshtë këtyre madhësive
minimale, hedhurinë e të ngordhur, do të llogariten brenda kuotës së CPC-së.
Zëniet aksidentale të peshqve me përmasa nën minimumin e lejuar
36. Për anijet dhe kurthet që peshkojnë në mënyrë aktive tonin e kuq, mund të autorizohen

zënie aksidentale maksimumi deri 5% të individëve të tonit që peshojnë nga 8 deri 30 kg ose me
gjatësi në bifurkacion nga 75 deri në 115 cm gjatësi.

Kjo përqindje llogaritet mbi zëniet totale aksidentale si numër individësh të tonit që ndodhen
në bord të anijes, pas çdo operacioni peshkimi, në peshën dhe gjatësinë e përmendur më sipër.
Rregullat e përgjithshme mbi bashkëzëniet (by-catches)
37. Të gjitha CPC-të do të ndajnë një kuotë specifike për bashkëzëniet (by-catch) për tonin.

Nivelet e bashkëzënieve të autorizuara, si dhe metodologjia e llogaritjes së këtyre bashkëzënieve
në raport me zënien totale (në peshë ose në numër të individëve) do të përcaktohen qartë në
planet vjetore të peshkimit, të dorëzuara në sekretariatin e ICCAT-it, sipas paragrafit 10 të këtij
Rekomandimi dhe nuk duhet të kalojë 20% të totalit të sasisë në fund të çdo dalje për peshkimi.
Llogaritja e numrit do të zbatohen vetëm për tonin dhe specie e ngjashme me tonin që
menaxhohen nga ICCAT-ja. Për anijet e peshkimit të vogël bregdetar sasia e bashkëzënieve duhet
të llogaritet në bazë vjetore.

Të gjitha sasitë e bashkëzënieve të tonit të ngordhur, të mbajtur në bord ose të hedhura si
hedhurinë, do të zbriten nga kuota e CPC-së dhe duhet të raportohen në ICCAT. Nëse
bashkëzënia e tonit është bërë në ujërat nën juridiksionin e peshkimit të CPC-ve, dhe në rast se
legjislacioni vendës i këtyre CPC-ve kërkon që të gjithë peshqit e ngordhur duhet të zbarkohen,
ky detyrim për zbarkim duhet të përmbushet edhe nga anijet që lundrojnë me flamuj të huaj.

Nëse nuk ka kuota të alokuara nga CPC-ja për anijet dhe kurthet e peshkimit, apo nëse është
konsumuar kuota, nuk lejohet peshkimi i tonit si bashkëzënie dhe CPC duhet të marrin masat e
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duhura për të garantuar lëshimin e gjallë të tyre. Megjithatë, nëse toni i kuq është i ngordhur,
duhet të zbarkohet dhe duhen ndjekur veprimet, në përputhje me ligjin kombëtar. CPC-të do të
informojnë mbi këto sasi në baza vjetore te Sekretariati i ICCAT-it, i cili do ta vërë atë në
dispozicion të SCRS-së.

Procedurat e referuara në paragrafët 89 deri 94 dhe 228 do të zbatohen për bashkëzëniet.
Anijet që nuk peshkojnë në mënyrë aktive për tonin e kuq, çdo sasi të tij që mbajnë në bord

duhet ta ndajnë qartësisht nga speciet e tjera për të lejuar kështu që autoritet kontrolluese të
monitorojnë respektimin e kësaj rregulle. Procedurat për anijet e paautorizuara në lidhje me
eBCD-në do të veprojnë siç përcaktohet në dispozitën përkatëse të rekomandimit ICCAT që
ndryshon rek. 21-18 mbi aplikimin e sistemit eBCD (rec. 22–16).
Peshkimi çlodhës/argëtues dhe peshkimi sportiv
38. Kur CPC-të ndajnë, ku është e përshtatshme, një kuotë specifike për peshkimin sportiv

dhe argëtues; kjo kuotë e caktuar duhet të vendoset në peshkimin sportiv dhe argëtues edhe nëse
zënia dhe lëshimi i tonit është i detyrueshëm, për të llogaritur peshën e mundshme të peshqve të
ngordhur. Çdo CPC duhet të rregullojë peshkimin çlodhës/argëtues, duke lëshuar autorizime të
peshkimit për këtë qëllim.

39. CPC-të duhet të marrin masat e duhura për të ndaluar zënien dhe mbajtjen në bord,
transbordimin ose zbarkimet e më shumë se një individi toni për çdo anije të peshkimit argëtues
në ditë.

Ky ndalim nuk aplikohet tek ato CPC, legjislacioni i të cilëve kërkon që të zbarkohet i gjithë
peshku i ngordhur, duke përfshirë edhe individët e zënë nga peshkimi sportiv dhe argëtues.

40. Tregtimi i tonit të zënë në peshkimin sportiv dhe argëtues është i ndaluar.
41. Çdo CPC duhet të marrë masa për të regjistruar të dhënat e zënieve, duke përfshirë peshën

e çdo toni të kapur gjatë peshkimit sportiv dhe argëtues dhe t’i komunikojë ato në sekretariatin e
ICCAT për vitin paraprak deri më 1 korrik të çdo viti.

42. Sasitë e tonit të ngordhur, të zëna nga peshkimin sportiv dhe argëtues do të llogariten
kundrejt kuotës së alokuar për CPC në përputhje me paragrafin 4.

43. Çdo CPC do të marrë masat e nevojshme për të siguruar, në masën më të madhe të
mundshme, lëshimin e tonit, sidomos të të vegjëlve, të kapur gjallë, në kuadrin e peshkimit
argëtues dhe sportiv. Çdo ton i zbarkuar duhet të jetë i plotë, i pastruar dhe/ose i prerë.

44. Çdo CPC që dëshiron të kryejë një peshkim “kap dhe lësho” në Atlantikun Verilindor
mund të lejojë një numër të kufizuar të anijeve sportive të synojnë tonin, me qëllim të
“marko/shënjo dhe liro” pa pasur nevojë të alokojë për to një kuotë specifike. Kjo vlen për ato
anije që veprojnë në kuadër të një projekti shkencor të një instituti kërkimi, të integruar në një
program kërkimor shkencor, rezultatet e të cilit do t’i komunikohen SCRS. Në këtë kontekst,
CPC-ja ka detyrimin: a) paraqesin përshkrimin dhe masat shoqëruese që zbatohen në këtë formë
peshkimi si pjesë integrale e planeve të tyre të peshkimit dhe kontrollit, siç referohet në paragrafin
12 të këtij rekomandimi: b) të monitorojë nga afër aktivitetet e anijeve në fjalë për të siguruar
përputhshmërinë e tyre me dispozitat ekzistuese të këtij rekomandimi; c) të sigurojë që
veprimtaria e markimit dhe lëshimit të tonit, të kryhen nga personel i trajnuar për të siguruar
mbijetesën e lartë të peshqve; dhe d) çdo vit të paraqesë një raport mbi aktivitetet shkencore të
kryera, të paktën 60 ditë para mbledhjes SCRS të vitit vijues. Çdo ton i kuq që ngordh gjatë
aktivitetit të markimit dhe lëshimit do të raportohet dhe të zbritet nga kuota CPC-së.

45. CPC-ja do të vënë në dispozicion, sipas kërkesës nga ICCAT-ja, listën e anijeve të
peshkimit sportiv dhe argëtues të cilat kanë marrë një autorizim.

46. Formati për një listë të tillë, referuar paragrafin 45 duhet të përfshijë informacionin e
mëposhtëm:

a) emrin e anijes, numrin e regjistrit;
b) numri e ICCAT (nëse ka);
c) emrin e mëparshëm (nëse ka);
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d) emrin dhe adresën e pronarit/ve dhe operatorit/ve).
Përdorimi i mjeteve ajrore
47. Përdorimi i çdo mjeti ajror, duke përfshirë aeroplanë, helikopterë ose çdo lloji të mjeteve

ajrore pa ekuipazh për të kërkuar tonin e kuq, është i ndaluar.
PJESA IV

MASAT E KONTROLLIT
SEKSIONI A

REGJISTRI I ANIJEVE, KURTHEVE DHE FERMAVE
Regjistri i ICCAT-it për anijet e peshkimit
48. CPC-ja do të krijojnë dhe do të mbajnë një regjistër ICCAT për të gjitha anijet e peshkimit

sipas përcaktimit të paragrafit 2(a). Ky regjistër duhet të përmbajë listat e mëposhtme:
a) anijet e zënies që peshkojnë aktivisht për ton, sipas paragrafit 2(g) të këtij Rekomandimi;

dhe
b) anije të tjera të përfshira në aktivitete të lidhura me tonin e kuq, përveç anijeve të kapjes.
49. Çdo listë duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:
a) emrin dhe numrin e regjistrit të mjetit lundrues;
b) specifikimin e llojit të mjetit lundrues që diferencon të paktën ndërmjet: anijeve peshkimi,

anijeve tërheqëse, anijeve ndihmëse, anijeve mbështetëse, anijeve përpunuese;
c) gjatësia dhe tonazhi bruto i regjistruar (GRT) ose, kur është e mundur, tonazhi bruto (GT);
d) numrin e IMO-së (nëse ka);
e) mjetet e peshkimit të përdorura (nëse ka);
f) flamurin e mëparshëm (nëse ka);
g) emri i mëparshëm (nëse ka);
h) detajet e mëparshme të fshirjes nga regjistrat e tjerë (nëse ka);
i) shenjën e thirrjes ndërkombëtare të radios (nëse ka);
j) emrin dhe adresën e pronarit/ve dhe operatorit/ve; dhe
k) periudha kohore e autorizuar për peshkimin, operimin dhe/ose transportin e tonit për

kultivim.
50. Për anijet me një gjatësi > 24 m (pavarësisht rrjetës së përdorur, duke përjashtuar tratat

fundore) dhe për anijet me rrethim me koshilok, CPC-ja duhet të raportojnë numrin e tyre në
Sekretariatin Ekzekutiv, si pjesë e planit të tyre të peshkimit të përcaktuara në paragrafin 10 të
këtij rekomandimi.

51. Sekretariati Ekzekutiv i ICCAT-it do të krijojë dhe mirëmbajë regjistrin e ICCAT-it për të
gjitha anijet e peshkimit që peshkojnë në mënyrë aktive për ton dhe të gjitha anijet e tjera të
autorizuara për të operuar për tonin në Atlantikun Lindor dhe në Mesdhe dhe të marrë çdo masë
për të siguruar vlefshmërinë e të dhënave përmes mjeteve elektronike, duke përfshirë vendosjen e
tij në faqen e internetit të ICCAT-it, në përputhje me konfidencialitetin e kërkuar nga CPC-të.

52. Çdo CPC flamur do t’i dorëzojë në mënyrë elektronike çdo vit Sekretariatit të ICCAT-it: i.
jo më vonë se 15 ditë përpara fillimit të aktivitetit të peshkimit, listën e anijeve të peshkimit të
përmendura në paragrafin 48(a); dhe ii. jo më vonë se 15 ditë përpara fillimit të veprimtarisë së
tyre, listën e anijeve të tjera të peshkimit të përmendura në paragrafin 48(b). Dorëzimi do të
kryhet në përputhje me formatin e përcaktuar në “Udhëzimet për dorëzimin e të dhënave dhe
informacionit të kërkuar” nga ICCAT-i.

53. Nuk do të pranohen ndryshime të tjera, përveçse kur një anije peshkimi e përfshirë në listë, nuk
mund të marrë pjesë për shkak të arsyeve operacionale të legjitimuara ose shkaqeve madhore. Në këto
rrethana, CPC-ja në fjalë duhet të informojë menjëherë Sekretariatin Ekzekutiv të ICCAT-it, duke dhënë:
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a) Detajet e plota të anijeve të peshkimit që synojnë të zëvendësojnë një apo me shumë anije,
të përfshira në regjistrat e përmendur në paragrafin 48; CPC-të me më pak se 5 anije në listën e
përmendur në paragrafin 48, mund të zëvendësojnë një anije me një anije tjetër që nuk është
përfshirë më parë në regjistër, me kusht që CPC-ja në fjalë t’i paraqesë Sekretariatit të ICCAT-it
një kërkesë për një numër ICCAT që t’i jepet anijes, dhe numri i kërkuar është dhënë;

b) Një përshkrim i kuptueshëm i arsyeve që justifikojnë zëvendësimin dhe çdo fakt apo
referencë që mbështet atë.

Sekretariati i ICCAT-it do t’i shpërndajë këto raste midis CPC-ve. Nëse ndonjë CPC njofton
se rasti nuk është analizuar mjaftueshëm ose është jo i plotë, ai do të dërgohet në Komitetin e
Përputhshmërisë për shqyrtim të mëtejshëm dhe do të mbetet në pritje të miratimit të Komitetit
të Përputhshmërisë.

54. Pa paragjykuar paragrafin 37 për qëllimet e këtij Rekomandimi, anijet e peshkimit që nuk
hyjnë në një nga regjistrat e ICCAT-it të parashikuar në paragrafin 48, në pikat “a” dhe “b”,
sugjerohet të mos autorizohen për të peshkuar, mbajtur në bord, transborduar, transferuar,
përpunuar apo zbarkuar tonin në Atlantikun Lindor dhe në Detin Mesdhe. Ndalimi për mbajtjen
në bord nuk aplikohet për CPC, të cilave legjislacioni i brendshëm u kërkon zbarkimin e të gjithë
peshqve të ngordhur, duke siguruar që vlera e tyre është subjekt konfiskimi.

55. Kushtet dhe procedurat e referuara në Rekomandimin ICCAT që ndryshon
Rekomandimin 13–13, në lidhje me krijimin e një regjistri të ICCAT-it të anijeve me gjatësi të
përgjithshme ose më të madhe se 20 metra të autorizuara për të vepruar në zonën e Konventës
(rec. 21-14) (përveç paragrafit 3) do të zbatohen pjesë – pjesë (mutatis mutandis).
Autorizimet e peshkimit për anijet dhe kurthet e autorizuara për peshkimin e tonit
56. CPC-ja lëshon autorizime të veçanta dhe/ose licencë kombëtare peshkimi për anijet dhe

kurthet të përfshira në një prej listave të përshkruara në paragrafët 45, 48 dhe 58. Autorizimet për
peshkim do të përmbajnë si informacion minimal atë të paraqitur në shtojcën 13. CPC-ja duhet
të sigurojnë se informacioni që përmban autorizimi për peshkim të jenë të saktë dhe në përputhje
me rregullat e ICCAT-it. CPC-ja do të marrë masat e nevojshme të forcimit të zbatimit të
legjislacionit të tyre dhe mund të kërkojë që anija të kthehet menjëherë në një port të caktuar kur
kuota individuale është peshkuar.
Regjistri i ICCAT-it për kurthet e autorizuara për të peshkuar tonin e kuq
57. Komisioni krijon dhe mban një regjistër të ICCAT për të gjitha kurthet e tonit të

autorizuara për peshkimin e tonit në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe. Me qëllim zbatimin e
këtij rekomandimi, kurthet e tonit që nuk janë regjistruar, sugjerohet të mos autorizohen për të
peshkuar apo për të mbajtur ton dhe të mos marrin pjesë në aktivitetin e peshkimit, transferimit,
zënies apo zbarkimit të tonin.

58. Çdo CPC do të dërgojë në format elektronik në Sekretariatin Ekzekutiv të ICCAT-it, si
pjesë e planit të tij të peshkimit, të përcaktuara në paragrafët 12 deri 13, listën (duke përfshirë
emrin e kurthit, numrin e regjistrit dhe koordinatat gjeografike të poligonit të kurthit) e kurtheve
të autorizuara të tonit sipas paragrafit 56.

59. Çdo CPC do të njoftojë Sekretariatin e ICCAT-it, pas krijimit të regjistrit të kurtheve të
ICCAT-it, për çdo shtesë, çdo fshirje nga dhe/ose çdo modifikim të regjistrimit të kurtheve të
ICCAT-it në çdo kohë që ndodhin ndryshime të tilla.

60. Sekretariati i ICCAT-it do të marrë çdo masë për të siguruar vlefshmërinë e të dhënave
përmes mjeteve elektronike, duke përfshirë vendosjen e tij në faqen e internetit të ICCAT-it në
përputhje me konfidencialitetin e kërkuar nga CPC-të.
Regjistri i ICCAT-it i fermave të autorizuara për të kultivuar tonin
61. Sekretariati i ICCAT-it do të mbajë një regjistër të ICCAT-it për të gjitha fermat e tonit të

autorizuara për të kultivuar tonin në Atlantikun Lindor dhe Mesdhe. Për qëllimet e këtij
Rekomandimi, fermat e tonit që nuk janë regjistruar në regjistër konsiderohen se nuk janë të
autorizuara për të kultivuar tonin.
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62. Çdo CPC me ferma do t’i dorëzojë në mënyrë elektronike Sekretariatit të ICCAT-it, si
pjesë e planit të tyre të kultivimit të përcaktuar në paragrafin 10(d), listën e fermave të saj të
autorizuara për ton, duke përfshirë:

i. emrin e fermës;
ii. numrin e regjistrit;
iii. emrat dhe adresat e pronarit/ve dhe operatorit/ve;
iv. inputet dhe kapaciteti total kultivues i alokuar për çdo fermë;
v. koordinatat gjeografike të zonave të autorizuara për veprimtari kultivuese; dhe
vi. statusi i fermës (aktive ose joaktive).
63. Asnjë aktivitet kultivues, duke përfshirë ushqimin për qëllime majmërie ose vjeljen e tonit

të kuq, nuk do të autorizohet jashtë koordinatave gjeografike të miratuara për aktivitetet
kultivues.

64. Çdo CPC do të njoftojë Sekretariatin e ICCAT-it për çdo shtesë, çdo fshirje nga dhe/ose
çdo modifikim të regjistrit ICCAT të fermave në çdo kohë që ndodhin ndryshime të tilla.

65. Sekretariati ICCAT do të marrë çdo masë për të siguruar vlefshmërinë e të dhënave
përmes mjeteve elektronike, duke përfshirë vendosjen e tij në faqen e internetit të ICCAT-it, në
përputhje me konfidencialitetin e kërkuar nga CPC-të.

66. Çdo CPC do të marrë masat e nevojshme për të siguruar që asnjë ton nuk vendoset në një
fermë të paautorizuar nga CPC-ja ose e listuar në regjistrin e ICCAT-it dhe që fermat të mos
marrin ton nga anije që nuk janë përfshirë në regjistrin e anijeve të ICCAT-it të përmendura në
paragrafin 48. Çdo CPC do të marrë masat e nevojshme, sipas legjislacionit të tyre në fuqi, për të
ndaluar çdo veprim në fermat që nuk janë regjistruar në regjistrin e fermave të ICCAT-it.
Informacion mbi aktivitetin e peshkimit
67. Me 31 korrik të çdo viti, ose brenda 7 muajve të përfundimit të sezonit të peshkimit për

ato CPC që përfundojnë fushatën e tyre të peshkimit në korrik, çdo CPC dërgon një informacion
të detajuar mbi zëniet e tonit në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe, e cila paraprin periudhën e
alokimit të kuotave. Ky informacion duhet të përfshijë:

a) emrin dhe numrin ICCAT të secilës anije peshkimi;
b) periudhën e autorizimit për çdo anije peshkimi;
c) kapjet totale të secilës anije peshkuese, duke përfshirë kthimet zero (pa zënie) gjatë gjithë

periudhës së autorizimit;
d) numri i përgjithshëm i ditëve të çdo anije peshkimi që ka peshkuar në Atlantikun Lindor

dhe Mesdhe gjatë gjithë periudhës së autorizimit; dhe
e) kapjet totale jashtë periudhës së autorizimit të tyre (bashkëzënie).
68. Për të gjitha anijet të cilat nuk janë të autorizuara për të peshkuar në mënyrë aktive për ton

në Atlantikut Lindor dhe Detin Mesdhe, por që kanë zënë ton si bashkëzënie:
a) emri dhe numri ICCAT apo numrin kombëtar të regjistrit të anijes, nëse nuk është e

regjistruar me ICCAT;
b) zëniet totale të tonit.
69. Çdo CPC njofton Sekretariatin e ICCAT-it për çdo informacion që ka lidhje me anijet

peshkuese që nuk përfshihen në paragrafët 67 e 68, por të njohura apo të supozuara që kanë
peshkuar për tonin në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe. Sekretariati i ICCAT-it e përcjell pa
vonësë këtë informacion te CPC-ja, për veprim sipas rastit, si dhe një kopje për informacion
CPC-ve të tjera.
Operacionet e përbashkëta të peshkimit
70. Çdo operacion i përbashkët i peshkimit për tonin e kuq autorizohet vetëm me pëlqimin e

CPC-ve në fjalë. Do të autorizohet, çdo anije për peshkim me rrethim, e pajisur për të peshkuar
tonin e kuq, që ka një kuotë individuale të shpërndarë, dhe për të vepruar në përputhje me
kërkesat e përcaktuara në 71 dhe 73. Kuota e alokuara për një operacion të përbashkët peshkimi
(JFO), do të jetë e barabartë me totalin e të gjitha kuotave të ndara për çdo anije me rrethim që



14

marrin pjesë në këtë JFO. Për më tepër, kohëzgjatja e JFO-së nuk do të jetë më e gjatë se
kohëzgjatja e sezonit të peshkimit për anijet me rrethim, siç referohet në paragrafin 28 të këtij
Rekomandimi.

71. Në momentin e aplikimit për autorizim, duke ndjekur formatin e aneksit 5, çdo CPC duhet
marrë masat e nevojshme për të marrë nga anijet e tij me rrethim që marrin pjesë në një
operacionin të përbashkët peshkimi, informacionin e mëposhtëm:- periudha e autorizimit të JFO-së;- identitetin e operatorëve të përfshirë;- kuotat individuale të anijeve;- çelësin ndarës të kuotave ndërmjet anijeve të përfshira në zënie; dhe- informacion mbi fermat e destinuara ku shkon peshku.

Çdo CPC transmeton gjithë informacionin e përmendur më lart në Sekretariatin e ICCAT-it të
paktën pesë ditë para fillimit të sezonit të peshkimit me rrethim, siç përcaktohet në paragrafin 28.

Në rastet e ndonjë force madhore, afati i përcaktuar në këtë paragraf nuk zbatohen në lidhje
me informacionin mbi fermat ku shkon peshku. Në raste të tilla, CPC-të i sigurojnë Sekretariatit
të ICCAT-it një përditësim të këtij informacioni sa më shpejt që të jetë e mundur, së bashku me
një përshkrim të ngjarjeve që përbëjnë forcë madhore. Sekretariati përpilon informacionin e
përmendur në këtë paragraf, të siguruar nga CPC-ja, për shqyrtim nga Komiteti Përputhshmërisë.

72. Komisioni krijon dhe mban një regjistër të ICCAT-it për të gjitha operacionet e
përbashkëta të peshkimit të autorizuara nga CPC-të në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe.

73. Nuk do të lejohen JFO mes anijeve të peshkimit me rrethim të CPC-së të ndryshme.
Megjithatë, një CPC me më pak se pesë anije të autorizuara të peshkimit me rrethim mund të
autorizojë operacionet e përbashkëta të peshkimit me çdo CPC tjetër. Çdo CPC që kryen një JFO
do të jetë përgjegjës dhe i përgjegjshëm për të zëniet e bëra sipas këtij JFO.

PJESA IV
MASAT E KONTROLLIT

SEKSIONI B
ZËNIET DHE TRANSFERIMET

Kërkesat e regjistrimit
74. Kapitenet e anijeve të peshkimit duhet të mbajnë një libër zënie në forme ditari (logbook)

ose logbook elektronik për operacionet e tyre të peshkimit në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në seksionin A të shtojcës 2.

75. Kapitenët e anijeve tërheqëse, ndihmëse dhe përpunuese do të regjistrojnë aktivitetet e tyre
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në seksionet B, C dhe D të shtojcës 2.
Raportet e zënieve të dërguara nga kapitenet e anijeve dhe operatorët e kurtheve
76. Çdo CPC do të sigurojë që anijet e tij, që peshkojnë në mënyre aktive për ton, gjatë gjithë

periudhës për të cilën ato janë autorizuar të peshkojnë tonin, do të komunikojnë në formë
elektronike ose çdo mënyrë tjetër efektive informacione ditore nga logbook-et, duke përfshirë
datën, kohën, vendin (gjerësi dhe gjatësi gjeografike) peshën dhe numrin e tonit të zënë në zonën
e mbuluar nga ky plan, përfshirë edhe lëshimet dhe hedhurinat e peshkut të ngordhur nën
minimumin e madhësisë së lejuar, referuar në paragrafin 33. Kapitenët do të dërgojnë këtë
informacion me formatin e përcaktuar në aneksin 2, ose përmes kërkesave raportuese të CPC-ve.

77. Kapitenët anijeve të peshkimit me rrethim duhet të përgatisin raporte sipas paragrafin 76
mbi operacionet e peshkimit, duke përfshirë edhe operacionet ku zëniet janë zero. Raportet do të
transmetohet nga operatori tek autoriteti CPC i vendit të tij, deri në orën 09:00(GMT) të ditës
tjetër.
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78. Zotëruesit e kurtheve ose autoritetet e tyre përgjegjëse për peshkimin e tonit duhet të
dërgojnë raport ditor mbi zëniet ditore në format elektronik, në të cilin do të përfshijnë numrin e
regjistrit ICCAT, datën, kohën, zëniet (pesha dhe numri i peshkut), duke përfshirë edhe ato ku
peshkimin zero. Ata do të dërgojnë këtë informacion CPC-së tyre, brenda 48 orësh në formë
elektronike sipas formatit të përcaktuar në aneksin 2 përgjatë gjithë periudhës që ato janë të
autorizuar për të peshkuar tonin.

79. Përveç anijeve të peshkimit me rrethim dhe kurtheve të zënies së tonit, kapitenët e anijeve
të tjera, transmetojnë pranë autoriteteve të tyre të kontrollit, raportet e përmendura në paragrafin
76, së paku deri në mesditën e së martës për javën e mëparshme që përfundon të dielën.
Portet e caktuara
80. Çdo CPC, të cilit i është alokuar një kuote e tonit, do të përcaktojë portet në të cilat

operacioni i zbarkimit apo i transbordimi të tonit është i autorizuar. Kjo listë do të komunikohet
çdo vit në Sekretariatin e ICCAT-it si pjesë e planit vjetor të peshkimit të komunikuar nga çdo
CPC. Çdo ndryshim do t’i komunikohet Sekretariatit të ICCAT-it. CPC-të e tjera mund të
caktojnë portet në të cilat autorizohet zbarkimi ose transbordimi i tonit dhe të komunikojnë këtë
listë të këtyre porteve te Sekretariati i ICCAT-it.

81. Për një port që të përcaktohet si port i caktuar, shteti portual do të sigurojë që kërkesat e
mëposhtme plotësohen:

a) përcaktimin e kohës së zbarkimit dhe të transbordimit;
b) përcaktimin e vendit të zbarkimit dhe të transbordimit;
c) vendosjen e procedurave të inspektimit dhe të mbikëqyrjes që sigurojnë mbikëqyrje e

inspektim gjatë të gjitha kohës dhe në të gjitha vendet e zbarkimit dhe të transbordimit në
përputhje me paragrafin 85.

82. Ndalohet të zbarkohet ose të transbordohet nga anijet e peshkimit, si dhe nga anijet
përpunuese dhe anijet ndihmëse, çdo sasi toni të peshkuara në Atlantikun Lindor dhe Detin
Mesdhe, në çdo vend tjetër përveç se porteve të përcaktuara nga CPC-ja, në përputhje me
paragrafët80 deri 81. Megjithatë, përjashtimisht, transportimi i tonit të ngordhur të zënë në
kurth/kosh, duke përdorur një anije ndihmese për në anijet e përpunimit, nuk është i ndaluar.

83. Në bazë të informacionit të marrë nga CPC sipas paragrafit 80, Sekretariati i ICCAT do të
mbajë një listë të porteve të përcaktuara në website ICCAT.

84. Dispozitat e këtij Rekomandimi nuk do të ndikojnë në hyrjen në port të një anije peshkimi
të CPC-ve, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, për arsye të forcës madhore ose
fatkeqësisë.
Njoftimi paraprak i zbarkimeve
85. Para hyrjes në ndonjë port, kapitenet e anijeve të peshkimit, si dhe të anijeve e përpunuese dhe

anijeve ndihmëse ose përfaqësuesit e tyre, duhet të njoftojnë autoritetin përkatës të portit, të paktën 4 orë
përpara kohës së parashikuar të mbërritjes, me sa vijon:

a) koha e parashikuar për mbërritje;
b) sasia e vlerësuar e tonit të mbajtur në bord;
c) informacioni mbi zonën gjeografike ku është zënë toni.
Nëse zonat e peshkimit janë më pak se katër orë nga porti ku mbërrihet, sasitë e vlerësuara të

tonit të mbajtura në bord mund të modifikohen në çdo kohë përpara arritjes në port.
CPC-të mund të vendosin të zbatojnë këto dispozita vetëm për zënie të barabarta ose më të

mëdha se tre peshk ose një ton. Ata duhet të japin këtë informacion në planin e kontrollit të tyre
të monitorimit dhe inspektimit të përmendur në paragrafin 10.

Autoriteti shtetit portual mban një regjistër me të gjitha njoftimet paraprake për vitin në
vazhdim.

Të gjitha veprimet e zbarkimit dhe zënieve duhet të kontrollohen nga autoritetet përkatës të
kontrollit dhe një përqindje e tyre duhet të inspektohet, bazuar në sistemin e vlerësimit të riskut,
duke përfshirë kuotën, përmasat e flotës dhe sforcon e peshkimit. Detaje të plota të këtij sistemi
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kontrollesh të përshtatura nga çdo CPC, duke përfshirë përqindjen e synuar të zbarkimeve që do
të inspektohen, duhet të jenë të detajuara në planin e tyre vjetor të inspektimit referuar paragrafit
10 të këtij rekomandimi.

Pas çdo udhëtimi, kapitenët e anijeve të peshkimit, duhet të dorëzojnë brenda 48 orëve një
deklaratë zbarkimi tek autoritetet kompetente të CPC-së ku bëhet ky zbarkim, si dhe shtetit të tij
flamur. Kapiteni i anijes peshkimit të autorizuar është përgjegjës për plotësimin dhe vërtetësinë e
deklaratës, e cila duhet të tregojë së paku, sasinë e tonit të zbarkuar dhe zonën ku është zënë. Të
gjitha zëniet e zbarkuara duhet të peshohen dhe jo vetëm të vlerësohen. Autoriteteve përkatëse
do të dërgojnë një regjistrim mbi zëniet në autoritetin përkatës të CPC-së të anijes së peshkimit,
brenda 48 orëve nga përfundimi i zbarkimit.
Raportimi i zënieve nga CPC-ja tek Sekretariati i ICCAT-it
86. CPC-të do të dërgojnë raporte dyjavore të zënies për çdo formë e mjet peshkimi, pa

vonesë, në Sekretariatin e ICCAT-it, për të siguruar që afati i publikimit të të dhënave të
specifikuara më poshtë mund të përmbushet. Në rastin e anijeve me koshilok dhe të kurtheve,
raportet do të jenë siç përcaktohen në paragrafët 76 deri në 78. Kapjet totale të raportuara do të
publikohen nga Sekretariati i ICCAT-it në faqen e internetit të ICCAT-it një zonë të mbrojtur me
fjalëkalim, gjatë javës së dytë të çdo muaji.

87. CPC-të do t’i raportojë Sekretariatit të ICCAT-it datën kur e gjithë kuota e tonit është
shfrytëzuar. Sekretariati i ICCAT-it duhet ta shpërndajë këtë informacion të gjitha CPC-ve.
Verifikimi
88. CPC-të duhet të verifikojnë, si raportet e inspektimit dhe raportet e vëzhguesit, të dhënat

VMS-ve, ku është e mundur të dhënat eBCD, si dhe dorëzimin në kohë të logbookeve dhe
informacionin e kërkuar të shënuar në logbooket e anijeve të peshkimit, në dokumentet e
transferimit/transbordimit dhe në dokumentet e zënieve.

Autoritetet kompetente do të kryejnë kontrolle të kryqëzuara, sipas specieve në të gjitha
zbarkimet, transshipmentet, transferimet dhe vendosjes në koshave midis sasive të regjistruara në
logbookun e anijeve të peshkimit ose në deklaratën e transshipit dhe sasive të regjistruara në
deklaratën e zbarkimit ose deklaratën e koshave, dhe çdo dokumentacion tjetër përkatës, të tilla si
fatura dhe/ose shënime shitjeje.
Transbordimi
89. Operacionet e transbordimit të tonit në Atlantikun Lindor dhe Detin Mesdhe do të

lejohen vetëm në portet e caktuara sipas përcaktimeve dhe kushtëzimeve në paragrafët 80 deri 84.
90. Para hyrjes në ndonjë port, anija e peshkimit marrëse (që ka marrë peshkun), ose

përfaqësuesi i saj, duhet t’i japë autoritetit përkatëse të shtetit portual të paktën 72 orë përpara
kohës së parashikuar të mbërritjes, informacionin e shënuar në shtojcën 3, sipas ligjit kombëtar
të shtetit portual. Çdo transbordim kërkon autorizimin paraprak nga CPC-ja e anijes së peshkimit
transborduese. Për më tepër, kapiteni i anijes peshkimit transborduese, në kohën e transbordimit,
informon CPC-në e tij sipas të dhënave të kërkuara në shtojcën 3.

91. Autoriteti përkatës i shtetit portual duhet të inspektojë anijen marrëse në mbërritje dhe do
të kontrollojë ngarkesën dhe dokumentacionin që lidhet me operacionin e transbordimit.

92. Kapitenët e anijeve të peshkimit plotësojnë dhe transmetojnë te CPC-të e tyre deklaratën e
transbordimit jo më vonë se 5 ditë pas transbordimit në port, sipas rekomandimit 21-15.
Kapitenët e anijeve të peshkimit transborduese plotësojnë deklaratën e transbordimit të ICCAT-
it, në përputhje me formatin e përcaktuar në shtojcën 3. Deklarata transbordimit duhet të jetë e
lidhur me eBCD për të lehtësuar verifikimin e të dhënave të përmbajtura në to.

93. Organi kompetent i shtetit portual do të dërgojë të dhëna të transbordimit autoritetit të
CPC të anijeve të peshkimit transborduese, brenda 5 ditëve pasi transbordimi ka përfunduar.

94. Të gjitha transbordimet do të inspektohen nga autoritetet përkatëse të portit caktuar nga
CPC-ja.
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PJESA IV
MASAT KONTROLLUESE

SEKSIONI C
PROGRAMET E VËZHGUESVE

Programi i vëzhguesit (mbikëqyrësit) i CPC-së
95. Çdo CPC siguron mbulimin nga vëzhguesit, për të cilët lëshohet një dokument zyrtar

identifikimi, për anijet dhe kurthet aktive në peshkimin e tonit, për të paktën:- 20% të anijeve aktive me peshkim fundor pellagjik (mbi 15 m);- 20% të anijeve aktive me linje grepash (mbi 15 m);- 20% të anijeve aktive me grepa lundrues (mbi 15 m);- 100% të anijeve tërheqëse (rimorkiator);
-100% të operacioneve të zënies me kurthe.
96. CPC-ja me më pak se pesë anije, sipas tri segmenteve të para të mësipërme, të autorizuara

për të peshkuar në mënyrë aktive tonin, duhet të sigurojnë mbulimin me vëzhgues në 20% të
kohës që këto anije janë aktive në peshkimin e tonit.

97. Në zbatimin e programit të vëzhguesve, CPC-të duhet të sigurojnë që:
a) mbulimi në kohë dhe hapësire është përfaqësues për të siguruar që Komisioni të marrë të

dhëna dhe informacione të përshtatshme dhe të sakta për zëniet, përpjekjet për zënie (efforts)
dhe aspekte të tjera shkencore dhe menaxheriale të lidhura me tonin, duke marrë parasysh
karakteristikat e flotës dhe peshkimit;

b) janë zbatuar protokolle të fuqishme për mbledhjen e të dhënave;
c) vëzhguesit të CPC-së i sigurohet, përpara fillimit të vendosjes së tij/saj në anije, një listë e

kontakteve brenda autoritetit kompetent të CPC-së ku duhet të raportojë vëzhgimet;
d) çdo vëzhgues CPC është trajnuar dhe kualifikuar siç duhet përpara dislokimit;
e) për aq sa është praktike, operimet e anijeve dhe kurtheve në fjalë pësojnë ndërprerje

minimale;
f) kapiteni i anijes së peshkimit ose operatori i kurthit i lejon vëzhguesit të CPC-së aksesin në

mjetet elektronike të komunikimit në bordin e anijes së peshkimit ose në kurth.
98. Të dhënat dhe informacioni i mbledhur në secilin prej programeve të vëzhgimit nga CPC-

të do t’i dërgohen SCRS dhe Komisionit, në përputhje me kërkesat dhe procedurat që do të
hartohen nga Komisioni gjatë vitit 2023, duke marrë parasysh kërkesat e konfidencialitetit nga
ana e CPC-ve.

99. Për aspektin shkencor të këtij programi, SCRS do të raportojë për nivelin e mbulimit të
arritur nga çdo CPC, dhe do të sigurojë një përmbledhje të të dhënave të mbledhura dhe çdo
rezultat të rëndësishëm të lidhur me këto të dhëna. SCRS-ja do të japë çdo rekomandim që lidhet
me përmirësimin e efikasitetit të programit të vëzhgimit të CPC-së.

100. Detyrimet, përgjegjësitë dhe detyrat e zbatueshme për vëzhguesit e CPC-ve janë të
detajuara në aneksin 6.
Programi Rajonal i Vëzhguesve të ICCAT (ROP)
101. Programi Rajonal i Vëzhguesve të ICCAT-it referuar në aneksin 6 do të zbatohet për të

siguruar mbulimin 100% me vëzhgues:- të të gjitha anijeve me rrethim të tonit;- gjatë të gjitha transferimeve të tonit nga koshiloku anijes në koshat transportues;- gjatë të gjitha transferimeve të tonit nga kurthet në koshat transportues;- gjatë të gjitha transferimeve nga një kosh ferme në kosha transporti, të cilat më pas tërhiqen
në një fermë tjetër;- gjatë të gjitha kalimeve të tonit në ferma;
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- gjatë gjithë vjeljes së tonit nga fermat; dhe- gjatë lëshimit të tonit nga fermat.
Pavarësisht nga parashikimet e paragrafit 95, për lëshimet e tonit nga ferma, vetëm vëzhguesi

rajonal, dhe jo vëzhguesi kombëtar, duhet të jetë prezent mbi anijen transportuese.
Pavarësisht nga sa më sipër, kur, për arsye të forcës madhore (p.sh., pandemia) të njoftuara siç

duhet në ICCAT, vendosja e një vëzhguesi rajonal nuk është i mundur, anija, kurthi ose ferma
mund të funksionojnë pa vëzhguesin. Në raste të tilla, CPC-të do t’i japin përparësi këtyre anijeve,
fermave dhe kurtheve për kontroll dhe inspektim.

Përveç kësaj, CPC-të do të zbatojnë një sërë masash alternative të përshtatshme që synojnë
arritjen e objektivave të programit të vëzhguesit rajonal, duke përfshirë, aty ku është e mundur,
vendosjen e një inspektori kombëtar ose një vëzhguesi kombëtar për të vepruar në vend të
vëzhguesit rajonal. CPC-ja në fjalë do t’i dërgojë Sekretariatit të gjitha detajet e masave alternative.
Sekretariati përpilon dhe i qarkullon Komisionit të gjithë informacionin e marrë për zbatimin e
këtyre procedurave. Këto masa alternative dhe veprimet e ndërmarra do të shqyrtohen nga
Komiteti i Pajtueshmërisë gjatë çdo takimi vjetor.

102. Si përjashtim i paragrafit 101, vjelja nga fermat deri në 1000 kg në ditë dhe deri në
maksimum 50 tonë në fermë në vit për furnizimin e tregut me peshk të freskët mund të
autorizohet nga CPC-ja përkatëse me kusht që një inspektor i autorizuar nga CPC e fermës është
në vend për 100% të vjeljeve të tilla dhe kontrollon të gjithë funksionimin. Inspektori i autorizuar
do të vërtetojë, gjithashtu, sasitë e vjela në sistemin eBCD. Në këtë rast, nënshkrimi i vëzhguesit
rajonal nuk duhet të kërkohet në seksionin e korrjes së eBCD. Ky derogim do të rishikohet, sipas
rastit, nga PWG, ndoshta përmes grupit të punës të IMM-së, jo më vonë se në vitin 2023.

103. Anijet e peshkimit me rrethim pa një vëzhgues rajonal të ICCAT-it në bord, nuk do të
autorizohen për të peshkuar ose të operojnë në peshkimin e tonit.

104. Një vëzhgues rajonal i ICCAT-it do të caktohet në çdo fermë për të gjitha operacionet në
kosha dhe gjate vjeljes. Në rastet e forcës madhore që janë konfirmuar nga autoriteti CPC i
fermës, ose në rastin e fermave të afërta, të autorizuara dhe kontrolluara nga CPC e fermës,
veprojnë se bashku, një vëzhgues rajonal i ICCAT-it mund të ndahet në më shumë se një fermë
për të garantuar vazhdimësinë e operacioneve nëse autorizohet nga autoriteti kompetent i CPC-
së.

105. Me përjashtim të paragrafit 104, në rast transferimi ndërmjet dy fermave të ndryshme nën
kompetencën e të njëjtit autoritet kombëtar, mund të caktohet një vëzhgues i vetëm rajonal për të
mbuluar të gjithë procesin, duke përfshirë transferimin e peshkut në një kosh transporti tërheqës,
tërheqja e peshkut nga ferma dhuruese në fermën marrëse dhe kalimi i peshkut në koshin e
fermës marrëse. Në këtë rast, një vëzhgues rajonal duhet të vendoset nga ferma e donatorëve dhe
kostoja do të ndahet, si nga ferma donatore, ashtu edhe nga ajo pritëse, përveç nëse përcaktohet
ndryshe nga fermat.

106. Si çështje prioritare, vëzhguesit rajonalë të ICCAT-it nuk duhet të jenë të së njëjtës
kombësi me anijen e zënies, anijen tërheqëse, kurthin ose fermën, për të cilat kërkohen shërbimet
e tyre dhe për aq sa është e mundur, Sekretariati i ICCAT-it dhe ofruesi përgjegjës për ROP-në
do të sigurojnë që vëzhguesi të ketë një përvetësim të kënaqshëm të gjuhës, të CPC-së së cilës i
përket anija dhe ferma ose kurthi. Kërkesa që vëzhguesi rajonal të mos jetë me të njëjtën kombësi
me anijen, fermën ose kurthin, i cili po vëzhgohet, do të ketë prioritet në rastin kur vëzhguesit
rajonalë të ICCAT-it të dislokuar të kenë njohuri të kënaqshme të gjuhës së anijeve, fermës apo
kurtheve të CPC-së së caktuar. Nëse nuk është e mundur të gjenden vëzhgues të huaj me aftësitë
e duhura gjuhësore ose në rast të forcës madhore, mund të lejohet vendosja e vëzhguesve
rajonalë të ICCAT-it të së njëjtës kombësi, me kusht që njoftimi paraprak për Sekretariatin e
ICCAT-it të bëhet nga ofruesi përgjegjës për ROP-në.

107. Detyrimet, përgjegjësitë dhe detyrat e zbatueshme për vëzhguesin rajonal të ICCAT dhe
kurthit dhe fermës CPC-të përkatëse, janë të detajuara në shtojcën 6.
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PJESA IV
MASAT E KONTROLLIT

SEKSIONI D
TRANSFERIMET E PESHKUT TË GJALLË

Dispozita e përgjithshme
108. Ky seksion zbatohet për të gjitha transferimet e përcaktuara në paragrafin 2(i) të këtij

Rekomandimi.
109. Në përputhje me paragrafin 10(c) të këtij Rekomandimi, çdo CPC do të emërojë një

autoritet të vetëm kompetent, në vijim të referuar si “autoriteti kompetent i CPC-së”, i cili do të
jetë përgjegjës për koordinimin e mbledhjes dhe verifikimit të informacionit për kontrollin e
transferimeve dhe transporteve përkatëse të tonit të kryera nën juridiksionin e tij, dhe për
raportimin dhe bashkëpunimin me CPC-të, në fermat e të cilave do të vendoset peshku në kosh.

110. Kapitenët e anijeve të zënies dhe tërheqëse që kryejnë operacione transferimi duhet të
raportojnë aktivitetet e tyre të transferimit, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në aneksin 2
(logbook).
Numër unik i caktuar për kosh
111. Të gjitha koshat e përdorur në operacionet e transferimit dhe transportet shoqëruese do

t’i vendoset një numër në përputhje me sistemin unik të numërimit të përmendur në paragrafët
147 deri në 150.
Njoftimi paraprak i transferimit
112. Përpara fillimit të një operacioni transferimi, duke përfshirë transferimet vullnetare,

kapiteni i anijes se peshkimit ose rimorkiatorit apo përfaqësuesit e tyre ose përfaqësuesit e fermës
apo kurthit, ku nis transferimi në fjalë, duhet t’i dërgojë autoritetit të tij kompetent të CPC-së një
njoftim paraprak transferimi. duke treguar, aty ku është e aplikueshme:- numri dhe pesha e vlerësuar e tonit që do të transferohet;- emri i anijes që e ka peshkuar, anijeve tërheqëse, fermës ose kurthit dhe numri përkatës i tyre
në regjistrin e ICCAT-it,- datën dhe vendndodhjen e kapjes;- data dhe koha e parashikuar e transferimit;- pozicioni i vlerësuar (gjerësia/gjatësia) ku do të bëhet transferimi dhe numrat e koshit të
dhuruesit dhe marrësit;- ferma ku do shkoje;- emrin dhe numrin ICCAT të fermës dhuruese, në rastin e një transferimi nga koshi i fermës
në një kosh transporti;- numrat e dy koshave të fermës dhe çdo koshi transporti të përfshirë, në rastin e
transferimeve brenda fermës.
Autorizimi i transferimit
113. Brenda 48 orëve pas dorëzimit të njoftimit paraprak të transferimit nga operatori

dhurues, autoriteti kompetent i CPC-së do t’i caktojë dhe do t’i komunikojë operatorit donator në
fjalë një numër të autorizimit të transferimit për çdo operacion transferimi. Numri i autorizimit të
transferimit duhet të përfshijë kodin me tri shkronja CPC, katër numra për vitin dhe tri shkronja
për të treguar autorizimin pozitiv (AUT) ose negativ (NEG), të ndjekur nga numrat vijues.

114. Operacioni i transferimit në fjalë nuk do të fillojë përpara se numri i tij specifik i
autorizimit të transferimit t’i jetë caktuar dhe komunikuar operatorit dhurues.

115. Autorizimi i transferimit nuk paragjykon konfirmimin e ndonjë operacioni të mëvonshëm
transferimi ose kalimi në kosha.
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116. Transfertat vullnetare dhe ato të kontrollit nuk i nënshtrohen një autorizimi të ri
transferimi.
Refuzimi i një operacioni transferimi dhe rrjedhimisht lirimi i tonit
117. Një operacion transferimi nuk do të autorizohet nga autoriteti kompetent i CPC-së i

operatorit dhurues nëse, pas marrjes së njoftimit paraprak të transferimit, ai konsideron se:
a) anija peshkimit ose kurthi që deklaron se ka kapur peshkun nuk ka një autorizim të

vlefshëm për peshkimin e tonit, të lëshuar në përputhje me paragrafin 56 të këtij rekomandimi;
b) numri dhe pesha e peshkut që i nënshtrohet transferimit nuk është raportuar siç duhet nga

anija e peshkimit ose kurthi;
c) anija peshkimit ose kurthi që ka kapur peshkun nuk ka kuotë të mjaftueshme;
d) anija tërheqëse e deklaruar për të transferuar dhe/ose transportuar peshkun nuk është e

regjistruar në Regjistrin e ICCAT si anije të tjera të peshkimit të përmendura në paragrafin 48(b),
ose nuk është e pajisur me një sistem monitorimi të anijeve (VMS) plotësisht funksional;

e) ferma e ku do shkoje toni, nuk raportohet si aktive në Regjistrin e fermave të ICCAT-it të
përmendur në paragrafin 63 të këtij Rekomandimi.

118. Në rast refuzimi, autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues:
a) të informojë menjëherë operatorin dhurues për refuzimin, si dhe organin kompetent të

CPC-së për anijen e peshkimit, kurthin ose fermën, nëse është një CPC tjetër;
b) kur është e zbatueshme, të lëshojë një urdhër për lirimin e peshkut në fjalë në det, në

përputhje me shtojcën 10.
Monitorimi i operacioneve të transferimit me videokamera
119. Përveç transferimeve të koshave ndërmjet dy anijeve tërheqëse, të cilat nuk përfshijnë

lëvizjen e tonit të gjallë ndërmjet këtyre koshave, operatori dhurues duhet të sigurojë që
operacioni i transferimit të monitorohet me videokamerë në ujë, në përputhje me standardet
minimale dhe procedurat e referuara në shtojcën 8, për të përcaktuar numrin e individëve të tonit
që transferohen.

120. Çdo CPC që kryen operacione dhurimi do të marrë masat e nevojshme për të siguruar që
kopjet identike të regjistrimeve përkatëse video të jepen (ofrohen) pa vonesë nga operatori
dhurues:

a) për operacionin e parë të transferimit dhe transferimin vullnetar eventual, tek vëzhguesi
rajonal i ICCAT-it dhe tek anija tërheqëse marrëse dhe, në fund të udhëtimit të peshkimit, tek
autoriteti kompetent i CPC-së të operatorit dhurues;

b) për transferime të mëtejshme, tek vëzhguesi i CPC-së në bordin e anijes tërheqëse
dhuruese, tek kapiteni i anijes tërheqëse marrëse dhe, në fund të udhëtimit të tërheqjes, tek
autoriteti kompetent i CPC-së të anijes tërheqëse dhuruese;

c) për transferimet ndërmjet dy fermave të ndryshme, tek vëzhguesi rajonal i ICCAT-it, tek
mjeti tërheqës marrës dhe tek autoriteti kompetent i CPC-së i fermës dhuruese; dhe

d) nëse një autoritet inspektues kombëtar ose i ICCAT-it është i pranishëm gjatë operacionit të
transferimit, inspektori/ët do të marrin, gjithashtu, një kopje të regjistrimit përkatës të videos.

121. Pamjet video në fjalë do të shoqërojnë peshkun deri në fermën ku do të dërgohet peshku.
Një kopje do të ruhet në bordin e anijes/ve donatore, nga kurthi/at ose nga ferma/et dhe do të
mbetet e aksesueshme për qëllime kontrolli në çdo kohë gjatë fushatës së peshkimit.

122. Kopjet e videoregjistrimeve do t’i jepen SCRS-së sipas kërkesës nga autoriteti kompetent i
CPC-së i operatorit dhurues. SCRS-ja do të ruajë konfidencialitetin e aktiviteteve tregtare.

123. Autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues dhe operatori dhurues do t’i ruajnë
pamjet video, në lidhje me transferimet për të paktën 3 vjet dhe do t’i ruajnë ato për aq kohë sa
është e nevojshme për qëllime kontrolli dhe zbatimi.
Transferimet vullnetare dhe të kontrollit
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124. Nëse filmimi video nuk plotëson standardet minimale të përmendura në shtojcën 8, dhe
veçanërisht nëse cilësia dhe qartësia e tij nuk janë të mjaftueshme për të përcaktuar numrin e
peshqve që transferohen, operatori dhurues mund të kryejë transferimin/et vullnetar.

125. Nëse nuk është kryer asnjë transferim/t vullnetar, ose nëse transferimi/et vullnetar ende
nuk lejon përcaktimin e numrit të peshqve që transferohen, autoriteti kompetent i CPC-së i
operatorit dhurues do të urdhërojë një transferim kontrolli, i cili do të përsëritet derisa cilësia e
regjistrimit video të lejojë vlerësimin e numrit të tonit që transferohet.

126. Transferimi/t vullnetar dhe/ose kontrolli/t do të kryhet në një kosh tjetër i cili duhet të
jetë bosh. Numri i peshqve të marrë nga transferimi i vlefshëm vullnetar ose i kontrollit do të
përdoret për të plotësuar logbook-un, deklaratën e transferimit të ICCAT-it (ITD) dhe seksionet
përkatëse të eBCD-së.

127. Ndarja e koshit të transportit nga një anije me koshilok, një kurth ose një kosh ferme nuk
duhet të ndodhë përpara se vëzhguesi rajonal i ICCAT-it në bordin e anijes, ose i pranishëm në
fermë ose kurth, të ketë kryer detyrat e tij.

128. Megjithatë, nëse pas transferimit/ve vullnetar cilësia e videos nuk lejon përcaktimin e
numrit të individëve që transferohen, autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues mund të
lejojë ndarjen e anijes me koshilok, kurthit ose koshit të fermës nga koshi/at e transportit. Në një
rast të tillë, autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues do të urdhërojë që dera/t e
koshit/eve të transportit në fjalë, të vulosen në përputhje me procedurën e përcaktuar në
shtojcën 14 dhe të kërkojë një transferim kontrolli që të kryhet në një kohë dhe vend të caktuar,
në prani të autoritetit kompetent të anijes, kurthit ose fermës.

129. Në rast se autoritetet kompetente të anijes, kurthit ose fermës nuk mund të jenë të
pranishme në transferimin e kontrollit, transferimi i kontrollit do të bëhet në prani të një
vëzhguesi rajonal të ICCAT-it. Në këtë rast, përgjegjësia për vendosjen e vëzhguesit rajonal do të
jetë mbi operatorin e fermës që zotëron tonin e transportuar, i cili duhet të sigurojë që vëzhguesi
rajonal të vendoset për të verifikuar transferimin e kontrollit.
Deklarata e transferimit të ICCAT-it (ITD)
130. Në fund të një operacioni transferimi, operatori dhurues duhet të plotësojë një ITD në

përputhje me formatin e përcaktuar në shtojcën 4. Operatori dhurues do t’ia transmetojë ose vërë
në dispozicion pa vonesë, ITD-në, autoritetit të tij kompetent të CPC-së, vëzhguesit rajonalë të
ICCAT-it ku prania e tij është e detyrueshme dhe, sipas rastit, kapitenit të anijes tërheqëse ose
fermës që merr peshkun.

131. Autoriteti kompetent i CPC-së të operatorit dhurues do të sigurojë që formulari ITD të
jetë i numëruar, duke përdorur kodin CPC me tri shkronja, i ndjekur nga katër numrat që
tregojnë vitin dhe tre numrat vijues, të ndjekur nga tri shkronjat ITD (CPC- 20**/xxx/ITD).

132. Origjinali i ITD-së duhet të shoqërojë peshkun e transferuar deri në fermën/at e
destinacionit ku peshku do të vendoset në kosh:

a) në transferimin e parë, origjinali i ITD-së do të kopjohet nga operatori dhurues kur një
zënie e vetme transferohet nga koshiloku i anijes ose kurthi në më shumë se një kosh transporti;

b) në rastin e një transferimi të mëtejshëm, kapiteni i anijes tërheqëse dhuruese do të
përditësojë ITD-në duke plotësuar pjesën 3 (transferime të mëtejshme) dhe do t’i japë ITD-në e
përditësuar anijes tërheqëse marrëse.

133. Një kopje e ITD-së do të mbahet në bordin e anijeve se peshkimit ose tërheqëse të
dhuruesit, ose nga kurthi apo ferma e dhuruesit dhe të jetë e aksesueshme në çdo kohë për
qëllime kontrolli gjatë kohëzgjatjes së fushatës së peshkimit.
Hetimi nga autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues
134. Autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues do të hetojë të gjitha rastet, kur:
a) ka më shumë se 10% diferencë midis numrit të peshkut të raportuar në ITD nga operatori

dhurues dhe numrit të peshqve të vlerësuar nga vëzhguesi rajonal i ICCAT-it, ose nga vëzhguesi
kombëtar i CPC-së, sipas rastit; ose
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b) kur vëzhguesi rajonal i ICCAT-it nuk ka nënshkruar ITD.
Marzhi i gabimit prej 10% i përmendur më sipër do të shprehet si përqindje e shifrave të

operatorit dhurues.
135. Kur është e aplikueshme, hetimi do të përfshijë analizën e të gjitha pamjeve përkatëse të

videos. Me përjashtim të rasteve të forcës madhore, hetimi do të përfundojë brenda 96 orëve nga
fillimi i tij, dhe në çdo rast para mbërritjes së koshit të transportit në fermën e destinacionit.

136. Në fillimin e një hetimi, autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues do të
informojë autoritetin kompetent të CPC-së së anijes/ve tërheqëse, në lidhje me hetimin dhe
siguron që, deri në përfundimin e hetimit, të mos lejohet asnjë transferim nga ose në koshin e
transportit në fjalë.

137. Për të gjitha operacionet e transferimit ku kërkohet një video, një diferencë më e madhe
se 10%, midis numrit të tonit të raportuar nga operatori dhurues në ITD dhe numrit të
përcaktuar nga autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues në vijim të një hetimi, do të
përbëjë një mospërputhje të mundshme (PNC) të anijes së peshkimit, kurthit ose fermës në fjalë.
Ndryshimet në ITD dhe eBCD pas inspektimeve në det ose hetimeve
138. Nëse pas një inspektimi në det ose një hetimi, rezulton se numri i peshqve është më

shumë se 10% nga ai i deklaruar në ITD dhe eBCD, eBCD do të ndryshohet nga autoriteti
kompetent i CPC-së i operatorit dhurues për të reflektuar rezultatin e hetimit.
Peshqit që ngordhin gjatë operacioneve të transferimit dhe transportit
139. Numri i peshqve që ngordhin gjatë një operacioni transferimi, ose gjatë transportit të

peshkut në fermën e destinacionit, raportohet nga operatori dhurues në përputhje me procedurat
dhe modelin e përcaktuar në shtojcën 11.

PJESA IV
MASAT E KONTROLLIT

SEKSIONI E
KULTIVIMI NË KOSHA

Dispozitat e përgjithshme
140. Çdo CPC që ka ferma do të emërojë një autoritet të vetëm kompetent, në vijim i referuar

si “autoriteti kompetent i CPC-së për fermën”. Ky autoritet do të jetë përgjegjës për koordinimin
e mbledhjes dhe verifikimit të informacionit mbi aktivitetet kombëtare të kultivimit në kosha, për
kontrollin e aktiviteteve të fermave të kryera nën juridiksionin e tij dhe për raportimin dhe
bashkëpunimin me autoritetet kompetente të CPC-ve, anijet me flamur të të cilave ose kurthi i tij,
peshkuan tonin e futur në kosha.

141. Kur fermat ndodhen përtej ujërave nën juridiksionin e një CPC-je, dispozitat e këtij
seksioni do të zbatohen, mutatis mutandis, për CPC-të ku ndodhen personat fizikë ose juridikë
përgjegjës për fermën.

142. Të gjitha aktivitetet e fermës do t’i nënshtrohen kontrollit të përshkruar në planin e
monitorimit, kontrollit dhe inspektimit të paraqitur sipas paragrafit 10 të këtij Rekomandimi.

143. Të gjitha CPC-të e përfshira në aktivitetet e lidhura me kultivimin do të shkëmbejnë
informacion dhe do të bashkëpunojnë për të siguruar që numri dhe pesha e tonit të destinuar për
futjen në koshat e rritjes janë të sakta, në përputhje me sasitë e kapjes të raportuara nga anija me
koshilok ose nga kurthi dhe të deklaruara në seksionet përkatëse të eBCD.

144. CPC-të me ferma inkurajohen të shkëmbejnë përvojën dhe praktikat më të mira mbi
kontrollin dhe inspektimin, në lidhje me aktivitetet e kultivimit, duke përdorur programin pilot
për shkëmbimin vullnetar të personelit inspektues sipas rek. ICCAT 19-17.

145. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të sigurojë që operatorët e fermave të
mbajnë në çdo kohë një plan të saktë skematik të fermave të tyre, duke treguar numrin unik të të
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gjitha koshave dhe pozicionin e tyre individual në fermë. Plani duhet t’i vihet në dispozicion në
çdo kohë autoritetit kompetent të CPC-së së fermës për qëllime kontrolli. Çdo modifikim në
planin skematik i nënshtrohet njoftimit paraprak të autoritetit kompetent të CPC të fermës. Plani
skematik i fermës do të përshtatet sa herë që ndryshohet numri dhe/ose shpërndarja e koshave të
fermës.

146. Autoriteti kompetent i CPC-së i fermës dhe operatori i fermës do të ruajnë të gjithë
informacionin, dokumentacionin dhe materialin, në lidhje me aktivitetet e kryera në fermat nën
juridiksionin e tij për të paktën 3 vjet, dhe do ta ruajnë informacionin për aq kohë sa është e
nevojshme për qëllime të zbatimit.
Numër unik i caktuar për koshat
147. Përpara fillimit të fushatës së peshkimit të tonit, autoriteti kompetent i CPC-së i fermës

do të caktojë një numër unik dhe të identifikueshëm për çdo kosh të fermës nën juridiksionin e
tij, duke përfshirë edhe ato kosha të përdorura për transportimin e peshkut në fermë.

148. Çdo kosh duhet të identifikohet me një sistem unik numërimi që përfshin të paktën tri
shkronjat e kodit CPC, të ndjekur nga tre numra. Numrat unik të koshit duhet të stampohen ose
të pikturohen në dy anët e kundërta të unazës së koshit dhe mbi vijën e ujit, në një ngjyrë në
kontrast me sfondin në të cilin janë pikturuar ose stampuar, dhe duhet të jenë të dukshëm dhe të
lexueshëm në çdo kohë për qëllimet e kontrollit.

149. Lartësia e shkronjave dhe e numrave duhet të jetë së paku 20 centimetra me trashësi vije
të paktën 4 centimetra.

150. Lejohen metoda alternative për të shënuar numrin unik në kosh, me kusht që të ofrojnë
të njëjtën garanci për dukshmëri, lexueshmëri dhe paprekshmëri.
Autorizimi për vendosjen në kosha
151. Çdo operacion vendosje në kosha i nënshtrohet një autorizimi për vendosjen në kosha të

lëshuar nga autoriteti kompetent i CPC-së ku ndodhet ferma.
Procedurat e mëposhtme duhet të zbatohen:
a) operatori i fermës kërkon autorizimi për vendosjen në kosha tek autoriteti kompetent i

CPC-së së fermës, duke specifikuar në veçanti numrin dhe peshën (siç përmendet në ITD) të
peshqve që do të vendosen në kosha. Kjo kërkese shoqërohet nga:

i. ITD-të përkatëse;
ii. referenca e eBCD(eve) në fjalë, siç konfirmohet dhe vërtetohet nga autoriteti kompetent i

CPC-së së anijes ose të kurthit;
iii. të gjitha raportet mbi peshqit që ngordhin gjatë transportit, të regjistruara në përputhje me

shtojcën 11.
b) autoriteti kompetent i CPC-së së fermës i njofton informacionin sipas nënparagrafit “a”

autoritetit kompetent CPC të anijes ose të kurthit, dhe kërkon konfirmimin që operacioni
“Vendosje në kosha” të autorizohet;

c) brenda 3 ditëve pune, autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose të kurthit njofton
autoritetin kompetent të CPC-së së fermës së operacionit “Vendosje në kosha” autorizohet ose
refuzohet. Në rast refuzimi, autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose të kurthit duhet të
specifikojë arsyen/et për refuzimin, dhe refuzimi do të përfshijë urdhrin e lëshimit pasues;

d) autoriteti kompetent i CPC-së së fermës lëshon autorizimin “Vendosje” në kosha
menjëherë pas marrjes së konfirmimit nga autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose të kurthit.
Operacioni “Vendosje” në kosha nuk do të autorizohet nga autoriteti kompetent i CPC-së së
fermës në mungesë të konfirmimit.

152. Asnjë operacion “Vendosje” në kosha nuk do të autorizohet nëse dokumentacioni i plotë
i kërkuar sipas paragrafit 151(a) nuk e shoqëron peshkun që i nënshtrohet autorizimit “Vendosje”
në kosha.
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153. Në pritje të rezultateve të hetimit të përmendur në paragrafët 134 deri 137 të kryera nga
autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose të kurthit, operacioni “Vendosje” në kosha nuk do të
autorizohet dhe seksionet përkatës të zënies dhe tregtisë së gjallë në eBCD nuk do të vërtetohen.

154. Nëse autorizimi “Vendosje” në kosha nuk është lëshuar nga autoriteti kompetent i CPC-
së së fermës brenda 1 muaji pas kërkesës për autorizim të vendosjes në kosha nga operatori i
fermës, autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të urdhërojë dhe do të vazhdojë me lëshimin
e të gjithë peshqve që gjenden në koshin e transportit në fjalë, në përputhje me shtojcën 10.
Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të informojë në përputhje me rrethanat pa vonesë
autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose të kurthit në fjalë, dhe Sekretariatin ICCAT për
lëshimet.
Refuzimi i autorizimi për vendosjen në kosha nga CPC-të e anijes ose të kurthit
155. Nëse, pas marrjes së informacionit të përmendur në paragrafin 151(a) autoriteti

kompetent i CPC-së së anijes ose të kurthit konsideron se:
a) anija zënëse ose kurthi i deklaruar që ka zënë peshkun kishte kuotë të pamjaftueshme për të

zënë tonin që do të futet në kosha;
b) peshku që do të vendoset në kosha nuk është raportuar siç duhet nga anija ose nga kurthi

dhe nuk është marrë parasysh për llogaritjen e çdo kuotë që mund të jetë e zbatueshme;
c) anija zënëse ose kurthi i deklaruar se ka zënë peshkun nuk ka një autorizim të vlefshëm për

të peshkuar ton, i lëshuar në përputhje me paragrafin 56 të këtij Rekomandimi,
ai do të përcaktojë numrin e peshqve për të cilët refuzohet vendosja në kosha dhe do të

kërkojë pa vonesë autoritetit kompetent CPC të fermës të vazhdojë me sekuestrimin e peshqve
në fjalë dhe t’i lirojë menjëherë në det, në përputhje me shtojcën 10.
Operacioni i vendosjes në kosha
156. Në momentin e mbërritjes së anijes tërheqëse në afërsi të fermës, autoriteti kompetent i

CPC-së së fermës do të sigurojë që:
a) anija tërheqëse në fjalë mbahet në një distancë prej të paktën 1 milje detare nga çdo objekti i

fermës derisa autoriteti kompetent i CPC-së së fermës të jetë fizikisht i pranishëm; dhe
b) pozicioni dhe aktiviteti i anijes tërheqëse përkatëse monitorohet gjatë gjithë kohës.
157. Asnjë operacion vendosje në kosha nuk do të fillojë:
a) përpara se të jetë autorizuar siç duhet nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës;
b) pa praninë e autoritetit kompetent të CPC-së së fermës dhe vëzhguesit rajonal të ICCAT-t;
c) përpara se seksionet e zënies dhe të tregtisë së gjallë të eBCD-së të plotësohen dhe

vërtetohen nga autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose të kurthit.
158. Ankorimi i koshave të transportit si kosha ferme, pa lëvizje të peshkut për të lejuar

regjistrimin me kamerën stereoskopike është i ndaluar.
159. Pas transferimit të tonit nga koshi i tërheqjes në koshin e fermës, autoriteti i kontrollit të

CPC-së së fermës duhet të sigurojë që koshat e fermave që përmbajnë ton janë të mbyllura gjatë
gjithë kohës. Zhvulosja do të jetë e mundur vetëm në prani të autoritetit kompetent të CPC-së së
fermës dhe pas autorizimit të tij. Autoriteti i kontrollit të CPC-së së fermës do të krijojë
protokolle për vulosjen e koshave të fermave, duke siguruar përdorimin e vula zyrtare dhe se këto
vula vendosen në mënyrë të tillë që të pengojnë hapjen e dyerve pa thyerjen e vulave.

160. CPC-të e fermave duhet të sigurojnë që zëniet e tonit vendosen në kosha të veçanta, ose
seri koshash, dhe të ndara në bazë të CPC-së së anijes së peshkimit dhe vitit të kapjes. Me
përjashtim, nëse toni është zënë në kontekstin e një operacioni të përbashkët peshkimi (JFO),
zëniet në fjalë do të vendosen në kosha të veçanta ose seri koshash dhe të ndara në bazë të JFO-
ve dhe vitit të zënies.

161. Të gjitha operacionet e mbylljes do të përfundojnë përpara datës 22 gusht të çdo viti,
përveç rasteve kur CPC e fermës se peshkut ofron arsye të vlefshme, duke përfshirë forcën
madhore. Këto arsye duhet të dokumentohen dhe raportuar në raportin vendosjes në kosha të
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përmendur në paragrafin 186. Në çdo rast, asnjë ton nuk do të vendoset në kosha pas 7 shtatorit.
Afatet e mësipërme nuk zbatohen në rastin e transfertave ndërmjet fermave.
Regjistrimi i operacioneve të vendosjes në kosha nga kamerat e kontrollit
162. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të sigurojë që çdo operacion i grumbullimit

të tonit në fermat e tij është regjistruar nga operatori i fermës, duke përdorur kamera
konvencionale dhe stereoskopike. Të gjitha pamjet video duhet të jetë në përputhje me
standardet minimale të përcaktuara në shtojcën 8, me përjashtim të pikës 1(d) për pamjet e
kamerave stereoskopike.

163. Nëse cilësia e xhirimeve video të kamerës së kontrollit përdoret për të përcaktuar numrin
dhe/ose peshën e tonit të mbyllur në kosha nuk përputhet me standardet minimale të aneksit 8,
autoriteti kompetent për CPC-në e fermës do të urdhërojë një kontroll të koshit, derisa të jetë i
mundur përcaktimi i numrit dhe/ose i peshës. Përsëritja e operacionit të vendosjes në kosha nuk i
nënshtrohet një autorizimi të ri të për vendosjen në kosha.

164. Në rastin e kontrollit të koshit, autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të sigurojë që
koshi i fermës dhuruese është i mbyllur dhe se koshi nuk mund të manipulohet përpara
operacionit të ri të vendosjes në kosha. Koshat e fermës marrëse që përdoren për kontrollin e
koshit duhet të jenë bosh.

165. Në përfundim të operacionit të vendosjes në kosha, autoriteti kompetent i CPC-së së
fermës do të sigurojë që vëzhguesi rajonal i ICCAT-së ka akses të menjëhershëm në të gjitha
videot dhe pamjet nga kamerat stereoskopike dhe konvencionale, dhe lejohet të bëjë një kopje,
nëse synon të përfundojë detyrën e tij për të analizuar pamjet në një kohë apo vend tjetër.

166. CPC-të me ferma aktive të tonit dhe SCRS-të inkurajohen të marrin pjesë në prova duke
përdorur Inteligjenca Artificiale (AI), të përfshira në kuadrin e zbatimit të Rezolutës 22-07, për
analizën e pamjeve stereoskopike të kamerave, me qëllim automatizimin e përcaktimit të numrit
dhe/ose peshës së tonit të mbyllur në kosha, në mënyrë që të reduktohet ngarkesa e punës dhe të
shmanget paragjykim i mundshëm njerëzor.
Ngordhjet e peshkut gjate vendosjes në kosha
167. I gjithë toni që ngordh gjatë operacionit të vendosjes në kosha duhet të raportohet nga

operatori i fermës, në përputhje me rrethanat, procedurat e përcaktuar në shtojcën 11.
Deklarata e vendosjes në kosha
168. Çdo autoritet kompetent i CPC-së së fermës do të sigurojë që, për çdo operacion të

vendosjes në kosha, operatori i fermës paraqet një deklaratë të vendosjes në kosha brenda 1 jave
pasi është kryer operacioni aktual i vendosjes në kosha, duke përdorur formularin e përcaktuar në
shtojcën 12
Analiza e pamjeve video stereoskopike nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës
169. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të përcaktojë numrin dhe peshën e tonit që

do të vendoset në kosha, duke analizuar pamjet video të çdo operacioni vendosje në kosha të
ofruar nga operatori i fermës. Për të kryer këtë analizë, autoritetet do të ndjekin procedurat e
përcaktuara në pikën 1 të shtojcës 9.

170. Kur ka një diferencë prej më shumë se 10% ndërmjet numrit dhe/ose peshës së
përcaktuar nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës dhe shifrat përkatëse të raportuara në
deklaratën e vendosjes në kosha, autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të nisë një hetim për
të identifikuar arsyet për këtë mospërputhje, dhe bën rregullimin eventual të numrit dhe/ose
peshës së peshkut që ka qenë i mbyllur në kosha.

171. Marzhi i gabimit prej 10% i përmendur më sipër do të shprehet si përqindje e shifrave të
operatorit të fermës.
Komunikimi i rezultateve të vendosjes në kosha të CPC-së të anijes zënëse ose të

kurthit
172. Pas përfundimit të një operacioni vendosjes në kosha ose, në rastin e një JFO-je ose

kurtheve të të njëjtit shtet anëtar të CPC/BE, të operacionit të fundit të vendosjes në kosha të
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lidhur me atë JFO ose ato kurthe, autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do t’i dërgojë
autoritetin kompetent të CPC-së së anijes ose kurthit, rezultatet e operacioneve të vendosjes në
kosha përmendura në shtojcën 9, pika 2, nën “a” dhe “b”.

173. Çdo autoritet kompetent i CPC-së së fermës do të dorëzojë procedurat dhe rezultatet në
lidhje me programin e kamerës stereoskopike (ose metodat alternative) në SCRS deri më 31 tetor
çdo vit. SCRS-ja duhet të vlerësojë procedurat dhe rezultatet e tilla dhe t’i raportojë Komisionit
në mbledhjen e ardhshme vjetore.
Investigimet e ndërmarra nga CPC-të e anijes zënëse ose të kurthit
174. Kur, për një operacion të vetëm zënie, numri i tonit që vendoset në kosh siç

komunikohet nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës në përputhje me paragrafin 172,
ndryshon me 10% ose më shumë nga ato raportuar në ITD ose në seksionin zënie dhe/ose
transferuar tek eBCD, autoriteti kompetente CPC-së anijes zënëse ose të kurthit, do të fillojë një
hetim për të përcaktuar peshën e saktë të zënies që do të zbritet nga kuota kombëtare e tonit, në
përputhje me paragrafët 180 deri 182 (përvetësimi i kuotave).

175. Në mbështetje të këtij hetimi, autoriteti kompetente CPC-se anijes zënëse ose të kurthit
do të kërkojë të gjitha informacione plotësuese dhe rezultatet e analizës përkatëse të pamjeve
video të kryera, në përputhje me këtë Rekomandim nga autoriteti kompetente të CPC-ve të anijes
zënëse dhe fermave që kanë qenë përfshirë në transportin dhe operacionin e vendosjes në kosha.

176. Të gjitha autoritetet kompetente të CPC-ve, përfshirë ato anijet e të cilave janë përfshirë
në transportin e peshku, do të bashkëpunojë në mënyrë aktive, duke përfshirë shkëmbimin e të
gjithë informacionit dhe dokumentacionit në dispozicion të tyre.

177. Autoriteti kompetent i CPC-së së anijes zënëse ose të kurthit do të përfundojë hetimin
brenda 1 muaji nga komunikimi i rezultateve të vendosjes në kosha nga autoriteti kompetent i
CPC-së së fermës.

178. Një ndryshim më i madh se 10% midis numrit të tonit të raportuar të zënë nga anija ose
kurthi në fjalë dhe numrit të përcaktuar nga autoriteti kompetent i CPC-së së anijes zënëse ose të
kurthit si rezultat i hetimit, do të përbëjë një mospërputhje të mundshme (PNC) të anijes ose
kurth në fjalë.

179. Marzhi i gabimit prej 10% i përmendur më sipër do të shprehet si përqindje e shifrave të
raportuara nga kapiteni i anijes së peshkimit ose përfaqësuesi i kurthit dhe do të zbatohet në nivel
individual të operacionit të vendosje në kosha.
Marrja e kuotave
180. Autoriteti kompetent i CPC-së së anijes zënëse ose të kurthit do të përcaktojë peshën e

tonit që zbritet nga kuota e tij kombëtare, duke marrë parasysh sasitë e vendosura në kosha, të
llogaritura në përputhje me dispozitat e shtojcës 9, i cili siguron që pesha në kosha të llogaritet
bazuar në raportin gjatësi/peshë për peshqit e egër dhe vdekshmëritë e raportuara, në përputhje
me dispozitat e shtojca 11.

181. Megjithatë, për ato raste kur hetimi i përmendur në paragrafin 174 arrin në përfundimin
se individët e tonit mungonin në kuptimin e paragrafit 2 të shtojcës 11, pesha e peshkut të
munguar do të zbritet nga kuota kombëtare, në përputhje me shtojcën 11, duke aplikuar pesha
mesatare individuale në kosha të komunikuar nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës, të
numri i tonit në peshkim, siç përcaktohet nga autoriteti kompetent i CPC-së se anijes zënëse ose
të kurthit që rezulton nga analiza e tij e filmimeve të transferimit të parë në kuadër të hetimit.

182. Pavarësisht nga paragrafi 181, pas konsultimit me autoritetin/et kompetent/e të CPC-së
të përfshirë në transportin e peshkut deri në fermën e destinacionit, CPC-ja e anijes zënëse ose të
kurthit mund të vendosë të mos e zbresë nga kuota kombëtare peshkun e përcaktuar në hetim
nëse ka qenë i humbur, kur humbjet janë dokumentuar siç duhet si “forcë madhore” nga
operatori (d.m.th., fotografitë e koshit të dëmtuar, raportet meteorologjike), i është komunikuar
informacioni përkatës autoritetit kompetent të CPC-së menjëherë pas ngjarjes dhe humbjet nuk
kanë rezultuar në vdekshmëritë e ditura.
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Lëshimet e lidhura me operacionet e vendosjes në kosha
183. Përcaktimi i peshkut që lirohet do të bëhet në përputhje me dispozitat e shtojcës 9

paragrafi 4.
184. Nëse pesha e tonit që futet në kosha është më e madhe se sa ishte deklaruar si i kapur

dhe/ose të transferuara, autoriteti kompetent i CPC-së anijes zënëse ose të kurthit do të lëshojë
një urdhër lirimi dhe t’ia komunikojë atë pa vonesë autoritetit kompetent të CPC-së së fermës në
fjalë. Urdhri i lirimit do të ndjekë dispozitat e shtojcës 9 paragrafi 4, duke marrë parasysh
kompensimin e mundshëm në nivel JFO-je ose kurthi, në përputhje me shtojcën 9, paragrafi 5.

185. Operacioni i lëshimit do të kryhet në përputhje me protokollin e përcaktuar në shtojcën
10.
Raportimi i vendosjes në kosha
186. Brenda 15 ditëve pas përfundimit të urdhrave për lirim, autoriteti kompetent i CPC-së së

fermës do të lëshojë një raport për vendosjen në kosha për çdo operacion të vetëm të vendosjes
në kosha, ose në rastin e një JFO-je ose kurthe të së njëjtës CPC/BE, për grupin e plotë të
operacioneve të vendosjes në kosha, në lidhje me atë JFO ose ato kurthe. Raporti i vendosjes në
kosha duhet të përfshijë informacionin e përmendur në aneksin 9, paragrafi 3, dhe t’i
komunikohet autoriteti kompetent të CPC-së së anijes zënëse ose të kurthit dhe Sekretariatit të
ICCAT-it.

PJESA IV
MASAT E KONTROLLIT

SEKTORI F
VJELJA

187. Anijet përpunuese që synojnë të operojnë në ferma ose kurthe duhet të dërgojnë një
njoftim paraprak në fermë ose autoritetet kompetente të CPC-së të paktën 48 orë para mbërritjes
së anijes në fermë/apo kurth. Njoftimi paraprak duhet të përfshijë të paktën datën dhe kohën e
parashikuar të mbërritjes dhe informacionin nëse anija e përpunimit ka tashmë ton në bord dhe,
nëse po, të jepen detaje mbi ngarkesën, duke përfshirë sasitë në peshën e përpunuar dhe peshën e
gjallë dhe detajet e origjinës së tonit në bord (fermë/kurth dhe CPC).

188. Çdo operacion vjeljeje në ferma ose kurthe do t’i nënshtrohet një autorizimi nga autoriteti
kompetent e CPC-së së fermës ose të kurthit. Për këtë qëllim, ferma ose operatori i kurthit që
synon të vjelë tonin duhet t’i paraqesë autoritetit kompetent të CPC-së një kërkesë, e cila duhet të
përfshijë të paktën informacionin e mëposhtëm:- data ose periudha e vjeljes;- sasitë e parashikuara që do të vilen në numër individësh dhe kg;- numri eBCD i lidhur me tonin që do të vilet;- detajet e anijeve ndihmëse të përfshira në operacion;- destinacioni i tonit të vjele (anija përpunuese, eksporti, tregu lokal etj.).

189. Përveç individëve të tonit që janë afër ngordhjes, nuk do të kryhet asnjë operacion vjeljeje
i paautorizuar përpara se rezultatet e marrjes së kuotës në përputhje me paragrafët 180 deri në
182 përcaktohen dhe janë kryer lëshimet shoqëruese.

190. Operacionet e vjeljes nuk do të zhvillohen pa praninë e një vëzhguesi të CPC në rastin e
kurtheve, ose një vëzhgues rajonal i ICCAT-it në rastin e vjeljes në ferma. Për peshqit e dorëzuar
në anije përpunuese, CPC-ja ose vëzhguesi rajonal i ICCAT-it mund të kryejë detyrat e tij
përkatëse në anijen përpunuese.

191. Autoritetet e kontrollit të CPC-se të fermave ose të kurtheve duhet të verifikojnë dhe
kontrollojnë rezultatet e të gjitha vjeljeve që zhvillohen në ferma dhe kurthe nën autoritetin e saj,
duke përdorur të gjithë informacionin përkatës. Autoritetet e kontrollit CPC të fermave ose
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kurtheve do të inspektojnë të gjitha operacionet e vjeljes së tonit të destinuara për anije përpunimi
dhe një përqindje e pjesës tjetër të operacioneve të vjeljes bazohet në analizen e rrezikut.

192. Kur destinacioni i tonit është një anije përpunimi, zotëruesi ose përfaqësuesi i tij duhet të
plotësojë një deklaratë përpunimi. Kur toni i vjelë do të jetë të zbarkuar direkt në port, ferma ose
operatori i kurthit duhet të plotësojë një deklaratë vjelje. Deklaratat e përpunimit dhe të vjeljes do
të vërtetohen nga vëzhguesi rajonal i ICCAT-it ose CPC-së së pranishëm në operacionin e vjeljes.

193. Deklarata e përpunimit dhe e vjeljes duhet të përmbajë të paktën informacionin e
mëposhtëm duke përdorur shtojcën 15:- data e vjeljes;- fermë ose kurth;- numri/at e koshit;- numri i individëve të vjelë;- pesha e gjallë dhe pesha e përpunuar në kg e tonit të vjelë;- Numri/at eBCD i/të lidhur me tonin e vjelë;- detajet e anijeve ndihmëse të përfshira në operacion;- destinacioni i tonit të vjelë (d.m.th., eksporti, tregu vendës, apo të tjera);- vërtetimi nga vëzhguesi rajonal i ICCAT-it ose vëzhguesi i CPC-së, sipas rastit.

194. Deklaratat e përpunimit dhe të vjeljes do t’i dërgohen me e-mail autoriteteve kompetente
të CPC-së së fermës brenda 48 orëve nga operacioni i vjeljes.

195. Komisioni duhet të konsiderojë “Përpunimin në bord” në eBCD, gjatë mbledhjes vjetore
më 2023-shibn. Së fundmi, IMM WG dhe me pas eBCD TWG duhet të diskutojnë kërkesat
teknike, administrative dhe të kontrollit, dhe të raportojë rezultatet në Komision.

SEKTORI F
KONTROLLI PAS VENDOSJES NË FERMA

TRANSFERIMI BRENDA FERMËS
196. Transferimi brenda fermës nuk do të bëhet pa autorizimin dhe praninë e autoritetit

kompetent të CPC-së fermës. Çdo transferim do të regjistrohet nga kamerat e kontrollit për të
konfirmuar numrin e transferuar të individëve të tonit. Pamjet video duhet të jenë në përputhje
me standardet minimale të përcaktuara në shtojcën 8. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës
do të monitorojë dhe do të kontrollojë transferimet, duke siguruar që çdo transferim brenda
fermës të regjistrohet në sistemin eBCD.

197. Pavarësisht nga përkufizimi i vendosjes në kosha në paragrafin 2(s), zhvendosja e tonit
midis dy vendndodhje të ndryshme në të njëjtën fermë (transferim brenda fermës), duke përdorur
një kosh transporti, nuk do të konsiderohet si vendosje në kosha për qëllimet e kërkesave të
përcaktuara në seksionin E.

198. Gjatë transferimeve brenda fermës, rigrupimi i peshqve sipas origjinës dhe të njëjtit JFO,
mund të bëhet i autorizuar nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës, duke siguruar
gjurmueshmërinë, siç përcaktohet në paragrafin 5 të rekomandimit 18-13, dhe zbatueshmëria e
normave të rritjes së SCRS-së, ruhen.

199. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës dhe operatori i fermës do të ruajnë pamjet video
nga transferimet brenda fermës të ndërmarra në fermat nën juridiksionin e tyre për një minimum
prej 3 vjetësh dhe të mbajnë informacion për aq kohë sa është e nevojshme për qëllime të
zbatimit.
Sasia e mbetur (tepricë e mbartur)
200. Përpara fillimit të sezonit të ardhshëm të peshkimit me koshilok dhe kurth, autoriteti i

CPC-ve të fermave kompetente do të vlerësojë tërësisht tonin e gjallë të mbartur (mbetur) në
fermat nën juridiksionin e saj. Për këtë qëllim, toni i gjallë në fjalë do të transferohet në një kosh
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bosh dhe monitorohet duke përdorur kamera/at e kontrollit për të përcaktuar numrin dhe
peshën e peshkut të transferuar.

201. Si përjashtim, mbartja e tonit nga vitet dhe koshat ku nuk ka pasur vjelje do të
kontrollohet çdo vit, duke zbatuar procedurën e kontrollit të rastësishëm të përmendur në
paragrafët 208 deri në 215.

202. Toni i gjallë i mbartur do të vendoset në koshat të veçantë ose seri koshash në fermë, në
bazën e vitit të zënies dhe JFO/të njëjtin kurth sipas CPC-së së origjinës.

203. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të sigurojë që pamjet video të kamerës së
kontrollit për vlerësimin e transferimeve të mbartura janë në përputhje me kërkesat përkatëse të
shtojcës 8 dhe përcaktimi i numrit dhe i peshës së peshkut të bartur është në përputhje me
shtojcën 9, pika 1, të këtij rekomandimi.

204. Derisa SCRS të zhvillojë një algoritëm për të kthyer gjatësinë në peshë për peshqit e
fermës dhe/ose të kultivuar, përcaktimi i peshës së peshkut të transportuar do të vlerësohet duke
përdorur rritjen në tabelat më të përditësuar të prodhuara nga SCRS-ja.

205. Një ndryshim sipas numrit të individëve të tonit ndërmjet numrit që rezulton nga
vlerësimi i mbartjes dhe numri i pritur pas vjeljes do të hetohen siç duhet nga autoriteti
kompetent i CPC-së së fermës dhe i regjistruar në sistemin eBCD. Në rastin e sasisë së tepërt,
autoriteti kompetent i CPC-së e fermës do të urdhërojë lirimin e numrit përkatës të peshqve.
Operacioni i lirimit do të kryhet në përputhje me shtojcën 10. Kompensimi për diferencat
ndërmjet koshave në fermë nuk do të lejohen. Një marzh gabimi deri në 5% ndërmjet numrit të
individët që rezultojnë nga vlerësimi i mbartjes dhe numri i pritshëm në kosha, mund të lejohet
nga autoriteti kompetent i CPC-së. Kjo përqindje do të rishikohet, sipas rastit, nga IMM-ja më së
voni deri në vitin 2023. Komisioni do të shqyrtojë rishikimin e përqindjes bazuar në rekomandim
nga IMM.

206. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të mbajë pamjet video dhe të gjithë
dokumentacionin përkatës nga vlerësimet e mbartjes të kryera në fermat nën juridiksionin e tyre
për të paktën 3 vjet, dhe ruan këtë informacion për aq kohë sa është e nevojshme për qëllime të
zbatueshmerie.
Deklarate e sasisë se mbartur (Carry-over declaration)
207. CPC-të e fermave do të plotësojnë dhe transmetojnë, si një aneks i planit të rishikuar të

menaxhimit të veprimtarive në fermë, një deklaratën vjetore të mbartjes në sekretariatin e
ICCAT-it brenda 15 ditëve pas përfundimit të operacionit të vlerësimit. Një deklaratë e tillë
përfshin:

a) flamurin CPC;
b) emrin dhe numrin ICCAT-it të fermës;
c) viti i zënies;
d) referencat e eBCD që korrespondojnë me zëniet e mbartura;
e) numrat e koshave;
f) sasitë (të shprehura në kg) dhe numri i peshkut të transportuar;
g) pesha mesatare;
h) informacion për secilin prej operacioneve të vlerësimit të mbartjes: data dhe numrat e

koshit;
i) informacion mbi transferimet e mëparshme brenda fermës, kur është e aplikueshme.
Raporti i kamerës stereoskopike, kur është e aplikueshme, i bashkëngjitet deklaratës së

mbartjes.
Kontrollet rastësore
208. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të kryejë kontrolle të rastësishme në fermat

nën juridiksionin e tyre. Minimumi i kontrolleve të rastësishme, sipas parashikimeve të paragrafit
209, do të kryhen në ferma ndërmjet kohës së përfundimit të operacioneve të vendosjes në kosha
nga koshi i parë i vitit pasardhës. Këto kontrolle përfshijnë transferimet e detyrueshme të të gjithë
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peshqve nga koshat e fermës në koshat e tjerë të fermës, në mënyrë që numri i individëve të tonit
të mund të jetë të numëruara me anë të regjistrimit të videove të kontrollit.

209. Çdo CPC e fermës do të vendosë një numër minimal kontrollesh të rastësishme që do të
kryhen në secilën fermë nën sovranitetin e saj. Numri i kontrolleve të rastësishme duhet të
mbulojë të paktën 10% të numrit të koshave në secilin fermë pas përfundimit të operacioneve të
mbylljes, gjithmonë duke përfshirë të paktën një kontroll për fermë dhe të rrumbullakosura lart
aty ku duhet. Përzgjedhja e koshave që do të kontrollohen do të bazohet në analizën e rrezikut.
Planifikimi për kontrollet e rastësishme që do të kryhen duhet të pasqyrohet në planin e kontrollit
të CPC-së të përmendur në paragrafin 10 të këtij Rekomandimi.

210. Edhe pse nuk kërkohet, ferma/t në fjalë mund të informohen nga autoriteti kompetent i
CPC-së së fermës me një njoftim paraprak maksimal prej dy ditësh kalendarike se kontrolli/et i
rastësishme do të bëhet. Koshi/at e përzgjedhur do t’i komunikohen operatorit të fermës vetëm
nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës me mbërritjen në fermën përkatëse.

211. Kur jepet njoftim paraprak, operatorët e fermave duhet të sigurojnë që të gjitha mjetet
janë në dispozicion për këtë kontroll të rastësishëm që mund të kryhen nga autoriteti kompetent i
CPC-së së fermës në çdo kohë dhe në çdo kosh në fermë. Nëse nuk jepet njoftim paraprak,
operatorët e fermave duhet të ndërmarrin të gjithë hapat e duhur për të lehtësuar operacionet e
kontrollit të rastësishëm.

212. Autoriteti kompetent CPC i fermës do të përpiqet të zvogëlojë afatin kohor ndërmjet
njoftimit për kontroll të rastësishëm dhe kohës kur kryhet operacioni i kontrollit. Autoriteti
kompetent CPC-së së fermës do të sigurojë që janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të
siguruar që operatori nuk ka mundësi për të manipuluar koshat në fjalë derisa të bëhet kontrolli i
rastësishëm.

213. Pas kontrollit të rastësishëm, çdo ndryshim midis numrit të tonit që përcaktohet nga
kontrollet e rastësishme dhe numrit që pritet të jetë i pranishëm në kosh do të hetohen siç duhet
dhe të regjistrohen në sistemin eBCD. Në rastin e numrit të tepërt, autoriteti kompetent i CPC-së
së fermës do të urdhërojë lëshimin e numrave përkatës. Operacioni i lëshimit do të kryhet në
përputhje me shtojcën 10. Kompensimi për diferencat ndërmjet koshave të ndryshëm në fermë
nuk duhet të lejohet. Një marzh gabimi prej 5% midis numrit të individëve që rezulton nga
transferimi i kontrollit dhe numri i pritshëm në kosha, mund të lejohet nga autoriteti kompetent i
CPC-së. Kjo përqindja do të rishikohet, sipas rastit, nga IMM-ja më së voni deri në vitin 2023.
Komisioni do të konsideroni rishikimin e përqindjes bazuar në rekomandimin e IMM-së.

214. Autoriteti kompetent CPC i fermës do të mbajë të gjitha pamjet video nga kontrollet e
rastësishme të ndërmarra në fermat nën juridiksionin e tyre për një minimum prej 3 vjetësh dhe
ruajnë këtë informacion për aq kohë sa është e nevojshme për qëllime të zbatimit.

215. Rezultatet e kontrolleve të rastësishme do t’i komunikohen sekretariatit të ICCAT-it
përpara fillimit të sezonit të ri të peshkimit me koshilok, e zbatueshëm për çdo CPC në përputhje
me paragrafin 28, për njoftim në Komitetin e Përputhshmërisë.
Transferimi ndërmjet fermave
216. Transferimi i tonit të gjallë ndërmjet dy fermave të ndryshme nuk do të bëhet pa shkresë

paraprake autorizimin nga autoritetet kompetente të CPC-së dy fermave.
217. Transferimi nga koshat e fermës dhuruese në koshat e transportit duhet të jetë në

përputhje me kërkesat e seksioni D (Transferimet e peshqve të gjallë), të këtij Rekomandimi, duke
përfshirë një videoregjistrim për të konfirmuar numrin e individëve ton të transferuar, plotësimi i
një ITD-je dhe verifikimi i operacionit nga një vëzhgues rajonal i ICCAT-it. Pavarësisht sa më
sipër, në rastet kur i gjithë koshi duhet të zhvendoset në fermën marrëse, nuk do të jetë e
nevojshme të regjistrohet në video operacioni dhe koshi do të transportohet i vulosur në fermën
e destinacionit.

218. Mbajtja në koshave e tonit në fermën e destinacionit do t’u nënshtrohet kërkesave për
operacionet e vendosjes në kosha e përcaktuara në paragrafët 156 deri në 171, duke përfshirë një
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regjistrim video për të konfirmuar numrin dhe peshën e tij në kosha dhe verifikimi i operimit nga
një vëzhgues rajonal i ICCAT-it. Përcaktimi i peshës për peshqit e mbyllur në kosha nga një
fermë tjetër, nuk do të zbatohet derisa SCRS-ja të ketë zhvilluar një algoritëm për të kthyer
gjatësinë në peshë për peshqit e rritur dhe/ose të kultivuar.

PJESA IV
MASAT E KONTROLLIT

SEKTORI G
SISTEMI I MONITORIMI TË ANIJEVE (VMS)

219. CPC-të do të zbatojnë një Sistem Monitorimi të Anijeve (VMS) për anijet e tyre të
peshkimit me një gjatësi të barabartë ose më shumë se 15 m të përmendura në paragrafin 2(a) të
këtij Rekomandimi, në përputhje me Rekomandim nga ICCAT-i në lidhje me standardet
minimale për sistemet e monitorimit të anijeve në zonat e konventës ICCAT (rek. 18-10), duke
përfshirë detyrimin për të transmetuar të paktën një herë në orë për çantë anije me koshilok dhe
të paktën një herë në dy orë për të gjitha anijet e tjera të peshkimit.

220. Pavarësisht nga sa më sipër, të gjitha anijet tërheqëse të përdorura për transportin e tonit
të gjallë, pavarësisht nga gjatësia e tyre, instalojnë dhe përdorin VMS, në përputhje me rek. 18-10
dhe transmetojnë mesazhe të paktën një herë në orë.

221. Transmetimi i të dhënave VMS në sekretariatin e ICCAT-it nga çdo anije peshkimi e
autorizuar që i nënshtrohet VMS-së, sipas këtij rekomandimi do të:

a) të fillojë të paktën 5 ditë përpara dhe të vazhdojë të paktën 5 ditë pas periudhës së
autorizimit të tyre, përveç nëse anija hiqet nga listat e anijeve të autorizuara nga autoriteti
kompetent i CPC-së; dhe

b) të mos ndërpritet kur anija është në port, për qëllime kontrolli, përveç rasteve kur ekziston
një sistem breshëri brenda dhe jashtë portit.

222. Sekretariati ICCAT do të informojë menjëherë CPC-në e anijes për çdo vonesë ose
mosmarrje të transmetimit VMS dhe do shpërndajë raporte mujore për të gjitha CPC-të me
informacion specifik mbi natyrën dhe shtrirjen e këtyre vonesave. Këto raporte do të dërgohen
çdo javë gjatë periudhës 1 maj deri më 30 korrik.

223. Referuar mjeteve tërheqëse gjatë transportit të tonit në një fermë, në rast të një defekti
teknike të VMS-së së tij, anija tërheqëse në fjalë do të zëvendësohet nga një anije tjetër tërheqëse
me një VMS plotësisht funksionale. Nëse nuk ka asnjë anije tjetër tërheqëse, do të instalohet një
sistem i ri operativ VMS në bord ose përdoret nëse është instaluar tashmë, sa më shpejt të jetë e
mundur dhe jo më vonë se 72 orë, me përjashtim të rastit të forcës madhore, që duhet t’i
komunikohet sekretariatit të ICCAT-it. Ndërkohë, kapiteni ose përfaqësuesi i tij, duke filluar nga
momenti kur është zbuluar dhe/ose informuar ngjarja, komunikon me autoritetet e kontrollit të
CPC-së çdo 1 orë, duke përditësuar koordinatat e anijes tërheqëse me mjete të përshtatshme
telekomunikacioni.
Përdorimi i të dhënave VMS për qëllime kontrolli dhe inspektimi
224. Sekretariati ICCAT do të vërë në dispozicion pa vonesë informacionin e marrë sipas këtij

seksioni G për CPC-të me një prani aktive inspektimi në Atlantikun Lindor dhe Mesdhe dhe në
SCRS, me kërkesën e saj.

225. Me kërkesë nga CPC-të e angazhuara në operacionet e inspektimit në det në zonën e
Konventës, në përputhje me skemën e ICCAT-it të Inspektimit të Përbashkët Ndërkombëtar të
përmendur në paragrafët 229 deri 232 të këtij Rekomandim, sekretariati i ICCAT duhet të vërë në
dispozicion mesazhet e marra nga të gjitha anije e peshkimit, sipas paragrafit 3 të rekomandimit nga
ICCAT-i që ndryshon rekomandimin 07-08 në lidhje me formatin dhe protokollin e shkëmbimit të të dhënave në
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lidhje me Sistemin e Monitorimit të Anijeve (VMS) për Peshkimin e tonit në zonën e Konventës ICCAT (rek.
21-16).

PJESA IV
MASAT E KONTROLLIT

SEKTORI H
ZBATIMI

Zbatimi
226. CPC-të marrin masat e duhura të zbatimit në lidhje me një anije peshkimi, në përputhje

me ligjin e saj në rastin kur aktiviteti anijes së tij të peshkimit nuk përputhet me dispozitat e këtij
Rekomandimi.

Masat duhet të jenë në përpjesëtim me peshën e veprës penale dhe në përputhje me dispozitat
përkatëse të ligjit kombëtar në mënyrë të tillë që të sigurohet që ato i privojnë ato në mënyrë
efektive përgjegjës për përfitimin ekonomik që rrjedh nga cenimi i tyre pa paragjykuar ushtrimin e
profesionit të tyre. Këto sanksione do të jenë, gjithashtu, në gjendje të prodhojnë rezultate
proporcionale me seriozitetin e një shkeljeje të tillë, duke dekurajuar në mënyrë efektive vepra të
tjera të të njëjtit lloj.

227. CPC-ja e fermës do të marrë masat e duhura të zbatimit në lidhje me një fermë, ku kanë
konstatuar, në përputhje me ligjin e saj, se ferma nuk është në përputhje me dispozitat e kësaj
Rekomandimi.

Në varësi të peshës së veprës penale dhe në përputhje me dispozitat përkatëse kombëtare
masat e tilla mund të përfshijnë, në veçanti, pezullimin e autorizimit ose tërheqjen nga regjistri i
ICCAT-it për objektet e kultivimit të tonit të krijuar në përputhje me paragrafin dhe/ose gjobat.

SEKTORI I
MASAT E TREGTIMIT

Masat e tregtimit
228. Në përputhje me të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar, duke eksportuar

dhe duke importuar CPC do të marrë masat e nevojshme:- të ndalojë tregtinë e brendshme, zbarkimin, importet, eksportet, vendosjen në kosha,
rieksportet dhe transbordimet e tonit të Atlantikut Lindor dhe të Mesdheut që nuk shoqërohen
me dokumentacionin e saktë, të plotë dhe të vërtetuar të kërkuar nga ky rekomandim,
rekomandimi i ICCAT-it që ndryshon rekomandimin 18-13, duke zëvendësuar rekomandimin 11-
20 mbi një program dokumentacioni i ICCAT-it për zënien e tonit (rek. 21-19) dhe rekomandimi
nga ICCAT-i, duke ndryshuar rek. 21-18 mbi aplikimin e sistemit eBCD (rek. 22-16) mbi
programin e dokumentimit të zënieve të tonit.- të ndalojnë tregtinë e brendshme, importet, zbarkimet, vendosjen në kosha, përpunim,
eksport, rieksportim dhe transbordimet brenda juridiksionit të tyre, të tonit të Atlantikut Lindor
dhe Mesdheut i zënë nga anije peshkimi ose nga kurthe, CPC-ja e të cilëve nuk kane një kuotë ose
kufi peshkimi për ato specie, sipas kushteve të masave të menaxhimit dhe ruajtjes së ICCAT-it,
ose kur mundësitë e peshkimit të CPC-së janë shterur, ose kur kuotat individuale të anijeve
zënëse të përmendura në paragrafin 3 janë ezauruar;- për të ndaluar tregtinë e brendshme, importet, zbarkimet, përpunimin dhe eksportet e tonit
të Atlantikut Lindor dhe Mesdheut nga fermat që nuk përputhen me dispozitat që lidhen me
kultivimin të specifikuara në këtë rekomandim.
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PJESA V
SKEMA E INSPEKTIMIT TË PËRBASHKËT NDËRKOMBËTAR ICCAT

229. Në kuadrin e Planit Shumëvjeçar të Menaxhimit për Tonin, secila Palë Kontraktuese bie
dakord, në përputhje me nenin IX, paragrafi 3, të Konventës ICCAT, të zbatojë skemën ICCAT i
Inspektimit të Përbashkët Ndërkombëtar të miratuar gjatë takimit të tij të 4-të të rregullt, mbajtur
në nëntor 1975 në Madridi, i modifikuar në shtojcën 7.

230. Skema e përmendur në paragrafin 229 do të zbatohet derisa ICCAT-i të miratojë një
monitorim, kontroll dhe skemën e mbikëqyrjes, e cila do të përfshijë një skemë ICCAT për
inspektim të përbashkët ndërkombëtar, bazuar në rezultatet e grupit të punës për masat e
integruara të monitorimit, i krijuar me rezolutën nga ICCAT për Masat e Integruara të
Monitorimit (rez. 00-20).

231. Kur në çdo kohë, më shumë se 15 anije peshkimi të njërës Palë Kontraktuese janë të
angazhuara në aktivitetin e peshkimit të tonit në Atlantikun Lindor dhe në Mesdhe, zona e
Konventës, Pala Kontraktuese në bazë të vlerësimit të rrezikut do të ketë një anije inspektimi në
zonën e Konventës, ose do të bashkëpunojnë me një Palë tjetër Kontraktuese për të operuar
bashkërisht një anije inspektimi. Nëse një Palë Kontraktuese nuk vendos anijen e saj të
inspektimit ose nuk kryen operacione të përbashkëta, Pala Kontraktuese do të raportojë rezultatin
e vlerësimit të rrezikut dhe masat e tij alternative në planin e tij të inspektimit të përmendur në
paragrafi 10.

232. Në rastet kur duhet të merren masa për forcimin e ligjit si rezultat i një inspektimi,
kompetencat e inspektorëve të Palës Kontraktuese të anijes së peshkimit, fermës ose kurthit që i
nënshtrohet inspektimit do të mbizotërojnë gjithmonë në territorin e tyre, në ujërat e tyre në
juridiksion dhe në inspektimin në bord të tyre.

PJESA VI
DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Disponueshmëria e të dhënave për SCRS-në
233. Sekretariati ICCAT do të vërë në dispozicion të SCRS-së të gjitha të dhënat e marra në

përputhje me këtë Rekomandim. Të gjitha të dhënat do të trajtohen në mënyrë konfidenciale.
Klauzola e rishikimit
234. Në përputhje me paragrafin 11, ICCAT-i do të mbajë një mbledhje ndërsesionale të

panelit 2 çdo vit në mars, me qëllim që:
a) të rishikojë, dhe nëse është e përshtatshme, të miratojë planet vjetore të peshkimit,

menaxhimin e kapaciteteve të peshkimit, kultivimin dhe planet e inspektimit të dërguara në
ICCAT, sipas paragrafit 10 të këtij Rekomandimi;

b) të diskutojë çdo dyshim të mundshëm në lidhje me interpretimin e këtij Rekomandimi dhe,
sipas rastit, propozon projektamendamentet e tij për shqyrtim në mbledhjen vjetore.
Vlerësimi
235. Të gjitha CPC-të, me kërkesë të Sekretariatit të ICCAT-it, duhet të paraqesin, rregulloret

dhe dokumentet e tjera të ndërlidhura të miratuara prej tyre për zbatimin e këtij Rekomandimi.
Për të pasur një transparencë më të madhe në zbatimin e këtij Rekomandimi, Sekretariati i
ICCAT-it do të përpunojë çdo dy vjet një raport mbi zbatimin e këtij Rekomandimi.
Përjashtimet për CPC-të për detyrimin e zbarkimit të tonit
236. Dispozitat në këtë Rekomandim që ndalojnë mbajtjen në bord, transbordimin,

transferimin, zbarkimin, transportin, ruajtjen, shitjen, ekspozimin ose ofrimin për shitje të tonit
nuk zbatohen për CPC-në me një legjislacion vendës të prezantuar përpara vitit 2013 që kërkon
që të gjithë peshqit e ngordhur të zbarkohen, me kusht që vlera e këtij peshku të konfiskohet për
të mos lejuar që peshkatarët të tërheqin ndonjë fitimi tregtar nga peshq të tillë. CPC-të përkatëse
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do të marrin masat e nevojshme për të parandaluar që peshku i konfiskuar të eksportohet në CPC
të tjera. Sasitë e tonit që tejkalojnë kuotën e alokuar për CPC, në përputhje me këtë përjashtim,
do të zbriten vitin e ardhshëm nga kuota CPC në përputhje me paragrafin 9.
Periudha kalimtare për zbatimin e vulosjes së koshave të tonit
237. Për zbatimin e masave lidhur me vulosjen e koshave të peshkut të tonit të përcaktuara në

paragrafët 128, 159, 164, 217, aneksi 4, aneksi 6 dhe aneksi 14, një periudhë kalimtare deri në
vitin 2023 mund t’u jepet atyre CPC-ve që tregojnë në planet e tyre të peshkimit një nevojë të tillë
për të siguruar siç duhet zbatimin e masave. Një vlerësim i zbatimit të kësaj mase gjatë sezonit të
peshkimit 2022 do të kryhet nga CPC-të e prekura, me synimin për të diskutuar mbi zbatimin dhe
rishikimin ose përditësimin e mundshëm, në takimin ndërsektorial të panelit 2 të marsit 2023 dhe,
nëse bie dakord nga Komisioni, takimi i 16-të i grupit të punës të IMM-së më 2023-shin.
Shfuqizimet
Ky rekomandim:
238. Shfuqizon dhe zëvendëson rekomandimin e ICCAT-it që ndryshon rekomandimin 19-04

që ndryshon rekomandimin 18-02 që përcakton një plan shumëvjeçar menaxhimi për tonin në
Atlantikun Lindor dhe në Mesdhe (rec. 21-08);

SHTOJCA 1
KUSHTET SPECIFIKE QË APLIKOHEN PËR ANIJET E PESHKIMIT TË

PARASHIKUAR NË PARAGRAFIN 34
1. CPC-ja duhet të kufizojnë:- Numrin maksimal të barkave me grepa (baitboat dhe trolling boat) të autorizuara për të peshkuar

në mënyrë aktive tonin me numrin e anijeve që kanë marrë pjesë në peshkimin direkt për tonin
gjatë vitit 2006.- Numrin maksimal të anijeve të saj të peshkimit artizanal të autorizuar për të peshkuar në
mënyrë aktive tonin në Mesdhe me numrin e anijeve që kanë marrë pjesë në peshkimin e tonit
më 2008-n.- Numrin maksimal të anijeve të peshkimit të autorizuara për të peshkuar në mënyrë aktive
tonin në detin Adriatik me numrin e anijeve që kanë marrë pjesë në peshkimin e tonit gjatë vitit
2008. Çdo CPC do t’i alokojë kuota individuale anijeve në fjalë.

CPC-ja do të lëshojë autorizime specifike për anijet e cilësuara në paragrafin 1 të kësaj shtojce.
Këto anije duhet të tregohen në listën e anijeve të peshkimit të treguar në paragrafin 48(a) të këtij
rekomandimi, atëherë kur zbatohen kushtet për ndryshim.

2. Çdo CPC do të alokojë jo më shumë se 7% të kuotave të saj për tonin për barkat me grepa
(baitboat dhe trolling boat).

3. Çdo CPC mund të alokojë jo më shumë se 2% të kuotave të saj për tonin për peshkimin
artizanal bregdetar të peshkut të gjallë në Mesdhe.

Çdo CPC mund të alokojë jo më shumë se 90% të kuotave të saj për anijet peshkuese në
Adriatik për qëllime kultivimi.

4. CPC-të, anijet me grepa, linje grepash, grepa dore dhe grepa tërheqës të të cilave janë të
autorizuara të peshkojnë tonin në Atlantikun Lindor dhe në Detin Mesdhe duhet të përcaktojnë
kërkesat për shënjimin e bishtit si më poshtë:

a) Shënjimi i bishtit duhet të fiksohet në çdo ton të peshkuar menjëherë pas nxjerrjesh nga uji
b) Çdo shenje e bishtit duhet të ketë një numër unik identifikimi që duhet të përfshihet në

dokumentin e zënies dhe shkruar lexueshëm në pjesën e jashtme të çdo paketimi që përmban ton.
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SHTOJCA 2
KËRKESAT E LOGBOOK-ut

A. Anijet e peshkimit
Specifikimet minimale për librin e anijes
1. Libri i anijes duhet t’i ketë faqet e numëruara;
2. Libri i anijes duhet të plotësohet çdo ditë (mesnatë) ose përpara mbërritjes në port;
3. Libri i anijes duhet të plotësohet në rastet e inspektimit në det;
4. Njëra nga kopjet e faqeve duhet të mbetet e ngjitur në librin e anijes;
5. Libri i anijes duhet të mbahet në bord në mënyrë që të mbulojë aktivitetin e kryer gjatë një

viti.
Informacionet minimale standarde në librin e anijes
1. Emri dhe adresa e kapitenit;
2. Data dhe porti i nisjes, data dhe porti i mbërritjes;
3. Emri i anijes, numri i regjistrit, numri i ICCAT, sinjali i thirrjes ndërkombëtare në radio dhe

numri IMO (nëse ka).
4. Veglat e peshkimit:
a) Lloji i kodit sipas FAO;
b) Madhësia (gjatësia, madhësia e syzeve, numri i grepave ...).
5. Aktiviteti në det me një rresht (minimumi) për ditë peshkimi, duke dhënë:
a) Aktiviteti (peshkim, lundrim...);
b) Pozicioni: pozicioni ekzakt ditor (në gradë dhe minuta), regjistruar për çdo aktivitet

peshkimi ose në mesditë kur nuk ka pasur peshkim gjatë ditës;
c) Regjistrimi i zënieve që përfshin:
i. kodin e FAOs;
ii. pesha e rrumbullakosur (RWT) në kilogram për ditë;
iii. numri i individëve për ditë.
Për anijet e peshkimit me rrethim (koshilok) kjo duhet të regjistrohet për çdo operacion

peshkimi duke përfshirë edhe kthimet bosh.
6. Sigla e kapitenit;
7. Mënyra e matjes së peshës: vlerësim, peshimi në bord, numërimi;
8. Libri i anijes mbahet në peshë të gjallë ekuivalente peshku dhe përmendet faktori i

konversionit i përdorur në vlerësim.
Minimumi i informacionit në librin e anijes në rast zbarkimi ose transbordimi
1. Data dhe porti i zbarkimit, transbordimit/transferimit;
2. Produkti:
a) Speciet dhe paraqitja sipas kodit FAO;
b) Numri i individëve apo i kutive dhe sasia në kilogram.
3. Sigla e kapitenit apo e agjentit të anijes
4. Në rastin e një transbordimi, emrin e anijes marrëse, flamurin e saj dhe numrin ICCAT.
Minimumi i informacionit për librin e anijes në rastin e transferimit në kosha:
1. Data, koha dhe vendi (gjatësi dhe gjerësi gjeografike) i transferimit.
2. Produktet:
a) speciet të identifikuara sipas kodit FAO;
b) numri i peshqve dhe sasia në kg e transferuar në kosha;
3. Emri i anijes transportuese, flamuri i saj dhe numri ICCAT;
4. Emri i fermës ku shkon dhe numri i saj ICCAT;
5. Në rast të operacioneve të përbashkëta të peshkimit (JFO) si shtesë e informacionit të

dhënë në pikat 1 deri 4, kapiteni duhet të regjistrojë në librin e tij të anijes:
a) për sa i përket anijes peshkuese që kalon peshkun në kosha:
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- sasinë e zënieve të marra në bord;
- shuma e zënieve të numëruara kundrejt kuotës individuale;
- emrat e anijeve të tjera të përfshirë në JFO.
b) për sa u përket anijeve të tjera peshkuese që nuk përfshihen në transferimin e peshkut:
- emrin e anijeve të tjera të përfshira në JFO, sinjalet e radios së thirrjes ndërkombëtare të tyre

dhe numrat e ICCAT-it;
- që asnjë zënie nuk është marrë në bord ose është transferuar në kosha;
- shuma e zënieve të numëruara kundrejt kuotave të tyre individuale;
- emrin dhe numrin ICCAT të anijes peshkuese të përmendur në “a’.
B. Anijet rimorkiator (tërheqëse)
1. Kapitenët e anijeve rimorkiator regjistrojnë në ditarin e tyre ditor, datën, kohën dhe

pozicionin e transferimit, sasitë e transferuara (numri i peshqve dhe sasia në kg), numri i koshit, si
dhe emri i anijes peshkuese, flamuri dhe numrin ICCAT, emri i anijeve të tjera të përfshira dhe
numri i tyre ICCAT, ferma e destinacionit dhe numrin ICCAT të saj, si dhe numrin e deklaratës
së transferimit të ICCAT-it.

2. Transferimet e mëtejshme në anijet ndihmëse ose anijet e tjera tërheqëse duhet të
raportohen duke përfshirë të njëjtin informacion si në pikën 1, si dhe emrin e anijes ndihmëse ose
të mjetit tërheqës, flamurin dhe numrin ICCAT dhe numrin e deklaratës së transferimit të
ICCAT.

3. Libri i anijes përmban detajet e të gjitha transfertave të kryera gjatë sezonit të peshkimit.
Libri i anijes duhet të mbahet në bordin dhe të jetë i arritshëm në çdo kohë për qëllime kontrolli.
C. Anijet ndihmëse
1. Kapitenët e anijeve ndihmëse regjistrojnë çdo ditë aktivitetet e tyre në librin e tyre, duke

përfshirë datën, kohën dhe pozicionet, sasitë e tonit të marra në bord dhe anijen e peshkimit,
fermën ose emrin e kurthit që veprojnë në bashkëpunim.

2. Libri i anijes duhet të përmbajë detajet e të gjitha aktiviteteve të kryera gjatë sezonit të
peshkimit. Libri i anijes duhet të mbahet në bord dhe të jetë i arritshëm në çdo kohë për qëllime
kontrolli.
D. Anijet përpunuese
1. Kapitenët e anijeve përpunuese duhet të raportojnë në librin e tyre të anijes, datën, kohën

dhe pozicionin e veprimtarive dhe sasitë e transborduara, numrin dhe peshën e tonit të marra nga
ferma, kurthe ose anije peshkuese aty ku është e aplikueshme. Ata, gjithashtu, duhet të raportojnë
emrat dhe numrat ICCAT të atyre fermave, kurtheve ose anijeve të peshkimit.

2. Kapitenët e anijeve përpunuese duhet të mbajnë një libër të përpunimit ditor, duke
specifikuar peshën e rrumbullakosur dhe numrin e peshqve të transferuar ose të transboduar,
faktorin e konvertimit të përdorur, peshat dhe sasitë sipas prezantimit të produktit.

3. Kapitenët e anijeve përpunuese duhet të mbajnë një plan depozitimi që tregon
vendndodhjen dhe sasitë e secilës specie dhe paraqitjen.

4. Libri i anijes duhet të përmbajë detajet e të gjitha transbordimeve të kryera gjatë sezonit të
peshkimit. Libri ditori i anijes, libri i përpunimit, plani i depozitimit, origjinali i deklaratave të
transbordimeve ICCAT duhet të mbahen në bordin dhe të jenë të arritshme në çdo kohë për
qëllime kontrolli.
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SHTOJCA 3

Nr. i dokumentit DEKLARATA E ICCAT-it PËR TRANSFERIMIN/TRANSBORDIMIN
Anija rimorkiuese/mbajtëse (tug/carrier

vessel)
Emri i anijes dhe sinjali i thirrjes në radio
Flamuri:
Nr. i autorizimit të shtetit flamur:
Nr. i Regjistrit Kombëtar
Nr. i Regjistrit ICCAT
Nr. IMO

Anija e peshkimit
Emri i anijes dhe sinjali i thirrjes në radio
Flamuri:
Nr. i autorizimit të shtetit flamur:
Nr. i Regjistrit Kombëtar
Nr. i Regjistrit ICCAT
Shenjat identifikuese të jashtme
Nr. i faqes së librit të anijes së peshkimit

Qendra e kultivimit
Emri
Numri i Regjistrit ICCAT

Kurthi i tonit
Emri
Numri i Regjistrit ICCAT

Dita, muaji, ora, viti |2_|0_|__|__| emri i kapitenit/përdoruesit të kurthit: emri i kapitenit të rimorkiuesit: VENDI I TRANSFERIMIT
Nisja |__|__| |__|__| |__|__| nga |__________|
Kthimi |__|__| |__|__| |__|__| në |__________| firma: firma:
Transf./Transh. |__|__| |__|__| |__|__| |__________|
Për transferimin, trego peshën në kg ose njësi të përdorura (p.sh. kuti, kosha) dhe peshën e zbarkuar në kg të kësaj njësie: |___| kilogram.
Në rast transferte peshku të gjallë trego numrin e njësive dhe peshën e gjallë

Porti Deti: gjer. gjat. Llojet
Numri i
njësive të
peshqve

Lloji i
prodhimit
i gjallë

Lloji i
prodhimit
i plotë

Lloji i
prodhimit i
pastruar

Lloji i
prodhimit
pa kokë

Lloji i
prodhimit
fileto

Lloji i
prodhimit

Transferim/të mëtejshme
Data: Vendi/pozicioni:
Nr. CP i autorizimit.
Nënshkrimi i kapitenit të anijes transferuese:
Emri i anijes marrëse:
Flamuri
Nr. i regjistrit ICCAT
Nr. IMO
Nënshkrimi i kapitenit
Data: Vendi/pozicioni:
Nr. CP i autorizimit.
Nënshkrimi i kapitenit të anijes transferuese:
Emri i anijes marrëse:
Flamuri
Nr. Regjistri ICCAT
Nr. IMO
Nënshkrimi i kapitenit

Nënshkrimi i vëzhguesit të ICCAT-it (nëse është e mundur). Detyrime në raste transferimi:
1. Origjinali i deklaratës transferimit duhet t’i jepen anijes marrëse (tërheqëse/përpunuese/transporti).
2. Kopja e deklaratës së transferimit duhet të mbahet nga anije peshkuese ose kurthin korrespondues.
3. Aktivitete të mëtejshme transferimi do të autorizohet nga CP-ja, e cila autorizon anije për të ushtruar aktivitetin.
4. Origjinali i deklaratës së transferimit duhet të mbahet nga anija marrëse, e cila mban peshkun, deri në qendrën e kultivimit ose të vendit të zbarkimit.
5. Aktivitetet e transferimit do të regjistrohen në librin e çdo anijeje të përfshirë në këtë aktivitet.
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SHTOJCA 4
Nr. i dokumentit Deklarata e transferimit ICCAT

1. TRANSFERIMI I BFT I GJALLË I DESTINUAR PËR NË FERMË
Emri i anijes së peshkimit:
Sinjali i thirrjes:
Flamuri:
Nr. i regjistrit ICCAT:
Identifikimi i jashtëm:
Nr. i autorizimit të transferimit:
Logbook nr.:
JFO nr.:
eBCD nr.:

Emri i fermës:
Nr. i regjistrit ICCAT:

Emri i fermës dhënëse (1):

Nr. i regjistrit ICCAT:

Emri i anijes së parë tërheqëse:
Flamuri:
Nr. i regjistrit ICCAT:
Identifikimi i jashtëm:
Numri i koshit transportues:

Emri i fermës së destinacionit:
Nr. i regjistrit ICCAT:

Emri i anijes së dytë tërheqëse:
Flamuri:
Nr. i regjistrit ICCAT:
Identifikimi i jashtëm:
Numri i koshit transportues:

Emri i fermës së destinacionit:
Nr. i regjistrit ICCAT:

Emri i anijes së tretë tërheqëse:
Flamuri:
Nr. i regjistrit ICCAT:
Identifikimi i jashtëm:
Numri i koshit transportues:

Emri i fermës së destinacionit:
Nr. i regjistrit ICCAT:

2. INFORMACIONI PËR TRANSFERIMIN E PARË
Datë: __.___.______ Vendi ose pozicioni: Porti: Gjatësi.: Gjerësi:
Nr. i individëve dhe pesha e vlerësuar (kg) në
koshin e parë (4):
Transferimi i parë:
Transferim vullnetar:
Transferim kontrolli:
BFT të ngordhur gjatë transferimit (5)

Nr. i individëve dhe pesha e vlerësuar (kg)
në koshin e dytë (4):
Transferimi i parë:
Transferim vullnetar:
Transferim kontrolli:
BFT të ngordhur gjatë transferimit (5)

Nr. i individëve dhe pesha e vlerësuar (kg) në koshin e tretë (4):
Transferimi i parë:
Transferim vullnetar:
Transferim kontrolli:
BFT të ngordhur gjatë transferimit (5)

Emri dhe firma e kapitenit të anijes/operatorit të
kurthit/operatorit të fermës:

Kapiteni i anijes marrëse, emri dhe firma:
Anija e parë marrëse:
Anija e dyte marrëse:
Anija e tretë marrëse:

Emri i observatorit, nr. ICCAT dhe firma:

Prani e observatorit: Po/JO
Numri i individëve i vlerësuar nga observatori rajonal:
Numri i vulave (6):

Arsyet e mos dakordësisë: Rregullat ose procedurat që nuk janë respektuar:
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3. TRANSFERIM I MËTEJSHËM (7)
TRANSFERIM I MËTEJSHËM 1
Datë: __.___.______
Numri ITD ........................

Vendi ose pozicioni: Porti: Gjatësi.: Gjerësi:
Emri i anijes tërheqëse dhuruese:
Emri i anijes tërheqëse dhuruese:

Sinjali i thirrjes:
Sinjali i thirrjes:

Flamuri:
Flamuri:

Nr. i regjistrit ICCAT:
Nr. i regjistrit ICCAT:

Nr. i autorizimit të transferimit: Identifikimi i jashtëm: Nr. koshi dhënës:
Nr. koshi marrës:

Emri dhe firma e kapitenit të anijes dhënëse:
Emri dhe firma e kapitenit të anijes marrëse:

Nr. i individëve dhe pesha e vlerësuar (kg):
Trensferime të mëtejshme
Transferime vullnetare
Transferime kontrolli
Ne rastet e transferimeve vullnetare ose të kontrollit:

I. Informacioni mbi anijen tërheqëse marrëse:
Emri
Flamuri
Nr. i regjistrit ICCAT
Identifikimi i jashtëm

Nr. i koshit transportues

Nr. BFT të ngordhur gjatë transferimit:

TRANSFERIM I MËTEJSHËM 2
Datë: __.___.______
Numri ITD ........................

Vendi ose pozicioni: Porti: Gjatësi.: Gjerësi:
Emri i anijes tërheqëse dhuruese:
Emri i anijes tërheqëse dhuruese:

Sinjali i thirrjes:
Sinjali i thirrjes:

Flamuri:
Flamuri:

Nr. i regjistrit ICCAT:
Nr. i regjistrit ICCAT:

Nr. i autorizimit të transferimit: Identifikimi i jashtëm: Nr. koshi dhënës:
Nr. koshi marres:

Emri dhe firma e kapitenit të anijes dhënëse:
Emri dhe firma e kapitenit të anijes marrëse:

Nr. i individëve dhe pesha e vlerësuar (kg):
Transferime të mëtejshme
Transferime vullnetare
Transferime kontrolli
Në rastet e transferimeve vullnetare ose të kontrollit:

II. Informacioni mbi anijen tërheqëse marrëse:
Emri
Flamuri
Nr. i regjistrit ICCAT

Nr. BFT të ngordhur gjatë transferimit:
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Identifikimi i jashtëm
III. Nr. i koshit transportues

TRANSFERIM I MËTEJSHËM 3
Datë: __.___.______
Numri ITD ........................

Vendi ose pozicioni: Porti: Gjatësi.: Gjerësi:
Emri i anijes tërheqëse dhuruese:
Emri i anijes tërheqëse dhuruese:

Sinjali i thirrjes:
Sinjali i thirrjes:

Flamuri:
Flamuri:

Nr. i regjistrit ICCAT:
Nr. i regjistrit ICCAT:

Nr. Autorizimit të transferimit: Identifikimi i jashtëm: Nr. koshi dhënës:
Nr. koshi marres:

Emri dhe firma e kapitenit të anijes dhënëse:
Emri dhe firma e kapitenit të anijes marrëse:

Nr. i individëve dhe pesha e vlerësuar (kg):
Transferime të mëtejshme
Transferime vullnetare
Transferime kontrolli
Ne rastet e transferimeve vullnetare ose të kontrollit:

I. Informacioni mbi anijen tërheqëse marrëse:
Emri
Flamuri
Nr. regjistri ICCAT
Identifikimi i jashtëm

Nr. i koshit transportues

Nr. BFT të ngordhur gjatë transferimit:

1) Plotësohet në rast transferimi midis dy fermave të ndryshme.
2) Plotësohet në rast se zëniet transferohen në më shumë se një kosh transporti.
3) Plotësohet në rast se koshat e transportit janë të destinuara në më shumë se një fermë.
4) Numri i individëve dhe pesha e vlerësuar nga operatori donator për transfertën që konsiderohet e vlefshme. Në rast se operacioni duhet të përsëritet, tregoni si N/A në rreshtin përkatës (p.sh. nëse
transferimi i parë dhe transferimi vullnetar nuk ofruan një video të përshtatshme: Transferimi i parë: N/A, transferimi vullnetar: N/A, kontrolli transferimi: 1030 copë, 123,600 kg).
5) Numri i individëve që kanë ngordhur dhe pesha e vlerësuar
6) Të plotësohet nga vëzhguesi rajonal i ICCAT-it, në rast se koshi i transportit do të vuloset në përputhje me paragrafin 128 dhe aneksin 14.
7) Të plotësohet nga operatori dhurues për secilën prej transferimeve ndërmjet anijeve tërheqëse, të cilat bëhen pas transferimit të
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SHTOJCA 5
AKTIVITETE TË PËRBASHKËTA PESHKIMI

Shteti flamur Emri i anijes Nr. ICCAT Kohëzgjatja e
aktivitetit

Identiteti i
operatorëve

Kuotat
individuale të
anijeve

Çelësi i
alokimit për
anije

Destinacioni për në fermat e
majmërisë e të rritjes
CPC Nr. ICCAT

Data ...................................
Certifikimi i shtetit flamur .....................................
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SHTOJCA 6
PROGRAMET E VËZHGUESVE

Programi i vëzhguesit CPC
1. Detyrat e vëzhguesit të CPC-së do të jenë, në përgjithësi, të monitorojnë përputhshmërinë me

këtë rekomandim të anijeve të peshkimit dhe kurtheve.
2. Kur vendoset në bordin e një anijeje peshkuese, vëzhguesi i CPC-së regjistron dhe raporton

mbi aktivitetin e peshkimit, i cili do të përfshijë, ndër të tjera, sa vijon:
i. vlerësimin e tyre për numrin dhe peshën e të tonit të peshkuar (përfshirë zënien e rastësishme);
ii. mënyrën e regjistrimit të peshkut, si i mbajtur në bord, i hedhur i ngordhur ose i lëshuar i gjallë;
iii. zona e peshkimit sipas gjerësisë dhe gjatësisë;
iv. masa e përpjekjes (efforts) (p.sh. numri i rrethimeve, numri i grepave etj.), siç përcaktohet në

manualin e ICCAT-it për mjetet e ndryshme të peshkimit;
v. datën e zënies;
vi. të verifikojë konsistencën e shënimeve të bëra në logbook me vlerësimin e tij të zënies;
3. Kur vendoset në një anije tërheqëse:
a) në rast të një transferimi të mëtejshëm që përfshin lëvizjen e peshkut midis dy koshave të

transportit:
i. pa vonesë, analizon pamjet video të transferimit të mëtejshëm në fjalë, për të vlerësuar numrin e

individëve që janë transferuar,
ii. t’i komunikojë menjëherë autoritetit kompetent të CPC-së të anijes tërheqëse dhuruese

vëzhgimet e tij/saj, duke përfshirë numrin e individëve të vlerësuar nga vëzhguesi i CPC-së dhe
numrin përkatës të raportuar në ITD nga kapiteni i anijes tërheqëse dhuruese; dhe

iii. përfshijë rezultatet e analizës së tij në raportin e tij të vëzhguesit drejtuar autoritetit kompetent
të CPC-së të anijes tërheqëse dhuruese;

b) regjistron dhe raporton në raportin e tij të vëzhguesit të gjithë tonin e ngordhur gjatë udhëtimit
të transportit;

c) të shikojë dhe regjistrojë anijet që mund të peshkojnë në kundërshtim me masat e ruajtjes së
ICCAT, dhe

d) t’i komunikojë raportin e vëzhguesit autoritetit kompetent të CPC-së të anijes tërheqëse
dhuruese pa vonesë në fund të udhëtimit të tërheqjes.

4. Kur vendoset në një kurth për zënien e tonit:
a) verifikon autorizimin e vjeljes të lëshuar nga autoriteti kompetent i CPC-së së kurthit;
b) vërteton informacionin në deklaratat e përpunimit dhe/ose vjeljes të bëra nga kapiteni ose

përfaqësuesi i anijes përpunuese ose operatori i kurthit.
5. Gjithashtu, vëzhguesi i CPC-së do të kryejë punë shkencore, si mbledhja e të gjitha të dhënave

të nevojshme të kërkuara nga Komisioni, bazuar në rekomandimet e SCRS-së.

Programi rajonal i vëzhguesve të ICCAT-it
- Çdo CPC duhet t’u kërkojë kurtheve, fermave dhe anijeve të saj me rrethim (koshilok), siç

referohen në paragrafin 101 për të vendosur një vëzhgues rajonal ICCAT.
- Sekretariati i Komisionit duhet t’i emërojë vëzhguesit para 1 prillit ose sa më shpejt të jetë

praktike për çdo vit, dhe do t’i vendosë ato në kurthe, ferma dhe në bord të anijeve me rrethim që
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kanë flamurin e një CPC-je të ICCAT-it që zbatojnë programin e vëzhguesit të ICCAT-t. Një kartë
vëzhguesi e ICCAT-it do të lëshohet për çdo vëzhgues.

- Sekretariati do të lëshojë një kontratë që liston të drejtat dhe detyrimet e vëzhguesit dhe të
kapitenit të anijes, kurthit apo të përdoruesit të fermës së kultivimit. Kjo kontratë do të nënshkruhet
nga të dyja palët e përfshira.

- Sekretariati do të hartojë një manual të programit të vëzhguesve të ICCAT-it.
Kualifikimi i vëzhguesve rajonalë të ICCAT-it
Vëzhguesit rajonalë të ICCAT-it duhet të kenë kualifikimet e mëposhtme për të përmbushur

detyrat e tyre:
- eksperiencë të mjaftueshme për të identifikuar llojet dhe veglat e peshkimit;
- njohje të kënaqshme të masave konservuese dhe menaxhuese të ICCAT-it e bazuar mbi

udhëzimet e trajnimit të ICCAT-it;
- aftësi për të vëzhguar dhe për të regjistruar në mënyrë të saktë;
- aftësi për të analizuar pamjet e regjistrimit video;
- një njohje të kënaqshme të gjuhës së shtetit flamur të anijes apo të shtetit të fermës së vëzhguar,

sa të jetë e mundur.
Detyrimet e vëzhguesit
6. Vëzhguesi duhet:
a) ta ketë plotësuar trajnimet teknike të kërkuara nga udhëzimet e hartuara nga ICCAT-i;
b) të ketë kombësinë e njërës nga CPC-ja dhe, aty ku është e mundur, jo të shtetit ku është ferma,

kurthi apo të anijes me rrethim;
c) të jetë i aftë në kryerjen e detyrave të përcaktuara në pikën e mëposhtme 7;
d) të jetë i përfshirë në listën e vëzhguesve që mbahet nga sekretariati i Komisionit;
e) të mos ketë aktualisht interesa financiarë apo përfitimi nga peshkimi i tonit.
- Vëzhguesit rajonalë të ICCAT-it do ta trajtojnë si konfidencial të gjithë informacionin në lidhje

me operacionet e peshkimit dhe të transferimit të kryera nga anijet me rrethim, fermat dhe kurthe,
dhe e pranojnë këtë kërkesë me shkrim, si kusht për t’u emëruar si vëzhgues rajonal i ICCAT-it.

- Vëzhguesit rajonalë të ICCAT-it duhet të respektojnë kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe
rregulloret e CPC-së që ushtron juridiksionin mbi anijen, fermën ose kurthin në të cilin është caktuar
vëzhguesi rajonal i ICCAT-it.

- Vëzhguesit rajonalë të ICCAT-it do të respektojnë hierarkinë dhe rregullat e përgjithshme të
sjelljes që zbatohen për të gjithë personelin e anijeve, fermave dhe kurtheve, me kusht që rregulla të
tilla të mos ndërhyjnë në detyrat e vëzhguesit rajonal të ICCAT-it, sipas këtij programi dhe me
detyrimet e anijes, fermës dhe personelin e kurthit të përcaktuar në këtë shtojcë.
Detyrat e vëzhguesit rajonal të ICCAT-it
- Detyrat e vëzhguesve rajonalë të ICCAT-it do të jenë në veçanti.
Detyrat e përgjithshme:
i. vëzhgojnë dhe monitorojnë përputhshmërinë e operacioneve të peshkimit dhe të kultivimit të

tonit me masat përkatëse të ruajtjes dhe të menaxhimit të ICCAT-it;
ii. të kryejë punë të tilla shkencore, të tilla si mbledhja e mostrave ose e të dhënave të detyrës 2,

siç kërkohet nga Komisioni, bazuar në rekomandimet e SCRS-së;
iii. shikojnë dhe regjistrojnë anijet që mund të peshkojnë në kundërshtim me masat e ruajtjes dhe

të menaxhimit të ICCAT-it;
iv. të verifikojë dhe të regjistrojë emrin e anijes së peshkimit në fjalë dhe numrin e saj ICCAT;
v. të ushtrojë çdo funksion tjetër të përcaktuar nga Komisioni.
Për sa u përket anijeve me koshilok ose aktivitetit të kurtheve:
vi. vëzhgojnë dhe raportojnë mbi aktivitetet e peshkimit të kryera;
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vii. vëzhgon dhe vlerëson zëniet dhe verifikoni shënimet e bëra në logbook;
Për sa i përket transferimit të parë nga një anije me koshilok ose kurth në kosh/at

transportues:
viii. regjistrojnë dhe raportojnë mbi realizimin e aktiviteteve të transferimit;
ix verifikon pozicionin e anijes kur angazhohet në një transferim;
x. të shqyrtojë dhe analizojë të gjitha pamjet video që lidhen me operacionin e transferimit në

fjalë, aty ku është e aplikueshme;
xi. vlerëson numrin e peshqve të transferuar dhe regjistron rezultatin në ITD;
xii. nxjerr një raport ditor të aktiviteteve të transferimit të anijeve me koshilok;
xiii. regjistrojnë dhe raportojnë mbi rezultatin e analizave të tilla;
xiv. të verifikojë hyrjet e bëra në autorizimin paraprak të transferimit të përmendur në paragrafin

112, në ITD të përmendur në paragrafët 130 deri në 133 dhe në eBCD;
xv. të verifikojë që ITD-ja e përmendur në paragrafët 130 deri në 133 t’i transmetohet kapitenit të

anijes tërheqëse ose përfaqësuesit të fermës ose kurthit;
xvi. në lidhje me transferimet e kontrollit, verifikon numrin e identifikimit të vulave dhe sigurohet

që vulat të vendosen në mënyrë të tillë që të parandalojnë hapjen e dyerve pa thyer vulat.
Për sa u përket operacioneve të vendosjes së tonit në kosha:
xvii. rishikon pamjet e videokamerës të vendosjes se tonit në kosh për të vlerësuar në kohën e

duhur numrin e peshqve të futur në kosh, për të lejuar operatorin e fermës të plotësojë deklaratën
përkatëse.
Për sa i përket verifikimit të të dhënave:
xviii. të verifikojë dhe vërtetojë të dhënat e përfshira në ITD, deklaratat e vendosjes në kosha dhe

eBCD, duke përfshirë analizën e regjistrimeve video;
xix. të nxjerrë një raport ditor të aktiviteteve të transferimit të anijeve me koshilok, fermave dhe

kurtheve;
xx. firmos ITD-të, deklaratat e vendosjes në kosha dhe eBCD-në, me emrin dhe numrin e

ICCAT të shkruar qartë, kur operacioni përkatës është në përputhje me masat e ruajtjes dhe
menaxhimit të ICCAT-it dhe informacioni që përmban këto dokumente është në përputhje me
vëzhgimet e tij/saj. Në rast mosmarrëveshjeje, vëzhguesi rajonal i ICCAT-it do të tregojë praninë e
tij/saj në deklaratat përkatëse të ITD-së dhe deklaratat e vendosjes në kosha dhe/ose eBCD-së
përkatëse, dhe arsyet e mosmarrëveshjes, duke cituar në mënyrë specifike rregullin/at ose
procedurën/at që pikëpamja/et e tij/saj nuk është (janë) respektuar.
Për sa u përket lëshimeve (lirimeve):
xxi. për sa u përket lëshimeve përpara mbylljes në kosh, vëzhgon dhe raporton për operacionin e

lëshimit nga rrjeta e koshilokut ose koshi i transportit, në përputhje me protokollin e lëshimit në
aneksin 10;

xxii. për sa u përket lëshimeve pas mbylljes në kosh, vëzhgon dhe raporton për ndarjen paraprake
të peshkut dhe operacionin e mëpasshëm të lirimit, në përputhje me protokollin e lëshimit në
aneksin 10, duke përfshirë verifikimin që cilësia e pamjeve video të ndarjes së mëparshme plotëson
standardet minimale të aneksit 8 dhe duke vlerësuar numrin e peshqve të liruar;

xxiii. në të dyja rastet, verifikon urdhrin e lirimit të lëshuar nga autoriteti kompetent dhe vërtetoni
informacionin në deklaratën e lëshimit të bërë nga dhuruesi ose operatori i fermës.
Për sa i përket veprimtarisë së vjeljes në ferma:
xxiv. të verifikojë autorizimin e vjeljes të lëshuar nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës;
xxv. të vërtetojë informacionin në deklaratat e përpunimit dhe vjeljes të bëra nga kapiteni ose

përfaqësuesi i anijes së përpunimit ose nga operatori i fermës.
Për sa i përket raportimit:
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xxvi. regjistron dhe verifikon praninë e çdo lloj markimi (tag), duke përfshirë shenjat natyrore,
dhe njofton çdo shenjë të fundit për heqjen të etiketës. Për të gjithë individët e markuar
elektronikisht, kryen kampionim të plotë biologjik (otolite, shtyllë kurrizore dhe kampion gjenetik),
duke ndjekur udhëzimet nga SCRS;

xxvii. të krijojë raporte të përgjithshme duke përpiluar informacionin e mbledhur në përputhje me
këtë paragraf dhe t’i sigurojë kapitenit të anijes dhe operatorit të fermës mundësinë për të përfshirë
në to çdo informacion përkatës;

xxviii. të dorëzojë raportin e përgjithshëm të lartpërmendur tek ofruesi përgjegjës për ROP, për
transmetim të mëvonshëm në sekretariatin e ICCAT-IT, brenda 20 ditëve nga përfundimi i
periudhës së vëzhgimit;

xxix. në rastet kur vëzhguesi rajonal i ICCAT-it vëren një mospërputhje të mundshme me një
rekomandim të ICCAT-it, ai/ajo duhet t’ia dorëzojë këtë informacion pa vonesë ofruesit përgjegjës
për ROP, i cili do t’ia përcjellë pa vonesë autoritetit kompetent të CPC-së anijes, kurthit ose fermës
në fjalë dhe sekretariatit të ICCAT-IT. Për këtë qëllim, ofruesi përgjegjës për ROP do të krijojë një
sistem përmes të cilit ky informacion mund të komunikohet në mënyrë të sigurt;

xxx. të marrë, sa më shumë që të jetë e mundur, prova (p.sh. foto, video) të mospërputhshmërisë
së mundshme të zbuluar dhe t’i bashkëngjisë ato në raportin e tij/saj.
Detyrimet e CPC-ve të anijes, kurthit dhe fermës:
- CPC-të e anijes, fermës dhe kurthit duhet të sigurojnë që, veçanërisht, vëzhguesi rajonal i

ICCAT-it:
a) t’i lejohet qasja në anijen me koshilok, në fermë dhe kurth, si dhe te pajisjet e peshkimit, pajisjet

e koshave, si dhe pamjet e kamerës stereoskopike dhe videokamerës konvencionale;
b) me kërkesë dhe për të kryer detyrat e tyre të përcaktuara në këtë program, lejohet aksesi në

pajisjet e mëposhtme, nëse janë të pranishme në anijet në të cilat janë caktuar:
i. pajisjet e navigimit satelitor;
ii. ekranet e radarit kur është në përdorim;
iii. mjetet elektronike të komunikimit;
c) t’i ofrohen akomodim në anije, duke përfshirë fjetje dhe ushqimin dhe në objektet adekuate

sanitare, të barabarta me ato të oficerëve të anijes;
d) të pajiset me hapësirë adekuate në urë ose në kabinën e pilotimit për punë zyre, si dhe hapësirë

adekuate në kuvertë për kryerjen e detyrave të vëzhguesit; dhe
- CPC-të e anijes, kurthit dhe fermës duhet të sigurojnë që kapiteni, ekuipazhi, ferma, kurthi dhe

pronarët e anijeve të mos pengojnë, frikësojnë, ndërhyjnë, influencojnë, japin ryshfet ose tentojnë t’i
japin ryshfet një vëzhguesi rajonal të ICCAT-it në kryerjen e detyrave të tij/saj.

- Sekretariatit të ICCAT-it, në përputhje me çdo kërkesë konfidencialiteti të zbatueshëm, i
kërkohet t’i ofrojë CPC-së së anijes, kurthit ose fermës, kopje të të gjitha të dhënave të
papërpunuara, përmbledhjeve dhe raporteve që kanë të bëjnë me udhëtimin. Sekretariati i ICCAT-it
do t’i dorëzojë raportet e vëzhguesve rajonalë të ICCAT-it Komitetit të Përputhshmërisë dhe SCRS-
së.

- Autoriteti kompetent i CPC-së së anijes, fermës ose kurthit ku vëzhguesi rajonal i ICCAT-it
ofron shërbimet e tij/saj, mund të kërkojë që vëzhguesi të zëvendësohet nëse ata kanë dëshmi se
vëzhguesi rajonal i ICCAT-it nuk i përmbush detyrimet e tij ose nuk i kryen në mënyrë adekuate
detyrat e përcaktuara në këtë rekomandim. Çdo rast i tillë do t’i raportohet panelit 2.
Tarifat dhe organizimi
- Kostot e zbatimit të këtij programi do të financohen nga operatorët e fermave dhe kurtheve, si

dhe pronarët e anijeve me koshilok. Tarifa do të llogaritet në bazë të kostove totale të programit dhe
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do të paguhet në një llogari të veçantë të sekretariatit të ICCAT-it. Sekretariati ICCAT do të
menaxhojë llogarinë për zbatimin e programit.

Asnjë vëzhgues rajonal i ICCAT-it nuk do të caktohet në një anije, kurth ose fermë për të cilën
tarifat, siç kërkohet në këtë shtojcë, nuk janë paguar.

SHTOJCA 7
SKEMA E ICCAT-it MBI INSPEKTIMIN E PËRBASHKËT NDËRKOMBËTAR

Në përputhje me pikën 3 të nenit IX të Konventës, Komisioni i ICCAT-it rekomandon hartimin
e marrëveshjeve të mëposhtme për kontrollin ndërkombëtar jashtë ujërave që janë në juridiksionet
kombëtare, me qëllim sigurimin e aplikimit të Konventës dhe masave që janë në fuqi nën të:
I. Shkeljet e rënda
1. Për qëllimet e kësaj procedure, me shkelje të rënda kuptohen shkeljet e mëposhtme të

dispozitave të masave konservuese dhe menaxhuese të ICCAT-it të adoptuara nga Komisioni:
a) peshkimi pa një licencë, leje apo autorizim të lëshuar nga CPC flamur;
b) mosmbajtja e të dhënave të mjaftueshme mbi zëniet apo lidhur me zëniet në përputhje me

kërkesat mbi raportimin të Komisionit apo keqraportime domethënëse të këtyre të dhënave mbi
zëniet apo lidhur më zëniet;

c) peshkimin në zona të ndaluara për peshkim;
d) peshkimi gjatë periudhës së ndalimit të peshkimit;
e) marrja ose mbajtja në mënyrë të qëllimshme e llojeve në kundërvajtje me masat konservuese

dhe menaxhuese në fuqi të adoptuara nga ICCAT-i;
f) shkeljet domethënëse të limiteve të zënieve dhe kuotave në fuqi që janë përcaktuar nga rregullat

e ICCAT-it;
g) përdorimi i veglave të peshkimit të ndaluara;
h) falsifikimi ose fshehja në mënyrë të qëllimshme e shenjave, identitetit apo regjistrimit të një

anije peshkimi;
i) fshehja, ngatërrimi apo eliminimi i provave që lidhen me hetimin e një shkeljeje;
j) shkelje të shumëfishta të cilat, të marra së bashku, përbëjnë një mosvlerësim domethënës të

masave në fuqi që lidhen me ICCAT-in;
k) sulmimi, rezistenca, frikësimi, ngacmimi seksual, ndërhyrja, bllokimi apo vonimi i padrejtë i një

vëzhguesi apo inspektori të autorizuar;
l) çaktivizimi apo manipulimi në mënyrë të qëllimshme i sistemit të vëzhgimit të anijeve;
m) shkelje të tjera që mund të përcaktohen nga ICCAT-i, pasi ato të jenë përshirë dhe qarkulluar

në një version të rishikuar të këtyre procedurave;
n) peshkimi me ndihmën e avionëve vrojtues;
o) ndërhyrja në sistemin e monitorimit satelitor dhe/apo veprimi pa sistemin e sistemit të

vëzhgimit të anijeve;
p) aktiviteti i transferimit pa deklaratë transferimi;
q) transbordimi në det;
r) mosdhënia e shkalleve për t’u imbarkuar inspektorëve të ICCAT-it, sipas kushteve të rezolutës

IMO A.889(21) për të lehtësuar imbarkimin e sigurt në çdo anije peshkimi që kërkon një ngjitje prej
me shume se 1.5 metrash.

2. Në rastin e ngjitjes në bord dhe inspektimit të një anijeje peshkimi gjatë të cilës inspektorët e
autorizuar vërejnë një aktivitet apo gjendje që do të përbënte një shkelje të rëndë, siç është
përcaktuar në pikën 1 të kësaj shtojce, autoritetet e anijes inspektuese duhet të njoftojnë menjëherë
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autoritetet e anijes së peshkimit si në mënyrë direkte, ashtu dhe nëpërmjet sekretariatit të ICCAT-it.
Në situata të tilla, inspektori duhet të njoftojë, gjithashtu, çdo anije inspektimi të shtetit flamur të
anijes së peshkimit që dihet të jetë në afërsi.

3. Inspektorët e ICCAT-it duhet të regjistrojnë inspektimet e ndërmarra dhe shkeljet e zbuluara
(nëse ka) në librin e anijes së peshkimit.

4. CPC-ja flamur duhet të sigurojë që, pas inspektimit të kryer sipas pikës 2 të kësaj shtojce, anija
e peshkimit në fjalë të ndalojë të gjitha aktivitetet e peshkimit. CPC-ja flamur duhet t’i kërkojë anijes
së peshkimit t’i drejtohet brenda 72 orëve në një port të përcaktuar nga ai, ku do të kryhet dhe
hetimi.

5. Në rastin kur një inspektim ka zbuluar një aktivitet ose kusht që do të përbënte një shkelje të
rëndë, anija duhet të rishikohet sipas procedurave të përshkruara në rekomandimin nga ICCAT-i
mbi krijimin e një liste të anijeve që supozohet të kenë kryer aktivitetet e peshkimit të paligjshëm, të
paraportuar dhe të parregulluar (IUU) (rek. 18-081), duke marrë parasysh çdo veprim përgjigjeje dhe
ndjekje të tjera.
II. Kryerja e inspektimit
6. Inspektimi do të kryhet nga inspektorët e shërbimit të kontrollit të peshkimit të Qeverisë

Kontraktuese. Emrat e agjencive qeveritare të autorizuara dhe të inspektorëve të përcaktuar për këtë
qëllim nga qeveritë përkatëse duhet t’i njoftohen Komisionit.

7. Anijet që kryejnë detyra ndërkombëtare të imbarkimit dhe të inspektimit në përputhje me këtë
shtojcë do të mbajnë një flamur ose flamurë të veçantë të miratuar nga Komisioni dhe të lëshuar nga
sekretariati i ICCAT-it. Emrat e anijeve të përdorura për këtë qëllim do t’i njoftohen sekretariatit të
ICCAT-it sa më shpejt që të jetë e mundur përpara fillimit të aktiviteteve të inspektimit. Sekretariati
do të vërë informacionin në lidhje me anijet e përcaktuara të inspektimit të vlefshëm për të gjitha
CPC-të, duke përfshirë postimin në faqen e tij të internetit të mbrojtur me fjalëkalim.

8. Çdo inspektor duhet të mbajë një dokument identiteti të lëshuar nga autoritetet e shtetit flamur
në formën e treguar në pikën 20 të kësaj shtojce.

9. Në zbatim të marrëveshjes së pranuar në pikën 15 të kësaj shtojce, një anije e përdorur gjatë
periudhës së përcaktuar në peshkimin për ton apo lloje të ngjashme me tonin në zonën e Konventës
së mbuluar nga ICCAT-i jashtë ujërave të juridiksionit të saj kombëtar do të ndalojë kur i jepet një
sinjal i tillë në Kodin Ndërkombëtar të Sinjaleve nga një anije që ka në bord një inspektor të
përshkruar në paragrafin 7, përveçse kur është duke kryer aktivitet peshkimi, në këtë rast ajo duhet të
ndalojë sapo ka mbaruar këtë aktivitet. Kapiteni i anijes do të lejojë palën inspektuese, siç është
specifikuar në paragrafin 10 të kësaj shtojce, të hyjë në bord dhe duhet të sigurojë një shkallë
ngjitjeje, sipas kushteve të rezolutës IMO A.889(21) për të lehtësuar imbarkimin e sigurt në çdo anije
peshkimi që kërkon një ngjitje prej më shumë se 1.5 metrash. Për të plotësuar kërkesën për t’u
pajisur me shkallë ngjitjeje, do të lejohet një periudhë tranzitore për anijet që operojnë në Atlantik,
deri në janar 2024.

Kapiteni duhet t’i mundësojë palës së inspektimit që të bëjë një ekzaminim të tillë të pajisjeve,
kapjes ose pajisjes dhe çdo dokument përkatës që inspektori i konsideron të nevojshme për të
verifikuar pajtueshmërinë me rekomandimet e Komisionit të ICCAT-it në fuqi në lidhje me shtetin
flamurin e anijes që inspektohet. Më tej, një inspektor mund të kërkojë shpjegime që ai ose ajo e
konsideron të nevojshme,

10. Madhësia e grupit të inspektimit duhet të përcaktohet nga zyrtari komandues i anijes
inspektuese, duke marrë parasysh rrethanat përkatëse. Pala inspektuese duhet të jetë sa më e vogël të
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jetë e mundur për të përmbushur detyrat e përcaktuara në këtë shtojcë në mënyrë të sigurt dhe pa
rreziqe

11. Pas hipjes në anije, inspektorët duhet të paraqesin dokumentacionin e identifikimit të
përshkruar në paragrafin 8 të këtij aneksi. Inspektorët duhet të respektojnë rregulloret, procedurat
dhe praktikat ndërkombëtare të pranuara në përgjithësi, në lidhje me sigurinë e anijes që inspektohet
dhe ekuipazhin e saj, dhe do të minimizojë ndërhyrjen në aktivitetet e peshkimit ose në depozitimin
e produktit dhe, në masën që është e mundur, të shmangë veprimet që do të ndikojnë negativisht në
cilësinë e peshkut të kapur në bord; inspektorët do të kufizojnë hetimet e tyre në konstatimin e
respektimit të rekomandimeve të Komisionit të ICCAT-it në fuqi në lidhje me shtetin flamurin e
anijes në fjalë. Gjatë kryerjes së inspektimit, inspektorët mund t’i kërkojnë kapitenit të anijes së
peshkimit për çdo ndihmë që ai mund të kërkojë. Inspektorët duhet të hartojnë një raport të
inspektimit në një formë të miratuar nga Komisioni i ICCAT-it. Inspektorët e nënshkruajnë raportin
në praninë e kapitenit të anijes, i cili ka të drejtë të shtojë ose t’i ketë shtuar raportit çdo vërejtje që ai
ose ajo mund të mendojë të përshtatshme dhe duhet të nënshkruajë këto vërejtje.

12. Kopjet e raportit do t’i jepen kapitenit të anijes dhe qeverisë së palës inspektuese, e cila i
transmeton kopjet autoriteteve përkatëse të shtetit flamur të anijes së inspektuar dhe Komisionit
ICCAT. Kur zbulohet ndonjë shkelje e rekomandimeve të ICCAT-it, inspektori duhet, kur është e
mundur, gjithashtu, të informojë çdo anije inspektuese të shtetit flamur të anijes së peshkimit që
njihet dhe që është në afërsi

13. Rezistenca ndaj inspektorëve ose mosrespektimi i udhëzimeve të tyre do të trajtohen nga
shteti flamur i anijes së inspektuar në një mënyrë të ngjashme me sjelljen e kryer në lidhje me një
kontroll inspektimi kombëtar.

14. Inspektori duhet të kryejë detyrat e tij nën këtë marrëveshje në përputhje me rregullat e
hartuara në këtë rekomandim, por ato duhet të qëndrojnë nën kontrollin operacional të autoriteteve
kombëtare të tyre dhe duhet të jenë përgjegjës ndaj tyre.

15. Qeveritë kontraktuese do të marrin në konsideratë dhe do të veprojnë në raportet e
inspektimit, duke shikuar fletët e informacionit sipas rek. 19-09 dhe deklaratat që rezultojnë nga
inspektimet e dokumentuara të inspektorëve të huaj sipas këtyre marrëveshjeve, në një bazë të
ngjashme në përputhje me legjislacionin e tyre kombëtar ndaj raporteve të inspektorëve kombëtarë.
Dispozitat e këtij paragrafi nuk do të imponojnë asnjë detyrim ndaj një qeverie kontraktuese që t’i
japë raportit të një inspektori të huaj një vlerë më të lartë dëshmie se sa do të kishte në vendin e vet
të inspektorit. Qeveritë Kontraktuese do të bashkëpunojnë në mënyrë që të lehtësojnë procedurat
gjyqësore ose të tjera që rrjedhin nga një raport i një inspektori sipas këtyre marrëveshjeve.

a) Shtetet kontraktuese duhet të informojnë Komisionin e ICCAT-it deri më 15 shkurt të çdo viti
të planeve të tyre të përkohshme për kryerjen e aktiviteteve inspektuese sipas këtij Rekomandimi në
atë vit kalendarik dhe Komisioni mund të bëjë sugjerime për shtetet kontraktuese për koordinimin e
veprimeve kombëtare në këtë fushë duke përfshirë numrin e inspektorëve dhe anijet që mbartin
inspektorë.

b) Marrëveshjet e hartuara në këtë rekomandim dhe planet për pjesëmarrjen do të aplikohen
midis shteteve kontraktuese, përveçse kur kanë marrëveshje tjetër midis tyre, dhe kjo marrëveshje
duhet t’i bëhet e ditur Komisionit të ICCAT-it. Megjithatë, zbatimi i kësaj skeme do të pezullohet
ndërmjet dy shteteve kontraktuese, kur secili nga to ka njoftuar Komisionin e ICCAT-it për të, në
pritje të plotësimit të marrëveshjes.

16. a) Rrjetat e peshkimit do të maten në përputhje me rregullat në fuqi për nënzonën në të cilën
kryhet inspektimi. Inspektorët do të deklarojnë nënzonën për të cilën bëhet inspektimi dhe një
përshkrim të çdo shkeljeje të gjetur në raportin e inspektimit.
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b) Inspektorët do të kenë autoritetin për të inspektuar të gjitha veglat e peshkimit në përdorim
apo në kuvertë.

17. Inspektori do të ngjisë një shenjë identifikuese të aprovuar nga Komisioni i ICCAT-it për çdo
vegël peshkimi të inspektuar që dyshohet të jetë në kundërvajtje me rekomandimet në fuqi të
Komisionit të ICCAT-it, në lidhje me shtetin flamur të anijes në fjalë dhe duhet t’i regjistrojë këto
fakte në raportin e tij.

18. Inspektori mund të fotografojë mjetet e peshkimit, pajisjet, dokumentacionin dhe çdo
element tjetër që ai e konsideron të nevojshëm në mënyrë të tillë që të zbulojë ato karakteristika që
sipas mendimit të tyre nuk janë në përputhje me rregulloren në fuqi, në të cilin rast subjektet e
fotografuara duhet të jenë të listuara në raport dhe kopjet e fotografive duhet t’i bashkëngjiten
kopjes së raportit në CPC-në të flamurit.

19. Inspektorët, sipas nevojës, inspektojnë të gjitha zëniet në bord për të përcaktuar
pajtueshmërinë me rekomandimet e ICCAT-it.

20. Modeli i propozuar për kartën e identitetit të inspektorit.
Dimensionet: gjerësia 10.4 cm, lartësia 7 cm

SHTOJCA 8
STANDARDET MINIMALE PËR PROCEDURAT E REGJISTRIMIT TË VIDEOVE I
ZBATUESHËM PËR OPERACIONET E TRANSFERIMIT, VENDOSJES NË KOSHA

DHE/OSE LËSHIMIT
1. Çdo CPC e anijes, kurthit dhe fermës në fjalë do të sigurojë që procedurat e mëposhtme të

zbatohen për të gjitha regjistrimet video të operacioneve të transferimit, futjes në kosha dhe/ose
lëshimit të referuara në këtë Rekomandim:

a) në fillim dhe/ose në fund të çdo videoje, kur kërkohet, do të shfaqet numri i autorizimit të
transferimit, ose të autorizimit të vendosjes në kosha ose urdhri i lëshimit sipas ICCAT-it;

b) ora dhe data e videos do të shfaqen vazhdimisht gjatë çdo regjistrimi video;
c) regjistrimi i videos duhet të jetë i vazhdueshëm pa asnjë ndërprerje dhe prerje dhe të mbulojë

të gjithë operacionin e transferimit, vendosjes në kosha dhe/ose lëshimit;
d) përpara fillimit të operacionit të transferimit, vendosjes në kosha dhe/ose lëshimit, video

regjistrimi duhet të përfshijë hapjen dhe mbylljen e rrjetës/portës së koshit dhe, për operacionet e
transferimit dhe të vendosjes në kosha, të tregojë nëse koshi (koshat) marrës dhe dhurues përmbajnë
ton;

e) regjistrimi i videos duhet të jetë i një cilësie të mjaftueshme për të përcaktuar numrin dhe, sipas
rastit, peshën e tonit që transferohet, futet në kosh dhe/ose lëshohet;

f) një kopje e videos do të mbahet në bordin e anijes dhuruese, ose nga ferma ose operatori i
kurthit, sipas rastit, gjatë gjithë periudhës së autorizimit për të operuar;

g) shpërndarja e kopjeve të videoregjistrimeve do të ndjekë dispozitat e përmendura në paragrafët
120 deri në 123 të këtij Rekomandimi;

h) pajisja elektronike që përmban regjistrimin origjinal të videos duhet t’i jepet menjëherë
vëzhguesit rajonal të ICCAT-it dhe/ose kombëtar të CPC-së pas përfundimit të operacionit të
transferimit, vendosjes në kosha dhe/ose lëshimit. Vëzhguesi rajonal i ICCAT-it dhe/ose vëzhguesi i
CPC-së duhet ta inicializojnë menjëherë atë për të shmangur çdo manipulim të mëtejshëm.

2. Çdo CPC e anijes, kurthit dhe fermës në fjalë do të marrë masat e nevojshme për të shmangur
çdo zëvendësim, botim ose manipulim të regjistrimeve origjinale të videos.
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Cilësi e pamjaftueshme e regjistrimit të videos
3. Nëse regjistrimi video është i cilësisë së pamjaftueshme për të përcaktuar numrin dhe, sipas

rastit, peshën e tonit që transferohet, futet në kosh dhe/ose lëshohet, operacioni do të përsëritet
derisa cilësia e videos të jetë e përshtatshme, duke ndjekur procedurat më poshtë:

a) Për një transferim, operacioni i transferimit në fjalë do të përsëritet në përputhje me dispozitat
e përcaktuara në paragrafët 124 deri në 129 të këtij Rekomandimi (transferime vullnetare dhe
kontrolli). Ky transferim vullnetar ose i kontrollit do të kryhet në një kosh tjetër, i cili duhet të jetë
bosh.

Për ato transferime ku origjina e peshkut është një kurth, toni tashmë i transferuar nga kurthi në
koshin pritës mund të kthehet përsëri në kurth dhe transferimi vullnetar anulohet nën mbikëqyrjen e
vëzhguesit rajonal të ICCAT-it.

b) Për një operacion vendosje në kosha, operacioni në fjalë do të përsëritet në përputhje me
dispozitat e përcaktuara në paragrafët 163 dhe 164 të këtij Rekomandimi.

Operacioni i ri i vendosje në kosha duhet të përfshijë lëvizjen e të gjithë tonit nga koshi i fermës
pranuese në një kosh tjetër ferme, i cili duhet të jetë bosh.

c) Për lëshimet, veçimi i peshkut që do të lëshohet do të përsëritet në përputhje me protokollin e
lirimit të përcaktuar në aneksin 10 të këtij Rekomandimi.

SHTOJCA 9
STANDARDET DHE PROCEDURAT PËR SISTEMET E KAMERAVE STEREOSKOPIKE

NË KONTEKSTIN E OPERACIONEVE TË FUTJES SË TONIT NË KOSHA
1. Përdorimi i sistemit të kamerave stereoskopike.
Përdorimi i sistemeve të kamerave stereoskopike në kontekstin e operacioneve të vendosje në

kosha të tonit do të kryhet në përputhje me dispozitat e mëposhtme:
i. Intensiteti i marrjes së mostrave të peshqve të gjallë nuk duhet të jetë nën 20% të sasisë së

peshkut të vendosur në kosha. Kur është e mundur teknikisht, marrja e mostrave të peshqve të gjallë
duhet të jetë në vijim, duke matur një në çdo pesë ekzemplarë. Një mostër e tillë do të përbëhet nga
peshq të matur në një distancë prej 2 deri në 8 metrash nga kamera.

ii. Dimensionet e portave të transferimit që lidhin koshin dhënës dhe koshin pranues duhet të
jene në gjerësi maksimale prej 8–10 metrash dhe lartësi maksimale prej 8–10 metrash.

iii. Vlerësimi i matjeve të gjatësisë stereoskopike duhet të ndërmerret përpara secilit operacion të
vendosjes në kosha, duke përdorur një shirit shkalle në distancë prej 2 dhe 8 m.

iv. Kur matjet e gjatësisë së peshkut paraqesin një shpërndarje multimodale (dy ose më shumë
kohorte të madhësive të ndryshme), mund të përdoret më shumë se një algoritëm konvertimi për të
njëjtin operacion të hedhjes në kosha.

v. Algoritmi më i përditësuar i krijuar nga SCRS-ja do të përdoret për të kthyer gjatësinë në
pendën e bishtit në pesha të përgjithshme, sipas kategorisë së madhësisë së peshkut të matur gjatë
operacionit të grumbullimit.

vi. Marzhi i gabimit për përcaktimin e peshës, i natyrshëm për specifikimet teknike të sistemit të
kamerës stereoskopike, nuk duhet të kalojë një interval prej +/- 5 përqindësh.

vii. Raporti mbi rezultatet e programit stereoskopik duhet të përfshijë detaje mbi të gjitha
specifikimet teknike të mësipërme, përfshirë intensitetin e mostrës, mënyrën e metodologjisë së
marrjes së mostrës, distancën nga kamera, përmasat e portës së transferimit dhe algoritmet
(relacionin gjatësi - peshë). SCRS-ja do të shqyrtojë këto specifikime, dhe nëse është e nevojshme të
japë rekomandime për t’i modifikuar ato.
2. Rezultatet e vendosje në kosha të tonit
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Në përfundim të një operacioni të vendosjes në kosha, ose setit të plotë të operacioneve të të
vendosjes në kosha nën një JFO ose në kurthe të të njëjtit shtet anëtar të CPC/BE, autoriteti
kompetent i CPC-së i fermës do t’i komunikojë informacionin e mëposhtëm autoritetit kompetent të
CPC-së së anijes ose kurthit:

a) Një raport teknik në lidhje me sistemin e kamerës stereoskopike, i cili duhet të përmbajë në
veçanti:

- informacione të përgjithshme: speciet, vendndodhjen, koshin, datën, algoritmin;
- informacioni statistikor për përmasat: pesha dhe gjatësia mesatare, pesha dhe gjatësia minimale,

pesha dhe gjatësia maksimale, numri i peshkut të kampionuar, shpërndarja e peshës, shpërndarja e
madhësisë;

- algoritmi i përdorur për të kthyer gjatësinë në peshë;
- marzhi i gabimit të sistemit të kamerës stereoskopike të përdorur: në rastin kur softueri i

kamerës nuk ka një metodë automatike për llogaritjen e këtij kufiri gabimi, ai do të llogaritet siç
detajohet në pikat 1 deri në 4 të aneksit së kësaj shtojce.

b) Një raport faktik në lidhje me operacionin e vendosjes në kosha, i cili duhet të përmbajë në
veçanti:

- rezultatet e detajuara të programit të marrjes së mostrave, me numrin dhe peshën totale të tonit
të kuq në kafaz, si dhe madhësinë dhe peshën e çdo peshku që u mor në kampion;

- deklaratat përkatëse të vendosjes në kosha;
- përcaktimi i rasteve kur mospërputhjet prej më shumë se 10% midis numrit të individëve të

koshit dhe numrit të raportuar si të kapur në ITD kërkojnë hetim nga autoriteti kompetent i CPC-së
flamur ose kurth, në përputhje me paragrafin 174, dhe rastet kur rezultatet e vendosjes në kosha
tregojnë kjo zënie nuk është në përputhje me paragrafët 33 deri në 35;

- informacion i përgjithshëm mbi operacionin e vendosjes në kosha: numri i operacionit të
vendosjes në kosha, emri i fermës, numri i koshit, numri eBCD, numri ITD, emri dhe flamuri i
anijes të peshkimit, emri dhe flamuri i anijes tërheqëse, data e funksionimit të sistemit të kamerës
stereoskopike dhe emri i skedarit të filmimit;

- krahasimi midis sasive të deklaruara në eBCD dhe sasive të gjetura me sistemin e kamerës
stereoskopike, në numrin e peshqve, peshën mesatare dhe peshën totale (formula e përdorur për
llogaritjen e diferencës do të jetë: (Sistemi Stereoskopik-eBCD)/Sistemi Stereoskopik* 100).
3. Raporti i vendosjes në kosha
Raporti i vendosjes në kosha të përmendur në paragrafin 186 të këtij Rekomandimi do të

përfshijë:
a) rezultatet e vendosjes në kosha të përmendura në pikën 2;
b) raportet përkatëse të operacioneve të lëshimit, të kryera në përputhje me aneksin 10.
4. Përdorimi i rezultatit të kamerës stereoskopike
Duke aplikuar marzhin e gabimit të natyrshëm për specifikimet teknike të sistemit të kamerës

stereoskopike të përdorur, autoriteti kompetent i CPC-së së fermës do të përcaktojë limitet (vlerën
më të ulët dhe më të lartë) e peshës totale të tonit në kosh, në përputhje me pikën 5 të aneksit të
kësaj shtojce.

Kur merren rezultatet e analizës së pamjeve video të kamerës stereoskopike dhe limitet (vlera më
e ulët dhe më e lartë) e peshës totale të tonit në kosh, të komunikuara nga autoriteti kompetent i
CPC-së së fermës, autoriteti kompetent shtetëror i CPC-së së anijes së peshkimit ose të
kurthit/anëtar i BE-së do të marrë masat e mëposhtme:

a) të zbatojë masat e mëposhtme në lidhje me lëshimet dhe përshtatjen e seksioneve eBCD për
anijet e peshkimit që operojnë në kuadër të një operacioni individual peshkimi (jashtë një JFO);
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i. kur pesha totale e deklaruar nga anija e peshkimit në eBCD është brenda intervalit të rezultateve
të sistemit të kamerës stereoskopike:

- nuk do të urdhërohet lirimi;
- eBCD do të ndryshohet si në numër (duke përdorur numrin e peshqve që rezulton nga

përdorimi i sistemit të kamerës stereoskopike) dhe peshën mesatare, ndërsa pesha totale nuk do të
ndryshohet;

ii. kur pesha totale e deklaruar nga anija peshkimit në seksionin e zënies së eBCD-së është nën
shifrën më të ulët të limitit të rezultateve të sistemit të kamerës stereoskopike:- do të urdhërohet një lëshim duke përdorur shifrën më të ulët në diapazonin e rezultateve të
sistemit të kamerës stereoskopike;- operacionet e lëshimit do të kryhen në përputhje me procedurën e përcaktuar në aneksin 10;- pasi të kryhen operacionet e lëshimit, eBCD do të modifikohet si në numër (duke përdorur
numrin e peshqve që rezulton nga përdorimi i sistemit të kamerës stereoskopike minus numrin e
peshqve të lëshuar) dhe peshën mesatare, ndërsa pesha totale nuk do të modifikohet.

iii. kur pesha totale e deklaruar nga anija peshkimit në seksionin e zënies së eBCD-së tejkalon
shifrën më të lartë të limitit të sistemit të kamerës stereoskopike:- nuk do të urdhërohet lëshimi;- eBCD do të modifikohet për peshën totale (duke përdorur shifrën më të lartë të limitit të
rezultateve të sistemit të kamerës stereoskopike), për numrin e peshqve (duke përdorur rezultatet
nga sistemi i kamerës stereoskopike) dhe peshën mesatare në përputhje me rrethanat.

b) të sigurojë që për çdo modifikim përkatës të eBCD-së, vlerat (numri dhe pesha) e futur në
seksionin 2 do të jenë në përputhje me ato në seksionin 6 dhe vlerat në seksionet 3, 4 dhe 6, nuk do
të jenë më të larta se ato në seksionin 2.
5. Dispozitat e zbatueshme për JFO dhe kurthe
1. Vendimet që vijnë si pasojë e dallimeve midis raportit të zënies dhe rezultateve nga programi i

sistemit të kamerës stereoskopike do të merren nga autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose të
kurthit:

a) bazuar në krahasimin midis totalit të peshave që rezultojnë nga programi i sistemit të kamerës
stereoskopike të të gjitha operacioneve të vendosjes në kosha të tonit nga një JFO/kurthe, me
totalin e peshave të zënieve të deklaruara nga anijet pjesëmarrëse në atë JFO ose nga ato kurthe dhe,
në rastin e JFO-ve dhe kurtheve që përfshijnë një CPC të vetëm dhe/ose shtet anëtar të BE-së;

b) në nivelin e operacioneve të vendosjes në kosha për JFO-të që përfshijnë më shumë se një
CPC dhe/ose shtet anëtar të BE-së, përveç rasteve kur bihet dakord ndryshe nga të gjitha autoritetet
kompetente të CPC-së/shtetit anëtar të BE-së të anijeve të peshkimit të përfshira në JFO.

2. Në rast të kompensimit të diferencave në peshë midis asaj që është përcaktuar nga kamera
stereoskopike dhe e zënies korresponduese të gjetur në në të gjitha raportet individuale të vendosjes
në kosha nga një JFO ose kurthe të të njëjtit shtet anëtar të CPC/BE, pavarësisht nëse është kërkuar
apo jo urdhër lëshimi, të gjitha eBCD përkatëse do të modifikohen në bazë të limitit më të ulët të
rezultateve të sistemit të kamerës stereoskopike.

3. eBCD në lidhje me sasitë e tonit të lëshuar do të modifikohet, gjithashtu, për të pasqyruar
peshën dhe numrin përkatës të peshkut të çliruar. eBCD në lidhje me tonin që nuk është lëshuar, por
për të cilin rezultatet nga sistemet e kamerave stereoskopike ose teknikat alternative ndryshojnë nga
ato të raportuara të zënies dhe të transferimit, gjithashtu do të ndryshohet për të pasqyruar këto
dallime.

4. eBCD-ja e zënies nga ku është kryer operacioni i lëshimit do të modifikohet, gjithashtu, për të
pasqyruar peshën/numrin e lëshuar.
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ANEKSI I SHTOJCËS 9
METODA PËR LLOGARITJEN E MARZHIT TË GABIMIT DHE DIAPAZONIT TË

SISTEMIT TË KAMERËS STEREOSKOPIKE
Në përputhje me atë që u ra dakord në mbledhjen ndërsesionale të panelit 2 (mars 2020),

përdoret metoda e mëposhtme për llogaritjen e marzhit të gabimit dhe diapazonit të sistemit të
kamerës stereoskopike:

1. Llogaritja e diapazonit të gjatësisë në bifurkim (FLi) për çdo kampion (i) duke marrë parasysh
kufirin e gabimit FL të dhënë nga sistemi (gabim%):

Diapazoni i gjatësisë identifikohet për çdo mostër (i) nga [FLmin,i , FLmax,i]
FLmin,i = FLi-(FLi*error%): është vlera minimale për diapazonin e gjatësisë në bifurkim për

çdo mostër (i)
FLmax,i = FLi+ (FLi*error%): është vlera maksimale për diapazonin e gjatësisë në bifurkim për

çdo mostër (i)
2. Konvertimi i diapazonit të gjatësisë në një peshë të rrumbullakët (RTW) për çdo mostër (i),

duke aplikuar algoritmin e përdorur për të kthyer gjatësinë në peshë:
Diapazoni i peshës së rrumbullakët identifikohet për kampion (i) nga [RTWmin,i, RTWmax,i]
RTWmin,i: është vlera minimale e diapazonit të peshës së rrumbullakët për çdo kampion (i)
RTWmax,i: është vlera maksimale e diapazonit të peshës së rrumbullakët për çdo kampion (i)
3. Llogaritja e diapazonit mesatar të peshës së rrumbullakosur:

diapazoni mesatar i peshës së rrumbullakët për “n” mostra identifikohet nga
[RTWaveragemin, RTWaveragemax]

RTWaveragemin = 𝟏𝒏Σ𝑹𝑻𝑾𝑚𝑖𝑛,𝑖=𝟏: është vlera minimale për diapazonin mesatar të peshës rrumb
ullakosurRTWaveragemax = 𝟏𝒏Σ𝑹𝑻𝑾𝑚𝑎𝑥,𝑖=𝟏: është vlera maksimale për diapazonin mesatar të pe
s
hës rrumbullakosur4. Llogaritja e përqindjes së marzhit të gabimit (%) të sistemit:

(𝑹𝑻𝑾𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆𝑚𝑎𝑥−

𝒈𝒆2 x 100𝑹𝑻𝑾𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆RTWaverage: është pesha mesatare e
ofruar nga kamera stereoskopike5. Zbritja e diapazonit të si

s
temit të kamerës stereoskopike:Gama e sistemit të kamerës stereoskopike përcaktohet nga:

[Shifra më e ulët e diapazonit, shifra më e lartë e diapazonit]

Më parë, pesha totale llogaritet duke shumëzuar peshën mesatare të dhënë nga kamera stereoskopike me numrin e peshqve që
rezultojnë nga përdorimi i kamerës stereoskopike, d.m.th.: RTWtotal = (RTWaverage* Number BFT)

Kështu, kufijtë e diapazonit llogariten si më poshtë:
Shifra e diapazonit më të ulët = RTWtotal – (sistem marzhi i gabimit * RTWtotal /100)
Shifra më e lartë e diapazonit = totalRTW + (marzhi i sistemit të gabimit *RTW total /100)

SHTOJCA 10
PROTOKOLLI I LËSHIMIT
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Lëshimi i urdhrave për lirim
1. Urdhrat e lëshimit përpara se të vendosen në kosh do të lëshohen:
a) nga autoriteti kompetent i operatorit dhurues kur, në bazë të njoftimit paraprak të transferimit,

autoriteti kompetent i CPC-së i operatorit dhurues refuzon operacionin e transferimit sipas
paragrafit 117; ose

b) nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës kur, në përputhje me paragrafin 154, autorizimi i
vendosjes në kosha nuk është lëshuar nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës brenda 1 muaji
pas kërkesës për autorizim.

2. Urdhrat e lëshimit pas vendosjes në kosh do të lëshohen:
a) nga autoriteti kompetent i CPC-së së anijes ose kurthit kur, sipas procedurave në paragrafët

180 deri 182, konstatohet se pesha e vendosur në kosh tejkalon atë të raportuar të zënë. Urdhri i
lirimit do t’i njoftohet autoritetit kompetent të CPC-së së fermës, i cili ia transmeton atë operatorit të
fermës në fjalë; ose

b) nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës kur, pas vjeljes, peshku i mbetur nuk mbulohet
nga një eBCD, ose kur një vlerësim i mbartjes (carry-over) ose transferimi i kontrollit ka identifikuar
një tepricë të peshkut.

Për rastet sipas seksionit 2(a) më sipër, pesha totale e tonit të kuq që lëshohet do të konvertohet
në një numër korrespondues individësh, duke aplikuar peshën mesatare që rezulton nga analiza e
pamjeve video të kamerës stereoskopike, në lidhje me operacionin përkatës të vendosjes në kosha, të
bëra nga autoriteti kompetent i CPC-së së fermës në përputhje me paragrafin 169 të Rekomandimit.
Ndarja e peshkut përpara operacionit të lëshimit
3. Përpara lirimit nga koshi i fermës, autoriteti kompetent i CPC-së së fermës duhet të sigurojë që:
- peshku që do të lëshohet ndahet dhe zhvendoset në një kosh transporti bosh, dhe transferimi i

peshkut në koshin e transportit monitorohet nga kamera e kontrollit në ujë, në përputhje me
standardet minimale të përcaktuara në aneksin 8;

- numri i peshqve të ndarë për lirim korrespondon me urdhrin e lëshimit.
4. Ndarja paraprake e peshkut që lëshohet do të kryhet në prani të një vëzhguesi rajonal të

ICCAT-it.
Raportimi
6. Për çdo operacion lëshimi të kryer, dhuruesi ose operatori i fermës përgjegjëse për lëshimin,

duhet të plotësojë një raport lëshimi, duke përdorur formatin bashkangjitur kësaj shtojce.
7. Vëzhguesi rajonal i ICCAT-it do të vërtetojë informacionin në deklaratën e lëshimit. Dhuruesi

ose operatori i fermës duhet t’ua dorëzojë deklaratën e lëshimit autoriteteve të tij brenda 48 orëve
nga fillimi i operacionit të lëshimit për t’ia transmetuar Sekretariatit të ICCAT-it.
Dispozitat e përgjithshme
8. Operacionet e lëshimi nga koshiloku, kurthi ose koshi transporti duhet të kryhen menjëherë

pas marrjes së urdhrit të lëshimit.
9. Operacionet e lëshimit nga fermat duhet të kryhen brenda 3 muajve nga operacioni i fundit i

vendosjes në kosh të peshkut në fjalë dhe në një distancë minimale prej 10 miljesh nga ferma. Për
lëshimet e më pak se 5 mt ton, autoriteti kompetent i CPC-së i fermës mund të caktojë një distancë
më të shkurtër, prej të paktën 5 miljesh, për lëshimin.

10. Kapiteni i anijes tërheqëse ose operatori i fermës do të jetë përgjegjës për mbijetesën e
peshkut derisa të kryhet operacioni i lëshimit.

11. Autoriteti kompetent i CPC-së së fermës mund të zbatojë çdo masë shtesë që ata e gjykojnë të
nevojshme për të garantuar që operacionet e lëshimit të zhvillohen në kohën dhe vendin më të
përshtatshëm në mënyrë që të rritet probabiliteti i kthimit të peshkut në rezervë.
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Raporti ICCAT-it për lëshimet
Raporti ICCAT për lëshimet Nr. dokumenti
1. Të dhënat mbi zëniet/vendosjen në kosha
Ferma/anija/kurthi/anije tërheqëse që kryen lëshimin:
Numri i regjistrit ICCAT:
Referenca e urdhrit së lëshimit:
Anije/kurth (1):
Numri JFO:
Numri i autorizimit të vendosjes në kosha (1):
Numri i koshit të lëshimit:
Referencat e eBCD (s)
Numri i autorizimit të lëshimit:
2. Të dhëna mbi operacionet e lëshimit
Lloji i lëshimit (3):
Data e operacionit:
Emri i anijes tërheqëse:
Numri i regjistrit të ICCAT-it:
Flamuri:
Ndarja e peshkut përpara operacionit të lëshimit:
Numri i koshit të verifikimit:
Numri i koshit të lëshimit:
Numri i individëve BFT të liruar:
Pesha e BFT-së e lëshuar (kg):
Emri i operatorit, data dhe nënshkrimi (2): Emri i vëzhguesit, nr. ICCAT, data dhe

nënshkrimi:
Prezenca e vëzhgueseve në bord
(Po/Jo)

Arsyet e mosdakordësisë: Rregullat ose procedurat e parespektuara:

1) Vetëm për lëshimet nga fermat.
2) Nënshkrimi i operatorit të fermës për lëshimet nga fermat, ose kapiteni të anijes së peshkimit për lëshimet e

urdhëruara për anije zënëse ose anije tërheqëse.
3) Lëshimi pas përfundimit të raporteve të vendosjes në kosha (shtojca 9, paragrafi 4); toni i mbetur pas vjeljes që

nuk është mbuluar nga një eBCD; teprica e tonit të gjetur pas një transferimi kontrolli ose vlerësimi të mbartjes.

SHTOJCA 11
TRAJTIMI I PESHKUT TË NGORDHUR DHE/OSE TË HUMBUR

Regjistrim i tonit të ngordhur ose të humbur
1. Sasia (numri) i tonit që ngordh gjatë çdo operacioni të rregulluar në këtë Rekomandim do të

raportohet nga operatori dhurues në rastin e një operacioni transferimi dhe transporti shoqërues, ose
operatori i fermës në rastin e një operacioni të vendosjes në kosh ose aktivitetit të kultivimit, dhe
zbritet nga kuota e CPC-së përkatëse.

2. Për qëllimet e kësaj shtojce, peshqit e humbur u referohen individëve të munguar të tonit, të
cilët, pas diferencave të mundshme të zbuluara gjatë hetimit të përmendur në paragrafin 174, nuk
janë justifikuar si të ngordhur.
Trajtimi i peshqve që ngordhin gjatë transferimit të parë
3. Toni që ngordh gjatë zënies dhe transferimit të parë nga një anije me koshilok ose kurth do të

regjistrohet në logbook-un e anijes me koshilok ose në raportin ditor të zënies së kurthit dhe
raportohet në deklaratën e transferimit të ICCAT (ITD) dhe në seksionin e transferimit të eBCD-së.
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4. eBCD-ja do t’u jepet anijeve tërheqëse me seksionin 2 (Zënie totale), seksionin 3 (Tregtia e
peshkut të gjallë) dhe seksionin 4 (Transferimi - duke përfshirë peshqit “të ngordhur”) të
përfunduar.

5. Seksioni 2 duhet të përfshijë të gjithë individët e ngordhur. Sasitë totale të raportuara në
seksionet 3 dhe 4 e eBCD (si dhe individët e ngordhur) do të jenë të barabarta me sasitë e raportuara
në seksionin 2, pas zbritjes së të gjitha ngordhjeve të vëzhguara ndërmjet zënies dhe përfundimit të
transferimit.

6. eBCD-ja do të shoqërohet nga ITD në përputhje me dispozitat e këtij Rekomandimi.
7. Një ndarje e eBCD me seksionin 8 (Informacioni tregtar) do të plotësohet dhe do t’i jepet

anijes ndihmëse, e cila do të transportojë tonin e ngordhur në breg (ose do të mbahet në anijen e
zënies ose në kurth nëse zbarkohet drejtpërdrejt në breg). Ky peshk i ngordhur dhe eBCD-ja e ndarë
duhet të shoqërohet me një kopje të ITD-së.

8. Për sa i përket eBCD-së, peshqit e ngordhur do t’i ndahen anijes peshkimit që ka bërë kapjen
ose, në rastin e JFO-ve, anijeve pjesëmarrëse në zënie

Trajtimi i peshqve që ngordhin dhe/ose humbasin gjatë transferimeve të mëtejshme dhe
operacioneve të transportit.

9. Anijet tërheqëse duhet të raportojnë, duke përdorur formatin bashkangjitur kësaj shtojce, të
gjithë tonin e ngordhur gjatë transportit. Linjat individuale do të plotësohen nga kapiteni sa herë që
zbulohet ngordhje ose humbje.

10. Në rast transferimesh të mëtejshme, kapiteni i anijes tërheqëse dhuruese duhet t’i japë
origjinalin e raportit kapitenit të anijes tërheqëse që merr peshkun ton, duke mbajtur një kopje në
bord për kohëzgjatjen e fushatës.

11. Me mbërritjen e një koshi transporti në fermën e destinacionit, kapiteni i anijes tërheqëse do
t’i dorëzojë autoritetit kompetent të CPC-së së fermës setin komplet të raporteve të peshqve të
ngordhur, duke përdorur formatin e bashkangjitur kësaj shtojce.

12. Për qëllimin e kapjes së kuotës që do të përcaktohet nga CPC-ja e anijes ose kurthit, pesha e
peshkut që ngordh ose humbet gjatë transportit vlerësohet, si më poshtë:

a) për peshqit e ngordhur:
i. në rastin e zbarkimit, do të zbatohet pesha efektive në zbarkim;
ii. në rastin kur peshku i ngordhur hidhet, pesha mesatare e vendosur në kohën e mbylljes në

kosh do të zbatohet për numrin e individëve të hedhur;
b) për peshqit që konsiderohen ndryshe si të humbur në momentin e hetimit të përmendur në

paragrafin 174, pesha mesatare individuale e vendosur në kohën e mbylljes së koshit do të zbatohet
për numrin e individëve që konsiderohen të humbur, siç përcaktohet autoriteti kompetent i CPC-së i
anijes ose kurthit që rezulton nga analiza e tij e filmimit të parë të transferimit të videos në
kontekstin e hetimit.
Trajtimi i peshqve që ngordhin gjatë operacioneve të vendosjes në kosha
13. Peshqit që ngordhin gjatë operacioneve të vendosjes në kosha raportohen nga operatori në

deklaratën e përkatëse. Autoriteti kompetent CPC i fermës do të sigurojë që numri dhe pesha e
peshkut që ngordh të raportohet në fushën përkatëse të seksionit 6 të eBCD-së.
Trajtimi i peshqve që ngordhin dhe/ose humbasin gjatë aktiviteteve të rritjes në kosha
14. Peshqit e ngordhur ose të humbur në ferma ose ata që zhduken nga fermat, duke përfshirë

peshqit e supozuar të vjedhur ose të arratisur, duhet të raportohen nga operatori i fermës tek
autoriteti kompetent i CPC-së së fermës menjëherë pasi të jetë zbuluar ngjarja. Raporti i operatorit të
fermës shoqërohet me provat e nevojshme mbështetëse (ankesë për peshkun e vjedhur, raport
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dëmtimi në rast dëmtimi të kafazit etj.). Pas marrjes së një raporti të tillë, autoriteti kompetent i
CPC-së së fermës do të zbatojë ndryshimet e nevojshme ose anulimin e eBCD-së në fjalë (duke
ndjekur zhvillimet e nevojshme në sistemin eBCD).

SHTOJCA 12
DEKLARATA ICCAT PËR VENDOSJEN NË KOSHA

Deklarata ICCAT për vendosjen në kosha Nr. dokumenti
1. Vendosja në kosha e tonit

Emri i fermës:
Numri i regjistrit të ICCAT-it:
Numri i autorizimit të vendosjes në kosh:
Numri i koshit të transportit:
Numri i koshit të fermës:
Data e mbylljes:

Emri i anijes tërheqëse:
Numri i regjistrit të ICCAT-it:
Flamuri:
Numri JFO:
Numri/at eBCD:
Numri/at e deklaratës së
transferimit (ITD):

Toni që ngordh gjatë transportit (1):
2. Informacion për vendosjet në kosha – operator i fermës dhe vëzhgues ICCAT (2)

Operator i fermës Vëzhgues ICCAT
Numri i individëve
Sasia në kg N/A
Numri dhe sasia e tonit të
ngordhur gjatë vendosjes në
kosha
Emri, data dhe nënshkrimi i operatorit të fermës: Emri i vëzhguesit, nr. ICCAT, data dhe

nënshkrimi:

Prania e vëzhguesit: (Po/Jo) Arsyet e mosmarrëveshjes: Rregullat ose procedurat e parespektuara:
3. Informacion për vendosjen në kosha - Autoriteti i CPC-së së fermës

Numri i individëve Sasia në kg
Zyrtari i autoritetit të CPC-së, data dhe nënshkrimi:

1) Numri total dhe pesha (kg) e BFT-së e raportuar e ngordhur nga kapiteni/ët e anijes/ve tërheqëse që kanë
transportoi peshkun në kosha.

2) Sasitë e përcaktuara nga operatori i fermës dhe vëzhguesi i ICCAT-it pas analizimit të kamerës stereoskopike
pamjet e operacionit të mbylljes.

3) Sasitë e përcaktuara nga autoritetet e fermës CPC për funksionimin aktual të vendosjes në kosha kur të dhënat janë
të disponueshme.

SHTOJCA 13
MINIMUMI I INFORMACIONI TË AUTORIZIMIT PËR PESHKIM

A. Identifikimi:
1. Numri regjistrit ICCAT;
2. Emri i anijes së peshkimit;
3. Numri i jashtëm i regjistrimit (germa dhe numra);
B. Kushtet e peshkimit;
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1. Data e lëshimit të autorizimit;
2. Periudha e vlefshme;
3. Kushtet e autorizimit të peshkimit, duke përfshirë, kur është e mundur, speciet, zonën e

peshkimit, rrjetat e peshkimit dhe çdo kusht tjetër të aplikueshëm që rrjedh nga ky rekomandim dhe
ose legjislacioni kombëtar.

Nga ... në Nga ... në Nga ... në Nga ... në Nga ... në
Zonat
Speciet
Mjetet e peshkimit
Kushte të tjera

SHTOJCA 14
PROCEDURA PËR OPERACIONET E MBYLLJES(VULOSJES) TË KOSHAVE TË

TRANSPORTIT
Përpara vendosjes së tyre në një anije me koshilok, një kurth ose një anije tërheqëse, ofruesi

përgjegjës për ROP-në dhe autoritetet kompetente kombëtare duhet të sigurojnë një minimum prej
25 vulash ICCAT për çdo vëzhgues rajonal dhe kombëtar të ICCAT-it nën përgjegjësinë e tyre dhe
të mbajnë një regjistër të vulave të ofruara dhe të përdorura.

Operatori dhurues do të jetë përgjegjës për vulosjen e koshave. Për këtë qëllim, në secilën derë të
koshit duhet të vendosen të paktën tri vula, të vendosura në mënyrë që të pengojnë hapjen e dyerve
pa thyer vulat.

Operacioni i vulosjes do të regjistrohet në video nga operatori dhurues dhe do të lejojë
identifikimin e vulave dhe verifikimin nëse vulat janë vendosur siç duhet. Videoja duhet të jetë në
përputhje me paragrafin 1/ “a”, “b”, “c” të aneksit 8. Regjistrimi video duhet të shoqërojë peshkun
deri në fermë. Një kopje të mbahet në bordin e anijes dhuruese ose kurthit, dhe mbetet e
aksesueshme për qëllime kontrolli në çdo kohë gjatë fushatës së peshkimit. Një kopje e pamjeve
video duhet t’i vihet në dispozicion vëzhguesit rajonal të ICCAT-it në bordin e anijes me koshilok
ose në kurth, ose vëzhguesit kombëtarë në anijen tërheqëse marrëse, për t’i transmetuar autoritetit
kompetent të CPC-së ose vëzhguesit rajonal të pranishëm në transferimin e mëpasshëm të kontrollit.

Pamjet video të transferimit të mëvonshëm të kontrollit do të përfshijnë operacionin e çvulosjes, i
cili do të kryhet në mënyrë të tillë që të lejojë identifikimin e vulave dhe verifikimin që vulat nuk janë
ngacmuar.

SHTOJCA 15
FORMATI PËR DEKLARATËN E PËRPUNIMIT DHE TË VJELJES
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Përpunim/vjelje (lutemi rrethoni këtu)
Data e vjeljes (d.m.v): . .
Ferma/kurthi (lutemi rrethoni këtu)
Numri i koshit:
Numri i individëve të vjelë:
Pesha e gjallë e tonit të kuq të vjelë:
Pesha e tonit të kuq të përpunuar:
Nr. eBCD i tonit të kuq të vjelë:
Të dhënat e anijes ndihmëse të përfshirë në operacionet e peshkimit:

Emri:
Flamuri:
Nr. i regjistrimit ICCAT:

Destinacioni i tonit të kuq (eksport, treg i brendshëm, të tjera) (lutemi rrethoni këtu)
Në rast të destinacioneve të tjera, të specifikohen:
Validimi nga vëzhguesi rajonal i ICCAT-it ose vëzhguesi i CPC-së:
Emri i vëzhguesit:

Nr. ICCAT:
Nënshkrimi:
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Notification by General Office of Ministry of 

Agriculture and Rural Affairs on Completely Comply with 

International Tuna Measures1

Nongbanyu2 (2022) No.1 

Related Provincial (Autonomous Regional and Municipal) 

Agriculture and Rural Aff 

airs and Fisheries Departments (Bureaux, Commissions), Fisheries 

Departments of Cities Specifically Designated in the State Plan, China 

Agricultural Development Group Co., Ltd., Yellow Sea Fisheries 

Research Institute and East China Sea Fisheries Research Institute of 

China Academy of Fisheries Sciences, Shanghai Ocean University, China 

Oversea Fisheries Association，relevant distant 

water fishery enterprises: 

Tuna fisheries are important parts of China's distant water fisheries. 

China is a full member of the International Commission for Conservation 

of Atlantic Tunas (ICCAT), Indian Tuna Commission (IOTC), Western 

and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) and Inter-American 

Tropical Tuna Commission (IATTC) (hereinafter as the Commissions), 

CHINA



2  

effectively implementation of conservation and management measures 

established by the above-mentioned Commissions is an international 

obligation  of  all  members.  For  the  purpose  of  further  enhancing 

1  http://www.moa.gov.cn/govpublic/YYJ/202203/t20220310_6391428.htm. In Chinese. 
2 Translator note: Means document related to fisheries issued by General Office of Ministry of Agriculture and 
Rural Affairs. 

http://www.moa.gov.cn/govpublic/YYJ/202203/t20220310_6391428.htm
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capability of compliance by China’s tuna industry and promoting 

standardized and orderly development of China’s distant water fisheries, 

and upholding China's image as a responsible major country, it is hereby 

to notify the followings: 

I. Strictly Complying with Measures and Continue to Strengthen 

the Work of International Compliance in Tuna Fisheries 

The Commissions established conservation and management 

measures related to fishing vessels registration, fishing log books, fishing 

quota, limitation of fishing area and fishing gear, minimum catch size, 

fishing vessel position monitor, transshipment and accepting observers, 

high seas boarding and inspection, catch documentation scheme (CDS), 

bycatch species protection, marine environment protection, temporary 

access and fishing vessel chartering, fishing vessel marking, and 

continue to revise and update these measures. This Ministry has 

formulated relevant provisions to implement these measures (see the 

annex for relevant essential points). All tuna production enterprises and 

their fishing vessels are required to abide by the above regulatory 

measures, strictly regulate fishing activities, and timely and accurately 

submit relevant data. Any violations may constitute non-compliance, and 

serious violations may be added to the list of illegal, unreported and 

unregulated (IUU) fishing vessels. This Ministry will seriously 

investigate and deal with all violations in accordance with the law. 
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In addition, China is not yet a member of the Commission for the 

Conservation of Southern Bluefin Tuna, and does not obtain the fishing 

quota of Southern Bluefin Tuna (SBT). To this end, this Ministry 

reiterates: it prohibits the fishing vessel of China to fish for SBT and no 

retention on board, transshipping and landing SBT, the incident caught 

SBT shall be released immediately and recorded in the fishing log books. 

II. Strengthening Support for the International Compliance and 

Enhancing the Ability to Comply with International Measures 

of Tuna Fisheries 

The fisheries authorities at various levels shall actively support to 

construct scientific research and management support system for tuna 

fisheries, support resources survey and monitoring, cooperate with 

Bureau of Fisheries and Fishery Law Enforcement of this Ministry to 

establish and improve scientific research management and compliance 

support system with combination of fisheries authorities, distant water 

fisheries association, and scientific research and education institutions, to 

strive to improve the level and ability of international compliance of tuna 

fisheries. 

China Overseas Fisheries Association (COFA) shall cooperate with 

the fisheries authority, to complete publicity, implementation of various 

regulatory measures, and make organizational and coordinating work, 

assist to complete the compliance and implementation work and the 
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compliance report for each ocean, give full play to the self-discipline of 

the guild coordinating role, to strengthen the guiding, organizing and 

reminding of distant water fishery enterprise, constantly to raise the level 

of organizational degree and self-discipline of the industry. Shanghai 

Ocean University and other scientific research and education institutions 

shall strengthen data collection and analysis according to the division of 

responsibilities, achieve scientific and technological support work in 

terms of tuna fishery resources assessment, and constantly improve tuna 

resources survey, assessment and scientific research level of China. The 

International Compliance Research Center for Distant Water Fisheries 

shall constantly strengthen the research on compliance, timely summarize, 

translate and distribute the conservation and management measures of 

Commissions to relevant distant water fisheries enterprises, and work 

together with COFA to accomplish the work to support relevant 

international compliance and negotiations. 

III. Comprehensively Carrying on Supervision and Management, 

Strictly Combating Illegal Fishing 

Illegal fishing damages fishery resources and order of fishery 

operation, harms the legitimate rights and interests of China's distant 

water fishing enterprises and fishing vessels, and damages the image of 

China as a responsible country. China firmly supports and actively 

cooperates with the international community in combating various kinds 
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of illegal fishing, and will severely punish verified illegal distant water 

fishing enterprises and fishing vessels through investigation, including 

imposing fines, suspending operations, suspending or revoking their 

business qualifications. 

Fisheries authorities at all levels shall strengthen the potential risks 

identification, supervision and inspection in the weak links of fishing 

vessel registration, fishing log books, fishing vessel position monitoring 

and high-seas transshipment, and strictly prevent violations of regulations 

and foreign-related incidents. In case of violation of regulations and 

foreign-related incidents, relevant investigations and reports shall be 

conducted in a timely manner. All distant water fishery enterprises shall 

earnestly assume the entity responsibility, enhance institutional 

improvement, strengthen regulation on production and fishing vessel 

monitoring and control, step up training and education, especially 

strengthen the management of the captain and official crew of their 

fishing vessels, urge distant water fishing vessels to strictly implement 

relevant management measures, and constantly improve the ability of 

international compliance. This Ministry has included the performance of 

distant water fishing enterprises and fishing vessels into the main contents 

of the performance evaluation of distant water fishing enterprises, and has 

taken them as the main basis for fishery development support policies and 

administrative supervision and management. All enterprises and all 
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departmets/institutions/associations shall strengthen the summary and 

analysis of routine compliance work, so as to provide basic support for 

the performance evaluation. 

This notification shall come into force as of the date of its issuance, 

and Notification by General Office of Ministry of Agriculture and Rural 

Affairs on Further Strictly Comply with International Tuna Measures 

(Nongbanyu [2019] No.1) shall be repealed simultaneously. 

 
 

Annex: Essential Points for International Compliance in Tuna 

Fisheries (2022) 

 
 
 

General Office of Ministry of 

Agriculture and Rural Affairs 

(With official stamp) 

1 March 2022 
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Annex 

Essential Points for International Compliance in Tuna Fisheries 

(2022) 

 

I. Fishing Vessels Registration 
 

The Commissions request that fishing vessels (including fishing 

support vessels) operating in the respected conversion areas shall register 

in the secretariats of Commissions through the flag state’s authority or its 

authorized agency, fishing vessels not registered in the secretariats of 

Commissions shall not fish in the conversion areas, and any change of 

vessels’ data and information shall also be registered in the secretariats of 

Commissions in a timely manner. Based on above measures, the 

enterprises have fishing vessels fish for tunas and obtained High Seas 

Fishing Permit from this Ministry shall register its fishing vessels through 

China Overseas Fisheries Association (COFA) in accordance with the 

request of the Commissions, and fishing operation can only commence 

after the completion of the registration. Any change of registered 

information shall be timely notified for the change. COFA shall register 

the relevant vessels in the Commissions without delay, in strict 

accordance with the operation condition described in High Seas Fishing 

Permit and request by the Commissions. 

II. Fishing Log Books 
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The Commissions require fishing vessels operating in the 

convention areas to complete fishing log books. All enterprises engaged 

in tuna fisheries shall ensure its fishing vessels to seriously fill out Tuna 

Fishing Log Book (including faithfully record incident catch of shark 

species, sea birds, sea turtles, marine mammal that forbidden to retain on 

board as well as situation of no harm release and other information), 

according to the request of Notification by General Office of Ministry of 

Agriculture on Regulation of Tuna Fishing Log Books [Nongbanyu (2008

）No. 44], and submit each vessel’s log book for last year to China 

Distant Water Fisheries Data Center (Shanghai Ocean University) before 
 
31 March of each year. Meanwhile, The tuna enterprises shall monthly 

report catch by species in a truthful manner to COFA (weekly report for 

Atlantic bluefin tuna catch). COFA shall, in accordance with the 

requirements of the fisheries authority and the regulations of the 

Commissions, compile, issue and update the information of fishing log 

books and monthly reports in a unified manner, and gradually improve 

the information system of fishing log books and monthly reports. 

III. Fishing Quota 
 

The Commissions implement quota management for major species 

of tunas and tuna-like species by oceanic areas and species. This Ministry 

allocates tuna fishing quota obtained in different oceans and by species 

(or stocks) to tuna enterprises and fishing vessels each year, based on 
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situation of tuna fishing operation, tuna resources status in different 

oceans and relevant measures of the Commissions as well as principle of 

openness, equity and fairness. 

All tuna enterprises and fishing vessels shall operate within the 

quota in strict accordance with the regulations of this Ministry and shall 

not fish without or beyond the quota. All enterprises shall strengthen the 

statistics of fishing production, and timely remind fishing vessels to 

control the catch when the fishing quota reaches 80%. As soon as its 

fishing quota be exhausted, the fishing operation shall be immediately 

ceased. Any catch exceeding the quota shall be discarded or harmlessly 

released and truthfully recorded. COFA shall timely collect catch from all 

tuna enterprises and fishing vessels, and shall strictly observe regulations 

of the Commissions and the quota allocated by this Ministry while 

dealing with certificating products to be imported and exported. In 

addition, according to the relevant measures, China's albacore fishing 

capacity is restricted in the waters south of 20 degrees south latitude 

(including overlapping areas between WCPFC and IATTC) of the 

western and central Pacific Ocean and north of the equator of the Pacific, 

and fishing for albacore in these areas shall be separately approved by 

this Ministry. 

IV. Time and Area of Fishing Operation and Fishing Gear 

(Including Supporting Equipment) 
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1. All tuna fishery enterprises and fishing vessels shall strictly follow 

fishing area and condition specified in the High Seas Fishing Permit 

while conducting fishing operation. It is prohibited from conducting 

fishing activities in the jurisdiction of other countries without 

authorization from the country that has the resources. Fishing vessels 

conducted fishing operation on the high seas shall keep at least one 

nautical mile of safe and buffer distance from outer limit of nearby 

jurisdiction of other countries. It is prohibited from using large scale drift 

net on the high seas. All vessels must not enter into the Mediterranean 

Sea for fishing operation. 

2. According  to  regulations  of  relevant  international  tuna 

organization, China’s fishing days for purse seiner vessels on the high 

seas shall be limited no more than 26 days at the present. In eastern 

Atlantic Ocean, fishing for bluefin tuna shall limit its fishing period from 

1 January to 31 May; and in the area west of 10ºW and north of 42ºN, the 

fishing period shall be limited from 1 August to 31 January of next year. 

3. In western and central Pacific, the purse seiner vessels shall 

prohibit from using Fish Aggressive Devises (FADs) in the area between 

20ºN and 20°S from 1 July to 30 September (except otherwise stipulated 

for the situation of Chinese vessels be chartered by the Pacific small 

islands states). If the purse seiner vessels conducting fishing operation on 

the high seas, the period from 1 April to 31 May or from 1 November to 
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31 December shall be additional FADs prohibition period. The selection 

of the additional FADs prohibition period shall be reported to COFA, this 

Ministry will report to international tuna organization the additional 

FADs prohibition period before 1 March of each year. Each purse seine 

vessel shall have deployed at sea, at any one time, no more than 350 

drifting FADs with activated instrumented buoys. 

Purse seine fishing vessels are encouraged to retrieve lost drifting 

FADs. The enterprises having a purse seine fishing vessel shall report to 

COFA the loss of FADs at the end of each year. If the loss occurred in the 

exclusive economic zone (EEZ) of an island country, the lost numbers of 

FADs shall be counted according to each EEZ. 

Tuna purse seine vessels are encouraged to use as soon as possible 

non-entangling FADs and biodegradable materials made FADs. All 

enterprises that having a tuna purse seiner are required to report to COFA 

at the end of each year on the use of non-entangling and biodegradable 

materials made FADs. 

4. It is prohibited from using aircrafts and unmanned aerial vehicles 

in Atlantic bluefin tuna fishery and Indian tuna fishery for the purpose of 

fish finding and other fishing aids. 

5. It is prohibited from using, installing or operating surface or 

submerged artificial lights for the purpose of aggregating tuna and 

tuna-like species in Indian Ocean tuna fisheries. 
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V. Minimum Catch Size 
 

1. Fishing vessels operating in the Atlantic Ocean fish for tunas 

shall comply with the following minimum catch size: 

a. Eastern bluefin tuna: 30 kg (115 cm fork length); each individual 

vessel shall not be over 5% of number of fish that lower than the 

minimum catch size (between 8 kg and 30 kg or between 75cm and 115 

cm). 

b. Swordfish: 25 kg (125cm low jaw fork length); each individual 

vessel shall not be over 15% of number of fish that lower than the 

minimum catch size. 

2. Fishing vessels operating in the Indian Ocean fish for tunas shall 

comply with the following minimum size, and shall report to COFA, 

through its enterprises, the specific measures taken by its own fishing 

vessels to comply with the minimum catch size: 

60 cm lower jaw fork length (LJFL) of Indian Ocean striped marlin, 

black marlin, blue marlin and Indo Pacific sailfish. 

VI. Fishing Vessel Position Monitoring 
 

The Commissions carry out fishing vessels position monitoring in 

their respective convention areas. Fishing vessels fish for tunas operating 

in all ocean areas shall report their position information in accordance 

with the requirements of the Ministry's Measures for Monitoring and 
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Management of Distant Water Fishing Vessels Position (Nongyufa 3 

(2019) No. 22), i.e., one hour interval, and the valid position shall not be 

less than 18 times a day. The position information includes: the name of 

the vessel, the geographical location (latitude and longitude) of the vessel, 

the date and time, course and speed of the vessel at the above location. 

The following position information shall be reported according to the 

regulations of the Commissions: 

1. In Atlantic 
 

The fishing vessels target eastern Atlantic bluefin tuna shall report 

its position to secretariat of ICCAT directly with interval of two hours. 

2. In western and central Pacific Ocean 
 

a. The fishing vessels operating in the area shall report its position to 

COFA and WCPFC secretariat with interval of one hour. 

b. During the period of prohibition of using FADs, the purse seiner 

vessels shall report its position to COFA and WCPFC secretariat with 

interval of thirty minutes. In the case of vessel monitoring equipment has 

problem, the purse seiner vessel shall immediately return to port for 

repair, and no manual reporting be allowed. 

c. Some vessel position monitoring equipment formerly approved by 

WCPFC are no longer in meeting the requirement decided by this 

commission (Argos: FVT, MAR GE, MAR GE V2 and MAR GE V3), 

 
3 Translator note: Means document related to fisheries issued by Ministry of Agriculture and Rural Affairs. 
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the fishing vessels currently using such equipment shall replace it by 

vessel position motoring equipment of other type before the end of 

December, 2022. 

d. Except the regulation for purse seiner vessels during the period of 

prohibition of use FADs, if vessel monitor equipment has problem, the 

related enterprise shall immediately report the situation to COFA, and 

shall conduct manual report of vessel position to COFA and WCPFC 

secretariat based on unified form with interval of six hours before trouble 

of equipment be cleared, and shall repair the equipment or replace the 

position monitoring equipment within 30 days. If the vessel in question 

cannot recover automatic position reporting within 30 days, the fishing 

vessel shall stop fishing, retrieve all of its fishing gear and return to port. 

However, if the vessel cannot return to port due to malfunction of satellite 

network or mechanical fault of the vessel, the enterprise concerned may 

apply for a period of additional 15 days of manual report to WCPFC 

secretariat via COFA, interval of manual report shall be four hours during 

the additional 15 days 

e. Tuna fishing vessels registered with both the WCPFC and the 

IATTC shall comply with the position monitoring requirements of the 

WCPFC when operating in the overlapping areas (south of 4ºS, 130º 

W-150ºW ) managed by the two international tuna organizations. 

COFA shall follow up and implement the changes of the vessel 
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position monitoring management measures of the Commissions, ensure 

the coordination between China's management measures and the 

management regulations of the international organizations, and improve 

the functions of the monitoring system related to it. 

VII. Transshipment and Accepting Observers 
 

1. Products caught by a tuna purse seiner vessel and Atlantic bluefin 

tuna harvested by a long line vessel shall not be transshipped at sea. Tuna 

purse seine vessels are required to enter ports for landing or transshipping 

its products. Atlantic bluefin tuna products can only be landed or 

transshipped in a designated port reported by relevant state and recorded 

by an international tuna organization (unless otherwise specified due to 

epidemic control, etc.). 

2. All tuna fishing vessels shall be prohibited from transshipping its 

products in east high seas pocket (high seas area surrounding by 

exclusive economic zones of Cook Inlands, French Polynesia and Kiribati) 

of western and central Pacific Ocean. 

3. Except the above regulations, other fishing vessels fish for tunas 

may transship its products at sea, but shall only transship to the carry 

vessels that registered in the Commissions of respective ocean and has a 

regional observer on board (unless otherwise stipulated by the 

international tuna organization during the pandemic). The fishing vessel 

or the carrier shall submit the application for transshipment to COFA at 
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least 3 days before each transshipment, and shall send the transshipment 

report issued by the observer to COFA within 10 days after receiving the 

report from the observer, and confirm with COFA after sending the email. 

In the western and central Pacific, the time limit of “36 hours in advance 

for transshipment application and submitting transshipment report within 

15 days after completion of transshipment " shall be the time limit for 

COFA in communication with the secretariat of WCPFC. In the Eastern 

Pacific, a carrier shall send a transshipment report to the IATTC 

secretariat and flag state authority of the fishing vessel within 24 hours of 

completion of the transshipment. 

4. Tuna fishing vessels shall have obligation to accept a regional 

observer deployed by the Commissions under relevant measures and a 

national scientific observer dispatched by this Ministry based on request 

of the Commissions, and shall strictly follow the request by 

Implementation Regulation on National Observer Management in Distant 

Water Fisheries [Nongbanyu (2016) No. 72], provide living and working 

convenience to observers as to official crew. The observer is not 

obstructed, intimidated, interfered with, influenced, bribed or is attempted 

to be bribed in the performance of his/her duties. In the event that an 

observer presumed fallen overboard and other accidents, the relevant 

fishing vessels shall immediately cease all fishing operations and 

commence search and rescue, and report the situation to this Ministry and 
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COFA. If conditions permit, relevant image data shall be retained. 
 

VIII. High Seas Boarding and Inspection 
 

The WCPFC is a commission that has measures to board and 

inspect fishing vessels fish for tunas on the high seas, enforcement 

vessels shall be registered in the Commission and fly the flag of the 

Commission’s unified enforcement flag. The fishing vessels fish for tunas 

in the area shall cooperate with duly authorized enforcement officials to 

board and inspect the fishing vessel under the situations to ensure the 

safety of fishing vessel and crew and after verification of identity of 

enforcement vessel and officials. If any problem occurred during the 

boarding and inspection, the fishing vessel shall immediately, through its 

enterprise, report the problem to this Ministry and COFA. 

IX. Catch Documentation Scheme (CDS) 
 

The international tuna organizations carry out catch documentation 

scheme (CDS) for priority tuna species. Enterprises conducting tuna 

fisheries shall go through the procedure for certificating its Statistic 

Documents or CDS in this Ministry and General Administration for 

Customs via COFA when carrying back or importing, exporting or 

re-exporting frozen bigeye tuna, swordfish and Atlantic bluefin tuna. 

Enterprises importing and exporting Atlantic bluefin tuna are required to 

register and pay fees by rule and implement the regulation of electronic 

bluefin tuna certificate (E-BCD). 
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COFA shall complete the work related to CDS strictly according to 

the relevant regulation issued by this Ministry and General 

Administration for Customs. With respect to online verification of 

customs clearance certification for the legal catch of frozen bigeye tuna, 

swordfish and Atlantic bluefin tuna, COFA shall conduct the verification 

strictly in accordance with the request stipulated in the No. 2157 

Announcement by this Ministry and General Administration for Customs, 

so that to deter the IUU caught above products entering into customs area 

of China. 

X. Bycatch Species 
 

1. Sharks 
 

(1) This Ministry does not approve any distant water fisheries 

project that targeting sharks. All distant water fishery enterprises and 

fishing vessels shall, to the greatest possible, avoid or reduce catching 

sharks. Except the no retention shark species, by-caught sharks shall be 

fully utilized (i.e. keeping shark carcass and fin, excepting head, guts, and 

skins). Shark finning (keeping fin and discarding carcass) is prohibited. 

The weight of shark fin on board shall not be over 5% of the weight of 

sharks on board up to the first point of landing. 

To facilitate port inspection or relevant high seas boarding and 

inspection, tuna longline vessels, for the shark species allowed to retain 

on board, shall store each individual shark carcass and its corresponding 
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fins in the same bag made of biodegradable materials; or bind each 

individual shark carcass to the corresponding fins using rope or wire; or 

use identical and uniquely numbered tags to attach to each shark carcass 

and its corresponding fins and both the carcasses and fins shall be stored 

on board in the same hold so as to be easily identified the matching of the 

carcass and fins at any time. 

(2) It shall prohibit retaining on board, transshipping and landing 

the following shark species: 

a. Atlantic Ocean: bigeye thresher sharks, whitetip sharks, 

hammerhead sharks (including Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran and 

Sphyrna zygaena), silky sharks and North Atlantic shortfin mako (north 

of 5ºN). 

b. Indian Ocean: bigeye thresher sharks, whitetip sharks and 

mobulid rays. 

c. Western and central Pacific Ocean: whitetip sharks, silky sharks 

and mobulid rays. In the case of mobulid rays that are unintentionally 

caught as part of a purse seine vessel’s operation, the purse seine vessel 

must, at the point of landing, surrender the whole mobulid ray to the 

responsible governmental authorities. 

d. Eastern Pacific Ocean: whitetip sharks and mobulid rays 

(includes Manta rays and Mobula rays) . Longline vessels shall limit its 

bycatch of silky sharks to a maximum of 20% of the total catch by one 
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fishing trip in weight. 
 

If fishing vessels caught the above shark species incidentally, the 

sharks shall be immediately released without further harm under the 

precondition of ensuring the safety of crew, and the fishing vessel shall 

record the details in the fishing log books accurately (with indication of 

status when releasing: dead/alive), and shall timely collect incidentally 

catch in accordance with the regulations and report to China Distant 

Water Fisheries Data Center. 

(3) Prohibition of using “shark lines” and wire material: Longline 

vessels shall be prohibited using “shark lines” (individual lines attached 

to the float line or to the floats directly, and used to target sharks), and 

using wire trace (made of steel wire) as branch lines of longline are 

prohibited, so as to reduce the chance of shark bycatch. 

(4) Atlantic blue shark: Tuna fishing vessels operating in the 

Atlantic are required to limit the by-catch of north Atlantic blue shark to 

106.8 metric tons and south Atlantic blue shark to 85.8 metric tons 

respectively. This Ministry will allocate the above by-catch to the tuna 

enterprises and fishing vessels concerned depending on the by-catch 

situation. 

2. Seabirds 
 

Longline vessels operating in the area south of 25ºS in the Atlantic 

Ocean, in the area south of 25ºS in the Indian Ocean and in the area north 
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of 23ºN and south of 30º S in the Pacific Ocean shall use two mitigation 

measures from equipping tori lines, night setting and weighted branch 

lines. 

Longline vessels operating in the area south of 30°S in the western 

and central Pacific Ocean may use hook-shielding devices to replace the 

above three measures. Among mitigation measures of tori lines, weighted 

branch lines and hook-shielding devices, longline vessels fishing in the 

area 25°S -30°S in the western and central Pacific Ocean shall use one of 

three measures. 

3. Sea Turtles 
 

All longline vessels shall equip de-hooks, and use circle hooks 

whenever possible, to minimum the harm to possible bycaught sea turtles. 

As far as possible, longline vessels shall use circle hooks to reduce 

damage of possible incident caught sea turtles. The longline vessels 

operating in Indian Ocean are encouraged to use finfish as bait, using 

squid as bait is not encouraged. 

Longline vessels that fish in a shallow-set manner (the majority of 

hooks fish at depth shallower than 100 meters) shall use circle hooks and 

shall not use squid as bait. 

Tuna purse seine vessels operating in the western and central 

Pacific Ocean shall avoid encirclement of sea turtles. if a sea turtle is 

encircled or entangled, take practicable measures to safely release the 
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turtle in accordance with relevant requirements. The enterprise shall 

record all incidents involving sea turtles during fishing operations and 

report such incidents to China Distant Water Fisheries Data Center 

according to regulations. 

4. Cetaceans or Whale Sharks 
 

If a cetacean or a whale shark is sighted prior to commencement of 

the set, a tuna purse seiner vessel is prohibited from setting a purse seine 

net on a school of tuna associated with a cetacean or a whale shark. In the 

event that a cetacean or a whale shark is unintentionally encircled in the 

purse seine net, the purse seiner vessel shall stop the net roll, release the 

cetacean or the whale shark, and report the incident to WCPFC secretariat 

and China Distant Water Fisheries Data Center via enterprise it belongs 

to. 

5. Atlantic Sailfish and Marlin 
 

Longline vessels operating in Atlantic Ocean are encouraged to use 

circle hooks, to reduce damage of incident caught sailfish and marlin. 

Fishing vessels are encouraged to take appropriate steps in conducting no 

harm release the incident caught sailfish and marlin, and to reduce the 

mortality rate to the greatest possible. 

6. Indian Ocean Sailfish and Marlin 
 

Fishing vessels are encouraged to take appropriate measures to 

conduct no harm release the by-caught Indian Ocean striped marlin, black 
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marlin, blue marlin and Indo Pacific sailfish, so as to promote resource 

recovery. 

COFA shall coordinate and urge enterprises to implement measures 

related to by-catch and submit statistics of by-catch species data, 

including organizing and coordinating relevant equipment production and 

unified distribution. 

XI. Marine Environment Protection 
 

1. Fishing vessels operating on the high seas in the Indian Ocean 

and in the Pacific Ocean shall be prohibited from fishing within one 

nautical mile of a data buoy that collects data used to conduct 

oceanographic research, and shall be prohibited from cutting a data buoy 

anchor line and taking a data buoy on board of a fishing vessel. 

2. Fishing vessels operating in the Pacific Ocean shall be prohibited 

from discharging any plastics (including plastic packaging, items 

containing plastic and polystyrene). 

3. If fishing vessels caught a tuna with label from tag programme, it 

should record species, length (such as fork length), weight, position of 

harvest (longitude and latitude) and other information of the caught tuna 

as far as possible, and should report to COFA as soon as possible. 

XII. Temporary Access and Fishing Vessel Chartering 
 

Fishing vessels that temporarily access to the jurisdiction of other 

countries or use fishing opportunity of other countries through chartering 
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arrangements shall strictly implement the relevant measures of the 

Commissions and the relevant regulations of this Ministry. COFA shall 

strengthen the organization and coordination of tuna fishing vessels 

chartered and temporarily access to the jurisdiction of other countries, 

and timely report the situation of temporary access and chartering 

arrangement to this Ministry, which will make notification in accordance 

with the provisions of relevant international tuna organizations. Fishing 

vessels of China that conduct access or under chartering arrangements 

shall be registered in the corresponding international tuna organization, 

and all China’s fishing vessels chartered by other countries shall not be 

allocated the fishing quotas of China. 

Except to the access cooperation uniformly organized by COFA, 

when tuna fishing vessels access to the waters of other countries through 

access agreement or chartering agreements, the enterprise that own the 

fishing vessels shall report relevant plans to COFA in advance. China's 

fishing vessels chartered by a costal state in Indian Ocean shall submit its 

chartering cooperation plan to this Ministry for approval through COFA 

in advance. Fishing vessels shall report the number of vessels operating 

during the cooperation period, the actual fishing days, the catch, 

observers on board of the fishing vessels and the installation of VMS and 

other information within 5 working days before the actual fishing 

operation and after the fishing operation completed to COFA. 
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XIII. Prohibition of Fishing for South Bluefin Tuna (SBT) 
 

Fishing vessels of China are banned from fishing for SBT. To 

avoid illegal or accidental fishing of SBT, fishing vessels of China are 

required to observe the following measures: 

1. No retention on board, transshipping and landing SBT, the 

incident caught SBT shall be released immediately and recorded in the 

fishing log book. 

2. In the Indian Ocean: It shall prohibit from fishing in the areas of 

30ºS to 45ºS, 20ºE to 45ºE and 30ºS to 45ºS, 70ºE to 140º E from 1 

September to 31 October. It shall prohibit from fishing in SBT spawning 

ground of 10ºS to 20ºS, 100ºE to 130ºE  all year round. 

3. In the western and central Pacific Ocean: It shall prohibit from 

fishing in the areas of 37ºS to 45ºS, 170ºE to 180ºE and 45ºS to 50ºS, 

150ºE to 170ºE a ll year round. 

4. In the Atlantic Ocean: It shall prohibit from fishing in the area of 

40ºS to 45°S and 10ºW to 20ºE all year round. 

COFA shall complete its work on vessel monitor and early warning, 

once detecting a fishing vessel is in violation of above regulation, it shall 

immediately ask the vessel to leave the prohibited area, and report the 

case to this Ministry. 

XIV. Fishing Vessel Marking 
 

The distant water fishing vessels shall paint name of the vessel, call 
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sign and port of registry and other marking on the hull according to 

relevant regulation of this Ministry, and shall ensure the marking always 

keeping clearness, and no identification, wrong identification, incomplete 

identification, altered identification and ambiguous identification of 

fishing vessels shall be prevented. 

For detailed conservation and management measures of above 

Commissions, please refer to the following websites of the Commissions 

as well as COFA: 

1. the International Commission for Conservation of Atlantic Tunas 

（ICCAT） 
 

https://www.iccat.int/en/RecRes.asp 
 

2. Indian Tuna Commission（IOTC

） http://www.iotc.org/cmms 

3. Western and Central Pacific Fisheries Commission（WCPFC

） https://www.wcpfc.int/conservation-and-management-

measures 

4. Inter-American Tropical Tuna Commission（IATTC

） http://www.iattc.org/ResolutionsActiveENG.htm 

5. China Distant Water Fisheries Information 

Network www.cndwf.org 

https://www.iccat.int/en/RecRes.asp
http://www.iotc.org/cmms
http://www.wcpfc.int/conservation-and-management-measures
http://www.wcpfc.int/conservation-and-management-measures
http://www.iattc.org/ResolutionsActiveENG.htm
http://www.cndwf.org/








































農業部漁業署 
FISHERIES AGENCY 
Ministry of Agriculture 
8F, No. 100, Sec. 2, Heping W. Rd., Taipei, Chinese Taipei.   
TEL: 886-2-23835833 FAX: 886-2-23327395  http://www.fa.gov.tw

October 13, 2023 

No.23/47 
Mr. Camille Jean Pierre Manel 
Executive Secretary 
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 
C/ Corazón de María, 8-6th floor, 
28002 Madrid, Spain 

Subject: Regulations for Implementing ICCAT Rec. 21-08 

Dear Mr. Manel, 

In accordance with ICCAT Circular 11085/2023, please find in the enclosed the 
regulations promulgated by Chinese Taipei for the implementation of Rec. 21-08. 

For conservation purpose, we have voluntarily prohibited our fishing vessels from 
engaging in the eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna (E-BFT) fishery. In 
case that our fishermen catch any E-BFT, they shall discard the concerned catch and 
record the discard information on the E-logbook and logbook. Such requirements are 
stipulated in Article 41 of the attached regulations. 

Should you have any further question, please do not hesitate to contact us. 

Sincerely yours, 

Ding-Rong Lin 
Head of Chinese Taipei Delegation to ICCAT 

Enclosure: as the attachment 

CHINESE TAIPEI
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REGULATION (EU) 2023/… 

OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 13 September 2023 

establishing a multiannual management plan for bluefin tuna  

in the eastern Atlantic and the Mediterranean,  

amending Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 2017/2107, and (EU) 2019/833  

and repealing Regulation (EU) 2016/1627 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular 

Article 43(2) thereof, 

Having regard to the proposal from the European Commission, 

After transmission of the draft legislative act to the national parliaments, 

Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee1, 

Acting in accordance with the ordinary legislative procedure2, 

                                                 

1 OJ C 232, 14.7.2020, p. 36. 
2 Position of the European Parliament of 28 April 2021 (not yet published in the Official 

Journal) and position of the Council at first reading of 26 June 2023 (not yet published in the 

Official Journal). Position of the European Parliament of … (not yet published in the 

Official Journal). 
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Whereas: 

(1) One of the objectives of the common fisheries policy (CFP) as set out in Regulation 

(EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council1, is to ensure that the 

exploitation of marine biological resources provides sustainable economic, environmental 

and social benefits. 

(2) By means of Council Decision 98/392/EC2, the Union approved the United Nations 

Convention on the Law of the Sea and the Agreement for the Implementation of the 

Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 

relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly 

Migratory Fish Stocks, which contain principles and rules with regard to the conservation 

and management of the living resources of the sea. In the framework of its wider 

international obligations, the Union takes part in efforts made in international waters to 

conserve fish stocks. 

                                                 

1 Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council 

of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations 

(EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations 

(EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC (OJ L 354, 

28.12.2013, p. 22). 
2 Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European 

Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea 

and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof 

(OJ L 179, 23.6.1998, p. 1). 
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(3) The Union is Party to the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas1 

(‘the Convention’). 

(4) At its 21st special meeting in 2018, the International Commission for the Conservation of 

Atlantic Tunas (‘ICCAT’), established by the Convention, adopted 

Recommendation 18-02 establishing a multiannual management plan for bluefin tuna in 

the eastern Atlantic and the Mediterranean (‘the Management Plan’).The Management 

Plan follows the advice of the ICCAT’s Standing Committee on Research and Statistics 

(‘SCRS’) stating that ICCAT should establish a multiannual management plan for the 

stock in 2018 since the current status of the stock no longer appears to require the 

emergency measures introduced under the recovery plan for bluefin tuna, which was 

established by Recommendation 17-07 amending Recommendation 14-04, but without 

weakening existing monitoring and control measures. 

(5) ICCAT Recommendation 18-02 repeals Recommendation 17-07, which was implemented 

in Union law by Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of 

the Council2. 

                                                 

1 International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (OJ L 162, 18.6.1986, 

p. 34). 
2 Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council 

of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic 

and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009 (OJ L 252, 

16.9.2016, p. 1). 
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(6) At its 26th regular meeting in 2019, ICCAT adopted Recommendation 19-04 amending the 

multi-annual management plan established by Recommendation 18-02. ICCAT 

Recommendation 19-04 repeals and replaces Recommendation 18-02. This Regulation 

should implement Recommendation 19-04 in Union law. 

(7) This Regulation should also implement, in full or in part, where relevant ICCAT 

Recommendations 06-07 on bluefin tuna farming, 18-10 concerning minimum standards 

for vessel monitoring systems in the ICCAT Convention Area, 96-14 regarding compliance 

in the bluefin tuna and North Atlantic swordfish fisheries, 13-13 concerning the 

establishment of an ICCAT Record of vessels 20 metres in length overall or greater 

authorised to operate in the Convention Area and 16-15 on transhipment. 
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(8) The positions of the Union within regional fisheries management organisations are to be 

based on the best available scientific advice so as to ensure that fishery resources are 

managed in accordance with the objectives of the CFP, in particular with the objective of 

progressively restoring and maintaining populations of fish stocks above biomass levels 

capable of producing maximum sustainable yield (‘MSY’), and with the objective of 

providing conditions for economically viable and competitive fishing capture and 

processing industry and land-based fishingrelated activity. According to the report issued 

by the SCRS in October 2018, bluefin tuna catches at a fishing mortality rate F0.1 are in line 

with a fishing mortality rate consistent with achieving MSY (Fmsy). The stock biomass is 

considered to be at a level ensuring MSY. The biomass value B0.1 fluctuates from being 

above that level for medium and low recruitment levels, to being below that level for the 

high level of recruitment. 

(9) The Management Plan takes into account the specificities of the different types of gear and 

fishing techniques. When implementing the Management Plan, the Union and Member 

States should promote coastal fishing activities and the use of fishing gear and techniques 

which are selective and have a reduced environmental impact, in particular gear and 

techniques used in traditional and artisanal fisheries, thereby contributing to a fair standard 

of living for local economies. 
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(10) Account should be taken of the specific characteristics and needs of small-scale and 

artisanal fisheries. In addition to relevant provisions of ICCAT Recommendation 19-04 

that remove obstacles to the participation of small-scale coastal vessels in the bluefin tuna 

fishery, Member States should make further efforts to ensure a fair and transparent 

distribution of fishing opportunities between small-scale, artisanal and larger fleets, in a 

manner consistent with their obligations under Article 17 of Regulation 

(EU) No 1380/2013. 
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(11) To ensure compliance with the CFP, Union legal acts have been adopted to establish a 

system of control, inspection and enforcement, which includes the fight against illegal, 

unreported and unregulated (IUU) fishing. In particular, Council Regulation 

(EC) No 1224/20091 establishes a Union system for control, inspection and enforcement 

with a global and integrated approach so as to ensure compliance with all the rules of the 

CFP. Commission Implementing Regulation (EU) No 404/20112 lays down detailed rules 

for the implementation of Regulation (EC) No 1224/2009. Council Regulation 

(EC) No 1005/20083 establishes a Community system to prevent, deter and eliminate IUU 

fishing. Those Regulations already include provisions that cover a number of the measures 

laid down in ICCAT Recommendation 19-04, such as fishing licences and authorisations, 

as well as certain rules on vessel monitoring systems. It is therefore not necessary for this 

Regulation to include provisions covering those measures. 

                                                 

1 Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Union control 

system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending 

Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, 

(EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, 

(EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and 

repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006 

(OJ L 343, 22.12.2009, p. 1). 
2 Commission Implementing Regulation (EU) No 404/2011 of 8 April 2011 laying down 

detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1224/2009 establishing 

a Community control system, for ensuring compliance with the rules of the Common 

Fisheries Policy (OJ L 112, 30.4.2011, p. 1). 
3 Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community 

system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending 

Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing 

Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999 (OJ L 286, 29.10.2008, p. 1). 
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(12) Regulation (EU) No 1380/2013 establishes the concept of minimum conservation reference 

size. In order to ensure consistency, the ICCAT concept of minimum size should be 

implemented into Union law as the minimum conservation reference size. 

(13) According to ICCAT Recommendation 19-04, bluefin tuna that have been caught and are 

below the minimum conservation reference size have to be discarded. The same applies to 

catches of bluefin tuna exceeding the by-catch limits established in annual fishing plans. 

For the purpose of the Union’s compliance with its international obligations under ICCAT, 

Article 4 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/981 provides for derogations 

from the landing obligation for bluefin tuna in accordance with Article 15(2) of Regulation 

(EU) No 1380/2013. Delegated Regulation (EU) 2015/98 implements certain provisions of 

Recommendation 19-04 which lay down the obligation to discard bluefin tuna for vessels 

that exceed their allocated quota or their maximum level of permitted by-catches. The 

scope of that Delegated Regulation includes vessels engaged in recreational fishing. It is 

therefore not necessary for this Regulation to cover such discard and release obligations 

and this Regulation is without prejudice to the corresponding provisions of Delegated 

Regulation (EU) 2015/98. 

                                                 

1 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98, of 18 November 2014 on the 

implementation of the Union’s international obligations, as referred to in Article 15(2) 

of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the 

International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on 

Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries (OJ L 16, 23.1.2015, 

p. 23). 
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(14) During the 2018 annual meeting, the Contracting Parties to the Convention acknowledged 

the need to reinforce controls for certain bluefin tuna operations. With that aim, it was 

agreed during that meeting that Contracting Parties to the Convention responsible for farms 

should ensure full traceability of caging operations and should undertake random controls 

based on risk analysis. 

(15) Regulation (EU) No 640/2010 of the European Parliament and of the Council1 provides for 

an electronic catch document for bluefin tuna (‘eBCD’), implementing ICCAT 

Recommendation 09-11 amending Recommendation 08-12. ICCAT 

Recommendations 17-09 and 11-20 on the application of the eBCD have recently been 

repealed by ICCAT Recommendations 18-12 and 18-13. Therefore, Regulation 

(EU) No 640/2010 has become obsolete and the Commission has adopted a proposal for a 

new Regulation implementing the most recent ICCAT rules on eBCD. As a consequence 

this Regulation should not refer to Regulation (EU) No 640/2010 but, in more general 

terms, to the catch documentation programme recommended by ICCAT. 

                                                 

1 Regulation (EU) No 640/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 

establishing a catch documentation programme for bluefin tuna Thunnus thynnus and 

amending Council Regulation (EC) No 1984/2003 (OJ L 194, 24.7.2010, p. 1). 
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(16) Taking into account that certain ICCAT recommendations are being amended frequently 

by ICCAT Contracting Parties and are likely to be amended further in the future, in order 

to swiftly implement into Union law future ICCAT recommendations amending or 

supplementing the Management Plan, the power to adopt acts in accordance with 

Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) should be 

delegated to the Commission in respect of the following matters: deadlines for reporting 

information, time periods for fishing seasons; derogations from the prohibition on the 

carry-over of unused quotas; minimum conservation reference sizes; percentages and 

parameters, the information to be submitted to the Commission; tasks for national 

observers and regional observers, reasons for refusing the authorisation to transfer fish; 

reasons for seizing the catches and ordering the release of fish. Moreover, each year, 

the Commission, representing the Union at ICCAT meetings, agrees to a number of purely 

technical ICCAT recommendations, in particular concerning capacity limitations, logbook 

requirements, catch report forms, transhipment and ICCAT transfer declarations (ITDs), 

minimum information for fishing authorisations, minimum number of fishing vessels in 

relation to the ICCAT scheme of Joint International Inspection; specifications of the 

inspection and observer scheme, standards for video recordings, release protocols, 

standards for the treatment of dead fish, caging declarations or standards for vessel 

monitoring systems, that should be implemented into Union law by means of 

Annexes I-XV to this Regulation. The power to adopt acts in accordance with Article 290 

TFEU should therefore be delegated to the Commission also in respect of amending or 

supplementing Annexes I-XV of this Regulation in line with the amended or supplemented 

ICCAT Recommendations. It is of particular importance that the Commission carry out 

appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level, and that 

those consultations be conducted in accordance with the principles laid down in the 

Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making1. In particular, to 

ensure equal participation in the preparation of delegated acts, the European Parliament 

and the Council receive all documents at the same time as Member States’ experts, and 

their experts systematically have access to meetings of Commission expert groups dealing 

with the preparation of delegated acts. 

                                                 

1 OJ L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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(17) ICCAT recommendations governing the bluefin tuna fishery, namely operations related to 

catching, transfer, transport, caging, farming, harvesting and carry-over, are highly 

dynamic. There are constant new developments in technologies to control and manage the 

fishery, such as stereoscopical cameras and alternative methods, that need to be uniformly 

applied by Member States. Similarly, operational procedures also need to be developed 

where necessary, to help Member States to comply with ICCAT rules implemented into 

Union law by this Regulation. In order to ensure uniform conditions for the 

implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the 

Commission as regards detailed rules for the carry-over of live bluefin tuna, transfer 

operations and caging operations. Those powers should be exercised in accordance with 

Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council1. 

(18) The delegated acts and implementing acts provided for in this Regulation are without 

prejudice to the implementation of future ICCAT recommendations into Union law 

through the ordinary legislative procedure. 

                                                 

1 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council 

of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms 

for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers 

(OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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(19) As this Regulation will provide a new and comprehensive management plan for bluefin 

tuna, the provisions concerning bluefin tuna laid down in Regulations (EU) 2017/21071 

and (EU) 2019/8332 of the European Parliament and of the Council should be deleted. As 

regards Article 43 of Regulation (EU) 2017/2107, the part corresponding to Mediterranean 

swordfish has been included in Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament 

and of the Council3. Certain provisions of Council Regulation (EC) No 1936/20014 should 

also be deleted. Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 2017/2107 and (EU) 2019/833 

should therefore be amended accordingly. 

                                                 

1 Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council 

of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures 

applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of 

Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, 

(EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007 (OJ L 315, 30.11.2017, p. 1). 
2 Regulation (EU) 2019/833 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 

laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of 

the Northwest Atlantic Fisheries Organisation, amending Regulation (EU) 2016/1627 and 

repealing Council Regulations (EC) No 2115/2005 and (EC) No 1386/2007 (OJ L 141, 

28.5.2019, p. 1). 
3 Regulation (EU) 2019/1154 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 

on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Council 

Regulation (EC) No 1967/2006 and Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament 

and of the Council (OJ L 188, 12.7.2019, p. 1). 
4 Council Regulation (EC) No 1936/2001 of 27 September 2001 laying down control 

measures applicable to fishing for certain stocks of highly migratory fish (OJ L 263, 

3.10.2001, p. 1). 
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(20) ICCAT Recommendation 18-02 repealed Recommendation 17-07 since the status of the 

stock no longer required the emergency measures provided for in the recovery plan for 

bluefin tuna established by that recommendation. Regulation (EU) 2016/1627, which 

implemented that recovery plan, should therefore be repealed, 

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 
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Chapter I 

General provisions 

Article 1 

Subject matter 

This Regulation lays down general rules for the uniform and effective implementation by the Union 

of the multiannual management plan for bluefin tuna (Thunnus thynnus) in the eastern Atlantic and 

the Mediterranean, as adopted by the International Commission for the Conservation of Atlantic 

Tunas (‘ICCAT’). 

Article 2 

Scope 

This Regulation applies to: 

(a) Union fishing vessels and Union vessels engaged in recreational fisheries which: 

(i) catch bluefin tuna in the Convention Area; and 

(ii) tranship or carry on board, including outside the Convention Area, bluefin tuna 

caught in the Convention Area; 
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(b) Union farms; 

(c) third country fishing vessels and third country vessels engaged in recreational fisheries that 

operate in Union waters and catch bluefin tuna in the Convention Area; 

(d) third country vessels which are inspected in Member State ports and which carry on board 

bluefin tuna caught in the Convention Area or fishery products originating from bluefin 

tuna caught in Union waters that have not been previously landed or transhipped at ports. 

Article 3 

Objective 

The objective of this Regulation is to implement the multiannual management plan for bluefin tuna, 

as adopted by ICCAT, which aims to maintain a biomass of bluefin tuna above levels capable of 

producing MSY. 

Article 4 

Relationship with other Union acts 

Unless otherwise stated in this Regulation, this Regulation applies without prejudice to other Union 

acts governing the fisheries sector, in particular: 

(1) Regulation (EC) No 1224/2009; 
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(2) Regulation (EC) No 1005/2008; 

(3) Regulation (EU) 2017/2403 of the European Parliament and of the Council1; 

(4) Regulation (EU) 2017/2107; 

(5) Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council2. 

Article 5 

Definitions 

For the purpose of this Regulation, the following definitions apply: 

(1) ‘ICCAT’ means the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas; 

(2) ‘the Convention’ means the International Convention for the Conservation of 

Atlantic Tunas; 

                                                 

1 Regulation (EU) 2017/2403 of the European Parliament and of the Council 

of 12 December 2017 on the sustainable management of external fishing fleets, and 

repealing Council Regulation (EC) No 1006/2008 (OJ L 347, 28.12.2017, p. 81). 
2 Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 

on the conservation of fisheries resources and the protection of marine ecosystems through 

technical measures, amending Council Regulations (EC) No 1967/2006, (EC) No 1224/2009 

and Regulations (EU) No 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 and 

(EU) 2019/1022 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council 

Regulations (EC) No 894/97, (EC) No 850/98, (EC) No 2549/2000, (EC) No 254/2002, 

(EC) No 812/2004 and (EC) No 2187/2005 (OJ L 198, 25.7.2019, p. 105). 
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(3) ‘fishing vessel’ means any powered vessel used for the purposes of the commercial 

exploitation of bluefin tuna resources, including catching vessels, fish processing vessels, 

support vessels, towing vessels, vessels engaged in transhipment and transport vessels 

equipped for the transportation of tuna products and auxiliary vessels, except 

container vessels; 

(4) ‘live bluefin tuna’ means bluefin tuna that is kept alive for a certain period in a trap, or 

transferred alive to a farming installation; 

(5) ‘SCRS’ means the Standing Committee on Research and Statistics of the ICCAT; 

(6) ‘recreational fishery’ means non-commercial fisheries activities exploiting marine 

biological resources; 

(7) ‘sport fishery’ means non-commercial fisheries whose members adhere to a national sport 

organisation or are issued with a national sport licence; 

(8) ‘towing vessel’ means any vessel used for towing cages; 

(9) ‘processing vessel’ means a vessel on board of which fisheries products are subject to one 

or more of the following operations, prior to their packaging: filleting or slicing, freezing 

and/or processing; 

(10) ‘auxiliary vessel’ means any vessel used to transport dead bluefin tuna (not processed) 

from a transport/farming cage, a purse seine or a trap to a designated port and/or to a 

processing vessel; 
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(11) ‘trap’ means fixed gear anchored to the bottom, usually containing a guide net that leads 

bluefin tuna into an enclosure or series of enclosures where it is kept prior to harvesting 

or farming; 

(12) ‘purse seine’ means any encircling net the bottom of which is drawn together by means of 

a purse line at the bottom of the net, which passes through a series of rings along the 

ground rope, enabling the net to be pursed and closed; 

(13) ‘caging’ means the relocation of live bluefin tuna from the transport cage or trap to the 

farming or fattening cages; 

(14) ‘catching vessel’ means a vessel used for the purposes of the commercial capture of bluefin 

tuna resources; 

(15) ‘farm’ means a marine area clearly defined by geographical coordinates, used for the 

fattening or farming of bluefin tuna caught by traps and/or purse seine vessels; a farm 

could have several farming locations, all of them defined by geographical coordinates with 

a clear definition of longitude and latitude for each one of the points of the polygon; 

(16) ‘farming’ or ‘fattening’ means caging of bluefin tuna in farms and their subsequent feeding 

aiming to fatten and increase their total biomass; 

(17) ‘harvesting’ means the killing of bluefin tuna in farms or traps; 
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(18) ‘stereoscopic camera’ means a camera with two or more lenses, with a separate image 

sensor or film frame for each lens, enabling the taking of three-dimensional images for the 

purpose of measuring the length of the fish and assisting in refining the number and weight 

of bluefin tuna; 

(19) ‘small-scale coastal vessel’ is a catching vessel with at least three of the five following 

characteristics: 

(a) length overall of less than 12 metres; 

(b) the vessel fishes exclusively inside the waters under the jurisdiction of the flag 

Member State; 

(c) the duration of fishing trips is less than 24 hours; 

(d) the maximum crew number is established at four persons; or 

(e) the vessel fishes using techniques which are selective and have a reduced 

environmental impact; 

(20) ‘joint fishing operation’ means any operation between two or more purse seine vessels 

where the catch of one purse seine vessel is attributed to one or more purse seine vessels in 

accordance with a previously agreed allocation key; 
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(21) ‘fishing actively’ means, for any catching vessel, the fact that it targets bluefin tuna during 

a given fishing season; 

(22) ‘BCD’ means a bluefin tuna catch document; 

(23) ‘eBCD’ means an electronic bluefin tuna catch document; 

(24) ‘Convention Area’ means the geographical area defined in Article 1 of the Convention; 

(25) ‘transhipment’ means the unloading of all or any of the fisheries products on board a 

fishing vessels to another fishing vessel; however, unloading of dead bluefin tuna from the 

purse seine, the trap or the towing vessel to an auxiliary vessel shall not be considered 

as transhipment; 

(26) ‘control transfer’ means any additional transfer being implemented at the request of the 

fishing/farming operators or the control authorities for the purpose of verifying the number 

of fish being transferred; 

(27) ‘control camera’ means a stereoscopic camera and/or conventional video camera for the 

purpose of the controls provided for in this Regulation; 

(28) ‘CPC’ means a Contracting Party to the Convention or a cooperating non-contracting 

party, entity or fishing entity; 

(29) ‘large scale pelagic longline vessel’ means a pelagic longline vessel greater than 24 metres 

in length overall; 
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(30) ‘transfer’ means any transfer of: 

(a) live bluefin tuna from the catching vessel’s net to the transport cage; 

(b) live bluefin tuna from the transport cage to another transport cage; 

(c) the cage with live bluefin tuna from a towing vessel to another towing vessel; 

(d) the cage with live bluefin tuna from one farm to another, and live bluefin tuna 

between different cages in the same farm; 

(e) live bluefin tuna from the trap to the transport cage independently of the presence of 

a towing vessel; 

(31) ‘operator’ means the natural or legal person who operates or holds any undertaking 

carrying out any of the activities related to any stage of production, processing, marketing, 

distribution or retail chains of fisheries and aquaculture products; 

(32) ‘gear group’ means a group of fishing vessels using the same gear for which a group quota 

has been allocated; 

(33) ‘fishing effort’ means the product of the capacity and the activity of a fishing vessel; for a 

group of fishing vessels it means the sum of the fishing effort of all vessels in the group; 

(34) ‘responsible Member State’ means the flag Member State or the Member State under 

whose jurisdiction the relevant farm or trap is located. 
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Chapter II  

Management Measures 

Article 6 

Conditions associated with fisheries management measures 

1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the fishing effort of its 

catching vessels and its traps is commensurate with the bluefin tuna fishing 

opportunitiesavailable to that Member State in the eastern Atlantic and the Mediterranean. 

Measures adopted by Member States shall include establishing individual quotas for their 

catching vessels over 24 metres in length overall included in the list of authorised vessels 

referred to in Article 26. 

2. Each Member State shall require catching vessels to proceed immediately to a port 

designated by it when the individual quota of the vessel is deemed to be exhausted, in 

accordance with Article 35 of Regulation (EC) No 1224/2009. 

3. Chartering operations shall not be permitted in the bluefin tuna fishery. 
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Article 7  

Carry-over of non-harvested live bluefin tuna 

1. The carry-over of non-harvested live bluefin tuna from previous years’ catches within a 

farm may be permitted only if a reinforced system of control is developed and reported by 

the Member State to the Commission. That system shall be an integral part of the Member 

State’s annual inspection plan referred to in Article 14, and shall include at least the 

measures established pursuant to Articles 53 and 61. 

2. If a carry-over is permitted in accordance with paragraph 1, the following points 

shall apply: 

(a) by 25 May of each year, Member States responsible for farms shall complete and 

submit to the Commission an annual carry-over declaration which shall include: 

(i) quantities (expressed in kg) and number of fish intended to be carried over, 

(ii) catch year, 

(iii) average weight, 

(iv) flag Member State or CPC, 

(v) references of the BCD corresponding to the catches carried over, 

(vi) name and ICCAT number of the farm, 



 

 

PE-CONS 52/23     24 

   EN 
 

(vii) cage number, and 

(viii) information on harvested quantities (expressed in kg), when completed; 

(b) the quantities carried over pursuant to paragraph 1 shall be placed in separate cages 

or in separate series of cages in the farm on the basis of the catch year. 

3. Before a fishing season starts, Member States responsible for farms shall ensure a thorough 

assessment of any live bluefin tuna carried over after bulk-harvests in farms under their 

jurisdiction. With that aim, all carried-over live bluefin tuna of the catch year subject to 

bulk-harvest in farms shall be transferred to other cages using stereoscopic camera systems 

or alternative methods, provided that they ensure the same level of precision and accuracy, 

in accordance with Article 51. Fully documented traceability shall be ensured at all times. 

Carry-over of bluefin tuna from years that were not subject to bulk-harvest shall be 

controlled annually by applying the same procedure to appropriate samples based on a 

risk assessment. 

4. The Commission may adopt implementing acts laying down detailed rules to develop a 

reinforced control system for the carry-over of live bluefin tuna. Those implementing acts 

shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 68. 
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Article 8 

Carry-over of unused quotas 

The carry-over of unused quotas shall not be permitted. 

Article 9 

Quota transfers 

1. Transfers of quotas between the Union and other CPCs shall only be carried out with the 

prior authorisation of the Member States and/or CPCs concerned. The Commission shall 

notify the ICCAT Secretariat 48 hours prior to any such transfer of quotas. 

2. The transfer of quotas within gear groups, by-catch quotas and individual fishing quotas of 

each Member State shall be allowed, provided that the Member States concerned inform 

the Commission of such transfers in advance, so that the Commission can inform the 

ICCAT Secretariat prior to the transfer taking effect. 

Article 10 

Quota deductions in the event of overfishing 

If Member States overfish the quotas allocated to them and the situation cannot be remedied by 

quota exchanges pursuant to Article 16(8) of Regulation (EU) No 1380/2013, Articles 37 and 105 

of Regulation (EC) No 1224/2009 shall apply. 
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Article 11 

Annual fishing plans 

1. Each Member State with a bluefin tuna quota shall establish an annual fishing plan. That 

plan shall include, at least, the following information for the catching vessels and traps: 

(a) the quotas allocated to each gear group, including by-catch quotas; 

(b) where applicable, the method used to allocate and manage quotas; 

(c) the measures to ensure the respect of individual quotas; 

(d) open fishing seasons for each gear category; 

(e) information on designated ports; 

(f) the rules on by-catch; and 

(g) the number of catching vessels, other than bottom trawlers, above 24 metres in length 

overall and purse seine vessels that are authorised to operate for bluefin tuna in the 

eastern Atlantic and the Mediterranean. 

2. Member States that have small-scale coastal vessels authorised to fish for bluefin tuna shall 

allocate a specific sectorial quota for those vessels and shall include such allocation in their 

fishing plans. They shall also include additional measures to closely monitor the quota 

consumption by that fleet in their monitoring, control and inspection plans. Member States 

may authorise a different number of vessels to fully utilise their fishing opportunities, 

using the parameters referred to in paragraph 1. 
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3. Portugal and Spain may allocate sectorial quotas for bait-boats operating in the Union 

waters of the archipelagos of the Azores, Madeira and the Canary Islands. Those sectorial 

quotas shall be included in their annual fishing plans and additional measures to monitor 

the consumption of those quotas shall be clearly set out in their annual monitoring, control 

and inspection plans. 

4. When Member States allocate sectorial quotas in accordance with paragraph 2 or 3, the 

minimum quota requirement of 5 tonnes set in the applicable Union act for the allocation 

of fishing opportunities shall not apply. 

5. Any amendment to the annual fishing plan shall be submitted by the Member State 

concerned to the Commission at least three working days before the start of the fishing 

activity to which the amendment relates. The Commission shall forward the amendment to 

the ICCAT Secretariat at least one working day before the start of the fishing activity to 

which the amendment relates. 

Article 12 

Allocation of fishing opportunities 

In accordance with Article 17 of Regulation (EU) No 1380/2013, when allocating the fishing 

opportunities available to them, Member States shall use transparent and objective criteria, 

including those of an environmental, social and economic nature, and shall also endeavour to 

distribute national quotas fairly among the various fleet segments, giving special consideration to 

traditional and artisanal fisheries, and to provide incentives to Union fishing vessels deploying 

selective fishing gear or using fishing techniques with reduced environmental impact. 
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Article 13 

Annual fishing capacity management plans 

Each Member State with a bluefin tuna quota shall establish an annual fishing capacity management 

plan. In that plan, the Member State shall adjust the number of catching vessels and traps in a way 

that ensures that the fishing capacity is commensurate with the fishing opportunities allocated to 

catching vessels and traps for the relevant quota period. The Member State shall adjust the fishing 

capacity using the parameters defined in the applicable Union act for the allocation of fishing 

opportunities. The adjustment of Union fishing capacity for purse seine vessels shall be limited to a 

maximum variation of 20 % compared to the baseline fishing capacity of 2018. 

Article 14  

Annual inspection plans 

Each Member State with a bluefin tuna quota shall establish an annual inspection plan with a view 

to ensuring compliance with this Regulation. Each Member State shall submit its respective plan to 

the Commission. Each Member State shall establish its plan in accordance with: 

(a) the objectives, priorities and procedures as well as benchmarks for inspection activities set 

out in the specific control and inspection programme for bluefin tuna established under 

Article 95 of Regulation (EC) No 1224/2009; 
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(b) the national control action programme for bluefin tuna established under Article 46 of 

Regulation (EC) No 1224/2009. 

Article 15 

Annual farming management plans 

1. Each Member State with a bluefin tuna quota shall establish an annual farming 

management plan. 

2. In the annual farming management plan, each Member State shall ensure that the total 

input capacity and the total farming capacity are commensurate with the estimated amount 

of bluefin tuna available for farming. 

3. Member States shall limit their tuna farming capacity to the total farming capacity 

registered in the ICCAT ‘record of bluefin tuna farming facilities’ or authorised and 

declared to ICCAT in 2018. 

4. The maximum input of wild caught bluefin tuna into the farms of a Member State shall be 

limited to the level of the input quantities registered with ICCAT in the ‘record of bluefin 

tuna farming facilities’ by the farms of that Member State in the years 2005, 2006, 2007 

or 2008. 
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5. If a Member State needs to increase the maximum input of wild caught tuna in one or more 

of its tuna farms, that increase shall be commensurate with the fishing opportunities 

allocated to that Member State, and with any live bluefin tuna imports from another 

Member State or Contracting Party. 

6. Member States responsible for the farms shall ensure that scientists tasked by the SCRS 

with trials to identify growth rates during the fattening period have access to the farms and 

assistance to carry out their duties. 

7. Where appropriate, Member States shall submit revised farming management plans to 

the Commission by 15 May each year. 

Article 16 

Transmission of annual plans 

1. By 31 January of each year, each Member State with a bluefin tuna quota shall submit the 

following plans to the Commission: 

(a) the annual fishing plan for the catching vessels and traps fishing bluefin tuna in the 

eastern Atlantic and the Mediterranean, established in accordance with Article 11; 
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(b) the annual fishing capacity management plan established in accordance 

with Article 13; 

(c) the annual inspection plan established in accordance with Article 14; and 

(d) the annual farming management plan established in accordance with Article 15. 

2. The Commission shall compile the plans referred to in paragraph 1 and use them for the 

establishment of a Union annual plan. The Commission shall transmit the Union annual 

plan to the ICCAT Secretariat by 15 February of each year for discussion and approval 

by ICCAT. 
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3. In the event that a Member State fails to submit a plan referred to in paragraph 1 to the 

Commission within the deadline laid down in that paragraph, the Commission may decide 

to transmit the Union plan to the ICCAT Secretariat without the plans of the Member State 

concerned. At the request of the Member State concerned, the Commission shall endeavour 

to take into account one of the plans referred to in paragraph 1 submitted after the deadline 

laid down in that paragraph, but before the deadline provided for in paragraph 2. If a plan 

submitted by a Member State does not comply with the provisions of this Regulation 

relating to the annual fishing, capacity, inspection and farming plans or contains a serious 

fault that may lead to the non-endorsement of the Union annual plan by the ICCAT 

Commission, the Commission may decide to transmit the Union annual plan to the ICCAT 

Secretariat without the plans of the Member State concerned. The Commission shall 

inform the Member State concerned as soon as possible and shall endeavour to include any 

revised plans submitted by that Member State in the Union annual plan or in amendments 

to the Union annual plan, provided that those revised plans comply with the provisions of 

this Regulation relating to the annual fishing, capacity, inspection and farming plans. 
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Chapter III  

Technical Measures 

Article 17 

Fishing seasons 

1. Purse seine fishing for bluefin tuna shall be permitted in the eastern Atlantic and the 

Mediterranean from 26 May until 1 July of each year. 

2. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, Cyprus and Greece may request in 

their annual fishing plans, as referred to in Article 11, that purse seine vessels flying their 

flag be allowed to fish for bluefin tuna in the Eastern Mediterranean (FAO fishing 

areas 37.3.1 and 37.3.2) from 15 May until 1 July of each year. 

3. By way of derogation from paragraph 1 of this Article, Croatia may request in its annual 

fishing plan, as referred to in Article 11, that purse seine vessels flying its flag be allowed 

to fish for bluefin tuna for farming purposes in the Adriatic Sea (FAO fishing area 37.2.1) 

from 26 May until 15 July of each year. 
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4. By way of derogation from paragraph 1, if a Member State provides evidence to the 

Commission that, due to weather conditions, some of its purse seine vessels fishing for 

bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean were unable to utilise their 

normal fishing days during a year, that Member State may decide that, for individual purse 

seine vessels affected by that situation, the fishing season referred in paragraph 1 be 

extended by an equivalent number of lost days up to 10 days. The inactivity of the vessels 

concerned, and in the case of a joint fishing operation of all vessels involved, shall be duly 

justified with weather reports and vessel monitoring system (VMS) positions. 

5. Bluefin tuna fishing shall be permitted in the eastern Atlantic and the Mediterranean by 

large-scale pelagic longline vessels during the period from 1 January to 31 May. 

6. Member States shall establish fishing seasons for their fleets, other than purse seine vessels 

and large scale pelagic longline vessels, in their annual fishing plans. 

Article 18 

Landing obligation 

This Chapter shall be without prejudice to Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013, including 

any applicable derogations thereto. 
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Article 19 

Minimum conservation reference size 

1. It shall be prohibited to catch, retain on board, tranship, transfer, land, transport, store, sell, 

display or offer for sale bluefin tuna weighing less than 30 kg or with a fork length of less 

than 115 cm, including when caught as by-catch or in recreational fisheries. 

2. By way of derogation from paragraph 1, a minimum conservation reference size for bluefin 

tuna of 8 kg or 75 cm fork length shall apply to the following fisheries: 

(a) bluefin tuna caught in the eastern Atlantic by baitboats and trolling boats; 

(b) bluefin tuna caught in the Mediterranean by the small-scale costal fleet fishery for 

fresh fish by baitboats, longliners and handliners; and 

(c) bluefin tuna caught in the Adriatic Sea by vessels flying the flag of Croatia for 

farming purposes. 

3. Specific conditions applying to the derogation referred in paragraph 2 are set out 

in Annex I. 
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4. Member States shall issue a fishing authorisation to vessels fishing under the derogations 

referred to in paragraphs 2 and 3 of Annex I. The vessels concerned shall be indicated in 

the list of catching vessels referred to in Article 26. 

5. Fish below the minimum conservation reference sizes set out in this Article that are 

discarded dead shall be counted against the quota of the Member State concerned. 

Article 20 

Incidental catches below the minimum conservation reference size 

1. By way of derogation from Article 19(1), all catching vessels and traps fishing actively for 

bluefin tuna shall be allowed a maximum of 5 % by number of incidental catches of 

bluefin tuna weighing between 8 and 30 kg or, alternatively, with a fork length between 75 

and 115 cm. 

2. The percentage of 5 % referred to in paragraph 1 shall be calculated on the basis of the 

total catches of bluefin tuna retained on board a vessel, or inside the trap, at any time after 

each fishing operation. 

3. Incidental catches shall be deducted from the quota of the Member State responsible for 

the catching vessel or trap. 
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4. Incidental catches of bluefin tuna below the minimum conservation reference size shall be 

subject to Articles 31, 33, 34 and 35. 

Article 21 

By-catches 

1. Each Member State shall make provision for by-catch of bluefin tuna within its quota and 

shall inform the Commission thereof when submitting its fishing plan. 

2. The level of authorised by-catches, which shall not exceed 20 % of the total catches on 

board at the end of each fishing trip, and the methodology used to calculate those by-

catches in relation to the total catch on board, shall be clearly defined in the annual fishing 

plan as referred to in Article 11. The percentage of by-catches may be calculated in weight 

or in number of individuals. The calculation in number of individuals shall only apply to 

tuna and tuna-like species managed by the ICCAT. The level of authorised by-catches for 

the small-scale coastal vessels fleet may be calculated on an annual basis. 

3. All by-catches of dead bluefin tuna that are retained on board or discarded shall be 

deducted from the quota of the flag Member State and recorded and reported to the 

Commission in accordance with Articles 31 and 32. 

4. For Member States without a bluefin tuna quota, the by-catches concerned shall be 

deducted from the specific Union bluefin tuna by-catch quota established in accordance 

with Article 43(3) TFEU and Article 16 of Regulation (EU) No 1380/2013. 
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5. If the total quota allocated to a Member State has been exhausted, the catching of any 

bluefin tuna shall not be permitted by vessels flying its flag and that Member State shall 

take the necessary measures to ensure the release of the bluefin tuna caught as by-catch. If 

the specific Union bluefin tuna by-catch quota established in accordance with Article 43(3) 

TFEU and Article 16 of Regulation (EU) No 1380/2013 has been exhausted, the catching 

of any bluefin tuna shall not be permitted by vessels flying the flag of Member States 

without a bluefin tuna quota, and those Member States shall take the necessary measures to 

ensure the release of the bluefin tuna caught as by-catch. In those cases, the processing and 

commercialisation of dead bluefin tuna shall be prohibited and all catches shall be 

recorded. Member States shall report information on such quantities of dead bluefin tuna 

by-catch on an annual basis to the Commission, which shall transmit that information to 

the ICCAT Secretariat. 

6. Vessels not fishing actively for bluefin tuna shall clearly separate any quantity of bluefin 

tuna retained on board from other species, to allow control authorities to monitor 

compliance with this Article. Those by-catches may be marketed insofar as they are 

accompanied by the eBCD. 

Article 22 

Use of aerial means 

It shall be prohibited to use any aerial means, including aircraft, helicopters or any types of 

unmanned aerial vehicles to search for bluefin tuna. 
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Chapter IV  

Recreational fisheries 

Article 23 

Specific quota for recreational fisheries 

1. Each Member State with a bluefin tuna quota shall regulate recreational fisheries by 

allocating a specific quota for the purpose of those fisheries. Possible dead bluefin tuna 

shall be taken into account in such allocation, including in the framework of catch-and-

release fishing. Member States shall inform the Commission of the quota allocated to 

recreational fisheries when submitting their fishing plans. 

2. Catches of dead bluefin tuna shall be reported and counted against the quota of 

the Member State. 
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Article 24 

Specific conditions for recreational fisheries 

1. Each Member State with a bluefin tuna quota allocated to recreational fisheries shall 

regulate recreational fisheries by issuing fishing authorisations to vessels for the purpose of 

recreational fishing. Upon request by ICCAT, Member States shall make available to the 

Commission the list of recreational vessels which have been granted a fishing authorisation 

to catch bluefin tuna. The Commission shall forward that list to ICCAT. The list shall 

contain the following information for each vessel: 

(a) name of vessel; 

(b) register number; 

(c) ICCAT record number (if any); 

(d) any previous name; and 

(e) name and address of owner(s) and operator(s). 

2. In recreational fisheries, it shall be prohibited to catch, retain on board, tranship or land 

more than one bluefin tuna per vessel per day. 
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3. The marketing of bluefin tuna caught in recreational fisheries shall be prohibited. 

4. Each Member State shall record catch data including the weight and, where possible, the 

length of each bluefin tuna caught in recreational fisheries and communicate the data for 

the preceding year to the Commission by 30 June each year. The Commission shall 

forward that information to the ICCAT Secretariat. 

5. Each Member State shall take the measures necessary to ensure, to the greatest extent 

possible, the release of bluefin tuna, especially juveniles, caught alive in recreational 

fisheries. Any bluefin tuna landed shall be whole, gilled and/or gutted. 

Article 25 

Catch, tag and release 

1. By way of derogation from Article 23(1), Member States authorising ‘catch and release’ 

fishing in the north-east Atlantic conducted exclusively by sport fisheries vessels may 

allow a limited number of sport fishery vessels to target bluefin tuna with the purpose of 

catch, tag and release’ fishing without the need to allocate a specific quota to them. Such 

vessels shall operate in the context of a scientific project of a research institute integrated 

in a scientific research programme. The results of the project shall be communicated to the 

relevant authorities of the flag Member State. 
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2. Vessels conducting scientific research under the ICCAT Research Programme for bluefin 

tuna shall not be deemed to conduct ‘catch, tag and release’ activities as referred to in 

paragraph 1. 

3. Member States authorising ‘catch, tag and release’ activities, shall: 

(a) submit description of those activities and the measures applicable thereto as an 

integral part of their fishing and inspection plans referred to in Articles 12 and 15; 

(b) closely monitor the activities of the vessels concerned to ensure their compliance 

with this Regulation; 

(c) ensure that the tagging and releasing operations are performed by trained personnel 

to ensure a high survival rate of the individuals; and 

(d) submit an annual report to the Commission, by 30 June each year, on the scientific 

activities conducted. The Commission shall forward the report to the ICCAT 

Secretariat 60 days before the SCRS meeting of the following year. 

4. Any bluefin tuna that dies during ‘catch, tag and release’ activities shall be reported and 

deducted from the quota of the flag Member State. 
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Chapter V 

Control Measures 

SECTION 1 

LISTS AND RECORDS OF VESSELS AND TRAPS 

Article 26 

Lists and Records of vessels 

1. Each year, one month before the start of the period of authorisation, Member States shall 

submit to the Commission the following vessel lists in the format set out in the last version 

of the ICCAT Guidelines for submitting data and information: 

(a) a list of all catching vessels authorised to fish actively for bluefin tuna; and 

(b) a list of all other fishing vessels used for the purposes of commercial exploitation of 

bluefin tuna resources. 

The Commission shall forward that information to the ICCAT Secretariat 15 days before 

the start of the fishing activity, so that those vessels can be entered into the ICCAT record 

of authorised vessels and, if relevant, into the ICCAT record of vessels 20 metres in length 

overall or greater authorised to operate in the Convention Area. 
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2. During a calendar year, a fishing vessel may be included in both of the lists referred to in 

paragraph 1 provided that it is not included in both lists at the same time. 

3. The information on vessels referred to in points (a) and (b) of paragraph 1 shall contain the 

vessel’s name and Union fleet register number (CFR) as defined in Annex I to Commission 

Implementing Regulation (EU) 2017/2181. 

4. The Commission shall not accept any retroactive submission of the lists referred to in 

paragraph 1. 

5. Subsequent changes to the lists referred to in paragraph 1, during a calendar year, shall 

only be accepted if a notified fishing vessel is prevented from participating in the fishery 

due to legitimate operational reasons or force majeure. In such circumstances, the Member 

State concerned shall immediately inform the Commission of that fact, and shall provide: 

(a) full details of the fishing vessel(s) intended to replace that fishing vessel; and 

(b) a comprehensive account of the reason justifying the replacement and any relevant 

supporting evidence or references. 

6. The Commission shall, if necessary, modify during the year the information on the vessels 

referred to in paragraph 1 of this article, by providing updated information to the ICCAT 

Secretariat in accordance with Article 7(6) of Regulation (EU) 2017/2403. 

                                                 

1 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/218 of 6 February 2017 on the Union 

fishing fleet register (OJ L 34, 9.2.2017, p. 9). 
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Article 27  

Fishing authorisations for vessels 

1. Member States shall issue fishing authorisations to vessels included in one of the lists 

referred to in Article 26(1) and (5). Fishing authorisations shall contain as a minimum the 

information set out in Annex VII and shall be issued in the format laid down in that Annex. 

Member States shall ensure that the information contained in the fishing authorisation is 

accurate and consistent with this Regulation. 

2. Without prejudice to Article 21(6), Union fishing vessels not entered into the ICCAT 

records referred to in Article 26(1) shall be deemed not to be authorised to fish for, retain 

on board, tranship, transport, transfer, process or land bluefin tuna in the eastern Atlantic 

and the Mediterranean. 

3. The flag Member State shall withdraw the fishing authorisation for bluefin tuna issued to a 

vessel, and may require the vessel to proceed immediately to a port designated by it, when 

the individual quota assigned to the vessel is exhausted. 
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Article 28 

Lists and records of traps authorised to fish for bluefin tuna 

1. As part of their fishing plans, each Member State shall submit , a list of traps authorised to 

fish for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean to the Commission. The 

Commission shall forward that information to the ICCAT Secretariat so that those traps 

can be entered into the ICCAT record of traps authorised to fish for bluefin tuna. 

2. Member States shall issue fishing authorisations for traps included in the list referred to in 

paragraph 1. Fishing authorisations shall contain as a minimum the information and use the 

format set out in Annex VII. Member States shall ensure that the information contained in 

the fishing authorisation is accurate and consistent with this Regulation. 

3. Union traps not entered into the ICCAT record of traps authorised to fish for bluefin tuna 

shall not be deemed to be authorised to fish for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the 

Mediterranean. It shall be prohibited to retain on board, transfer, cage or land bluefin tuna 

caught by those traps. 

4. The flag Member State shall withdraw the fishing authorisation for bluefin tuna issued to 

traps when the quota assigned to them is deemed exhausted. 
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Article 29 

Information on fishing activities 

1. By 15 July each year, each Member State shall submit to the Commission detailed 

information on bluefin tuna catches in the eastern Atlantic and the Mediterranean in the 

preceding year. The Commission shall forward that information to the ICCAT Secretariat 

by 31 July each year. This information shall include: 

(a) the name and ICCAT number of each catching vessel; 

(b) the period of authorisation(s) for each catching vessel; 

(c) the total catches of each catching vessel, including zero catches, throughout the 

period of authorisation(s); 

(d) the total number of days each catching vessel fished in the eastern Atlantic and the 

Mediterranean throughout the period of authorisation(s); and 

(e) the total catch outside their period of authorisation (by-catch). 
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2. Member States shall submit the following information to the Commission for fishing 

vessels flying their flag which were not authorised to fish actively for bluefin tuna in the 

eastern Atlantic and the Mediterranean but which caught bluefin tuna as by-catch: 

(a) the name and ICCAT number or, if not registered with ICCAT, the national registry 

number of the vessel; and 

(b) the total catches of bluefin tuna. 

3. Member States shall notify the Commission of any information concerning any vessels not 

included in paragraphs 1 and 2 but known or presumed to have fished for bluefin tuna in 

the eastern Atlantic and the Mediterranean. The Commission shall transmit that 

information to the ICCAT Secretariat as soon as the information is available. 

Article 30  

Joint fishing operations 

1. Any joint fishing operation for bluefin tuna shall only be allowed if participating vessels 

are authorised by the flag Member State(s). To be authorised, each purse seine vessel shall 

be required to be equipped to fish for bluefin tuna, to have an individual quota, and to 

comply with the reporting obligations set out in Article 32. 
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2. The quota allocated to a joint fishing operation shall be equal to the total of the quotas 

allocated to participating purse seine vessels. 

3. Union purse seine vessels shall not engage in joint fishing operations with purse seine 

vessels from other CPCs. 

4. The application form for the authorisation to participate in a joint fishing operation is set 

out in Annex IV. Each Member State shall take the necessary measures to obtain the 

following information from its purse seine vessels participating in a joint fishing operation: 

(a) the requested period of authorisation of the joint fishing operation; 

(b) the identity of the operators involved; 

(c) the individual vessels’ quotas; 

(d) the allocation key between the vessels for the catches involved; and 

(e) information on the farms of destination. 
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5. At least 10 days before the start of the joint fishing operation, each Member State shall 

submit the information referred to in paragraph 4 to the Commission in the format set out 

in Annex IV. The Commission shall forward that information to the ICCAT Secretariat and 

to the flag Member State of other fishing vessels participating in the joint fishing 

operation, at least 5 days before the start of the fishing operation. 

6. In the event of force majeure, the deadlines set out in paragraph 5 shall not apply as 

regards the information on the farms of destination. In such cases, Member States shall 

submit to the Commission an update of that information as soon as possible, together with 

a description of the events constituting force majeure. The Commission shall forward that 

information to the ICCAT Secretariat. 

SECTION 2 

CATCH RECORDING 

Article 31 

Recording requirements 

1. Masters of Union catching vessels shall maintain a fishing logbook of their operations in 

accordance with Articles 14, 15, 23 and 24 of Regulation (EC) No 1224/2009 

and Section A of Annex II to this Regulation. 
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2. Masters of Union towing vessels, auxiliary vessels and processing vessels shall record their 

activities in accordance with the requirements set out in Sections B, C and D of Annex II. 

Article 32 

Catch reports sent by masters and trap operators 

1. Masters of Union catching vessels fishing actively shall send to their flag Member States 

daily catch reports during the whole period in which they are authorised to fish for bluefin 

tuna. Those reports shall not be obligatory for vessels in port, except if they are engaged in 

a joint fishing operation. The data in the reports shall be taken from logbooks and shall 

include date, time, location (latitude and longitude) and the weight and number of bluefin 

tuna caught in the Convention Area, including releases and discards of dead fish. Masters 

shall send the reports in the format set out in Annex III or in a format required by the 

Member State. 

2. Masters of purse seine vessels shall produce the daily catch reports referred to in 

paragraph 1 for each fishing operation, including operations where the catch was zero. The 

reports shall be sent by the master of the vessel or his authorised representatives to his flag 

Member State by 9.00 GMT for the preceding day. 
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3. Trap operators or their authorised representatives fishing actively for bluefin tuna shall 

produce daily reports and shall send them to their flag Member States within every 48 

hours during the whole period in which they are authorised to fish bluefin tuna. Those 

reports shall include the ICCAT register number of the trap, date and time of the catch, 

weight and number of bluefin tuna caught, including where the catch is zero, releases and 

discards of dead fish. They shall send that information in the format set out in Annex III. 

4. Masters of catching vessels other than purse seine vessels, shall transmit to their flag 

Member States the reports referred to in paragraph 1 by Tuesday 12.00 GMT for the 

preceding week ending on Sunday. 

SECTION 3  

LANDINGS AND TRANSHIPMENTS 

Article 33 

Designated ports 

1. Each Member State that has been allocated a bluefin tuna quota shall designate ports where 

landing or transhipping operations of bluefin tuna are authorised. The information on 

designated ports shall be included in the annual fishing plan referred to in Article 11. 

Member States shall inform the Commission without delay of any amendment to the 

information on designated ports. The Commission shall communicate that information to 

the ICCAT Secretariat without delay. 
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2. For a port to be determined as a designated port, the port Member State shall ensure that 

the following conditions are met: 

(a) established landing and transhipment times; 

(b) established landing and transhipment places; and 

(c) established inspection and surveillance procedures ensuring inspection coverages 

during all landing and transhipment times and at all landing and transhipment places 

in accordance with Article 35. 

3. It shall be prohibited to land or tranship from catching vessels, as well as processing 

vessels and auxiliary vessels, any quantity of bluefin tuna fished in the eastern Atlantic and 

the Mediterranean at any place other than ports designated by CPCs and Member States. 

Exceptionally, dead bluefin tuna, harvested from a trap or cage, may be transported to a 

processing vessel using an auxiliary vessel, insofar as such transporting is conducted in the 

presence of the control authority. 
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Article 34 

Prior notification of landings 

1. Article 17 of Regulation (EC) No 1224/2009 shall apply to masters of Union fishing 

vessels of a length overall of 12 metres or more included in the list of vessels referred to 

in Article 26. The prior notification under Article 17 of Regulation (EC) No 1224/2009 

shall be sent to the competent authority of Member State (including the flag Member State) 

or CPC whose ports or landing facility they wish to use. 

2. At least four hours before the estimated time of arrival at the port, masters of Union fishing 

vessels below 12 metres in length overall including processing vessels and auxiliary 

vessels included in the list of vessels referred to in Article 26, or representatives of such 

vessels, shall notify the competent authority of the Member State (including the flag 

Member State) or the CPC whose ports or landing facility they wish to use, of at least the 

following information: 

(a) estimated time of arrival; 

(b) estimated quantity of bluefin tuna retained on board; 

(c) information on the geographical area where the catches were taken; 

(d) the external identification number and the name of the fishing vessels. 
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3. Where Member States are authorised under applicable Union law to apply a shorter 

notification period than the period of four hours before the estimated time of arrival, the 

estimated quantities of bluefin tuna retained on board may be notified at the applicable 

time of notification prior to arrival. If the fishing grounds are less than four hours from the 

port, the estimated quantities of bluefin tuna retained on board may be modified at any 

time prior to arrival. 

4. The authorities of the port Member State shall keep a record of all prior notifications for 

the current year. 

5. All landings in the Union shall be controlled by the relevant control authorities of the port 

Member State and a percentage shall be inspected based on a risk assessment system 

involving quotas, fleet size and fishing effort. Full details of such control system adopted 

by each Member State shall be set out in the annual inspection plan referred to 

in Article 14. 
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6. Masters of Union catching vessels, whatever the length overall of the vessel, shall submit, 

within 48 hours after the completion of the landing, a landing declaration to the competent 

authorities of the Member State or CPC where the landing takes place and to its flag 

Member State. The master of the Union catching vessel shall be responsible for, and 

certify, the completeness and accuracy of the declaration. The landing declaration shall 

indicate, as a minimum requirement, the quantities of bluefin tuna landed and the area 

where they were caught. All landed catches shall be weighed. The port Member State shall 

send a record of the landing to the authorities of the flag Member State or CPC, 48 hours 

after the completion of the landing. 

Article 35 

Transhipments 

1. Transhipment at sea by Union fishing vessels carrying on board bluefin tuna, or by third 

country vessels in Union waters, shall be prohibited in all circumstances. 

2. Without prejudice to Article 52(2) and (3), Article 54 and Article 57 of Regulation 

(EU) 2017/2107, fishing vessels shall only tranship bluefin tuna catches in designated ports 

as referred to in Article 33 of this Regulation. 
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3. The master of the receiving fishing vessel, or the master’s representative, shall provide the 

relevant authorities of the port State at least 72 hours before the estimated time of arrival at 

port, with the information listed in the transhipment declaration template set out 

in Annex V. Any transhipment shall require the prior authorisation from the flag Member 

State or flag CPC of the transhipping fishing vessel concerned. Furthermore, the master of 

the transhipping vessel shall, at the time of the transhipment, inform its flag Member State 

or CPC of the dates required under Annex V. 

4. The port Member State shall inspect the receiving vessel on arrival and check the 

quantities and documentation relating to the transhipment operation. 

5. Masters of Union fishing vessels engaged in transhipment operations shall complete and 

transmit to their flag Member States the ICCAT transhipment declaration within 15 days 

after the completion of the transhipment. The masters of the transhipping fishing vessels 

shall complete the ICCAT transhipment declaration in accordance with Annex V. The 

transhipment declaration shall include the reference number of the eBCD to facilitate 

cross-checking of data contained thereof. 

6. The port Member State shall send a record of the transhipment to the flag Member State or 

CPC authority of the transhipping fishing vessel, within 5 days after the completion of 

the transhipment. 

7. All transhipments shall be inspected by the competent authorities of the designated port 

Member States. 
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SECTION 4 

REPORTING OBLIGATIONS 

Article 36 

Weekly reports on quantities 

Each Member State shall submit weekly catch reports to the Commission. Those reports shall 

include the data required under Article 32 as regards traps, purse seine vessels and other catching 

vessels. The information shall be structured by gear type. The Commission shall promptly forward 

that information to the ICCAT Secretariat. 

Article 37 

Information on quota exhaustion 

1. In addition to complying with Article 34 of Regulation (EC) No 1224/2009, each 

Member State shall inform the Commission when the quota allocated to a gear group is 

deemed to have reached 80 %. 
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2. In addition to complying with Article 35 of Regulation (EC) No 1224/2009, each 

Member State shall inform the Commission when the quota allocated to a gear group or to 

a joint fishing operation or to a purse seine vessel is deemed to be exhausted. That 

information shall be accompanied by official documentation proving the fishing stop or the 

call back to port issued by the Member State for the fleet, the gear group, the joint fishing 

operation, or the vessels with an individual quota including a clear indication of the date 

and the time of the closure. 

3. The Commission shall inform the ICCAT Secretariat of the dates when the Union quota of 

bluefin tuna has been exhausted. 

SECTION 5 

OBSERVER PROGRAMMES 

Article 38  

National observer programme 

1. Each Member State shall ensure that the deployment of national observers, issued with an 

official identification document, on fishing vessels and traps active in the bluefin tuna 

fishery covers at least: 

(a) 20 % of its active pelagic trawlers (over 15 metres); 

(b) 20 % of its active longline vessels (over 15 metres); 
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(c) 20 % of its active baitboats (over 15 metres); 

(d) 100 % of towing vessels; 

(e) 100 % of harvesting operations from traps. 

Member States with fewer than five catching vessels belonging to the categories listed in 

points (a), (b) and (c) of the first subparagraph and authorised to fish actively for bluefin 

tuna shall ensure that the deployment of national observers covers at least 20 % of the time 

the vessels are active in the bluefin tuna fishery. 

2. The national observer tasks shall be, in particular, the following: 

(a) to monitor compliance with this Regulation by fishing vessels and traps; 

(b) to record and report the fishing activity, including the following: 

(i) amount of catch (including by-catch), and catch disposition (retained on board 

or discarded dead or alive); 

(ii) area of catch by latitude and longitude; 

(iii) measure of effort (such as the number of sets, number of hooks), as defined in 

the ICCAT Field Manual for different gears; 
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(iv) date of catch; 

(c) to verify entries made in the logbook; 

(d) to sight and record vessels that may be fishing contrary to ICCAT 

conservation measures. 

3. In addition to the tasks referred to in paragraph 2, national observers shall carry out 

scientific work, including the collection of necessary data, based on the guidelines from 

the SCRS. 

4 Data and information collected under each Member State’s observer programme shall be 

provided to the Commission. The Commission shall forward those data and that 

information to the SCRS or the ICCAT Secretariat, as appropriate. 

5. For the purposes of paragraphs 1 to 3, each Member State shall ensure: 

(a) representative temporal and spatial coverage to ensure that the Commission receives 

adequate and appropriate data and information on catch, effort and other scientific 

and management aspects, taking into account characteristics of the fleets 

and fisheries; 

(b) robust data collection protocols; 

(c) that observers are properly trained and approved before deployment; 

(d) to the extent practicable, minimal disruption to the operations of vessels and traps 

fishing in the Convention Area. 
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Article 39 

ICCAT regional observer programme 

1. Member States shall ensure the effective implementation of the ICCAT regional observer 

programme as set out in this Article and in Annex VIII. 

2. Member States shall ensure that an ICCAT regional observer is present: 

(a) on all purse seine vessels authorised to fish bluefin tuna; 

(b) during all transfers of bluefin tuna from purse seine vessels; 

(c) during all transfers of bluefin tuna from traps to transport cages; 

(d) during all transfers of bluefin tuna from one farm to another; 

(e) during all cagings of bluefin tuna in farms; 

(f) during all harvesting of bluefin tuna from farms; and 

(g) during the release of bluefin tuna from farming cages into the sea. 

3. Purse seine vessels without an ICCAT regional observer shall not be authorised to fish for 

bluefin tuna. 
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4. Member States shall ensure that one ICCAT regional observer is assigned to each farm for 

the whole period of caging operations. In the event of force majeure, and following 

confirmation by the farming Member State of those circumstances that constitute force 

majeure, an ICCAT regional observer may be shared by more than one farm to guarantee 

the continuity of farming operations, if it is ensured that the observer tasks are duly 

accomplished. However, the Member State responsible for the farms shall immediately 

request the deployment of an additional regional observer. 

5. The ICCAT regional observers’ tasks shall be, in particular to: 

(a) observe and monitor fishing and farming operations in compliance with the relevant 

ICCAT conservation and management measures, including through access to 

stereoscopic camera footage at the time of caging that enables the measuring of 

length and the estimation of the corresponding weight; 

(b) sign the ITDs and BCDs when the information contained therein is consistent with 

their own observations. Otherwise, the ICCAT regional observer shall indicate 

his/her presence on the ITDs and BCDs and the reasons of disagreement quoting 

specifically the rule(s) or procedure(s) that has not been respected; 

(c) carry out scientific work, including collecting samples, based on the guidelines from 

the SCRS. 

6. Masters, crew, and farm, trap and vessel operators shall not obstruct, intimidate, interfere 

with, or influence by any means regional observers in the performance of their duties. 
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SECTION 6  

TRANSFER OPERATIONS 

Article 40 

Transfer authorisation 

1. Before any transfer operation, the master of the catching or towing vessel or the master’s 

representatives or the operator of the farm or trap where the transfer originates, shall send 

to the flag Member State, or to the Member State responsible for the farm or trap, a prior 

transfer notification indicating: 

(a) the name of the catching vessel or farm or trap and ICCAT record number; 

(b) the estimated time of transfer; 

(c) the estimated quantity of bluefin tuna to be transferred; 

(d) information on the position (latitude/longitude) where the transfer will take place and 

cage identification numbers; 

(e) the name of the towing vessel, number of cages towed and ICCAT record number 

where appropriate; and 

(f) the destination port, farm or cage of the bluefin tuna. 
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2. For the purposes of paragraph 1, Member States shall assign a unique number to each 

transport cage. If several transport cages need to be used when transferring a catch 

corresponding to one fishing operation, only one ITD is required, but the numbers of each 

transport cage used shall be recorded in the ITD, clearly indicating the quantity of bluefin 

tuna transported in each cage. 

3. Cage numbers shall be issued with a unique numbering system that includes at least the 

alpha-3 code corresponding to the farming Member State followed by three numbers. 

Unique cage numbers shall be permanent and shall not be transferable from one cage 

to another. 

4. The Member State to which a transfer notification has been sent pursuant to paragraph 1 

shall assign and communicate to the master of the fishing vessel, or operator of the trap or 

farm as appropriate, an authorisation number for each transfer operation. The authorisation 

number shall include the three letter Member State code, four numbers showing the year 

and three letters indicating either positive authorisation (AUT) or negative (NEG) followed 

by sequential numbers. 

5. The Member State to which a transfer notification has been sent pursuant to paragraph 1 

shall authorise or refuse to authorise the transfer within 48 hours following the submission 

of the prior transfer notification. The transfer operation shall not begin without the prior 

positive authorisation issued. 

6. The transfer authorisation shall not prejudge the confirmation of the caging operation. 
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Article 41 

Refusal of the transfer authorisation and release of bluefin tuna 

1. The Member State to which a prior transfer notification has been sent pursuant to 

Article 40(1) shall refuse to authorise the transfer if, on receipt of the prior notification of 

transfer, it considers that: 

(a) the catching vessel or the trap declared to have caught the fish did not have a 

sufficient quota; 

(b) the quantity of fish has not been duly reported by the catching vessel or trap, or was 

not authorised to be caged; 

(c) the catching vessel declared to have caught the fish did not have a valid authorisation 

to fish for bluefin tuna issued in accordance with Article 27; or 

(d) the towing vessel declared to receive the transfer of fish is not registered in the 

ICCAT record of other fishing vessels referred to in Article 26, or is not equipped 

with a fully-functioning VMS or equivalent tracking device. 

2. If the Member State to which a transfer notification has been sent pursuant to Article 40(1), 

refuses the transfer, it shall immediately issue a release order to the master of the catching 

or of the towing vessel or to the operator of the trap or farm as appropriate, to inform them 

that the transfer is not authorised and require them to release of the fish into the sea in 

accordance with Annex XII. 
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3. In the event of a technical failure of its VMS during the transport to the farm, the towing 

vessel shall be replaced by another towing vessel with a fully-functioning VMS, or a new 

operative VMS shall be installed or used, as soon as feasible and not later than 72 hours 

after that technical failure. That period of 72 hours may be exceptionally extended in the 

event of force majeure or legitimate operational constraints. The technical failure shall be 

immediately communicated to the Commission, which shall inform the ICCAT Secretariat. 

The master or the master’s representative shall, from the time the technical failure was 

detected until it is remedied, communicate every four hours to the control authorities of the 

flag Member State the updated geographical coordinates of the fishing vessel by 

appropriate telecommunication means. 

Article 42 

ICCAT transfer declaration 

1. The masters of catching or towing vessels or the operator of the farm or trap shall complete 

and transmit to the responsible Member State the ITD at the end of the transfer operation in 

accordance with the format set out in Annex VI. 

2. The ITD forms shall be numbered by the authorities of the Member State responsible for 

the fishing vessel, farm or trap from where the transfer originates. The number of the ITD 

form shall include the three-letter Member State code, followed by four numbers showing 

the year and three sequential numbers followed by the three letters ITD 

(MS-20**/xxx/ITD). 
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3. The original ITD shall accompany the transfer of fish. A copy of the declaration shall be 

kept by the catching vessel or trap and towing vessels. 

4. Masters of vessels carrying out transfer operations shall report their activities in 

accordance with Annex II. 

5. Information regarding dead fish shall be recorded in accordance with the procedures set 

out in Annex XIII. 

Article 43 

Monitoring by video camera 

1. The master of the catching or towing vessel or the operator of the farm or trap shall ensure 

that the transfer is monitored by video camera in the water in order to verify the number of 

fish being transferred. The video recording shall be carried out in accordance with the 

minimum standards and procedures set out in Annex X. 

2. Where the SCRS requests the Commission to provide copies of the video records, Member 

States shall provide those copies to the Commission, which shall forward them to 

the SCRS. 
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Article 44 

Verification by ICCAT Regional observers and conduct of investigations 

1. ICCAT regional observers on board the catching vessel and trap, as referred to 

in Article 39 and Annex VIII, shall: 

(a) record and report the transfer activities carried out; 

(b) observe and estimate catches transferred; and 

(c) verify entries made in the prior transfer authorisation, as referred to in Article 40, and 

in the ITD, as referred to in Article 42. 

2. In cases where there is more than a 10 % difference in number of bluefin tuna individuals 

between the estimates made either by the regional observer, relevant control authorities or 

the master of the catching or towing vessel, or by the operator of the trap or farm, an 

investigation shall be initiated by the responsible Member State. Such investigation shall 

be concluded prior to the time of caging at the farm and in any event within 96 hours of the 

investigation being initiated, except in cases of force majeure. Pending the results of the 

investigation, caging shall not be authorised and the relevant section of the BCD shall not 

be validated. 
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3. However, in the event that the video record is of insufficient quality or clarity to estimate 

the quantities transferred, the master of the vessel or operator of the farm or trap may 

request the authorities of the responsible Member State to be authorised to conduct a new 

transfer operation and to provide the corresponding video record to the regional observer. 

If that voluntary control transfer is not performed with satisfactory results, the responsible 

Member State shall initiate an investigation. If after that investigation, it is confirmed that 

the video record is of insufficient quality or clarity to estimate the quantities transferred, 

the control authorities of the responsible Member State shall order another control transfer 

operation and provide the corresponding video record to the ICCAT regional observer. 

New transfers shall be conducted as control transfers until the quality of the video record is 

such to allow the quantities transferred to be estimated. 

4. Without prejudice to the verifications conducted by inspectors, the ICCAT regional 

observers shall sign the ITD only where their observations are in accordance with ICCAT 

conservation and management measures and the information contained in the ITD is 

consistent with their observations and includes a compliant video record in accordance 

with paragraphs 1, 2 and 3. The ICCAT observers shall also verify that the ITD is 

transmitted to the master of the towing vessel or operator of the farm or trap representative 

where applicable. If the ICCAT observers are not in agreement with the ITD, the ICCAT 

observers shall indicate their presence on the ITDs and BCDs and the reasons for 

disagreement, quoting specially the rule(s) or procedure(s) that have not been respected. 
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5. The master of the catching or towing vessels or the operators of the farm or trap shall 

complete and transmit to the responsible Member State the ITD, at the end of the transfer 

operation, in accordance with the format set out in Annex VI. Member States shall forward 

the ITD to the Commission. 

Article 45 

Implementing acts 

The Commission may adopt implementing acts laying down operational procedures for the 

application of this Section. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the 

examination procedure referred to in Article 68. 

SECTION 7 

CAGING OPERATIONS 

Article 46 

Caging authorisation and possible refusal of an authorisation 

1. Prior to the start of caging operations for each transport cage, the anchoring of transport 

cages within 0,5 nautical miles of farming facilities shall be prohibited. To that end, 

geographical coordinates corresponding to the polygon where the farm is placed shall be 

available in the farming management plans referred to in Article 15. 
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2. Before any caging operation, the Member State responsible for the farm shall request the 

approval of the caging by the Member State or CPC responsible for the catching vessel or 

trap which caught the bluefin tuna to be caged. 

3. The competent authority of the Member State responsible for the catching vessel or trap 

shall refuse to approve the caging if it considers that: 

(a) the catching vessel or trap which caught the fish did not have a sufficient quota for 

bluefin tuna; 

(b) the quantity of fish has not been duly reported by the catching vessel or trap, or 

(c) the catching vessel or trap declared to have caught the fish does not have a valid 

authorisation to fish for bluefin tuna, issued in accordance with Article 27. 

4. If the Member State responsible for the catching vessel or trap refuses to approve the 

caging, it shall: 

(a) inform the competent authority of the Member State or CPC responsible for the farm; 

and 

(b) request that competent authority to proceed to the seizure of the catches and the 

release of the fish into the sea. 
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5. The caging shall not begin without the approval, issued within one working day of the 

request, by the Member State or CPC responsible for the catching vessels or trap, or by 

the Member State responsible for the farm if agreed with the authorities of Member State 

or CPC responsible for the catching vessels or trap. If, within one working day, no 

response is received from the authorities of the Member State or CPC responsible for the 

catching vessel or trap, the competent authorities of the Member State responsible for the 

farm may authorise the caging operation. 

6. Fish shall be caged before 22 August of each year, unless the competent authorities of the 

Member State or CPC responsible for the farm provide valid reasons including force 

majeure, which shall accompany the caging report when submitted. In any event, the fish 

shall not be caged after 7 September of each year. 

Article 47 

Bluefin tuna catch documentation 

1. It shall be prohibited for Member States responsible for farms to cage bluefin tuna not 

accompanied by the documents required by ICCAT in the framework of the catch 

documentation programme of Regulation (EU) No 640/2010. The documentation shall be 

accurate and complete, and shall be validated by the Member State or CPC responsible for 

the catching vessels or traps. 
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2. Member States shall not place bluefin tuna in a farm not authorised by the Member State or 

CPC or not listed in the ICCAT record of farming facilities. 

3. Member States responsible for farms shall ensure that bluefin tuna catches are placed in 

separate cages or series of cages and partitioned on the basis of flag Member State or CPC 

of origin. By way of derogation, if the bluefin tuna are caught in the context of a joint 

fishing operation between different Member States, Member States responsible for farms 

shall ensure that bluefin tuna are placed in separate cages or series of cages and partitioned 

on the basis of joint fishing operations and catch year. 

Article 48 

Inspections 

Member States responsible for farms shall take the necessary measures to inspect each caging 

operation in the farms. 

Article 49 

Monitoring by video camera 

Member States responsible for farms shall ensure that caging operations are monitored by their 

control authorities by video camera in the water. One video record shall be produced for each 

caging operation in accordance with the procedures set out in Annex X. 
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Article 50 

Launching and conduct of investigations 

Where there is a difference of more than 10 % in number between the estimates made by either the 

ICCAT regional observer, relevant Member States control authorities and/or the farm operator, the 

Member State responsible for the farm shall initiate an investigation in cooperation with the 

Member State or CPC responsible for the catching vessel and/or trap. The Member State 

undertaking the investigations may use other information at its disposal, including the results of the 

caging programmes referred to in Article 51. 

Article 51 

Measures and programmes to estimate the number and weight of bluefin tuna to be caged 

1. Member States shall ensure that a programme using stereoscopic camera systems or 

alternative methods that ensure the same level of precision and accuracy covers 100 % of 

all caging operations, in order to estimate the number and weight of the fish. 

2. That programme shall be conducted in accordance with the procedures set out in 

Annex XI. Alternative methods may only be used if they have been endorsed by ICCAT 

during its annual meeting. 
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3. The Member State responsible for the farm shall communicate the results of the 

programme to the Member State or CPC responsible for the catching vessels, and to the 

entity operating the regional observer programme on behalf of ICCAT. 

4. When, for a single catching operation, the results of the programme indicate that the 

number of caged bluefin tuna individuals differs by more than 10 % from the quantities 

reported caught and/or transferred, the Member State responsible for the catching vessel or 

trap shall launch an investigation to determine the accurate catch weight that shall be 

deducted from the national bluefin tuna quota, in accordance with paragraph 9. 

5. When the Member State or CPC responsible for the catching vessel or trap launches an 

investigation, the Member State responsible for the farm shall cooperate fully and shall 

provide the investigating Member State or CPC with all the complementary information 

requested including the results of the analysis of the video footage concerned, and shall 

inform the Commission immediately. 

6. Member States’ competent authorities, including those whose vessels have been involved 

in the transport of the fish, shall cooperate actively, including through the exchange of all 

information and documentation at their disposal. 
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7. The competent authority of the Member State responsible for the catching vessel or trap 

shall conclude the investigation within one month from the communication of the caging 

results by the competent authority of the Member State responsible for the farm. 

8. A difference greater than 10 % between the number of bluefin tuna reported caught by the 

vessel or trap concerned and the number determined by the competent authority of the 

Member State responsible for the catching vessel or the trap as a result of the investigation 

shall constitute potential non-compliance of the vessel or trap concerned. 

9. Where an investigation concludes that bluefin tuna individuals are missing, the weight of 

the missing fish shall be deducted from the quota of the Member State responsible for the 

catching vessel or trap, as applicable, by applying the average individual weight at caging 

communicated by the competent authority of the Member State responsible for the farm, to 

the number of bluefin tuna in the catch as determined by the competent authority of the 

Member State responsible for the fishing vessel or trap resulting from its analysis of the 

first transfer video footage in the context of the investigation. 

10. Notwithstanding paragraph 9, after the consultation of the competent authorities of the 

Member State or CPC responsible for the fishing vessel involved in the transport of fish to 

the destination farm, the competent authorities of the Member State responsible for the 

catching vessel or trap and the Commission may decide not to deduct from the national 

quota the fish determined in the investigation as having been lost, when the losses have 

been duly documented as force majeure by the operator, the relevant information has been 

communicated to the competent authority of the Member State responsible for the operator 

and the Commission immediately after the event and the losses did not result in 

known mortalities. 
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11. The Member State responsible for the catching vessel or trap shall issue a release order, in 

accordance with the procedures set out in Annex XII, for the quantities caged which 

exceed the quantities declared caught and transferred, if: 

(a) the investigation referred to in paragraph 4 is not concluded within 10 working days 

from the communication of the results of the programme, for a single caging 

operation, or of all caging operations from a joint fishing operation; or 

(b) the outcome of the investigation indicates that the number and/or average weight of 

bluefin tuna is in excess of that declared caught and transferred; 

The release of the excess shall be conducted in the presence of control authorities. 

12. The results of the programme shall be used to decide if releases are required and the caging 

declarations and relevant sections of the BCD shall be completed accordingly. When a 

release order has been issued, the farm operator shall request the presence of a national 

control authority and an ICCAT regional observer to monitor the release. 

13. Member States shall submit the results of the programme to the Commission 

by 1 September of each year. In the event of force majeure in the caging, Member States 

shall submit those results before 12 September of each year. The Commission shall 

transmit that information to the SCRS by 15 September of each year for evaluation. 
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14. The transfer of live bluefin tuna from one farming cage to another farming cage shall not 

take place without the authorisation and the presence of control authorities of the 

Member State or CPC responsible for the farm. Each transfer shall be recorded to control 

the number of individuals. National control authorities shall monitor those transfers and 

ensure that each intra-farm transfer is recorded in the e-BCD system. 

Article 52 

Caging declaration and caging report 

1. Within 72 hours after the end of each caging operation, a farm operator shall submit a 

caging declaration as provided for in Annex XIV to their competent authority. 

2. In addition to the caging declaration referred to in paragraph 1, a Member State responsible 

for the farm shall submit one week from the completion of the caging operation, a caging 

report containing the elements set out in Section B of Annex XI to the Member State or 

CPC whose vessels or traps have caught the bluefin tuna, and to the Commission. The 

Commission shall transmit that information to the ICCAT Secretariat. 

3. For the purpose of paragraph 2, a caging operation shall not be deemed to be completed 

until any investigation launched and any release operation ordered is concluded. 
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Article 53 

Intra-farm transfers and random controls 

1. A Member State responsible for a farm shall put in place a traceability system, including 

the video-recording of internal transfers. 

2. The control authorities of the Member State responsible for a farm shall undertake random 

controls, on the basis of a risk analysis, on bluefin tuna kept in farm cages between the 

time of completion of caging operations in a year and the first caging in the following year. 

3. For the purpose of paragraph 2, the Member State responsible for a farm shall establish a 

minimum percentage of fish to be controlled. That percentage shall be set out in the annual 

inspection plan referred to in Article 14. Each Member State shall communicate to the 

Commission the results of the random controls carried out each year. The Commission 

shall transmit those results to the ICCAT Secretariat in April of the year following the 

period of the relevant quota. 

Article 54 

Access to and requirements for video records 

1. The Member State responsible for a farm shall ensure that the video records referred to in 

Articles 49 and 51 are made available upon request to the national inspectors, as well as to 

regional and ICCAT inspectors and to ICCAT and national observers. 

2. The Member State responsible for a farm shall take the necessary measures to avoid any 

replacement, editing or manipulation of the original video records. 
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Article 55  

Annual caging report 

Member States subject to the obligation of submitting caging declarations and reports 

under Article 52 shall submit a caging report to the Commission each year by 31 July for the 

previous year. The Commission shall forward that information to the ICCAT Secretariat 

before 31 August each year. The report shall contain the following information: 

(a) the total amount of bluefin tuna caged by farm, including loss in number and weight during 

the transportation to the cages by farm, carried out by fishing vessels and by traps; 

(b) the list of vessels that fish for, provide or transport bluefin tuna for farming purposes 

(name of the vessel, flag, licence number, gear type) and traps; 

(c) the results of the sampling programme for the estimation of the numbers-at-size of the 

bluefin tuna caught, as well as the date, time and area of catch and the fishing method used, 

in order to improve statistics for stock assessment purposes; 

The sampling programme requires that size sampling (length or weight) at cages must be 

done on one sample (= 100 individuals) for every 100 tonnes of live fish, or on a 10 % 

sample of the total number of the caged fish. Size samples will be collected during 

harvesting at the farm and on the dead fish during transport, following the ICCAT 

Guidelines for submitting data and information. For fish farmed for more than one year, 

other additional sampling methodologies shall be established. The sampling shall be 

conducted during any harvesting, covering all cages; 



 

 

PE-CONS 52/23     82 

   EN 
 

(d) the quantities of bluefin tuna placed in cage and estimate of the growth and mortality while 

in captivity and of the amounts sold in tonnes. That information shall be provided per farm; 

(e) the quantities of bluefin tuna caged during the previous year; and 

(f) the quantities, broken down by their origin, marketed during the previous year. 

Article 56  

Implementing acts 

The Commission may adopt implementing acts laying down procedures for the application of the 

provisions laid down in this Section. Those implementing acts shall be adopted in accordance with 

the examination procedure referred to in Article 68. 

SECTION 8 

MONITORING AND SURVEILLANCE 

Article 57  

Vessel Monitoring System 

1. By way of derogation from Article 9(5) of Regulation (EC) No 1224/2009, flag 

Member States shall implement VMS for their fishing vessels with a length overall equal 

to or greater than 12 metres in accordance with Annex XV. 
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2. Fishing vessels over 15 metres in length overall that are included in the list of vessels 

referred to in Article 26(1), point (a) or (b), shall begin to transmit VMS data to ICCAT at 

least 5 days before their period of authorisation and shall continue at least 5 days after their 

period of authorisation, unless a request is sent in advance to the Commission for the 

vessel to be removed from the ICCAT record of vessels. 

3. For control purposes, the master or the master’s representative shall ensure that the 

transmission of VMS data from catching vessels that are authorised to fish actively for 

bluefin tuna is not interrupted when vessels are in port unless there is a system of hailing in 

and out of port. 

4. Member States shall ensure that their fisheries monitoring centres forward to the 

Commission and a body designated by it, in real time and using the format ‘https data 

feed’, the VMS messages received from the fishing vessels flying their flag. The 

Commission shall forward those messages to the ICCAT Secretariat. 

5. Member States shall ensure that: 

(a) VMS messages from the fishing vessels flying their flag are forwarded to the 

Commission at least every two hours; 

(b) in the event of technical malfunctioning of the VMS, alternative messages from the 

fishing vessels flying their flag received pursuant to Article 25(1) of Implementing 

Regulation (EU) No 404/2011 are forwarded to the Commission within 24 hours of 

receipt by their fisheries monitoring centres; 
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(c) messages forwarded to the Commission are sequentially numbered (with a unique 

identifier) in order to avoid duplication; 

(d) messages forwarded to the Commission are in accordance with Article 24(3) 

of Implementing Regulation (EU) No 404/2011. 

6. Each Member State shall ensure that all messages made available to its inspection vessels 

are treated in a confidential manner and are limited to inspection at sea operations. 

SECTION 9 

INSPECTION AND ENFORCEMENT 

Article 58 

ICCAT Scheme of Joint International Inspection 

1. Joint international inspection activities shall be carried out in accordance with the ICCAT 

Scheme of Joint International Inspection (‘the ICCAT scheme’) for international control 

outside the waters under national jurisdiction, as set out in Annex IX to this Regulation. 

2. Member States whose fishing vessels are authorised to operate for bluefin tuna shall assign 

inspectors and carry out inspections at sea under the ICCAT scheme. 
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3. Where at any time, more than 15 fishing vessels flagged to a Member State are engaged in 

bluefin tuna activities in the Convention Area, the Member State concerned shall, on the 

basis of risk assessment, deploy an inspection vessel for the purpose of inspection and 

control at sea in the Convention Area throughout the period that those vessels are there. 

That obligation shall be deemed to have been complied with where Member States 

cooperate to deploy an inspection vessel or where a Union inspection vessel is deployed in 

the Convention Area. 

4. The Commission or a body designated by it may assign Union inspectors to 

the ICCAT scheme. 

5. For the purposes of paragraph 3, the Commission or a body designated by it shall 

coordinate the surveillance and inspection activities for the Union. The Commission may 

draw up, in coordination with the Member States concerned, joint inspection programmes 

to enable the Union to fulfil its obligation under the ICCAT scheme. Member States whose 

fishing vessels are engaged in the fishery of bluefin tuna shall adopt the necessary 

measures to facilitate the implementation of those programmes particularly as regards the 

human and material resources required and the periods when and geographical areas where 

those resources are to be deployed. 

6. Member States shall inform the Commission by 1 April of each year of the names of the 

inspectors and the inspection vessels they intend to assign to the ICCAT scheme during the 

year. Using that information, the Commission shall draw up, in collaboration with the 

Member States, a plan for the Union participation in the ICCAT scheme each year, which 

it shall send to the ICCAT Secretariat and the Member States. 
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Article 59 

Inspections in the event of infringements 

The flag Member State shall ensure that a physical inspection of a fishing vessel flying its flag takes 

place under its authority in its ports, or by an inspector designated by it when the fishing vessel is 

not in one of its ports, if the fishing vessel: 

(a) failed to comply with the recording and reporting requirements set out in Articles 31 

and 32; or 

(b) committed a breach of this Regulation or a serious infringement referred to in Article 42 of 

Regulation (EC) No 1005/2008 or in Article 90 of Regulation (EC) No 1224/2009. 

Article 60 

Cross-checks 

1. Each Member State shall verify information and timely submission of inspection and 

observer reports, VMS data and, where appropriate, e-BCDs, logbooks of their fishing 

vessels, transfer and transhipment documents and catch documents, in accordance 

with Article 109 of Regulation (EC) No 1224/2009. 

2. Each Member State shall carry out cross-checks on all landings, all transhipments or 

caging between the quantities by species recorded in the fishing vessel logbook or 

quantities by species recorded in the transhipment declaration and the quantities recorded 

in the landing declaration or caging declaration, and any other relevant document, such as 

invoices or sales notes. 
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SECTION 10 

ENFORCEMENT 

Article 61 

Enforcement 

Without prejudice to Articles 89 to 91 of Regulation (EC) No 1224/2009 and in particular the duty 

of the Member States to take appropriate enforcement measures with respect to a fishing vessel, the 

Member State responsible for a farm for bluefin tuna shall take appropriate enforcement measures 

with respect to the farm, where it has been established, in accordance with national law that the 

farm does not comply with Articles 46 to 56 of this Regulation. Depending on the gravity of the 

offense and in accordance with the relevant provisions of national law such measures may include, 

in particular, suspension or withdrawal of the authorisation,fines or both. Member States shall 

communicate any suspension or withdrawal of an authorisation to the Commission, which shall 

notify it to the ICCAT Secretariat with a view to modifying the ‘record of bluefin tuna farming 

facilities’ accordingly. 
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Chapter VI 

Marketing 

Article 62 

Marketing measures 

1. Without prejudice to Regulations (EC) No 1224/2009 and (EC) No 1005/2008 

and Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council1, 

Union trade, landing, import, export, placing in cages for fattening or farming, re-export 

and transhipment of bluefin tuna that are not accompanied by the accurate, complete and 

validated documentation as required under this Regulation or under other Union legal acts 

implementing ICCAT rules on the bluefin tuna catch documentation programme shall 

be prohibited. 

                                                 

1 Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council 

of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture 

products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and 

repealing Council Regulation (EC) No 104/2000 (OJ L 354, 28.12.2013, p. 1). 
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2. Union trade, import, landing, placing in cages for fattening or farming, processing, export, 

re-export and transhipment of bluefin tuna shall be prohibited where: 

(a) the bluefin tuna was caught by fishing vessels or traps the flag State of which does 

not have a quota or catch limit for bluefin tuna under the terms of ICCAT 

conservation and management measures, or 

(b) the bluefin tuna was caught by a catching vessel or trap whose individual quota or 

whose State’s fishing opportunities were exhausted at the time of the catch. 

3. Without prejudice to Regulations (EC) No 1224/2009, (EC) No 1005/2008 and 

(EU) No 1379/2013, Union trade, imports, landings, processing and exports of bluefin tuna 

from fattening or farming farms that do not comply with the Regulations referred to in 

paragraph 1 shall be prohibited. 
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Chapter VII 

Final provisions 

Article 63 

Evaluation 

Upon request from the Commission, Member States shall submit without delay a detailed report on 

their implementation of this Regulation to the Commission. Based on the information received from 

Member States, the Commission shall submit to the ICCAT Secretariat by the date decided by the 

ICCAT, a detailed report on the implementation of ICCAT Recommendation 19-04. 

Article 64 

Financing 

For the purposes of Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council1, 

this Regulation shall be deemed to be a multiannual plan within the meaning of Article 9 of 

Regulation (EU) No 1380/2013. 

                                                 

1 Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council 

of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council 

Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and 

(EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of 

the Council (OJ L 149, 20.5.2014, p. 1). 
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Article 65 

Confidentiality 

Data collected and exchanged in the framework of this Regulation shall be treated in accordance 

with the applicable rules on confidentiality pursuant to Articles 112 and 113 of Regulation 

(EC) No 1224/2009. 

Article 66 

Procedure for amendments 

1. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 67 

concerning amendments to this Regulation in order to adapt it to measures adopted by 

ICCAT that bind the Union and its Member States as regards: 

(a) derogations from the prohibition under Article 8 on the carrying-over of 

unused quotas; 

(b) deadlines for reporting information as laid down in Article 24(4), Article 26(1), 

Article 29(1), Article 32(2) and (3), Article 35(5) and (6), Article 36, Article 41(3), 

Article 44(2), Article 51(13), Article 52(2), Article 55, Article 57(5), point (b), 

and Article 58(6); 

(c) time periods for fishing seasons as provided in Article 17(1) and (4); 
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(d) the minimum conservation reference size set out in Article 19(1) and (2) 

and Article 20(1); 

(e) the percentages and reference parameters laid down in Article 13, Article 15(3) 

and (4), Article 20(1), Article 21(2), Article 38(1), Article 44(2), Article 50 

and Article 51(8); 

(f) the information to be submitted to the Commission referred to in Article 11(1), 

Article 24(1), Article 25(3), Article 29(1), Article 30(4), Article 34(2), Article 40(1) 

and Article 55; 

(g) tasks for national observers and ICCAT regional observers as provided 

in Article 38(2) and Article 39(5), respectively; 

(h) reasons to refuse the authorisation to transfer laid down in Article 41(1); 

(i) reasons to seize the catches and order the release of fish of Article 46(4); 

(j) the number of vessels set out in Article 58(3); 

(k) Annexes I to XV. 
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2. Any amendments adopted in accordance with paragraph 1 shall be strictly limited to the 

implementation of amendments and/or supplements to the respective ICCAT 

recommendations which are binding on the Union. 

Article 67 

Exercise of the delegation 

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the 

conditions laid down in this Article. 

2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 66 shall be conferred on the 

Commission for a period of five years from ... [the date of entry into force of this 

Regulation]. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power 

no later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power 

shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European 

Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the 

end of each period. 

3. The delegation of power referred to in Article 66 may be revoked at any time by the 

European Parliament or the Council. A decision to revoke shall put an end to the 

delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the 

publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date 

specified therein. It shall not affect the validity of any delegated act already in force. 
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4. Before adopting a delegated act, the Commission shall consult experts designated by each 

Member State in accordance with the principles laid down in the Interinstitutional 

Agreement of 13 April 2016 on Better Law-Making. 

5. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the 

European Parliament and to the Council. 

6. A delegated act adopted pursuant to Article 66 shall enter into force only if no objection 

has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of 

two months of notification of that act to the European Parliament or the Council or if, 

before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both 

informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two 

months at the initiative of the European Parliament or of the Council. 

Article 68 

Committee procedure 

1. The Commission shall be assisted by the Committee for Fisheries and Aquaculture 

established under Article 47 of Regulation (EU) No 1380/2013. That committee shall be a 

committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. 
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2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 

shall apply. 

Article 69 

Amendments to Regulation (EC) No 1936/2001 

Regulation (EC) No 1936/2001 is amended as follows: 

(a) Article 3, points (g) to (j), Articles 4a, 4b, and 4c and Annex Ia are deleted; 

(b) in Annex I, the indent ‘Bluefin tuna: Thunnus thynnus’ is deleted; 

(c) in Annex II, the row ‘Thunnus thynnus: Bluefin tuna’ is deleted. 

Article 70 

Amendment to Regulation (EU) 2017/2107 

In Regulation (EU) 2017/2107, Article 43 is deleted. 

Article 71 

Amendment to Regulation (EU) 2019/833 

In Regulation (EU) 2019/833, Article 53 is deleted. 
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Article 72 

Repeal 

1. Regulation (EC) 2016/1627 is repealed. 

2. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation 

and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex XVI to 

this Regulation. 

Article 73 

Entry into force 

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the 

Official Journal of the European Union. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. 

Done at Strasbourg, 

For the European Parliament For the Council 

The President The President 
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ANNEX I 

Specific conditions applying to the catching vessels fishing under Article 19 

1. Each Member State shall ensure the following capacity limitations are respected: 

(a) The maximum number of its baitboats and trolling boats authorised to fish actively 

bluefin tuna to the number of the vessels participating in directed fishery for bluefin 

tuna in 2006. 

(b) The maximum number of its artisanal fleet authorised to fish actively bluefin tuna in 

the Mediterranean to the number of the vessels participating in the fishery for bluefin 

tuna in 2008. 

(c) The maximum number of its catching vessels authorised to fish actively bluefin tuna 

in the Adriatic Sea to the number of the vessel participating in the fishery for bluefin 

tuna in 2008. 

Each Member State shall allocate individual quotas to the vessels concerned. 

2. Each Member State may allocate: 

– no more than 7 % of its quota for bluefin tuna among its baitboats and trolling boats. 

In the case of France, a maximum of 100 tonnes of bluefin tuna weighing no less 

than 6,4 kg or 70 cm fork length may be caught by vessels flying the flag of France 

of a length overall of less than 17 metres operating in the Bay of Biscay. 
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– no more than 2 % of its quota for bluefin tuna among its coastal artisanal fishery for 

fresh fish in the Mediterranean. 

– no more than 90 % of its quota for bluefin tuna among its catching vessels in the 

Adriatic Sea for farming purposes. 

3. For a maximum of 7 % by weight of individuals of bluefin tuna caught in the Adriatic Sea 

for farming purposes by vessels flying its flag, Croatia may apply a minimum weight 

of 6,4 kg or 66 cm fork length. 

4. Member States whose baitboats, longliners, handliners and trolling boats are authorised to 

fish for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean shall institute tail tag 

requirements as follows: 

– tail tags shall be affixed on each bluefin tuna immediately upon offloading. 

– each tail tag shall have a unique identification number and be included on bluefin 

tuna catch documents and written legibly and indelibly on the outside of any package 

containing tuna. 
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ANNEX II 

Logbook requirements 

A. CATCHING VESSELS 

Minimum specifications for fishing logbooks: 

1. The logbook shall be numbered by sheet. 

2. The logbook shall be completed every day (midnight) or before port arrival. 

3. The logbook shall be completed in case of at-sea inspections. 

4. One copy of the sheets shall remain attached to the logbook. 

5. Logbooks shall be kept on board to cover a period of one year of operation. 

Minimum standard information for fishing logbooks: 

1. Master’s name and address. 

2. Dates and ports of departure, dates and ports of arrival. 

3. Vessel’s name, register number, ICCAT number, international radio call sign and IMO 

number (if available). 
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4. Fishing gear: 

(a) type by FAO code; 

(b) dimension (e.g. length, mesh size, number of hooks). 

5. Operations at sea with one line (minimum) per day of trip, providing: 

(a) activity (e.g. fishing, steaming); 

(b) position: exact daily positions (in degree and minutes), recorded for each fishing 

operation or at midday when no fishing has been conducted during that day; 

(c) record of catches, including: 

– FAO code; 

– round weight (RWT) in kg per day; 

– number of pieces per day. 

For purse seine vessels, those data shall be recorded by fishing operation, including 

nil return. 

6. Master’s signature. 

7. Means of weight measure: estimation, weighing on board. 



 

 

PE-CONS 52/23     3 

ANNEX II   EN 
 

8. The logbook shall be kept in equivalent live weight of fish and shall mention the 

conversion factors used in the evaluation. 

Minimum information for fishing logbooks in the case of landing or transhipment: 

1. Dates and port of landing or transhipment. 

2. Products: 

(a) species and presentation by FAO code; 

(b) number of fish or boxes and quantity in kg. 

3. Signature of the master or vessel agent. 

4. In the case of transhipment: receiving vessel name, its flag and ICCAT number. 

Minimum information for fishing logbooks in the case of transfer into cages: 

1. Date, time and position (latitude/longitude) of transfer. 

2. Products: 

(a) species identification by FAO code; 

(b) number of fish and quantity in kg transferred into cages. 

3. Name of towing vessel, its flag and ICCAT number. 
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4. Name of the farm of destination and its ICCAT number. 

5. In the case of a joint fishing operation (JFO), in addition to the information laid down in 

points 1 to 4, the masters shall record in their logbook: 

(a) as regards the catching vessel transferring the fish into cages: 

– amount of catches taken on board, 

– amount of catches counted against its individual quota, 

– the names of the other vessels involved in the JFO; 

(b) as regards the other catching vessels of the same JFO not involved in the transfer of 

the fish: 

– the name of those vessels, their international radio call signs and ICCAT 

numbers, 

– that no catches have been taken on board or transferred into cages, 

– amount of catches counted against their individual quotas, 

– the name and the ICCAT number of the catching vessel referred to in point (a). 
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B. TOWING VESSELS 

1. The master of a towing vessel shall record in the daily logbook the date, time and position 

of transfer, the quantities transferred (number of fish and quantity in kg), the cage number, 

as well as the catching vessel’s name, flag and ICCAT number, the name of the other 

vessel(s) involved and their ICCAT number, the farm of destination and its ICCAT 

number, and the ITD number. 

2. Further transfers to auxiliary vessels or to other towing vessel shall be reported, including 

the same information as in point 1, as well as the auxiliary or towing vessel’s name, flag 

and ICCAT number and the ITD number. 

3. The daily logbook shall contain the details of all transfers carried out during the fishing 

season. The daily logbook shall be kept on board and be accessible at any time for 

control purposes. 

C. AUXILIARY VESSELS 

1. The master of an auxiliary vessel shall record the activities daily in the logbook, including 

the date, time and positions, the quantities of bluefin tuna taken on board, and the fishing 

vessel, farm or trap name the master of the auxiliary vessel is operating in association with. 
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2. The daily logbook shall contain the details of all activities carried out during the fishing 

season. The daily logbook shall be kept on board and be accessible at any time for 

control purposes. 

D. PROCESSING VESSELS 

1. The master of a processing vessel shall report in the daily logbook the date, time and 

position of the activities and the quantities transhipped and the number and weight of 

bluefin tuna received from farms, traps or catching vessels, where applicable. The master 

shall also report the names and ICCAT numbers of those farms, traps or catching vessels. 

2. The master of a processing vessel shall maintain a daily processing logbook specifying the 

round weight and number of fish transferred or transhipped, the conversion factor used, 

and the weights and quantities by product presentation. 

3. The master of a processing vessel shall maintain a stowage plan that shows the location 

and the quantities of each species and presentation. 

4. The daily logbook shall contain the details of all transhipments carried out during the 

fishing season. The daily logbook, processing logbook, stowage plan and the originals of 

ICCAT transhipment declarations shall be kept on board and be accessible at any time for 

control purposes. 
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ANNEX III 

Catch report form 

Catch report form 

Flag 
ICCAT 

Number 

Vessel 

name 

Report 

start 

date 

Report 

end date 

Report 

duration 

(d) 

Catch 

date 

Location of the catch Catch Attributed 

weight in 

case of a 

joint fishing 

operation 

(kg) 

Latitude Longitude 
Weight 

(kg) 

Number 

of pieces 

Average 

weight 

(kg) 
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ANNEX IV 

Application form for the authorisation to participate in a Joint Fishing Operation 

Joint fishing operation 

Flag 

State 

Vessel 

name 

ICCAT 

No 

Duration 

of the 

operation 

Identity of 

the 

operators 

Vessel's 

individual 

quota 

Allocation 

key per 

vessel 

Fattening and 

farming farm 

destination 

CPC 
ICCAT 

No 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Date … 

Validation of the flag State … 
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ANNEX V 

ICCAT Transhipment Declaration 
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ANNEX VI 

ICCAT Transfer Declaration 
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ANNEX VII 

Minimum Information for Fishing Authorisations1 

A. IDENTIFICATION 

1. ICCAT registration number 

2. Name of fishing vessel 

3. External registration number (letters and numbers) 

B. FISHING CONDITIONS 

1. Date of issue 

2. Period of validity 

                                                 

1 This is in Implementing Regulation (EU) No 404/2011. 
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3. Conditions of fishing authorisation, including, where appropriate, species, zone, fishing 

gear and any other conditions applicable derived from this Regulation and/or from 

national legislation. 

   

From 

../../.. 

To ../../.. 

From 

../../.. 

To ../../.. 

From 

../../.. 

To ../../.. 

From 

../../.. 

To ../../.. 

From 

../../.. 

To ../../.. 

From 

../../.. 

To ../../.. 

Zones              

Species              

Fishing gear              

Other 

conditions 
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ANNEX VIII 

ICCAT Regional Observer Programme 

ASSIGNMENT OF ICCAT REGIONAL OBSERVERS 

1. Each ICCAT regional observer shall have the following qualifications to accomplish their 

tasks: 

(a) sufficient experience to identify species and fishing gear; 

(b) satisfactory knowledge of the ICCAT conservation and management measures 

assessed by a certificate provided by the Member States and based on ICCAT 

training guidelines; 

(c) the ability to observe and record accurately; 

(d) satisfactory knowledge of the language of the flag of the vessel or farm observed. 

OBLIGATIONS OF THE ICCAT REGIONAL OBSERVER 

2. The ICCAT regional observers shall: 

(a) have completed the technical training required by the guidelines established 

by ICCAT; 
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(b) be nationals of one of the Member States and, to the extent possible, not of the farm 

or trap state or the flag State of the purse seine vessel. If, however, bluefin tuna is 

harvested from the cage and traded as fresh products, the ICCAT regional observer 

that observes the harvest may be a national of the Member State responsible for 

the farm; 

(c) be capable of performing the tasks set out in point 3; 

(d) be included in the list of ICCAT regional observers maintained by ICCAT; 

(e) not have current financial or beneficial interests in the bluefin tuna fishery. 

ICCAT REGIONAL OBSERVER TASKS 

3. The tasks of ICCAT regional observers shall be: 

(a) as regards observers on purse seine vessels, to monitor the purse seine vessels’ 

compliance with the relevant conservation and management measures adopted by 

ICCAT; in particular, the ICCAT regional observer shall: 

1. in cases where the ICCAT regional observer observes what could constitute 

non-compliance with ICCAT recommendations, the ICCAT regional observer 

shall submit that information without delay to the ICCAT regional observer 

implementing company who shall forward it without delay to the flag State 

authorities of the catching vessel; 

2. record and report upon the fishing activities carried out; 
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3. observe and estimate catches and verify entries made in the logbook; 

4. issue a daily report of the purse seine vessels’ transfer activities; 

5. sight and record vessels which could be fishing in contravention of ICCAT 

conservation and management measures; 

6. record and report upon the transfer activities carried out; 

7. verify the position of the vessel when engaged in transfer; 

8. observe and estimate products transferred, including through the review of 

video recordings; 

9. verify and record the name of the fishing vessel concerned and 

its ICCAT number; 

10. carry out scientific work such as collecting Task II data when required by 

the ICCAT Commission, based on the directives from the SCRS; 

(b) as regards ICCAT regional observers in farms and traps, to monitor their compliance 

with the relevant conservation and management measures adopted by ICCAT; in 

particular, the ICCAT regional observer shall: 

1. verify the data contained in the ITD and caging declaration and BCD, 

including through the review of video records; 
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2. certify the data contained in the ITD and caging declaration and BCDs; 

3. issue a daily report of the farms’ and traps’ transfer activities; 

4. countersign the ITD and caging declaration and BCDs only when the ICCAT 

regional observer agrees that the information contained within them is 

consistent with the observers’ observations including a compliant video record 

as per the requirements referred to in Article 42(1) and Article 43(1); 

5. carry out such scientific work, for example collecting samples, as required by 

the Commission, based on the directives from the SCRS; 

6. register and verify the presence of any type of tag, including natural marks, and 

notify any sign of recent tag removals; 

(c) establish general reports compiling the information collected in accordance with this 

point and provide the master and farm operator with the opportunity to include 

therein any relevant information; 

(d) submit to the Secretariat the general report referred to in point (c) within 20 days 

from the end of the period of observation; 

(e) exercise any other functions as defined by the ICCAT Commission. 
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4. The ICCAT regional observer shall treat as confidential all information with respect to the 

fishing and transfer operations of the purse seine vessel and of the farms and shall accept 

that requirement in writing as a condition of appointment as an ICCAT regional observer. 

5. The ICCAT regional observer shall comply with requirements established in the laws and 

regulations of the flag or farm state, which exercises jurisdiction over the vessel or farm to 

which the ICCAT regional observer is assigned. 

6. The ICCAT regional observer shall respect the hierarchy and general rules of behaviour 

which apply to all vessel and farm personnel, provided such rules do not interfere with the 

duties of the ICCAT regional observer under this programme, and with the obligations of 

vessel and farm personnel set out in point 7 of this Annex and Article 39. 

OBLIGATIONS OF THE FLAG MEMBER STATES TOWARDS ICCAT REGIONAL 

OBSERVERS 

7. Member States responsible for the purse seine vessel, farm or trap, shall ensure that 

ICCAT regional observers are: 

(a) allowed access to the vessel, farm and trap personnel and to the gear, cages 

and equipment; 



 

 

PE-CONS 52/23     6 

ANNEX VIII   EN 
 

(b) allowed access, upon request, to the following equipment, if present on the vessels to 

which they are assigned, in order to facilitate the carrying out of their duties set out 

in point 3 of this Annex: 

1. satellite navigation equipment, 

2. radar display viewing screens when in use, 

3. electronic means of communication; 

(c) provided with accommodation, including lodging, food and adequate sanitary 

facilities, equal to those of officers; 

(d) provided with adequate space on the bridge or pilot house for clerical work, as well 

as space on deck adequate for carrying out observer duties. 

COSTS ARISING FROM THE ICCAT REGIONAL OBSERVER PROGRAMME 

8. All costs arising from the operation of ICCAT regional observers shall be borne by each 

farm operator or owner of purse seine vessels. 
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ANNEX IX 

ICCAT Scheme of Joint International Inspection 

ICCAT agreed at its Fourth Regular Meeting (Madrid, November 1975) and at its Annual Meeting 

in 2008 in Marrakesh that: 

Pursuant to paragraph 3 of Article IX of the Convention, the ICCAT Commission recommends the 

establishment of the following arrangements for international control outside the waters under 

national jurisdiction for the purpose of ensuring the application of the Convention and the measures 

in force thereunder: 

I. SERIOUS VIOLATIONS 

1. For the purposes of these procedures, a serious violation means the following violations of 

the provisions of the ICCAT conservation and management measures adopted by the 

ICCAT Commission: 

(a) fishing without a licence, permit or authorisation issued by the flag CPC; 

(b) failure to maintain sufficient records of catch and catch-related data in accordance 

with the ICCAT Commission’s reporting requirements or significant misreporting of 

such catch and/or catch-related data; 
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(c) fishing in a closed area; 

(d) fishing during a closed season; 

(e) intentional taking or retention of species in contravention of any applicable 

conservation and management measure adopted by ICCAT; 

(f) significant violation of catch limits or quotas in force pursuant to ICCAT rules; 

(g) using prohibited fishing gear; 

(h) falsifying or intentionally concealing the markings, identity or registration of a 

fishing vessel; 

(i) concealing, tampering with or disposing of evidence relating to the investigation of 

a violation; 

(j) multiple violations which, taken together, constitute a serious disregard of measures 

in force pursuant to ICCAT; 

(k) assault, resist, intimidate, sexually harass, interfere with, or unduly obstruct or delay 

an authorised inspector or observer; 

(l) intentionally tampering with or disabling the VMS; 
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(m) such other violations as are determined by the ICCAT, once those are included and 

circulated in a revised version of those procedures; 

(n) fishing with the assistance of spotter planes; 

(o) interference with the satellite monitoring system and/or operation of a vessel 

without the VMS; 

(p) transfer activity without ITD; 

(q) transhipment at sea. 

2. In the case of any boarding and inspection of a fishing vessel during which the authorised 

inspector observes an activity or condition that would constitute a serious violation, as 

defined in point 1, the authorities of the flag State of the inspection vessels shall 

immediately notify the flag State of the fishing vessel, directly as well as through the 

ICCAT Secretariat. In such situations, the inspector shall also inform any inspection ship 

of the flag State of the fishing vessel known to be in the vicinity. 

3. The ICCAT inspector shall register, in the fishing vessel’s logbook, the inspections 

undertaken and any infringements detected. 
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4. The flag Member State shall ensure that, following the inspection referred to in point 2, the 

fishing vessel concerned ceases all fishing activities. The flag Member State shall require 

the fishing vessel to proceed within 72 hours to a port designated by it, where an 

investigation shall be initiated. 

5. If the vessel is not called to port, the flag Member State shall provide due justification in a 

timely manner to the Commission which shall forward the information to the ICCAT 

Secretariat, who shall make it available on request to other Contracting Parties. 

II. CONDUCT OF INSPECTIONS 

6. Inspections shall be carried out by inspectors designated by the Contracting Parties. The 

names of the authorised government agencies and each inspector designated for that 

purpose by their respective governments shall be notified to the ICCAT Commission. 

7. Ships carrying out international boarding and inspection duties in accordance with this 

Annex shall fly a special flag or pennant approved by the ICCAT Commission and issued 

by the ICCAT Secretariat. The names of the ships so used shall be notified to the ICCAT 

Secretariat as soon as practical in advance of the commencement of inspection activities. 

The ICCAT Secretariat shall make information regarding designated inspection vessels 

available to all CPCs, including by posting on its password-protected website. 
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8. Each inspector shall carry an appropriate identity document issued by the authorities of the 

flag State, which shall be in the form shown in point 21 of this Annex. 

9. Subject to the arrangements agreed under point 16, a vessel flagged to a Contracting Party 

and fishing for tuna or tuna-like fish in the Convention Area outside the waters within its 

national jurisdiction shall stop when given the appropriate signal in the International Code 

of Signals by a ship flying the ICCAT pennant described in point 7 and carrying an 

inspector, unless the vessel is actually carrying out fishing operations, in which case it shall 

stop immediately once it has finished such operations. The master of the vessel shall 

permit the inspection party, as specified in point 10, to board it and shall provide aboarding 

ladder. The master shall enable the inspection party to make such examination of 

equipment, catch or gear and any relevant documents as an inspector deems necessary to 

verify the compliance with the ICCAT Commission’s recommendations in force in relation 

to the flag State of the vessel being inspected. Further, an inspector may ask for any 

explanations that are deemed necessary. 

10. The size of the inspection party shall be determined by the commanding officer of the 

inspection vessel, taking into account relevant circumstances. The inspection party shall be 

as small as possible to safely and securely accomplish the duties set out in this Annex. 
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11. Upon boarding the vessel, the inspector shall produce the identity documentation described 

in point 8. The inspector shall observe generally accepted international regulations, 

procedures and practices relating to the safety of the vessel being inspected and its crew, 

and shall minimise interference with fishing activities or stowage of product and, to the 

extent practicable, avoid action, which would adversely affect the quality of the catch 

on board. 

Each inspector shall limit his/her enquiries to ascertaining whether the ICCAT 

Commission’s recommendations in force in relation to the flag State of the vessel 

concerned are observed. In making the inspection, an inspector may ask the master of the 

fishing vessel for any assistance that is required. The inspector shall draw up a report of the 

inspection in a form approved by the ICCAT Commission. The inspector shall sign the 

report in the presence of the master of the vessel who shall be entitled to add or have added 

to the report any observations which the master of the vessel considers suitable and shall 

sign such observations. 

12. Copies of the report shall be given to the master of the vessel and to the government of the 

inspection party, which shall transmit copies to the appropriate authorities of the flag State 

of the inspected vessel and to the ICCAT Commission. Where any infringement of ICCAT 

recommendations is discovered, the inspector shall, where possible, also inform any 

inspection ship of the flag State of the fishing vessel known to be in the vicinity. 
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13. Resistance to an inspector or failure to comply with an inspector’s directions shall be 

treated by the flag State of the inspected vessel in a manner similar to such conduct 

committed with respect to a national inspector. 

14. Inspectors shall carry out their duties under these arrangements in accordance with the 

rules set out in this Regulation, but they shall remain under the operational control of their 

national authorities and shall be responsible to them. 

15. Contracting Parties shall consider and act on inspection reports, sighting information sheets 

as per ICCAT Recommendation 94-09 and statements resulting from documentary 

inspections of foreign inspectors under these arrangements on a similar basis as to the 

reports of national inspectors, in accordance with their national legislation. This point shall 

not impose any obligation on a Contracting Party to give the report of a foreign inspector a 

higher evidential value than it would possess in the inspector’s own country. Contracting 

Parties shall collaborate in order to facilitate judicial or other proceedings arising from a 

report of an inspector under these arrangements. 

16. (a) Contracting Parties shall inform the ICCAT Commission by 15 February each year 

of their provisional plans for conducting inspection activities under the 

recommendation implemented by this Regulation in that calendar year and the 

ICCAT Commission may make suggestions to Contracting Parties for the 

coordination of national operations in this field, including the number of inspectors 

and ships carrying inspectors. 
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(b) The arrangements set out in the ICCAT Recommendation 19-04 and the plans for 

participation shall apply between Contracting Parties unless otherwise agreed 

between them, and such agreement shall be notified to the ICCAT Commission. 

However, the implementation of the scheme shall be suspended between any two 

Contracting Parties if either of them has notified the ICCAT Commission to that 

effect, pending completion of such an agreement. 

17. (a) The fishing gear shall be inspected in accordance with the regulations in force for the 

subarea in which the inspection takes place. The inspector shall state the subarea for 

which the inspection took place and describe any violations found in the 

inspection report. 

(b) The inspector shall be entitled to inspect all fishing gear in use or on board. 

18. The inspector shall affix an identification mark approved by the ICCAT Commission to 

any fishing gear inspected which appears to be in contravention of the ICCAT 

Commission’s recommendations in force in relation to the flag State of the vessel 

concerned and shall record this fact in the inspection report. 
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19. The inspector may photograph the gear, equipment, documentation and any other element 

the inspector considers necessary in such a way as to reveal those features which in his/her 

opinion are not in conformity with the regulation in force, in which case the subjects 

photographed shall be listed in the report and copies of the photographs shall be attached to 

the copy of the report to the flag State. 

20. The inspector shall, as necessary, inspect all catch on board to determine compliance with 

ICCAT recommendations. 

21. The model identity card for inspectors is as follows: 
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ANNEX X 

Minimum standards for video recording procedures 

Transfer operations 

1. The electronic storage device containing the original video record shall be provided to 

the ICCAT regional observer as soon as possible after the end of the transfer operation, 

who shall immediately initialise it to avoid any further manipulation. 

2. The original recording shall be kept on board the catching vessel or by the farm or trap 

operator, where appropriate, during its entire period of authorisation. 

3. Two identical copies of the video record shall be produced. One copy shall be transmitted 

to the ICCAT regional observer on board the purse seine vessel and one to the national 

observer on board the towing vessel, the latter of which shall accompany the ITD and the 

associated catches to which it relates. That procedure shall only apply to national observers 

in the case of transfers between towing vessels. 

4. The ICCAT transfer authorisation number shall be displayed at the beginning or at the end 

of each video, or both. 

5. The time and the date of the video shall be continuously displayed throughout each 

video record. 

6. Before the start of the transfer, the video shall include the opening and closing of the net or 

door and footage showing whether the receiving and donor cages already contain 

bluefin tuna. 
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7. The video recording shall be continuous without any interruptions and cuts and cover the 

entire transfer operation. 

8. The video record shall be of sufficient quality to estimate the number of bluefin tuna 

being transferred. 

9. If the video record is of insufficient quality to estimate the number of bluefin tuna being 

transferred, a control transfer shall be conducted. The operator may request the flag 

authorities of the vessel or trap to conduct a control transfer. In the case the operator does 

not request such control transfer or the result of that voluntary transfer is not satisfactory, 

the control authorities shall request as many control transfers as necessary until a video 

record of sufficient quality is available. Such control transfers shall cover transfer of all the 

bluefin tuna from the receiving cage into another cage which shall be empty. Where the 

origin of the fish is a trap, the bluefin tuna already transferred from the trap to the receiving 

cage may be sent back to the trap, in which case the control transfer shall be cancelled 

under the supervision of the ICCAT regional observer. 

Caging operations 

1. The electronic storage device containing the original video record shall be provided to the 

ICCAT regional observer as soon as possible after the end of the caging operation, who 

shall immediately initialise it to avoid any further manipulation. 
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2. The original recording shall be kept by the farm, where applicable, during their entire 

period of authorisation. 

3. Two identical copies of the video record shall be produced. One copy shall be transmitted 

to the ICCAT regional observer deployed on the farm. 

4. The ICCAT caging authorisation number shall be displayed at the beginning or at the end 

of each video, or both. 

5. The time and the date of the video shall be continuously displayed throughout each 

video record. 

6, Before the start of the caging, the video shall include the opening and closing of the 

net/door and whether the receiving and donor cages already contain bluefin tuna. 

7. The video recording shall be continuous without any interruptions and cuts and cover the 

entire caging operation. 

8. The video record shall be of sufficient quality to estimate the number of bluefin tuna 

being transferred. 

9. If the video record is of insufficient quality to estimate the number of bluefin tuna being 

transferred, then a new caging operation shall be requested by the control authorities. The 

new caging operation shall include all the bluefin tuna in the receiving farm cage into 

another farm cage which shall be empty. 
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ANNEX XI 

Standards and procedures for stereoscopical camera systems in the context of caging operations 

A. Use of stereoscopical camera systems 

The use of stereoscopic camera systems in the context of caging operations, as required 

by Article 51, shall be conducted in accordance with the following: 

1. The sampling intensity of live fish shall not be below 20 % of the amount of fish being 

caged. Where technically possible, the sampling of live fish shall be sequential, one in 

every five individuals being measured; such a sample shall be made up of fish measured at 

a distance of between 2 and 8 metres from the camera. 

2. The dimensions of the transfer gate connecting the donor cage and the receiving cage shall 

be set at a maximum width of 10 metres and a maximum height of 10 metres. 

3. Where the length measurements of the fish present a multi-modal distribution (two or more 

cohorts of distinct sizes), it shall be possible to use more than one conversion algorithm for 

the same caging operation; the most up-to-date algorithm(s) established by SCRS shall be 

used to convert fork lengths into total weights, according to the size category of the fish 

measured during the caging operation. 

4. Validation of the stereoscopical length measurements shall be undertaken prior to each 

caging operation using a scale bar at a distance of between 2 and 8 metres. 
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5. Where the results of the stereoscopical programme are communicated, the information 

shall indicate the margin of error inherent to the technical specifications of the stereoscopic 

camera system, which shall not exceed a range of +/- 5 %. 

6. The report on the results of the stereoscopical programme shall include details on all the 

technical specifications above, including the sampling intensity, the sampling 

methodology, the distance from the camera, the dimensions of the transfer gate, and the 

algorithms (length-weight relationship). SCRS shall review those specifications and, if 

necessary, provide recommendations to modify them. 

7. In cases where the stereoscopic camera footage is of insufficient quality to estimate the 

weight of bluefin tuna being caged, a new caging operation shall be ordered by the 

Member State authorities responsible for the catching vessel, trap or farm. 

B. Presentation and use of the results of the programmes 

1. Decisions regarding differences between the catch report and the results from the 

stereoscopical system programme shall be taken at the level of the JFO or total trap 

catches, for JFOs and trap catches destined to a farm facility involving a single CPC and/or 

Member State. The decision regarding differences between the catch report and the results 

from the stereoscopical system programme shall be taken at the level of the caging 

operations for JFOs involving more than one CPC and/or Member State, unless otherwise 

agreed by all the flag CPC and/or Member State authorities of the catching vessels 

involved in the JFO. 
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2. Within 15 days from the caging date, the Member State responsible for the farm shall 

provide a report to the Member State or CPC responsible for the catching vessel or trap and 

to the Commission, including the following documents: 

(a) technical stereoscopical system report including: 

– general information: species, site, cage, date, algorithm, 

– sizing statistical information: average weight and length, minimum weight and 

length, maximum weight and length, number of fish sampled, weight 

distribution, size distribution; 

(b) detailed results of the programme, with the size and weight of every fish that 

was sampled; 

(c) caging report including: 

– general information on the operation: number of the caging operation, name of 

the farm, cage number, BCD number, ITD number, name and flag of the 

catching vessel or trap, name and flag of the towing vessel, date of the 

stereoscopical system operation and footage file name, 

– algorithm used to convert length into weight, 

– comparison between the amounts declared in the BCD and the amounts found 

with the stereoscopical system, in number of fish, average weight and total 

weight (the formula used to calculate the difference shall be: (stereoscopical 

system-BCD)/stereoscopical system * 100), 
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– margin of error of the system, 

– for those caging reports relating to JFOs/traps, the last caging report shall also 

include a summary of all information in previous caging reports. 

3. When receiving the caging report, the Member State authorities of the catching vessel or 

trap shall take all the necessary measures according to the following situations: 

(a) the total weight declared by the catching vessel or trap in the BCD is within the 

range of the stereoscopical system results: 

– no release shall be ordered, 

– the BCD shall be modified both in number (using the number of fish resulting 

from the use of the control cameras or alternative techniques) and average 

weight, while the total weight shall not be modified; 

(b) the total weight declared by the catching vessel or trap in the BCD is below the 

lowest figure of the range of the stereoscopical system results: 

– a release shall be ordered using the lowest figure in the range of the 

stereoscopical system results, 

– the release operations shall be carried out in accordance with the procedure laid 

down in Article 41(2) and Annex XII, 

– after the release operations took place, the BCD shall be modified both in 

number (using the number of fish resulting from the use of the control cameras, 

minus the number of fish released) and average weight, while the total weight 

shall not be modified; 
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(c) the total weight declared by the catching vessel or trap in the BCD exceeds the 

highest figure of the range of the stereoscopical system results: 

– no release shall be ordered, 

– the BCD shall be modified for the total weight (using the highest figure in the 

range of the stereoscopical system results), for the number of fish (using the 

results from the control cameras) and average weight accordingly. 

4. For any relevant modification of the BCD, the values (number and weight) entered in 

Section 2 shall be consistent with those in Section 6 and the values in Sections 3, 4 and 6, 

shall be not higher those in Section 2. 

5. In the case of compensation of differences found in individual caging reports across all 

cagings from a JFO/trap, whether or not a release operation is required, all relevant BCDs 

shall be modified on the basis of the lowest range of the stereoscopical system results. The 

BCDs related to the quantities of bluefin tuna released shall also be modified to reflect the 

weight/number released. The BCDs related to bluefin tuna not released but for which the 

results from the stereoscopical systems or alternative techniques differ from those reported 

caught and transferred shall also be amended to reflect those differences. 

The BCDs relating to the catches from where the release operation took place shall also be 

modified to reflect the weight/number released. 
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ANNEX XII 

Release Protocol 

1. The release of bluefin tuna from farming cages into the sea shall be recorded by video 

camera and observed by an ICCAT regional observer, who shall draft and submit a report 

together with the video records to the ICCAT Secretariat. 

2. Where a release order has been issued, the farm operator shall request the deployment of 

an ICCAT regional observer. 

3. The release of bluefin tuna from transport cages or traps into the sea shall be observed by a 

national observer of the Member State responsible for the towing vessel or trap, who shall 

draft and submit a report to the responsible Member State control authorities. 

4. Before a release operation takes place, Member State control authorities might order a 

control transfer using standard and/or stereoscopic cameras to estimate the number and 

weight of the fish that need to be released. 
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5. Member State authorities may implement any additional measures they consider necessary 

to guarantee that the release operations take place at the most appropriate time and place in 

order to increase the probability of the fish going back to the stock. The operator shall be 

responsible for the fish survival until the release operation has taken place. Those release 

operations shall take place within three weeks of the completion of the caging operations. 

6. Following completion of harvesting operations, fish remaining in a farm and not covered 

by the BCD shall be released in accordance with the procedures laid down in Article 41(2) 

and this Annex. 

 



 

 

PE-CONS 52/23     1 

ANNEX XIII   EN 
 

ANNEX XIII 

Treatment of dead fish 

During fishing operations by purse seine vessels, the quantities of fish found dead in the seine shall 

be recorded in the fishing vessel logbook and shall be deducted from the Member State quota 

accordingly. 

Recording and treating of dead fish during the first transfer: 

1. The BCD shall be provided to the operator of the towing vessel with Section 2 (Total 

catch), Section 3 (Live fish trade) and Section 4 (Transfer including ‘dead’ fish) 

completed. 

The total quantities reported in Sections 3 and 4 shall be equal to the quantities reported in 

Section 2. The BCD shall be accompanied by the original ITD in accordance with this 

Regulation. The quantities reported in the ITD (transferred live), shall be equal to the 

quantities reported in Section 3 in the associated BCD. 

2. A split of the BCD with Section 8 (Trade information) shall be completed and given to the 

operator of the auxiliary vessel which transports the dead bluefin tuna to shore (or retained 

on the catching vessel if landed directly to shore). The dead fish and split BCD shall be 

accompanied by a copy of the ITD. 

3. The quantities of dead fish shall be recorded in the BCD of the catching vessel which made 

the catch or, in the case of JFOs, in the BCD of the catching vessels or of a vessel flying 

another flag participating in the JFO. 
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ANNEX XIV 

ICCAT Declaration on caging1 

Vessel 

name 
Flag 

Registration 
Number 

Identifiable 

cage number 

Date of 

catch 

Place of 
catch 

Longitude 

Latitude 

eBCD 

number 

eBCD 

date 

Date of 

caging 

Quantity 

placed in 

cage (t) 

Number of 
fish placed 

in cage for 

fattening 

Size 

composition 

Farming 

facility* 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

* Facility authorized to operate for fattening of Bluefin tuna caught in the Convention area. 

 

                                                 

1 This is the Declaration on caging laid down in ICCAT Recommendation 06-07. 
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ANNEX XV 

Minimum Standards for the establishment of a VMS in the ICCAT Convention Area1 

1. Notwithstanding any stricter requirements applicable in specific ICCAT fisheries, each 

flag Member State shall implement a VMS for its fishing vessels above 15 metres in length 

overall authorised to fish in waters beyond jurisdiction of the flag Member State and shall: 

(a) require its fishing vessels to be equipped with an autonomous, tamper-evident system 

that continuously, automatically, and independent of any intervention by the vessel, 

transmits messages to the fishing monitoring centre (‘FMC’) of the flag Member 

State to track the position, course, and speed of a fishing vessel by the flag Member 

State of that vessel; 

(b) ensure that the satellite tracking device fitted on board the fishing vessel collects and 

transmits continuously to the FMC of the flag Member State the following data: 

– the vessel’s identification; 

– the geographical position of the vessel (longitude, latitude) with a margin of 

error lower than 500 metres, with a confidence interval of 99 %; and 

– the date and time; 

(c) ensure that the FMC of the flag Member State receives an automatic notification if 

communication between the FMC and the satellite tracking device is interrupted; 

                                                 

1 This is in the ICCAT Recommendation Concerning Minimum Standards for Vessel 

Monitoring Systems in the ICCAT Convention Area 18-10. 
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(d) ensure, in cooperation with the coastal State, that the position messages transmitted 

by the vessels flying its flag while operating in waters under the jurisdiction of that 

coastal State are also transmitted automatically and in real time to the FMC of the 

coastal State thathas authorised the activity. In implementing this provision, due 

consideration shall be been given to minimising the operational costs, technical 

difficulties, and administrative burden associated with transmission of these 

messages; and 

(e) ensure that, in order to facilitate the transmission and receipt of position messages, as 

described in point (d), the FMC of the flag Member State or CPC, and the FMC of 

the coastal State shall exchange their contact information and notify each other 

without delay of any changes to this information. The FMC of the coastal State shall 

notify the flag Member State or CPC FMC of any interruption in the reception of 

consecutive position messages. The transmission of position messages between the 

FMC of the flag Member State or CPC, and that of the coastal State shall be carried 

out electronically using a secure communication system. 

2. Each Member State shall take appropriate measures to ensure that the VMS messages are 

transmitted and received, as specified in paragraph 1, and use this information to 

continuously track the position of the vessels flying its flag. 
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3. Each Member State shall ensure that the masters of fishing vessels flying its flag ensure 

that the satellite tracking devices are permanently and continuously operational and that the 

information identified in paragraph 1, point (b), is collected and transmitted at least once 

every hour for purse seine vessels and at least once every two hours for all other vessels. In 

addition, Member States shall require that their vessel operators ensure that: 

(a) the satellite tracking device is not tampered with in any way; 

(b) VMS data are not altered in any way; 

(c) the antennae connected to the satellite tracking device is not obstructed in any way; 

(d) the satellite tracking device is hardwired into the fishing vessel and the power supply 

is not intentionally interrupted in any way; and 

(e) the satellite tracking device is not removed from the vessel except for the purposes of 

repair or replacement. 
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4. In the event of a technical failure or non-operation of the satellite tracking device fitted on 

board a fishing vessel, the device shall be repaired or replaced within one month from the 

time of the event, unless the vessel has been removed from the list of authorised large scale 

fishing vessels, where applicable, or for vessels not required to be included on ICCAT’s 

authorised vessel list, the authorisation to fish in areas beyond the jurisdiction of the flag 

CPC no longer applies. The vessel shall not be authorised to commence a fishing trip with 

a defective satellite tracking device. Furthermore, when a device stops functioning or has a 

technical failure during a fishing trip, the repair or the replacement shall take place as soon 

as the vessel enters a port; the fishing vessel shall not be authorised to commence a fishing 

trip without the satellite tracking device having been repaired or replaced. 

5. Each Member State or CPC shall ensure that a fishing vessel with a defective satellite 

tracking device shall communicate to the FMC, at least daily, reports containing the 

information in point (b) of paragraph 1 by other means of communication (radio, web-

based reporting, electronic mail, telefax or telex). 

6. Member States or CPCs may allow a vessel to power down its satellite tracking device 

only if the vessel will not be fishing for an extended period of time (e.g., in dry dock for 

repairs), and it notifies the competent authorities of its flag Member State or CPC in 

advance. The satellite tracking device shall be re-activated, and collect and transmit at least 

one report, prior to the vessel leaving port. 
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ANNEX XVI 

Correlation table between Regulation (EU) 2016/1627 and this Regulation 
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Article 1 Article 1  

Article 2 Article 1 
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Article 4 – 
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Article 11 Article 17 and Annex I 

Article 12 Article 17 and Annex I 

Article 13  Article 18 

Article 14  Article 19 

Article 15  Article 20 
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Article 23 Article 28 
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Subject:  BIENNIAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF REC. 21-08 BY CPCS 
(ICCAT Circular 11085/2023)  

Dear Mr. Manel, 

In accordance with the ICCAT Requirements laid down by paragraph 236 of the 

Recommendation by ICCAT amending the Recommendation 19-04 amending 

Recommendation 18-02 establishing a Multi-annual Management Plan for Bluefin Tuna 

in the Eastern Atlantic and the Mediterranean (Rec. 21-08), I want to inform that the 

European Union has adopted a Regulation (EU) of the European Parliament and of the 

Council Establishing a Multiannual Management Plan for bluefin tuna in the eastern 

Atlantic and the Mediterranean, by amending Regulations (EC) No1936/2001, (EU) No 

2017/2017, and (EU) No 2019/833 and repealing regulation (EU) No 216/1627.  

This Regulation shall implement Recommendation 19-04 in Union law and also shall 

implement, in full or in part, where relevant ICCAT Recommendations 06-07 on bluefin 

tuna farming, 18-10 concerning minimum standards for vessel monitoring systems in the 

ICCAT Convention Area, 96-14 regarding compliance in the bluefin tuna and North 

Atlantic swordfish fisheries, 13-13 concerning the establishment of an ICCAT Record of 

vessels 20 meters in length overall or greater authorised to operate in the Convention 

Area and 16-15 on transhipment. The regulation was adopted on 13 September and will 

entry into force tomorrow, Tuesday 17 October 2023. 

Furthermore, I take the opportunity to recall that EU Regulations are binding instruments 

to the 27 EU Member States. 

 

 



 

 

Yours sincerely,  

 

Stijn BILLIET 

EU Head of Delegation to ICCAT 

  

 

 

 

Annex :  Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a 

Multiannual Management Plan for Bluefin Tuna in the Eastern Atlantic 

and the Mediterranean, amending Regulations (EC) No 1936/2001, (EU) 

2017/2107, and (EU) 2019/833 and Repealing Regulation (EU) 

2016/1627. 

Electronically signed on 17/10/2023 14:06 (UTC+02) in accordance with Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121
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Regulations and other related documents for the implementation of Rec. 21-08 
(Japan) 

This document includes followings: 

Summary 

(Attachment) 

- The Fisheries Law (in Japanese) 

- The Ministerial Ordinance of the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries (in Japanese) 

JAPAN
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Summary 

The Recommendations 21-08 have been transposed to Japanese national laws. Fishermen who receive a 

fishing permit from the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries are obliged to comply with the 

national legislations such as the Fisheries Law and the Ministerial Ordinance of the Minister of Agriculture, 

Forestry and Fisheries, and will be punished in accordance with relevant legislations if they violate a 

legislation.  

 

(1) Fisheries openings (paras 28-32) 

The Minister prohibits fishing operators from fishing for bluefin tuna (BFT) in the area delimited by West 

of 10°W and North of 42°N during the period from 1 February to 31 July and in other areas during the period 

from 1 June to 31 December. 

 

(2) Minimum size (paras 33-35) 

The Minister prohibits fishing operators from catching for BFT weighing less than 30kg. 

The fishing vessel shall stop operating and move from the fishing area when the number of BFTs which 

weigh 8-30 kg gets larger than 5% of the total number of BFTs caught on the day. The weight of dead 

discards of BFTs caught on the day. The weight of dead discards of BFTs below minimum weight is counted 

against Japan’s quota. 

 

(3) By-catch (para 37) 

The Minister prohibits the vessels without BFT quota from catching, transshipping or landing BFT. All 

Japanese catching vessels targeting other than BFT operate around the equator or further south, thus the 

possibility of by-catch of BFT is negligible. Given the circumstances, the Minister sets aside 1 t (i.e., less than 

0.03%) for bycatch for other fisheries as a minimum figure. 

 

(4) Recreational and sports fisheries (paras 38-46) 

No recreational or sport fishing vessels in the ICCAT area. 

 

(5) Catch recording and reporting (paras 74-88) 

The Minister requires fishing operators to communicate to the Fisheries Agency of Japan (FAJ) daily 

information from logbooks, including the date, time, location, the weight and number of BFT caught in 

eastern Atlantic Ocean (including releases and discards of dead fish under the minimum size) by the end of 

the next day. In addition, the Minister also requires the operators to maintain a bound or electronic fishing 

logbook of their operation. 

 

(6) Transhipment (paras 89-94)  

The Minister prohibits transshipment of BFT at sea and only allows transshipment at ports registered on 

the ICCAT website with prior authorization. 
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(7) VMS (paras 218-224)  

The Minister requires fishing vessels to be equipped with a VMS able to automatically transmit a message 

and to transmit the data every two hours to the FAJ. 

The FAJ transmits the VMS data from the vessels fishing for BFT to the ICCAT Secretariat 

 

(8) CPC observers programme (paras 95-100) 

Subject to the COVID-19 pandemic situation, the FAJ will ensure 20 % observer coverage of fishing effort of 

its LSTLVs, which are allowed to fish BFT. In addition to the 20% observer coverage, several vessels plan to 

install electronic monitoring system (EMS) on a trial basis. 

 

(9) Regional observers programme (paras 101-107) 

Japanese fishing vessels catching BFT are not purse seiner and Japan has no registered farming facilities for 

BFT. 
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附
則

第
一
章
　
総
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
漁
業
が
国
民
に
対
し
て
水
産
物

を
供
給
す
る
使
命
を
有
し
、
か
つ
、
漁
業
者
の
秩
序
あ

る
生
産
活
動
が
そ
の
使
命
の
実
現
に
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
、
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
措

置
並
び
に
漁
業
の
許
可
及
び
免
許
に
関
す
る
制
度
そ
の

他
の
漁
業
生
産
に
関
す
る
基
本
的
制
度
を
定
め
る
こ
と

に
よ
り
、
水
産
資
源
の
持
続
的
な
利
用
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
水
面
の
総
合
的
な
利
用
を
図
り
、
も
つ
て
漁

業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
漁
業
」
と
は
、
水
産
動

植
物
の
採
捕
又
は
養
殖
の
事
業
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
漁
業
者
」
と
は
、
漁
業
を
営

む
者
を
い
い
、
「
漁
業
従
事
者
」
と
は
、
漁
業
者
の
た

め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
養
殖
に
従
事
す
る
者
を

い
う
。

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
水
産
資
源
」
と
は
、
一
定
の

水
面
に
生
息
す
る
水
産
動
植
物
の
う
ち
有
用
な
も
の
を

い
う
。

（
適
用
範
囲
）

第
三
条
　
公
共
の
用
に
供
し
な
い
水
面
に
は
、
別
段
の
規

定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
し

な
い
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な
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は
、
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
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又
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規
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請
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う
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る
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は
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う
ち
一
人
を
選
定
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て
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表
者
と
し
、

こ
れ
を
行
政
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
表

者
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
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項
の
届
出
が
な
い
と
き
は
、
行
政
庁
は
、
代
表
者

を
指
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す
る
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３
　
代
表
者
は
、
行
政
庁
に
対
し
、
共
同
者
を
代
表
す

る
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４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
共
同
し
て
第
六
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
漁
業
権
又
は
こ
れ
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
若

し
く
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
入
漁
権
を
取
得
し
た

場
合
に
準
用
す
る
。
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条
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展
さ

せ
る
た
め
、
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産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
適
切
に
行

う
と
と
も
に
、
漁
場
の
使
用
に
関
す
る
紛
争
の
防
止
及

び
解
決
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を

有
す
る
。

第
二
章
　
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理

第
一
節
　
総
則

（
定
義
）

第
七
条
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
漁
獲
可
能
量
」
と
は
、
水

産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
（
以
下
「
資
源
管
理
」
と
い

う
。
）
の
た
め
、
水
産
資
源
ご
と
に
一
年
間
に
採
捕
す

る
こ
と
が
で
き
る
数
量
の

高
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ

る
数
量
を
い
う
。

２
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
管
理
区
分
」
と
は
、
水
産
資
源

ご
と
に
漁
獲
量
の
管
理
を
行
う
た
め
、
特
定
の
水
域
及

び
漁
業
の
種
類
そ
の
他
の
事
項
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る

区
分
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
漁
獲
努
力
量
」
と
は
、
水
産
資

源
を
採
捕
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
漁
ろ
う
の
作
業
の
量

で
あ
つ
て
、
操
業
日
数
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
指
標
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

４
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
漁
獲
努
力
可
能
量
」
と
は
、
管

理
区
分
に
お
い
て
当
該
管
理
区
分
に
係
る
漁
獲
可
能
量

の
数
量
の
水
産
資
源
を
採
捕
す
る
た
め
に
通
常
必
要
と

認
め
ら
れ
る
漁
獲
努
力
量
を
い
う
。

（
資
源
管
理
の
基
本
原
則
）

第
八
条
　
資
源
管
理
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
、
漁
獲

可
能
量
に
よ
る
管
理
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、

稚
魚
の
生
育
そ
の
他
の
水
産
資
源
の
再
生
産
が
阻
害
さ

れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
次

章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
漁
業
時
期
又
は

漁
具
の
制
限
そ
の
他
の
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外

の
手
法
に
よ
る
管
理
を
合
わ
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
は
、
管
理
区
分
ご
と
に
漁

獲
可
能
量
を
配
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
区
分
に
お
い

て
、
そ
の
漁
獲
可
能
量
を
超
え
な
い
よ
う
に
、
漁
獲
量

を
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
漁
獲
量
の
管
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
区
分
に
お
い

て
、
水
産
資
源
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
船

舶
等
（
船
舶
そ
の
他
の
漁
業
の
生
産
活
動
を
行
う
基
本

的
な
単
位
と
な
る
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と

に
当
該
管
理
区
分
に
係
る
漁
獲
可
能
量
の
範
囲
内
で
水

産
資
源
の
採
捕
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
数
量
を
割
り
当

て
る
こ
と
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て

「
漁
獲
割
当
て
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
を
基
本

と
す
る
。

４
　
漁
獲
割
当
て
を
行
う
準
備
の
整
つ
て
い
な
い
管
理
区

分
に
お
け
る
漁
獲
量
の
管
理
は
、
当
該
管
理
区
分
に
お

い
て
水
産
資
源
を
採
捕
す
る
者
に
よ
る
漁
獲
量
の
総
量

を
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
水
産
資
源
の
特
性
及
び
そ

の
採
捕
の
実
態
を
勘
案
し
て
漁
獲
量
の
総
量
の
管
理
を

行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当

該
管
理
に
代
え
て
、
当
該
管
理
区
分
に
お
い
て
当
該
管

理
区
分
に
係
る
漁
獲
努
力
可
能
量
を
超
え
な
い
よ
う

に
、
当
該
管
理
区
分
に
お
い
て
水
産
資
源
を
採
捕
す
る

た
め
に
漁
ろ
う
を
行
う
者
に
よ
る
漁
獲
努
力
量
の
総
量

の
管
理
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
節
　
資
源
管
理
基
本
方
針
等

（
資
源
調
査
及
び
資
源
評
価
）

第
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
海
洋
環
境
に
関
す
る
情

報
、
水
産
資
源
の
生
息
又
は
生
育
の
状
況
に
関
す
る
情

報
、
採
捕
及
び
漁
ろ
う
の
実
績
に
関
す
る
情
報
そ
の
他

の
資
源
評
価
（
水
産
資
源
の
資
源
量
の
水
準
及
び
そ
の

動
向
に
関
す
る
評
価
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
を
収
集
す

る
た
め
の
調
査
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
三
項
に
お

い
て
「
資
源
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
調
査
を
行
う
に
当
た
つ
て

は
、
人
工
衛
星
に
搭
載
さ
れ
る
観
測
用
機
器
、
船
舶
に

搭
載
さ
れ
る
魚
群
探
知
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
、

情
報
を
効
率
的
に
収
集
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

新
の
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
て
資
源
評
価
を
実
施
す

る
も
の
と
す
る
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
評
価
を
行
う
に
当
た
つ
て

は
、
全
て
の
種
類
の
水
産
資
源
に
つ
い
て
評
価
を
行
う

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研

究
・
教
育
機
構
に
、
資
源
調
査
又
は
資
源
評
価
に
関
す

る
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
知
事
の
要
請
等
）

第
十
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、

資
源
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
水
産
資
源
に
つ
い
て
資

源
評
価
を
行
う
よ
う
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
要
請
を
す

る
と
き
は
、
当
該
要
請
に
係
る
資
源
評
価
に
必
要
な
情

報
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ

か
、
農
林
水
産
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
、
資
源
調
査
に

協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
資
源
管
理
基
本
方
針
）

第
十
一
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
評
価
を
踏
ま
え

て
、
資
源
管
理
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
こ
の
章
及

び
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
資
源
管

理
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
資
源
管
理
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
源
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
　
資
源
管
理
の
目
標

三
　
特
定
水
産
資
源
（
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
を
行

う
水
産
資
源
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
管

理
年
度
（
特
定
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
行
う

年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

四
　
特
定
水
産
資
源
ご
と
の
大
臣
管
理
区
分
（
農
林
水

産
大
臣
が
設
定
す
る
管
理
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
　
特
定
水
産
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
の
都
道
府
県

及
び
大
臣
管
理
区
分
へ
の
配
分
の
基
準

六
　
大
臣
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
（
第
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の
管
理
区

分
に
あ
つ
て
は
、
漁
獲
量
又
は
漁
獲
努
力
量
。
第
十

四
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
管
理
の

手
法

七
　
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資

源
管
理
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
を
定
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
を
定
め
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
直
近
の
資
源
評
価
、

新
の
科

学
的
知
見
、
漁
業
の
動
向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

て
、
資
源
管
理
基
本
方
針
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
も
の

と
す
る
。

６
　
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
資
源
管
理
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
資
源
管
理
の
目
標
等
）

第
十
二
条
　
前
条
第
二
項
第
二
号
の
資
源
管
理
の
目
標

は
、
資
源
評
価
が
行
わ
れ
た
水
産
資
源
に
つ
い
て
、
水

産
資
源
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
資
源
量
の
水
準
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
資
源
水
準
」

と
い
う
。
）
の
値
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　

大
持
続
生
産
量
（
現
在
及
び
合
理
的
に
予
測
さ

れ
る
将
来
の
自
然
的
条
件
の
下
で
持
続
的
に
採
捕
す

る
こ
と
が
可
能
な
水
産
資
源
の
数
量
の

大
値
を
い

う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
現
す
る
た
め
に

維
持
し
、
又
は
回
復
さ
せ
る
べ
き
目
標
と
な
る
値

（
同
号
及
び
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
目
標
管

理
基
準
値
」
と
い
う
。
）

二
　
資
源
水
準
の
低
下
に
よ
つ
て

大
持
続
生
産
量
の

実
現
が
著
し
く
困
難
に
な
る
こ
と
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
そ
の
値
を
下
回
つ
た
場
合
に
は
資
源
水
準

の
値
を
目
標
管
理
基
準
値
に
ま
で
回
復
さ
せ
る
た
め

の
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
値
（
第
十
五
条
第
二

項
第
二
号
に
お
い
て
「
限
界
管
理
基
準
値
」
と
い

う
。
）

２
　
水
産
資
源
を
構
成
す
る
水
産
動
植
物
の
特
性
又
は
資

源
評
価
の
精
度
に
照
ら
し
前
項
各
号
に
掲
げ
る
値
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
水
産
資
源
の
漁

獲
量
又
は
漁
獲
努
力
量
の
動
向
そ
の
他
の
情
報
を
踏
ま

え
て
資
源
水
準
を
推
定
し
た
上
で
、
そ
の
維
持
し
、
又

は
回
復
さ
せ
る
べ
き
目
標
と
な
る
値
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

３
　
前
条
第
二
項
第
三
号
の
管
理
年
度
は
、
特
定
水
産
資

源
の
特
性
及
び
そ
の
採
捕
の
実
態
を
勘
案
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

４
　
前
条
第
二
項
第
五
号
の
配
分
の
基
準
は
、
水
域
の
特

性
、
漁
獲
の
実
績
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
国
際
的
な
枠
組
み
と
の
関
係
）

第
十
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
を

定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
水
産
資
源
の
持
続
的
な
利
用

に
関
す
る
国
際
機
関
そ
の
他
の
国
際
的
な
枠
組
み
（
我

が
国
が
締
結
し
た
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
よ
り
設

け
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
二

条
第
二
項
に
お
い
て
「
国
際
的
な
枠
組
み
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
行
わ
れ
た
資
源
評
価
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
を
定
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
決
定

さ
れ
て
い
る
資
源
管
理
の
目
標
そ
の
他
の
資
源
管
理
に

関
す
る
事
項
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
資

源
管
理
の
目
標
そ
の
他
の
資
源
管
理
に
関
す
る
事
項
が

新
た
に
決
定
さ
れ
、
又
は
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
資
源

管
理
基
本
方
針
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
資
源
管

理
基
本
方
針
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
）

第
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
に

即
し
て
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
資
源
管
理
を
行
う

た
め
の
方
針
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
百
二
十
五
条
第
一

項
第
一
号
に
お
い
て
「
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
」
と

い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
水

産
資
源
の
採
捕
が
行
わ
れ
て
い
な
い
都
道
府
県
の
知
事

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
源
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
　
特
定
水
産
資
源
ご
と
の
知
事
管
理
区
分
（
都
道
府

県
知
事
が
設
定
す
る
管
理
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の

章
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
特
定
水
産
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
（
当
該
都
道

府
県
に
配
分
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
の
知
事
管
理

区
分
へ
の
配
分
の
基
準

四
　
知
事
管
理
区
分
ご
と
の
漁
獲
量
の
管
理
の
手
法

五
　
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る
資

源
管
理
に
関
す
る
事
項

六
　
そ
の
他
資
源
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

３
　
前
項
第
三
号
の
配
分
の
基
準
は
、
水
域
の
特
性
、
漁

獲
の
実
績
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
を
定

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
を
定

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
を
定

め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

７
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
の
変
更
に

よ
り
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
が
資
源
管
理
基
本
方
針

に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
都
道

府
県
資
源
管
理
方
針
を
定
め
た
都
道
府
県
知
事
に
対

し
、
当
該
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
を
変
更
す
べ
き
旨

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受

け
た
と
き
は
、
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
を
変
更
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
直

近
の
資
源
評
価
、

新
の
科
学
的
知
見
、
漁
業
の
動
向

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
都
道
府
県
資
源
管
理
方

針
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
れ
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

10
　
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規

定
に
よ
る
都
道
府
県
資
源
管
理
方
針
の
変
更
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
三
節
　
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理

第
一
款
　
漁
獲
可
能
量
等
の
設
定

（
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
漁
獲
可
能
量
等
の
設
定
）

第
十
五
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
資
源
管
理
基
本
方
針
に

即
し
て
、
特
定
水
産
資
源
ご
と
及
び
そ
の
管
理
年
度
ご

と
に
、
次
に
掲
げ
る
数
量
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
漁
獲
可
能
量

二
　
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
各
都
道
府
県
に
配
分
す
る
数

量
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
都
道
府
県
別
漁
獲
可

能
量
」
と
い
う
。
）

三
　
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
大
臣
管
理
区
分
に
配
分
す
る

数
量
（
以
下
こ
の
節
及
び
第
百
二
十
五
条
第
一
項
第

四
号
に
お
い
て
「
大
臣
管
理
漁
獲
可
能
量
」
と
い

う
。
）

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
漁
獲

可
能
量
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
源
水
準
の
値
が
目
標
管
理
基
準
値
を
下
回
つ
て

い
る
場
合
（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、

資
源
水
準
の
値
が
目
標
管
理
基
準
値
を
上
回
る
ま
で

回
復
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
資
源
水
準
の
値
が
限
界
管
理
基
準
値
を
下
回
つ
て

い
る
場
合
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
第
十
二
条

第
一
項
第
二
号
の
計
画
に
従
つ
て
、
資
源
水
準
の
値

が
目
標
管
理
基
準
値
を
上
回
る
ま
で
回
復
さ
せ
る
こ

と
。

三
　
資
源
水
準
の
値
が
目
標
管
理
基
準
値
を
上
回
つ
て

い
る
場
合
は
、
資
源
水
準
の
値
が
目
標
管
理
基
準
値

を
上
回
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
。

四
　
第
十
二
条
第
二
項
の
目
標
と
な
る
値
を
定
め
た
と

き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
推
定
し
た
資
源
水
準
の

値
が
当
該
目
標
と
な
る
値
を
上
回
る
ま
で
回
復
さ

せ
、
又
は
当
該
目
標
と
な
る
値
を
上
回
る
状
態
を
維

持
す
る
こ
と
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を

定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
を
定

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
す
る
都
道
府
県
知
事
の

意
見
を
聴
く
も
の
と
し
、
そ
の
数
量
を
定
め
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。
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５
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
を

定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
の

変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
）

第
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
資
源
管
理
方

針
に
即
し
て
、
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
、

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
節
及
び

第
百
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
「
知
事
管
理

漁
獲
可
能
量
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５
　
前
三
項
の
規
定
は
、
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項

中
「
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
、
「
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微

な
変
更
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
款
　
漁
獲
割
当
て
に
よ
る
漁
獲
量
の

管
理

（
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
）

第
十
七
条
　
漁
獲
割
当
て
に
よ
る
漁
獲
量
の
管
理
を
行
う

管
理
区
分
（
以
下
こ
の
節
並
び
に
第
百
二
十
四
条
第
一

項
及
び
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
漁

獲
割
当
管
理
区
分
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
当
該
漁
獲

割
当
て
の
対
象
と
な
る
特
定
水
産
資
源
を
採
捕
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
当
該
管
理
区
分
が
大
臣
管
理
区
分
で
あ

る
場
合
に
は
農
林
水
産
大
臣
、
知
事
管
理
区
分
で
あ
る

場
合
に
は
当
該
知
事
管
理
区
分
に
係
る
都
道
府
県
知
事

に
申
請
し
て
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
に
使
用
し

よ
う
と
す
る
船
舶
等
ご
と
に
漁
獲
割
当
て
の
割
合
（
以

下
こ
の
款
に
お
い
て
「
漁
獲
割
当
割
合
」
と
い
う
。
）

の
設
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
漁
獲
割
当
割
合
の
有
効
期
間
は
、
一
年
を
下

ら
な
い
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
と
す
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
獲
割
当

割
合
の
設
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
漁
獲
割
当
管
理
区
分
ご
と
に
、
船
舶
等
ご
と
の
漁

獲
実
績
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
勘
案

し
て
設
定
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
に
従
つ
て
設
定
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
獲
割
当

て
の
対
象
と
な
る
特
定
水
産
資
源
の
再
生
産
の
阻
害
を

防
止
す
る
た
め
に
漁
業
時
期
若
し
く
は
漁
具
の
制
限
そ

の
他
の
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管
理
以
外
の
手
法
に
よ
る

資
源
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は

漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
者
の
間
の
紛
争
を
防

止
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
獲
割
当
割

合
の
設
定
を
、
当
該
漁
獲
割
当
て
の
対
象
と
な
る
特
定

水
産
資
源
の
採
捕
に
係
る
漁
業
に
係
る
許
可
等
（
第
三

十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
七
条
第
一
項
の
許
可

又
は
第
三
十
八
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
い
う
。
）
を
受
け
、
又
は
当

該
採
捕
に
係
る
個
別
漁
業
権
（
第
六
十
二
条
第
二
項
第

一
号
ホ
に
規
定
す
る
個
別
漁
業
権
を
い
う
。
）
を
有
す

る
者
（
第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
有
資

格
者
」
と
い
う
。
）
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
行
わ
な
い
場
合
）

第
十
八
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
た
者
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
獲
割

当
割
合
の
設
定
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
漁
業
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
せ
ず
、
か

つ
、
引
き
続
き
遵
守
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
者

二
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な

い
者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。
）

三
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る

使
用
人
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
が
あ
る
も
の

四
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

五
　
そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
を
営
む
に
足
り
る
経
理
的

基
礎
を
有
し
な
い
者

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
行
わ
な
い
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
申
請
者
に
そ
の
理
由
を
文
書

を
も
つ
て
通
知
し
、
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
当
該
申
請
者
又

は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
弁
明
し
、
か

つ
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
年
次
漁
獲
割
当
量
の
設
定
）

第
十
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
管
理
年
度
ご

と
に
、
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
（
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
年
次

漁
獲
割
当
量
（
漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
お
い
て
管
理
年

度
中
に
特
定
水
産
資
源
を
採
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
数

量
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
及
び
第
百
三
十
二
条
第
二
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
定
す
る
。

２
　
年
次
漁
獲
割
当
量
は
、
当
該
管
理
年
度
に
係
る
大
臣

管
理
漁
獲
可
能
量
又
は
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
に
漁
獲

割
当
割
合
設
定
者
が
設
定
を
受
け
た
漁
獲
割
当
割
合
を

乗
じ
て
得
た
数
量
と
す
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
年
次
漁
獲
割
当
量
を
設
定
し
た
と
き
は
、

当
該
年
次
漁
獲
割
当
量
の
設
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ

の
款
及
び
第
百
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て

「
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
当
該

年
次
漁
獲
割
当
量
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
同

意
を
得
て
、
電
磁
的
方
法
（
第
百
六
条
第
五
項
に
規
定

す
る
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
通
知
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
獲
割
当
管
理
原
簿
）

第
二
十
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁

獲
割
当
管
理
原
簿
を
作
成
し
、
漁
獲
割
当
割
合
及
び
年

次
漁
獲
割
当
量
の
設
定
、
移
転
及
び
取
消
し
の
管
理
を

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
漁
獲
割
当
管
理
原
簿
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保

有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
四
十
二
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
漁
獲
割
当
管
理
原
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人

情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

保
有
個
人
情
報
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五

章
第
四
節
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
漁
獲
割
当
管
理
原
簿
は
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）

で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
移
転
）

第
二
十
一
条
　
漁
獲
割
当
割
合
は
、
船
舶
等
と
と
も
に
当

該
船
舶
等
ご
と
に
設
定
さ
れ
た
漁
獲
割
当
割
合
を
譲
り

渡
す
場
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該

当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
の
認
可
を
受
け
た
と
き
に
限
り
、
移
転
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
移
転
を
受

け
た
者
は
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
と
、
当
該
移
転
を
さ

れ
た
漁
獲
割
当
割
合
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
設
定
を
受
け
た
漁
獲
割
当
割
合
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な

し
て
、
こ
の
款
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
獲
割
当

割
合
の
移
転
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
十
八
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ

の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
前
項
の
認
可

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
又
は

分
割
（
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
船
舶
等
を
承

継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相

続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の

協
議
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
船
舶
等

を
承
継
す
べ
き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合

併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
つ
て
成
立
し

た
法
人
又
は
分
割
に
よ
つ
て
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
を

受
け
た
船
舶
等
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
漁
獲
割
当

割
合
設
定
者
の
地
位
（
相
続
又
は
分
割
に
よ
り
漁
獲
割

当
割
合
の
設
定
を
受
け
た
船
舶
等
の
一
部
を
承
継
し
た

者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
部
の
船
舶
等
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
を
承
継
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
の
地
位

を
承
継
し
た
者
は
、
承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の

旨
を
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
）

第
二
十
二
条
　
年
次
漁
獲
割
当
量
は
、
他
の
漁
獲
割
当
割

合
設
定
者
に
譲
り
渡
す
場
合
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大

臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
と
き
に
限

り
、
移
転
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
移
転
を
受
け
た
者
は
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定

者
と
、
当
該
移
転
を
さ
れ
た
年
次
漁
獲
割
当
量
は
第
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲

割
当
量
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
こ
の
款
及
び
第
百

三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
前
項
の
認
可
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

一
　
年
次
漁
獲
割
当
量
の
移
転
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合

二
　
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
年
次
漁
獲
割
当
量
が
、
当

該
移
転
を
し
よ
う
と
す
る
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者

が
設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量
か
ら
当
該
年
次

3



漁
獲
割
当
量
設
定
者
が
当
該
管
理
年
度
に
お
い
て
採

捕
し
た
特
定
水
産
資
源
の
数
量
を
減
じ
た
数
量
よ
り

も
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
場
合

３
　
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
又

は
分
割
（
年
次
漁
獲
割
当
量
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
（
相
続
人
が
二

人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
協
議
に
よ
り
年
次
漁

獲
割
当
量
を
承
継
す
べ
き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の

者
）
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
つ

て
成
立
し
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
つ
て
年
次
漁
獲
割
当

量
を
承
継
し
た
法
人
は
、
当
該
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定

者
の
地
位
（
相
続
又
は
分
割
に
よ
り
年
次
漁
獲
割
当
量

の
一
部
を
承
継
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
部
の
年

次
漁
獲
割
当
量
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
承
継
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
の
地

位
を
承
継
し
た
者
は
、
承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ

の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
格
性
の
喪
失
等
に
よ
る
取
消
し
）

第
二
十
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、

漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
又
は
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者

が
第
十
八
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
設
定
を
受
け
た
漁
獲
割
当
割
合

及
び
年
次
漁
獲
割
当
量
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
獲
割
当

割
合
設
定
者
又
は
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
者
が
設
定
を
受
け
た
漁
獲
割
当
割
合
及

び
年
次
漁
獲
割
当
量
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合

の
設
定
を
有
資
格
者
に
限
る
場
合
に
お
い
て
、
有
資

格
者
で
な
く
な
つ
た
場
合

二
　
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
場
合

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に

お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
四
条
　
第
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
漁
獲
割
当
管
理
原
簿
へ
の
記
録
そ
の
他
漁
獲

割
当
て
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
採
捕
の
制
限
）

第
二
十
五
条
　
漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
お
い
て
は
、
当
該

漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
係
る
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者

で
な
け
れ
ば
、
当
該
漁
獲
割
当
て
の
対
象
と
な
る
特
定

水
産
資
源
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
当
該
特
定
水
産
資
源

の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
は
、
漁
獲
割
当
管
理
区
分

に
お
い
て
は
、
そ
の
設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量

を
超
え
て
当
該
漁
獲
割
当
て
の
対
象
と
な
る
特
定
水
産

資
源
の
採
捕
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
漁
獲
量
等
の
報
告
）

第
二
十
六
条
　
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
は
、
漁
獲
割
当

管
理
区
分
に
お
い
て
、
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
し
た

と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
農
林

水
産
省
令
又
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
漁
獲

量
そ
の
他
漁
獲
の
状
況
に
関
し
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
事
項
を
、
当
該
漁
獲
割
当
管
理
区
分
が
大
臣
管
理
区

分
で
あ
る
場
合
に
は
農
林
水
産
大
臣
、
知
事
管
理
区
分

で
あ
る
場
合
に
は
当
該
知
事
管
理
区
分
に
係
る
都
道
府

県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受

け
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
速
や
か
に
、
当
該
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

（
停
泊
命
令
等
）

第
二
十
七
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、

年
次
漁
獲
割
当
量
設
定
者
が
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規

定
に
違
反
し
て
そ
の
設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量

を
超
え
て
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
し
、
か
つ
、
当
該

採
捕
を
引
き
続
き
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

採
捕
を
し
た
者
が
使
用
す
る
船
舶
に
つ
い
て
停
泊
港
及

び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
停
泊
を
命
じ
、
又
は
当
該
採

捕
に
使
用
し
た
漁
具
そ
の
他
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
の

用
に
供
さ
れ
る
物
に
つ
い
て
期
間
を
指
定
し
て
そ
の
使

用
の
禁
止
若
し
く
は
陸
揚
げ
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
年
次
漁
獲
割
当
量
の
控
除
）

第
二
十
八
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、

漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
で
あ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定

者
が
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
設

定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量
を
超
え
て
特
定
水
産
資

源
を
採
捕
し
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た
部
分
の
数
量
を

基
準
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
出
す
る
数
量
を
、
次
の
管
理
年
度
以
降
に
お
い
て
当

該
漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
に
設
定
す
る
年
次
漁
獲
割
当

量
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
獲
割
当
割
合
の
削
減
）

第
二
十
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、

漁
獲
割
当
割
合
設
定
者
で
あ
る
年
次
漁
獲
割
当
量
設
定

者
が
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
設

定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量
を
超
え
て
特
定
水
産
資

源
を
採
捕
し
、
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
設
定
を
受
け
た
漁
獲
割
当
割
合
を
減

ず
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
処

分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、

聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理

は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
款
　
漁
獲
量
等
の
総
量
の
管
理

（
漁
獲
量
等
の
報
告
）

第
三
十
条
　
漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の
管
理
区
分
に
お

い
て
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
（
漁
獲
努
力
量
の
総
量
の

管
理
を
行
う
管
理
区
分
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お

い
て
「
漁
獲
努
力
量
管
理
区
分
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ

て
は
、
当
該
漁
獲
努
力
量
に
係
る
漁
ろ
う
。
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
者
は
、
特
定
水
産
資
源

の
採
捕
を
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期

間
内
に
、
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
（
漁
獲
努
力

量
管
理
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
水
産
資
源
に
係

る
漁
獲
努
力
量
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ

の
他
漁
獲
の
状
況
に
関
し
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

項
を
、
当
該
管
理
区
分
が
大
臣
管
理
区
分
（
漁
獲
割
当

管
理
区
分
以
外
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
農
林
水
産
大
臣
、
知
事

管
理
区
分
（
漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外
の
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に

は
当
該
知
事
管
理
区
分
に
係
る
都
道
府
県
知
事
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受

け
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
速
や
か
に
、
当
該
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
獲
量
等
の
公
表
）

第
三
十
一
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、

大
臣
管
理
区
分
又
は
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
特
定
水

産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量
が
当
該
管
理
区
分
に
係
る
大

臣
管
理
漁
獲
可
能
量
又
は
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
（
漁

獲
努
力
量
管
理
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
管
理
区
分
に

係
る
漁
獲
努
力
可
能
量
。
次
条
及
び
第
三
十
三
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
当
該
漁

獲
量
の
総
量
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
）

第
三
十
二
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
、
指
導
又
は
勧

告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
大
臣
管
理
区
分
に
お
け
る
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲

量
の
総
量
が
当
該
大
臣
管
理
区
分
に
係
る
大
臣
管
理

漁
獲
可
能
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
　
当

該
大
臣
管
理
区
分
に
お
い
て
当
該
特
定
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者

二
　
一
の
特
定
水
産
資
源
に
係
る
全
て
の
大
臣
管
理
区

分
に
お
け
る
当
該
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量

が
当
該
全
て
の
大
臣
管
理
区
分
に
係
る
大
臣
管
理
漁

獲
可
能
量
の
合
計
を
超
え
る
お
そ
れ
が
大
き
い
場

合
　
当
該
全
て
の
大
臣
管
理
区
分
の
い
ず
れ
か
に
お

い
て
当
該
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者

三
　
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量
が
当
該
特
定
水

産
資
源
の
漁
獲
可
能
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
大
き
い

場
合
　
当
該
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
、
指
導
又
は
勧
告
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲

量
の
総
量
が
当
該
知
事
管
理
区
分
に
係
る
知
事
管
理

漁
獲
可
能
量
を
超
え
る
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
　
当

該
知
事
管
理
区
分
に
お
い
て
当
該
特
定
水
産
資
源
の

採
捕
を
す
る
者

二
　
一
の
特
定
水
産
資
源
に
係
る
全
て
の
知
事
管
理
区

分
に
お
け
る
当
該
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量

が
当
該
都
道
府
県
の
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
を
超

え
る
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
　
当
該
全
て
の
知
事
管

理
区
分
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
当
該
特
定
水
産
資
源

の
採
捕
を
す
る
者

（
採
捕
の
停
止
等
）

第
三
十
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
期
間
を
定
め
、
採
捕
の
停
止
そ
の
他
特

定
水
産
資
源
の
採
捕
に
関
し
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
大
臣
管
理
区
分
に
お
け
る
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲

量
の
総
量
が
当
該
大
臣
管
理
区
分
に
係
る
大
臣
管
理

漁
獲
可
能
量
を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ

が
著
し
く
大
き
い
場
合
　
当
該
大
臣
管
理
区
分
に
お

い
て
当
該
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者

二
　
一
の
特
定
水
産
資
源
に
係
る
全
て
の
大
臣
管
理
区

分
に
お
け
る
当
該
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量

4



が
当
該
全
て
の
大
臣
管
理
区
分
に
係
る
大
臣
管
理
漁

獲
可
能
量
の
合
計
を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お

そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
場
合
　
当
該
全
て
の
大
臣
管

理
区
分
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
当
該
特
定
水
産
資
源

の
採
捕
を
す
る
者

三
　
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量
が
当
該
特
定
水

産
資
源
の
漁
獲
可
能
量
を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え

る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
場
合
　
当
該
特
定
水
産

資
源
の
採
捕
を
す
る
者

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
者
に
対
し
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
間

を
定
め
、
採
捕
の
停
止
そ
の
他
特
定
水
産
資
源
の
採
捕

に
関
し
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
知
事
管
理
区
分
に
お
け
る
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲

量
の
総
量
が
当
該
知
事
管
理
区
分
に
係
る
知
事
管
理

漁
獲
可
能
量
を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ

が
著
し
く
大
き
い
場
合
　
当
該
知
事
管
理
区
分
に
お

い
て
当
該
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者

二
　
一
の
特
定
水
産
資
源
に
係
る
全
て
の
知
事
管
理
区

分
に
お
け
る
当
該
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量
の
総
量

が
当
該
都
道
府
県
の
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
を
超

え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い

場
合
　
当
該
全
て
の
知
事
管
理
区
分
の
い
ず
れ
か
に

お
い
て
当
該
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
す
る
者

（
停
泊
命
令
等
）

第
三
十
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、

前
条
の
命
令
を
受
け
た
者
が
当
該
命
令
に
違
反
す
る
行

為
を
し
、
か
つ
、
当
該
行
為
を
引
き
続
き
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
使
用
す
る
船

舶
に
つ
い
て
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
停
泊

を
命
じ
、
又
は
当
該
行
為
に
使
用
し
た
漁
具
そ
の
他
特

定
水
産
資
源
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
に
つ
い
て
期

間
を
指
定
し
て
そ
の
使
用
の
禁
止
若
し
く
は
陸
揚
げ
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
節
　
補
則

第
三
十
五
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
都
道
府
県
別
漁
獲
可

能
量
の
管
理
を
行
う
に
当
た
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
第
百
二
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
示
に
つ
い

て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
三
章
　
許
可
漁
業

第
一
節
　
大
臣
許
可
漁
業

（
農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
漁
業
の
許
可
）

第
三
十
六
条
　
船
舶
に
よ
り
行
う
漁
業
で
あ
つ
て
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
船
舶

ご
と
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
農
林
水
産
省
令
は
、
漁
業
調
整
（
特
定
水
産

資
源
の
再
生
産
の
阻
害
の
防
止
若
し
く
は
特
定
水
産
資

源
以
外
の
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
又
は
漁
場
の
使

用
に
関
す
る
紛
争
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
調
整
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
漁
業
者
及
び
そ
の
使
用
す

る
船
舶
（
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
漁
ろ
う
設
備
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
制
限
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
、

か
つ
、
政
府
間
の
取
決
め
が
存
在
す
る
こ
と
、
漁
場
の

区
域
が
広
域
に
わ
た
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

事
由
に
よ
り
当
該
措
置
を
統
一
し
て
講
ず
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
漁
業
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
を
制

定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策

審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
を
受
け
た
者
の
責
務
）

第
三
十
七
条
　
前
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

漁
業
（
以
下
「
大
臣
許
可
漁
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
同
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
節
（
第
四
十
七
条
を
除

く
。
）
に
お
い
て
単
に
「
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

者
は
、
資
源
管
理
を
適
切
に
す
る
た
め
に
必
要
な
取
組

を
自
ら
行
う
と
と
も
に
、
漁
業
の
生
産
性
の
向
上
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
起
業
の
認
可
）

第
三
十
八
条
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
つ
て
現

に
船
舶
を
使
用
す
る
権
利
を
有
し
な
い
も
の
は
、
船
舶

の
建
造
に
着
手
す
る
前
又
は
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り

受
け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他
船
舶
を
使
用
す
る

権
利
を
取
得
す
る
前
に
、
船
舶
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め

起
業
に
つ
き
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
三
十
九
条
　
前
条
の
認
可
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
起
業
の
認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
が
そ
の
起
業

の
認
可
に
基
づ
い
て
許
可
を
申
請
し
た
場
合
に
お
い

て
、
申
請
の
内
容
が
認
可
を
受
け
た
内
容
と
同
一
で
あ

る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
条
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
許
可
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
、
認
可
を
受
け
た
日
か

ら
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
し
た
期
間
内
に
許
可
を
申
請

し
な
い
と
き
は
、
起
業
の
認
可
は
、
そ
の
期
間
の
満
了

の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
い
場
合
）

第
四
十
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
が
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有

す
る
者
で
な
い
場
合

二
　
そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
と
同
種
の
漁
業
の
許
可
の

不
当
な
集
中
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は

起
業
の
認
可
を
し
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

申
請
者
に
そ
の
理
由
を
文
書
を
も
つ
て
通
知
し
、
公
開

に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
当
該
申
請
者
又

は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
弁
明
し
、
か

つ
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
の
適
格
性
）

第
四
十
一
条
　
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
適
格
性

を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
と
す
る
。

一
　
漁
業
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
せ
ず
、
か

つ
、
引
き
続
き
遵
守
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
者

で
あ
る
こ
と
。

二
　
暴
力
団
員
等
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る

使
用
人
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

五
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
が
農
林
水
産
大
臣

の
定
め
る
基
準
を
満
た
さ
な
い
こ
と
。

六
　
そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
を
適
確
に
営
む
に
足
り
る

生
産
性
を
有
さ
ず
、
又
は
有
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
第
五
号
の
基
準
を
定
め
、

又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
規
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
）

第
四
十
二
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
（
第
三
十
九
条

第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
起
業
の
認

可
（
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
大
臣
許
可
漁
業
を
営
む
者
の
数
、
当
該
大
臣
許
可

漁
業
に
係
る
船
舶
の
数
及
び
そ
の
操
業
の
実
態
そ
の
他

の
事
情
を
勘
案
し
て
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ

き
船
舶
の
数
及
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
、
操
業
区
域
、
漁

業
時
期
、
漁
具
の
種
類
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
事
項
に
関
す
る
制
限
措
置
を
定
め
、
当
該
制
限
措

置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
す
べ
き
期
間
は
、
三
月
を
下
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
緊
急

を
要
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
制
限
措
置
の
内
容
及
び
申
請
す
べ
き
期
間
を
定
め
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
た
だ
し
書
の
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
緊
急
を
要
す
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
第
一
項
の
申
請
す
べ
き
期
間
内
に
許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
申
請
し
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と

い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
十

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除

き
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ

き
船
舶
の
数
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
た
船
舶

の
数
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
申
請
者
の
生
産
性
を
勘
案
し
て
許
可
又
は

起
業
の
認
可
を
す
る
者
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る

者
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
正
な
方
法

で
く
じ
を
行
い
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
者
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
に
お
け
る
留
意
事
項
）

第
四
十
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
獲
割
当
て
の
対
象

と
な
る
特
定
水
産
資
源
の
採
捕
を
通
常
伴
う
と
認
め
ら

れ
る
大
臣
許
可
漁
業
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
公
示
を
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
大
臣
許
可

漁
業
に
お
い
て
採
捕
す
る
と
見
込
ま
れ
る
水
産
資
源
の

総
量
の
う
ち
に
漁
獲
割
当
て
の
対
象
と
な
る
特
定
水
産

資
源
の
数
量
の
占
め
る
割
合
が
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
割
合
を
下
回
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
船
舶

の
数
及
び
船
舶
の
総
ト
ン
数
そ
の
他
の
船
舶
の
規
模
に

関
す
る
制
限
措
置
を
定
め
な
い
も
の
と
す
る
。

（
許
可
等
の
条
件
）

第
四
十
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公

益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
又
は
起
業

の
認
可
を
す
る
に
当
た
り
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に

条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可

後
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
条
件
を
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に

か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
に
係
る
聴
聞
の

期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
継
続
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
等
）

第
四
十
五
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
そ
の
申
請
の
内
容
が
従
前
の
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
た
内
容
と
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
第
四
十
条

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
の

満
了
日
の
到
来
の
た
め
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
船
舶

と
同
一
の
船
舶
に
つ
い
て
許
可
を
申
請
し
た
と
き
。

二
　
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中

に
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
当
該
大
臣
許
可
漁

業
に
使
用
す
る
こ
と
を
廃
止
し
、
他
の
船
舶
に
つ
い

て
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
し
た
と
き
。

三
　
許
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
許
可
を
受
け
た
船
舶

が
滅
失
し
、
又
は
沈
没
し
た
た
め
、
滅
失
又
は
沈
没

の
日
か
ら
六
月
以
内
（
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
中
に

限
る
。
）
に
他
の
船
舶
に
つ
い
て
許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
申
請
し
た
と
き
。

四
　
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間

中
に
、
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
譲
り
受
け
、
借
り
受

け
、
そ
の
返
還
を
受
け
、
そ
の
他
相
続
又
は
法
人
の

合
併
若
し
く
は
分
割
以
外
の
事
由
に
よ
り
当
該
船
舶

を
使
用
す
る
権
利
を
取
得
し
て
当
該
大
臣
許
可
漁
業

を
営
も
う
と
す
る
者
が
、
当
該
船
舶
に
つ
い
て
許
可

又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
し
た
と
き
。

（
許
可
の
有
効
期
間
）

第
四
十
六
条
　
許
可
の
有
効
期
間
は
、
漁
業
の
種
類
ご
と

に
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
（
第
一
号
を

除
く
。
）
の
規
定
に
よ
つ
て
許
可
を
し
た
場
合
は
、
従

前
の
許
可
の
残
存
期
間
と
す
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
前

項
の
期
間
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
変
更
の
許
可
）

第
四
十
七
条
　
大
臣
許
可
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、

第
四
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
制
限
措

置
と
異
な
る
内
容
に
よ
り
、
大
臣
許
可
漁
業
を
営
も
う

と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
）

第
四
十
八
条
　
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
死

亡
し
、
解
散
し
、
又
は
分
割
（
当
該
許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
受
け
た
船
舶
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上

あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
協
議
に
よ
り
大
臣
許
可
漁
業

を
営
む
べ
き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
、
合
併

後
存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
合
併
に
よ
つ
て
成
立
し
た

法
人
又
は
分
割
に
よ
つ
て
当
該
船
舶
を
承
継
し
た
法
人

は
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
の
地
位

を
承
継
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け

た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
承
継
の
日
か
ら
二
月

以
内
に
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
許
可
等
の
失
効
）

第
四
十
九
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

一
　
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
当
該
大
臣
許
可
漁
業
に
使

用
す
る
こ
と
を
廃
止
し
た
と
き
。

二
　
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
船
舶
が
滅
失

し
、
又
は
沈
没
し
た
と
き
。

三
　
許
可
を
受
け
た
船
舶
を
譲
渡
し
、
貸
し
付
け
、
返

還
し
、
そ
の
他
そ
の
船
舶
を
使
用
す
る
権
利
を
失
つ

た
と
き
。

２
　
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ

の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
等
の
届
出
）

第
五
十
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
一
漁
業
時
期
以
上
に

わ
た
つ
て
休
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
休
業
期
間
を

定
め
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
）

第
五
十
一
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
を
受
け
た
者
が

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
を
超
え
て
休
業
し
た
と

き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る

場
合
を
除
き
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許

可
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
期
間
及
び
第
百
十
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
、
第
百
二

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
条
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
る
命
令
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
示
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
第
百
二
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に

よ
り
大
臣
許
可
漁
業
を
禁
止
さ
れ
た
期
間
は
、
前
項
の

期
間
に
算
入
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
に
係
る
聴
聞

の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
等
）

第
五
十
二
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
許
可
に
係
る
大
臣
許
可

漁
業
に
お
け
る
資
源
管
理
の
状
況
、
漁
業
生
産
の
実
績

そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
農
林
水
産

大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二

十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
際
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
決

定
さ
れ
た
措
置
の
履
行
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
を
受
け
た
者
に

対
し
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
そ
の
他
の
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
電
子
機
器
を
当
該
許
可
を
受
け
た
船
舶
に

備
え
付
け
、
か
つ
、
操
業
し
、
又
は
航
行
す
る
期
間
中

は
当
該
電
子
機
器
を
常
時
作
動
さ
せ
る
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
）

第
五
十
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
た
者
が
第
四
十
一
条
第
一
項
第
六
号
に
該
当

す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き

こ
と
を
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
適
格
性
の
喪
失
等
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し
等
）

第
五
十
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
又
は
起
業
の
認

可
を
受
け
た
者
が
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四

十
一
条
第
一
項
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
当
該
許
可
又

は
起
業
の
認
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け

た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
は
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
変
更

し
、
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
効
力
の
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か

か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴

聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
許
可
等
の
取
消
し
等
）

第
五
十
五
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公

益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許
可
又
は
起
業

の
認
可
を
変
更
し
、
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
効
力
の
停

止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十

三
号
）
第
十
二
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十

条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
漁
業
法
第
五
十
五
条
第
一

項
」
と
、
「
同
条
第
四
項
の
告
示
の
日
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の
許
可
の
取
消
し
の
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
許
可
証
の
交
付
等
）

第
五
十
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
許
可
を
し
た
と
き

は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

者
に
対
し
許
可
証
を
交
付
す
る
。

２
　
許
可
証
の
書
換
え
交
付
、
再
交
付
及
び
返
納
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節
　
知
事
許
可
漁
業

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
漁
業
の
許
可
）

第
五
十
七
条
　
大
臣
許
可
漁
業
以
外
の
漁
業
で
あ
つ
て
農

林
水
産
省
令
又
は
規
則
で
定
め
る
も
の
を
営
も
う
と
す

る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
農
林
水
産
省
令
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超

え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
農
林
水
産
大
臣
が
漁
業
調

整
の
た
め
漁
業
者
又
は
そ
の
使
用
す
る
船
舶
等
に
つ
い

て
制
限
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
漁
業
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
を
制

定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策

審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
規
則
は
、
都
道
府
県
知
事
が
漁
業
調
整
の

た
め
漁
業
者
又
は
そ
の
使
用
す
る
船
舶
等
に
つ
い
て
制

限
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
漁
業
に
つ
い

て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
則
を
制
定
し
、
又

は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
則
を
制
定
し
、
又

は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
漁
業
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広

域
的
な
見
地
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
　
当
該
漁
業
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
等
の
数
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二
　
農
林
水
産
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
水
域
に

お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
船
舶
等
の
数

三
　
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

８
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
事
項
を
定
め
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
事
項
に
違
反
し
て
第
一
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
へ
の
準
用
）

第
五
十
八
条
　
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
、
第
四

十
一
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
、

第
四
十
二
条
（
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
項
た
だ
し

書
を
除
く
。
）
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十

五
条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
か
ら
第
五

十
二
条
ま
で
、
第
五
十
四
条
並
び
に
第
五
十
六
条
の
規

定
は
、
前
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
で
定

め
る
漁
業
（
以
下
「
知
事
許
可
漁
業
」
と
い
う
。
）
の

許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都

道
府
県
知
事
」
と
、
第
三
十
七
条
中
「
同
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
と
、
第
三
十
八
条
中

「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
等
」
と
、
「
建
造
」
と
あ

る
の
は
「
建
造
又
は
製
造
」
と
、
第
四
十
一
条
第
一
項

第
五
号
中
「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
等
」
と
、
同

条
第
二
項
中
「
水
産
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
関

係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
」
と
、
第
四
十
二
条
第
一
項

中
「
船
舶
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
等
の
数
」
と
、

「
農
林
水
産
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
」
と
、
同
条

第
二
項
本
文
中
「
三
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

あ
る
の
は
「
漁
業
の
種
類
ご
と
に
規
則
で
定
め
る
期
間

と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
本
文
中
「
水
産
政
策
審
議

会
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
」

と
、
同
条
第
五
項
中
「
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶

等
」
と
、
「
申
請
者
の
生
産
性
を
勘
案
し
て
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
知
事
許
可
漁
業
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
関

係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
許

可
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
に
従
つ
て
」
と
、
第
四
十
三

条
中
「
船
舶
の
数
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
等
の
数
」

と
、
「
船
舶
の
規
模
」
と
あ
る
の
は
「
船
舶
等
の
規
模
」

と
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
農
林
水
産
省
令
」
と
あ

る
の
は
「
規
則
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
水
産
政
策
審

議
会
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
」

と
、
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
農
林

水
産
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
規
則
」
と
、
第
五
十
二
条

第
一
項
中
「
、
農
林
水
産
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
、
規

則
」
と
、
「
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
農
林
水
産
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産

省
令
又
は
規
則
」
と
、
第
五
十
四
条
第
二
項
中
「
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
」
と
あ

る
の
は
「
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
」

と
、
第
五
十
六
条
中
「
農
林
水
産
省
令
」
と
あ
る
の
は

「
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な

技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
節
　
補
則

第
五
十
九
条
　
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
臣
許

可
漁
業
及
び
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
の
手
続
そ
の
他
こ

の
章
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
。

第
四
章
　
漁
業
権
及
び
沿
岸
漁
場
管
理

第
一
節
　
総
則

（
定
義
）

第
六
十
条
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
漁
業
権
」
と
は
、
定
置

漁
業
権
、
区
画
漁
業
権
及
び
共
同
漁
業
権
を
い
う
。

２
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
定
置
漁
業
権
」
と
は
、
定
置
漁

業
を
営
む
権
利
を
い
い
、
「
区
画
漁
業
権
」
と
は
、
区

画
漁
業
を
営
む
権
利
を
い
い
、
「
共
同
漁
業
権
」
と
は
、

共
同
漁
業
を
営
む
権
利
を
い
う
。

３
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
定
置
漁
業
」
と
は
、
漁
具
を
定

置
し
て
営
む
漁
業
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い

う
。

一
　
身
網
の
設
置
さ
れ
る
場
所
の

深
部
が

高
潮
時

に
お
い
て
水
深
二
十
七
メ
ー
ト
ル
（
沖
縄
県
に
あ
つ

て
は
、
十
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
も
の
（
瀬
戸

内
海
（
第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
瀬
戸
内

海
を
い
う
。
）
に
お
け
る
ま
す
網
漁
業
並
び
に
陸
奥

湾
（
陸
奥
湾
の
海
面
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
の
指
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
お
け
る
落
と
し
網
漁
業
及

び
ま
す
網
漁
業
を
除
く
。
）

二
　
北
海
道
に
お
い
て
さ
け
を
主
た
る
漁
獲
物
と
す
る

も
の

４
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
区
画
漁
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ

る
漁
業
を
い
う
。

一
　
第
一
種
区
画
漁
業
　
一
定
の
区
域
内
に
お
い
て

石
、
瓦
、
竹
、
木
そ
の
他
の
物
を
敷
設
し
て
営
む
養

殖
業

二
　
第
二
種
区
画
漁
業
　
土
、
石
、
竹
、
木
そ
の
他
の

物
に
よ
つ
て
囲
ま
れ
た
一
定
の
区
域
内
に
お
い
て
営

む
養
殖
業

三
　
第
三
種
区
画
漁
業
　
一
定
の
区
域
内
に
お
い
て
営

む
養
殖
業
で
あ
つ
て
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

も
の

５
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
共
同
漁
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ

る
漁
業
で
あ
つ
て
一
定
の
水
面
を
共
同
に
利
用
し
て
営

む
も
の
を
い
う
。

一
　
第
一
種
共
同
漁
業
　
藻
類
、
貝
類
又
は
農
林
水
産

大
臣
の
指
定
す
る
定
着
性
の
水
産
動
物
を
目
的
と
す

る
漁
業

二
　
第
二
種
共
同
漁
業
　
海
面
（
海
面
に
準
ず
る
湖
沼

と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
水
面
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
て
告
示
す
る
湖
沼
に
準
ず
る
海
面
以
外
の
水
面

（
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
特
定
海
面
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
網
漁
具
（
え
り
や
な
類
を
含
む
。
）

を
移
動
し
な
い
よ
う
に
敷
設
し
て
営
む
漁
業
で
あ
つ

て
定
置
漁
業
以
外
の
も
の

三
　
第
三
種
共
同
漁
業
　
特
定
海
面
に
お
い
て
営
む
地

び
き
網
漁
業
、
地
こ
ぎ
網
漁
業
、
船
び
き
網
漁
業

（
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
飼
付
漁

業
又
は
つ
き
い
そ
漁
業
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

四
　
第
四
種
共
同
漁
業
　
特
定
海
面
に
お
い
て
営
む
寄

魚
漁
業
又
は
鳥
付
こ
ぎ
釣
漁
業

五
　
第
五
種
共
同
漁
業
　
内
水
面
（
海
面
以
外
の
水
面

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
第
二
号
の
湖
沼
に
準

ず
る
海
面
に
お
い
て
営
む
漁
業
で
あ
つ
て
第
一
号
に

掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

６
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
動
力
漁
船
」
と
は
、
推
進
機
関

を
備
え
る
船
舶
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
を
い
う
。

一
　
専
ら
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶

二
　
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
漁
獲
物
の
保
蔵

又
は
製
造
の
設
備
を
有
す
る
も
の

三
　
専
ら
漁
場
か
ら
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
運
搬
す

る
船
舶

四
　
専
ら
漁
業
に
関
す
る
試
験
、
調
査
、
指
導
若
し
く

は
練
習
に
従
事
す
る
船
舶
又
は
漁
業
の
取
締
り
に
従

事
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
漁
ろ
う
設
備
を
有
す
る
も
の

７
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
入
漁
権
」
と
は
、
設
定
行
為
に

基
づ
き
、
他
人
の
区
画
漁
業
権
（
そ
の
内
容
た
る
漁
業

を
自
ら
営
ま
な
い
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合

連
合
会
が
免
許
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
共
同

漁
業
権
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
団
体
漁
業
権
」
と

総
称
す
る
。
）
に
属
す
る
漁
場
に
お
い
て
当
該
団
体
漁

業
権
の
内
容
た
る
漁
業
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
権
利

を
い
う
。

８
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
保
全
活
動
」
と
は
、
水
産
動
植

物
の
生
育
環
境
の
保
全
又
は
改
善
そ
の
他
沿
岸
漁
場
の

保
全
の
た
め
の
活
動
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。

９
　
こ
の
章
に
お
い
て
「
保
全
沿
岸
漁
場
」
と
は
、
漁
業

生
産
力
の
発
展
を
図
る
た
め
保
全
活
動
の
円
滑
か
つ
計

画
的
な
実
施
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
沿
岸
漁
場
と
し

て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
都
道
府
県
に
よ
る
水
面
の
総
合
的
な
利
用
の
推
進
等
）

第
六
十
一
条
　
都
道
府
県
は
、
そ
の
管
轄
に
属
す
る
水
面

に
お
け
る
漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
水
面
の

総
合
的
な
利
用
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
水
産
動
植
物

の
生
育
環
境
の
保
全
及
び
改
善
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
節
　
海
区
漁
場
計
画
及
び
内
水
面
漁
場

計
画第

一
款
　
海
区
漁
場
計
画

（
海
区
漁
場
計
画
）

第
六
十
二
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
管
轄
に
属
す
る

海
面
に
つ
い
て
、
五
年
ご
と
に
、
海
区
漁
場
計
画
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
轄
に
属
す
る
海
面
を

有
し
な
い
都
道
府
県
知
事
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２
　
海
区
漁
場
計
画
に
お
い
て
は
、
海
区
（
第
百
三
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
区
を
い
う
。
以
下
こ
の
款
に

お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
海
区
に
設
定
す
る
漁
業
権
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
漁
場
の
位
置
及
び
区
域

ロ
　
漁
業
の
種
類

ハ
　
漁
業
時
期

ニ
　
存
続
期
間
（
第
七
十
五
条
第
一
項
の
期
間
よ
り

短
い
期
間
を
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）

ホ
　
区
画
漁
業
権
に
つ
い
て
は
、
個
別
漁
業
権
（
団

体
漁
業
権
以
外
の
漁
業
権
を
い
う
。
次
節
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
団
体
漁
業
権
の
別

ヘ
　
団
体
漁
業
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
関
係
地
区

（
自
然
的
及
び
社
会
経
済
的
条
件
に
よ
り
漁
業
権

に
係
る
漁
場
が
属
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
区
を
い

う
。
第
七
十
二
条
及
び
第
百
六
条
第
四
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

ト
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
業

権
の
設
定
に
関
し
必
要
な
事
項

二
　
当
該
海
区
に
設
定
す
る
保
全
沿
岸
漁
場
に
つ
い

て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
漁
場
の
位
置
及
び
区
域

ロ
　
保
全
活
動
の
種
類

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
全
沿
岸

漁
場
の
設
定
に
関
し
必
要
な
事
項

7



（
海
区
漁
場
計
画
の
要
件
等
）

第
六
十
三
条
　
海
区
漁
場
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
れ
ぞ
れ
の
漁
業
権
が
、
海
区
に
係
る
海
面
の
総

合
的
な
利
用
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
漁
業
調
整
そ

の
他
公
益
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

二
　
海
区
漁
場
計
画
の
作
成
の
時
に
お
い
て
適
切
か
つ

有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
漁
業
権
（
次
号
に
お
い
て

「
活
用
漁
業
権
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
前
条

第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
当

該
漁
業
権
と
お
お
む
ね
等
し
い
と
認
め
ら
れ
る
漁
業

権
（
次
号
に
お
い
て
「
類
似
漁
業
権
」
と
い
う
。
）

が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
前
号
の
場
合
に
お
い
て
活
用
漁
業
権
が
団
体
漁
業

権
で
あ
る
と
き
は
、
類
似
漁
業
権
が
団
体
漁
業
権
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
前
号
の
場
合
の
ほ
か
、
漁
場
の
活
用
の
現
況
及
び

次
条
第
二
項
の
検
討
の
結
果
に
照
ら
し
、
団
体
漁
業

権
と
し
て
区
画
漁
業
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
当
該

区
画
漁
業
権
に
係
る
漁
場
に
お
け
る
漁
業
生
産
力
の

発
展
に

も
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
団

体
漁
業
権
と
し
て
区
画
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

五
　
前
条
第
二
項
第
一
号
ニ
に
つ
い
て
、
第
七
十
五
条

第
一
項
の
期
間
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
る
に
当
た
つ

て
は
、
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
あ
る
こ

と
。

六
　
そ
れ
ぞ
れ
の
保
全
沿
岸
漁
場
が
、
海
区
に
設
定
さ

れ
る
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
に
係
る
漁
場
の
使
用

と
調
和
し
つ
つ
、
水
産
動
植
物
の
生
育
環
境
の
保
全

及
び
改
善
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
の
作
成
に
当
た

つ
て
は
、
海
区
に
係
る
海
面
全
体
を

大
限
に
活
用
す

る
た
め
、
漁
業
権
が
存
し
な
い
海
面
を
そ
の
漁
場
の
区

域
と
す
る
新
た
な
漁
業
権
を
設
定
す
る
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
海
区
漁
場
計
画
の
作
成
の
手
続
）

第
六
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
の
案

を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
海
区
に
お
い
て
漁
業
を
営

む
者
、
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係

人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
聴
い
た
意

見
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え

て
海
区
漁
場
計
画
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
の
案
を
作
成
し

た
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
前
項
の
意
見
を
述
べ
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
期
日
及
び
場
所
を

公
示
し
て
公
聴
会
を
開
き
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
海
区
に
お
い
て
漁
業
を
営
む

者
、
漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
を
作
成
し
た
と

き
は
、
当
該
海
区
漁
場
計
画
の
内
容
そ
の
他
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
漁
業
の

免
許
予
定
日
及
び
第
百
九
条
の
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の

指
定
予
定
日
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
請
期
間
を
公
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
前
項
の
免
許
予
定
日
及
び
指
定
予
定
日
は
、
同
項
の

規
定
に
よ
る
公
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し

た
日
以
後
の
日
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
前
各
項
の
規
定
は
、
海
区
漁
場
計
画
の
変
更
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
農
林
水
産
大
臣
の
助
言
）

第
六
十
五
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
検
討

の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広

域
的
な
見
地
か
ら
、
我
が
国
の
漁
業
生
産
力
の
発
展
を

図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
に
対
し
、
海
区
漁
場
計
画
の
案
を
修
正
す
べ
き

旨
の
助
言
そ
の
他
海
区
漁
場
計
画
に
関
し
て
必
要
な
助

言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
農
林
水
産
大
臣
の
指
示
）

第
六
十
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
海

区
漁
場
計
画
を
変
更
す
べ
き
旨
の
指
示
そ
の
他
海
区
漁

場
計
画
に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
助
言
を
し
た
事
項
に
つ
い

て
、
我
が
国
の
漁
業
生
産
力
の
発
展
を
図
る
た
め
特

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

二
　
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か

ら
、
漁
業
調
整
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
。

第
二
款
　
内
水
面
漁
場
計
画

第
六
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
管
轄
す
る
内
水

面
に
つ
い
て
、
五
年
ご
と
に
、
内
水
面
漁
場
計
画
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
第
六
十
二
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
六
十
三
条
第
一
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
及

び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

は
、
内
水
面
漁
場
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
六
十
二
条
第
二
項
中
「
海
区
（
第
百

三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
区
を
い
う
。
以
下
こ

の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
に
」
と
あ
る
の

は
「
次
に
」
と
、
第
六
十
四
条
第
六
項
中
「
免
許
予
定

日
及
び
第
百
九
条
の
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
指
定
予
定

日
並
び
に
こ
れ
ら
の
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
予
定
日
及

び
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
免
許
予
定
日
及
び
指
定
予

定
日
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
予
定
日
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
三
節
　
漁
業
権

第
一
款
　
漁
業
の
免
許

（
漁
業
権
に
基
づ
か
な
い
定
置
漁
業
等
の
禁
止
）

第
六
十
八
条
　
定
置
漁
業
及
び
区
画
漁
業
は
、
漁
業
権
又

は
入
漁
権
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
、
営
ん
で
は
な

ら
な
い
。

（
漁
業
の
免
許
）

第
六
十
九
条
　
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
の
免
許
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
免
許
を
受
け
た
者
は
、
当
該
漁
業
権
を
取
得

す
る
。

（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
へ
の
諮
問
）

第
七
十
条
　
前
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都

道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
を
し
な
い
場
合
）

第
七
十
一
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
の
免
許
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

一
　
申
請
者
が
次
条
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る
者

で
な
い
と
き
。

二
　
海
区
漁
場
計
画
又
は
内
水
面
漁
場
計
画
の
内
容
と

異
な
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
。

三
　
そ
の
申
請
に
係
る
漁
業
と
同
種
の
漁
業
を
内
容
と

す
る
漁
業
権
の
不
当
な
集
中
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
。

四
　
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
漁
場
の
敷
地
が
他
人
の

所
有
に
属
す
る
場
合
又
は
水
面
が
他
人
の
占
有
に
係

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
同

意
が
な
い
と
き
。

２
　
前
項
第
四
号
の
場
合
に
お
い
て
同
号
の
所
有
者
又
は

占
有
者
の
住
所
又
は
居
所
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
同
意

が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、

高
裁
判
所
の
定
め
る
手
続

に
よ
り
、
裁
判
所
の
許
可
を
も
つ
て
そ
の
者
の
同
意
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
許
可
に
対
す
る
裁
判
に
関
し
て
は
、

高
裁

判
所
の
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
第
一
項
第
四
号
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
正
当
な

事
由
が
な
け
れ
ば
、
同
意
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対

し
、
当
該
申
請
が
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
旨
の
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
申
請
者
に
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
理
由
を
文
書
を
も
つ
て
通
知
し
、
公
開
に
よ
る
意
見

の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
当
該
申
請
者
又

は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
弁
明
し
、
か

つ
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
免
許
に
つ
い
て
の
適
格
性
）

第
七
十
二
条
　
個
別
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
の
免
許
に

つ
い
て
適
格
性
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
し
な
い
者
と
す
る
。

一
　
漁
業
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
せ
ず
、
か

つ
、
引
き
続
き
遵
守
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
者

で
あ
る
こ
と
。

二
　
暴
力
団
員
等
で
あ
る
こ
と
。

三
　
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る

使
用
人
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

２
　
団
体
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
の
免
許
に
つ
い
て
適

格
性
を
有
す
る
者
は
、
当
該
団
体
漁
業
権
の
関
係
地
区

の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
地
区
内
に
含
む
漁
業
協
同
組

合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
団
体
漁
業
権
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
現
に
存
す
る
区
画
漁
業
権
の
存
続
期
間
の
満
了
に

際
し
、
漁
場
の
位
置
及
び
区
域
並
び
に
漁
業
の
種
類

が
当
該
現
に
存
す
る
区
画
漁
業
権
と
お
お
む
ね
等
し

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
団
体
漁

業
権
　
そ
の
組
合
員
（
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
場

合
に
は
、
そ
の
会
員
た
る
漁
業
協
同
組
合
の
組
合

員
）
の
う
ち
関
係
地
区
内
に
住
所
を
有
し
当
該
漁
業

を
営
む
者
の
属
す
る
世
帯
の
数
が
、
関
係
地
区
内
に

住
所
を
有
し
当
該
漁
業
を
営
む
者
の
属
す
る
世
帯
の

数
の
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
も
の

二
　
団
体
漁
業
権
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　

そ
の
組
合
員
（
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
場
合
に
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は
、
そ
の
会
員
た
る
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
員
）
の

う
ち
関
係
地
区
内
に
住
所
を
有
し
一
年
に
九
十
日
以

上
沿
岸
漁
業
（
海
面
に
お
け
る
漁
業
の
う
ち
総
ト
ン

数
二
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
漁

業
以
外
の
漁
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六

条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
者
（
河
川
以

外
の
内
水
面
に
お
け
る
漁
業
を
内
容
と
す
る
漁
業
権

に
あ
つ
て
は
当
該
内
水
面
に
お
い
て
一
年
に
三
十
日

以
上
漁
業
を
営
む
者
、
河
川
に
お
け
る
漁
業
を
内
容

と
す
る
漁
業
権
に
あ
つ
て
は
当
該
河
川
に
お
い
て
一

年
に
三
十
日
以
上
水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
養
殖
を

す
る
者
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
属
す
る
世
帯
の
数
が
、
関
係
地
区
内
に
住

所
を
有
し
一
年
に
九
十
日
以
上
沿
岸
漁
業
を
営
む
者

の
属
す
る
世
帯
の
数
の
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
も
の

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
世
帯
の
数
を
計
算
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
漁
業
を
営
む
者
が
法
人
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
法
人
（
株
式
会
社
に
あ
つ
て
は
、
公
開
会
社

（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条

第
五
号
に
規
定
す
る
公
開
会
社
を
い
う
。
）
で
な
い
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
組
合

員
、
社
員
若
し
く
は
株
主
又
は
当
該
法
人
の
組
合
員
、

社
員
若
し
く
は
株
主
で
あ
る
法
人
の
組
合
員
、
社
員
若

し
く
は
株
主
の
う
ち
当
該
漁
業
の
漁
業
従
事
者
で
あ
る

者
の
属
す
る
世
帯
の
数
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す

る
。

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
二
以
上
の
漁
業
協
同
組
合
又
は

漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
共
同
し
て
し
た
申
請
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の

組
合
員
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ら
の
組
合
員
」
と
、

「
そ
の
会
員
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ら
の
会
員
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
漁
業
権
の
関
係
地
区

内
に
住
所
を
有
し
当
該
団
体
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業

を
営
む
者
を
組
合
員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は

そ
の
漁
業
協
同
組
合
を
会
員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合
連

合
会
が
同
号
に
定
め
る
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
漁
業

協
同
組
合
連
合
会
に
対
し
て
当
該
漁
業
の
免
許
を
共
同

し
て
申
請
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
場
合
又
は
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
団
体
漁
業
権
の
関
係
地
区
内
に
住
所
を
有

し
一
年
に
九
十
日
以
上
沿
岸
漁
業
を
営
む
者
を
組
合
員

と
す
る
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
そ
の
漁
業
協
同
組
合

を
会
員
と
す
る
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
同
号
に
定
め

る
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に

対
し
て
当
該
漁
業
の
免
許
を
共
同
し
て
申
請
す
る
こ
と

を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
申
出
を
受
け
た
漁
業
協
同
組

合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
正
当
な
事
由
が
な

け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

６
　
第
二
項
（
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
適
格
性
を
有
す
る
漁
業
協
同
組

合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
団
体
漁
業
権
の
内
容

た
る
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
免
許
の

際
に
当
該
団
体
漁
業
権
の
関
係
地
区
内
に
住
所
を
有
し

当
該
漁
業
を
営
む
者
で
あ
つ
た
者
を
組
合
員
と
す
る
漁

業
協
同
組
合
又
は
そ
の
漁
業
協
同
組
合
を
会
員
と
す
る

漁
業
協
同
組
合
連
合
会
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を

受
け
て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁

業
協
同
組
合
連
合
会
に
対
し
当
該
団
体
漁
業
権
を
共
有

す
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

７
　
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県

知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
第
一

種
共
同
漁
業
又
は
第
五
種
共
同
漁
業
を
内
容
と
す
る
共

同
漁
業
権
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
は
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同

組
合
連
合
会
と
関
係
地
区
内
に
住
所
を
有
す
る
漁
業
者

（
個
人
に
限
る
。
）
又
は
漁
業
従
事
者
で
あ
つ
て
そ
の
組

合
員
（
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
場
合
に
は
、
そ
の
会

員
た
る
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
員
）
で
な
い
も
の
と
の

関
係
に
お
い
て
当
該
共
同
漁
業
権
の
行
使
を
適
切
に
す

る
た
め
、
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
必
要

な
指
示
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
を
す
べ
き
者
の
決
定
）

第
七
十
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
十
四
条
第
六
項

の
申
請
期
間
内
に
漁
業
の
免
許
を
申
請
し
た
者
に
対
し

て
は
、
第
七
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
を
除
き
、
免
許
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
漁
業
権
に
つ
い
て

免
許
の
申
請
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
者
に
対
し
て
免
許
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
漁
業
権
の
存
続
期
間
の
満
了
に
際
し
、
漁
場
の
位

置
及
び
区
域
並
び
に
漁
業
の
種
類
が
当
該
満
了
す
る

漁
業
権
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
満
了
漁
業
権
」

と
い
う
。
）
と
お
お
む
ね
等
し
い
と
認
め
ら
れ
る
も

の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
漁
業
権
に
つ
い
て
当
該
満
了

漁
業
権
を
有
す
る
者
に
よ
る
申
請
が
あ
る
場
合
で
あ

つ
て
、
そ
の
者
が
当
該
満
了
漁
業
権
に
係
る
漁
場
を

適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
　
当
該
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
免
許
の
内
容

た
る
漁
業
に
よ
る
漁
業
生
産
の
増
大
並
び
に
こ
れ
を

通
じ
た
漁
業
所
得
の
向
上
及
び
就
業
機
会
の
確
保
そ

の
他
の
地
域
の
水
産
業
の
発
展
に

も
寄
与
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者

第
二
款
　
漁
業
権
の
性
質
等

（
漁
業
権
者
の
責
務
）

第
七
十
四
条
　
漁
業
権
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
節
及
び

第
百
七
十
条
第
七
項
に
お
い
て
「
漁
業
権
者
」
と
い

う
。
）
は
、
当
該
漁
業
権
に
係
る
漁
場
を
適
切
か
つ
有

効
に
活
用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
団
体
漁
業
権
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協

同
組
合
連
合
会
は
、
当
該
団
体
漁
業
権
に
係
る
漁
場
に

お
け
る
漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
員
（
漁
業
協
同

組
合
連
合
会
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
会
員
た
る
漁
業
協
同

組
合
の
組
合
員
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

相
互
に
協
力
し
て
行
う
生
産
の
合
理
化
、
組
合
員
に
よ

る
生
産
活
動
の
た
め
の
法
人
の
設
立
そ
の
他
の
方
法
に

よ
る
経
営
の
高
度
化
の
促
進
に
関
す
る
計
画
を
作
成

し
、
定
期
的
に
点
検
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
実
現
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
業
権
の
存
続
期
間
）

第
七
十
五
条
　
漁
業
権
の
存
続
期
間
は
、
免
許
の
日
か
ら

起
算
し
て
、
区
画
漁
業
権
（
真
珠
養
殖
業
を
内
容
と
す

る
も
の
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限

る
。
）
及
び
共
同
漁
業
権
に
あ
つ
て
は
十
年
、
そ
の
他

の
漁
業
権
に
あ
つ
て
は
五
年
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
が
海
区
漁
場
計
画
又
は
内
水
面
漁
場

計
画
に
お
い
て
前
項
の
期
間
よ
り
短
い
期
間
を
定
め
た

漁
業
権
の
存
続
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
定
め
た
期
間
と
す
る
。

（
漁
業
権
の
分
割
又
は
変
更
）

第
七
十
六
条
　
漁
業
権
を
分
割
し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
に
申
請
し
て
、
そ
の
免
許

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
又
は
内
水
面
漁

場
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
前
項
の
免
許

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
十
条
及
び
第
七

十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
漁
業
権
の
性
質
）

第
七
十
七
条
　
漁
業
権
は
、
物
権
と
み
な
し
、
土
地
に
関

す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

２
　
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
編

第
九
章
の
規
定
は
個
別
漁
業
権
に
、
同
編
第
八
章
か
ら

第
十
章
ま
で
の
規
定
は
団
体
漁
業
権
に
、
い
ず
れ
も
適

用
し
な
い
。

（
抵
当
権
の
設
定
）

第
七
十
八
条
　
個
別
漁
業
権
に
つ
い
て
抵
当
権
を
設
定
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
漁
場
に
定
着
し
た
工
作
物

は
、
民
法
第
三
百
七
十
条
の
規
定
の
準
用
に
関
し
て

は
、
漁
業
権
に
付
加
し
て
こ
れ
と
一
体
を
成
す
物
と
み

な
す
。
個
別
漁
業
権
が
先
取
特
権
の
目
的
で
あ
る
場
合

も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
個
別
漁
業
権
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
の
設
定
は
、
都

道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を

生
じ
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漁
業
権
の
移
転
の
制
限
）

第
七
十
九
条
　
漁
業
権
は
、
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し

く
は
分
割
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
移
転
の
目
的
と
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
個
別
漁
業
権
に
つ
い
て

は
、
滞
納
処
分
に
よ
る
場
合
、
先
取
特
権
者
若
し
く
は

抵
当
権
者
が
そ
の
権
利
を
実
行
す
る
場
合
又
は
次
条
第

二
項
の
通
知
を
受
け
た
者
が
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い

て
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二

項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る
者
に
移
転
す
る
場
合
で

な
け
れ
ば
、
前
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
つ
て
取

得
し
た
個
別
漁
業
権
）

第
八
十
条
　
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ

つ
て
個
別
漁
業
権
を
取
得
し
た
者
は
、
取
得
の
日
か
ら

二
月
以
内
に
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見

を
聴
き
、
前
項
の
者
が
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
適
格
性
を
有
す
る
者
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
一

定
期
間
内
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
そ
の
漁
業
権
を
取
り
消

す
べ
き
旨
を
そ
の
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
面
使
用
の
権
利
義
務
）

第
八
十
一
条
　
漁
業
権
者
が
有
す
る
水
面
使
用
に
関
す
る

権
利
義
務
（
当
該
漁
業
権
者
が
当
該
漁
業
に
関
し
行
政

庁
の
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
に
基
づ
い
て
有
す
る

権
利
義
務
を
含
む
。
）
は
、
漁
業
権
の
処
分
に
従
う
。

（
貸
付
け
の
禁
止
）

第
八
十
二
条
　
漁
業
権
は
、
貸
付
け
の
目
的
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

（
登
録
し
た
権
利
者
の
同
意
）

第
八
十
三
条
　
漁
業
権
は
、
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
登
録
し
た
先
取
特
権
若
し
く
は
抵
当
権
を
有
す

9



る
者
（
以
下
「
登
録
先
取
特
権
者
等
」
と
い
う
。
）
又

は
同
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
入
漁
権
を
有
す
る
者

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
分
割
し
、
変
更
し
、
又
は
放

棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
第
七
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、

前
項
の
同
意
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
漁
業
権
の
共
有
）

第
八
十
四
条
　
漁
業
権
の
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
の

三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
そ
の
持
分
を

処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
第
七
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、

前
項
の
同
意
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
五
条
　
漁
業
権
の
各
共
有
者
が
そ
の
共
有
に
属
す

る
漁
業
権
を
変
更
す
る
た
め
に
他
の
共
有
者
の
同
意
を

得
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
十
一
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
漁
業
権
の
条
件
）

第
八
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公

益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
漁
業
権
に
条
件

を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
条
件
を
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広

域
的
な
見
地
か
ら
、
漁
業
調
整
の
た
め
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
権
に
条
件
を
付
け
る
べ
き
こ
と

を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
免
許
後
に
第
一
項
の
条
件
を
付
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
け
る
第
二
項
の
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
に

つ
い
て
は
、
第
八
十
九
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四

項
中
「
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
権
を
取
り
消
す

べ
き
旨
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
漁
業
権
に
条
件
を
付
け
る
べ
き
旨
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
休
業
の
届
出
）

第
八
十
七
条
　
個
別
漁
業
権
を
有
す
る
者
が
当
該
個
別
漁

業
権
の
内
容
た
る
漁
業
を
一
漁
業
時
期
以
上
に
わ
た
つ

て
休
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
休
業
期
間
を
定
め
、

あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
休
業
中
の
漁
業
許
可
）

第
八
十
八
条
　
前
条
の
休
業
中
に
お
い
て
は
、
第
七
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る
者
は
、
第
六

十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
の
許

可
を
受
け
て
当
該
休
業
中
の
個
別
漁
業
権
の
内
容
た
る

漁
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県

知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
に
支
障

を
及
ぼ
す
と
認
め
る
場
合
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
一
条
第
五
項

及
び
第
六
項
、
第
八
十
六
条
、
前
条
並
び
に
次
条
か
ら

第
九
十
四
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
七
十
一
条
第
五
項
中
「
第
一
項
各
号
の
い

ず
れ
か
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場

合
」
と
、
第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
十
二
条
第
一

項
又
は
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読

替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

５
　
前
各
項
の
規
定
は
、
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
処
分
に
よ
り
個
別
漁
業
権
の
行
使
を
停
止
さ
れ

た
期
間
中
他
の
者
が
当
該
個
別
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁

業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
休
業
に
よ
る
漁
業
権
の
取
消
し
）

第
八
十
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
権
者
が
そ
の
有

す
る
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
の
免
許
の
日
又
は
移
転

に
係
る
認
可
の
日
か
ら
一
年
間
又
は
引
き
続
き
二
年
間

休
業
し
た
と
き
は
、
当
該
漁
業
権
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
漁
業
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
を

除
き
、
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
権
の

行
使
を
停
止
さ
れ
た
期
間
及
び
第
百
十
九
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
、
第
百
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

指
示
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
百
二
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り

漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
を
禁
止
さ
れ
た
期
間
は
、
前

項
の
期
間
に
算
入
し
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
権
を
取
り
消
そ
う
と
す

る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い

て
、
漁
業
権
を
取
り
消
す
べ
き
旨
の
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
漁
業
権
者
に
そ

の
理
由
を
文
書
を
も
つ
て
通
知
し
、
公
開
に
よ
る
意
見

の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
当
該
漁
業
権
者

又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
弁
明
し
、

か
つ
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
当
該
漁
業
権
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
時
か
ら
意
見
の
聴
取
が
終
結

す
る
時
ま
で
の
間
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
事

案
に
つ
い
て
し
た
調
査
の
結
果
に
係
る
調
書
そ
の
他
の

当
該
申
請
の
原
因
と
な
る
事
実
を
証
す
る
資
料
の
閲
覧

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都

道
府
県
知
事
は
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
で
な
け
れ

ば
、
そ
の
閲
覧
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

７
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
が
行
う
第
四
項
の
意
見
の
聴
取
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
）

第
九
十
条
　
漁
業
権
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
有
す
る
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業

に
お
け
る
資
源
管
理
の
状
況
、
漁
場
の
活
用
の
状
況
そ

の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知

事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
十

六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
に
報
告
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
対
し
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
報

告
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
及
び
勧
告
）

第
九
十
一
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
権
者
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

漁
業
権
者
に
対
し
て
、
漁
場
の
適
切
か
つ
有
効
な
活
用

を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
導

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
漁
場
を
適
切
に
利
用
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
他
の

漁
業
者
が
営
む
漁
業
の
生
産
活
動
に
支
障
を
及
ぼ

し
、
又
は
海
洋
環
境
の
悪
化
を
引
き
起
こ
し
て
い
る

と
き
。

二
　
合
理
的
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
漁
場
の

一
部
を
利
用
し
て
い
な
い
と
き
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
導
し
た

者
が
、
そ
の
指
導
に
従
つ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
当
該
指
導
に
係
る
措
置
を
講

ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
導
し
、
又
は
勧
告
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
格
性
の
喪
失
等
に
よ
る
漁
業
権
の
取
消
し
等
）

第
九
十
二
条
　
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
後
に
漁
業
権
者
が

第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
適
格
性

を
有
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

は
、
そ
の
漁
業
権
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
漁
業

権
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
行
使
の
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い
と

き
。

３
　
前
二
項
の
場
合
に
は
、
第
八
十
九
条
第
三
項
か
ら
第

七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
漁
業
権
の
取
消
し
等
）

第
九
十
三
条
　
漁
業
調
整
、
船
舶
の
航
行
、
停
泊
又
は
係

留
、
水
底
電
線
の
敷
設
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
権
を
変
更

し
、
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
行
使
の
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
権
を

変
更
す
る
と
き
は
、
併
せ
て
、
海
区
漁
場
計
画
又
は
内

水
面
漁
場
計
画
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
は
、
第
八
十
九
条
第
三
項
か
ら
第

七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広

域
的
な
見
地
か
ら
、
漁
業
調
整
、
船
舶
の
航
行
、
停
泊

又
は
係
留
、
水
底
電
線
の
敷
設
そ
の
他
公
益
上
特
に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対

し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
権
を
変
更
し
、
取
り

消
し
、
又
は
そ
の
行
使
の
停
止
を
命
ず
べ
き
こ
と
を
指

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
錯
誤
に
よ
つ
て
し
た
免
許
の
取
消
し
）

第
九
十
四
条
　
錯
誤
に
よ
り
免
許
を
し
た
場
合
に
お
い
て

こ
れ
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事

は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
先
取
特
権
者
及
び
抵
当
権
者
の
保
護
）

第
九
十
五
条
　
漁
業
権
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
は
、
直
ち
に
、
登
録
先
取
特
権
者
等
に
そ
の
旨

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
登
録
先
取
特
権
者
等
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
三
十
日
以
内
に
漁
業
権
の
競
売
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
取
消
し
又
は
錯
誤
に
よ
つ
て
し
た
免
許
の
取
消
し

の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
漁
業
権
は
、
前
項
の
期
間
内
又
は
競
売
の
手
続
完
結

の
日
ま
で
、
競
売
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
な

お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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４
　
競
売
に
よ
る
売
却
代
金
は
、
競
売
の
費
用
及
び
登
録

先
取
特
権
者
等
に
対
す
る
債
務
の
弁
済
に
充
て
、
そ
の

残
金
は
国
庫
に
帰
属
す
る
。

５
　
買
受
人
が
代
金
を
納
付
し
た
と
き
は
、
漁
業
権
の
取

消
し
は
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

（
漁
場
に
定
着
し
た
工
作
物
の
買
取
り
）

第
九
十
六
条
　
漁
場
に
定
着
す
る
工
作
物
を
設
置
し
て
漁

業
権
の
価
値
を
増
大
さ
せ
た
漁
業
権
者
は
、
そ
の
漁
業

権
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
消
滅
後
に
当
該
工
作
物

の
利
用
に
よ
つ
て
利
益
を
受
け
る
漁
業
の
免
許
を
受
け

た
者
に
対
し
、
時
価
で
当
該
工
作
物
を
買
い
取
る
べ
き

こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
款
　
入
漁
権

（
入
漁
権
取
得
の
適
格
性
）

第
九
十
七
条
　
漁
業
協
同
組
合
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合

会
以
外
の
者
は
、
入
漁
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

（
入
漁
権
の
性
質
）

第
九
十
八
条
　
入
漁
権
は
、
物
権
と
み
な
す
。

２
　
入
漁
権
は
、
譲
渡
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割

に
よ
る
取
得
の
目
的
と
な
る
ほ
か
、
権
利
の
目
的
と
な

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
入
漁
権
は
、
漁
業
権
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、
譲

渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
入
漁
権
の
内
容
の
書
面
化
）

第
九
十
九
条
　
入
漁
権
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
次
に

掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
入
漁
す
べ
き
区
域

二
　
入
漁
す
べ
き
漁
業
の
種
類
及
び
漁
獲
物
の
種
類
並

び
に
漁
業
時
期

三
　
存
続
期
間
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
そ
の
期
間

四
　
入
漁
料
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
そ
の
事
項

五
　
漁
業
の
方
法
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る
と
き
は
そ
の

事
項

六
　
漁
船
、
漁
具
又
は
漁
業
者
の
数
に
つ
い
て
定
め
が

あ
る
と
き
は
そ
の
事
項

七
　
入
漁
者
の
資
格
に
つ
い
て
定
め
が
あ
る
と
き
は
そ

の
事
項

八
　
そ
の
他
入
漁
の
内
容

（
裁
定
に
よ
る
入
漁
権
の
設
定
、
変
更
及
び
消
滅
）

第
百
条
　
入
漁
権
の
設
定
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
漁
業

権
者
が
不
当
に
そ
の
設
定
を
拒
み
、
又
は
入
漁
権
の
内

容
が
適
正
で
な
い
と
認
め
て
そ
の
変
更
若
し
く
は
消
滅

を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
相
手
方
が
不
当
に
そ
の
変
更

若
し
く
は
消
滅
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
入
漁
権
の
設
定
、

変
更
又
は
消
滅
を
拒
ま
れ
た
者
は
、
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
に
対
し
て
、
入
漁
権
の
設
定
、
変
更
又
は
消
滅
に

関
す
る
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
相
手
方
に
そ
の
旨
を

通
知
し
、
か
つ
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
の
相
手
方
は
、

前
項
の
公
示
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
前
項
の
期
間
を
経
過
し

た
後
に
審
議
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
裁
定
は
、
そ
の
申
請
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

６
　
裁
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
入
漁
権
の
設
定
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
設
定
す
る
か
ど
う
か
、
設
定
す
る
場
合

は
そ
の
内
容
及
び
設
定
の
時
期

二
　
入
漁
権
の
変
更
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
変
更
す
る
か
ど
う
か
、
変
更
す
る
場
合

は
そ
の
内
容
及
び
変
更
の
時
期

三
　
入
漁
権
の
消
滅
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
消
滅
さ
せ
る
か
ど
う
か
、
消
滅
さ
せ
る

場
合
は
消
滅
の
時
期

７
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
裁
定
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
裁
定
の
申
請
の
相
手
方
に
通
知

し
、
か
つ
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
前
項
の
公
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
時
に
、
裁
定

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
事
者
間
に
協
議
が
調
つ
た

も
の
と
み
な
す
。

（
入
漁
権
の
存
続
期
間
）

第
百
一
条
　
存
続
期
間
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
が
な
い
入

漁
権
は
、
そ
の
目
的
た
る
漁
業
権
の
存
続
期
間
中
存
続

す
る
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
入
漁
権
を
有
す
る
者

（
第
百
三
条
に
お
い
て
「
入
漁
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、

い
つ
で
も
そ
の
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
入
漁
権
の
共
有
）

第
百
二
条
　
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
の
規
定
は
、

入
漁
権
を
共
有
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
入
漁
料
の
不
払
等
）

第
百
三
条
　
入
漁
権
者
が
入
漁
料
の
支
払
を
怠
つ
た
と
き

は
、
漁
業
権
者
は
、
そ
の
入
漁
を
拒
む
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
入
漁
権
者
が
引
き
続
き
二
年
以
上
入
漁
料
の
支
払
を

怠
り
、
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き

は
、
漁
業
権
者
は
、
入
漁
権
の
消
滅
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
百
四
条
　
入
漁
料
は
、
入
漁
し
な
い
と
き
は
、
支
払
わ

な
く
て
も
よ
い
。

第
四
款
　
漁
業
権
行
使
規
則
等

（
組
合
員
行
使
権
）

第
百
五
条
　
団
体
漁
業
権
若
し
く
は
入
漁
権
を
有
す
る
漁

業
協
同
組
合
の
組
合
員
又
は
団
体
漁
業
権
若
し
く
は
入

漁
権
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
会
員
た
る
漁

業
協
同
組
合
の
組
合
員
（
い
ず
れ
も
漁
業
者
又
は
漁
業

従
事
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
団

体
漁
業
権
又
は
入
漁
権
に
係
る
漁
業
権
行
使
規
則
又
は

入
漁
権
行
使
規
則
で
規
定
す
る
資
格
に
該
当
す
る
も
の

は
、
当
該
漁
業
権
行
使
規
則
又
は
入
漁
権
行
使
規
則
に

基
づ
い
て
当
該
団
体
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
範
囲
内
に

お
い
て
漁
業
を
営
む
権
利
（
以
下
「
組
合
員
行
使
権
」

と
い
う
。
）
を
有
す
る
。

（
漁
業
権
行
使
規
則
等
）

第
百
六
条
　
漁
業
権
行
使
規
則
は
、
団
体
漁
業
権
を
有
す

る
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
お
い

て
、
団
体
漁
業
権
ご
と
に
制
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
入
漁
権
行
使
規
則
は
、
入
漁
権
を
有
す
る
漁
業
協
同

組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
お
い
て
、
入
漁
権

ご
と
に
制
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
漁
業
権
行
使
規
則
及
び
入
漁
権
行
使
規
則
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
行
使
規
則
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
組
合
員
行
使
権
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
組
合
員
行
使
権
者
」
と
い
う
。
）
の
資
格

二
　
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
内
容
た
る
漁
業
に
つ
き
、

漁
業
を
営
む
べ
き
区
域
又
は
期
間
、
当
該
漁
業
の
方

法
そ
の
他
組
合
員
行
使
権
者
が
当
該
漁
業
を
営
む
場

合
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
事
項

三
　
組
合
員
行
使
権
者
が
そ
の
有
す
る
組
合
員
行
使
権

に
基
づ
い
て
漁
業
を
営
む
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁

業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
当
該
組

合
員
行
使
権
者
に
金
銭
を
賦
課
す
る
と
き
は
、
そ

の
額

４
　
区
画
漁
業
又
は
第
一
種
共
同
漁
業
を
内
容
と
す
る
団

体
漁
業
権
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組

合
連
合
会
は
、
そ
の
有
す
る
団
体
漁
業
権
に
つ
い
て
漁

業
権
行
使
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
業

協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二

号
）
の
規
定
に
よ
る
総
会
（
総
会
の
部
会
及
び
総
代
会

を
含
む
。
）
の
決
議
前
に
、
そ
の
組
合
員
（
漁
業
協
同

組
合
連
合
会
の
場
合
に
は
、
そ
の
会
員
た
る
漁
業
協
同

組
合
の
組
合
員
）
の
う
ち
、
当
該
漁
業
権
に
係
る
漁
業

の
免
許
の
際
に
お
い
て
当
該
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業

を
営
む
者
（
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
に
よ
り
同
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
適
格
性
を
有

す
る
と
さ
れ
た
者
に
係
る
団
体
漁
業
権
に
あ
つ
て
は
、

当
該
沿
岸
漁
業
を
営
む
者
（
河
川
以
外
の
内
水
面
に
お

け
る
漁
業
を
内
容
と
す
る
団
体
漁
業
権
に
あ
つ
て
は
当

該
内
水
面
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
、
河
川
に
お
け
る

漁
業
を
内
容
と
す
る
団
体
漁
業
権
に
あ
つ
て
は
当
該
河

川
に
お
い
て
水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
養
殖
を
す
る

者
）
）
で
あ
つ
て
当
該
漁
業
権
の
関
係
地
区
の
区
域
内

に
住
所
を
有
す
る
も
の
の
三
分
の
二
以
上
の
書
面
に
よ

る
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
二

十
一
条
第
三
項
（
同
法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
方

法
（
同
法
第
十
一
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
電
磁
的

方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
議
決
権
を
行
う
こ
と
が
定
款

で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
同
意

に
代
え
て
、
当
該
漁
業
権
行
使
規
則
に
つ
い
て
の
同
意

を
当
該
電
磁
的
方
法
に
よ
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協

同
組
合
連
合
会
は
、
当
該
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
た
も

の
と
み
な
す
。

６
　
前
項
前
段
の
電
磁
的
方
法
（
水
産
業
協
同
組
合
法
第

十
一
条
の
三
第
五
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法

を
除
く
。
）
に
よ
り
得
ら
れ
た
当
該
漁
業
権
行
使
規
則

に
つ
い
て
の
同
意
は
、
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同

組
合
連
合
会
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
漁
業
協
同

組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
到
達
し
た
も
の
と

み
な
す
。

７
　
行
使
規
則
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

８
　
都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
に
係
る
行
使
規
則
が
不
当

に
差
別
的
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
認
可
し

て
は
な
ら
な
い
。

９
　
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
漁
業
権
行
使
規

則
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
第
七
項
の
規
定
は
行

使
規
則
の
変
更
又
は
廃
止
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
は

行
使
規
則
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
項
中
「
当
該
漁
業
権
に
係
る
漁
業
の
免

許
の
際
に
お
い
て
当
該
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁
業
を
営

む
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
漁
業
権
の
内
容
た
る
漁

業
を
営
む
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

10
　
行
使
規
則
は
、
当
該
行
使
規
則
を
制
定
し
た
漁
業
協

同
組
合
の
組
合
員
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
の
会
員

た
る
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
員
以
外
の
者
に
対
し
て

は
、
効
力
を
有
し
な
い
。

11



（
総
会
の
部
会
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
百
七
条
　
団
体
漁
業
権
を
有
す
る
漁
業
協
同
組
合
が
当

該
団
体
漁
業
権
に
係
る
総
会
の
部
会
（
水
産
業
協
同
組

合
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
会
の
部

会
を
い
う
。
）
を
設
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
総
会
の
部
会
は
、
当
該
団
体
漁
業
権
の
存
続
期
間
の

満
了
に
際
し
、
漁
場
の
位
置
及
び
区
域
並
び
に
漁
業
の

種
類
が
当
該
満
了
す
る
団
体
漁
業
権
と
お
お
む
ね
等
し

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
団
体
漁
業

権
の
取
得
に
つ
い
て
、
総
会
の
権
限
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
組
合
員
の
同
意
）

第
百
八
条
　
第
百
六
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

は
、
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
そ

の
有
す
る
団
体
漁
業
権
を
分
割
し
、
変
更
し
、
又
は
放

棄
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
漁
業
権
に
係
る

漁
業
の
免
許
の
際
に
お
い
て
当
該
漁
業
権
の
内
容
た
る

漁
業
を
営
む
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
漁
業
権
の
内

容
た
る
漁
業
を
営
む
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
四
節
　
沿
岸
漁
場
管
理

（
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
指
定
）

第
百
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
に
基
づ

き
、
当
該
海
区
漁
場
計
画
で
設
定
し
た
保
全
沿
岸
漁
場

ご
と
に
、
漁
業
協
同
組
合
若
し
く
は
漁
業
協
同
組
合
連

合
会
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
で

あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
沿
岸
漁
場
管
理
団
体

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
次
条
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

二
　
役
員
又
は
職
員
の
構
成
が
、
保
全
活
動
の
実
施
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
保
全
活
動
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
保
全
活
動
の

適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
保
全
活
動
の
適
切
な
実
施
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
す
る
に
当
た
り
、
条
件
を
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沿
岸
漁

場
管
理
団
体
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
適
格
性
）

第
百
十
条
　
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
適
格
性
を
有
す
る
者

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
と
す

る
。

一
　
そ
の
役
員
又
は
政
令
で
定
め
る
職
員
の
う
ち
に
暴

力
団
員
等
が
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

三
　
適
確
な
経
理
そ
の
他
保
全
活
動
を
適
切
に
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
。

（
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
）

第
百
十
一
条
　
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
は
、
沿
岸
漁
場
管
理

規
程
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
規

定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
水
産
動
植
物
の
生
育
環
境
の
保
全
又
は
改
善
の

目
標

二
　
保
全
活
動
を
実
施
す
る
区
域
及
び
期
間

三
　
保
全
活
動
の
内
容

四
　
保
全
活
動
の
実
施
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項

五
　
保
全
活
動
に
従
事
す
る
者
（
第
八
号
に
お
い
て

「
活
動
従
事
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
保
全
沿
岸
漁
場

に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
及
び
そ
の
他
の
者
の
役
割

分
担
そ
の
他
保
全
活
動
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
に
関

す
る
事
項

六
　
保
全
活
動
に
よ
り
保
全
沿
岸
漁
場
に
お
い
て
漁
業

を
営
む
者
そ
の
他
の
者
が
受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
利

益
の
内
容
及
び
程
度

七
　
前
号
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
の

範
囲

八
　
保
全
活
動
に
要
す
る
費
用
の
見
込
み
に
関
す
る
事

項
（
当
該
費
用
の
一
部
の
負
担
に
つ
い
て
前
号
の
者

（
活
動
従
事
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「
受
益
者
」
と
い
う
。
）
に
協
力
を
求
め
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
額
及
び
算
定
の
根
拠
並
び
に
使
途
を

含
む
。
）

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
全
活
動
に
関

す
る
事
項
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

３
　
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
は
、
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
又
は
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
の
内
容
が

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
認
可
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
保
全
活
動
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
上
で
的

確
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
不
当
に
差
別
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
。

三
　
受
益
者
に
第
二
項
第
八
号
の
協
力
（
第
百
十
三
条

及
び
第
百
十
四
条
に
お
い
て
単
に
「
協
力
」
と
い

う
。
）
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
額
が
利

益
の
内
容
及
び
程
度
に
照
ら
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ

る
こ
と
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を

し
た
と
き
は
、
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
名
称
そ
の
他
の

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
の
活
動
）

第
百
十
二
条
　
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
は
、
沿
岸
漁
場
管
理

規
程
に
基
づ
い
て
保
全
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
全
活
動
の
実
施
状
況
、
収
支
状
況

そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
保
全
活
動
の
実
施
状
況
、
収
支

状
況
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

（
保
全
活
動
へ
の
協
力
の
あ
つ
せ
ん
）

第
百
十
三
条
　
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
は
、
保
全
活
動
の
実

施
に
当
た
り
、
受
益
者
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
協
力
を
得
る
た
め

に
必
要
な
あ
つ
せ
ん
を
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
あ
つ
せ
ん

を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
受
益
者
の
協
力

が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
つ
せ
ん
を

す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
が
得
ら
れ
な
い
場
合
の
措
置
）

第
百
十
四
条
　
前
条
第
二
項
の
あ
つ
せ
ん
を
受
け
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
受
益
者
の
協
力
が
得
ら
れ
な
い
こ

と
に
よ
り
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
が
保
全
活
動
を
実
施
す

る
上
で
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
第
六
十

四
条
第
一
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
が
そ

の
支
障
の
除
去
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
た
と
き
は
、
都

道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
場
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更

す
る
に
当
た
り
、
当
該
意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
二
項
の
あ
つ
せ
ん
を
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
受
益
者
（
保
全
沿
岸
漁
場

に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
に
限
る
。
）
の
協
力
が
得
ら

れ
な
い
こ
と
に
よ
り
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
が
保
全
活
動

を
実
施
す
る
上
で
支
障
が
生
じ
て
い
る
と
認
め
る
と
き

は
、
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
第
八
十
六
条
第
一

項
、
第
九
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。

（
保
全
活
動
の
休
廃
止
）

第
百
十
五
条
　
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
は
、
都
道
府
県
知
事

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
沿
岸
漁
場
管
理
規
程
に
基

づ
く
保
全
活
動
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃

止
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
全
活
動
の

全
部
の
廃
止
を
認
可
し
た
と
き
は
、
当
該
沿
岸
漁
場
管

理
団
体
の
指
定
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
百
十
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
沿
岸
漁
場
管
理
団
体

が
保
全
活
動
を
適
切
に
行
つ
て
お
ら
ず
、
又
は
第
百
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
を
遵
守
し
て
い

な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
に

対
し
て
、
保
全
活
動
を
適
切
に
行
う
べ
き
旨
又
は
当
該

条
件
を
遵
守
す
べ
き
旨
を
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
が
第
百
十

条
に
規
定
す
る
適
格
性
を
有
す
る
者
で
な
く
な
つ
た
と

き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を

受
け
た
沿
岸
漁
場
管
理
団
体
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い

と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
二
項
の
場
合
に
は
、
第
八
十
九
条
第
三
項
か
ら
第

七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
五
節
　
補
則

（
登
録
）

第
百
十
七
条
　
漁
業
権
並
び
に
こ
れ
を
目
的
と
す
る
先
取

特
権
、
抵
当
権
及
び
入
漁
権
の
設
定
、
取
得
、
保
存
、

移
転
、
変
更
、
消
滅
及
び
処
分
の
制
限
並
び
に
第
九
十

二
条
第
二
項
又
は
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

漁
業
権
の
行
使
の
停
止
及
び
そ
の
解
除
は
、
免
許
漁
業

原
簿
に
登
録
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
は
、
登
記
に
代
わ
る
も
の

と
す
る
。

３
　
第
二
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
免

許
漁
業
原
簿
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
登
録
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

12



（
裁
判
所
の
管
轄
）

第
百
十
八
条
　
裁
判
所
の
土
地
の
管
轄
が
不
動
産
所
在
地

に
よ
つ
て
定
ま
る
場
合
に
は
、
漁
場
に

も
近
い
沿
岸

の
属
す
る
市
町
村
を
不
動
産
所
在
地
と
み
な
す
。

第
五
章
　
漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置

（
漁
業
調
整
に
関
す
る
命
令
）

第
百
十
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、

漁
業
調
整
の
た
め
、
特
定
の
種
類
の
水
産
動
植
物
で
あ

つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
の

採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
漁
業
若
し
く
は
特
定
の
漁
業

の
方
法
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定

め
る
も
の
に
よ
り
営
む
漁
業
（
水
産
動
植
物
の
採
捕
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
禁
止
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
漁

業
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
若
し
く
は
都
道
府

県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
調
整

の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
必
要
な
農
林
水

産
省
令
又
は
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
処
理
に
関
す
る
制
限
又

は
禁
止
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
を
営
む
こ
と
を

禁
止
す
る
こ
と
及
び
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
を
除
く
。
）

二
　
水
産
動
植
物
若
し
く
は
そ
の
製
品
の
販
売
又
は
所

持
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止

三
　
漁
具
又
は
漁
船
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止

四
　
漁
業
者
の
数
又
は
資
格
に
関
す
る
制
限

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に

は
、
必
要
な
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
罰
則
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
罰
は
、
農

林
水
産
省
令
に
あ
つ
て
は
二
年
以
下
の
懲
役
、
五
十
万

円
以
下
の
罰
金
、
拘
留
若
し
く
は
科
料
又
は
こ
れ
ら
の

併
科
、
規
則
に
あ
つ
て
は
六
月
以
下
の
懲
役
、
十
万
円

以
下
の
罰
金
、
拘
留
若
し
く
は
科
料
又
は
こ
れ
ら
の
併

科
と
す
る
。

５
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に

は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の

製
品
、
漁
船
及
び
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
又

は
養
殖
の
用
に
供
さ
れ
る
物
の
没
収
並
び
に
犯
人
が
所

有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
価
額
の
追

徴
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
農
林
水

産
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を

制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水

産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を

制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
連
合
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
の
指
示
）

第
百
二
十
条
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
連
合
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
は
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図

り
、
漁
業
権
（
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
業
権

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
入
漁
権
（
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
入
漁
権
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
行
使
を
適
切
に
し
、
漁
場
の
使
用
に
関
す

る
紛
争
の
防
止
又
は
解
決
を
図
り
、
そ
の
他
漁
業
調
整

の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
に

対
し
、
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
関
す
る
制
限
又
は
禁

止
、
漁
業
者
の
数
に
関
す
る
制
限
、
漁
場
の
使
用
に
関

す
る
制
限
そ
の
他
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示

が
同
項
の
規
定
に
よ
る
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の

指
示
に
抵
触
す
る
と
き
は
、
当
該
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
の
指
示
は
、
抵
触
す
る
範
囲
に
お
い
て
そ
の
効
力
を

有
し
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
連

合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
対
し
、
第
一
項
の
指
示
に

つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林
水

産
大
臣
に
当
該
指
示
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

４
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
そ

の
指
示
が
妥
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部

又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
つ
い
て
は
、
第
八
十

六
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
指
示
に
従
つ
て
さ
れ
た
第
一
項
の
指
示
に
つ

い
て
は
、
第
四
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

７
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
都
道
府
県
知
事
に
当

該
指
示
の
内
容
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
五
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８
　
第
一
項
の
指
示
を
受
け
た
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
と

き
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
連
合
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
、
そ
の
者
に

当
該
指
示
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
ず
べ
き
旨
を
申
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

９
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
申
請
に
係
る
者
に
対
し
て
、
異
議
が
あ
れ
ば

一
定
の
期
間
内
に
申
し
出
る
べ
き
旨
を
催
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

10
　
前
項
の
期
間
は
、
十
五
日
を
下
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

11
　
第
九
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
内
に
異
議

の
申
出
が
な
い
と
き
又
は
異
議
の
申
出
に
理
由
が
な
い

と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
第
八
項
の
申
請
に
係
る

者
に
対
し
、
第
一
項
の
指
示
に
従
う
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

12
　
都
道
府
県
知
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
な

い
場
合
に
は
、
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

（
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
）

第
百
二
十
一
条
　
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
都
道
府
県

の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
水
産
動
植
物

の
繁
殖
保
護
を
図
り
、
漁
業
権
又
は
入
漁
権
（
第
百
八

十
三
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
都
道
府

県
知
事
の
権
限
を
行
う
漁
場
に
係
る
漁
業
権
又
は
入
漁

権
に
限
る
。
）
の
行
使
を
適
切
に
し
、
漁
場
（
同
条
の

規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
都
道
府
県
知
事
の

権
限
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
使
用
に
関
す
る
紛
争

の
防
止
又
は
解
決
を
図
り
、
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
に
対
し
、

水
産
動
植
物
の
採
捕
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止
、
漁
業

者
の
数
に
関
す
る
制
限
、
漁
場
の
使
用
に
関
す
る
制
限

そ
の
他
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

又
は
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
が
前
項
の
規

定
に
よ
る
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
に
抵
触
す
る

と
き
は
、
当
該
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
連
合
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
の
指
示
は
、
抵
触
す
る
範
囲
に
お
い

て
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
対

し
、
第
一
項
の
指
示
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
つ
い
て
は
、
前
条
第

四
項
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
を
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
、
第
八

項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と

あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、
同
条
第
八
項
中

「
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
連
合
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
」
と
あ
る
の
は
「
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
場
又
は
漁
具
等
の
標
識
）

第
百
二
十
二
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
者
、
漁
業
協

同
組
合
又
は
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
対
し
て
、
漁
場

の
標
識
の
建
設
又
は
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕

若
し
く
は
養
殖
の
用
に
供
さ
れ
る
物
の
標
識
の
設
置
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
共
の
用
に
供
し
な
い
水
面
）

第
百
二
十
三
条
　
公
共
の
用
に
供
し
な
い
水
面
で
あ
つ
て

公
共
の
用
に
供
す
る
水
面
又
は
第
四
条
の
水
面
に
通
ず

る
も
の
に
は
、
命
令
を
も
つ
て
第
百
十
九
条
の
規
定
及

び
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
協
定
の
締
結
）

第
百
二
十
四
条
　
漁
業
者
は
、
漁
獲
割
当
管
理
区
分
以
外

の
管
理
区
分
（
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
管
理
区
分

を
い
う
。
）
に
お
け
る
特
定
水
産
資
源
又
は
特
定
水
産

資
源
以
外
の
水
産
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
し
て
、

協
定
を
締
結
し
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

て
、
当
該
協
定
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
協
定
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
協

定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
協
定
の
対
象
と
な
る
水
域
並
び
に
水
産
資
源
の
種

類
及
び
漁
業
の
種
類

二
　
協
定
の
対
象
と
な
る
種
類
の
水
産
資
源
の
保
存
及

び
管
理
の
方
法

三
　
協
定
の
有
効
期
間

四
　
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置

五
　
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

（
協
定
の
認
定
等
）

第
百
二
十
五
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
係
る
協
定
の
内
容

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
同
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
資
源
管
理
基
本
方
針
又
は
都
道
府
県
資
源
管
理
方

針
に
照
ら
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
不
当
に
差
別
的
で
な
い
こ
と
。

三
　
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
そ
の
他

関
係
法
令
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

四
　
特
定
水
産
資
源
を
対
象
と
す
る
協
定
に
あ
つ
て

は
、
当
該
特
定
水
産
資
源
に
係
る
大
臣
管
理
漁
獲
可

13



能
量
又
は
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
超
え
な
い
よ
う

に
漁
獲
量
の
管
理
を
行
う
た
め
に
効
果
的
な
も
の
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
特
定
水
産
資
源
以
外
の
水
産
資
源
を
対
象
と
す
る

協
定
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基

づ
く
命
令
そ
の
他
関
係
法
令
に
よ
り
漁
業
者
が
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置
以
外
に
当
該
水
産
資
源

の
保
存
及
び
管
理
に
効
果
的
と
認
め
ら
れ
る
措
置
が

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
協
定
の
認
定
（
協

定
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
取
消
し
並
び

に
協
定
の
廃
止
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

（
協
定
へ
の
参
加
の
あ
つ
せ
ん
等
）

第
百
二
十
六
条
　
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け

た
協
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
認
定
協

定
」
と
い
う
。
）
に
参
加
し
て
い
る
者
は
、
認
定
協
定

の
対
象
と
な
る
水
域
に
お
い
て
認
定
協
定
の
対
象
と
な

る
種
類
の
水
産
資
源
に
つ
い
て
認
定
協
定
の
対
象
と
な

る
種
類
の
漁
業
を
営
む
者
で
あ
つ
て
認
定
協
定
に
参
加

し
て
い
な
い
も
の
に
対
し
認
定
協
定
を
示
し
て
参
加
を

求
め
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
参
加
を
承
諾
し
な
い
者
が

あ
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
同
項
の
認
定
を
し
た
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府

県
知
事
に
対
し
、
そ
の
者
の
承
諾
を
得
る
た
め
に
必
要

な
あ
つ
せ
ん
を
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
協
定

に
参
加
し
て
い
な
い
者
の
認
定
協
定
へ
の
参
加
が
前
条

第
一
項
の
規
定
に
照
ら
し
て
相
当
で
あ
り
、
か
つ
、
認

定
協
定
の
内
容
か
ら
み
て
そ
の
者
に
対
し
参
加
を
求
め

る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
つ

せ
ん
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
は
、
そ
の
数
が
認
定

協
定
の
対
象
と
な
る
水
域
に
お
い
て
認
定
協
定
の
対
象

と
な
る
水
産
資
源
に
つ
い
て
認
定
協
定
の
対
象
と
な
る

種
類
の
漁
業
を
営
む
者
の
全
て
の
数
の
三
分
の
二
以
上

で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
を
超
え
て
い

る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、

認
定
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
資
源
管
理

の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
出

の
内
容
を
勘
案
し
て
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
八

十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
九
十
三
条
第
一

項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。

（
実
施
状
況
の
報
告
）

第
百
二
十
七
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
認
定
協
定
に
参
加
し
て
い
る
者
に
対
し
、
認
定
協

定
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
漁
業
監
督
公
務
員
）

第
百
二
十
八
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
所
部
の
職
員
の
中
か
ら
漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監

督
吏
員
を
命
じ
、
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
励
行
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
。

２
　
漁
業
監
督
官
の
資
格
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政

令
で
定
め
る
。

３
　
漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監
督
吏
員
は
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
漁
場
、
船
舶
、
事
業
場
、
事
務

所
、
倉
庫
そ
の
他
の
場
所
に
臨
ん
で
そ
の
状
況
若
し
く

は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
し
、
又
は
関
係
者

に
対
し
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
漁
業
監
督
官
又
は
漁
業
監
督
吏
員
が
そ
の
職
務
を
行

う
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯

し
、
要
求
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５
　
漁
業
監
督
官
及
び
漁
業
監
督
吏
員
で
あ
つ
て
そ
の
所

属
す
る
官
公
署
の
長
が
そ
の
者
の
主
た
る
勤
務
地
を
管

轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
事
正
と

協
議
を
し
て
指
名
し
た
も
の
は
、
漁
業
に
関
す
る
罪
に

関
し
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十

一
号
）
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
員
と
し
て
職
務
を
行

う
。

（
漁
業
監
督
官
と
漁
業
監
督
吏
員
の
協
力
）

第
百
二
十
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
捜
査
上
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、

特
定
の
事
件
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
の
漁
業
監
督
吏

員
を
漁
業
監
督
官
に
協
力
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
漁
業

監
督
吏
員
は
、
捜
査
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
農
林

水
産
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
捜
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
特
定
の
事
件

に
つ
き
、
漁
業
監
督
官
の
協
力
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
は
、

適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
漁
業
監
督
官
を
協
力
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
業
監
督
吏
員
と
都
道
府
県
の
区
域
）

第
百
三
十
条
　
漁
業
監
督
吏
員
は
、
前
条
に
規
定
す
る
場

合
の
ほ
か
、
捜
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該

都
道
府
県
の
区
域
外
に
お
い
て
も
、
そ
の
職
務
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
停
泊
命
令
等
）

第
百
三
十
一
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
漁
業
者
そ
の
他
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
、
又
は
養

殖
す
る
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら

の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
認

め
る
と
き
（
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
四
条
に
規
定
す

る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
使
用

す
る
船
舶
に
つ
い
て
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し

て
停
泊
を
命
じ
、
又
は
当
該
行
為
に
使
用
し
た
漁
具
そ

の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し
く
は
養
殖
の
用
に
供
さ

れ
る
物
に
つ
い
て
期
間
を
指
定
し
て
そ
の
使
用
の
禁
止

若
し
く
は
陸
揚
げ
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
処
分
（
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反

す
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、

聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に

お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
禁
止
）

第
百
三
十
二
条
　
何
人
も
、
特
定
水
産
動
植
物
（
財
産
上

の
不
正
な
利
益
を
得
る
目
的
で
採
捕
さ
れ
る
お
そ
れ
が

大
き
い
水
産
動
植
物
で
あ
つ
て
当
該
目
的
に
よ
る
採
捕

が
当
該
水
産
動
植
物
の
生
育
又
は
漁
業
の
生
産
活
動
に

深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
と
し

て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
四

号
及
び
第
百
八
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
採
捕
し

て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し

な
い
。

一
　
漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
お
い
て
年
次
漁
獲
割
当
量

設
定
者
が
そ
の
設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量
の

範
囲
内
に
お
い
て
採
捕
す
る
場
合

二
　
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第

八
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
者
が
当
該
許
可
に
基
づ
い

て
漁
業
を
営
む
場
合

三
　
漁
業
権
又
は
組
合
員
行
使
権
を
有
す
る
者
が
こ
れ

ら
の
権
利
に
基
づ
い
て
漁
業
を
営
む
場
合

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
特
定
水
産

動
植
物
の
生
育
及
び
漁
業
の
生
産
活
動
へ
の
影
響
が

軽
微
な
場
合
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
場
合

（
漁
獲
努
力
量
の
調
整
の
た
め
の
措
置
）

第
百
三
十
三
条
　
国
は
、
漁
業
調
整
の
円
滑
な
実
施
を
確

保
す
る
た
め
、
水
産
資
源
の
状
況
及
び
当
該
水
産
資
源

の
採
捕
の
状
況
に
照
ら
し
、
当
該
水
産
資
源
の
採
捕
に

使
用
さ
れ
る
船
舶
の
数
又
は
操
業
日
数
の
削
減
そ
の
他

の
漁
業
者
に
よ
る
漁
獲
努
力
量
（
第
七
条
第
三
項
に
規

定
す
る
漁
獲
努
力
量
を
い
う
。
）
の
調
整
を
図
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
　
漁
業
調
整
委
員
会
等

第
一
節
　
総
則

（
漁
業
調
整
委
員
会
）

第
百
三
十
四
条
　
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
、
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
広
域
漁
業

調
整
委
員
会
と
す
る
。

２
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
都
道
府
県
知
事
の
監
督

に
、
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
そ
の
設
置
さ
れ
た

海
区
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
監
督
に
、
広
域
漁

業
調
整
委
員
会
は
農
林
水
産
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

（
所
掌
事
項
）

第
百
三
十
五
条
　
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
そ
の
設
置
さ
れ

た
海
区
又
は
海
域
の
区
域
内
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る

事
項
を
処
理
す
る
。

第
二
節
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

（
設
置
）

第
百
三
十
六
条
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
海
面
に
つ

き
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
海
区
に
置
く
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
海
区
を
定

め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
示
す
る
。

（
構
成
）

第
百
三
十
七
条
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
委
員
を
も

つ
て
組
織
す
る
。

２
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、

委
員
が
互
選
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
会
長
を
互
選
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
委
員

の
中
か
ら
こ
れ
を
選
任
す
る
。

３
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
行
う

に
つ
き
会
長
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
決
議

に
よ
り
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ

る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
に

専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
中
か
ら
、
都

道
府
県
知
事
が
選
任
す
る
。

６
　
委
員
会
に
は
、
書
記
又
は
補
助
員
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。

（
委
員
の
任
命
）

第
百
三
十
八
条
　
委
員
は
、
漁
業
に
関
す
る
識
見
を
有

し
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に

関
し
そ
の
職
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
の
う

ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
、
議
会
の
同
意
を
得
て
、

任
命
す
る
。

２
　
委
員
の
定
数
は
、
十
五
人
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定

す
る
海
区
に
設
置
さ
れ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
あ

つ
て
は
、
十
人
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
人
か
ら
二
十

人
ま
で
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
条
例
で
そ
の
定
数
を
増

加
し
、
又
は
減
少
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
定
数
の
変
更
は
、
委
員
の
任
期
満
了
の
場
合

で
な
け
れ
ば
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
委
員
と

な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
年
齢
満
十
八
年
未
満
の
者

二
　
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な

い
者

三
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
者

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の

任
命
に
当
た
つ
て
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
設
置

さ
れ
る
海
区
に
沿
う
市
町
村
（
海
に
沿
わ
な
い
市
町
村

で
あ
つ
て
、
当
該
海
区
に
お
い
て
漁
業
を
営
み
、
又
は

こ
れ
に
従
事
す
る
者
が
相
当
数
そ
の
区
域
内
に
住
所
又

は
事
業
場
を
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
由

に
よ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
を
含
む
。
）

の
区
域
内
に
住
所
又
は
事
業
場
を
有
す
る
漁
業
者
又
は

漁
業
従
事
者
（
一
年
に
九
十
日
以
上
、
漁
船
を
使
用
す

る
漁
業
を
営
み
、
又
は
漁
業
者
の
た
め
に
漁
船
を
使
用

し
て
行
う
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し
く
は
養
殖
に
従
事

す
る
者
に
限
る
。
）
が
委
員
の
過
半
数
を
占
め
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都

道
府
県
知
事
は
、
漁
業
者
又
は
漁
業
従
事
者
が
営
み
、

又
は
従
事
す
る
漁
業
の
種
類
、
操
業
区
域
そ
の
他
の
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
に
著
し
い
偏
り
が
生
じ
な

い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
海
区
の
特
殊
な
事
情
に
よ

り
、
当
該
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

前
項
の
漁
業
者
又
は
漁
業
従
事
者
の
範
囲
を
拡
張
し
、

又
は
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の
任
命
に
当
た
つ
て

は
、
資
源
管
理
及
び
漁
業
経
営
に
関
す
る
学
識
経
験
を

有
す
る
者
並
び
に
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
所
掌
に
属

す
る
事
項
に
関
し
利
害
関
係
を
有
し
な
い
者
が
含
ま
れ

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の

任
命
に
当
た
つ
て
は
、
委
員
の
年
齢
及
び
性
別
に
著
し

い
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

９
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
百
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
置
か
な

い
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
の
任
命

に
当
た
つ
て
は
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
業
に
関
す
る
識
見
を
有

す
る
者
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
三
十
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
委
員
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、

漁
業
者
、
漁
業
者
が
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
の
関
係
者

に
対
し
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
る
と
と
も
に
、
委
員
に

な
ろ
う
と
す
る
者
の
募
集
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
推
薦
を
受
け
た
者
及

び
同
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
に
応
募
し
た
者
に
関
す
る

情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委

員
の
任
命
に
当
た
つ
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
推

薦
及
び
募
集
の
結
果
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
兼
職
の
禁
止
）

第
百
四
十
条
　
委
員
は
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
と
兼

ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
委
員
の
辞
任
）

第
百
四
十
一
条
　
委
員
は
、
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
及
び
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
同

意
を
得
て
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
失
職
）

第
百
四
十
二
条
　
委
員
は
、
第
百
三
十
八
条
第
四
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の

職
を
失
う
。

（
委
員
の
任
期
）

第
百
四
十
三
条
　
委
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。

２
　
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

３
　
委
員
は
、
そ
の
任
期
が
満
了
し
て
も
、
後
任
の
委
員

が
就
任
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
委
員
の
罷
免
）

第
百
四
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
委
員
が
心
身
の
故

障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
又

は
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
そ
の
他
委
員
た
る

に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
議
会

の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
委
員
は
、
前
項
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
意
に
反
し
て

罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

（
委
員
会
の
会
議
）

第
百
四
十
五
条
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
定
員
の
過

半
数
に
当
た
る
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開

く
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
す
る
。
可
否
同

数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
会
議
は
、
公
開
す
る
。

４
　
会
長
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
議
事
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
百
四
十
六
条
　
委
員
は
、
自
己
又
は
同
居
の
親
族
若
し

く
は
そ
の
配
偶
者
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
議
事

に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
会
議
に
出
席

し
、
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節
　
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

（
設
置
）

第
百
四
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
、
二
以
上
の
海

区
の
区
域
を
合
し
た
海
区
に
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
、
連
合
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
を
設
置
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
勧
告

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
を
置
こ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
海
区
の
一
部
が
他
の
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
に
属

す
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
と
協
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
、
他
の
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
と
協
議
し
て
、
そ
の
区
域
と
当
該
他
海
区
漁

業
調
整
委
員
会
の
区
域
と
を
合
し
た
海
区
に
連
合
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
は
、
こ
れ
を
監
督
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対
し

て
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
定
め
を
す
べ
き
こ
と
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
各
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
を
監
督
す
る
都
道
府
県
知
事
が
異
な

る
と
き
は
、
そ
の
協
議
に
よ
つ
て
定
め
る
。

６
　
第
三
項
又
は
前
項
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
都

道
府
県
知
事
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
、
こ
れ
に

代
わ
る
べ
き
定
め
を
す
べ
き
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

７
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
協
議
が
調
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
構
成
）

第
百
四
十
八
条
　
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
委
員

を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２
　
委
員
は
、
そ
の
海
区
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
各
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
そ
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
各
同
数
の
委
員
を
も
つ
て
充

て
る
。
た
だ
し
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
数
が
次
項

の
規
定
に
よ
る
委
員
の
定
数
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
各
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
中
か
ら
一
人

を
選
出
し
、
そ
の
者
が
互
選
し
た
者
を
も
つ
て
充
て

る
。

３
　
委
員
の
定
数
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、

都
道
府
県
知
事
が
、
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
各
都
道
府
県
知
事
が
協
議
し
て
、
同
条
第
四
項
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
各
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が

協
議
し
て
定
め
る
。

４
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
を
設
置
し
た
都
道
府
県
知
事
又
は
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
設
置
し
た

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
を
監
督
す
る
都
道
府
県
知
事

は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
選
出
さ
れ
る
委
員
の
ほ
か
、
学
識
経
験
が
あ
る

者
の
中
か
ら
、
そ
の
三
分
の
二
以
下
の
人
数
を
限
り
、

委
員
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
に

規
定
す
る
場
合
及
び
同
条
第
五
項
後
段
に
規
定
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
と
協
議
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
第
三
項
の
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
協
議
が
調
わ
な

い
と
き
は
、
前
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

７
　
第
三
項
、
第
五
項
又
は
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前

条
第
五
項
の
都
道
府
県
知
事
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き

は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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８
　
前
三
項
の
場
合
に
は
、
前
条
第
七
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。

（
委
員
の
任
期
及
び
解
任
）

第
百
四
十
九
条
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
出
さ
れ

た
委
員
の
任
期
及
び
解
任
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、

各
委
員
の
属
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
員
の
失
職
）

第
百
五
十
条
　
第
百
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選

出
さ
れ
た
委
員
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
で

な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。

（
準
用
規
定
）

第
百
五
十
一
条
　
第
百
三
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま

で
、
第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
三
条
第
三
項
及
び
第

百
四
十
四
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
連

合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
百
三
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
第
五

項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十

八
条
第
四
項
の
委
員
の
選
任
方
法
に
準
じ
て
」
と
、
第

百
四
十
一
条
及
び
第
百
四
十
四
条
第
一
項
中
「
都
道
府

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
八
条
第
四
項
に
規

定
す
る
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
中
「
議
会
の
同
意

を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
選
任
方
法
に
準
じ
て
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
　
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

（
設
置
）

第
百
五
十
二
条
　
太
平
洋
に
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員

会
を
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
日
本
海
・
九
州
西
広

域
漁
業
調
整
委
員
会
を
、
瀬
戸
内
海
に
瀬
戸
内
海
広
域

漁
業
調
整
委
員
会
を
置
く
。

２
　
前
項
の
規
定
に
お
い
て
「
太
平
洋
」
、
「
日
本
海
・
九

州
西
海
域
」
又
は
「
瀬
戸
内
海
」
と
は
、
我
が
国
の
排

他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
（
内
水
面
を
除
く
。
）

の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
、
太
平
洋
の
海
域
、
日
本
海
及
び

九
州
の
西
側
の
海
域
又
は
瀬
戸
内
海
の
海
域
（
こ
れ
ら

に
隣
接
す
る
海
域
を
含
む
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。

（
構
成
）

第
百
五
十
三
条
　
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
委
員
を
も

つ
て
組
織
す
る
。

２
　
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
は
、
次
に
掲

げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

一
　
太
平
洋
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
の
委
員
が
都
道
県
ご
と
に
互
選
し
た
者
各

一
人

二
　
太
平
洋
の
区
域
内
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
の
中

か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
選
任
し
た
者
七
人

三
　
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
中
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が

選
任
し
た
者
三
人

３
　
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

一
　
日
本
海
・
九
州
西
海
域
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
が
道
府
県
ご
と
に
互

選
し
た
者
各
一
人

二
　
日
本
海
・
九
州
西
海
域
の
区
域
内
に
お
い
て
漁
業

を
営
む
者
の
中
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が
選
任
し
た
者

七
人

三
　
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
中
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が

選
任
し
た
者
三
人

４
　
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
は
、
次
に

掲
げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

一
　
瀬
戸
内
海
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
た
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
の
委
員
が
府
県
ご
と
に
互
選
し
た
者
各

一
人

二
　
学
識
経
験
が
あ
る
者
の
中
か
ら
農
林
水
産
大
臣
が

選
任
し
た
者
三
人

（
議
決
の
再
議
）

第
百
五
十
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
の
議
決
が
法
令
に
違
反
し
、
又
は
著
し
く
不
当
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
示
し
て
こ
れ
を
再
議

に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
議
決
が
あ
つ
た

日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
解
散
命
令
）

第
百
五
十
五
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
が
議
決
を
怠
り
、
又
は
そ
の
議
決
が
法
令
に
違
反

し
、
若
し
く
は
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
認
め
て
水
産
政

策
審
議
会
が
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
解
散
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
解
散
命
令
を

違
法
で
あ
る
と
し
て
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
は
、

当
事
者
が
そ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
か
ら

一
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
期
間

は
、
不
変
期
間
と
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
百
五
十
六
条
　
第
百
三
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま

で
、
第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
三
条
か
ら
第
百
四
十

六
条
ま
で
及
び
第
百
五
十
条
の
規
定
は
、
広
域
漁
業
調

整
委
員
会
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百

三
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、

第
百
四
十
一
条
並
び
に
第
百
四
十
四
条
第
一
項
中
「
都

道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
、

第
百
三
十
七
条
第
二
項
中
「
委
員
の
」
と
あ
る
の
は

「
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
あ
つ
て
は
第
百
五

十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
委
員
、
日
本
海
・
九
州
西
広

域
漁
業
調
整
委
員
会
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
第
三
号

の
委
員
、
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
あ
つ
て

は
同
条
第
四
項
第
二
号
の
委
員
の
」
と
、
第
百
四
十
四

条
第
一
項
中
「
委
員
が
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三

条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
同
条
第
三
項
第
二
号

及
び
第
三
号
並
び
に
同
条
第
四
項
第
二
号
の
委
員
が
」

と
、
「
議
会
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は

「
こ
れ
を
」
と
、
第
百
五
十
条
中
「
第
百
四
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
三
条
第
二
項
第
一
号
、
同
条
第
三
項
第
一
号
又

は
同
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
互
選
し
た
者
を

も
つ
て
充
て
ら
れ
た
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節
　
雑
則

（
報
告
徴
収
等
）

第
百
五
十
七
条
　
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
水
産
政
策
審
議

会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ

ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
漁
業
者
、
漁
業
従
事
者
そ
の
他
関
係
者
に

対
し
そ
の
出
頭
を
求
め
、
若
し
く
は
必
要
な
報
告
を
徴

し
、
又
は
委
員
若
し
く
は
委
員
会
若
し
く
は
審
議
会
の

事
務
に
従
事
す
る
者
を
し
て
漁
場
、
船
舶
、
事
業
場
若

し
く
は
事
務
所
に
つ
い
て
所
要
の
調
査
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
水
産
政
策
審
議
会
は
、
こ
の

法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項

を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
委
員
又
は
委
員
会
若
し
く
は
審
議
会
の
事
務
に
従

事
す
る
者
を
し
て
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
つ
て
、
測
量

し
、
検
査
し
、
又
は
測
量
若
し
く
は
検
査
の
障
害
に
な

る
物
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
等
に
対
す
る
農
林
水
産
大
臣

の
監
督
）

第
百
五
十
八
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
及
び
水
産
政
策
審
議
会
に
対
し
、
監
督
上
必
要
な

命
令
又
は
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
業
調
整
委
員
会
の
費
用
）

第
百
五
十
九
条
　
国
は
、
漁
業
調
整
委
員
会
（
広
域
漁
業

調
整
委
員
会
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関

す
る
費
用
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
都
道
府
県
に
対

し
、
交
付
金
を
交
付
す
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県

へ
の
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
の
海

区
の
数
、
海
面
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
の
数
及
び
海

岸
線
の
長
さ
を
基
礎
と
し
、
海
面
の
利
用
の
状
況
そ
の

他
の
各
都
道
府
県
に
お
け
る
漁
業
調
整
委
員
会
の
運
営

に
関
す
る
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
基

準
に
従
つ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
規
定
）

第
百
六
十
条
　
こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
漁
業

調
整
委
員
会
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。

第
七
章
　
土
地
及
び
土
地
の
定
着
物
の
使
用

（
土
地
の
使
用
及
び
立
入
り
等
）

第
百
六
十
一
条
　
漁
業
者
、
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協

同
組
合
連
合
会
は
、
次
に
掲
げ
る
目
的
の
た
め
に
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、

他
人
の
土
地
を
使
用
し
、
又
は
立
木
竹
若
し
く
は
土
石

の
除
去
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
土
地
、
立
木
竹
又
は

土
石
に
つ
き
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
に
そ

の
旨
を
通
知
し
、
か
つ
、
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
漁
場
の
標
識
の
建
設

二
　
魚
見
若
し
く
は
漁
業
に
関
す
る
信
号
又
は
こ
れ
に

必
要
な
設
備
の
建
設

三
　
漁
業
に
必
要
な
目
標
の
保
存
又
は
建
設

第
百
六
十
二
条
　
漁
業
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
都

道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
特
別
の
用
途
の
な
い

他
人
の
土
地
に
立
ち
入
つ
て
漁
業
を
営
む
こ
と
が
で
き

る
。

第
百
六
十
三
条
　
漁
業
に
関
す
る
測
量
、
実
地
調
査
又
は

前
二
条
の
目
的
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
都
道

府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
、
他
人
の
土
地
に
立
ち
入

り
、
又
は
支
障
と
な
る
木
竹
を
伐
採
し
、
そ
の
他
障
害

物
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
六
十
四
条
　
前
三
条
の
行
為
を
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
そ
の
旨
を
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
通
知

し
、
か
つ
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
じ
た
損
失
を
補
償
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
は
、
第
百
七
十
七
条
第
二
項
、
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
六
十
四
条
第
一
項
」
と
、
「
同
項
各
号
に
規
定
す

る
処
分
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
一
条
か
ら
第

百
六
十
三
条
ま
で
の
」
と
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
一

項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
一

条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
」
と
、
「
国
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
六
十
一
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
の
行
為

を
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
土
地
及
び
土
地
の
定
着
物
の
使
用
）

第
百
六
十
五
条
　
漁
業
者
、
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協

同
組
合
連
合
会
は
、
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
が
海
草

乾
場
、
船
揚
場
、
漁
舎
そ
の
他
漁
業
上
の
施
設
と
し
て

16



利
用
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
つ
て
他
の
も
の

を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
土
地
又

は
当
該
定
着
物
の
所
有
者
そ
の
他
こ
れ
に
関
し
て
権
利

を
有
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
を
使
用
す
る
権
利
（
次
条

に
お
い
て
「
使
用
権
」
と
い
う
。
）
の
設
定
に
関
す
る

協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県

知
事
は
、
同
項
の
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所
有
者

そ
の
他
こ
れ
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
者
、
同
項
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所
有
者
そ

の
他
こ
れ
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
通
知
を
受
け
た
後
は
、
土
地
又
は
土
地
の
定

着
物
の
所
有
者
そ
の
他
こ
れ
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る

者
は
、
第
一
項
の
協
議
が
調
う
ま
で
は
、
使
用
の
目
的

た
る
漁
業
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
を
除

き
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
当
該

土
地
の
形
質
を
変
更
し
、
又
は
当
該
定
着
物
を
損
壊

し
、
若
し
く
は
収
去
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
そ
の
協
議
が
調
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
次
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
期
間
内
に
同
項
の
裁
定
の
申
請
が
な

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
前
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県

知
事
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
権
設
定
の
裁
定
）

第
百
六
十
六
条
　
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
協
議

が
調
わ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
同
項
の
認
可
を
受
け
た
者
は
、
使
用
権
の
設
定
に

関
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
裁
定
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
認
可
を
受
け
た
日
か

ら
二
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
当
該
申
請
に
係
る
土

地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所
有
者
そ
の
他
こ
れ
に
関
し

て
権
利
を
有
す
る
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
か
つ
、
こ

れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
定
の
申
請
に
係
る
土
地
又

は
土
地
の
定
着
物
の
所
有
者
そ
の
他
こ
れ
に
関
し
て
権

利
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
示
の
日
か
ら
二
週
間
以

内
に
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
意
見
書
を
差
し
出
す
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
裁
定
の
申
請
に
係
る
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
所

有
者
は
、
前
項
の
意
見
書
に
お
い
て
、
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
に
対
し
、
当
該
土
地
若
し
く
は
当
該
定
着
物
の

使
用
が
三
年
以
上
に
わ
た
り
、
又
は
当
該
土
地
若
し
く

は
当
該
定
着
物
の
形
質
の
変
更
を
来
す
よ
う
な
使
用
権

の
設
定
を
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
土
地
又
は
当
該
定
着
物
を

買
い
取
る
べ
き
旨
の
裁
定
を
す
べ
き
こ
と
を
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５
　
裁
定
の
申
請
に
係
る
土
地
の
上
に
定
着
物
を
有
す
る

者
は
、
第
三
項
の
意
見
書
に
お
い
て
、
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
に
対
し
、
使
用
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
当
該
工
作
物
の
移
転
料
に
関

す
る
裁
定
を
す
べ
き
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
工
作
物
が
前
条
第
三
項
の
通
知
が

あ
つ
た
後
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

６
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
第
三
項
の
期
間
を
経
過

し
た
後
に
審
議
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
裁
定
は
、
そ
の
申
請
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

８
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
土
地
若
し
く
は
土
地
の

定
着
物
の
使
用
が
三
年
以
上
に
わ
た
り
、
又
は
土
地
若

し
く
は
土
地
の
定
着
物
の
形
質
の
変
更
を
来
す
よ
う
な

使
用
権
の
設
定
を
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
第
四
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ

れ
に
代
え
て
、
当
該
土
地
又
は
当
該
定
着
物
を
買
い
取

る
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
使
用
権
を
設
定
す
べ
き

旨
の
裁
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
第
五
項
の

申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
工
作
物
の
移
転
料
に
関

す
る
裁
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
使
用
権
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
又
は
買
い
取
る
べ

き
旨
の
裁
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
使
用
権
を
設
定
す
べ
き
土
地
若
し
く
は
土
地
の
定

着
物
並
び
に
設
定
す
べ
き
使
用
権
の
内
容
及
び
存
続

期
間
又
は
買
い
取
る
べ
き
土
地
若
し
く
は
土
地
の
定

着
物

二
　
対
価
並
び
に
そ
の
支
払
の
方
法
及
び
時
期

三
　
土
地
又
は
土
地
の
定
着
物
の
引
渡
し
の
時
期

四
　
使
用
開
始
の
時
期

五
　
第
五
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
移
転

料
並
び
に
そ
の
支
払
方
法
及
び
時
期

11
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
裁
定
を
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
土
地
又
は
当
該
定
着
物
の

所
有
者
そ
の
他
こ
れ
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
者
に
通

知
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
前
項
の
公
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
裁
定
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
当
事
者
間
に
協
議
が
調
つ
た
も
の
と
み
な

す
。

13
　
民
法
第
六
百
十
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
は

適
用
し
な
い
。

14
　
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
裁
定
に
お
い
て
定
め
る

使
用
権
の
設
定
若
し
く
は
買
取
り
の
対
価
又
は
第
五
項

の
裁
定
に
お
い
て
定
め
る
移
転
料
の
額
に
不
服
が
あ
る

者
は
、
第
十
一
項
の
公
示
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
訴
え

を
も
つ
て
そ
の
増
減
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

15
　
前
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
申
請
者
又
は
当
該
土
地

若
し
く
は
当
該
定
着
物
の
所
有
者
そ
の
他
こ
れ
に
関
し

て
権
利
を
有
す
る
者
を
被
告
と
す
る
。

（
土
地
及
び
土
地
の
定
着
物
の
貸
付
契
約
に
関
す
る
裁

定
）

第
百
六
十
七
条
　
漁
業
者
、
漁
業
協
同
組
合
又
は
漁
業
協

同
組
合
連
合
会
が
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
土
地
又
は

土
地
の
定
着
物
を
漁
業
に
使
用
す
る
た
め
貸
付
け
を
受

け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
経
済
事
情
の
変
動
そ
の
他
事

情
の
変
更
に
よ
り
そ
の
契
約
の
内
容
が
適
正
で
な
く
な

つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
は
、
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
に
対
し
て
、
当
該
貸
付
契
約
の
内
容
の
変
更
又

は
解
除
に
関
す
る
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
前
条
第
二
項
、

第
三
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
裁
定
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
変
更
す
る
か
ど
う
か
、
変
更
す
る
場
合
は
そ
の

内
容
及
び
変
更
の
時
期

二
　
解
除
に
関
す
る
裁
定
の
申
請
の
場
合
に
あ
つ
て

は
、
解
除
す
る
か
ど
う
か
、
解
除
す
る
場
合
は
解
除

の
時
期

４
　
前
項
の
裁
定
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
前
条
第
十
一

項
、
第
十
二
項
、
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

第
八
章
　
内
水
面
漁
業

（
内
水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
の
免
許
）

第
百
六
十
八
条
　
内
水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業

（
第
六
十
条
第
五
項
第
五
号
に
掲
げ
る
第
五
種
共
同
漁

業
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
内
水
面
が
水
産
動
植
物
の

増
殖
に
適
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
漁
業
の
免
許
を
受

け
た
者
が
当
該
内
水
面
に
お
い
て
水
産
動
植
物
の
増
殖

を
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
免
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
六
十
九
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
内
水
面
に
お
け
る

第
五
種
共
同
漁
業
の
免
許
を
受
け
た
者
が
当
該
内
水
面

に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
増
殖
を
怠
つ
て
い
る
と
認
め

る
と
き
は
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
第
百
七
十
一

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
内
水
面
漁
場
管
理

委
員
会
を
置
か
な
い
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第

四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
の
知
事

が
指
定
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
。
次
条
第
四
項
及

び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
増
殖

計
画
を
定
め
、
そ
の
者
に
対
し
当
該
計
画
に
従
つ
て
水

産
動
植
物
を
増
殖
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
そ
の
命
令

に
従
わ
な
い
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
漁
業

権
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
場
合
に
は
、
第
八
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
七

項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
内
水
面
に
お
け
る
水
産
動
植
物

の
増
殖
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

を
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
、
又
は
当
該
命
令
に
係
る
増

殖
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
遊
漁
規
則
）

第
百
七
十
条
　
内
水
面
に
お
け
る
第
五
種
共
同
漁
業
の
免

許
を
受
け
た
者
は
、
当
該
漁
場
の
区
域
に
お
い
て
そ
の

組
合
員
（
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

会
員
た
る
漁
業
協
同
組
合
の
組
合
員
）
以
外
の
者
の
す

る
水
産
動
植
物
の
採
捕
（
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

「
遊
漁
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
制
限
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
遊
漁
規
則
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
遊
漁
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

「
遊
漁
規
則
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
遊
漁
に
つ
い
て
の
制
限
の
範
囲

二
　
遊
漁
料
の
額
及
び
そ
の
納
付
の
方
法

三
　
遊
漁
承
認
証
に
関
す
る
事
項

四
　
遊
漁
に
際
し
守
る
べ
き
事
項

五
　
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

３
　
遊
漁
規
則
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府

県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
又
は
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き

は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
遊
漁
規
則
の
内
容
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
認
可
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
遊
漁
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二
　
遊
漁
料
の
額
が
当
該
漁
業
権
に
係
る
水
産
動
植
物

の
増
殖
及
び
漁
場
の
管
理
に
要
す
る
費
用
の
額
に
比

し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
遊
漁
規
則
が
前
項
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
変
更
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
三
項
の
認
可
を

し
た
と
き
は
、
漁
業
権
者
の
名
称
そ
の
他
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
遊
漁
規
則
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
そ
の
変
更
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

（
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
）

第
百
七
十
一
条
　
都
道
府
県
に
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

を
置
く
。
た
だ
し
、
そ
の
区
域
内
に
存
す
る
内
水
面
に

お
け
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
、
養
殖
及
び
増
殖
の
規
模

が
著
し
く
小
さ
い
都
道
府
県
（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

を
置
く
も
の
に
限
る
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
に
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監

督
に
属
す
る
。

３
　
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区

域
内
に
存
す
る
内
水
面
に
お
け
る
水
産
動
植
物
の
採

捕
、
養
殖
及
び
増
殖
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
。

４
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の

権
限
は
、
内
水
面
に
お
け
る
漁
業
に
関
し
て
は
、
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
が
行
う
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
り
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
置
か

な
い
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
知
事

が
指
定
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
行
う
。

（
構
成
）

第
百
七
十
二
条
　
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、
委
員
を

も
つ
て
組
織
す
る
。

２
　
委
員
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
内
水

面
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者
を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ

る
者
、
当
該
内
水
面
に
お
い
て
水
産
動
植
物
の
採
捕
、

養
殖
又
は
増
殖
を
す
る
者
（
漁
業
を
営
む
者
を
除
く
。
）

を
代
表
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
学
識
経
験
が
あ
る

者
の
中
か
ら
都
道
府
県
知
事
が
選
任
し
た
者
を
も
つ
て

充
て
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
委
員
の
定
数
は
、

十
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
の
内
水
面
漁
場
管
理
委

員
会
に
つ
い
て
別
段
の
定
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
準
用
規
定
）

第
百
七
十
三
条
　
第
百
三
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま

で
、
第
百
三
十
八
条
第
四
項
、
第
百
四
十
条
か
ら
第
百

四
十
六
条
ま
で
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
五
十
九
条
及

び
第
百
六
十
条
の
規
定
は
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
十
四
条

第
一
項
中
「
議
会
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
」
と
あ
る

の
は
「
こ
れ
を
」
と
、
第
百
五
十
九
条
第
二
項
中
「
各

都
道
府
県
の
海
区
の
数
、
海
面
に
お
い
て
漁
業
を
営
む

者
の
数
及
び
海
岸
線
の
長
さ
を
基
礎
と
し
、
海
面
」
と

あ
る
の
は
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ

る
額
を
均
等
に
交
付
す
る
ほ
か
、
各
都
道
府
県
の
内
水

面
組
合
（
水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
八
条
第
二
項
の
内

水
面
組
合
を
い
う
。
）
の
組
合
員
の
数
及
び
河
川
の
延

長
を
基
礎
と
し
、
内
水
面
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
九
章
　
雑
則

（
運
用
上
の
配
慮
）

第
百
七
十
四
条
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
の
運

用
に
当
た
つ
て
は
、
漁
業
及
び
漁
村
が
、
海
面
及
び
内

水
面
に
お
け
る
環
境
の
保
全
、
海
上
に
お
け
る
不
審
な

行
動
の
抑
止
そ
の
他
の
多
面
に
わ
た
る
機
能
を
有
し
て

い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
機
能
が
将
来
に
わ
た
つ
て
適

切
か
つ
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
漁
業
者
及
び
漁
業

協
同
組
合
そ
の
他
漁
業
者
団
体
の
漁
業
に
関
す
る
活
動

が
健
全
に
行
わ
れ
、
並
び
に
漁
村
が
活
性
化
す
る
よ
う

に
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
業
手
数
料
）

第
百
七
十
五
条
　
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命

令
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
漁
業
に

関
し
て
申
請
を
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
。

（
報
告
徴
収
等
）

第
百
七
十
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

は
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定

す
る
事
項
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
漁
業
に
関
し
て
必
要
な
報
告
を
徴
し
、
又
は

当
該
職
員
を
し
て
漁
場
、
船
舶
、
事
業
場
若
し
く
は
事

務
所
に
臨
ん
で
そ
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律

又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
事
項
を
処

理
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

職
員
を
し
て
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
つ
て
、
測
量
し
、

検
査
し
、
又
は
測
量
若
し
く
は
検
査
の
障
害
と
な
る
物

を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
そ
の
職
務
を
行

う
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯

し
、
要
求
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
損
失
の
補
償
）

第
百
七
十
七
条
　
国
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
処
分
又
は
行
為

に
よ
つ
て
生
じ
た
損
失
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
者
に
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
農
林
水
産
大
臣
が
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
又
は
第
三
十
八
条

の
起
業
の
認
可
を
変
更
し
、
取
り
消
し
、
又
は
そ
の

効
力
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
　
こ
れ
ら
の
処
分
を
受

け
た
者

二
　
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
水
産
政
策
審
議
会
が

第
百
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
委
員
又

は
委
員
会
若
し
く
は
審
議
会
の
事
務
に
従
事
す
る
者

を
し
て
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
つ
て
、
測
量
し
、
検

査
し
、
又
は
測
量
若
し
く
は
検
査
の
障
害
に
な
る
物

を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
た
場
合
　
当
該
土

地
の
所
有
者
又
は
占
有
者

三
　
農
林
水
産
大
臣
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
を
し
て
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
つ
て
、
測
量

し
、
検
査
し
、
又
は
測
量
若
し
く
は
検
査
の
障
害
に

な
る
物
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
た
場
合
　

当
該
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
べ
き
損
失
は
、
同
項
各

号
に
規
定
す
る
処
分
又
は
行
為
に
よ
つ
て
通
常
生
ず
べ

き
損
失
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
べ
き
金
額
は
、
農
林

水
産
大
臣
が
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
農
林

水
産
大
臣
は
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
行
為
に
係
る

補
償
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行
為
を
さ
せ
た
広
域
漁
業
調

整
委
員
会
又
は
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
金
額
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
そ
の
決
定
の
通

知
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
訴
え
を
も
つ
て
そ

の
増
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
国
を
被
告
と
す
る
。

６
　
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
処
分
に
よ
つ
て
利
益
を

受
け
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
国
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
べ
き
金
額
の
全
部
又
は
一

部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
前
項
の
場
合
に
は
、
第
三
項
前
段
、
第
四
項
及
び
第

五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

四
項
中
「
増
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
減
額
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

８
　
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
さ
せ
る
金
額
は
、
国
税

滞
納
処
分
の
例
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に

次
ぐ
も
の
と
す
る
。

９
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に

か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
　
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に

お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

11
　
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
土
地
に
つ
い
て
先
取

特
権
又
は
抵
当
権
が
あ
る
と
き
は
、
国
は
、
当
該
先
取

特
権
又
は
抵
当
権
を
有
す
る
者
か
ら
供
託
を
し
な
く
て

も
よ
い
旨
の
申
出
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
補
償
金

を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
前
項
の
先
取
特
権
又
は
抵
当
権
を
有
す
る
者
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
補
償
金
に
対
し
て
そ
の
権

利
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

13
　
都
道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
処
分
又
は
行
為
に
よ
つ

て
生
じ
た
損
失
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に

補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
都
道
府
県
知
事
が
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
準
用
す
る
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第

八
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
変
更
し
、
取
り
消
し
、

又
は
そ
の
効
力
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
　
こ
れ
ら
の

処
分
を
受
け
た
者

二
　
都
道
府
県
知
事
が
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
漁
業
権
を
変
更
し
、
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
行

使
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
　
こ
れ
ら
の
処
分
を
受
け

た
者

三
　
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
若
し
く
は
連
合
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
又
は
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
第
百

五
十
七
条
第
二
項
（
第
百
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
委
員
又

は
委
員
会
の
事
務
に
従
事
す
る
者
を
し
て
他
人
の
土

地
に
立
ち
入
つ
て
、
測
量
し
、
検
査
し
、
又
は
測
量

若
し
く
は
検
査
の
障
害
に
な
る
物
を
移
転
し
、
若
し

く
は
除
去
さ
せ
た
場
合
　
当
該
土
地
の
所
有
者
又
は

占
有
者

四
　
都
道
府
県
知
事
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
職
員
を
し
て
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
つ
て
、
測
量

し
、
検
査
し
、
又
は
測
量
若
し
く
は
検
査
の
障
害
に

な
る
物
を
移
転
し
、
若
し
く
は
除
去
さ
せ
た
場
合
　

当
該
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者

14
　
第
二
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二

項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
損
失

18



を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ

り
、
及
び
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
項
」
と
、
同
項
中
「
農
林
水
産
大
臣
」
と
あ
る
の
は

「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
同
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は

「
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
処
分
に
係
る

補
償
に
あ
つ
て
は
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
、

同
項
第
三
号
」
と
、
「
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
水

産
政
策
審
議
会
の
意
見
を
」
と
あ
る
の
は
「
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
若
し
く
は
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
又

は
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」

と
、
第
五
項
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」

と
、
第
六
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
、
「
国
」
と
あ
る
の

は
「
都
道
府
県
」
と
、
第
七
項
中
「
第
五
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
五
項
並
び
に
第
八
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
七

項
ま
で
」
と
、
第
八
項
中
「
国
税
滞
納
処
分
」
と
あ
る

の
は
「
地
方
税
の
滞
納
処
分
」
と
、
第
十
一
項
中
「
第

一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
項

第
二
号
の
漁
業
権
（
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
取
り
消
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
第
十
三
項
第

三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
と
、
「
国
」
と
あ
る
の
は

「
都
道
府
県
」
と
、
同
項
及
び
第
十
二
項
中
「
有
す
る

者
」
と
あ
る
の
は
「
有
す
る
者
（
漁
業
権
に
あ
つ
て

は
、
登
録
先
取
特
権
者
等
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令

で
定
め
る
。

（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）

第
百
七
十
八
条
　
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規

定
、
第
八
十
六
条
第
一
項
（
免
許
後
に
条
件
を
付
け
る

場
合
に
限
る
。
）
、
第
八
十
九
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規

定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
八
条
第
四
項
（
同
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
十
六
条
第
二

項
及
び
第
三
項
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
（
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
第
百
六
十
九
条
第
二
項
並
び
に
前
条
第
十
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
処
分

に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
第
三
章
（
第
十
二
条
及
び

第
十
四
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
及
び
第
百
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
に
関
す
る
処
分
に
つ
い
て

は
、
行
政
手
続
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

（
行
政
不
服
審
査
法
の
適
用
の
特
例
）

第
百
七
十
九
条
　
第
百
二
十
条
第
十
一
項
（
第
百
二
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
行
政

不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第

四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

条
件
の
付
加
又
は
命
令
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る

議
を
経
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
審
査
請
求
の
制
限
）

第
百
八
十
条
　
漁
業
調
整
委
員
会
又
は
内
水
面
漁
場
管
理

委
員
会
の
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
、
審
査

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
抗
告
訴
訟
の
取
扱
い
）

第
百
八
十
一
条
　
漁
業
調
整
委
員
会
（
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
を
除
く
。
）
又
は
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
は
、

そ
の
処
分
（
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
三
十
九
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
処
分
を

い
う
。
）
又
は
裁
決
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
裁
決

を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第

三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
を
被
告
と
す
る
訴
訟
に
つ
い

て
、
当
該
都
道
府
県
を
代
表
す
る
。

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
）

第
百
八
十
二
条
　
第
五
章
並
び
に
第
百
七
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
に
属

す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
管
轄
の
特
例
）

第
百
八
十
三
条
　
漁
場
が
二
以
上
の
都
道
府
県
知
事
の
管

轄
に
属
し
、
又
は
漁
場
の
管
轄
が
明
確
で
な
い
と
き

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

は
、
こ
れ
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
指
定
し
、
又

は
自
ら
都
道
府
県
知
事
の
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
都
道
府
県
知
事
の
管
轄
に
属
す
る
漁
場
（
政
令
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
新

た
に
漁
業
権
を
設
定
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
都
道
府
県
知

事
の
権
限
を
行
う
こ
と
に
つ
き
当
該
都
道
府
県
知
事
が

同
意
し
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

農
林
水
産
大
臣
は
、
自
ら
当
該
都
道
府
県
知
事
の
権
限

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
八
十
四
条
　
こ
の
法
律
中
市
町
村
に
関
す
る
規
定

は
、
特
別
区
の
あ
る
地
に
あ
つ
て
は
特
別
区
に
、
地
方

自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市

に
あ
つ
て
は
区
及
び
総
合
区
に
適
用
す
る
。

（
公
示
の
方
法
）

第
百
八
十
五
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
公
示
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
。

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

第
百
八
十
六
条
　
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命

令
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書

そ
の
他
の
書
類
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
書

類
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
せ
ず
に
農
林

水
産
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
百
八
十
七
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に

規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

一
　
第
二
章
（
第
十
条
、
第
十
五
条
第
四
項
（
同
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

三
十
五
条
を
除
く
。
）
並
び
に
第
五
十
七
条
第
一
項

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
、
第
五
十
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九

条
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
二
項
、
第
四
十
二
条
（
第
二
項
た
だ
し
書

及
び
第
三
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
第
四
十
三
条
、

第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
五

条
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
第
二

項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二

条
、
第
五
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に

第
五
十
六
条
の
規
定
並
び
に
第
百
十
九
条
第
一
項
、

第
二
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
百
二
十
四
条
第

一
項
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、
第
百
二
十
六
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
百
二
十
七
条
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務

二
　
第
百
二
十
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
八
項
、
第
九

項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
、
同
条
第
十
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
、
第
百
二

十
二
条
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

百
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
七
十

七
条
第
十
三
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
、
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
三
項
及
び
第
十
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
同

条
第
十
三
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
並
び
に
前
条
の
規
定
に

よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務
（
大
臣
許
可
漁
業
、
知
事
許
可
漁
業
、
第
百
十
九

条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
農
林
水

産
省
令
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
そ
の

他
の
処
分
を
要
す
る
漁
業
又
は
同
条
第
一
項
の
規
定

若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
の
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
要
す
る
漁
業
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
経
過
措
置
）

第
百
八
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
、
農

林
水
産
省
令
、
条
例
又
は
規
則
を
制
定
し
、
又
は
改
廃

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
政
令
、
農
林
水
産
省

令
、
条
例
又
は
規
則
で
、
そ
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い

合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所

要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
章
　
罰
則

第
百
八
十
九
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
千
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

一
　
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定

水
産
動
植
物
を
採
捕
し
た
者

二
　
前
号
の
犯
罪
に
係
る
特
定
水
産
動
植
物
又
は
そ
の

製
品
を
、
情
を
知
つ
て
運
搬
し
、
保
管
し
、
有
償
若

し
く
は
無
償
で
取
得
し
、
又
は
処
分
の
媒
介
若
し
く

は
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者

第
百
九
十
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

一
　
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
特
定
水
産
資
源

を
採
捕
し
た
者

二
　
第
二
十
七
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
又
は

第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

し
た
者

三
　
第
三
十
六
条
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
違
反
し
て
大
臣
許
可
漁
業
又
は
知
事
許
可
漁

業
を
営
ん
だ
者

四
　
第
四
十
七
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
ず
に
、
第
四
十
二

条
第
一
項
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
で
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
制
限

措
置
と
異
な
る
内
容
に
よ
り
、
大
臣
許
可
漁
業
又
は

知
事
許
可
漁
業
を
営
ん
だ
者

五
　
大
臣
許
可
漁
業
の
許
可
、
漁
業
権
又
は
第
八
十
八

条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
漁
業
の
許
可
に
付
け
た

条
件
に
違
反
し
て
漁
業
を
営
ん
だ
者

六
　
大
臣
許
可
漁
業
、
知
事
許
可
漁
業
若
し
く
は
第
八

十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
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場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
漁

業
の
停
止
中
そ
の
漁
業
を
営
み
、
第
六
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
定
置
漁
業
権
若
し
く
は
区
画
漁
業
権
の

行
使
の
停
止
中
そ
の
漁
業
を
営
み
、
又
は
同
項
に
規

定
す
る
共
同
漁
業
権
の
行
使
の
停
止
中
そ
の
漁
場
に

お
い
て
行
使
を
停
止
し
た
漁
業
を
営
ん
だ
者

七
　
第
六
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
定
置
漁
業
又
は

区
画
漁
業
を
営
ん
だ
者

八
　
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
に
違
反

し
て
漁
業
を
営
み
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
受
け
な
い
で
漁
業
を
営
ん
だ
者

第
百
九
十
一
条
　
第
百
二
十
条
第
十
一
項
（
第
百
二
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く

は
科
料
に
処
す
る
。

第
百
九
十
二
条
　
前
三
条
の
場
合
に
お
い
て
は
、
犯
人
が

所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の
製
品
、
漁
船

又
は
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し
く
は
養
殖

の
用
に
供
さ
れ
る
物
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全

部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
九
十
三
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

一
　
第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し

た
者

二
　
知
事
許
可
漁
業
の
許
可
に
付
け
た
条
件
に
違
反
し

て
漁
業
を
営
ん
だ
者

三
　
第
八
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
漁
業
権
を
貸
付

け
の
目
的
と
し
た
者

四
　
第
百
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
漁
業
監
督

官
又
は
漁
業
監
督
吏
員
の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
、
又
は
そ
の
質
問
に
対
し
答
弁
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

五
　
第
百
六
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

六
　
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
怠

り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
当
該
職
員

の
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

七
　
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員

の
測
量
、
検
査
、
移
転
又
は
除
去
を
拒
み
、
妨
げ
、

又
は
忌
避
し
た
者

第
百
九
十
四
条
　
第
百
八
十
九
条
か
ら
第
百
九
十
一
条
ま

で
又
は
前
条
第
三
号
の
罪
を
犯
し
た
者
に
は
、
情
状
に

よ
り
、
懲
役
及
び
罰
金
を
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
九
十
五
条
　
漁
業
権
又
は
組
合
員
行
使
権
を
侵
害
し

た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

第
百
九
十
六
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
五
十
条
（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
　
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し

た
者

三
　
漁
場
又
は
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し

く
は
養
殖
の
用
に
供
さ
れ
る
物
の
標
識
を
移
転
し
、

汚
損
し
、
又
は
損
壊
し
た
者

第
百
九
十
七
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人

の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人

又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
第
百
八
十
九
条

か
ら
第
百
九
十
一
条
ま
で
、
第
百
九
十
三
条
、
第
百
九

十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の

違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、

そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す

る
。

第
百
九
十
八
条
　
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
二
十
二
条
第

四
項
、
第
四
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
九
条
第
二
項

（
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
怠
つ
た
者

は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
そ
の
公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
三
箇
月
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
政
令

で
定
め
る
。

２
　
漁
業
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
八
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

３
　
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権

的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第

七
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
指

定
す
る
外
国
人
に
対
し
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

で
指
定
す
る
海
域
に
お
い
て
特
定
水
産
資
源
の
漁
獲
量

の
管
理
の
た
め
の
措
置
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

農
林
水
産
省
令
で
、
そ
の
特
定
水
産
資
源
を
指
定
し
て

第
二
十
五
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
四
月
一
五
日
法
律
第
一

〇
一
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二

二
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
九

三
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
二
六
年
四
月
七
日
法
律
第
一
三

九
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
二
月
一
五
日
法
律
第

三
〇
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
箇
月
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
各
規
定
の

う
ち
中
型
ま
き
網
漁
業
に
係
る
部
分
、
小
型
機
船
底
び

き
網
漁
業
に
係
る
部
分
及
び
瀬
戸
内
海
機
船
船
び
き
網

漁
業
に
係
る
部
分
ご
と
に
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
二
月
一
七
日
法
律
第

三
一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
六
箇
月
を
こ
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定

め
る
。附

　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二

六
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
自
治
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

律
第
二
百
六
十
一
号
）
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
一
六
日
法
律
第
三

〇
八
号
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
三
百
七
号
）
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
選
挙
又
は
投
票
に
つ
い

て
、
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
八
日
法
律
第
一
八

九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

八
年
度
分
の
漁
業
の
免
許
料
及
び
許
可
料
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
八
月
一
五
日
法
律
第
二

一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
法
律
施
行
前
従
前
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
な
さ

れ
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
申
請
、
届
出
そ

の
他
の
手
続
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
相
当
規
定
に
基

い
て
な
さ
れ
た
処
分
又
は
手
続
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
八
日
法
律
第
一
六

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
中
、
第
五
十
三
条
の
規
定
は
交
通
事
件
即

決
裁
判
手
続
法
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
部
分

は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
。

同
法
附
則
第
一
項
但
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
六
月
一
〇
日
法
律
第
一

七
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
こ

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
月
二
八
日
法
律
第
四

号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
但
し
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
関
し
て
は
、
同
日

前
に
総
選
挙
の
公
示
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
第
二
条
の

規
定
は
当
該
総
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
、
第
四
条
及
び

附
則
第
五
項
の
規
定
は
当
該
総
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
又
は
従
前
の
地
方
自
治
法
、

漁
業
法
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
町

村
合
併
促
進
法
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
選
挙
又
は
投

票
に
関
し
て
し
た
行
為
及
び
附
則
第
一
項
本
文
又
は
同

法
但
書
に
規
定
す
る
こ
の
法
律
の
施
行
の
前
に
し
た
行

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

４
　
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
又
は
従
前
の
地
方
自
治
法
、

漁
業
法
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
若
し
く
は
町

村
合
併
促
進
法
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
選
挙
又
は
投

票
に
関
す
る
異
議
の
申
立
、
訴
願
及
び
訴
訟
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
三
月
一
五
日
法
律
第
八

号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
十
五
日
か
ら
施

行
し
、
第
六
十
八
条
の
改
正
規
定
及
び
第
八
十
七
条
の

二
の
規
定
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
こ
の
法
律
施
行
後

に
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
職
の
退
職
を
申
し
出
た

者
に
つ
き
適
用
す
る
。

４
　
こ
の
法
律
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
関
し
て
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
六
月
一
二
日
法
律
第
一

四
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
四
月
二
二
日
法
律
第
七

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
法
律
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に

よ
り
従
前
の
例
に
よ
り
行
わ
れ
る
選
挙
に
関
し
て
し
た

行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
四
月
三
〇
日
法
律
第
一

〇
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
三
〇
日
法
律
第
一

一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
三
日
法
律
第
一

二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
〇
日
法
律
第

二
三
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
〇
日
法
律
第
一

一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
及
び
適
用
区
分
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一

四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に

特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ
た
効
力
を
妨

げ
な
い
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
に

つ
い
て
は
、
当
該
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

旨
を
定
め
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
の

管
轄
に
つ
い
て
は
、
当
該
管
轄
を
専
属
管
轄
と
す
る
旨

の
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

前
の
規
定
に
よ
る
出
訴
期
間
が
進
行
し
て
い
る
処
分
又

は
裁
決
に
関
す
る
訴
訟
の
出
訴
期
間
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
後
の
規
定
に
よ
る
出
訴
期
間
が
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
前
の
規
定
に
よ
る
出
訴
期
間
よ
り
短
い
場
合
に
限

る
。

６
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
処
分
又
は
裁
決
に
関

す
る
当
事
者
訴
訟
で
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
に
よ
り

出
訴
期
間
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
に
つ
い

て
の
出
訴
期
間
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算

す
る
。

７
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
処
分
又

は
裁
決
の
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
律
関

係
の
当
事
者
の
一
方
を
被
告
と
す
る
旨
の
こ
の
法
律
に

よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
原
告
の
申
立
て
に
よ

り
、
決
定
を
も
つ
て
、
当
該
訴
訟
を
当
事
者
訴
訟
に
変

更
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第

十
八
条
後
段
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
一
一
日
法
律
第
一

五
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
一
一
日
法
律
第
一

五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月

を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
七
条
第
三
項
、
第
八
十

二
条
第
二
項
、
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
八
十
八
条
、

第
九
十
二
条
第
二
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
百
六

条
第
四
項
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
一
条
、

第
百
十
三
条
、
第
百
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
十
七
条

の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
六
項

ま
で
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
昭
和
三
十
七
年
十

月
一
日
か
ら
、
附
則
第
七
条
第
七
項
の
規
定
は
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
的
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
漁
業
権
及

び
こ
れ
に
つ
い
て
現
に
存
し
又
は
新
た
に
設
定
さ
れ
る

入
漁
権
に
つ
い
て
は
、
当
該
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
存

続
期
間
中
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
削
除

第
六
条
　
附
則
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
旧
法

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
省
令
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
の
し
た
処
分
で
新
法
又
は
こ
れ
に
基

づ
く
省
令
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
つ
て
し
た
も
の
と
み
な

す
。

第
九
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
一
五
日
法
律
第
一

六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に

特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に

さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為
そ
の
他
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て

生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
、
審
査
の

請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
（
以
下

「
訴
願
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施

行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
さ
れ
た
訴
願
等
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分

（
以
下
「
裁
決
等
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
等
に
つ
き
こ
の
法
律
の
施
行
後

に
さ
れ
る
裁
決
等
に
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願

等
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
訴
願
等
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
後

は
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
る
処
分
に
係
る
も
の
は
、
同
法
以

外
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に

よ
る
不
服
申
立
て
と
み
な
す
。

５
　
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
さ
れ

る
審
査
の
請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立

て
の
裁
決
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
よ
る

不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

６
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
で
、

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
り
訴
願
等
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
提
起
期

間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
も
の
に
つ
い
て
、
行
政

不
服
審
査
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
す
る
。

８
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
前
八
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
一
日
法
律
第
七
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
月

を
こ
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
争
訟
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
、
選
挙
人
名
簿
に
関

し
、
現
に
選
挙
管
理
委
員
会
に
係
属
し
て
い
る
異
議
の

申
出
若
し
く
は
審
査
の
申
立
て
又
は
裁
判
所
に
係
属
し

て
い
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
二
日
法
律
第
三
九

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
一
六
日
法
律
第
三

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
四
十
四
年
七
月
二
十
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
三
一
日
法
律
第

一
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
一
五
日
法
律
第
六

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
以

下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
四
項
、
第
九

十
二
条
、
第
百
七
条
、
第
百
九
条
、
第
百
三
十
九
条
、

第
百
四
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
四
十
二
条

（
第
九
項
を
除
く
。
）
、
第
百
四
十
三
条
第
十
三
項
、
第

百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
四
十
九
条
第
二
項
、
第
百

七
十
七
条
、
第
百
九
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
二
百
一
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二

百
一
条
の
十
五
、
第
二
百
十
条
、
第
二
百
十
一
条
、
第

二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
九
条
、
第
二
百
二
十
条
第
二

項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
四
、
第
二
百
五
十
四
条
の
二

並
び
に
第
二
百
六
十
三
条
第
五
号
の
四
、
第
六
号
、
第

六
号
の
二
及
び
第
十
三
号
並
び
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
後
の
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
、
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
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行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
七
十
九
号
）
第
三
条
及
び
第
十
一
条
並
び
に
農
業

委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
選
挙
の

期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
選
挙
の
期
日
を
公

示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
四
月
二
四
日
法
律
第
二

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
法
律
第
八
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
〇
日
法
律
第
五

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律

第
四
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
申
し
立
て
ら
れ
た
民
事
執

行
、
企
業
担
保
権
の
実
行
及
び
破
産
の
事
件
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
事
件
に
関
し
執
行
官
が
受
け
る
手
数
料
及
び

支
払
又
は
償
還
を
受
け
る
費
用
の
額
に
つ
い
て
は
、
同

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

高
裁
判
所
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
七
日
法
律
第
二
〇

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
以

下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
百

三
十
一
条
第
四
項
、
第
百
六
十
四
条
の
六
第
三
項
、
第

二
百
一
条
の
五
第
一
項
、
第
二
百
一
条
の
六
第
一
項
、

第
二
百
一
条
の
八
第
一
項
、
第
二
百
一
条
の
九
第
一

項
、
第
二
百
一
条
の
十
二
第
四
項
及
び
第
二
百
五
十
一

条
の
二
並
び
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
四

条
第
一
項
及
び
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
そ
の
選
挙
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た

選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

選
挙
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
一
九
日
法
律
第
四

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
二
四
日
法
律
第
八

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

高
裁
判
所
裁

判
官
国
民
審
査
法
第
四
十
九
条
並
び
に
漁
業
法
第
九
十

四
条
第
一
項
及
び
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十

一
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
後
に
行
わ
れ

る
投
票
又
は
同
日
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
投
票
又
は
同

日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則

第
十
二
条
に
お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
一
一
日
法
律
第
六

二
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
一
日
法
律
第
二
三

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
一
八
日
法
律
第
三

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第

九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
一
九
日
法
律
第
八

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
一
二
日
法
律
第
八

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律

第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
諮
問
等
が
さ
れ
た
不
利
益
処
分
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
法
令
に
基
づ
き
審
議
会

そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
に
対
し
行
政
手
続
法
第
十
三

条
に
規
定
す
る
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続

そ
の
他
の
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
に
相
当
す
る
手
続

を
執
る
べ
き
こ
と
の
諮
問
そ
の
他
の
求
め
が
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
諮
問
そ
の
他
の
求
め
に
係
る
不

利
益
処
分
の
手
続
に
関
し
て
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
後
の
関
係
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
漁
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
九
条
　
第
百
五
十
七
条
の
規
定
の
施
行
前
に
、
同
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
法
第
三
十
四
条
第
四
項

（
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
第
五
項

（
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通

知
に
係
る
漁
業
権
及
び
休
業
中
の
漁
業
許
可
の
制
限
又

は
条
件
の
付
加
及
び
取
消
し
の
手
続
に
関
し
て
は
、
第

百
五
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
同
法
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
聴
聞
に
関
す
る
規
定
の
整
理
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
法
律
の
規
定
に
よ
り

行
わ
れ
た
聴
聞
、
聴
問
若
し
く
は
聴
聞
会
（
不
利
益
処

分
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
た
め
の
手

続
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
法
律
の
相
当

規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措

置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
四
日
法
律
第
二
号
）
　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

百
四
号
）
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し

た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
四
日
法
律
第
四
号
）
　

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
二
号
）
の
施
行
の
日
の
属

す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
一
一
日
法
律
第
一
二

号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
二
五
日
法
律
第
一

〇
四
号
）

こ
の
法
律
中
、
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、

第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
二
五
日
法
律
第
一

〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
一
二
日
法
律
第
九
一

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十

日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
〇
日
法
律
第
一

三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
九
日
法
律
第
一

二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
六
日
法
律
第
四
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十

二
条
　
（
選
挙
人
名
簿
の
登
録
と
投
票
）
」
を
「
第
四
十

二
条
　
（
選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録

と
投
票
）
」
に
、
「
第
四
十
九
条
（
不
在
者
投
票
）
」
を

「
／
第
四
十
九
条
　
（
不
在
者
投
票
）
／
第
四
十
九
条
の
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二
　
（
在
外
投
票
）
／
」
に
、
「
第
二
百
六
十
九
条
　

（
指
定
都
市
に
対
す
る
本
法
の
適
用
関
係
）
」
を
「
／
第

二
百
六
十
九
条
　
（
指
定
都
市
に
対
す
る
本
法
の
適
用

関
係
／
第
二
百
六
十
九
条
の
二
　
（
選
挙
に
関
す
る
期

日
の
国
外
に
お
け
る
取
扱
い
）
／
」
に
、
「
第
二
百
七

十
条
の
二
　
（
不
在
者
投
票
の
時
間
）
」
を
「
第
二
百
七

十
条
の
二
　
（
不
在
者
投
票
等
の
時
間
）
」
に
、
「
第
二

百
七
十
一
条
の
四
　
（
再
立
候
補
の
場
合
の
特
例
）
」
を

「
／
第
二
百
七
十
一
条
の
四
　
（
再
立
候
補
の
場
合
の
特

例
）
／
第
二
百
七
十
一
条
の
五
　
（
在
外
投
票
を
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
取
扱
い
）
／
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改

正
規
定
（
第
三
十
条
の
六
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
九
条
の
改
正
規
定
、

同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
五

条
、
第
五
十
六
条
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
九

十
五
条
及
び
第
二
百
四
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第
十
六

章
中
第
二
百
五
十
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規

定
（
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で

に
係
る
部
分
及
び
第
二
百
五
十
五
条
の
三
（
第
二
百
二

十
七
条
、
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
九

条
、
第
二
百
三
十
二
条
、
第
二
百
三
十
七
条
、
第
二
百

三
十
七
条
の
二
及
び
第
二
百
三
十
八
条
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
六
十
三
条

第
四
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
四
号
の

三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
六
十
九
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
七
十
条
に
一
項
を

加
え
る
改
正
規
定
（
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
投
票
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
七
十
条

の
二
の
改
正
規
定
、
第
二
百
七
十
一
条
の
四
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
に
三
項
を
加
え
る

改
正
規
定
（
附
則
第
八
項
（
第
三
十
条
の
三
第
二
項
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

附
則
第
七
条
中
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
改
正
規
定
（
「
並
び
に
第

二
百
五
十
二
条
の
三
」
を
「
、
第
二
百
五
十
二
条
の

三
、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条

の
三
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
二
百
七
十
条
本
文
」

を
「
第
二
百
七
十
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
る
部
分
を

除
く
。
）
、
附
則
第
八
条
中
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行

経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

百
七
十
九
号
）
第
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に

第
二
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
に
二
項
を
加

え
る
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条

第
一
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
並
び
に
附
則
第
九
条
中
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
一
条

の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第

四
十
九
条
の
二
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
（
不
在
者
投

票
の
時
間
）
」
を
「
（
不
在
者
投
票
等
の
時
間
）
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
一
四
日
法
律
第
四

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の

公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二

号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
八

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
条
の
次
に
五

条
、
節
名
並
び
に
二
款
及
び
款
名
を
加
え
る
改
正
規

定
（
同
法
第
二
百
五
十
条
の
九
第
一
項
に
係
る
部
分

（
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
に
限
る
。
）
、
第
四
十
条
中
自
然
公
園
法
附
則
第

九
項
及
び
第
十
項
の
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
十
項

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
四
十
四
条
の
規
定

（
農
業
改
良
助
長
法
第
十
四
条
の
三
の
改
正
規
定
に

係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
四
百
七
十
二
条
の

規
定
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
六

条
、
第
八
条
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
、
第
十
条
、
第

十
二
条
、
第
五
十
九
条
た
だ
し
書
、
第
六
十
条
第
四

項
及
び
第
五
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
七
条
、
第

百
五
十
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
百
六
十

条
、
第
百
六
十
三
条
、
第
百
六
十
四
条
並
び
に
第
二

百
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
漁
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
十
条
　
施
行
日
前
に
第
二
百
四
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
漁
業
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
し
た
処
分
又
は
同
法
第
百
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第

百
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

し
く
は
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
行

為
に
係
る
損
失
の
補
償
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
十
六
条
第

三
項
中
「
中
央
漁
業
調
整
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
、

「
水
産
政
策
審
議
会
」
と
す
る
。

（
国
等
の
事
務
）

第
百
五
十
九
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

前
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
法
律
又
は
こ

れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
管
理
し
又
は
執
行
す
る
国
、

他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
の
事
務
（
附
則

第
百
六
十
一
条
に
お
い
て
「
国
等
の
事
務
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
は
、
地
方
公
共
団
体
が
法
律

又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
よ
り
当
該
地
方
公
共
団
体

の
事
務
と
し
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る

規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
こ
の
条
及
び

附
則
第
百
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
許

可
等
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
処
分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行

の
際
現
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り

さ
れ
て
い
る
許
可
等
の
申
請
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
で
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係

る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も

の
は
、
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
又
は
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含

む
。
）
の
経
過
措
置
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
も
の
を

除
き
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
改
正
後

の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
処
分
等

の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律

の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
対
し

報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手

続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及

び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当

規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に

対
し
て
報
告
、
届
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い

な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
不
服
申
立
て
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
一
条
　
施
行
日
前
に
さ
れ
た
国
等
の
事
務
に
係

る
処
分
で
あ
っ
て
、
当
該
処
分
を
し
た
行
政
庁
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
処
分
庁
」
と
い
う
。
）
に
施
行
日

前
に
行
政
不
服
審
査
法
に
規
定
す
る
上
級
行
政
庁
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
級
行
政
庁
」
と
い
う
。
）
が

あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
同
法
に
よ
る
不
服
申
立
て
に

つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
当
該
処
分
庁

に
引
き
続
き
上
級
行
政
庁
が
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、

行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ
る

行
政
庁
は
、
施
行
日
前
に
当
該
処
分
庁
の
上
級
行
政
庁

で
あ
っ
た
行
政
庁
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
上
級
行
政
庁
と
み
な
さ
れ

る
行
政
庁
が
地
方
公
共
団
体
の
機
関
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
機
関
が
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
事
務
は
、
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す

る
。

（
手
数
料
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
二
条
　
施
行
日
前
に
お
い
て
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
手
数

料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令

に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対

す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
六
十
四
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に

関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
二
百
五
十
条
　
新
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号

に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
に
つ
い
て
は
、
で

き
る
限
り
新
た
に
設
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と

と
も
に
、
新
地
方
自
治
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
及

び
新
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
政
令
に
示
す
も
の
に
つ
い

て
は
、
地
方
分
権
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
検
討
を
加

え
、
適
宜
、
適
切
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
百
五
十
一
条
　
政
府
は
、
地
方
公
共
団
体
が
事
務
及

び
事
業
を
自
主
的
か
つ
自
立
的
に
執
行
で
き
る
よ
う
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
地
方
税

財
源
の
充
実
確
保
の
方
途
に
つ
い
て
、
経
済
情
勢
の
推

移
等
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
六
日
法
律
第
一

〇
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略
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二
　
附
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
第

三
項
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十

条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
委
員
等
の
任
期
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て

次
に
掲
げ
る
従
前
の
審
議
会
そ
の
他
の
機
関
の
会
長
、

委
員
そ
の
他
の
職
員
で
あ
る
者
（
任
期
の
定
め
の
な
い

者
を
除
く
。
）
の
任
期
は
、
当
該
会
長
、
委
員
そ
の
他

の
職
員
の
任
期
を
定
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

一
か
ら
三
十
一
ま
で
　
略

三
十
二
　
中
央
漁
業
調
整
審
議
会

（
別
に
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
過
措

置
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
一
三
日
法
律
第
一

二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十

日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十

九
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
五
十
五
条

に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
二
百
六
十
三
条

第
四
号
、
第
二
百
六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第

二
項
及
び
第
二
百
七
十
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
次

条
第
二
項
、
附
則
第
四
条
中
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
の
表
以

外
部
分
の
改
正
規
定
、
附
則
第
六
条
及
び
附
則
第
七
条

中
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
八
十
八
号
）
第
十
一
条
の
表
以
外
の
部
分
の
改
正

規
定
（
「
第
四
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九

条
第
三
項
」
を
、
「
第
二
百
五
十
二
条
の
三
」
の
下
に

「
、
第
二
百
五
十
五
条
第
三
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
漁
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ

た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
よ

り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
一
七
日
法
律
第
六

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
一
七
日
法
律
第
六

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
三
一
日
法
律
第
九

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
日
法
律
第
一

一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十

日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
七
日
法
律
第

一
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
九
日
法
律
第
八

〇
号
）

こ
の
法
律
は
、
商
法
等
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
九
日
法
律
第
八

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
二
九
日
法
律
第
九

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
中
漁
業
法
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六

条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
六
十
六
条
か

ら
第
七
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
三
条

及
び
第
百
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
第
四
節

の
節
名
を
削
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
九
条
の
次
に

節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
条
の
改
正

規
定
、
同
法
第
百
十
一
条
か
ら
第
百
十
四
条
ま
で
を

削
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
条
の
三
第
一
項
の
改

正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
十
三
条
と
す
る
改
正
規

定
、
同
法
第
六
章
第
四
節
中
同
条
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
条
の
二
の
改
正
規

定
、
同
条
を
同
法
第
百
十
二
条
と
す
る
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
同
法
第
百
十
六
条
か
ら
第
百
十
八
条
ま
で
、
第

百
三
十
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
三
十
九

条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
五
条
及
び

第
八
条
の
規
定
　
平
成
十
三
年
十
月
一
日

（
漁
業
権
及
び
入
漁
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
漁
業
権
及

び
こ
れ
に
つ
い
て
現
に
存
し
又
は
新
た
に
設
定
さ
れ
る

入
漁
権
に
つ
い
て
は
、
当
該
漁
業
権
又
は
入
漁
権
の
存

続
期
間
中
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次

に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
第
八
条

第
三
項
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
施

行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
一
九
日
法
律
第
七

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第

一
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
六

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
一
日
法
律
第
六

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
二
条
の
規
定
、
次
条
第
四
項
の
規
定
、
附
則
第

三
条
の
規
定
、
附
則
第
五
条
中
漁
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項

の
改
正
規
定
（
「
不
在
者
投
票
等
」
を
「
不
在
者
投

票
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
六
条
中
国

会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
十
三

条
第
九
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
四
項
の
改

正
規
定
（
「
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第

三
項
」
を
「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
七
条
中
農

業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
八
十
八
号
）
第
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
不
在
者

投
票
等
」
を
「
不
在
者
投
票
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法

の
規
定
（
同
法
別
表
第
一
の
規
定
を
除
く
。
）
、
附
則
第

四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

高
裁
判
所
裁
判
官
国

民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
の

規
定
、
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法

の
規
定
、
附
則
第
六
条
の
規
定
（
国
会
議
員
の
選
挙
等

の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
九
項

の
改
正
規
定
及
び
同
法
附
則
第
四
項
の
改
正
規
定
（

「
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を

「
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の

選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
規
定
、

附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
委
員
会
等
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に
関
す
る
法
律
の
規
定
及
び
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の

選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録
式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投

票
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
又

は
審
査
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の

前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た

選
挙
又
は
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前

に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
二
五
日
法
律
第
一

二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規

定
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

高
裁
判
所
裁
判

官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六

号
）
の
規
定
、
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
の

規
定
、
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議

員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
の
規
定
及
び
附
則

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
委
員
会
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示

さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
又
は
審
査
に
つ
い
て
適
用

し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日

を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
又
は
審
査
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
五
月
二
六
日
法
律
第
五

七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、

同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
条
、
第

七
条
の
二
第
三
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条
第
七
項

及
び
第
九
条
の
三
第
六
項
の
改
正
規
定
、
第
九
十
条
に

五
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
九
十
一
条
第
七
項
、
第

二
百
五
十
二
条
の
二
十
六
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の

二
十
六
の
七
、
第
二
百
五
十
五
条
、
第
二
百
五
十
九
条

第
四
項
及
び
第
二
百
八
十
一
条
の
五
の
改
正
規
定
並
び

に
次
条
か
ら
附
則
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
二
日
法
律
第
七
六

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第

七
十
五
号
。
次
条
第
八
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
八

項
、
第
五
条
第
八
項
、
第
十
六
項
及
び
第
二
十
一
項
、

第
八
条
第
三
項
並
び
に
第
十
三
条
に
お
い
て
「
新
破
産

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則
第
二
条

第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一

項
、
第
九
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九
項
及
び
第
二
十
一

項
並
び
に
第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
四
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措

置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
九
日
法
律
第
八
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
法
律
第
一

四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
二
六
日
法
律
第
八

七
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
七
日
法
律
第
五
三

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
一
四
日
法
律
第
六

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
目
次
の
改
正
規
定
、
第
十
九
条
第
四
項
及
び
第
二

十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
の
二
第
五

項
、
第
三
十
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三
十
条
の
十
一

の
改
正
規
定
、
第
四
章
の
二
中
第
三
十
条
の
十
五
を

第
三
十
条
の
十
六
と
し
、
第
三
十
条
の
十
四
を
第
三

十
条
の
十
五
と
し
、
第
三
十
条
の
十
三
を
削
る
改
正

規
定
、
第
三
十
条
の
十
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同

条
を
第
三
十
条
の
十
三
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、
第
三
十
条
の
十
一
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
三
十
六
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
百
五
十
一
条
、
第
二

百
五
十
二
条
、
第
二
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
百
五
十
四
条
の
改
正
規
定
、
第
十
六
章
中
第
二

百
五
十
五
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二

百
七
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七
項
の
改

正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
　

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
三
日
法
律
第
九

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
並
び
に
次
条
第
一
項
、
附
則
第
三
条
、
附

則
第
五
条
、
附
則
第
七
条
及
び
附
則
第
九
条
の
規

定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

二
　
第
二
条
並
び
に
次
条
第
二
項
、
附
則
第
四
条
、
附

則
第
六
条
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
　
公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
六
日
法
律
第
七
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
漁
業
法
第
五
十
七
条

及
び
第
六
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
二

条
の
三
を
同
法
第
六
十
二
条
の
四
と
し
、
同
法
第
六
十

二
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同

法
第
六
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
二
条
　
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
際

現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
法
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
漁
業
法
」
と
い
う
。
）

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
旧
漁
業

法
第
五
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

る
起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
及
び
前
条
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後
に
次
条
の
規
定
に
基
づ
き

な
お
従
前
の
例
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
受
け

た
者
が
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

以
後
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
（
以

下
こ
の
条
及
び
附
則
第
五
条
に
お
い
て
「
新
漁
業
法
」

と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
許
可
又
は
起
業
の

認
可
の
取
消
し
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の

認
可
の
有
効
期
間
中
は
、
新
漁
業
法
第
六
十
二
条
の
三

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
施
行
前
に
さ
れ
た
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の
認

可
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施

行
前
に
さ
れ
た
旧
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
又
は
旧
漁
業
法
第
五
十
四
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
起
業
の
認
可
の
申
請
で
あ

っ
て
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施

行
の
際
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
の

処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
農
林
水
産
大

臣
が
行
う
許
可
又
は
起
業
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め

る
。

（
検
討
）

第
五
条
　
政
府
は
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

規
定
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新

漁
業
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
新
漁
業
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
三
日
法
律
第
八

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
附
則
第
二
十
六
条
か
ら
第
六
十
条
ま
で
及
び
第
六

十
二
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で
の
規
定
　
平
成
二
十

年
十
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
日
法
律
第
三
五

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
四
日
法
律
第
四

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定

に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
三
〇
日
法
律
第
四

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
一
三
日
法
律
第
六

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
の
原
則
）

第
五
条
　
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
不
作
為
に

つ
い
て
の
不
服
申
立
て
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
前

に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
法

律
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
行
政
庁
の
不
作
為

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
附
則
に
特
別
の
定
め

が
あ
る
場
合
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
訴
訟
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
の
規
定
に
よ

り
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の

他
の
行
為
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
訴
え
を
提
起
で
き
な

い
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
で
あ
っ
て
、
当
該
不
服
申
立
て

を
提
起
し
な
い
で
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
れ
を
提
起

す
べ
き
期
間
を
経
過
し
た
も
の
（
当
該
不
服
申
立
て
が

他
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ

の
他
の
行
為
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
で
き
な
い
と

さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
不
服
申
立
て
を

提
起
し
な
い
で
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
れ
を
提
起
す

べ
き
期
間
を
経
過
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
訴
え
の
提

起
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
律
の
規
定

（
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
異
議
申
立
て
が
提
起

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求

に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
取
消
し
の
訴
え

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
の

取
消
し
の
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
不
服
申
立
て
に
対
す
る
行
政
庁
の
裁
決
、
決
定
そ
の

他
の
行
為
の
取
消
し
の
訴
え
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の

施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則

第
五
条
及
び
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行

後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
条
　
附
則
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定

め
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
一
九
日
法
律
第
四

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三

条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　

２
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
（
附
則
第

四
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て
「
新
漁
業
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
公
示
日
以
後
に
調
製
さ
れ
、
確
定
す
る
選

挙
人
名
簿
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
選
挙
人
名

簿
」
と
い
う
。
）
を
用
い
て
行
わ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て

適
用
し
、
新
選
挙
人
名
簿
以
外
の
選
挙
人
名
簿
を
用
い

て
行
わ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
、
附
則
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
並

び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
新
公
職
選
挙
法
の
規
定
及
び

新
漁
業
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
選
挙
並
び
に
住
民
投

票
に
関
し
施
行
日
か
ら
公
示
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
年

齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
が
し
た
選
挙
運

動
及
び
投
票
運
動
に
係
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
制
上
の
措
置
）

第
五
条
　
国
は
、
国
民
投
票
（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
国
民
投
票
を
い
う
。
）
の
投
票
権
を

有
す
る
者
の
年
齢
及
び
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
が

満
十
八
年
以
上
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
選
挙
の
公

正
そ
の
他
の
観
点
に
お
け
る
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二

十
年
未
満
の
者
と
年
齢
満
二
十
年
以
上
の
者
と
の
均
衡

等
を
勘
案
し
つ
つ
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八

十
九
号
）
、
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十

八
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
五
日
法
律
第
六
〇

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
一
日
法
律
第
二

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
附
則
第
四
条
か
ら
第
七
条

ま
で
及
び
第
九
条
の
規
定
は
、
公
職
選
挙
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
三

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙

等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
規
定
、
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
新
公
職
選
挙
法
」
と
い
う
。
）

の
規
定
（
新
公
職
選
挙
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二

百
六
十
九
条
の
規
定
を
除
く
。
）
、
附
則
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
別
表
第
一
国
会
議
員
の

選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
の
項
の
規
定
、
附
則
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
規
定
並
び

に
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
共
団

体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
係
る
電
磁
的
記
録

式
投
票
機
を
用
い
て
行
う
投
票
方
法
等
の
特
例
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条

第
一
項
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
翌
日
以
後
初
め
て
そ
の

期
日
を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
の
期
日
の

公
示
の
日
又
は
一
部
施
行
日
の
翌
日
以
後
初
め
て
そ
の

期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
期
日

の
公
示
の
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日
（
以
下
こ
の
項

及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
以
後

そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
、

高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
又
は
日
本
国
憲
法
第
九
十
五

条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
示
日
の

前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た

選
挙
、

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
又
は
日
本
国
憲

法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
三
日
法
律
第
二

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
七
日
法
律
第
五

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
日
法
律
第
九

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
〇
日
法
律
第
五

九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
六
条
　
こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で

定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
二
五
日
法
律
第
七

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月

を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
四
日
法
律
第

九
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
条
か
ら
附
則
第
七
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
十
四

条
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
六
条
、

第
三
十
一
条
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
　

公
布
の
日
（
附
則
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
第
三
項

に
お
い
て
「
公
布
日
」
と
い
う
。
）

（
漁
業
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
準
備
行
為
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
（
以

下
「
新
漁
業
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
及

び
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
並
び
に
同
項

の
規
則
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
並

び
に
新
漁
業
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
五
号
（
新
漁
業

法
第
五
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
基
準
、
新
漁
業
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
期
間
及
び

新
漁
業
法
第
五
十
七
条
第
七
項
の
事
項
を
定
め
、
又
は

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
水
産

政
策
審
議
会
に
対
す
る
諮
問
そ
の
他
の
必
要
な
行
為
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
施
行

日
前
に
お
い
て
も
、
新
漁
業
法
第
十
一
条
及
び
第
十
四

条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
資
源
管
理
基
本
方
針
等
（
新

漁
業
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
源
管
理
基
本

方
針
及
び
新
漁
業
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都

道
府
県
資
源
管
理
方
針
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
資
源

管
理
基
本
方
針
等
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
漁
業
法
第

十
一
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公

表
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、

新
漁
業
法
第
十
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
数
量
（
次
項
に
お
い
て
「
漁
獲
可
能

量
等
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
漁
獲

可
能
量
等
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
漁
業
法
第
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
漁

業
法
第
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
知
事
管
理
漁
獲

可
能
量
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
管
理
漁
獲
可

能
量
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
、
こ

れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
知
事

管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
漁
業
法
第

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

第
五
条
　
漁
獲
割
当
割
合
（
新
漁
業
法
第
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
漁
獲
割
当
割
合
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日

前
に
お
い
て
も
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

そ
の
設
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
り
漁
獲
割
当
割
合
の
設
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
漁
業
法

第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の

設
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
設
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
農
林
水
産
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
新
漁
業
法
第
十
七
条
第

一
項
の
設
定
と
み
な
す
。

第
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
新
漁
業
法
第
六
十
二
条
第

一
項
の
海
区
漁
場
計
画
及
び
新
漁
業
法
第
六
十
七
条
第

一
項
の
内
水
面
漁
場
計
画
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
漁
業

法
第
六
十
四
条
（
新
漁
業
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
対
す
る
諮
問
そ
の
他
の
必
要

な
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
漁

業
法
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
六
条
（
こ
れ
ら
の
規
定

を
新
漁
業
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
都
道
府
県
知

事
に
対
し
、
施
行
日
前
に
作
成
し
、
又
は
変
更
し
よ
う

と
す
る
海
区
漁
場
計
画
及
び
内
水
面
漁
場
計
画
に
関
し

て
必
要
な
助
言
又
は
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
　
新
漁
業
法
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
条

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
漁
業
法
第
百
二
十
五
条
の

規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
前
項
の
認
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
農
林
水
産
大
臣

又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
新
漁
業
法
第
百
二
十
四

条
第
一
項
の
認
定
と
み
な
す
。

（
許
可
及
び
起
業
の
認
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
漁
業
法
（
以
下
「
旧
漁
業
法
」
と
い

う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
又

は
第
六
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
許
可
者
」
と
い
う
。
）
が
営

む
漁
業
が
、
新
漁
業
法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十

七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す

る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
旧
許
可
者
は
、
施
行

日
に
お
い
て
新
漁
業
法
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十

七
条
第
一
項
又
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け

た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
漁
業
法
第
五
十
四
条

第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
が
施
行
日
後
に
営
む

漁
業
が
、
新
漁
業
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
要

す
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
認
可
を
受
け

て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
漁
業
法
第
三
十
八

条
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

許
可
及
び
認
可
の
有
効
期
間
は
、
旧
漁
業
法
第
五
十
二

条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
六

条
第
一
項
の
許
可
又
は
旧
漁
業
法
第
五
十
四
条
第
一
項

の
認
可
の
有
効
期
間
の
残
存
期
間
と
す
る
。

（
漁
業
権
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
漁
業
法
第
十
条

の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
漁

業
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み

な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
免

許
に
係
る
漁
業
権
の
存
続
期
間
は
、
旧
漁
業
法
第
十
条

の
免
許
に
係
る
漁
業
権
の
存
続
期
間
の
残
存
期
間
と
す

る
。

第
十
条
　
施
行
日
前
に
旧
漁
業
法
第
十
一
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
公
示
が
さ
れ
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
免

許
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
漁
業
法
第
二

十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者

は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
漁
業
法
第
七
十
九
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
漁
業
権
行
使
規
則
及
び
入
漁
権
行
使
規
則
に
関
す
る

経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
漁
業
法
第
八

条
第
六
項
の
認
可
を
受
け
て
い
る
漁
業
権
行
使
規
則
及

び
入
漁
権
行
使
規
則
は
、
施
行
日
に
お
い
て
新
漁
業
法

第
百
六
条
第
七
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
登
録
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
漁
業
法
第
五

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
登
録
は
、
新

漁
業
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
登

録
と
み
な
す
。

（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
公
布
日
以
後
は
、
旧
漁
業
法
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
旧
漁
業
法
第
八
十
四
条
の
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
の
委
員
の
選
挙
は
、
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の

法
律
の
公
布
の
際
既
に
そ
の
期
日
が
告
示
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
公
布
日
（
公
布
日
が
平
成
三
十
年
十
二
月
四
日
以
前

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
五

日
）
以
後
は
、
旧
漁
業
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧

漁
業
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
は
、
調
製
し
な
い
。

第
十
五
条
　
こ
の
法
律
の
公
布
の
際
現
に
在
任
す
る
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
で
あ
っ
て
そ
の
任
期
が
平
成

三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
前
に
満
了
す
る
も
の
の
任
期

は
、
同
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
在
任
す
る
海
区
漁
業
調

整
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
の
任
期
満
了
の
日
ま
で
の
間

に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
在
任
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
公
布
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
内
に
、
旧
漁
業
法
第
八
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の

委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県

知
事
は
、
旧
漁
業
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
被
選
挙
権
を
有

す
る
者
と
し
て
旧
漁
業
法
第
八
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
（
都
道
府
県
知
事
が
、
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
範
囲
を
拡
張
し
、
又
は
限
定
し
た
と
き
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は
、
そ
の
拡
張
又
は
限
定
さ
れ
た
も
の
）
を
満
た
し
、

か
つ
、
旧
漁
業
法
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該

当
し
な
い
者
の
中
か
ら
委
員
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
十
六
条
　
新
漁
業
法
第
百
三
十
八
条
及
び
第
百
三
十
九

条
の
規
定
に
よ
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
任

命
の
た
め
に
必
要
な
行
為
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
処
分
等
の
効
力
）

第
二
十
九
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る

規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
施
行
の
日
前
に
改
正
又
は
廃
止
前
の
そ
れ
ぞ

れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
又
は
す
べ
き
処
分
、

手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
則
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ

れ
の
法
律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
又
は
す
べ
き

も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
並
び

に
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ

の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
一
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
等
）

第
三
十
三
条
　
政
府
は
、
漁
業
者
の
収
入
に
著
し
い
変
動

が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
漁
業
の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響

を
緩
和
す
る
た
め
の
施
策
に
つ
い
て
、
漁
業
災
害
補
償

の
制
度
の
在
り
方
を
含
め
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

２
　
政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律

の
施
行
後
十
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
改
正

後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
十
七
条
　
施
行
日
前
に
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十

年
未
満
の
者
が
犯
し
た
旧
漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い

て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
に
規
定
す
る
罪
の
事
件
に
つ
い
て
の
少
年
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
り
在
任
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
に

係
る
被
選
挙
権
並
び
に
当
該
委
員
の
解
職
の
請
求
及
び

投
票
に
係
る
選
挙
権
の
欠
格
事
由
の
う
ち
、
施
行
日
前

に
年
齢
満
十
八
年
以
上
満
二
十
年
未
満
の
者
が
犯
し
た

罪
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
一
五
日
法
律
第
一

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
三

項
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成

三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙

等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
規
定
、
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
、
附

則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

高
裁
判
所
裁
判

官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
六

号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
並
び
に

附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
（
漁

業
法
第
九
十
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規

定
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示

さ
れ
る
選
挙
、

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
、
日
本

国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
又
は
漁
業
法

第
九
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
解
職
の
投
票
に
つ

い
て
適
用
し
、
前
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施

行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告

示
さ
れ
た
選
挙
、

高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
、
日

本
国
憲
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
投
票
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
る
解
職
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
九
日
法
律
第
三
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
十
七
条
（
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
か
ら

別
表
第
五
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
、
第
四
十
五

条
、
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
五
条
（
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改

正
規
定
（
同
表
の
二
十
七
の
項
の
改
正
規
定
を
除

く
。
）
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
、
第

五
十
九
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
、
第
六
十
七
条
及

び
第
七
十
一
条
か
ら
第
七
十
三
条
ま
で
の
規
定
　
公

布
の
日

二
及
び
三
　
略

四
　
第
十
七
条
、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五

十
条
及
び
第
五
十
八
条
並
び
に
次
条
、
附
則
第
三

条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
（
第
三
項
を
除

く
。
）
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
八
条
（
戸
籍

法
第
百
二
十
九
条
の
改
正
規
定
（
「
戸
籍
の
」
の
下

に
「
正
本
及
び
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
に
限

る
。
）
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十

三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条

（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
十
五
第
三
項
の
改

正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第

三
十
三
条
か
ら
第
三
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
条
、
第

四
十
二
条
、
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、

第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
か
ら
第
五
十
二
条
ま
で
、

第
五
十
三
条
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第

四
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第

九
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
五
十
二
条
の
三
の

改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
第
五
十
五
条
（
が
ん
登
録
等

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百

十
一
号
）
第
三
十
五
条
の
改
正
規
定
（
「
（
条
例
を
含

む
。
）
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
五

十
六
条
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
四
条
、
第
六
十
五

条
、
第
六
十
八
条
及
び
第
六
十
九
条
の
規
定
　
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
、
各
規
定
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
十
一
条
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る

規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す

る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
十
二
条
　
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の

法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す

る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
二
八
日
法
律
第
四
七

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
公
職
選
挙
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
係
る
事

件
の
家
庭
裁
判
所
か
ら
検
察
官
へ
の
送
致
に
つ
い
て

は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
公
職
選

挙
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。

２
　
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
者
に
対
す
る
人
の
資
格
に

関
す
る
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
公
職
選
挙
法
等

一
部
改
正
法
附
則
第
五
条
第
四
項
及
び
第
六
条
の
規
定

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第

三
章
及
び
第
六
十
五
条
第
一
項
並
び
に
水
産
資
源
保
護
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
漁
業
法
第
三
章
、
第
七
十
四

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
四
条
第
一
項
並

び
に
水
産
資
源
保
護
法
第
三
十
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た

め
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
）

第
二
章
　
大
臣
許
可
漁
業

第
一
節
　
通
則
（
第
二
条―

第
二
十
六
条
）

第
二
節
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
（
第
二
十
七
条
）

第
三
節
　
以
西
底
び
き
網
漁
業
（
第
二
十
八
条
）

第
四
節
　
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
（
第
二
十
九
条
・
第

三
十
条
）

第
五
節
　
東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
（
第
三
十
一
条
）

第
六
節
　
大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
（
第
三
十
二

条
）

第
七
節
　
太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
（
第
三
十
二
条

の
二
・
第
三
十
三
条
）

第
八
節
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
（
第
三
十
四
条―

第

四
十
三
条
）

第
九
節
　
基
地
式
捕
鯨
業
（
第
四
十
四
条―

第
四
十

六
条
）

第
十
節
　
母
船
式
捕
鯨
業
（
第
四
十
七
条―

第
五
十

条
）

第
十
一
節
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
第
五
十
一
条

―

第
五
十
四
条
）

第
十
二
節
　
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

（
第
五
十
五
条
）

第
十
三
節
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
第
五
十
六
条

―

第
六
十
三
条
）

第
十
四
節
　
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
（
第
六

十
四
条―

第
六
十
六
条
）

第
十
五
節
　
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
（
第
六
十
六
条

の
二
）

第
十
六
節
　
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
（
第
六

十
七
条―

第
六
十
九
条
）

第
十
七
節
　
い
か
釣
り
漁
業
（
第
六
十
九
条
の
二
）

第
三
章
　
知
事
許
可
漁
業

第
一
節
　
総
則
（
第
七
十
条
・
第
七
十
一
条
）

第
二
節
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
第
七
十
二
条

―

第
七
十
五
条
）

第
三
節
　
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
（
第
七
十

六
条
）

第
四
章
　
届
出
漁
業
（
第
七
十
七
条―

第
八
十
二
条
）

第
五
章
　
漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
八

十
三
条―

第
百
二
条
）

第
六
章
　
雑
則
（
第
百
三
条―

第
百
十
六
条
）

第
七
章
　
罰
則
（
第
百
十
七
条―

第
百
二
十
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
　
西
部
及
び
中
部
太
平

洋
に
お
け
る
高
度
回
遊
性
魚
類
の
保
存
及
び
管
理
に

関
す
る
条
約
（
以
下
「
中
西
部
太
平
洋
条
約
」
と
い

う
。
）
第
三
条
１
に
規
定
す
る
条
約
区
域
を
い
う
。

二
　
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
　
千
九
百
四
十
九
年
の
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
と
コ
ス
タ
リ
カ
共
和
国
と
の
間
の
条

約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
全
米
熱
帯
ま
ぐ
ろ
類
委
員

会
の
強
化
の
た
め
の
条
約
（
ア
ン
テ
ィ
グ
ア
条
約
）

第
三
条
に
規
定
す
る
条
約
水
域
を
い
う
。

三
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
　
イ
ン
ド
洋
ま
ぐ
ろ
類
委
員

会
の
設
置
に
関
す
る
協
定
第
二
条
に
規
定
す
る
区
域

を
い
う
。

四
　
大
西
洋
条
約
海
域
　
大
西
洋
の
ま
ぐ
ろ
類
の
保
存

の
た
め
の
国
際
条
約
第
一
条
に
規
定
す
る
条
約
区
域

を
い
う
。

五
　
北
西
大
西
洋
条
約
海
域
　
北
西
大
西
洋
の
漁
業
に

つ
い
て
の
今
後
の
多
数
国
間
の
協
力
に
関
す
る
条
約

第
一
条
１
に
規
定
す
る
条
約
区
域
を
い
う
。

六
　
北
太
平
洋
条
約
海
域
　
北
太
平
洋
に
お
け
る
公
海

の
漁
業
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
条
約
第
一

条
（
ｆ
）
に
規
定
す
る
条
約
水
域
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
海
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
海
域
に
含

ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
日
本
海
、
黄

海
、
東
シ
ナ
海
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
、
南
シ
ナ
海
、
タ

イ
湾
、
東
イ
ン
ド
諸
島
諸
海
、
ビ
ス
マ
ル
ク
海
、
ソ

ロ
モ
ン
海
、
コ
ラ
ル
海
、
タ
ス
マ
ン
海
、
バ
ス
海

峡
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
湾
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ア
ラ

ス
カ
州
南
東
部
及
び
カ
ナ
ダ
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ

ロ
ン
ビ
ア
州
の
沿
岸
海
域
並
び
に
ア
ラ
ス
カ
湾
の
海

域
　
太
平
洋
の
海
域

二
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
、
ア
ン
ダ
マ
ン
海
、
ベ
ン
ガ
ル

湾
、
ラ
ッ
カ
デ
ィ
ブ
海
、
ア
ラ
ビ
ア
海
、
オ
マ
ー
ン

湾
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
、
ス
エ
ズ
湾
、
ア
カ
バ
湾
、
紅

海
、
ア
デ
ン
湾
、
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
海
峡
及
び
グ
レ
ー

ト
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
湾
の
海
域
　
イ
ン
ド
洋
の

海
域

三
　
ア
ゾ
フ
海
、
黒
海
、
マ
ル
マ
ラ
海
、
地
中
海
、
ビ

ス
ケ
ー
湾
、
イ
ギ
リ
ス
海
峡
、
ブ
リ
ス
ト
ル
湾
、
ア

イ
リ
ッ
シ
ュ
海
及
び
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
海
峡
、
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
西
部
諸
海
、
北
海
、
ス
カ
ゲ
ラ
ク
海

峡
、
カ
テ
ガ
ッ
ト
海
峡
、
バ
ル
ト
海
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

海
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
海
、
ラ
ブ
ラ
ド
ル
海
、
デ
ー

ビ
ス
海
峡
、
バ
フ
ィ
ン
湾
、
ハ
ド
ソ
ン
海
峡
、
ハ
ド

ソ
ン
湾
、
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
湾
、
フ
ァ
ン
デ
ィ

湾
、
メ
キ
シ
コ
湾
、
カ
リ
ブ
海
、
ラ
・
プ
ラ
タ
川
河

口
部
並
び
に
ギ
ニ
ア
湾
の
海
域
　
大
西
洋
の
海
域

第
二
章
　
大
臣
許
可
漁
業

第
一
節
　
通
則

（
大
臣
許
可
漁
業
の
種
類
）

第
二
条
　
漁
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六

条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
漁
業
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の

項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
五

ト
ン
（
別
表
第
二
の
当
該
漁
業
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

る
海
域
に
お
い
て
ほ
た
て
が
い
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
）

以
上
の
動
力
漁
船
（
法
第
六
十
条
第
六
項
に
規
定
す

る
動
力
漁
船
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
底
び

き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

二
　
以
西
底
び
き
網
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の

項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
五

ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

三
　
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の

項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
五

ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

四
　
東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁
業

の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十

ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
は
え
縄
を
使
用
し
て

行
う
漁
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
第
十
二
号
に
掲
げ
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

ロ
　
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
沿
岸
ま

ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

五
　
大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁

業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
動
力
漁
船

に
よ
り
は
え
縄
、
底
刺
し
網
又
は
か
ご
を
使
用
し
て

行
う
漁
業
（
第
十
二
号
に
掲
げ
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

漁
業
を
除
く
。
）

六
　
太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁

業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
動
力
漁
船

に
よ
り
は
え
縄
又
は
底
刺
し
網
を
使
用
し
て
行
う
漁

業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
第
十
二
号
に
掲
げ
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

ロ
　
第
十
五
号
に
掲
げ
る
ず
わ
い
が
に
漁
業

ハ
　
第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
沿
岸
ま

ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業

七
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
　
総
ト
ン
数
四
十
ト
ン
（
別

表
第
二
の
当
該
漁
業
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
に

あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
）
以
上
の
動
力
漁

船
に
よ
り
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

八
　
基
地
式
捕
鯨
業
　
動
力
漁
船
に
よ
り
も
り
づ
つ
を

使
用
し
て
鯨
を
と
る
漁
業
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）

九
　
母
船
式
捕
鯨
業
　
製
造
設
備
、
冷
蔵
設
備
そ
の
他

の
処
理
設
備
を
有
す
る
母
船
及
び
独
航
船
が
一
体
と

な
っ
て
行
う
漁
業
で
あ
っ
て
、
も
り
づ
つ
を
使
用
し

て
鯨
を
と
る
も
の

十
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁
業

の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十

ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て

か
じ
き
、
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
又
は
さ
め
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業

十
一
　
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
　
別
表
第

一
の
当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い

て
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し

網
を
使
用
し
て
か
じ
き
、
か
つ
お
又
は
ま
ぐ
ろ
を
と

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

十
二
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
　
総
ト
ン
数
十
ト
ン

（
別
表
第
二
の
当
該
漁
業
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
海

域
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
）
以
上
の
動

力
漁
船
に
よ
り
、
浮
き
は
え
縄
を
使
用
し
て
又
は
釣

り
に
よ
っ
て
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
又
は
さ
め

を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

十
三
　
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
　
総
ト
ン
数
三

十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し

て
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

十
四
　
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁

業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数

十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
棒
受
網
を
使
用
し

て
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

十
五
　
ず
わ
い
が
に
漁
業
　
別
表
第
一
の
当
該
漁
業
の

項
の
中
欄
各
号
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以

上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
ず
わ
い
が
に
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
漁
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
第
一
号
に
掲
げ
る
沖
合
底
び
き
網
漁
業

1



ロ
　
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り

底
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業

ハ
　
別
表
第
一
の
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
第

三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
動
力

漁
船
に
よ
り
固
定
式
刺
し
網
又
は
か
ご
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

十
六
　
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
　
別
表
第
一
の

当
該
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
か

ご
を
使
用
し
て
べ
に
ず
わ
い
が
に
を
と
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
漁
業

十
七
　
い
か
釣
り
漁
業
　
総
ト
ン
数
三
十
ト
ン
以
上
の

動
力
漁
船
に
よ
り
釣
り
に
よ
っ
て
い
か
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業

（
許
可
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
大
臣
許
可
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、

別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）

に
よ
る
漁
船
の
登
録
の
謄
本

二
　
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
に
基

づ
く
船
舶
検
査
証
書
の
写
し

三
　
申
請
に
係
る
船
舶
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以

外
の
場
合
に
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
面

四
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
定
款
、
登
記
事

項
証
明
書
（
目
的
、
名
称
、
事
務
所
（
二
以
上
あ
る

場
合
に
は
、
主
た
る
事
務
所
）
及
び
当
該
法
人
を
代

表
す
べ
き
者
の
氏
名
に
係
る
事
項
を
証
明
し
た
登
記

事
項
証
明
書
と
す
る
。
）
並
び
に

近
の
貸
借
対
照

表
、
損
益
計
算
書
及
び
財
産
目
録
、
法
人
以
外
の
者

で
あ
る
場
合
に
は

近
の
財
産
状
態
を
明
ら
か
に
す

る
書
類

五
　
二
人
以
上
が
共
同
し
て
申
請
す
る
場
合
に
は
、
当

該
漁
業
に
関
す
る
各
共
同
者
の
権
利
義
務
の
関
係
を

記
載
し
た
書
面

六
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓

約
す
る
書
面

七
　
申
請
に
係
る
船
舶
が
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
第

五
号
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
満
た
す
船

舶
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

八
　
申
請
が
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
許

可
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ

か
、
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認

め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
四
十
五
条
第

一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
従
前
の
許
可
の
有
効
期
間

の
満
了
日
の
三
月
前
か
ら
一
月
前
ま
で
の
間
に
、
第
一

項
の
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
起
業
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条
　
法
第
三
十
八
条
の
認
可
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

て
「
起
業
の
認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
大
臣
許
可
漁
業
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、
別
記

様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
船
舶
件
名
書

二
　
前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類

三
　
申
請
が
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
起

業
の
認
可
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
条
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ

か
、
起
業
の
認
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必

要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
申
請
後
船
舶
が
滅
失
し
、
又
は
沈
没
し
た
場

合
）

第
五
条
　
許
可
の
申
請
を
し
た
後
に
、
当
該
申
請
に
係
る

船
舶
が
滅
失
し
、
又
は
沈
没
し
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
四
十
二

条
第
一
項
の
申
請
す
べ
き
期
間
内
に
し
た
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
申
請
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
起
業
の

認
可
の
申
請
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
が
法
第
四
十

五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
申
請
は
、
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
起
業
の
認
可

の
申
請
と
み
な
す
。

４
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
申
請
が
法
第
四

十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

申
請
を
し
た
者
が
、
当
該
申
請
を
し
た
後
に
同
条
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
他
の
船
舶
に
つ
い
て
許
可
の
申
請
を

し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
は
、
当
該
他
の
船
舶
に
つ
い

て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
は
、
法
第
四
十

五
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
許
可
を
受

け
た
船
舶
と
同
一
の
船
舶
に
つ
い
て
し
た
申
請
と
み
な

す
。

（
許
可
等
の
申
請
後
申
請
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
又

は
分
割
を
し
た
場
合
）

第
六
条
　
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請
を
し
た
者
が
当

該
申
請
を
し
た
後
に
死
亡
し
、
又
は
合
併
に
よ
り
解
散

し
、
若
し
く
は
分
割
（
当
該
申
請
に
係
る
船
舶
を
承
継

さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続

人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

協
議
に
よ
り
当
該
申
請
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
べ

き
者
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
者
）
又
は
当
該
合
併
後

存
続
す
る
法
人
若
し
く
は
当
該
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し

た
法
人
若
し
く
は
当
該
分
割
に
よ
っ
て
当
該
船
舶
を
承

継
し
た
法
人
は
、
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請

を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
又
は
起
業
の
認
可
の
申
請

を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
事
実
を
証

す
る
書
面
を
添
え
、
承
継
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
そ
の

旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
制
限
措
置
）

第
七
条
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
数
及
び

船
舶
の
総
ト
ン
数

二
　
操
業
区
域

三
　
漁
業
時
期

四
　
漁
具
の
種
類
そ
の
他
の
漁
業
の
方
法

（
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
に
係
る

特
別
の
事
情
）

第
八
条
　
法
第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
緊
急
を
要
す
る
特
別
の
事
情
は
、
国
際

交
渉
と
の
関
係
上
船
舶
の
隻
数
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
大
臣
許
可
漁
業
に
つ
い
て
、
三
月
以
上
の
申
請

期
間
を
定
め
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
す

る
と
す
れ
ば
当
該
大
臣
許
可
漁
業
の
操
業
の
時
機
を
失

し
、
当
該
大
臣
許
可
漁
業
を
営
む
者
の
経
営
に
著
し
い

支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
事
情
と
す
る
。

（
許
可
の
有
効
期
間
）

第
九
条
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

（
変
更
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条
　
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）

二
　
大
臣
許
可
漁
業
の
種
類

三
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
船
舶
の

名
称

四
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
年
月
日

及
び
許
可
番
号

五
　
変
更
の
内
容

六
　
変
更
の
理
由

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
変
更
の
許

可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と
認
め
る
書

類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
起
業
の
認
可
の
変
更
の
許
可
）

第
十
一
条
　
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
起
業
の

認
可
を
受
け
た
船
舶
の
総
ト
ン
数
、
操
業
区
域
、
漁
業

時
期
又
は
漁
具
の
種
類
そ
の
他
の
漁
業
の
方
法
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
の
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可

又
は
起
業
の
認
可
を
受
け
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者

は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
旨
を
農
林
水
産

大
臣
に
届
け
出
る
と
き
は
、
相
続
又
は
法
人
の
合
併
若

し
く
は
分
割
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
休
業
期
間
の
制
限
）

第
十
三
条
　
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
期
間
は
、
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
一
年
間
又
は

引
き
続
き
二
年
間
と
す
る
。

（
資
源
管
理
の
状
況
等
の
報
告
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

は
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を

農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）

二
　
許
可
に
係
る
船
舶
の
名
称
、
総
ト
ン
数
そ
の
他
当

該
船
舶
に
関
す
る
情
報

三
　
許
可
番
号

四
　
報
告
の
対
象
と
な
る
期
間

五
　
漁
獲
量
そ
の
他
の
漁
業
生
産
の
実
績

六
　
漁
業
の
方
法
、
操
業
日
数
、
操
業
区
域
そ
の
他
の

操
業
の
状
況

七
　
資
源
管
理
に
関
す
る
取
組
の
実
施
状
況
そ
の
他
の

資
源
管
理
の
状
況

八
　
財
務
の
状
況

九
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
第
一
項
の
報
告
書
の
提
出
期
限
及
び
様
式
は
、
農
林

水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
。
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（
電
子
機
器
の
備
付
け
命
令
等
）

第
十
五
条
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
電
子
機
器
は
、
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
（
人
工

衛
星
を
利
用
し
て
船
舶
の
位
置
の
測
定
及
び
送
信
を
行

う
機
器
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
。

一
　
許
可
を
受
け
た
船
舶
の
位
置
を
自
動
的
に
測
定
及

び
記
録
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
情
報
を
自
動
的
に
送
信
で
き
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
船
舶
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報

ロ
　
当
該
船
舶
の
位
置
を
示
す
情
報
並
び
に
当
該
位

置
に
お
け
る
日
付
及
び
時
刻

三
　
前
号
に
掲
げ
る
情
報
の
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
衛
星
船
位
測

定
送
信
機
を
備
え
付
け
た
船
舶
の
船
長
は
、
衛
星
船
位

測
定
送
信
機
が
故
障
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
農
林

水
産
大
臣
に
そ
の
旨
を
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
様
式
）

第
十
六
条
　
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付

す
る
許
可
証
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
。

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
）

第
十
七
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項

に
変
更
が
生
じ
た
と
き
（
第
十
九
条
第
二
号
か
ら
第
六

号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
速
や
か
に
、

農
林
水
産
大
臣
に
許
可
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
が
船
名
又
は
船
舶
の
総
ト
ン
数
の
変
更

に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
漁
船
法
に
よ
る
漁
船

の
登
録
の
謄
本
又
は
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
船
舶
検
査

証
書
の
写
し
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
十
八
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
を
亡
失
し
、

又
は
毀
損
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
理
由
を
付
し
て

農
林
水
産
大
臣
に
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
）

第
十
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に

は
、
遅
滞
な
く
、
許
可
証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、
又

は
再
交
付
す
る
。

一
　
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
書
換
え
交
付
又

は
前
条
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
と

き
。

二
　
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
条

件
を
付
け
、
又
は
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取

り
消
し
た
と
き
。

三
　
法
第
四
十
七
条
の
許
可
（
船
舶
の
総
ト
ン
数
の
変

更
に
係
る
許
可
を
除
く
。
）
を
し
た
と
き
。

四
　
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
と
き
。

五
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
許
可
を
変
更
し
た
と
き
。

六
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
変
更
に
つ
き
農
林

水
産
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
事
項
が
許
可
証
の
記
載

事
項
と
な
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を

し
た
と
き
。

（
許
可
証
の
返
納
）

第
二
十
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効

力
を
失
い
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か

に
、
そ
の
許
可
証
を
農
林
水
産
大
臣
に
返
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え

交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
従
前
の
許

可
証
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
を
返
納
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
農
林

水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
証
の
備
付
け
義
務
）

第
二
十
一
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
を
当
該
許

可
に
係
る
船
舶
内
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
番
号
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
二
十
二
条
　
許
可
を
受
け
た
者
（
母
船
式
捕
鯨
業
、
か

つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
及
び
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
の
許

可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
外
部
に
別
表
第
三
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
許
可
番
号
を
表
示
し

な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

２
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失

い
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
し
た
表
示
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
操
業
制
限
）

第
二
十
三
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
別
に
こ
の
省
令
で

定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
別
表
第
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
大

臣
許
可
漁
業
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
制
限
又
は
禁
止
に
違
反
し
て
当
該
大
臣
許
可
漁
業
を

営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
漁
獲
物
等
の
陸
揚
港
の
制
限
）

第
二
十
四
条
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
調
整
の
た
め

農
林
水
産
大
臣
が
告
示
し
て
当
該
大
臣
許
可
漁
業
の
漁

獲
物
又
は
そ
の
製
品
（
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
を
受
け
て
輸
送
さ
れ
る
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
漁
獲
物
等
」
と
い
う
。
）

の
陸
揚
港
を
指
定
し
、
又
は
当
該
告
示
に
お
い
て
定
め

る
漁
獲
物
等
の
陸
揚
港
の
う
ち
の
一
若
し
く
は
二
以
上

を
選
定
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定

又
は
選
定
に
係
る
陸
揚
港
以
外
の
地
に
当
該
大
臣
許
可

漁
業
の
漁
獲
物
等
の
陸
揚
げ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
た

と
き
、
又
は
暴
風
雨
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
許
可
を
受
け
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚
港

の
選
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
農
林
水
産
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
場

合
も
、
同
様
と
す
る
。

（
位
置
等
の
報
告
義
務
）

第
二
十
五
条
　
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
汎
地
球
測

位
シ
ス
テ
ム
に
係
る
端
末
の
使
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
常
に
そ
の
位
置
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
こ
の
省
令
に
定
め
が

あ
る
場
合
の
ほ
か
、
農
林
水
産
大
臣
が
大
臣
許
可
漁
業

に
つ
き
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
と
認
め
て
報
告
す
べ
き

事
項
及
び
方
法
を
告
示
し
て
定
め
、
又
は
農
林
水
産
大

臣
若
し
く
は
漁
業
監
督
官
が
、
漁
業
調
整
上
必
要
と
認

め
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
る
報
告
を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
定
め
又
は

要
求
に
従
っ
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
操
業
日
誌
）

第
二
十
六
条
　
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
大
臣
許
可

漁
業
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る

海
域
に
お
い
て
操
業
す
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
内
に
操

業
日
誌
を
備
え
付
け
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て

告
示
す
る
事
項
を
、
当
該
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
大
臣
許
可
漁
業
（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
及
び
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
除
く
。
）
の
許
可
に
係
る
船
舶
の

船
長
は
、
前
項
の
操
業
日
誌
を
そ
の

後
の
記
載
を
し

た
日
か
ら
三
年
間
当
該
船
舶
内
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
操
業
日
誌
に
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
該
操
業

日
誌
又
は
そ
の
写
し
の
提
出
を
も
っ
て
同
条
第
一
項
の

報
告
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
二
節
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業

第
二
十
七
条
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
漁
業
の
漁
獲
物

又
は
そ
の
製
品
を
、
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
、
又
は
当

該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
て

は
な
ら
な
い
。

一
　
日
本
国
内
の
港
（
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
陸
揚
港
が
指
定
さ
れ
、
又
は
陸
揚
港
の
選
定
が

定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
さ
れ
又
は

選
定
し
た
陸
揚
港
に
限
る
。
）
内
に
お
い
て
転
載
す

る
場
合

二
　
当
該
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
他
の
船
舶
に
転
載
す

る
場
合
（
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
陸
揚

港
が
指
定
さ
れ
、
又
は
陸
揚
港
の
選
定
が
定
め
ら
れ

て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

三
　
船
舶
の
損
傷
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る

場
合

四
　
農
林
水
産
大
臣
が
当
該
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の

鮮
度
の
保
持
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
あ
ら
か

じ
め
許
可
し
た
場
合

第
三
節
　
以
西
底
び
き
網
漁
業

第
二
十
八
条
　
前
条
（
第
二
号
括
弧
書
を
除
く
。
）
の
規

定
は
、
以
西
底
び
き
網
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
節
　
遠
洋
底
び
き
網
漁
業

（
信
号
符
字
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
二
十
九
条
　
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者

は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
遠
底
船
舶
」
と
い
う
。
）
の
船
体
の
両
げ

ん
側
及
び
甲
板
上
に
、
一
メ
ー
ト
ル
四
方
以
上
の
大
き

さ
の
文
字
に
よ
り
信
号
符
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当

該
遠
底
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
の
格
納
等
）

第
三
十
条
　
遠
底
船
舶
の
船
長
は
、
外
国
の
領
海
又
は
排

他
的
経
済
水
域
（
ロ
シ
ア
連
邦
に
あ
っ
て
は
別
表
第
五

の
九
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
、
大
韓
民
国
に
あ
っ

て
は
同
表
の
十
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
、
中
華

人
民
共
和
国
に
あ
っ
て
は
同
表
の
十
二
の
項
の
上
欄
に

掲
げ
る
区
域
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
二
条
（
第
三
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百

六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
遠
底
船
舶
に
よ
り
航

行
す
る
場
合
に
は
、
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
を
漁

獲
に
容
易
に
使
用
で
き
な
い
よ
う
格
納
し
、
又
は
収
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
外
国

か
ら
漁
獲
の
た
め
の
許
可
を
受
け
て
い
る
遠
底
船
舶
に

よ
り
、
当
該
許
可
に
係
る
当
該
外
国
の
領
海
又
は
排
他

的
経
済
水
域
を
航
行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
五
節
　
東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業

第
三
十
一
条
　
東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
の
許
可
を
受
け
た

者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
表
示
さ
れ
た
漁
船
法
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に
よ
る
登
録
番
号
の
下
に
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で

黒
色
の
横
線
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該

漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
節
　
大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業

第
三
十
二
条
　
大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
の
許
可
に
係
る

船
舶
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
許
可
船
舶
」
と
い

う
。
）
の
船
長
は
、
外
国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水

域
を
当
該
許
可
船
舶
に
よ
り
航
行
す
る
場
合
に
は
、
当

該
漁
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
漁
具
又

は
漁
ろ
う
装
置
を
漁
獲
に
容
易
に
使
用
で
き
な
い
よ
う

格
納
し
、
又
は
収
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
い
ず
れ
か
の
外
国
か
ら
漁
獲
の
た
め
の
許
可
を
受

け
て
い
る
許
可
船
舶
に
よ
り
、
当
該
許
可
に
係
る
当
該

外
国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
を
航
行
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
節
　
太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業

（
信
号
符
字
等
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
三
十
二
条
の
二
　
太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
の
許
可
を

受
け
た
者
は
、
北
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
い
て
は
、
当

該
許
可
に
係
る
船
舶
の
外
部
に
別
表
第
六
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
信
号
符
字
又
は
漁
船
登
録
番
号
の
前
に

「
Ｊ
Ｐ―

」
を
付
し
た
も
の
（
以
下
「
信
号
符
字
等
」

と
い
う
。
）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該

漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
の
格
納
等
）

第
三
十
三
条
　
第
三
十
二
条
の
規
定
は
、
太
平
洋
底
刺
し

網
等
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
節
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業

（
国
際
信
号
書
の
備
付
け
義
務
）

第
三
十
四
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者

（
以
下
「
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
中

西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の
う
ち
公
海
（
我
が
国
及
び
外

国
の
排
他
的
経
済
水
域
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
お

い
て
は
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
の

新
の
も
の
の
写
し
を
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
、
第
四

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
運
搬
船
並
び
に

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
火
船
及

び
魚
探
船
（
以
下
「
許
可
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
内
に

備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
信
号
符
字
等
を
表
示
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
三
十
五
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
中
西
部
太
平

洋
条
約
海
域
の
う
ち
公
海
及
び
北
太
平
洋
条
約
海
域
に

お
い
て
は
、
許
可
船
舶
等
の
外
部
に
別
表
第
六
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
信
号
符
字
等
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、

当
該
許
可
船
舶
等
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
聴
守
義
務
）

第
三
十
六
条
　
許
可
船
舶
等
の
船
長
は
、
中
西
部
太
平
洋

条
約
海
域
の
う
ち
公
海
に
お
い
て
は
常
時
二
千
百
八
十

二
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
又
は
百
五
十
六
・
八
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
の
周

波
数
で
聴
守
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
の
格
納
等
）

第
三
十
七
条
　
許
可
船
舶
等
の
船
長
は
、
中
西
部
太
平
洋

条
約
海
域
の
う
ち
公
海
（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
許
可

に
係
る
操
業
区
域
を
除
く
。
）
又
は
中
西
部
太
平
洋
条

約
の
締
約
国
で
あ
る
外
国
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
条
約
締
約
国
」
と
い
う
。
）
の
領
海
若
し
く
は
排
他
的

経
済
水
域
（
大
韓
民
国
に
あ
つ
て
は
別
表
第
五
の
十
一

の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
、
中
華
人
民
共
和
国
に
あ

つ
て
は
同
表
の
十
二
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
許
可
船
舶
等
に
よ
り

航
行
す
る
場
合
に
は
、
当
該
漁
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
漁
具
又
は
漁
ろ
う
装
置
を
漁
獲
に
容

易
に
使
用
で
き
な
い
よ
う
格
納
し
、
又
は
収
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
の
条
約
締
約
国

か
ら
漁
獲
の
た
め
の
許
可
を
受
け
て
い
る
許
可
船
舶
等

に
よ
り
、
当
該
許
可
に
係
る
当
該
条
約
締
約
国
の
領
海

又
は
排
他
的
経
済
水
域
を
航
行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

（
中
西
部
太
平
洋
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
乗
船
）

第
三
十
八
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
農
林
水
産
大

臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
操
業
す
る

場
合
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
中
西
部
太
平
洋
条

約
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
中
西
部
太

平
洋
条
約
第
二
十
八
条
４
に
規
定
す
る
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
西
部
太
平
洋
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
」
と
い
う
。
）
を
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
乗
船

さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
当
該
命
令
に
従
つ
て

中
西
部
太
平
洋
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
乗
船
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律

第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見

陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に

お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
中
西
部
太
平
洋
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
は
、
中
西
部
太
平
洋

条
約
で
定
め
る
範
囲
内
で
、
ま
ぐ
ろ
類
等
地
域
漁
業
管

理
機
関
（
ま
ぐ
ろ
類
等
の
保
存
の
た
め
の
地
域
的
な
漁

業
管
理
の
た
め
の
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

つ
て
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
を
管
轄
す
る
も
の
に
お

い
て
取
り
決
め
ら
れ
た
措
置
の
実
施
の
状
況
を
監
視
す

る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
係
る
漁
具
の
制
限
）

第
三
十
九
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
農
林
水
産
大

臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
、
我
が
国

が
締
結
し
た
漁
業
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
漁
具
に
関
す
る
制
限
と
し

て
当
該
海
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告

示
す
る
も
の
に
違
反
し
て
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
運
搬
船
の
届
出
）

第
四
十
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
の
漁

獲
物
を
、
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
た
船
舶
以
外
の
船
舶

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
に
よ

り
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
許
可
に

係
る
船
舶
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
四
号
の
運
搬
船
届
出

書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農
林
水
産
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
運
搬
船
に
係
る
漁
船
法
に
よ
る
漁
船
の
登
録
の

謄
本

二
　
運
搬
船
に
係
る
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
船
舶
検
査

証
書
の
写
し

三
　
運
搬
船
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以
外
の
場
合

に
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

２
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
前
項
の
運
搬
船
届
出
書

の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
火
船
等
の
届
出
）

第
四
十
一
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
に

火
船
又
は
魚
探
船
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
許
可

に
係
る
船
舶
ご
と
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
別
記
様
式
第
五

号
の
火
船
等
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農

林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
火
船
又
は
魚
探
船
に
係
る
漁
船
法
に
よ
る
漁
船
の

登
録
の
謄
本

二
　
火
船
又
は
魚
探
船
に
係
る
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く

船
舶
検
査
証
書
の
写
し

三
　
火
船
又
は
魚
探
船
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以

外
の
場
合
に
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
面

２
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
前
項
の
火
船
等
届
出
書

の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
届
出
）

第
四
十
二
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
漁
獲
物
又
は

そ
の
製
品
を
日
本
国
外
の
地
に
陸
揚
げ
し
、
又
は
当
該

漁
獲
物
を
採
捕
し
、
若
し
く
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た

船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
第

二
十
七
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載

を
行
う
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
農
林
水

産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
年
月
日

二
　
当
該
陸
揚
げ
若
し
く
は
転
載
を
行
う
港
の
名
称
又

は
当
該
転
載
を
行
う
海
域

三
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
又
は
そ
の

製
品
の
量

四
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
船
舶
の
名
称
及
び

漁
船
登
録
番
号

２
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
前
項
の
届
出
事
項
に
変

更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
農
林
水
産

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
さ
め
、
か
じ
き
、
又
は
い
と
ま
き
え
い
科
の
販
売
の

禁
止
）

第
四
十
三
条
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
は
、
中
西
部
太
平

洋
条
約
海
域
に
お
い
て
さ
め
（
く
ろ
と
が
り
ざ
め
及
び

よ
ご
れ
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

採
捕
し
、
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
い
て
体
長
六
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
か
じ
き
（
ま
か
じ
き
、
し
ろ
か

じ
き
、
に
し
く
ろ
か
じ
き
及
び
ば
し
ょ
う
か
じ
き
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
四
の
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

漁
業
の
項
第
十
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
採
捕
し
、

又
は
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
若
し
く
は
イ
ン
ド
洋
協

定
海
域
に
お
い
て
い
と
ま
き
え
い
科
を
採
捕
し
た
と
き

は
、
当
該
さ
め
、
か
じ
き
又
は
い
と
ま
き
え
い
科
を
販

売
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
節
　
基
地
式
捕
鯨
業

（
捕
獲
の
制
限
）

第
四
十
四
条
　
基
地
式
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以

下
「
基
地
式
捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
乳
飲
み
稚

鯨
又
は
稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を
含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨

を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
等
）

第
四
十
五
条
　
基
地
式
捕
鯨
業
者
は
、
当
該
基
地
式
捕
鯨

業
の
許
可
に
係
る
船
舶
ご
と
に
、
そ
の
使
用
す
る
鯨
体

処
理
場
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
も
、
同
様
と

す
る
。

２
　
基
地
式
捕
鯨
業
者
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
船
舶
に
係
る

鯨
体
処
理
場
で
前
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
以
外
の
場

所
に
、
当
該
鯨
を
陸
揚
げ
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
基
地
式
捕
鯨
業
者
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
鯨

体
処
理
場
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
捕
獲
し
た
鯨
を
処

理
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
許
可
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
つ
い

て
の
基
地
式
捕
鯨
業
の
許
可
が
効
力
を
失
っ
た
と
き

は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

第
四
十
六
条
　
基
地
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長

は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
鯨
の
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尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
た
船
名

表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
地
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
長
は
、
鯨
を

捕
獲
し
た
と
き
は
、
三
時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
当
該
鯨
を
処
理
し
よ
う
と
す
る
鯨
体
処
理
場

の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
捕
獲
の
日
時
及
び
位
置

二
　
鯨
の
種
類

三
　
尾
羽
に
表
示
し
た
番
号

第
十
節
　
母
船
式
捕
鯨
業

（
母
船
式
捕
鯨
業
の
漁
獲
物
等
の
輸
送
制
限
）

第
四
十
七
条
　
母
船
式
捕
鯨
業
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以

下
「
母
船
式
捕
鯨
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
母
船

式
捕
鯨
業
の
許
可
に
係
る
母
船
及
び
独
航
船
以
外
の
船

舶
に
よ
っ
て
当
該
母
船
式
捕
鯨
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の

製
品
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
捕
獲
の
制
限
）

第
四
十
八
条
　
母
船
式
捕
鯨
業
者
は
、
乳
飲
み
稚
鯨
及
び

稚
鯨
（
乳
飲
み
稚
鯨
を
含
む
。
）
を
伴
う
雌
鯨
を
捕
獲

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
捕
獲
鯨
の
表
示
及
び
報
告
）

第
四
十
九
条
　
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船

長
は
、
鯨
を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
鯨

の
尾
羽
に
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
た
船

名
表
示
記
号
及
び
捕
獲
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
独
航
船
の
船
長
は
、
鯨

を
捕
獲
し
た
と
き
は
、
三
時
間
以
内
に
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
当
該
独
航
船
の
属
す
る
船
団
の
母
船
の
船

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
捕
獲
の
日
時
及
び
位
置

二
　
鯨
の
種
類

三
　
尾
羽
に
表
示
し
た
番
号

第
五
十
条
　
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
母
船
の
船
長

は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き

は
、
速
や
か
に
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
帳
簿
に
記

載
し
、
か
つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ

の
判
明
の
都
度
、
こ
れ
に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
処
理
開
始
の
日
時

二
　
体
長

三
　
性
別

四
　
乳
分
泌
の
有
無

五
　
胎
児
の
性
別
及
び
体
長

六
　
こ
の
省
令
に
違
反
す
る
事
実
の
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
詳
細

２
　
前
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
お
い
て
「
体

長
」
と
は
、
鯨
の
甲
板
及
び
鯨
体
（
例
外
的
な
場
合
を

除
く
ほ
か
、
鯨
体
背
部
に
沿
う
も
の
と
す
る
。
）
に
平

行
な
上
あ
ご
の
先
端
（
ま
っ
こ
う
鯨
に
あ
っ
て
は
、
頭

の

先
端
）
か
ら
尾
ひ
れ
の
岐
点
ま
で
の
直
線
の
長
さ

を
い
う
。第

十
一
節
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

（
船
舶
の
塗
装
）

第
五
十
一
条
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
た

者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
橋

の
周
囲
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色

で
塗
装
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

（
浮
標
の
標
識
等
）

第
五
十
二
条
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
敷
設
し
た

流
し
網
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
浮
標
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
標
識
等
を
水
面
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル

（
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
標
識
に
つ
い
て
は
、
浮
標

の
表
面
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
両
端
部
の
浮
標
　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第

六
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
製

の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
夜
間
に
あ
っ
て
は

白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

二
　
中
間
部
の
お
お
む
ね
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮

標
　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
標

識
、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

２
　
前
項
各
号
の
灯
火
は
、
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好

な
場
合
に
少
な
く
と
も
二
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
さ
め
の
魚
体
の
所
持
等
の
制
限
）

第
五
十
三
条
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た

さ
め
を
所
持
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
か
じ
き
等
流
し
網

漁
業
者
が
日
本
国
外
で
当
該
さ
め
の
一
部
を
陸
揚
げ
し

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
さ
め
の
全
て
の
部
分
（
頭
部
、
内
臓
及
び
皮

を
除
く
。
）
を
陸
揚
げ
ま
で
の
間
、
船
上
に
お
い
て

所
持
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
さ
め
を
陸
揚
げ
す
る
と
き
に
、
前
号
の
規
定

に
よ
り
所
持
し
た
も
の
を
陸
揚
げ
す
る
こ
と
。

（
漁
具
の
制
限
）

第
五
十
四
条
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
網
目
十
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。

２
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
に
使
用
す

る
た
め
に
当
該
漁
業
に
係
る
船
舶
に
流
し
網
を
積
み
込

む
場
合
に
は
、
そ
の
長
さ
（
仕
立
上
が
り
の
状
態
に
お

け
る
浮
子
綱
の
長
さ
を
い
う
。
）
の
合
計
が
当
該
船
舶

ご
と
に
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
者
は
、
二
枚
以
上
の
網
地
を

重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
節
　
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網

漁
業

第
五
十
五
条
　
第
三
十
一
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
二

条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し

網
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
節
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業

（
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
五
十
六
条
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
を
受
け
た

者
（
以
下
「
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
」
と
い
う
。
）

は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
橋
を
、
別
表
第
七
の

上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
の
総
ト
ン
数
ご
と
及
び
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
海
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
色
（
当
該
色
の
表
示
の
方
法
が
定
め
ら
れ
て
い

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
色
及
び
そ
の
方
法
）
で
塗

装
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

２
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
当
該
許
可
が
効
力
を

失
い
、
又
は
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
塗
装
を
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
漁
具
の
制
限
）

第
五
十
七
条
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
（
浮
き
は
え
縄

を
使
用
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別

に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
、
我
が
国
が
締
結

し
た
漁
業
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
漁
具
に
関
す
る
制
限
と
し
て
当
該

海
域
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る

も
の
に
違
反
し
て
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
採
捕
し
た
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ

の
表
示
）

第
五
十
八
条
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
大
西
洋
く

ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
い
て
採
捕
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を

採
捕
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま

ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
当
該
採
捕
に
係
る
船
舶
の

信
号
符
字
及
び
採
捕
の
順
序
を
示
す
番
号
を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た
大
西
洋
く

ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
陸
揚
げ
す
る
ま
で
の

間
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ

又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号
符
字
若
し
く

は
番
号
を
抹
消
し
、
又
は
除
去
し
、
そ
の
他
当
該
信
号

符
字
若
し
く
は
番
号
の
識
別
を
困
難
に
す
る
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
漁
獲
物
等
の
転
載
制
限
）

第
五
十
九
条
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
第
二
十
七

条
各
号
（
総
ト
ン
数
百
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を

使
用
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
を
除
く
。
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
漁
業
の
漁
獲

物
又
は
そ
の
製
品
を
、
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
、
又
は

当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船
舶
に
転
載
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ

る
港
内
又
は
海
域
に
お
い
て
転
載
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

転
載
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
漁
獲
物
等
の
国
外
陸
揚
げ
の
制
限
）

第
六
十
条
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
当
該
漁
業
の

漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
日
本
国
外
の
地
に
陸
揚
げ
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
監
督
官
か
ら
漁
業

取
締
り
上
必
要
な
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
届
出
）

第
六
十
一
条
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
（
総
ト
ン
数
百

二
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
、
浮
き
は
え
縄
を

使
用
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
日
本
国
内
若
し
く
は
日

本
国
外
の
地
に
陸
揚
げ
し
、
又
は
当
該
漁
獲
物
を
採
捕

し
、
若
し
く
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の

船
舶
に
転
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
第
二
十
七
条
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該

陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
年
月
日

二
　
当
該
陸
揚
げ
若
し
く
は
転
載
を
行
う
港
の
名
称
又

は
当
該
転
載
を
行
う
海
域

三
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
又
は
そ
の

製
品
が
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
量
（
大
西
洋
の
ま
ぐ

ろ
類
の
保
存
の
た
め
の
国
際
条
約
の
締
結
国
た
る

外
国
等
に
対
す
る
割
当
て
に
係
る
当
該
外
国
等
別

の
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
量
を
含
む
。
）

ロ
　
当
該
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号

符
字
及
び
採
捕
の
順
序
を
示
す
番
号

5



四
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
又
は
そ
の

製
品
が
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
量
（
み
な
み
ま
ぐ
ろ

の
保
存
の
た
め
の
国
際
条
約
の
締
結
国
た
る
外
国

等
に
対
す
る
割
当
て
に
係
る
当
該
外
国
等
別
の
み

な
み
ま
ぐ
ろ
の
量
を
含
む
。
）

ロ
　
当
該
み
な
み
ま
ぐ
ろ
に
表
示
さ
れ
た
信
号
符
字

及
び
採
捕
の
順
序
を
示
す
番
号

五
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲
物
が
大
西
洋

く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
以
外
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
漁
獲

物
又
は
そ
の
製
品
の
量

六
　
当
該
陸
揚
げ
又
は
転
載
を
行
う
船
舶
の
名
称
及
び

漁
船
登
録
番
号

七
　
当
該
転
載
に
係
る
運
搬
船
の
名
称
及
び
信
号
符
字

２
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る

届
出
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の

旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
さ
め
の
魚
体
の
所
持
等
の
制
限
）

第
六
十
二
条
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
採
捕
し
た

さ
め
を
所
持
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ

漁
業
者
が
日
本
国
外
で
当
該
さ
め
の
一
部
を
陸
揚
げ
し

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
さ
め
の
全
て
の
部
分
（
頭
部
、
内
臓
及
び
皮

を
除
く
。
）
を
陸
揚
げ
ま
で
の
間
、
船
上
に
お
い
て

所
持
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
さ
め
（
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
及
び
中
西
部
太

平
洋
条
約
海
域
に
お
い
て
採
捕
し
た
も
の
（
イ
ン
ド

洋
協
定
海
域
に
お
い
て
は
、
船
上
に
お
い
て
冷
凍
保

存
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
陸
揚
げ
ま
で

の
間
、
船
上
に
お
い
て
ひ
れ
を
切
り
離
さ
ず
に
所
持

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め

て
告
示
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
当
該
さ
め
を
陸
揚
げ
す
る
と
き
に
、
前
二
号
の
規

定
に
よ
り
所
持
し
た
も
の
を
陸
揚
げ
す
る
こ
と
。

（
準
用
規
定
）

第
六
十
三
条
　
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規

定
は
、
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
中
「
当
該
許
可
に
係
る
船

舶
、
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
運
搬

船
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出

た
火
船
及
び
魚
探
船
（
以
下
「
許
可
船
舶
等
」
と
い

う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条

ま
で
の
規
定
中
「
許
可
船
舶
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
か

つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
節
　
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

（
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
六
十
四
条
　
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
の
許
可
を

受
け
た
者
（
以
下
「
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
太
平
洋
の
海
域
（
日
本

海
の
海
域
を
除
く
。
）
を
当
該
許
可
に
お
い
て
操
業
区

域
の
全
部
又
は
一
部
と
す
る
も
の
は
、
当
該
許
可
に
係

る
船
舶
の
船
橋
（
船
橋
楼
が
あ
る
場
合
に
は
、
船
橋

楼
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
船
橋
と
同

一
の
甲
板
上
に
あ
る
げ
ん
し
よ
う
の
外
面
の
う
ち
そ
の

下
端
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
上
方
に
至
る
帯
状
の

部
分
を
赤
色
で
、
そ
の
他
の
満
載
状
態
に
お
け
る
喫
水

線
上
の
船
体
の
外
面
（
甲
板
を
除
く
。
）
を
白
色
で
塗

装
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
中
型
さ
け
・
ま
す

流
し
網
漁
業
に
準
用
す
る
。

（
許
可
番
号
を
表
示
し
な
い
流
し
網
の
使
用
禁
止
）

第
六
十
五
条
　
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
は
、
そ

の
浮
標
に
当
該
許
可
に
係
る
許
可
番
号
を
明
瞭
に
表
示

し
た
流
し
網
以
外
の
流
し
網
を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

（
漁
獲
物
等
の
転
載
制
限
）

第
六
十
六
条
　
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
は
、
当

該
漁
業
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
を
、
当
該
漁
獲
物
を

採
捕
し
又
は
当
該
製
品
を
製
造
し
た
船
舶
か
ら
他
の
船

舶
に
転
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
舶
の
損
傷

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

第
十
五
節
　
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業

第
六
十
六
条
の
二
　
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
北
太

平
洋
さ
ん
ま
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
六
節
　
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業

（
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止
）

第
六
十
七
条
　
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
許
可
を

受
け
た
者
（
以
下
「
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
橋

の
周
囲
を
各
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
赤

色
及
び
青
色
で
塗
装
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を
当
該

漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
日
本
海
べ
に
ず
わ

い
が
に
漁
業
に
準
用
す
る
。

（
一
定
の
漁
具
の
使
用
禁
止
）

第
六
十
八
条
　
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
漁
具
以
外
の
漁
具
を
当
該

漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
各
連
に
装
着
す
る
浮
標
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ

に
「
べ
に
ず
わ
い
」
の
文
字
、
当
該
許
可
に
係
る
許

可
番
号
及
び
当
該
各
連
に
付
し
た
個
別
の
番
号
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
連
番
号
」
と
い
う
。
）
を
表

示
し
た
縦
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
十
三
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
の
札
を
付
け
る
こ

と
。

二
　
各
連
に
装
着
す
る
全
て
の
浮
標
に
当
該
許
可
に
係

る
許
可
番
号
及
び
連
番
号
を
表
示
す
る
こ
と
。

（
一
定
の
浮
標
の
使
用
禁
止
）

第
六
十
九
条
　
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
者
は
、
海

中
へ
任
意
に
沈
降
さ
せ
、
又
は
海
上
へ
任
意
に
浮
上
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
音
波
浮
上
式
ブ
イ
そ
の
他
の
浮
標

を
当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
七
節
　
い
か
釣
り
漁
業

第
六
十
九
条
の
二
　
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
い
か

釣
り
漁
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
　
知
事
許
可
漁
業

第
一
節
　
総
則

（
知
事
許
可
漁
業
の
種
類
）

第
七
十
条
　
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
漁
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
中
型
ま
き
網
漁
業
　
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
四
十

ト
ン
未
満
の
船
舶
に
よ
り
ま
き
網
を
使
用
し
て
行
う

漁
業

二
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
　
総
ト
ン
数
十
五
ト
ン

（
別
表
第
二
の
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
の
下
欄
に

掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
ほ
た
て
が
い
を
と
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト

ン
）
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
底
び
き
網
を
使
用
し

て
行
う
漁
業

三
　
瀬
戸
内
海
機
船
船
び
き
網
漁
業
　
瀬
戸
内
海
（
法

第
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
瀬
戸
内
海
を
い

う
。
）
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁

船
に
よ
り
船
び
き
網
を
使
用
し
て
行
う
漁
業
を
い

う
。

四
　
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
　
総
ト
ン
数
三
十

ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使
用
し
て

さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の

事
項
）

第
七
十
一
条
　
法
第
五
十
七
条
第
七
項
第
三
号
の
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
当
該
漁
業
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
の
合
計
総
ト
ン
数

二
　
当
該
漁
業
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
の
合
計
馬
力
数
の

高
限
度

三
　
農
林
水
産
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
水
域
に

お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
船
舶
の
総
ト
ン
数

四
　
農
林
水
産
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
水
域
に

お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
船
舶
の
馬
力
数
の

高
限
度

第
二
節
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

（
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
種
類
）

第
七
十
二
条
　
第
七
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
機
船
底

び
き
網
漁
業
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。

一
　
手
繰
第
一
種
漁
業
　
網
口
開
口
装
置
を
有
し
な
い

網
具
を
使
用
し
て
行
う
手
繰
漁
業

二
　
手
繰
第
二
種
漁
業
　
ビ
ー
ム
を
有
す
る
網
具
を
使

用
し
て
行
う
手
繰
漁
業

三
　
手
繰
第
三
種
漁
業
　
桁
を
有
す
る
網
具
を
使
用
し

て
行
う
手
繰
漁
業

四
　
打
瀬
漁
業

五
　
そ
の
他
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
　
前
各
号
に

掲
げ
る
も
の
以
外
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
地

方
名
称
を
付
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県

知
事
が
指
定
す
る
名
称
に
よ
る
。

（
禁
止
海
域
又
は
禁
止
期
間
）

第
七
十
三
条
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
農
林
水
産

大
臣
が
海
域
又
は
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
海
域

又
は
期
間
内
に
お
い
て
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
一
種
共
同
漁
業
権
又
は
第
三
種
区
画
漁
業
権

の
目
的
と
な
っ
て
い
る
水
産
動
植
物
を
当
該
共
同
漁
業

権
若
し
く
は
区
画
漁
業
権
又
は
こ
れ
ら
を
目
的
と
す
る

入
漁
権
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
海
域

又
は
禁
止
期
間
を
定
め
た
と
き
は
こ
れ
を
告
示
す
る
。

第
七
十
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
海
域
に
お
い

て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
種
類
の
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

（
禁
止
漁
法
又
は
禁
止
漁
具
）

第
七
十
五
条
　
二
そ
う
び
き
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣

の
指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
滑
走
装
置
を
備
え
た

桁
又
は
網
口
開
口
板
を
使
用
し
て
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
小
型
機
船

底
び
き
網
漁
業
で
あ
っ
て
そ
の
指
定
す
る
海
域
及
び
期

間
内
に
お
い
て
営
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

３
　
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
前
項
た
だ
し
書
の
指
定
に
つ

い
て
は
、
第
七
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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第
三
節
　
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業

第
七
十
六
条
　
第
七
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
小
型
さ
け
・

ま
す
流
し
網
漁
業
の
う
ち
そ
の
操
業
区
域
の
全
部
又
は

一
部
が
日
本
海
の
海
域
（
北
海
道
檜
山
郡
と
松
前
郡
と

の

大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
松
前
郡

小
島
灯
台
中
心
点
を
経
て
青
森
県
竜
飛
崎
灯
台
中
心
点

に
至
る
線
以
東
の
津
軽
海
峡
の
海
域
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
の
許
可
を
受
け

た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流

し
網
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
年
三
月
十
日
か
ら

六
月
二
十
五
日
ま
で
（
政
府
間
の
取
決
め
を
実
施
す
る

た
め
必
要
が
あ
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
由
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
操
業
の

終
日
を
定

め
て
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
ま
で
）
の
期
間
内
で

な
け
れ
ば
、
日
本
海
の
海
域
に
お
い
て
、
当
該
漁
業
を

営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２
　
日
本
海
小
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
者
は
、
日
本

海
の
海
域
に
お
い
て
当
該
漁
業
を
営
む
た
め
に
流
し
網

を
敷
設
す
る
場
合
に
は
、
海
中
に
お
け
る
そ
の
長
さ
の

合
計
が
当
該
許
可
に
係
る
船
舶
ご
と
に
十
二
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
届
出
漁
業

（
漁
業
の
届
出
）

第
七
十
七
条
　
次
に
掲
げ
る
漁
業
（
以
下
「
届
出
漁
業
」

と
い
う
。
）
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
漁
業

の
操
業
期
間
ご
と
及
び
船
舶
ご
と
に
、
当
該
操
業
期
間

の

初
の
日
の
一
月
前
ま
で
に
、
農
林
水
産
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
　
別
表
第
九
の
当
該
漁

業
の
項
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
浮
き
は
え

縄
を
使
用
し
て
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
又
は
さ
め
を
と
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

二
　
小
型
す
る
め
い
か
釣
り
漁
業
　
別
表
第
九
の
当
該

漁
業
の
項
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
総
ト
ン
数
五
ト

ン
以
上
三
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
り
釣
り
に

よ
っ
て
す
る
め
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

漁
業

三
　
暫
定
措
置
水
域
沿
岸
漁
業
等
　
別
表
第
九
の
当
該

漁
業
の
項
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
動
力
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
大
臣
許
可
漁
業

ロ
　
前
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
船
舶
検
査
証
書
の
写
し

二
　
届
出
に
係
る
船
舶
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以

外
の
場
合
に
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
面

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
届
出
書

の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

農
林
水
産
大
臣
に
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
の
届
出
が
相
続

又
は
法
人
の
合
併
若
し
く
は
分
割
に
係
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
す
る
面
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
関
し
、
書

面
又
は
口
頭
に
よ
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
漁
獲
成
績
報
告
書
等
）

第
七
十
八
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た

者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
漁
業
の
漁
獲
成
績
報
告
書

を
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
期
限
及
び
様
式

は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
。

（
船
舶
の
塗
装
）

第
七
十
九
条
　
別
表
第
九
の
暫
定
措
置
水
域
沿
岸
漁
業
等

の
項
の
第
三
号
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
届
出
漁
業
を

営
む
者
は
、
当
該
漁
業
に
係
る
船
舶
に
表
示
さ
れ
た
漁

船
法
に
よ
る
登
録
番
号
の
下
に
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

幅
で
黒
色
の
横
線
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
当
該
船
舶
を

当
該
漁
業
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
係
る
漁
具
の
制
限
）

第
八
十
条
　
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
を
営
む
者
は
、
我

が
国
が
締
結
し
た
漁
業
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際

約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
漁
具
に
関
す
る
制
限

と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の

に
違
反
し
て
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
さ
め
の
魚
体
の
所
持
等
の
制
限
）

第
八
十
一
条
　
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
を
営
む
者
は
、

採
捕
し
た
さ
め
を
所
持
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
行

為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
沿
岸
ま

ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
を
営
む
者
が
日
本
国
外
で
当
該
さ
め

の
一
部
を
陸
揚
げ
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
さ
め
の
全
て
の
部
分
（
頭
部
、
内
臓
及
び
皮

を
除
く
。
）
を
陸
揚
げ
ま
で
の
間
、
船
上
に
お
い
て

所
持
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
さ
め
を
陸
揚
げ
す
る
と
き
に
、
前
号
の
規
定

に
よ
り
所
持
し
た
も
の
を
陸
揚
げ
す
る
こ
と
。

（
操
業
制
限
）

第
八
十
二
条
　
届
出
漁
業
を
営
む
者
は
、
別
に
こ
の
省
令

で
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
別
表
第
十
の
上
欄
に
掲
げ
る

届
出
漁
業
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

制
限
又
は
禁
止
に
違
反
し
て
当
該
届
出
漁
業
を
営
ん
で

は
な
ら
な
い
。

第
五
章
　
漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置

（
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
三
条
　
何
人
も
、
別
表
第
十
一
に
掲
げ
る
海
域
に

お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ

り
流
し
網
を
使
用
し
て
か
じ
き
、
か
つ
お
、
ま
ぐ
ろ
又

は
さ
め
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
営
ん
で
は

な
ら
な
い
。

（
さ
け
・
ま
す
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
四
条
　
何
人
も
、
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
に

お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ

り
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業

（
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
及
び
小
型
さ
け
・
ま

す
流
し
網
漁
業
を
除
く
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
漁
業
権
若
し
く
は
入
漁
権
に
基
づ
い
て
営
む

場
合
又
は
さ
け
若
し
く
は
ま
す
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第

百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許

可
を
受
け
て
営
む
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
さ
ん
ま
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
五
条
　
何
人
も
、
北
緯
三
十
四
度
五
十
四
分
六
秒

の
線
以
北
、
東
経
百
三
十
九
度
五
十
三
分
十
八
秒
の
線

以
東
の
太
平
洋
の
海
域
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
及
び
日
本
海

の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
さ
ん
ま
を
と
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
漁
業
（
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
を
除
く
。
）
を

営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
い
か
流
し
網
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
六
条
　
何
人
も
、
動
力
漁
船
に
よ
り
流
し
網
を
使

用
し
て
い
か
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
漁
業
を
営
ん

で
は
な
ら
な
い
。

（
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
禁
止
）

第
八
十
七
条
　
何
人
も
、
別
表
第
一
の
日
本
海
べ
に
ず
わ

い
が
に
漁
業
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て

は
、
動
力
漁
船
に
よ
り
べ
に
ず
わ
い
が
に
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
（
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業

を
除
く
。
）
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
禁
止
）

第
八
十
八
条
　
何
人
も
、
別
表
第
十
二
の
上
欄
に
掲
げ
る

水
産
動
植
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
禁

止
区
域
に
お
い
て
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
さ
れ
た
水
産
動
植
物

は
、
所
持
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
中
央
北
極
海
公
海
に
お
け
る
魚
類
の
採
捕
の
禁
止
）

第
八
十
九
条
　
中
央
北
極
海
に
お
け
る
規
制
さ
れ
て
い
な

い
公
海
漁
業
を
防
止
す
る
た
め
の
協
定
第
一
条
（
ａ
）

に
規
定
す
る
協
定
水
域
に
お
い
て
は
、
魚
、
甲
殻
類
及

び
軟
体
動
物
の
種
に
属
す
る
水
産
動
物
（
海
洋
法
に
関

す
る
国
際
連
合
条
約
第
七
十
七
条
４
に
規
定
す
る
定
着

性
の
種
族
で
あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告

示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
あ
ざ
ら
し
及
び
お
つ
と
せ
い
の
猟
獲
の
禁
止
）

第
九
十
条
　
南
緯
六
十
度
の
線
以
南
の
海
域
に
お
い
て

は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
あ
ざ
ら

し
及
び
お
つ
と
せ
い
を
猟
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
農
林
水
産
大
臣
が
南
極
の
あ
ざ
ら
し
の
保
存
に
関

す
る
条
約
の
実
施
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
を
し

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ひ
げ
鯨
等
の
捕
獲
等
の
禁
止
）

第
九
十
一
条
　
基
地
式
捕
鯨
業
者
及
び
母
船
式
捕
鯨
業
者

以
外
の
者
は
、
ひ
げ
鯨
及
び
ま
っ
こ
う
鯨
（
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
ひ
げ
鯨
等
」
と
い
う
。
）
を
捕
獲

し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
基
地
式
捕
鯨
業
及
び
母

船
式
捕
鯨
業
以
外
の
漁
業
で
あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が

別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
の
操
業
中
に
混
獲
し
た
場

合
並
び
に
座
礁
し
、
又
は
漂
着
し
た
ひ
げ
鯨
等
で
あ
っ

て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
も
の
を
捕

獲
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲

（
混
獲
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
し
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

農
林
水
産
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
捕
獲
の
日
時
及
び
場
所

二
　
鯨
の
種
類

三
　
漁
業
の
種
類
及
び
免
許
番
号
又
は
許
可
番
号
（
ひ

げ
鯨
等
を
混
獲
し
た
場
合
に
限
る
。
）

四
　
処
理
を
開
始
し
た
日
時
及
び
場
所

五
　
体
長
、
性
別
、
乳
分
泌
の
有
無
並
び
に
胎
児
の
性

別
及
び
体
長

３
　
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た

者
は
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
を
販
売
し
、
又
は
販
売
の
目
的

を
も
つ
て
所
持
し
、
若
し
く
は
加
工
し
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
情
を
知
つ
て
こ
れ
を
譲
り
受
け
た
者
も
、
同

様
と
す
る
。

（
捕
鯨
業
者
以
外
の
者
が
捕
獲
し
た
ひ
げ
鯨
等
の
処
理

の
制
限
）

第
九
十
二
条
　
前
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
ひ

げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ひ

げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
」
と
い
う
。
）
は
、
鯨
体
処
理

場
、
卸
売
市
場
そ
の
他
の
水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が

遺
棄
さ
れ
、
又
は
漏
せ
つ
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
以

外
の
場
所
に
お
い
て
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
を
処
理
し
て
は

な
ら
な
い
。
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２
　
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
は
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
の
個

体
の
識
別
に
必
要
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
（
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配

列
の
解
析
で
あ
っ
て
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
の
個
体
を
特
定

さ
せ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
塩
基
配
列
の
情
報
が
取
得
で
き
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
ひ
げ
鯨
等
（
生

き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
海
に
戻
す
場
合
及
び
当

該
ひ
げ
鯨
等
の
全
て
の
部
分
を
埋
却
又
は
焼
却
に
よ
り

処
分
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
ひ
げ
鯨
等
を
捕
獲
し
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
行
つ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別

に
定
め
て
告
示
す
る
様
式
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
当
該

ひ
げ
鯨
等
の
処
理
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し

て
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
行
わ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
当
該
ひ
げ
鯨

等
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
当
該
ひ
げ
鯨
等
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
歯
鯨
の
捕
獲
の
禁
止
）

第
九
十
三
条
　
基
地
式
捕
鯨
業
者
以
外
の
者
は
、
歯
鯨

（
ま
っ
こ
う
鯨
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
歯
鯨
（
い

し
い
る
か
（
り
く
ぜ
ん
い
る
か
型
い
し
い
る
か
を
含

む
。
）
、
か
ま
い
る
か
、
す
じ
い
る
か
、
は
ん
ど
う
い
る

か
（
ば
ん
ど
う
い
る
か
）
、
ま
だ
ら
い
る
か
（
あ
ら
り

い
る
か
）
、
は
な
ご
ん
ど
う
、
こ
び
れ
ご
ん
ど
う
（
ま

ご
ん
ど
う
）
、
お
き
ご
ん
ど
う
、
し
わ
は
い
る
か
又
は

か
ず
は
ご
ん
ど
う
に
限
る
。
）
を
と
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
七
条
第
一
項
又
は
第

百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
許

可
を
受
け
て
捕
獲
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
定
の
鯨
の
捕
獲
の
禁
止
）

第
九
十
四
条
　
何
人
も
、
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
前
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
十
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
鯨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
禁
止
区
域

に
お
い
て
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
さ
れ
た
鯨
は
、
所
持

し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
採
捕
の
禁
止
）

第
九
十
五
条
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
の
う
ち
公
海
に

お
い
て
は
、
船
舶
に
よ
り
、
中
西
部
太
平
洋
条
約
第
三

条
３
の
規
定
に
よ
り
同
条
約
を
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
魚
種
で
あ
っ
て
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て

告
示
す
る
も
の
（
以
下
「
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
」
と

い
う
。
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
中

型
ま
き
網
漁
業
又
は
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
む
者

が
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
を

採
捕
し
た
者
は
、
当
該
高
度
回
遊
性
魚
類
資
源
又
は
そ

の
製
品
を
所
持
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
等

の
禁
止
）

第
九
十
六
条
　
何
人
も
、
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な

み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し

な
い
。

一
　
漁
獲
割
当
管
理
区
分
に
お
い
て
年
次
漁
獲
割
当
量

設
定
者
が
そ
の
設
定
を
受
け
た
年
次
漁
獲
割
当
量
の

範
囲
内
に
お
い
て
採
捕
す
る
場
合

二
　
大
西
洋
の
ま
ぐ
ろ
類
の
保
存
の
た
め
の
国
際
条
約

の
締
結
国
た
る
外
国
等
に
対
す
る
割
当
て
又
は
み
な

み
ま
ぐ
ろ
の
保
存
の
た
め
の
条
約
の
締
結
国
た
る
外

国
等
に
対
す
る
割
当
て
を
受
け
て
当
該
割
当
て
の
範

囲
内
に
お
い
て
採
捕
す
る
場
合

３
　
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
陸
揚
げ
を

行
い
、
又
は
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
大
西
洋
く
ろ

ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
採
捕
し
た
者
は
、
当
該

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
又
は
み
な
み
ま
ぐ
ろ
を
販
売
し
、

又
は
販
売
の
目
的
を
も
っ
て
所
持
し
、
若
し
く
は
加
工

し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
情
を
知
っ
て
こ
れ
を
譲
り
受

け
た
者
も
、
同
様
と
す
る
。

（
運
搬
船
の
届
出
）

第
九
十
七
条
　
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
港
内
又
は
海

域
に
お
い
て
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
総
ト
ン
数
百
二

十
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
に
よ
り
、
浮
き
は
え
縄
を
使

用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の

転
載
を
当
該
漁
獲
物
を
採
捕
し
、
又
は
当
該
製
品
を
製

造
し
た
船
舶
か
ら
受
け
る
日
本
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
を
運
航
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
運
搬
船
ご
と
に
、
別
記
様
式
第
七

号
の
運
搬
船
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
農

林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
運
搬
船
に
係
る
漁
船
法
に
よ
る
漁
船
の
登
録
の

謄
本

二
　
運
搬
船
に
係
る
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
船
舶
検
査

証
書
の
写
し

三
　
運
搬
船
を
使
用
す
る
権
利
が
所
有
権
以
外
の
場
合

に
は
、
当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
の
運

搬
船
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ま
ぐ
ろ
又
は
か
じ
き
の
採
捕
の
制
限
）

第
九
十
八
条
　
南
緯
五
十
五
度
の
線
、
西
経
百
五
十
度
の

線
、
次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
及
び
西
経
二
十
度
の

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
並
び
に
大
西
洋
条
約
海
域
に

お
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
許
可
し
た
場
合
を
除

き
、
日
本
船
舶
以
外
の
船
舶
に
お
い
て
ま
ぐ
ろ
又
は
か

じ
き
の
採
捕
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
東
経
百
八
十
度
以
東
の
南
緯
三
十
五
度
の
線

二
　
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線

イ
　
東
経
百
八
十
度
南
緯
三
十
五
度
の
点

ロ
　
東
経
百
八
十
度
南
緯
三
十
度
の
点

ハ
　
東
経
百
二
十
度
南
緯
三
十
度
の
点

ニ
　
東
経
百
二
十
度
南
緯
十
度
の
点

ホ
　
東
経
百
五
度
南
緯
十
度
の
点

ヘ
　
東
経
百
五
度
南
緯
二
十
度
の
点

ト
　
東
経
九
十
五
度
南
緯
二
十
度
の
点

チ
　
東
経
九
十
五
度
南
緯
三
十
度
の
点

三
　
東
経
九
十
五
度
以
西
の
南
緯
三
十
度
の
線

（
無
許
可
船
舶
に
お
け
る
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
漁
具

の
所
持
の
禁
止
）

第
九
十
九
条
　
漁
業
を
営
む
者
は
、
政
府
間
の
取
決
め
の

実
施
の
た
め
農
林
水
産
大
臣
が
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し

網
漁
業
の
許
可
又
は
さ
け
若
し
く
は
ま
す
を
と
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
漁
業
に
つ
い
て
の
法
第
五
十
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
百
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道

府
県
知
事
の
許
可
に
係
る
船
舶
以
外
の
船
舶
（
以
下

「
さ
け
・
ま
す
漁
業
に
係
る
無
許
可
船
舶
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
専
ら
さ
け
又
は
ま
す
を
と
る
流
し
網
又
は
は

え
縄
を
所
持
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
期
間
を

定
め
て
告
示
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
に
お
い
て
は
、

当
該
期
間
中
さ
け
・
ま
す
漁
業
に
係
る
無
許
可
船
舶
に

お
い
て
、
当
該
漁
具
を
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
区
域
及
び
期
間
は
、
そ
の
施
行
期
日
を
定

め
、
そ
の
期
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
官
報
に
掲
載
し
て

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
間
の
取
決
め
の
実

施
の
た
め
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
さ
け
又
は
ま
す
の
採
捕
の
制
限
）

第
百
条
　
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
に
お
い
て
は
、
農

林
水
産
大
臣
が
許
可
し
た
場
合
を
除
き
、
日
本
船
舶
以

外
の
船
舶
に
お
い
て
さ
け
又
は
ま
す
の
採
捕
に
従
事
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
ず
わ
い
が
に
の
採
捕
の
制
限
等
）

第
百
一
条
　
別
表
第
一
の
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、
ず
わ
い
が
に
の
未
成
熟

が
に
（
腹
節
の
内
側
に
卵
を
有
し
な
い
雌
が
に
及
び
甲

幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
別
表
第
十
四
の
上
欄
に
掲
げ

る
Ｅ
海
域
に
あ
っ
て
は
、
甲
幅
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

未
満
の
雄
が
に
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
別
表
第
十
四
の
上
欄
に
掲
げ
る
海
域
に
お
い
て
は
、

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
内
は
、
ず
わ
い
が
に
の
成
熟
が

に
（
未
成
熟
が
に
以
外
の
か
に
を
い
う
。
）
は
、
採
捕

し
て
は
な
ら
な
い
。

３
　
漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は

加
工
を
業
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

採
捕
さ
れ
た
ず
わ
い
が
に
又
は
そ
の
製
品
を
所
持
し
、

販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
べ
に
ず
わ
い
が
に
の
採
捕
等
の
禁
止
）

第
百
二
条
　
雌
及
び
甲
幅
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
雄

の
べ
に
ず
わ
い
が
に
は
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
漁
業
を
営
む
者
又
は
水
産
動
植
物
の
販
売
若
し
く
は

加
工
を
業
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採

捕
さ
れ
た
べ
に
ず
わ
い
が
に
又
は
そ
の
製
品
を
所
持

し
、
販
売
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
章
　
雑
則

（
停
船
命
令
）

第
百
三
条
　
漁
業
監
督
官
は
、
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
質
問
を
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
操
船
又
は
漁
ろ
う
を
指
揮
監
督
す
る
者
に

対
し
、
停
船
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
停
船
命
令
は
、
法
第
百
二
十
八

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
質
問
を
す
る
旨
を

告
げ
、
又
は
表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が
採
択

し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
信
号
そ
の

他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
別
記
様
式
第
八
号
に
よ
る
信
号
旗
Ｌ
を
掲
げ
る
こ

と
。

二
　
サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り
Ｌ

の
信
号
（
短
音
一
回
、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
こ
と
。

三
　
投
光
器
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一

回
、
短
光
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続

し
て
行
う
こ
と
。

３
　
前
項
に
お
い
て
、
「
長
音
」
又
は
「
長
光
」
と
は
、

約
三
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は
投
光
を
い
い
、
「
短
音
」

又
は
「
短
光
」
と
は
、
約
一
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は

投
光
を
い
う
。

（
船
長
等
の
乗
組
み
禁
止
命
令
）

第
百
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
者
そ
の
他
水
産
動

植
物
を
採
捕
す
る
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又

は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
を

し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
使
用

8



す
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
又
は
操
業

を
指
揮
す
る
者
（
基
地
式
捕
鯨
業
又
は
母
船
式
捕
鯨
業

に
お
け
る
砲
手
を
含
む
。
）
に
対
し
、
当
該
違
反
に
係

る
漁
業
又
は
水
産
資
源
の
採
捕
に
係
る
船
舶
へ
の
乗
組

み
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か

か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
漁
業
監
督
官
の
乗
船
）

第
百
五
条
　
漁
業
監
督
官
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
大
臣
許
可
漁
業
の
許
可

に
係
る
船
舶
に
乗
船
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
国
の
法
令
の
遵
守
）

第
百
六
条
　
大
臣
許
可
漁
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
外

国
の
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
操
業
す
る

場
合
に
は
、
漁
業
に
関
す
る
法
令
に
相
当
す
る
当
該
外

国
の
法
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
別
表
第
五
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
大
臣
許
可
漁
業
の

許
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
操
業
す
る
場
合
に
は
、

漁
業
に
関
す
る
法
令
に
相
当
す
る
当
該
区
域
を
管
轄
す

る
外
国
の
法
令
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
船
舶
の
立
入
禁
止
）

第
百
七
条
　
外
国
周
辺
の
海
域
の
う
ち
別
表
第
五
の
上
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
は
、
漁
業
を
営
む
者
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
を
除
き
、
漁
業
を
営

む
た
め
に
船
舶
に
よ
り
当
該
区
域
内
に
立
ち
入
っ
て
は

な
ら
な
い
。

（
外
国
周
辺
の
海
域
に
お
け
る
操
業
等
の
禁
止
命
令
）

第
百
八
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
者
が
前
条
の
規
定

に
違
反
し
て
漁
業
を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
漁
業
取
締
り
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船
舶
の

船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮

す
る
者
に
対
し
、
当
該
違
反
に
係
る
同
条
の
区
域
の
周

辺
の
海
域
に
つ
き
漁
業
を
営
み
、
又
は
漁
業
に
従
事
す

る
こ
と
を
禁
止
す
る
区
域
及
び
期
間
を
指
定
し
て
、
漁

業
を
営
み
、
又
は
漁
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か

か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
場
）

第
百
九
条
　
鯨
体
処
理
場
を
設
置
し
、
又
は
そ
の
設
備
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
鯨
体
処
理
場
ご
と
に
、
農

林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出

し
て
、
同
項
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代

表
者
の
氏
名
）

二
　
鯨
体
処
理
場
の
名
称

三
　
鯨
体
処
理
場
の
設
置
場
所

四
　
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け

る
連
絡
先

３
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で

あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
票
の
写
し

ロ
　
略
歴

ハ
　
鯨
体
処
理
場
の
建
物
図
面

ニ
　
鯨
体
処
理
場
の
仕
様
書

ホ
　
設
置
場
所
及
び
そ
の
付
近
の
図
面

二
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で

あ
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款

ロ
　
登
記
事
項
証
明
書

ハ
　
役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た

書
面

ニ
　
前
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
書
類

（
鯨
体
処
理
場
の
条
件
）

第
百
十
条
　
鯨
体
処
理
場
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た

す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
が
遺
棄
さ
れ
、
又
は
漏

せ
つ
す
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二
　
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け

る
た
め
に
必
要
な
体
制
を
有
す
る
こ
と
。

（
変
更
命
令
等
）

第
百
十
一
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
鯨
体
処
理
場
が
前
条

の
条
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
鯨
体
処

理
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
鯨
体
処
理

場
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
鯨
体
処
理
場

の
設
備
の
変
更
を
命
じ
、
又
は
そ
の
使
用
を
制
限
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
百
十
二
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の

停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
許
可
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
鯨
体
処
理
場
の

設
置
又
は
そ
の
設
備
の
変
更
が
な
い
と
き
。

二
　
鯨
体
処
理
場
が
引
き
続
き
二
年
間
使
用
さ
れ
て
い

な
い
と
き
。

三
　
鯨
体
処
理
場
設
置
者
が
こ
の
省
令
の
規
定
又
は
こ

の
省
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か

か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
三
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
状
況
の
記
載
）

第
百
十
三
条
　
鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
第
四
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
か

つ
、
当
該
鯨
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
判
明
の

都
度
こ
れ
に
併
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
処
理
開
始
の
日
時

二
　
体
長

三
　
性
別

四
　
乳
分
泌
の
有
無

五
　
胎
児
の
性
別
及
び
体
長

六
　
こ
の
省
令
に
違
反
す
る
事
実
の
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
詳
細

２
　
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第

五
号
の
体
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
鯨
体
処
理
状
況
報
告
書
の
提
出
）

第
百
十
四
条
　
鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
農
林
水
産
大
臣

が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
様
式
に
よ
る
毎
年
の
鯨
体
処

理
状
況
報
告
書
を
、
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
農

林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鯨
体
処
理
場
の
廃
止
の
届
出
）

第
百
十
五
条
　
鯨
体
処
理
場
設
置
者
は
、
鯨
体
処
理
場
を

廃
止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

届
出
に
係
る
鯨
体
処
理
場
の
設
置
の
許
可
は
効
力
を
失

う
。

（
提
出
書
類
の
経
由
機
関
）

第
百
十
六
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣

に
提
出
す
る
書
類
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
第

一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

住
所
地
（
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
住

所
地
）
を
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る

も
の
に
あ
っ
て
は
漁
業
根
拠
地
（
漁
業
を
営
む
者
が
そ

の
営
む
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
に
よ
り
行
う
当
該
漁
業

の
操
業
を
管
理
す
る
事
務
所
の
所
在
地
を
い
い
、
二
以

上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
漁
業
根
拠
地
を
い

う
。
）
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

二
　
東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業
に
関
す
る
も
の

三
　
大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
に
関
す
る
も
の

四
　
太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
に
関
す
る
も
の

五
　
基
地
式
捕
鯨
業
に
関
す
る
も
の

六
　
母
船
式
捕
鯨
業
に
関
す
る
も
の

七
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

八
　
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
関
す
る

も
の

九
　
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
　
中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
一
　
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
二
　
ず
わ
い
が
に
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
三
　
日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
四
　
い
か
釣
り
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
五
　
届
出
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
六
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
七
　
以
西
底
び
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

十
八
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
関
す
る
も
の

２
　
第
六
章
の
規
定
に
よ
り
鯨
体
処
理
場
に
関
し
農
林
水

産
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
鯨
体
処
理
場
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
書
類

は
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
せ
ず
に
農
林
水
産
大
臣
に

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
資
源
管
理
の
状

況
等
の
報
告
に
関
す
る
も
の

二
　
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
位
置
等
の
報

告
に
関
す
る
も
の

三
　
第
四
十
二
条
又
は
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
陸

揚
げ
又
は
転
載
の
届
出
に
関
す
る
も
の

四
　
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
運
搬
船
の
届
出
に
関

す
る
も
の

第
七
章
　
罰
則

第
百
十
七
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
二
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
　
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
七

条
（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条

9



第
二
項
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
九

条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
三
条
第
一

項
、
第
七
十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
二
条
、
第

八
十
八
条
か
ら
第
九
十
条
ま
で
、
第
九
十
一
条
第
一

項
、
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
、
第
九
十

六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
九
十
八
条
、
第

百
条
か
ら
第
百
二
条
ま
で
、
第
百
七
条
又
は
第
百
九

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
　
第
百
四
条
第
一
項
又
は
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は

所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の
製
品
、
漁
船
又
は
漁
具
そ
の

他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
は
、
没
収

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
犯
人
が
所
有
し
て
い

た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
百
十
八
条
　
第
三
十
九
条
、
第
四
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
三
項
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
（
第
五
十

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
七

条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
九
条
、
第
八
十
条
、
第
八

十
一
条
、
第
九
十
一
条
第
三
項
（
第
九
十
二
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲

役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
九
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
二
十
一
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
九
条
、
第

三
十
一
条
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
三
十
二
条
の
二
（
第
六
十
六
条
の
二

及
び
第
六
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
五
条
（
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第

四
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一
条
（
第
五
十
五
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
第

一
項
（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
、
第
六

十
四
条
第
一
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
七
条
第
一

項
、
第
六
十
八
条
又
は
第
七
十
九
条
の
規
定
に
違
反

し
た
者

二
　
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
操
業
日
誌
を

備
え
付
け
ず
、
又
は
こ
れ
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
事
項
を
記
載
し
た
者

三
　
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

第
百
二
十
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の

代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又

は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
第
百
十
七
条
第
一

項
、
第
百
十
八
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対

し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
十
一
条
、
第
六
十
四
条
、

第
六
十
九
条
、
第
七
十
三
条
及
び
第
百
条
の
規
定
並
び

に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
の
規
定
は
、
同
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
型
機
船
底
曳
網
漁
業
取
締
規
則
等
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
の
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

中
型
機
船
底
曳
網
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
九
年
農
林
省

令
第
二
十
号
）

海
驢
海
豹
猟
獲
取
締
規
則
（
昭
和
十
七
年
農
林
省
令
第

四
十
七
号
）

中
型
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
一

年
農
林
省
令
第
四
十
三
号
）

小
型
捕
鯨
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
農
林
省
令
第

九
十
一
号
）

指
定
遠
洋
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令

第
十
七
号
）

ま
き
網
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第

八
号
）

母
船
式
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第

三
十
号
）

白
蝶
貝
等
採
取
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省

令
第
五
十
一
号
）

さ
け
・
ま
す
流
網
漁
業
等
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
七
年

農
林
省
令
第
五
十
二
号
）

ト
ロ
ー
ル
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
農
林
省
令

第
三
十
一
号
）

さ
ば
漁
業
取
締
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
農
林
省
令
第
三

十
二
号
）

（
母
船
式
漁
業
の
漁
獲
物
等
の
輸
送
制
限
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
母
船
式
漁
業

取
締
規
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
母
船
及
び
附
属

漁
船
以
外
の
船
舶
に
よ
つ
て
す
る
製
品
又
は
漁
獲
物
の

輸
送
に
つ
き
し
て
い
る
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
は
、
本

則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
母
船
及
び
独
航
船

等
以
外
の
船
舶
に
よ
る
当
該
母
船
式
漁
業
の
漁
獲
物
又

は
そ
の
製
品
の
輸
送
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
と

み
な
す
。

（
鯨
体
処
理
場
の
使
用
の
許
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
大
型
捕
鯨
業
又

は
小
型
捕
鯨
業
と
な
つ
た
切
替
指
定
漁
業
に
係
る
旧
法

許
可
又
は
旧
法
起
業
認
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
当
該
切
替
指
定
漁
業
に
係
る
み
な
し
許
可
の
有
効

期
間
の
満
了
日
ま
で
は
、
本
則
第
四
十
一
条
第
一
項
又

は
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
当
該

満
了
日
以
前
に
大
型
捕
鯨
業
又
は
小
型
捕
鯨
業
に
つ
き

許
可
又
は
起
業
の
認
可
（
法
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
許
可
又
は
起
業
の
認
可
そ
の
他
当
該
許
可
又
は

起
業
の
認
可
に
係
る
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
除
く
。
）

を
受
け
る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
旧
省
令
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
附
則
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
に
規
定
す
る

場
合
の
ほ
か
、
旧
省
令
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣

の
承
認
を
要
し
た
事
項
で
あ
つ
て
こ
の
省
令
の
規
定
に

よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
農
林
水
産
大
臣
が
し
て
い

る
承
認
は
、
こ
の
省
令
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
し
た

許
可
と
み
な
す
。

（
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
処
分
及

び
罰
則
の
適
用
）

第
十
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る

漁
業
取
締
り
上
行
な
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規

定
の
適
用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
従
前
の
例
に
よ
る
事
項
に
つ
い
て
の
罰
則
の
適
用
）

第
十
七
条
　
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
漁
獲
物
又
は
そ
の
製
品
の
陸
揚
げ

又
は
転
載
に
関
す
る
制
限
に
係
る
行
為
で
こ
の
省
令
の

施
行
後
に
し
た
も
の
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
九
月
三
〇
日
農
林
省
令

第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
八
年
一
二
月
七
日
農
林
省
令

第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
一
節
の
二
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
六
十
三

条
の
三
か
ら
第
六
十
三
条
の
五
ま
で
に
係
る
部
分
、
第

百
六
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
中
第
六
十
三
条
の

四
及
び
第
六
十
三
条
の
五
に
係
る
部
分
並
び
に
第
百
八

条
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
九
年
三
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
処
分
及

び
罰
則
の
適
用
）

７
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
な
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適

用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
改
正
前
の
省
令
第
九
十
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
事

項
に
つ
い
て
の
罰
則
の
適
用
）

８
　
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
前
の
省
令
第
九
十

八
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
漁
獲
物
又
は

そ
の
製
品
の
陸
揚
げ
又
は
転
載
に
関
す
る
制
限
に
係
る

行
為
で
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
も
の
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
省
令
第
百
八
条
の
規
定
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
二
一
日
農
林
省

令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
五
日
農
林
省

令
第
五
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業

に
関
す
る
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
、
第

五
十
二
条
第
四
項
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十
四
条
並
び

に
第
八
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
一
五
日
農
林
省

令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
一
年
二
月
一
八
日
農
林
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
二
月
二
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
〇
日
農
林
省
令

第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
な
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適

用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
〇
月
一
日
農
林
省
令

第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
二
月
一
八
日
農
林
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
二
月
二
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
三
月
二
八
日
農
林
省
令

第
七
号
）
　
抄
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１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
な
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適

用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

４
　
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
指
定
漁
業
に
つ
い
て
の
制
限
に
係
る
行
為
で

こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
も
の
に
対
す
る
漁
業
取
締

り
上
行
な
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
三
〇
日
農
林
省
令

第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
月
二
五
日
農
林
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
七
条
第
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
四

十
三
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
四
日
農
林
省

令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
四
年
六
月
一
七
日
農
林
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
と

の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
三
月
三
一
日
農
林
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
八
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
二
十
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
六
日
農
林
省

令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
六
年
二
月
二
六
日
農
林
省
令

第
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
三
一
日
農
林
省
令

第
二
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
漁
業
の
許
可
又
は

起
業
の
認
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
当
該
指
定

漁
業
の
許
可
及
び
起
業
の
認
可
並
び
に
当
該
指
定
漁
業

に
つ
い
て
の
制
限
（
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
が

当
該
許
可
に
係
る
船
舶
に
す
る
塗
装
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
の
有
効

期
間
の
満
了
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
当

該
満
了
日
以
前
に
当
該
指
定
漁
業
の
許
可
又
は
起
業
の

認
可
（
漁
業
法
第
五
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
許
可

又
は
起
業
の
認
可
そ
の
他
当
該
許
可
又
は
起
業
の
認
可

に
係
る
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
除
く
。
）
を
受
け
る

者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
な
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適

用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

５
　
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
指
定
漁
業
に
つ
い
て
の
制
限
に
係
る
行
為
で

こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
も
の
に
対
す
る
漁
業
取
締

り
上
行
な
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
八
月
八
日
農
林
省
令
第

五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
八
月
十
八
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
〇
月
七
日
農
林
省
令

第
五
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
二
月
一
六
日
農
林
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
〇
月
三
日
農
林
省
令

第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
月
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
月
一
七
日
農
林
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
四
月
五
日
農
林
省
令
第

一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
八
日
農
林
省

令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
七
日
農
林
省
令
第

五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
日
農
林
省
令
第

三
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
二
月
二
日
農
林
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
三
一
日
農
林
省
令

第
四
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第

四
九
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
二
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
六
月
二
日
農
林
水
産
省

令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
九
月
一
六
日
農
林
水
産

省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
九
月
二
十
七
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
四
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
一
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
当
該
許

可
に
係
る
船
舶
の
船
橋
の
周
囲
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
幅
で
帯
状
に
朱
色
で
塗
装
し
た
船
舶
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
及

び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
二
月
一
六
日
農
林
水

産
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
一
一
日
農
林
水
産

省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
及
び
水
産
資
源
保
護
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
六
十
二

号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
三
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
二
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び

取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
六
十
三
条
の
三
の
表

（
二
）
海
域
の
欄
に
掲
げ
る
海
域
を
操
業
区
域
と
す
る

近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
同
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
は
、

当
該
許
可
に
係
る
船
舶
の
船
橋
を
茶
色
で
塗
装
し
た
船

舶
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
二
六
日
農
林
水
産
省

令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用
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及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
二
月
二
二
日
農
林
水
産
省

令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
四
月
二
五
日
農
林
水
産
省

令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
二
三
日
農
林
水
産
省

令
第
三
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
月
十
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
第
六
十
三
条
の

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
行
っ
た
許

可
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
改
正
後
の
第

六
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
の
規

定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
し
た
許
可
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
第
六
十
三
条
の

五
で
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
農

林
水
産
大
臣
が
行
っ
た
許
可
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
は
、
改
正
後
の
第
六
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
第
六
十
二
条
又
は
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り

農
林
水
産
大
臣
が
し
た
許
可
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
二
月
一
八
日
農
林
水
産
省

令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
七
日
農
林
水
産
省

令
第
一
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令

第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
取
締
法
施
行
規

則
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則
、
農
薬
取
締
法
施
行
規

則
、
繭
糸
価
格
安
定
法
施
行
規
則
、
繭
検
定
規
則
、
農

業
機
械
化
促
進
法
施
行
規
則
、
大
豆
な
た
ね
交
付
金
暫

定
措
置
法
施
行
規
則
、
生
糸
検
査
規
則
、
家
畜
改
良
増

殖
法
施
行
規
則
、
犬
の
輸
出
入
検
疫
規
則
、
家
畜
伝
染

病
予
防
法
施
行
規
則
、
酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
、
家
畜
取
引
法
施
行
規
則
、

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
、
家
畜
商
法
施
行
規
則
、

牛
及
び
豚
の
う
ち
純
粋
種
の
繁
殖
用
の
も
の
並
び
に
暫

定
税
率
を
適
用
し
な
い
馬
の
証
明
書
の
発
給
に
関
す
る

省
令
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
、
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
、
農
林

水
産
省
関
係
研
究
交
流
促
進
法
施
行
規
則
、
食
糧
管
理

法
施
行
規
則
、
林
業
種
苗
法
施
行
規
則
、
漁
船
法
施
行

規
則
、
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省

令
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協

定
第
二
条
の
共
同
規
制
水
域
等
に
お
け
る
さ
ば
つ
り
漁

業
及
び
沿
岸
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
北
太

平
洋
の
海
域
に
お
け
る
ず
わ
い
が
に
等
漁
業
の
取
締
り

に
関
す
る
省
令
、
い
か
つ
り
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る

省
令
、
ず
わ
い
が
に
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
、
北
太
平
洋
の
海
域
に
お
け
る
つ
ぶ
漁
業
の
取
締
り

に
関
す
る
省
令
、
大
西
洋
の
海
域
に
お
け
る
は
え
な
わ

等
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
か
じ
き
等
流
し
網

漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
い
か
流
し
網
漁
業
の

取
締
り
に
関
す
る
省
令
、
黄
海
及
び
東
支
那
海
の
海
域

に
お
け
る
ふ
ぐ
は
え
な
わ
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
、
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令

及
び
小
型
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
の
取
締
り
に
関
す
る
省

令
（
以
下
「
関
係
省
令
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
様

式
に
よ
る
書
面
は
、
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
は
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
使
用
さ
れ
た
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
関
係
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に

よ
る
書
面
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
関
係
省
令

に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
令

第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省

令
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
二
六
日
農
林
水
産
省

令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産
省

令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六

年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
二
一
日
農
林
水
産
省

令
第
三
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
一
五
日
農
林
水
産
省

令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
一
五
日
農
林
水
産

省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
七
月
一
六
日
農
林
水
産

省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国

と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
七
日
農
林
水

産
省
令
第
九
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
二
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
九
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
一
条
の
改
正
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
九
十
条
の
七
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定

（
第
九
十
条
の
九
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
百
六

条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
九
十
条
の
九
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
　
平
成
十
四
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
三
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
一
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項

第
一
号
カ
及
び
タ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
三
年
十
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
七
日
農
林
水
産

省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
漁
船
の
設
備
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
指
定
漁
業
を
定

め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政

令
第
一
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
、
日
本

海
べ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
及
び
い
か
釣
り
漁
業
の
許
可

を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
使
用
す
る
船
舶
並

び
に
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
で
あ
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
（
以
下
「
新
指
定
漁
業
省
令
」
と
い
う
。
）
第

六
条
の
漁
船
の
設
備
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
船
舶
の
ト
ン
数
の
測

度
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省

令
第
四
十
七
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
修
繕
が
行

わ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
条
の
漁
船
の
設
備
基
準
に
適

合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
二
五
日
農
林
水
産

省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
一
七
日
農
林
水
産

省
令
第
四
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
別
表
第
二
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
の

改
正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
一
月
二
〇
日
農
林
水

産
省
令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
第
二
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
カ
及
び

タ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

二
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
２

６
）
か
ら
（
２
８
）
ま
で
及
び
同
（
１
４
２
）
か
ら

（
１
４
５
）
ま
で
の
改
正
規
定
　
平
成
十
六
年
四
月
一

日

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
一
六
日
農
林
水
産

省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
９
）
か
ら
（
１
３
）
ま
で
及
び
同
号
リ
並
び
に
同
表

以
西
底
び
き
網
漁
業
の
項
の
改
正
規
定
　
平
成
十
六
年

八
月
一
日

二
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
１

４
５
）
か
ら
（
１
４
７
）
ま
で
並
び
に
同
（
１
７
０
）

及
び
（
１
７
１
）
の
改
正
規
定
　
平
成
十
六
年
十
月

一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
二
日
農
林
水

産
省
令
第
七
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
農
林
水
産

省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
一
日
農
林
水
産

省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
第
二
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ヌ
及
び

ル
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
一
月
一
日

二
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
９
）
及
び
（
１
０
）
、
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項

第
一
号
ワ
並
び
に
同
表
い
か
釣
り
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
１
）
及
び
（
２
）
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
一
月

四
日

三
　
別
表
第
二
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
カ
及
び

タ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
一
月
十
五
日

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
１

７
０
）
か
ら
（
１
７
２
）
ま
で
及
び
大
中
型
ま
き
網
漁

業
の
項
第
一
号
ラ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
三
月

三
日

二
　
別
表
第
二
い
か
釣
り
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
２
６
）

の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
三
月
十
四
日

三
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
２

０
）
及
び
（
２
１
）
並
び
に
同
号
ト
の
改
正
規
定
、
同

号
チ
及
び
同
項
第
二
号
ム
並
び
に
い
か
釣
り
漁
業
の
項

第
一
号
ロ
（
５
）
の
改
正
規
定
（
「
島
根
県
簸
川
郡
大

社
町
」
を
「
島
根
県
出
雲
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
同
（
６
）
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年

三
月
二
十
二
日

四
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
１

８
）
及
び
（
４
９
）
か
ら
（
５
４
）
ま
で
の
改
正
規

定
、
同
号
チ
の
改
正
規
定
（
「
福
岡
県
宗
像
郡
大
島
村
」

を
「
福
岡
県
宗
像
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同

項
第
二
号
ニ
の
改
正
規
定
、
同
号
ム
及
び
い
か
釣
り
漁

業
の
項
第
一
号
ロ
（
５
）
の
改
正
規
定
（
「
福
岡
県
宗

像
郡
大
島
村
」
を
「
福
岡
県
宗
像
市
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
並
び
に
同
（
２
２
）
及
び
（
２
３
）
並
び

に
同
号
ホ
（
９
）
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
三
月
二

十
八
日

五
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
４
）
及
び
（
２
２
）
の
改
正
規
定
、
同
（
２
３
）
の

改
正
規
定
（
「
島
根
県
八
束
郡
島
根
町
」
を
「
島
根
県

松
江
市
」
に
、
「
島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
」
を
「
島

根
県
松
江
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
（
２

４
）
の
改
正
規
定
（
「
島
根
県
八
束
郡
美
保
関
町
」
を

「
島
根
県
松
江
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

同
（
３
０
）
、
同
項
第
二
号
ハ
並
び
に
同
表
大
中
型
ま

き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ヘ
及
び
ネ
の
改
正
規
定
　
平
成

十
七
年
三
月
三
十
一
日

六
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
２

３
）
及
び
（
２
４
）
の
改
正
規
定
（
「
兵
庫
県
城
崎
郡

香
住
町
」
を
「
兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
」
に
改
め
る
部

分
に
限
る
。
）
、
同
（
２
５
）
か
ら
（
２
７
）
ま
で
、

（
１
２
１
）
、
（
１
２
２
）
及
び
（
１
５
１
）
か
ら
（
１

５
４
）
ま
で
並
び
に
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第

一
号
ヲ
、
同
項
第
二
号
イ
、
同
項
第
三
号
イ
及
び
同
項

第
四
号
カ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
八
日
農
林
水
産

省
令
第
六
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
第
二
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ソ
及

び
ツ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
五
月
一
日

二
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
１
１
２
）
並
び
に
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
二

号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
六

月
六
日

三
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
２
）
及
び
（
３
）
並
び
に
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の

項
第
一
号
ム
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
七
月
一
日

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
七
月
七
日
農
林
水
産
省

令
第
八
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
西
部
及
び
中
部
太
平
洋
に
お
け
る
高

度
回
遊
性
魚
類
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
条
約

が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
改
正
規
定
、
別
表
第
二
の
改

正
規
定
及
び
別
表
第
三
の
改
正
規
定
（
同
表
を
別
表
第

四
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
大
中
型
ま
き
網
漁
業
者
、
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁

業
者
又
は
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等

に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十

一
条
の
三
（
第
六
十
条
の
三
及
び
第
六
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
当
該
漁
業
の
許
可
を
受
け

て
い
る
船
舶
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
漁
業

の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧

令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

届
け
出
て
い
る
運
搬
船
又
は
旧
令
第
三
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
火
船
若
し
く
は
魚
探
船

で
あ
っ
て
新
令
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
信
号

符
字
等
を
表
示
し
て
い
な
い
も
の
を
当
該
漁
業
に
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
５

９
）
か
ら
（
６
１
）
ま
で
、
（
１
２
０
）
、
（
１
４
４
）

及
び
（
１
４
５
）
の
改
正
規
定
、
同
（
１
４
７
）
の
改

正
規
定
（
「
度
会
郡
南
島
町
」
を
「
同
県
度
会
郡
南
伊

勢
町
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
リ
及

び
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ヰ
の
改
正
規

定
、
同
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
改
正
規
定
（

「
同
郡
歌
津
町
」
を
「
同
郡
南
三
陸
町
」
に
改
め
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
四
号
カ
の
改
正
規
定
　

平
成
十
七
年
十
月
一
日

二
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
１

４
７
）
の
改
正
規
定
（
「
同
県
北
牟
婁
郡
紀
伊
長
島
町
」

を
「
同
県
北
牟
婁
郡
紀
北
町
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

三
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
５
）
及
び
（
６
）
並
び
に
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業

の
項
第
一
号
ソ
、
ツ
及
び
ネ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七

年
十
一
月
七
日

四
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
１

３
２
）
の
改
正
規
定
　
平
成
十
七
年
十
二
月
五
日

五
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
１

０
７
）
及
び
（
１
０
８
）
並
び
に
同
表
大
中
型
ま
き
網

漁
業
の
項
第
一
号
ウ
の
改
正
規
定
並
び
に
同
項
第
二
号
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イ
及
び
第
三
号
イ
の
改
正
規
定
（
「
岩
手
県
九
戸
郡
種

市
町
」
を
「
岩
手
県
九
戸
郡
洋
野
町
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
　
平
成
十
八
年
一
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
農
林
水
産
省

令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
９

５
）
か
ら
（
９
７
）
ま
で
及
び
（
１
５
５
）
並
び
に
第

二
号
タ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
一
日

二
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
３

０
）
の
改
正
規
定
（
「
大
飯
町
」
を
「
お
お
い
町
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
ロ
の
改
正
規

定
、
同
号
ニ
の
改
正
規
定
（
「
大
飯
町
」
を
「
お
お
い

町
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
表
大
中
型
ま

き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ヘ
の
改
正
規
定
　
平
成
十
八
年

三
月
三
日

三
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
二
号
ル
の
改

正
規
定
（
「
常
呂
郡
常
呂
町
」
を
「
北
見
市
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
表
い
か
釣
り
漁
業
の
項
第

一
号
リ
（
１
１
）
の
改
正
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月

五
日

四
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
３

０
）
の
改
正
規
定
（
「
大
飯
町
」
を
「
お
お
い
町
」
に

改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
（
３
１
）
、
（
３
２
）
、
（
１

３
３
）
及
び
（
１
３
４
）
の
改
正
規
定
、
同
（
１
６

４
）
の
改
正
規
定
（
「
窪
川
町
」
を
「
四
万
十
町
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
（
１
６
５
）
の
改
正
規

定
、
同
項
第
二
号
ソ
の
改
正
規
定
（
「
安
房
郡
白
浜
町
」

を
「
南
房
総
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
号
ツ

の
改
正
規
定
、
同
項
第
三
号
ロ
の
改
正
規
定
（
「
安
房

郡
白
浜
町
」
を
「
南
房
総
市
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
タ
の
改

正
規
定
（
「
鹿
児
島
県
出
水
郡
」
の
下
に
「
長
島
町
」

を
加
え
、
「
同
県
出
水
郡
東
町
」
を
「
同
町
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
五
号
の
改
正
規
定

　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

五
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ

（
９
）
、
（
１
０
）
及
び
（
１
３
１
）
の
改
正
規
定
、
同

表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
カ
の
改
正
規
定

（
「
南
高
来
郡
口
之
津
町
」
を
「
南
島
原
市
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。
）
、
同
号
ヨ
の
改
正
規
定
並
び
に
同
号
タ

の
改
正
規
定
（
「
鹿
児
島
県
出
水
郡
」
の
下
に
「
長
島

町
」
を
加
え
、
「
同
県
出
水
郡
東
町
」
を
「
同
町
」
に

改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日

六
　
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ロ
（
１

１
９
）
、
（
１
４
１
）
、
（
１
４
２
）
及
び
（
１
５
８
）
の

改
正
規
定
、
同
項
第
三
号
ロ
の
改
正
規
定
（
「
安
房
郡

白
浜
町
」
を
「
南
房
総
市
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

、
同
表
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
ル
の
改
正
規

定
（
「
南
高
来
郡
口
之
津
町
」
を
「
南
島
原
市
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
号
ワ
の
改
正
規
定
、
同
号
カ

の
改
正
規
定
（
「
南
高
来
郡
口
之
津
町
」
を
「
南
島
原

市
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
イ
及
び

第
三
号
イ
の
改
正
規
定
（
「
本
吉
郡
唐
桑
町
」
を
「
気

仙
沼
市
」
に
、
「
同
郡
」
を
「
同
県
本
吉
郡
」
に
改
め

る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
四
号
カ
の
改
正
規

定
（
「
宮
城
県
本
吉
郡
唐
桑
町
」
を
「
同
県
気
仙
沼
市
」

に
、
「
同
郡
」
を
「
同
県
本
吉
郡
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産

省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
み
な
み
ま
ぐ
ろ
の
割
当
て
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可

及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
七
条
第
一
項
の

割
当
て
を
受
け
よ
う
と
す
る
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁

業
者
に
係
る
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
八
年
に
限
り
、
同
項
中
「
毎
年
三
月
一

日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
十
八
年
四
月
十
五
日
」
と

す
る
。

（
行
政
庁
の
処
分
及
び
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁

業
取
締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
六
日
農
林
水
産
省

令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
四
日
農
林
水

産
省
令
第
九
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
二
五
日
農
林
水
産

省
令
第
六
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
許
可
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
改
正
前
の
指

定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
六
十

条
の
規
定
に
よ
る
漁
獲
物
等
の
国
外
陸
揚
げ
等
の
許
可

の
申
請
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の

許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
五
十
九
条
第
一

項
及
び
第
六
十
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
と
み
な
す
。

（
行
政
庁
の
処
分
及
び
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁

業
取
締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
三
〇
日
農
林
水

産
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
中
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第

一
号
ロ
（
１
６
０
）
か
ら
（
１
６
３
）
ま
で
の
改
正
規

定
は
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
、
同
表
大
中
型
ま
き

網
漁
業
の
項
第
一
号
ネ
の
改
正
規
定
は
平
成
十
九
年
十

二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
九
日
農
林
水
産

省
令
第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第

十
二
条
に
規
定
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の

省
令
の
附
則
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
た
事
項
に
係
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
並

び
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
処
分
が
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に

し
た
当
該
処
分
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
漁
業
取
締

り
上
行
う
農
林
水
産
大
臣
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
附
則

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
二
五
日
農
林
水
産

省
令
第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
行
政
庁
の
処
分
及
び
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁

業
取
締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
大
西
洋
の
海
域

（
地
中
海
の
海
域
を
含
む
。
）
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を

採
捕
す
る
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
指
定
漁
業
を

定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
六
号
）
第
一
項

第
八
号
の
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を
営
ん
で
い
る

者
が
引
き
続
き
行
う
当
該
漁
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
第
九
十
一
条
の
三
及
び
第
九
十
一
条
の
四
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
二
二
日
農
林
水
産

省
令
第
四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
行
政
庁
の
処
分
及
び
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁

業
取
締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
三
日
農
林
水
産

省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
二
八
日
農
林
水
産

省
令
第
四
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
行
政
庁
の
処
分
及
び
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁

業
取
締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
七
日
農
林
水

産
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
一
一
日
農
林
水
産

省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
五
日
農
林
水

産
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
六
日
農
林
水
産

省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
陸
揚
港
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
指
定
漁

業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
十
八
条
第

三
項
（
同
令
第
四
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
陸
揚
港

の
変
更
の
許
可
の
申
請
は
、
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許

可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
十
八
条
第
二
項

（
同
令
第
四
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
変
更
の
届
出
と
み

な
す
。

（
行
政
庁
の
処
分
及
び
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁

業
取
締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の

適
用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
五
日
農
林
水
産
省

令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
指
定
漁
業
の
許
可
及

び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
別
表
第
二
遠
洋
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
第
一
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正

規
定
及
び
同
表
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
の
改

正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
一

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
農
林
水
産

省
令
第
二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
航
海
中
で
あ
る
大
中
型

ま
き
網
漁
業
に
つ
き
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
当
該
航
海
の
終
了
の

時
か
ら
適
用
し
、
当
該
航
海
の
終
了
前
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
事
項
に

係
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業

取
締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適

用
及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
三
一
日
農
林
水
産

省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
三
日
農
林
水
産

省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
十
四
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
農
林
水
産

省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
別
表
第
二
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
及
び

近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平

成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
一
三
日
農
林
水
産

省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日
農
林
水
産

省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
八
日
農
林
水
産

省
令
第
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
八
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
八
日
農
林
水

産
省
令
第
七
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取

締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
改

正
規
定
並
び
に
第
二
条
中
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取

締
り
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
の
二
及
び
第
十
三
条
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
船
舶
の
推
進
機
関
の
出
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
漁
業
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
法
第
五
十
二
条

第
一
項
に
基
づ
く
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け

て
い
る
船
舶
で
あ
っ
て
、
そ
の
推
進
機
関
の
出
力
が
漁

業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
第
四
十
一
条
第
五
号
の
農
林

水
産
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る

高
限
度
を
超
え
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
当
該
出
力
を
当
該
船
舶
に
係
る
同
号
の

高
限
度

と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
船
舶
の
推
進
機
関
を
新
た

な
推
進
機
関
と
交
換
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
九
日
農
林
水
産
省

令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
一
九
日
農
林
水
産

省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
四
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
遠
洋
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁

業
の
項
第
八
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、

同
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
二
日
農
林
水

産
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
七
日
農
林
水
産
省

令
第
三
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
一
二
日
農
林
水
産

省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項

第
一
号
ロ
（
１
５
０
）
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
二
日
農
林
水
産

省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施

及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

八
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九

年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
二
日
農
林
水

産
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
九
日
農
林
水
産

省
令
第
四
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
、

東
部
太
平
洋
条
約
海
域
、
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
又
は
大

西
洋
条
約
海
域
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年

一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
漁
業
取

締
り
上
行
う
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
の
規
定
の
適
用

及
び
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
二
日
農
林
水
産

省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
九
日
農
林
水
産

省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
漁
業
の
許
可

及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
八
十
三
条
第
一
項
の

許
可
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か

ら
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す

る
省
令
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
八
十
三
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
及
び
同

条
第
三
項
各
号
に
定
め
る
書
類
を
農
林
水
産
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
者
が
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に

同
項
に
規
定
す
る
書
面
及
び
書
類
を
提
出
し
な
か
っ
た

場
合
は
、
当
該
許
可
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
準
備
行
為
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
営
も
う
と
す
る

鯨
を
と
る
漁
業
に
係
る
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の

許
可
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
省
令
の
規
定
の
例
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
〇
月
九
日
農
林
水
産
省

令
第
三
八
号
）
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こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
八
日
農
林
水
産
省
令

第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
漁
獲
量
の
制
限
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
第
三
十
四
条
、
第

四
十
二
条
、
第
四
十
六
条
、
第
五
十
七
条
、
第
七
十
一

条
、
第
九
十
一
条
の
三
及
び
第
九
十
一
条
の
四
の
規
定

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
水
産
動
植
物
が
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
第
十
一
条
第
二

項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
水
産
資
源
と
し
て
漁
獲
可

能
量
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間

は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
及
び
み
な
み
ま
ぐ
ろ
が
同
号
に
規

定
す
る
特
定
水
産
資
源
と
し
て
漁
獲
可
能
量
に
よ
る
管

理
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
第
九
十
六
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ

の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
二
〇
日
農
林
水
産

省
令
第
七
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
五
日
農
林
水
産

省
令
第
七
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
元
年
農
林
水
産
省
令
第

十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
四
日
農
林
水
産

省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
月
七
日
農
林
水
産
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
一
九
日
農
林
水
産
省

令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
央
北
極
海
に
お
け
る
規
制
さ
れ
て

い
な
い
公
海
漁
業
を
防
止
す
る
た
め
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
二
三
日
農
林
水
産
省

令
第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
日
農
林
水
産
省
令

第
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
操
業
制
限
又
は
禁
止
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
表
第
四
の
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
項
第
八
号
、
第
十
号
及
び
第
二
十

四
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
係
る
水
産
動
植
物
が
漁
業
法
第
十
一
条
第
二
項
第

三
号
に
規
定
す
る
特
定
水
産
資
源
と
し
て
漁
獲
可
能
量

に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
な

お
効
力
を
有
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
及
び
前

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
し
た
行

為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
一
日
農
林
水
産
省

令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
一
日
農
林
水
産
省
令

第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
二
日
農
林
水
産
省

令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
転
載
に
係
る
申
告

書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
五
日
農
林
水
産
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
記

様
式
第
１
号
（
第
３
条
、
第
４
条
関
係
）

様式第1号（第3条、第4条関係）（令2農水令48・全改、令2農水令83・一部改正） 〇〇〇〇〇の許可（起業の認可）申請書 年月日 農林水産大臣殿 住所 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 下記により〇〇〇〇〇の許可（起業の認可）を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 記 1使用する船舶 漁船登録番号 船名 船舶総トン数 冷凍設備の有無及びその能力 通信機器等の有無及びその種類 2操業区域 3漁業時期 4漁業根拠地 5漁獲物等陸揚港 備考 1〇〇〇〇〇は、大臣許可漁業の種類を記載すること。 2冷凍設備の能力は、冷凍トンを記載すること。 3通信機器等の有無及びその種類は、通信機器及びGPS受信機その他の自船の位置を測定できる装置について記載すること。 4漁業根拠地とは、当該船舶により行う当該大臣許可漁業の操業を管理する事務所の所在地をいい、2以上ある場合には主たるものに「（主）」を冠すること。 5漁獲物等陸揚港とは、漁獲物又はその製品の陸揚港をいう。 6次の表の左欄に掲げる大臣許可漁業にあっては、同表の右欄に掲げる事項についても記載すること。 大臣許可漁業の種類記載事項 沖合底びき網漁業1漁業の方法（1そうびき又は2そうびきの別） 2階層名 3推進機関の種類及び馬力数 以西底びき網漁業1漁業の方法（1そうびき又は2そうびきの別） 2推進機関の種類及び馬力数 遠洋底びき網漁業同上 大西洋等はえ縄等漁使用漁具の種類及び規模 業 太平洋底刺し網等漁同上 業 大中型まき網漁業1漁業の方法（1そうまき又は2そうまきの別） 2階層名 3魚そうの容積 基地式捕鯨業1使用しようとする鯨体処理場の所在地及び名称 （2以上ある場合には、主たるものに「（主）」を冠す ること。） 2もりづつの口径 母船式捕鯨業申請に係る船舶と同一の船団に属する母船又は独航 船の名称及び総トン数 かじき等流し網漁業船舶に搭載する漁具の規模 東シナ海等かじき等同上 流し網漁業 かつお・まぐろ漁業1漁業の方法（釣り漁業又は浮きはえ縄漁業の別） 2階層名 北太平洋さんま漁業集魚灯の種類及び消費電力の総和 ずわいがに漁業使用漁具の種類及び数量 日本海べにずわいが同上 に漁業 備考 推進機関の馬力数は、漁船法施行規則（昭和25年農林省令第95号）第1条第7項に規定するものを記載すること。 
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様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

様式第2号（第4条関係）（令2農水令48・全改） 〇〇〇〇〇船舶件名書（計画又は現在） 1船名 2船質 3船舶番号 4船体の長さ、幅及び深さ 5船舶総トン数 6推進機関の種類及び馬力数 7最大速力 8魚そうの容積 9冷凍設備の有無及びその能力 10通信機器等の有無及びその種類 11造船所の所在地及び名称 12機関製作所の所在地及び名称 13起工、進水及びしゅん工の予定年月日（現在のものは、進水年月日） 14所有者の住所及び氏名又は名称 15建造（購入）価格 16資金調達方法（自己資金及び借入金に区分し、借入金は借入先別に記載すること。） 備考 1〇〇〇〇〇は、大臣許可漁業の種類を記載すること。 2冷凍設備の能力は、冷凍トンを記載すること。 3通信機器等の有無及びその種類は、通信機器及びGPS受信機その他の自船の位置を測定できる装置について記載すること。  

様
式
第
３
号
（
第
１
６
条
関
係
）

様式第3号（第16条関係）（令2農水令48・全改、令2農水令83・一部改正） 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業、基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業以外の大臣許可漁業の場合 許可番号〇〇〇〇〇許可証 住所 氏名又は名称 船名総トン数 船舶 使用権の 漁船登録 種類及び年月日まで 番号 期限 操業区域 漁業時期 漁具の種類その 他の漁業の方法 漁業根拠地 漁獲物等陸揚港 許可の有効期間年月日から年月日まで 条件 年月日 農林水産大臣 沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業及びかつお・まぐろ漁業の場合 許可番号〇〇〇〇〇許可証 住所 氏名又は名称 船名総トン数 （階層：） 船舶 使用権の 漁船登録 種類及び年月日まで 番号 期限 操業区域 漁業時期 漁具の種類その 他の漁業の方法 漁業根拠地 漁獲物等陸揚港 許可の有効期間年月日から年月日まで 条件 年月日 農林水産大臣 基地式捕鯨業の場合 許可番号基地式捕鯨業許可証 住所 氏名又は名称 船名総トン数 船舶 使用権の 漁船登録 種類及び年月日まで 番号 期限 操業区域 漁業時期 使用する鯨体 名称所在地 処理場 漁具の種類その 他の漁業の方法 許可の有効期間年月日から年月日まで 条件 年月日 農林水産大臣 母船式捕鯨業に係る母船の場合 許可番号母船式捕鯨業許可証（母船） 住所 氏名又は名称 船名総トン数 船舶 使用権の 漁船登録 種類及び年月日まで 番号 期限 操業区域 漁業時期 船名総トン数船名総トン数船名総トン数 同一の船団に属 する独航船の船 名及び総トン数 漁業根拠地 漁獲物等陸揚港 許可の有効期間年月日から年月日まで 条件 年月日 農林水産大臣 母船式捕鯨業に係る独航船の場合 許可番号母船式捕鯨業許可証（独航船） 住所 氏名又は名称 船名総トン数 船舶 使用権の 漁船登録 種類及び年月日まで 番号 期限 操業区域 漁業時期 漁具の種類その 他の漁業の方法 同一の船団に属 する母船の船名 及び総トン数 許可の有効期間年月日から年月日まで 条件 年月日 農林水産大臣 
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様
式
第
４
号
（
第
４
０
条
関
係
）

様式第4号（第40条関係）（令2農水令48・全改、令2農水令83・一部改正） 大中型まき網漁業に係る運搬船届出書 年月日 農林水産大臣殿 住所 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 下記により大中型まき網漁業に運搬船を使用しますので、関係書類を添えて届け出ます。 記 1大中型まき網漁業許可船舶 漁船登録番号 許可番号 船名 2使用する運搬船合計隻 運搬船 漁船登録番号 船名 船舶総トン数 機関の種類及び馬力数 魚そう容積  
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様
式
第
５
号
（
第
４
１
条
関
係
）

様式第5号（第41条関係）（令2農水令48・全改、令2農水令83・一部改正） 大中型まき網漁業に係る火船等届出書 年月日 農林水産大臣殿 住所 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 下記により大中型まき網漁業に火船又は魚探船を使用しますので、関係書類を添えて届け出ます。 記 1大中型まき網漁業許可船舶 漁船登録番号 許可番号 船名 2使用する火船又は魚探船合計隻 火船魚探船 漁船登録番号 船名 船舶総トン数 機関の種類及び馬力数 発電機の容量 集魚灯の消費電力の総和  

様
式
第
６
号
（
第
５
２
条
、
第
５
５
条
関
係
）

様式第6号（第52条、第55条関係）（令2農水令48・全改） 80 ← 船名 80 根拠地名 → 備考 1標識は、黄色の布地である。 2寸法の単位は、センチメートルとする。  

様
式
第
７
号
（
第
９
７
条
関
係
）

様式第7号（第97条関係）（令2農水令48・全改、令2農水令83・一部改正） かつお・まぐろ漁業（総トン数120トン以上の動力漁船により、 浮きはえ縄を使用するものに限る。）に係る運搬船届出書 年月日 農林水産大臣殿 住所 法人にあっては、名 氏名 称及び代表者の氏名 下記により、漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第8の上欄に掲げる港内又は海域においてかつお・まぐろ漁業（総トン数120トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用するものに限る。）の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し、又は当該製品を製造した船舶から受けたいので、関係書類を添えて届け出ます。 記 1運搬船名（CarrierVesselName） 2漁船登録番号（NationalRegistryNumber） 3信号符字（InternationalRadioCallSign） 4IMO番号（IMONumber） 5建造年（YearBuilt） 6建造所（NameofBuilder） 7船籍港（HomePort） 8船体材質（Material） 9前運搬船名（VesselNamePrevious） 10前船籍（FlagPrevious） 11船の長さ（LengthOverall）（m） 12船舶総トン数（GrossRegisteredTonnage）（T） 13機関の種類及び馬力数（TypeofEnginesandPropellerPower）（KW） 14魚そう容積（FishHoldCapacity）（） 15使用者名（OperatorName） 16使用者住所（OperatorAddress） 17所有者名（OwnerName） 18所有者住所（OwnerAddress） 19運航期間（OperationPeriod） 20運航海域等（OperationArea） 21衛星船位測定送信機の情報（VMSInformation） 備考 運航期間は、1年以内とすること。  

様
式
第
８
号
（
第
１
０
３
条
関
係
）

様式第8号（第103条関係）（令2農水令48・全改） 備考 1斜線の部分は、黒であり、その他の部分は、黄である。 2この旗は、国際海事機関の採択した国際信号書に記載の「L」旗（あなたは、すぐ停船されたい。）である。 3数字は、センチメートルを示す。  
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別
表
第
一
（
第
二
条
、
第
八
十
七
条
、
第
百
一
条
関
係
）

大

臣

許

可

漁
業

海
域

期間

沖

合

底

び

き

網

漁
業

北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
東
経
百
二
十
八
度
二

十
九
分
五
十
三
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
十
五
度

十
七
秒
東
経
百
五
十
二
度
五
十
九
分
四
十
六

秒
の
点
に
至
る
直
線
以
北
、
次
に
掲
げ
る
線

か
ら
成
る
線
以
東
、
東
経
百
五
十
二
度
五
十

九
分
四
十
六
秒
の
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域

イ
　
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
以
北
の

東
経
百
二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線

ロ
　
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経
百

二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
点
か
ら
北

緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経
百
二
十
八

度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ
　
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経
百

二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
点
か
ら
北

緯
二
十
五
度
十
五
秒
東
経
百
二
十
八
度
二
十

九
分
五
十
三
秒
の
点
に
至
る
直
線

以

西

底

び

き

網

漁
業

北
緯
十
度
二
十
秒
の
線
以
北
、
次
に
掲
げ
る

線
か
ら
成
る
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域

イ
　
前
項
中
欄
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
線

ロ
　
北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
東
経
百
二
十
八

度
二
十
九
分
五
十
三
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
十

五
度
十
五
秒
東
経
百
二
十
度
五
十
九
分
五
十

五
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ
　
北
緯
二
十
五
度
十
五
秒
以
南
の
東
経
百

二
十
度
五
十
九
分
五
十
五
秒
の
線

遠

洋

底

び

き

網

漁
業

北
緯
十
度
二
十
秒
の
線
以
北
、
次
に
掲
げ
る

線
か
ら
成
る
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域
以
外

の
海
域

イ
　
北
緯
二
十
五
度
十
七
秒
以
北
の
東
経
百

五
十
二
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
線

ロ
　
北
緯
二
十
五
度
十
七
秒
東
経
百
五
十
二

度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
点
か
ら
北
緯
二
十

五
度
十
五
秒
東
経
百
二
十
八
度
二
十
九
分
五

十
三
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ
　
前
項
中
欄
ロ
及
び
ハ
の
線

東

シ

ナ

海

は

え

縄

漁

業

一
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と

の
間
の
協
定
第
九
条
２
に
定
め
る
海
域

二
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民
共

和
国
と
の
間
の
協
定
第
七
条
１
に
定
め
る
海

域三
　
北
緯
三
十
度
四
十
分
十
三
秒
の
線
以
北
、

東
経
百
二
十
四
度
四
十
四
分
五
十
四
秒
の
線

以
東
、
東
経
百
二
十
七
度
二
十
九
分
五
十
三

秒
の
線
以
西
の
東
シ
ナ
海
の
海
域
（
第
一
号

に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。
）

大

西

洋

等

は

え

縄

等

漁
業

大
西
洋
又
は
イ
ン
ド
洋
の
海
域

太

平

洋

底

刺

し

網

等

漁
業

太
平
洋
の
公
海
（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大

陸
棚
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七

十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
他

的
経
済
水
域
及
び
外
国
の
排
他
的
経
済
水
域

を
除
く
。
）

か

じ

き

等

流

し

網

漁

業

領
海
及
び
排
他
的
経
済
水
域
か
ら
成
る
海
域

の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の

海
域

一
　
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
日
本
海
及
び
東
シ
ナ

海二
　
東
京
都
と
千
葉
県
と
の

大
高
潮
時
海

岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら

大
高
潮
時
海

岸
線
と
同
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
の

線
と
の
交
点
に
至
る

大
高
潮
時
海
岸
線
及

び
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
か
ら
成
る
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域

イ
　

大
高
潮
時
海
岸
線
と
千
葉
県
南
房
総

市
野
島
埼
灯
台
正
南
の
線
と
の
交
点

ロ
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
三

十
海
里
の
点

ハ
　
北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十
六
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

ニ
　
赤
道
と
東
経
百
四
十
六
度
五
十
九
分
四

十
九
秒
の
線
と
の
交
点

三
　
領
海
及
び
排
他
的
経
済
水
域
の
う
ち
、

そ
れ
ぞ
れ
東
京
都
小
笠
原
村
南
鳥
島
を
囲
む

部
分

四
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
六
秒

の
線
、
北
緯
四
十
一
度
十
秒
の
線
、
東
経
百

四
十
二
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
線
、
北
緯

三
十
八
度
十
一
秒
の
線
、
東
経
百
四
十
一
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
線
、
次
の
イ
の
点
か

ら
ハ
の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
、

次
の
ニ
の
点
か
ら
ヘ
の
点
ま
で
を
順
次
に
直

線
で
結
ぶ
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

域
（
第
一
号
に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。
）

イ
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
艫
作
埼
突
端

ロ
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
松
前
小
島
灯
台

ハ
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端

ニ
　

大
高
潮
時
海
岸
線
と
千
葉
県
南
房
総

市
野
島
埼
灯
台
正
南
の
線
と
の
交
点

ホ
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
三

十
海
里
の
点

ヘ
　
北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十
六
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

東

シ

ナ

海

等

か

じ

き

等

流

し

網

漁
業

東
経
百
二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線

以
西
の
日
本
海
及
び
東
シ
ナ
海
の
海
域

北

太

平

洋

さ

ん

ま

漁

業

北
緯
三
十
四
度
五
十
四
分
六
秒
の
線
以
北
、

東
経
百
三
十
九
度
五
十
三
分
十
八
秒
の
線
以

東
の
太
平
洋
の
海
域
（
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
及
び

日
本
海
の
海
域
を
除
く
。
）

ず

わ

い

が

に

漁

業

一
　
新
潟
県
と
富
山
県
と
の

大
高
潮
時
海

岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
北
の
線
（
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
「
甲
線
」
と
い
う
。
）
以
西
の

日
本
海
の
海
域

十一月六日から翌年三月二十日まで

二
　
甲
線
以
東
の
日
本
海
の
海
域
の
う
ち
、

北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以
南
の
海

域

十月一日から翌年五月三十一日

まで

三
　
甲
線
以
東
の
日
本
海
の
海
域
の
う
ち
、

北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以
北
の
海

域

十一月一日から翌年四月三十日まで

四
　
北
海
道
稚
内
市
宗
谷
岬
突
端
か
ら
樺
太

西
能
登
呂
岬
突
端
に
至
る
線
以
東
の
オ
ホ
ー

ツ
ク
海
の
海
域
（
東
経
百
四
十
八
度
五
十
九

分
四
十
一
秒
の
線
以
西
の
北
緯
五
十
三
度
三

十
分
五
秒
の
線
、
北
緯
五
十
三
度
三
十
分
五

秒
東
経
百
四
十
八
度
五
十
九
分
四
十
一
秒
の

点
か
ら
北
緯
四
十
六
度
九
秒
東
経
百
四
十
八

度
五
十
九
分
四
十
三
秒
の
点
に
至
る
直
線
及

び
東
経
百
四
十
八
度
五
十
九
分
四
十
三
秒
の

線
以
東
の
北
緯
四
十
六
度
九
秒
の
線
か
ら
成

る
線
以
南
の
海
域
に
限
る
。
）

十月十六日から翌年六月十五日まで

五
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
突
端
か

ら
正
東
の
線
と
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
突

端
か
ら
正
東
の
線
と
の
両
線
間
に
お
け
る
太

平
洋
の
海
域

十二月十日から翌年三月三十
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一日まで

日

本

海

べ

に

ず

わ

い

が

に

漁
業

次
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
日
本
海
の
海
域

一
　
北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以
北

の
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び

内
水

二
　
北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
の
線
以
南
、

次
に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
東
の
日
本
海

の
海
域

イ
　
北
緯
四
十
一
度
二
十
分
九
秒
東
経
百
三

十
七
度
五
十
九
分
四
十
八
秒
の
点
か
ら
北
緯

四
十
度
三
十
分
九
秒
東
経
百
三
十
七
度
五
十

九
分
四
十
八
秒
の
点
に
至
る
直
線

ロ
　
北
緯
四
十
度
三
十
分
九
秒
東
経
百
三
十

七
度
五
十
九
分
四
十
八
秒
の
点
か
ら
北
緯
三

十
七
度
三
十
分
十
秒
東
経
百
三
十
四
度
五
十

九
分
五
十
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ
　
北
緯
三
十
七
度
三
十
分
十
秒
東
経
百
三

十
四
度
五
十
九
分
五
十
秒
の
点
か
ら
北
緯
三

十
七
度
三
十
分
十
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
十

九
分
五
十
秒
の
点
に
至
る
直
線

ニ
　
北
緯
三
十
七
度
三
十
分
十
秒
以
南
の
東

経
百
三
十
三
度
五
十
九
分
五
十
秒
の
線

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
七
十
条
関
係
）

大
臣
許

可
漁
業

海
域

沖
合
底

び
き
網

漁
業

次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
及

び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）
　
北
緯
四
十
五
度
二
十
五
分
一
秒
東
経
百

四
十
一
度
四
十
九
分
三
十
八
秒
の
点

（
２
）
　
北
緯
四
十
五
度
三
十
四
分
十
一
秒
東
経

百
四
十
一
度
四
十
三
分
七
秒
の
点

（
３
）
　
北
緯
四
十
五
度
三
十
五
分
五
十
五
秒
東

経
百
四
十
一
度
五
十
六
分
十
四
秒
の
点

（
４
）
　
北
緯
四
十
五
度
三
十
二
分
四
十
二
秒
東

経
百
四
十
二
度
十
七
分
五
十
秒
の
点

（
５
）
　
北
緯
四
十
五
度
十
九
分
三
十
六
秒
東
経

百
四
十
二
度
三
十
四
分
四
十
八
秒
の
点

（
６
）
　
北
緯
四
十
五
度
十
分
四
十
九
秒
東
経
百

四
十
二
度
四
十
分
二
十
九
秒
の
点

（
７
）
　
北
緯
四
十
四
度
四
十
六
分
八
秒
東
経
百

四
十
二
度
五
十
七
分
四
秒
の
点

（
８
）
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
六
分
十
三
秒
東
経

百
四
十
三
度
十
二
分
三
十
一
秒
の
点

（
９
）
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
五
分
四
秒
東
経
百

四
十
三
度
十
四
分
十
八
秒
の
点

（
１
０
）
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
一
分
五
秒
東
経

百
四
十
三
度
二
十
三
分
三
十
五
秒
の
点

（
１
１
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
九
分
十
九
秒
東

経
百
四
十
三
度
二
十
六
分
十
三
秒
の
点

（
１
２
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
三
分
三
十
三
秒

東
経
百
四
十
三
度
三
十
九
分
三
十
三
秒
の
点

（
１
３
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
一
分
二
十
三
秒

東
経
百
四
十
三
度
三
十
八
分
二
秒
の
点

（
１
４
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
七
分
二
十
五
秒
東

経
百
四
十
三
度
五
十
分
十
九
秒
の
点

（
１
５
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
八
分
五
十
五
秒
東

経
百
四
十
三
度
五
十
一
分
十
一
秒
の
点

（
１
６
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
三
分
三
十
秒
東
経

百
四
十
四
度
五
分
の
点

（
１
７
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
二
分
四
十
三
秒
東

経
百
四
十
四
度
四
分
三
十
秒
の
点

（
１
８
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
分
四
十
六
秒
東
経

百
四
十
四
度
十
分
二
十
二
秒
の
点

（
１
９
）
　
北
緯
四
十
四
度
九
分
五
十
二
秒
東
経

百
四
十
四
度
十
四
分
二
十
六
秒
の
点

（
２
０
）
　
北
緯
四
十
四
度
八
分
九
秒
東
経
百
四

十
四
度
二
十
分
の
点

（
２
１
）
　
北
緯
四
十
四
度
六
分
三
十
七
秒
東
経

百
四
十
四
度
二
十
分
の
点

（
２
２
）
　
北
緯
四
十
四
度
一
分
十
秒
東
経
百
四

十
四
度
三
十
二
分
三
十
二
秒
の
点

（
２
３
）
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
四
秒
東
経
百
四

十
四
度
四
十
四
分
四
十
八
秒
の
点

（
２
４
）
　
北
緯
四
十
四
度
六
分
四
十
八
秒
東
経

百
四
十
四
度
五
十
八
分
四
十
九
秒
の
点

（
２
５
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
三
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
九
分
五
十
四
秒
の
点

（
２
６
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
一
分
四
十
六
秒

東
経
百
四
十
五
度
十
八
分
五
十
二
秒
の
点

（
２
７
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
一
分
五
十
秒
東

経
百
四
十
五
度
二
十
一
分
二
十
七
秒
の
点

（
２
８
）
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
分
二
十
四
秒
東

経
百
四
十
五
度
二
十
九
分
五
秒
の
点

（
２
９
）
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
四
十
六
分
二
十
一
秒
の
点

（
３
０
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
八
分
二
十
四
秒
東

経
百
四
十
五
度
三
十
六
分
四
十
五
秒
の
点

（
３
１
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
七
分
三
十
九
秒
東

経
百
四
十
五
度
三
十
六
分
四
十
五
秒
の
点

（
３
２
）
　
北
緯
四
十
四
度
九
分
九
秒
東
経
百
四

十
五
度
三
十
一
分
四
十
五
秒
の
点

（
３
３
）
　
北
緯
四
十
三
度
五
十
八
分
三
十
四
秒

東
経
百
四
十
五
度
二
十
分
四
十
三
秒
の
点

（
３
４
）
　
北
緯
四
十
三
度
五
十
二
分
五
秒
東
経

百
四
十
五
度
十
五
分
三
十
一
秒
の
点

（
３
５
）
　
北
緯
四
十
三
度
四
十
五
分
十
八
秒
東

経
百
四
十
五
度
十
四
分
四
十
九
秒
の
点

（
３
６
）
　
北
緯
四
十
三
度
四
十
四
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
十
五
分
十
五
秒
の
点

（
３
７
）
　
北
緯
四
十
三
度
四
十
三
分
三
十
八
秒

東
経
百
四
十
五
度
十
五
分
五
十
三
秒
の
点

（
３
８
）
　
北
緯
四
十
三
度
四
十
一
分
六
秒
東
経

百
四
十
五
度
二
十
分
六
秒
の
点

（
３
９
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
五
十
七
秒

東
経
百
四
十
五
度
二
十
四
分
五
十
九
秒
の
点

（
４
０
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
三
十
九
秒

東
経
百
四
十
五
度
二
十
五
分
四
十
五
秒
の
点

（
４
１
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
十
五
秒
東

経
百
四
十
五
度
二
十
六
分
四
秒
の
点

（
４
２
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
二
十
六
分
十
四
秒
の
点

（
４
３
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
一
分
三
十
二
秒

東
経
百
四
十
五
度
三
十
七
分
五
十
八
秒
の
点

（
４
４
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
二
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
四
十
分
四
十
五
秒
の
点

（
４
５
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
八
分
十
三
秒
東

経
百
四
十
五
度
四
十
五
分
二
十
一
秒
の
点

（
４
６
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
七
分
十
六
秒
東

経
百
四
十
五
度
四
十
八
分
四
十
一
秒
の
点

（
４
７
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
三
分
二
十
四
秒

東
経
百
四
十
五
度
五
十
分
九
秒
の
点

（
４
８
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
三
分
七
秒
東
経

百
四
十
五
度
四
十
九
分
二
秒
の
点

大
中
型

ま
き
網

漁
業

北
海
道
恵
山
岬
灯
台
か
ら
青
森
県
尻
屋
埼
灯
台

に
至
る
直
線
の
中
心
点
を
通
る
正
東
の
線
以
南
、

同
中
心
点
か
ら
尻
屋
埼
灯
台
に
至
る
直
線
の
う

ち
同
中
心
点
か
ら
同
直
線
と
青
森
県
の

大
高

潮
時
海
岸
線
と
の

初
の
交
点
ま
で
の
部
分
、

同
交
点
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線
を
千
葉
県
野

島
埼
灯
台
正
南
の
線
と
同
海
岸
線
と
の
交
点
に

至
る
線
及
び
同
点
正
南
の
線
か
ら
成
る
線
以
東

の
太
平
洋
の
海
域

か

つ

お
・
ま

ぐ
ろ
漁

業

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水

並
び
に
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て

囲
ま
れ
た
海
域
か
ら
成
る
海
域
（
東
京
都
小
笠

原
村
南
鳥
島
に
係
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
領

海
を
除
く
。
）

別
表
第
３
（
第
２
２
条
関
係
）

大
臣
許
可
漁
業

表
示
場
所

表
示
様
式

沖
合
底
び
き
網
漁
業

船
首
の
両
げ

ん
側
及
び
船

尾

何
沖
１
２
３

以
西
底
び
き
網
漁
業

同
上

何
西
１
２
３

遠
洋
底
び
き
網
漁
業

同
上

何
遠
１
２
３

東
シ
ナ
海
は
え
縄
漁
業

同
上

東
海
は
え
１
２

３

大
西
洋
等
は
え
縄
等
漁
業
同
上

西
は
え
１
２
３

太
平
洋
底
刺
し
網
等
漁
業
同
上

底
さ
し
１
２
３

大
中
型
ま
き
網
漁
業

船
橋
の
両
側

面

ま
き
１
２
３

基
地
式
捕
鯨
業

ク
ロ
ー
ス
・

ネ
ス
ト
の
両

側

基一二三

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

船
橋
の
両
側

面

か
じ
き
流
１
２

３

東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流

し
網
漁
業

同
上

東
海
か
じ
き
１

２
３

中
型
さ
け
・
ま
す
流
し
網

漁
業

同
上

何
流
１
２
３

ず
わ
い
が
に
漁
業

同
上

日
カ
１
２
３

日
本
海
べ
に
ず
わ
い
が
に

漁
業

同
上

べ
に
ず
わ
い
が

に
１
２
３

い
か
釣
り
漁
業

同
上

イ
カ
１
２
３

備
考

１
　
表
示
様
式
の
欄
中
「
何
」
と
あ
る
の
は
，
沖
合
底
び

き
網
漁
業
及
び
以
西
底
び
き
網
漁
業
に
あ
つ
て
は
漁
業

根
拠
地
（
２
以
上
あ
る
場
合
に
は
，
主
た
る
漁
業
根
拠

地
）
，
そ
の
他
の
指
定
漁
業
に
あ
つ
て
は
住
所
地
（
２

以
上
あ
る
場
合
に
は
，
主
た
る
住
所
地
）
の
あ
る
都
道

府
県
名
の
漢
字
の
頭
字
（
他
の
都
道
府
県
名
と
混
同
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
，
頭
字
及
び
次
字
）
と
す
る

こ
と
。

２
　
各
文
字
及
び
数
字
は
，
次
に
よ
り
明
瞭
に
表
示
す
る

こ
と
。

（１）
　
総
ト
ン
数
２
０
０
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
す

る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
大

き
さ
は
３
０
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
大
以
上
，
太
さ
は

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
，
間
隔
は
８
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

（２）
　
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
，
大
き
さ
は
１
５

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
大
以
上
，
太
さ
は
３
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
，
間
隔
は
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

と
す
る
。
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別
表
第
四
（
第
二
十
三
条
関
係
）

大
臣
許

可
漁
業

制
限
又
は
禁
止

沖
合
底

び
き
網

漁
業

一
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
沖
合
底
び
き

網
漁
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
三
分
九
秒
以
北
の
東

経
百
四
十
五
度
三
十
七
分
四
十
五
秒
の
線
、
次

の
（
１
）
の
点
か
ら
（
２
２
）
の
点
ま
で
を
順

次
に
直
線
で
結
ぶ
線
及
び
（
２
２
）
の
点
か
ら

百
六
十
度
の
線
以
東
の
歯
舞
諸
島
、
色
丹
島
、

国
後
島
及
び
択
捉
島
の
周
辺
水
域
か
ら
日
本
国

政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
政

府
と
の
間
の
両
国
の
地
先
沖
合
に
お
け
る
漁
業

の
分
野
の
相
互
の
関
係
に
関
す
る
協
定
第
一
条

に
規
定
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
北
西
太
平
洋
の
沿

岸
に
接
続
す
る
二
百
海
里
水
域
を
除
い
た
海
域

（
１
）
　
北
緯
四
十
四
度
三
十
三
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
三
十
七
分
四
十
五
秒
の
点

（
２
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
分
九
秒
東
経
百
四

十
五
度
三
十
六
分
四
十
五
秒
の
点

（
３
）
　
北
緯
四
十
四
度
十
七
分
三
十
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
三
十
六
分
四
十
五
秒
の
点

（
４
）
　
北
緯
四
十
四
度
九
分
九
秒
東
経
百
四
十

五
度
三
十
一
分
四
十
五
秒
の
点

（
５
）
　
北
緯
四
十
三
度
五
十
七
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
十
九
分
十
五
秒
の
点

（
６
）
　
北
緯
四
十
三
度
五
十
五
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
十
六
分
四
十
五
秒
の
点

（
７
）
　
北
緯
四
十
三
度
五
十
二
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
十
四
分
四
十
五
秒
の
点

（
８
）
　
北
緯
四
十
三
度
四
十
八
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
十
三
分
四
十
五
秒
の
点

（
９
）
　
北
緯
四
十
三
度
四
十
四
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
十
五
分
十
五
秒
の
点

（
１
０
）
　
北
緯
四
十
三
度
四
十
一
分
三
十
九
秒

東
経
百
四
十
五
度
十
八
分
十
五
秒
の
点

（
１
１
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
八
分
三
十
九
秒

東
経
百
四
十
五
度
二
十
三
分
十
五
秒
の
点

（
１
２
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
七
分
三
十
九
秒

東
経
百
四
十
五
度
二
十
五
分
四
十
五
秒
の
点

（
１
３
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
三
十
一
分
四
十
五
秒
の
点

（
１
４
）
　
北
緯
四
十
三
度
三
十
二
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
四
十
分
四
十
五
秒
の
点

（
１
５
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
六
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
四
十
七
分
四
十
五
秒
の
点

（
１
６
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
五
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
四
十
九
分
十
五
秒
の
点

（
１
７
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
三
分
二
十
七
秒

東
経
百
四
十
五
度
五
十
分
十
五
秒
の
点
（
納
沙

布
岬
灯
台
と
貝
殻
島
灯
台
と
を
結
ぶ
線
の
中
心

点
）

（
１
８
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
五
十
一
分
四
十
五
秒
の
点

（
１
９
）
　
北
緯
四
十
三
度
十
九
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
五
十
二
分
十
五
秒
の
点

（
２
０
）
　
北
緯
四
十
三
度
十
六
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
五
十
二
分
十
五
秒
の
点

（
２
１
）
　
北
緯
四
十
三
度
十
四
分
九
秒
東
経
百

四
十
五
度
五
十
三
分
十
五
秒
の
点

（
２
２
）
　
北
緯
四
十
三
度
八
分
九
秒
東
経
百
四

十
五
度
五
十
三
分
十
五
秒
の
点

ロ
　
次
に
掲
げ
る
各
点
又
は
線
を
順
次
に
結
ぶ

線
か
ら
成
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
イ
に

掲
げ
る
海
域
と
重
複
す
る
部
分
を
除
く
。
）

（
１
）
　
宮
崎
県
串
間
市
都
井
岬
突
端
正
東
七
海

里
の
点

（
２
）
　
宮
崎
県
串
間
市
都
井
岬
突
端
と
鹿
児
島

県
肝
属
郡
肝
付
町
観
音
崎
突
端
南
東
三
海
里
の

点
と
を
結
ぶ
線
と
都
井
岬
突
端
正
東
七
海
里
の

点
と
観
音
崎
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
３
）
　
鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
観
音
崎
突
端

南
東
三
海
里
の
点

（
４
）
　
鹿
児
島
県
肝
属
郡
南
大
隅
町
佐
多
岬
突

端
正
南
四
海
里
の
点

（
５
）
　
鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
坊
岬
突
端
南
西

三
海
里
の
点

（
６
）
　
鹿
児
島
県
南
さ
つ
ま
市
野
間
岬
突
端
正

西
三
海
里
の
点

（
７
）
　
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
下
甑
島
釣
掛
埼

突
端

（
８
）
　
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
上
甑
島
繩
瀬
鼻

突
端

（
９
）
　
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
上
甑
島
繩
瀬
鼻

突
端
と
長
崎
県
長
崎
市
野
母
崎
突
端
と
を
結
ぶ

線
と
熊
本
県
天
草
市
魚
貫
崎
突
端
と
長
崎
県
南

松
浦
郡
新
上
五
島
町
中
通
島
佐
尾
鼻
突
端
と
を

結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
０
）
　
長
崎
県
長
崎
市
伊
王
島
頂
上
と
同
県

五
島
市
福
江
島
笠
山
崎
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
熊

本
県
天
草
市
魚
貫
崎
突
端
と
長
崎
県
南
松
浦
郡

新
上
五
島
町
中
通
島
佐
尾
鼻
突
端
と
を
結
ぶ
線

と
の
交
点

（
１
１
）
　
長
崎
県
五
島
市
福
江
島
笠
山
崎
突
端

（
１
２
）
　
長
崎
県
五
島
市
大
瀬
崎
突
端

（
１
３
）
　
長
崎
県
五
島
市
大
瀬
崎
突
端
正
西
の

線
と
東
経
百
二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の

線
と
の
交
点

（
１
４
）
　
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経

百
二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
点

（
１
５
）
　
北
緯
三
十
三
度
四
十
一
分
四
十
二
秒

東
経
百
二
十
九
度
十
一
分
五
十
二
秒
の
点

（
１
６
）
　
長
崎
県
対
馬
市
神
埼
灯
台
中
心
点

（
１
７
）
　
長
崎
県
対
馬
市
三
島
灯
台
中
心
点

（
１
８
）
　
長
崎
県
対
馬
市
三
島
灯
台
中
心
点
と

福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ

線
と
同
灯
台
中
心
点
正
西
の
線
と
東
経
百
二
十

九
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
と
の
交
点
と
山

口
県
萩
市
見
島
北
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
９
）
　
山
口
県
萩
市
見
島
北
端

（
２
０
）
　
山
口
県
萩
市
見
島
北
端
と
島
根
県
出

雲
市
日
御
碕
突
端
と
を
結
ぶ
線
上
同
突
端
五
海

里
の
点

（
２
１
）
　
島
根
県
出
雲
市
日
御
碕
突
端
正
北
五

海
里
の
点

（
２
２
）
　
島
根
県
松
江
市
多
古
鼻
突
端
正
北
五

海
里
の
点

（
２
３
）
　
島
根
県
松
江
市
多
古
鼻
突
端
正
北
五

海
里
の
点
と
鳥
取
県
鳥
取
市
長
尾
鼻
突
端
と
を

結
ぶ
線
と
島
根
県
松
江
市
沖
ノ
御
前
島
頂
上
と

兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
余
部
埼
突
端
と
を
結
ぶ

線
と
の
交
点

（
２
４
）
　
島
根
県
松
江
市
沖
ノ
御
前
島
頂
上
と

兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
余
部
埼
突
端
と
を
結
ぶ

線
と
鳥
取
県
岩
美
郡
岩
美
町
津
崎
突
端
と
余
部

埼
突
端
正
北
一
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
の
交

点（
２
５
）
　
兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
余
部
埼
突
端

正
北
一
海
里
の
点

（
２
６
）
　
兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
余
部
埼
突
端

正
北
一
海
里
の
点
と
同
町
大
山
頂
上
と
を
結
ぶ

線
と
余
部
埼
突
端
と
京
都
府
京
丹
後
市
経
ケ
岬

突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
２
７
）
　
兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
余
部
埼
突
端

と
京
都
府
京
丹
後
市
経
ケ
岬
突
端
と
を
結
ぶ
線

と
同
県
豊
岡
市
猫
埼
突
端
と
経
ケ
岬
突
端
正
北

三
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
２
８
）
　
京
都
府
京
丹
後
市
経
ケ
岬
突
端
正
北

三
海
里
の
点

（
２
９
）
　
京
都
府
舞
鶴
市
沖
ノ
島
北
端

（
３
０
）
　
京
都
府
舞
鶴
市
沖
ノ
島
北
端
と
福
井

県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
常
神
崎
突
端
と
を
結
ぶ

線
と
同
県
大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
突
端
と
同
県

坂
井
市
安
島
崎
突
端
正
西
三
海
里
の
点
と
を
結

ぶ
線
と
の
交
点

（
３
１
）
　
福
井
県
坂
井
市
安
島
崎
突
端
正
西
三

海
里
の
点

（
３
２
）
　
福
井
県
坂
井
市
安
島
崎
突
端
正
西
三

海
里
の
点
と
石
川
県
羽
咋
市
滝
埼
突
端
と
を
結

ぶ
線
と
同
県
加
賀
市
加
佐
ノ
岬
突
端
北
西
の
線

と
の
交
点

（
３
３
）
　
石
川
県
の
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
四
海
里
の
線
の
う
ち
同
線
と
同
県

加
賀
市
加
佐
ノ
岬
突
端
北
西
の
線
と
の
交
点
か

ら
同
沖
合
四
海
里
の
線
と
同
県
輪
島
市
鋸
埼
突

端
北
西
の
線
と
の
交
点
ま
で
に
至
る
部
分

（
３
４
）
　
石
川
県
珠
洲
市
祿
剛
埼
突
端
北
北
東

四
海
里
の
点

（
３
５
）
　
石
川
県
珠
洲
市
長
手
埼
突
端
正
東
六

海
里
の
点

（
３
６
）
　
石
川
県
珠
洲
市
長
手
埼
突
端
正
東
六

海
里
の
点
と
富
山
県
黒
部
市
生
地
鼻
突
端
と
を

結
ぶ
線
と
石
川
県
七
尾
市
大
泊
鼻
突
端
と
新
潟

県
佐
渡
市
沢
埼
鼻
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
３
７
）
　
新
潟
県
佐
渡
市
沢
埼
鼻
突
端

（
３
８
）
　
新
潟
県
佐
渡
市
鴻
ノ
瀬
鼻
突
端

（
３
９
）
　
新
潟
県
、
山
形
県
及
び
秋
田
県
の
本

土
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
四
海
里
の

線
の
う
ち
同
線
と
新
潟
県
佐
渡
市
鴻
ノ
瀬
鼻
突

端
と
同
県
新
潟
市
新
川
口
中
央
と
を
結
ぶ
線
と

の
交
点
か
ら
同
沖
合
四
海
里
の
線
と
北
緯
三
十

九
度
十
五
分
十
秒
の
線
と
の
交
点
ま
で
に
至
る

部
分

（
４
０
）
　
秋
田
県
の
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
三
海
里
の
線
の
う
ち
同
線
と
北
緯

三
十
九
度
十
五
分
十
秒
の
線
と
の
交
点
か
ら
同

沖
合
三
海
里
の
線
と
北
緯
三
十
九
度
二
十
分
十

秒
の
線
と
の
交
点
ま
で
に
至
る
部
分

（
４
１
）
　
秋
田
県
の
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
四
海
里
の
線
の
う
ち
同
線
と
北
緯

三
十
九
度
二
十
分
十
秒
の
線
と
の
交
点
か
ら
同

沖
合
四
海
里
の
線
と
同
県
男
鹿
市
塩
瀬
崎
突
端

百
八
十
二
度
の
線
と
の
交
点
ま
で
に
至
る
部
分

（
４
２
）
　
秋
田
県
の
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
一
・
五
海
里
の
線
の
う
ち
同
線
と

同
県
男
鹿
市
塩
瀬
崎
突
端
百
八
十
二
度
の
線
と

の
交
点
か
ら
同
沖
合
一
・
五
海
里
の
線
と
同
市

戸
賀
と
同
市
北
浦
と
の

大
高
潮
時
海
岸
線
に
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お
け
る
境
界
点
二
百
四
十
七
度
の
線
と
の
交
点

ま
で
に
至
る
部
分

（
４
３
）
　
秋
田
県
の
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
四
海
里
の
線
の
う
ち
同
線
と
同
県

男
鹿
市
戸
賀
と
同
市
北
浦
と
の

大
高
潮
時
海

岸
線
に
お
け
る
境
界
点
二
百
四
十
七
度
の
線
と

の
交
点
か
ら
同
沖
合
四
海
里
の
線
と
同
県
と
青

森
県
と
の
境
界
に
あ
る
須
郷
岬
突
端
正
西
の
線

と
の
交
点
ま
で
に
至
る
部
分

（
４
４
）
　
秋
田
県
と
青
森
県
と
の
境
界
に
あ
る

須
郷
岬
突
端
正
西
四
海
里
の
点
と
同
県
西
津
軽

郡
深
浦
町
艫
作
埼
突
端
と
を
結
ぶ
線
上
艫
作
埼

突
端
一
・
八
海
里
の
点

（
４
５
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
沢
辺

恵
神
埼
突
端
二
百
六
十
九
度
一
・
五
海
里
の
点

（
４
６
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
艫
作
埼
突

端
二
百
六
十
一
度
〇
・
六
海
里
の
点

（
４
７
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
艫
作
埼
突

端
正
西
〇
・
七
海
里
の
点

（
４
８
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
艫
作
埼
突

端
二
百
九
十
五
度
〇
・
七
海
里
の
点

（
４
９
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
艫
作
埼
突

端
三
百
三
十
三
度
三
十
分
一
・
一
海
里
の
点

（
５
０
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
入
前
埼
突

端
十
度
一
・
五
海
里
の
点

（
５
１
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
戸
瀬
埼

突
端
西
北
西
三
海
里
の
点

（
５
２
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢
町
弁
天
埼

突
端
と
同
県
北
津
軽
郡
中
泊
町
権
現
埼
突
端
と

を
結
ぶ
線
上
弁
天
埼
突
端
五
海
里
の
点

（
５
３
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
鯵
ヶ
沢
町
弁
天
埼

突
端
と
同
県
北
津
軽
郡
中
泊
町
権
現
埼
突
端
と

を
結
ぶ
線
上
同
突
端
二
・
二
海
里
の
点

（
５
４
）
　
青
森
県
北
津
軽
郡
中
泊
町
権
現
埼
突

端
二
百
二
十
度
一
・
七
海
里
の
点

（
５
５
）
　
青
森
県
北
津
軽
郡
中
泊
町
権
現
埼
突

端
正
西
一
海
里
の
点

（
５
６
）
　
青
森
県
北
津
軽
郡
中
泊
町
権
現
埼
突

端
と
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端
と
を

結
ぶ
線
上
権
現
埼
突
端
一
海
里
の
点

（
５
７
）
　
青
森
県
北
津
軽
郡
中
泊
町
権
現
埼
突

端
と
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端
と
を

結
ぶ
線
上
権
現
埼
突
端
七
海
里
の
点

（
５
８
）
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
松
前
小
島
灯

台
中
心
点

（
５
９
）
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端

正
西
の
線
と
東
経
百
三
十
八
度
五
十
九
分
四
十

八
秒
の
線
と
の
交
点

（
６
０
）
　
東
経
百
三
十
八
度
五
十
九
分
四
十
七

秒
の
線
と
北
海
道
積
丹
郡
積
丹
町
積
丹
岬
突
端

正
北
七
海
里
の
点
正
西
の
線
と
の
交
点

（
６
１
）
　
北
海
道
積
丹
郡
積
丹
町
積
丹
岬
突
端

正
北
七
海
里
の
点

（
６
２
）
　
北
海
道
積
丹
郡
積
丹
町
積
丹
岬
突
端

正
北
七
海
里
の
点
と
同
道
石
狩
市
愛
冠
岬
突
端

と
を
結
ぶ
線
と
同
道
余
市
郡
余
市
町
シ
リ
パ
岬

突
端
と
同
市
雄
冬
岬
突
端
正
西
五
海
里
の
点
を

結
ぶ
線
と
の
交
点

（
６
３
）
　
北
海
道
石
狩
市
雄
冬
岬
突
端
正
西
五

海
里
の
点

（
６
４
）
　
北
海
道
石
狩
市
雄
冬
岬
突
端
正
西
五

海
里
の
点
と
同
道
苫
前
郡
苫
前
町
苫
前
埼
突
端

と
を
結
ぶ
線
と
雄
冬
岬
突
端
と
同
郡
羽
幌
町
焼

尻
島
西
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
６
５
）
　
北
海
道
苫
前
郡
羽
幌
町
焼
尻
島
西
端

（
６
６
）
　
北
海
道
苫
前
郡
羽
幌
町
天
売
島
東
端

（
６
７
）
　
北
緯
四
十
四
度
五
十
二
分
四
十
九
秒

東
経
百
四
十
一
度
四
十
四
分
三
十
六
秒
の
点

（
旧
天
塩
川
口
灯
台
中
心
点
）
二
百
六
十
八
度
十

海
里
の
点

（
６
８
）
　
北
海
道
利
尻
郡
利
尻
富
士
町
石
埼
突

端
百
五
十
度
三
十
分
十
二
海
里
の
点

（
６
９
）
　
北
海
道
利
尻
郡
利
尻
町
仙
法
志
岬
突

端
正
南
七
海
里
の
点

（
７
０
）
　
北
海
道
礼
文
郡
礼
文
町
カ
ラ
ン
ナ
イ

岬
突
端
正
南
の
線
と
北
緯
四
十
五
度
八
秒
の
線

と
の
交
点

（
７
１
）
　
北
海
道
礼
文
郡
礼
文
町
ス
コ
ト
ン
岬

突
端
西
北
西
十
海
里
の
点

（
７
２
）
　
北
海
道
礼
文
郡
礼
文
町
ス
コ
ト
ン
岬

突
端
正
北
七
海
里
の
点

（
７
３
）
　
北
海
道
稚
内
市
野
寒
岬
突
端
北
西
八

海
里
の
点

（
７
４
）
　
北
海
道
稚
内
市
宗
谷
岬
突
端
正
北
五

海
里
の
点

（
７
５
）
　
北
海
道
稚
内
市
宗
谷
岬
突
端
正
東
九

海
里
の
点

（
７
６
）
　
北
海
道
稚
内
市
時
前
埼
突
端
九
十
九

度
十
三
海
里
の
点

（
７
７
）
　
北
海
道
枝
幸
郡
枝
幸
町
音
標
岬
突
端

北
東
十
一
海
里
の
点

（
７
８
）
　
北
海
道
紋
別
市
紋
別
灯
台
中
心
点
正

北
十
一
海
里
の
点

（
７
９
）
　
北
海
道
紋
別
市
紋
別
灯
台
中
心
点
正

北
十
一
海
里
の
点
と
同
道
斜
里
郡
斜
里
町
海
別

岳
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
同
道
網
走
市
能
取
岬
突

端
と
同
道
目
梨
郡
羅
臼
町
羅
臼
岳
頂
上
と
を
結

ぶ
線
と
の
交
点

（
８
０
）
　
北
海
道
網
走
市
能
取
岬
突
端
と
同
道

目
梨
郡
羅
臼
町
羅
臼
岳
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
同

道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
郡
清
里
町
と
の
境
界
に

あ
る
斜
里
岳
頂
上
正
北
の
線
と
の
交
点

（
８
１
）
　
北
海
道
網
走
郡
美
幌
町
と
同
道
川
上

郡
弟
子
屈
町
と
の
境
界
に
あ
る
藻
琴
山
頂
上
と

同
道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨
郡
羅
臼
町
と

の
境
界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
同

町
羅
臼
岳
頂
上
北
西
の
線
と
の
交
点

（
８
２
）
　
北
海
道
網
走
郡
美
幌
町
と
同
道
川
上

郡
弟
子
屈
町
と
の
境
界
に
あ
る
藻
琴
山
頂
上
と

同
道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨
郡
羅
臼
町
と

の
境
界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
と
を
結
ぶ
線
上
同

突
端
六
・
七
海
里
の
点

（
８
３
）
　
北
海
道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨

郡
羅
臼
町
と
の
境
界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
正
北

二
・
二
海
里
の
点

（
８
４
）
　
北
海
道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨

郡
羅
臼
町
と
の
境
界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
正
東

一
・
六
海
里
の
点

（
８
５
）
　
北
海
道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨

郡
羅
臼
町
と
の
境
界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
正
東

の
線
と
東
経
百
四
十
五
度
五
十
九
分
四
十
五
秒

の
線
と
の
交
点

（
８
６
）
　
東
経
百
四
十
五
度
五
十
九
分
四
十
五

秒
の
線
と
北
海
道
根
室
市
納
沙
布
岬
突
端
正
南

五
海
里
の
点
正
東
の
線
と
の
交
点

（
８
７
）
　
北
海
道
根
室
市
納
沙
布
岬
突
端
正
南

五
海
里
の
点

（
８
８
）
　
北
海
道
根
室
市
落
石
岬
突
端
正
南
五

海
里
の
点

（
８
９
）
　
北
海
道
釧
路
郡
釧
路
町
尻
羽
岬
突
端

正
南
五
海
里
の
点

（
９
０
）
　
北
海
道
釧
路
郡
釧
路
町
昆
布
森
灯
台

正
南
五
・
五
海
里
の
点

（
９
１
）
　
北
海
道
釧
路
郡
釧
路
町
尻
羽
岬
突
端

正
南
七
海
里
の
点
と
同
道
十
勝
郡
浦
幌
町
厚
内

山
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
同
道
釧
路
郡
釧
路
町
昆

布
森
灯
台
中
心
点
正
南
の
線
と
の
交
点

（
９
２
）
　
北
海
道
釧
路
郡
釧
路
町
尻
羽
岬
突
端

正
南
七
海
里
の
点
と
同
道
十
勝
郡
浦
幌
町
厚
内

山
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
東
経
百
四
十
四
度
九
分

四
十
六
秒
の
線
と
の
交
点

（
９
３
）
　
北
海
道
中
川
郡
豊
頃
町
十
勝
大
津
灯

台
中
心
点
百
十
度
八
・
五
海
里
の
点

（
９
４
）
　
北
海
道
広
尾
郡
広
尾
町
広
尾
灯
台
中

心
点
正
東
十
二
海
里
の
点

（
９
５
）
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯

台
中
心
点
百
六
十
五
度
十
四
海
里
の
点

（
９
６
）
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯

台
中
心
点
正
南
十
五
海
里
の
点

（
９
７
）
　
北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
浦
河
灯
台
中

心
点
南
西
八
海
里
の
点

（
９
８
）
　
北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
浦
河
灯
台
中

心
点
南
西
八
海
里
の
点
と
同
道
伊
達
市
徳
舜
暼

山
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
同
道
茅
部
郡
鹿
部
町
出

来
澗
岬
突
端
五
十
一
度
の
線
と
の
交
点

（
９
９
）
　
北
海
道
茅
部
郡
鹿
部
町
出
来
澗
岬
突

端
五
十
一
度
の
線
と
同
道
伊
達
市
徳
舜
暼
山
頂

上
と
同
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結

ぶ
線
と
の
交
点

（
１
０
０
）
　
北
海
道
伊
達
市
徳
舜
暼
山
頂
上
と

同
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ
線

と
同
道
室
蘭
市
チ
キ
ウ
岬
突
端
と
恵
山
岬
灯
台

中
心
点
正
東
八
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
の
交

点（
１
０
１
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心

点
正
東
八
海
里
の
点

（
１
０
２
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心

点
正
東
八
海
里
の
点
正
南
の
線
と
北
緯
四
十
二

度
一
分
東
経
百
四
十
三
度
九
分
二
秒
の
点
（
旧

幌
泉
灯
台
中
心
点
）
と
青
森
県
下
北
郡
大
間
町

大
間
埼
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
０
３
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心

点
と
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
突
端
と
を

結
ぶ
線
と
北
緯
四
十
二
度
一
分
東
経
百
四
十
三

度
九
分
二
秒
の
点
（
旧
幌
泉
灯
台
中
心
点
）
と

同
県
下
北
郡
大
間
町
大
間
埼
突
端
と
を
結
ぶ
線

と
の
交
点

（
１
０
４
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心

点
と
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
突
端
と
を

結
ぶ
線
上
同
突
端
一
海
里
の
点

（
１
０
５
）
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
突

端
二
十
二
度
三
十
分
一
・
四
海
里
の
点

（
１
０
６
）
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
突

端
正
東
一
海
里
の
点

（
１
０
７
）
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
突

端
正
東
一
海
里
の
点
と
同
村
白
糠
灯
台
中
心
点

正
東
三
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
同
突
端
と
同

県
上
北
郡
六
ヶ
所
村
と
同
県
三
沢
市
と
の
境
界
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に
あ
る
高
瀬
川
口
中
央
正
東
五
海
里
の
点
と
を

結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
０
８
）
　
青
森
県
上
北
郡
六
ヶ
所
村
と
同
県

三
沢
市
と
の
境
界
に
あ
る
高
瀬
川
口
中
央
正
東

五
海
里
の
点

（
１
０
９
）
　
青
森
県
の
本
土
の

大
高
潮
時
海

岸
線
か
ら
沖
合
五
海
里
の
線
の
う
ち
同
線
と
同

県
上
北
郡
六
ヶ
所
村
と
同
県
三
沢
市
と
の
境
界

に
あ
る
高
瀬
川
口
中
央
正
東
の
線
と
の
交
点
か

ら
同
沖
合
五
海
里
の
線
と
同
県
と
岩
手
県
と
の

大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
の

線
と
の
交
点
ま
で
に
至
る
部
分

（
１
１
０
）
　
青
森
県
八
戸
市
鮫
角
突
端
正
東
五

海
里
の
点
か
ら
岩
手
県
九
戸
郡
洋
野
町
八
木
北

港
防
波
堤
灯
台
中
心
点
正
東
五
海
里
の
点
と
を

結
ぶ
線
と
青
森
県
と
岩
手
県
と
の

大
高
潮
時

海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
の
線
と
の
交
点

（
１
１
１
）
　
岩
手
県
九
戸
郡
洋
野
町
八
木
北
港

防
波
堤
灯
台
中
心
点
正
東
五
海
里
の
点

（
１
１
２
）
　
岩
手
県
久
慈
市
弁
天
鼻
突
端
正
東

五
海
里
の
点

（
１
１
３
）
　
岩
手
県
久
慈
市
三
埼
突
端
正
東
五

海
里
の
点

（
１
１
４
）
　
岩
手
県
下
閉
伊
郡
普
代
村
黒
埼
突

端
正
東
五
海
里
の
点

（
１
１
５
）
　
岩
手
県
宮
古
市
明
神
埼
突
端
正
東

五
海
里
の
点

（
１
１
６
）
　
岩
手
県
宮
古
市
〔
と
ど
〕
ヶ
崎
突

端
正
東
五
海
里
の
点

（
１
１
７
）
　
岩
手
県
下
閉
伊
郡
山
田
町
亀
ケ
埼

突
端
正
東
五
海
里
の
点

（
１
１
８
）
　
岩
手
県
釜
石
市
御
箱
埼
正
東
五
海

里
の
点

（
１
１
９
）
　
岩
手
県
釜
石
市
尾
埼
突
端
正
東
五

海
里
の
点

（
１
２
０
）
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
埼
突
端
正
東

五
海
里
の
点

（
１
２
１
）
　
岩
手
県
大
船
渡
市
綾
里
埼
突
端
正

東
五
海
里
の
点

（
１
２
２
）
　
宮
城
県
気
仙
沼
市
御
埼
突
端
正
東

三
海
里
の
点

（
１
２
３
）
　
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
埼

突
端
正
東
三
海
里
の
点

（
１
２
４
）
　
宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
南
東

五
海
里
の
点

（
１
２
５
）
　
宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
南
東

五
海
里
の
点
と
福
島
県
相
馬
市
鵜
ノ
尾
埼
突
端

と
を
結
ぶ
線
上
同
突
端
九
海
里
の
点

（
１
２
６
）
　
福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
請
戸
ノ
鼻

突
端
正
東
七
海
里
の
点

（
１
２
７
）
　
福
島
県
い
わ
き
市
塩
屋
埼
灯
台
中

心
点
正
東
三
海
里
の
点

（
１
２
８
）
　
茨
城
県
東
茨
城
郡
大
洗
町
大
洗
岬

突
端
正
東
の
線
と
同
県
日
立
市
日
立
鉱
山
大
煙

突
中
心
点
と
千
葉
県
銚
子
市
犬
吠
埼
灯
台
中
心

点
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
２
９
）
　
茨
城
県
日
立
市
日
立
鉱
山
大
煙
突

中
心
点
と
千
葉
県
銚
子
市
犬
吠
埼
灯
台
中
心
点

と
を
結
ぶ
線
上
同
灯
台
中
心
点
十
二
海
里
の
点

（
１
３
０
）
　
茨
城
県
日
立
市
日
立
鉱
山
大
煙
突

中
心
点
と
千
葉
県
銚
子
市
犬
吠
埼
灯
台
中
心
点

と
を
結
ぶ
線
上
同
灯
台
中
心
点
十
二
海
里
の
点

と
同
灯
台
中
心
点
正
東
十
二
海
里
の
点
と
を
結

ぶ
線
と
同
市
一
ノ
島
灯
台
中
心
点
正
東
の
線
と

の
交
点

（
１
３
１
）
　
千
葉
県
銚
子
市
一
ノ
島
灯
台
中
心

点
正
東
五
・
五
海
里
の
点

（
１
３
２
）
　
千
葉
県
銚
子
市
犬
吠
埼
灯
台
中
心

点
南
東
八
海
里
の
点

（
１
３
３
）
　
千
葉
県
銚
子
市
犬
吠
埼
灯
台
中
心

点
正
南
十
海
里
の
点

（
１
３
４
）
　
千
葉
県
山
武
郡
横
芝
光
町
栗
山
川

河
口
中
心
点
南
東
十
二
・
五
海
里
の
点

（
１
３
５
）
　
千
葉
県
い
す
み
市
太
東
埼
突
端
南

東
十
海
里
の
点

（
１
３
６
）
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
中

心
点
正
南
五
海
里
の
点

（
１
３
７
）
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
中

心
点
西
南
西
七
海
里
の
点

（
１
３
８
）
　
神
奈
川
県
三
浦
市
城
ケ
島
西
端
と

同
県
足
柄
下
郡
真
鶴
町
真
鶴
岬
突
端
と
を
結
ぶ

線
上
城
ケ
島
西
端
四
海
里
の
点

（
１
３
９
）
　
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
真
鶴
町
真
鶴

岬
突
端

（
１
４
０
）
　
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
真
鶴
町
真
鶴

岬
突
端
と
東
京
都
新
島
村
式
根
島
頂
上
と
を
結

ぶ
線
と
同
県
藤
沢
市
江
ノ
島
西
端
と
静
岡
県
下

田
市
神
子
元
島
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ
線
と
の

交
点

（
１
４
１
）
　
静
岡
県
下
田
市
神
子
元
島
灯
台
中

心
点

（
１
４
２
）
　
静
岡
県
賀
茂
郡
南
伊
豆
町
石
廊
埼

突
端
正
南
三
海
里
の
点

（
１
４
３
）
　
静
岡
県
賀
茂
郡
南
伊
豆
町
波
勝
岬

突
端
南
西
三
海
里
の
点

（
１
４
４
）
　
静
岡
県
賀
茂
郡
南
伊
豆
町
波
勝
岬

突
端
南
西
三
海
里
の
点
と
富
士
山
頂
上
と
を
結

ぶ
線
と
同
県
沼
津
市
大
瀬
埼
突
端
と
同
県
静
岡

市
富
士
川
口
中
央
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
４
５
）
　
静
岡
県
沼
津
市
大
瀬
埼
突
端
と
同

県
静
岡
市
富
士
川
口
中
央
と
を
結
ぶ
線
と
同
県

裾
野
市
越
前
岳
頂
上
と
同
県
御
前
崎
市
御
前
埼

灯
台
中
心
点
南
南
東
二
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線

と
の
交
点

（
１
４
６
）
　
静
岡
県
御
前
崎
市
御
前
埼
灯
台
中

心
点
南
南
東
五
海
里
の
点

（
１
４
７
）
　
静
岡
県
御
前
崎
市
御
前
埼
灯
台
中

心
点
南
南
東
五
海
里
の
点
と
北
緯
三
十
四
度
三

十
八
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
七
度
四
十
八
分

四
十
七
秒
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
同
灯
台
中
心
点

と
愛
知
県
田
原
市
伊
良
湖
埼
突
端
と
を
結
ぶ
線

と
の
交
点

（
１
４
８
）
　
静
岡
県
御
前
崎
市
御
前
埼
灯
台
中

心
点
と
愛
知
県
田
原
市
伊
良
湖
埼
突
端
と
を
結

ぶ
線
と
静
岡
県
湖
西
市
浜
名
湖
口
右
岸
突
端
と

三
重
県
志
摩
市
神
ノ
島
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
の

交
点

（
１
４
９
）
　
三
重
県
志
摩
市
神
ノ
島
頂
上

（
１
５
０
）
　
三
重
県
志
摩
市
神
ノ
島
頂
上
と
同

県
北
牟
婁
郡
紀
北
町
佐
波
留
島
頂
上
と
を
結
ぶ

線
と
同
県
度
会
郡
南
伊
勢
町
志
戸
ノ
鼻
突
端
と

同
県
尾
鷲
市
三
木
埼
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交

点（
１
５
１
）
　
三
重
県
尾
鷲
市
三
木
埼
突
端

（
１
５
２
）
　
三
重
県
尾
鷲
市
三
木
埼
突
端
と
和

歌
山
県
東
牟
婁
郡
太
地
町
梶
取
埼
突
端
と
を
結

ぶ
線
と
三
重
県
熊
野
市
猪
ノ
鼻
突
端
と
梶
取
埼

突
端
南
東
三
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
５
３
）
　
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
太
地
町
梶
取

埼
突
端
南
東
三
海
里
の
点

（
１
５
４
）
　
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
大
島

樫
野
埼
突
端

（
１
５
５
）
　
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
大
島

須
江
埼
突
端

（
１
５
６
）
　
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
出
雲

埼
突
端

（
１
５
７
）
　
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
潮
岬

突
端

（
１
５
８
）
　
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
白
浜
町
市
江

埼
突
端
南
西
三
海
里
の
点

（
１
５
９
）
　
和
歌
山
県
日
高
郡
日
高
町
と
同
郡

美
浜
町
と
の
境
界
に
あ
る
日
ノ
御
埼
突
端

（
１
６
０
）
　
和
歌
山
県
日
高
郡
日
高
町
と
同
郡

美
浜
町
と
の
境
界
に
あ
る
日
ノ
御
埼
突
端
と
徳

島
県
海
部
郡
牟
岐
町
大
島
南
端
と
を
結
ぶ
線
と

同
県
阿
南
市
蒲
生
田
岬
突
端
と
高
知
県
室
戸
市

室
戸
岬
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
６
１
）
　
徳
島
県
阿
南
市
蒲
生
田
岬
突
端
と

高
知
県
室
戸
市
室
戸
岬
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
同

突
端
正
南
三
海
里
の
点
と
徳
島
県
海
部
郡
海
陽

町
乳
崎
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
６
２
）
　
高
知
県
室
戸
市
室
戸
岬
突
端
正
南

三
海
里
の
点

（
１
６
３
）
　
高
知
県
室
戸
市
室
戸
岬
突
端
と
同

県
高
知
市
烏
帽
子
山
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
同
突

端
正
南
三
海
里
の
点
と
同
県
室
戸
市
羽
根
埼
灯

台
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
６
４
）
　
高
知
県
室
戸
市
室
戸
岬
突
端
と
同

県
高
知
市
烏
帽
子
山
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
同
県

安
芸
郡
安
田
町
神
ノ
峰
頂
上
と
同
県
高
岡
郡
中

土
佐
町
加
江
埼
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
６
５
）
　
高
知
県
土
佐
市
白
ノ
鼻
突
端
と
同

県
高
知
市
烏
帽
子
山
頂
上
と
を
通
る
線
と
同
県

安
芸
郡
安
田
町
神
ノ
峰
頂
上
と
同
県
高
岡
郡
中

土
佐
町
加
江
崎
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
６
６
）
　
高
知
県
土
佐
市
白
ノ
鼻
突
端
と
同

県
高
知
市
烏
帽
子
山
頂
上
と
を
通
る
線
と
同
県

土
佐
清
水
市
葛
籠
山
頂
上
と
同
市
今
ノ
山
頂
上

と
を
通
る
線
と
の
交
点

（
１
６
７
）
　
高
知
県
高
岡
郡
四
万
十
町
興
津
崎

突
端
と
同
県
土
佐
清
水
市
足
摺
岬
突
端
と
を
結

ぶ
線
と
同
市
葛
籠
山
頂
上
と
同
市
今
ノ
山
頂
上

と
を
通
る
線
と
の
交
点

（
１
６
８
）
　
高
知
県
高
岡
郡
四
万
十
町
興
津
崎

突
端
と
同
県
土
佐
清
水
市
足
摺
岬
突
端
と
を
結

ぶ
線
と
同
突
端
南
東
三
海
里
の
点
と
北
緯
三
十

二
度
五
十
九
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
三
度
三

十
一
秒
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
６
９
）
　
高
知
県
土
佐
清
水
市
足
摺
岬
突
端

南
東
三
海
里
の
点

（
１
７
０
）
　
高
知
県
宿
毛
市
沖
の
島
櫛
ケ
鼻
突

端
と
同
県
土
佐
清
水
市
足
摺
岬
突
端
と
を
結
ぶ

線
と
同
突
端
南
東
三
海
里
の
点
と
同
市
叶
埼
灯

台
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
７
１
）
　
高
知
県
宿
毛
市
沖
の
島
櫛
ケ
鼻
突

端（
１
７
２
）
　
高
知
県
宿
毛
市
鵜
来
島
西
端

（
１
７
３
）
　
高
知
県
宿
毛
市
鵜
来
島
西
端
と
大

分
県
佐
伯
市
水
ノ
子
島
南
端
と
を
結
ぶ
線
と
愛
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媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町
横
島
南
端
と
同
市
鶴
御

崎
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
７
４
）
　
大
分
県
佐
伯
市
水
ノ
子
島
南
端
と

同
市
深
島
頂
上
正
東
三
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線

と
愛
媛
県
南
宇
和
郡
愛
南
町
横
島
南
端
と
同
市

鶴
御
崎
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

（
１
７
５
）
　
大
分
県
佐
伯
市
深
島
頂
上
正
東
三

海
里
の
点

（
１
７
６
）
　
宮
崎
県
児
湯
郡
新
富
町
一
ツ
瀬
川

口
中
央
正
東
九
海
里
の
点

（
１
７
７
）
　
宮
崎
県
串
間
市
都
井
岬
突
端
正
東

九
海
里
の
点

（
１
７
８
）
　
宮
崎
県
串
間
市
都
井
岬
突
端
正
東

七
海
里
の
点

ハ
　
鹿
児
島
県
西
之
表
市
及
び
同
県
熊
毛
郡
種

子
島
、
同
市
馬
毛
島
、
同
郡
屋
久
島
、
同
県
薩

摩
川
内
市
甑
島
列
島
、
山
口
県
萩
市
見
島
、
石

川
県
輪
島
市
七
ツ
島
、
同
市
舳
倉
島
、
新
潟
県

岩
船
郡
粟
島
浦
村
粟
島
、
山
形
県
酒
田
市
飛
島
、

北
海
道
松
前
郡
松
前
町
松
前
小
島
及
び
東
京
都

大
島
町
大
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら

三
海
里
以
内
の
海
域

ニ
　
島
根
県
隠
岐
郡
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
五
海
里
以
内
の
海
域

ホ
　
新
潟
県
佐
渡
市
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
五
海
里
以
内
の
海
域

ヘ
　
長
崎
県
対
馬
市
三
島
灯
台
中
心
点
か
ら
同

市
神
埼
灯
台
中
心
点
を
経
て
北
緯
三
十
三
度
四

十
一
分
四
十
二
秒
東
経
百
二
十
九
度
十
一
分
五

十
二
秒
の
点
に
至
る
線
以
西
、
三
島
灯
台
中
心

点
か
ら
大
韓
民
国
鴻
島
灯
台
中
心
点
に
至
る
線

以
南
の
海
域
の
う
ち
同
市
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
七
海
里
以
内
の
部
分

ト
　
大
韓
民
国
鴻
島
灯
台
中
心
点
か
ら
長
崎
県

対
馬
市
三
島
灯
台
中
心
点
を
経
て
島
根
県
出
雲

市
日
御
碕
突
端
に
至
る
線
以
北
の
海
域
の
う
ち

長
崎
県
対
馬
市
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
六

海
里
以
内
の
部
分

チ
　
長
崎
県
対
馬
市
三
島
灯
台
中
心
点
か
ら
島

根
県
出
雲
市
日
御
碕
突
端
に
至
る
線
以
南
、
三

島
灯
台
中
心
点
か
ら
福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
灯

台
中
心
点
に
至
る
線
以
北
の
海
域
の
う
ち
長
崎

県
対
馬
市
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
八
海
里

以
内
の
部
分

リ
　
長
崎
県
五
島
市
黄
島
の
周
囲

大
高
潮
時

海
岸
線
か
ら
十
海
里
以
内
の
海
域

ヌ
　
北
海
道
苫
前
郡
羽
幌
町
焼
尻
島
及
び
同
町

天
売
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
七
海

里
以
内
の
海
域

ル
　
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
ロ
に
掲
げ
る
海
域

と
重
複
す
る
部
分
を
除
く
。
）

（
１
）
　
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経
百

二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
点

（
２
）
　
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経
百

二
十
九
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
点

（
３
）
　
北
緯
三
十
度
十
三
秒
東
経
百
二
十
九
度

五
十
九
分
五
十
二
秒
の
点

（
４
）
　
北
緯
三
十
度
十
三
秒
東
経
百
二
十
八
度

二
十
九
分
五
十
三
秒
の
点

（
５
）
　
北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経
百

二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
点

二
　
次
に
掲
げ
る
海
域
（
前
号
ロ
か
ら
ル
ま
で

に
掲
げ
る
海
域
と
重
複
す
る
部
分
並
び
に
漁
業

に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
協
定
」
と
い
う
。
）

第
一
条
の
協
定
水
域
の
う
ち
、
大
韓
民
国
の
排

他
的
経
済
水
域
の

南
端
の
緯
度
線
以
北
、
協

定
第
七
条
１
に
規
定
す
る
線
、
協
定
第
九
条
１

の
（
８
）
の
点
か
ら
（
１
６
）
の
点
ま
で
を
順

次
に
直
線
で
結
ぶ
線
並
び
に
同
条
２
の
（
１
）

の
線
、
（
２
）
の
線
及
び
（
３
）
の
線
か
ら
成
る

線
以
西
の
水
域
（
協
定
附
属
書
Ｉ
Ｉ
の
３
の

（
１
）
の
点
か
ら
（
３
）
の
点
ま
で
を
順
次
に
直

線
で
結
ぶ
線
よ
り
北
西
側
の
我
が
国
排
他
的
経

済
水
域
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
お
け
る
沖
合

底
び
き
網
漁
業
の
操
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲

げ
る
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
北
緯
三
十
二
度
四
十
分
十
二
秒
の
線
以
北
、

北
緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
以
北
の
東
経
百

二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
、
北
緯
三

十
三
度
九
分
二
十
七
秒
東
経
百
二
十
七
度
五
十

九
分
五
十
二
秒
の
点
か
ら
北
緯
三
十
三
度
九
分

二
十
七
秒
東
経
百
二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二

秒
の
点
に
至
る
直
線
及
び
北
緯
三
十
三
度
九
分

二
十
七
秒
以
南
の
東
経
百
二
十
八
度
二
十
九
分

五
十
二
秒
の
線
か
ら
成
る
線
以
東
、
東
経
百
三

十
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
以
西
の
海
域
の

う
ち
長
崎
県
、
佐
賀
県
、
福
岡
県
及
び
山
口
県

の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
百
海
里
以
内

の
部
分
　
一
そ
う
び
き
の
方
法
に
よ
る
も
の
に

あ
つ
て
は
毎
年
六
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日

ま
で
、
二
そ
う
び
き
の
方
法
に
よ
る
も
の
に
あ

つ
て
は
毎
年
五
月
十
六
日
か
ら
八
月
十
五
日
ま

でロ
　
東
経
百
三
十
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線

以
東
、
同
線
と
山
口
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線

と
の
交
点
か
ら
同
海
岸
線
を
福
井
県
大
飯
郡
お

お
い
町
鋸
埼
突
端
に
至
る
線
以
北
、
同
突
端
正

北
の
線
以
西
の
海
域
の
う
ち
山
口
県
、
島
根
県
、

鳥
取
県
、
兵
庫
県
、
京
都
府
及
び
福
井
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
百
海
里
以
内
の
部

分
　
毎
年
六
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

ハ
　
島
根
県
江
津
市
大
崎
鼻
突
端
か
ら
同
県
隠

岐
郡
西
ノ
島
町
三
度
崎
突
端
を
経
て
同
県
松
江

市
地
蔵
崎
突
端
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲

ま
れ
た
同
県
の
沖
合
の
海
域
　
毎
年
三
月
一
日

か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

ニ
　
福
井
県
大
飯
郡
お
お
い
町
鋸
埼
突
端
正
北

の
線
以
東
、
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線

を
青
森
県
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
龍
飛
埼
突
端
に

至
る
線
及
び
同
突
端
と
北
海
道
松
前
郡
松
前
町

白
神
岬
突
端
を
結
ぶ
線
か
ら
成
る
線
以
西
、
同

突
端
正
西
の
線
以
南
の
海
域
の
う
ち
福
井
県
、

石
川
県
、
富
山
県
、
新
潟
県
、
山
形
県
、
秋
田

県
、
青
森
県
及
び
北
海
道
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
百
海
里
以
内
の
部
分
　
毎
年
七
月

一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

ホ
　
北
緯
三
十
九
度
十
五
分
十
秒
の
線
以
北
、

北
緯
三
十
九
度
二
十
分
十
秒
の
線
以
南
の
海
域

の
う
ち
秋
田
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖

合
四
海
里
以
内
の
部
分
　
毎
年
一
月
一
日
か
ら

十
月
三
十
一
日
ま
で

ヘ
　
秋
田
県
男
鹿
市
塩
瀬
崎
突
端
百
八
十
二
度

の
線
及
び
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線
を

同
海
岸
線
上
に
お
け
る
同
市
戸
賀
と
同
市
北
浦

と
の
境
界
点
に
至
る
線
か
ら
成
る
線
以
西
、
同

境
界
点
二
百
四
十
七
度
の
線
以
南
の
海
域
の
う

ち
同
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
四
海

里
以
内
の
部
分
　
毎
年
三
月
一
日
か
ら
十
一
月

三
十
日
ま
で

ト
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端
正
西

の
線
以
北
、
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線

を
同
道
稚
内
市
宗
谷
岬
突
端
に
至
る
線
及
び
同

突
端
正
北
の
線
か
ら
成
る
線
以
西
、
北
緯
四
十

五
度
四
十
二
分
八
秒
の
線
以
南
の
海
域
の
う
ち

同
道
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
百
海
里

以
内
の
部
分
　
毎
年
六
月
十
六
日
か
ら
九
月
十

五
日
ま
で

チ
　
北
海
道
余
市
郡
余
市
町
シ
リ
パ
岬
突
端
か

ら
同
突
端
と
同
道
苫
前
郡
羽
幌
町
焼
尻
島
東
端

と
を
結
ぶ
線
と
北
緯
四
十
三
度
四
十
分
九
秒
の

線
と
の
交
点
を
経
て
同
交
点
正
東
の
線
と

大

高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
る
線
及
び
陸
岸

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
　
毎
年
二
月
二
十
一
日

か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

リ
　
北
海
道
石
狩
市
の

大
高
潮
時
海
岸
線
と

北
緯
四
十
三
度
四
十
分
九
秒
の
線
と
の
交
点
か

ら
同
交
点
正
西
の
線
と
同
道
余
市
郡
余
市
町
シ

リ
パ
岬
突
端
と
同
道
苫
前
郡
羽
幌
町
焼
尻
島
東

端
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点
及
び
焼
尻
島
東
端
を

経
て
同
郡
苫
前
町
苫
前
埼
突
端
に
至
る
線
並
び

に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
　
毎
年
三
月
一

日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

ヌ
　
北
海
道
礼
文
郡
礼
文
町
ス
コ
ト
ン
岬
突
端

正
北
七
海
里
の
点
か
ら
同
道
稚
内
市
野
寒
岬
突

端
北
西
八
海
里
の
点
及
び
同
市
宗
谷
岬
突
端
正

北
五
海
里
の
点
を
経
て
ス
コ
ト
ン
岬
突
端
正
北

七
海
里
の
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

　
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌
年
一
月
十
五
日
ま
で

ル
　
北
海
道
紋
別
市
紋
別
灯
台
中
心
点
か
ら
同

灯
台
中
心
点
正
北
十
一
海
里
の
点
、
同
道
枝
幸

郡
枝
幸
町
音
標
岬
突
端
北
東
十
一
海
里
の
点
、

同
道
北
見
市
常
呂
港
北
防
波
堤
灯
台
中
心
点
三

百
四
十
度
十
海
里
の
点
、
同
道
網
走
市
能
取
岬

突
端
北
東
四
海
里
の
点
及
び
同
突
端
と
同
道
目

梨
郡
羅
臼
町
羅
臼
岳
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
紋
別

灯
台
中
心
点
正
北
十
一
海
里
の
点
と
同
道
斜
里

郡
斜
里
町
海
別
岳
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と
の
交
点

を
経
て
同
市
網
走
港
北
防
波
堤
灯
台
中
心
点
に

至
る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
　

毎
年
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
及
び

十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

ヲ
　
東
経
百
四
十
五
度
五
十
九
分
四
十
五
秒
の

線
以
西
、
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
突

端
正
南
の
線
以
東
、
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時

海
岸
線
を
同
道
根
室
市
納
沙
布
岬
突
端
に
至
る

線
及
び
同
突
端
正
東
の
線
か
ら
成
る
線
以
南
の

海
域
の
う
ち
同
道
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら

沖
合
百
海
里
以
内
の
部
分
　
毎
年
六
月
一
日
か

ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

ワ
　
北
海
道
根
室
市
落
石
岬
突
端
か
ら
同
突
端

正
南
五
海
里
の
点
、
同
道
厚
岸
郡
浜
中
町
散
布

埼
突
端
正
南
七
海
里
の
点
、
同
道
釧
路
郡
釧
路

町
尻
羽
岬
突
端
正
南
七
海
里
の
点
及
び
同
点
と

同
道
十
勝
郡
浦
幌
町
厚
内
山
頂
上
と
を
結
ぶ
線

と
同
道
釧
路
郡
釧
路
町
昆
布
森
灯
台
中
心
点
正

南
の
線
と
の
交
点
を
経
て
同
灯
台
中
心
点
に
至

る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
　
毎
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年
十
一
月
十
六
日
か
ら
翌
年
八
月
三
十
一
日
ま

でカ
　
北
海
道
広
尾
郡
と
同
道
幌
泉
郡
と
の

大

高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
南
南
東
の
線

以
西
、
北
緯
四
十
二
度
七
分
三
十
三
秒
東
経
百

四
十
二
度
五
十
五
分
の
点
（
旧
様
似
港
東
防
波

堤
灯
台
中
心
点
）
正
南
の
線
以
東
の
海
域
の
う

ち
同
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯
台
中
心
点

か
ら
十
八
海
里
以
内
の
部
分
　
毎
年
三
月
十
六

日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
十
一
月
十
一

日
か
ら
十
二
月
二
十
日
ま
で

ヨ
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
突
端
正

南
の
線
、
同
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
東

南
東
の
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
　

毎
年
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

タ
　
北
緯
四
十
二
度
七
分
三
十
三
秒
東
経
百
四

十
二
度
五
十
五
分
の
点
（
旧
様
似
港
東
防
波
堤

灯
台
中
心
点
）
か
ら
同
点
正
南
十
六
海
里
の
点

及
び
北
海
道
浦
河
郡
浦
河
町
浦
河
灯
台
中
心
点

南
西
九
海
里
の
点
を
経
て
同
点
と
同
道
伊
達
市

徳
舜
暼
山
頂
上
と
を
結
ぶ
線
と

大
高
潮
時
海

岸
線
と
の
交
点
に
至
る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
域
　
毎
年
一
月
一
日
か
ら
八
月
三

十
一
日
ま
で

レ
　
北
海
道
千
歳
市
と
同
道
恵
庭
市
と
の
境
界

に
あ
る
漁
岳
頂
上
と
同
道
函
館
市
恵
山
岬
突
端

と
を
結
ぶ
線
と

大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

か
ら
同
突
端
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま

れ
た
海
域
　
毎
年
四
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一

日
ま
で

ソ
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
東
南

東
の
線
以
南
、
同
灯
台
中
心
点
と
青
森
県
下
北

郡
東
通
村
尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ
線
、

同
灯
台
中
心
点
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線
を
千

葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
中
心
点
に
至
る
線

並
び
に
同
灯
台
中
心
点
正
南
の
線
か
ら
成
る
線

以
東
の
海
域
の
う
ち
同
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、

宮
城
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
及
び
千
葉
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
百
海
里
以
内
の
部

分
　
毎
年
七
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

ツ
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
中
心
点
正

南
の
線
以
西
、
徳
島
県
と
高
知
県
と
の

大
高

潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
南
東
の
線
以
東

の
海
域
の
う
ち
千
葉
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、

静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
、
和
歌
山
県
及
び

徳
島
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
百
海

里
以
内
の
部
分
　
毎
年
七
月
一
日
か
ら
八
月
三

十
一
日
ま
で

ネ
　
徳
島
県
と
高
知
県
と
の

大
高
潮
時
海
岸

線
に
お
け
る
境
界
点
南
東
の
線
以
西
、
同
県
宿

毛
市
鵜
来
島
西
端
か
ら
正
南
の
線
以
東
の
海
域

の
う
ち
同
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合

百
海
里
以
内
の
部
分
　
毎
年
五
月
一
日
か
ら
九

月
三
十
日
ま
で

ナ
　
高
知
県
宿
毛
市
鵜
来
島
西
端
か
ら
正
南
の

線
以
西
、
東
経
百
二
十
九
度
五
十
九
分
五
十
二

秒
の
線
以
東
の
海
域
の
う
ち
同
県
、
愛
媛
県
、

大
分
県
、
宮
崎
県
及
び
鹿
児
島
県
の

大
高
潮

時
海
岸
線
か
ら
沖
合
百
海
里
以
内
の
部
分
　
毎

年
五
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で

ラ
　
宮
崎
県
児
湯
郡
新
富
町
一
ツ
瀬
川
口
中
央

正
東
の
線
以
南
、
同
県
日
南
市
鵜
戸
崎
突
端
正

東
の
線
以
北
、
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸

線
を
一
ツ
瀬
川
口
中
央
に
至
る
線
以
東
の
海
域

の
う
ち
同
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合

百
海
里
以
内
の
部
分
　
毎
年
五
月
一
日
か
ら
翌

年
一
月
三
十
一
日
ま
で

ム
　
長
崎
県
対
馬
市
三
島
灯
台
中
心
点
を
通
る

経
線
以
東
、
同
灯
台
中
心
点
か
ら
島
根
県
出
雲

市
日
御
碕
灯
台
中
心
点
を
結
ぶ
線
以
南
、
東
経

百
二
十
九
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
以
西
、

三
島
灯
台
中
心
点
と
福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
灯

台
中
心
点
を
結
ぶ
線
以
北
の
海
域
　
毎
年
四
月

一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
毎
年
十

月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

あ
つ
て
は
、
毎
日
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま

で
及
び
午
後
七
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
）

三
　
網
口
開
口
板
を
使
用
し
て
す
る
沖
合
底
び

き
網
漁
業
の
操
業
は
、
次
に
掲
げ
る
海
域
以
外

の
海
域
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
北
緯
三
十
四
度
三
十
四
分
四
十
一
秒
東
経

百
二
十
九
度
二
分
四
十
二
秒
の
点
と
北
緯
三
十

二
度
三
十
分
十
二
秒
東
経
百
二
十
六
度
五
十
九

分
五
十
三
秒
の
点
と
を
結
ぶ
線
以
南
、
東
経
百

二
十
八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
以
西
、
北

緯
三
十
三
度
九
分
二
十
七
秒
の
線
以
北
、
東
経

百
二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
以
東
の

海
域

ロ
　
宮
城
県
気
仙
沼
市
御
埼
突
端
正
東
の
線
以

南
、
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線
を
千
葉

県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
及

び
同
灯
台
中
心
点
正
南
の
線
か
ら
成
る
線
以
東

の
海
域

ハ
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端
正
西

の
線
以
北
の
日
本
海
、
東
経
百
五
十
二
度
五
十

九
分
四
十
六
秒
の
線
以
西
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
及

び
東
経
百
五
十
二
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
線

以
西
、
同
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯
台
中

心
点
正
南
の
線
以
東
、
青
森
県
下
北
郡
東
通
村

尻
屋
埼
突
端
正
東
の
線
以
北
の
太
平
洋
の
海
域

（
次
の
（
１
）
の
点
か
ら
（
１
３
）
の
点
ま
で
を

順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
、
（
１
４
）
の
海
岸
線
、

（
１
５
）
の
点
か
ら
（
２
６
）
の
点
ま
で
を
順
次

に
直
線
で
結
ぶ
線
、
（
２
７
）
の
海
岸
線
及
び

（
２
８
）
の
点
か
ら
（
４
０
）
の
点
ま
で
を
順
次

に
直
線
で
結
ぶ
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ

た
海
域
を
除
く
。
）

（
１
）
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端

（
２
）
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
突
端
か

ら
正
西
の
線
と
東
経
百
三
十
八
度
五
十
九
分
四

十
八
秒
の
線
と
の
交
点

（
３
）
　
北
緯
四
十
三
度
五
十
分
八
秒
東
経
百
三

十
八
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

（
４
）
　
北
緯
四
十
三
度
五
十
分
九
秒
東
経
百
四

十
度
二
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

（
５
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
分
八
秒
東
経
百
四

十
度
二
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

（
６
）
　
北
緯
四
十
四
度
二
十
分
八
秒
東
経
百
三

十
九
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

（
７
）
　
北
緯
四
十
五
度
十
分
八
秒
東
経
百
三
十

九
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

（
８
）
　
北
緯
四
十
五
度
十
分
八
秒
東
経
百
四
十

度
三
十
九
分
四
十
六
秒
の
点

（
９
）
　
北
緯
四
十
五
度
五
十
分
七
秒
東
経
百
四

十
度
三
十
九
分
四
十
六
秒
の
点

（
１
０
）
　
北
緯
四
十
五
度
五
十
分
八
秒
東
経
百

四
十
一
度
九
分
四
十
六
秒
の
点

（
１
１
）
　
北
緯
四
十
五
度
四
十
一
分
二
十
秒
東

経
百
四
十
一
度
九
分
四
十
六
秒
の
点

（
１
２
）
　
北
海
道
稚
内
市
野
寒
岬
突
端
と
樺
太

宗
仁
岬
突
端
と
を
結
ぶ
線
と
北
緯
四
十
五
度
四

十
一
分
二
十
秒
の
線
と
の
交
点

（
１
３
）
　
樺
太
宗
仁
岬
突
端

（
１
４
）
　
樺
太
宗
仁
岬
突
端
か
ら
樺
太
西
能
登

呂
岬
突
端
に
至
る

大
高
潮
時
海
岸
線

（
１
５
）
　
樺
太
西
能
登
呂
岬
突
端

（
１
６
）
　
北
海
道
稚
内
市
時
前
埼
突
端
七
十
五

度
十
二
海
里
の
点

（
１
７
）
　
北
海
道
稚
内
市
時
前
埼
突
端
七
十
五

度
二
十
一
海
里
の
点

（
１
８
）
　
北
海
道
枝
幸
郡
枝
幸
町
音
標
岬
突
端

北
東
十
八
海
里
の
点

（
１
９
）
　
北
海
道
紋
別
郡
雄
武
町
音
稲
府
岬
突

端
北
東
十
六
海
里
の
点

（
２
０
）
　
北
海
道
紋
別
郡
湧
別
町
サ
ロ
マ
湖
口

灯
台
中
心
点
七
度
十
五
・
七
海
里
の
点

（
２
１
）
　
北
海
道
網
走
市
能
取
岬
突
端
北
東
五

海
里
の
点

（
２
２
）
　
北
海
道
網
走
市
能
取
岬
突
端
八
十
八

度
九
・
八
海
里
の
点

（
２
３
）
　
北
海
道
目
梨
郡
羅
臼
町
羅
臼
岳
頂
上

二
百
七
十
七
度
の
線
と
同
道
斜
里
郡
斜
里
町
と

同
郡
清
里
町
と
の
境
界
に
あ
る
斜
里
岳
頂
上
正

北
の
線
と
の
交
点

（
２
４
）
　
北
海
道
斜
里
郡
斜
里
町
宇
登
呂
灯
台

中
心
点
北
西
四
海
里
の
点

（
２
５
）
　
北
海
道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨

郡
羅
臼
町
と
の
境
界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
正
北

五
海
里
の
点

（
２
６
）
　
国
後
島
ル
ル
イ
岬
突
端

（
２
７
）
　
国
後
島
ル
ル
イ
岬
突
端
か
ら
北
海
道

斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨
郡
羅
臼
町
と
の
境

界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
正
東
の
線
と
国
後
島

大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点
に
至
る

大
高
潮

時
海
岸
線

（
２
８
）
　
北
海
道
斜
里
郡
斜
里
町
と
同
道
目
梨

郡
羅
臼
町
と
の
境
界
に
あ
る
知
床
岬
突
端
正
東

の
線
と
国
後
島

大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

（
２
９
）
　
北
緯
四
十
三
度
六
分
九
秒
東
経
百
四

十
五
度
五
十
九
分
四
十
五
秒
の
点

（
３
０
）
　
北
海
道
根
室
市
落
石
岬
突
端
正
南
十

七
海
里
の
点

（
３
１
）
　
北
緯
四
十
二
度
五
十
一
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
二
十
五
分
四
十
五
秒
の
点

（
３
２
）
　
北
緯
四
十
二
度
五
十
二
分
九
秒
東
経

百
四
十
五
度
二
十
五
分
四
十
五
秒
の
点

（
３
３
）
　
北
緯
四
十
二
度
四
十
一
分
九
秒
東
経

百
四
十
四
度
五
十
四
分
十
六
秒
の
点

（
３
４
）
　
北
緯
四
十
二
度
四
十
一
分
九
秒
東
経

百
四
十
四
度
三
十
八
分
四
十
六
秒
の
点

（
３
５
）
　
北
緯
四
十
二
度
三
十
九
分
九
秒
東
経

百
四
十
四
度
三
十
八
分
四
十
六
秒
の
点

（
３
６
）
　
北
海
道
広
尾
郡
広
尾
町
広
尾
灯
台
中

心
点
正
東
十
八
海
里
の
点
と
北
緯
四
十
二
度
四

十
分
九
秒
東
経
百
四
十
四
度
九
分
四
十
六
秒
の

点
を
結
ぶ
線
と
北
緯
四
十
二
度
三
十
九
分
九
秒

の
線
と
の
交
点
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（
３
７
）
　
北
海
道
広
尾
郡
広
尾
町
広
尾
灯
台
中

心
点
正
東
十
八
海
里
の
点

（
３
８
）
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯

台
中
心
点
正
南
十
八
海
里
の
点
か
ら
正
東
の
線

と
東
経
百
四
十
三
度
三
十
九
分
四
十
六
秒
の
線

と
の
交
点

（
３
９
）
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯

台
中
心
点
正
南
十
八
海
里
の
点

（
４
０
）
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯

台
中
心
点

四
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
網
口
開
口
板

を
使
用
し
て
す
る
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
操
業

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
内
に
お
い
て

は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
北
海
道
稚
内
市
時
前
埼
突
端
七
十
五
度
十

二
海
里
の
点
か
ら
同
突
端
七
十
五
度
十
八
海
里

の
点
及
び
樺
太
西
能
登
呂
岬
突
端
を
経
て
時
前

埼
突
端
七
十
五
度
十
二
海
里
の
点
に
至
る
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
　
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら

翌
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

ロ
　
北
海
道
枝
幸
郡
枝
幸
町
音
標
岬
突
端
北
東

十
八
海
里
の
点
か
ら
同
道
紋
別
郡
雄
武
町
音
稲

府
岬
突
端
北
東
十
六
海
里
の
点
、
同
郡
湧
別
町

サ
ロ
マ
湖
口
灯
台
中
心
点
七
度
十
五
・
七
海
里

の
点
、
同
灯
台
中
心
点
十
三
度
十
八
海
里
の
点

及
び
同
突
端
北
東
二
十
海
里
の
点
を
経
て
音
標

岬
突
端
北
東
十
八
海
里
の
点
に
至
る
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
域
　
毎
年
五
月
六
日
か
ら
翌
年
三

月
四
日
ま
で

ハ
　
北
海
道
紋
別
郡
湧
別
町
サ
ロ
マ
湖
口
灯
台

中
心
点
十
三
度
十
八
海
里
の
点
か
ら
同
灯
台
中

心
点
七
度
十
五
・
七
海
里
の
点
、
同
道
網
走
市

能
取
岬
突
端
北
東
五
海
里
の
点
及
び
同
突
端
北

東
七
海
里
の
点
を
経
て
同
灯
台
中
心
点
十
三
度

十
八
海
里
の
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海

域
　
毎
年
一
月
十
六
日
か
ら
十
月
四
日
ま
で

ニ
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯
台
中

心
点
正
南
十
八
海
里
の
点
か
ら
同
灯
台
中
心
点

正
南
二
十
海
里
の
点
、
同
灯
台
中
心
点
正
南
二

十
海
里
の
点
か
ら
正
東
の
線
と
東
経
百
四
十
三

度
四
十
二
分
十
六
秒
の
線
と
の
交
点
、
同
灯
台

中
心
点
百
二
十
七
度
の
線
と
東
経
百
四
十
三
度

四
十
二
分
十
六
秒
の
線
と
の
交
点
、
同
灯
台
中

心
点
百
二
十
七
度
の
線
と
東
経
百
四
十
三
度
四

十
一
分
十
六
秒
の
線
と
の
交
点
、
同
灯
台
中
心

点
正
南
十
八
海
里
の
点
か
ら
正
東
の
線
と
東
経

百
四
十
三
度
三
十
九
分
四
十
六
秒
の
線
と
の
交

点
と
同
道
広
尾
郡
広
尾
町
広
尾
灯
台
中
心
点
正

東
十
八
海
里
の
点
を
結
ぶ
線
と
同
道
幌
泉
郡
と

広
尾
郡
の
境
界
か
ら
百
六
度
三
十
分
の
線
と
の

交
点
及
び
襟
裳
岬
灯
台
中
心
点
正
南
十
八
海
里

の
点
か
ら
正
東
の
線
と
東
経
百
四
十
三
度
三
十

九
分
四
十
六
秒
の
線
と
の
交
点
を
経
て
同
灯
台

中
心
点
正
南
十
八
海
里
の
点
に
至
る
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
海
域
　
毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
翌
年

一
月
十
九
日
ま
で

五
　
北
緯
三
十
四
度
三
十
四
分
四
十
一
秒
東
経

百
二
十
九
度
二
分
四
十
二
秒
の
点
か
ら
北
緯
三

十
二
度
三
十
分
十
二
秒
東
経
百
二
十
六
度
五
十

九
分
五
十
三
秒
の
点
に
至
る
線
、
東
経
百
二
十

八
度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
、
北
緯
三
十
三

度
九
分
二
十
七
秒
の
線
及
び
東
経
百
二
十
七
度

五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
の
各
線
に
よ
り
囲
ま

れ
た
海
域
に
お
い
て
、
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の

許
可
で
当
該
許
可
に
係
る
操
業
区
域
の
す
べ
て

が
当
該
海
域
で
あ
る
も
の
を
受
け
て
当
該
漁
業

を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
以
西
底
び
き
網
漁

業
の
許
可
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
を
使
用

し
て
は
な
ら
な
い
。

六
　
北
緯
三
十
八
度
五
十
分
十
秒
の
線
、
東
経

百
三
十
二
度
五
十
九
分
五
十
秒
の
線
、
北
緯
四

十
度
十
分
九
秒
の
線
及
び
東
経
百
三
十
五
度
五

十
九
分
四
十
九
秒
の
線
の
各
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
海
域
に
お
い
て
は
、
成
熟
が
に
（
腹
節
の
内

側
に
卵
を
有
し
な
い
雌
が
に
及
び
甲
幅
九
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
雄
が
に
以
外
の
か
に
を
い

う
。
）
の
採
捕
は
、
十
一
月
六
日
か
ら
翌
年
三
月

二
十
日
ま
で
の
期
間
内
は
、
禁
止
す
る
。

以
西
底

び
き
網

漁
業

一
　
長
崎
県
五
島
市
大
瀬
崎
突
端
か
ら
同
突
端

正
西
十
海
里
の
点
及
び
同
市
嵯
峨
ノ
島
頂
上
正

西
十
海
里
の
点
を
経
て
同
県
北
松
浦
郡
小
値
賀

町
白
瀬
灯
台
に
至
る
線
並
び
に
東
経
百
二
十
八

度
二
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

海
域
に
お
け
る
以
西
底
び
き
網
漁
業
の
操
業
は
、

禁
止
す
る
。

二
　
次
の
基
準
に
適
合
し
な
い
網
を
使
用
し
て

す
る
以
西
底
び
き
網
漁
業
の
操
業
は
、
禁
止
す

る
。

イ
　
袋
網
及
び
返
し
網
の
網
目
（
水
に
浸
し
、

収
縮
し
た
後
の
内
径
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
は

五
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
そ
の
他
の
部
分

の
網
目
は
六
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
袋
網
の
長
さ
は
、
二
百
目
以
下
で
あ
る
こ

と
。

三
　
北
緯
三
十
三
度
十
二
秒
の
線
以
北
、
東
経

百
二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
以
西
、

東
経
百
二
十
七
度
二
十
九
分
五
十
三
秒
の
線
以

東
の
海
域
に
お
い
て
、
以
西
底
び
き
網
漁
業
の

許
可
で
当
該
許
可
に
係
る
操
業
区
域
の
す
べ
て

が
当
該
海
域
で
あ
る
も
の
を
受
け
て
当
該
漁
業

を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
沖
合
底
び
き
網
漁

業
の
許
可
で
当
該
許
可
に
係
る
操
業
区
域
の
一

部
が
北
緯
三
十
六
度
十
一
秒
の
線
、
東
経
百
二

十
九
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
、
北
緯
三
十

三
度
九
分
二
十
七
秒
の
線
及
び
東
経
百
二
十
七

度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線
の
各
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
海
域
で
あ
る
も
の
を
受
け
た
船
舶
以
外

の
船
舶
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
　
以
西
底
び
き
網
漁
業
に
よ
る
次
に
掲
げ
る

魚
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
一
航
海

ご
と
の
総
漁
獲
量
中
そ
れ
ぞ
れ
次
の
魚
種
ご
と

に
次
に
掲
げ
る
魚
の
占
め
る
比
率
が
五
分
の
一

以
下
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

イ
　
ふ
ん
端
か
ら
尾
び
れ
の
末
端
ま
で
の
長
さ

が
十
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
き
ぐ
ち

ロ
　
ふ
ん
端
か
ら
こ
う
門
ま
で
の
長
さ
が
二
十

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
た
ち
う
お

遠
洋
底

び
き
網

漁
業

一
　
西
経
百
七
十
五
度
の
線
以
西
の
ベ
ー
リ
ン

グ
海
（
ロ
シ
ア
連
邦
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

二
百
海
里
水
域
を
除
く
。
）
の
海
域
に
お
け
る
遠

洋
底
び
き
網
漁
業
に
よ
る
体
長
六
十
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
オ
ヒ
ョ
ウ
の
採
捕
は
、
禁
止

す
る
。

二
　
北
緯
十
度
の
線
以
北
の
太
平
洋
の
海
域

（
第
一
号
に
規
定
す
る
海
域
と
重
複
す
る
部
分
を

除
く
。
）
に
お
け
る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
よ
る

ニ
シ
ン
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

三
　
赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
（
第
一
号
に

規
定
す
る
海
域
と
重
複
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に

お
け
る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
に
よ
る
ズ
ワ
イ
ガ

ニ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

四
　
北
西
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
い
て
、
網

（
底
部
を
除
く
。
）
の
選
択
性
を
低
下
さ
せ
、
事

実
上
、
目
合
を
狭
め
る
効
果
を
有
す
る
装
置
を

備
え
た
網
を
使
用
す
る
遠
洋
底
び
き
網
漁
業
の

操
業
は
、
禁
止
す
る
。

五
　
次
に
掲
げ
る
種
類
の
水
産
動
物
の
遠
洋
底

び
き
網
漁
業
に
よ
る
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
サ
ケ
又
は
マ
ス

ロ
　
タ
ラ
バ
ガ
ニ
又
は
ア
ブ
ラ
ガ
ニ

大
中
型

ま
き
網

漁
業

一
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
大
中
型
ま
き

網
漁
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲

げ
る
海
域

ロ
　
山
形
県
酒
田
市
飛
島
の
周
囲

大
高
潮
時

海
岸
線
か
ら
沖
合
三
海
里
以
内
の
海
域

ハ
　
新
潟
県
岩
船
郡
粟
島
浦
村
粟
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
六
海
里
以
内
の
海

域ニ
　
新
潟
県
佐
渡
市
佐
渡
島
の
周
囲

大
高
潮

時
海
岸
線
か
ら
沖
合
六
海
里
以
内
の
海
域

ホ
　
石
川
県
珠
洲
市
禄
剛
崎
突
端
正
北
の
線
以

西
、
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線
を
福
井

県
丹
生
郡
越
前
町
干
飯
崎
突
端
に
至
る
線
及
び

同
突
端
正
西
の
線
か
ら
成
る
線
以
北
の
海
域
の

う
ち
石
川
県
及
び
福
井
県
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
三
海
里
（
石
川
県
と
福
井
県
と
の

大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
北
西
の

線
以
南
、
同
点
か
ら
同
海
岸
線
を
同
突
端
に
至

る
線
及
び
同
突
端
正
西
の
線
か
ら
成
る
線
以
北

の
部
分
に
つ
い
て
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
翌

年
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
同
県
の

大

高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
三
千
メ
ー
ト
ル
）
以

内
の
部
分

ヘ
　
福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
干
飯
崎
突
端
か
ら

同
突
端
正
西
三
海
里
の
点
、
同
点
か
ら
同
県
敦

賀
市
立
石
崎
突
端
に
至
る
線
と
同
県
三
方
郡
美

浜
町
特
牛
崎
突
端
か
ら
干
飯
崎
突
端
に
至
る
線

と
の
交
点
、
特
牛
崎
突
端
、
同
県
三
方
上
中
郡

若
狭
町
常
神
崎
突
端
、
同
県
大
飯
郡
お
お
い
町

鋸
崎
突
端
北
西
二
海
里
の
点
及
び
京
都
府
舞
鶴

市
毛
島
北
端
を
経
て
同
府
与
謝
郡
伊
根
町
鷲
崎

突
端
に
至
る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た

海
域
（
干
飯
崎
突
端
か
ら
正
西
の
線
以
南
、
同

突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線
を
特
牛
崎
突
端

に
至
る
線
及
び
同
突
端
北
北
西
の
線
か
ら
成
る

線
以
東
の
海
域
に
つ
い
て
は
、
毎
年
十
月
一
日

か
ら
翌
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
同
県

の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
三
千
メ
ー
ト

ル
以
内
の
部
分
）

ト
　
京
都
府
舞
鶴
市
毛
島
北
端
正
北
の
線
以
西
、

同
北
端
か
ら
同
府
与
謝
郡
伊
根
町
鷲
崎
突
端
に

至
る
線
及
び
同
突
端
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線

を
同
府
と
兵
庫
県
と
の
同
海
岸
線
に
お
け
る
境

界
点
に
至
る
線
か
ら
成
る
線
以
北
、
同
境
界
点
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正
北
の
線
以
東
の
海
域
の
う
ち
同
府
の

大
高

潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
三
海
里
以
内
の
部
分

チ
　
京
都
府
舞
鶴
市
毛
島
の
周
囲

大
高
潮
時

海
岸
線
か
ら
沖
合
三
海
里
以
内
の
海
域

リ
　
京
都
府
と
兵
庫
県
と
の

大
高
潮
時
海
岸

線
に
お
け
る
境
界
点
正
北
の
線
以
西
、
同
境
界

点
か
ら

大
高
潮
時
海
岸
線
を
同
海
岸
線
に
お

け
る
同
県
と
鳥
取
県
と
の
境
界
点
に
至
る
線
以

北
、
同
境
界
点
正
北
の
線
以
東
の
海
域
の
う
ち

兵
庫
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
三
海

里
以
内
の
部
分

ヌ
　
兵
庫
県
と
鳥
取
県
と
の

大
高
潮
時
海
岸

線
に
お
け
る
境
界
点
正
北
の
線
以
西
、
佐
賀
県

唐
津
市
波
戸
岬
灯
台
中
心
点
か
ら
長
崎
県
壱
岐

市
長
者
原
崎
突
端
、
同
市
壱
岐
鳥
屋
鼻
突
端
及

び
同
県
対
馬
市
神
埼
灯
台
中
心
点
を
経
て
、
同

市
三
島
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
並
び
に
同
灯
台

中
心
点
正
北
の
線
以
東
の
海
域
の
う
ち
鳥
取
県
、

島
根
県
、
山
口
県
、
福
岡
県
、
佐
賀
県
及
び
長

崎
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
八
海
里

以
内
の
部
分

ル
　
佐
賀
県
唐
津
市
波
戸
岬
灯
台
中
心
点
か
ら

長
崎
県
南
島
原
市
早
崎
鼻
突
端
に
至
る
線
及
び

そ
の
延
長
線
並
び
に
同
灯
台
中
心
点
か
ら
同
県

壱
岐
市
長
者
原
崎
突
端
、
同
市
壱
岐
鳥
屋
鼻
突

端
及
び
同
県
対
馬
市
神
埼
灯
台
中
心
点
を
経
て

同
市
三
島
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
並
び
に
同
灯

台
中
心
点
正
北
の
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
海
域

の
う
ち
同
県
及
び
佐
賀
県
の

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
三
海
里
以
内
の
部
分

ヲ
　
長
崎
県
佐
世
保
市
高
後
崎
南
端
か
ら
同
県

西
海
市
金
比
羅
山
頂
上
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に

よ
り
囲
ま
れ
た
大
村
湾
内
の
海
域
（
ル
に
掲
げ

る
海
域
を
除
く
。
）

ワ
　
長
崎
県
南
島
原
市
早
崎
鼻
突
端
か
ら
同
県

長
崎
市
樺
島
南
端
を
経
て
同
市
野
母
崎
突
端
に

至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
ル

に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。
）

カ
　
長
崎
県
南
島
原
市
瀬
詰
埼
灯
台
中
心
点
か

ら
熊
本
県
天
草
市
天
神
山
頂
上
に
至
る
線
、
同

市
染
岳
頂
上
か
ら
同
市
高
松
山
三
角
点
に
至
る

線
、
同
市
恵
比
須
鼻
突
端
か
ら
同
県
上
天
草
市

大
矢
野
岳
頂
上
に
至
る
線
及
び
同
市
三
角
灯
台

中
心
点
か
ら
同
県
宇
城
市
中
神
島
を
経
て
同
市

三
角
岳
頂
上
に
至
る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲

ま
れ
た
海
域

ヨ
　
熊
本
県
天
草
郡
苓
北
町
四
季
咲
岬
西
端
か

ら
同
西
端
正
西
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同

町
冨
岡
と
同
町
支
岐
と
の

大
高
潮
時
海
岸
線

に
お
け
る
境
界
点
正
西
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の

点
、
同
県
天
草
市
恐
し
瀬
正
西
二
千
五
百
メ
ー

ト
ル
の
点
、
同
市
小
ヶ
瀬
正
西
五
百
メ
ー
ト
ル

の
点
、
同
市
魚
貫
町
と
同
市
天
草
町
と
の

大

高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
西
千
二
百

メ
ー
ト
ル
の
点
及
び
同
市
魚
貫
崎
西
端
正
西
千

八
十
メ
ー
ト
ル
の
点
を
経
て
同
西
端
に
至
る
線

並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

タ
　
熊
本
県
天
草
市
染
岳
頂
上
か
ら
同
市
高
松

山
三
角
点
に
至
る
線
、
同
市
恵
比
須
鼻
突
端
か

ら
同
県
上
天
草
市
大
矢
野
岳
頂
上
に
至
る
線
、

同
市
三
角
灯
台
中
心
点
か
ら
同
県
宇
城
市
中
神

島
を
経
て
同
市
三
角
岳
頂
上
に
至
る
線
、
同
県

天
草
市
牛
深
港
灯
台
中
心
点
か
ら
同
市
下
須
島

北
西
端
に
至
る
線
、
同
島
南
東
端
か
ら
鹿
児
島

県
出
水
郡
長
島
町
長
崎
鼻
灯
台
中
心
点
に
至
る

線
及
び
同
町
大
崎
突
端
か
ら
同
県
阿
久
根
市
瀬

崎
突
端
に
至
る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ

た
海
域

レ
　
鹿
児
島
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖

合
四
千
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域
（
タ
に
掲
げ
る

海
域
を
除
く
。
）

ソ
　
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
天
狗
鼻
突
端
か
ら

同
突
端
正
西
四
千
メ
ー
ト
ル
の
点
及
び
同
県
日

置
市
久
多
島
頂
上
を
経
て
同
県
南
さ
つ
ま
市
薩

摩
野
間
岬
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
並
び
に
陸
岸

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
レ
に
掲
げ
る
海
域
を

除
く
。
）

ツ
　
鹿
児
島
県
薩
摩
川
内
市
帽
子
山
頂
上
か
ら

同
県
日
置
市
久
多
島
頂
上
に
至
る
線
と
同
県
薩

摩
川
内
市
犬
辻
鼻
西
端
か
ら
同
県
南
さ
つ
ま
市

薩
摩
野
間
岬
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
と
の
交
点

を
中
心
と
す
る
半
径
千
メ
ー
ト
ル
以
内
の
海
域

ネ
　
鹿
児
島
県
南
九
州
市
頴
娃
町
別
府
と
同
市

知
覧
町
南
別
府
と
の

大
高
潮
時
海
岸
線
に
お

け
る
境
界
点
か
ら
同
境
界
点
正
南
の
線
と
同
県

南
さ
つ
ま
市
坊
ノ
岬
灯
台
中
心
点
か
ら
同
県
肝

属
郡
南
大
隅
町
佐
多
岬
灯
台
中
心
点
に
至
る
線

と
の
交
点
を
経
て
同
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
及

び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
レ
に
掲
げ
る

海
域
を
除
く
。
）

ナ
　
北
海
道
根
室
市
納
沙
布
岬
灯
台
中
心
点
か

ら
南
東
の
線
以
南
、
同
灯
台
中
心
点
か
ら

大

高
潮
時
海
岸
線
を
同
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳

岬
灯
台
中
心
点
正
南
の
線
以
東
の
線
か
ら
成
る

海
域
の
う
ち
同
道
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら

沖
合
一
万
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分

ラ
　
大
分
県
津
久
見
市
楠
屋
鼻
突
端
か
ら
同
市

沖
無
垢
島
東
端
、
同
市
高
甲
岩
東
端
、
同
県
佐

伯
市
蒲
戸
崎
東
端
正
東
千
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同

市
先
ノ
瀬
頂
上
、
同
市
鶴
御
崎
東
端
九
十
六
度

千
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
市
芹
崎
東
端
、
同
市
深

島
東
端
正
東
二
千
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
東
端
及

び
同
島
西
端
を
経
て
同
県
と
宮
崎
県
と
の

大

高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
に
至
る
線
並

び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ム
　
宮
崎
県
串
間
市
都
井
岬
灯
台
中
心
点
か
ら

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
火
崎
突
端
に
至
る
線

及
び
陸
岸
に
囲
ま
れ
た
海
域
（
レ
に
掲
げ
る
海

域
を
除
く
。
）

ウ
　
沖
縄
県
島
尻
郡
伊
平
屋
村
伊
平
屋
島
灯
台

中
心
点
正
北
二
万
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
県
国
頭

郡
国
頭
村
瀬
嵩
埼
灯
台
中
心
点
正
東
二
万
メ
ー

ト
ル
の
点
、
同
県
南
城
市
久
高
島
灯
台
中
心
点

正
東
二
万
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
県
糸
満
市
荒
崎

突
端
正
南
二
万
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
県
島
尻
郡

久
米
島
町
西
銘
崎
突
端
正
西
二
万
メ
ー
ト
ル
の

点
及
び
同
郡
伊
平
屋
村
伊
平
屋
島
灯
台
中
心
点

正
北
二
万
メ
ー
ト
ル
の
点
を
順
次
に
直
線
で
結

ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ヰ
　
沖
縄
県
宮
古
島
市
池
間
島
灯
台
中
心
点
正

北
二
万
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
市
東
平
安
名
崎
突

端
正
東
二
万
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
県
八
重
山
郡

竹
富
町
波
照
間
島
灯
台
中
心
点
正
南
二
万
メ
ー

ト
ル
の
点
、
同
郡
与
那
国
町
西
崎
突
端
正
西
二

万
メ
ー
ト
ル
の
点
、
同
町
馬
鼻
崎
突
端
正
北
二

万
メ
ー
ト
ル
の
点
及
び
池
間
島
灯
台
中
心
点
正

北
二
万
メ
ー
ト
ル
の
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

二
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
、
ま

ぐ
ろ
又
は
ぶ
り
に
係
る
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の

操
業
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
岩
手
県
九
戸
郡
洋
野
町
八
木
北
港
防
波
堤

灯
台
の
中
心
点
か
ら
同
県
久
慈
市
三
崎
突
端
正

東
三
海
里
の
点
、
同
県
下
閉
伊
郡
普
代
村
黒
崎

突
端
正
東
三
海
里
の
点
、
同
県
宮
古
市
真
崎
突

端
正
東
三
海
里
の
点
、
同
市
〔
と
ど
〕
ヶ
崎
突

端
正
東
三
海
里
の
点
、
同
県
釜
石
市
御
箱
崎
突

端
正
東
三
海
里
の
点
、
同
市
尾
崎
突
端
正
東
三

海
里
の
点
、
同
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
三

海
里
の
点
、
同
市
綾
里
崎
突
端
正
東
三
海
里
の

点
、
同
市
碁
石
崎
突
端
正
東
三
海
里
の
点
、
宮

城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
三
海
里
の
点
、

同
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
三
海

里
の
点
、
同
県
石
巻
市
大
須
崎
灯
台
中
心
点
、

同
市
金
華
山
大
箱
崎
突
端
及
び
金
華
山
東
ノ
崎

突
端
を
経
て
同
県
と
福
島
県
と
の

大
高
潮
時

海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
に
至
る
線
並
び
に
陸

岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ロ
　
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
江
ノ
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
海
里
以
内
の
海
域

三
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
あ
じ
又
は
さ

ば
に
係
る
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
操
業
は
、
禁

止
す
る
。

イ
　
岩
手
県
九
戸
郡
洋
野
町
八
木
北
港
防
波
堤

灯
台
の
中
心
点
か
ら
同
県
久
慈
市
三
崎
突
端
正

東
一
海
里
の
点
、
同
県
下
閉
伊
郡
普
代
村
黒
崎

突
端
正
東
一
海
里
の
点
、
同
県
宮
古
市
真
崎
突

端
正
東
一
海
里
の
点
、
同
市
〔
と
ど
〕
ヶ
崎
突

端
正
東
一
海
里
の
点
、
同
県
釜
石
市
御
箱
崎
突

端
正
東
一
海
里
の
点
、
同
市
尾
崎
突
端
正
東
一

海
里
の
点
、
同
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
二

海
里
の
点
、
同
市
綾
里
崎
突
端
正
東
二
海
里
の

点
、
同
市
碁
石
崎
突
端
正
東
二
海
里
の
点
、
宮

城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
二
海
里
の
点
、

同
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
二
海

里
の
点
、
同
県
石
巻
市
大
須
崎
灯
台
中
心
点
、

同
市
金
華
山
大
箱
崎
突
端
、
金
華
山
東
ノ
崎
突

端
、
同
市
網
地
島
ど
み
き
崎
正
南
三
海
里
の
点
、

同
市
田
代
島
三
石
崎
突
端
正
南
三
海
里
の
点
、

同
点
か
ら
同
市
日
和
山
頂
上
に
至
る
線
と
同
市

大
室
崎
突
端
か
ら
同
県
東
松
島
市
波
島
灯
台
中

心
点
に
至
る
線
と
の
交
点
及
び
同
灯
台
中
心
点

を
経
て
同
県
と
福
島
県
の

大
高
潮
時
海
岸
線

に
お
け
る
境
界
点
に
至
る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ

り
囲
ま
れ
た
海
域

ロ
　
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
江
ノ
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
海
里
以
内
の
海
域

四
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
、
ま

ぐ
ろ
、
ぶ
り
、
あ
じ
及
び
さ
ば
以
外
の
魚
種
に

係
る
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
操
業
は
、
禁
止
す

る
。

イ
　
岩
手
県
宮
古
市
閉
伊
崎
北
端
か
ら
同
市
鍬

ヶ
崎
館
ヶ
崎
東
端
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り

囲
ま
れ
た
宮
古
湾
内
の
海
域

ロ
　
岩
手
県
下
閉
伊
郡
山
田
町
仮
宿
鼻
北
端
か

ら
同
県
宮
古
市
重
茂
館
ヶ
崎
南
端
に
至
る
線
及

び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
山
田
湾
内
の
海
域

ハ
　
岩
手
県
下
閉
伊
郡
山
田
町
立
子
鼻
突
端
か

ら
同
町
高
堂
島
南
端
及
び
同
町
大
島
南
端
を
経

て
同
県
上
閉
伊
郡
大
槌
町
野
島
頂
上
を
通
り
同
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県
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸
線
に
至
る
線
並
び

に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
船
越
湾
内
の
海
域

ニ
　
岩
手
県
釜
石
市
箱
崎
町
白
浜
地
先
黒
磯
西

端
か
ら
同
県
上
閉
伊
郡
大
槌
町
七
戻
崎
南
端
に

至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
大
槌
湾
内

の
海
域

ホ
　
岩
手
県
釜
石
市
鷲
巣
崎
東
端
か
ら
同
市
鎧

島
西
端
を
通
り
同
県
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸

線
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
釜
石

湾
内
の
海
域

ヘ
　
岩
手
県
釜
石
市
唐
丹
町
松
磯
島
東
端
と
同

市
赤
磯
島
頂
上
と
を
通
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り

囲
ま
れ
た
唐
丹
湾
内
の
海
域

ト
　
岩
手
県
大
船
渡
市
弁
天
崎
頂
上
か
ら
同
市

大
そ
れ
崎
東
端
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲

ま
れ
た
吉
浜
湾
内
の
海
域

チ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
嫁
ヶ
崎
北
端
か
ら
同
市

大
松
島
東
端
を
通
り
同
県
本
土
の

大
高
潮
時

海
岸
線
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た

越
喜
来
湾
内
の
海
域

リ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
所
崎
東
端
か
ら
同
市
松

島
東
端
を
通
り
同
県
本
土
の

大
高
潮
時
海
岸

線
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
綾
里

湾
内
の
海
域

ヌ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
小
路
崎
南
端
か
ら
同
市

い
が
い
崎
南
端
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲

ま
れ
た
港
湾
内
の
海
域

ル
　
岩
手
県
大
船
渡
市
赤
崎
町
コ
オ
リ
崎
灯
台

中
心
点
か
ら
同
市
大
ビ
ラ
磯
南
端
を
経
て
同
市

末
崎
町
赤
磯
島
頂
上
を
通
り
同
県
本
土
の

大

高
潮
時
海
岸
線
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲

ま
れ
た
大
船
渡
湾
内
の
海
域

ヲ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
末
崎
町
麻
腐
島
頂
上
と

同
県
陸
前
高
田
市
黒
磯
島
頂
上
と
を
通
る
線
及

び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
大
野
湾
内
の
海
域

ワ
　
岩
手
県
陸
前
高
田
市
一
杯
森
頂
上
か
ら
同

市
籬
島
頂
上
を
通
り
同
県
本
土
の

大
高
潮
時

海
岸
線
に
至
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た

広
田
湾
内
の
海
域

カ
　
岩
手
県
と
宮
城
県
と
の

大
高
潮
時
海
岸

線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
同
県
気
仙
沼
市
御
崎

突
端
二
海
里
の
点
、
同
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌

津
崎
突
端
正
東
二
海
里
の
点
、
同
県
石
巻
市
大

須
崎
灯
台
中
心
点
、
同
市
金
華
山
大
箱
崎
突
端
、

金
華
山
東
ノ
崎
突
端
、
同
市
網
地
島
ど
み
き
崎

突
端
正
南
三
海
里
の
点
、
同
市
田
代
島
三
石
崎

突
端
正
南
三
海
里
の
点
、
同
点
か
ら
同
市
日
和

山
頂
上
に
至
る
線
と
同
市
大
室
崎
突
端
か
ら
同

県
東
松
島
市
波
島
灯
台
中
心
点
に
至
る
線
と
の

交
点
及
び
同
灯
台
中
心
点
を
経
て
同
県
と
福
島

県
と
の

大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

に
至
る
線
並
び
に
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

ヨ
　
宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
江
ノ
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
二
海
里
以
内
の
海
域

五
　
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
め

ば
ち
、
か
つ
お
又
は
き
は
だ
に
係
る
大
中
型
ま

き
網
漁
業
の
操
業
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

六
　
集
魚
灯
を
使
用
し
て
す
る
大
中
型
ま
き
網

漁
業
の
操
業
は
、
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯

台
中
心
点
を
通
る
経
度
線
以
東
の
太
平
洋
の
海

域
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

七
　
さ
け
又
は
ま
す
の
採
捕
で
あ
つ
て
大
中
型

ま
き
網
漁
業
の
操
業
に
係
る
も
の
（
総
ト
ン
数

十
五
ト
ン
以
上
の
船
舶
を
使
用
し
て
行
う
も
の

に
限
る
。
）
は
、
太
平
洋
の
海
域
に
お
い
て
は
、

禁
止
す
る
。

八
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
又
は

ま
ぐ
ろ
に
係
る
大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
操
業

（
投
網
前
に
視
認
さ
れ
る
鯨
又
は
じ
ん
べ
え
ざ
め

か
ら
一
海
里
以
内
の
海
域
に
お
け
る
も
の
に
限

る
。
）
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域

ロ
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域

九
　
南
緯
二
十
度
の
線
以
北
、
北
緯
二
十
度
の

線
以
南
の
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る

大
中
型
ま
き
網
漁
業
の
操
業
（
集
魚
装
置
か
ら

一
海
里
以
内
の
海
域
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
期
間
内
に
お
い

て
は
、
禁
止
す
る
。

十
　
集
魚
灯
を
使
用
し
て
す
る
大
中
型
ま
き
網

漁
業
の
操
業
は
、
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
い

て
は
、
禁
止
す
る
。

基
地
式

捕
鯨
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

海
域
に
お
け
る
基
地
式
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁

止
す
る
。

母
船
式

捕
鯨
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

海
域
に
お
け
る
母
船
式
捕
鯨
業
の
操
業
は
、
禁

止
す
る
。

か
じ
き

等
流
し

網
漁
業

一
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲

げ
る
海
域
に
お
け
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の

操
業
は
、
禁
止
す
る
。

二
　
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
に
お
け
る
か
じ
き
等

流
し
網
漁
業
の
操
業
は
、
毎
年
五
月
一
日
か
ら

六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁

止
す
る
。

イ
　
北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
東
経
百
四
十
一
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

ロ
　
北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
東
経
百
四
十
二
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

ハ
　
北
緯
三
十
三
度
十
三
秒
東
経
百
四
十
二
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

ニ
　
北
緯
三
十
三
度
十
三
秒
東
経
百
四
十
六
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

ホ
　
北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十
六
度
五

十
九
分
四
十
七
秒
の
点

ヘ
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
三
十

海
里
の
点
と
北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十

六
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点
を
結
ぶ
線
と
東

経
百
四
十
一
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
線
と
の

交
点

ト
　
北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
東
経
百
四
十
一
度

五
十
九
分
四
十
七
秒
の
点

三
　
北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
の
線
、
東
経
百
四

十
六
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
線
、
北
緯
三
十

三
度
十
三
秒
の
線
及
び
東
経
百
四
十
二
度
五
十

九
分
四
十
七
秒
の
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
に

お
け
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
は
、
毎

年
五
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内

に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

四
　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
よ
る
さ
け
、
ま

す
、
う
み
が
め
類
、
く
ろ
と
が
り
ざ
め
又
は
よ

ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

東
シ
ナ

海
等
か

じ
き
等

流
し
網

漁
業

東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
よ
る
さ

け
、
ま
す
又
は
う
み
が
め
類
の
採
捕
は
、
禁
止

す
る
。

か

つ

お
・
ま

ぐ
ろ
漁

業

一
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲

げ
る
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の

操
業
は
、
禁
止
す
る
。

二
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め
の

採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

三
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、

禁
止
す
る
。

四
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち
の
採
捕
は
、

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、

禁
止
す
る
。

五
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（
釣
り
に
よ
る
も
の
に
限
る

。
）
に
よ
る
か
つ
お
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

六
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
き
は
だ
の
採
捕
は
、

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、

禁
止
す
る
。

七
　
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
い
と
ま
き
え
い
科
の

採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

八
　
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、

禁
止
す
る
。

九
　
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
い
と
ま
き
え
い
科
の

採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

十
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
に
た
り
の
採
捕
は
、
禁
止

す
る
。

十
一
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
は
ち
わ
れ
の
採
捕
は
、

禁
止
す
る
。

十
二
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
ま
お
な
が
の
採
捕
は
、

禁
止
す
る
。

十
三
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、

禁
止
す
る
。

十
四
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
体
長
六
十
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
未
満
の
か
じ
き
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

十
五
　
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
い
と
ま
き
え
い
科
の

採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

十
六
　
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と
が
り
ざ
め
の
採
捕

は
、
禁
止
す
る
。

十
七
　
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
し
ゆ
も
く
ざ
め
科
（
う
ち

わ
し
ゆ
も
く
ざ
め
を
除
く
。
）
の
採
捕
は
、
禁
止

す
る
。
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十
八
　
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
は
ち
わ
れ
の
採
捕
は
、
禁

止
す
る
。

十
九
　
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止

す
る
。

二
十
　
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
に
し
ね
ず
み
ざ
め
の
採
捕

は
、
禁
止
す
る
。

二
十
一
　
大
西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
体
重
二
十
五
キ
ロ
グ

ラ
ム
未
満
の
め
か
じ
き
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

た
だ
し
、
体
重
二
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
め

か
じ
き
の
漁
獲
尾
数
が
、
そ
の
航
海
中
の
当
該

海
域
に
お
け
る
め
か
じ
き
の
総
漁
獲
尾
数
の
百

分
の
十
五
を
超
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

二
十
二
　
北
緯
五
度
の
線
以
北
の
大
西
洋
条
約

海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る

あ
お
ざ
め
の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

た
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

二
十
三
　
北
緯
十
度
の
線
以
北
の
西
経
四
十
五

度
の
線
、
北
緯
十
度
西
経
四
十
五
度
の
点
か
ら

北
緯
十
度
西
経
三
十
五
度
の
点
に
至
る
直
線
、

北
緯
十
度
西
経
三
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
五
度

西
経
三
十
五
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
五
度

西
経
三
十
五
度
の
点
か
ら
北
緯
五
度
西
経
三
十

度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯
五
度
西
経
三
十
度

の
点
か
ら
赤
道
と
西
経
三
十
度
の
線
と
の
交
点

に
至
る
直
線
、
赤
道
と
西
経
三
十
度
の
線
と
の

交
点
か
ら
赤
道
と
西
経
二
十
五
度
の
線
と
の
交

点
に
至
る
直
線
及
び
赤
道
以
南
の
西
経
二
十
五

度
の
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
大
西
洋
条
約
海
域

（
次
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
に
お
い
て
「
西
大

西
洋
の
海
域
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
か
つ
お
・

ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
体
重
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未

満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た

だ
し
、
体
重
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま

ぐ
ろ
の
漁
獲
重
量
が
、
そ
の
航
海
中
の
当
該
海

域
に
お
け
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
総
漁
獲
重
量
の
百

分
の
十
を
超
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

二
十
四
　
北
緯
三
十
五
度
の
線
以
北
の
西
経
四

十
五
度
の
線
、
北
緯
三
十
五
度
西
経
四
十
五
度

の
点
か
ら
北
緯
三
十
五
度
西
経
六
十
五
度
に
至

る
直
線
、
北
緯
三
十
五
度
西
経
六
十
五
度
の
点

か
ら
北
緯
二
十
度
西
経
六
十
五
度
の
点
に
至
る

直
線
、
北
緯
二
十
度
西
経
六
十
五
度
の
点
か
ら

北
緯
二
十
度
西
経
八
十
度
に
至
る
直
線
、
北
緯

二
十
度
西
経
八
十
度
の
点
か
ら
北
緯
二
十
六
度

三
十
分
西
経
八
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
北
緯

二
十
六
度
三
十
分
西
経
八
十
度
の
点
及
び
北
緯

二
十
六
度
三
十
分
の
線
と
フ
ロ
リ
ダ
半
島
東
岸

と
の
交
点
を
結
ぶ
直
線
以
北
の
西
大
西
洋
の
海

域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内
に
お
い
て
は
、

禁
止
す
る
。

二
十
五
　
西
大
西
洋
の
海
域
以
外
の
大
西
洋
条

約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ

る
体
重
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ

の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
体
重
十
キ

ロ
グ
ラ
ム
以
上
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ

ま
ぐ
ろ
の
漁
獲
尾
数
が
、
そ
の
航
海
中
の
当
該

海
域
に
お
け
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
総
漁
獲
尾
数
の

百
分
の
五
を
超
え
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

二
十
六
　
西
大
西
洋
の
海
域
以
外
の
大
西
洋
条

約
海
域
（
西
経
十
度
の
線
以
西
、
北
緯
四
十
二

度
の
線
以
北
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
か
つ

お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕

は
、
毎
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

二
十
七
　
北
緯
四
十
二
度
の
線
以
北
、
西
経
四

十
五
度
の
線
以
東
、
西
経
十
度
の
線
以
西
の
大

西
洋
条
約
海
域
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁

業
の
操
業
は
、
毎
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
七
月

三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁
止

す
る
。

二
十
八
　
北
緯
二
十
度
の
線
以
北
、
西
経
八
十

一
度
の
線
以
西
の
メ
キ
シ
コ
湾
の
海
域
に
お
け

る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
操
業
は
、
毎
年
一

月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
内

に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

北
太
平

洋
さ
ん

ま
漁
業

沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

海
域
に
お
け
る
北
太
平
洋
さ
ん
ま
漁
業
の
操
業

は
、
禁
止
す
る
。

ず
わ
い

が
に
漁

業

次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
ず
わ
い
が
に
漁
業

の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
水
域

ロ
　
北
緯
三
十
八
度
五
十
分
十
秒
の
線
、
東
経

百
三
十
二
度
五
十
九
分
五
十
秒
の
線
、
北
緯
四

十
度
十
分
九
秒
の
線
及
び
東
経
百
三
十
五
度
五

十
九
分
四
十
九
秒
の
線
の
各
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
海
域

い
か
釣

り
漁
業

一
　
次
に
掲
げ
る
海
域
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁

業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

イ
　
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号
イ
に
掲

げ
る
海
域

ロ
　
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
、
山
口
県
下
関
市
火
の
山
下
通
航
潮
流
信
号

所
か
ら
福
岡
県
北
九
州
市
門
司
埼
灯
台
に
至
る

直
線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）
　
長
崎
県
長
崎
市
野
母
崎
突
端

（
２
）
　
長
崎
県
長
崎
市
野
母
崎
突
端
正
西
の
線

と
東
経
百
二
十
七
度
五
十
九
分
五
十
二
秒
の
線

と
の
交
点

（
３
）
　
長
崎
県
対
馬
市
神
埼
灯
台

（
４
）
　
山
口
県
萩
市
見
島
北
灯
台

（
５
）
　
福
岡
県
宗
像
市
沖
ノ
島
灯
台
と
島
根
県

出
雲
市
日
御
碕
灯
台
北
西
三
十
海
里
の
点
と
を

結
ぶ
線
と
山
口
県
萩
市
見
島
の

大
高
潮
時
海

岸
線
か
ら
二
十
海
里
の
線
と
の
交
点
の
う
ち
北

に
位
置
す
る
も
の

（
６
）
　
島
根
県
出
雲
市
日
御
碕
灯
台
北
西
三
十

海
里
の
点

（
７
）
　
島
根
県
隠
岐
郡
知
夫
村
知
夫
里
島
灯
台

（
８
）
　
福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
越
前
岬
灯
台
北

西
三
十
海
里
の
点
と
鳥
取
県
鳥
取
市
長
尾
鼻
灯

台
正
北
三
十
海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線
の
延
長
線

と
島
根
県
隠
岐
郡
の

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら

沖
合
二
十
海
里
の
線
と
の
交
点
の
う
ち
東
に
位

置
す
る
も
の

（
９
）
　
福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
越
前
岬
灯
台
北

西
三
十
海
里
の
点

（
１
０
）
　
石
川
県
加
賀
市
加
佐
岬
灯
台
北
西
二

十
五
海
里
の
点

（
１
１
）
　
石
川
県
輪
島
市
舳
倉
島
灯
台
正
西
二

十
海
里
の
点

（
１
２
）
　
石
川
県
輪
島
市
舳
倉
島
灯
台
正
北
二

十
海
里
の
点

（
１
３
）
　
石
川
県
珠
洲
市
禄
剛
埼
灯
台
北
東
二

十
海
里
の
点

（
１
４
）
　
石
川
県
珠
洲
市
長
手
埼
灯
台
正
東
二

十
海
里
の
点

（
１
５
）
　
新
潟
県
佐
渡
市
沢
崎
鼻
灯
台

（
１
６
）
　
新
潟
県
佐
渡
市
姫
埼
灯
台

（
１
７
）
　
新
潟
県
岩
船
郡
粟
島
浦
村
粟
島
灯
台

正
西
五
海
里
の
点

（
１
８
）
　
山
形
県
酒
田
市
飛
島
灯
台
北
西
五
海

里
の
点

（
１
９
）
　
秋
田
県
男
鹿
市
入
道
埼
灯
台
正
西
七

海
里
の
点

（
２
０
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
艫
作
埼
灯

台
正
西
七
海
里
の
点

（
２
１
）
　
青
森
県
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
戸
瀬
埼

灯
台
北
西
六
海
里
の
点

（
２
２
）
　
青
森
県
北
津
軽
郡
中
泊
町
小
泊
岬
北

灯
台
正
西
七
海
里
の
点

（
２
３
）
　
青
森
県
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
龍
飛
埼

灯
台
と
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
灯
台
と

を
結
ぶ
線
の
中
心
点

（
２
４
）
　
青
森
県
東
津
軽
郡
今
別
町
高
野
埼
灯

台
正
北
五
海
里
の
点

（
２
５
）
　
青
森
県
下
北
郡
大
間
町
大
間
埼
灯
台

と
北
海
道
函
館
市
汐
首
岬
灯
台
と
を
結
ぶ
線
の

中
心
点

（
２
６
）
　
青
森
県
む
つ
市
大
畑
港
北
防
波
堤
灯

台
北
東
三
海
里
の
点

（
２
７
）
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
灯
台

正
北
三
海
里
の
点

（
２
８
）
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
灯
台

正
東
三
海
里
の
点

（
２
９
）
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
白
糠
灯
台
正

東
三
海
里
の
点

（
３
０
）
　
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
白
糠
灯
台
正

東
三
海
里
の
点
二
百
度
の
線
と
同
県
上
北
郡
の

大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点

ハ
　
長
崎
県
対
馬
市
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
二
十
海
里
以
内
の
海
域
、
山
口
県

萩
市
見
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖

合
二
十
海
里
以
内
の
海
域
、
島
根
県
隠
岐
郡
の

周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
二
十
海
里

以
内
の
海
域
、
新
潟
県
佐
渡
市
の
周
囲

大
高

潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
五
海
里
以
内
の
海
域
並

び
に
青
森
県
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
埼
灯
台
か
ら

沖
合
六
・
八
海
里
以
内
の
海
域
（
ロ
に
掲
げ
る

海
域
を
除
く
。
）

ニ
　
新
潟
県
佐
渡
市
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
二
十
海
里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、

同
市
沢
崎
鼻
灯
台
正
西
の
線
以
北
、
同
市
関
岬

北
西
の
線
以
南
の
海
域
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る

海
域
を
除
く
。
）

ホ
　
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
と
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
沙
流
、

勇
払
両
郡
界

30



（
２
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
沙
流
、

勇
払
両
郡
界
二
百
六
度
五
十
五
分
十
五
海
里
の

点（
３
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
沙
流
、

勇
払
両
郡
界
二
百
六
度
五
十
五
分
十
五
海
里
の

点
と
同
道
函
館
市
臼
尻
港
北
防
波
堤
灯
台
と
を

結
ぶ
線
上
同
灯
台
か
ら
五
海
里
の
点

（
４
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
北
東
五
海

里
の
点

（
５
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
南
東
六
海

里
の
点

（
６
）
　
北
海
道
函
館
市
汐
首
岬
灯
台
と
青
森
県

下
北
郡
大
間
町
大
間
埼
灯
台
と
を
結
ぶ
線
の
中

心
点

（
７
）
　
北
海
道
函
館
市
汐
首
岬
灯
台
と
青
森
県

下
北
郡
大
間
町
大
間
埼
灯
台
と
を
結
ぶ
線
の
中

心
点
と
同
道
北
斗
市
葛
登
支
岬
灯
台
と
を
結
ぶ

線
上
同
灯
台
か
ら
五
海
里
の
点

（
８
）
　
北
海
道
上
磯
郡
知
内
町
矢
越
岬
灯
台
正

東
六
海
里
の
点

（
９
）
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
白
神
岬
灯
台
と

青
森
県
東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
龍
飛
埼
灯
台
と
を

結
ぶ
線
の
中
心
点

（
１
０
）
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
松
前
小
島
灯

台（
１
１
）
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
松
前
小
島
灯

台
正
北
の
線
と

大
高
潮
時
海
岸
線
上
同
道
松

前
、
檜
山
両
郡
界
正
西
の
線
と
の
交
点

（
１
２
）
　
北
海
道
爾
志
郡
乙
部
町
乙
部
港
北
防

波
堤
灯
台
正
西
八
海
里
の
点

（
１
３
）
　
北
海
道
久
遠
郡
せ
た
な
町
帆
越
岬
突

端
正
西
四
海
里
の
点

（
１
４
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
久
遠
、

島
牧
両
郡
界
西
北
西
十
二
海
里
の
点

（
１
５
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
久
遠
、

島
牧
両
郡
界
西
北
西
二
十
海
里
の
点

（
１
６
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
島
牧
、

寿
都
両
郡
界
北
西
二
十
海
里
の
点

（
１
７
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
島
牧
、

寿
都
両
郡
界

ヘ
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
小
島
の
周
囲

大

高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
七
海
里
以
内
の
海
域

（
ホ
に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。
）

ト
　
北
海
道
松
前
郡
松
前
町
大
島
の
周
囲

大

高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
十
海
里
以
内
の
海
域

チ
　
北
海
道
奥
尻
郡
奥
尻
町
奥
尻
島
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸
線
か
ら
沖
合
十
海
里
以
内
の
海

域
（
ホ
に
掲
げ
る
海
域
を
除
く
。
）

リ
　
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
と
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
イ
に
掲
げ

る
海
域
と
重
複
す
る
部
分
を
除
く
。
）

（
１
）
　
北
海
道
天
塩
郡
の

大
高
潮
時
海
岸
線

上
北
緯
四
十
五
度
八
秒
の
点

（
２
）
　
北
緯
四
十
五
度
八
秒
東
経
百
四
十
度
四

十
九
分
四
十
六
秒
の
点

（
３
）
　
北
緯
四
十
五
度
四
十
分
八
秒
東
経
百
四

十
度
四
十
九
分
四
十
六
秒
の
点

（
４
）
　
北
緯
四
十
五
度
四
十
分
八
秒
の
線
と
北

海
道
稚
内
市
宗
谷
岬
灯
台
北
北
東
の
線
と
の
交

点（
５
）
　
北
海
道
稚
内
市
時
前
埼
突
端
正
東
十
三

海
里
の
点

（
６
）
　
北
緯
四
十
四
度
五
十
六
分
七
秒
東
経
百

四
十
二
度
五
十
二
分
二
十
四
秒
の
点

（
７
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
枝
幸
、

紋
別
両
郡
界
四
十
三
度
三
十
分
二
・
二
海
里
の

点（
８
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
紋
別
郡

興
部
町
、
紋
別
市
境
界
北
東
二
・
二
海
里
の
点

（
９
）
　
北
海
道
紋
別
市
紋
別
灯
台
と
同
道
紋
別

郡
湧
別
町
サ
ロ
マ
湖
口
灯
台
北
東
一
・
六
海
里

の
点
と
を
結
ぶ
線
上
紋
別
灯
台
五
海
里
の
点

（
１
０
）
　
北
海
道
紋
別
郡
湧
別
町
サ
ロ
マ
湖
口

灯
台
北
東
一
・
六
海
里
の
点

（
１
１
）
　
北
海
道
北
見
市
常
呂
岬
突
端
正
北

一
・
六
海
里
の
点

（
１
２
）
　
北
海
道
網
走
市
能
取
岬
灯
台
北
東

一
・
六
海
里
の
点

（
１
３
）
　
北
海
道
網
走
市
網
走
港
東
防
波
堤
灯

台
東
南
東
二
・
二
海
里
の
点

（
１
４
）
　
北
海
道
網
走
市
網
走
港
東
防
波
堤
灯

台
東
南
東
の
線
と
北
緯
四
十
三
度
五
十
七
分
九

秒
の
線
と
の
交
点

（
１
５
）
　
北
海
道
網
走
郡
美
幌
町
と
同
道
川
上

郡
弟
子
屈
町
と
の
境
界
に
あ
る
藻
琴
山
頂
上
と

同
道
斜
里
郡
斜
里
町
宇
登
呂
灯
台
北
西
一
・
三

海
里
の
点
と
を
結
ぶ
線
と
北
緯
四
十
三
度
五
十

七
分
九
秒
の
線
と
の
交
点

（
１
６
）
　
北
海
道
斜
里
郡
斜
里
町
宇
登
呂
灯
台

北
西
一
・
三
海
里
の
点

（
１
７
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
斜
里
、

目
梨
両
郡
界
北
西
一
・
三
海
里
の
点

（
１
８
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
斜
里
、

目
梨
両
郡
界
三
十
二
度
三
十
分
一
・
三
海
里
の

点

（
１
９
）
　
北
緯
四
十
六
度
八
秒
東
経
百
四
十
六

度
四
十
七
分
四
十
四
秒
の
点

（
２
０
）
　
北
緯
四
十
六
度
九
秒
東
経
百
四
十
九

度
五
十
九
分
四
十
三
秒
の
点

（
２
１
）
　
北
緯
四
十
五
度
三
十
分
九
秒
東
経
百

四
十
九
度
五
十
九
分
四
十
三
秒
の
点

（
２
２
）
　
北
緯
四
十
三
度
二
十
五
分
九
秒
東
経

百
四
十
七
度
二
十
九
分
四
十
五
秒
の
点

（
２
３
）
　
北
海
道
根
室
市
納
沙
布
岬
灯
台
南
南

東
三
十
海
里
の
点

（
２
４
）
　
北
海
道
根
室
市
納
沙
布
岬
灯
台
南
南

東
十
海
里
の
点

（
２
５
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
根
室

市
、
厚
岸
郡
境
界
正
南
二
十
海
里
の
点

（
２
６
）
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
根
室

市
、
厚
岸
郡
境
界

二
　
次
に
掲
げ
る
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
と
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
に
お
け
る
い

か
釣
り
漁
業
の
操
業
は
、
毎
年
十
一
月
一
日
か

ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
は
、
禁
止

す
る
。

イ
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
広
尾
、
幌

泉
両
郡
界

ロ
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
広
尾
、
幌

泉
両
郡
界
百
六
度
三
十
分
二
十
海
里
の
点

ハ
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯
台
南

東
三
十
海
里
の
点

ニ
　
北
海
道
幌
泉
郡
え
り
も
町
襟
裳
岬
灯
台
南

西
三
十
海
里
の
点

ホ
　
北
海
道
様
似
郡
様
似
町
様
似
港
西
防
波
堤

灯
台
南
西
十
七
海
里
の
点

ヘ
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
沙
流
、
勇

払
両
郡
界
二
百
六
度
五
十
五
分
十
五
海
里
の
点

ト
　

大
高
潮
時
海
岸
線
上
北
海
道
沙
流
、
勇

払
両
郡
界

三
　
新
潟
県
佐
渡
市
の
周
囲

大
高
潮
時
海
岸

線
か
ら
沖
合
二
十
海
里
以
内
の
海
域
の
う
ち
、

同
市
関
岬
突
端
北
西
の
線
以
東
、
同
市
弾
崎
突

端
北
東
の
線
以
西
の
海
域
（
第
一
号
ハ
に
掲
げ

る
海
域
を
除
く
。
）
に
お
け
る
い
か
釣
り
漁
業
の

操
業
は
、
毎
年
五
月
二
十
日
か
ら
七
月
二
十
日

ま
で
の
期
間
中
は
、
禁
止
す
る
。

四
　
南
緯
三
十
度
の
線
以
南
、
西
経
百
六
十
五

度
の
線
以
西
、
南
緯
五
十
五
度
の
線
以
北
、
東

経
百
六
十
度
の
線
以
東
の
海
域
に
お
け
る
い
か

釣
り
漁
業
の
操
業
は
、
毎
年
七
月
一
日
か
ら
十

月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
は
、
禁

止
す
る
。

別
表
第
五
（
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
、

第
三
十
七
条
、
第
百
六
条
、
第
百
七
条
関
係
）

区
域

上
欄
に
掲
げ
る
区
域
内
に

立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る

者

一
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間

の
協
定
第
二
条
１
に
規
定
す

る
海
域

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間

の
協
定
第
二
条
３
に
定
め

ら
れ
た
カ
ナ
ダ
政
府
の
権

限
あ
る
当
局
が
発
給
し
た

許
可
証
を
有
す
る
者

二
　
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
の
地

先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
ギ
ル
バ

ー
ト
諸
島
政
府
と
の
間
の
協

定
第
一
条
に
規
定
す
る
海
域

ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
の
地
先

沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
ギ
ル

バ
ー
ト
諸
島
政
府
と
の
間

の
協
定
に
基
づ
い
て
キ
リ

バ
ス
政
府
の
許
可
を
受
け

た
者

三
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
政
府

と
の
間
の
協
定
第
一
条
に
規

定
す
る
海
域

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
政
府

と
の
間
の
協
定
第
四
条
に

定
め
ら
れ
た
ソ
ロ
モ
ン
政

府
の
発
給
し
た
許
可
証
を

有
す
る
者

四
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政

府
と
の
間
の
取
極
１
に
規
定

す
る
海
域

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政

府
と
の
間
の
取
極
２
に
定

め
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
政
府

の
権
限
の
あ
る
当
局
が
発

給
し
た
許
可
証
を
有
す
る

者

五
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政

府
と
の
間
の
協
定
第
二
条
１

に
規
定
す
る
海
域

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
を

営
む
者
で
あ
っ
て
漁
業
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の

間
の
協
定
第
二
条
１
に
定

め
ら
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
政
府
の
許
可
を
受
け
た

者

六
　
マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
の
地

先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
マ
ー
シ

マ
ー
シ
ヤ
ル
諸
島
の
地
先

沖
合
に
お
け
る
漁
業
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
マ
ー

シ
ヤ
ル
諸
島
政
府
と
の
間

の
協
定
第
四
条
に
定
め
ら
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ヤ
ル
諸
島
政
府
と
の
間
の
協

定
第
一
条
に
規
定
す
る
海
域

れ
た
マ
ー
シ
ャ
ル
政
府
の

発
給
し
た
許
可
証
を
有
す

る
者

七
　
海
洋
漁
業
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
モ
ロ
ッ
コ
王
国

政
府
と
の
間
の
協
定
前
文
に

規
定
す
る
海
域

日
本
国
の
漁
船
が
モ
ロ
ッ

コ
王
国
に
接
続
す
る
二
百

海
里
水
域
に
お
い
て
漁
獲

に
従
事
す
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
た
め
モ
ロ
ッ
コ
政

府
の
発
給
し
た
許
可
証
を

有
す
る
者

八
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
ト
ゥ
ヴ
ァ
ル
政
府
と

の
間
の
協
定
前
文
に
規
定
す

る
海
域

漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
ト
ゥ
ヴ
ァ
ル
政
府
と

の
間
の
協
定
第
四
条
に
定

め
ら
れ
た
ツ
バ
ル
政
府
の

発
給
し
た
許
可
証
を
有
す

る
者

九
　
日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

政
府
と
の
間
の
両
国
の
地
先

沖
合
に
お
け
る
漁
業
の
分
野

の
相
互
の
関
係
に
関
す
る
協

定
第
一
条
に
規
定
す
る
ロ
シ

ア
連
邦
の
北
西
太
平
洋
の
沿

岸
に
接
続
す
る
二
百
海
里

水
域

日
本
国
政
府
と
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

政
府
と
の
間
の
両
国
の
地

先
沖
合
に
お
け
る
漁
業
の

分
野
の
相
互
の
関
係
に
関

す
る
協
定
第
三
条
に
定
め

ら
れ
た
ロ
シ
ア
政
府
の
権

限
の
あ
る
機
関
が
発
給
し

た
許
可
証
を
有
す
る
者

十
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
政

府
と
の
間
の
協
定
前
文
に
規

定
す
る
セ
ネ
ガ
ル
共
和
国
に

接
続
す
る
二
百
海
里
水
域

日
本
国
の
漁
船
が
セ
ネ
ガ

ル
共
和
国
に
接
続
す
る
二

百
海
里
水
域
に
お
い
て
漁

獲
に
従
事
す
る
こ
と
を
可

能
と
す
る
た
め
セ
ネ
ガ
ル

政
府
の
発
給
し
た
許
可
証

を
有
す
る
者

十
一
　
漁
業
に
関
す
る
日
本

国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協

定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
協
定
」
と
い
う
。
）
第
一
条

の
協
定
水
域
の
う
ち
、
大
韓

民
国
の
排
他
的
経
済
水
域
の

南
端
の
緯
度
線
以
北
、
次

に
掲
げ
る
線
か
ら
成
る
線
以

西
の
水
域
（
協
定
附
属
書
Ｉ

Ｉ
の
３
の
（
１
）
の
点
か
ら

（
３
）
の
点
ま
で
を
順
次
に

直
線
で
結
ぶ
線
よ
り
北
西
側

の
我
が
国
排
他
的
経
済
水
域

を
除
く
。
）

イ
　
協
定
第
七
条
１
に
規
定

す
る
線

協
定
第
四
条
１
に
定
め
ら

れ
た
大
韓
民
国
の
権
限
の

あ
る
当
局
が
発
給
し
た
許

可
証
を
有
す
る
者

ロ

　

協

定

第

九

条

１

の

（
８
）
の
点
か
ら
（
１
６
）

の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ぶ
線

ハ

　

協

定

第

九

条

２

の

（
１
）
の
線

ニ

　

協

定

第

九

条

２

の

（
２
）
の
線

ホ

　

協

定

第

九

条

２

の

（
３
）
の
線

十
二
　
漁
業
に
関
す
る
日
本

国
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の

間
の
協
定
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
協
定
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
中
華
人

民
共
和
国
の
排
他
的
経
済
水

域
の
う
ち
、
黄
海
及
び
南
シ

ナ
海
の
海
域
並
び
に
次
に
掲

げ
る
線
か
ら
成
る
線
以
西
の

海
域

イ
　
北
緯
三
十
一
度
四
十
二

分
十
二
秒
東
経
百
二
十
一
度

五
十
三
分
五
十
五
秒
の
点
か

ら
北
緯
三
十
二
度
四
十
六
分

四
秒
東
経
百
二
十
四
度
四
十

四
分
五
十
四
秒
の
点
に
至
る

直
線

ロ
　
北
緯
三
十
二
度
四
十
六

分
四
秒
東
経
百
二
十
四
度
四

十
四
分
五
十
四
秒
の
点
か
ら

北
緯
三
十
度
四
十
分
十
三
秒

東
経
百
二
十
四
度
四
十
四
分

五
十
四
秒
の
点
に
至
る
直
線

ハ
　
北
緯
三
十
度
四
十
分
十

三
秒
東
経
百
二
十
四
度
四
十

四
分
五
十
四
秒
の
点
か
ら
協

定
第
七
条
１
の
（
ａ
）
の
点

に
至
る
直
線

ニ

　

協

定

第

七

条

１

の

（
ａ
）
の
点
か
ら
（
ｅ
）
の

点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

ぶ
線

ホ
　
東
経
百
二
十
一
度
五
十

七
分
十
九
秒
以
西
の
北
緯
二

十
七
度
十
四
秒
の
線

協
定
第
二
条
２
に
定
め
ら

れ
た
中
華
人
民
共
和
国
の

権
限
の
あ
る
当
局
が
発
給

し
た
許
可
証
を
有
す
る
者

別
表
第
６
（
第
３
２
条
の
２
、
第
３
５
条
関
係
）

信
号
符
字
等
を
表
示
す
る

場
所

船
体
の
両
げ
ん
側
又
は
船
橋

の
両
側
面
及
び
甲
板
上

船
体
の
両
げ
ん
側
又
は
船

橋
の
両
側
面
に
表
示
す
る

信
号
符
字
等
の
大
き
さ

船
舶
の
長
さ

信
号
符
字
等

の
大
き
さ

２
５
メ
ー
ト

ル
以
上

縦
１
メ
ー
ト

ル
以
上

２
０
メ
ー
ト

ル
以
上
２
５

メ
ー
ト
ル
未

満

縦
０
．
８
メ

ー
ト
ル
以
上

１
５
メ
ー
ト

ル
以
上
２
０

メ
ー
ト
ル
未

満

縦
０
．
６
メ

ー
ト
ル
以
上

１
２
メ
ー
ト

ル
以
上
１
５

メ
ー
ト
ル
未

満

縦
０
．
４
メ

ー
ト
ル
以
上

５
メ
ー
ト
ル

以
上
１
２
メ

ー
ト
ル
未
満

縦
０
．
３
メ

ー
ト
ル
以
上

５
メ
ー
ト
ル

未
満

縦
０
．
１
メ

ー
ト
ル
以
上

甲
板
上
に
表
示
す
る
信
号

符
字
等
の
大
き
さ

縦
０
．
３
メ
ー
ト
ル
以
上

別
表
第
七
（
第
五
十
六
条
関
係
）

船

舶

の

総

ト

ン

数

海
域

色

総

ト

ン

数

百

二

十

ト

ン

未

満

一
　
北
緯
五
十
度
の
線
、
次
に
掲
げ
る
イ

か
ら
リ
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結

ぶ
線
及
び
東
経
百
度
の
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
海
域
（
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
第

二
条
１
に
規
定
す
る
海
域
を
除
く
。
）

イ
　
北
緯
五
十
度
西
経
百
五
十
度
の
点

ロ
　
南
緯
四
度
西
経
百
五
十
度
の
点

ハ
　
南
緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点

ニ
　
南
緯
二
十
五
度
西
経
百
三
十
度
の
点

ホ
　
南
緯
二
十
五
度
東
経
百
五
十
五
度
の

点ヘ
　
南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
二
十
九

度
の
点

ト
　
南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
十
三
度

二
十
八
分
の
点

白
色

チ
　
南
緯
十
度
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分

の
点

リ
　
南
緯
十
度
東
経
百
度
の
点

二
　
前
号
に
掲
げ
る
海
域
の
う
ち
、
北
緯

五
十
度
の
線
、
北
緯
二
十
度
の
線
、
西
経

百
五
十
度
の
線
及
び
東
経
百
七
十
度
の
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
並
び
に
我
が
国
の

排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び

に
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て

囲
ま
れ
た
海
域
か
ら
成
る
海
域
（
東
京
都

小
笠
原
村
南
鳥
島
に
係
る
排
他
的
経
済
水

域
及
び
領
海
を
除
く
。
）
を
除
く
海
域

黄

緑

色

総

ト

ン

数

百

二

十

ト

ン

以

上

全
て
の
海
域

朱
色

船

橋

の

周

囲

を

一

メ

ー

ト

ル

の

幅

で

帯

状

に

塗

装

す

る

こ

と

別
表
第
八
（
第
五
十
九
条
、
第
九
十
七
条
関
係
）

港
内
又
は
海
域

転
載
に
係
る
制
限

中
西
部
太
平
洋

条
約
海
域
、
東

部
太
平
洋
条
約

海
域
、
イ
ン
ド

洋
協
定
海
域
又

は
大
西
洋
条
約

海
域
に
沿
う
日

本
国
外
の
港
の

港
内

一
　
転
載
を
行
う
海
域
を
管
轄
す
る
ま

ぐ
ろ
類
等
地
域
漁
業
管
理
機
関
に
登
録

さ
れ
た
運
搬
船
（
東
部
太
平
洋
条
約
海

域
、
イ
ン
ド
洋
協
定
海
域
又
は
大
西
洋

条
約
海
域
に
沿
う
日
本
国
外
の
港
の
港

内
に
お
い
て
転
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
我
が
国
が
登
録
に
関
し
必
要
な
情

報
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ
り
登
録
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
「
登
録
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
以
外
の

船
舶
に
転
載
し
な
い
こ
と
。

二
　
転
載
を
行
う
海
域
を
管
轄
す
る
ま

ぐ
ろ
類
等
地
域
漁
業
管
理
機
関
が
定
め

る
書
面
で
あ
っ
て
当
該
転
載
を
行
っ
た

こ
と
を
申
告
す
る
も
の
（
中
西
部
太
平

洋
条
約
海
域
に
お
い
て
採
捕
し
た
漁
獲

物
等
を
中
西
部
太
平
洋
条
約
海
域
以
外

の
海
域
に
お
い
て
転
載
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
書
面
に
加
え
て
、
中
西

部
太
平
洋
条
約
海
域
を
管
轄
す
る
ま
ぐ
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ろ
類
等
地
域
漁
業
管
理
機
関
が
定
め
る

書
面
で
あ
っ
て
当
該
転
載
を
行
っ
た
こ

と
を
申
告
す
る
も
の
。
以
下
こ
の
表
に

お
い
て
「
転
載
申
告
書
」
と
い
う
。
）
の

写
し
を
当
該
転
載
終
了
後
十
五
日
以
内

（
東
部
太
平
洋
条
約
海
域
に
沿
う
日
本
国

外
の
港
の
港
内
に
お
い
て
転
載
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
五
日
（
行
政
機
関
の

休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年

法
律
第
九
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
日
（
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
「
行
政
機
関
の
休
日
」
と
い
う
。
）
の

日
数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
以
内
）
に
農

林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

三
　
漁
業
監
督
官
か
ら
漁
業
取
締
り
上

必
要
な
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ

に
従
う
こ
と
。

大
西
洋
条
約
海

域
に
沿
う
日
本

国
外
の
港
の
港

内

一
　
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
転
載
す
る
場
合
に

は
、
当
該
転
載
を
行
う
海
域
を
管
轄
す

る
ま
ぐ
ろ
類
等
地
域
漁
業
管
理
機
関
に

登
録
さ
れ
た
港
以
外
の
港
の
港
内
に
お

い
て
転
載
し
な
い
こ
と
。

二
　
大
西
洋
条
約
海
域
（
北
緯
五
度
の

線
以
北
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
採

捕
し
た
あ
お
ざ
め
を
転
載
し
な
い
こ
と
。

中
西
部
太
平
洋

条
約
海
域
（
キ

リ
バ
ス
、
ク
ッ

ク
及
び
フ
ラ
ン

ス
領
ポ
リ
ネ
シ

ア
の
排
他
的
経

済
水
域
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
海

域
か
ら
成
る
海

域
を
除
く
。
下

欄
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
東
部
太

平
洋
条
約
海
域

、
イ
ン
ド
洋
協

定
海
域
又
は
大

西
洋
条
約
海
域

一
　
登
録
運
搬
船
以
外
の
船
舶
に
転
載

し
な
い
こ
と
。

二
　
転
載
を
行
う
海
域
を
管
轄
す
る
ま

ぐ
ろ
類
等
地
域
漁
業
管
理
機
関
の
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
が
乗
船
す
る
運
搬
船
以
外
の

船
舶
に
転
載
し
な
い
こ
と
。

三
　
転
載
申
告
書
の
写
し
を
当
該
転
載

終
了
後
五
日
（
行
政
機
関
の
休
日
の
日

数
は
、
算
入
し
な
い
。
）
以
内
（
中
西
部

太
平
洋
条
約
海
域
に
お
い
て
転
載
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
日
以
内
）
に

農
林
水
産
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

四
　
漁
業
監
督
官
か
ら
漁
業
取
締
り
上

必
要
な
指
示
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ

に
従
う
こ
と
。

大
西
洋
条
約
海

域

一
　
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
転
載
し
な
い
こ
と
。

二
　
大
西
洋
条
約
海
域
（
北
緯
五
度
の

線
以
北
の
海
域
を
除
く
。
）
に
お
い
て
採

捕
し
た
あ
お
ざ
め
を
転
載
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
九
（
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
関
係
）

届

出

漁
業

海
域

沿

岸

ま

ぐ

ろ

は

え

縄

漁
業

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並

び
に
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
た
海
域
か
ら
成
る
海
域
（
東
京
都
小
笠
原
村
南

鳥
島
に
係
る
排
他
的
経
済
水
域
及
び
領
海
並
び
に

北
海
道
稚
内
市
宗
谷
岬
突
端
を
通
る
経
線
以
西
、

長
崎
県
長
崎
市
野
母
崎
突
端
を
通
る
緯
線
以
北
の

日
本
海
の
海
域
を
除
く
。
）

小

型

す

る

め

い

か

釣

り

漁

業

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水

（
内
水
面
を
除
く
。
）
か
ら
成
る
海
域

暫

定

措

置

水

域

沿

岸

漁

業

等

一
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間

の
協
定
第
九
条
１
に
定
め
る
海
域

二
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間

の
協
定
第
九
条
２
に
定
め
る
海
域

三
　
漁
業
に
関
す
る
日
本
国
と
中
華
人
民
共
和
国

と
の
間
の
協
定
第
七
条
１
に
定
め
る
海
域

四
　
北
緯
三
十
度
四
十
分
十
三
秒
の
線
以
北
、
東

経
百
二
十
四
度
四
十
四
分
五
十
四
秒
の
線
以
東
、

東
経
百
二
十
七
度
二
十
九
分
五
十
三
秒
の
線
以
西

の
東
シ
ナ
海
の
海
域
（
第
二
号
に
掲
げ
る
海
域
を

除
く
。
）

別
表
第
十
（
第
八
十
二
条
関
係
）

届
出
漁

業

制
限
又
は
禁
止

沿
岸
ま

ぐ
ろ
は

え
縄
漁

業

一
　
別
表
第
四
の
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
水
域
に
お
け
る
沿
岸
ま
ぐ
ろ

は
え
縄
漁
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

二
　
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
よ
る
く
ろ
と

が
り
ざ
め
又
は
よ
ご
れ
の
採
捕
は
、
禁
止
す
る
。

三
　
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
よ
る
め
ば
ち

の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内

に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

四
　
沿
岸
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
に
よ
る
き
は
だ

の
採
捕
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
た
期
間
内

に
お
い
て
は
、
禁
止
す
る
。

小
型
す

る
め
い

か
釣
り

漁
業

別
表
第
四
の
沖
合
底
び
き
網
漁
業
の
項
第
一
号

イ
に
掲
げ
る
水
域
に
お
け
る
小
型
す
る
め
い
か

釣
り
漁
業
の
操
業
は
、
禁
止
す
る
。

別
表
第
十
一
（
第
八
十
三
条
関
係
）

次
の
各
号
に
掲
げ
る
海
域
以
外
の
海
域

一
　
別
表
第
一
の
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
海
域

二
　
別
表
第
一
の
東
シ
ナ
海
等
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業

の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
海
域

三
　
東
経
百
四
十
四
度
五
十
九
分
四
十
六
秒
の
線
、
北

緯
四
十
一
度
十
秒
の
線
、
東
経
百
四
十
二
度
五
十
九
分

四
十
七
秒
の
線
、
北
緯
三
十
八
度
十
一
秒
の
線
、
東
経

百
四
十
一
度
五
十
九
分
四
十
七
秒
の
線
、
次
の
（
１
）

の
点
か
ら
（
１
８
）
の
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ

線
及
び
陸
岸
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域

（
１
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
突
端

（
２
）
　
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
突
端
正
東
十
海
里
の
点

（
３
）
　
青
森
県
八
戸
市
鮫
角
突
端
正
東
三
十
五
海
里
の
点

（
４
）
　
岩
手
県
宮
古
市
〔
と
ど
〕
ヶ
崎
突
端
正
東
十
海

里
の
点

（
５
）
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
埼
突
端
正
東
十
海
里
の
点

（
６
）
　
宮
城
県
気
仙
沼
市
御
埼
突
端
正
東
十
海
里
の
点

（
７
）
　
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
埼
突
端
正
東
十

海
里
の
点

（
８
）
　
宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
十
海
里
の
点

（
９
）
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の

大
高
潮
時
海
岸
線
に

お
け
る
境
界
点
正
東
二
十
五
海
里
の
点

（
１
０
）
　
福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
請
戸
ノ
鼻
突
端
正
東

二
十
五
海
里
の
点

（
１
１
）
　
福
島
県
い
わ
き
市
塩
屋
埼
灯
台
正
東
二
十
五

海
里
の
点

（
１
２
）
　
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
磯
埼
突
端
正
東
二
十

五
海
里
の
点

（
１
３
）
　
千
葉
県
銚
子
市
銚
子
一
ノ
島
灯
台
正
東
二
十

五
海
里
の
点

（
１
４
）
　
千
葉
県
銚
子
市
銚
子
一
ノ
島
灯
台
南
東
二
十

五
海
里
の
点

（
１
５
）
　
千
葉
県
い
す
み
市
太
東
埼
突
端
南
南
東
三
十

海
里
の
点

（
１
６
）
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
十
五
海

里
の
点

（
１
７
）
　
千
葉
県
南
房
総
市
野
島
埼
灯
台
正
南
三
十
海

里
の
点

（
１
８
）
　
北
緯
三
十
度
十
五
秒
東
経
百
四
十
六
度
五
十

九
分
四
十
七
秒
の
点

別
表
第
十
二
（
第
八
十
八
条
関
係
）

水
産
動
植
物

禁
止
区
域

ひ

め

う

み

が

め

（
そ
の
卵
を
含
む
。
）

北
緯
六
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
四
十

度
の
線
以
北
の
海
域

お
さ
が
め
（
そ
の

卵
を
含
む
。
）

北
緯
七
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
五
十

度
の
線
以
北
の
海
域

じ
ゅ
ご
ん

北
緯
三
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
三
十

度
の
線
以
北
の
海
域

別
表
第
十
三
（
第
九
十
四
条
関
係
）

鯨

禁
止
区
域

し
ろ
な
が

す
鯨

赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域
、
赤
道
以
北
の

大
西
洋
の
海
域
、
赤
道
以
北
の
イ
ン
ド
洋
の

海
域
及
び
赤
道
以
南
の
海
域

ほ
っ
き
ょ

く
鯨

北
緯
四
十
五
度
の
線
以
北
の
海
域

こ
く
鯨

赤
道
以
北
の
太
平
洋
の
海
域

す
な
め
り

北
緯
四
十
度
の
線
以
南
、
南
緯
四
十
度
の
線

以
北
の
海
域

別
表
第
十
四
（
第
百
一
条
関
係
）

区
域

成
熟
が

に
の
雌

雄
の
区

分

期
間

Ａ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い
が

に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
一
号
に
掲

げ
る
海
域
を
い
う
。
）

雌
が
に
一
月
二
十
一

日
か
ら
十
一

月
五
日
ま
で

雄
が
に
三
月
二
十
一

日
か
ら
十
一

月
五
日
ま
で

Ｂ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い
が

に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
二
号
に
掲

げ
る
海
域
を
い
う
。
）

雌
が
に

及
び
雄

が
に

六
月
一
日
か

ら
九
月
三
十

日
ま
で

Ｃ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い
が

に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
三
号
に
掲

げ
る
海
域
を
い
う
。
）

雌
が
に
周
年

雄
が
に
五
月
一
日
か

ら
十
月
三
十

一
日
ま
で

Ｄ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い
が

に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
四
号
に
掲

げ
る
海
域
を
い
う
。
）

雌
が
に
周
年

雄
が
に
六
月
十
六
日

か
ら
十
月
十

五
日
ま
で

Ｅ
海
域
（
別
表
第
一
の
ず
わ
い
が

に
漁
業
の
項
の
中
欄
第
五
号
に
掲

げ
る
海
域
を
い
う
。
）

雌
が
に

及
び
雄

が
に

四
月
一
日
か

ら
十
二
月
九

日
ま
で
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Regulations adopted in Korea to implement the ICCAT Recommendation 22-08 

(Submitted by Republic of Korea) 

 

Korea has been implementing the ICCAT Recommendation by enacting national “DISTANT WATER 
FISHERIES DEVELOPMENT ACT”, which mandates that all distant water fisheries operators must adhere 
to the conservation and management measures adopted by the RFMO. Specifically for the Atlantic 
Bluefin Tuna, the Ministry of Oceans and Fisheries has issued Notifications that outline catch restrictions 
(regarding size and area) and a catch documentation scheme. 

 

I. DISTANT WATER FISHERIES DEVELOPMENT ACT 

Article 7 (Restrictions on Permits for Distant Water Fisheries) 

The Minister of Ocean and Fisheries may restrict permits for distant water fisheries of a ship, suspend the 
distant water fisheries thereof, or restrict mooring of a ship or its entry into and departure from a port in 
any of the following cases, when granting a permit for distant water fisheries under Article 6, or if a ship 
for which such permit has been granted falls under any of the following subparagraphs:  

1. Where an international fisheries organization has made a resolution for preservation and 
management of resources; 

 

Article 11 (Cancellation of Permit for Distant Water Fisheries) 

The Minister of Oceans and Fisheries may cancel a permit for distant water fisheries or order the 
suspension of distant water fisheries for a specified period not exceeding six months in any of the 
following cases: 

5. When a person breaches any rule prescribed in Article 13. 

 

Article 13 (Rules for Distant Water Fishery Operators to Observe) 

1. Each operator of a distant water fisheries business and a person engaged in distant water fisheries 
(hereinafter referred to “operator, etc. of a distant water fisheries business) shall conscientiously 
conduct fishing operations within the permitted scope of operations and shall comply with 
resolutions made by international fisheries organizations for the conservation and management of 
resources and international standards regarding fisheries in high seas. 

2. No operator, etc. of a distant water fisheries business shall engage in any of the following activities 
related to serious violations in overseas waters: 

(3) Conducting fisheries operations without being allocated a catch quota established by an 
international fisheries organization or coastal state; 

(4) Transshipping fish or conducting joint fisheries operations with a ship of a non-member state 
or a ship listed by an international fisheries organization or coastal state as a vessel engaged 



in illegal, unreported, or unregulated fishing, or assisting such ship; 

(5) Conducting fisheries operations in waters or for the period subject to the prohibition of 
fisheries operations established by an international fisheries organization or coastal state, or 
directly conducting fisheries operations for any fishery resources prohibited from fishing; 

(6) Conducting fisheries operations with fishing gear or fishing methods non-permitted in an 
international fisheries organization or a coastal state; 

(8) Refusing the embarking or disembarking of an observer, an inspector of the Port State, or an 
inspector on board who performs activities according to the legal procedures, or assaulting or 
detaining the observer; 

(9) Failing to report on the status of fisheries operations, the amount of catches, the amount of 
unloading, or the amount of transshipment or filing a false report, or transshipping without 
obtaining a permit for transshipment; 

(14) Violating the provisions concerning the prohibition of retention or discarding for each type of 
fishery among the preservation and management measures of an international fisheries 
organization; 

(16) Conducting fisheries operations in excess of a catch quota set by an international fisheries 
organization; 

(18) Other cases of violating the conservation and management measures established by an 
international fisheries organization. 

 

II. NOTIFICATION ON THE IMPLEMENTATION OF FISHERIES REGULATIONS OF INTERNATIONAL 
FISHERIES ORGANIZATIONS 

 

Article 3(Catch Restriction for Tuna) 

When catching tunas in the Convention Area of International Fisheries Organizations(hereafter 
“International Organization”), the following shall be observed : 

1. Catching bluefin tuna weighing below 30kg(or below 115cm fork length) in the Convention Area of 
the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas is prohibited. 
Notwithstanding, incidental catch of no more than 5% by number of bluefin tuna weighing between 
8kg and 30kg(or, in the alternative, with fork length between 75 and 115 cm) may be authorized. 

2. In the Convention Area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, 
catching bluefin tuna is prohibited by large scale pelagic longline vessels over 24m during the 
period from 1 July to 31 December in the Mediterranean and the area delimited by the dots of 60°N 
and 45°W, 10°N and 45°W, 10°N and 35°W, 5°N and 35°W, 5°N and 30°W, the equator and 30°W, the 
equator and 25°W, 60°S and 25°W connected in sequence. In addition, catching bluefin tuna is 
prohibited during the period from 1 February to 31 July in the area delimited by West of l0°W and 
North of 42°N. 

 

III. NOTIFICATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE BLUEFIN TUNA CATCH 



DOCUMENTATION SCHEME OF THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS(ICCAT) 

 

Article 4(Rules on Export, Import, etc.) 

Without the Bluefin Tuna Catch Document through Separate Sheet Form No.1(hereinafter “Catch 
Document”), Transshipment Declaration of the Commission or Re-Export Certificate through Separate 
Sheet Form No.2(hereinafter “Re-Export Certificate”), landing, transshipment, transporting, catching, 
domestic distribution, importing, exporting or re-exporting of bluefin tuna is prohibited. 

 

Article 6(Confirmation Criteria for a Catch Document) 

To be issued a Catch Document in accordance with Article 5, all of the following requirements shall be 
met : 

1. All the information contained in the Catch Document for the bluefin tuna shall be proven to be 
accurate. 

2. The confirmed total amount in the Catch Document for the bluefin tuna does not exceed our 
country’s quota or catch limit(including individual quotas assigned to vessels or set nets) for the 
management year. 

3. Compliance with relevant conservation and management measures for the bluefin tuna. 

 

Article 8(Confirmation Criteria for a Re-Export Certificate) 

To be issued a Re-Export Certificate in accordance with Article 7, the following requirements shall be met : 

1. All the information contained in the Re-Export Certificate for the bluefin tuna shall be proven to be 
accurate. 

2. The Catch Document for the product declared in the Re-Export Certificate was duly authorized for 
import. 

3. The product of the Catch Document is the same as the whole or part of the bluefin tuna. 

4. A copy of the Catch Document for the bluefin tuna is attached to the Re-Export Certificate. 

 

Article 10(Attachment of Tags) 

1. Before landing the fish, the master etc, can attach the tag to each bluefin tuna during the killing of 
the fish. 

2. The serial number, location and time of the catch, weight related to the Catch Document for the 
bluefin tuna shall be recorded in the tag in accordance with Article 1. 

3. Tags can only be attached when the accumulated total catch amount does not exceed the quota or 
catch limit(including individual quotas assigned to vessels or set nets) for each management year. 



Royaume u Maroc- Réglementations et documents connexes 
adoptées pour la mise en œuvre de la Rec ICCAT 21-08 

- Décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les 
modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de 
pêche maritime. 

- Dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre1973) formant 
règlement sur la pêche maritime tel qu’il a été modifié et complété ; 

- Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la 
prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 
modifiant et complétant le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393                (23 
novembre1973) formant règlement sur la pêche maritime ; 

- Décret n° 2-17-455 du 9 chaabane 1439 ( 26 avril 2018 ) pris pour l’application de 
certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le 
dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 ( 23 novembre 1973 ) formant 
règlement sur la pêche maritime 

- Décret n° 2-17-456 du 26 joumada II 1439 ( 15 mars 2018 ) pris pour l’application de 
certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 ( 23 
novembre 1973 ) formant règlement sur la pêche maritime ; 

- Décret n° 2-09-674 d 30 rabbi I 1431 (17 mars 2010) fixant les conditions et les 
modalités d'Installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de 
positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite 
pour la transmission des données. 

- Décret n° 2.18.104 du 02 rabbi II 1440 (10 décembre 2018) modifiant et complétant le 
décret n° 2-09-674 du 30 rabbi I 1431 (17 mars 2010) fixant les conditions et les 
modalités d'Installation et d'utilisation à bord des navires de pêche d'un système de 
positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite 
pour la transmission des données ; 

- Décret n°2-17-454 du 05 Safar 1439 (25 octobre 2017) complétant et modifiant le 
décret n°2-12-361 du (24 juin 2013) déterminant les catégories des personnels du 
ministère de l'agriculture et de la pêche maritime - Département de la Pêche Maritime 
habilités à rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de 
pêche et à l'exercice de la pêche maritime; 

- Arrêté n°574-19 du 29 joumada II 1440 (7 mars 2019) relatif au dispositif de 
positionnement et de localisation continue des navires de pêche ; 

MAROC



- Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts n° 2934-18 du 9 moharrem 1440 (19 septembre 2018) fixant la liste 
des agents habilités à effectuer les inspections prévues à l’article 10 de la loi n° 15-12 
relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 
1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime ; 

- Arrêté n° 690-21 du 02 chaabane 1442 (16 mars 2021) relatif à l'autorisation d'accès à 
un port marocain par des navires de pêche étrangers et à l'établissement du rapport 
d'inspection ; 

- Arrêté n° 691-21 du 03 janvier 2022 relatif aux documents attestant de la légalité des 
captures à l’importation et à l’exportation des produits halieutiques ; 

- Arrêté n° 692-21 du 02 chaabane 1442 (16 mars 2021) relatif au contrôle du registre 
des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ; 

- Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts n° 4132-19 du 29 rabii II 1441 (26 décembre 2019) modifiant l’arrêté 
n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des 
espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines ; 

- Arrêté conjoint du Ministre de l’économie et des finances et du ministre de 
l’Agriculture et de la pêche maritime n°2763-15 du 20 choual 1436 (6 août 2016) fixant 
le montant et les modalités de paiement de la redevance due au titre de l’exploitation 
de la madrague.  

- Décision Ministérielle N° TR 01/23 du 22 Février 2023 portant sur les conditions 
d’exploitation du Thon rouge au titre de la saison 2023 ; 
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 691-21 du 
29 joumada I 1443 (3 janvier 2022) relatif aux documents 
attestant de la légalité des captures à l’importation et à 
l’exportation des produits halieutiques.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORÊTS,

Vu la loi n°15-12 relative à la prévention et la lutte contre 
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant et 
complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime 
promulguée par le dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 
2014) ;

Vu le décret n°2-17-455 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018) 
pris pour l’application de certaines dispositions du titre I 
de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et 
complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 
notamment ses articles 6 à 13 ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,
ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les copies du certificat et des 
autres documents prévus aux articles 16 et 21 de la loi susvisée 
n°15-12 doivent être transmis par l’importateur à la délégation 
des pêches maritimes dans le ressort de laquelle est situé 
l’établissement de destination des produits halieutiques dans 
un délai minimum de quatre (4) jours ouvrables avant l’arrivée 
prévue des produits concernés au poste frontalier.

Toutefois, lorsque les produits halieutiques sont des 
produits vivants ou frais, le délai sus-indiqué est ramené à 
au moins 4 heures avant l’arrivée prévue au poste frontalier. 

Cette transmission doit être accompagnée d’un 
document établi par l’importateur selon le modèle fixé à 
l’annexe I au présent arrêté.

ART. 2. – En application des dispositions de l’article 6 
du décret susvisé n°2-17-455, le certificat attestant que les 
produits halieutiques importés à partir d’un Etat autre que 
l’Etat du pavillon, ne sont pas issus d’une pêche INN doit 
être accompagné :

a) de tout document délivré par l’autorité compétente 
du pays d’exportation attestant que les captures n’ont 
subi aucune opération autre que le déchargement, le 
rechargement ou toute autre opération destinée à 
assurer leur bonne conservation et qu’ils sont restés 
sous la surveillance des autorités compétentes de ce 
pays ; 

b) ou d’une déclaration établie par l’entreprise ou 
l’établissement de transformation, validée par 
les autorités publiques compétentes du pays de 
transformation, comprenant une description détaillée 
des opérations effectuées.

Une copie du certificat accompagnée de l’un des 
documents sus-indiqués, doit être transmise par l’importateur 
à la délégation des pêches maritimes compétente.

ART. 3. – Le registre des autorités publiques de l’Etat 
du pavillon habilitées à valider les certificats attestant que 
le produit halieutique n’est pas issu d’une pêche INN visé à 
l’article 8 du décret précité n° 2-17-455 est tenu par la direction 
du contrôle des activités de la pêche maritime du Département 
de la pêche maritime, selon le modèle fixé à l’annexe II au 
présent arrêté.

Le registre peut être consulté sur le site web du 
Département de la pêche maritime.

ART. 4. – La notification du refus de l’importation 
des produits halieutiques visée à l’article 9 du décret précité 
n° 2-17-455 est adressée par la direction du contrôle des 
activités de la pêche maritime du Département de la pêche 
maritime à l’Etat concerné par tout moyen faisant preuve de 
réception y compris par voie électronique.

Information de ce refus est donnée à l’importateur par 
la délégation des pêches maritimes dans le ressort de laquelle 
est situé l’établissement de destination des produits objet de 
l’importation refusée.

ART. 5. – La déclaration prévue au troisième alinéa de 
l’article 10 du décret précité n° 2-17-455, relative aux opérations 
de traitement, de transformation ou de valorisation effectuées 
au Maroc, dénommée « déclaration de l’établissement 
de traitement, de transformation ou valorisation » est 
effectuée, y compris le cas échéant par voie électronique, par 
l’établissement concerné auprès de la délégation des pêches 
maritimes concernée du lieu où se trouve le produit halieutique.

Elle doit être établie selon le modèle fixé à l’annexe III 
au présent arrêté et disponible sur le site web du Département 
de la pêche maritime.

Cette déclaration est validée par la délégation des pêches 
maritimes compétente, après vérification de l’exactitude des 
informations y mentionnées et de la conformité entre les 
produits halieutiques à réexporter et les documents fournis.

ART. 6. – Le certificat des captures visé à l’article 11 
du décret précité n°2-17-455 est délivré, sur demande de 
l’exportateur, comme suit :

1 – par le délégué des pêches maritimes ou les personnes 
désignées par lui à cet effet du lieu où se trouve le produit 
halieutique concerné dans le cas des produits issus 
des captures réalisées par les navires battant pavillon 
marocain et exportés à partir du Maroc ; 

2 – par le délégué des pêches maritimes ou les personnes 
désignées par lui à cet effet, du lieu d’immatriculation 
du navire battant pavillon marocain dans le cas des 
produits issus des captures réalisées au-delà de la zone 
économique exclusive (ZEE) et exportés de pays autre 
que le Maroc.

ART. 7. – Le certificat des captures établi selon le modèle 
correspondant fixé à l’annexe IV au présent arrêté, est 
délivré après la vérification de l’exactitude des informations 
y mentionnées et leur conformité avec le lot à exporter. 
Ce certificat des captures peut être établi par voie 
électronique.

ART. 8. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 29 joumada I 1443 (3 janvier 2022).

MOHAMMED SADIKI.

*
*      *
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ANNEXE I 
Note afférente à l’opération d’importation prévue des produits halieutiques  

 :Iالملحق 
 مذكرة تتعلق بعملية الاستيراد المتوقعة للمنتجات البحرية

 
 

Informations relatives à l’importateur 
 معلومات تتعلق بالمستورد

 
Nom / Raison sociale de l’importateur 

للمستورد المقر الاجتماعي   الاسم/ 
……………………………………………………. 

Adresse électronique 
الالكتروني ا  لعنوان 

…………………………………………………. 
Numéro du registre de commerce 

التجاري السجل   رقم 
…………………………………………………… 

Numéro de FAX 
الفاكس  رقم 

…………………………………………………. 
Identifiant Commun de l’Entreprise )ICE( 

الموحدال  للمقاولة تعريف 
…………………………………………………… 

Numéro de téléphone 
الهاتف  رقم 

…………………………………………………. 
Adresse postale : …………………………………………………… 

البريد  عنوان 
 

 
 
 

Délégation des pêches maritimes destinataire : 
 الموجه إليها  البحريمندوبية الصيد  

………………………………………………… 
 

Date de transmission : 
 تاريخ الارسال

…………………………………………………… 

 
 
 

Informations relatives aux documents transmis relatifs à l’opération d’importation prévue 
 الاستيرادمعلومات متعلقة بالوثائق المرسلة المتعلقة بعملية  

 
Intitulé du document transmis en pièce jointe 

كمرفق  اسم الوثيقة المرسلة 
Numéro de référence du document 

مرجع الوثيقة  رقم 
Nombre de pages 

 عدد الصفحات
   
   

   
 
 
 

Informations relatives aux produits à importer 
المراد استيرادهامعلومات متعلقة   بالمنتجات 

 
Espèces 
 الأصناف

Code SH 
الموحد رمز  النظام 

Quantité nette à importer )en kg( 
بالكيلوغرام المراد استيرادها  الصافية   الكمية 
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Informations relatives à l’opération d’importation prévue 
الاستيراد المتوقعة تتعلقمعلومات    بعملية 

 
Établissement de destination des produits à importer au Maroc : 

المراد استيرادها   ةهمؤسسة وج  لمغربإلى االمنتجات 
▪ Nom / Raison sociale  ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..............................N° d’agrément sanitaire  : ………………………………….. ...... ..... ...... ..... ...... ..….………………. 

الاعتماد الصحي                                                                                                            الاجتما                                                                                                               رقم          عيالاسم/ المقر 
Date prévue de l’importation : …………………………………………………………………………………………... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ......………….. . للاستيراد   التاريخ المتوقع   

 
Poste frontalier d’entrée au Maroc des produits à importer )port de., aéroport de…, ….( : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 المغرب )ميناء...مطار...(  إلىمركز الحدود لدخول المنتجات المزمع استيرادها  
Moyen de transport :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  وسيلة النقل  :
▪ Type de transport )navire, camion, avion( : ………………………        . ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ............................... .... ..... ………… النقل    طائرة( أو  شاحنة أو  )سفينةنوع   
▪ N° d’immatriculation du camion : …………………… ... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ....…………N° du )des( conteneur)s( : ……………… .. ............... ...... ..... ...... ..... .... ..... ...... .. …………… 

 رقم تسجيل الحافلة                                                                                                                                  رقم الحاوية/ات                                                                                                              
▪ N° du vol )cas échéant( : ……………………….. ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... .....………Nom du navire )cas échéant( : ………...... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... .....................……………………… 

السفينة                                                                                                      الحال( ذاإ)رقم  الرحلة )اذا اقتض ى                                                                                                 اقتض ى        الحال(رقم 
▪ Nom / Raison sociale de l'exportateur : ………………………….. ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ..…………Pays exportateur: …… ... ...... ..... ...... ..... ...... ..... ...... .......................………………………… 

للمصدر                                                                                                                       بلد التصدير                                                                                                  المقر الاجتماعي   الاسم/ 

 
 
 

Nom de l’importateur :                                  N° CNI    Signature et cachet 
 التوقيع والطابع                                                                                             اسم المستورد                                        رقم البطاقة الوطنية                 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

N° Page :…./ ……رقم الصفحة 

*                *               *
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ANNEXE II 
Modèle du registre des autorités publiques de l’Etat du pavillon habilitées à valider les certificats attestant 

n’est pas issu d’une pêche INN importé que le produit halieutique 
 IIالملحق 

من  نموذج سجل السلطات العمومية لدولة العلم المؤهلة للمصادقة على الشواهد التي تثبت أن المنتجات البحرية المستوردة غير متأتية
به وغير المنظم القانوني وغير المصرح   الصيد غير 

 
Nom de  l’Etat 

 اسم الدولة
 

Autorités publiques notifiées de l’Etat du pavillon habilitées à valider les certificats 
attestant que le produit halieutique importé n’est pas issu d’une pêche INN 

السلطات العمومية لدولة العلم المؤهلة للمصادقة على الشواهد التي تثبت ان المنتجات البحرية المستوردة غير 
المنظممتأتية به وغير   من الصيد غير القانوني وغير المصرح 

…… 
 

 

……….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

*                *               *
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 المملكة المغربية
Royaume du Maroc 

 
 والتنمية القروية والمياه والغابات  وزارة الفلاحة والصيد البحري

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 

ANNEXE III 
Déclaration de l’Etablissement de Traitement, de Transformation  

ou de valorisation 
  IIIالملحق

 التحويل  أو  تصريح مؤسسة المعالجة
 و التثمينأ

)Article 10 du décret n° 2-17-455 du 9 chaabane 1439 (26 avril 2018)) 
 (2018أبريل  26) 1439شعبان  9الصادر في    2.17.455من المرسوم رقم  10المادة )

 
: de la pêche élaborés produitsJ e soussig né)e( ; confirme que les  

 : أسفله  )ة(  الموقع  نا  ة: أأ المعَُدَّ البحري  الصيد  منتجات  أن   ؤكد 
Description du produit 

 وصف  المنتوج     
Code SH 

 الموحد  رمز النظام
Poids (Kg) 
)كلغ(  الوزن 

ا
ل
و
ز

ن  
(

ك
ل
غ
) 

 
ا

ل
و
ز

ن  
(

ك
ل
غ
) 

 
ا

ل
و
ز

ن  

   
   

 
Sont issus de captures importées au titre du )des( certificat)s(  suivant( s) attestant que les produits halieuti que s réexportés ne sont pas issus d’une pêche I NN: 

من المصطادات المستوردة بموجب   البحرية المراد متأتية  أن المنتجات  إعادة تصديرها غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير الشهادة )الشهادات( التالية، التي تثبت 
 المصرح به وغير المنظم:

Numéro du 
certificat 

 رقم الشهادة

Nom, matricule et 
pavillon du navire 

التسجيل وعلم ورقم اسم 
 السفينة

Date de 
validation 

 تاريخ المصادقة 
 

Description de 
la capture 

وصف 
 المصطادات

Poids débarqué total 
(Kg) 

 الوزن المفرغ كليا )كلغ(

Capture transformée (Kg) 
)كلغ(  المصطادات  المحولة  

Produit 
élaboré (Kg) 

المنتوج المُعَد 
 )كلغ(

       
       

 
Nom de l’établissement de transformation  : ……………………………………………………...…. : التحويلمؤسسة   

N ° d’agrément : ………………………………………………………………………………….…  رقم الاعتماد: …......
Adresse complète :……………………………………………………………………………..……….… : كاملالعنوان ال   

 
Nom de l’exportateur :…………………………………………………………..  ...............  ا لمصدر: ........................... ..

N ° d’agrément : ……………………………………………………………  ....................................................................................... ……………….………..……  رقم الاعتماد: 
Adresse complète : …………………………………………….................................................................................. …………………………………………… : الكامل العنوان    

Réservé à l’administration 
بالإدارة  خاص 

Numéro  de la déclaration :    رقم التصريح  ................................................................................................................   
Date de la validation: ………………………………………………………………..                   تاريخ المصادقة  
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Certificat sanitaire numéro .................................................................  :.................................................. ...... ................رقم الشهادة الصحية:............. ........    

en date du: ............................................. ... ................................................ ........................................................ ............................ بتاريخ :   .....................       

 
 

  

Signature et cachet du responsable de 
l’établissement de traitement, de transformation ou 

de valorisation 
التحويل او التثمين أو  المعالجةوخاتم مؤسسةإمضاء   

 
Date et lieu والمكان       التاريخ 

Approbation par l’autorité compétente مصادقة السلطة المختصة        
Signature et cachet du Délégué des Pêches Maritimes ou de son représentant  

ممثلهإ البحري أو  مندوب الصيد  وخاتم  مضاء   
 

Cachet de la Délégation des Pêches Maritimes  
البحري  خاتم مندوبية الصيد 

*                *               *
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 المملكة المغربية

Royaume du Maroc 

 
 والتنمية القروية والمياه والغابات  وزارة الفلاحة والصيد البحري

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 
 

ANNEXE IV-a 
CERTIFICAT DES CAPTURES 

)Modèle simplifié( 
Délivré dans le cas des produits halieutiques à exporter issus des captures des navires de pêche marocains à jauge brute inférieure ou égale à trois )3( unités de jauge. 

 أ-IVالملحق 
 شهادة المصطادات

 (نموذج مبسط )
 

عن  شهادة مسلمة في حالة ما إذا كانت المنتجات البحرية المزمع تصديرها متأتية من مصطادات سفن الصيد المغربية التي تقل سعتها الاجمالية
 ثلاثة وحدات للسعة أو تعادلها

 
I.CERTIFICAT DES CAPTURES 

 المصطادات  شهادة
 
 
 

 

Numéro du certificat(1)                                                                                                                                                                                                          ( 1رقم الشهادة)  
 

1.Autorité  validant le certificat )1( :                                                                                                                                                                               :)  سلطة المصادقة على الشهادة)1 
 
 
 
 

Nom Adresse     الاسم  Tel    العنوان     الهاتف 
Fax     الفاكس

2. Description du Produit à exporter : )وصف المنتوج المراد تصديره(  

Espèce 
 الصنف

Transformation 
          التحويل

Code SH 
النظام الموحد  رمز 

Poids net à exporter (Kg) 
)كلغ( المراد تصديرهالوزن الصافي   

Poids correspondant débarqué 
( Kg) 

المفرغ )كلغ(  لابالوزن المق  

Observations (frais, 
transformation usine....) 

في المصنع،(  ملاحظات )طرية، تحويل 

 
 
 
 

     
3. références des mesures de conservation et de gestion applicables مراجع إجراءات المحافظة والتدبير  المطبقة 

- Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 )23 novembre 1973( tel que modifié et complété  ; 
- ( كما تم تغييره وتتميمه1973نونبر  23) 1393من شوال  27الصادر في  1.73.255ظهير شريف بمثابة قانون رقم     

 4.Liste des barques  a y a n t   effectué les captures  et quantités  par barque (nom, numéro d'immatriculation, etc.): voir document ci-joint 
التي  القوارب  لكل قارب   أنجزت لائحة  والكميات  انظر الوثيقة المرفقة  إلخ...(:  التسجيل،ورقم    )الاسمالمصطادات   

 
 

5. Nom et  adresse de l'exportateur 
وعنوان المصدر  اسم 

Signature Date   التوقيع   Cachet  التاريخ    الخاتم   

6. Validation par l'autorité marocaine(1):                                                                                                                                                                                                                    )1(  المصادقة من قبل السلطة المغربية    

Nom/titre Signature  الاسم/الصفة       Date   التوقيع   Cachet    التاريخ      الخاتم   

7. Informations relatives au transport : voir document ci-joint                                                                                                                                                بالنقل: أنظر  الوثيقة المرفقة متعلقة   معلومات 
 
 

8. Déclaration de l’importateur :                                                                                                                                                                                                                                           :تصريح المستورد     
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Nom et adresse de l'importateur 
وعنوان المستورد  اسم 

Signature التوقيع Date التاريخ  Cachet  خاتم  Code NC du produit 
 التسمية الموحدة للمنتوج رمز  

Documents concernant l’importation via un pays tiers autre que le pays de l’Etat de pavillon 
دولة العلم  بالاستيراد عبر دولة أخرى غير الوثائق المتعلقة    

9. Contrôle  à l’importation : autorité 
السلطة   : الاستيراد  عند  اقبة   مر

 
 
 
 

السلطة  

Lieu  (*) Importation autorisée   المكان 
مرخص  استيراد  

 
 
 

Importation 
suspendue(*) 

معلق  استيراد  

Vérification  demandée–
date 

تاريخ -التحققمطلوب   

Déclaration  en douane(le cas échéant) 
الاقتضاء( التصريح الجمركي )عند   

Numéro Date  الرقم   Lieu  التاريخ     المكان

(*) cocher la case appropriée.                       ضع علامة في الخانة المناسبة (1) partie réservée à l'administration             خاص بالإدارة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat des captures N° :……… شهادة المصطادات رقم     page……..الصفحة 
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II.CERTIFICAT DE REEXPORTATION 
 شهادة إعادة التصدير

 Numéro du certificat                    رقم الشهادة Date التاريخ                                                     État de réexportation 

1.Description du produit réexporté : وصف المنتوج المعاد تصديره                      Poids (Kg) الوزن )كلغ(                                                                  

Espèce الصنف                                                     Code du produit لمنتوج  ا رمز  Écart par rapport à la quantité déclarée 
dans le certificat des captures 

 لكمية المصرح بها في شهادة المصطاداتحيث امن الفرق  

2.Nom du réexportateur 
التصدير:   من يقوم بإعادة اسم  

 
 
 
 

Adresse العنوان                                                    Signature    التوقيع Date التاريخ                                

3.Autorité :                                                                             السلطة:                                                                                                                       
Nom/titre Signature      الصفة                                الاسم/  التوقيع                     Date التاريخ                                  Cachet/tampon       

                تماالخ

4.Contrôle à la réexportation                               إعادة التصدير                                                                                                                عند مراقبة ال
Lieu: المكان                                                       Réexportation autorisée(*) 

لها مرخصالإعادة التصدير   
Vérification demandée(*) 

 مطلوب التحقق 
Numéro et date de la 
déclaration de réexportation 

 رقم وتاريخ تصريح إعادة التصدير

(*)cocher la case appropriée.  (*)                                 ضع علامة في الخانة المناسبة                                                                                                   
 

 °etsil al ed N.......................................................................................................................................................................................................................................................: ........رقم اللائحة
CERTIFICAT DES CAPTURES N°:                                شهادة المصطادات رقم:                                                                                                         

EXPORTATEUR   المصُدَر   
Etablissement de transformation Nom:                                                                       الاسم

          
N°d’agrément                                               رقم الاعتماد  

 Liste des barquesالقوارب                                                                                                               لائحة
 
 

N° 
 الرقم

NOM 
 الاسم

MATRICULE 
 رقم التسجيل

PROPRIETAIRE (S) 
ونالكالمالك أو الم  

Capitaine / Patron 
de pêche/  

 الربان/ قائد الصيد/ 
 
 
 

PRODUIT 
ج   المنتو

QUANT ITE 
(KG ( 

)كلغ(  (الكمية 

NOM 
 الاسم

N°d’agrément  
 رقم الاعتماد

Nom  
 الاسم  

Identifiant 
 التعريف 

Nom 
 الاسم

Identifiant 
 التعريف 

 
1           

2           
3           
4           

5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           

14           
15           

 
TOTAL   المجموع    
 
 

   

 
Signature et cachet de l’exportateur 

 رتوقيع وخاتم المصد                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

Certificat des captures N° :……..............................................… شهادة المصطادات رقم   page…….............................................................  الصفحة  ..
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INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 
بالنقل  معلومات متعلقة 

 
DOCUMENT ANNEXE AU CERTIFICAT  DES  CAPTURES  N° 

وثيقة ملحقة بشهادة المصطادات رقم    
 

 
Pays d'exportation          بلد التصدير 
 
Port/aéroport/autre lieu de départ 

آخر /ءمينا للمغادرة مطار/مكان   
 

Nom  de  l'exportateur 
 اسم المصدر

Adresse de l'exportateur 
 عنوان المصدر

Signature de 
l'exportateur 

 توقيع المصدر

Cachet de l'exportateur 
 خاتم المصدر

Nom et pavillon du navire    وعلم السفينة الاسم   
 

Numéro du vol_ numéro de lettre de transport aérien 
رقم إرسالية النقل الجوي_رقم الرحلة   

 
Nationalité et numéro d'immatriculation du camion 

تسجيل الشاحنةالجنسية ورقم   
 

Numéro de lettre de voiture ferroviaire 
عربة السكك الحديدية إرسالية رقم  

 
Autres documents de transport  الأخرى  لنقلا وثائق  

 
 

 

Numéro du ou des conteneurs :(Liste annexée) 
الحاوية أو  )اللائحة الملحقة( الحاويات:  رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Certificat des captures N° :…… ..............................................… شهادة المصطادات رقم   page……  .............................................................  الصفحة   ..
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 المملكة المغربية
Royaume du Maroc 

 
 والتنمية القروية والمياه والغابات  وزارة الفلاحة والصيد البحري

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 

ANNEXE IV-b 
CERTIFICAT DES CAPTURES  

Délivré dans le cas des produits halieutiques à exporter issus d’un seul navire de pêche marocain à jauge brute supérieure à trois )3( unités de jauge sur une seule marée. 

             ب-IVالملحق 
 شهادة المصطادات

 

حدات شهادة مسلمة في حالة ما إذا كانت المنتجات البحرية المزمع تصديرها متأتية من سفينة صيد واحدة مغربية تفوق سعتها الإجمالية ثلاثة و 
 للسعة في خرجة بحرية واحدة 

 
 

I.CERTIFICAT D ES CAPTURES       ت صطادا ادة  الم  شه
 

Numéro du certificat(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      )1( رقم الشهادة  

1.Autorité  validant le certificat :(1)                                                                                                                                                                                                                                                                     )1(: 1- سلطة المصادقة على الشهادة  

Nom Adresse                             الاسم               العنوان                                                                      Tel الهاتف                                                                                       
Fax الفاكس                                                                                     

2. Identification  du navire de pêche        : التعريف بسفينة الصيد  -2 

Nom du navire              اسم السفينة  Numéro  d'immatriculation 
 رقم التسجيل

Port  d'immatriculation 
 ميناء التسجيل

Port  de débarquement 
 ميناء التفريغ 

Indicatif d'appel 
(le cas  échéant) 

 النداء )عند الاقتضاء( رمز 

Numéro  Lloyd's/OMI (le cas échéant) 
 /المنظمة البحرية الدولية  )عند الاقتضاء( Lloyd's  رقم

Propriétaire)s( du navire 
 ( السفينةومالك )مالك 

N° de licence de pêche 
 رقم رخصة الصيد        

Date limite de validité de la licence 
de pêche 

 تاريخ انتهاء صلاحية رخصة الصيد 

Marée du    au 
 الخرجة البحرية 

 من  ..............
 إلى .................

Date de débarquement 
 تاريخ التفريغ 

N°Inmarsat, Fax, Tel , adresse électronique (le cas échéant) 
 الالكتروني )عند الاقتضاء(الفاكس/الهاتف /العنوان   Inmarsat  رقم

3. Description du produit                                                      3-  وصف المنتوج 

Espèce  Code     SH       الصنف 
النظام   رمز 

الموحد  

Zone de  capture 
 منطقة الاصطياد

Transformation 
autorisée  à  bord 

المرخص به على  التحويل 
 متن السفينة

Poids net de l'espèce à 
exporter (Kg) 

الوزن الصافي للصنف المراد 
)كلغ(  تصديره  

Poids  correspondant  
débarqué  du  navire (Kg) 

من    غالمفر  المقابلالوزن 
السفينة )كلغ(  

Poids vif 

correspondant(2)  (Kg) 
)كلغ(المقابلالوزن الحي    

Etablissement de transformation 

مؤسسة التحويل  

Nom    الاسم  N° d’agrément 

 رقم الاعتماد
 الاعتماد

 
         

4.Références des mesures de conservation et de gestion applicables               4-   مراجع إجراءات المحافظة والتدبير المطبقة    
Dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 )23 novembre 1973( tel que modifié et complété  ; 

 ( كما تم تغييره وتتميمه1973ر فمبنو  23) 1393من شوال  27صادر في ال 1.73.255شريف بمثابة قانون رقم الظهير ال -
 
 

5.Capitaine  du navire  ou exportateur                                                                                                                       ربان السفينة أو المصدر   

Nom Signature     الاسم  Date       التوقيع  Cachet         التاريخ Observations          الخاتم     éventuelles 
 ملاحظات محتملة

6. Transbordement   en  zone portuaire :                                             :6- المسافنة في المنطقة المينائية 
 
 

Date de  transbordement         تاريخ المسافنة   
 
 
 

Marée du                           au 
من                  إلى             خرجة بحرية 

 
 

Type de transformation autorisée à bord 
التحويل المرخص به على  السفينة متننوع   
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Espèce  Code  du produit     الصنف 
SH 

 رمز النظام الموحد

Zones   de  pêche 
 مناطق الصيد

Poids vif 
estimé (Kg) 
الوزن الحي  
المقدر )كلغ(  

Poids  à transborder  
estimé (Kg) 

 همسا فنتالمراد  الوزن المقدر 
 )كلغ(

Poids transbordé  vérifié (Kg) (le cas échéant) 
 )كلغ( )عند الاقتضاء( همسا فنتتمت  الذيالمحقق الوزن 

      

 Lieu Navire receveurالمكان                                                      
السفينة المستلمة  

Indicatif d'appel du navire r ec eveu r  
نداء السفينة المستلمة  رمز   

Numéro Lioyd's/OMI du navire receveur (le cas échéant) 
/المنظمة البحرية الدولية للسفينة المستلمة )عند  Lloyd'sرقم 

 الاقتضاء(

Capitaine du navire de pêche 
 ربان سفينة الصيد

Signature  Autorité autorisant le   التوقيع 
transbordement 

المسافنة ترخيص   سلطة  
 

Nom et qualité              الاسم والصفة  Signature          التوقيع  
 

Cachet       الخاتم  

7.Nom et adresse de l'exportateur 
الاسم وعنوان المصدر  -7 

Signature Date         التوقيع  Cachet       التاريخ             الخاتم

8. Validation par l'autorité marocaine (1):                                     (1(  8- مصادقة من طرف السلطة المغربية   

Nom/titre Signature    الاسم/الصفة    Date    التوقيع  Cachet   التاريخ        الخاتم

9. Informations   relatives au transport : voir ci-joint  document "INFORMATIONS  RELATIVES  AU TRANSPORT" 
 "بالنقل متعلقة"معلومات  رفقته  أنظر الوثيقة  بالنقل:معلومات تتعلق  -9

 
 

10.Déclaration de  l’importateur:                          10- تصريح  المستورد  
Nom et adresse de l'importateur 

اسم وعنوان المستورد  
Signature Date    التوقيع  Cachet    التاريخ     Code  NC du produit       الخاتم

 رمز التسمية الموحدة للمنتوج

Documents concernant l’importation via un pays tiers autre que le pays de l’Etat de pavillon 
دولة العلم  الوثائق المتعلقة بالاستيراد عبر دولة أخرى غير   

11. Contrôle  à l'importation:  autorité 
السلطة  :الاستيراد   مراقبة  

Lieu     المكان  Importation autorisée(*) 
مرخص   استيراد  

Importation  suspendue(*) 
معلقاستيراد   

Vérification demandée–date 
التاريخ - مطلوب التحقق  

Déclaration en douane(le cas échéant) 
التصريح الجمركي )عند الاقتضاء(  

Numéro Date    الرقم المكان   Lieu   التاريخ  

(*) cocher la case appropriée.                                                                                                                                                                                                ضع علامة في الخانة المناسبة (1)partie  réservée à  l'administration  خاص بالإدارة 
(2( à remplir uniquement en  cas de transformation à  bord السفينة     متنيملأ فقط في حالة التحويل على   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat des captures N° :………  المصطادات رقمشهادة       page……..  الصفحة 
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II.CERTIFICAT DE REEXPORTATION    شهادة  إعادة  التصدير 

Numéro du certificat Date     رقم الشهادة    دولة إعادة التصدير               État de réexportation    التاريخ

1. Description du produit réexporté:     المنتوج المعاد تصديرهوصف  Poids (Kg)     )الوزن )كلغ 

Espèce المنتوج  رمز     Code du produit      الصنف  Écart par rapport à la quantité déclarée dans le certificat des 
captures 

المصرح بها في شهادة المصطادات   للكمية  بالنسبةالفرق   

2. Nom du réexportateur 
التصدير بإعادة يقوماسم من    

Adresse Signature   العنوان   Date     التوقيع       التاريخ

3. Autorité:        السلطة -3

Nom/titre Signature         اسم/ الصفة Date         التوقيع Cachet/tampon           التاريخ                        الخاتم

4. Contrôle à la réexportation اقبة عند إعادة التصدير   4-      المر

Lieu:  Réexportation     المكان  
autorisée(*) 

مرخصالتصدير إعادة   

Vérification demandée(*) 
 مطلوب التحقق

Numéro et date de la déclaration de  
réexportation 

 رقم وتاريخ التصريح بإعادة التصدير
 
 
 

(*)cocher la case appropriée.) ضع العلامة في الخانة المناسبة( 

 
 
 
 
 
 
 

  

Certificat des captures N° :……… شهادة المصطادات رقم      page……..الصفحة 
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INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 

بالنقل  معلومات متعلقة 
 

DOCUMENT ANNEXE AU CERTIFICAT DES CAPTURES N° 
وثيقة ملحقة بشهادة المصطادات رقم  

 
 

Pays d'exportation     بلد التصدير      
 

Port/aéroport/autre lieu de départ 
 ميناء/مطار/مكان  آخر للمغادرة

 

Nom de l'exportateur 
 اسم المصدر

Adresse de l'exportateur 
 عنوان المصدر

Signature de 
l'exportateur 
 توقيع المصدر

Cachet de l'exportateur 
 تم المصدراخ

Nom et pavillon du navire     وعلم السفينة اسم  
 

Numéro du vol_numéro de lettre  de transport aérien 
 رقم الرحلة_ رقم إرسالية  النقل الجوي

 
Nationalité et numéro d'immatriculation du camion 

الجنسية ورقم تسجيل الشاحنة  
 

Numéro de lettre de voiture ferroviaire 
 رقم  إرسالية عربة السكك الحديدية

 
Autres documents de transport    للنقل ىخر أ  وثائق  

 
 

Numéro du ou des conteneurs : (Liste en annexe) 
الحاوية أو الحاويات : )اللائحة الملحقة(  رقم 
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 المملكة المغربية
Royaume du Maroc 

 
والصيد البحري والغابات وزارة الفلاحة  والمياه   والتنمية القروية 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

*********************************************** 

ANNEXE IV-c   
CERTIFICAT DES CAPTURES 

)Modèle groupé( 
Délivré dans le cas des produits halieutiques à exporter issus de plusieurs navires de pêche marocains à jauge brute supérieure à trois )3( unités de jauge ou issus de plusieurs marées d’un 

même navire de pêche marocain à jauge brute supérieure à trois )3( unités de jauge. 

ج -IV الملحق  

 شهادة المصطادات
ع(  )نموذج مجمَّ

( ثلاثة وحدات 3تصديرها متأتية من عدة سفن صيد مغربية تفوق سعتها الاجمالية ) المرادشهادة مسلمة في حالة ما إذا كانت المنتجات البحرية 
متأتية من عدة خرجات لسفينة صيد  السعة لسعةا( ثلاثة وحدات 3واحدة تفوق سعتها الاجمالية ) مغربية أو   

 

I.CERTIFICAT  D ES  CAPTURES ...  (شهادة   المصطادات  )  ..................................................................

Numéro du certificat(1)                                                                      )1(  رقم الشهادة   

1. Autorité validant  le  certificat :(1)                                                 )1(  1- سلطة المصادقة على الشهادة 

Nom Adresse     الاسم Tel    العنوان    الهاتف
Fax    الفاكس

2. Identification  du navire  de pêche :( voir annexe 1)                                    ) 2-  التعريف بسفينة الصيد  : )انظر الملحق   الأول 

3. Description  du produit  par navire de pêche :( voir annexe 1)                                                  )3- وصف المنتوج  لكل سفينة صيد )انظر الملحق الأول   

4. Références   des mesures   de  conservation  et  de gestion   applicables:( voir annexe 1)                                                                             )4- مراجع إجراءات المحافظة والتدبير   المطبقة )انظر الملحق   الأول  
 

5. Validation du capitaine du navire de pêche ou de l’exportateur : )voir annexe 1(                                                                                     )5-  مصادقة  ربان سفينة الصيد أو  المصدر  )انظر الملحق الأول  

6. Produit à exporter (Récapitulatif):                                                                                                                                                                                   )6-  الم نتوج المراد  تصديره : ) موجز 
 

Espèce  Code  SH   الصنف 
الموحدالنظام  رمز   

 

Poids net   à    exporter (Kg) 
)كلغ(  الوزن الصافي عند التصدير   

Observations  (frais, transformation   à bord 
transformation usine....) 

المصنع..( في  على  متن  السفينة،  تحويل   ملاحظات  )طرية، تحويل 
 
 
 

   

7.Transbordement   en  zone  portuaire:                                                                                                                                                   : 7- المسافنة في المنطقة المينائية   
Date de transbordement      تاريخ المسافنة   

 
Marée du                           au 

من           إلى   خرجة بحرية 
Type de transformation autorisée à bord 

التحويل المرخص به على متن السفينة نوع   
Espèce  Code du produit     الصنف    

SH 
النظام الموحد  رمز 

 للمنتوج
 

Zones de pêche 
 مناطق الصيد

Poids vif estimé (Kg) 
)كلغ( الوزن الحي المقدر   

Poids  à transborder  
estimé ( Kg) 

المراد مسافنته  الوزن المقدر 
 )كلغ(

Poids transbordé vérifié 
(Kg) (le   cas  échéant) 

تمت  الذيالوزن المحقق 
)عند الاقتضاء(مسافنته )كلغ(   

      

Lieu  Navire receveur    المكان  
المستلمةالسفينة   

Indicatif  d'appel du navire r ec eveu r  
السفينة المستلمة نداء رمز   

Numéro  Lloyd’s/OMI du navire receveur 
 /المنظمة البحرية الدولية للسفينة المستلمة Lloyd’s رقم 
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Capitaine  du navire de pêche 
 ربان سفينة الصيد

Signature 
التوقيع   

Autorité autorisant   le 
transbordement 

سلطة ترخيص المسافة  

Nom et qualité 
والصفة    الاسم  

Signature       التوقيع 
 

Cachet    الخاتم

8.Nom et adresse de  l'exportateur 
الاسم وعنوان المصدر  

Signature Date     التوقيع  Cachet    التاريخ     تماالخ

9.Validation  par l'autorité marocaine(1):                                                                 :) المغربية)1    9. المصادقة من طرف السلطة 
Nom/titre Signature      الاسم/الصفة Date      التوقيع  Cachet            التاريخ        الخاتم   

10.Informations  relatives  au transport : VOIR  CI-JOINT   DOCUMENT   "INFORMATIONS   RELATIVES AU TRANSPORT" 
"معلومات متعلقة بالنقل" انظر الوثيقة المرفقة   :معلومات متعلقة بالنقل   

 
11. Déclaration  de l’importateur :                                                                                      المستورد  11.تصريح 

 
 
 
 
 
 
 

Nom et adresse de l'importateur 
الاسم وعنوان المستورد  

Signature         التوقيع     Date      التاريخ    Cachet  الخاتم  Code   NC du produit 
الموحدة للمنتوجرمز التسمية   

Documents concernant l’importation via un pays tiers autre que le pays de l’Etat de pavillon 
دولة العلم  دولة أخرى غير     الوثائق المتعلقة بالاستيراد عبر   

12. Contrôle à l’importation :  autorité 
السلطة   الاستيراد:مراقبة   

Lieu  (*)Importation   autorisée   المكان
مرخص به استيراد  

Importation 
suspendue(*) 

معلقستيراد ا  

Vérification   demandée–date 
التاريخ-لتحقق امطلوب  

Déclaration   en   douane (le   cas    échéant) 
عند الاقتضاء(الجمركي )التصريح   

Numéro Date         الرقم Lieu     التاريخ    المكان

(*) cocher    la  case  appropriée.     (1)                                                                                                               (*)ضع علامة في الخانة المناسبةpartie    réservée à l'administration        ( 1خاص بالإدارة)  
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Certificat des captures N° :……… شهادة المصطادات رقم      page……..  الصفحة

II.CERTIFICAT DE REEXPORTATION    شهادة إعادة التصدير 

Numéro du certificat Date     رقم الشهادة  État de réexportation    التاريخ
 دولة إعادة التصدير

1. Description du produit réexporté: Poids (Kg)             وصف المنتوج المعاد تصديره                                                 الوزن )كلغ(  

Espèce المنتوج رمز     Code du produit    الصنف  Écart par rapport à la quantité   déclarée   dans le certificat des 
captures 

المصرح بها في شهادة المصطادات  لكميةالفرق من حيث ا  

2. Nom du réexportateur 
يقوم بإعادة التصدير اسم من   

Adresse Signature        العنوان    Date           التوقيع           التاريخ 

3. Autorité:                                        3- السلطة  
Nom/titre Signature           اسم/ الصفة   Date        التوقيع Cachet/tampon       التاريخ         الخاتم

4. Contrôle à la réexportation اقبة عند إعادة التصدير   4-            المر
Lieu:  Réexportation   المكان 

autorisée(*) 
رخصالمإعادة التصدير   

Vérification demandée(*) 
التحققمطلوب   

Numéro et date de la déclaration de  
réexportation 

 رقم وتاريخ التصريح بإعادة التصدير
 
 
 

(*) cocher la case approprié      المناسبة ضع العلامة في الخانة (*)            
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Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7083 du 16 ramadan 1443 
(18 avril 2022).

 
INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 

بالنقل  معلومات متعلقة 
 

DOCUMENT ANNEXE AU CERTIFICAT  DES  CAPTURES  N° 
وثيقة ملحقة بشهادة المصطادات رقم  

 
 

Pays d'exportation ..........................بلد التصدير     
 

Port/aéroport/autre lieu de départ 
 للمغادرةآخر ميناء/مطار/مكان  

 

Nom de l'exportateur 
 اسم المصدر

Adresse de l'exportateur 
 عنوان المصدر

Signature de 
l'exportateur 
 توقيع المصدر

Cachet de l'exportateur 
 المصدرتم اخ

Nom et pavillon du navire      وعلم السفينة اسم
 

Numéro du vol_ numéro de lettre de transport aérien 
الجوي إرسالية النقل رقم الرحلة_ رقم   

 
Nationalité et numéro d'immatriculation du camion 

الجنسية ورقم تسجيل الشاحنة  
 

Numéro de lettre de voiture ferroviaire 
 رقم إرسالية عربة السكك الحديدية

 
Autres documents de transport      للنقل أخرى وثائق   

 
 

Numéro du ou des conteneurs : (Liste en annexe) 
الحاوية أو  )اللائحة الملحقة( الحاويات:رقم   
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INFORMATIONS RELATIVES AU  TRANSPORT 

بالنقل  معلومات متعلقة 
 

DOCUMENT ANNEXE AU CERTIFICAT  DES  CAPTURES  N° 
وثيقة ملحقة بشهادة المصطادات رقم  

 
 

Pays d'exportation ..........................بلد التصدير     
 

Port/aéroport/autre lieu de départ 
 للمغادرةآخر ميناء/مطار/مكان  

 

Nom de l'exportateur 
 اسم المصدر

Adresse de l'exportateur 
 عنوان المصدر

Signature de 
l'exportateur 
 توقيع المصدر

Cachet de l'exportateur 
 المصدرتم اخ

Nom et pavillon du navire      وعلم السفينة اسم
 

Numéro du vol_ numéro de lettre de transport aérien 
الجوي إرسالية النقل رقم الرحلة_ رقم   

 
Nationalité et numéro d'immatriculation du camion 

الجنسية ورقم تسجيل الشاحنة  
 

Numéro de lettre de voiture ferroviaire 
 رقم إرسالية عربة السكك الحديدية

 
Autres documents de transport      للنقل أخرى وثائق   

 
 

Numéro du ou des conteneurs : (Liste en annexe) 
الحاوية أو  )اللائحة الملحقة( الحاويات:رقم   
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« Article 5. – L’interdiction ................................... supérieure 

« à trois (3) unités.................................. cette zone. »

« Article 8. – L’utilisation.......................................................... 

« ..............................................................................................arrêté :

« – le filet ............................................................................................ 

« .......................................................................................... supérieur à 14 ;

« – le chalut de fond ;

« – tout autre filet, engin ou instrument de pêche interdit par 

« la législation et la réglementation en vigueur.

(La suite sans changement.)

ART. 2. – La période d’interdiction temporaire prévue 

à l’article 6 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

pêche maritime n° 336-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) 

réglementant la pêche de certaines espèces halieutiques dans 

la zone maritime située en Méditerranée entre Oued Amtter 

et Tamrabet est prorogée pour une durée de cinq (5) ans.

ART. 3. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019).

AZIZ AKHANNOUCH.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 4067-19 du 
23 rabii II 1441 (20 décembre 2019) modifiant l’arrêté du 
ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 337-14 
du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant la pêche 
de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime 
située en Atlantique entre Ferkelik et Legzira.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORÊTS,

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture  et de la pêche 
maritime n° 337-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) réglementant 
la pêche de certaines espèces halieutiques dans la zone maritime 
située en Atlantique entre Ferkelik et Legzira ;

Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 3 et 4 
de l’arrêté susvisé n° 337-14 du 3 rabii II 1435 (3 février 2014) 
sont modifiées ainsi qu’il suit :

« Article 3. – Dans la zone .................................. ou égale à 
« trois (3) unités ..................................................... arrêté.

(La suite sans changement.)
« Article 4. – Dans la zone ...................................supérieure 

« à trois (3) unités.............................. en vigueur.»
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 23 rabii II 1441 (20 décembre 2019).
AZIZ AKHANNOUCH.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 4132-19 du 

29 rabii II 1441 (26 décembre 2019) modifiant l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la 

taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines.

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET 

FORÊTS,

Vu l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) fixant la taille marchande minimale des espèces 

pêchées dans les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complété ;

Après avis de l’Institut national de recherche halieutique ;

Après consultation des chambres des pêches maritimes,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les dispositions du tableau annexé à l’arrêté n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988) 

susvisé sont modifiées comme suit :
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ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 29 rabii II 1441 (26 décembre 2019).

AZIZ AKHANNOUCH.

réglementaire

115 cm

.........................................

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6853 du 8 joumada II 1441 (3 février 2020).
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Dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant 
promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la 
lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 
et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement 
sur la pêche maritime.

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite 
du présent dahir, la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 
modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 iju 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 
telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 
des conseillers. 

Fait à Rabat, Je 12 rejeb 1435 (12 mai 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvemement, 

ABDEL-lLAH BENKIRAN. 

* 

* * 
Loin° 15-12 

relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant 
le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

formant règlement sur la pêche maritime 

TITRE I 
DE LA PREVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE, 

NON DECLAREE ET NON REGLEMENTEE 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Le présent titre a pour objet de prévenir et de lutter contre la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée, appelée ci-après 
« pêche INN ». 

A cet effet, il : 

- détem1ine les règles à respecter par les navires de pêche 
étrangers pour débarquer et/ou transborder des produits 
halieutiques dans les ports marocains ; et, 

fixe les mesures destinées à garantir que les produits 
halieutiques commercialisés au Maroc ne sont pas issus 
d'une pêche INN. 

Article 2 

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son 
application, on entend par : 

1) pêche illicite : la pêche des poissons et de toutes autres 
espèces halieutiques menée par des navires de pêche sans 
autorisation, licence ou tout document équivalent ou en violation 
des lois et règlements de l'Etat de leur pavillon, ou des 
règlements des organisations régionales de gestion des pêches 
reconnues par le Maroc ou des lois et règlements applicables aux 
eaux maritimes dans lesquelles les navires mènent leurs activités 
de pêche; 

2) pêche non déclarée : la pêche des poissons et de toutes 
autres espèces halieutiques qui n'a pas fait l'objet de déclaration 
auprès de l'autorité compétente ou qui a fait l'objet d'une fausse 
déclaration en violation des lois, règlements et procédures 
applicables à la pêche considérée ; 

3) pêche non réglementée : la pêche des poissons et de 
toutes autres espèces halieutiques menée par des navires de pêche 
dépourvus de pavillon ou arborant illégalement un pavillon ou 
celle menée dans une zone maritime relevant de la compétence 
d'une organisation régionale de gestion des pêches par des 
navires dont l'Etat du pavillon n'est pas membre de ladite 
organisation ; 

4) navire de pêche : tout navire se livrant à la pêche 
maritime ainsi que tout navire utilisé pour le soutien de l'activité 
de celui-ci, tels que les navires usines, les navires participant à 
des transbordements de produits halieutiques et les navires 
transporteurs équipés pour le transport de produits halieutiques à 
l'exception des porte-conteneurs. 

Article 3 

Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions 
douanières prévues en la matière, sont interdites l'importation, 
sous quelque régime que ce soit, la commercialisation sur le 
territoire national ainsi que l'exportation de tout produit 
halieutique issu d'une pêche INN. 

Article 4 

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, les opérations 
de transbordement en mer de produits halieutiques entre navires 
de pêche étrangers ou entre un navire de pêche marocain et un 
navire de pêche étranger sont interdites dans la zone économique 
exclusive et doivent avoir lieu exclusivement dans un port 
marocain conformément aux dispositions du chapitre Il du 
présent titre ou de l'article 2-4 du dahir portant loi n° 1-73-255 
du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur 
la pêche maritime, selon le cas. 

Article 5 

Un navire de pêche est considéré avoir été utilisé pour la 
pratique d'une pêche INN : 

1. S'il est démontré que la pêche a été effectuée avec ce 
navire en violation des mesures de conservation et de gestion 
applicables aux espèces pêchées dans la zone de pêche 
considérée dans les cas suivants : 

- la pêche sans autorisation, licence ou tout document 
équivalent, en cours de validité et délivré audit navire par 
l'autorité compétente, compte tenu de la pêche exercée et 
du lieu de pêche considéré ; 

- la pêche dans une zone maritime dans laquelle celle-ci est 
interdite pour la ou les espèces concernées, ou au cours 
d'une période de fermeture de la pêche; 
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port, pour  y mener des opérations de

l’administration

articles 6

relatives, selon le cas :

- la pêche des espèces halieutiques alors qu'il ne bénéficie 
pas de quota ou après épuisement du quota dont il 
bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à 
quota; 

- la pêche avec des filets ou engins de pêche interdits ou 
non réglementaires compte tenu de la pêche exercée ; 

- la pêche d'espèces halieutiques dont la pêche est interdite 
ou n'ayant pas atteint la taille réglementaire requise, 
compte tenu de l'espèce considérée; 

- le défaut d'enregistrement et/ou de déclaration des 
captures conformément à la réglementation applicable en 
la matière. 

2. Si le navire de pêche a procédé à un transbordement de 
produits halieutiques autrement que dans les conditions prévues 
à l'article 4 ci-dessus ou s'il a participé à une opération conjointe 
de pêche avec un ou plusieurs navires de pêche figurant sur le 
registre des navires de pêche INN prévu à l'article 27 de la 
présente loi ; 

3. Si le navire de pêche est dépourvu d'immatriculation ou 
de tout document établissant sa nationalité ; 

4. Si les marques extérieures permettant l'identification du 
navire sont falsifiées, altérées ou rendues illisibles par quelque 
moyen que ce soit ; 

5. Si l'armateur du navire de pêche ou son représentant, ou le 
capitaine ou patron ou l'un des membres de l'équipage du navire a 
empêché ou entravé la mission des personnes visées aux articles 
12 et/ou 31 ci-dessous ou celle des agents verbalisateurs visés à 
l'article 43 du dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) précité ; 

6. Lorsque le navire n'a pas respecté les dispositions des 
, et 7 ci-dessous. 

Chapitre li 
Des règles particulières applicables 
aux navires de pêche étrangers pour 

le débarquement et le transbordement 
de produits halieutiques dans un port marocain 

Article 6 

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, tout armateur 
ou son représentant, ou tout capitaine ou patron d'un navire de 
pêche étranger désirant accéder à un port marocain ou à ses 
services aux fins de mener des opérations de débarquement et/ou 
de transbordement de produits halieutiques, doit présenter à 
l'autorité compétente, dans le délai et selon les modalités fixés 
par voie réglementaire, une demande d'autorisation d'accès à un 
ou plusieurs ports figurant sur la liste établie à cet effet par 

et publiée au« Bulletin officiel ». 

La demande doit comprendre les indications relatives au 
navire et mentionner le ou les ports souhaités pour mener lesdites 
opérations de débarquement et/ou de transbordement ainsi que la 
finalité de l'escale. Cette demande doit être accompagnée : 

l) soit d'une déclaration comprenant les in formations 

- à l'autorisation, licence ou autre document équivalent en 
vertu duquel la pêche a été effectuée ; 

à l'autorisation de transbordement dont le navire dispose. 

Cette déclaration mentionne la date et l'heure estimée 
d'arrivée au port, les espèces halieutiques et leurs quantités 
détenues à bord, la date et la zone dans laquelle a été réalisé la 
pêche ou le transbordement, les espèces et les quantités à 
débarquer ou à transborder ; 

2) soit d'une copie du certificat prévu à l'article 16 ci-dessous 
ou d'un document légal équivalent validé conformément à 
l'article 21 ci-dessous correspondant aux quantités et espèces 
détenues à bord et, le cas échéant, de l'autorisation de transbordement. 

En outre, dans le cas de transbordement, la même demande 
doit être effectuée par l'armateur du navire destiné à recevoir à 
son bord, suite à leur transbordement dans un port marocain, des 
produits halieutiques. 

Article 7 

L'autorisation d'accès visée à l'article 6 ci-dessus est délivrée 
lorsque le navire de pêche concerné n'est pas mentionné sur le 
registre des navires de pêche INN visé à l'article 27 ci-dessous et 
si les informations et les documents accompagnant la demande 
d'autorisation d'accès sont exacts et complets. 

Dans le cas contraire, l'autorisation d'accès est refusée et le 
navire ne peut entrer dans aucun 
débarquement et/ou de transbordement de produits halieutiques. 

Toutefois, un navire de pêche étranger ayant fourni des 
informations incomplètes lors de la demande d'autorisation 
d'accès et dont la vérification en vue de les compléter est en 
cours, peut être autorisé par l'autorité compétente selon les 
modalités fixées par voie réglementaire à accéder au port lorsque 
ce navire ne figure pas sur le registre des navires INN et si son 
armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron 
s'engage, de manière expresse, à conserver à bord dudit navire, à 
sa charge et sous sa responsabilité, lesdits produits halieutiques, 
sous le contrôle des autorités douanières. 

Article 8 

Tout navire de pêche étranger autorisé conformément à 
l'article 7 ci-dessus ne peut accéder qu'au port ou à l'un des ports 
mentionnés sur son autorisation. 

Article 9 

Lorsque les produits halieutiques sont stockés à bord du 
navire conformément à l'article 7 ci-dessus, ils ne peuvent être 
débarqués ou transbordés qu'après la fourniture des informations 
requises complètes et l'accomplissement des procédures de 
vérification relatives aux infonnations fournies. 

L'annateur ou son représentant dispose d'un délai de quinze 
( 15) jours à compter de la date de dépôt de la demande 
d'autorisation d'accès pour présenter les infonnations 
manquantes. Passé ce délai, le navire doit quitter le port. 

Article 10 

Tout navire de pêche étranger autorisé à accéder à un port 
marocain peut faire l'objet, avant ou pendant les opérations de 
débarquement et/ou de transbordement, d'une inspection destinée 
à vérifier les infonnations fournies lors de la demande 
d'autorisation d'accès au port visée à l'article 6 ci-dessus et la 
confonnité des opérations du débarquement et/ou du 
transbordement avec les informations fournies. 



3478 BULLETIN OFFICIEL Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014)

autorités publiques de validation visées  à l’article 18 ci-dessus dûment

autorités publiques de validation visées  à l’article 18 ci-dessus dûment

Si, lors de cette inspection, il y a des preuves que les produits 
halieutiques détenus à bord du navire de pêche étranger proviennent 
d'une pêche INN, il est procédé à la constatation de l'infraction 
conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessous et à la saisie 
des produits halieutiques conformément aux dispositions de l'article 48 
du dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité. 

Les résultats des inspections effectuées conformément aux 
dispositions du présent article ayant donné lieu à la constatation 
d'une infraction sont communiqués, sans délai, par 
l'Administration à l'Etat du pavillon dudit navire. 

Article 11 

L'inspection prévue à l'article 10 ci-dessus ne peut excéder 
quarante huit (48) heures courant à compter de l'heure 
d'accostage du navire. 

Article 12 

Seuls les agents habilités par l'autorité gouvernementale 
chargée de la pêche maritime dûment assermentés conformément 
à la législation en vigueur et ayant démon~é, selon les modalités 
fixées par voie réglementaire, leur capacité à effectuer les 
inspections visées à l'article 10 ci-dessus, peuvent procéder 
auxdites inspections. 

Ces agents sont habilités à examiner toutes les zones, tous 
les ponts et pièces des navires de pêche étrangers, les produits 
halieutiques transformés ou non, les filets ou autres engins de 
pêche, les équipements ainsi que tout document qu'ils jugent 
nécessaire. Ils peuvent également requérir les dépositions de 
l'équipage. 

Les règles et les modalités d'inspection sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article 13 

Chaque inspection prévue à l'article 10 ci-dessus doit faire 
l'objet d'un rapport d'inspection établi par l'agent concerné 
selon les formes et les modalités fixées par voie réglementaire. 

Le rapport d'inspection doit contenir notamment les 
mentions relatives à l'identification du navire, de son armateur, 
de son capitaine ou patron, la date et le lieu de l'inspection ainsi 
que les résultats de celle-ci. 

Il indique également l'identité de l'agent ayant établi le 
rapport et porte sa signature ainsi que celle du capitaine ou 
patron dudit navire. En cas de refus de signer du capitaine ou 
patron, mention en est portée sur le rapport. 

Le capitaine ou patron du navire inspecté a le droit de faire 
ajouter audit rapport tout commentaire qu'il juge utile. 

Copie du rappo1t d'inspection est remise, sur sa demande, 
au capitaine ou patron du navire de pêche étranger inspecté. 

L'agent qui a effectué l'inspection mentionne dans le livre 
de bord du navire ou le journal de pêche ou tout document en 
tenant lieu, la date et le lieu de l'inspection. 

Article 14 

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les 
navires de pêche affrétés conformément aux dispositions de 
l'article 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) précité et les navires de pêche étrangers 
figurant sur la liste établie à cet effet et prévue dans un accord 
bilatéral ou multilatéral de coopération en matière de pêche 
opérant dans la zone économique exclusive sont dispensés de la 
demande d'autorisation d'accès prévue audit article 6. 

Chapitre III 

De la preuve de la légalité des captures 
à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques 

Article 15 

L'importation au Maroc de produits halieutiques issus de la 
pêche INN est interdite. 

Article 16 

Tout produit halieutique importé doit être accompagné d'un 
certificat attestant qu'il n'est pas issu d'une pêche INN. 

Ce certificat doit être validé par l'autorité compétente de 
l'Etat du pavillon du navire ayant réalisé les captures dont sont 
issus les produits concernés. 

Toutefois, dans le cas d'une pêche réalisée dans une zone 
maritime gérée par une organisation régionale de gestion des 
pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie, ce certificat doit 
être certifié conformément aux procédures mises en place par 
ladite organisation. 

Article 17 

Le certificat visé à l'article 16 ci-dessus doit contenir les 
informations permettant notamment l'identification du navire 
ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaires, son 
capitaine ou patron ainsi que la date de pêche et les mentions 
relatives aux espèces, à leur quantité et à la zone de pêche. 

Il peut être établi et communiqué à l'administration 
compétente par tout moyen, y compris sous forme électronique, 
conformément à la législation et la réglementation en vigueur en 
la matière. 

Article 18 

Pour l'acceptation du certificat mentionné à l'article 16 ci-dessus, 
l'Etat du pavillon du navire ayant pêché les captures dont sont issus les 
produits halieutiques concernés, doit notifier, au préalable, à 
l'administration, qu'il dispose: 

1) des mécanismes permettant la mise en œuvre, le contrôle 
et l'application des lois et règlements et des mesures de 
conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de 
pêche; 

2) des autorités publiques habilitées à attester la véracité des 
informations contenues dans ledit certificat et à effectuer les 
vérifications nécessaires demandées, le cas échéant et à valider la 
déclaration visée à l'article 21 ci-dessous. 

La notification sus-indiquée contient également les 
informations permettant d'identifier lesdites autorités. 

Article 19 

li est créé et mis à jour, par l'Administration, un registre des 

notifiées dont l'identité et les coordonnées sont mises à la 
disposition du public par tout moyen y compris sous Corme 
électronique. 

Article 20 

Le certificat visé à l'article 16 ci-dessus tel que validé par 

' ' . 
l'importateur à l'administration compétente dans le délai, la 
forme et selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

Lors de l'importation, il est procédé à la vérification dudit 
certificat à la lumière des informations figurant dans la 
notification visée à l'article 18 ci-dessus. 
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Article 21 

L'importatioô de produits halieutiques à partir d'un Etat 
autre que l'Etat du pavillon nécessite la présentation, par 
l'importateur, selon les conditions et modalités fixées par voie 
réglementaire, avant la réalisation des opérations d'importation, 
du certificat visé à l'article 16 ci-dessus correspondant auxdits 

- soit de pièces justificatives attestant que les produits 
considérés n'ont subi aucune opération autre que le 
déchargement, le rechargement ou toute autre opération 
destinée à assurer leur bonne conservation et qu'ils sont 
restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce 
pays tiers; 

- soit d'une déclaration établie par l'entreprise ou 
l'établissement de transformation validée par les autorités 

1 compétentes du pays de transformation et/ 
ou de valorisation donnant une description exacte des 
produits transformés et, le cas échéant, des produits non 
transformés ainsi que leurs quantités ijspectives. 

Article 22 

L'importation de tout produit halieutique est refusée dans 
les cas suivants : 

1 - l'importateur n'a pas présenté, dans les délais prévus à 
l'article 20 ci-dessus, Je certificat établi et validé conformément 
aux dispositions du présent chapitre, pour les produits considérés ; 

2 - les produits halieutiques présentés à l'importation 
ne correspondent pas à ceux qui sont mentionnés dans le 
certificat ; 

3 - le certificat présenté n'est pas conforme aux 
prescriptions du présent chapitre ; 

4 - les produits halieutiques visés à l'article 21 ci-dessus 
ne sont pas accompagnés des documents exigés ; 

5 - le navire de pêche mentionné sur le certificat visé à 
l'article 16 ci-dessus comme étant le navire ayant effectué lesdites 
captures figure sur le registre prévu à l'article 27 ci-dessous. 

Tout refus d'importation de produits halieutiques dans le 
cadre du présent article est notifié sans délai par l'administration 
compétente à l'Etat du pavillon du navire et, le cas échéant, à 
l'Etat tiers par lequel ils ont transité. Information en est donnée à 
l'importateur. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées 
par voie réglementaire. 

Article 23 

La réexportation de produits halieutiques importés sous 
couvert du certificat visé à l'article 16 ci-dessus nécessite la 
vérification, par l'administration compétente, des mentions 
portées à cet effet sur ledit certificat et la validation, le cas 
échéant et à la demande de l'exportateur, de tout document 
relatif à cette réexportation exigé par le destinataire. 

Lorsque cette réexportation concerne des produits ayant fait 
l'objet d'un traitement, transfomiation ou valorisation au Maroc, 
l'établissement ayant effectué ces opérations établit, dans les 
forn1es réglementaires, une déclaration validée par 
l'administration compétente relative auxdites opérations. 

Lors de la réexportation, l'administration compétente peut 
procéder à toutes vérifications qu'elle juge utiles. 

Article 24 

Les produits halieutiques issus des captures réalisées par 
des navires de pêche battant pavillon marocain sont 
accompagnés, lors de leur exportation, du certificat visé à 
l'article 16 ci-dessus établi dans les conditions et selon les 
modalités fixées par voie réglementaire et validé par 
l'administration compétente. 

Article 25 

Toute exportation des produits halieutiques issus des 
captures pêchées par des navires affrétés conformément aux 
dispositions de l'article 3 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité nécessite la 
présentation du certificat visé à l'article 16 ci-dessus validé par 
l'Etat du pavillon conformément aux dispositions du présent 
chapitre. 

Article 26 

Les informations recueillies à partir des documents prévus 
aux articles 16, 21, 24 et 25 ci-dessus ainsi que les résultats des 
vérifications mentionnées à l'article 23 ci-dessus sont communiqués à 
la base de données visée à l'article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 
du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité. Ces informations et 
résultats sont conservés et archivés conformément à la législation et à 
la réglementation applicables en la matière pendant une durée de 
trois (03) ans. 

Chapitre IV 
Du registre des navires de pêche INN 

Article 27 
Il est tenu, par compétente, dans les 

formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un 
registre appelé « registre des navires de pêche INN » qui 
comprend: 

- les navires de pêche étrangers n'ayant pas pu justifier 
dans la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus de l'origine 
non INN des produits halieutiques détenus à bord; 

- les navires de pêche étrangers ayant été reconnus, suite 
aux inspections prévues à l'article 10 ci-dessus, comme 
ayant pratiqué une pêche INN ou ayant participé à une 
telle pêche; 

- les navires de pêche dont la liste est communiquée par 
l'Etat du pavillon ; 

- les navires de pêche reconnus comme pratiquant une 
pêche INN et dont la liste est communiquée par une 
organisation internationale ou une organisation régionale 
multilatérale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est 
Partie; 

- les navires de pêche sanctionnés conformément aux 
dispositions duc) de l'article 34 ci-dessous. 

Article 28 

Lorsque compétente est informée, par un 
Etat, qu'un navire de pêche battant pavillon marocain pratique. 
dans les eaux maritimes placées sous la juridiction de cet Etat, 
une pêche INN, il est procédé à une enquête contradictoire 
comprenant l'examen des éléments communiqués par cet Etat, 
des informations transmises par le système de positionnement et 
de localisation continue utilisant les communications par satellite 
pour la transmission des données placé à bord du navire ainsi que 
de toutes informations utiles et pertinentes y compris celles 
fournies par le propriétaire ou l'armateur dudit navire et/ou son 
équipage. 
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Le résultat de cet examen est communiqué à l'Etat sus
mentionné. 

Au vu des conclusions de cet examen, 
administrative compétente décide ou non de faire application des 
dispositions du c) de l'article 34 ci-dessous. 

Article 29 

Le nom d'un navire de pêche est retiré du registre des 
navires de pêche INN visé à l'article 27 ci-dessus lorsque : 

- le propriétaire ou l'armateur ou l'Etat du pavillon de ce 
navire apporte la preuve que celui-ci n'a pratiqué aucune 
des activités de pêche INN ayant motivé son inscription 
sur ledit registre ; 

- l'organisation internationale multilatérale ou organisation 
régionale de gestion des pêches à laquelle le Maroc est 
Partie ayant demandé l'inscription dudit navire 
communique le retrait de celui-ci de la liste des navires 
INN; 

- l'Etat du pavillon du navire ayant demandé l'inscription, 
en demande expressément le retrait ; · .. 

- le navire inscrit a coulé ou a été démoli ou perdu ou est 
resté sans nouvelle au vu de documents officiels ; 

- aucune nouvelle infraction pour pratique de la pêche INN 
n'a été commise par le navire inscrit pendant les deux 
années suivant son inscription. 

Article 30 

Aucun navire de pêche étranger inscrit sur le registre visé à 
l'article 27 ci-dessus ne peut faire l'objet d'une mutation de 
propriété, au Maroc, au profit d'une personne physique ou morale 
marocaine ni être affrété dans les conditions prévues à l'article 3 du 
dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 
précité. 

Chapitre V 
De la recherche et de la constatation des infractions 

Article 31 
Sont chargés de la recherche et de la constatation des 

infractions aux dispositions du titre I de la présente loi et des 
textes pris pour son application, outre les officiers de police 
judiciaire, les délégués des pêches maritimes, les agents habilités 
de l'administration des douanes et les agents visés à l'article 12 
ci-dessus, assermentés conformément à la législation en vigueur. 

Pour la recherche et la constatation desdites infractions, les 
agents verbalisateurs visés ci-dessus doivent porter un badge et 
présenter tout document permettant de s'assurer de leur identité 
et de leur mission. 

Ces agents ont accès à tout navire de pêche, local, 
établissement, moyen de transport, documents ainsi qu'aux 
contenus et programmes des équipements électroniques et/ou 
informatiques utilisés pour les besoins de la pêche ou du 
commerce des produits halieutiques. Ils ont le droit de requérir 
directement la force publique pour l'exécution de leur mission. 

Article 32 

Toute constatation d'une infraction est immédiatement 
suivie de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction dûment 
signé par l'agent verbalisateur et le ou les auteurs de l'infraction. 
En cas d'empêchement ou de refus de signer du ou des auteurs 
de l'infraction, mention en est faite sur le procès-verbal. 

Les procès-verbaux sont établis selon le modèle fixé par 
voie réglementaire. 

L'original du procès-verbal est transmis, sans délai, par 
l'agent qui l'a dressé au délégué des pêches maritimes dans le 
ressort duquel se situe le lieu de constatation de l'infraction. 

Sitôt réception du procès-verbal, le délégué des pêches 
maritimes fait application des procédures prévues à l'article 48 
du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété. 

Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits 
qui y sont relatés. 

Article 33 

L'autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut 
transiger dans les conditions et selon les modalités fixées par les 
articles 53 à 55 inclus du dahir portant loin° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) précité, tel que modifié et complété. 

Chapitre VI 

Des sanctions et pénalités 

Article 34 

Sans préjudice des sanctions relatives aux infractions 
douanières prévues en la matière et des sanctions relatives aux 
infractions prévues par le dahir n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) précité tel que modifié et complété, est puni 
d'une amende d'un montant de 10.000 à 100.000 dirhams : 

a) l'armateur ou son représentant, le capitaine ou patron du 
navire de pêche étranger ayant transmis pour la demande de 
l'autorisation d'accès prévue à l'article 6 ci-dessus, des 
informations inexactes concernant les espèces halieutiques 
détenues à bord et/ou leur quantité et/ou provenance ou ayant 
transmis des documents erronés ; 

b) le capitaine ou patron d'un navire de pêche étranger qui: 

-tente d'accéder ou accède, pour le débarquement et/ou 
transbordement de produits halieutiques, à un port 
marocain sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 6 
de la présente loi ; 

- tente d'accéder ou accède à un port autre que celui pour 
lequel il a été autorisé ; 

- refuse de laisser les agents chargés de l'inspection et du 
contrôle accéder à bord de son navire ou entrave leur 
mission; 

- n'a pas fourni les informations manquantes dans le délai 
de quinze (15) jours prévu par la présente loi et/ou passé 
ce délai, n'a pas quitté le port dans lequel il est 
immobilisé. 

c) l'annateur, le capitaine ou patron d'un navire de pêche 
battant pavillon marocain dont le navire de pêche a été reconnu 
comme pratiquant une pêche INN dans le cadre de la mise en 
œuvrc des dispositions de l'article 28 ci-dessus. 

TITRE II 

DISPOSITIONS MODIFIANT ET CO/\.lPI.ETANT 
LE DAHIR PORTANT LOIN° 1-73-255 

DU 27 CHAOUAL 1393 (23 NOVEMBRE 1973) 

FORMANT REGLEMENT SUR LA PECHE MARITIME 

Article 35 

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 47, 48 et 54 du dahir portant 
loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, tel 
que modifié et complété, sont abrogées et remplacées par les 
dispositions suivantes : 
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« Article 4. - La pêche commerciale peut être effectuée 
« avec ou sans navire. 

« On entend par pêche commerciale au sens de la présente 
« loi, l'activité de pêche pratiquée par toute personne physique 
« ou morale dans un but lucratif quel que soit le mode de pêche 
« utilisé. 

« Tout bénéficiaire d'une licence de pêche délivrée aux fins 
« de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit : 

« l - lorsque la pêche est effectuée au moyen d'un navire: 

« a) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne 
« selon les formes et les modalités réglementaires un journal de 
« pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans 
« lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la 
« date et la zone de leur pêche ; 

« b) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron 
« du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par 
« voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément 
« aux dispositions de l'article 2-4 ci-dessus.; . 

« c) déclarer ou faire déclarer par le èapitaine, le patron ou 
« son représentant dans les conditions et selon les modalités 
« fixées par voie réglementaire les captures qu'il a effectuées 
« avant la première mise sur le marché de celles-ci. 

« 2 - lorsque la pêche est effectuée sans navire, c'est-à-dire 
<< à pied ou à la nage ou en plongée appelée également « pêche 
« sous-marine » : 

« a) tenir un registre captures destiné notamment à 
« l'enregistrement de la pêche effectuée et mentionnant les 
« espèces pêchées, la date et la zone de pêche ; 

« b) déclarer ou faire déclarer par son représentant dans les 
« conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire 
« la pêche qu'il a effectuée. 

« La déclaration visée au l) c et 2) b ci-dessus, dont les 
« modèles sont fixés par voie réglementaire, doit contenir 
« notamment les informations permettant l'identification du 
« bénéficiaire de la licence de pêche, et le cas échéant, du navire 
« ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaire(s), de 
« son capitaine ou patron ainsi que les mentions relatives aux 
« espèces, à leur quantité et à la date et la zone dans laquelle 
« elles ont été pêchées. 

« Toute déclaration des captures doit être effectuée selon 
« les modalités prévues par voie réglementaire avant la première 
« mise sur le marché des captures concernées auprès, selon le cas, 
« de l'administration, de l'organisme public ou privé chargé 
« d'organiser la première vente des captures ou du mareyeur dans 
« les lieux de débarquement ne disposant pas d'un représentant de 
« l'administration ou d'organismes sus-indiqués. 

« Lorsque les bénéficiaires des licences de pêche sont 
« regroupés sous forme d'organisation de producteurs et 
« constitués en coopérative conformément à la législation et la 
« réglementation en vigueur en la matière, le registre des 
« captures et les déclarations visés au 1) cet au 2) a et b ci-dessus 
« peuvent être établis, dans les conditions et selon les modalités 
« fixées par voie réglementaire, par cette organisation de 
,< producteurs, à titre collectif, pour le compte de ses adhérents. 

« Les documents susmentionnés au 1) et 2) ci-dessus 
<< peuvent être établis par voie électronique conformément à la 
« législation et à la réglementation en vigueur en la matière et 
« selon les modalités fixées par l'administration.» 

« Article 5. - On entend par pêche de loisir, au sens de la 
« présente loi, l'activité de pêche pratiquée par une personne 
« physique à des fins récréatives et sans but lucratif. 

« La pêche de loisir peut être exercée avec ou sans navire en 
« toute saison, exclusivement entre le lever et le coucher du 
« soleil. Toutefois, dans le cas de pêche de loisir d'espèces dont 
« la capture ne peut être pratiquée que durant la période nocturne, 
« elle peut être autorisée exceptionnellement dans les conditions 
« et selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

« La pêche de loisir ne doit pas perturber l'exercice des 
« autres activités de pêche maritime et/ou d'aquaculture en mer. 

« Les personnes exerçant la pêche de loisir sont tenues de 
« respecter la législation en vigueur concernant l'exercice de la 
« pêche maritime et notamment celle relative aux périodes de 
« pêche, à la taille marchande minimale des espèces, aux 
« engins de pêche, aux zones d'interdiction et aux restrictions 
« d'ordre sanitaire. 

« La vente des captures issues de la pêche de loisir est 
« interdite. 

« Des prescriptions spéciales à la pêche de loisir et 
« notamment les quantités ou quotas, les zones de pêche ainsi 
« que les espèces autorisées sont fixées par voie réglementaire. 

« Lorsque la pêche de loisir est exercée au moyen d'un 
« navire, celui-ci doit être enregistré auprès de l'administration 
« compétente soit en tant que navire de plaisance soit en tant que 
« navire à passagers conformément à la réglementation 
« en vigueur en la matière. 

« Le bénéficiaire de la licence de pêche de loisir au moyen 
« d'un navire doit tenir un journal de pêche et effectuer les 
« déclarations de captures dans les mêmes conditions que celles 
« prévues à l'article 4 ci-dessus, au plus tard dans les quarante 
« huit (48) heures suivant la date de débarquement des captures 
« ou de leur rejet vivantes en mer en cas de pêche sportive dite 
« pêche no kill ». 

« Lorsque la pêche de loisir est effectuée par l'intermédiaire 
« d'un organisateur de journées de pêche en mer au profit d'une 
« ou de plusieurs personnes, la licence de pêche est délivrée à 
« titre collectif à cet organisateur. Cette licence mentionne 
« notamment le nombre maxima de pêcheurs pouvant pêcher 
« simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les 
« date(s) autorisée(s) à la pêche. La déclaration des captures 
« visée à l'article 4 ci-dessus est effectuée par l'organisateur 
« bénéficiaire de la licence de pêche à titre collectif selon les 
« modalités fixées par voie réglementaire. 

« Lorsque la pêche de loisir est effectuée sans navire, c'est
« à-dire à pied, à la ligne ou à la nage ou en plongée à partir du 
« rivage sans utilisation d'appareils pennettant de respirer en 
« plongée, elle n'est pas soumise aux dispositions du présent 
« article. 

« Article 7. - Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, 
« d'acheter, de vendre ou d'employer à un usage quelconque, les 
<( femelles grainées des homards et langoustes, quels que soient 
« leur âge et leur dimension. En cas de pêche accidentelle, les 
« femelles grainées doivent être immédiatement rejetées à la mer. 
« Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal 
« de pêche du navire ou le document en tenant lieu. » 

« Article 47. Les procès-verbaux constatant les infractions 
« sont dressés par les agents visés à l'article 43 ci-dessus et 
« l'original est transmis, sans délai, au délégué des pêches 
« maritimes du lieu où l'infraction a été constatée. 
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« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire des 
« faits qui y sont relatés. 

« Chaque procès-verbal est dûment signé par le ou les 
« agent(s) verbalisateur(s) l'ayant dressé et par le ou les auteurs 
« de l'infraction. 

« En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des 
« auteurs de l'infraction, mention en est portée sur le procès
« verbal. 

« Le procès-verbal indique notamment la nature de 
« l'infraction commise ainsi que l'identité de son ou de ses 
« auteurs, et selon le cas : 

« a) les mentions propres à identifier le navire, son 
« propriétaire et/ou son armateur ; 

« b) le nombre et les caractéristiques des filets, engins ou 
« instruments de pêche ; 

« c) les espèces marines concernées par l'infraction; 

« d) les références des installations, des· établissements, des 
« entrepôts, des locaux et des moyens de transport ou lieux de 
« détention, de conservation, de vente ou de consommation concernés 
« par l'infraction ; 

« e) les saisies effectuées, s'il ya lieu, des espèces marines, 
« des appâts ou des filets, engins ou instruments de pêche ; 

« f) la date et le lieu de commission de l'infraction et de 
« l'établissement du procès-verbal. 

« Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal 
« consigne également les déclarations de l'auteur de l'infraction 
« et/ou de toute personne présente sur les lieux et dont 
« l'audition est utile. » 

« Article 48. -Au vu du procès-verbal d'infraction visé à 
« l'article 47 ci-dessus, le délégué des pêches maritimes procède 
« comme suit : 

« 1) Lorsque l'infraction a été commise au moyen d'un 
«navire: 

« a) l'immobilisation provisoire à quai dudit navire ; 

« b) la saisie des espèces marines obtenues en conjonction 
« avec la ou les infractions constatées ; 

« c) la confiscation et la destruction, après prélèvement 
« d'échantillons, le cas échéant, des appâts et substances prévues 
« à l'article 17 ci-dessus, aux frais et risques de l'auteur de la ou 
« des infractions commises ; 

« d) la confiscation et la destruction, aux frais de l'auteur de 
« l'infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits 
« ou non réglementaires. 

« 2) Lorsque l'infraction a été commise sans l'utilisation 
« d'un navire: 

« a) la saisie des espèces marines obtenues en conjonction 
« avec la ou les infractions constatées ; 

« b) la confiscation et la destruction, après prélèvement 
« d'échantillons. le cas échéant, des appâts et substances prévues 
« à l'article 18 ci-dessus, aux frais et risques de l'auteur de la ou 
« des infractions commises ; 

« c) la confiscation et la destruction, aux frais de l'auteur de 
« l'infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits 
« ou non réglementaires. 

« 3) Lorsque l'infraction concerne les règles de mise sur le 
« marché des produits halieutiques : 

« - la saisie des espèces marines non couvertes par la 
« déclaration des captures prévue à l'article 4 ci-dessus ou 
« faisant l'objet d'une déclaration incomplète ou erronée 
« ou celles n'ayant pas la taille réglementaire ou faisant 
« l'objet d'une interdiction de pêche. 

« les espèces marines saisies en application du présent 
« article qui répondent aux conditions de sécurité sanitaire 
« des produits alimentaires sont vendues aux enchères 
« publiques, sans délai. L'auteur de l'infraction ne peut en « être 
« adjudicataire. Les espèces marines qui ne répondent pas aux 
« conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires sont 
« détruits, sans délai, aux frais et risques de l'auteur de 
« l'infraction. 

« Lorsque les espèces marines saisies sont des produits 
« congelés, celles-ci sont stockées, aux frais et risques de 
« l'auteur de l'infraction, sous le contrôle du délégué des pêches 
« maritimes jusqu'à la vente prévue ci-dessus et au maximum 
« trente (30) jours à compter de la date de leur saisie. 

« Les espèces marines saisies qui n'atteignent pas les 
« dimensions ou poids réglementaires sont distribuées à des 
« établissements hospitaliers ou à des œuvres sociales ou de 
« bienfaisance lorsqu'elles répondent aux conditions de sécurité 
« sanitaire des produits alimentaires. Les espèces non 
« comestibles sont détruites aux frais et risques du contrevenant. 

« Le produit de la vente consécutive à toute saisie est 
« immédiatement versé au Trésor » 

« Article 54. - Le droit de transiger est exercé par l'autorité 
« gouvernementale chargée de la pêche maritime ou par la 
« personne à qui ce droit a été expréssement délégué. » 

Article 36 

Le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) précité est complété par les articles 2-1, 2-
2, 2-3,2-4, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 28-1, 48-1, 53-1, 53-2 et 
53-3 ainsi conçus : 

« Article 2-1. - Le propriétaire ou l'armateur d'un navire de 
« pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche 
« maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer 
« d'une autorisation délivrée à cet effet par l'administration 
« compétente avant le départ dudit navire pour la zone de pêche 

« considérée. 

« L'autorisation est délivrée pour une durée d'une année à 
« compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire 
« est utilisé pour la pêche dans la zone économique exclusive 
« d'un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une 
« organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée 
« de l'autorisation ne peut excéder durée des droits de pêche 

tCcordés audit navire par cet Etat ou ORGP. 

« Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure 
« pas sur le registre des navires de pêche INN prévu à l'article 27 
« du titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et à la lutte 
« contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. » 
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« Article 2-2. - Tout propriétaire ou armateur d'un navire de 
« pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de 
« l'autorisation visée à l'article 2-1 ci-dessus doit : 

« l) justifier, lors de sa demande, selon le cas : 

« - de l'accord de l'Etat concerné, lorsque le navire doit 
« opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction 
« de cet Etat ; ou, 

« - de l'inscription du navire sur la liste des navires de 
« pêche marocains autorisés à cet effet par l'organisation 
« régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le 
« navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la 
« compétence de ladite organisation ; 

« 2) s'engager à respecter ou faire respecter par le capitaine 
« ou patron du navire les dispositions des conventions 
« internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est 
« Partie relatives aux mesures internationales de conservation 
« des ressources biologiques de la mer. 

« 3) veiller à ce que le capitaine ou patxon du navire tienne, 
« selon les formes et les modalités réglementaires, un journal de 
« pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans 
« lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la 
« date et la zone de leur pêche ; 

« 4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron 
« du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par 
« voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément 
« aux dispositions de l'article 2-4 ci-dessous ; 

« 5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités 
« fixées par voie réglementaire, à l'administration compétente, 
« les informations relatives à son activité. 

« Article 2-3. - Un registre des navires marocains autorisés 
« à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et 
« tenu à jour par l'administration compétente. Ce registre 
« comprend notamment les informations propres à identifier 
« chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa 
« marocanisation, sa zone d'activité, les droits de pêche dont il 
« bénéficie et leur durée et le cas échéant les sanctions prises à 
« l'encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s), capitaine(s) 
« ou patron(s) dudit navire. 

« Article 2-4. - Sauf le cas de force majeure ou de détresse, 
« toutes les opérations de transbordement d'espèces marines 
« dans la zone économique exclusive impliquant un navire 
« marocain sont interdites quel que soit le type de navire 
<< receveur ou transbordeur. 

« De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans 
« un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par 
« dans les formes et selon les modalités fixées 
« par voie réglementaire. » 

« Article 4-1. - Avant toute première mise sur le marché 
« des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins 
« commerciales procède ou fait procéder par délégation au tri et 
<< à la pesée des espèces marines pêchées. 

« Les responsables des emplacements aménagés à l'effet de 
« permettre la première vente des espèces marines doivent mettre 
« à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée 
« nécessaires en bon état de fonctionnement conformément à la 
« législation en vigueur en la matière. 

« Article 4-2. - Il est interdit de commercialiser toute espèce 
« marine pêchée non couverte par la déclaration des captures 
« correspondante visée à l'article 4 ci-dessus. 

« A cet effet, chaque responsable d'un emplacement 
« aménagé à l'effet de permettre la première vente des espèces 
« marines est tenu de refuser la vente ou l'exposition en vue de la 
« vente des espèces marines lorsqu'elles ne sont pas couvertes 
« par la déclaration des captures correspondante ainsi que dans 
« les cas suivants : 

« - les espèces marines ont une dimension inférieure à la 
« taille ou moules réglementaires ; 

« - les espèces déclarées ne sont pas celles effectivement à 
« mettre en vente ou à exposer en vue de la vente ; 

« - les espèces marines à mettre en vente ou à exposer en 
« vue de la vente font l'objet d'une interdiction de pêche 
« dont le début et la fin sont dûment publiés. 

« Ce responsable doit tenir informée 
« compétente des décisions de refus des espèces et quantités. 

« Article 4-3. - Les responsables des emplacements aménagés 
« à l'effet de permettre la première vente des espèces marines 
« enregistrent : 

« - dès leur réception et contre récépissé, les déclarations 
« de captures qui leur sont transmises. 

« - jour par jour, et par ordre de date toutes les ventes 
« effectuées dans les emplacements dont ils sont 
« responsables. 

« Ils transmettent toutes les données enregistrées à 
« l'administration compétente selon les modalités fixées par voie 
« réglementaire. 

« Article 4-4. - Les responsables des emplacements aménagés 
« à l'effet de permettre la première vente des espèces marines après 
« leur pêche, les mareyeurs autorisés conformément à la loi 
« n° 14-08 relative au mareyage, les importateurs, les 
« propriétaires et/ou exploitants des établissements de 
« conservation, de conditionnement, de traitement ou de 
« transformation de ces produits ainsi que les exportateurs de tels 
« produits doivent assurer la traçabilité desdits produits en tenant 
« un registre appelé« registre d'origine des captures». 

« Ce registre dont le modèle est fixé par voie réglementaire 
« mentionne, jour par jour et par ordre de réception, notamment 
« la date et les références de chaque document attestant, selon le 
« cas de la déclaration des captures ou du certificat visé à 
« l'article 16 du titre Ide la loin° 15-12 relative à la prévention 
« et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non 
« réglementée ou autre document équivalent validé par l'Etat du 
« pavillon en cas de produits importés, correspondant aux 
« espèces et quantités réceptionnées, le navire ayant réalisé les 
« captures ainsi que le jour de réception des produits halieutiques 
« et leur destination. 

« Les justificatifs de la réception et /ou des transactions 
« commerciales y compris les documents douaniers ou 
« comptables doivent être présentés à toute réquisition des agents 
« visés à l'article 43 ci-dessous. 

« Le registre d'origine des captures susvisé, qui peut être 
« tenu sous forme électronique conformément à la législation et à 
« la réglementation en vigueur en la matière, est conservé et 
« archivé pendant trois (03) ans. 
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plans

s’acquitter,

« Les informations contenues dans le registre d'origine des 
« captures sont cômmuniquées à l'administration compétente 
« selon les modalités fixées par voie réglementaire. » 

« Article 5-1. - Il est créé une base de données auprès de 
« l'administration compétente qui veille à sa mise à jour aux fins 
« de regrouper et de permettre le traitement de toutes les 
« informations au titre des articles 2, 2-3, 4, 4-3, 4-4, 5, 28 et 28-1. 

« Elle peut être établie sous forme électronique conformément 
« à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. 

« Elle est gérée par l'administration compétente dans les 
« formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » 

« Article 5-2. - L'administration peut établir des plans 
« d'aménagement et de gestion des pêcheries, après avis de 
« l'Institut national de recherche halieutique, sur la base des 
« informations et des données scientifiques disponibles, pour une 
« ou plusieurs espèces dans une ou plusieurs zones maritimes 
« déterminées. 

« les plans d'aménagement et de g~tion des pêcheries 
« tiennent compte, notamment des facteurs socio-économiques et 
« des droits de pêche dûment autorisés exercés dans la pêcherie 
« concernée lors de l'élaboration dudit plan. 

« Tout plan d'aménagement et de gestion des pêcheries doit, 
« outre sa durée, fixer notamment les mesures de gestion, 
« d'aménagement et de conservation propres à garantir la 
« durabilité de la ou des espèces concernées dans la ou les zones 
« considérées. 

« Sont fixées par voie réglementaire lesdites mesures y 
« compris la durée maximale des d'aménagement et de 
« gestion des pêcheries et les modalités relatives à leur 
« approbation et modification, le cas échéant, pendant la durée de 
« leur mise en œuvre. 

« Article 28-1. -Tout bénéficiaire d'une autorisation 
« d'établissement de pêche maritime telles que les madragues et 
« les fermes aquacoles doit tenir un registre établi selon le 
« modèle réglementaire et destiné à répertorier dans l'ordre 
« chronologique ventilé par espèce, les entrées et les sorties des 
« espèces marines pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou 
« conservées dans le milieu marin et déclarer auprès de 
« l 'administration lesdites espèces. 

« Les conditions et les modalités d'application du présent 
« article sont fixées par voie réglementaire. 

« Le registre indiqué ci-dessus peut être établi et mis à jour 
« sous fonne électronique confom1ément à la législation et à la 
« réglementation en vigueur en la matière. » 

« Article 48-1. L'immobilisation du navire prévue à 
« l'article 48 ci-dessus peut être levée, à tout moment, lorsque 
« l'auteur de l'infraction s'est acquitté du montant de l'amende 
« forfaitaire de composition ou de l'amende judiciaire, selon 
« le cas:· 

« Cette levée peut être également obtenue avant la fixation 
« du montant de l'amende forfaitaire de composition ou le 
« prononcé de la décision judiciaire définitive, si l'auteur de 
« l'infraction dépose auprès de Bank Al-Maghrib une caution 
« financière suffisante destinée à garantir l'exécution des 
« condamnations pécuniaires dont le montant est fixé, selon le 
« cas, par l'autorité visée à l'article 54 ci-dessous ou par le 
« tribunal compétent. 

« En cas de condamnation définitive et non exécutée dans un 
« délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de 
« sa notification à l'intéressé, la caution déposée est définitivement 
« acquise au Trésor, déduction faite des frais de justice et des 
« réparations civiles éventuels. » 

« Article 53-1. -En cas de transaction avant jugement, il est 
« procédé comme suit : 

« - le contrevenant doit, dans un délai ne pouvant excéder 
« quinze (15) jours ouvrables à compter de la date 
« d'établissement du procès-verbal d'infraction, informer 
« le délégué des pêches maritimes ayant reçu l'original 
« dudit procès-verbal de son intention de recourir à la 
« transaction et en faire la demande dans les formes 
« réglementaires ; 

« - dans ce cas, l'autorité visée à l'article 54 ci-dessous 
« dispose d'un délai maximum de trente (30) jours 
« ouvrables à compter de la date de dépôt de ladite 
« demande pour décider de la transaction, fixer le montant 
« de l'amende forfaitaire de composition et en notifier le 
« montant à l'intéressé par tout moyen faisant preuve de 
« la réception. 

« Lorsqu'il n'est pas fait recours à la transaction dans les sept 
« (7) jours suivant la fin du délai de transaction, le délégué des 
« pêches maritimes doit saisir la juridiction compétente aux fins de 
« poursuites. 

« Article 53-2. - La transaction devient définitive avec sa 
« constatation par écrit, sur papier timbré, dûment signé par 
« l'autorité visée à l'article 54 ci-dessous et le contrevenant. Elle 
« est établie en deux originaux dont un est transmis au délégué 
« des pêches maritimes détenteur de l'original du procès-verbal 
« d'infraction correspondant et l'autre au contrevenant. 

« La transaction lie irrévocablement les parties et n'est 
« susceptible d'aucun recours. Lorsqu'elle est établie avant le 
« jugement définitif, elle éteint l'action publique. 

« Article 53-3. -- Sitôt réception de l'original de la transaction 
« visée à l'article 53-2 ci-dessus, le délégué des pêches maritimes 
« doit établir le titre de perception correspondant et le remettre au 
« contrevenant qui dispose alors d'un délai de soixante (60) jours 
« ouvrables à compter de la date de remise dudit titre pour 
« auprès de la perception du lieu d'établissement de ce 
« titre, du montant de la transaction. Copie du titre de perception est 
« adressée par le délégué des pêches maritimes au Trésorier 
« général du Royaume. 

« A l'issue de ce délai et en cas de non paiement, il est 
« procédé conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 
« formant code de recouvrement des créances publiques. >> 
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correspondanteArticle 37 

Les dispositions des articles 15 et 33 du dahir portant loi 
n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, tel 
que modifié et complété, sont modifiées et complétées ainsi qu'il 
suit: 

« Article 15. - Les filets .................................. sont prohibés. 
« Toutefois, d'autres dimensions peuvent être prévues pour les 
« pêches devant recevoir une réglementation particulière 
« conformément à l'article 16 ci-dessous. 

« Le doublage des poches .................................................... . 

« L'emploi de filets trainants de la première catégorie est 
« autorisée en tout temps. 

« Cependant, ces filets ne peuvent être employés dans 
« l'Océan atlantique qu'à une distance d'au moins trois milles 
« marins calculés à partir des lignes de base. 

« En Méditerrannée, l'autorité gou~.ernementale chargée 
« des pêches maritimes fixe par voie réglementaire, après avis de 
« l'Institut national de recherche halieutique, la distance minima 
« à compter de laquelle l'emploi desdits filets est autorisé. 

« Toutefois, l'interdiction d'employer ces filets .............. . 
« décret. 

« Des décrets peuvent également interdire ........................... . 

(Le reste sans changement.) 

« Article 33. - Est puni ........................................................ . 
(( ......................................................................................................... . 
« ................................ ou de l'une de ces deux peines seulement : 

« 1) quiconque ........................................... ; 

(( .................................................................. ; 
« 6) ............................. période d'interdiction de pêche; 

« 7) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche 
« battant pavillon marocain pêchant ou tentant de pêcher au-delà 
« de la zone économique exclusive sans disposer de l'autorisation 
« prévue à l'article 2-1 ci-dessus ou continuant à pêcher au-delà 
« de la ZEE alors que son autorisation n'est plus valide ou qui ne 
« respecte pas les dispositions des conventions internationales 
« en vigueur auxquelles le Maroc est Partie ; 

« 8) le propriétaire ou l'armateur d'un navire de pêche 
« battant pavillon marocain pêchant au-delà de la ZEE qui a omis 
« de transmettre les informations relatives à son activité de pêche 

« ou qui a transmis des informations inexactes ou incomplètes ; 

« 9) le capitaine ou patron d'un navire de pêche qui opère 
« des opérations de transbordement non justifiées par la force 
« majeure ou le cas de détresse en dehors d'un port marocain ou 
« sans autorisation préalable ; 

« 10) quiconque : 

« - ne tient ou ne fait pas tenir par le capitaine ou le patron 
« du navire dont il est propriétaire ou armateur le journal 

« de pêche ou le document en tenant lieu ou tient ou fait 
« tenir un journal de pêche non conforme ; 

« - n'a pas effectué la déclaration de captures 

« à l'activité de pêche exercée ou a fait une déclaration 
« incomplète ou erronée ; 

« - ne déclare pas les opérations de transbordement 

« effectuées ou fait une déclaration partielle, erronée ou 
« fausse sur les opérations de transbordement effectuées ; 

« - aura commercialisé ou tenté de commercialiser des 

« espèces marines pêchées dans le cadre de l'exercice 
« d'une pêche de loisir ou débarqué des captures alors 
« qu'il pêche dans le cadre de la pêche« No Kill » ; 

« - le pêcheur qui expose pour la vente ou vend des 

« captures sans procéder au tri et à la pesée des espèces 
« marines correspondantes ; 

« - pratique la pêche des espèces marines sans bénéficier de 

« quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie 
« lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ; 

« 1 I) Tout organisateur de journées de pêche en mer qui ne 

« se conforme pas à la licence de pêche dont il bénéficie 
« notamment le nombre de pêcheurs autorisés à pêcher 
« simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les 
« dates autorisées à la pêche ; 

« 12) tout responsable d'un emplacement aménagé à l'effet 
« de permettre la première vente des espèces halieutiques qui ne 
« met pas à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée 
« nécessaires et en bon état de fonctionnement ou qui permet la 

« vente dans lesdits emplacements d'espèces marines non 

« couvertes par la déclaration des captures correspondante ou 
« n'ayant pas la taille réglementaire ou faisant l'objet d'une 
« interdiction de pêche dûment publiée ; 

« 13) tout responsable d'un emplacement aménagé à l'effet 
« de permettre la première vente des produits halieutiques, tout 
« mareyeur, tout importateur, tout exportateur ou propriétaire et/ou 
« exploitant d'un établissement de conservation, de 
« conditionnement, de traitement ou de transformation de produits 

« halieutiques qui ne tient pas le registre d'origine des captures 

« correspondant ou tient un registre non conforme et/ou ne produit 

« pas les justificatifs prévus à l'article 4-4 ci-dessus; 

« 14) Tout bénéficiaire d'une autorisation d'établissement 

« de pêche maritime qui ne tient pas le registre prévu à 

« l'article 28-1 ci-dessus ou tient un registre non confonne. » 

Le texte en langue arabe a été publié dans r édition générale du 

,, Bulletin officiel>> n° 6259 du 26 rcjcb 1435 (26 mai 2014). 
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R O Y A U M E D U ( V I A R O C 
Min is tè re d e l ' A g r i c u l t u r e , d e l a Pêche M a r i t i m e , d u D é v e l o p p e m e n t R u r a l e t d e s E a u x e t Forêts 

D é p a r t e m e n t d e t a P ê c h e i V l a r î t i m e 

DPM 

DECISION MINISTERIELLE N'̂ TR 01/23 du 
PORTANT SUR LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU THON ROUGE 

AU TITRE DE LA SAISON 2023 

Vu le dahir n° 1-14-95 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n''l-73-255 du 27 chaoual 
1393 (23 novembrel973) formant règlement sur la pêche maritime; 

Vu le dahir portant loi n°01-73-255 du 27 chaouall393.(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime tel qu'il a été 
modifié et complété ; 

Vu les dispositions du Décret n''2-18-722 du 1er safar 1441(30 septembre 2019) relatif aux plans d'aménagement et de gestion des 
pêcheries ; 

Vu les dispositions du Décret n°2-18-244 du 09 mai 2019 modifiant et complétant le décret n°2-08-562 du 12 décembre 2008 fixant 
les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime; 

Vu les dispositions du décret n°2-09-674 du 17 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation à bord 
des navires de pêche d'un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la 
transmission des données ; 

Vu l'arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n''1154-88 du 3 octobre 1988 fixant la taille marchande 
minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines tel que modifié et complété par l'arrêté n°4132-19 du 26 
décembre 2019 ; 

Vu les dispositions de l'Arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
Maritime n''2763.15 du 06 août 2015 fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des 
conventions de concession de madrague ; 

Vu l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et la Pêche Maritime n°574-19 du 7 mars 2019 relatif au dispositif de positionnement et de 
localisation continue des navires de pêche ; 

Vu l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime n" 2818. 16 du 22 septembre 2016 relative à l'interdiction temporaire 
de pêche dans certaines zones maritimes en Atlantique et en Méditerranée tel que modifié par l'arrêté n° 4064. 19 du 20 décembre 
2019 ; 

Vu l'Arrêté n°2095-20 du 28 juillet 2020 relatif à l'interdiction temporaire de pêche de requins soyeux et du requin taupe commun ; 

Vu l'Arrêté n°2S26-22 du 23 septembre 2022 relatif à l'interdiction temporaire de pêche de certaines espèces de requins ; 

Vu l'Arrêté n" 2271-19 du 15 juillet 2019 relatif à l'interdiction temporaire de pêche des mammifères marins et des tortues marines ; 

Vu Arrêté n''660-19 du 2019 prorogeant la durée de validité de l'arrêté n''2806-09 du 2009 d'interdiction temporaire de pêche des 
phoques moines ; 

Vu l'Arrêté n" 1456-21 du 31 mai 2021 portant à la protection des espèces de flore et faune sauvages et au contrôle de leur 
commerce (interdiction de pêche des oiseaux marins) ; 

Vu les recommandations de la Commission Internationale pour la Conservation des thonidés de l'atlantique (ICCAT) notamment [22-
08] et la Recommandation (19-10). 

Rappelant les grandes orientations du plan Halieutis qui plaident pour la préservation des ressources halieutiques et la durabilite de 
leur exploitation, et conformément aux dispositions des recommandations de la Commission Internationale pour la Conservation des 
thonidés de l'atlantique (ICCAT) en vigueur ; 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL 
ET DES EAUX ET FORETS DECIDE : 

Article premier- La mise en place d'un plan d'aménagement et de gestion de la pêcherie du thon rouge de l'Atlantique-
Est et de la Méditerranée (Thunnus thynnus) pour la saison de pêche 2023 fixant ses conditions d'exploitation^j^^ 
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Article 2- Délimitation de la pêcherie du thon rouge. 
Pour l'application de la présente décision, deux (02) unités d'aménagement sont délimitées comme suit : 
1. L'unité d'aménagement I : comprenant les eaux maritimes de la Méditerranée situées entre les méridiens 

suivants : 
- Méridien : OS^SS'SS" W (Cap spartel) ; 
- Méridien : 02°12'42" W (Saidia - frontière algéro-marocaine). 

2. L'unité d'aménagement II : comprenant les eaux maritimes de l'Atlantique délimitées par le parallèle 20°46' 
N (Cap Blanc) et le méridien 05°55'33"W (Cap spartel). 

Les senneurs thoniers peuvent pêcher dans la zone située en dehors de la juridiction du Royaume du Maroc et placée 
sous la juridiction internationale et couverte par la Convention de la Commission Internationale pour la Conservation 
des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT). Cette zone comprend toutes les eaux de l'Océan Atlantique Est et les mers 
adjacentes (Méditerranée Occidentale, Centrale et Orientale). 

Article 4- Total Admissible des captures (TAC) 
Conformément aux décisions de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique, le TAC 
attribué au Royaume du Maroc pour la saison 2023 est de 3700 tonnes. Ce TAC est réparti comme suit : 

Quota de pêche commerciale : 3679 tonnes métriques et sera exploité selon les dispositions de la présente 
Décision. 
Quota de pêche pour la recherche scientifique et le renforcement des capacités nationales ; 21 tonnes et sera 
exploité selon les formes qui seront arrêtées par l'administration, conformément aux engagements 
internationaux du Royaume du Maroc. 

Article 5- Capacité de pêche 
La capacité de pêche maximale autorisée à cibler directement le thon rouge est arrêtée aux unités énoncées ci-
après, dûment autorisées par l'administration et enregistrées sur les registres ICCAT et le système eBCD pour la saison 

- 18 madragues et, 
04 navires thoniers-senneurs ayant une LHT > 40 m. 

De même, les navires de la pêche côtière et les barques de la pêche artisanale sont autorisés à capturer accessoirement 
le thon rouge dans la limite du quota assigné à leur segment. 

Article 6- Gestion, répartition du TAC et conditions d'exploitation 
Le quota de pêche commercial est réparti comme suit : 

Pour les madragues : 

Les quotas sont attribués à chacun des groupements de madragues identifiés et aux sociétés concessionnaires non 
rattachées à un groupement. 

• Les sociétés concessionnaires de madragues calées non rattachées à un groupement : 150 tonnes par 
madrague autorisée ; 

• Les sociétés concessionnaires de madragues calées rattachées à un groupement : 142 tonnes par madrague 
autorisée ; 

On entend par groupement une association effective, d'au moins trois sociétés concessionnaires de madragues, 
disposant du même actionnariat de référence présent dans le capital social de ladite société. 

Pour les thoniers- senneurs : 

• 137 tonnes pour la société Cap pêche sarl/MEDIOUNA 
• 137 tonnes pour a Société MTTF sarl/AZROU 1 ; 
• 137 tonnes pour la société ORSEA FISH sarl/SAADALLAH. 
• 180 tonnes pour la société MAROFARM sarl/SONS. 

Pour la pêche artisanale et côtière (pêche accessoire) : 500 tonnes.^ 

2023 : 
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Article 7 : Conditions irrévocables associées aux quotas 
Les conditions irrévocables associées aux quotas sont établies conformément aux dispositions des Recommandations de 
l'ICCAT en vigueur : 

Le TAC et les quotas de pêche sont la propriété de l'Etat marocain. 

Ces quotas attribués ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'appropriation, de dépassement, de report, de cession 
quelconque. De même, en cas de non-consommation ou de sous-consommation du quota, celui-ci ne peut faire l'objet 
d'aucune forme de cession au profit de tiers. 

En cas de non consommation de la totalité ou d'une partie du quota par un opérateur, celle-ci est répartie par l'autorité 
gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne désignée par elle à cet effet. 

Article 8 : IVIodalités de transfert de quota 
Tout ou partie d'un quota individuel peut être transféré entre madragues, entre madrague et senneur-thonier et entre 
senneurs thoniers dans les conditions suivantes : 

1. Pour les madragues : En cas d'abordage d'un navire contre la madrague, suite à un événement de mer ayant fait 
l'objet d'une enquête nautique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ou pour toute autre 
cause de force majeure telle que définie à l'article 269 du dahir formant Code des obligations et des contrats ; 

2. Pour les senneurs thoniers : En cas de perte ou d'immobilisation du navire bénéficiaire dudit quota suite à un 
événement de mer ayant fait objet d'une enquête nautique conformément à la législation et à la réglementation en 
vigueur ou pour toute autre cause de force majeure telle que définie à l'article 269 du dahir formant Code des 
obligations et des contrats tel que modifié et complété ; 

Les madragues demeurées sans utilisation durant une période supérieure à une année peuvent être déclarées vacantes 
conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi n° 1- 73- 255 du 23 novembre 1973. 

Il reste bien entendu que le paiement des redevances variables restera à la charge de la société qui n'a pas pu exploiter 
ledit quota, et calculé conformément aux dispositions de l'Arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et 
du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime n" 2763.15 susmentionné. 

La rémunération du personnel relevant du madrague/navire doit être assurée durant toute la durée de la campagne. 
Ainsi, la liste de tous les employés de la madrague/navire et les relevés de déclaration des employés auprès de la CNSS 
pour cette campagne devront être déposés auprès de la DPM concernée. 

Article 8- Périodes et zones d'ouverture temporelles de la pêche 
- La pêche du thon rouge à la senne est autorisée dans : 

• L'Atlantique Est et la Méditerranée durant la période comprise entre le 26 mai et le premier juillet, y 
compris la Méditerranée occidentale ; 

• La Méditerranée orientale durant la période comprise entre le 15 mai et le premier juillet ; 
• L'Atlantique Est et la mer Méditerranée se limitant aux eaux relevant de la souveraineté ou de la 

juridiction du Royaume du Maroc entre le 1er mai et le 15 juin après accord de l'administration des 
pêches maritimes ; 

- La pêche du thon rouge par les madragues est autorisée du premier avril au 31 juillet ; 
- La pêche du thon rouge à la palangre et à la ligne par les navires côtiers et les barques artisanales est autorisée 

dans l'Atlantique Est et la Méditerranée durant la période comprise entre le 1 ' ' juin et 15 octobre ; 

Aussitôt que leur quota est épuisé, les sociétés concessionnaires des madragues doivent lever le copo dans les cinq (05) 
jours ouvrables qui suivent, et procéder par la suite à la désinstallation totale de leurs madragues. 

Article 9- Taille marchande 
Conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé n°1154-88, la taille marchande minimale du thon rouge est fixée à 30 
kg ou d'une longueur à la fourche de 115 cm. Le seuil de tolérance admis pour les pièces n'ayant pas atteint la taille 
marchande minimale indiquée ci- dessus est fixée à 5% du nombre de thons rouges capturés de 8 à 30 kg ou de 75 cm à 
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Article 10- Capacité d'engraissement 
Les cages flottantes d'engraissement du thon rouge vivant adulte seront autorisées cette année selon les conditions et 
modalités spécifiques qui seront déterminées par l'administration conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur et selon les conditions énumérées dans la Recommandation ICCAT 22-08. 

Tout report de thon rouge vivant mis en cage n'est pas autorisé, et ce conformément aux dispositions de la 
Recommandation ICCAT 22-08. 

Article 11- Caméras stéréoscopiques 
Pour les navires et les madragues ciblant le thon rouge vivant destiné à l'engraissement, ils devront utiliser des 
systèmes de caméras stéréoscopiques dans les conditions énumérées dans la Recommandation ICCAT 22-08. 

Article 12- Déploiement des Observateurs ICCAT 
Lors du déploiement des observateurs dans le cadre du ROP de l'ICCAT, les opérateurs des navires et des madragues 
ciblant le thon rouge doivent se conformer aux dispositions de la Recommandation ICCAT 19-10. 

Article 13- Disposition générales 
Les navires y compris les palangriers, les barques de pêche artisanale et les navires auxiliaires (de servitude) et 
madragues autorisés doivent respecter les dispositions particulières, applicables par la Commission Internationale pour 
la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT), réglementant la pêche du thon rouge notamment la 
recommandation 22-08 de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT). 

Article 14 : Durée de validité 
La présente Décision prend effet à partir de la date de sa signature et a une durée de validité jusqu'au 31 décembre 
2023. 

Article 15- Application 
La Direction des Pêches Maritimes, la Direction de Contrôle des Activités de la Pêche Maritime et les Délégations des 
Pêches Maritimes sont chargées, chaque entité en ce qui la concerne, de l'application des dispositions de la présente 
Décision. 
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Decret nO 2-09-674 dn 30 rabii 1 1431 (17 mars 2010) fixnnt
les conditions et les modalites d'Instatlanou et
d'utilisation it bord des navires de peche d'un systeme
depositionnement et de localisation continue utilisant
les communications par satellite pour la transmission
des donnees.

LEPREMIER MINISTRE,

VU la Constitution, notamment son article 64,

Vu Ie dahir portant loi n" 1-7)-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) formant reglemcnt sur la peche maritime, tel
qu'Il a ete modifie et complete, notarnment ses articles 35 (4'), 45
et 45 his;

Vu Ie dahir n" 1-81-179 du 3 journada II 1401 (8 avril 1981)
portant promulgation de la loi n? 1-&1 instituant line zone
economique exclusive de deux cent mille marins au large des
cotes marocaines ;

Vu Ie dahir n° 1-97-162'du 2 rabii II 1418 (7 aout 1997)
portant promulgation de la loi n? 24-96 relative it la poste et aux
telecommunications, telle qu'elle a ete rnodifiee et completee,
notamment ses articles 4, 9, 15, 16 et 29 ; .

Vu Iedecret n' 2-63-397 du 6 joumadaII 1383 (26 octobre 1963)
fixant la composition et Ie fonctionnement des commissions de
visite de securite nautique ;

Vu Ie decret n" 2-92-1026 du 4 rejeb 1413(29 decembre 1992)
fixant les conditions et les rnodalites de delivrauce et de
renouvellement de la licence de peche dans la zone economique
exclusive;

Vu Iedecret n?2-07-1274 du4 kaada 1428 (15 novembre 2007)
relatif aux attributions du ministre de I'agriculture et de la peche
maritime;

Sur proposition du rninistre de l'agriculture et de la peche
maritime;

Apres consultation des charnbres des peches maritimes et
de leur federation;

Apres examen par le conseil des ministres reuni Ie 18 rabii I
1431 (5 mars 2010),

DiiCRETE:

ARTICU' PREMIER. -- En application de l'article 45 bis du
dahir portant loi susvise nO 1-73-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) formant reglernent sur la peche maritime,
les categories de naviressoumis a l'obllgarion de disposeraleur bard
d'un systerne de positionnement et de localisation continue utilisant
les communications par satellite, appele ci-apres « dispositit' de
positionnement ct de locslisstion» sout les suivantcs :

-- les navires de peche battant pavilion marocain operant
au-deja de la zone econornique exclusive;

-- les navires de peche battant pavilion marocain pechant
dans Ie cadre d'une pecherie fais3nt I'objet de mesures de
conservation et de gestion decidees au sein d'une
organisation regionale de gestion des peches ;

-Ies navires battant pavilion marocain Oll etranger c!'une
jauge brute superieure it deux (02) unites de jauge
beneflciant d'une licence pour la peche dans 13 zone
economique exclusive.

Mention de cette obligation est faite sur la licence de peche
clu navire avec les references elu dispositif installe ason bore!.

Le ministre charge de la peche maritime peut, ell cc qui
concerne les navires d'une jauge brute egale ou iuferieure ~l

deux (2) unites de jauge. fixer la listc des categories de navircs
qui devront egalement etre equipes d'un dispositif de
positionnement et de localisation it leur bard, notarnment en
raison du type de peche pratique ct/ou de In zone concernee par
ladire peche,

ART. 2. - Seuls les appareils et equipements agrees par
l' Agence nationale de reglementation des telecommunications
conformement it la reglementation en vigueur peuvent etre
utilises abord des navires indiques aI'article premier ci-dessus.

Ces appareils et equipements doivent pennettrc l'utilisation
du systerne de communication par satellite compatible avec les
installations de reception dont clisposcnt les autorites habilitees a
exercer la recherche et la constatation des infractions aux
dispositions du dahir portaut loi precite n° 1-73-255 du
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).

ART. 3. -- Le dispositif de positionnement er de localisation
cornprend la pose et l'installation des appareils et equipements
necessaires pour localiser de rnaniere continue par satellite le
navire concerne et permettre ses communications avec les
installations de reception visees aI'article 2 ci-dessus.

Une fois installe it bord du uavire, ce dispositif doit assurer
de maniere continue la transmission autornatique des informations
permettant :

-I'identification du navire it bord duquel est installe ledit
dispositif;

-Ia determination de [a position la plus recente dudit navirc ;

-13 date et I'beure de cette determination;

- la vitesse et [a route du navire ;

- toutes autres informations necessaires au suivi. a [a
surveillance et all controle des activites de peche maritime
exercees par ledit navire.

Ce dispositif cloit egalernent permettrc la transmission de
messages de detresse conformernent a la rcglementation
internationale en vigueur.

ART, 4, - Le ministre charge de la peche maritime arrete,
apres avis de l'Agence nationale de reglementation des
telecommunications:

- le systerne de communication par satellite compatible avec
les installations dc reception mentionnees a I'article :2
ci-dessus ;

_. In liste des appareils et equipemcnts necessaircs
constituant le dispositif de positionnemcnt et de
localisation, en tenant compte de [a categoric a laquelle
appartient le navire concerne ainsi que de ses
caracteristiques ct de la navigation qu'!l pratique
habituel1ement notamrnent son elnigncmcnt par rapport a
la cote.

ART, 5, -- Le dispositif de positionncmcnt et de localisation
est acquis, mis en place el rnaintenu en etat de fonctionncment
continu abard du navire aux f1:ais et risques de son armateur.

ART. 6, - Le dispositif de positionnement et de localisation est
scelle sur Ie l1avin~ dans Ull lieu proleg~ et instClllc de rnani0rc it ne
pas interferer avec les autrcs cquipcments radioelectriques du bord
et it ne pas gener les mouvements de I'equipage. II doit disposer
d'un mode d'alimentation en enel'gie garantissant une autonomie de
fOllctionnement d'au moins quarante-huit (48) heures,
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II doit etre visible et facilcment reperablc par les agents
habilites arechercher et constater les infractions (lUX dispositions
e1u dahir portant loi precite u" 1-73-255 du 27 chaoual 1393
(23 novembre 1973) et accessible ell route circonstancc lars de
leur contr6le.

Des son installation a bard ell! navire, iI est precede, SOLIS

l'autorite du delegue des peches maritimes, a la coofiguration du
dispositif en vue d'assurer notamrnent 1<1 securite de la
transmission des informations prevues aI'article 3 ci-dessus.

Anr. 7. - Toute installation d'un dispositif de positionnement
et de localisation donne lieu, en presence de I'armateur au de son
representant, a une visite de securite nautique dcstinee a
s' assurer que ledit dispositif est operationnel et qu' il est
confonne aux dispositions du present decret,

A I'issue de cette visite, Ie delegue des peches maritimes du
lieu de la visite delivre, sans frais, lin certificat attestant de la
conforrnite dudit dispositif Ce certificat est etabli selon le modele
fixe par Ie ministrc charge de la peche maritime apres avis de
I'Agence nationale de reglernentation des telecommunications.

Le certificat de conformite est renouvele, dans les memes
conditions, lors des visites reglernentaires de securite du navire
ct ~1 I'issue des travaux de reparation du dispositif de
positionnement et de localisation ou en cas de panne ou en cas de
renouvellement de celui-ci.

ART. 8. Aucun navire devant disposer conformemeut ,)
l'article premier ci-dessus d'un dispositif de poshionncment et
de localisation ne peut prendre la mer en vue d'effectuer des
operations de peche :

- si! n'est pas muni du certificat de conforrnite ;

--si Ie dispositifn'existe pas a bord ou s'il est inoperant ;
ou,

.. si le dispositif install" a bord ne correspond pas au
certificat de conforrnite.

ART. 9. - En cas devenement de mer entrainant un risque
pour la vie des membres de l'equipage 01.1 une perte du navire, Ie
capitaille, Ie patron 01.1 tout autre membre de l'equipage habilite a
exercer Ie commandcmcnt dudit navire est autorise a lancer un
message de detre"e (SMDSM) au moyen du dispositif de
positionnelTIent et de localisation.

ART. 10. _. En cas de ctefaillance technique ou de non
fOl1ctionncmcnt elu dispositif de positionnement et de localisation
alors que Ie navire concerne est sur les Heux de peche, Ie
capitaine, Ie patron, I'annateur Oll son representant communique
all ministere charge de la peche maritime et a intervalles
reguliers, fixes par Ie ministre charge de la pechc maritime, la
derniere position du navire,

La comJl1unication de ce.tte position peut etre cffectuee par
tout moyen notamment par courrier electronique, t€:I€:phonc,
telecopie au radio.

ART. II. - TOllt incident entrainant la defaillance au I'arret elu
dispositif de positionnemcnt et de localisation ainsi que tOllte action
Oll manipulation ele nature a altereI', modifier de quelque maniere
que ce soit la transmission normale des informations doivent etre
immediatemenl signales par Ie capitaine, Ie patron ou I'armateur du
navire concerne ou SOil representant, au service competent du
ministere charge de la peche maritime, par tout moyen.

ART. 12. - En cas de constatation par Ie service competent
du minisU:re charge de la peche maritime de I'absence de
transmission d'informations a partir d'un clispositif de

pcsiuonnement er de localisation installe a bard d'un navire se
trouvant sur till lieu de pechc, information de cette interruption
doit ell eire comrnuniquee immediatement au capitaine, patron ou
a l'anuatcur dudit navire OLl aSOil representant.

Dans ce cas, le capitaine ou Ie patron precede a la
communication des informations en utilisant les moyens prevus a
l'article 10 ci-dessus.

AHT. 13.·- Les defaillances, non fonctionnernent et arrers du
dispositifde positionnemcntet de localisation prevus aux articles 10
et II ci-dessus sont repertories, par Ie service competent du
ministere charge de la peche maritime, sur un registre cote et
paraphe sur lequel il est mentionne jour par jour et par ordre de
date, sans rature, interligue, transposition, ni abreviation, pour
chaque defaillauce, non fonctionnement ou arret Ie nom du
navire concerne, son numero dimmatriculation, la derniere
position ernise par ledit dispositif, l'heure et 1a date de la derniere
transmission automatique recue.

ART. 14. -- Lors du retour du navire au port et avant Ie
remplacernent ou la reparation eventuels du dispositif inoperant, il
est precede par Ie delegue des peches maritimes conforrnement aux
disposition, de l'article 35 (4") till dahir portant loi
precite 11'1-73·255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) aune
enquete contradietoire aux fins de determiner les circonstances de la
defaillance, du non fonctionnernent Oll de l'arret dudit dispositif et
detablir, le cas echeaut, les responsabilites en vue de sanctions.

Cette enquete cornprend notam mcnt I' inspection du
dispositif de positionnement et de localisation inoperant dans un
delai de soixante-douze (72) heures courant a compter de
l'accostage du navire ainsi que l'examen du rapport du capitaine
ou du patron, de l'extrait du registre vise a larticle 13 ci-dessus,
des rapports et des depositions des membres tie I'equipage, Ie cas
echeant, et de tout autre document utile.

Sitot la fin tie I'inspection du dispositif ou a I'expiration du
delai de soixante-douze (72) heures mentionne ci-dessus,
l'armateur du navire peut proceder a la reparation ou au
remplacement du dispositif inoperant.

ART. 15. '- A I'issue de I'enquete prevue a l'at1icle 14
ci-desslls, Ie delegue des peches maritimes etablit Un rappoJi
circonst'3llcie et Ie cas ccheant, si I' infraction est averee) redige
un praces-verba! d'infTaction et fait application des procedures
prevues par Ie dahir portan! loi precite nO 1·73·255 du 27 chaoual
1393 (23 novembre 1973).

ART. 16. - Le ministre de I'agriculture et de la peche
maritime et Ie ministre de I'indllstrie, du commerce et des
nouvelles technologies sont charges, chacun en ce qui Ie
concerne, de I'execution elu present deeret qui entrera en vigueur
AcompteI' de la elate de sa publication au Bulletin officiel

hlJla Rabal, Ie JO H/bii I 1431 (l7J]1J1J~2010).

ABBAS EL FASSI.

POllr contreseing :

Le mjl11~'itrede J'agn'cuJture
el de 1apeche 11l8litime,

AZIZ AKfiANNOUCH.

Le ministre de J'indllstne,
du commerce

t:t des nouvelles' technologies,

AIIMED RWA CHAMI.
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- les services lies aux acuvites visecs ci-dessus,

ART. 4. - La liste des services lies aux activites autorisees a
simplanter dans la zone franche prccitce sera fixee par arrete

conjoint du ministre charge du commerce et de I' industrie et du
ministre charge des finances, sur proposition de la commission
nationale des zones frnnches d'exportation,

ART. 5, - L'autorisation visee it l'article 11 de la loi SlIS

visee n'' 19~94 ne peut etre delivree que Sl les conditions
particulieres prevues a laniclc IJ de ladite lei, en vue de

prevenir les activitcs polluantes, sont respectces.

En outre, et en application de l'article 16 de la loi n" 19-94

susvisee, l'eutree en zone franche dexportation de Betoya est

strictement intcrclite aux dechets classes dangereux

conformemcnt it Ia reglementation en vigueur, ainsi qu'a toute

substance, dcchet OLl non, pouvant presenter line incommodite,

une insalubrite au tout autre inconvenient similaire pour la sante,

la faune, la flore et les ressources en eau ainsi que d'une maniere

generate pour Ie voisinage ct la qualite de vie.

le rejet direct au indirect de dechets classes dangereux
conforrnement a la reglerneutation ell vigueur 011 d'C;-lUX usces
ayant servi nux bcsoins des activites et services mentionnes aux
articles 3 et 4 ci-dessus sont strictement interdits.

ART. 6. -- Le rninisu-e de I'ucouomie ct des finances ct Ie

rninistre de l'industrie, du commerce et des nouvelles

technologies sont charges, chacun en cc qUI le concerne, de

l'execution du present dccret qui sera public au Bulletin otticicl.

Fsit »Rubst, lc 30 tsbii / 143J (17 11WI:I' 20/0).

ALmAS EL FASSL

Le ministre

de l'industrie, du COJJ7mcrc~

ct des nouvelles technologies.

AIIMED RI'DA CHAML

Pour contreseing :

Le tninistre de I'economic

et des finances,

SALAIIWDINF. MEZOLJAR.

ART. 3. _. Les activites des entreprises qui peuvcn

s'installer dans la zone franche de Betoya sont les suivantes :

-Ies activites liees a la creation, l'amenagement ct

I'exploitation d'un port maritime ainsi que I'ensemble des
activires et services necessaires a I'exploitation portuaire
au lies aux activites portuaires ;

-T'agro-industric ;

-Ies industries textile et cuir ;

-v lcs industries metallurgiques, mecaniques, clectriques et

electroniques ;

--Ies industries chimiques et parachimiques ;

.- Ie slackage des hydrocarbures ;

Ym
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Deeret nO 2-09-684 du 30 rabii I 143t (17 mal's 2010) portant

creation de la zone franehe d'esportation de Betoya

DI~CRtTE :

ARTlCl.E PREMIER. - II est cree une zone franche

d'exportation dans 1a province de Nader, denornmee Betoya.

ART. 2. - La zone franche d'exportation portuaire de

Betoya, sur un terrain d'une superficie totale de 4978 ha (est

comprise la terre agagner sur 1amer). Ce terrain est delimite au

Nord par la mer mediterraneenne, a l'Ouest par la mer

mediterraneenne et des proprietes privees, au Sud par une piste

publique et des proprietes privees et a l'Est par des proprieies

privees, et ce cornme circonscrit par un lisere sur Ie plan annexe

a l'original du present decret et par les coordonnees Lambert

indiquees ci-apres,

Liste des coordonees de la parcelle constituant Ia zone
franehe de Betoya

Sur proposition de la commission nationale des zones

franches d' exportation ;

Apres examen par Ie conseil des rninistres reuni Ie 18 rabii I

1431 (5 mars 2010),

LE PREMIER MIN ISTRE,

Vu la loi n? 19-94 relative aux zones franches d'exportation

promulguee par Ie dahir n" 1-95-1 du 24 chaabane 1415

(26 janvier 1995), notarnment ses articles 2 et 3 ;

-Yu Ie decret n° 2-95-562 du 19 rejeb 1416 (12 decembre

1995) pris pour l'application de la loi n'' 19-94 relative aux zones

franches d'exportation, notamment son article 2 ;

Yu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant la creation de

l'Agence nationale des ports et de la Societe d'exploitation des

ports, promulguee par Ie dahir n? 1-05-146 du 20 chaoual 1426

(23 novembre 2005) ;
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A cet effet, un exemplaire du plan vise II l'article 2 du 
present decret est depose au siege de la province Chtouka Alt 
Baha, de l'Office regional de mise en valeur agricole de Souss
Massa et de l'Agence du bassin hydraulique de Souss-Massa 
ou ils peuvent etre con suites par Ie public. 

ART. 24. - Le ministre de I'interieur, Ie ministre de 
l'agriculture, de la poche maritime, du developpement rural et 
des eaux et forots et Ie ministre de l'equipement, du transport, 
de la logistique et de l'eau sont charges, chacun en ce qui Ie 
concerne, de l'execution du present deeret qui entre en vigueur 

it compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, Ie 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [' interieur, 

ABDELOUAFI LAFTIT. 

Le ministre de l'agriculture, 
de la peche maritime, 

du developpement rural 
et des eaux et forets, 

AZIZ AKIIANNOUCH. 

Le rninistre de [' equipement, 
du transport, 

de fa logistique et de l'eau, 

ABDELKADER AMARA. 

Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du 
« Bulletin officieI» nO 6613 du 25 moharrem 1439 (16 oetobre 2017). 

Decret nO 2-17-454 du 5 safar 1439 (25 octobre 2017) modifiant 
et completant Ie decret nO 2-12-361 du 15 chaabane 1434 
(24 juin 2013) determinant les categories des 
personnels du ministere de I'agriculture et de la poche 
maritime - departement de la peche maritime - habilites iI 
rechercher et constater les infractions liees a la navigation 
des navires de peche et a I'exercice de Ia peche maritime. 

L ClIEr DUGOUVERNEMENT, 

VU ledecret n° 2-12-361 du 15 chaabane 1434(24 juin 2013) 
determinant les categories des personnels du ministere de 
l'agriculture et de la poche maritime - departement de la poche 
maritime - habilites Ii rechercher et constater les infractions 
liees a la navigation des navires de peche et a l'exercice de la 
peche maritime; 

Vu Ie decret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 
(24 mars 2016) fixant les attributions et I'organisation du 
ministere de l'agriculture et de la poche maritime - departement 
de la poche maritime; 

Apres deliberation en Conseil du gouvemement reuni 
Ie 21 moharrem 1439 (12 octobre 2017), 

IP(l\ l rr 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions de l'article 2 du 
decret susvise n° 2-12-361 du 15 chaabane 1434 (24 juin 2013) 
sont abrogees et remplacees ainsi qu'il suit: 

« Article 2. - Les autres fonctionnaires de I'Etat vises 
« a l'article 43 du dahir part ant loi nO 1-73-255 precite du 
« 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), habilites it rechercher 
« et constater les infractions pn!vues audit dahir sont : 

« -Ies delegues et les sous-delegues des poches maritimes; 

« - les fonctionnaires titulaires exerc;ant au sein des 
« delegations des poches maritimes depuis une peri ode 
« minimale de deux (2) ans et ayant au moins un grade 
« correspond ant it l'echelle de remuneration n° 10 ou 
« ayant un brevet ou un diplome delivre en application 
« de I'article 53 de l'annexe I du dahir pre cite du 
« 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) ; 

« -les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade 
« correspondant lIl'echelle de remuneration n° 10 et 
« exerc;ant au sein des divisions relevant de la direction 
« de controle des activites de la poche maritime prevue 
« it I'article 3 du decret susvise nO 2-15-890; 

« - les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade 
« correspondant it l'echelle de remuneration n° 8 et 
« assurant des missions techniques au sein du Centre 
« national de surveillance des navires de poche relevant 
« de la direction precitee. » 

ART. 2. - Les dispositions de I'article 3 du decret precite 
n° 2-12-361 sont modifiees et completees ainsi qu'il suit: 

« Article 3. - Les personnes indiquees aux articles premier 
« et 2 ci-dessus doivent, pour exercer en qualite d'agent 
« verbalisateur, justifier avoir suivi une formation continue 
« dans les domaines relatifs it la verbalisation et, selon Ie cas, it la 
«securite des navires de peche, de la navigation maritime et des 
« gens de mer ou a l'exercice de la peche maritime dispensee au 
« departement de la poche maritime ou dans les etablissements 
« de formation maritime relevant dudit departement. 

« Le programme de la formation continue visee ci-dessus 
« est etabli par decision de l'autorite gouvemementale chargee 
« de la poche maritime. 

« Ces agents ......................................................... » 

(Le reste sans changement.) 

ART. 3. - Le ministre de I'agriculture, de la poche 
maritime, du developpement rural et des eaux et forets est 
charge de l'execution du present decret qui sera publie au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, Ie 5 safar 1439 (25 octobre 2017). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'agriculture, 
de la peche maritime, 

du developpement rural 
et des eaux et !orets, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition genera Ie du 
« Bulletin offieie1 » n° 6620 du 20 safar 1439 (9 novembre 2017). 
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Provision / Disposition / Disposición Legal framework  / Cadre 

juridique/ Marco legal 

Implementation / Mise en oeuvre/ 

Implementación 

Part in Rec 21-08 

(the Norwegian legislation is not 

available in one of the three 

ICCAT languages) 

TAC and quotas/ TAC et quotas/ TAC y 

cuotas  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022, 

§§ 2, 3, 4, 5 and 6 

Norway was allocated a quota of 300 

tonnes of Eastern bluefin tuna (Thunnus in 

2022. In addition to this 5 % of the unused 

quota from 2021 was carried over to 2022. 

The total Norwegian quota in 2022 was 

315 tonnes 

The regulations impose a general 

prohibition against fishing for BFT by 

Norwegian vessels. However, the 

regulations specified, in accordance with 

our fishing plan, that a targeted fishery for 

bluefin tuna may be conducted by seven 

purse seiners. 

The purse seiners were allocated a group 

quota of 254 tonnes of bluefin tuna, and 

the small scale vessels were allocated a 

group quota of 18 tonnes of bluefin tuna. 

Part II Management measures 

NORWAY



All purse seiners have an individual quota 

of 36 tonnes. 

 

 

15 tonnes were set aside for by-catches. 

 

18 tonnes have been set aside for research. 

 

Three tonnes was set aside for a tag- and 

release fishery in accordance with ICCAT 

recommendation21-08 paragraph 44.  

 

Seven tonnes have been set aside a 

recreational fishery.  

 

By-catches shall be released if alive. Dead 

or dying by-catches shall be landed. 

 

 

 

Associated conditions to TAC and quotas/ 

Conditions associées au TAC et aux quotas / 

Condiciones asociadas con los TAC y las 

cuotas  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 

§§ 2, 3, 4, 5 and 6. 

 

 

 

The Norwegian Regulations on 

confiscation of prohibited catches 

§ 2. 

 

 

 

 

 

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 § 

2. 

 

As mentioned above seven purse seiners 

was authorised to fish for a quota of 254 

tonnes, eleven small scale vessels were 

allocated a quota of 18 tonnes, and 48 

recreational fishing teams were allocated a 

quota of seven tonnes, 33 of these vessels 

are also able to participate in a tag- and 

release fishery, in accordance with Rec 21-

08 paragraph 44, which Norway has set 

aside three tonnes for. Eighteen tonnes 

have been set aside for research purposes 

and 15 tonnes were set aside for incidental 

by-catch of bluefin tuna in other fisheries. 

 

 

No transfers, chartering or JFOs were 

permitted.  

Part II management measures 



 

 

 

Open fishing seasons/ Oeuvetures temporelles 

de la pêche / Temporadas de pesca abiertas   

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 § 

8 

 
 

The fishing season is open from 25 June to 

15 November 2022 for the purse seiners.  

 

The fishing season for the small scale 

vessels is from 13 May to 31 December 

2022. 

 

The fishing season for the tag- and release 

vessels, and for the recreational vessels is 

13 May to 31 December.  

 

The Norwegian fishing season is not over, 

thus the fishery has not yet been closed. 

 

 

Part III – Technical measures 

Use of aircraft/ Utilisation d’aéronefs/ Uso de 

aviones  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 § 

19. 

 

Use of aircraft in the fishery for bluefin 

tuna is prohibited. 

Part IV Control measures, Section A 

Minimum size/ Taille minimale / Talla 

mínima  

The Norwegian Regulations 

related to Sea-Water Fisheries § 47 

and Regulations on Fishery for 

Bluefin Tuna in 2022 § 19.  

 
 

The Norwegian vessels authorised to fish 

for bluefin tuna will only be authorised to 

fish in Norwegian waters. No bluefin tuna 

at such low individual size has been 

registered in Norwegian fisheries. 

Nevertheless, a minimum size of 30 kilos 

or 115 cm applies. 

Part III Technical measures 

By-catch/ Prises accessoires/ Captura 

fortuita  

The prohibition against retaining 

by-catches of more than 5 % of the 

total catch is not applicable as 

Norway has a domestic legislation 

requiring that all dead fish be 

landed, cf. the Norwegian 

Regulations related to Sea-Water 

Fisheries § 51. 

 

Vessels fishing for other species than 

bluefin tuna can have up to 10 bluefin 

tunas as by-catch, however, the by-catch 

must not exceed 20 % in weight of the 

total catch on board and at landing.  

 
Dead or dying by-catches are to be landed 

in designated ports, vessels are required to 

forward prior notices before port entry. All 

market measures that apply to bluefin tuna 

Part III Technical measures 



The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna apply to 

both directed fisheries and by-

catches in non-target fisheries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Norwegian Regulations on an 

Electronic Reporting System (log 

book requirements) apply to by-

catches. 

 

 

 

 
 

caught in the directed  fishery, also 
applies to by-catch of bluefin tuna, this 
includes the eBCD requirements. 
 
All catches, including by-catches, are to be 

recorded in the electronic logbook. All by-

catches are reported to ICCAT and 

deducted from the Norwegian quota.  

 

eBCDs are issued in accordance with 

applicable recommendations. 
 

The prohibition against transhipment of 

BFT applies to all catches of BFT, 

including by-catches.  

Recreational fisheries / Pêcheries récréatives 

/ Pesquerías de recreo  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 

§§ 2, 5 and 9 § 5. 

 

48 vessels were authorised to a recreatioal 

fishery in 2022. Each of the vessels were 

allowed to land one bluefin tuna. After 

landing the tuna, the vessel is to stop the 

recreational fishery.  

 

33 of the vessels authorised to participate 

in the recreational fishery were also 

authorised to participate in a tag and 

release fishery for bluefin tuna in 

accordance with Rec 21-08 paragraph 44. 

The tag and release fishery is conducted in 

close cooperation with the Norwegian 

Institute of Marine Research. 

Part III Technical measures 

 



.  

Sport fisheries/ Pêcheries sportives/ 

Pesquerías deportivas  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 § 

2, 5 and 9 

 

Sport fisheries for bluefin tuna was 

prohibited in 2022. However, Norway did 

authorise 48 vessels for a recreational 

fishery for bluefin tuna in 2022 in 

accordance with Rec 21-08 paragraph 38-

46. 

Part III Technical measures 

 

Adjustment of fishing capacity/ Ajustement 

de la capacité de pêche / Ajuste de la 

capacidad de pesca  

Not applicable, as it was prohibited 

for Norwegian vessels to fish for 

bluefin tuna prior to 2014. 

 Part II Management measures 

Adjustment of farming capacity / 

Ajustement de la capacité d’engraissement / 

Ajuste de la capacidad de engorde / 

Not applicable, as Norway is not 

involved in farming of bluefin 

tuna. 

  

Records of ICCAT vessels authorized to fish 

bluefin tuna  / Registre ICCAT des navires 

autorisés à pêcher du thon rouge / Registro 

ICCAT de buques autorizados a pescar atún 

rojo/  

 

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 

§§ 10 and 11.   

 

Norway requested observers for the purse 

seine vessels in May of 2022. The vessels 

not already in the Records of ICCAT 

vessels authorized to fish bluefin tuna, 

were entered to the register through 

submission of the CP01 on the 08th of 

June.  

Part IV Control measures, Section A 

Records of vessels and traps 

ICCAT record of tuna traps authorized to 

fish for bluefin tuna / Registre ICCAT des 

madragues thonières autorisées à pêcher du 

thon rouge/ Registro ICCAT de almadrabas 

autorizadas a pescar atún rojo   

Not applicable, as there are no 

Norwegian tuna traps authorised. 

  

Information on fishing activities / 

Information sur les activités de pêche / 

Información sobre actividades pesqueras  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 § 

13.   

 

The Norwegian Regulations on an 

Electronic Reporting System (log 

book requirements) Chapters II and 

III. 

The vessels fishing for bluefin tuna are 

monitored closely.  The Directorate of 

Fisheries has, to the extent possible, 

controlled landings of bluefin tuna.  

Part IV Control measures  Section E 

– Tracking of fishing activities 

 

Transhipment / Transbordement 

Transbordo  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 § 

18.  

 

Transhipment of bluefin tuna is prohibited. Part IV Control measures Section B 

 



Recording requirements/ Exigences en 

matière d’enregistrement / Requisitos de 

registro de información  

The Norwegian Regulations on an 

Electronic Reporting System (log 

book requirements)     

 

The Norwegian Regulations on 

landing and sales notes. 

 

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022§ 

17. 

 

The Norwegian vessels fishing for bluefin 

tuna was required to communicate 

information from its electronic logbook in 

accordance with the relevant requirements 

in recommendation 21-08, to the 

Norwegian FMC on a daily basis, 

including information on the date, time, 

location (latitude and longitude) and the 

weight of bluefin tuna taken on a fishing 

operation by fishing operation basis, 

including where the catch is zero.  

 

The electronic logbook does not allow for 

the registration of number of pieces 

caught. However: Norwegian vessels are 

required to contact the Norwegian 

Fisheries Monitoring Centre (FMC) at the 

Directorate of Fisheries if they catch 

bluefin tuna, whether it is bycatch or in a 

directed fishery. They must then inform 

the FMC of the number of pieces caught, 

the estimated weight of the fish and when 

and where they are planning on landing the 

fish. The FMC will register this 

information in the FMC’s logging system, 

and forward this information to the officers 

responsible for the follow up of the bluefin 

tuna fishery at the Directorate of Fisheries. 

 

The Norwegian FMC is open 24 hours a 

day, 7 days a week, and any interruption in 

the transmission of the electronic logbooks 

will be followed up by the FMC.  

 

The Norwegian Coastguard had access to 

both VMS signals and electronic logbooks 

in real time.  

 

Part IV Control measures  Section E 

– Tracking of fishing activities 



Any Norwegian vessel having caught 

bluefin tuna, including as by-catch, is 

required to contact the Norwegian 

Fisheries Monitoring Centre (FMC) at 

least four hours prior to entry into any 

port, the fishing vessel shall provide the 

port authorities with a prior notice and 

information regarding estimated time of 

arrival, estimated quantity of bluefin tuna 

on board and information on the 

geographic area where the catch was 

taken.  

 

Bluefin tuna can only be landed in 

designated ports. This applies to both 

catches and by-catches. 

 

All catches are required to be weighed and 

landing notes and sales notes issued when 

the fish is landed. These notes are 

forwarded electronically to the Directorate 

of Fisheries in real time, and the reported 

catches are deducted from the vessel’s 

quota.  

 

Both the master of the authorized catching 

vessel and the landing facility are 

responsible for the accuracy of the landing 

declaration, which includes information on 

the quantities of bluefin tuna landed and 

the catch location. 

 

A list of designated ports is forwarded to 

ICCAT on a yearly basis prior to 1 March.   

 

Communication of catches / Communication 

des prises / Comunicación de capturas  

  The Norwegian vessels fishing for bluefin 

tuna are required to communicate 

information from its electronic logbook in 

accordance with the relevant requirements 

Part IV Control measures  Section E 

– Tracking of fishing activities 

 



in recommendation 21-08, to the 

Norwegian FMC on a daily basis, 

including information on the date, time, 

location (latitude and longitude) and the 

weight of bluefin tuna taken on a fishing 

operation by fishing operation basis, 

including where the catch is zero. 

 

Reporting of catches/ Déclaration des prises/ 

Declaración de capturas  

 Weekly catch reports were forwarded to 

ICCAT. 

Part IV Control measures  Section E 

– Tracking of fishing activities 

 

Cross check/ Vérification croisée/ 

Verificación cruzada  

 Officers at the Directorate of Fisheries 

cross-check information obtained from 

VMS, electronic logbooks and 

landing/sales notes. 

Part IV Control measures  Section E 

– Tracking of fishing activities 

 

Transfer operations / Opération de transfert 

/Operaciones de transferencia  

Not applicable, as no Norwegian 

vessels were involved in transfer 

operations in 2022. 

  

Caging operations/ Opérations de mise en 

cage/ Operaciones de introducción en jaulas  

Not applicable, as Norway is not 

involved in caging of bluefin tuna. 

  

VMS  The Norwegian Regulations on an 

Electronic Reporting System (log 

book requirements)     

 

The vessel authorized to target bluefin tuna 

was required to send position reports 

(VMS) every hour to the FMC at the 

Directorate of Fisheries. The Norwegian 

FMC is open 24 hours a day, 7 days a 

week, and any interruption in the 

transmission of VMS will be followed up 

by the FMC.  

 

The Norwegian Coastguard had access to 

both VMS signals and electronic logbooks 

in real time 

 

The VMS signals were forwarded to the 

ICCAT Secretariat at least 15 days before 

the vessel's period of authorisation and 

continued at least 15 days after its period 

of authorization. 

Part IV Control measures  Section E 

– Tracking of fishing activities 

 



CPC Observer Programme / Programme 

d’observateurs des CPC/ Programa de 

observadores de las CPC  

 The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 

§ 16. 

 

 
 

According to the Norwegian Regulation on 

Fishery for Bluefin Tuna purse seiners 

must have observers on board.  

Part IV Section C – Observer 

programmes, and Annex 6 

ICCAT Regional Observer Programme / 

Programme régional d’observateurs de 

l’ICCAT/ Programa regional de 

observadores de ICCAT  

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 

§ 16. 

 

The purse seiners authorised to target BFT 

is required to carry an ICCAT Regional 

Observer 100 % of the time it was 

targeting BFT, in accordance with 

paragraphs 101 of recommendation 21-08.  

 

 

Part IV Section C – Observer 

programmes, and Annex 6 

 

Enforcement / Exécution/ Ejecución  The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 

2022§§ 25 and 26. 

 

Anyone who wilfully or through 

negligence contravenes provisions or 

decisions laid down in or under the 

Norwegian Regulations on Fisheries for 

Bluefin tuna, implementing 

recommendation 21-08, may be liable to 

infringement fines, fines or imprisonment. 

Part IV Control measures, Section F 

- Enforcement 

Access to and requirements for video records 

/ Accès et exigences concernant les 

enregistrements vidéos/ Requisitos de las 

grabaciones de vídeo y acceso a las mismas 

(para 95) 

Not applicable, as Norway is not 

involved in caging or farming of 

BFT. 

 

 

  

Market measures / Mesures commerciales/ 

Medidas comerciales (para 96) 

Market measures in accordance 

with recommendations 21-08 are 

implemented by the Norwegian 

Regulations relating to Catch 

Documentation for Bluefin Tuna, 

Bigeye Tuna and Swordfish.  

Landings, domestic sales, imports, exports 

and re-exports without a valid eBCD are 

prohibited. eBCDs are issued in 

accordance with applicable requirements.  

Part IV: Control measures, section 

G – market measures 

ICCAT Scheme of Joint International 

Inspection/ Schéma conjoint ICCAT 

d’Inspection Internationale / Programa 

conjunto ICCAT de inspección internacional  

Not applicable. Norwegian vessels 

are only allowed to fish BFT in 

waters under Norwegian 

jurisdiction. (The Norwegian 

Regulations on Fishery for Bluefin 

Tuna in 2022§ 2 

 
 

  



Evaluation - regulations and other related 

documents - / Évaluation - les réglementations 

et autres documents connexes/  Evaluación - 

reglamentaciones y otros documentos 

relacionados adoptados * 

The relevant regulations are 

attached:  

 

• The Norwegian 

Regulations on Fishery 

for Bluefin Tuna in 2022.  

 

• The Norwegian 

Regulations relating to 

Catch Documentation for 

Bluefin Tuna, Bigeye 

Tuna and Swordfish: 

 

• The Norwegian regulation 

relating to harvesting of 

wild living marine 

resources 

 

• The Norwegian 

Regulations on an 

Electronic Reporting 

System 

 

• The Norwegian 

Regulations on landing 

and sales notes. 

 

• The Norwegian 

Regulations on 

confiscation of prohibited 

catches 

 

• The Norwegian Marine 

Resources Act: 

Unfortunately, the regulations are 

only available in Norwegian. 

  



Cooperation / Coopération / Cooperación  Norway has not entered into any 

bilateral arrangements relating to 

recommendation 21-08. 

  

Specific Conditions Applying to the Catching 

Vessels Referred to in Annex 1/ Conditions 

spécifiques s’appliquant aux navires de 

capture visés au Annexe 1/ Condiciones 

específicas que se aplican a los buques de 

captura mencionados en el Anexo 1 

Not applicable, no Norwegian 

baitboats or trolling boats are 

fishing for bluefin tuna, nor are 

there any Norwegian vessels 

catching bluefin tuna in the 

Adriatic sea or in the 

Mediterranean sea. 

  

Logbook Requirements / Exigences en 

matière de carnets de pêche/ Requisitos para 

los cuadernos de pesca 

The Norwegian Regulations on 

Fishery for Bluefin Tuna in 2022 § 

17 and The Norwegian Regulations 

on an Electronic Reporting System 

 

The vessel authorized to target bluefin tuna 

is required to send position reports (VMS) 

every hour and electronic logbook on a 

daily basis. Both position reports and 

electronic logbooks are received by the 

FMC at the Directorate of Fisheries. The 

FMC is open 24 hours a day, 7 days a 

week, and any interruption in the 

transmission of either VMS signals or 

electronic logbooks will be followed up by 

the FMC. 

Annex 2: Logbook requirements 

Minimum standards for video recording 

procedures / Standards minimum 

applicables aux procédures d’enregistrement 

vidéo /Normas mínimas para los 

procedimientos de grabación de vídeo 

Not applicable as Norway is not 

involved in caging or farming of 

BFT. 

  

Standards and procedures for stereoscopical 

cameras systems in the context of caging 

operations/ Normes et procédures pour les 

systèmes de caméras stéréoscopiques dans le 

contexte des opérations de mise en cages/ 

Normas y procedimientos para los sistemas 

de cámaras estereoscópicas en el contexto de 

operaciones de introducción en jaulas 

Not applicable as Norway is not 

involved in caging or farming of 

BFT. 

  

Other provisions    
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Karnov lovkommentarer: Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar 
(havressurslova)
Stjernenote
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Lovens fulle tittel er lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 
(havressurslova). Den ble satt i kraft i sin helhet 1. januar 2009, jf. kgl.res. 12. desember 2008 nr. 
1355. Loven hører under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Havressurslova avløste i hovedsak 
lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (saltvannsfiskeloven) og representerte en utvidelse, 
modernisering og harmonisering av fiskerilovgivningen i samsvar med folkerettslige forpliktelser 
under De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982 (havrettskonvensjonen), De 
forente nasjoners havrettskonvensjon om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og 
langtmigrerende fiskebestander av 4. august 1995 (FN-avtalen om fiske på det åpne hav), 
konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 1992 (biomangfoldkonvensjonen), folkerettslige 
forpliktelser relatert til urbefolkning og lokale rettigheter og andre retningslinjer for ansvarlig 
ressursforvaltning utviklet i regi av noen av disse traktatene. 

Loven er en vid fullmaktslov som etablerer et rammeverk for å fastsette nærmere regler om 
bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser (inkludert vern av marine økosystemer) og det 
tilhørende genetiske materialet i forskrifter. Dette kan være regler om hva og hvor mye som kan 
fiskes, fangstes eller tas ut av ressursene, hvor og hvordan aktiviteten kan foregå, samt hvordan 
kontrollen med ressursuttaket og øvrig regler fastsatt i og etter loven skal organiseres og håndheves. 
Loven har også bestemmelser om retten til ressursene, samt hvilke prinsipper og grunnleggende 
hensyn som skal vektlegges ved forvaltningen av ressursene. 

Loven må ses i sammenheng med lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst 
(deltakerloven) som regulerer hvem som kan delta i kommersielt fiske og fangst, og på hvilke vilkår. 
Loven må også ses i sammenheng med reguleringen av omsetningen av viltlevende marine ressurser, i 
første hånd etter lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar 
(fiskesalslagslova). Siden en god del av fiskeriene skjer på tvers av maritime grenser og av 
utenlandske fartøy er også lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone 
(territorialfarvannsloven) og lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone (økonomiske 
soneloven) lover med tilknytningspunkter til havressurslova. Sentralt står også formålsparagrafen (§ 1) 
og de alminnelige bestemmelsene om bærekraftig bruk i kapittel II i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), som supplerer havressurslova ved 
vurderinger og beslutninger om høsting og uttak av ressurser. 

Sentrale forarbeider er Innst. O. nr. 45 (2007–2008) Innstilling fra næringskomiteen om lov om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova), Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) Om lov om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) og Havressurslovutvalgets utredning i 
NOU 2005: 10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (utvalget ble ledet av Harald L. 
Grønlien). 

Siden ikrafttredelsen har havressurslova vært endret ved 11 endringslover. Flere gjelder mindre 
tilpasninger i forbindelse med endring av, samt tilpasning til, andre lover. Av mer prinsipielle og 
omfattende endringer kan nevnes endringslov 21. september 2012 nr. 66 der hensynet til samisk bruk 
ved tildeling av ressursene ble tydeliggjort (nytt sjette ledd i § 11) og det ble gitt hjemmel for å 

https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37.star/1
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37
https://lovdata.no/pro/forskrift/2008-12-12-1355
https://lovdata.no/pro/forskrift/2008-12-12-1355
https://lovdata.no/pro/lov/1983-06-03-40
https://lovdata.no/pro/TRAKTAT/traktat/1982-12-10-1
https://lovdata.no/pro/#document/TRAKTAT/traktat/1995-08-04-1
https://lovdata.no/pro/TRAKTAT/traktat/1992-06-05-1
https://lovdata.no/pro/lov/1999-03-26-15
https://lovdata.no/pro/lov/2013-06-21-75
https://lovdata.no/pro/lov/2003-06-27-57
https://lovdata.no/pro/lov/1976-12-17-91
https://lovdata.no/pro/lov/2009-06-19-100/%C2%A71
https://lovdata.no/pro/lov/2009-06-19-100/kapII
https://lovdata.no/pro/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/pro/forarbeid/inns-o-45-200708
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708
https://lovdata.no/pro/forarbeid/nou-2005-10
https://lovdata.no/pro/lov/2012-09-21-66
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A711
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opprette en rådgivende fjordfiskenemnd (ny § 8 b). Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2013, jf. 
kgl.res. 21. september 2012 nr. 913. Dette var tiltak i oppfølgingen av Kystfiskeutvalget for Finnmark 
sin utredning i NOU 2008: 5 Retten til fiske utenfor Finnmark (utvalget ble ledet av Carsten Smith). 

En utvidelse av strafferamme, endring av sanksjonsbestemmelser og flytting av enkelte bestemmelser 
fra lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann 
(fiskeriforbudsloven) til havressurslova ble gjort gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24. 
Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540. Videre innebar 
endringslov 16. juni 2017 nr. 73 noen endringer i reguleringen av turistfiske da det ble inntatt 
lovhjemmel for å pålegge virksomheter plikt til å gi opplysninger om fiske fra sjø fra deres 
virksomhet, samt registering av virksomheten (endring i § 22 femte ledd). I samme endringslov ble 
flere bestemmelser flyttet fra fiskeriforbudsloven til havressurslova, og fiskeriforbudsloven ble 
opphevet. Endringsloven trådte i kraft 1. juli 2017, jf. kgl.res. 16. juni 2017 nr. 747. 

Senest har det blitt gjort flere endringer gjennom lov 5. mars 2021 nr. 7 om endringar i deltakerloven 
og havressurslova (endringar i kvotesystemet), der noen av de mindre endringene ble satt i kraft fra 1. 
januar 2022, jf. kgl.res. 17. desember 2021 nr. 3629. De mer prinsipielle endringene som gjelder 
innføring av et revidert kvotesystem der blant annet avsetning og tildeling av visse typer kvoter skal 
skje gjennom såkalte kvotefaktorgrupper (gjennom endring av §§ 11 og 12 i havressurslova), samt 
innføring av en ny hjemmel for å etablere kvoteutvekslingsordninger (gjennom vesentlig endring av § 
14 i havressurslova), er per januar 2022 ikke satt i kraft. Se mer om endringene i Prop. 137 L (2019–
2020).

Det er fastsatt over 100 sentrale forskrifter i medhold av havressurslova. En god del av disse er 
midlertidige forskrifter som regulerer høstingen av spesifikke fiskerier i et reguleringsår (derfor 
primært midlertidige årlige forskrifter). Dette er også forskrifter som i stor grad endres flere ganger i 
løpet av kalenderåret i tråd med utviklingen i fiskeriene. Andre forskrifter som utfyller bestemmelser 
om forvaltning og kontroll av høsting og uttak av viltlevende marine ressurser er fastsatt i permanente 
forskrifter. Flere av disse vil omtales i notene til de relevante bestemmelsene i havressurslova. 

Det er lite juridisk litteratur som tar for seg regler i havressurslova spesielt. Noen 
doktorgradsavhandlinger med havrettslige og miljørettslige perspektiver som i noen grad behandler 
rammeverket for forvaltningen av viltlevende marine ressurser under norsk jurisdiksjon er:

- Lena Schøning, A critical assessment of the contribution of integrated management to protection of 
the marine environment: a combined study of the premises and compatibility of integrated approach 
to ocean management with demands of the management objective of protecting the marine 
environment, The Arctic University of Norway (UiT), 2021.

- Froukje Maria Platjouw, Environmental law and the ecosystem approach. Maintaining ecological 
integrity through consistency in law, London: Routledge, 2016. 

- Irene Vanja Dahl, Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fartøyer, Universitetet i Tromsø, 
2009. 

En introduksjon til de miljørettslige prinsippene i havressurslova er gitt i «The greening of Norwegian 
fisheries legislation» av Tore Henriksen i Arctic Review on Law and Politics, vol. 1(1), 2010 s. 131–
155. En lignende oversikt er gitt i «Prinsippene om føre var og økosystemtilnærming – hvilken 
betydning har lovfestingen for marin ressursforvaltning?» av Tore Henriksen og Ingvild Ulrikke 
Jacobsen i boken Pro Natura. Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012, 
redaktører er Inge Lorange Backer, Ole Kristian Fauchald og Christina Voigt, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2012 s. 227–248. 
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En oversiktspreget vurdering av havressurslova som en del av norsk havforvaltning er gitt i «Har vi de 
rettslige redskapene som trengs for en god forvaltning av våre havområder?» av Hans Chr. Bugge i 
boken Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april. 2013, redaktører 
er Hans Petter Graver, Ida Kraby Hjort og Marius Stub, Oslo: Universitetsforlaget, 2013 s. 65–87. 
Forholdet mellom naturmangfoldloven og havressurslova er omtalt i Hans Chr. Bugge, Lærebok i 
miljøforvaltningsrett, 5. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

En generell oversikt over kvotesystemet i fiskerilovgivningen er gitt i «Tillatelser til kommersielt 
fiske» av Eirik Wold Sund og Tore Fjørtoft i Tidsskrift for forretningsjus, vol. 24(1), 2018, s. 23–106, 
i «Tildeling og overdragelse av fisketillatelser og fiskekvoter» av Senad Saric, i MarIus vol. 498, 2018 
og i «Fiskekonsesjoner og rettigheter» av Vidar Landmark i Arctic Review on Law and Politics, vol. 
3(2), 2011 s. 184–198. 

Svein Kristian Arntzen tar for seg noen utvalgte fiskerirettslige problemstillinger i «Volstad-saken – et 
fyr langs leden?» i Kritisk juss, vol. 42(2), 2016 s. 98–117, samt «Å sikre sysselsetjing og busetjing i 
kystsamfunna» i boken Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol, redaktører er Trude Haugli, 
Gunnar Eriksen og Ingvild Ulrikke Jacobsen, Bergen: Fagbokforlaget, 2018 s. 11–25. 

Se mer om fiskerimyndighetens ressurskontroll og bruken av straff i «Fiskerikriminalitet – del 1» av 
Lars Fause i Tidsskrift for strafferett, vol. 8(1) s. 3–26 (2008) og «Fiskerikriminalitet – del 2» av Lars 
Fause i Tidsskrift for strafferett, vol. 8(2) s. 139–160 (2008). 

Jf. tidlegare saltvannsfiskelov 3 juni 1983 nr. 40.

Kapittel 1. Innleiande føresegner

§ 1. Formål

Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande 
marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i 
kystsamfunna.

Karnov lovkommentarer:  § 1
Karnov Lovkommentar 1 til § 1
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

En av nyvinningene i havressurslova var vedtagelsen av en formålsbestemmelse. 
Havressurslovutvalget var bedt om å utrede en formålsbestemmelse i tråd med lovgivningens utvidede 
formål og i forbindelse med synliggjøringen av folkerettslige forpliktelser ved forvaltningen av 
viltlevende marine ressurser. Saltvannsfiskeloven hadde ikke en eksplisitt formålsparagraf, men det 
var samtidig uttrykt i lovens § 4 første ledd at reguleringsfullmakter gitt departementet skulle benyttes 
for å forvalte ressursene «på en hensiktsmessig måte», i tråd med internasjonale forpliktelser og for å 
sikre en rasjonell gjennomføring av fisket. Havressurslovutvalget fremhever i NOU 2005: 10 s. 42 at 
dette var vilkår som hadde karakter av å indikere et formål med saltvannsfiskeloven, jf. Rt. 1993 s. 
578 (s. 585). 

Historisk sett har fremveksten av lovgivningen bygget på mange hensyn, hvor beskyttelse av den 
fiskende kystbefolkningen lenge var rådende inntil biologiske og økonomiske hensyn fikk økende 
betydning og ble intensivert fra 1970-tallet av. I Rt. 1961 s. 554 er hensynet til sysselsetting for 
befolkningen trukket fram som et lovlig hensyn etter lov 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
(saltvannsfiskeriloven). Vedtagelsen av en formålsbestemmelse i deltakerloven i 1999 må også ses i 
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sammenheng med utviklingen av havressurslovas formål. I merknaden til deltakerlovens 
formålsbestemmelse (Ot.prp.nr. 67 (1997—98) s. 41) gjengis en rekke målformuleringer fra St.meld. 
nr. 58 (1991–92) og St.meld. nr. 93 (1982–83), som peker på betydningen av stortingsmeldinger som 
styringsverktøy i ressursforvaltningen. Fiskerimyndighetene er delegert vid diskresjonær 
reguleringsmyndighet i havressurslova og fiskerilovgivningen for øvrig. Formålsparagrafen i § 1 
oppstiller derfor de ytre rammene for myndighetsutøvelsen og har betydning for tolkningen av de 
ulike bestemmelsene i lovverket og som avveiningsnorm ved skjønnsutøvelsen. Siden bestemmelsen 
er angitt såpass generelt, og uten klare prioriteringer, er imidlertid veiledningen den gir ved tolkning 
og praktisering av fiskerilovgivningen noe begrenset. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 1 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Havressurslova har et tredelt formål. Det første er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende 
marine ressursene og det tilhørende genetiske materialet. Ordlyden angir ingen prioritering av 
formålene, men Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 30 understreker at alle prioriteringer og avveininger 
mellom de ulike formålene må skje innenfor en «berekraftig ramme». Ot.prp. nr. 20 (2007—2008) s. 
177 klargjør at det med «berekraftig» menes at ressursene skal forvaltes slik at de gir høyest langsiktig 
avkasting av ressursene uten å svekke evnen til reproduksjon på lang sikt, og et vern av også andre 
deler av økosystemet enn der selve høstingen foregår. Dette må også ses i lys av prinsippene og de 
grunnleggende hensyn i forvaltningen som er knesatt i lovens § 7.

Det andre formålet er å sikre en samfunnsøkonomisk forvaltning av ressursene og det tilhørende 
genetiske materialet. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 177 understreker at dette innebærer at inntektene 
fra aktivitetene må overstige kostnadene ut fra en prissetting av samfunnets ressurser innenfor 
markedsmekanismene. Rammevilkårene skal derfor legge til rette for et overskudd til samfunnet. 
Dette må samtidig ses opp mot det tredje formålet om å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting 
i kystsamfunnene. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 177 og 30 peker på at det kan tas fordelings- og 
distriktshensyn i forvaltningen av fiskeriene, men at det også går en grense for hvor langt 
rammevilkårene kan strekkes i retning av å «endre marknadsløysinga» gitt målet om 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det fremheves også at prioriteringer og avveininger mellom de 
ulike hensynene er politiske avgjørelser. 

§ 2. Retten til ressursane

Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.

Karnov lovkommentarer:  § 2
Karnov Lovkommentar 1 til § 2
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

En annen nyvinning i havressurslova var fastsettelsen av retten til ressursene i § 2. 
Havressurslovutvalget var bedt om å utrede om en ny lov burde og kunne ha en bestemmelse om 
statens eiendomsrett til de viltlevende marine ressursene i havet. Utvalgets flertall foreslo å fastsette 
en statlig eiendomsrett til ressursene. NOU 2005: 10 punkt 6.1.7 peker på at denne eiendomsretten 
ville måtte knyttes til statens forvalterrolle, at den ville gjelde de fysiske ressursene i «vill tilstand», 
som ville opphøre og gå over til den som høstet fangsten gjennom originært erverv (gjennom 
høstingen), og at den ville avgrenses mot viltlevende marine ressurser som vokser på privat grunn. 

Mange av høringsinstansene var negative til forslaget til Havressurslovutvalget. Flere instanser peker 
på at ville dyr og fisk tradisjonelt har vært sett på som eierløse (jf. også Rt. 1999 s. 14) og at dette er 
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ressurser som ikke er knyttet til havbunnen og som ingen kan være i besittelse av (i vill tilstand). 
Departementet legger også den tradisjonelle tingrettslige læren til grunn og understreker at en statlig 
eiendomsrett til viltlevende marine ressurser vil skille seg fra statlig eiendomsrett til andre typer 
naturressurser, jf. drøftelsen i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) kapittel 4.3.4. Departementet tolker forslaget 
fra Havressurslovutvalget som en symbolsk eiendomsrett som uttrykker statens forvalteransvar og ikke 
som en eiendomsrett for staten i tradisjonell forstand. Departementet legger videre til grunn at 
utvalgets forslag også gir uttrykk for fellesskapets rett til ressursene i motsetning til en privateid 
ressurs. Departementet konstaterer at uttrykket «eiendomsrett» ikke egner seg til å få fram disse 
sidene av forslaget. En bestemmelse om statens forvalteransvar og fellesskapets rett til ressursene ble 
derfor nedfelt i havressurslova § 2.

Karnov Lovkommentar 2 til § 2 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen gir uttrykk for at de viltlevende marine ressursene ligger til fellesskapet i Norge, men 
at det ikke etableres en statlig eiendomsrett i juridisk forstand. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 177 
understreker at lovfestingen innebærer en kodifisering av et prinsipp som har vært en grunnleggende 
forutsetning for fiskeripolitikken over lengre tid, og gjelder den «flytende masse» av de viltlevende 
marine ressursene som til enhver tid er i områder underlagt norsk fiskerijurisdiksjon. Genetiske 
materiale er derfor ikke omfattet av bestemmelsen og statens forhold til genetiske ressurser er regulert 
gjennom naturmangfoldloven kapittel VII. 

Det kan utledes av forarbeidene at prinsippet nedfelt i bestemmelsen på den ene side gir uttrykk for 
statens ansvar med å forvalte ressursene innenfor bærekraftige rammer (se formålsbestemmelsen), 
mens det på den andre side uttrykker betydningen av de viltlevende ressursene som grunnlag for 
bosetting langs kysten. Det vektlegges i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 177 at fortjenesten fra 
utnyttingen av ressursene tilfaller fiskere og kystsamfunn gjennom fordeling av kvoter til fartøy som 
har rett til å delta etter deltakerloven, selv om ressursene ligger til fellesskapet. Hva som ligger i dette, 
er ikke konkretisert, men Ot. prp. nr. 20 (2007—2008) punkt 4.3.3 klargjør at ressursene 
(høstingsretten) ikke kan eies av private. Det vises også til en uttalelse fra næringskomiteen i Innst. O. 
nr. 38 (1998–99) punkt 2.3 som fastslår at «fiskeressursene tilhører det norske folk, i fellesskap» og at 
ingen enkeltpersoner eller enkeltselskaper kan gis «evigvarende eksklusive rettigheter» til å høste av 
ressursene, mens andre stenges ute.

Prinsippet om at de viltlevende marine ressurser ligger til fellesskapet i Norge er så langt lite 
behandlet i rettspraksis. I Rt. 2013 s. 1345 avsnitt 177 uttaler annenvoterende at innholdet i prinsippet 
er «uklart», men trekker fram at det ikke har vært til hinder for å forbeholde deltagelsen til de som 
allerede er tilknyttet fisket. 

§ 3. Sakleg verkeområde

Lova gjeld all hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande genetisk materiale. 
Viltlevande marine ressursar er fisk, sjøpattedyr med heilt eller delvis tilhald i sjøen, andre marine organismar 
og plantar med tilhald i sjøen eller på eller under havbotnen, og som ikkje er i privat eige. Lova gjeld likevel 
ikkje hausting og anna utnytting av anadrome laksefiskar slik det er definert i lov 15. mai 1992 nr. 47 om lakse- 
og innlandsfisk m.v. § 5 bokstav a.

For å sikre at hausting og anna utnytting skjer i samsvar med føresegner fastsette i eller i medhald av lova, 
gjeld lova også for andre tiltak i samband med hausting og anna utnytting av fangst, så som omlasting, levering, 
landing, mottak, transport, oppbevaring, produksjon og omsetning.

Føresegnene i kapittel 5 jf. kapittel 11 og 12, gjeld også for annan aktivitet enn den som er nemnd ovanfor, 
når slik aktivitet har innverknad på hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar og tilhøyrande 
genetisk materiale.
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Karnov lovkommentarer:  § 3
Karnov Lovkommentar 1 til § 3
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen angir det saklige virkeområdet til havressurslova og må ses i sammenheng med det 
stedlige og personelle virkeområdet i §§ 4 og 5. Den erstattet saltvannsfiskeloven § 2 og er et uttrykk 
for utvidelsen av virkeområdet fra bestemte aktiviteter (fiske og fangst på typer av dyr) til å omfatte 
alle utnyttelsesformål for alle viltlevende marine ressurser og det tilhørende genetiske materialet. 
Inkluderingen av lovregulering av uttak og utnyttelse av genetisk materiale ut over hva som reguleres 
etter lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven), er nytt i norsk rett. Utvidelsen innebar 
ellers at jurisdiksjonen for bunnfaste arter (sedentære arter) etter havrettskonvensjonen art. 77 nr. 4 ble 
flyttet fra lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av 
andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsressurser og mineralforekomster (lov om andre 
undersjøiske naturforekomster) til havressurslova. Se mer om dette i NOU 2005: 10 punkt 4.1 og 4.2.

Karnov Lovkommentar 2 til § 3 ...hausting og anna utnytting...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 178 (i lovdata ved en feil angitt som s. 179) presiserer at «hausting og 
anna utnytting» omfatter tilgang til og uttak av både fysiske ressurser og tilhørende genetisk materiale, 
være seg hele eller deler av ressursen. «Hausting» anses som den viktigste formen for utnytting og 
omfatter tradisjonelle aktiviteter som kommersielt fiske, fritidsfiske (turistfiske og rekreasjonsfiske), 
forskningsfiske og fangst. Det understrekes at «utnytting» også kan inkludere virksomhet som trenger 
tilgang til ressursene uten at det skjer noe uttak, for eksempel hvalsafari, men at det går en grense mot 
vanlig ferdsel eller annen virksomhet som bruker sjøarealer uten å ha utnytting av viltlevende marine 
ressurser som formål, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 178 (i lovdata ved en feil angitt som s. 179). 
For annen ferdsel og virksomhet i kyst- og sjøarealer er det en rekke andre lovverk som vil komme til 
anvendelse, herunder bestemmelser i og i medhold av lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet 
(friluftsloven), lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven), lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) og lov 21. juni 2019 nr. 70 
om havner og farvann (havne- og farvannsloven) for å nevne noen. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 3 ...viltlevande marine ressursar...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Ordlyden i bestemmelsens første ledd andre punktum utdyper hva som ligger i «viltlevande marine 
ressursar» ut fra en biologisk vurdering av dyr, planter og organismer som hører hjemme i sjøen, jf. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 178 (i lovdata ved en feil angitt som s. 179). Landdyr som kan være 
deler av tiden i sjø, for eksempel isbjørn, omfattes ikke av bestemmelsen. Angivelsen «marin» 
avgrenser videre mot dyr og organismer i ferskvann. Anadrome laksefisk (som lever både i ferskvann 
og saltvann) ville i utgangspunktet vært omfattet av bestemmelsen, men er uttrykkelig unntatt etter 
havressurslova § 3 første ledd tredje punktum. Dette er fisk som faller inn under definisjonen i lov 15. 
mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 5 bokstav a.

Viltlevende marine ressurser omfatter bunnfaste arter (sedentære arter). Det ble i HR-2019-282-S 
klargjort av Høyesterett i plenum at snøkrabbe er å anse som en sedentær art som omfattes av 
kyststatenes eksklusive rett til å unytte naturressursene på kontinentalsokkelen etter 
havrettskonvensjonen art. 77 nr. 4.

Karnov Lovkommentar 4 til § 3 ...genetisk materiale...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Ordlyden gir ingen nærmere definisjon av «genetisk materiale», men Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
178 (i lovdata ved en feil angitt som s. 179) omtaler det som «biologisk materiale som inneheld 
funksjonelle arveeiningar». Slike funksjonelle arveenheter kan forstås som genetisk materiale som kan 
overføres mellom organismer, se NOU 2005: 10 s. 56. Dette kan være gener og molekylære 
forbindelse som inneholder arvestoffer (proteiner, enzymer, fettsyrer mv.). Om forholdet til 
«genressurser» viser NOU 2005: 10 punkt 4.1.4 til definisjonen av slike i biomangfoldkonvensjonen 
art. 2 som «genmateriale av faktisk eller potensiell verdi». Det pekes i samme punkt på at 
havrettskonvensjonen ikke viser uttrykkelig til genressurser siden begrepet ikke var i bruk da 
konvensjonen ble vedtatt, men departementet forstår konvensjonen slik at genetisk materiale er 
omfattet, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 19. 

Karnov Lovkommentar 5 til § 3 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd er en videreføring og presisering av saltvannsfiskeloven § 2 første ledd andre punktum om 
at loven også omfatter andre aktiviteter i tilknytning til, og i etterkant av, høstingsoperasjoner for å 
sikre at loven etterleves. Omlasting, landing og mottak av fisk er noen av aktivitetene konkretisert i en 
ikke uttømmende oppregning. 

Bestemmelsen har særlig kontrollformål for øyet og har sitt opphav i en lovendring i 2001 som utvidet 
kontrollkompetansen til fiskerimyndighetene for å sikre en «moderne ressurskontroll» av fisken i hele 
verdikjeden, se mer i Ot.prp. nr. 92 (2000–2001) punkt 3.3.3 Bestemmelsen klargjør derfor at særlig 
plikter etter havressurslova kapittel 6, 7 og 8 vil komme til anvendelse på aktører utover i verdikjeden. 
Loven gjelder også på det norske fastlandet i samsvar med virkeområdet etter § 4, se Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 179. 

Karnov Lovkommentar 6 til § 3 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter tredje ledd vil regulering på høstingsfeltene etter kapittel 5, jf. kapittel 11 og 12, også gjelde for 
annen virksomhet og skipstrafikk (enn høstingsfartøy) på feltene som påvirker høsting av viltlevende 
marine ressurser og det det tilhørende genetiske materiale. I forarbeidene presiseres det at det må 
innfortolkes et umiddelbarhetsprinsipp og direkte årsakssammenheng av påvirkningen, se NOU 2005: 
10 s. 215. Dette var også rettstilstanden etter saltvannsfiskeloven § 2 tredje ledd, men da fastsatt i 
forskrift av Kongen. 

§ 4. Stadleg verkeområde

Lova gjeld på norsk fartøy, på norsk landterritorium unnateke Jan Mayen og Svalbard, i norsk sjøterritorium 
og indre farvatn, på den norske kontinentalsokkelen og i område oppretta med heimel i lov 17. desember 1976 
nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5.

Kongen kan fastsetje at heile eller delar av lova skal gjelde på norsk landterritorium på Jan Mayen, Svalbard, 
Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud Land.

Utanfor område som er nemnde i første og andre ledd, gjeld lova for norske rettssubjekt så langt dette ikkje 
strir mot jurisdiksjonen til ein annan stat, og for dei som er omfatta av § 5 andre ledd.

Karnov lovkommentarer:  § 4
Karnov Lovkommentar 1 til § 4
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Bestemmelsen angir det stedlige virkeområdet til havressurslova og må ses i sammenheng med det 
saklige og personelle virkeområdet i §§ 3 og 5. Den viderefører saltvannsfiskeloven § 1 første og 
andre ledd med noen klargjøringer og forenklinger, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 25.

Karnov Lovkommentar 2 til § 4 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd angir de områder der loven får direkte anvendelse. Loven gjelder for det første på norske 
fartøy uavhengig av hvor de befinner seg (se også note 4 til § 4 tredje ledd). Med «norsk fartøy» 
menes skip omfattet av og registrert etter reglene i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) §§ 
1 og 11, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 179. Aktivitet fra uregistrerte fartøy faller inn under det 
personelle virkeområdet i § 5.

Loven gjelder i tillegg på norsk landterritorium for å sikre at også aktiviteter på land i tilknytning til 
høstingen kan kontrolleres (se aktiviteter omfattet av loven i § 3). Siden Jan Mayen og Svalbard er 
unntatt i bestemmelsen må det besluttes etter andre ledd om loven også skal gjelde for disse 
områdene.

Loven gjelder videre i norsk sjøterritorium og indre farvann slik fastsatt i territorialfarvannsloven. 
Etter territorialfarvannsloven § 5 omfatter dette også sjøterritoriet og indre farvann ved Svalbard, Jan 
Mayen, Bouvetøya, Peter Is øy og Dronning Maud land, men territorialfarvannsloven er per i dag bare 
satt i kraft for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya, i tillegg til det norske fastlandet. 

Loven gjelder også i områder opprettet i medhold av økonomiske soneloven §§ 1 og 5. Dette er per i 
dag tre områder. Det første er norsk økonomisk sone (NØS) fastsatt i forskrift 17. desember 1976 nr. 
15 om iverksettelse av Norges økonomiske sone – Delegering av fullmakt (forskrift om Norges 
økonomiske sone). Det andre er fiskevernsonen utenfor Svalbard fastsatt i forskrift 3. juni 1977 nr. 6 
om fiskevernsone ved Svalbard (forskrift om fiskevernsone ved Svalbard). Det tredje er fiskerisonen 
utenfor Jan Mayen fastsatt i forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen 
– Delegering av fullmakt (forskrift om fiskerisone ved Jan Mayen). 

Til sist gjelder loven på den norske kontinentalsokkel med de avgrensinger som følger av lov om 
andre undersjøiske naturforekomster § 1. Etter det saklige virkeområdet i § 3 omfattes bunnfaste arter 
(sedentære arter) på kontinentalsokkelen. Slike arter kan derfor reguleres etter havressurslova så langt 
sokkelen strekker seg.

Karnov Lovkommentar 3 til § 4 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd fastslår at loven må gjennomføres særskilt ved kongelig resolusjon på landområder i de 
angitte områdene i bestemmelsen.

Karnov Lovkommentar 4 til § 4 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd klargjør at loven gjelder for norske rettssubjekter uansett hvor de befinner seg, med 
mindre det strider mot en annen stats jurisdiksjon. På det åpne hav vil norske fartøy være fullt ut 
underlagt norsk jurisdiksjon (og lovens bestemmelser), mens det må antas at jurisdiksjon over norske 
rettssubjekt i områder og på fartøy under en annen stats jurisdiksjon vil være i samsvar med den andre 
statens område- eller flaggstatsjurisdiksjon etter folkeretten, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 180. Se 
også NOU 2005: 10 punkt 4.5.8 og 4.5.9.
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§ 5. Personelt verkeområde

Lova gjeld for alle innanfor det stadlege område til lova. I område som er oppretta med heimel i lov 17. 
desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 1 og 5, gjeld forskrifter etter lova her likevel berre for 
utlendingar og utanlandske føretak når det er fastsett i forskriftene.

For utlendingar og utanlandske føretak gjeld lova i område utanfor nokon stats jurisdiksjon når dette følgjer 
av internasjonal avtale. I slike område gjeld lova også for statslause fartøy og for fartøy som kan sidestillast 
med slike.

Karnov lovkommentarer:  § 5
Karnov Lovkommentar 1 til § 5
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen fastslår det personelle virkeområdet til havressurslova og må ses i sammenheng med 
det saklige og stedlige virkeområdet i §§ 3 og 4. Den viderefører saltvannsfiskeloven § 1 med noen 
klargjøringer og forenklinger, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 26.

Karnov Lovkommentar 2 til § 5 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Som det fremgår av første ledd første punktum gjelder loven for alle innenfor det stedlige 
virkeområdet i § 4, men det understrekes i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 180 at det kan gjelde 
begrensninger for jurisdiksjonen gjennom traktater, hvor sjøterritoriet og de indre farvann utenfor 
Svalbard trekkes fram som et eksempel. I andre punktum fremkommer det at forskrifter etter 
havressurslova bare vil gjelde for utenlandske personer og foretak i områder opprettet etter 
økonomiske soneloven §§ 1 og 5 når det er uttrykkelig fastslått i forskriftene. Påbud og forbud i selve 
loven har imidlertid direkte anvendelse overfor utenlandske personer og foretak i hele det stedlige 
virkeområdet, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 180.

Karnov Lovkommentar 3 til § 5 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

En følge av andre ledd andre punktum er at norsk lovgivning etter en konkret vurdering kan gjøres 
gjeldende for statsløse fartøy på det åpne hav, siden det i en slik situasjon ikke vil være noen flaggstat 
som kan gjennomføre kontroll med fartøyet, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 180. 

§ 6. Tilhøvet til folkeretten

Lova gjeld med dei avgrensingane som følgjer av internasjonale avtalar og folkeretten elles.

Karnov lovkommentarer:  § 6
Karnov Lovkommentar 1 til § 6
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er en videreføring av saltvannsfiskeloven § 3 og slår fast at bestemmelser i eller i 
medhold av loven ikke kan anvendes i strid med folkeretten og avtaler med andre stater som Norge 
har sluttet seg til. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 181 presiserer at folkerettslige forpliktelser ikke kan 
utgjøre selvstendig hjemmel for ulike tiltak som krever lovhjemmel, men at loven må tolkes 
innskrenkende eller settes til side om den er i strid med folkeretten.
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§ 7. Forvaltningsprinsipp og grunnleggjande omsyn

Departementet skal vurdere kva slags forvaltningstiltak som er nødvendige for å sikre ei berekraftig 
forvaltning av dei viltlevande marine ressursane.

Ved forvaltninga av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet skal det 
leggjast vekt på

a. ei føre-var-tilnærming i tråd med internasjonale avtalar og retningslinjer
b. ei økosystembasert tilnærming som tek omsyn til leveområde og biologisk mangfald
c. ein effektiv kontroll med hausting og anna utnytting av ressursane
d. ei formålstenleg fordeling av ressursane, som mellom anna kan medverke til å sikre sysselsetjing og 

busetjing i kystsamfunna
e. ei optimal utnytting av ressursane som er tilpassa marin verdiskaping, marknad og industri
f. at haustingsmetodar og reiskapsbruk tek omsyn til behovet for å redusere moglege negative verknader på 

levande marine ressursar
g. at forvaltningstiltak er med og sikrar det materielle grunnlaget for samisk kultur.

0 Endra ved lover 19 juni 2009 nr. 100 (ikr. 1 feb 2011 iflg. res. 7 jan 2011 nr. 10), 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 
2013 nr. 540).

Karnov lovkommentarer:  § 7
Karnov Lovkommentar 1 til § 7
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og knesetter et forvaltningsprinsipp og andre grunnleggende prinsipper og hensyn 
i forvaltningen av viltlevende marine ressurser som må ses i sammenheng med lovens formål (§ 1). I 
likhet med formålsparagrafen tydeliggjør den Norges folkerettslige forpliktelser etter havretten og 
andre folkerettslige forpliktelser. Den er som formålsparagrafen også av betydning for tolkning og 
praktisering av øvrige bestemmelser i loven.

Karnov Lovkommentar 2 til § 7 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd slår fast et forvaltningsprinsipp i havressurslova. Prinsippet har sitt utspring i diskusjoner 
om hvilket grunnleggende prinsipp marin ressursforvaltning skal bygge på. Saltvannsfiskeloven 
bygget på et prinsipp om at høstingen av viltlevende ressurser var tillatt så lenge den ikke var 
avgrenset i medhold av lovgivning. I utredningen til Biomangfoldlovutvalget i NOU 2004: 28 ble det 
foreslått å innføre et bevaringsprinsipp i naturmangfoldloven. Dette var et prinsipp bygget på at 
høsting og uttak av arter i naturen skulle være forbudt inntil myndighetene åpnet for dette gjennom 
hjemmel i lov. Med andre ord en speilvending av prinsippet i saltvannsfiskeloven. Et mindretall i 
Havressurslovutvalget gikk inn for å innføre et bevaringsprinsipp i marin ressursforvaltning, mens 
flertallet gikk imot. Se mer om argumentasjonen til fraksjonene i NOU 2005: 10 punkt 6.3.

Lovens løsning bygger på en prinsipiell holdning om at mennesker skal kunne høste av det 
overskuddet de viltlevende marine ressursene gir. Høsting og utnyttelse av viltlevende marine 
ressurser er derfor fortsatt tillatt med mindre det er forbudt. I forvaltningsprinsippet ligger det 
imidlertid en plikt for departementet til å finne fram til tiltak som sikrer at bestandene over tid 
produserer et høstingsverdig overskudd, samtidig som det tas hensyn til kystsamfunnene og næringen 
og at bruk og vern av økosystemene balanseres, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 51 og 182. 
Merknaden til bestemmelsen klargjør at det må gjøres jevnlige vurderinger av forvaltningstiltak som 
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er nødvendige, men uten spesifisering av når, hvordan eller hvor ofte slike må gjøres, se Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 181.

I naturmangfoldloven § 15 er det fastslått et generelt forvaltningsprinsipp for høsting eller annet uttak 
av viltlevende dyr. Det klargjøres i femte ledd at havressurslova kommer til anvendelse på høsting og 
uttak av viltlevende marine ressurser, men Ot.prp.nr. 52 (2008–2009) s. 385 presiserer at 
naturmangfoldlovens formålsparagraf (§ 1) og bestemmelsene om bærekraftig bruk i kapittel II 
supplerer havressurslova ved vurderinger og beslutninger om høsting av viltlevende marine ressurser. 
Se mer om dette i Inge Lorange Backer, Naturmangfoldloven. Kommentarutgave, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2010 og Hans Chr. Bugge, Lærebok i miljøforvaltningsrett, 5. utg., Oslo: 
Universitetsforlaget, 2019.

Karnov Lovkommentar 3 til § 7 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd fastslår hensyn forvaltningen skal legge vekt på, men Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 182 
presiserer at det ikke følger en rettslig plikt til å vektlegge hensynene til enhver tid. Opplistingen av 
hensyn er heller ikke uttømmende. Styresmaktene vil kunne avveie og prioritere hensyn som kan være 
motstridende, og som til dels kan være politiske prioriteringer, innenfor rammene av lovens formål.

Karnov Lovkommentar 4 til § 7 2. ledd bokstav a
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Føre-var-prinsippet som hensyn i forvaltningen er slått fast i bokstav a. Prinsippet har siden slutten av 
1990-tallet stått sentralt i marin ressursforvaltning. Dette er et grunnleggende miljørettslig prinsipp 
som blant annet følger av forpliktelser i havretten, se særlig avtale om gjennomføring av 
bestemmelsene i FN-avtalen om fiske på det åpne hav art. 5 bokstav c og art. 6. Se også prinsipp nr. 
15 i Rio-erklæringen fra 1992 om miljø og utvikling og i innledningen til biomangfoldkonvensjonen. 
Prinsippet slår fast at styresmaktene ikke kan bruke mangel på vitenskapelig bevis eller kunnskap for 
å utsette eller hindre tiltak som sikrer en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene, 
se mer om dette i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 35 og NOU 2005: 10 punkt 2.2.3. Bestemmelsen 
suppleres også av prinsippene som gjelder for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldloven §§ 
8 til 12, herunder krav til kunnskapsgrunnlaget (§ 8) og føre-var-prinsippet (§ 9). 

Norsk forvaltning og samarbeidet om forvaltningen av viltlevende marine ressurser mellom kyststater 
i Nordøst-Atlanteren bygger på rådgivning fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) når 
uttakskvoter fastsettes unilateralt eller gjennom bi- og multilaterale kyststatsavtaler. ICES har siden 
1998 anvendt såkalte referansepunkter i sin rådgivning. I dette inngår en føre-var-tilnærming ved at 
vurderinger og råd synliggjør om bestander er innenfor eller utenfor trygge biologiske grenser. Se mer 
om ICES sin rådgivning på nett. 

Karnov Lovkommentar 5 til § 7 2. ledd bokstav b
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav b klargjør at myndighetene også må vektlegge en helhetlig og økosystembasert tilnærming i 
forvaltningen. I dette ligger det at det må tas hensyn til alle deler av økosystemet høstingsaktiviteten 
kan påvirke ved fastsettelse av høstningsnivå og andre forvaltningstiltak, og ikke bare de 
kommersielle artene som utnyttes isolert sett. Dette innebærer at kunnskap om resten av økosystemet 
(inkludert kumulative effekter) må trekkes inn når for eksempel torskebestanden skal forvaltes, men 
dette er også utfordrende gitt økosystemenes dynamisk natur og kompleksitet. Se mer om dette i 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) punkt 4.2.3. Prinsippet om en økosystembasert tilnærming til 
naturressursforvaltning har vokst fram i internasjonal miljørett. De generelle kriteriene (Malawi-
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prinsippene) utviklet i regi av biomangfoldkonvensjonen er også relevante for implementeringen i 
nasjonal rett.

Karnov Lovkommentar 6 til § 7 2. ledd bokstav c
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

En effektiv kontroll med høsting og utnytting av de viltlevende marine ressursene er sett på som en 
forutsetning for en ansvarlig og god ressursforvaltning, og er et hensyn som skal vektlegges etter 
bokstav c. Som det fremgår av lovens virkeområder etter §§ 3, 4 og 5 skal loven ikke bare sikre 
kontroll med høsting og uttak av ressurser, men også kontroll med etterfølgende operasjoner og 
aktører utover i verdikjeden. Se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) kapittel 8 for en grundig beskrivelse av 
den helhetlige tilnærming til ressurskontroll etter loven. Se også utfyllende bestemmelser om 
aktørenes plikter og de mer operative sidene av ressurskontrollen i kapittel 6, 7, 8 og 9. 

Karnov Lovkommentar 7 til § 7 2. ledd bokstav d
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav d fremhever betydningen av lovens formål i forbindelse med ressursfordelingen, og må ses i 
sammenheng med formålsparagrafen (§ 1). Her er det hensynet til bosetting og sysselsetting i 
kystsamfunn som er fremhevet.

Karnov Lovkommentar 8 til § 7 2. ledd bokstav e
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav e peker på hensynet til hvordan ressursene best kan utnyttes opp mot lovens formål om å 
sikre mest mulig lønnsomhet til fellesskapet. Med dette menes både hvor mye som skal tas ut, når og 
hvor uttak skal skje, og den videre foredling, produksjon og salg av ressursene ut i markeder.

Karnov Lovkommentar 9 til § 7 2. ledd bokstav f
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav e fremhever vektlegging av hvordan høsting og uttak kan skje for å redusere negative effekter 
på de viltlevende marine ressursene. Dette er særlig relevant for vurdering av krav til høstingsmetoder 
og redskap, som kan fastsettes etter bestemmelsene i kapittel 4. 

Karnov Lovkommentar 10 til § 7 2. ledd bokstav g
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav g klargjør generelt at forvaltningen skal vektlegge Norges folkerettslige forpliktelser for 
minoriteter og urfolk om å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur. Her er det særlig 
forpliktelser etter De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om sivile og 
politiske rettigheter (FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter) art. 27, jf. lov 21. mai 1999 
nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) § 2 nr. 3, og 
konvensjon om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater ILO nr. 169 av 27. juni 1989 (ILO-
konvensjon om urfolks rettigheter). 

Det ble ikke tatt endelig stilling til urfolksspørsmålene da loven ble lagt fram, se Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 55, i påvente av behandlingen av spørsmålet i Kystfiskeutvalget for Finnmark som avga NOU 
2008: 5 året etter. Kystfiskeutvalget konkluderte blant annet med at det på bakgrunn av reglene i 
folkeretten om urfolk og historisk bruk eksisterer en rett til fiske for befolkningen i Finnmark, og 
foreslo at retten skulle gjennomføres som en egen lov. Fiskerimyndighetene var uenig med 
Kystfiskeutvalget i dette og la til grunn at gjeldende regler for regulering og deltagelse i fiskeriene er i 
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tråd med folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk og minoritet. Det ble likevel fremmet 
flere tiltak i oppfølgingen av utredningen, som distriktspolitiske virkemidler og for å «sikre at 
fiskerireguleringane også for framtida vil vere klart innanfor dei rammene som følgjer av folkeretten», 
jf. Prop. 70 L (2011–2012) s. 8.

Stortingets flertall sluttet seg til forslagene og vedtok endringslov 21. september 2012 nr. 66 om 
endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 
2013, jf. kgl.res. 21. september 2012 nr. 913. Endringene i havressurslova var vedtagelsen av en ny § 
8 b som ga hjemmel for å opprette en fjordfiskenemnd, og et nytt sjette ledd i § 11 om vektlegging av 
samisk bruk ved fordeling av kvoter. 

§ 8. Reguleringsråd

Departementet kan oppnemne eit reguleringsråd som kan gje fråsegner før fastsetjing av forskrifter i medhald 
av lova. Departementet kan fastsetje forskrifter om samansetjinga av reguleringsrådet og om oppgåvene til 
rådet. Organisasjonar for dei interessene som sakene vanlegvis vedkjem, skal vere representerte i rådet.

Når reguleringsrådet har gjeve fråsegn om reguleringsforskrifter etter §§ 11 til 13 og 16, er det ikkje 
nødvendig med høyring etter reglane i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) § 37.

Karnov lovkommentarer:  § 8
Karnov Lovkommentar 1 til § 8
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen erstatter § 10 i saltvannsfiskeloven om et rådgivende reguleringsråd i forbindelse med 
fastsettelse av fiskerireguleringer. I den gamle bestemmelsen lå det en plikt til å opprette et slikt råd da 
uttalelse fra rådet måtte innhentes før fartøykvoter kunne fastsettes etter saltvannsfiskeloven § 5. 
Plikten er ikke videreført i den nåværende bestemmelsen.

Karnov Lovkommentar 2 til § 8 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd første punktum gir departementet myndighet til å oppnevne et reguleringsråd som kan gi 
uttalelser før det fastsettes bestemmelser etter havressurslova. Denne typen rådgivende organ for 
fiskerimyndighetene eksisterte fra 1973 fram til 2006. Reguleringsrådet ble fra 2006 erstattet av åpent 
høringsmøte (omtalt som reguleringsmøte), siden relevante parter ikke foreslo nok kvinnelige 
kandidater til at departementet kunne opprette et reguleringsråd som tilfredsstilte nye krav om 
minimum 40 prosent representasjon av begge kjønn i statlige råd, som kom gjennom endringsforskrift 
20. mai 2005 nr. 441 om endring i forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer, 
råd, delegasjoner m.v. – regler om håndheving og rapportering. 

Etter første ledd andre punktum kan det gis nærmere regler om rådets sammensetning og oppgaver. 
Tredje punktum klargjør at organisasjoner for de relevante sakene som tas opp, skal være representert 
i rådet. Reguleringsrådet bestod de siste årene det ble oppnevnt av representanter fra 
Fiskeridirektoratet, næringen (representanter fra fiskeriorganisasjoner, ansatte og organisasjoner i 
landindustrien) og Sametinget. Videre var det representanter fra departementet, næringsorganisasjoner 
og miljøvernorganisasjoner med som observatører. Rådet har opp gjennom årene særlig gitt råd om 
årlige fiskerireguleringer som etter havressurslova fastsettes i medhold av bestemmelser i kapittel3 og 
4.

Karnov Lovkommentar 3 til § 8 2. ledd
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Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd klargjør at behandling av reguleringer etter §§ 11, 12, 13 og 16 i et reguleringsråd (og 
avgivelse av uttalelse) gjør at det ikke er nødvendig med høring etter lov 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37. 

Fra og med 2006 har reguleringsmøter vært avholdt som erstatning for høring etter forvaltningsloven. 
Normalt avholdes det et reguleringsmøte forut for reguleringsåret (i månedsskiftet 
november/desember) for å drøfte neste års reguleringer, samt et møte i juni for å drøfte utviklingen i 
fisket underveis i reguleringsåret. Møtet er ikke åpent for allmennheten, men begrenset til 
representanter fra relevante organisasjoner. Sakspapirene til møtet (oppsummering fra årets 
reguleringer og forslag til neste års reguleringer) legges ut åpent tilgjengelig på nett i forkant. I 
etterkant av møtet fastsetter Fiskeridirektoratet enkelte reguleringer i forskrift, mens andre forslag til 
forskrifter oversendes Nærings- og fiskeridepartementet for endelig vedtagelse.

§ 8 a. Saker der fylkeskommunane har kompetanse

Departementet kan i forskrift gje fylkeskommunane kompetanse til å gjere vedtak på særskilde område 
innanfor verkeområdet til lova og fastsetje nærare reglar om denne kompetansen. Fiskeridirektoratet er 
klageorgan i dei sakene der fylkeskommunane kan gjere vedtak.

0 Tilføyd ved lov 9 jan 2009 nr. 4 (ikr. 1 jan 2010), endra ved lov 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540).

Karnov lovkommentarer:  § 8a
Karnov Lovkommentar 1 til § 8 a
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og et ledd i oppfølgingen av forvaltningsreformen (lagt fram i St.meld. nr. 12 
(2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid). Den ble tilføyd ved endringslov 9. januar 2009 
nr. 4 om endringer i forvaltningslovgivningen mv. for å gi hjemmel for desentralisering av 
forvaltningsoppgaver til fylkeskommunene. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2010. Se mer om 
endringen i Ot.prp. nr. 10 (2008–2009) punkt 4.1.2. Fylkeskommunene er i dag delegert myndighet til 
å forvalte kystsel, se forskrift 29. oktober 2009 nr. 1317 Delegering av myndighet til 
fylkeskommunene etter forskrift 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten § 5 – § 9 
og § 12. 

§ 8 b. Fjordfiskenemnd

Departementet kan opprette ei fjordfiskenemnd for Finnmark, Troms og Nordland. Sametinget og dei tre 
fylkeskommunane skal ha rett til å nemne opp medlemmer til nemnda. Departementet kan gje nærare reglar om 
samansetjinga av fjordfiskenemnda og kva for oppgåver ho skal ha.

0 Tilføyd ved lov 21 sep 2012 nr. 66 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 21 sep 2012 nr. 913).

Karnov lovkommentarer:  § 8b
Karnov Lovkommentar 1 til § 8 b
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen ble tilføyd ved endringslov 21. september 2012 nr. 66 om endringar i deltakerloven, 
havressurslova og finnmarksloven og hjemler opprettelse av en fjordfiskenemnd for Nordland, Troms 
og Finnmark. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2013, jf. kgl.res. 21. september 2012 nr. 913. 
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Opprettelse av denne type lokalt forankret rådgivende organ for fiskerimyndighetene var ett av flere 
tiltak i oppfølgingen av utredningen til Kystfiskeutvalget for Finnmark i NOU 2008: 5. Se mer i Prop. 
70 L (2011–2012) s. 123 og punkt 12.7.5. 

Fjordfiskenemnda avholdt sitt første møte i 2014 etter at mandat ble fastsatt i desember 2013. Etter 
gjeldende mandat fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet er formålet til nemnda å «styrke 
forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for 
samiske lokalsamfunn». Sametinget oppnevner tre medlemmer, Nordland fylkeskommune ett 
medlem, mens Troms og Finnmark fylkeskommunene oppnevner to medlemmer, fra henholdsvis 
Troms og Finnmark, som sammen utgjør nemnda. Fiskeridirektoratets Region Nord er sekretariat.

Kapittel 2. Marin bioprospektering

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 2. Marin bioprospektering
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 2. Marin bioprospektering
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittel 2 er nytt og gir en mulighet til å regulere uttak og utnyttelse av genetisk materiale i sjøen ut 
over hva som kan reguleres etter patentloven. Kapittelet må også ses i sammenheng med utvidelsen av 
virkeområdet i § 3. Med «marin bioprospektering» menes her leting etter naturstoffer i marint genetisk 
materiale og biokjemiske ressurser «med sikte på senere utprøving av materialets egenskaper for 
kommersiell utnyttelse», se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 184 og NOU 2005: 10 s. 28 og punkt 
4.2.

§ 9. Gjennomføring av marin bioprospektering

Kongen kan fastsetje at uttak og undersøking i sjø i samband med marin bioprospektering krev løyve frå 
departementet.

Føresegnene i lova gjeld for marin bioprospektering så langt dei høver.

Kongen kan fastsetje forskrifter om marin bioprospektering, mellom anna gjere unntak frå føresegner som er 
fastsette i eller i medhald av lova, fastsetje kva slags opplysningar søknaden skal innehalde, og gje nærare 
reglar om kva slags vilkår som kan setjast.

Karnov lovkommentarer:  § 9
Karnov Lovkommentar 1 til § 9 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir Kongen hjemmel til å fastsette krav om tillatelse for undersøkelser og uttak i 
forbindelse med marin bioprospektering. En begrunnelse for et slikt krav er å sikre kontroll med 
kommersielle ressursuttak og letevirksomhet i sjø, jf. NOU 2005: 10 s. 226. Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 184 presiserer at allerede uttatt materiale ikke vil omfattes av et slikt krav, men at denne 
utnyttelsen vil kunne omfattes av § 10 tredje ledd. Videre er det formålet med virksomheten som er 
avgjørende (og ikke omfanget) for om uttak faller inn under bioprospektering eller vanlig 
høstingsvirksomhet. Det kan fastsettes uttaks- og innsatsbegrensninger i tillatelser etter bestemmelsen.

Karnov Lovkommentar 2 til § 9 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

https://lovdata.no/pro/forarbeid/nou-2008-5
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-70-l-201112/KAPITTEL_14-3
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-70-l-201112/KAPITTEL_14-3
https://lovdata.no/pro/forarbeid/prop-70-l-201112/kap12.7.5
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/nfd/nyheter/2013/fjordfiskenemnda-blir-oppretta/mandat-for-fjordfiskenemnda-/id748027/
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k2.n1/1
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/kap2
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-20-200708/s184
https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2005-10/s28
https://lovdata.no/pro/forarbeid/nou-2005-10/kap4.2
https://lovdata.no/pro/forarbeid/nou-2005-10/kap4.2
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k2_p9.n1/1
https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2005-10/s226
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-20-200708/s184
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-20-200708/s184
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A710/ledd/3
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k2_p9.n2/1


Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:50

 
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Side 17

Etter andre ledd fremgår det at også andre regler i havressurslova vil kunne gjelde for marin 
bioprospektering så langt de passer. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 184 trekker fram 
redskapsbegrensninger, rapporteringskrav og tilrettelegging for kontroll som eksempler. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 9 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kongen kan etter tredje ledd fastsette nærmere regler om bioprospektering i forskrift. Det er per 
februar 2022 ikke fastsatt noen forskrift etter bestemmelsen. Signaler som har vært gitt om marin 
bioprospektering etter vedtagelsen av havressurslova, har vært uttrykt i stortingsmeldinger og 
strategier. Området er sett på som en av flere fremvoksende nye havnæringer, se for eksempel Meld. 
St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak kapittel 1, men det er også 
pekt på at vi trenger mer kunnskap og kompetanse om hvordan slike naturressurser kan bli en lønnsom 
kilde til nye næringer, se for eksempel Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2018–2028 kapittel 3.

§ 10. Fordelar frå utnytting av marint genetisk materiale

I løyve etter § 9 kan det fastsetjast at ein del av fordelane frå utnytting av norsk marint genetisk materiale skal 
tilfalle staten.

I løyve etter § 9 kan det fastsetjast at genetisk materiale og resultat frå prospekteringa ikkje kan omsetjast 
eller formidlast vidare utan samtykke frå og eventuelt vederlag til staten.

Når det er drive marin bioprospektering eller utnytting av genetisk materiale utan at det er gjeve løyve etter § 
9, kan Kongen fastsetje at ein del av fordelane som nemnde i første ledd skal tilfalle staten.

Karnov lovkommentarer:  § 10
Karnov Lovkommentar 1 til § 10
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen hjemler regulering av fordeler, resultater og utnyttelsen av norsk marint genetisk 
materiale. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 10 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd hjemler fastsettelse av vilkår i tillatelser etter § 9 første ledd om at deler av fordelene fra 
utnytting av norsk marint genetisk materiale skal tilfalle staten. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 184 
presiserer at staten etter dette kan kreve økonomisk godtgjørelse av eventuell kommersiell suksess fra 
utnyttelsen av genetisk materiale slik definert i Bonn-retningslinjene. Dette er ikke-bindende 
retningslinjer under biomangfoldkonvensjonen art. 15.

Karnov Lovkommentar 3 til § 10 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd hjemler fastsettelse av vilkår i tillatelser etter § 9 første ledd med krav om samtykke fra 
staten, eller eventuelt vederlag til staten, for at resultater fra prospektering skal kunne omsettes eller 
formidles videre. Regelen er begrunnet i at staten skal være sikret mot at krav etter første ledd går tapt 
ved at søker av tillatelse overfører resultatene til andre rettssubjekter, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
184. Retten til å lete etter og utnytte norske marine genressurser gjelder kun for søker.
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Karnov Lovkommentar 4 til § 10 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd gir Kongen hjemmel til å bestemme at en andel av overskudd eller fordeler fra marin 
bioprospektering eller utnytting av genetisk materiale som har skjedd uten tillatelse etter § 9, skal 
tilfalle staten. Videre utnyttelse av norsk marint genetisk materiale kan derfor gjøres betinget av at 
staten tilstås en andel av fordelene. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 184 presiserer at dette kan omfatte 
etterfølgende utnyttelse av norsk marint genetisk materiale som allerede er lovlig høstet og ført i land 
for andre formål, er omsatt eller finnes i private samlinger.

Kapittel 3. Fangstmengd og kvotar

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 3. Fangstmengd og kvotar
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 3. Fangstmengd og kvotar
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Havressurslova følger en noen annen kapittelinndeling enn saltvannsfiskeloven. Kapittel 3 er derfor et 
nytt kapittel, som gir bestemmelser om regulering av hva som kan tas ut av viltlevende marine 
ressurser, og hvordan ressursene kan fordeles som kvoter til ulike grupper, rettssubjekter og formål. 
Dette omtales også som uttaksregulering og står sentralt i moderne havressursforvaltning. Tilsvarende 
regler lå i kapittel II under saltvannsfiskeloven.

§ 11. Nasjonal kvote, gruppekvote og distriktskvote

Departementet kan fastsetje eit største tillate uttak (nasjonal kvote) for viltlevande marine ressursar målt i 
kvantum, individ, haustingsdøgn eller andre innsatsfaktorar. Nasjonal kvote skal fastsetjast for bestemte 
tidsrom. Når det er fastsett ein nasjonal kvote, kan det ikkje fastsetjast gruppekvotar, forskings- og 
undervisningskvotar og liknande som til saman utgjer meir enn den nasjonale kvoten.

Departementet kan fastsetje eit største tillate uttak for kvar fartøy- eller reiskapsgruppe eller anna definert 
gruppe (gruppekvote). Gruppekvote skal fastsetjast for bestemte tidsrom.

Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire 
fartøygrupper skal leverast til tilverking ved landanlegg i bestemte distrikt (distriktskvote). Departementet kan 
fastsetje forskrifter om fordeling av og vilkår for utnytting av distriktskvoten.

Departementet kan fastsetje at ein del av den nasjonale kvoten eller ein del av gruppekvoten for ei eller fleire 
fartøygrupper skal leverast til ein bestemt bruk eller i ein bestemt tilstand.

Når ei fartøygruppe samla får ei rimeleg fangstordning, kan departementet fastsetje fangstavgrensingar for 
desse eller at fartøya i gruppa ikkje skal få vere med i enkelte fiskeri.

I område som er omfatta av deltakerloven § 21 tredje ledd,1 skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande 
marine ressursar, og ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på samisk 
bruk og kva denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn.

0 Endra ved lov 21 sep 2012 nr. 66 (ikr. 1 jan 2013 iflg. res. 21 sep 2012 nr. 913). Vert endra med lov 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. frå den 
tid Kongen bestemmer).

1 Inkurie: Skal vel være fjerde ledd.

Karnov lovkommentarer:  § 11
Karnov Lovkommentar 1 til § 11
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny, men viderefører og presiserer flere av reguleringsfullmaktene etter § 4 i 
saltvannsfiskeloven, inkludert å fastsette et største tillatte fangstkvantum etter bokstav a i den gamle 
bestemmelsen. Bestemmelsen må også ses i lys av utvidelsen av havressurslova til å gjelde alle 
viltlevende marine ressurser. 

Kvoteregulerte fiskerier vokste fram som en del av utviklingen av det moderne havrettsregimet og 
opprettelser av økonomiske soner mot slutten av 1970-tallet. Dette skjedde parallelt med en utvikling 
av metodikk og teknologi for å måle og estimere størrelsen på bestander i internasjonal havforskning. 
Norge deler mange av de viktigste kommersielle fiskebestandene med andre kyststater. Fastsettelse av 
nasjonale kvoter på delte bestander må derfor også ses i sammenheng med samarbeidet med andre 
kyststater innenfor havrettens rammer. Det påhviler etter havrettskonvensjonen art. 56 kyststater 
suverene rettigheter til utnyttelse av viltlevende marine ressurser i økonomisk sone, men også flere 
plikter i denne og andre bestemmelser, inkludert plikten til å fastsette tillatt fangst av levende marine 
ressurser etter art. 61 nr. 1. Mye av samarbeidet skjer innenfor rammene av bi- og multilaterale 
kyststatsforhandlinger forut for det kommende reguleringsåret. Her fastsettes blant annet neste års 
kvoter på bakgrunn av rådgivning fra Det internasjonale havforskningsrådet, ICES, (se også note 4 til 
§ 7 andre ledd bokstav a), men det er ikke alltid at partene blir enige om kvoter, og kyststater fastsetter 
også kvoter unilateralt. Samarbeidet om den nordøstatlantiske torskebestanden (skrei) i den norsk-
russiske fiskerikommisjonen er eksempel på et samarbeid som har pågått siden 1970-tallet. Se mer om 
historikken i Geir Hønneland, Kvotekamp og kyststatssolidaritet, Oslo: Fagbokforlaget, 2006.

I FN-avtalen om fiske på det åpne hav gis folkerettslige rammer for regionalt samarbeid i områder 
utenfor kyststaters jurisdiksjon. For norske fiskerier er deltagelsen og fastsettelsen av reguleringer i 
den nordøstatlantiske fiskerikommisjon, Northeast Atlantic Fisheries Commission (NEAFC), sentral. 
Norge er videre kontraherende part i flere andre avtaler ettersom norske fartøy høster viltlevende 
marine ressurser i andre havområder, blant annet reker i konvensjonsområdet til den 
nordvestatlantiske fiskerikommisjonen, Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) og krill i 
Sørishavet i konvensjonsområdet til konvensjonen for bevaring av levende marine ressurser i 
Antarktis, Commission for the Convention of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Se mer 
om slik regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner (RFMO-er) i «Utviklingen av internasjonal 
forvaltning av vandrende fiskebestander: Mot et lukket hav? En analyse av funksjonen til sub-
/regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner etter Avtalen om fiske på vandrende og langt migrerende 
bestander» i doktorgradsavhandlingen til Tore Henriksen fra 2001.

Karnov Lovkommentar 2 til § 11 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir departementet hjemmel til å fastsette det største nasjonale uttaket for viltlevende 
marine ressurser, altså nasjonal kvote. Dette omtales ofte som en total allowable catch (TAC) på 
nasjonalt nivå. Første punktum angir at kvoten kan fastsettes i form av kvantum, individ, høstingsdøgn 
eller andre innsatsfaktorer, men det vanlige er at kvoter angis i kvantum i form av tonn. Andre og 
tredje punktum presiserer at kvoter kan fastsettes for bestemte tidsrom og at kvoter fastsatt etter §§ 12 
og 13 må gjøres innenfor den nasjonale kvoten. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 185 presiser at dette 
likevel ikke innskrenker myndighetenes kompetanse til å regulere fiskerier gjennom 
forvaltningsinstrumenter, som under visse omstendigheter kan lede til at kvoter kan bli overfisket 
(såkalt overregulering), se mer i kommentarene til § 12. 

Nasjonale kvoter fastsettes i såkalte reguleringsforskrifter. Etter § 67 kan forskrifter fastsettes til å 
gjelde ulike grupper og virksomheter eller områder, arter eller tider på året. Det vanlige er at det kan 
fiskes der arten holder til, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 185. De fleste av reguleringsforskriftene 
fastsettes forut for et nytt reguleringsår (i desember) og gjelder for kalenderåret. Siden enkelte fiskeri 
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tar til senere på året kan det være forskriften for dette fiskeriet først fastsettes utpå året. 
Fiskeridirektoratet er i forskrift 16. oktober 2001 nr. 4686 delegert kompetanse til å fastsette 
reguleringsforskrifter for en rekke fiskeri og bestander. 

Et eksempel på nasjonal kvote gjeldende for 2021 er å finne i forskrift 23. desember 2021 nr. 3886 om 
regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2022 (forskrift om regulering av fisket 
etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2022) § 2 hvor kvantum etter første ledd er angitt i tonn for 
ulike områder under norsk jurisdiksjon. Et eksempel på en forskrift hvor kvoten er oppgitt i antall 
individer er forskrift 22. desember 2021 nr. 3858 om regulering av fisket etter leppefisk i 2022 § 2. 
Den årlige reguleringen av fiske etter reker med norske fartøy i NAFO-området er et eksempel på et 
fiske som reguleres med fangstdøgn. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 11 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd gir departementet hjemmel til å fastsette kvoter for ulike fartøy- eller redskapsgrupper og 
lignende. Dette omtales som gruppekvoter og har lenge vært en sentral del av ressursfordelingen 
mellom ulike fartøygrupper som fisker på samme bestander (for eksempel fiske av torsk med garn, 
line og jukse i relasjon til trålfiske på torsk). For de viktigste kommersielle bestandene har 
myndighetene i stor utstrekning bygget fordelingen på fremforhandlede fordelingsnøkler i regi av 
Norges Fiskarlag, se for eksempel St.meld. nr. 21 (2006–2007) punkt 3.9.2 og Meld. St. 32 (2018–
2019) s. 39. 

Departementet har samtidig etter bestemmelsen vid adgang til å inndele i grupper og fordele kvoter til 
disse innenfor lovens rammer, jf. §§ 1 og 7. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 185–186 presiserer at 
myndighetene har (og har hatt) et stort spillerom til å fordele ut fra visse hensyn, for eksempel 
differensiering av flåten, sysselsetting, regionale forhold og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I Rt. 
1993 s. 578 var for eksempel sysselsettingshensyn et lovlig hensyn ved fastsettelse av trålkvoter. 
Stortinget har over tid samtidig fremholdt viktigheten av det politiske målet om en stabil 
ressursfordeling, se for eksempel Innst. O. nr. 45 (2007–2008) punkt 6.2. At etablerte kvotefordelinger 
må ses på som et utslag av omforente politiske målsetninger (og ikke juridisk bindende forpliktelser) 
er gjentatt i Rt. 2013 s. 1345 avsnitt 70.

Bestemmelsen må også ses i sammenheng med fordelingen av fartøykvoter etter § 12 som gjøres fra 
gruppekvoter. Som vist til i stjernenoten, er kvotesystemet under revisjon. Det er blant annet vedtatt et 
revidert § 11 andre ledd (per februar 2022 ikke satt i kraft) som gir departementet hjemmel til å 
fordele kvote til kvotefaktorgrupper. Det foregår for tiden en høring av forslag til forskrift om 
fiskeritillatelser og kvotefaktorer med frist 31. mars 2022. Nærmere detaljer om hva slags 
reguleringsgrupper som vil gjelde innenfor det nye kvotesystemet, vil derfor vurderes i høringen.

Karnov Lovkommentar 4 til § 11 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å avsette deler av nasjonale kvoter eller gruppekvoter til 
distriktskvoter etter nærmere fordeling og vilkår i forskrift. Dette er et reguleringsverktøy som har 
vært brukt siden 1980-tallet for å tilgodese visse næringssvake regioner med råstoff til produksjon (og 
sysselsetting) på land. Fra 1988 ble distriktskvoter hjemlet i saltvannsfiskeloven § 4 andre ledd, som 
er videreført i denne bestemmelsen. På 1980- og 90-tallet ble foredlingsindustrien i Finnmark 
prioritert med slike kvoter, mens en ordning i 2006 gjaldt fiskeriavhengige kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark. 
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Etter denne bestemmelsen har det bare vært fastsatt én midlertidig distriktskvoteordning i 2018, se for 
eksempel forskrift 21. desember 2017 nr. 2380 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 
62° N i 2018 § 31 hvor fisken måtte landes i kommunene Gamvik og Lebesby i Finnmark.

Karnov Lovkommentar 5 til § 11 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Fjerde ledd er nytt og gir departementet hjemmel til å fastsette at en del av nasjonal kvote og 
gruppekvote for en eller flere fartøygrupper skal leveres til en bestemt bruk (for eksempel 
filetproduksjon) eller tilstand (for eksempel fersk). Dette kan som eksempel gjøres gjennom vilkår i 
forbindelse med avsetning til distriktskvote. 

Bestemmelsen klargjør dermed at det er hjemmel for å stille vilkår om levering av råstoff i en bestemt 
tilstand i kvotefordelingen. Hjemmelsgrunnlaget for slik vilkårsstillelse etter saltvannsfiskeloven § 4 
andre ledd har tidligere vært problematisert, se Rt. 2008 s. 873. 

Karnov Lovkommentar 6 til § 11 5. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Femte ledd gir departementet hjemmel til å utelukke eller begrense en fartøygruppes kvoteandel av 
nasjonal kvote når gruppen samlet får rimelige fangstmuligheter i andre fiskerier. Den viderefører 
saltvannsfiskeloven § 5 fjerde ledd andre punktum. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 186 understreker at 
bestemmelsen skal brukes med varsomhet, og kun når det er åpenbart at den aktuelle gruppen 
kompenseres ved fiske i andre fiskeri.

Karnov Lovkommentar 7 til § 11 6. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Sjette ledd er nytt og kom inn ved endringslov 21. september 2012 nr. 66 i forbindelse med 
oppfølgingen av NOU 2008: 5, og må ses i sammenheng med § 7 tredje ledd bokstav g. 
Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2013, jf. kgl.res. 21. september 2012 nr. 913. Prop. 70 L (2011–
2012) s. 124 fremhever at den klargjør Norges folkerettslige forpliktelser overfor urfolk og minoriteter 
i forvaltningen av viltlevende marine ressurser og gir loven en ny dimensjon ved at samisk bruk av 
ressursene, og hva denne har å si for lokalsamfunn, skal vektlegges ved tildeling av kvoter. 
Bestemmelsen gir hjemmelsgrunnlag for tildeling av tilleggskvoter til områder omfattet av 
deltakerloven § 21 tredje ledd. Dette er områder som er omfattet av det geografiske virkeområdet til 
Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning. Tilleggskvoter av torsk (også omtalt som kystfiskekvote) 
har siden 2011 vært tildelt til fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 
62° N i disse områdene. Se for eksempel § 22 i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og 
sei nord for 62° N i 2022. 

§ 12. Kvotar for fartøy

Departementet kan i forskrift fastsetje kvotar for enkeltfartøy målt i kvantum, individ, haustingsdøgn eller 
andre innsatsfaktorar. Kvotane kan fastsetjast for visse tidsrom eller per tur og for ein bestand eller samla for 
fleire bestandar.

Når verksemda fell inn under lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven), 
kan kvoten berre haustast med fartøy som det er gjeve erversløyve for, og som kan nyttast i verksemda etter 
reglane i deltakerloven.

Når verksemda ikkje fell inn under deltakerloven, kan kvoten tildelast til person eller føretak. Det kan setjast 
vilkår om registrering i eige register for slik tildeling. Departementet kan gje nærare føresegner om registeret.
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0 Vert endra med lov 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. frå den tid Kongen bestemmer).

Karnov lovkommentarer:  § 12
Karnov Lovkommentar 1 til § 12
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 5 første, tredje og fjerde ledd og er et viktig element i 
kvotefordelingssystemet i norske fiskerier. Den må derfor ses i sammenheng med § 11 om fastsettelse 
av nasjonal kvote og gruppekvoter, og reglene om hvem som kan delta i kommersielle fiskerier, og på 
hvilke vilkår, etter deltakerloven. Den pågående revisjonen av kvotesystemet og seneste lovendringer i 
endringslov 5. mars 2021 nr. 7 som bare er satt delvis i kraft fra 1. januar 2022 (jf. kgl.res. 17. 
desember 2021 nr. 3629), vil også få betydning for bestemmelsen.

Karnov Lovkommentar 2 til § 12 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir departementet hjemmel til å fastsette kvoter for enkeltfartøy i form av kvantum, 
individer, høstingsdøgn eller andre innsatsfaktorer (tilsvarende som kvoter etter § 11 første ledd). 
Kvotene fastsettes stort sett i form av kvantum (tonn). Det kan også fastsettes kvoter for visse tidsrom 
eller per tur, men det vanligste er å fastsette kvoter gjeldende for et kalenderår (eller før et sesongfiske 
starter opp). Departementet kan samtidig stoppe et fiske om en kvote er beregnet oppfisket før året er 
over, eller omfordele kvantum mellom gruppekvoter etter § 11 for å sikre bedre kvoteutnyttelse (at 
kvotene blir oppfisket). Dette kan også få betydning for tildelingen til enkeltfartøy.

I de største kommersielle fiskeriene etter for eksempel torsk, makrell og norsk-vårgytende sild 
fastsettes det faste fartøykvoter i de årlige reguleringsforskriftene (se note 3 til § 12 andre ledd om hva 
som avgjør størrelsen på kvoten, og om reguleringsforskrifter i note 2 til § 11 første ledd). Dette 
innebærer at fartøy kan fiske det tildelte kvantum forskriftene fastsetter. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
187 presiserer samtidig at de ulike formene for tildeling av kvoter ikke gir fartøy et rettskrav på et 
garantert kvantum i løpet av kvoteperioden. 

En annen reguleringsmekanisme er å tildele fartøy maksimalkvoter i en reguleringsgruppe med en 
garantert kvote i bunn. Poenget med slike kvoter er at summen av maksimalkvotene er større enn 
gruppekvoten. Bakgrunnen for dette er at det kan være ujevn utnyttelse av kvotene mellom fartøy. Å 
tildele maksimalkvoter gir derfor de mest aktive fartøyene en mulighet til å fiske mer enn de mindre 
aktive fartøyene. Når en gruppekvote er oppfisket, vil fisket stoppes. Fartøy kan da fiske videre 
innenfor den garanterte kvoten. Denne formen for regulering omtales ofte som overregulering (se 
også note 2 til § 11 første ledd).

Karnov Lovkommentar 3 til § 12 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd angir det grunnleggende kravet om at bare fartøy som er tildelt ervervstillatelse etter 
deltakerloven kan tildeles kvoter i kommersielle fiskerier (ervervsmessig fiske og fangst), jf. 
deltakerloven §§ 2, 3 og 4. Bestemmelsen etablerer derfor koblingen mellom reglene om fordeling av 
kvoter etter havressurslova og reglene om deltagelse i kommersielle fiskerier etter deltakerloven. 
Koblingen er helt sentral i kvotesystemet siden kommersielt fiske i stor grad gjelder kvoteregulerte 
ressurser. 

Koblingen er først og fremst viktig da den er avgjørende for hvilke faktiske kvantum (eller andre 
innsatsfaktorer) fartøy tildeles fra nasjonale kvoter og gruppekvoter, og hvordan dette fremkommer i 
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reguleringsforskrifter. Videre følger det også av bestemmelsen at reglene i deltakerloven vil komme til 
anvendelse på fiske fra fartøy i ervervsmessig fiske og fangst.

I dag er fiske på de viktigste kommersielle fiskebestandene lukket (adgangsbegrenset). Dette 
innebærer at fartøyet må være tildelt en offentlig tillatelse i tillegg til ervervstillatelsen for å kunne 
delta. Med unntak av trålfiske, som har vært lukket siden 1939, var opprinnelsen kort forenklet at det i 
tiårene etter andre verdenskrig vokste fram en erkjennelse om at ressursene i havet ikke er utømmelige 
og kan bli overfisket. Havfiske med ringnot ble lukket etter en sildekollaps på starten av 1970-tallet, 
og kystfiske på torsk i 1990 etter en torskekrise. Fartøy som kunne fortsette med fiske etter lukkingen, 
gjorde dette på bakgrunn av tildeling av en andel av fastsatte gruppekvoter ut fra fartøyets 
kapasitet/størrelse. Størrelsen på andelen av en gruppekvote benevnes ofte som såkalte kvotefaktorer 
(et visst antall kvotefaktorer utgjør en andel).

Disse grunnelementene ligger fortsatt i dagens system der det gjelder krav om spesiell tillatelse 
(konsesjon) etter deltakerloven kapittel III for å delta i havfiskerier, mens det gjelder krav om å 
oppfylle regler som fastsettes i årlige deltakerforskrifter etter deltakerloven § 21 for å delta i lukkede 
kystfiskerier (årlig deltakeradgang). I en pågående revisjon av kvotesystemet skal konsesjoner og 
deltakeradganger erstattes av en felles fiskeritillatelse i en revidert § 12 i deltakerloven, som per 
februar 2022 ennå ikke er satt i kraft. .

Inntil videre gjelder det gamle systemet. Fordelingen av kvote skjer derfor i reguleringsforskrifter der 
det fastsettes nasjonale kvoter og gruppekvoter etter havressurslova § 11. Videre tildeles fartøy som 
har konsesjon eller oppfyller krav om deltagelse i kystfiskerier (deltakeradgang) fartøykvote etter § 12 
ut fra den andel av gruppekvoten som ligger i tillatelsen/deltakeradgangen. Hva det enkelte fartøy kan 
fiske kan leses ut av den aktuelle reguleringsforskriften for fiskeriet det gjelder og oppslag på et 
bestemt fartøy i fartøyregisteret. 

Som et eksempel framgår fordelingen av fartøykvote i kystfiske etter torsk i tabellene i § 16 i forskrift 
23. desember 2021 nr. 3886 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei i 2022. Et fartøys andel av 
gruppekvoten kan leses ut fra det som omtales som fartøyets hjemmelslengde og hva som er den 
faktiske fysiske lengden på fartøyet. Hjemmelslengde er en annen betegnelse på antallet kvotefaktorer 
som ligger i deltakeradgangen. Et fartøy som fyller krav til deltagelse etter forskrift 14. desember 
2021 nr. 3594 om å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2022 
(deltakerforskriften 2022) kapittel 2 II på 10 meter og en fysisk lengde på over 15 meter, kan derfor 
fiske 49,88 tonn, jf. § 16 i forskrift 23. desember 2021 nr. 3886 om regulering av fisket etter torsk, 
hyse og sei i 2022. En slik kvote omtales ofte under fellesbetegnelsen grunnkvote.

Karnov Lovkommentar 4 til § 12 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd første og andre punktum hjemler tildeling av kvote til personer og foretak etter nærmere 
vilkår når virksomheten ikke faller inn under deltakerloven. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 188 
understreker at ervervsmessig fiske og fangst tradisjonelt har vært rettet mot høsting fra fiske- og 
fangstfartøy, men at det kan vokse fram andre høstingsvirksomheter som ikke faller inn under 
deltakerlovens virkeområde, for eksempel dykking etter kråkebolle. Etter tredje ledd tredje punktum 
kan det settes vilkår om registering i egne register ved tildeling av kvote etter bestemmelsen. Dette for 
å sikre et register over hvem som kan høste av ulike ressurser, tilsvarende slik fiske- og fangstfartøy er 
registrert i fartøyregisteret.

§ 13. Kvotar til forsking, overvaking, undervisning og praktiske reiskapsforsøk

Det kan tildelast kvotar til
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a. forskingsinstitusjonar
b. den som får løyve til praktiske forsøk til utvikling av reiskapar, fangstmetodar og liknande etter § 66
c. overvaking av fiskefelt
d. offentleg godkjende undervisningsinstitusjonar.

Ved hausting av kvotar som er nemnde i første ledd, kan det nyttast eigne fartøy eller leigde fartøy som det er 
gjeve ervervsløyve for, når verksemda elles ville kome inn under deltakerloven.

Reiskapsavgrensingane for fartøy som ikkje er merkeregistrerte, jf. § 22, gjeld ikkje for hausting etter denne 
føresegna.

Karnov lovkommentarer:  § 13
Karnov Lovkommentar 1 til § 13
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører og presiserer saltvannsfiskeloven § 2 fjerde ledd slik at det kan tildeles 
kvote til forskning, overvåking, undervisning og praktiske redskapsforsøk. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 13 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd hjemler tildeling av kvoter til ulike forsknings-, utviklings- og undervisningsformål. 
Bokstav a gjelder særlig formål som faller inn under tradisjonell havforskning, men forarbeidene 
presiserer at bestemmelsen ikke er avgrenset til slike formål såframt kvotene tildes en 
forskningsinstitusjon, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 188. Skolekvoter til offentlige godkjente 
undervisningsinstitusjoner kan tildeles etter bokstav d. Slike kvoter skal ikke finansiere skoledrift, 
men skal inngå i praktisk undervisning i relevante yrkesfag (fangst og fiskeri).

§ 14. Spesielle kvoteordningar

Som ledd i ei tilpassing av fiskeflåten til ressursgrunnlaget kan departementet i forskrift gje reglar om høgare 
kvote for enkeltfartøy når anna fartøy permanent eller mellombels vert teke ut av haustingsverksemda. 
Departementet kan fastsetje fleire vilkår for tildeling av slik høgare kvote.

0 Vert endra med lov 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. frå den tid Kongen bestemmer).

Karnov lovkommentarer:  § 14
Karnov Lovkommentar 1 til § 14
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører og forenkler saltvannsfiskeloven § 5a og gir hjemmelsgrunnlaget for 
fastsettelse av såkalte strukturkvoteordninger i kommersielle fiskerier. Dette er frivillige og 
markedsbaserte ordninger som har sin opprinnelse i tiltak for å redusere overkapasitet i flåteleddet 
som ble vanlig i konsesjonsbelagte fartøygrupper utover 1990-tallet. Gjennom endringslov 1. juni 
2001 nr. 25 om endring i 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (spesielle kvoteordninger) ble 
hjemmelen utvidet til også å kunne omfatte adgangsbegrensede kystfiskerier, se mer i Ot.prp. nr. 39 
(2000–2001).

Karnov Lovkommentar 2 til § 14 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Strukturkvoteordninger gjør unntak fra hovedregelen om at grunnkvotene (se note 3 til § 12 andre 
ledd) fordeles ut fra det antall fartøy som deltar i det aktuelle fisket (med andre ord like mange kvoter 
som antallet deltagende fartøy). Som det fremgår av første punktum kan departementet i forskrift 
fastsette en høyere kvote for et enkeltfartøy når et annet fartøy tas ut permanent eller midlertidig fra 
fiske. For kystfartøy begrenset gjennom årlige deltakeradganger er slike regler gitt i forskrift 7. 
november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten (forskrift om spesielle 
kystfiskekvoteordninger). For havfiskefartøy med konsesjon etter deltakerloven kapittel III er regler 
om strukturkvoteordning gitt i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for 
havfiskeflåten (forskrift om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten).

Hovedpoenget kan eksemplifiseres med at en eier av et kystfartøy etter § 7 første ledd i forskrift om 
spesielle kystfiskekvoteordninger kan ta et fartøy permanent ut av fiske. Fartøyeier kan gjennom 
strukturkvoteordningen fiske kvoten som det uttatte fartøyet skulle ha fisket på med et annet fartøy 
han eller hun har i samme reguleringsgruppe. Kvoten tildeles da det andre fartøyet som en 
strukturkvote etter nærmere vilkår i forskriften. Det er dette som omtales som strukturering. Kort 
oppsummert fiskes derfor to (eller flere) kvoter med ett fartøy. Ordningen bidrar på denne måten til at 
et fartøy kan få et større ressursgrunnlag å fiske på, og at gruppekvoten fiskes av færre fartøy. 
Motivene er å bidra til at størrelsen på flåten er tilpasset ressursgrunnlaget og til å styrke 
lønnsomheten, se for eksempel St.meld. nr. 21 (2006–2007) kapittel 3. 

Strukturkvoter tildeles for ett år av gangen og kan tildeles i inntil 20 år, jf. forskrift om spesielle 
kystfiskekvoteordninger § 11 første ledd første punktum (gjeldende f.o.m. 2007). Etter andre punktum 
følger det at strukturkvoter tildelt før 2007 gjelder for inntil 25 år regnet fra og med 2008. Det gjøres 
også en avkortning på 10 prosent av strukturkvoten (kvantumet kvoten representerer blir altså redusert 
med 10 prosent) ved strukturering som fordeles på hele reguleringsgruppen (fordeles flatt på alle 
fartøy), jf. forskriftens § 11 første ledd tredje punktum. Det er i dagens fiskeripolitiske debatt 
diskusjoner om hva som skal skje med strukturkvotene når tidsperioden starter å utløpe fra 31. 
desember 2027 og utover (fra de forskjellige struktureringstidspunkt). Avkortninger som gjøres 
umiddelbart ved strukturering, og det kvantum som ligger i strukturkvotene som etter gjeldende regler 
vil utløpe, omtales gjerne under samlebetegnelsen strukturgevinster. Se også mer om struktursystemet 
i Meld. St. 32 (2018—2019) punkt 2.2.2. 

Størrelsen på strukturkvoter vil variere etter hva slags kvotegrunnlag som lå til det fartøyet som ble 
tatt ut av fiske. I realiteten er det som skjer at grunnkvoten til fartøyet som tas ut ved strukturering, blir 
konvertert til en strukturkvote. Det er fastsatt øvre tak på hvor mange strukturkvoter som kan tildeles 
et fartøy, såkalte kvotetak. Disse følger for kystfartøy av forskrift om strukturkvote for kystfiskefartøy 
§ 12, hvor første ledd første punktum fastslår at et fartøy med hjemmelslengde mellom 15 og 27,99 
meter kan strukturere for inntil 4 ganger fartøyets grunnkvote. Denne kan etter andre punktum økes til 
6 ganger grunnkvoten for enten torskesektoren eller pelagisk sektor, dersom fartøyet bare er tildelt 2 
ganger grunnkvoten i den andre sektoren. Dette er tilfelle for fartøy som gjerne spesialiserer seg i en 
sektor, mens generalister kan strukturerer opp til 4 ganger grunnkvoten i begge sektorer. 

Lignende regler gjelder for havfiskefartøy, jf. forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning 
mv. for havfiskeflåten. Denne forskriften var tema i plenumsdommen i Rt. 2013 s. 1345 (Volstad). Et 
flertall i Høyesterett kom her til at innføringen av tidsbegrensningene på 20 og 25 år for 
havfiskeflåten, som kom ved endringsforskrift 8. juni 2007 nr. 586, ikke var i strid med 
tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. Flertallet fastslo at kommersielt fiske (på grunnkvoter og 
strukturkvoter) baserer seg på offentlige tillatelser og ikke er rettigheter i juridisk forstand, jf. avsnitt 
67 og 70 og havressurslova § 2. Den sterke dissensen i dommen er problematisert i artikkelen 
«Volstad-saken – et fyr langs leden» av Svein Kristian Arntzen, på s. 98–117 i Kritisk juss vol. 2(1), 
2016.
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Kapittel 4. Gjennomføring av hausting og anna utnytting av viltlevande marine 
ressursar

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 4. Gjennomføring av hausting og anna 
utnytting av v...
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 4. Gjennomføring av hausting og anna utnytting av v...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Havressurslova følger en noen annen kapittelsystematisering enn saltvannsfiskeloven. Kapittel 4 er 
derfor nytt og gir bestemmelser om hvordan og hvor høsting og annen utnyttelse av viltlevende 
marine ressurser kan og skal skje. Kapittelet gir myndighetene fullmakter til å regulere selve utøvelsen 
av fisket og fastsette tekniske reguleringer om redskapsbruk mv. Noen plikter og forbud er også 
fastsatt direkte i loven. Den viderefører og endrer flere regler fastsatt i saltvannsfiskeloven kapittel II, 
III og V. 

§ 15. Ilandføringsplikt

All fangst av fisk skal førast i land. Departementet kan i forskrift gjere unntak frå ilandføringsplikta og forby 
utkast av biologisk avfall.

Departementet kan i forskrift fastsetje plikt til ilandføring av bifangst av andre marine organismar, plantar, 
sjøpattedyr og sjøfuglar eller rapporteringsplikt for slik bifangst.

Karnov lovkommentarer:  § 15
Karnov Lovkommentar 1 til § 15
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er en videreføring og innskjerping av tidligere regler om utnytting og utkast av fisk 
etter saltvannsfiskeloven § 11. Utvikling av forbud mot utkast av fisk står her sentralt, og er en viktig 
del av moderne ressursforvaltning og kontroll. Forhistorien er samtidig viktig for forståelsen av 
gjeldende rett. Utviklingen av ilandføringsplikten må også ses i sammenheng med fremveksten av 
administrativ inndragning av ulovlig fangst som i dag gjøres etter havressurslova § 54.

I saltvannsfiskeloven § 11 første ledd framgikk en tidligere hovedregel om at levedyktig fisk fanget i 
strid med bestemmelser i loven skulle kastes på sjøen. Departementet var samtidig gitt hjemmel i § 11 
andre ledd til å fastsette forbud mot utkast av fisk og påbud om ilandføring av all død eller døende 
fisk. Opprinnelsen til disse reglene var rettstilstanden under saltvannsfiskeriloven § 64 om at all fisk 
og skalldyr fangstet i strid med høstingsrelatert bestemmelser i loven måtte kastes ut i sjøen. Med 
andre ord gjaldt det et utkastpåbud for ulovlige fangster. I NOU 1975: 31 vurderte et offentlig utvalg 
at påbudet om å kaste i sjøen fisk og skalldyr fangstet i strid med frednings- og 
minstemålbestemmelser burde opprettholdes ut fra preventive og kontrollmessige hensyn, men at det 
etter omstendighetene kunne være grunner for å påby ilandføring av andre ulovlige fangster (se s. 15 
og 23 i utredningen). Departementet fulgte opp dette i Ot.prp. nr. 85 (1981–82) s. 22–23, og fant at 
ressurs- og forurensingshensyn tilsa at død eller døende fisk som var ulovlig fanget også burde kunne 
påbys ilandført. Videre var det viktig å ha kontroll med at også lovlige fangster ble tatt vare på og 
bragt i land for å få best mulig utnyttelse av ressursene. Det ble derfor også gitt hjemmel for å kunne 
forby utkast av fisk og fiskeavfall.
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Gjennom endringslov 23. desember 1988 nr. 99 ble saltvannsfiskeloven § 11 endret for å gi klar 
hjemmel for å kunne pålegge ilandføring av også lovlig fangstet død eller døende fisk. Det ble 
understreket at det av ressurs- og miljøhensyn var viktig å få all død og døende fisk ilandbragt, blant 
annet for å få registrert det reelle uttaket av vedkommende bestand, se mer i Ot.prp. nr. 77 (1987–88) 
s. 24–25. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 15 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd fastslår nå en hovedregel i selve loven om at all fangst av fisk skal føres i land. Dette 
gjelder uavhengig av om en fangst er lovlig eller ulovlig, eller om fisken er død eller levende. Den 
gjelder for norske fartøy uavhengig av hvor de befinner seg, og for utenlandske fartøy under norsk 
jurisdiksjon selv om fangsten er høstet i andre lands soner eller internasjonalt farvann, jf. 
havressurslova §§ 4 og 5. Bestemmelsen endret derfor hovedregelen om å slippe ut levedyktig fisk i 
kombinasjon med forskriftsfestede utkastpåbud etter saltvannsfiskeloven § 11, til en generell plikt til å 
føre all fangst i land. Bestemmelsen omfatter også skalldyr, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 189. 
Denne ilandføringsplikten er begrunnet ut fra hensyn til miljøet, bestandene og for å kunne føre et 
riktig kvoteregnskap. 

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 189 presiserer at det avgjørende for når ilandføringsplikten oppstår, er 
hva som er å regne som «fangst». Det fremheves samme sted at fisk tatt om bord i et fartøy, alltid vil 
regnes som «fangst». Det samme gjelder for fisk som er tatt ut av sjøen og som ennå ikke har kommet 
om bord på fartøyet. For fisk som fortsatt er i sjøen, men skilt fra resten av bestanden (for eksempel 
fisk i en not i sjøen), kan det oppstå vanskelige skjønnsmessige vurderinger av når en fisk kan slippes 
eller ikke. Her presiserer forarbeidene at bestemmelsen ikke kan tolkes strengt for alle tilfeller, men at 
det avgjørende er om fisken er «klart levedyktig» og at den som slipper fisken legger inn god 
trygghetsmargin for at dette er tilfellet, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 189. Tilfeller der fisk ikke 
overlever slipping, vil derfor være et brudd på ilandføringsplikten.

Departementet kan etter andre punktum gjøre unntak fra hovedregelen og forby utkast av biologisk 
avfall i forskrift når dette av ulike grunner kan være hensiktsmessig. Det er fastsatt unntak fra 
ilandføringsplikten i forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende 
marine ressurser (høstingsforskriften) kapittel XI. Høstingsforskriften erstattet fra 1. januar 2022 
tidligere forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) og er 
en forskrift hjemlet i mange bestemmelser i havressurslova og flere andre lover. I høstingsforskriften 
§ 51 fremgår det for eksempel at det fortsatt gjelder en generell regel om at levedyktig fisk fanget i 
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av havressurslova straks skal slippes på sjøen (bokstav 
a). Videre omfatter ikke ilandføringspåbudet lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på 
sjøen (bokstav b) eller død eller døende fisk av arter som ikke er av kommersiell verdi (bokstav c). 

Karnov Lovkommentar 3 til § 15 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter andre ledd er departementet gitt hjemmel til i forskrift å fastsette en plikt til ilandføring av 
bifangst av andre marine organismer, planter, sjøpattedyr og sjøfugl. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
189–190 presiserer at fangst av disse ressursene ofte er uønsket, kostnadskrevende å få i land og 
vanskelig å omsette, men at det likevel kan være behov for å innføre krav til ilandføring eller å 
fastsette rapporteringsregler for slik bifangst. 

§ 16. Gjennomføring av hausting

All hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar skal skje så skånsamt som mogleg.
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Departementet kan fastsetje forskrifter om gjennomføring av hausting, mellom anna om
a. tidsrom for hausting og tidspunkt for utsegling
b. kor mange fartøy frå ulike grupper som kan hauste samtidig i eit område
c. forbod mot hausting i visse område, av visse artar eller med visse reiskapar
d. utforming, merking, bruk og røkting av reiskapar og andre innretningar som vert nytta i samband med 

hausting
e. største eller minste tillatne storleik på individ og at det berre eller for ein del skal haustast hann- eller 

hoindivid
f. tillaten bifangst
g. utforming og bruk av haustingsreiskapar for å redusere skadeverknader på andre artar enn målartane.

Karnov lovkommentarer:  § 16
Karnov Lovkommentar 1 til § 16
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd av bestemmelsen er ny, mens andre ledd erstatter deler av saltvannsfiskeloven § 4 som ga 
fullmakter til å regulere selve høstingsaktivitetene. Dette er regler som går langt tilbake i tid og som er 
viktige for å sikre en fangst som er skånsom og tar hensyn til øvrige arter i økosystemet, jf. også § 7 
andre ledd bokstav b og f.

Karnov Lovkommentar 2 til § 16 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd fastslår en generell aktsomhetsplikt for den som utøver høsting av viltlevende marine 
ressurser. I dette ligger det at høstingen skal skje så skånsomt og så målrettet mot den arten som 
høstes som mulig, og at det ikke gjøres unødig skade på miljø og andre arter enn målarten. Ot.prp. nr. 
20 (2007–2008) s. 190 presiserer at det kan oppstå endringer i det marine miljø som følge av 
høstingsaktiviteter, men at aktsomhetsplikten ikke er ment å omfatte slik aktivitet som stort sett ikke 
fører til unødig skade. 

Aktsomhetsplikten i første ledd er ikke en straffesanksjonert bestemmelse, jf. havressurslova § 60. 
Brudd på plikten vil samtidig for de fleste tenkte situasjoner representere brudd på regler gitt etter 
bestemmelsens andre ledd eller øvrige bestemmelser i kapittel 4. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 190 
klargjør at flere av paragrafene i kapittelet bidrar til en operasjonalisering av lovens formål om å sikre 
bærekraftig forvaltning av ressursene og at hensynet til biologisk mangfold og til å redusere mulige 
negative effekter på marine økosystem vektlegges.

Aktsomhetsplikten i første ledd vil også kunne suppleres av den generelle aktsomhetsplikten i 
naturmangfoldloven § 6. Dette er heller ikke en straffesanksjonert bestemmelse, men overtredelser 
kan føre til pålegg om retting etter naturmangfoldloven § 69 eller overtredelsesgebyr etter § 74. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 16 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter andre ledd er departementet gitt vid adgang til å fastsette nærmere regler for den praktiske 
høstingen i forskrift. Andre ledd lister opp syv reguleringsformer som er vanlige, men disse er ikke 
uttømmende angitt. Typiske reguleringer er bestemmelser om når og hvor fiske kan foregå (etter 
bokstav a og c), regler om minste tillatte størrelse på arter som kan fangstes (minstemål etter bokstav 
e), hvor mye som kan fangste av andre arter enn målarten (bifangst etter bokstav f), hvordan redskap 
skal utformes og brukes (etter bokstav g, for eksempel bruk av sorteringsrist på trål). Se utdyping av 
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hvordan forskjellige reguleringer er å forstå i merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 190–191. Hva slags reguleringer som er hensiktsmessige, vil variere fra fiskeri til fiskeri og 
baserer seg på biologisk kunnskap om artene og omkringliggende økosystem, og kunnskap om 
effekter av redskapsbruk. Vurderinger må også gjøres i lys av regler som gis om fangstmengde og 
kvoter etter kapittel 3, samt øvrige reguleringer fastsatt i eller i medhold av loven. 

Regler som gis etter bestemmelsen kan være av mer permanent eller midlertidig natur. De mer 
permanente reglene er gitt i høstingsforskriften. Her er det for eksempel fastsatt 
minstemålbestemmelser i kapittel X, begrensning av fiske innenfor nærmere angitte fjordlinjer i 
kapittel VI og flere forbud mot å fiske visse arter i visse perioder i kapittel VIII. Bestemmelsene i 
høstingsforskriften endres likevel forholdsvis ofte i lys av ny biologisk kunnskap, naturlige 
svingninger og utviklingen av fiskerier over tid. Andre reguleringer gis i varierende grad i årlige 
reguleringsforskrifter for spesifikke arter og fiskerier (se også kommentarene til kapittel 3), som 
gjelder for den enkelte sesong. Disse kan også endres innad i reguleringsåret. I kartløsninger fra 
Fiskeridirektoratet eller Barentswatch er det mulig å søke opp de til enhver tid gjeldende reguleringer 
som kan vises i kart. 

Rettspraksis bekrefter at myndighetene har en vid adgang til å regulere høstingsaktiviteter. Se for 
eksempel Rt. 1961 s. 554 (Notfiske-dommen), som det er vist til i Rt. 2013 s. 1345 (Volstad) avsnitt 
70. I en annen relevant dom inntatt i LF-2012-107398 ble staten ble frikjent av Frostating 
lagmannsrett i et erstatningssøksmål for endringer i forskriften om kongekrabbefangst. Uttalelser i 
St.meld. nr. 40 (2006–2007) ble ikke ansett rettslig bindende for regjeringen eller ansett som skranke 
for reguleringsmyndigheten etter § 16 andre ledd.

§ 17. Tap av reiskapar

Den som mistar eller må kutte reiskapar, har plikt til å sokne etter reiskapane. Departementet kan gjere 
unntak frå plikta til å sokne.

Departementet kan fastsetje forskrift om rapportering ved tap av reiskapar eller funn av tapte reiskapar, 
mellom anna om kva som er mista og kvar reiskapane er mista.

Karnov lovkommentarer:  § 17
Karnov Lovkommentar 1 til § 17 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og fastsetter i første ledd første punktum en generell plikt til å lete etter redskaper 
for den som mister eller må kutte redskaper. Slike plikter var tidligere kun fastsatt i forskrift. Tap av 
redskaper i fiske og fangst er ikke uvanlig da høstingsaktiviteter er risikofylte og skjer i uforutsigbare 
og dynamiske havmiljø, men det er uheldig av flere grunner at redskap blir værende i sjøen, se mer i 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 192. Mest kjent er kanskje tapte garn som kan fortsette å fiske som 
såkalte «spøkelsesgarn» og føre til et uregistrert uttak av viltlevende marine ressurser. Tap av redskap 
er videre å anse som forurensning av havet. Mye av materialene i redskaper er plastbaserte og med 
lang nedbrytningstid. Tapte redskap kan også være ødeleggende for høstingen til andre fiskere. 

Etter andre punktum kan departementet fastsette unntak fra plikten til å sokne etter tapte redskap i 
forskrift. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 192 fremhever at dette kan være tilfeller der redskapene er 
kuttet på grunn av uvær og at leting etter redskapene er risikofylt og farlig. 

Etter andre ledd kan departementet fastsette forskrift om rapportering om tap eller funn av tapte 
fiskeredskaper. I høstingsforskriften § 69 er det gitt nærmere regler om rapportering og fjerning av 
tapte fiskeredskaper. Se mer om redskapsopprenskning på Fiskeridirektoratets hjemmesider.
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§ 18. Forbod mot bruk av sprengstoff o.a.

Det er forbode å bruke sprengstoff, skytevåpen og gift ved hausting.

Forbodet mot bruk av sprengstoff og skytevåpen gjeld ikkje ved hausting av sjøpattedyr eller større 
bruskfiskar. Departementet kan fastsetje nærare reglar for å sikre at avliving av sjøpattedyr og større 
bruskfiskar skjer i samsvar med forsvarlege avlivingsmetodar.

Karnov lovkommentarer:  § 18
Karnov Lovkommentar 1 til § 18
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er en videreføring og utvidelse av bestemmelsen om bruk av sprengstoff og skytevåpen 
i saltvannsfiskeloven § 24. I den nye bestemmelsens første ledd tas det inn et forbud mot skytevåpen 
direkte i loven (kunne tidligere fastsettes i forskrift) og den utvides til å omfatte et forbud mot bruk av 
gift i høstingen, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 193. Inkluderingen av gift er en harmonisering 
i samsvar med FAOS adferdskodeks for ansvarlige fiskerier.

Karnov Lovkommentar 2 til § 18 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Forbudet mot sprengstoff og skytevåpen gjelder ikke ved høsting av sjøpattedyr eller større 
bruskfisker. Med «større bruskfisker» menes større haiarter som for eksempel brugde.

§ 19. Marine beskytta område

Kongen kan opprette marine beskytta område der hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar 
er forbode. Det kan gjerast unntak for haustingsverksemd og anna utnytting som ikkje vil vere i strid med 
formålet med det beskytta området.

Karnov lovkommentarer:  § 19
Karnov Lovkommentar 1 til § 19
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og representerer en naturlig videreutvikling av tidligere hjemler for å lukke og 
verne områder for fiske etter saltvannsfiskeloven for å kunne fastsette mer langsiktige 
områdereguleringer. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 193–194 fremhever at bestemmelsen klargjør en 
vid fullmakt til å fastsette områderegulering og gir myndighetene et bredt arsenal av 
forvaltningsverktøy. En økende oppmerksomhet og erfaring med bruk av områderegulering som 
forvaltningsverktøy i marin havressursforvaltning, kan gjenspeiles i ulike internasjonale 
forvaltningsarenaer og må også ses i sammenheng med dreiningen mot økosystembasert forvaltning, 
jf. havressurslova § 7 andre ledd bokstav b og kapittel II i naturmangfoldloven. I NEAFC er det for 
eksempel vedtatt reguleringer for bruk av bunnredskaper, inkludert lukking av såkalte «vulnerable 
marine ecosystems» (VMEs) i internasjonalt farvann under NEAFC sin jurisdiksjon, som er 
implementert i norsk rett i forskrift 14. oktober 2014 nr. 1303 om vern av sårbare marine økosystem i 
områder utenfor nasjonal jurisdiksjon i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC). 

Se generelt om marint vern i NOU 2005: 10 punkt 6.4 og NOU 2004: 28. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 19 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter første punktum kan Kongen opprette marint beskyttede områder der høsting og annen utnytting 
av viltlevende marine ressurser er helt eller delvis forbudt. Marine beskyttede områder skal ikke 
erstatte mer kortsiktige tiltak i form av vern og forbud mot fiske i visse områder, arter og 
redskapstyper som har vært brukt over lang tid, og som i dag gjøres etter § 16, jf. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 194. Vern etter § 19 trenger likevel ikke nødvendigvis å være varige, og 
tidsbegrensning må vurderes etter vernets formål. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med vern 
som kan opprettes etter naturmangfoldloven § 39, hvor formålet vil være varig og generelt vern mot 
all virksomhet for å beskytte marine verneverdier, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 193. Slike 
verneområder kan samtidig bare opprettes innenfor 12 nautiske mil utenfor grunnlinjene, jf. 
naturmangfoldloven § 2.

Etter andre punktum fremgår det at det kan gis unntak for høsting og annen utnytting av viltlevende 
marine ressurser i et marint beskyttet område dersom slik aktivitet ikke vil være i strid med 
beskyttelsesformålet. Om formålet er vern av et bunnhabitat, kan for eksempel fiske med redskap som 
kun foregår i øvre deler av vannmassene (pelagisk fiske) tillates. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 193–
194 presiserer at vernetiltak som fastsettes for området bør ikke gå lengre enn formålet med 
opprettelsen av området. 

I forskrift 8. januar 2016 nr. 8 om beskyttelse av korallrev mot ødeleggelser som følge av 
fiskeriaktivitet er det med hjemmel i § 19 fastsatt forbud mot bruk av redskap som slepes under fiske 
og bruk av garn, line og teiner i nærmere angitte områder (spesifisert i forskriftens §§ 2, 3 og 4). 
Forbudet har som formål å beskytte representative korallrevområder mot ødeleggelse som følge av 
fiskeriaktivitet.

§ 19 a. Utsetjing av organismar

Det er forbode å setje ut organismar og levande rogn utan løyve frå departementet. Departementet kan i 
forskrift eller enkeltvedtak gjere unntak frå forbodet i første punktum.

0 Føyd til med lov 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540).

Karnov lovkommentarer:  § 19a
Karnov Lovkommentar 1 til § 19 a
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører et forbud mot å sette ut organismer og rogn i fjorder og havområder i 
saltvannsfiskeloven § 4 siste ledd. Den ble tilføyd som § 19 a ved endringslov 31. mai 2013 nr. 24, 
etter at den først ble inntatt i havressurslova § 7 tredje ledd ved vedtagelsen av naturmangfoldloven 
kapittel IV om fremmede organismer. Det ble i Ot.prp. nr. 52 (2008—2009) s. 186 funnet mest tjenlig 
at bestemmelsene om fremmede organismer i sektorlovgivningen ikke ble opphevet i forbindelse med 
vedtagelsen av naturmangfoldloven. Saltvannsfiskelovens bestemmelse ble derfor videreført i 
havressurslova. Dette må også ses i lys av naturmangfoldlovens begrensede virkeområde i 
havområder, jf. naturmangfoldloven § 2. 

Bakgrunnen for å flytte bestemmelsen i havressurslova § 7 tredje ledd til en ny § 19 a var at den var 
av et materielt innhold og departementet fant at den burde plasseres et annet sted i loven, jf. Prop. 59 
L (2012–2013) s. 37.

§ 20. Forbod mot hausting med trål og andre reiskapar i visse område
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Det er forbode å hauste med trål innanfor territorialgrensa ved det norske fastlandet, med unntak av hausting 
med taretrål, reketrål og krepsetrål. Departementet kan i forskrift gjere unntak frå forbodet i første punktum i 
visse område, for visse tidsperiodar eller for hausting med bestemte trålreiskapar eller hausting av bestemte 
artar og fastsetje kva som er å rekne som trål etter denne paragrafen.

Departementet kan i forskrift fastsetje forbod mot hausting for andre fartøy- eller reiskapsgrupper innanfor 
grunnlinjene, innanfor linjer i ein viss avstand frå grunnlinjene eller innanfor fastsette posisjonar.

Karnov lovkommentarer:  § 20
Karnov Lovkommentar 1 til § 20
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører og endrer saltvannsfiskeloven §§ 8 og 8a som bygger på lange historiske 
linjer tilbake til 1800-tallet, og lov 13. mai 1908 om forbud mot fiskeri med bundslæpenot (trawl), 
som i lovs form fastsatte begrensninger i redskapsbruk for å beskytte kystnært fiske med mindre 
fartøy mot konkurranse fra større fartøy med mer effektive redskaper. Etter hvert har også slike 
begrensninger i økende grad blitt begrunnet i beskyttelse av biomangfold og økosystemer. 
Bestemmelsen må også ses i sammenheng med øvrige hjemler for å fastsette redskaps- og 
områdebegrensninger i forskrift etter §§ 16 og 19.

Karnov Lovkommentar 2 til § 20 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd første punktum knesetter et generelt forbud mot å høste med trål innenfor 
territorialgrensen ved det norske fastland, jf. territorialfarvannsloven § 1, med unntak av taretrål, 
reketrål og krepsetrål. De lovfastsatte unntakene følger naturlig etter hvor kystfiske etter disse 
ressursene foregår. Territorialfarvannene utenfor Svalbard og Jan Mayen er derfor ikke omfattet av 
forbudet. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 194 understreker det todelte formålet om 1) å beskytte 
kystnært fiske med små fartøy mot konkurranse fra mer effektive og mobile trålere, og 2) beskyttelse 
av økosystemene i grunnere områder mot høsting med trål.

Etter andre punktum kan departementet gjøre unntak fra forbudet i første punktum i forskrift. 
Departementet kan også fastsette i forskrift hva som er å regne som trål etter bestemmelsen. Unntak 
kan gjøres for visse områder og tidsperioder, og for høsting med bestemte trålredskaper eller arter. 
Ressurs- og miljøkonsekvenser av dispensasjon skal vektlegges ved vurdering av unntak fra forbudet, 
jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 194. Det er fastsatt flere unntak i høstingsforskriften kapittel XIII.

Karnov Lovkommentar 3 til § 20 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd gir departementet hjemmel for å fastsette forbud mot høsting fra andre typer fartøy og 
redskapsgrupper enn trål i områder som angitt i bestemmelsen. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 195 
fremhever at bakgrunnen for hjemmelen var konflikt mellom mindre kystfartøy som høster kystnært 
og større fartøy som ikke er trål, og hensynet til vern av kystnære ressurser. Eksempler på 
begrensninger for fiske med visse fartøygrupper innenfor noen nærmere angitte fjordlinjer er gitt i 
høstingsforskriften kapittel VI. 

§ 21. Forbod mot hausting i område som er påverka av ureining

Departementet kan forby eller avgrense hausting i område og av artar som kan vere påverka av ureining.
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Karnov lovkommentarer:  § 21
Karnov Lovkommentar 1 til § 21
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og gir departementet myndighet til å forby eller begrense høsting i områder eller 
av arter som kan være påvirket av forurensning. Se definisjon av forurensning i lov 13. mars 1981 nr. 
6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 6. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
195 peker på at det er tjenlig å ha en slik hjemmel i havressurslova selv om det fins en tilsvarende 
hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) § 12. Da kan 
forbud også ilegges mot høsting av ressurser som ikke nyttes som næringsmiddel. 

§ 22. Sports- og rekreasjonsfiske

Når det vert hausta med fartøy som ikkje er merkeregistrerte eller fiska frå land, kan det ikkje nyttast andre 
reiskapar enn

a. handsnøre, fiskestong og liknande handreiskapar
b. éi maskindriven jukse eller dorg
c. garn med samla lengd på inntil 210 meter
d. liner med inntil 300 onglar
e. inntil 20 teiner eller ruser.

Desse reiskapsavgrensingane gjeld også når same person eller dei same personane nyttar fleire fartøy.

Departementet kan i forskrift gjere unntak frå føresegnene i første ledd for bruk av landnot. Departementet 
kan også gjere unntak frå føresegnene i første ledd i særskilte tilfelle der det er nødvendig for å fremme 
kystkulturformål.

Departementet kan i forskrift fastsetje kvantumsavgrensingar, strengare reiskapsavgrensingar eller forbod 
mot hausting i nærare bestemte område når det er nødvendig av omsyn til ressursforvaltninga.

Den som ikkje er norsk statsborgar eller likestilt med norsk statsborgar i medhald av lov 26. mars 1999 nr. 15 
om retten til å delta i fiske og fangst § 5, kan utan omsyn til reglane i første ledd berre drive sportsfiske med 
handreiskapar. Det er forbode å omsetje fangsten. Departementet kan i forskrift gjere unntak frå første og andre 
punktum for jakt på kystsel.

Departementet kan i forskrift påleggje den som eig eller driv anlegg eller verksemd for sports- og 
rekreasjonsfiske, eller som for næringsformål legg til rette for slikt fiske, å gje opplysningar til styresmaktene 
om haustinga. For statistikkformål kan departementet i forskrift også påleggje eit utval av personar som driv 
sports- og rekreasjonsfiske, å gje opplysningar om haustinga. Departementet kan i forskrift fastsetje krav til 
registrering for å drive verksemd som nemnd i første punktum og gje nærare føresegner om vilkår for slik 
registrering. Departementet kan i forskrift gje føresegner om at retten til å vere registrert kan kallast tilbake ved 
grove eller gjentekne brot på vilkåra.

Utan omsyn til reiskapsavgrensingane i første ledd, kan departementet i forskrift fastsetje at det kan drivast 
jakt på kystsel frå land og med fartøy som ikkje er merkeregistrerte. Det kan fastsetjast nærare føresegner om 
slik jakt.

Føresegnene i fjerde og sjette ledd gjeld ikkje på Svalbard eller i fiskevernsona og territorialfarvatnet ved 
Svalbard.

Dei andre føresegnene i eller fastsette i medhald av lova gjeld så langt dei høver.

0 Endra ved lover 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540), 7 mars 2014 nr. 6 (ikr. 7 mars 2014 iflg. res. 7 
mars 2014 nr. 254), 16 juni 2017 nr. 73 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 747).

Karnov lovkommentarer:  § 22
Karnov Lovkommentar 1 til § 22
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Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er en videreføring og forenkling av redskapsbegrensninger for fritidsfiske (i vid 
forstand, som inkluderer sports-, rekreasjons- og turistfiske) i saltvannsfiskeloven § 4a første ledd. 
Bestemmelsen utvider samtidig handlingsrommet for å kunne regulere fritidsfiske. Gjennom 
endringslov 16. juni 2017 nr. 73 ble det også gitt en ny hjemmel for å kunne regulere virksomheten til 
aktører som eier eller driver anlegg som på ulike måter tilrettelegger for sports- og rekreasjonsfiske 
(turistfiskenæringen). Endringsloven trådte i kraft 1. juli 2017, jf. kgl.res. 16. juni 2017 nr. 747.

Havressurslova gjelder som saltvannsfiskeloven for alt fiske i sjøen. Intensjonen er videre at 
allemannsretten til å drive fritidsfiske til matauk, rekreasjon og sport opprettholdes med 
havressurslova, se for eksempel Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 97. Viktig i den sammenheng er 
avgrensingen mot hva slags fiske som er å anse som næringsfiske og dermed også omfattet av 
deltakerlovens regler, herunder krav om ervervstillatelse etter deltakerloven § 4 og krav om 
registrering av fartøy i merkeregisteret etter deltakerloven § 22. Bestemmelsen må derfor også ses i 
sammenheng med omsetningsgrensen for sports- og rekreasjonsfiske i havressurslova § 23. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 22 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd viderefører redskapsbegrensningene i saltvannsfiskeloven § 4a første ledd. Hensikten med 
å ha slike begrensninger er å gi en reell begrensning av fritidsfiske og unngå at fritidsfiskere kan drive 
et skjult næringsfiske i konkurranse med yrkesfiskere. Departementet vurderte i lovproposisjonen om 
det burde innføres strengere redskapsbegrensninger enn det som var ansett som forholdsvis liberale 
regler etter saltvannsfiskeloven, men kom til at reglene ble opprettholdt i kombinasjon med andre 
typer begrensninger, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 98.

Første ledd angir de redskapstyper som det er tillatt å bruke fra fartøy som ikke er merkeregistrerte 
(ikke ført i fartøyregisteret) eller ved fiske fra land i bokstav a til e. Det er derfor forbudt å bruke 
andre redskapstyper og mengder enn det som er listet opp, men det er mulig å kombinere de tillatte 
redskapstypene på fartøyet. Dette var en endring fra den gamle rettstilstanden der begrensninger i 
fritidsfiske ble rettet mot fiskere som ikke var ført i fiskermanntallet, jf. forskrift 18. desember 2008 
nr. 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn (forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn). 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 195 fremhever at det kunne oppstå vanskelige grensedragninger med 
den gamle regelen. Et formål med å rette begrensninger i fritidsfiske mot fiskefartøy som ikke er 
merkeregistrert, og fiske fra land, var derfor å forenkle regelverket. Avgrensningen mot fartøy som 
ikke er merkeregistert, er også naturlig da fiske med merkeregistrerte fartøy er å anse som 
næringsfiske (ervervsmessig fiske) etter deltakerlovens regler.

Begrensningene gjelder uten hensyn til hvor mange personer som er om bord på et fartøy som ikke er 
merkeregistrert. Som det fremgår etter andre punktum gjelder redskapsbegrensningene også når 
samme person eller personer benytter flere fartøy. Det er derfor for eksempel ikke mulig å øke antall 
kroker ut over 300 (bokstav d) ved å bruke flere fartøy i fritidsfisket (for samme person/personer).

Karnov Lovkommentar 3 til § 22 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Selv om landnotfiske etter første ledd er forbudt i fritidsfiske kan departementet etter andre ledd første 
punktum gjøre unntak i forskrift. Dette er gjort i forskrift 10. februar 2011 nr. 593 om fiske med 
landnot fra fartøy som ikke er merkeregistrert (forskrift om landnotfiske, ikke merkeregistrert). Ot.prp. 
nr. 20 (2007–2008) s. 195 fremhever at bruk av landnot i fritidsfiske er en del av et tradisjonelt fiske 
på enkelte steder. Etter § 3 i forskriften kan derfor Fiskeridirektoratet etter nærmere vilkår gi 
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dispensasjon fra et generelt forbud mot landnotfiske for landbrukseiendommer som i 
kommuneplanens arealdeler er oppført som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), og det i 
tillegg kan godgjøres at slikt fiske i tilknytning til landeiendommen har karakter av tradisjon. 

Andre punktum var en tilføyelse som kom inn med endringslov 7. mars 2014 nr. 6. Endringsloven 
trådte i kraft 7. mars 2014, jf. kgl.res. 7. mars 2014 nr. 254. Departementet ble gjennom endringen gitt 
hjemmel til å dispensere fra de generelle redskapsbegrensningene i første ledd når andre redskapstyper 
(trål, snurrevad og not) skal brukes til å fremme og ta vare på kystkultur. Prop. 185 L (2012–2013) s. 
2 understreker at det skal følges en streng praksis med hvem som kan få slik dispensasjon. Bare 
museum, foreninger, stiftelser og lignende som har som særskilt formål å ta vare på og fremme 
kystkultur kan gis dispensasjon i «særskilte tilfelle» der turister/gjester gis en helhetlig opplevelse av 
hvordan tradisjonelt kystnært fiske foregår. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 22 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å fastsette strengere redskapsbegrensninger for fartøy som 
ikke er merkeregistret og fiske fra land, enn det som er fastsatt i første ledd. Bestemmelsen er ny i 
loven og bygger på høringsinnspill og myndighetens vurdering av et behov for å kunne regulere 
fritidsfiske strengere enn de forholdsvis liberale reglene i første ledd når ressurssituasjonen krever det, 
se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 195—196. Det trekkes her frem at ressurssituasjonen langs 
kysten kan variere og at det kan være behov for differensierte redskapsbegrensninger for fritidsfiskere. 
Det kan derfor gis strengere regler som bare gjelder for et bestemt område, som ett av flere 
virkemidler for å beskytte eller bygge opp en bestand. Det kan kun innføres slike tiltak når det er 
begrunnet i ressursforvaltningshensyn. 

Karnov Lovkommentar 5 til § 22 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Fjerde ledd regulerer adgangen til fritidsfiske for utlendinger. Som det fremgår i § 23 b første ledd 
gjelder det et generelt forbud mot fiske for utlendinger i norsk territorialfarvann, mens § 23 b andre 
ledd gir et forbud mot å benytte fartøy som ikke er norsk til høsting av viltlevende marine ressurser. 
Dette er imidlertid forbud som ikke gjelder sports- og rekreasjonsfiske etter § 22 fjerde og sjette ledd, 
jf. § 23 b tredje ledd. 

Fjerde ledd i § 22 angir i første og andre punktum at den som ikke er norsk statsborger eller likestilt 
med norsk statsborger etter deltakerloven § 5 bare kan drive sportsfiske med håndredskap og ikke har 
adgang til å omsette fangst. Utlendinger som er bosatt i Norge kan derfor benytte redskap som er tillatt 
etter første ledd. Da havressurslova ble vedtatt, gjaldt tilsvarende redskapsbegrensning i 
fiskeriforbudsloven § 3. Gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24 ble reglene for utenlandske fiskere 
som ikke bor i Norge, flyttet fra fiskeriforbudsloven til havressurslova § 22 fjerde ledd. Endringsloven 
trådte i kraft 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540. Se mer om lovendringen i Prop. 59 L 
(2012–2013) punkt 4.6.

Siste punktum er en videreføring av fiskeriforbudsloven § 3 og gir departementet hjemmel til å gjøre 
unntak fra første og andre punktum for jakt av kystsel. Bakgrunnen for å gi utlendinger adgang til slik 
jakt var å bidra til at kvoter på kystsel ville bli bedre utnyttet, jf. Ot.prp. nr. 71 (2003–2004) s. 1. 
Forutsetningen for at utlendinger kunne gis tillatelse var at jegeren oppfylte krav til jegerkompetanse 
for å sikre en forsvarlig jaktutøvelse, jf. Ot.prp. nr. 71 (2003–2004) s. 4.

Karnov Lovkommentar 6 til § 22 5. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Vedtagelsen av femte ledd var en utvidelse av tidligere rapporteringsregler for personer som driver 
med sports- og rekreasjonsfiske til også å kunne gjelde statistikkformål. Bestemmelsen ble ytterligere 
utvidet gjennom endringslov 16. juni 2017 nr. 73 som ga hjemmel for mer omfattende regulering av 
aktører som driver virksomhet som på ulike måter tilrettelegger for turistfiske (turistfiskenæringen). 
Endringsloven trådte i kraft 1. juli 2017, jf. kgl.res. 16. juni 2017 nr. 747. Bakgrunnen for utvidelsene 
var at turistfiskenæringen var lite regulert og at forvaltningen manglet kunnskap om det samlede 
uttaket av ressurser fra havet fra turistfiske, jf. Prop. 119 L (2016–2017) s. 6.

Første punktum gir departementet hjemmel til i forskrift å pålegge virksomheter i turistfiskenæringen 
rapportering av fangst i sjø til myndighetene. Departementet kan fastsette en mer detaljert definisjon 
av hvilke virksomheter som omfattes av rapporteringsplikten i forskrift, men Prop. 119 L (2016–2017) 
s. 12 peker på at dette kan være aktører som leier ut fartøy for fiske, aktører som tar med turister ut på 
fiske eller aktører som leier ut rom, fiskeutstyr og aktører tilrettelegger for turistfiske. Avgjørelsen om 
en virksomhet tilrettelegger for turistfiske, tas etter en konkret vurdering. Rapporteringsplikten kan 
videre gjøres gjeldende for all høsting omfattet av havressurslova, jf. § 3, og uavhengig av om 
fangsten omsettes. 

Andre punktum gir departementet hjemmel til å pålegge personer som driver med sports- og 
rekreasjonsfiske, rapportering av opplysninger om høstingen til myndighetene. Dette er opplysninger 
som skal brukes til statistikkformål, se mer om dette i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 196.

Tredje punktum gir departementet hjemmel til å kreve registrering av turistfiskevirksomheter som kan 
pålegges rapporteringsplikt etter første punktum. Det kan fastsettes nærmere vilkår for slik registering. 
Prop. 119 L (2016–2017) s. 12 understreker at hjemmel for en slik registreringsordning ikke 
innebærer at det kan innføres en konsesjonsordning for fiske i tradisjonell forstand. Fjerde punktum 
klargjør at retten til registrering etter tredje punktum kan tilbakekalles ved grove eller gjentatte brudd 
på fastsatte vilkår for å bidra til at virksomheter oppfyller fastsatte rapporteringsplikter.

Det er fastsatt nærmere bestemmelser om turistfiskenæringen i forskrift 5. juli 2017 nr. 1141 om 
turistfiskevirksomheter (forskrift om turistfiskevirksomheter). 

Et annet grep som har vært tatt i reguleringen av turistfiske for utlendinger er fastsettelsen av 
begrensninger på hva utlendinger kan ha med seg av fisk og fiskevarer ut av Norge i forskrift 1. juni 
2006 nr. 570 om utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske (forskrift om 
utførselsregulering av fisk og fiskevarer fra sportsfiske), fastsatt med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 
om innførsle og utførsleregulering (innførsle- og utførslereguleringslova) §§ 1 og 3. Det er etter § 2 i 
forskriften bare tillatt å ta med inntil 18 kg fiskefilet ut av landet, for inntil to ganger per kalenderår, 
dersom det kan dokumenteres at fangsten er fanget i regi av virksomhet som er registrert 
turistfiskevirksomhet etter forskrift om turistfiskevirksomheter, at fisken er kjøpt fra en registrert 
næringsdrivende, eller at fisken er overtatt fra fartøyeier som har fisket fra et merkeregistrert fartøy. 

Karnov Lovkommentar 7 til § 22 6. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

I forbindelse med flyttingen av reglene om fritidsfiske for utlendinger i fiskeriforbudsloven § 3 tredje 
og fjerde ledd til havressurslova § 22 gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24, ble også retten til å 
drive jakt på kystsel gjort lik for utlendinger og norske personer som høster fra fartøy som ikke er 
merkeregisteret, se mer i Prop. 59 L (2012–2013) s. 29. 

Karnov Lovkommentar 8 til § 22 7. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Syvende ledd kom til ved endringslov 31. mai 2013 nr. 24 for å klargjøre at videreføringen av reglene 
i fiskeriforbudsloven § 3 i et nytt fjerde og sjette ledd i havressurslova § 22 ikke skulle gjøres 
gjeldende for Svalbards territorialfarvann, se mer i Prop. 59 L (2012–2013) s. 30.

Karnov Lovkommentar 9 til § 22 8. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Forarbeidene understreker at bestemmelser i havressurslova, som åpenbart ikke retter seg mot sports- 
og rekreasjonsfiske, ikke skal gjelde for slikt fiske, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 196. 

§ 23. Omsetningsgrense for sports- og rekreasjonsfiske

Ein person eller eit føretak kan per kalenderår ikkje omsetje fangst som er teken med fartøy som ikkje er 
merkeregistrert, eller frå land, for meir enn 50 000 kroner. Denne grensa gjeld sjølv om fleire personar eller 
føretak omset fangst som er hausta med det same fartøyet. Den som eig merkeregistrert fartøy, kan likevel ikkje 
omsetje slik fangst av fiskeslag som han er tildelt kvote for etter § 12.

Departementet kan i forskrift gjere unntak frå føresegnene i første ledd for omsetning av fangst som er teken 
med landnot.

For den som ikkje er norsk statsborgar eller likestilt med norsk statsborgar i medhald av deltakerloven § 5, 
gjeld omsetningsforbodet for fangst i § 22 fjerde ledd andre punktum.

0 Endra ved lover 25 juni 2010 nr. 43, 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540), 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. 1 jan 
2022 iflg. res. 17 des 2021 nr. 3629).

Karnov lovkommentarer:  § 23
Karnov Lovkommentar 1 til § 23 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og setter i første ledd første punktum en øvre grense på 50 000 kroner for hva 
som kan omsettes av fangst av en person eller foretak per kalenderår fra et fartøy som ikke er 
merkeregistrert eller ved fiske fra land. Sammen med vedtagelsen av nye regler i § 22 bidro den til en 
ytterligere begrensning av fritidsfiske i sjøen. Forut for vedtagelsen av loven ble det vurdert om det 
burde innføres et forbud mot omsetning fra ikke-merkeregistrerte fartøy, se mer i Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 99. Departementet kom likevel til at det var rimelig at fritidsfiskere, slik tradisjonen 
var, fortsatt kunne omsette fangst, men at det burde innføres en omsetningsgrense og avgrensning mot 
næringsmessig fiske. 

Da havressurslova ble vedtatt ble omsetningsgrensen knyttet mot når plikten til å være registrert som 
merverdiavgiftspliktig oppstod etter daværende lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 første 
ledd første punktum. Denne var, og er det fortsatt etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift 
(merverdiavgiftsloven) § 2-1 første punktum, på 50 000 kroner. Tanken var at omsetningsgrensen også 
skulle være i samsvar med vilkårene for når fiske- eller fangstvirksomhet anses som næringsfiske etter 
deltakerloven, jf. deltakerloven § 3 første ledd. Dette er når yrkesutøveren har fiske eller fangst som 
levevei alene eller sammen med annen næring. Dette er igjen koblet mot inntektskravet for å bli ført 
på blad A i fiskermanntallet, jf. forskrift om manntal for fiskarar og fangstemenn § 3 nr. 4. 
Inntektskravet ble opprinnelig også sett opp mot registreringsplikten etter merverdiavgiftsloven, men 
er i dag satt til 50 000 kroner. Historiske tall for fritidsfiske viste også at de fleste fritidsfiskere høstet 
for under 50 000 kroner, slik at bare et fåtall av fritidsfiskere ville bli rammet av omsetningsgrensen, 
se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 98—99. 

https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k4_p22.n8/1
https://lovdata.no/pro/lov/2013-05-31-24
https://lovdata.no/pro/#document/HIST/lov/1966-06-17-19-20090101/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A722
https://lovdata.no/pro/forarbeid/prop-59-l-201213
https://lovdata.no/pro/forarbeid/prop-59-l-201213/s30
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k4_p22.n9/1
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708/s196
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A75
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A722
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2010-06-25-43
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2013-05-31-24
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-05-31-540
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2021-03-05-7
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-12-17-3629
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k4_p23.n1/2
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A722
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-20-200708/s99
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-20-200708/s99
https://lovdata.no/pro/#document/NLO/lov/1969-06-19-66
https://lovdata.no/pro/#document/NLO/lov/1969-06-19-66/%C2%A728
https://lovdata.no/pro/lov/2009-06-19-58
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2009-06-19-58/%C2%A72-1
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1999-03-26-15/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2008-12-18-1436/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/otprp-20-200708/s98


Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:50

 
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Side 38

Ved endringslov 31. mai 2013 nr. 24 ble koblingen mot merverdiavgiftsloven fjernet og 
omsetningsgrensen på 50 000 kroner ble tatt direkte inn i loven. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 
2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540. Det ble vurdert at det ikke var heldig å knytte beløpsgrensen 
opp mot merverdiavgiftsloven, da det ikke uten videre er noen naturlig sammenheng mellom når 
merverdiavgiftsplikten inntrer for selvstendig næringsdrivende og hva som kan omsettes fra sports- og 
rekreasjonsfiske, jf. Prop. 59 L (2012–2013) s. 38. 

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 196–197 klargjør at den som eier et merkeregistrert fartøy (uavhengig 
av størrelsen på eierandel) ikke kan omsette fangst fra et ikke-merkeregistrert fartøy vedkommende 
potensielt eier hvis han eller hun er tildelt kvote etter havressurslova § 12. Dette er for å unngå at 
yrkesfiskere kan fiske ekstra kvantum i tillegg til den tildelte kvoten.

Karnov Lovkommentar 2 til § 23 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Det er fastsatt unntak i forskrift 10. februar 2011 nr. 593 om fiske med landnot ved fiske med fartøy 
som ikke er merkeregistrert § 4. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 23 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen ble ved endringslov 5. mars 2021 nr. 7 oppdatert for opphevelsen av 
fiskeriforbudsloven som kom ved endringslov 16. juni 2017 nr. 73. Endringsloven fra 2021 trådte i 
kraft 1. januar 2022, jf. kgl.res. 17. desember 2021 nr. 3629. Bestemmelsen viser derfor nå til 
omsetningsforbudet i § 22 fjerde ledd andre punktum, som tidligere lå i fiskeriforbudsloven § 3 tredje 
ledd andre punktum. 

Kapittel 4 a. Avgrensingar i fiskeriaktiviteten til utlendingar i territorialfarvatnet

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 4 a. Avgrensingar i fiskeriaktiviteten til 
utlendin...
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 4 a. Avgrensingar i fiskeriaktiviteten til utlendin...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittelet er nytt og kom inn i loven gjennom endringslov 16. juni 2017 nr. 73 om endringar i 
havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.) i forbindelse med oppheving av 
fiskeriforbudsloven. Endringsloven trådte i kraft 1. juli 2017, jf. kgl.res. 16. juni 2017 nr. 747.

Flere av reglene som lå i fiskeriforbudsloven går imidlertid lengre tilbake i tid. Det generelle forbudet 
mot utlendingers fiske i norske territorialfarvann kan for eksempel spores tilbake til lov 2. juni 1906 
om forbud mod udlændingers fiskeri paa norsk sjøterritorium m.v. Dette var regler som blant annet 
var begrunnet i et ønske om å dempe fiskepresset fra utenlandske fartøy og beskytte det kystnære 
fisket fra norske fartøy. 

En flytting av bestemmelsene i fiskeriforbudsloven over til havressurslova var begrunnet i et ønske 
om å forenkle og modernisere lovverket ved at en «unødvendig lov» ble opphevet og flyttet til en 
nyere og mer oppdatert lov, se mer i Prop. 119 L (2016–2017) s. 9–10. Flyttingen innebar en materiell 
lovendring ved at reaksjons- og sanksjonssystemet i havressurslova nå også gjelder for brudd på de 
tidligere bestemmelsene i fiskeriforbudsloven. Dette omfatter økte strafferammer og at administrativ 
inndragning, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt etter havressurslova kan anvendes ved brudd på 
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bestemmelsene som ble flyttet fra fiskeriforbudsloven til havressurslova. Kapittelet må også ses i 
sammenheng med tidligere regler fra fiskeriforbudsloven om hvem som anses likestilt som norsk 
statsborger, som ble flyttet til deltakerloven § 5, og krav om bosted for mannskap på norske 
fiskefartøy, som ble flyttet til deltakerloven § 5 a. 

0 Kapitlet føyd til med lov 16 juni 2017 nr. 73 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 747).

§ 23 a. Verkeområde for kapittel 4 a

Kapittel 4 a gjeld berre i norsk territorialfarvatn, men likevel ikkje i territorialfarvatnet ved Svalbard.

0 Føyd til med lov 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540), oppheva med lov 16 juni 2017 nr. 73 (ikr. 1 juli 
2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 747), føyd til med lov 16 juni 2017 nr. 73 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 747).

Karnov lovkommentarer:  § 23a
Karnov Lovkommentar 1 til § 23 a
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen angir et eget geografisk virkeområde for kapittel 4 a for at ikke hele havressurslovas 
virkeområde (se §§ 4 og 5) skal gjelde for bestemmelsene som er flyttet fra fiskeriforbudsloven. 
Virkeområdet for kapittelet er derfor norsk territorialfarvann, inkludert territorialfarvannet ved Jan 
Mayen, men ikke territorialfarvannet ved Svalbard. Se mer i Prop. 119 L (2016–2017) s. 12–13.

Gjennom endringslov 16. juni 2017 nr. 73 ble økonomiske soneloven § 3 endret slik at kapittel 4 a 
også gjelder i Norsk økonomisk sone og fiskerisonen ved Jan Mayen, med mindre annet følger av 
forskrift med hjemmel i økonomiske soneloven §§ 4 og 6. Endringsloven trådte i kraft 1. juli 2017, jf. 
kgl.res. 16. juni 2017 nr. 747. Bestemmelsene gjelder ikke i fiskevernsonen ved Svalbard siden 
økonomiske soneloven § 3 ikke er gjort gjeldende her, jf. forskrift 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone 
ved Svalbard § 2.

§ 23 b. Forbod for utlendingar mot å drive fiske

Det er forbode å drive fiske, fangst eller anna hausting av viltlevande marine ressursar for den som ikkje er 
norsk statsborgar eller likestilt med norsk statsborgar etter deltakerloven § 5.

Det er forbode å nytte fartøy som ikkje er norsk, til hausting av viltlevande marine ressursar. Som norsk 
fartøy vert rekna fartøy som er omfatta av verkeområdet til deltakerloven § 2.

Forboda i første og andre ledd gjeld ikkje sports- og rekreasjonsfiske etter § 22 fjerde og sjette ledd.

Fiskeridirektoratet kan for eit enkelt høve eller for eit kortare tidsrom gjere unntak frå andre ledd og frå 
bustadkravet i deltakarloven § 5 a dersom prøvedrift av nye fartøytypar eller reiskapar eller andre særlege 
grunnar gjer det ønskeleg.

0 Føyd til med lov 16 juni 2017 nr. 73 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 747).

Karnov lovkommentarer:  § 23b
Karnov Lovkommentar 1 til § 23b 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd viderefører forbudet mot fiske, fangst eller annen høsting av viltlevende marine ressurser i 
territorialfarvannet (jf. § 23 a) for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt som norsk 
statsborger etter deltakerloven § 5 (forbudet lå tidligere i fiskeriforbudsloven § 3 første ledd). 
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Den som ikke er norsk statsborger eller likestilt som norsk statsborger etter deltakerloven § 5, kan 
heller ikke fiske, fangste eller høste i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen med 
mindre det er gitt tillatelse til fiske eller unntak i forskrifter etter økonomiske soneloven §§ 4 og 6, jf. 
økonomiske soneloven § 3 andre ledd. Det fastsettes årlige reguleringsforskrifter for fiske fra 
utenlandske fartøy i norsk jurisdiksjon. Se for eksempel reguleringen av fiske for russiske fartøy for 
2022 i forskrift 21. desember 2021 nr. 3842 om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg 
i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2022.

§ 23 c. Forbod for utlendingar mot tilverking, pakking og omlasting

For den som ikkje er norsk statsborgar eller likestilt med norsk statsborgar etter deltakerloven § 5, er det 
forbode å tilverke, pakke eller laste om viltlevande marine ressursar eller delar og produkt av slike. Forbodet 
gjeld fangst både frå norske og utanlandske fartøy.

Forbodet mot tilverking omfattar alt vidare arbeid med fangsten om bord i fartøyet etter at fangsten eventuelt 
er bløgga, sløgd og hovudkappa. Innfrysing utan at det vert arbeidd vidare med fangsten, vert likevel ikkje 
rekna som tilverking.

Forbodet mot pakking omfattar ikkje pakking som er naturleg fordi fangsten skal frysast inn om bord og 
deretter verte transportert med fartøyet. Innpakkinga skal i så fall vere ueigna for sal til forbrukarar eller andre 
sluttbrukarar.

Fiskeridirektoratet kan gjere unntak frå forbodet mot tilverking, pakking og omlasting når særlege grunnar 
tilseier det.

For norskfanga fisk kan Fiskeridirektoratet også gjere unntak frå forbodet mot tilverking, pakking og 
omlasting når omsynet til omsetningstilhøva tilseier det, og omsynet til produksjonen ved foredlingsanlegga 
ikkje talar imot. Det kan gjevast unntak berre for eit bestemt kvantum, eit bestemt tilfelle, eit bestemt fiskeslag 
eller eit bestemt tidsrom.

0 Føyd til med lov 16 juni 2017 nr. 73 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 747).

Karnov lovkommentarer:  § 23c
Karnov Lovkommentar 1 til § 23 c
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er en videreføring av fiskeriforbudsloven § 5 første og tredje ledd, som ved 
endringslov 31. mai 2013 nr. 24 ble tatt inn som en ny § 23 a i havressurslova og utvidet til å omfatte 
alle viltlevende marine ressurser. Denne bestemmelsen ble imidlertid opphevet i forbindelse med 
vedtagelsen av kapittel 4 a i havressurslova ved endringslov 16. juni 2017 nr. 73, og inntatt i ny § 23 
c. Endringsloven trådte i kraft 1. juli 2017, jf. kgl.res. 16. juni 2017 nr. 747. Bestemmelsen må ses i 
sammenheng med havressurslova § 37 som gir departementet hjemmel til å forby omlasting ut fra 
kontrollhensyn.

Karnov Lovkommentar 2 til § 23c 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd første punktum angir et forbud mot tilvirkning, pakking eller omlasting av viltlevende 
marine ressurser eller produktet av disse for den som ikke er norsk statsborger eller likestilt med norsk 
statsborger etter deltakerloven § 5. Forbudet gjelder i territorialfarvannet, og i Norsk økonomisk sone 
og fiskerisonen ved Jan Mayen, med mindre annet følger forskrifter av forskrifter fastsatt i medhold 
av økonomiske soneloven §§4 og 6, jf. havressurslova § 23 a og økonomiske soneloven § 3. 

Forbudet retter seg derfor mot den som fangsten omlastes til. Prop. 59 L (2012–2013) s. 31 presiserer 
at all omlasting mellom utenlandske fartøy, og fra norske fartøy til utenlandske fartøy, er forbudt, men 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1999-03-26-15/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/lov/1976-12-17-91/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/lov/1976-12-17-91/%C2%A76
https://lovdata.no/pro/lov/1976-12-17-91/%C2%A73/ledd/2
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2021-12-21-3842
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A75
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2017-06-16-73
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2017-06-16-747
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k4a_p23c.n1/1
https://lovdata.no/pro/#document/HIST/lov/1966-06-17-19-20090101/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/lov/2013-05-31-24
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A723a
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/kap4a
https://lovdata.no/pro/lov/2017-06-16-73
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A723c
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A723c
https://lovdata.no/pro/forskrift/2017-06-16-747
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A737
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k4a_p23c.n2/1
https://lovdata.no/pro/lov/1999-03-26-15/%C2%A75
https://lovdata.no/pro/lov/1976-12-17-91/%C2%A74
https://lovdata.no/pro/lov/1976-12-17-91/%C2%A76
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A723a
https://lovdata.no/pro/lov/1976-12-17-91/%C2%A73
https://lovdata.no/pro/forarbeid/prop-59-l-201213
https://lovdata.no/pro/forarbeid/prop-59-l-201213/s31


Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:50

 
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Side 41

at omlasting fra utenlandske fartøy til norske fartøy faller utenfor lovens ordlyd (noe også omlasting 
fra norske til norske fartøy gjør). 

Karnov Lovkommentar 3 til § 23c 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter fjerde ledd er Fiskeridirektoratet gitt dispensasjonsadgang fra forbudet i første ledd når det 
foreligger «særlege grunnar». Dette gjelder både norsk- og utenlandsfanget fisk og har størst praktisk 
betydning for omlastingsforbudet (men kan også anvendes på tilvirkning og pakking).

I den opprinnelige unntaksbestemmelsen i fiskeriforbudsloven § 5 tredje ledd første punktum kunne 
det bare gis dispensasjon i forbindelse med havari og lignende (fryseanlegg eller andre vitale 
funksjoner på fartøyet ute av drift), og forbudet ble praktisert strengt, jf. Prop. 59 L (2012–2013) s. 
31–32. I forbindelse med at unntaksbestemmelsen ble flyttet til havressurslova ble det imidlertid 
lempet på regelen og det ble gitt åpning for dispensasjon når særlige forhold tilsier det. I tillegg til 
forholdene under tidligere rettstilstand kan dette være andre uforutsette forhold som gir et behov for å 
losse fangsten uten at dette var planlagt, for eksempel lengre reparasjoner av fartøy i en annen havn 
enn der fangsten skulle leveres. Det skal likevel noe til for at dispensasjon kan gis. Siden dette er en 
«kan»-bestemmelse, må direktoratet ut fra en totalvurdering i det enkelte tilfelle skjønnsmessig 
vurdere om lovens krav om særlige forhold er oppfylt, se mer i Prop. 59 L (2012–2013) punkt 4.8. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 23c 5. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Dispensasjonsadgangen til Fiskeridirektoratet i femte ledd gjelder som det fremgår av ordlyden i 
første punktum bare for fangst fra norske fartøy. Dette var en videreføring av tilsvarende hjemmel for 
å gjøre unntak i fiskeriforbudsloven § 5 tredje ledd andre punktum. 

Hensynet til avsetningsforholdene og hensynet til produksjonen ved foredlingsanlegg på land er to 
selvstendige vilkår som må være oppfylt for at det kan gjøres unntak fra forbudet i første ledd. Det er 
derfor ikke rettslig adgang til å dispensere hvis begge vilkår ikke er oppfylt. Som for fjerde ledd er 
dette også en «kan»-bestemmelse og søker har ikke et rettskrav på å få dispensasjon. Avslag må være 
begrunnet i de formål bestemmelsen skal fremme, se mer i Prop. 59 L (2012–2013) s. 32. 

§ 23 d. Unntak frå forboda i bestemte område

I særlege tilfelle kan Kongen i forskrift gjere unntak frå føresegnene i dette kapitlet for bestemte område. 
Kongen kan gje føresegner om at fiskeriverksemd som får slikt unntak, heilt eller delvis ikkje skal vere 
underlagd norsk lovgjeving.

0 Føyd til med lov 16 juni 2017 nr. 73 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 16 juni 2017 nr. 747).

Karnov lovkommentarer:  § 23d
Karnov Lovkommentar 1 til § 23 d
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører adgangen til å i forskrift gjøre unntak fra forbudene i kapittel 4 a for 
bestemte områder fra fiskeriforbudsloven § 6. Med hjemmel i bestemmelsen er Fiskeridirektoratet ved 
forskrift 25. juni 1971 nr. 9 om tillatelse for utenlandske fiskefartøy i vitenskapelig øyemed i 
samarbeid med norske myndigheter gitt myndighet til å gi utenlandske forskningsfartøy tillatelse til å 
fiske innenfor territorialfarvannet på nærmere vilkår. Se nærmere regler om utenlandsk vitenskapelig 
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forskning med hjemmel i bestemmelsen i forskrift 30. mars 2001 nr. 360 om utenlandsk vitenskapelig 
forskning. 

Kapittel 5. Orden på haustingsfelt, erstatning, lokale reguleringar og utval

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 5. Orden på haustingsfelt, erstatning, lokale 
regul...
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 5. Orden på haustingsfelt, erstatning, lokale regul...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittelet viderefører flere regler som lå i saltvannsfiskeloven kapittel V, VI og VII, som skal bidra til 
orden på feltene der høstingen skjer, og til at lokal kunnskap og medvirkning fra næringen kan 
inkluderes i forvaltningen. Kapittelet gir dermed et sett av trafikkregler for høstingsoperasjoner på 
havet. Mange plikter og forbud er fastsatt direkte i bestemmelsene i kapittelet, men det er også gitt 
hjemler for å fastsette mer lokale og tilpassede regler. Kapittelet gjelder også for annen aktivitet enn 
høsting og utnytting av viltlevende marine ressurser og tilhørende genetisk materiale når slik aktivitet 
påvirker høstingsaktiviteten, jf. havressurslova § 3 tredje ledd.

Dette er noen av reglene i fiskerilovgivningen som går lengst tilbake i tid, og flere regler baserer seg 
på hevdvunnen praksis. Hovedelementene var kommet på plass på slutten av 1800-tallet og kan blant 
annet gjenfinnes i lov 6. august 1897 angaaende Skreifiskerierne i Lofoten og lov 26. juni 1893 om 
Sildefiskerierne.

§ 24. Reglar om aktsemd

Den som kjem til haustingsfelt der reiskapar er sette ut, skal gjere seg kjend med kvar reiskapane står. Alle 
skal fare fram slik at haustingsreiskapar ikkje vert skadde eller utsette for fare.

Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna utilbørleg framferd.

Departementet kan gje nærare reglar om manøvrering av fartøy og framferd på haustingsfelt.

Karnov lovkommentarer:  § 24
Karnov Lovkommentar 1 til § 24
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen erstatter saltvannsfiskeloven §§ 14, 15 og 17 og gir generelle regler om hvordan man 
skal opptre på høstingsfelt. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 24 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter første ledd gjelder det en generell aktsomhetsplikt for enhver som kommer til et høstingsfelt. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 197 fremhever at dette omfatter alle typer fartøy, sjøfly og annen ferdsel 
til sjøs uavhengig av hva vedkommende holder på med (trenger ikke drive med høsting selv). Dette 
var en videreføring av rettstilstanden ved havressurslovas vedtagelse, se for eksempel Rt. 1995 s. 189 
og Rt. 1996 s. 376. Etter ordlyden i første ledd første punktum plikter alle å være kjent med hvor 
redskaper står. Etter første ledd andre punktum skal alle opptre slik at redskaper ikke blir skadet eller 
utsatt for fare. Erstatnings- og straffeansvar kan gjøres gjeldende hvis noen opptrer uforsvarlig, jf. § 
61. 
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Aktsomhetsplikten etter denne bestemmelsen må ikke forveksles med aktsomhetsplikten i § 16 første 
ledd som har et annet formål (som er å ikke påføre miljøet og ressursene unødig skade). For § 16 
første ledd gjelder det ikke et straffeansvar, jf. § 61. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 24 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd angir et forbud mot å hindre eller ødelegge for høstingen ved skyting, støy eller annen 
«utilbørlig framferd». Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 197 fremhever at «utilbørlig framferd» kan være 
ødelegging av fangstutstyr, røyklegging eller å legge seg mellom et fartøy og potensiell fangst.

Karnov Lovkommentar 4 til § 24 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler for opptreden mellom fartøy som 
fisker på samme felt eller regler som gjelder generelt for all ferdsel på høstingsfelt.

§ 25. Forkastregelen

Den som først tek til å setje ut reiskapane sine og held fram med det utan uvanleg opphald, har rett til å hauste 
i det området som reiskapane krev eller vil femne om.

Dei som tek til å setje ut reiskapane sine samtidig, har lik rett.

Dei som ikkje har reiskapar ute, skal på oppmoding flytte dersom dei ligg i vegen for den som har teke til å 
hauste eller går i gang med å setje ut reiskapane sine.

Karnov lovkommentarer:  § 25
Karnov Lovkommentar 1 til § 25
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 15 tredje ledd og § 16, og gir prioritetsregler ved 
fiske fra flere fartøy i ett og samme område. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 25 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd angir selve forkastreglen. Dette er en prioritetsregel som bestemmer at den som først har 
satt ut sine redskaper i sjøen, og fortsetter med det uten unødvendig opphold, har rett til det 
havområdet redskapene omslutter. Hva som vil være et «unødvendig opphold», vil måtte vurderes 
konkret ut fra gjeldende forhold. Vedkommende får gjennom prioriteten en enerett til området 
redskapet krever/omslutter, som gjelder både overfor andre fiskere og overfor andre som ferdes i 
området, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 197. Se mer om tolkningen av regelen i praksis i RG-
1996-570, RG-1990-707, Rt. 1969 s. 264, Rt. 1966 s. 420 og Rt. 1961 s. 904.

Tradisjonelt har forkastregelen hatt størst betydning i notfiske, men gjelder likevel for alle redskaper. 
Det er egne regler for høsting med trål og snurrevad i § 26, som supplerer reglene i denne 
bestemmelsen. Regler fastsatt med hjemmel i § 24 tredje ledd vil også kunne være aktuelle i 
forbindelse med utsetting av redskaper i sjøen.

Karnov Lovkommentar 3 til § 25 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Andre ledd fastsetter et unntak fra eneretten ved at fartøy som setter ut redskap samtidig, får lik rett. 
Fartøyene må likevel forholde seg til den generelle aktsomhetsplikten etter § 24 første ledd og opptre 
slik at redskaper ikke blir skadd eller utsatt for fare. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 25 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd fastslår en vikepliktsregel som forlenger og presiserer eneretten til havområder etter første 
ledd. Som det fremgår etter ordlyden, må den som ikke har ute noen redskaper, på forespørsel flytte 
seg dersom han eller hun ligger i veien for den som høster eller går i gang med å sette ut sine 
redskaper.

§ 26. Hausting med trål eller snurrevad

Det er forbode å hauste med trål eller snurrevad nærare enn éi nautisk mil frå utsette fiske- eller 
fangstreiskapar eller merke for slike reiskapar eller fartøy som driv garn- eller linefiske.

Departementet kan fastsetje at grensa i første ledd skal vere kortare eller ikkje skal gjelde for bestemte fiskeri 
med trål eller snurrevad.

Føresegna i første ledd gjeld ikkje der det er oppretta utvalsområde og gjennomført havdeling i medhald av § 
32.

Karnov lovkommentarer:  § 26
Karnov Lovkommentar 1 til § 26
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 21 og gir enkelte særregler for utøvelsen av fiske 
med trål eller snurrevad. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 26 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd angir et generelt forbud for trål og snurrevad til å høste nærmere enn én nautisk mil (1852 
meter) fra utsatte fangst- og fiskeredskaper, merker for slike redskaper og fartøy som driver garn- eller 
linefiske. Det er ikke et krav for sistnevnte gruppe at garn og line er satt ut i sjøen ennå, men fartøyet 
må ha startet fisket. Regelen er begrunnet i at trål og snurrevad er plasskrevende redskaper som 
trekkes under vann (aktive redskaper), og som lett kan kollidere med utsatte og passive redskaper, se 
mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 198.

Karnov Lovkommentar 3 til § 26 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd gir departementet hjemmel til å fastsette en kortere grense enn det generelle forbudet i 
første ledd. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 198 trekker fram at dette kan være aktuelt ved trålfiske etter 
reke eller fiske med pelagisk trål. Det vises i den sammenheng til uttalelser i forarbeidene til 
saltvannsfiskeloven, som anga at fartøy i slike fiskeri normalt bare trenger 1000 meter avstand, jf. 
Ot.prp. nr. 85 (1981–82) s. 32.

Karnov Lovkommentar 4 til § 26 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Tredje ledd klargjør at forbudet i første ledd ikke gjelder for områder der havet er oppdelt av lokale 
utvalg for de enkelte redskapstyper etter § 32.

§ 27. Lås- og stengsetjing

Alle som haustar med not, har rett til å fortøye slepekast i land når det skjer i rimeleg avstand frå hus der det 
bur folk, eller hytte som er i bruk, og utan utilbørleg fortrengsle eller ulempe for andre.

Det er forbode å hauste nærare enn 100 meter og å ferdast nærare enn 20 meter frå slepekast eller steng som 
er fortøydde i land eller oppankra på annan måte.

Departementet kan fastsetje forskrifter om sleping og stengsetjing av fangst i sjøen, mellom anna om 
oppbevaring av fangst og opning av steng, for å hindre at fangsten får skade, vert kvalitetsforringa eller at 
fangsten ureinar eller vert ureina av omgjevnadene.

Karnov lovkommentarer:  § 27
Karnov Lovkommentar 1 til § 27
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 25 som gir regler om lås- og stengsetting av fangst. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 27 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd fastslår en hevdvunnen lovfestet rett for alle som høster med not, til å fortøye et slepekast i 
land etter vilkårene angitt i bestemmelsen. Dette omtales også som å låssette fangsten, og er en 
mellomlagring av levende fisk som ofte er begrunnet i kvalitets-, omsetnings- eller dyrevernhensyn. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 198 presiserer at retten gjelder uavhengig av privat eiendomsrett til 
grunnen. Vilkåret om at fortøyningen skal være «i rimeleg avstand» til der folk bor vil si at avstanden 
må være så stor at den ikke er til bry eller hindrer vanlig ferdsel og aktivitet fra beboerne, jf. Ot.prp. 
nr. 85 (1981–82) s. 33.

Karnov Lovkommentar 3 til § 27 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd angir et generelt forbud mot å høste nærmere enn 100 meter fra, og ferdes nærmere enn 20 
meter fra, et slepekast eller steng. Med «steng» menes det å holde villfisk inne i et avgrenset område 
som en bukt eller lignende, men det kan også være midlertidig bevaring av fisken i en merd eller 
lignende konstruksjoner i sjøen. Forarbeidene presiserer at dersom villfisken i et steng fôres eller 
behandles, vil aktiviteten falle inn under definisjonen av akvakultur, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
199 og forarbeidene til lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) i Ot.prp. nr. 61 
(2004–2005) s. 54. Det fremheves videre at konsesjonskravet for akvakultur etter akvakulturloven 
ikke er ment å ramme slik midlertidig oppbevaring av villfisk, men at virksomheten er omfattet av 
matloven. Nærmere regler for mellomlagring av fisk er gitt i forskrift 23. desember 2021 nr. 3891 om 
fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring. Forskriften er hjemlet i 
matloven og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) § 11. Det kan stilles 
spørsmål ved om forskriften burde ha vært hjemlet i flere bestemmelser i dyrevelferdsloven, for 
eksempel § 8. 

§ 28. Forbod mot å etterlate gjenstandar i sjøen
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Det er forbode å kaste, eller unødvendig etterlate reiskapar, fortøyingar og andre gjenstandar i sjøen eller på 
botnen som kan skade marint liv, hemme gjennomføring av hausting, skade haustingsreiskapar eller setje fartøy 
i fare.

Den som fer fram i strid med forbodet i første ledd, pliktar å rydde etter seg eller fjerne gjenstandane. 
Fiskeridirektoratet kan gje pålegg om rydding eller fjerning.

Vert pålegg etter andre ledd ikkje følgt, kan Fiskeridirektoratet setje i verk nødvendige tiltak for den 
ansvarlege si rekning og risiko. Utgifter ved slike tiltak er tvangsgrunnlag for utlegg.

Karnov lovkommentarer:  § 28
Karnov Lovkommentar 1 til § 28
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 26 om forbud mot å etterlate visse gjenstander i 
sjøen. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 28 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd fastsetter et generelt forbud mot å kaste eller unødvendig etterlate visse gjenstander i sjøen 
eller på bunnen, som kan skade marint liv, hemme høstingsaktiviteter eller sette fartøy i fare. Hva som 
menes med «unødvendig etterlate», er særlig å forlate garn eller andre faststående redskaper når disse 
ikke tas vare på av den som høster, eller har et destruktivt formål, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
199. Aktsomhetsnormen er streng, og det skal lite til før etterlatelse anses som unødvendig når 
etterlatelsen har en viss reell eller potensiell skadeevne.

Bestemmelsen må ses i sammenheng med reglene om forurensing i forurensningsloven og forbudet 
mot forurensning fra skip i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 31.

Karnov Lovkommentar 3 til § 28 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd første punktum angir en plikt til opprydding for den som etterlater gjenstander etter første 
ledd. Eventuelle pålegg om opprydding fra Fiskeridirektoratet etter andre punktum er et enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven. Bestemmelsen må ses i sammenheng med hjemmelen for å påby merking av 
redskap etter § 16 andre ledd bokstav d. Den må også ses i sammenheng med hjemler for å gi pålegg 
om opprydding etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd og § 37 og lov 15. juni 2001 nr. 79 om 
miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 64.

Karnov Lovkommentar 4 til § 28 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Om pålegg etter andre ledd ikke blir fulgt, gir tredje ledd Fiskeridirektoratet hjemmel til å engasjere 
nødvendig personell, utstyr og tjenester til å rydde opp det aktuelle området for den ansvarliges egen 
regning og risiko. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 199 trekker fram at forurensningsloven § 74 har en 
tilsvarende hjemmel.

§ 29. Berging av reiskapar og fangst

Den som bergar bortdrivne, tapte eller etterlatne reiskapar, lettbåt og anna utstyr, skal så snart som mogleg 
melde frå om dette til eigaren. Departementet kan fastsetje forskrift om rapportering ved berging av bortdriven, 
tapt eller etterlaten reiskap, mellom anna om kva som er berga og kvar det er funne.
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Den som bergar reiskapar, har rett til bergeløn. Bergeløna skal fastsetjast i samsvar med sedvane eller til det 
som er rimeleg. Bergeløna kan ikkje setjast høgare enn verdien av det som er berga.

Berga fangst tilkjem bergaren. Er verdien av fangsten monaleg større enn bergeløna, kan bergeløna heilt eller 
delvis falle bort.

Det som er berga, kan ikkje krevjast utlevert før bergeløn og kostnader er dekte. Når bergeløn og kostnader er 
dekte, pliktar bergaren å utlevere det som er berga. Eigaren har plikt til å godta tilbakelevering når det er 
rimeleg at bergaren krev dette etter at det som er berga er sikra.

Departementet kan fastsetje forskrifter om berging av reiskapar.

Karnov lovkommentarer:  § 29
Karnov Lovkommentar 1 til § 29
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører reglene i saltvannsfiskeloven §§ 29–32 og regulerer berging av fangst, 
redskap og annet utstyr som brukes i fiskerivirksomhet når dette er aktuelt. Berging av selve fartøyet 
reguleres av sjøloven kapittel 16.

Karnov Lovkommentar 2 til § 29 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter første ledd gjelder det en opplysningsplikt for den som har berget tapte og etterlatte redskaper, 
lettbåt og annet utstyr. Melding skal da gis til eier så snart som praktisk mulig, jf. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 199.

Karnov Lovkommentar 3 til § 29 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd fastslår en rett til bergelønn for den som berger tapte redskaper og annet. Andre punktum 
anviser en utmåling av bergelønn i samsvar med sedvane og hva som er rimelig, men den skal etter 
tredje punktum ikke være høyere enn verdien av det som berges (normalt bruksverdi). Momentene 
som listes opp i sjøloven § 446 er ikke særlig relevante for utmålingen siden det er sedvane skal 
legges til grunn, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 199. Det gis ikke bergelønn hvis redskapene som 
gjenfinnes er uten verdi, jf. også sjøloven § 445 første ledd. Bergelønn kan også fastsettes ved avtale 
mellom partene eller ved domstolene, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 200.

Et vilkår for å få rett til bergelønn er at en bergingssituasjon har oppstått. Det fremheves i Ot.prp. nr. 
20 (2007–2008) s. 200 at dette er når eier eller bruker ikke lenger har kontroll over redskap og utstyr 
og det er «urimeleg farefullt eller umogeleg» å få tilbake kontrollen uten hjelp. I samsvar med regelen 
i sjøloven § 441 bør bergingen også ha som formål å yte hjelp. I en dom fra Frostating lagmannsrett i 
RG-1962-521 la retten til grunn at en garnlenke måtte være løs fra fartøyet før en bergingssituasjon 
hadde oppstått.

Karnov Lovkommentar 4 til § 29 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd fastslår at retten til berget fangst som hovedregel tilfaller bergeren, men helt eller delvis 
faller bort dersom verdien av fangsten er betydelig større enn bergelønnen fastsatt etter andre ledd. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 200 anviser en vurdering av hva som er rimelig i den konkrete 
situasjonen. 
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Karnov Lovkommentar 5 til § 29 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter fjerde ledd første punktum får berger en retensjonsrett i redskap og annet for å sikre sitt krav på 
bergelønn og dekning av kostnader. Ved eventuell avtale med eier om berging, kan krav framsettes i 
tråd med reglene i sjøloven kapittel 16, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 200. Berger får etter 
andre punktum en utleveringsplikt av det som er berget når bergelønn og kostnader er dekt. Tredje 
punktum er innholdsmessig identisk med sjøloven § 444 andre ledd bokstav c, og gir eieren en plikt til 
å godta tilbakelevering når det er rimelig at berger kan kreve dette etter sikring av det bergede. 

§ 30. Erstatningsansvar

Den som skader reiskapar som er sette ut i sjøen for fangst, pliktar utan omsyn til skuld å erstatte skaden, 
mellom anna tap av fangst og tap som følgje av avbrot i haustinga.

Erstatninga etter første ledd kan reduserast eller falle bort dersom skadevaldaren godtgjer å vere utan skuld i 
skaden.

Er drivande eller fastståande reiskapar skadde, har trål- og snurrevadfiskarar som samtidig har fiska på feltet, 
plikt til å leggje fram bevis for at dei ikkje er årsak til skaden.

Karnov lovkommentarer:  § 30
Karnov Lovkommentar 1 til § 30
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av reglene om erstatningsansvar i forbindelse med 
høstingsoperasjoner i sjøen i saltvannsfiskeloven §§ 42 og 43. 

I en dom fra Høyesterett i Rt. 2000 s. 1872 behandles spørsmålet om erstatningsreglene etter 
saltvannsfiskeloven måtte stå tilbake for regler i en fiskeriavtale mellom Norge og Storbritannia fra 
1960, siden loven gjaldt med de begrensninger som følger av folkeretten, jf. også § 6 i gjeldende lov. 
Høyesterett kom til at så ikke var tilfelle for den aktuelle saken og gir i dommen en oversikt over 
utviklingen av erstatningsansvar i norske og britiske farvann.

Karnov Lovkommentar 2 til § 30 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd viderefører et objektivt ansvar for den som skader redskaper som settes, er satt, eller 
trekkes i sjøen, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 200. Den objektive erstatningsplikten påhviler ikke 
bare andre fiskefartøy, men også enhver annen som forårsaker skade. Erstatningsplikten gjelder 
uavhengig av hvilken aktsomhet som er utvist. Den skadelidende behøver derfor bare å bevise adekvat 
årsakssammenheng mellom handlingen som voldte skaden og det økonomiske tapet. Hovedregelen i 
første ledd må samtidig ses i sammenheng med adgangen til lemping i erstatningsutmålingen etter 
andre ledd. 

Ansvaret omfatter etter ordlyden i første ledd også fangsttap som følger av avbrudd i høstingen 
(indirekte tap), og gjelder uavhengig av type redskap. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 200 presiserer at 
redskaper om bord på et fartøy, på land eller i merder og lignende ikke er omfattet av bestemmelsen. 
Redskaper om bord som blir skadet som følge av kollisjon med annet fartøy, omfattes ikke av 
bestemmelsen. Da vil sjøloven og alminnelige erstatningsrettslige regler gjelde, se RG-1960-252. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 30 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd fastslår en adgang til å lempe erstatningen etter første ledd dersom det godtgjøres at 
skadevolder er uten skyld. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 200 presiserer at adgangen til å redusere eller 
frafalle erstatningen forutsetter at det er «svært sannsynleg» at skaden skyldes et hendelig uhell eller 
årsaker skadevolder ikke kan lastes for. Lempingsregelen er uttømmende angitt. Andre lempingsregler 
i lov eller ulovfestet rett kan derfor ikke anvendes. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 30 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd angir en særskilt bevisbyrderegel som gjelder for trål- og snurrevadsfiskere. Om disse 
fartøytypene fisker på samme felt der drivende eller faststående redskaper blir skadet, har de 
bevisbyrden for at de ikke er årsaken til skaden. Det gjøres derfor unntak fra hovedregelen om at den 
skadelidende må føre bevis for årsakssammenhengen, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 200. 
Bakgrunnen for regelen er skadepotensialet fra aktive redskap som trål og snurrevad som taues over 
større områder. Den må også ses i sammenheng med avstandsreglene for trål og snurrevad i § 26. Ved 
erstatningskrav mot flere trålere vil disse kunne bli solidarisk ansvarlige, se lov 13. juni 1969 nr. 26 
om skadeserstatning (skadeserstatningsloven) § 5-3.

§ 31. Panterett til sikring av erstatningskrav

Den som har krav på skadeerstatning etter lova eller som følgje av samanstøyt mellom haustingsfartøy, 
hjelpefartøy eller fartøy som fører fangst, har panterett i fartøya, reiskapane og fangsten til skadevaldaren. 
Reglane om sjøpant i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) kapittel 3 gjeld tilsvarande. Krava har 
same prioritet som dei krava som er nemnde i sjøloven § 51 første ledd nr. 4.

Panterett i fangst fell bort når fangsten er omsett. Den som utan samtykke frå kravshavaren selde fangsten, 
vert personleg ansvarleg for kravet. Dette ansvaret gjeld likevel ikkje for den summen som han godtgjer at 
pantet ikkje kunne ha dekt.

Karnov lovkommentarer:  § 31
Karnov Lovkommentar 1 til § 31
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 44 om panterett i skadevolders fartøy, redskap og 
fangst for å sikre erstatningskrav. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 31 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd fastslår en panterett i skadevolders fartøy, redskap og fangst for den som har krav på 
skadeserstatning etter havressurslova, eller etter andre regler i sjøloven og ulovfestet rett ved 
sammenstøt mellom høstefartøy, hjelpefartøy eller føringsfartøy. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 201 
presiserer at slik panterett gir en prioritetssikring av kravet og skal oppmuntre til raskere oppfylling av 
utestående erstatningskrav.

Karnov Lovkommentar 3 til § 31 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd fastslår i første punktum et bortfall av panterett i en fangst dersom fangsten er omsatt. I 
den tidligere regelen under saltvannsfiskeloven § 44 andre ledd falt også panteretten bort ved 
omsetning, men kravshaver fikk panterett i salgssummen om fangsten var omsatt. Det ble ikke funnet 
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hensiktsmessig å videreføre dette i havressurslova, og regelen ble erstattet med det personlige ansvaret 
i andre punktum for den som uten samtykke selger en fangst det er panterett i, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 201. Tilsvarende som for løsningen for utlevering av last i sjøloven § 63, gjelder det 
personlige ansvaret ikke for den del av salgssummen som den ansvarlige kan godtgjøre at pantet ikke 
kunne ha dekt.

§ 32. Lokale reguleringar og utval

Departementet kan opprette utvalsområde der Fiskeridirektoratet eller utval som er oppnemnde av 
Fiskeridirektoratet, kan fastsetje lokale forskrifter om

a. havdeling og trygg avstand mellom ulike reiskapsgrupper
b. utplassering og merking av reiskapar
c. tidspunkt for utsegling og liknande
d. melde- og oppgåveplikt til Fiskeridirektoratet for å delta i hausting i slike område.

Fiskeridirektoratet kan fastsetje lokale forskrifter også utanfor slike område.

Lokale organisasjonar har forslagsrett ved fastsetjing av lokale forskrifter og ved oppnemning av utval.

Karnov lovkommentarer:  § 32
Karnov Lovkommentar 1 til § 32
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører flere av reglene i saltvannsfiskeloven kapittel VII om bruk av lokale 
reguleringer, som også må ses i sammenheng med havressurslova § 33 om tilsynspersoner. Dette er 
regler som har sin opprinnelse i regler som ble utviklet utover 1800-tallet for å sikre orden og at 
reguleringer av ulike redskapstyper (håndsnøre, line og garn) ble etterlevd på fiskefeltene under 
Lofotfisket. Se lov 6. august 1897 angaaende Skreifiskerierne i Lofoten for reglene i et historisk 
perspektiv.

Bestemmelsen om lokale fiskerioppsyn etter saltvannsfiskeloven §§ 38, 39 og 40, og regelen om 
særlige rettergangsregler i § 41, ble samtidig ikke videreført, se mer i NOU 2005: 10 kapittel 9. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 32 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir departementet hjemmel til å opprette såkalte utvalgsområder. I slike områder kan 
Fiskeridirektoratet (gjerne delegert til regionkontorer) eller et utvalg oppnevnt av Fiskeridirektoratet 
fastsette lokale forskrifter med reguleringer som bare gjelder for det aktuelle området. 
Forskriftskompetansen er saklig avgrenset til regler om oppdeling av havområder for fiske med ulike 
redskapstyper (havdeling etter bokstav a), regler om utplassering og merking av fiskeredskaper 
(bokstav b), regler om tidspunkt for utseiling (bokstav c) og regler om melde- og oppgaveplikt til 
Fiskeridirektoratet (bokstav d). 

Formålet med å fastsette slike lokale forskrifter er å bruke lokal og praktisk kunnskap for å få på plass 
gode kjøreregler i fiskerier hvor det gjerne er trangt på fiskefeltene og fisken er tilgjengelig for kortere 
perioder. Ressursforvaltningshensyn er derfor ikke et primært formål for slik regulering, jf. Ot.prp. nr. 
20 (2007–2008) s. 201. 

Siden reglene kom på slutten av 1800-tallet, har fiskets karakter endret seg betydelig. Det er færre 
fartøy som deltar i de sesongfiskerier hvor bruk av utvalgsområder tradisjonelt har vært brukt, og 
kommunikasjon og infrastruktur er en helt annen i dag enn den var da. Den praktiske betydningen av 
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bestemmelsen er derfor ikke like sentral i moderne ressursforvaltning. I tillegg er det gitt en generell 
lokal forskriftskompetanse til Fiskeridirektoratet i andre ledd. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 32 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter andre ledd er Fiskeridirektoratet gitt hjemmel til å fastsette lokale forskrifter uavhengig av 
oppnevningen av utvalgsområder etter første ledd. Slike forskrifter har vært fastsatt etter at 
havressurslova trådte i kraft. Ett eksempel, som gjaldt for Lofotfisket i 2021, var forskrift 3. februar 
2021 nr. 330 om lokal regulering av Lofotfisket for 2021. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 32 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd fastslår en forslagsrett for lokale organisasjoner i forbindelse med fastsetting av lokale 
forskrifter og oppnevning av utvalg. Formålet er å sikre lokal medvirkning og brukermedvirkning 
også når lokale forskrifter fastsettes av Fiskeridirektoratet sentralt eller lokalt, se mer i Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 202. Forslagsretten medfører ikke at myndigheten får en rettslig plikt til å følge opp 
innspill, men de skal følges dersom forslagene kan anbefales og kan gjennomføres i praksis. 

§ 33. Tilsynspersonar

I utvalsområde kan Fiskeridirektoratet nemne ut tilsynspersonar som ved rettleiing og åtvaring skal arbeide 
for å hindre brot på føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova, og vere med å halde oppe ro og orden 
på haustingsfelt.

Karnov lovkommentarer:  § 33
Karnov Lovkommentar 1 til § 33
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen gir Fiskeridirektoratet myndighet til å utnevne såkalte tilsynspersoner for 
utvalgsområder fastsatt etter § 32. Som det fremgår av ordlydene, skal tilsynspersoner gjennom 
rettledning og bruk av advarsler jobbe for å sikre etterlevelse av bestemmelser i eller i medhold av 
havressurslova, og bidra til å opprettholde ro og orden på fiskefelt. Ut over dette har tilsynspersonene 
ingen fullmakt til å håndheve lovgivningen, og aktører som ikke følger opp advarsler eller veiledning, 
bryter ikke loven, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 202. 

Dette er en regel om brukermedvirkning i forvaltningen som går svært lang tilbake i tid. Den kan 
spores tilbake i skreven rett på slutten av 1700-tallet. Den har imidlertid mindre praktisk betydning i 
moderne ressurskontroll hvor uttaket av ressurser fra havet står sentralt. Her bidrar fiskerne i 
forvaltningen gjennom kontrolloppgavene til fiskesalgslagene etter § 48.

Kapittel 6. Tilrettelegging for kontroll

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 6. Tilrettelegging for kontroll
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 6. Tilrettelegging for kontroll
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k5_p32.n3/1
https://lovdata.no/pro/forskrift/2021-02-03-330
https://lovdata.no/pro/forskrift/2021-02-03-330
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k5_p32.n4/1
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708/s202
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k5_p33.n1/1
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A732
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708
https://lovdata.no/pro/forarbeid/otprp-20-200708/s202
https://lovdata.no/pro/lov/2008-06-06-37/%C2%A748
https://www.karnovgroup.no/spesialist/oversigt/profiler/guri-kristin-hjallen-eriksen?hslang=no
https://lovdata.no/pro/COMMENT/karnov/2008-06-06-37_k6.n1/1


Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:50

 
Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

Side 52

Kapittelet er nytt og angir regler som tilrettelegger for ressurskontroll av høstingen av viltlevende 
marine ressurser. Det viderefører samtidig flere regler som lå under reguleringsfullmaktene og enkelte 
andre bestemmelser i saltvannsfiskeloven kapittel II, men det har også kommet til nye bestemmelser i 
lys av teknologiutviklingen, som bidrar til nye former for sporing og kontroll av aktivitetene på 
fiskefeltet og ved landing enn den tradisjonelle fysisk kontrollen. Se også NOU 2019: 21 der 
Fiskerikontrollutvalget har utredet og vurdert framtidens ressurskontroll.

Bestemmelsene gir myndighetene vide fullmakter til å pålegge aktører plikter, forbud og pålegg, og til 
å kontrollere og føre tilsyn med aktiviteter som skjer i forbindelse med høsting og landinger. Ot.prp. 
nr. 20 (2007–2008) s. 112 fremhever at hovedformålet med kontrollen er å sikre kontroll over 
ressurssutaket og etterlevelse av pålagte kontrollplikter. 

Vedtagelsen av havressurslova innebar en styrking av flere tidligere kontrollhjemler. Kontrollreglene 
er sett på som nødvendige verktøy i en effektiv ressurskontroll og en forutsetning for en helhetlig 
forvaltning av ressursene. Et tilbakevendende spørsmål er om fiskerne har strengere kontrolltiltak enn 
det andre næringer har. I Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 129–130 understrekes det at fiskeryrkets natur 
ved å være høsting på fellesskapets ressurser, det at mange fiskerier er lukket og at fiskerne selv er 
avhengig av en bærekraftig forvaltning er grunner til at fiskere «bør finne seg i å verte kontrollerte 
strengare og pålagde meir omfattande kontroll- og opplysningsplikter enn aktørar i andre næringar». 
Departementet understreker samtidig at de mer allmenne regler som skal sikre borgere rettssikkerhet 
like fullt ligger i bunn. 

Se mer om fiskerimyndighetens ressurskontroll i «Fiskerikriminalitet – del 1» av Lars Fause i 
Tidsskrift for strafferett, vol. 8(1), 2008 s. 3–26. For en vurdering av tilsynsforvaltningens adgang til 
kontroll mer generelt se «Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet» av Marius Stub, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2011. Kapittelet må også ses i sammenheng med kontrollmyndighetene fastsatt i 
kapittel 7. 

§ 34. Plikt til å leggje til rette for kontroll om bord i fartøy

For å leggje til rette for kontroll med føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova eller anna 
havressurslovgjeving, kan departementet i forskrift forby eller gje pålegg om

a. å ha om bord eller bruke reiskapar
b. korleis reiskapar som ikkje er i bruk, skal oppbevarast
c. å ha om bord eller bruke utstyr som kan nyttast til sortering, oppmaling, dumping, utkast o.a. av fangst
d. å ha om bord og bruke utstyr som overvaker og rapporterer aktiviteten til fartøyet, som til dømes 

satellittsporingsutstyr og ferdskrivar
e. å ha om bord godkjende teikningar av oppbevaringsstader og av fartøyet elles
f. korleis fangst skal merkjast og stuast, og å ha om bord oversikt over korleis fangsten er stua
g. å ha om bord og bruke utstyr og dokumentasjon som sikrar kontroll med det kvantum som vert hausta
h. utstyr og innretningar for å sikre trygg tilkomst ved kontroll av fartøy.

0 Endra ved lover 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540), 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. 1 jan 2022 iflg. res. 17 des 
2021 nr. 3629).

Karnov lovkommentarer:  § 34
Karnov Lovkommentar 1 til § 34
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Bestemmelsen erstatter og utvider saltvannsfiskeloven § 4 første ledd bokstav p til s og angir hvilke 
plikter, forbud eller pålegg som kan pålegges fartøy for å tilrettelegge for kontroll om bord på fartøyet. 
Bokstav h kom til ved endringslov 31. mai 2013 nr. 24, se Prop. 59 L (2012–2013) og Innst. 253 L 
(2012–2013), som trådte i kraft fra 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540. Ved endringslov 
5. mars 2021 nr. 7 ble det også gjort små språklige justeringer i bokstav g og h. Disse endringene 
trådte i kraft 1. januar 2022, jf. forskrift 17. desember 2021 nr. 3629. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 34 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen gir departementet vid hjemmel til å fastsette forbud, pålegg og plikter for å kunne føre 
kontroll om bord på fartøy. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 202 fremhever at slik kontroll skal bidra til å 
redusere mulighetene til å skjule ulovlig høsting. De ulike hjemlene er generelt utformet for å gi 
fleksibilitet til nye krav som kan komme, men da avgrenset til oppbevaringssteder, om oppbevaring av 
utstyr og redskap, samt dokumentasjon om oppbevaring og merking av fangst. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 34 1. ledd bokstav a
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter bokstav a kan departementet gi forbud eller påbud om hva slags redskaper som tillates om bord 
på fartøy eller hvordan disse kan brukes. Som eksempel kan det fastsettes et forbud mot å ha om bord 
trål med mindre maskevidde enn det som er tillatt å fiske med for ulike områder, jf. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 203. Bestemmelsen må ses i sammenheng med krav til redskapstyper (og 
redskapsbruk) som gjelder i ulike fiskeri i høstingsforskriften 23. desember 2021 nr. 3910.

Karnov Lovkommentar 4 til § 34 1. ledd bokstav b
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Formålet med hjemmelen i bokstav b er muligheten til å fastsette mindre inngripende regulering av 
redskapsoppbevaring enn et totalforbud etter bokstav a. Etter bokstav b kan det for eksempel pålegges 
at redskap skal demonteres og stues vekk på bestemte måter, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 203. 

Karnov Lovkommentar 5 til § 34 1. ledd bokstav c
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Hjemmelen i bokstav b er viktig for å kunne bidra til å forhindre sortering av mer verdifull fisk, også 
omtalt som high-grading, og at resten kastes tilbake på sjøen. 

Karnov Lovkommentar 6 til § 34 1. ledd bokstav d
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Hjemmelen i bokstav d representerer en naturlig utvikling av ressurskontrollen ved at ny teknologi 
gjør at overvåking av høstingsaktiviteter kan skje på nye måter. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 203 
peker på at denne typen verktøy blir stadig viktigere i ressursforvaltningen. Se også vurderingene av 
bruk av teknologi i framtidens ressurskontroll i NOU 2019: 21. Den generelle utformingen av 
bestemmelsen gjør at også framtidige former for teknologi enn de opplistet i lovteksten, kan pålegges 
innenfor gitte formål. 

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 203 fremhever at bestemmelsen hjemler påbud om bruk av utstyr som 
kontrollerer selve gjennomføringen av høstingen, utstyr som kontrollerer kvantum som høstes og 
utstyr til fangstrapportering (for eksempel elektronisk fangstdagbok). Hjemmelen gjelder også 
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uavhengig av om kontrollen skal skje på fartøy eller ved overføring av opplysninger til 
Fiskeridirektoratet eller andre kontrollorgan. 

Det er fastsatt flere forskrifter som gir krav om montering og bruk av utstyr for overvåking av fangst 
spesielt. I hvalfangst er det for eksempel fastsatt krav om bruk av ferdskriver for elektronisk 
overvåking i medhold av §§ 34 og 43 i forskrift 14. mars 2007 nr. 297 om bruk av ferdskriver for 
elektronisk overvåking av fangst av hval. For norske fiske- og fangstfartøy er det fastsatt krav til 
utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr med hjemmel i § 34 og flere andre bestemmelser 
(§§ 35, 36, 37, 43) i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av 
posisjonsrapporteringsutstyr (forskrift om posisjonsrapporteringsutstyr).

Bestemmelsen og nærmere fastsatte regler må også ses i sammenheng med øvrige de øvrige 
kontrollreglene i kapittel 6. 

Karnov Lovkommentar 7 til § 34 1. ledd bokstav e
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Formålet med hjemmelen i bokstav e er å sikre oversikt over rom og tanker der fisk og annet blir 
oppbevart. Bokstav e hjemler også pålegg om å ha ulike kalibreringsdokument om bord. Alt dette er 
verktøy som gjør det lettere å anslå mengder av fangst om bord på fartøyet, og som dermed kan bidra 
til en mer effektiv ressurskontroll, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 203. 

Karnov Lovkommentar 8 til § 34 1. ledd bokstav f
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav f gir departementet hjemmel til å påby hvordan fangst skal stues (oppbevares, pakkes, lagres 
o.l.) og merkes om bord på fartøy, samt å ha på plass oversikt over hvordan fangsten er stuet. En slik 
oversikt skal vise opplysninger om art, produkttilstand, fangstområde, fangstdato mv., jf. Ot.prp. nr. 
20 (2007–2008) s. 203.

Det vil være ulik håndtering av fangster om bord på fartøy. Reglene om merking er derfor viktige for 
å kunne fastslå om riktig omregningsfaktor er brukt for fisk som ikke lenger er i sin opprinnelig 
tilstand. All fangststatistikk oppgis i fiskens levende vekt (også omtalt som rund vekt eller den 
opprinnelige tilstanden). Produsert fisk om bord på fartøy må derfor omregnes til rund vekt når den 
rapporteres inn. Bestemmelsen må derfor ses i sammenheng § 42 som gir departementet hjemmel til å 
fastsette omregningsfaktorer. 

Merking av fisk er i tillegg viktig for å kunne sammenligne produsert menge fisk med fangst som er 
ført i fangstdagboken. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 203 understreker at dette kan være opplysninger 
om fangstdato, innfrysingsdato, fangstområde, art, produktilstand og annen relevant informasjon.

Karnov Lovkommentar 9 til § 34 1. ledd bokstav g
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Utstyr som kan pålegges å ha om bord etter bokstav g, vil kunne være vekt eller andre innretninger 
som registrerer og lagrer vekt eller kvantum av en fangst som kommer om bord i et fartøy, jf. Ot.prp. 
nr. 20 (2007–2008) s. 203. 

Karnov Lovkommentar 10 til § 34 1. ledd bokstav h
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Bokstav h kom inn gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24 og var begrunnet i et behov for å komme 
tryggere til fartøy i forbindelse med fysiske inspeksjoner og kontroller på havet, se mer i Prop. 59 L 
(2012–2013) punkt 5.5. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540. I 
medhold av bestemmelsen er det fastsatt krav om leider på fartøy som er underlagt 
havressurslovgivningen i forskrift 22. mars 2016 nr. 322 om krav til leider på fartøy som er underlagt 
havressurslovgivningen. 

§ 35. Plikt til å innhente informasjon

Departementet kan fastsetje forskrifter om plikt til å lytte på bestemte radiofrekvensar til bestemte tider og 
om plikt til å skaffe og bruke anna kommunikasjonsutstyr for å ta imot meldingar frå styresmaktene.

Karnov lovkommentarer:  § 35
Karnov Lovkommentar 1 til § 35 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen erstatter saltvannsfiskeloven § 9 andre ledd og er begrunnet i at det kan være behov for 
å gjøre endringer i reguleringer på kort varsel, for eksempel stans i et fiskeri når en gruppekvote er 
fisket opp, som må kommuniseres ut til de relevante aktørene raskt. Den gir, som det fremgår av 
ordlyden, departementet hjemmel til å pålegge næringsaktører en plikt til å lytte til bestemte 
radiofrekvenser eller annet kommunikasjonsutstyr til bestemte tider for å ta imot myndighetens 
meldinger. Bestemmelsen åpner derfor for pålegg om bruk av andre kommunikasjonskanaler enn 
radio. Forarbeidene fremhever at plikten er godt innarbeid og fungerer godt, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 204. Den er også absolutt. Ingen aktører kan derfor hevde at de ikke kjente til meldinger som 
har vært gitt. Meldinger legges også ut på Fiskeridirektoratets hjemmesider, der det også kan 
abonneres på varsel på SMS, e-post og RSS-feeds. 

§ 36. Opplysningspliktene til haustaren (fangstdagbok o.a.)

Departementet kan i forskrift påleggje eigaren eller brukaren av fartøy å føre fangstdagbok og gje nærare 
reglar om korleis ho skal førast, kva slags opplysningar ho skal innehalde, og om oppbevaring og innsending av 
fangstdagboka.

Departementet kan i forskrift påleggje eigaren eller brukaren av fartøy å gje andre opplysningar om hausting 
og produksjon av fangst.

Karnov lovkommentarer:  § 36
Karnov Lovkommentar 1 til § 36
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører og endrer saltvannsfiskeloven § 9 første ledd og gir regler om ulike 
rapporteringsplikter og krav om fangstdagbok fra høsting av viltlevende marine ressurser. Bruk av 
fangstdagbok er sett på som et sentralt virkemiddel i ressurskontrollen, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) 
s. 204 og Rt. 2014 s. 996. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med de øvrige paragrafene i 
kapittelet. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 36 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir departementet hjemmel til å fastsette en plikt for eier eller bruker av fartøy til å føre 
fangstdagbok. Den tidligere hjemmelen i saltvannsfiskeloven § 9 første ledd listet opp hvilke 
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opplysninger som skulle føres i fangstdagboken, mens det i denne bestemmelsen er gitt hjemmel for å 
fastsette nærmere regler om hva fangstdagboken skal inneholde og hvordan den skal føres. På denne 
måten kan endringer i kontrollbehov over tid tilpasses til hva slags opplysninger som skal føres i 
fangstdagboken, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 204. 

Plikten til å føre fangstdagbok kan gjøres gjeldende både på papir eller elektronisk, men utviklingen 
går i retning av krav om elektronisk fangstrapport for alle norske fartøy som driver ervervsmessig 
fiske etter deltakerloven. Med hjemmel i § 36 og flere andre bestemmelser (§§ 34, 35, 37, 39, 43 og 
59) er det i forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering 
for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften) gitt flere rapporteringsplikter og øvrige regler, som 
en del av elektronisk fangstdagbok. Som det fremgår av forskriftens § 10 bokstav a, gjelder kapittelet 
generelt for alle norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter uavhengig av hvor de befinner seg (jf. § 2 
i forskriften, jf. havressurslovas virkeområde i §§ 4 og 5), mens den gjelder for noen angitte grupper 
av fartøy mellom 12 og 15 meter (§ 10 bokstav c til e). 

For øvrige fartøy under 15 meter gjelder det per februar 2022 en forenklet rapporteringsplikt etter 
nærmere regler i forskrift 19. desember 2014 nr. 1822 om elektronisk fangstrapportering for norske 
fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen). Det er imidlertid i 
endringsforskrift 13. januar 2021 nr. 83 om endring i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk 
rapportering for norske fiske- og fangstfartøy besluttet at krav om elektronisk fangstrapportering etter 
ERS-forskriften skal innføres generelt for alle fartøy under 15 meter. ERS-forskriften vil gradvis vil 
settes i kraft for ulike størrelsesgrupper i perioden 2022 til 2024 (nye bokstaver f til h i § 10). 

For utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved 
Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard er det fastsatt nærmere regler om elektronisk rapportering 
i forskrift 31. august 2010 nr. 1231 om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy 
i Norges økonomiske sone, territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved 
Svalbard (forskrift om rapportering, utlendingers fiske i NØS mv).

Karnov Lovkommentar 3 til § 36 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd gir departementet hjemmel til å påføre eier eller bruker av fartøy andre opplysningsplikter 
enn de som er omfattet av første ledd, men da avgrenset til opplysninger fra høsting og produksjon 
som kan begrunnes i ressurskontrollformål. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 204 trekker fram at kontroll 
av produksjonsjournaler ved ombordproduksjon opp mot fangstdagbok, og unntak fra 
ilandføringsplikten etter § 15 første ledd andre punktum, er eksempler på opplysningsplikter som kan 
pålegges. 

§ 37. Omlasting, skifte av haustingsområde og avslutning av hausting

Departementet kan av kontrollomsyn forby eller fastsetje nærare reglar om omlasting, mellom anna at den 
som lastar om, skal melde frå om dette innan fastsette fristar, og at omlasting berre kan skje på eller innanfor 
bestemte posisjonar eller i ei bestemt hamn.

Departementet kan i forskrift gje pålegg om at den som tek til å hauste, skifter haustingsområde eller avsluttar 
haustinga, skal melde frå om dette innan fastsette fristar og framstille seg for kontroll på eller innanfor bestemte 
posisjonar eller i ei bestemt hamn.

Karnov lovkommentarer:  § 37
Karnov Lovkommentar 1 til § 37
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Bestemmelsen viderefører og utvider saltvannsfiskeloven § 4 første ledd bokstav u og § 9 andre ledd, 
og regulerer omlasting av fangst, og skifte og avslutning av høstingsaktiviterer. Saltvannsfiskeloven § 
4 første ledd bokstav u ble tatt inn i loven i 2006, som et ledd i en rekke av tiltak for å styrke 
regelverket i kampen mot ulovlig, uregistrert og uregulert fiske (UUU-fiske), se mer i Ot.prp. nr. 98 
(2005–2006). Bestemmelsen må også ses i sammenheng med bestemmelsene i lovens kapittel 8 om 
tiltak mot UUU-fiske, og forbudet mot tilvirkning, pakking og omlasting for utlendinger i § 23 c.

Karnov Lovkommentar 2 til § 37 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir departementet hjemmel til å fastsette forbud og nærmere regler om omlasting innenfor 
det stedlige virkeområdet til loven, jf. § 4. Med «omlasting» menes i loven overføring av fangst fra ett 
fartøy til et annet uten hensyn til om fartøyene selv har høstet fangst, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
205. Bestemmelsen omfatter derfor omlasting av fangst mellom alle typer fartøy (både fra, til og 
mellom fiskefartøy, fangstfartøy og andre flytende installasjoner). Overføring til lås- og stengsetting 
er imidlertid unntatt (se § 27). Reguleringen må være begrunnet i hensynet til ressurskontroll. 

Pålegg kan rettes mot både den som avgir og den som mottar fangst. Bestemmelsen bidrar til at 
myndighetene får bedre oversikt og kan gjennomføre mer effektiv kontroll av omlastinger, se mer i 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 146, 149 og 205 og NOU 2005: 10 punkt 11.2.2

Karnov Lovkommentar 3 til § 37 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter andre ledd kan departementet gi regler om meldeplikt innen nærmere fastsatte frister for den som 
tar til å høste, skifter høstingsområde eller avslutter høstingen. Bestemmelsen er begrunnet i 
kontrollhensyn og skal sammen med eventuell meldeplikt fastsatt etter første ledd tilrettelegge for en 
mer effektiv ressurskontroll, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 205. Hjemmelen i andre ledd må ses i 
sammenheng med hjemmelen departementet har til å pålegge den som tar imot fangst en meldeplikt 
om når og hvor mottak av fangst skjer i § 39 fjerde ledd. 

§ 38. Registrering som mottakar og kjøpar av fangst i første hand

Departementet kan i forskrift gje reglar om at den som tek imot fangst som vert lossa eller omlasta frå fartøy, 
skal vere registrert som mottakar hos Fiskeridirektoratet, og om at den som kjøper fangst i første hand, skal 
vere registrert som kjøpar hos Fiskeridirektoratet. Det kan fastsetjast vilkår for slik registrering.

Karnov lovkommentarer:  § 38
Karnov Lovkommentar 1 til § 38
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og erstatter kjøperregistreringsordningen i lov 24. juni 1994 nr. 34 om 
registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v (lov om registrering som råfiskkjøper). Den gamle 
loven omfattet bare kjøpere av fisk i første hånd. Med vedtagelsen av § 38 ble hjemmelsgrunnlaget 
utvidet til også å kunne kreve registrering av mottakere av fisk der fangsten ikke omsettes. En viktig 
begrunnelse for utvidelsen er å ha oversikt over hvor det landes fisk i ressurskontrollarbeidet, se for 
eksempel Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 133. 

Departementet er i første punktum gitt hjemmel til å innføre registreringsplikt for mottakere av fisk og 
en registreringsplikt for kjøpere av fisk hos Fiskeridirektoratet. Den som tar imot fangst som er losset 
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eller omlastet fra fartøy, regnes her som mottaker, uten hensyn til om lossingen skjer på et anlegg eller 
på land, om den skjer som omlasting (se § 37 første ledd) eller til oppbevaring i sjø, jf. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 205. Foretak som lander til seg selv kan også pålegges registreringsplikt. Den som 
kjøper fisk i første hånd regnes som kjøper. 

Det kan etter andre punktum fastsettes vilkår for registrering som mottaker eller kjøper. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 205 understreker at vilkår skal være saklig avgrenset til formålene med 
registreringsordningen og må være objektive. De som oppfyller vilkårene, har derfor et rettskrav på å 
bli registrert. Fastsatte vilkår skal være nødvendige av hensyn til ressurskontrollen eller for å ha 
oversikt over mottakere og kjøpere i første hånd, og kan ikke begrunnes i for eksempel 
næringspolitikk. 

Det er i dag fastsatt plikt for registrering av kjøpere av fangst som er omfattet av fiskesalslagslova i 
medhold av havressurslova § 38 i forskrift 26. november 2010 nr. 1475 om registrering som kjøper av 
fangst (forskrift om registrering som kjøper av fangst), jf. §§ 1 og 2 i forskriften. Det er så langt (per 
februar 2022) ikke fastsatt nærmere regler for registering av mottakere av fangst uten samtidig 
omsetning. Det er i § 4 i forskriften stilt flere vilkår for registrering som kjøper. Blant annet forplikter 
søker seg etter første ledd til å oppgi nøyaktig sted for mottak av fisk (bokstav b), og til å være 
orientert om og overholde forretningsregler og omsetnings- og salgsbestemmelser fastsatt av 
fiskesalgslag etter fiskesalslagslova § 10 (bokstav c). Brudd på vilkårene kan føre til tilbakekall av 
registreringen (§ 7), ileggelse av tvangsmulkt (§ 10), overtredelsesgebyr (§ 11) eller straff (§ 14).

§ 39. Landings- og sluttsetel og førehandsvarsel om landing

Eigaren eller brukaren av haustings- eller transportfartøy og den som tek imot fangst, skal skrive ut ein 
landingssetel med opplysningar om fangsten. Dette gjeld uansett om fangsten vert overført til anlegg på land, 
anna fartøy eller til oppbevaring i sjø.

Eigaren eller brukaren av haustings- eller transportfartøy og den som kjøper fangst i første hand, skal skrive 
ut ein sluttsetel med opplysningar om fangsten.

Departementet kan i forskrift gje nærare reglar om omfanget av pliktene i første og andre ledd, mellom anna 
korleis setelen skal førast, kva slags opplysningar setelen skal innehalde, og om oppbevaring og innsending av 
setelen.

Departementet kan i forskrift fastsetje at dei som er nemnde i første og andre ledd, skal sende førehandsvarsel 
til styresmaktene om kvar, korleis og når landing eller mottak av fangst skal skje, kva slags opplysningar om 
fangsten førehandsvarselet skal innehalde, og at førehandsvarsel skal sendast ei viss tid før fangsten kan 
landast.

Karnov lovkommentarer:  § 39
Karnov Lovkommentar 1 til § 39
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er en videreføring og endring av saltvannsfiskeloven §§ 9 og 9a og tidligere lov 14. 
desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (råfiskloven) § 7 (erstattet av fiskesalslagslova), og gir 
regler om krav om føring av fangstopplysninger i landings- og sluttsedler ved landing av fangst, og 
forhåndsvarsel om landing. 

Landings- og sluttsedler har over flere år vært sentrale kontrolldokumenter i ressurskontrollen. 
Sammen med føring av fangstdagbok (§ 36) er dette av de viktigste kontrollpliktene som har som 
hovedformål å dokumentere ressursuttaket (kvoteavregning fra fartøy) og hindre at ulovlige 
handlinger utføres, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 115 og NOU 2005: 10 punkt 11.7.1. 
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Pliktene til å gi opplysninger ved landing og omsetning i første hånd gjelder alle viltlevende marine 
ressurser, jf. § 3. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 39 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd fastslår plikten til å fylle ut landingsseddel med opplysninger om fangsten i forbindelse 
med landing. Plikten fremgår nå direkte i loven. Dette i motsetning til den tidligere rettstilstanden der 
departementet var gitt hjemmel til å fastsette pålegg gjennom forskrift. Som det fremgår av ordlyden i 
første punktum retter plikten seg både mot eier eller bruker av høstings- eller transportfartøy og den 
som tar imot fangsten (se note 4 til tredje ledd for mer utfyllende regler gitt i forskrift). Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 206 understreker at «den som tek imot fangst» omfatter alle som tar imot fangst, 
uavhengig av om de skal transportere, oppbevare, foredle eller på andre måter tar imot den. Poenget 
med andre punktum er at plikten oppstår ved enhver overføring fra et fartøy til et annet sted 
(eksempelvis fra fiskefartøy til transportfartøy).

For de fleste landinger skjer det en samtidig omsetning av fangst. Da vil plikten til å fylle ut 
sluttseddel etter andre ledd slå inn. Da er det ikke behov for å fylle en egen landingsseddel, siden det 
bare er nødvendig å fylle ut én seddel per landing, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 206–207. 

Plikten til å fylle ut landingsseddel skjer derfor ved enhver landing, mens det bare fylles ut sluttseddel 
når fangsten omsettes i første hånd (for første gang). Om det for eksempel landes en fangst på et 
transportfartøy, som deretter landes på et mottak på land, skal det fylles ut landingsseddel for begge 
landingene av fangsten om det ikke skjer en samtidig omsetning. Om det derimot skjer en samtidig 
omsetning i forbindelse med landingen på mottaket på land, vil det fylles ut en sluttseddel for den 
andre landingen av fangsten etter andre ledd. 

Om et norsk fartøy leverer i utlandet, gjelder plikten til å fylle ut landingsseddel bare for det norske 
fartøyet, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 206. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 39 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd angir plikten til å føre sluttseddel for en fangst som omsettes, med opplysninger om 
fangsten og om selve omsetningen (se note 4 til tredje ledd for mer utfyllende regler gitt i forskrift). 
Som for første ledd er plikten nå gitt i lovs form og ny i havressurslova. Den retter seg, som første 
ledd, tilsvarende mot eier og bruker av fangst og transportfartøy, mens mottaker her er erstattet med 
den som kjøper fangsten i første hånd. 

I vurderingen av hva som er omsetning i første hånd, viser forarbeidene til hva som anses som 
omsetning i første hånd etter råfiskloven, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 207. Råfiskloven er nå 
erstattet av fiskesalslagslova. Etter § 2 andre ledd i fiskesalslagslova følger det at 
førstehåndsomsetning er den første omsetning av viltlevende marine ressurser etter ilandføring fra den 
som har høstet den, dersom den tidligere ikke er omsatt gjennom eller med godkjenning av et 
fiskesalgslag. Salg fra et fiskesalgslag er uansett å regne som førstehåndsomsetning. Fiskesalslagslova 
gjelder for alle norske fartøy uavhengig av hvor fangsten er høstet eller landes, og for fangst fra 
utenlandske fartøy, som er høstet i lovens stedlige virkeområde, dersom den ikke landes i utlandet, jf. 
fiskesalslagslova § 3 fjerde ledd. Se også Prop. 93 L (2012–2012) s. 39—40. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 39 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Tredje ledd gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler for pliktene for føring av 
landings- og sluttsedler etter første og andre ledd i forskrift. Slike regler er fastsatt i forskrift 6. mai 
2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Landingsforskriften gir blant annet 
utfyllende regler om prosedyrer ved utfylling av landings- og sluttsedler, hva sedlene skal inneholde 
av opplysninger og hvordan de skal sendes inn og oppbevares. 

Sentralt er kravet om at både den som lander/selger og mottar/kjøper skal undertegne landings-
/sluttseddel før de forlater mottaket, jf. landingsforskriften § 8 første og andre ledd. På sedlene skal 
det oppgis opplysninger om landingstidspunkt, art, produkttilstand, konserveringsmåte, vekt og annet 
som følger av § 11. Når fangsten omsettes, følger det ytterligere opplysninger i § 13, som skal fylles 
ut. Mottaker og kjøper skal umiddelbart etter undertegning overføre seddelen til det fiskesalgslaget 
som omsetter fangsten elektronisk, jf. §§ 14 og 15. Salgslagene videresender innrapportert 
informasjon til Fiskeridirektoratet, jf. § 15 første ledd andre punktum og § 20 første ledd. Den 
landingsinformasjonen som rapporteres via landings- og sluttsedler, er et sentralt element i å få 
oversikt over hva som høstes av viltlevende marine ressurser. Dette er informasjon som deretter vil 
kunne avregnes mot tildelte kvoter. Dette inngår imidlertid som en del av fiskesalgslagenes 
kontrolloppgaver, og må ses i sammenheng med havressurslova kapittel 7. Brudd på bestemmelsene i 
forskriften vil kunne føre til ileggelse av overtredelsesgebyr, inndragning eller straff (§ 22).

Karnov Lovkommentar 5 til § 39 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Fjerde ledd gir departementet hjemmel til å fastsette at de som er omfattet av første og andre ledd, må 
varsle om hvor, hvordan og når landing eller mottak av fangst skal skje, og hva slikt varsel skal 
inneholde og innen hvilken tid det må sendes inn. Begrunnelsen for slik forhåndsvarsling er at 
myndighetene i forkant av landinger kan vurdere kontrollbehovet til den enkelte landing og være 
forberedt til kontroll når landingen skjer, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 207. Nærmere regler om 
forhåndsmelding om landing er gitt i landingsforskriften § 4. 

§ 40. Plikt til å sikre opplysningar om fangst

Departementet kan i forskrift gje reglar om at dei som haustar, tek imot, transporterer, oppbevarer, produserer 
eller omset viltlevande marine ressursar, skal ha og bruke dokumentasjon og utstyr som sikrar kontroll med 
kvantumet som vert motteke, transportert, oppbevart, produsert, teke ut frå oppbevarings- eller produksjonsstad 
eller omsett. Departementet kan også gje reglar om korleis viltlevande marine ressursar skal oppbevarast.

Karnov lovkommentarer:  § 40
Karnov Lovkommentar 1 til § 40
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører deler av saltvannsfiskeloven § 9a og gir departementet hjemmel til å 
fastsette nærmere regler om bruk av utstyr, dokumentasjon og oppbevaring, som skal sikre kontroll 
med kvantum som landes. Plikter kan, som det fremgår av ordlyden, rettes mot den som høster, tar 
imot, transporterer, oppbevarer eller omsetter viltlevende marine ressurser. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) 
s. 207 trekker fram at dette kan være krav til vekter, hvordan fangsten skal oppbevares og skilles fra 
annen fangst, og om lagring. Kravene skal være begrunnet i hensynet til en effektiv ressurskontroll og 
tilrettelegge for at landet kvantum enkelt kan kontrolleres opp mot fangstdagbok. Bestemmelsen er 
samtidig generelt utformet slik at kontrollmetodene kan følge tritt med teknologiutviklingen uten at 
loven må endres. Flere utfyllende regler er fastsatt i landingsforskriften. Se for eksempel krav til vekt 
mv. i § 6 og om adskillelse, merking og lagring av fangst i § 17.
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§ 41. Sporing

Departementet kan i forskrift gje reglar om at dei som haustar, tek imot, transporterer, oppbevarer, produserer 
eller omset viltlevande marine ressursar, skal kunne dokumentere dei opplysningane som trengst for at det heile 
tida skal vere mogleg å spore fisk o.a. tilbake til ein fangst som er registrert på landings- eller slutsettel.

Karnov lovkommentarer:  § 41
Karnov Lovkommentar 1 til § 41
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og må ses i sammenheng med utvikling av moderne ressurskontroll og 
matproduksjon hvor det i økende grad stilles krav til dokumentasjon til sporing gjennom hele 
verdikjeden, se mer om dette i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) punkt 8.1.8.5. Da havressurslova var til 
behandling, pågikk det blant annet et arbeid i EU med å stille krav om fangstsertifikat for villfisk som 
importeres til unionen. Dette ble senere fastsatt i EUs rådsforordning (EF) 1005/2008 slik at det måtte 
følge med fangstsertifikat for all importert fisk til EU fra 1. januar 2010. Norge har inngått nærmere 
avtale med EU og andre land om bruk av fangstsertifikat. Se mer informasjon om dette i den norske 
portalen for fangstsertifikater, som eies av fiskesalgslagene. Se også mer oppdatert om 
dokumentasjonskrav for viltlevende marine ressurser i markeder i NOU 2019: 21. 

Departementet er etter bestemmelsen gitt hjemmel til å fastsette nærmere regler om sporing og 
dokumentasjon av fangst tilbake til landings- og sluttseddel, som skal være begrunnet i hensynet til 
ressurskontroll. Plikter kan etter ordlyden rettes mot den som høster, tar imot, transporterer, 
oppbevarer, produserer eller omsetter viltlevende marine ressurser. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 208 
presiserer at sporingen er et virkemiddel for å kunne føre kontroll langs hele verdikjeden fra høsting 
og fram til salg til forbruker. Bestemmelsen er utformet fleksibelt slik at den kan gi rom for å utvikle 
løsninger over tid. 

Det er fastsatt nærmere regler i medhold av § 41 og flere andre bestemmelser (§§ 40, 48, 52, 53, 56, 
58, 59 og 67) om bruk av fangstsertifikat i forskrift 18. desember 2009 nr. 1693 om fangstsertifikat 
mv. (forskrift om fangstsertifikat mv.). Etter § 3 første og andre ledd i forskriften er fiskesalgslagene 
gitt myndighet til å utstede og godkjenne norske fangstsertifikat til eksportører. Fangstsertifikater 
utstedt etter forskriften oppfyller kavene i EUs rådsforordning (EF) 1005/2008. 

§ 42. Omrekningsfaktorar

Departementet kan i forskrift fastsetje omrekningsfaktorar frå tilverka eller landa fangst til rund vekt og 
mellom ulike grader av tilverking.

Eigaren og brukaren av haustingsfartøy og produksjonsanlegg har plikt til å samarbeide når 
Fiskeridirektoratet hentar inn måleprøver til omrekningsfaktorar.

Karnov lovkommentarer:  § 42
Karnov Lovkommentar 1 til § 42
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører og utvider saltvannsfiskeloven § 4 første ledd bokstav t og gir regler for 
bruk av såkalte omregningsfaktorer i ressurskontrollen. Alle fastsatte kvoter er oppgitt i rund vekt. 
Dette er vekten til fisk og andre viltlevende marine ressurser i deres opprinnelige tilstand, og før 
bearbeiding. Mye av ressursene som høstes blir imidlertid bearbeidd før landing. Fisk blir gjerne sløyd 
og hodekappet om bord på fartøy, og landes dermed ikke i rund vekt. Andre fartøy kan ha full 
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ombordproduksjon til for eksempel fryst filet. På landings- og sluttsedler føres den produktvekten 
fisken har ved landing og omsetning. Er denne ikke rund vekt, må den regnes om til slik vekt slik at 
riktig kvantum kan trekkes fra den aktuelle kvoten fangsten er høstet under. Det er til slik omregning 
omregningsfaktorer skal brukes. 

Bestemmelsen må også ses i sammenheng med øvrige kontrollregler i kapittelet, og da spesielt plikter 
for tilrettelegging for kontroll om bord på fartøy etter § 34, og plikter til å føre fangstdagbok etter § 
36. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 42 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir departementet hjemmel til å fastsette omregningsfaktorer i forskrift for ulike fiskeslag, 
som kan være for omregning fra bearbeidd til rund vekt, eller for omregning mellom ulike grader av 
bearbeiding. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 208 presiserer at det også er adgang til å fastsette såkalte 
vanntrekkstandarder etter bestemmelsen. Dette er for å kunne trekke fra vann som kan være en del av 
fangsten. Dette er vanlig i pelagiske fiskeri.

Nærmere regler er fastsatt i forskrift 20. mai 2009 nr. 534 om omregningsfaktorer fra produktvekt til 
rund vekt. De norske omregningsfaktorene følger som vedlegg til forskriften. Her er det også mer 
informasjon om historikk og metode for fastsettelse av omregningsfaktorer. Faktorene er generelt 
fastsatt på grunnlag av observasjoner og praktiske forsøk og undersøkelser, se også Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 208. Som et eksempel på omregning vil en landet torsk (nordøst arktisk for eksempel) 
som er sløyd og hodekappet på vanlig måte, måtte multipliseres med den offisielle 
omregningsfaktoren på torsk på 1,50. 100 kg sløyd og hodekappet torsk vil derfor trekkes fra som 150 
kg i rund vekt i kvoteavregningen. Se også mer om problemstillinger rundt omregningsfaktorer i NOU 
2019: 21 punkt 8.3. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 42 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Plikten fastsatt i andre ledd er ny og er et element i arbeidet med å utvikle omregningsfaktorer som 
fastsettes etter første ledd. 

§ 43. Bruk av elektronisk utstyr og programvare

Departementet kan i forskrift fastsetje at registrering og overføring av opplysningar som er nemnde i dette 
kapittelet, skal skje ved bruk av bestemt elektronisk utstyr og programvare.

Karnov lovkommentarer:  § 43
Karnov Lovkommentar 1 til § 43
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og gir departementet hjemmel til å fastsette at registrering og overføring av 
opplysninger omfattet av lovens kapittel 6 skal skje ved bruk av elektronisk utstyr og programvare. 
Bestemmelsen hjemler altså ingen pålegg av kontrollplikter i seg selv, men hvordan utstyr skal brukes 
for å oppfylle kontrollplikter fastsatt i medhold av andre bestemmelser. Selv om hjemmelen er 
generelt utformet, peker Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 209 på at bruk av fangstdagbok og 
opplysninger i forbindelse med landing og omsetning er aktuelle for slike pålegg. Det presiseres 
videre at kostnadene til innkjøp, innstallering og all bruk av utstyr pålagt etter bestemmelsen må bæres 
av bruker selv. 
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Det er gitt nærmere regler om bruk av elektronisk fangstdagbok (se også note 3 til § 36 andre ledd) 
som er hjemlet i § 43 og flere andre bestemmelser (§§ 34, 35, 36, 37, 39, og 59) i ERS-forskriften og 
krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om 
posisjonsrapporteringsutstyr (hjemlet i §§ 43, 34, 35, 36, 37 og 39 ). Videre er det fastsatt krav om 
elektronisk innrapportering av landings- og sluttsedler i landingsforskriften § 15 (se også note 4 til § 
39 tredje ledd).

Kapittel 7. Kontroll og handheving

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 7. Kontroll og handheving
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 7. Kontroll og handheving
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittelet viderefører og utvider saltvannsfiskeloven kapittel IX om kontroll og håndheving. Her 
fastlegges kontroll- og håndhevingsmyndigheten til Fiskeridirektoratet og fiskesalgslagene, og 
ansvars- og oppgavefordelingen, i ressurskontrollen. 

Kystvakten er en tredje sentral kontrolletat i den operative ressurskontrollen, som gjennomfører det 
meste av kontroll og håndheving av regelverket til havs. Kapittelet må derfor ses i sammenheng med 
Kystvaktens tilsyns- og kontrolloppgaver i forvaltningen av viltlevende marine ressurser etter lov 13. 
juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven), og Kystvaktens inspeksjons-, kontroll- og begrensede 
politimyndighet etter kystvaktloven kapittel 5. Skillet mellom kontrollvirksomheten mellom 
Kystvakten og Fiskeridirektoratet er ikke avklart i lov, men gjennom et vedvarende samarbeid over 
mange år, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 112. Fiskerimyndighetene samarbeider også med 
Tolletaten og Skattedirektoratet som en del av ressurskontrollen. Se også mer om samarbeid på tvers 
av kontrollmyndigheter i NOU 2019: 21.

Kontrollvirksomheten til alle tre kontrolletater baserer seg i stor grad på risikovurderinger. Det 
utarbeides årlig en nasjonal strategisk risikovurdering for å prioritere ressursbruken fra år til år. Se for 
eksempel Nasjonal Strategisk Risikovurdering (NSRV) for 2022. 

Kapittel 7 er sammen med kapittel 6 sentralt i å bidra til at hensynet til en effektiv ressurskontroll 
ivaretas i forvaltningen av viltlevende marine ressurser, jf. § 7 andre ledd bokstav c. Ressurskontrollen 
må samtidig skje innenfor rammene av forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige 
prinsipper, samt i samsvar med overordene rettslige krav i Grunnloven, Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen av 4. november 1950 (EMK), jf. lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av 
menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) § 2, og andre folkerettslige 
forpliktelser. 

Se mer om fiskerimyndighetens ressurskontroll i «Fiskerikriminalitet – del 1» av Lars Fause i 
Tidsskrift for strafferett, vol. 8(1), 2008 s. 3–26. For en vurdering av tilsynsforvaltningens adgang til 
kontroll mer generelt og i lys av overordene rettslige prinsipper se «Tilsynsforvaltningens 
kontrollvirksomhet» av Marius Stub, Oslo: Universitetsforlaget, 2011. 

§ 44. Kontrollansvaret til Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet skal føre kontroll med at dei som lova gjeld for, held seg til føresegner som er fastsette i 
eller i medhald av lova og anna lovgjeving om deltaking i, leiting etter og uttak, omsetning, produksjon, 
innførsle og utførsle av viltlevande marine ressursar.
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Karnov lovkommentarer:  § 44
Karnov Lovkommentar 1 til § 44
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen erstatter og utvider saltvannsfiskeloven § 45 første ledd og fastslår kontrollansvaret til 
Fiskeridirektoratet i ressurskontrollen. Bestemmelsen lister tematisk opp hvilke regelverk 
kontrollmyndigheten omfatter. I tillegg til kontroll med at reglene fastsatt i eller medhold av 
havressurslova følges, omfatter ansvaret kontroll med bestemmelser i eller i medhold av 
deltakerloven, økonomiske soneloven, fiskesalslagslova og innførsle- og utførslereguleringslova, jf. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 209. Den generelle utformingen til bestemmelsen gjør at nye 
fiskerirealterte lover som kommer til innenfor de oppgitte temaene i bestemmelsen, vil inngå i 
Fiskeridirektoratets kontrollansvar. Ansvaret er samtidig avgrenset mot tema som ikke er listet opp, 
for eksempel kontroll av regler i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern 
mv. (arbeidsmiljøloven).

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 112 fremhever at Fiskeridirektoratet har det overordnede ansvaret i 
ressurskontrollen fra høstingsoperasjoner til sjøs og til varer eksporteres. Dette inkluderer kontroll 
med at uttak av ressursene skjer etter gitte tillatelser og øvrig regelverk, samt at næringsaktører 
oppfyller dokumentasjonsplikter. Noe overvåking og kontroll skjer på havet, men i et mye mindre 
omfang enn Kystvakten.

§ 45. Samarbeid ved kontroll

Dei som vert kontrollerte i samsvar med føresegner som er gjevne i eller i medhald av lova eller anna 
lovgjeving som er nemnd i § 44, skal samarbeide med kontrollstyresmaktene ved gjennomføring av kontroll, 
mellom anna ved å svare på oppkalling over radio eller anna kommunikasjonsutstyr.

Karnov lovkommentarer:  § 45
Karnov Lovkommentar 1 til § 45
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og fastslår en generell plikt til å samarbeide med kontrolletatene i forbindelse 
med kontroll av regler i eller i medhold av loven og den øvrige lovgivning som § 44 omfatter. Plikten 
gjelder for dem som blir kontrollerte. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 210 fremhever at plikten er såpass 
grunnleggende for en effektiv ressurskontroll at den gis i en egen bestemmelse. Manglende samarbeid 
etter bestemmelsen kan også føre til straff, jf. § 63. Plikten må ses i sammenheng med nærmere 
spesifikasjoner for gjennomføring av kontroll i øvrige bestemmelser i kapittelet.

Siste del av bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 9 andre ledd og angir et pålegg om å 
svare på oppkallinger over radio og annet kommunikasjonsutstyr. Unnlatelse av å svare på oppkalling 
er et regelbrudd som det kan sanksjoneres mot, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 210.

§ 46. Gjennomføring av kontroll

Fiskeridirektoratet skal ha uhindra og direkte tilgang til fartøy i gjennomføring av kontroll etter § 44. Same 
tilgangen skal Fiskeridirektoratet ha til reiarlagskontor og fiskemottak og hos alle andre som i 
ervervssamanheng rår over, transporterer, oppbevarer, produserer eller på andre måtar handterer viltlevande 
marine ressursar, og til stader der relevante dokument og opplysningar er å finne. Det same gjeld også hos dei 
som i forskrift er pålagde å gje opplysningar i medhald av § 22 femte ledd.

Fiskeridirektoratet skal ha uhindra og direkte tilgang til rekneskapar, relevante dokument, gjenstandar og 
opplysningar hos alle som er nemnde i første ledd.
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Ansvarshavande eller representant for ansvarshavande skal gje tilgang til og leggje fram relevante 
gjenstandar, relevante og korrekte opplysningar og dokument og stadfeste kopiar av desse. Vidare skal han 
tillate merknader i fangstdagbok, mottaksjournal og liknande og skrive under kontrollrapporten som vert sett 
opp. Ansvarshavande eller representant for ansvarshavande kan føre merknader på rapporten.

Fiskeridirektoratet kan gje pålegg om å stanse fartøy, trekkje reiskapar eller sjølv trekkje reiskapar og 
forankring til slike og stanse andre pågåande aktivitetar om bord i fartøy eller på land. Fiskeridirektoratet kan 
vidare gje pålegg om å stanse transportmiddel. Fiskeridirektoratet kan plombere reiskapar og 
oppbevaringsstader for viltlevande marine ressursar, dokument, relevante opplysningar og gjenstandar.

Fiskeridirektoratet kan gjennomføre produksjonsprøver, opne emballasje og ta prøver av vareparti, mellom 
anna tine fryst vare. Dersom eigaren av vara eller andre vert påførte utgifter gjennom slike undersøkingar, kan 
utgiftene ikkje krevjast refunderte.

Politiet skal yte Fiskeridirektoratet nødvendig hjelp og vern ved gjennomføring av kontroll.

Karnov lovkommentarer:  § 46
Karnov Lovkommentar 1 til § 46
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring og utvidelse av Fiskeridirektoratets kontrollmyndighet i 
saltvannsfiskeloven § 45 første, andre, fjerde og sjette ledd. Den etablerer sentrale regler om mot 
hvem, hva, hvor og hvordan Fiskeridirektoratet kan gjennomføre ressurskontroll, og fastsetter enkelte 
plikter for de som kontrolleres. 

Første ledd gir oversikt til hvilke steder Fiskeridirektoratet skal ha uhindret tilgang til. Andre ledd gir 
oversikt over hvilke opplysninger Fiskeridirektoratet skal ha tilgang til. Tredje ledd lister opp plikter 
for de som blir kontrollert. Fjerde og femte ledd gir hjemmel for å utføre mer spesifiserte handlinger 
ved kontroll, mens sjette ledd fastslår at politiet skal bistå Fiskeridirektoratet om nødvendig under 
kontrollen.

Karnov Lovkommentar 2 til § 46 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Fiskeridirektoratet har etter første ledd vid hjemmel for å få tilgang til en rekke steder og 
kontrollobjekter når kontroll etter § 44 gjennomføres. Med «fartøy» i første punktum siktes det til 
fiskefartøy, transportfartøy og andre fartøy det er nødvendig å ha tilgang til i ressurskontrollen. 
Kontrollobjektene i andre punktum er ment å omfatte alle som på ulike måter håndterer eller har 
tilgang til viltlevende marine ressurser, og på de steder der fangst eller opplysninger om fangst 
oppbevares, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 210. Det er likevel et krav at kontrollobjektet lagrer 
relevante dokumenter og opplysninger innenfor kontrollansvaret etter § 44. 

Etter andre punktum er det også en hovedregel om at de som håndterer ressursene gjør dette i 
«ervervssammenheng». Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 211 anviser en liberal tolkning av hva som er 
«ervervssammenheng», slik at for eksempel personer som selger mindre kvantum svart, kan omfattes. 
Det er to unntak fra denne hovedregelen. Siden første punktum ikke stiller krav om 
ervervssammenheng, kan Fiskeridirektoratet kontrollere alle typer fartøy, uavhengig av om de er 
merkeregistrert (ført i fartøyregisteret) eller ikke. Videre vil også fritidsfiske etter §22 femte ledd 
kunne kontrolleres selv om den som høster ikke omsetter fangsten, jf. tredje punktum. 

Forarbeidene trekker fram en viktig avgrensning av tilgang til de som rår over viltlevende marine 
ressurser eller relevante dokumenter i ervervssammenheng dersom det oppstår motstrid mot annet 
regelverk som skal beskytte legetime interesser, for eksempel advokatkontor eller redaksjonslokaler, 
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jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 211. Da vil Fiskeridirektoratets tilgang være underordet de beskyttede 
interessene, og tilgang kan ikke kreves. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 46 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd angir hvilke opplysninger Fiskeridirektoratet skal ha tilgang til på stedene som er omtalt i 
første ledd. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 211 fremhever at det i dette ligger tilgang til opplysninger 
lagret i vekt, ulike former for arkiv, datamaskiner og lignende. Det skal legges til grunn en liberal 
tolkning av hva som er «relevante dokument» etter bestemmelsen. Dette avgjøres av 
Fiskeridirektoratet i det enkelte tilfelle. 

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 211 presiserer videre at Fiskeridirektoratet skal ha tilgang til 
informasjon om produksjonsmetoder og utbyttegrad relatert til råstoff. Dette er sentrale opplysninger i 
kontrollsammeheng, som ikke kan tilbakeholdes fordi de anses som forretningshemmeligheter. Enhver 
i Fiskeridirektoratets tjeneste vil være omfattet av taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 første ledd 
nr. 2, og innsynsbegjæring i opplysningene kan senere avslås. Fiskeridirektoratet må samtidig 
forholde seg til hygienekrav på produksjonssteder og kan nektes tilgang til anlegg/deler av anlegg uten 
rett bekledning o.l. Dette gjelder imidlertid ikke uten unntak dersom det er fare for bevisforspillelse. 
Den som kontrolleres plikter også å ha tilgjengelig nødvendig utstyr under kontrollen. 

Det legges for øvrig til grunn i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 212 at personell fra Fiskeridirektoratet 
som utfører offentlige kontrolloppgaver, skal ha uhindret tilgang til havneterminalen uavhengig av 
regler etter International Ship and Port Facilty Code av 1. juli 2004 (ISPS-koden). ISPS-koden er tatt 
inn i forordning (EF) nr. 725/2004 som er gjennomført i norsk rett i forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om 
sikring av havneanlegg. 

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 211 understreker at første og andre ledd til sammen gir den som 
kontrolleres en plikt til uten opphold å åpne anlegg og gi tilgang til stedene som skal kontrolleres. 
Denne plikten må også ses i sammenheng med samarbeidsplikten i § 45. Også ansatte eller 
vaktpersonell på stedene som kontrolleres, må gi Fiskeridirektoratet tilgang til aktuelle steder dersom 
ansvarshavende eller hans/hennes representant ikke er til stede. Dette må ses i sammenheng med 
pliktene til ansvarshavende eller hans/hennes representant etter tredje ledd.

Karnov Lovkommentar 4 til § 46 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd første punktum fastslår at ansvarshavende eller hans/hennes representant plikter å gi 
tilgang til og legge fram relevante gjenstander og opplysninger Fiskeridirektoratet krever tilgang til. 
Det er et krav om at opplysningene må være korrekte. Bestemmelsen er vidt formulert for å sikre at 
den omfatter dokumenter som ikke nødvendigvis er klart identifiserbare, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 211. I motsetning til andre ledd er denne plikten avgrenset til ansvarshavende eller 
hans/hennes representant. 

Etter andre punktum skal det føres en kontrollrapport som normalt settes opp på stedet. Det skal også 
utarbeides en rapport om kontrollen av ulike årsaker blir avbrutt, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 212. 
For å sikre notoritet skal rapporten underskrives av ansvarshavende eller hans/hennes representant. 
Ansvarshavende/representanten erkjenner imidlertid ingen skyld ved å underskrive. Han eller hun kan 
etter tredje punktum føre opp eventuelle innvendinger til kontrollen, til framstillingen av faktum, eller 
andre forhold som ønskes tatt opp. 

Karnov Lovkommentar 5 til § 46 4. ledd
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Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Fjerde ledd første punktum gir Fiskeridirektoratet vid hjemmel til å gi fartøy ulike pålegg. Dette kan 
være pålegg om å stoppe opp, trekke opp redskap eller stoppe andre pågående aktiviteter om bord på 
fartøyet eller på land. Dette må ses i sammenheng med hjemmelen til å regulere omlasting etter § 37 
første ledd. Etter andre punktum kan Fiskeridirektoratet også stanse andre transportmidler enn fartøy. 
Dette er en ny bestemmelse som utvider tidligere fullmakter under saltvannsfiskeloven, og er en del av 
videreutviklingen av ressurskontrollen utover i verdikjeden, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
213. Bestemmelsen gir derfor Fiskeridirektoratet fullmakt til å stanse høsting, omlasting, landing, 
transport av fisk på land og andre aktiviteter. 

Pålegg etter fjerde ledd kan samtidig bare gis når, og gjelde for så lenge, de er nødvendige av hensyn 
til gjennomføringen av ressurskontrollen, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 213. Pålegg om stans av 
andre transportmidler etter andre punktum skal i tillegg praktiseres strengt og etter en risikovurdering 
av kontrollbehovet. Adgangen til plombering etter tredje punktum er begrunnet i hensynet til å sikre 
bevis og for å sikre at kontrollobjekter/-steder for eksempel ikke blir manipulerte om det oppstår 
avbrudd i kontrollen og den må gjenopptas senere. 

Karnov Lovkommentar 6 til § 46 5. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Femte ledd er nytt og gir i første punktum Fiskeridirektoratet hjemmel til åpne emballasjer og ta 
produksjonsprøver av varepartier under kontroll, blant annet for å kontrollere at opplysninger i 
fangstdagbok og andre dokumenter er riktige, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 213. 

§ 47. Utplassering av inspektørar og observatørar

Inspektørar og observatørar kan plasserast om bord i haustingsfartøy. Dei skal ha nødvendig kost og losji for 
fartøyet si rekning, og dei skal utan vederlag kunne bruke kommunikasjonsutstyr.

Departementet kan fastsetje forskrift om
a. oppgåvene til observatøren
b. kva fartøygrupper og kor mange fartøy som skal ha inspektør eller observatør om bord, og korleis fartøya 

skal veljast ut
c. at kostnadene ved inspektør- og observatørordningar, mellom anna løns- og transportkostnadene, skal 

fordelast på alle deltakande fartøy i ei nærare definert fartøygruppe eller i særlege tilfelle heilt eller delvis 
berast av enkeltfartøy

d. at fartøy som ikkje har betalt pålagde inspektør- eller observatørkostnader kan nektast å delta i 
vedkomande haustingsverksemd.

Krav etter vedtak etter andre ledd bokstav c er tvangsgrunnlag for utlegg.

Karnov lovkommentarer:  § 47
Karnov Lovkommentar 1 til § 47 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 45 femte og åttende ledd, og gir i første ledd første 
punktum Fiskeridirektoratet hjemmel til å utplassere inspektører og observatører på høstingsfartøy 
over kortere eller lengre perioder, som et element i ressurskontrollen. Slik utplassering kan gjøres 
uavhengig av om det er mistanke om ulovlig fangst eller fiske i konkrete fiskerier/fartøygrupper, men 
kan besluttes ut fra myndighetens risikovurderinger og prioriteringer av kontrollressursene, jf. Ot.prp. 
nr. 20 (2007–2008) s. 214.
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En inspektør har alle kontrollfullmakter som er gitt Fiskeridirektoratet etter kapittel 7, og skal utføre 
relevante kontrolloppgaver uten å forstyrre eller hindre driften av fartøyet unødig, se Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 214. En observatør har ikke disse fullmaktene og har en annen funksjon gjennom å 
observere og rapportere til myndighetene fra oppdraget. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 47 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter andre ledd kan det gis regler i forskrift om observatører og inspektører, som kan spesifisere 
oppgavene til inspektører (bokstav a), hvilke fartøygrupper som skal ha inspektører eller observatører 
om bord og utvelgelsen av disse (bokstav b), fordeling av kostnadene ved inspektør- og 
observatørordninger på enkeltfartøy eller fartøygrupper (bokstav c) og at mangelfull betaling av 
pålagte inspektør- eller observatørkonstander kan føre til nekting av deltagelse i den aktuelle 
høstingsvirksomheten (bokstav d).

Det er lite bruk av inspektører og observatører i norsk høstingsvirksomhet. Inspektørordning har vært 
brukt i selfangsten over lang tid. Sist var dette et krav i selfangsten for 2019, se mer i forskrift 29. 
januar 2019 nr. 50 om selfangst i Vesterisen og Østisen i 2019 § 8. Grunnet covid-19-pandemien var 
det gjort unntak fra kravet i 2020 og 2021. 

Bruk av observatører kan også følge av krav i internasjonale avtaler eller regler i regionale 
fiskeriforvaltningsorganisasjoner. Blant annet har det vært observatørkrav i fiske etter patagonisk 
tannfisk i Antarktisk etter krav fra CCAMLR og for fiske etter makrellstørje etter krav fra 
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) av 14. mai 1966. Se for 
eksempel den opphevede forskriften om regulering av fiske etter makrellstjørje for 2021 (per februar 
2022 ikke fastsatt regulering for 2022) i forskrift 5. mars 2021 nr. 612 om regulering av fisket etter 
makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2021 §§ 10 og 12. 

§ 48. Kontrolloppgåvene til salslaga

Fiskesalslag etter fiskesalslagslova skal kontrollere at føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova 
vert følgde. Kontrollen skal avgrensast til opplysningar som naturleg følgjer av salslaget si verksemd etter 
fiskesalslagslova, særleg kontroll med at fangstuttak og landa fangst er i samsvar med føresegner som er 
fastsette i eller i medhald av lova her. Departementet kan påleggje salsorganisasjonane å kontrollere 
opplysningar om fangstar som ikkje kjem inn under den retten salslaget har til førstehandsomsetning.

Ved gjennomføring av kontrollen kan salslaget krevje uhindra tilgang til haustings- eller transportfartøy og til 
kontora, lagera og produksjonsanlegga til kjøparen eller mottakaren. Det same gjeld når fangst vert overført frå 
eller til steng eller merd. I denne samanhengen kan salslaget krevje uhindra tilgang til fangstdagbok, 
landingsjournal, setlar og rekneskapar. Departementet kan i forskrift stille krav til korleis salslaget organiserer 
kontrollverksemda.

Dei som vert kontrollerte, har plikt til å samarbeide ved kontrollen.

Departementet kan fastsetje forskrift om gjennomføring av kontroll som er nemnd i denne paragrafen, og om 
rapporterings- og kontrollrutinar.

0 Endra ved lov 21 juni 2013 nr. 75 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 726).

Karnov lovkommentarer:  § 48
Karnov Lovkommentar 1 til § 48
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Fiskesalgslagene har over tid fått flere oppgaver i ressurskontrollen og spiller sammen med 
Fiskeridirektoratet og Kystvakten en viktig rolle i myndighetenes arbeid med å sikre dokumentasjon 
av ressursuttaket og etterlevelse av fiskerilovgivningen. Salgslagenes kontrollmyndighet etter 
havressurslova er gitt i denne bestemmelsen som viderefører og utvider saltvannsfiskeloven § 45a. 
Den må særlig ses i sammenhengen med salgslagenes adgang til å inndra ulovlig fangst administrativt 
etter havressurslova § 54. Den må også ses i sammenheng med salgslagenes regulerings- og 
kontrolloppgaver etter fiskesalslagslova kapittel4 og 6, og oppnevnelsen av offentlige kontrollører 
etter fiskesalslagslova § 5, som fører statlig kontroll med salgslagenes forvaltningsvirksomhet, se mer 
i Prop. 93 L (2012–2013) s. 41. 

Bestemmelsens første ledd ble revidert i forbindelse med vedtagelsen av fiskesalslagslova. Revisjonen 
innebar ingen materielle endringer, jf. Prop. 93 L (2012–2013) punkt 10.8.3. Fiskesalslagslova trådte i 
kraft 1. januar 2014, jf. kgl.res. 21. juni 2013 nr. 726.

Karnov Lovkommentar 2 til § 48 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd første punktum fastslår fiskesalgslagenes kontrollansvar i ressurskontrollen. Dette er en 
del av virksomheten til fiskesalgslagene som er av offentligrettslig karakter. Fiskesalgslagene er 
organisert som samvirkeforetak etter lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova), jf. 
fiskesalslagslova § 4 første ledd, og er derfor private rettssubjekt. Private rettssubjekt regnes som 
forvaltningsorgan etter forvaltningsloven når de utøver offentlig myndighet og treffer avgjørelser som 
er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer (enkeltvedtak), eller for 
en ubestemt krets av personer (forskrifter), jf. forvaltningsloven § 1 andre punktum, jf. § 2 første ledd 
bokstav a og b. Se mer om fiskesalgslagene og forholdet til forvaltningsloven i Prop. 93 L (2012–
2013) kapittel 8 og Thor Falkanger, Fiskesalslagslova. Ajourført lovkommentar, Oslo: Juridika, 2020 
kapittel 1.3 og 1.4. 

Andre punktum spesifiserer at kontrollmyndigheten er avgrenset til opplysninger som henger naturlig 
sammen med salgslagenes virksomhet etter fiskesalslagslova. Siden dette er ansvar for organisering av 
førstehåndsomsetningen, er kontroll med at fangstuttak og landinger skjer etter regelverket trukket 
fram i bestemmelsen, se også Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 214. 

Etter tredje punktum kan departementet også pålegge salgslagene å kontrollere fangster som ikke 
faller inn under retten til førstehåndsomsetning etter fiskesalslaglova. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 
215 fremhever at slik hjemmel er nødvendig da salgslagene ikke er underlagt departementets 
alminnelige instruksjonsmyndighet. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 48 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd første punktum angir uttømmende hvilke steder fiskesalgslagene har adgang til å 
kontrollere, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 215. Salgslagene kan derfor ikke kreve tilgang til eller 
utføre kontroll på andre steder eller av andre opplysninger enn de som er listet opp i første punktum. 
Dette er i hovedsak tilgang til de som er involverte i landing og i førstehåndsomsetningen av fangst 
(inkludert overføring av fangst fra eller til et steng eller merd), samt relevant dokumentasjon 
(fangstdagbok, regnskap, sluttsedler mv.) i tilknytning til dette. Kontrollkompetansen er derfor mer 
begrenset enn den Fiskeridirektoratet har etter § 45.

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 215 presiserer at salgslagene opptrer som offentlig myndighet når de 
utøver sine kontrolloppgaver, og derfor er omfattet av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 
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første ledd nr. 1 om noens personlige forhold og nr. 2 om forretningshemmeligheter, med tilhørende 
sanksjonsregler ved brudd på plikten. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 48 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd fastslår en generell plikt for de som kontrolleres til å samarbeide med salgslagene og gi 
tilgang til steder som er angitt i andre ledd. 

Karnov Lovkommentar 5 til § 48 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Departementet kan etter fjerde ledd fastsette nærmere regler for salgslagenes gjennomføring av 
ressurskontroll etter bestemmelsen, inkludert pålegg om å formidle fangstopplysninger til 
myndighetene. Noen presiseringer av salgslagenes kontrollansvar er gjort i landingsforskriften § 20 
(se også note 4 til § 39 tredje ledd). Bestemmelsen må også ses i sammenheng med reglene for 
tilrettelegging av kontroll i kapittel 6. Departementet fastsatte senest en instruks for salgslagenes 
kontrollplikt 9. november 2012. Enkelte salgslag har fastsatt interne rutiner og veiledning for 
kontrollarbeid, se mer i Fiskeridirektoratets rapport om oppfølging av fiskesalgslagenes kontrollarbeid 
for 2019.

Det som gjelder offentliggjøring av opplysninger i forbindelse med ressurskontroll og 
førstehåndsomsetning, er et eget spørsmål tatt opp i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 215. Det fremheves 
her at opplysninger om videresalg og kunder må regnes som mer konkurransesensitive enn 
opplysninger om omsetningen i første hånd. Det er etablert en forvaltningspraksis med utsatt 
offentlighet på minst ett år for opplysninger om pris per landings- og sluttseddel, jf. lov 19. mai 2006 
nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) § 5. Foruten 
personopplysninger er øvrig informasjon offentlig tilgjengelig. Se mer om landings- og sluttsedler og 
brev til salgslagene av 24. juni 2016 om praksisen på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

For øvrig har Sjømat Norge tatt spørsmålet om lovligheten av tilgjengeliggjøring av informasjon fra 
auksjonssalg av pelagisk fisk på Norges Sildesalgslags digitale omsetningsforum til domstolene. Dette 
blir noe på siden av ressurskontrollen siden saken gjelder salgslagenes omsetningsfullmakter etter 
fiskesalslagslova, men saken har likevel generell interesse med tanke på offentliggjøring av 
opplysninger salgslagene sitter på. Bergen tingrett kom i dom 22. april 2021 til at praksisen til 
Sildelaget var lovlig. Dommen er (per februar 2022) anket til lagmannsretten og hovedforhandlinger 
forventes gjennomført våren 2022. 

§ 49. Utveksling av opplysningar mellom kontrollstyresmakter o.a.

Personell i departementet og Fiskeridirektoratet kan utan hinder av teieplikt gje andre kontrollstyresmakter, 
politi eller påtalemakt opplysningar som har naturleg samanheng med oppgåvene deira etter lova her.

Teieplikt for personell i andre kontrollstyresmakter, politi eller påtalemakt hindrar ikkje at dei gjev 
departementet eller Fiskeridirektoratet opplysningar som er nemnde i første ledd.

Fiskeridirektoratet skal, utan hinder av teieplikt, ha tilgang til opplysningar i Folkeregisteret som er 
naudsynte for utøving av oppgåver etter denne lova. Direktoratet skal også ha tilgang til opplysningar i 
Folkeregisteret til utgreiing og produksjon av statistikk.

Kongen kan fastsetje nærare forskrifter om utveksling av opplysningar etter denne paragrafen.

0 Endra ved lover 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. 1 jan 2022 iflg. res. 17 des 2021 nr. 3629), 21 april 2023 nr. 6 (i kraft 21 april 2023 iflg. res. 
21 april 2023 nr. 527).
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Karnov lovkommentarer:  § 49
Karnov Lovkommentar 1 til § 49 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og gir i første ledd personell i departementet og Fiskeridirektoratet adgang til å 
dele opplysninger med andre kontrollmyndigheter, politi eller påtalemyndigheter uten hinder av 
taushetsplikt. Opplysningene må ha naturlig sammenheng med departementets og Fiskeridirektoratets 
oppgaver etter havressurslova, men Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 216 understreker at det også kan 
være opplysninger gitt med hjemmel i andre lover, for eksempel deltakerloven. Begrunnelsen for 
hjemmelen er behovet for å utveksle ulike opplysninger mellom kontrollmyndigheter for å 
effektivisere samarbeidet om ressurskontrollen, men det er samtidig ingen opplysningsplikt. 

En mindre revisjon uten materiell betydning ble gjort i bestemmelsen i forbindelse med endringslov 5. 
mars 2021 nr. 7, jf. Prop. 137 L (2019–2020) punkt 7.15. Endringene trådte i kraft 1. januar 2022, jf. 
kgl.res. 17. desember 2021 nr. 3629. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 49 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd fastsetter at andre kontrollmyndigheter, politi og påtalemyndigheter uten hinder av 
taushetsplikt kan gi ulike kontrollopplysninger til departementet og Fiskeridirektoratet. Tilsvarende 
som for første ledd er andre ledd begrunnet i behovet for utveksling av opplysninger mellom 
kontrollmyndigheter for å effektivisere ressurskontrollen. Den gjelder også tilsvarende for 
opplysninger som har naturlig sammenheng med departementets og Fiskeridirektoratets oppgaver etter 
fiskerilovgivningen, og gir ingen opplysningsplikt, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 216.

Karnov Lovkommentar 3 til § 49 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Det er per februar 2022 ikke fastsatt noen nærmere forskrift om utveksling av kontrollopplysninger 
etter bestemmelsen.

§ 49 a. Fiskerioppsyn

Når det er nødvendig for å gjennomføre avtale med framand stat, kan Kongen i forskrift gje føresegner om at 
norsk fiskerioppsyn skal kunne kontrollere og handheve avtalte fiskerireglar, medrekna å føre til land fartøy og 
setje i verk rettsleg forfølging, og om at utanlandske fiskerioppsyn utanfor territorialfarvatnet skal ha høve til å 
kontrollere og handheve avtalte fiskerireglar overfor norske fartøy, medrekna å føre til land fartøy og setje i 
verk rettsleg forfølging.

0 Føyd til med lov 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540).

Karnov lovkommentarer:  § 49a
Karnov Lovkommentar 1 til § 49 a
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er en videreføring av fiskeriforbudsloven § 7, som ble flyttet til havressurslova 
gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. 
mai 2013 nr. 540.
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Bestemmelsen gir for det første Kongen hjemmel til å treffe bestemmelser om at norsk fiskerioppsyn 
skal kunne utøve kontroll med og håndheve avtalte fiskeriregler som er nødvendig for å gjennomføre 
avtaler med andre stater. Dette inkluderer oppbringelse av fartøy og rettslig forfølging. Kongen er for 
det andre gitt hjemmel til å treffe bestemmelser om at utenlandsk fiskerioppsyn tilsvarende kan 
håndheve og kontrollere norske fartøy. Prop. 59 L (2012–2013) s. 34 fremhever at bestemmelsen gir 
et nødvendig hjemmelsgrunnlag for å gjennomføre avtaler med fremmede stater eller i regionale 
fiskeriforvaltningsorganisasjoner i norsk rett. 

Se mer om norsk jurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøy i Irene Vanja Dahl, Norsk 
fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fartøyer, Universitetet i Tromsø, 2009.

Kapittel 8. Tiltak mot ulovleg, urapportert og uregulert fiske

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 8. Tiltak mot ulovleg, urapportert og uregulert 
fis...
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 8. Tiltak mot ulovleg, urapportert og uregulert fis...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittelet er nytt og er i hovedsak en videreføring av bestemmelser som tidligere lå i 
fiskeriforbudsloven §§ 8 og 9, som innførte flere tiltak, ofte omtalt som regler om havnestatskontroll, i 
arbeidet mot ulovlig, uregistrert og urapportert fiske ( UUU-fiske) tidlig på 2000-tallet, se mer i 
Ot.prp. nr. 98 (2005–2006). Dette er tiltak begrunnet i et behov for et parallelt kontrollsystem for å 
forhindre landinger fra fartøy som fisker ulovlig utenfor norsk fiskerijurisdiksjon, men på bestander 
Norge forvalter med andre stater, når flaggstaten ikke tar kontrollansvar. Dette må også ses i 
sammenheng med utviklingen av regler for havnestatskontroll blant i annet NEAFC og FAO i samme 
tidsperiode. Se mer om utviklingen av regler for havnestatskontroll i NEAFC, som først ble vedtatt på 
årsmøtet i 2006 her.

§ 50. Forbod mot ilandføring av fangst

Departementet kan forby ilandføring av viltlevande marine ressursar som er fanga med fartøy som ikkje er 
norsk, eller med fartøy som ikkje er disponert av norsk statsborgar eller nokon som er likestilt med norsk 
statsborgar, når

a. fangsten er frå ein fiskebestand av felles interesse med andre statar, som ikkje er forvalta felles
b. fangsten er teken i strid med eit ønskjeleg beskatnings- eller fiskemønster, fører til overfiske av 

forsvarlege totalkvotar eller er i strid med internasjonale avtalar
c. flaggstaten etter oppmoding ikkje kan stadfeste at fangsten er teken i fiskeriaktivitet i samsvar med eit 

ønskjeleg beskatnings- eller fiskemønster, eller er i strid med reglar om fiskeriaktivitet som er avtalte med 
ein framand stat.

Karnov lovkommentarer:  § 50
Karnov Lovkommentar 1 til § 50 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører fiskeriforbudsloven § 8, med unntak av § 8 første ledd bokstav a, og gir 
hjemmel til at departementet i forskrift kan vedta forbud mot ilandføring av fangst med fartøy som 
ikke er norske, eller har den norske tilknytningen ordlyden presiserer, i situasjonene som er spesifisert 
i bokstav a til c. Nærmere regler er fastsatt i forskrift 6. august 1993 nr. 802 om forbud mot landing av 
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fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (forskrift om forbud mot 
landing av fisk).

Forskriftskompetansen lå tidligere hos Kongen, men det ble i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 216 pekt 
på at det ville være tjenlig og i tråd med systemet i resten av lova om den ble lagt direkte til 
departementet. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 50 1. ledd bokstav a
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Forbud etter bokstav a gjelder for eksempel i tilfeller der Norge forvalter en bestand sammen med 
andre kyststater, men det ikke oppnås avtale om en felles forvaltning i årlige kyststatsforhandlinger. 
Da kan det av hensyn til en forsvarlig ressursforvaltning være behov for å forby utenlandske fartøy å 
lande fangster fra den aktuelle bestanden, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 216. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 50 1. ledd bokstav b
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav b oppstiller tre typetilfeller. Det første er fangst som er tatt i strid med et ønskelig 
beskatnings- eller fiskemønster. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 216–217 presiserer at dette omfatter alle 
typer reguleringsbestemmelser og skjer på bakgrunn av en objektiv vurdering av om fangsten er tatt i 
strid med nasjonale bestemmelser. Det andre alternativet sikter mot tilfeller der et utenlandsk fartøy 
for eksempel ikke har kvote eller tillatelse til å fiske i flaggstaten eller den staten som har jurisdiksjon 
der fisken er høstet. Da vil et landingsforbud være et tiltak for å hindre at slik ulovlig fangst havner i 
Norge. Tredje alternativ er en sikkerhetsventil for å kunne forby landing av en fangst som er i strid 
med kvoteregulering i internasjonale avtaler, men som ikke er implementert i nasjonal rett, se Ot.prp. 
nr. 20 (2007–2008) s. 217. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 50 1. ledd bokstav c
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bokstav c gir myndighetene mulighet til å kontrollere at fangst ikke er tatt i et UUU-fiske, ved å 
kontakte fartøyets flaggstat i det enkelte tilfelle. Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å forby 
fangst fra utenlandske fartøy før flaggstaten har bekreftet at fangsten er lovlig fanget, rapportert og 
avregnet i eventuelle tildelte kvoter, jf. Ot.prp. nr. 98 (2005–2006) s. 10.

§ 51. Tiltak mot dei som driv eller medverkar til ulovleg, urapportert og uregulert fiske

Departementet kan fastsetje forskrift om
a. forbod mot ilandføring, omlasting og tilverking av fangst i norsk hamn med fartøy som ikkje er norsk, når 

fartøyet har teke del i fiske som klårt strir mot eit ønskjeleg beskatnings- eller fiskemønster, eller klårt strir 
mot reglar om fiske som er avtalte med ein framand stat

b. forbod mot ilandføring, omlasting og tilverking av fangst i norsk hamn med fartøy som ikkje er norsk, når 
den som eig eller driv fartøyet er eit rettssubjekt som med eit anna fartøy har teke del i fiske som klårt strir 
mot eit ønskjeleg beskatnings- eller fiskemønster, eller klårt strir mot reglar om fiske som er avtalte med 
ein framand stat

c. forbod mot lasting og lossing og mot hamne-, forsynings- og støttetenester i norsk hamn til og frå fartøy 
som har eller får forbod etter bokstav a eller b

d. forbod i territorialfarvatnet mot forsynings- og støttetenester og omlasting til og frå fartøy som har eller får 
forbod etter bokstav a eller b

e. forbod mot forsynings- og støttetenester til og frå anna fartøy med norsk fartøy eller på annan måte, når 
det førstnemnde fartøyet har eller får forbod etter bokstav a til d
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f. forbod etter bokstav a til e for fartøy som er oppførte på lister i regionale fiskeriforvaltningsorganisasjonar 
over fartøy som driv ulovleg, urapportert eller uregulert fiske.

Kongen kan fastsetje forskrift som forbyr fartøy som ikkje er norsk, jf. deltakerloven § 5, tilgang til norske 
indre farvatn, dersom vilkåra for å forby ilandføring av fangsten etter § 50 eller etter paragrafen her første ledd 
bokstav a, b eller f, er oppfylte.

0 Endra ved lov 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. 1 jan 2022 iflg. res. 17 des 2021 nr. 3629).

Karnov lovkommentarer:  § 51
Karnov Lovkommentar 1 til § 51
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører fiskeriforbudsloven § 9, med unntak av første ledd bokstav e som 
viderefører og utvider saltvannsfiskeloven § 4 første ledd bokstav v. Den fastslår tiltak som kan rettes 
mot de som driver og medvirker til UUU-fiske.

Karnov Lovkommentar 2 til § 51 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Departementet er i første ledd bokstav a gitt hjemmel til i forskrift å forby ilandføring, omlasting og 
produksjon fra utenlandske fartøy som har tatt del i fiske som klart strider mot et ønskelig 
beskatnings- eller fiskemønster eller avtalte fiskeregler med andre stater. Forbudet kan derfor rettes 
mot det enkelte fartøy og anvisning om hva som vil være slikt ulovlig fiske, og beviskrav som skal 
legges til grunn, gis i Ot.prp. nr. 98 (2005–2006) punkt 6.1, med videre henvisning til Ot.prp. nr. 90 
(1992–93) s. 30. Bokstav b gir departementet hjemmel til i forskrift å ilegge et tilsvarende forbud mot 
fartøy som er eid eller disponeres av et rettssubjekt som har et annet fartøy som har deltatt i 
tilsvarende ulovlige aktiviteter.

Departementet er i bokstav c til d gitt hjemmel til i forskrift å forby støttetjenester i norsk havn og 
territorialfarvann til og fra fartøy som har fått forbud etter bokstav a eller b. Etter bokstav e kan det 
også forbys støttetjenester med norske fartøy til og fra fartøy som har fått forbud etter bokstav a til d. 
Bokstav f hjemler forbud etter bokstav a til e for fartøy som er oppført på lister over fartøy som driver 
UUU-fiske i regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner. Se for eksempel NEAFCs lister på nett.

Nærmere regler er fastsatt i forskrift om forbud mot landing av fisk §§ 6 til 11. Fiskeridirektoratet 
offentligjør etter § 11 lister over spesifikke fartøy som er omfattet av forbud etter forskriften. Det 
offentligjøres også liste over spesifikke fartøy der et forbud er under vurdering og flaggstaten er 
varslet om dette. Dette omtales også som «svartelister». Se mer på Fiskeridirektoratets nettsider.

Karnov Lovkommentar 3 til § 51 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd gir Kongen hjemmel til å gi et fartøy som har til hensikt å lande UUU-fanget fisk eller 
som har drevet UUU-fiske, forbud mot å seile i norske indre farvann dersom vilkårene for å forby 
ilandføring etter § 50 eller § 51 første ledd bokstav a, b eller f er oppfylt, se mer i Ot.prp. nr. 98 
(2005–2006) punkt 6.1. 

En mindre revisjon uten materiell betydning ble gjort i bestemmelsen ved endringslov 5. mars 2021 
nr. 7, jf. Prop. 137 L (2019–2020) punkt 7.16. Endringsloven trådte i kraft 1. januar 2022, jf. kgl.res. 
17. desember 2021 nr. 3629. 
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§ 52. Forbod mot verksemd som kan undergrave forvaltningstiltak

Departementet kan for å motverke ulovleg, urapportert og uregulert fiske forby verksemd som kan vere med 
på å undergrave nasjonale forvaltningstiltak og tiltak frå internasjonale og regionale 
fiskeriforvaltningsorganisasjonar.

Karnov lovkommentarer:  § 52
Karnov Lovkommentar 1 til § 52
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og gir departementet en generell hjemmel til å fastsette forbud mot virksomhet 
som kan undergrave forvaltningstiltak, i forskrift. Det kan derfor fastsettes andre tiltak mot aktører 
involvert i UUU-fiske enn mot de aktivitetene som kan forbys med hjemmel i §§ 50 og 51. 
Bestemmelsen er utformet generelt for å kunne forby nye aktiviteter uten å endre loven. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 217 fremhever at dette i hovedsak vil rette seg mot undergraving av forvaltningsregler 
fastsatt i internasjonale farvann av regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner og i andre land sine 
soner, da nasjonale forvaltningstiltak kan reguleres og håndheves med hjemmel i andre bestemmelser i 
loven. Se også mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 130–131.

Kapittel 9. Fangst som er hausta eller levert i strid med lova

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 9. Fangst som er hausta eller levert i strid med 
lo...
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 9. Fangst som er hausta eller levert i strid med lo...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittelet er nytt, men viderefører bestemmelser som lå i saltvannsfiskeloven kapittel II og III. 
Formålet er å regulere hva som skjer og hva som kan gjøres med fangst som er høstet eller levert i 
strid med bestemmelser i eller i medhold av loven. Dette er fangst som gjerne omtales under 
fellesbetegnelsen ulovlig fangst. Det er fastsatt et forbud mot omsetning av ulovlig fangst i § 53, mens 
det gjøres administrativ inndragning av ulovlig fangst etter § 54. 

Særlig inndragning etter § 54 må ses i sammenheng med adgangen til å ilegge administrative 
sanksjoner ved lovbrudd i kapittel 11, og straffebestemmelsene i kapittel 12 som også hjemler 
strafferettslig inndragning av fangst i § 65. Videre er også reaksjons-, sanksjons- og straffeapparatet 
etter deltakerloven relevant da ulovlig høsting i mange tilfeller også vil innebære brudd på vilkår i 
tildelte tillatelser når det drives kommersiell høsting. 

§ 53. Forbod mot omsetning

Det er forbode å ta imot eller omsetje fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i 
eller i medhald av lova. Departementet kan i forskrift fastsetje forbod mot å ta imot eller omsetje fangst ved 
brot på føresegner som er fastsette i eller i medhald av §§ 40, 41 og 52.

Det er likevel lov å ta imot eller omsetje slik fangst når det er gjort vedtak etter § 54, eller når 
Fiskeridirektoratet eller salslaget har samtykt.

Karnov lovkommentarer:  § 53
Karnov Lovkommentar 1 til § 53 1. ledd
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Bestemmelsen viderefører og utvider saltvannsfiskeloven § 12 første ledd og angir i første punktum et 
forbud mot å ta imot eller omsette fangst som er høstet eller levert i strid med bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av loven. En viktig modifikasjon fra denne hovedregelen gjøres samtidig i andre ledd. 
Forbudet retter seg mot høster (den som selger eller leverer fangsten) og den som tar imot (alle former 
for levering), kjøper eller på annen måte medvirker til omsetning av ulovlig fangst, se mer i Ot.prp. nr. 
20 (2007–2008) s. 218. Formålet er å motvirke omsetning av ulovlig fangst, og dermed også motvirke 
ulovlig fiske. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med reglene om heleri og hvitvasking i lov 
20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) §§ 332 til 341. 

Første punktum oppstiller et krav om at fangsten må være høstet eller levert i strid med bestemmelser 
i eller etter havressurslova. I andre punktum utvides samtidig virkeområdet til bestemmelsen ved at 
departementet kan fastsette at typiske rapporterings- og sporingsregler eller andre tiltak som kan 
undergrave nasjonale og internasjonale forvaltningstiltak etter §§ 40, 41 og 52, omfattes av forbudet. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 218 presiserer at det ikke er et krav at fangsten stammer fra en straffbar 
handling og at fiskernes skyld er uten betydning for vurderingen av situasjonen til mottaker eller 
kjøper.

Karnov Lovkommentar 2 til § 53 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

I andre ledd gis det unntak fra forbudet mot omsetning i første ledd når det er gjort vedtak om 
administrativ inndragning av den ulovlige fangsten etter § 54, eller når Fiskeridirektoratet eller 
fiskesalgslaget har samtykket. Dette er en praktisk viktig modifisering slik at fangster kan bli tatt inn 
på lager og bli omsatt, all den tid ressursen uansett er høstet og tatt i land, se Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 218. I praksis er det derfor verdien av en fangst som inndras etter § 54. Dette kan også ses i 
sammenheng med ilandføringspåbudet i § 15, og er et unntak som kan motvirke at ulovlig fanget fisk 
blir kastet på sjøen. 

§ 54. Fangst som er hausta eller levert i strid med lova

Fangst eller verdien av fangst som er hausta eller levert i strid med føresegner som er fastsette i eller i 
medhald av lova her, eller deltakerloven, tilfell vedkomande salslag, eller staten dersom fangsten ikkje fell inn 
under omsetningsretten til salslaget. Dette gjeld utan omsyn til om tilhøvet medfører straffansvar.

Departementet kan gje forskrift om
a. handsaminga av saker etter første ledd
b. kva for føresegner som er omfatta av første ledd
c. korleis verdien av fangst etter første ledd skal fastsetjast
d. om det kan gjevast vederlag for kostnader ved ilandføring av fangst etter første ledd
e. kva salslaga kan bruke midlar som nemnt i første ledd til
f. at brot på enkelte føresegner etter første ledd likevel ikkje skal medføre inndraging av fangst.

Endeleg vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg, og verdien av fangsten kan krevjast inn ved motrekning i 
fangstoppgjer. Departementet kan gje forskrift om mellombels tilbakehald av fangstverdi.

0 Endra ved lov 21 april 2023 nr. 6 (i kraft 21 april 2023 iflg. res. 21 april 2023 nr. 527).

Karnov lovkommentarer:  § 54
Karnov Lovkommentar 1 til § 54
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Bestemmelsen slår sammen, viderefører og utvider deler av saltvannsfiskeloven §§ 7 og 11 og gir en 
felles regel om administrativ inndragning av ulovlig fangst. Det er samtidig en viktig distinksjon som 
lå i de tidligere reglene i saltvannsfiskeloven, som kan være nyttig å merke seg. 

Saltvannsfiskeloven § 7 hjemlet inndragning av fangst ut over fastsatt kvote gjennom vedtak fra 
fiskesalgslagene. Slik inndragning ble hensiktsmessig da bruk av fartøykvoter ble vanlig i havfiske 
utover 1970-tallet. Så tidlig som på slutten av 1960-tallet hadde det etablert seg en praksis i Norges 
Råfisklag med å inndra fangst ut over kvoter fastsatt etter råfiskloven. Høyesterett fant imidlertid i Rt. 
1975 s. 931 at praksisen manglet nødvendig lovhjemmel. I kjølvannet av saken ble det vedtatt en 
hjemmel for å inndra fangst utover fastsatte fartøykvoter i lov 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av 
deltagelsen i fisket (lov om regulering av fiskerideltagelsen) § 10 b, som kom inn gjennom 
endringslov 28. mai 1976. Se mer om lovendringen i Ot.prp. nr. 39 (1975–76). Bestemmelsen ble 
flyttet og noe endret gjennom vedtagelsen av saltvannsfiskeloven § 7. Salgslagene ble på samme tid 
også gitt hjemmel til å inndra fangstoppgjør for brudd på leveringsbestemmelser i råfiskloven etter 
råfiskloven § 6 a, jf. endringslov 2. april 1976. 

Saltvannsfiskeloven § 11 tredje ledd hjemlet inndragning av død eller døende fisk fanget eller levert i 
strid med andre bestemmelser i saltvannsfiskeloven, som var ført i land. Dette var altså inndragning av 
fangst for brudd på andre bestemmelser enn kvotebestemmelsene. Vedtak om slik inndragning ble 
truffet av Fiskeridirektoratet. Paragraf 11 tredje ledd må også ses i sammenheng med første og andre 
ledd i § 11, og utviklingen av et utkastforbud (og senere ilandføringspåbudet i havressurslova § 15) og 
den tidligere rettstilstanden med utkastpåbud av fisk fanget i strid med typiske høstings- og 
fredningsbestemmelser. Utover 1970-tallet ble utkast av død og døende fisk i havet i økende grad sett 
på som sløsing av ressurser og forurensning. Etter saltvannsfiskeloven § 11 skulle fangstverdien 
inndras, men verdien skulle tilfalle salgslagene. I tillegg ble det gitt hjemmel for å gi vederlag for å 
dekke noe av fangstkostnadene om det var åpenbart at fangsten ikke var tilsiktet, se mer i Ot.prp. nr. 
85 (1981–82) s. 22–23. 

Som en administrativ reaksjon ved lovbrudd må inndragning etter § 54 være i samsvar med 
overordnede rettslige krav i Grunnloven og i EMK, jf. menneskerettsloven § 2, samt i tråd med de 
krav og rettssikkerhetsgarantier som følger av forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige 
prinsipper. Noen ordninger med inndragning vil ha karakter av en administrativ sanksjon som faller 
inn under straffebegrepet i EMK. Her vil det særlig være avgjørende om formålet med et vedtak om 
inndragning er pønalt eller begrenset til å nullstille situasjonen slik den var før lovbruddet. Se mer i 
Rt. 2002 s. 1271, Rt. 2007 s. 1217 og Rt. 2011 s. 1690, og oversiktene i Prop. 62 L (2015–2016) 
kapittel 32 og NOU 2003: 15 punkt 13.7. Jon Petter Rui avga i 2020 en betenkning om administrativ 
inndragning etter § 54 som vurderer dagens inndragningspraksis opp mot den seneste utvikling i Den 
Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Se mer om betenkningen i note 2 til første ledd. 

For noe generell og eldre litteratur om forvaltningssanksjoner og inndragning, se artikkelen 
«Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven» av Jens Edvin A. Skoghøy i Jussens Venner, vol. 49 
no. 5 s. 297—339, 2014, Bjørn O. Berg, Forvaltningssanksjoner, Oslo: Universitetsforlaget, 2005 og 
Magnus Matningsdal, Inndragning, Oslo: Universitetsforvalget, 1987.

Bestemmelsen må også ses i sammenheng med adgangen til å ilegge administrative sanksjoner ved 
lovbrudd i kapittel 11, samt straffebestemmelsene i kapittel 12 som også hjemler strafferettslig 
inndragning av fangst i § 65. Den må også ses opp mot bestemmelsene om administrativ inndragning i 
deltakerloven § 27 og fiskesalslagslova § 23.

Karnov Lovkommentar 2 til § 54 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Første ledd første punktum fastslår en regel om at fangst som er høstet eller levert i strid med 
bestemmelser i havressurslova eller deltakerloven, går til det fiskesalgslaget som fangsten omsettes 
gjennom, eller til staten om en fangst skulle falle utenom salgslagenes omsetningsrett. Dette gjøres i 
praksis gjennom en form for administrativ inndragning av fangstverdien, selv om bestemmelsen ikke 
uttrykker dette eksplisitt. Det er fastsatt nærmere regler for hvordan inndragningen skal skje i forskrift 
12. mars 2010 nr. 390 om inndraging av fangst og bruk av inndregne midlar (forskrift om inndraging 
av fangst m.m.). Se mer om forskriften i note 3 til andre ledd. 

Formålet med inndragning etter § 54 er at ingen skal tjene på å fiske ulovlig og at fangster føres i land 
ut fra miljø- og ressurshensyn. Adgangen til å inndra fangst administrativt må derfor også ses i 
sammenheng med ilandføringsplikten etter § 15, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 106–107. Den 
administrative inndragningen er derfor en reaksjonsform som ikke er av straffende karakter (ikke 
pønalt begrunnet). Målet er altså utelukkende å sikre at lovbruddet ikke gir en økonomisk gevinst. 
Bestemmelsen tjener derfor langt på vei samme funksjon som inndragning av utbytte etter straffeloven 
§ 67. I Prop. 62 L (2015–2016) punkt 32.1 er det samtidig framhevet at bestemmelsen regulerer 
ressurser som i utgangspunktet ikke er underlagt privat eiendomsrett, og at inndragning etter § 54 
formelt vil fremstå som inndragning av ting, eller verdien av ting, som har vært gjenstand for ulovlig 
handling, jf. straffeloven § 69. 

De materielle vilkårene for at fangst kan inndras administrativt er at det har skjedd et brudd på regler i 
havressurslova eller deltakerloven, og at lovbruddet gjelder høsting eller levering av fangsten. Andre 
punktum klargjør at det ikke er noen krav til skyld for at fangst skal kunne inndras. Den som inndrar 
fangsten, må derfor bare bevise at det objektivt sett har skjedd et relevant lovbrudd. Et beviskrav om 
klar sannsynlighetsovervekt er fastslått av Høyesterett i Rt. 1999 s. 14, og gjelder fortsatt, jf. Ot.prp. 
nr. 20 (2007–2008) s. 108. Videre anviser ordlyden «tilfaller» at all fangst som oppfyller de materielle 
vilkårene, skal inndras. Forvaltningen kan derfor ikke velge om den skal inndra fangsten eller ikke 
hvis vilkårene for inndragning er oppfylt. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 106 fremhever også at det 
ikke er rom for skjønn om kravene til bevis er oppfylt. 

Som etter saltvannsfiskeloven §§ 7 og 11, er det grovt sett to hovedformer for inndragning. Den første 
gjelder inndragning av fangst ut over fastsatt kvote, mens den andre gjelder brudd på andre regler, 
avgrenset til handlinger som kan karakteriseres som høsting eller levering av fangst, jf. også 
tolkningen til Hålogaland lagmannsrett i LH-2020-148002 punkt 3.2. For begge tilfeller er det bare 
den ulovlige delen av en fangst som kan inndras, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 219. 

For fangst utover fastsatt kvote oppstår det sjelden tolkningsproblemer i vurderingen av om en regel 
objektivt sett er brutt under «høsting» eller «levering» og hva som utgjør den ulovlige fangsten, 
ettersom alle kvoteoverskridelser er brudd på høstingsbestemmelser, og det er det overskridende 
kvantum som er den ulovlige fangsten. For andre typer av lovbrudd kan det imidlertid oppstå noen 
vanskelige grensespørsmål. Forarbeidene klargjør noe. Det er for eksempel fastslått at typiske 
etterfølgende rapporterings- og opplysningsplikter mellom høsting og landing av fisk ikke er å anse 
som høsting eller levering, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 108. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 219 gir 
noen eksempler på hva som anses som høsting og levering, og klargjør at dersom det er mer enn 50 
prosent bifangst av andre arter enn målarten, anses fisket som et ulovlig direktefiske, og hele verdien 
av bifangsten inndras. Brudd på bestemmelser i eller i medhold av deltakerloven er beskjedent 
kommentert i forarbeidene. Inklusjonen av deltakerloven i § 54 var en betydelig utvidelse av 
virkeområdet til inndragning sammenlignet med saltvannsfiskeloven §§ 7 og 11, inkludert en lang 
rekke formelle pliktregler for å delta i fiske. Tilføyelsen var basert på et forslag fra 
Havressurslovutvalget, slik at også brudd på vilkår i tillatelser gitt etter deltakerloven burde føre til 
administrativ inndragning, jf. NOU 2005: 10 s. 171. 
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Selv om inndragningen ikke er pønalt begrunnet, har spørsmålet om lovligheten av myndighetens 
praksis ved flere anledninger blitt aktualisert, særlig siden inndragningen skjer uten hensyn til skyld. 
Det er også viktig å understreke at hovedregelen er at det ikke gjøres fradrag for kostnader ved 
inndragningen. Det er altså en bruttoinndragning (se note 3 til andre ledd). I Rt. 2007 s. 1217 kom 
Høyesterett til at inndragningen etter saltvannsfiskeloven § 11 ikke faller under straffebegrepet i EMK 
artikkel 6. I kjølvannet av EMDs storkammeravgjørelse i sak G.I.E.M. S.L.R og andre mot Italia 28. 
juni 2018 og rettsutviklingen de seneste år problematiserer Jon Petter Rui dagens inndragningspraksis 
i en betenkning om administrativ inndragning etter havressurslova § 54 fra 2020. Han legger blant 
annet til grunn at bruttoinndragning er straff etter EMK og derfor ikke kan skje på objektivt grunnlag. 

Disse spørsmålene har ikke kommet på spissen i rettspraksis. I LH-2020-148002 kom Hålogaland 
lagmannsrett til at den aktuelle regelen ikke var overtrådt, og retten tok ikke stilling til betydningen av 
ny praksis fra EMD. I LH-2020-145528 ble forholdet til EMK ikke vurdert av Hålogaland 
lagmannsrett. Der ble et vedtak om inndragning fra en fangst i sin helhet i forbindelse med et ulovlig 
samfiske på 216 099 kroner opprettholdt. I en høring fra Fiskeridirektoratet, som hadde frist 14. 
september 2021, er det foreslått å ta inn en hjemmel i bestemmelsen for å kunne regulere i forskrift 
hvilke overtredelser som skal rammes av administrativ inndragning av fangst, og hvilke overtredelser 
som unntas. Saken er per februar 2022 under oppfølging. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 54 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Departementet har etter andre ledd fastsatt nærmere regler for inndragning etter havressurslova § 54 i 
forskrift 12. mars 2010 nr. 390 om inndraging av fangst m.m. I § 2 første ledd i forskriften framgår det 
for eksempel at fiskesalgslagene er gitt myndighet til å inndra fangst utover kvote, samt ved visse 
andre lovbrudd spesifisert i bokstav a til e i andre ledd. Fiskeridirektoratet har etter tredje ledd 
vedtaksmyndighet for inndragning som følge av øvrige brudd på havressurslova og deltakerloven, 
som gir grunnlag for inndragning. 

Etter § 3 første ledd i forskriften kan det gis vederlag for omkostninger dersom den ulovlige fangsten 
«ikkje er tilsikta», som etter andre ledd kan være opp til 20 prosent av verdien av den ulovlige 
fangsten. Her legges et vanlig sivilrettslig beviskrav til grunn, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 219. I 
praksis ytes dette stort for sett i tilfeller av kvoteoverskridelse, da det på slutten av kvoten kan være 
vanskelig å beregne kvantumet som tas i et siste kast eller garnsett. Det gis imidlertid også i andre 
tilfeller, for eksempel et garn som ble røktet for sent (og derfor var et lovbrudd) på grunn av en 
sykemelding. Utgangspunktet er imidlertid bruttoinndragning for de fleste lovbrudd. Det er også listet 
opp noen spesifikke former for kvoteoverskridelser som ikke kan gi grunnlag for vederlag etter første 
og andre ledd i tredje ledd. Rettsvillfarelse under høsting eller levering gjør ikke at en fangst er å anse 
som utilsiktet.

Forskriftens § 4 regulerer hvordan de inndratte midlene kan brukes. Dette er i hovedsak til 
kontrollformål og føringstilskudd (første ledd), til prisutjevning eller pristilskudd, med visse unntak 
(andre ledd) og til visse andre formål når departementet gir tillatelse i det enkelte tilfelle (tredje ledd).

Kapittel 10. Avgifter, register og plikt til å gje opplysningar om drifta av fartøy

§ 55. Kontrollavgift og avgift til fiskeriforsking og overvaking

Departementet kan fastsetje forskrifter om kontrollavgift og avgift til fiskeriforsking og overvaking.
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Slike forskrifter kan innehalde føresegner om plikt til å svare avgift, korleis ho skal krevjast inn og om 
opplysningsplikt for den som leverer og den som tek imot fangst når dette er avgjerande for omfanget av 
avgiftsplikta.

Skuldig avgift er tvangsgrunnlag for utlegg.

0 Endra ved lov 13 des 2013 nr. 129 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 13 des 2013 nr. 1479).

Karnov lovkommentarer:  § 55
Karnov Lovkommentar 1 til § 55
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 46 om kontrollavgift, og ble ved endringslov 13. 
desember 2013 nr. 129 utvidet til å inkludere hjemmel for innkreving av avgift til fiskeriforskning og 
overvåking. Endringsloven trådte i kraft fra 1. januar 2014, jf. kgl.res. 13. desember 2013 nr. 1479.

Første ledd gir departementet hjemmel til å kreve inn slike avgifter, mens andre ledd hjemler 
fastsettelse av nærmere regler for hvem som skal innbetale avgift, hvordan innkreving skal skje og om 
opplysningsplikter for den som tar imot fangst da slike avgifter ofte trekkes fra 
førstehåndsomsetningen. Nærmere regler er fastsatt i forskrift 21. desember 2020 nr. 3090 om 
innkreving av kontrollavgift i fiskeflåten og forskrift 17. desember 2013 nr. 1567 om innkreving av 
avgift til fiskeriforskning og overvåkning. 

Kontrollavgiften er begrunnet i at næringen skal bidra til å dekke noen av utgiftene myndighetene har 
ved ulike forvaltningsområder, se mer i Ot.prp. nr. 3 (2004–2005). Avgift til fiskeriforskning og 
overvåking er et ledd i en omlegging fra bruk av forskningskvoter til å finansiere ulike 
havforskningsutgifter, til at en avgift på førstehåndsomsetningen skal gå til dette formålet. Se mer i 
Prop. 28 L (2013–2014). 

§ 56. Register

Fiskeridirektoratet kan opprette register for føring, lagring og bruk av opplysningar som er samla etter pålegg 
som er fastsette i eller i medhald av lova.

Fiskeridirektoratet kan vidare, til bruk for kontrollformål, opprette register for føring, lagring og bruk av 
opplysningar som er nemnde i første ledd, saman med opplysningar som er henta frå andre kjelder.

Departementet kan i forskrift fastsetje nærare reglar om registrering og bruk av opplysningar i slike register.

Karnov lovkommentarer:  § 56
Karnov Lovkommentar 1 til § 56 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører og utvider saltvannsfiskeloven § 47 syvende ledd og gir i første ledd 
Fiskeridirektoratet hjemmel til å opprette et register for lagring og bruk av ulike data som direktoratet 
samler inn gjennom de ulike opplysningspliktene næringsaktører er pålagt i og i medhold av loven. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 220 fremhever at dette er opplysninger som blir stadig viktigere for 
myndighetene i forbindelse med ressurskontroll, ressursforvaltning og forskning. Første ledd hjemler 
bare opprettelse og drift av et register, og hjemler ikke å pålegge aktører opplysningsplikter. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 56 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Etter andre ledd er Fiskeridirektoratet gitt hjemmel til å opprette et register for lagring, føring og bruk 
av data innhentet gjennom ulike opplysningsplikter, i kombinasjon med opplysninger hentet inn fra 
andre kilder. Bestemmelsen er avgrenset til å gjelde et register for kontrollformål, jf. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 220. En viktig begrunnelse for slik lagring og sammenstilling av data er at 
Fiskeridirektoratet baserer mye av ressurskontrollen på risikovurderinger der bruk og sammenstilling 
av ulike opplysninger er nødvendig.

Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 220 viser til at bestemmelsen og praktiseringen av den skal skje innenfor 
rammene av personvernlovgivningen. Det vises i den forbindelse til lov 14. april 2000 nr. 31 om 
behandling av personopplysninger. Denne ble fra 20. juli 2018 erstattet av lov 15. juni 2018 nr. 38 om 
behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) som implementerer EUs generelle 
personvernforordning 2016/679 (GDPR). 

§ 57. Plikt til å gje opplysningar om drifta av fartøy

Departementet kan i forskrift påleggje eigaren eller brukaren av haustingsfartøy å gje Fiskeridirektoratet 
rekneskapar og andre opplysningar om drifta av fartøyet.

Karnov lovkommentarer:  § 57
Karnov Lovkommentar 1 til § 57
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 9 første ledd og gir departementet hjemmel til å 
kreve at fartøy leverer regnskaper og andre opplysninger om driften av fartøyet til Fiskeridirektoratet. 
Dette er en plikt som er viktig i forbindelse med utarbeiding av årlige lønnsomhetsundersøkelser i 
Fiskeridirektoratet, og for å tilrettelegge for forvaltningsstrategier som bidrar til en best mulig 
forvaltning av ressursene, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 220–221.

Kapittel 11. Tvangsmulkt og lovbrotsgebyr

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 11. Tvangsmulkt og lovbrotsgebyr
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 11. Tvangsmulkt og lovbrotsgebyr
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittelet er nytt og introduserer hjemler for ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr i loven. 
Bruk av administrative reaksjoner i oppfølging av lovbrudd var i seg selv ikke noe nytt da 
bestemmelsene trådte i kraft. Det hadde over lengre tid vært praktisert administrativ inndragning av 
ulovlig fangst (nå etter § 54). Deltakerloven har også hjemlet ileggelse av tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr ved brudd på fiskerilovgivningen siden 2004, samt adgang til å tilbaketrekke 
tillatelser midlertidig eller permanent (administrativt rettighetstap). 

Reaksjons- og sanksjonssystemet i havressurslova har nær sammenheng med reglene i deltakerloven, 
da brudd på regler i havressurslova i mange tilfeller også innebærer brudd på vilkår i tildelte tillatelser 
innen kommersielle høstingsaktiviteter. Bestemmelsen må også ses i sammenheng med 
straffebestemmelsene i kapittel 12. 

I tillegg må reaksjons- og sanksjonsapparatet i havressurslova vurderes og praktiseres i lys av lovkrav 
og prinsipper innen alminnelig forvaltningsrett og strafferett. Vi har i Norge et tosporet straffe- og 
sanksjonssystem med administrativ forfølgning av lovbrudd fra forvaltningen på den ene siden, og 
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strafferettslig forfølgning av politi og påtalemyndigheter på den andre siden. Det har særlig de siste 
par tiår vært en dreining over mot avkriminalisering og økt bruk av administrative sanksjoner i 
særlovgivningen for å gjøre reaksjonssystemene mer effektive og fleksible. Utviklingen har ført til 
vedtagelsen av generelle bestemmelser om administrative sanksjoner og tvangsmulkt i 
forvaltningsloven kapittel IX og X som trådte i kraft 1. juli 2017, jf. kgl.res. 9. juni 2017 nr. 713. Se 
mer om prosessen og om sentrale hensyn og skranker ved bruk av administrative sanksjoner mer 
generelt i NOU 2003: 15 og Prop. 62 L (2015–2016).

Et sentralt hensyn er at bruken av administrative sanksjoner skjer innenfor betryggende rettslige 
rammer. Bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr må være i samsvar med overordnede rettslige 
krav i Grunnloven og i EMK, jf. menneskerettsloven § 2, samt i tråd med de rettssikkerhetsgarantier 
som følger av forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. 

For noe generell og eldre litteratur se artikkelen «Forvaltningssanksjoner, EMK og Grunnloven» av 
Jens Edvin A. Skoghøy i Jussens Venner, vol. 49 no. 5 s. 297–339, 2014, Bjørn O. Berg, 
Forvaltningssanksjoner, Oslo: Universitetsforlaget, 2005, og Jon Petter Rui, Forbudet mot gjentatt 
straffeforfølgning, Oslo: Universitetsforlaget, 2009. 

§ 58. Tvangsmulkt

For å sikre at føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova vert følgde, kan tvangsmulkt påleggjast.

Tvangsmulkta er ei løpande mulkt som går frå ein særskild fastsett frist for oppfylling av pålegg, dersom 
denne fristen har gått ut utan at pålegget er oppfylt. Departementet kan i særlege tilfelle redusere eller fråfalle 
oppsamla mulkt.

Departementet kan i forskrift gje nærare reglar om fastsetjing, gjennomføring og kva tid tvangsmulkta skal 
gjelde for, og føresegner om rente og tilleggsgebyr dersom tvangsmulkta ikkje vert betalt ved forfall.

Tvangsmulkt kan krevjast inn gjennom salslaget ved motrekning i fangstoppgjer.

0 Endra ved lov 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540).

Karnov lovkommentarer:  § 58
Karnov Lovkommentar 1 til § 58 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og første ledd hjemler pålegg om tvangsmulkt for å sikre at bestemmelser fastsatt 
i eller etter loven blir fulgt. Ved endringslov 31. mai 2013 nr. 24 ble vedtaksmyndigheten som 
opprinnelig var tillagt departementet direkte i bestemmelsen, tatt ut. Endringen trådte i kraft fra 1. 
januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540.

Vedtak om tvangsmulkt er derfor en trussel om en plikt til å betale et pengebeløp til det offentlige for 
å sikre at plikter som følger av loven, forskrifter eller individuell avgjørelse blir etterlevd. Ot.prp. nr. 
20 (2007–2008) s. 221 understreker det kan være grunnlag for tvangsmulkt for alle bestemmelser hvor 
mulkt kan være et tjenlig middel, men at det særlig kan være aktuelt for å tvinge fram oppfyllelse av 
pålegg etter § 28 mot å etterlate gjenstander i sjøen og § 43 om plikt til bruk av elektronisk utstyr og 
programvare.

Tvangsmulkt er på denne måten en fremadrettet reaksjon, som skal tvinge fram at noen retter seg etter 
en plikt, og ikke straff for et ulovlig forhold som har opphørt, se Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 221. 
Pålegg om tvangsmulkt er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og mulkten slutter å løpe når 
plikten er oppfylt. Se mer om utformingen av tvangsmulkten i note 2 til andre ledd. Det er også 
fastsatt nærmere regler etter tredje ledd (se note 4 til tredje ledd).
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Karnov Lovkommentar 2 til § 58 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Andre ledd første punktum fastslår at tvangsmulkten er en løpende mulkt som starter å løpe fra den 
frist som er satt for oppfylling av det aktuelle pålegget dersom pålegget ikke er oppfylt. Bestemmelsen 
oppstiller derfor et krav om at den pålegget retter seg mot, har fått en frist til å oppfylle pålegget. 
Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 221 fremhever at fristen må være rimelig og gi den pålegget retter seg 
mot en reell mulighet til å oppfylle plikten. En for kort frist kan etter omstendighetene innebære at 
vedtaket om trussel om tvangsmulkt, sammenholdt med senere ileggelse, er straff i EMKs forstand, jf. 
Rt. 2015 s. 392 avsnitt 39 og Prop. 62 L (2015–2016) punkt 31.1. Manglende reell mulighet til å 
oppfylle plikten vil kunne få preg av å være en tilbakeskuende reaksjon på et fortidig forhold, fremfor 
et pressmiddel for å sikre at den ansvarlige oppfyller et pålegg. Se også det generelle 
hjemmelsgrunnlaget for å ilegge tvangsmulkt i forvaltningsloven § 51. 

Forholdet til straffebegrepet i Grunnloven er ikke kommentert forarbeidene, men det er i rettspraksis 
lagt til grunn at det i den konkrete vurderingen av grunnlovsmessigheten av en tvangsmulkt, vil være 
avgjørende om «tvangsmulkten er fastsatt på forhånd, eller om den først ilegges i ettertid som en 
sanksjon for utført handling. Det vil også ha betydning om mulkten påløper automatisk, uten 
individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle», jf. Rt. 2008 s. 478 (Kobbvåglaks) avsnitt 54. 

En automatisk forhåndsilagt tvangsmulkt for brudd på en fôringsbestemmelse i § 3 i forskrift 4. 
desember 1995 nr. 951 om stans i fôring av matfisk av laks som var hjemlet i lov 14. juni 1985 nr. 68 
om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (fiskeoppdrettsloven) § 17 ble i Rt. 2002 s. 1298 (Polarlaks II) kjent 
ugyldig ettersom den hadde sterke likhetstrekk med en straffereaksjon og manglet tilstrekkelig 
hjemmel. Tvangsmulkten var i § 4 i forskriften utformet slik at overtredelse av forbudet i § 3 mot å 
fôre fisk i perioden 5. desember 1995 og 15. januar 1996, skulle ilegges en tvangsmulkt på 600 000 
kroner per overtredelse, som forfalt per overtredelse. Høyesteretts flertall kom til at dette var en 
«reaksjonsfastsettelse for en begått overtredelse som gir tvangsmulkten et klart preg av straff», jf. s. 
1307 i dommen. Tvangsmulkten var derfor i realiteten et overtredelsesgebyr, selv om den ble omtalt 
som tvangsmulkt. 

Forholdene ble vurdert annerledes av Høyesterett i Rt. 2008 s. 478 (Kobbvåglaks). Dette var en sak 
som gjaldt ileggelse av tvangsmulkt for brudd på en fôrkvote fastsatt i forskrift om 29. februar 1996 
nr. 223 om produksjonsregulerende tiltak for oppdratt av laks og ørret § 5. Om fôrkvoten ble 
overskredet forfalt tvangsmulkten straks kvoten var oppbrukt, jf. § 8 i forskriften. Den økte deretter 
ved hver ny overskridelse av grensene i forskriften. Mulkten var derfor ikke fastsatt til et bestemt 
beløp for overskridelse av kvoten slik tilfelle var for brudd på den aktuelle bestemmelsen i Rt. 2002 s. 
1298 (Polarlaks II), men økte så lenge overfôringen fortsatte. Retten kom til at mulkten derfor ikke 
hadde «primært preg av straffesanksjon, men mer av et virkemiddel for å anspore virksomhetene til å 
overholde kvoten», jf. avsnitt 60 i Rt. 2008 s. 478 (Kobbvåglaks). Tvangsmulkten var derfor ikke 
straff i Grunnlovens forstand. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 58 ...særlege tilfelle...
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Ordlyden «særlige tilfelle» i andre ledd andre punktum understreker at det ikke skal være kurant å 
frafalle eller redusere tvangsmulkt, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 221. Det må gjøres en konkret 
vurdering av om en mulkt kan reduseres eller frafalles i den enkelte sak. Avgjørelsen om å frafalle 
tvangsmulkt er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Karnov Lovkommentar 4 til § 58 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
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Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Det er fastsatt nærmere regler om tvangsmulkt i forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av 
tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven (forskrift om 
tvangsmulkt mv. ved brudd på havressurslova og deltakerloven). 

Det fremgår av § 2 i forskriften at Fiskeridirektoratet er gitt myndighet til å ilegge løpende 
tvangsmulkt ved brudd på bestemmelser i havressurslova og deltakerloven. Paragraf 3 i forskriften gir 
nærmere regler om utmålingen. Etter første ledd i § 3 fremgår det at mulkten blir satt til to ganger 
rettsgebyret (R) per dag, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1. 

Praktisering av tvangsmulkt etter § 58 ble først iverksatt fra 1. oktober 2021. 

§ 59. Lovbrotsgebyr

Den som med vilje eller aktlaust bryt føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova, kan påleggjast 
lovbrotsgebyr. Ved brot på føresegner fastsette i medhald av denne lova, kan det berre påleggjast lovbrotsgebyr 
når dette går fram av forskrifta.

Dersom nokon som handlar på vegner av eit føretak bryt føresegner som er fastsette i eller i medhald av lova, 
kan føretaket påleggjast lovbrotsgebyr. Det gjeld sjølv om ingen enkeltperson kan påleggjast lovbrotsgebyr.

Lovbrotsgebyr kan påleggjast etter faste satsar eller utmålast i kvart enkelt tilfelle. Ved fastsetjing av gebyret 
kan det mellom anna takast omsyn til fortenesta eller den potensielle fortenesta som den ansvarlege har hatt ved 
lovbrotet, kor alvorleg lovbrotet er, og ekstra kostnader som kontrolltiltak og handsaming av saka har ført med 
seg.

Departementet kan i forskrift gje nærare føresegner om fastsetjing av lovbrotsgebyr og føresegner om rente 
og tilleggsgebyr dersom lovbrotsgebyret ikkje vert betalt ved forfall.

Endeleg vedtak om lovbrotsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Lovbrotsgebyr kan også krevjast inn gjennom 
salslaget ved motrekning i fangstoppgjer. Domstolane kan prøve storleiken på gebyret.

Lovbrotsgebyr og straff etter kapittel 12 kan ikkje nyttast mot same lovbrot.

0 Endra ved lov 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540).

Karnov lovkommentarer:  § 59
Karnov Lovkommentar 1 til § 59
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny, men det var adgang til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på 
fiskerilovgivningen med hjemmel i deltakerloven § 28 fra 17. desember 2004 av. Hjemmelen ble 
imidlertid ikke benyttet til å ilegge overtredelsesgebyr etter saltvannsfiskeloven, jf. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 221. 

Gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24 ble det gjort flere endringer i den opprinnelige 
bestemmelsen. Blant annet ble det klargjort at bestemmelsen også gjelder for foretak, se mer i Prop. 
59 L (2012–2013) punkt 5.7. Endringene trådte i kraft 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 59 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd første punktum gir hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på bestemmelser i 
eller i medhold av loven. Et overtredelsesgebyr er en administrativ bot hvor et rettssubjekt pålegges å 
betale en pengesum til det offentlige. Dette er altså en tilbakeskuende reaksjon av en straffende 
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karakter (pønalt formål) mot en begått overtredelse, som anses som straff etter EMK, men ikke i 
Grunnlovens forstand. Det er altså ikke straff eller strafferettslig reaksjon etter straffeloven §§ 29 og 
30, men en administrativ sanksjon etter forvaltningsloven § 44. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 222 
peker på at reaksjonsformen vil sikre tilstrekkelig etterlevelse av regler dersom de mindre alvorlige 
lovbrudd på rapporteringsplikter, med noen opplistede typetilfeller, sanksjoneres med 
overtredelsesgebyr. Se mer om de prinsipielle vurderingene rundt spørsmålet om avkriminalisering og 
utforming av sanksjonsbestemmelsene i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) punkt 9.7.4, og vurderingen av 
saksbehandlingsregler i lys av EMK, hvor det vises til Ot.prp. nr. 70 (2003–2004) punkt 5.5. Se også 
mer om overtredelsesgebyr i forarbeidene til forvaltningsloven § 44 i Prop. 62 L (2015–2016) kapittel 
13 og s. 195. 

Det oppstilles i ordlyden et skyldkrav om uaktsomhet eller forsett fra den som bryter bestemmelsen, 
for at overtredelsesgebyr kan gis. I forvaltningspraksis legges det til grunn en streng aktsomhetsnorm. 
Etter andre punktum klargjøres det at det bare kan ilegges overtredelsesgebyr for brudd på 
handlingsnormer fastsatt i forskrift når dette framgår av forskriften. Dette kravet ble inntatt i 
forbindelse med en harmonisering av deltakerlovens og havressurslovas bestemmelser om 
overtredelsesgebyr, se mer i Prop. 59 L (2012–2013). Forskrift kan fastsettes etter fjerde ledd. Det ble 
i forbindelse med lovendringen i 2013 vurdert om loven skulle liste opp hvilke bestemmelser som 
skulle rammes av overtredelsesgebyr, men dette ble ikke funnet hensiktsmessig, jf. Prop. 59 L (2012–
2013) s. 40. Det har vært lagt til grunn et beviskrav om klar sannsynlighetsovervekt i praktiseringen 
av bestemmelsen, jf. vurderingene i Ot.prp. nr. 70 (2003–2004) s. 33.

Pålegg om overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Praktisk viktig her er 
klageadgangen etter kapittel VI. Det er eksempler på klager som tas til følge i forvaltningspraksis. Det 
er så langt ingen saker reist for domstolene. Innen akvakulturforvaltningen var det på slutten av 2000-
tallet flere saker om ileggelse av høye overtredelsesgebyrer hvor hjemmelsgrunnlaget ble 
problematisert i underrettspraksis og av Sivilombudsmannen. Dette foranlediget en revisjon av 
reaksjons- og sanksjonssystemet i akvakulturloven, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som foreslo 
flere lovendringer i en utredning fra 2012. Arbeidsgruppens vurderinger dannet et viktig grunnlag for 
de lovendringer som ble vedtatt i endringslov 21. juni 2013 nr. 74 om endringer i akvakulturloven. 
Lovprosessen er også relevant for reaksjons- og sanksjonssystemet i fiskerilovgivningen, se mer i 
Prop. 103 L (2012–2013). 

I Rt. 2014 s. 620 (Selsøyvik Havbruk) kom Høyesterett, i motsetning til lagmannsretten, til at et vedtak 
om overtredelsesgebyr på 1 938 223 kroner i en av sakene fra 2008 etter forskrift hjemlet i daværende 
akvakulturloven § 30 ikke var straff etter Grunnloven § 96. Det gis i dommen uttalelser om forholdet 
til Grunnloven § 96 og EMK, som er relevante for bruk av overtredelsesgebyr etter havressurslova. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 59 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Etter andre ledd kan foretak ilegges overtredelsesgebyr på objektivt grunnlag. Det avgjørende er om 
bestemmelsen objektivt sett er overtrådt, og skyld må ikke påvises for den som begikk handlingen i 
foretaket. Prop. 59 L (2012–2013) punkt 3.11.4 (jf. punkt 5.7.4) presiserer at det heller ikke er krav til 
å identifisere en bestemt skyldig (anonyme feil), og det kan også ilegges overtredelsesgebyr i tilfeller 
der flere personer sammen oppfyller vilkårene i gjerningsbeskrivelsen (kumulative feil). Det er også 
adgang til å ilegge både foretak og enkeltpersoner overtredelsesgebyr for samme overtredelse. Fra 
forvaltningspraksis er det en utbredt bruk av overtredelsesgebyr til både skipper og rederi i samme sak 
ved brudd på rapporteringsplikter i ERS-forskriften (forskrift 21. desember 2009 nr. 1743).

Det ble ikke uttrykt i forarbeidene hva som gjelder ved tilfeller av såkalt force majeure. For 
overtredelsesgebyr etter forvaltningsloven § 46 avgrenses det objektive ansvaret der overtredelsen er 
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et utslag av hendige uhell eller en følge av force majeure, se Prop. 62 L (2015–2016) s. 199. Dette er 
også gjeldende rett for foretaksstraff i straffeloven §§ 27 og 28, som bestemmelsen også må ses i 
sammenheng med, jf. Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 242. 

I HR-2021-797-A kom Høyesterett til at det objektive ansvaret for foretaksstaff etter straffeloven ikke 
er forenelig med staffebegrepet i EMK, slik dette er tolket av den Europeiske menneskerettsdomstolen 
(EMD) i storkammeravgjørelsen i sak G.I.E.M. S.L.R og andre mot Italia 28. juni 2018. Høyesterett la 
videre til grunn at alminnelig uaktsomhet er tilstrekkelig for å kunne ilegge foretaksstraff. Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD) følger per februar 2022 opp en høring om bestemmelsene i 
straffeloven, og skal ha uttalt at dommen får betydning for reglene om overtredelsesgebyr. 
Fiskeridirektoratets regionkontorer ble i mai 2021 instruert om at det bare skal ilegges 
overtredelsesgebyr i saker der det kan påvises skyld hos skipper eller annen person som har handlet på 
vegne av rederiet, inntil disse spørsmålene er avklart. 

Karnov Lovkommentar 4 til § 59 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Tredje ledd fastslår at overtredelsesgebyret kan pålegges etter faste satser eller utmåles i hvert enkelt 
tilfelle. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 222 fremhever samtidig at det oftest er mest tjenlig å utmåle 
gebyr i hver konkrete sak, for å sikre et rimelig samsvar mellom lovbruddet og reaksjonen. Det listes i 
andre punktum opp momenter som er sentrale i utmålingen av overtredelsesgebyr etter bestemmelsen. 
Dette er ikke er en uttømmende opplisting, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 222. Nærmere regler om 
utmåling er fastsatt i forskrift etter fjerde ledd. 

Karnov Lovkommentar 5 til § 59 4. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Det er fastsatt nærmere regler om overtredelsesgebyr i forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om 
tvangsmulkt mv. ved brudd på havressurslova og deltakerloven. Etter § 4 første ledd er 
Fiskeridirektoratets regionkontor gitt myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr til foretak eller 
personer som med forsett eller uaktsomhet bryter en eller flere bestemmelser i forskrifter opplistet i 
bokstav a til n. 

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr er fakultativ. Forvaltningen har derfor ingen plikt til å ilegge 
gebyr i det enkelte tilfelle, men kan velge om den vil gjøre det. Etter forskriftens § 5 første ledd skal 
gebyret fastsettes konkret i det enkelte tilfelle ut fra en vektlegging av blant annet overtredelsens 
alvor, fortjenesten eller potensiell fortjeneste mv., men det settes i andre ledd første punktum en 
grense på inntil 100 000 kroner per rettssubjekt. Grensen på 100 000 kroner gjelder ikke for 
torsketrålere som bryter noen av handlingsnormene oppgitt i § 4 tredje ledd. For slike lovbrudd kan 
det ilegges overtredelsesgebyr på inntil 3 000 000 kroner per fartøy med torsketråltillatelse per 
kalenderår, jf. forskriftens § 5 andre ledd andre punktum. 

Grensen for gebyr er særlig relevant med tanke på hvilke handlingsnormer som er straffesanksjonerte 
under kapittel 12. Sanksjonsbestemmelsen i loven er utformet slik at et brudd på samme type 
handlingsnorm kan føre til både overtredelsesgebyr og straff. Forvaltningen kan derfor velge å følge 
opp en administrativ sanksjon også i tilfeller der straffevilkårene er oppfylt, se mer i Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 167. Som utgangspunkt er det vurdert at overtredelser som bør ilegges en strengere 
reaksjon enn 100 00 kroner, bør følges opp i straffesporet. 

Karnov Lovkommentar 6 til § 59 6. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]
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Bestemmelsen understreker forbudet mot dobbel straffeforfølgning etter EMK tilleggsprotokoll nr. 7 
artikkel 4, jf. menneskerettsloven § 2. Se mer om dette i Jon Petter Rui, Forbudet mot gjentatt 
straffeforfølgning, Oslo: Universitetsforlaget, 2009.

Kapittel 12. Straffansvar

Karnov lovkommentarer:  Kapittel 12. Straffansvar
Karnov Lovkommentar 1 til Kapittel 12. Straffansvar
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Kapittelet viderefører og utvider saltvannsfiskeloven kapittel X og fastsetter reglene for straff og 
straffeprosessuell inndragning i loven. Utvidelsene kom i form av økte strafferammer, fra bøter eller 
fengsel for inntil 6 måneder til bøter eller fengsel for inntil 1 år. Da loven ble vedtatt ble 
strafferammen for grove lovbrudd økt fra 2 til 3 år, men gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24 ble 
den ytterlige hevet til 6 år i § 64. Det ble også inkludert noen nye handlingsnormer i § 61 i 
lovendringen som trådte i kraft fra 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540.

En annen viktig endring er en klargjøring i loven av hvilke handlinger og unnlatelser i havressurslova 
som er straffbare, men de straffesanksjonerte handlingsnormene er i all hovedsak videreført fra 
saltvannsfiskeloven. Straffeansvaret etter §§ 60 til 63 retter seg mot alle som med vilje eller 
uaktsomhet bryter bestemmelser i eller i medhold av loven, og er derfor ikke avgrenset mot noen 
særskilte aktører. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 222 understreker at et bærende element i 
sanksjonssystemet er at hensynet til ressurskontrollen tilsier en streng aktsomhetsnorm. Begrunnelsen 
er at brudd på reglene i havressurslova kan være alvorlige selv om det ikke er utvist grov uaktsomhet, 
se blant annet Rt. 1983 s. 41 og Rt. 1994 s. 1607 om føring av fangstdagbok. 

Hjemmel for å ilegge straff i form av bøter ved brudd på fiskerilovgivningen har vært en del av 
særlovgivningen siden de første skrevne rettskilder. Sammen med inndragning av fangst har 
sanksjonsbestemmelser og ordensregler for høsting på fiskefelt utgjort store deler av 
fiskerilovgivningen fram til starten av 1900-tallet. Idømmelse av fengselsstraff er av nyere dato og var 
blant annet en del av reguleringen av fiske med trål da en midlertidig lov om fiske med bunnslepenot 
(trål) av 16. juli 1936 ble vedtatt, se § 4 i loven. Utviklingen av regler i norsk lovgivning må også ses i 
sammenheng med utviklingen av det internasjonale havrettsregimet, som gir rammene for fastsettelse 
av nærmere avtaler og regler for håndhevelse og straffeforfølgning av fiskerikriminalitet overfor 
utenlandske fartøy og på tvers av jurisdiksjoner. I den forbindelse er også bestemmelser fastsatt i og 
etter økonomiske soneloven sentrale, særlig straffebestemmelsen i § 8. Se mer om noen av disse 
spørsmålene og utviklingen av begrepet «fiskerikriminalitet» i en norsk og internasjonal kontekst i 
«The development of the fisheries crime concept and processes to adress it in the international arena» 
av Gunnar Stølsvik i Marine Policy, vol. 105, s. 123—128 (2019). 

Dette er komplekse temaer som også må ses i sammenheng med generelle bestemmelser om straff i 
straffeloven og forfølging av saker i det administrative reaksjonssporet. Det har samtidig vært viktig 
for myndighetene at kvoteunndragelser, handlinger som kan medvirke til kvoteunndragelser eller 
brudd på kontrollbestemmelser skal sanksjoneres etter reglene i havressurslova, og at politi og 
påtalemyndigheter ikke må gå veien om brudd på reglene i straffeloven for å reagere mot lovbrudd i 
fiskerinæringen, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 160.

Det har opp gjennom årene vært en del straffesaker om brudd på fiskerilovgivning i domstolene. Siden 
havressurslova i stor grad viderefører gjeldende rett etter saltvannsfiskeloven, vil også eldre 
rettspraksis være relevant for tolkningen av dagens straffebestemmelser. En domssamling i 
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fiskerisaker fra 2011 utarbeidet av Lars Fause, og utgitt av Troms og Finnmark statsadvokatembete, 
gir en kronologisk oversikt over straffedommer fra Høyesterett og lagmannsrettene i fiskerisaker, med 
korte referat som fremhever rettslige spørsmål i den enkelte avgjørelse. Fause har også skrevet 
artikkelen «Fiskerikriminalitet – del 2» i Tidsskrift for strafferett, vol. 8(2), 2008 s. 139–160, som tar 
for seg Høyesteretts og lagmannsrettenes praksis ved lovanvendelse, saksbehandling og 
reaksjonsfastsettelse i saker som gjelder fiskerikriminalitet. 

§ 60. Brot på reguleringsføresegner

Den som med vilje eller aktlaust bryt føresegner fastsette i eller i medhald av §§ 9, 10, 11 tredje og fjerde 
ledd og 12 til 14, vert straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år dersom tilhøvet ikkje kjem inn under 
strengare straffeføresegner.

Karnov lovkommentarer:  § 60
Karnov Lovkommentar 1 til § 60
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen fastslår at forsettlige og uaktsomme brudd på de opplistede bestemmelser i lovens 
kapittel 2 og 3 som gjelder marin bioprospektering og fastsettelse av kvoter og fangstbegrensninger, 
kan straffes med bøter eller fengsel for inntil ett år dersom forholdet ikke kommer inn under strengere 
straffebestemmelser. Det er i dag regler under kapittel 3 som vil være av praktisk relevans da det ennå 
ikke er fastsatt nærmere regler under kapittel 2. Bestemmelsen retter seg primært mot den som høster, 
men kan også gjelde andre som medvirker, eller der det er plikter som retter seg mot andre enn den 
som høster, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 223. 

Siden fangst ut over tildelt kvote til fartøy inndras administrativt i forbindelse med kvotekontroll (jf. § 
54) er det ikke mange eksempler på straffesaker som gjelder brudd på regler i kapittel 3. Alvorlige 
kvoteoverskridelser kan samtidig straffeforfølges. Ett eksempel på en straffesak etter § 60 er HR-
2017-930-A der en kongekrabbefisker ble idømt en bot på 25 000 kroner og inndragning av fangst for 
å ha brutt et forbud mot fiske i et kvoteregulert område i forskrift 28. juli 2014 nr. 1002 om regulering 
av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø mv. i 2014–2015, som var hjemlet i § 
12.

§ 61. Brot på reglar om gjennomføring av hausting og orden på haustingsfeltet

Den som med vilje eller aktlaust bryt føresegner som er fastsette i eller i medhald av §§ 15, 16 andre ledd og 
18 til 24, vert straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år dersom tilhøvet ikkje kjem inn under strengare 
straffeføresegner.

Karnov lovkommentarer:  § 61
Karnov Lovkommentar 1 til § 61
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen fastslår at forsettlige og uaktsomme brudd på de opplistede bestemmelsene i lovens 
kapittel 4 , 4 a og 5 om gjennomføring av høsting, utlendingers fiske i territorialfarvannet og 
ordensregler for høstingsfelt kan straffes med bøter eller fengsel for inntil 1 år dersom forholdet ikke 
kommer inn under strengere straffebestemmelser. 

Det ble inkludert nye handlingsnormer i straffeansvaret i § 61 i forbindelse med flytting av 
bestemmelser fra fiskeriforbudsloven til havressurslova gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24 og 
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endringslov 16. juni 2017 nr. 73. Endringslovene trådte i kraft henholdsvis 1. januar 2014 (jf. kgl.res. 
31. mai 2013 nr. 540) og 1. juli 2017 (jf. kgl.res. 16. juni 2017 nr. 747). Se mer om straffeansvaret i 
kapittel 4 a i Prop. 119 L (2016–2017) punkt 4.2.

For aktsomhetsplikten etter § 16 første ledd gjelder det ikke et straffeansvar (se også note 2 til § 16 
første ledd). Det er ellers bare § 24 i kapittel 5 som er omfattet av straffeansvaret. Ot.prp. nr. 20 
(2007–2008) s. 223 fremhever at brudd på §§ 25–29 er saker mellom private parter der 
erstatningsregler er mer hensiktsmessige. 

En aktuell dom som gjelder overtredelse av § 61, jf. § 16, jf. § 1 i forskrift 19. desember 2014 nr. 1836 
om forbud mot fangst av snøkrabbe, er HR-2020-735-U. Her ble skipper på et litauisk fartøy idømt en 
bot på 5000 kroner, mens rederiet ble idømt en inndragning på 2 millioner kroner. En annen sak er 
HR-2017-1978-A der en tidligere hummerfisker blant annet ble dømt til 21 dager fengsel for fiske av 
hummer utenfor sesongen, jf. § 61, jf. § 16, jf. utøvelsesforskriften § 34a første ledd.

§ 62. Brot på reglar som skal leggje til rette for kontroll

Den som med vilje eller aktlaust bryt føresegner som er fastsette i eller i medhald av §§ 34 og 36 til 42, vert 
straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år dersom tilhøvet ikkje kjem inn under strengare straffeføresegner.

Karnov lovkommentarer:  § 62
Karnov Lovkommentar 1 til § 62
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen fastslår at forsettlige og uaktsomme brudd på de opplistede bestemmelser i lovens 
kapittel 6 om tilrettelegging for kontroll kan straffes med bøter eller fengsel for inntil ett år dersom 
forholdet ikke kommer inn under strengere straffebestemmelser. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 223 
fremhever at reglene retter seg mot de som høster viltlevende marine ressurser, og de som tar imot, 
transporterer, produserer eller oppbevarer fangst. 

Det er under denne bestemmelsen at brudd på en rekke rapporteringsplikter, for eksempel føring av 
fangstdagbok, kan straffes. Slike lovbrudd, og brudd på bifangstbestemmelser, utgjorde de fleste av 
straffereaksjonene fastsatt av Høyesterett under den tidligere straffebestemmelsen i 
saltvannsfiskeloven § 53. Se mer om dette i Irene Vanja Dahl , «Uaktsom overtredelse av 
saltvannsfiskeloven § 53» Lov og rett, vol. 41 (9–10), 2002 s. 606–619. Ut fra en gjennomgang av 
rettspraksis vurderer Dahl at det legges til grunn en streng, og til dels meget streng aktsomhetsnorm i 
retning av objektivt ansvar, ved overtredelser av bestemmelser om rapporteringsplikt. 

Se mer om aktsomhetsnormen ved fangstrapportering i Rt. 1983 s. 41 og Rt. 1994 s. 1607, samt 
praktisering av brudd på rapporteringsbestemmelser og straffeansvar etter § 62, jf. § 36, i en nyere 
dom inntatt i Rt. 2014 s. 996. Her understrekes blant annet den sentrale betydningen fangstdagboken 
har i ressurskontrollen, se særlig avsnitt 17 til 22.

§ 63. Brot på reglar om kontroll og handheving

Den som med vilje eller aktlaust bryt føresegner som er fastsette i eller i medhald av §§ 45, 46 første til femte 
ledd, 48 andre til fjerde ledd og 50 til 53, vert straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år dersom tilhøvet ikkje 
kjem inn under strengare straffeføresegner.

Karnov lovkommentarer:  § 63
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Karnov Lovkommentar 1 til § 63
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen fastslår at forsettlige og uaktsomme brudd på de opplistede bestemmelsene i lovens 
kapittel 7, 8 og 9 om kontroll og håndheving, samt tiltak mot UUU-fiske og forbud mot omsetning 
kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år dersom forholdet ikke kommer inn under strengere 
straffebestemmelse. Straffeansvaret retter seg mot pliktene næringsaktører både på sjø og land har for 
å legge til rette for kontroll tilsvarende som i § 62, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 223.

§ 64. Fellesføresegner om straff

Grovt lovbrot som er gjort med grov aktløyse eller med vilje, kan straffast med fengsel i inntil seks år. Ved 
vurderinga av om lovbrotet er grovt, skal det særleg leggjast vekt på om den økonomiske eller potensielle 
økonomiske verdien av lovbrotet er stor, om lovbrotet har skjedd systematisk og over tid, om lovbrotet er av 
grenseoverskridande art, og om lovbrotet har skjedd som ledd i organisert verksemd.

Når straffansvar etter §§ 60 til 63 kan gjerast gjeldande mot fartøyføraren for ei handling nokon av 
mannskapet på eit fartøy står for, kan den underordna berre straffast dersom han har brote føresegner med vilje. 
Ved avgjerda av om ein underordna skal straffast, skal det særleg takast omsyn til den preventive verknaden av 
straffa, kor grovt lovbrotet er, og om vedkomande har hatt eller kunne ha oppnådd fordel ved brotet.

Dersom utanlandsk fartøy har brote føresegner som er nemnde i §§ 60 til 63 utanfor sjøterritoriet, kan 
fengselsstraff ikkje nyttast. Det kan heller ikkje påleggjast subsidiær fengselsstraff i fall bot ikkje vert betalt. 
Fengselsstraff kan likevel nyttast dersom dette følgjer av avtale med ein framand stat eller fartøyet er statslaust.

Fartøyføraren kan vedta førelegg på vegner av oppdragsgjevaren. Oppdragsgjevaren kan også straffast i sak 
som vert reist mot fartøyføraren.

0 Endra ved lover 31 mai 2013 nr. 24 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 31 mai 2013 nr. 540), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

Karnov lovkommentarer:  § 64
Karnov Lovkommentar 1 til § 64
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og gir noen fellesbestemmelser om straff. Da loven ble vedtatt, ble strafferammen 
for grove lovbrudd satt til 3 år, men gjennom endringslov 31. mai 2013 nr. 24 ble den hevet til 6 år i § 
64. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2014, jf. kgl.res. 31. mai 2013 nr. 540.

Karnov Lovkommentar 2 til § 64 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd første punktum fastslår at grovt uaktsomme eller forsettlige grove lovbrudd kan straffes 
med fengsel i inntil 6 år. Som ordlyden i andre punktum og Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 223 peker 
på, skal det i vurderingen av om lovbruddet er grovt legges vekt på om den økonomiske gevinsten 
eller potensielle økonomiske gevinsten er stor, om lovbruddet har skjedd systematisk over tid og om 
lovbruddet har skjedd gjennom, eller som en del av, organisert virksomhet. Et eksempel på lovbrudd 
som skjer systematisk over tid, er når et fartøy og landanlegg samarbeider om å unnta landinger fra 
registrering over tid, se for eksempel Rt. 2004 s. 1449. 

Da strafferammen ble hevet fra 3 til 6 år, ble den komplekse kriminalitetsformen til UUU-fiske på 
tvers av kontrolletater og på tvers av land fremhevet. FNs konvensjon mot grenseoverskridende 
organisert kriminalitet av 15. november 2000 setter rammene for samarbeid med andre stater, og det 
nasjonale straffenivået har betydning for om samarbeid kan innledes, se mer i Prop. 59 L (2012–2013) 
punkt 5.8. En strafferamme på 6 år ble blant annet vurdert å være i bedre samsvar med strafferammen 
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i konvensjonen og straffenivået ved økonomisk vinning i annen lovgivning. Det ble også lagt til i 
andre punktum at det i vurderingen av lovbruddets grovhet, skal tas hensyn til om lovbruddet er av en 
grenseoverskridende karakter. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 64 2. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Vanligvis rettes straffeansvar mot fartøyfører og reder. Andre ledd fastslår et unntak fra hovedregelen 
og gir en særregel for mannskap, som ikke er ment å svekke fartøyføreren sitt ansvar. Det oppstilles i 
første ledd et skyldkrav om forsett for at en underordnet skal kunne straffes dersom straffeansvar etter 
§§ 60 til 63 kan rettes mot fartøyfører for en handling en av mannskapet står for. Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 224 presiserer at straffeansvar kan gjøres gjeldende mot mannskap etter §§ 60 til 63 dersom 
ansvar ikke kan gjøres gjeldende mot fartøyfører for en handling mannskapet står for. 

§ 65. Inndraging

Ved brot på føresegner som er nemnde i §§ 60 til 63, kan fangst inndragast. Det same gjeld reiskapar, 
gjenstandar, eigedomar, anlegg eller fartøy som er brukte ved lovbrotet. Dette gjeld utan omsyn til kven som er 
eigar. I staden for tingen kan verdien heilt eller delvis inndragast hos den skuldige eller den det er handla på 
vegner av, eller hos eigaren.

Det kan fastsetjast at panterett og andre rettar i ting som vert inndregne, heilt eller delvis fell bort. 
Føresegnene i straffelova § 74 gjeld tilsvarande.

Når lovleg og ulovleg fangst er blanda saman, kan heile fangsten inndragast.

0 Endra ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

Karnov lovkommentarer:  § 65
Karnov Lovkommentar 1 til § 65
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen gjelder straffeprosessuell inndragning av fangst, og må ikke forveksles med den 
administrative inndragningen som gjøres etter § 54. Dette er et reaksjonsmiddel innen 
fiskerilovgivningen, som går langt tilbake i tid. Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 54, 
men utvides også ved at det gis hjemmel for inndragning overfor landanlegg. 

Bestemmelsen må ses i sammenheng med inndragningsbestemmelsene i straffeloven kapittel 13. Det 
ble ved utarbeidelsen av havressurslova vurdert om det var behov for en egen bestemmelse om 
straffeprosessuell inndragning, eller om bestemmelsene i straffeloven var tilstrekkelige. Under 
henvisning til Rt. 2004 s. 1500 kom departementet til at det var nødvendig med en egen hjemmel for å 
kunne inndra fangst også i tilfeller hvor det for eksempel er brutt rapporteringsplikter ved levering av 
fangst, men fangsten er innenfor kvote, se mer i Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 165. Det fremheves på 
samme sted at den straffeprosessuelle inndragningen har vært et av de mest effektive virkemidlene i 
håndhevingen av saltvannsfiskeloven, og er en godt innarbeidet praksis i påtalemyndigheten og 
domstolene.

Rettstilstanden for straffeprosessuell inndragning etter saltvannsfiskeloven er behandlet i kapittel 8.4 i 
«Fiskerikriminalitet 2» av Lars Fause i Tidsskrift for strafferett, vol. 8(2), 2008 s. 139–160. For 
generell litteratur om temaet se Magnus Matningsdal, Inndragning, Oslo: Universitetsforlaget, 1987. 
Se vurderinger av § 65 mer spesifikt i en betenkning fra Jon Petter Rui om administrativ inndragning 
etter havressurslova § 54 fra 2020. 
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Se også mer om inndragning og overordnede rettslige krav i Straffelovrådets andre utredning NOU 
2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2 – Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Det ble 25. 
mai 2021 avgitt en tilleggsutredning til NOU 2010: 10 der fiskerilovgivningen gjennomgås og det 
foreslås bestemmelser om pønal inndragning, «konfiskasjon», som ny straffeart i straffeloven. 
Utredningene er per februar 2022 under oppfølging. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 65 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd hjemler inndragning av fangst, redskaper, gjenstander, eiendom, anlegg eller fartøy som er 
brukt ved brudd på bestemmelser omtalt i §§ 60 til 63, uten hensyn til hvem som er eier. Inndragning 
kan gjøres gjeldende overfor fisker, rederi, transportører, mottakere og kjøpere av fangst. Fjerde 
punktum fastslår at verdien kan inndras helt eller delvis i stedet for tingen hos den skyldige, eller den 
som det er handlet på vegne av, eller hos eieren. For fangster vil dette være det mest praktiske i de 
fleste tilfeller, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 224. Sentrale utmålingsmomenter ved fastsettelse av 
inndragningen er lovbruddets reelle eller potensielle gevinst, involverte verdier (takst fartøy og 
redskap), fangstkapasiteten til fartøy, oppdagelsesrisiko, gjerningsmannens subjektive skyld og 
eierens medansvar, jf. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 152. Inndragningen skal videre være påkrevd og 
forholdsmessig, jf. blant annet Rt. 2014 s. 996 avsnitt 16. 

Grunnlaget for inndragning kan være både utbyttet fra den straffbare handlingen og gjenstander 
benyttet ved den straffbare handlingen, jf. definisjonene i straffeloven §§ 67 og 69. Tradisjonelt har 
imidlertid domstolene i fiskerisakene ikke begrunnet om inndragninger bygger på det ene eller det 
andre grunnlaget, jf. tilleggsutredningen til NOU 2010: 10 s. 33 og s. 147 i Lars Fause, 
«Fiskerikriminalitet 2», Tidsskrift for strafferett, vol. 8(2), 2008 s. 139–160. Fause peker i samme 
artikkel på at anvendelsesområdet for inndragningen er mer omfattende enn i den alminnelige 
strafferetten, jf. Rt. 2002 s. 1063. Som det fremgår av § 65 tredje ledd er det også adgang til å inndra 
hele fangsten når lovlig og ulovlig fangst er blandet sammen. 

Et annet spørsmål er om inndragningen skal være brutto eller netto, og dermed om det er adgang til å 
inndra ut over berikelsen ved utbytteinndragning (ut over å nullstille lovovertreder) og gi 
inndragningen karakter av straff. I Rt. 2014 s. 996 ble det gjort en bruttoinndragning etter § 65, jf. 
avsnitt 45. I sin betenkning om inndragning etter havressurslova § 54 fra 2020, drøfter Jon Petter Rui 
også inndragning etter havressurslova § 65. Rui vurderer her at måten inndragningen etter § 65 ble 
gjort på i Rt. 2014 s. 996, ikke kan anses som gjeldende rett, blant annet ut fra en kurslegging av 
Høyesterett fra brutto- til nettoinndragning etter straffeloven § 67 (se for eksempel HR-2016-590-A), 
og vurderingene av § 65 i HR-2017-930-A avsnitt 37. Høyesterett har imidlertid i etterkant av 
betenkningen til Rui vist til vurderingene i Rt. 2002 s. 1063 og Rt. 2014 s. 996 i fastsettelsen av 
inndragning etter § 65 i HR-2020-735-U avsnitt 37. 

Karnov Lovkommentar 3 til § 65 3. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Dette er også tidligere slått fast i rettspraksis, se for eksempel Rt. 1991 s. 736. Se også første ledd.

Kapittel 13. Allmenne føresegner og ikraftsetjing

§ 66. Havforsking og praktiske reiskapsforsøk
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Når det er nødvendig for gjennomføring av havforsking eller praktiske forsøk til utvikling av reiskapar, 
fangstmetodar og liknande, kan Fiskeridirektoratet gjere unntak frå føresegner som er fastsette i eller i medhald 
av lova eller anna fiskerilovgjeving. Andre føresegner i lova gjeld så langt dei høver.

Departementet kan fastsetje kva som skal reknast som havforsking og praktiske forsøk til utvikling av 
reiskapar, fangstmetodar og liknande.

0 Endra ved lov 5 mars 2021 nr. 7 (ikr. 1 jan 2022 iflg. res. 17 des 2021 nr. 3629).

Karnov lovkommentarer:  § 66
Karnov Lovkommentar 1 til § 66
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen viderefører saltvannsfiskeloven § 2 fjerde ledd, og må ses i sammenheng med § 13 om 
kvoter til forsknings-, undervisnings- og overvåkingsformål. 

Karnov Lovkommentar 2 til § 66 1. ledd
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Første ledd gir Fiskeridirektoratet hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 
av loven, når dette er nødvendig av hensyn til havforskning og praktiske redskapsforsøk. Dette kan 
typisk være unntak fra maskeviddebestemmelser, bifangstbestemmelser, områdestegninger og 
minstemålbestemmelser fastsatt i regler etter kapittel 4. 

§ 67. Forskrifter

Departementet kan gje forskrifter til gjennomføring av lova. Forskrifter som er gjevne i medhald av lova, kan 
fastsetjast ulikt for

a. fartøy- og reiskapsgrupper
b. område, artar eller tider på året
c. typar verksemd.

Karnov lovkommentarer:  § 67
Karnov Lovkommentar 1 til § 67
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og gir departementet en generell myndighet til å gi forskrifter om gjennomføring 
av loven. Den fastslår at forskrifter fastsatt etter loven kan differensieres for fartøy og 
redskapsgrupper (bokstav a), for områder, arter eller tider på året (bokstav b) eller for typer av 
virksomhet (bokstav c). Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 225 fremhever at reguleringer må tilpasses til 
ulike forhold og problemstillinger som kan oppstå, og at en slik generell bestemmelse klargjør dette.

§ 68. Forskrifter etter saltvassfiskelova o.a.

Forskrifter som er fastsette i medhald av lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (saltvannsfiskeloven) 
og lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v., gjeld også etter at lova her 
er sett i kraft. Forskrifter fastsette i medhald av lova her, kan likevel oppheve forskrifter etter desse lovene når 
dei uttrykkjeleg fastslår dette.

Karnov lovkommentarer:  § 68
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Karnov Lovkommentar 1 til § 68
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Bestemmelsen er ny og er begrunnet i lovtekniske hensyn. Den fastslår at forskrifter fastsatt etter 
saltvannsfiskeloven og lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som råfiskkjøper, som ikke er 
opphevet, fortsatt gjelder og må oppheves uttrykkelig gjennom forskrifter fastsatt i medhold av 
havressurslova. Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 225 fremhever at en ny forskrift likevel vil gå foran en 
gammel forskrift som ikke er opphevet, om de regulerer samme forhold. 

§ 69. Ikraftsetjing

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.1 Frå same tid vert lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. 
oppheva. Kongen kan setje i kraft dei enkelte føresegnene til ulik tid og på same måte oppheve dei enkelte 
føresegnene i saltvannsfiskeloven til ulik tid. Frå den tid § 38 vert sett i kraft, vert lov 24. juni 1994 nr. 34 om 
registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. oppheva.

1 Frå 1 jan 2009 iflg. res. 12 des 2008 nr. 1355.

Karnov lovkommentarer:  § 69
Karnov Lovkommentar 1 til § 69
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Loven ble satt i kraft i sin helhet 1. januar 2009, jf. kgl.res. 12. desember 2008 nr. 1355. På samme 
tidspunkt ble saltvannsfiskeloven (lov 3. juni 1983 nr. 40) og lov 24. juni 1994 nr. 34 om registrering 
som råfiskkjøper opphevet. 

§ 70. Endringar i andre lover

Frå den tid lova vert sett i kraft, vert det gjort følgjande endringar i andre lover: – – –

Karnov lovkommentarer:  § 70
Karnov Lovkommentar 1 til § 70
Forfatter: Guri Hjallen Eriksen, Ekstern stipendiat, Universitetet i Oslo
Versjon: 25.02.2022 [lenke til kommentaren]

Loven ble satt i kraft 1. januar 2009, jf. kgl.res. 12. desember 2008 nr. 1355. Fra samme tidspunkt ble 
det gjort endringer i daværende råfiskloven og fiskeriforbudsloven, samt i lov om andre undersjøiske 
naturforekomster, økonomiske soneloven, lakse- og innlandsfiskloven, sjøloven, kystvaktloven, 
deltakerloven og akvakulturloven. Se mer om disse endringene i endringene i Ot.prp. nr. 20 (2007–
2008) s. 225–226 og kapittel 11. 
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Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 23. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av 
viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 5, § 11, § 12, § 15, § 16, § 17, § 20, § 21, § 24, § 34 og § 36 og § 59, lov 17. desember 
1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23 og § 24, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 
om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 14, forskrift 3. juni 
1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard, lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og forskrift 28. april 1978 nr. 20 om regulering ved 
fiske og fangst mv. i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1.
Endret ved forskrifter 18 jan 2022 nr. 92, 22 feb 2022 nr. 292, 28 feb 2022 nr. 316, 1 mars 2022 nr. 321 (bl.a. tittel), 8 april 2022 nr. 
568, 25 mai 2022 nr. 942, 14 juni 2022 nr. 1022, 9 sep 2022 nr. 1564, 20 sep 2022 nr. 1616, 12 okt 2022 nr. 1731, 6 nov 2022 nr. 1963, 
28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022), 12 jan 2023 nr. 36, 28 feb 2023 nr. 273, 24 mai 2023 nr. 726 (i kraft 1 juni 2023), 28 juni 
2023 nr. 1158, 29 juni 2023 nr. 1217, 13 sep 2023 nr. 1415, 4 okt 2023 nr. 1580, 6 okt 2023 nr. 1590.
Endres ved forskrift 4 okt 2023 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2024).

Kapittel I. Virkeområde

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for høsting av viltlevende marine ressurser med unntak av anadrome laksefisk.

Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy i Norges økonomiske sone, i fiskerisonen ved Jan 
Mayen, i fiskevernsonen ved Svalbard, i Norges territorialfarvann og på den norske kontinentalsokkelen. For 
norske fartøy gjelder forskriften også utenfor disse områdene så langt dette ikke strider mot annen stats 
jurisdiksjon.

Kapittel II. Maskeutforming og maskevidde i trål og snurrevad

§ 2. Maskeutforming og maskevidde

Det er forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske i forlengelsen og i fiskeposen. Alle maskens sider 
skal være like lange.

Med maskevidde menes maskens største innvendige åpning målt i strukket maske.

§ 3. Måling av maskevidde, fiskepose og forlengelse i trål og snurrevad

Maskevidden måles ved at et flatt mål som er 2 mm tykt, og som har den bredden som er fastsatt i § 4 og § 5, 
lett skal kunne føres gjennom masken med et trykk som tilsvarer 5 kg. Maskevidden måles ved å måle største 
innvendige åpning i masken.

Maskevidden i trål og snurrevad skal normalt fastsettes som gjennomsnittet av en eller flere serier på 20 
masker etter hverandre i redskapets lengderetning, eller dersom fiskeposen har mindre enn 20 masker, en serie 
med det maksimale antall masker. De målte maskene skal være minst 10 masker fra leisene og minst 3 masker 
fra sekkeknuten. I småmasket trål skal de målte maskene være minst 0,5 meter fra sekkeknuten. Masker som er 
ujevne på grunn av reparasjoner og liknende, skal ikke regnes med ved fastsettingen av gjennomsnittet.

Omkretsen i fiskeposen eller forlengelsen fastsettes ved å telle antall åpne masker rundt fiskeposen eller rundt 
forlengelsen, multiplisert med maskestørrelsen. Med maskestørrelse menes maskens lengste lengde, lik 
avstanden mellom midten av to motstående knuter i samme maske. Maskestørrelsen fastsettes som 
gjennomsnittet av 10 masker strukket etter hverandre i maskens lengste retning.

§ 4. Maskevidde i stormasket trål og snurrevad

Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad dersom det i noen del av redskapet er mindre maskevidde enn 
fastsatt i denne bestemmelsen.

1. Nord for 64° N.
a. Trål: 130 mm.
b. Flytetrål etter uer: 100 mm.
c. Snurrevad: 125 mm.
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2. Sør for 64° N:
a. Trål og snurrevad: 120 mm.
b. I Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av 

en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr

kan det ved fiske med trål og ved bruk av seleksjonspanel brukes en fiskepose med maskevidde ned 
til 90 mm.

I trålens undervinger og underbelg kan det brukes mindre maskevidde enn 90 mm.

I fiskeposen skal det være innmontert et seleksjonspanel som skal være minimum 3 meter langt og 
være laget av kvadratmasker med en minste maskevidde på 140 mm eller av diamantmasker med en 
minste maskevidde på 270 mm. Seleksjonspanelet skal være plassert i overpanelet på fiskeposen ikke 
lengre frem enn 4 meter fra sekkeknuten. Panelet skal ha lik bredde i hele sin lengde og ha samme 
bredde som overpanelet i fiskeposen (være festet fra leis til leis). Seleksjonspanel av diamantmasker er 
kun tillatt ved bruk av 4-panels fiskepose, og panelet skal da være montert med 3 masker i 90 mm til en 
maske i 270 mm.

c. I Skagerrak, jf. bokstav b, kan det ved fiske etter sjøkreps brukes maskevidde ned til 70 mm dersom 
det samtidig brukes sorteringsrist. Fiskeposen skal være laget av kvadratmasker.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 1 mars 2022 nr. 321.

§ 5. Fiske med småmasket trål og snurrevad

Uten hinder av § 4 kan det brukes følgende maskevidde ved fiske etter følgende fiskeslag:

1. Makrell, sild, brisling, vassild, lodde, øyepål, kolmule, 
hestmakrell og polartorsk Mellom 16 mm og 70 mm

2. Tobis Mindre enn 16 mm

3. Reker 35 mm

Uten hinder av § 4 kan kystfartøy under 15 meter største lengde bruke snurrevad med maskevidder mellom 
16 mm og 70 mm ved fiske etter sild vest av grunnlinjene fra 64° N og videre sørover til grensen mot 
Skagerrak, samt i følgende område:

Innenfor grunnlinjene i et område øst for Utsira definert ved følgende koordinater:
1. N 59° 38,554′ Ø 005° 04,355′ (på grunnlinjen)
2. N 59° 33,490′ Ø 005° 08,520′
3. N 59° 32,799′ Ø 005° 14,460′

og videre fra:
4. N 59° 16,206′ Ø 005° 31,174′
5. N 59° 06,999′ Ø 005° 30,407′
6. N 59° 06,999′ Ø 005° 12,615′ (på grunnlinjen).

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

Kapittel III. Seleksjon i trål og snurrevad

§ 6. Seleksjon
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Det er forbudt å bruke innretninger eller ha en oppbygging av trål og snurrevad som reduserer seleksjonen i 
redskapet.

Uten hinder av forbudet i første ledd er det tillatt å bruke slitematter, rundstropper, forsterkningsnett, fiskelås 
og fløytkuler dersom disse er utformet og montert slik som fastsatt i § 7, § 8 og § 9.

§ 7. Slitematte og fløytkuler

Det er tillatt å feste slitematter til undersiden av fiskeposen når disse er festet bare i forkant og langs siden. 
Med undersiden menes den nederste halvparten av omkretsen av fiskeposen.

Det er tillatt å feste fløytkuler på inn- eller utsiden av fiskeposen for å kompensere for forventet negativ 
oppdrift. Kulene skal festes med festepunkter i posens lengderetning (N-retning). Det skal være minst 2 meter, 
målt på strukket lin, mellom hver fløytkule. Hver fløytkule kan være maksimum 11 tommer i diameter.

§ 8. Rundstropper

Det er tillatt å bruke rundstropper i trål og snurrevad.

Ved bruk av stormasket trål og snurrevad er det bare tillatt å bruke rundstropper på poser som er laget i 
diamantmasket lin eller nett når disse brukes slik som anvist nedenfor:
a. Avstanden mellom hver rundstropp skal være minst 1 meter.
b. Rundstroppene skal være festet utvendig på tvers av fiskeposen rundt samme maskerekke og skal ha minst 

to festepunkter.

Rundstroppene skal være lengre enn 50 % av fiskeposens omkrets målt med strukket maske på det sted hvor 
rundstroppene er festet til fiskeposen. Rundstroppenes lengde mellom festepunktene skal være minst 50 % av 
avstanden mellom festepunktene. Rundstroppene skal måles slik:

Maskestørrelsen fastsettes som gjennomsnittet av 10 masker strukket etter hverandre i maskens lengste 
retning.

Det er likevel tillatt å ha en enkel rundstropp som kan være kortere enn 50 % av fiskeposens omkrets, dersom 
denne rundstroppen er festet nærmere enn 0,7 meter fra sekkeknuten.

Ved bruk av snurrevad eller trål er det tillatt å ha en enkel løftestropp når denne ikke er kortere enn 50 % av 
fiskeposens omkrets målt med strukket maske på det sted hvor stroppen er festet til fiskeposen.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 9. Forsterkningsnett og fiskelås

Det er tillatt å bruke forsterkningsnett i småmasket trål.

Ved fiske med snurrevad nord for 62° N er det kun tillatt å bruke fiskelås på innsiden i forlengelsen foran 
fiskeposen. Maskevidden i fiskelåsen kan være mindre enn 130 mm. Lengden på fiskelåsen skal ikke overstige 
4 meter. Ved bruk av diamantmasket fiskepose skal bakkant av fiskelåsen være minimum 14 meter foran 
posens bakkant. Ved bruk av kvadratmasket fiskepose skal fiskelåsen være foran kvadratmaskeseksjonen

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 10. Fiskepose og forlengelse i stormasket trål og snurrevad

Sør for 62° N gjelder følgende ved fiske med stormasket trål og snurrevad:
a. Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad der forlengelsen og fiskeposen til sammen er lengre enn 36 

meter.
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b. Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad hvor omkretsen på strukket maske øker fra forkant av 
forlengelsen til enden av fiskeposen.

c. Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad som ikke har lik lengde og bredde på over- og underpanelet i 
forlengelsen og i fiskeposen.

d. Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad med trådtykkelse på over 8 mm enkeltråd eller 5 mm dobbeltråd 
i fiskeposen.

e. Det er forbudt å bruke trål eller snurrevad som ikke har samme trådmateriale, samme nettype og enten 
enkeltråd eller dobbeltråd i fiskeposen.

Ved fiske med snurrevad nord for 64° N er det kun tillatt å bruke fiskepose med kvadratmasker. Fiskeposen 
med kvadratmasker skal bestå av tre deler: Forpart, sylinder med kvadratiske masker og løft. Redskapet skal 
være oppbygd og montert etter spesifikasjonene i vedlegg 1.

Ved fiske etter uer med flytetrål i de områdene dette er tillatt, skal det benyttes firepanels fiskepose. Alle 
posens sider skal være laget i samme materiale og motstående sider skal være like. Total bredde på 
sidepanelene skal minimum være 25 % av posens omkrets i antall frie masker.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 1 mars 2022 nr. 321, 8 april 2022 nr. 568.

§ 11. Fangstbegrensningssystem i snurrevad

Nord for 62° N er det tillatt å bruke fangstbegrensningssystem i snurrevad dersom det er utformet og 
innmontert i henhold til vedlegg 2. Fangstbegrensningssystemet skal bestå av minimum to utslippshull og en 
fiskelås og skal være montert som eneste seksjon mellom snurrevadens belg og fiskepose. Fiskelåsen kan ha 
mindre maskevidde enn 130 mm.

Ved bruk av fangstbegrensningssystem i kombinasjon med kvadratmasket fiskepose kan posen snøres 
sammen der det er behov for å begrense størrelsen på fangstene.

§ 12. Påbud om bruk av sorteringsrist

Med mindre annet er bestemt skal det brukes sorteringsristsystem i trålen i følgende tilfeller:
a. Ved fiske med stormasket trål nord for 62° N
b. Ved fiske med reketrål
c. Ved fiske etter kolmule og øyepål med småmasket trål
d. Ved fiske etter sjøkreps i Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b.

Fiskeridirektoratet kan fastsette krav til utforming og innmontering av sorteringsristen.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 13. Redskap som ikke er i bruk

Det er forbudt å ha på dekk redskap, deler av redskap og innretninger på redskap som ikke oppfyller kravene 
til minste maskevidde, utforming og til innretninger på redskap for det fiske fartøyet driver.

Uten hinder av forbudet i første ledd kan redskap, deler av redskap og innretninger på redskap oppbevares på 
dekk når de ikke kan tas i bruk.

Ved bruk av småmasket redskap, jf. § 5, skal snurrevad eller andre typer trål være bortstuet.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

Kapittel IV. Begrensninger i bruk av trål og snurrevad
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§ 14. Partråling etter bunnfisk med stormasket trål sør for 62° N

Fartøy med adgang til å drive partråling etter bunnfisk sør for 62° N kan på følgende vilkår fordele kvantumet 
ved landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:
a. Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til vedkommende salgslag før fisket tar til.
b. Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap. To fartøy kan da dra trålen ved å være tilkoblet 

selve trålredskapet i hver sin side. Det er ikke tillatt å bruke tråldører under partråling.
c. Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten pr. landing 

fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander fangsten.
d. Ved innmelding av fangst til vedkommende salgslag og ved landing skal det gis oppgave over at fangsten 

er tatt som partrållag.
e. Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av kvoteåret.

Et fartøy kan likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av 
merkeregisteret som følge av en strukturordning.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 15. Begrensninger i bruk av stormasket trål og snurrevad

Det er forbudt å bruke fiskepose i snurrevad som er laget av tvunnet diamantmasket knuteløst nett.

Ved fiske med snurrevad i området innenfor 4 nm fra grunnlinjene er det forbudt å bruke snurrevad som har:
a. En kuletelne eller grunntelne som er lengre enn 123 meter fra vingespiss til vingespiss.
b. En total omkrets i åpningen større enn 156 meter målt på strukket maske.
c. Mer enn 2000 meter taulengde (9 kveiler à 220 meter).

Det er forbudt å fiske torsk og hyse pelagisk med trål eller snurrevad. Med pelagisk trål eller snurrevad menes 
et redskap der ingen av redskapets deler er i berøring med havbunnen under høsting.

Det er forbudt å fiske breiflabb med trål og snurrevad.

Det er forbudt å fiske uer med trål.

Det er forbudt for fartøy med lasteromsvolum på 500 m3 eller mer å fiske med snurrevad i de områder og 
perioder det i medhold av § 26 er forbudt å høste med line for havgående linefartøy som har maskinelt 
egningsutstyr om bord.

Det er forbudt å fiske med bomtrål.

Det er forbudt å tråle etter sjøkreps med trål innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene utenom Skagerrak, jf. § 
4 nr. 2 bokstav b.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 16. Begrensninger i bruk av småmasket trål

Det er forbudt å fiske øyepål, tobis og kolmule i et område i Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner:
1. 59° 30′ N 01° 50,3′ Ø
2. 59° 30′ N 03° 00,0′ Ø
3. 59° 00′ N 03° 00,0′ Ø
4. 59° 00′ N 01° 38,4′ Ø

Fra posisjon nr. 4 langs yttergrensen av Norges økonomiske sone til posisjon nr. 1.

I tidsrommet fra og med 1. oktober til og med 31. mai, er det forbudt å fiske øyepål og kolmule i et område i 
Norges økonomiske sone avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. 58° 37′ N 03° 44′ Ø
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2. 58° 15′ N 04° 19′ Ø
3. 57° 49′ N 05° 48′ Ø
4. 57° 33′ N 05° 02′ Ø
5. 58° 29′ N 03° 02′ Ø

Innenfor grunnlinjene er det på følgende kyststrekninger forbudt å bruke bunntrål på grunnere vann enn angitt 
nedenfor:
a. Svenskegrensen–Jærens rev: 60 m
b. Jærens rev til og med Trøndelag fylke: 100 m
c. Nordland, Troms og Finnmark fylker: 170 m

Det er forbudt å fiske polartorsk med pelagisk trål.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 17. Forbud mot bruk av bobbinslenke og rockhopper gear i snurrevad og reketrål

Det er forbudt å bruke bobbinslenke og rockhopper gear i snurrevad nord for 62° N.

Det er forbudt å bruke rockhopper gear i snurrevad sør for 62° N.

Det er forbudt å bruke rockhopper gear i reketrål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

Med bobbinslenke forstås wire, kombinasjonswire, kjetting, eller tau, påtredd skiver, kuler, halvkuler eller 
lignende som festes under selve grunntelnen på trålen. Bobbinslenken er festet mot grunntelnen ved hjelp av 
kjettingtamper.

Med rockhopper gear forstås wire, kombinasjonswire, kjetting, eller tau, påtredd sirkelformede skiver av 
gummi, plast eller lignende som festes under selve grunntelnen på trålen og har i tillegg et tau, kjetting eller 
wire tredd gjennom hull i skivenes ytterkant hvor trålens grunntelne er festet.

Kapittel V. Begrensninger i bruk av not, garn, liner, teiner og ruser

§ 18. Krav til røkting av redskap

Garn, liner, teiner og ruser skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst. Redskapene skal røktes minst 
hver sjuende dag med mindre annet er bestemt.

Garn som brukes til fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes daglig. Bunnsatte liner som brukes til fiske etter 
torsk, hyse og sei skal røktes minst hver andre dag. Ikke bunnsatte liner som brukes til fiske etter torsk, hyse og 
sei skal røktes minst hver tredje dag. Med ikke bunnsatt line menes line som er satt slik at lineryggen ikke har 
bunnkontakt.

Garn og liner som brukes til fiske etter blåkveite, hvitlange, og brosme skal røktes minst hver andre dag.

Garn og liner som brukes til fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst hver fjerde dag.

Teiner som brukes til fangst av snøkrabbe skal røktes minst én gang hver tredje uke. Det enkelte fartøy må 
røkte sine egne teiner. Det er ikke tillatt å røkte teiner som er satt av eller som tilhører andre fartøy. 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra kravet om at fartøyene må røkte sine egne teiner dersom det oppstår 
motorhavari eller andre uforutsette hendelser.

Samleteiner til lagring av kongekrabbe skal røktes minst hver andre dag.

0 Endret ved forskrifter 18 jan 2022 nr. 92, 1 mars 2022 nr. 321, 6 nov 2022 nr. 1963, 24 mai 2023 nr. 726 (i kraft 1 juni 2023).

§ 19. Maskeutforming og maskestørrelse på garn

Det er forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske. Alle maskens sider skal være like lange.
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Det er forbudt å bruke garn dersom maskestørrelsen er mindre enn fastsatt nedenfor:

a. Fiske etter torsk nord for 62° N 156 mm

b. Fiske etter breiflabb 360 mm

c. Fiske etter kveite 470 mm

d. Fiske etter rognkjeks 267 mm

e. Fiske med bunnsatte garn sør for 62° N: 126 mm

f. Fiske etter torsk, hyse, sei, rødspette, lange, lyr og lysing utenfor 4 nautiske mil fra 
grunnlinjene i Norges økonomiske sone sør for 62° N og vest for en rett linje gjennom 
Lindesnes og Hanstholmen fyr: 148 mm

Maskestørrelsen i annet ledd bokstav e gjelder ikke ved fisket etter sild og makrell med bunnsatte sildegarn 
av multifilament (polyamid) tråd med maskestørrelse mindre enn 64 mm.

Maskestørrelsen på garn er lik 2 ganger stolpelengden. Stolpelengden er avstanden mellom midten av to 
påfølgende knuter når tråden er strukket mellom disse midtpunktene. Maskestørrelsen fastsettes normalt som 
gjennomsnittet på grunnlag av 10 masker. Masker som er ujevne på grunn av reparasjoner og liknende skal ikke 
regnes med ved fastsettingen av gjennomsnittet.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 20. Forbud mot fiske etter torsk, polartorsk og hyse med not

Det er forbudt å fiske torsk, hyse og polartorsk med not.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 21. Forbud mot monofilamentgarn ved fiske etter kveite

Det er forbudt å fiske kveite med garn fremstilt av monofilament eller tilsvarende materiale.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 22. Redskapsbegrensninger ved fiske etter breiflabb og kveite

Største tillatte garnmengde ved fiske etter breiflabb og kveite er til sammen 150 garn. Ved direktefiske etter 
breiflabb, hvor breiflabb utgjør mer enn 50 % i de enkelte fangster og ved landing, kan det likevel fiskes med 
opptil 500 garn. Det enkelte garn kan være inntil 27,5 meter langt.

Største tillatte krokmengde ved fiske med liner etter kveite er 1 200 krok pr. døgn. Samlet lengde på liner ved 
fiske etter kveite kan ikke overstige 15 000 meter.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 24 mai 2023 nr. 726 (i kraft 1 juni 2023).

§ 23. Forbud mot bruk av garn i Skagerrak

Det er forbudt å bruke garn i Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b, på grunnere vann enn 25 meter fra og med 1. 
juni til og med 15. august. Forbudet gjelder ikke manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med 
merkeregistrert fartøy.

Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige.

Fiskeridirektoratet kan gi manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrerte fartøy 
dispensasjon fra forbudet i annet ledd. Dispensasjon kan bare innvilges for fartøy som fisket med garn i 
området i 2018 inntil 1. desember og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av driftsgrunnlaget, eller for 
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fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik dispensasjon gjør ikke unntak fra fiskeforbud som 
følger av andre bestemmelser. Dispensasjonen gjelder heller ikke for fiske på grunnere vann enn 25 meter i 
perioden fra og med 15. juni til og med 15. mars. Det kan blant annet stilles vilkår om prøvetaking til 
forsknings- og overvåkningsformål samt rapportering av høstingsaktiviteten uten vederlag.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 1 mars 2022 nr. 321, 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022), 24 mai 2023 nr. 726 (i 
kraft 1 juni 2023).

§ 24. Påbud om akustiske pingere ved garnfiske i statistikkområde 00 (Vestfjorden)

Ved fiske for omsetning med garn innenfor statistikkområde 00 (Vestfjorden) er det fra og med 1. januar til 
og med 30. april påbudt med akustiske pingere på redskapet. Påbudet gjelder ikke for fiske etter rognkjeks og 
kveite.

Akustiske pingere skal festes i flytelinen på garnene. Det skal ikke være større avstand mellom de akustiske 
pingerne enn 200 meter. Første og siste pinger på en garnlenke skal ikke være mer enn 100 meter fra enden av 
lenka. Akustiske pingere skal ha et frekvensområde mellom 50 kHz–140 kHz. Signalstyrken for hele varigheten 
av signalet skal være større enn 145 dB + 5 dB @ 1 m. Signalets lengde skal være større enn 300 millisekunder 
og ha et intervall mellom signaler på 4–12 sekunder.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 25. Rapportering ved bruk av faststående redskap og fløytline

Følgende fartøy skal rapportere faststående redskap og fløytline til Kystvakten:
a. Fartøy som fisker med faststående redskap og fløytline utenfor fjordlinjene nord for 62° N
b. Fartøy som fisker med faststående redskap og fløytline utenfor grunnlinjene sør for 62° med unntak av 

Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b
c. Fartøy som fangster kongekrabbe.
d. Fartøy som fisker breiflabb og kveite med garn og line.
e. Fartøy som fisker blåkveite med garn nord for 62° N.

Rapporteringsplikten i første ledd omfatter følgende:
a. Lokalisering av faststående redskap og fløytline ved setting
b. Oppdatert informasjon om lokalisering av redskap skal rapporteres minst en gang hver fjortende dag etter 

setting. Informasjon eldre enn fjorten dager blir slettet. Oppdatert informasjon om lokalisering av redskap 
for fartøy som fangster snøkrabbe skal rapporteres minst en gang hver tredje uke etter setting. Informasjon 
eldre enn tre uker blir slettet.

c. Fjerning av redskap ved avslutning av fisket.
d. Antall meter garn eller antall krok i de enkelte lenkene/settene ved fiske etter breiflabb og kveite. I 

perioden frem til 1. oktober 2023 er det for fiske med line etter breiflabb og kveite tilstrekkelig å 
rapportere antall meter line.

Meldingene skal sendes elektronisk på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 1 mars 2022 nr. 321, 24 mai 2023 nr. 726 (i kraft 1 juni 2023), 29 juni 2023 nr. 1217.

§ 26. Grensedragning for havgående linefartøy

Det er forbudt for fartøy over 21,35 meter som fisker med liner og som har maskinelt egningsutstyr om bord, 
å sette line innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene langs norskekysten fra grensen mot Sverige til grensen mot 
Russland.

I tidsrommet fra og med 1. september til og med 31. desember er det forbudt for fartøy over 21,35 meter som 
fisker med liner og som har maskinelt egningsutstyr om bord, å sette line innenfor 10 nautiske mil fra 
grunnlinjene i følgende områder:
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a. Et område utenfor kysten av Finnmark/Troms avgrenset av en linje trukket fra
1. 70° 41,16′ N 021° 30,00′ Ø (4 n mil grense) til
2. 70° 47,52′ N 021° 30,00′ Ø (10 n mil fra grunnlinjene) langs 10 nautiske mil fra grunnlinjene til
3. 70° 36,32′ N 020° 00,00′ Ø (10 n mil fra grunnlinjene) til
4. 70° 29,90′ N 020° 00,00′ Ø (4 n mil grense).

b. Et område utenfor kysten av Troms avgrenset av en linje trukket fra
1. 70° 05,47′ N 018° 07,43′ Ø (4 n mil grense) til
2. 70° 08,98′ N 017° 52,98′ Ø (10 n mil fra grunnlinjene) langs 10 nautiske mil fra grunnlinjene til
3. 69° 35,50′ N 016° 27,45′ Ø (10 n mil fra grunnlinjene) til
4. 69° 29,99′ N 016° 34,76′ Ø (4 n mil grense).

I tidsrommet fra og med 1. september til og med 30. april er det forbudt for fartøy over 21,35 meter som 
fisker med liner og som har maskinelt egningsutstyr om bord, å sette line innenfor 10 nautiske mil fra 
grunnlinjene i et område utenfor kysten av Nordland avgrenset av en linje trukket fra
1. 69° 20,00′ N 015° 44,71′ Ø (4 n mil grense) til
2. 69° 20,00′ N 015° 16,59′ Ø (10 n mil fra grunnlinjene) langs 10 nautiske mil fra grunnlinjene til
3. 67° 30,00′ N 011° 25,33′ Ø (10 n mil fra grunnlinjene) til
4. 67° 30,00′ N 011° 41,75′ Ø (4 n mil grense).

Områdebegrensningene i denne paragrafen gjelder ikke ved fiske med fløytline etter hyse.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 27. Grensedragning for havgående fartøy som fangster med krabbeteiner

Det er forbudt for fartøy over 21,5 meter å fangste med teiner etter kongekrabbe eller annen krabbe innenfor 
4 nautiske mil fra grunnlinjene langs norskekysten fra grensen mot Sverige til grensen mot Russland.

I perioden fra og med 1. november til og med 31. mars er det forbudt for fartøy over 21,35 meter å fangste 
med teiner etter kongekrabbe eller annen krabbe innenfor 6 nautiske mil fra grunnlinjene i Finnmark.

Nærings- og fiskeridepartementet kan gi midlertidig dispensasjon fra forbudet i første ledd for fangst av 
taskekrabbe. Slik dispensasjon gjelder ikke for farvannet utenfor Finnmark, og det kan settes andre geografiske 
begrensninger i den enkelte dispensasjon.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 28. Redskapsbegrensning ved fangst av kongekrabbe, snøkrabbe og reker

Kongekrabbe i kvoteregulert område kan bare fangstes med teiner. Hvert fartøy kan fangste med inntil 30 
teiner. I teiner som er satt ut for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skal det være minst fire 
sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm. Fluktåpningene skal være montert i nedre 
kant av teinens sidepanel, men ikke høyere enn 10 cm fra bunnrammen.

Ved fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område er det forbudt å høste med teiner med fluktåpning.

Snøkrabbe kan kun fangstes med teiner. Hvert fartøy kan fangste med maksimalt 9 000 teiner.

Ved fiske etter reker med teiner kan det ikke samtidig innenfor statistikkområde 03-24 i Porsangerfjorden og 
innenfor statistikkområde 03-05 i Tanafjorden brukes mer enn 250 teiner pr. fartøy og pr. person. 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fiske etter reker med teiner i statistikkområde 03-24 når det i løpet av 
kalenderåret er beregnet at det er fisket 20 tonn i dette fiskeriet.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 12 jan 2023 nr. 36.
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§ 29. Påbud om fluktåpninger og rømningshull i teiner

I teiner som er satt ut til fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med 
statistikkområde 00-38, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning med diameter på minst 80 mm på hver 
side av redskapet. På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Rogaland fylke kan manntallsførte 
fiskere som fangster krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy likevel bruke teiner der fluktåpningene er 
minst 70 mm. I Trøndelag og Nordland fylker med unntak av statistikkområde 00-38 gjelder kravet nevnt i 
første punktum ikke for manntallsførte fiskere som fangster krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy.

Fluktåpningene skal være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av 
redskapet. I teiner med plan bunn skal åpningene plasseres helt nede ved redskapsbunnen. I teiner med 
sylinderform (tønneform) skal åpningene være helt nede ved redskapets bunn, men ikke lenger nede enn at det 
blir fri passasje gjennom åpningene når redskapet står ute for fangst.

Teiner som er satt ut til fangst av sjøkreps, kongekrabbe, taskekrabbe og annen krabbe unntatt snøkrabbe skal 
ha rømmingshull innmontert i samsvar med anvisningene i vedlegg 3.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 28 feb 2022 nr. 316, 1 mars 2022 nr. 321, 8 april 2022 nr. 568, 9 sep 2022 nr. 1564. 
Endres ved forskrift 4 okt 2023 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2024).

§ 30. Forbud mot bruk av ruser

Det er forbudt å bruke ruser i tidsrommet fra og med 1. mai til og med 30. september.

Forbudet gjelder ikke manntallsførte fiskere som fisker med ruser etter torsk med merkeregistrert fartøy for 
omsetning.

Fiskeridirektoratet kan dispensere fra forbudet i første ledd for personer som deltar i ungdomsfiskeordningen 
og for undervisningsinstitusjoner, herunder leirskoler og naturskoler.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 8 april 2022 nr. 568, 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).

Kapittel VI. Begrensninger ved fiske og fangst innenfor fjordlinjene
0 Overskrift endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 31. Begrensninger i bruk av fartøy innenfor fjordlinjene

Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjene som er angitt i 
vedlegg 4.

Forbudet i første ledd gjelder ikke:
a. Fra N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og sørover langs kysten for annet fiske enn etter torsk og etter sei med not
b. Fiske etter sei med not nord for Kibergsneset mellom N 70° 17,34′ Ø 31° 03,83′ og N 70° 21,70′ Ø 31° 

08,66′, i ytre del av Laksefjorden, i ytre del av Porsangerfjorden og i et område innenfor Sørøya mellom N 
70° 58,00′ Ø 24° 32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′ med fartøy under 28 meter største lengde. Høstingen 
må foregå utenfor linjer som er angitt i vedlegg 5. Fartøyet skal være påmeldt hos Fiskeridirektoratet og 
kan pålegges særskilte krav til rapportering

c. Fiske med reketrål med fartøy under 19,81 meter største lengde
d. Fangste kongekrabbe med teiner med fartøy under 21,35 meter største lengde
e. Fiske etter sild med not i områder sør for N 70° 40,50′ og vest for Ø 20° 00,00′ med fartøy under 21 meter 

største lengde
f. Fiske etter sild med not i perioden fra og med 1. september til og med 31. mars i statistikkområde 05, 

unntatt i Kaldfjorden og Bergsfjorden i Troms slik disse områdene er avgrenset i tredje ledd.
g. Fiske etter makrell fra og med Troms og sørover med fartøy under 28 meter største lengde, med unntak av 

i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ Ø 16° 04,70′.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-02-22-292
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-02-28-316
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-04-08-568
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-09-09-1564
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2023-10-04-1580
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-04-08-568
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-10-28-1968
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321


Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:44

 
Forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften)

Side 12

h. Fiske etter andre fiskeslag enn torsk med andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad med fartøy under 
21 meter største lengde

Dersom det er nødvendig av hensyn til praktisk gjennomføring av fisket, og det er vurdert som forsvarlig ut 
fra biologiske og økosystembaserte betraktninger, kan Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller gjøre unntak fra 
forbudet i første ledd i bestemte fiskerier for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt tidsrom. 
Det kan likevel ikke gis adgang til å fiske sild med not med fartøy over 21 meter største lengde eller makrell 
med fartøy over 28 meter største lengde i Kaldfjorden i Troms innenfor en rett linje mellom posisjon N 69° 
49,81′ Ø 018° 39,56′ (Klubbeneset) og N 69° 48,29′ Ø 018° 38,37′ (Røsneset) og Bergsfjorden i Troms 
innenfor linjer trukket mellom følgende posisjoner: På fjordlinjen ved Ø 017° 12,03′ videre sørvestover langs 
fjordlinjen til Ø 017° 05,00′ og videre til N 69° 24,811′ Ø 017° 08,420′ (Hellandsneset lykt).

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 32. Forbud mot bruk av snurrevad innenfor fjordlinjene

Det er forbudt å bruke snurrevad innenfor fjordlinjene som er angitt i vedlegg 4.

Forbudet i første ledd gjelder ikke:
a. Dersom det er fastsatt spesifikke unntak for fartøy under 11 meter største lengde i medhold av årlig 

forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N.
b. Fisket etter flyndre og lysing med fartøy under 11 meter største lengde i tidsrommet fra og med 1. juni til 

og med 31. desember. Ved fisket etter flyndre skal maskevidden i fiskeposen være minst 170 mm.
c. Fisket etter hyse med fartøy under 11 meter største lengde i tidsrommet fra og med 1. juli til og med 30. 

september. Snurrevaden må ha innmontert artsseperasjonssystem i henhold til vedlegg 6. Maskevidden i 
den kvadratmaskede delen skal ikke overstige 200 mm. Maskevidden i ledepanelene tilhørende systemet 
kan være mindre enn 130 mm. Underdelen skal være åpent i bakkant under fiske slik at torsk og annen 
bifangst fritt slippes ut. Det er tillatt å ha inntil 10 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved 
landing dersom bifangsten kan avregnes fartøyets kvote eller ferskfiskordningen.

d. Fartøy under 11 meter største lengde og 4,5 meter største bredde, som i tillegg har lasteromstørrelse under 
20 m3, og hvor dette er dokumentert overfor Fiskeridirektoratet, med mindre det gjelder forbud mot fiske 
med snurrevad i medhold av lokal reguleringsforskrift. Det er ikke adgang til å bruke snurrevad som er 
større enn en 120 maskers not (talt opp langs ene vingen) à 300 mm maskevidde (helmasker), med 
kuletelne og grunntelne ikke lengre enn 90 meter fra vingespiss til vingespiss, med total omkrets i 
åpningen ikke større enn 90 meter målt på strukket maske og maksimal taulengde ikke mer enn 880 meter 
(4 kveiler à 220 meter).

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 12 jan 2023 nr. 36.

§ 33. Krokbegrensning ved fiske innenfor fjordlinjene

Det er forbudt å fiske med bunnline med mer enn 5000 kroker pr. døgn innenfor fjordlinjene.

I følgende områder i tidsrommet fra og med 1. november til og med 30. april gjelder forbudet innenfor rette 
linjer mellom angitte posisjoner istedenfor fjordlinjene:

a. Varangerfjorden: N 70° 05,98′ Ø 029° 23,07′

N 69° 54,08′ Ø 029° 56,47′

N 69° 52,65′ Ø 030° 10,51′

b. Tanafjorden: N 70° 50,94′ Ø 028° 44,65′

N 70° 54,00′ Ø 028° 29,05′

c. Laksefjorden: N 70° 53,53′ Ø 027° 19,27′
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N 70° 50,00′ Ø 027° 17,48′

N 70° 51,44′ Ø 026° 39,78′

d. Porsangerfjorden: N 70° 49,50′ Ø 026° 16,65′

N 70° 58,32′ Ø 025° 48,03′

e. Havøysund–Sørøya: N 70° 54,10′ Ø 024° 33,25′

N 70° 53,37′ Ø 024° 14,79′

N 70° 44,86′ Ø 023° 40,49′

N 70° 46,86′ Ø 023° 29,90′

f. Hasvik–Silda: N 70° 30,31′ Ø 022° 41,31′

N 70° 19,78′ Ø 021° 56,98′

N 70° 20,89′ Ø 021° 48,69′

Dersom fartøyet fisker med bunnline både innenfor og utenfor forbudsområdet etter første og annet ledd, skal 
det totale antall kroker ikke overstige 5000.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

Kapittel VII. Samfiske og samføring av pelagiske fangster

§ 34. Krav til fartøy som skal drive samfiske

To notfartøy under 15 meter største lengde kan samarbeide om gjennomføringen av notkast og låssetting av 
fangst av norsk vårgytende sild, makrell, sild i Nordsjøen og Skagerrak og brisling. Dette gjelder uten hinder av 
bestemmelser om kvoteutnyttelse og overføring av fangst mellom fartøy. Begge notfartøyene i samfiskelaget 
må være til stede under hele samfisket. Samfisket er avsluttet når fangsten er låssatt, dvs. sikret i pose/lås, og 
innmeldt til Norges Sildesalgslag. Ved samføring av låssatt fangst må begge notfartøyene være tilstede til 
fangsten er tatt om bord i det fartøyet som skal føre fangsten. Begge notfartøyene i samfiskelaget må delta 
aktivt under selve fangstoperasjonen, enten ved å sette not, ved å slepe fartøyet som setter not eller ved å sikre 
fangst i pose/lås.

Begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for samfiske og låssetting. 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra deltakerforskriftens krav til egnethet, bemanning og utstyr under 
gjennomføringen av samfisket.

Notfartøy som skal drive samfiske etter norsk vårgytende sild, må begge tilhøre enten lukket gruppe og ha 
hjemmelslengde under 15 meter eller åpen gruppe. Unntak fra kravene til hjemmelslengde og største lengde 
gjelder for fartøy i lukket gruppe hvor eier av notfartøy med hjemmelslengde og største lengde på eller over 15 
meter drev samfiske med et fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter i årene 2008, 2009 
eller 2010. Unntaket gjelder også for eiere av fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 15 meter og 
største lengde over 15 som drev samfiske med et fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter i 
2014 eller tidligere. Videre gjelder unntak fra krav til lengde dersom ingen av fartøyene i samfiskelaget er egnet 
til å drive direktehåving av sild.

Notfartøy som skal drive samfiske etter makrell, må begge tilhøre lukket gruppe.

Notfartøy som skal drive samfiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak, må begge tilhøre enten lukket eller 
åpen gruppe.

Fartøy som har drevet selvstendig fiske i et kalenderår, kan ikke delta i samfiske i samme kalenderår, med 
mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen kvote hver gang fartøyet skal drive samfiske.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321
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0 Endret ved forskrift 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).

§ 35. Begrensning i kvantum av norsk vårgytende sild og sild i Nordsjøen og Skagerrak som kan samfiskes

Ved fiske etter norsk vårgytende sild kan et samfiskelag lande et kvantum tilsvarende summen av inntil 2 x 
12,52 kvotefaktorer.

Ved fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak kan et samfiskelag lande et kvantum tilsvarende summen av 
inntil 2 x 15 kvotefaktorer.

Kvantum utover dette må det enkelte fartøyet fiske og lande alene.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 36. Krav til påmelding og antall fartøy i et samfiskelag

Fartøy som skal drive samfiske må før samfisket starter være skriftlig påmeldt som samfiskelag til Norges 
Sildesalgslag. Et samfiskelag kan være påmeldt til samfiske på en eller flere arter. Påmeldingen som 
samfiskelag er gyldig i et kalenderår. Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som 
ansvarshavende.

Påmeldingen skal inneholde alle nødvendige opplysninger om deltakende fartøyer, eiere, registreringsmerke, 
ansvarshavende og i hvilket fiskeri det skal drives samfiske.

Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag pr. kalenderår. Denne begrensningen gjelder pr. art. Et fartøy kan 
likevel delta i ett nytt samfiskelag dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge 
av en strukturordning eller dersom et av fartøyene i samfiskelaget har forlist eller havarert og dette har medført 
vesentlig driftsavbrudd. Nytt fartøy i samfiskelaget må meldes til Norges Sildesalgslag før samfisket kan starte.

§ 37. Krav til låssetting og innmelding av fangsten

All samfisket fangst skal låssettes.

Fangsten er låssatt når den er sikret i merd/pose. Fisk som holdes i snurpenot på siden av fartøyet er ikke 
ansett som låssatt.1

Straks fangsten er låssatt skal fisker melde den inn til Norges Sildesalgslag. Dette gjelder uavhengig av om 
fangsten skal meldes til auksjon eller lagres i låset. Låssted med tilhørende koordinater (geografisk posisjon) og 
kommune skal angis i innmeldingen. Samfiskeoperasjonen er avsluttet når fangsten er låssatt og innmeldt til 
Norges Sildsalgslag.

Lås som oppankres eller fortøyes til land skal merkes på forsvarlig måte med minimum én blåse fra hvert 
deltakende fartøy i samfiskelaget.

Samfiskelaget plikter å føre tilsyn med at den låssatte fangsten håndteres og oppbevares i tråd med 
bestemmelsene om fangst av fisk som skal holdes levende.

1 Kravet til låssetting i første ledd gjelder ikke ved samfiske etter makrell i 2023, se forskrift 31 mai 2023 nr. 754 (gjelder til og med 
31 desember 2023).

§ 38. Landing og samføring av samfisket og låssatt fangst

Landing av låssatt fangst kan skje ved opptak fra lås i sjøen til godkjent førings-/kjøperfartøy. Den låssatte 
fangsten kan også tas opp og føres i land av ett eller begge fartøyene i samfiskelaget (samføring). Ved 
samføring skal samfiskelaget snarest mulig melde fra til Norges Sildesalgslag om tidspunktet for opptak fra lås, 
kvantumet som skal samføres og landingssted.

Kapittel VIII. Forbud mot å fiske bestemte arter til bestemte tider
0 Overskrift endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.
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§ 39. Fredningstid for kveite, breiflabb og uer

Det er forbudt å fiske kveite i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars.

Det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 64° N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med 20. 
mai. I området mellom 62° N og 64° N gjelder forbudet i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 20. mai.

Det er forbudt å fiske uer med konvensjonelle redskaper nord for 62° N. Forbudet gjelder ikke fartøy med 
største lengde under 15 meter som fisker med juksa i tidsrommet fra og med 1. juni til og med 31. august.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 24 mai 2023 nr. 726 (i kraft 1 juni 2023).

§ 40. Forbudsområde for kveite

Det er forbudt å fiske kveite i Norges økonomiske sone innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner:
1. N 66° 03′ Ø 006° 54′
2. N 66° 00′ Ø 008° 00′
3. N 65° 44′ Ø 008° 11′
4. N 65° 22′ Ø 007° 39′
5. N 65° 04′ Ø 006° 20′
6. N 65° 30′ Ø 005° 51′.

§ 40a. Forbud mot å fiske torsk

Det er forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark til grensen mot Sverige. Forbudet 
gjelder ikke bifangst av torsk som fiskes i medhold av dispensasjon etter § 23 eller i medhold av forskrift 26. 
november 2012 nr. 1104 om utforming og innmontering av sorteringsrist i reketrål § 5 tredje ledd jf. § 2 første 
ledd eller dispensasjon etter § 2 annet ledd, eller bifangst av torsk som fiskes i medhold av dispensasjon etter § 
2 i forskrift om forbud mot fiske i gytefelt for torsk. Det er likevel adgang til å beholde torsk som tas som 
uunngåelig bifangst ved fiske etter andre arter, og som ikke er levedyktig. Forbudet gjelder også ved dykking.

0 Tilføyd ved forskrift 22 feb 2022 nr. 292, endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

Kapittel IX. Bifangst

§ 41. Bifangst ved fiske med stormasket trål og snurrevad

Ved fiske med stormasket trål og snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 15 fjerde ledd tillatt å ha inntil 
30 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

Ved høsting med stormasket trål er det uten hinder av forbudet i § 15 femte ledd tillatt å ha inntil 10 % 
bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved høsting med stormasket trål utenfor 12 nautiske 
mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst av uer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

Ved fiske med snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 39 tillatt å ha inntil 10 % bifangst av uer. Fartøy 
med største lengde under 21 meter som fisker med snurrevad kan likevel ha inntil 30 % bifangst av uer i 
tidsrommet fra og med 1. august til og med 31. desember. Bifangsten av uer regnes i rund vekt pr. uke basert på 
summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl. 00.00 til søndag klokken 
24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger pr. uke regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved 
landing.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 1 mars 2022 nr. 321, 8 april 2022 nr. 568.
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§ 42. Bifangst ved fiske med småmasket trål og snurrevad

Ved fiske etter kolmule og øyepål sør for 64° N er det tillatt å ha inntil 20 % bifangst i vekt av andre arter i de 
enkelte fangster og ved landing.

Ved fiske etter tobis med mindre maskevidde enn 16 mm er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst i vekt av andre 
arter i de enkelte fangster og ved landing.

Ved fiske etter vassild er det tillatt å ha inntil 5 % bifangst av andre arter i vekt i de enkelte fangster og ved 
landing.

Det er tillatt å ha inntil 0,5 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men maksimalt 
500 kg breiflabb pr. tur.

Ved fiske etter sild med snurrevad sør for 64° N er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst i vekt av andre arter i 
de enkelte fangster og ved landing.

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere regler om prøvetaking og beregning av bifangst.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 43. Bifangst ved fiske med reketrål

Ved fiske etter reker med trål sør for 62° N er det tillatt å ha fisk som bifangst. Bifangsten av torsk og hyse 
ved høsting utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene kan til sammen ikke overstige 15 % i vekt i de enkelte 
fangster og ved landing.

Det er likevel forbudt for norske fartøy å ha mer enn:
a. 15 % bifangst av breiflabb i vekt i de enkelte fangster og ved landing, og
b. 10 % bifangst av torsk i vekt i de enkelte fangster og ved landing, men mindre annet er bestemt i årlig 

reguleringsforskrift for torsk i Nordsjøen og Skagerrak.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 44. Bifangst ved fiske med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad

Ved fiske med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad er det uten hinder av forbudet i § 39 tillatt å ha 
inntil 10 % bifangst av uer. Fartøy med største lengde under 21 meter som fisker med andre konvensjonelle 
redskaper enn snurrevad kan likevel ha inntil 30 % bifangst av uer i tidsrommet fra og med 1. august til og med 
31. desember. Bifangsten av uer regnes i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler 
undertegnet i tidsrommet fra mandag kl. 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere 
ganger pr. uke regnes bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

Ved fiske med garn er det uten hinder av forbudet i § 39 tillatt å ha inntil 5 % av breiflabb regnet i vekt i de 
enkelte fangster og ved landing.

Ved fiske med garn og liner er det uten hinder av forbudene i § 21 og § 39 tillatt å ha inntil 1 % bifangst av 
kveite, regnet i rund vekt pr. uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet 
fra mandag kl. 00.00 til søndag klokken 24.00. For fartøy som ikke lander flere ganger pr. uke regnes 
bifangsten i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Videre er det i slikt fiske ikke tillatt å ha mer enn 0,5 % 
bifangst av kveite i rund vekt basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra 
og med 20. desember til og med 31. mars. Disse bestemmelsene om bifangst gjelder kun kveite som ikke er 
levedyktig når den kommer om bord. All levedyktig fangst av kveite i perioden fra og med 20. desember til og 
med 31. mars skal straks slippes på sjøen.

Ved fiske etter reker med teiner i Fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann er det forbudt 
å ha bifangst av snøkrabbe. All bifangst skal gjenutsettes.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 24 mai 2023 nr. 726 (i kraft 1 juni 2023).
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§ 45. Stenging av områder for å begrense bifangst

For å begrense bifangst av hyse, uer og sei kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter vassild i visse områder 
nord for 62° N for en periode på inntil 14 dager, dersom bifangst av disse artene til sammen overstiger 1000 kg 
i de enkelte fangster. Deretter gjenåpnes området automatisk.

For å begrense bifangst av torsk kan Fiskeridirektoratet forby fiske etter lodde i visse områder nord for 62° N 
dersom bifangst av torsk overstiger 35 kg torsk pr. 100 tonn lodde.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).

Kapittel X. Minstemål og tiltak for å begrense fangst av fisk under minstemål

§ 46. Måling av fisk

Fiskens lengde skal måles fra snutespissen til enden av sporens ytterste stråler.

Pigghå skal måles fra snutespissen til bakerste kant av den øverste haleflik.

Sjøkreps skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp.

Reker skal måles fra forkant av øyet til bakre kant av halen.

Taskekrabbe og snøkrabbe skal måles over skallets største bredde.

Kongekrabbe skal måles fra indre ende av øyehulen til innbuktning i bakkant midt på ryggskjoldet.

Haneskjell og stort kamskjell skal måles over skallets lengste lengde.

§ 47. Minstemål

Det er forbudt å fiske fisk mindre enn:

1. Blåkveite 45 cm

2. Breiflabb ved fiske med garn 60 cm

3. Brisling innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene 10 cm

4. Glassvar 25 cm

5. Haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark fylker 6,5 cm

6. Hvitting 32 cm

7. Hyse

a. Nord for 62° N 40 cm

b. Sør for 62° N 32 cm

8. Kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26° Ø 13 cm

9. Kveite 84 cm

10. Lodde

a. Nord for 62° N 11 cm

b. I fiskerisonen ved Jan Mayen 12 cm

11. Lomre 25 cm

12. Lysing 30 cm

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321
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13. Makrell 30 cm

14. Makrellstørje 115 cm og 30 kg

15. Pigghå 70 cm

16. Piggvar 30 cm

17. Reke (pandalus borealis)

a. Nord for 62° N 6 cm

b. Sør for 62° N 6,5 cm

18. Rødspette 29 cm

19. Sandflyndre 23 cm

20. Sei

a. Nord for 62° N 45 cm

b. Sør for 62° N 40 cm

c. Sei med not

i. Nord for 68° 30′ N 42 cm

ii. Mellom 68° 30′ N og 62° N 40 cm

I området mellom 66° 33′ N og 62° N gjelder likevel et minstemål 
på 35 cm inntil Fiskeridirektoratet har beregnet oppfisket 3 000 tonn 
sei i dette området i det enkelte reguleringsår

iii. Sør for 62° N innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene 32 cm

21. Sild

a. Nord for 62° N 25 cm

b. Sør for 62° N 20 cm

c. Tronheimsfjordsild 23 cm

22. Sjøkreps 13 cm

23. Skrubbe 20 cm

24. Slettvar 30 cm

25. Smørflyndre 28 cm

26. Snøkrabbe 9,5 cm

27. Stort kamskjell 10 cm

28. Taskekrabbe 13 cm

29. Taskekrabbe på kyststrekningen Rogaland mot grensen til Sverige 11 cm

30. Tobis 10 cm

31. Torsk

a. Nord for 62° N 44 cm

b. Sør for 62° N 40 cm
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32. Uer

a. Utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene 30 cm

b. Innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene 32 cm

33. Vassild 27 cm

34. Ål

a. Gulål 40 cm

b. Blankål 37 cm

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 24 mai 2023 nr. 726 (i kraft 1 juni 2023).

§ 48. Unntak fra minstemålbestemmelsene

Minstemålene gjelder ikke for:
a. Sei og makrell som ikke skal omsettes
b. Makrell som fiskes med garn og krokredskaper
c. Notfanget makrell som låssettes og anvendes til konsumformål
d. Makrell i Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b, som anvendes til konsumformål eller agn.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra minstemålet for agnfiske av sei som ikke er til eget 
agnforbruk. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).

§ 49. Innblanding av fisk under minstemål

Det er tillatt å ha inntil 10 % av den enkelte art under minstemål i antall i de enkelte fangster. Dette gjelder 
ikke kveite.

Ved fiske med garn er det tillatt å ha inntil 5 % breiflabb under minstemål i antall i de enkelte fangster.

Ved fiske etter vassild er det tillatt å ha inntil 20 % vassild under minstemål i antall i de enkelte fangster.

Ved fiske etter torsk, hyse og sei med trål og konvensjonelle redskap nord for 62° N er det tillatt å ha til 
sammen 15 % torsk, hyse og sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter hyse med line i 
statistikkområde 03 (Øst-Finnmark) er det tillatt å ha til sammen 20 % torsk, hyse og sei under minstemål i 
antall i de enkelte fangster.

Ved fiske etter sei med not i området mellom 62° N og 66° 33′ N er det når minstemålet på notfisket sei er 40 
cm, tillatt å ha inntil 30 % sei under minstemål i antall i de enkelte fangster. Ved fiske etter sei med not nord for 
66° 33′ N er det tillatt å ha inntil 20 % sei under minstemål i antall i de enkelte fangster.

Ved fiske etter blåkveite nord for 62° N er det tillatt å ha 15 % blåkveite under minstemål i antall i de enkelte 
fangster.

Ved fiske etter uer nord for 62° N er det tillatt å ha inntil 15 % uer under minstemål i antall i de enkelte 
fangster.

Ved fiske etter reker nord for 62° N skal innblanding av fisk pr. 10 kg reker ikke overstige:
a. 8 eksemplarer torsk under minstemål
b. 20 eksemplarer hyse under minstemål
c. 3 eksemplarer blåkveite under minstemål
d. 3 eksemplarer uer (Sebastes norvegicus, Sebastes mentella og Sebastes viviparus) under 32 cm.
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Ved fiske etter lodde nord for 62° N er det pr. tonn lodde tillatt å ha inntil 300 eksemplarer av hver av artene 
torsk, hyse, blåkveite og sild under minstemål.

Ved fiske etter norsk vårgytende sild er det tillatt å ha inntil 20 % norsk vårgytende sild under minstemål i 
antall i de enkelte fangster.

Ved fiske etter reker og sjøkreps sør for 62° N er det tillatt å ha inntil 15 % av den enkelte av disse artene 
under minstemål i antall i de enkelte fangster.

Ved fiske etter kystbrisling sør for 62° N er det tillatt å ha inntil 20 % brisling under minstemål regnet i vekt.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 1 mars 2022 nr. 321.

§ 50. Stenging av områder for å begrense fangst av fisk under minstemål

For å begrense fangst av fisk under minstemål, kan Fiskeridirektoratet:
a. Forby fiske i visse områder nord for 62° N dersom innblanding av reker, torsk, hyse, sei, blåkveite og uer 

under minstemål overskrider det som fremgår av § 49 fjerde til åttende ledd
b. Forby fiske med trål og snurrevad i visse områder sør for 62° dersom det ved fiske med stormasket trål 

eller snurrevad er større innblanding enn til sammen 15 % torsk, sei, hyse og hvitting under minstemål i 
antall i de enkelte fangster.

Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter det gjenåpnes automatisk.
Størrelsen på området kan være inntil 500 kvadratnautiske mil utenfor Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b, 

og inntil 250 kvadratnautiske mil i Skagerrak.
Innenfor det stengte området kan det likevel fiskes med:

1. reketrål dersom sorteringsrist er installert i trålen og oppsamlingspose ikke er påmontert
2. pelagisk trål etter makrell, hestmakrell eller sild
3. andre konvensjonelle redskap enn snurrevad.

c. Forby høsting av reker i visse områder sør for 62° N utenfor Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b dersom det 
ved fiske etter reker er større innblanding enn 15 % reke under minstemål i antall i de enkelte fangster.

Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter det gjenåpnes automatisk.
Størrelsen på området kan være inntil 500 kvadratnautiske mil.
Fiskeridirektoratet kan tillate fiske innenfor det stengte området dersom det er innmontert 

seleksjonssystemer for utsortering av reker under minstemål.
d. Forby fiske etter reker i visse områder i Skagerrak, jf. § 4 nr. 2 bokstav b, dersom det ved fiske etter reker 

er større innblanding enn 20 % reke under minstemål i antall i de enkelte fangster.

Området kan stenges i inntil 14 dager, hvoretter det gjenåpnes automatisk.
Størrelsen på området kan være inntil 50 kvadratnautiske mil.
Fiskeridirektoratet kan tillate fiske innenfor det stengte området dersom det er innmontert 

seleksjonssystemer for utsortering av reker under minstemål.
e. Forby fiske etter tobis i visse områder dersom det ved fiske etter tobis er større innblanding enn 10 % tobis 

under minstemål i antall i de enkelte fangster.

Området kan stenges i inntil 7 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk.
f. Forby fiske etter tobis i visse områder, dersom innblanding av andre arter under minstemål til sammen 

overstiger 20 stk. pr. 100 kg i de enkelte fangster.

Området kan stenges i inntil 7 dager, hvoretter området gjenåpnes automatisk.

Fiskeridirektoratet kan forby fiske etter lodde i visse områder nord for 62° N dersom innblanding av lodde, 
torsk, hyse, sei og blåkveite under minstemål overskrider det som fremgår av § 49 første og niende ledd.

0 Endret ved forskrifter 22 feb 2022 nr. 292, 1 mars 2022 nr. 321, 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).
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Kapittel XI. Forbud mot utkast og oppmaling

§ 51. Ilandføringsplikt

All fangst av fisk skal føres i land. Dette gjelder likevel ikke:
a. Levedyktig fisk fanget i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i havressursloven. Slik fangst 

skal straks slippes på sjøen.
b. Lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen.
c. Død eller døende fisk av andre arter enn:

Akkar
Ansjos
Blåkveite
Blålange
Blåsteinbit
Breiflabb
Brisling
Brosme
Brudefisk (beryx)
Dolkfisk
Flekkpagell
Flekksteinbit
Flyndre
Glassvar
Glatthodefisk
Gråsteinbit
Hai unntatt brugde, håbrann og håkjerring
Havabbor
Hestmakrell
Hyse
Hvitting
Isgalt
Kolmule
Kongekrabbe
Kveite
Lange
Lodde
Lyr
Lysing
Makrell
Makrellstørje
Morider
Orange Roughy
Piggvar
Polartorsk
Reke (Pandalus borealis)
Rognkjeks
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Sardin
Sei
Sild
Sjøkreps
Skate
Skjellbrosme
Skolest
Slettvar
Slirefisk
Strømsild
Tobis
Torsk
Tunger
Uer
Vassild
Vrakfisk
Øyepål
Ål

d. Ved fiske med reketrål nord for 62° N når samlet innblanding av andre arter enn reke ikke overstiger 5 % i 
vekt av rekefangsten i det enkelte hal.

e. For kolmule og øyepål ved fiske med reketrål sør for 62° N.
f. Fangst av kveite over 2 meter. Slik fangst skal straks slippes på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om 

kveiten er levedyktig eller død eller dødende.

Fiskeridirektoratet kan påby opptak av fangst.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).

§ 52. Slipping av fangst i notfisket etter makrell

I notfisket etter makrell er det ikke tillatt å slippe hele eller deler av fangsten når det er fare for neddreping, jf. 
§ 51 første ledd bokstav c. På selve noten skal det være påmontert en markeringsblåse ved 7/8 av notens 
lengde. Med «notens lengde» forstås lengden fra notøre til notøre. Punktet 7/8 av notens lengde skal merkes 
med en hvit blåse med en omkrets på minimum 40 tommer. Blåsen skal festes på flåen og være godt synlig og 
egnet til å reflektere lys.

Ved eventuell slipping av fangst må noten være klargjort for slipping når markeringsblåsen tas om bord. 
Noten skal da ha en tilstrekkelig stor utslippsåpning til at makrell kan svømme fritt ut. En påbegynt 
slippeoperasjon kan avsluttes også etter at markeringsblåsen er tatt om bord ved at noten lukkes. Noten kan da 
ikke åpnes igjen.

§ 53. Oppmaling av torsk, hyse, sei og kystbrisling

Det er forbudt å fiske eller lande torsk, hyse, sei og kystbrisling til oppmaling, herunder til matmel og til 
fiske- og dyrefôr.

Vedkommende salgslag kan dispensere fra oppmalingsforbudet.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 54. Forbud mot avsilingsrist, renner o.a. som kan brukes som sorteringsutstyr for sild, makrell og tobis
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Ved fiske etter sild, makrell og tobis er det ikke tillatt å ha rister i avsilingskassen eller i renner fra 
avsilingskassen (avsilingsanlegget) som kan brukes som sorteringsutstyr.

Rister som er nødvendige om bord for avsiling av vann fra fisk (hele avsilingsanlegget) kan ikke ha større 
åpning mellom spilene enn 10 mm. Ved fiske etter tobis kan ikke åpningen mellom spilene være større enn 5 
mm. Spilene må være fastsveiset og ikke stillbare. Avsilingsrister for avsiling av vann fra fisk skal sveises fast 
til avsilingskassen.

Dersom det brukes perforerte plater i avsilingskassen kan avsilingshullene ikke være over 10 mm i diameter. 
Ved fiske etter tobis kan ikke avsilingshullene være over 5 mm i diameter.

Det er ikke tillatt å ha om bord rister eller utstyr som kan brukes i avsilingsanlegget, med større spileavstand 
eller hulldiameter enn beskrevet i første ledd. Spiler i utstyr som nevnt må være fastsveiset og ikke stillbare.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 54a. Forbud mot sorteringsmaskiner ved fiske etter sild, makrell, hestmakrell og kolmule

Med mindre hele fangsten er fryst om bord i fartøyet, er det forbudt å ha om bord sorteringsmaskin som er i 
stand til automatisk å sortere makrell, sild, kolmule eller hestmakrell etter størrelse.

Dette forbudet gjelder ikke:
a. dersom sorteringsmaskin er fjernet fra strømkilde(r), eller hydraulikk på sorteringsmaskinen er frakoblet, 

på en slik måte at sorteringsmaskinen ikke kan brukes, og det som hindrer bruk av sorteringsmaskinen er 
forseglet av Fiskeridirektoratet før starten av fisketuren,

b. for fiskefartøy som frakter mer enn 75 % av fangsten fryst eller er hvor fangsten fryses under den turen,
c. dersom fiskefartøy er utstyrt med elektroniske systemer som overvåker etterlevelse av landingsplikten, 

eller
d. dersom fiskefartøy har observatører om bord med det formål å overvåke etterlevelse av landingsplikten.

Dersom Fiskeridirektoratet ikke har anledning til å foreta forsegling som beskrevet i annet ledd bokstav a kan 
fisker foreta forsegling, dokumentere forseglingen med bilder som tydelig viser hva som er forseglet og 
oversende bildene umiddelbart per e-post til fmc@fiskeridir.no for verifikasjon. Når forseglingen brytes skal 
fisker dokumentere dette med bilder som oversendes per e-post til fmc@fiskeridir.no. Begge e-postene merkes 
med «Sorteringsmaskin» og fartøyets navn, kallesignal og registreringsmerke.

Forsegling etter denne bestemmelsen må være gjennomført og verifisert før fiske som beskrevet i fjerde ledd 
påbegynnes.

Forbudet i første ledd gjelder ikke ved fiske med pelagisk tråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-6 eller 
nordsjøtråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-10 i norske farvann sør for 64° N.

All sortert fisk skal fryses umiddelbart etter sortering, bearbeiding og pakking. Kravet om å fryse all gradert 
fangst gjelder ikke biprodukter eller bifangst, ødelagt fisk eller fisk som ikke er egnet til konsum og deretter 
bearbeidet til fiskemel.

0 Tilføyd ved forskrift 28 juni 2023 nr. 1158.

§ 55. Forbud mot sorteringsmaskiner og andre innretninger som kan brukes til utkast av fisk

Det er forbudt å ha ombord og å nytte innretninger og utstyr som kan brukes til oppmaling og utkast av fisk, 
og som ikke har en legitim funksjon i forbindelse med fartøyets behandling av fangsten eller som av 
sikkerhetsmessige grunner er pålagt av Sjøfartsdirektoratet eller annen myndighet.

Ved fiske etter reker sør for 62° N er det ikke tillatt å ha sollebrett i sollemaskinene som kan brukes til utkast 
av reker. Det nederste sollebrettet skal ikke ha en større åpning mellom spilene enn 7,5 mm. Sollemaskiner med 
tilhørende innretninger må ikke være montert slik at frasortert reke kan kastes eller føres tilbake i sjøen.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 28 juni 2023 nr. 1158.
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Kapittel XII. Begrensninger i fiske i visse områder

§ 56. Tids- og områdebegrenset trålforbud

Det er forbudt å fiske med trål i følgende områder og til følgende tider:
a. Jennegga–Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

68° 50′ N 13° 50′ Ø (ved territorialgrensen)
69° 09′ N 13° 37′ Ø
69° 33′ N 15° 32′ Ø
70° 00′ N 16° 28′ Ø
70° 00′ N 17° 28′ Ø (ved territorialgrensen)

i tidsrommet fra og med 20. oktober til og med 20. mars.
b. På Storegga avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:

63° 00′ N 05° 15′ Ø
63° 00′ N 04° 53′ Ø
63° 27′ N 05° 24′ Ø
63° 27′ N 05° 48′ Ø.

Forbudet på Storegga gjelder hele året og bare for fartøy større enn 35 meter største lengde. 
Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet for enkelte fartøy når særlige grunner tilsier det. Forbudet 
gjelder ikke fiske etter makrell med trål fra og med 6. oktober 2023 til og med 31. desember 2023.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 9 sep 2022 nr. 1564, 6 okt 2023 nr. 1590.

§ 57. Iverksettelse av reguleringer for å unngå redskapskonflikter og sikre havdeling

Når det på grunn av store ansamlinger av fartøy eller av andre grunner oppstår fare for redskapskollisjoner, 
eller når det er behov for å gi fartøy med ulike redskap driftsmuligheter innenfor et område, kan 
Fiskeridirektoratet eller Kystvakten iverksette midlertidige reguleringer i nærmere avgrensede områder.

Slike reguleringer kan bare iverksettes når dette kan skje uten at reguleringene i vesentlig grad går ut over 
andre redskapstyper som allerede er i drift i området. Iverksatte reguleringer kan opprettholdes til fordel for 
fartøy med faststående redskap selv om fartøyene for en kortere periode har forlatt feltet for landing av fangst, 
bunkring eller på grunn av vanskelige værforhold mv.

Melding om vedtak om regulering, fastsetting av forbud eller endring av forbud skal gis minst 12 timer før 
reguleringen, forbudet eller endringen blir iverksatt.

Reguleringer iverksatt av Kystvakten skal så snart som mulig stadfestes av Fiskeridirektoratet.

§ 58. Forbud mot fiske i områder i Fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Med unntak av fiske etter reker med trål og skraping av skjell er det ikke tillatt å drive høsting i følgende 
områder:
a. Innenfor 20 nautiske mil fra grunnlinjene rundt Bjørnøya.
b. Innenfor 15 nautiske mil fra grunnlinjene på vestsiden av Spitsbergen fra Sørkapp til 77° 30′ N.
c. Innenfor 20 nautiske mil fra grunnlinjene på vestsiden av Spitsbergen nord for 77° 30′ N og vest for 14° 

Ø.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.
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§ 59. Forbud mot å fiske norsk vårgytende sild

Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild nordøst for en rett linje fra 72° 10,46′ nord, 10° 18,42′ øst til 
Darupskjæret 70° 40,5′ nord, 21° 59,1′ øst.

Uten hensyn til forbudet i første ledd kan følgende fartøy fra og med 13. september 2023 til og med 31. 
desember 2023 fiske norsk vårgytende sild innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05′ Ø:
a. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen i medhold av den 

årlige deltakerforskriften, og
b. som har en største lengde under 21,35 meter eller lasteromsvolum under 150 m3. Fiskeridirektoratet region 

Nord kan dispensere fra forbudet for fartøy som er på eller over 21,35 meter største lengde, men som har 
et lasteromsvolum under 150 m3.

Uten hensyn til forbudet i første ledd kan det fra og med 13. september 2023 til og med 31. desember 2023 
fiske norsk vårgytende sild innenfor et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. N 71° 12′ Ø 18°
2. N 73° 51′ Ø 18°
3. N 76° Ø 13° 45′
4. N 76° Ø 00° 30′

Videre langs yttergrensen for fiskevernsonen ved Svalbard til posisjon:
5. N 72° 10,46′ Ø 10° 18,42′
6. N 71° 12′ Ø 18°.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket nevnt i annet ledd, innskrenke eller utvide perioden for fiske og stenge 
hele eller deler av området for fiske.

Fiskeridirektoratet kan stenge hele eller deler av området nevnt i tredje ledd dersom innblanding av sild under 
minstemål i de enkelte fangster overstiger 20 % i antall.

0 Endret ved forskrifter 1 mars 2022 nr. 321, 12 okt 2022 nr. 1731, 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022), 13 sep 2023 nr. 1415.

Kapittel XIII. Adgang til å fiske med trål innenfor 12 nautiske mil fra 
grunnlinjene utenfor det norske fastland
0 Overskrift endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 60. Adgang til å fiske med småmasket flytetrål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene

Fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål etter forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om 
spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 2-20, kan fiske norsk 
vårgytende sild med småmasket flytetrål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene.

Fartøy med loddetråltillatelse etter konsesjonsforskriften § 2-22 og fartøy med adgang til å delta i fisket etter 
lodde i medhold av deltakerforskriften, kan fiske lodde med småmasket flytetrål innenfor 12 nautiske mil fra 
grunnlinjene.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 61. Adgang til å fiske med småmasket bunntrål i området mellom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene

Fartøy under 34 meter største lengde kan fiske vassild og kolmule med småmasket bunntrål i området mellom 
6 og 12 nautiske mil sør for 67° 10′ N.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.
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§ 62. Adgang til å fiske med stormasket bunntrål i området mellom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene

I området mellom 6 og 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å fiske med stormasket bunntrål for 
fartøy med en bruttotonnasje inntil 1200. Fangsten skal landes for bearbeidelse ved anlegg i Norge i fersk, 
frosset eller saltet tilstand. Fangsten kan ikke være filetert.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

Kapittel XIV. Kalibreringsdokumenter og lasteromsteninger

§ 63. Kalibreringsdokument

Fartøy med isvannstanker eller RSW-tanker som til sammen rommer 70 kubikkmeter eller mer, skal ha 
dokumenter om bord som viser kalibrering av tankene i kubikkmeter med 10 centimeters intervaller. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra dokumentplikten.

Dokumentene skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. For utenlandske fartøy skal dokumentene være 
godkjent av kompetent maritim myndighet i vedkommende land.

Dokumentplikten i første og annet ledd gjelder ikke fartøy med isvann- eller RSW-tanker som til sammen 
rommer mindre enn 70 kubikkmeter.

§ 64. Lasteromstegninger

Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av lasterom og 
andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter, samt rørsystem som er egnet til å transportere fisk og 
biprodukter av fisk. Dersom fartøyet deltar i fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-
farvann, gjelder dette kravet for fartøy over 17 meter største lengde.

Tegningene eller beskrivelsene som nevnt i første ledd må angi de enkelte roms brutto lagringskapasitet i 
kubikkmeter. Dersom rommet er ytterligere oppdelt skal dette angis på samme måte.

For norske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Mal for 
lasteromssertifikat er angitt i vedlegg 7.

For utenlandske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av kompetent myndighet i den 
stat hvor fartøyet er registrert.

0 Endret ved forskrift 8 april 2022 nr. 568.

§ 65. Stuingsplan

Fartøy som oppbevarer fisk i fryst tilstand og har samlet lagringskapasitet på 500 m3 eller over, skal føre en 
stuingsplan.

Stuingsplanen skal oppfylle følgende krav:
a. Produsert fangst må stues og merkes på en slik måte at samme art og produktkategori kan identifiseres når 

de er stuet i ulike deler av fryserommet.
b. Stuingsplanen må angi plassering av de ulike produktene i fryserommet, i tillegg til produktvekt i kilo.
c. Stuingsplanen skal oppdateres daglig og skal minimum omfatte til og med foregående døgn (00:00 til 

23:59 UTC).
d. Fortløpende stuingsplaner for inneværende tur skal oppbevares og kunne forevises på forespørsel.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.
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Kapittel XV. Merking av fangstredskaper og oppbevaringsanordninger
0 Overskrift endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 66. Krav til merking

Redskap som står i sjøen skal ha minst ett vak (blåse, flyt eller dobbe) som er tydelig merket med fartøyets 
registreringsmerke. Dersom det ikke brukes registreringspliktig fartøy, skal vaket være merket med eierens 
navn og adresse. Dersom det brukes flere vak, skal samtlige vak være merket som beskrevet.

Sanketeiner og samleposer som er satt for å oppbevare viltlevande marine ressurser i sjø skal være merket på 
tilsvarende måte. Not eller merd som brukes til låssetting skal være merket med minst to vak.

Ved fangst av snøkrabbe med teiner skal teinen i hver ende av teinelenken være merket med fartøyets 
registreringsmerke. Merking utføres ved å feste en merket garnring på teinen. Det er ikke nødvendig å bruke 
vak.

0 Endret ved forskrift 22 feb 2022 nr. 292. Endres ved forskrift 4 okt 2023 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2024).

§ 67. Krav til merking av teiner og ruser i rekreasjonsfiske

Teiner og ruser som er satt i sjøen fra fartøy som ikke er merkeregistrert eller fra land, skal være tydelig 
merket med eierens navn og adresse. Merket skal være lett synlig på redskapen. Dersom flere redskaper er satt i 
lenke, gjelder kravet om merking hvert enkelt redskap i lenken. Sanke- og samleteiner som står i sjøen for 
oppbevaring av skalldyr fanget i rekreasjonsfiske skal være merket på samme måte.

Merking skal ikke foretas på de deler av en teine som er beregnet for å flyte opp til overflaten etter en tid i 
sjøen (flyteelement).

Kravet til merking av teiner og ruser i bestemmelsen her gjelder i tillegg til kravet til merking av vak i § 66.

§ 68. Spesielle merkebestemmelser utenfor grunnlinjene

Garn- og lineredskap som står i sjøen utenfor grunnlinjene i Norges sjøterritorium og økonomiske sone skal 
være merket slik:
a. Om dagen skal redskapet i hver ende ha bøyestang forsynt med raderreflektor eller flagg. Etter solnedgang 

skal det i hver ende av redskapet være bøye med refleksmidler (jf. bokstav f) og stang forsynt med lys (jf. 
bokstav g) slik at endebøyene angir redskapets posisjon og utstrekning.

b. Om dagen skal den vestre (halve kompassirkelen fra syd gjennom vest til og inkludert nord) endebøye ha 
to flagg, det ene over det annet. Avstanden mellom flaggene skal være minst 25 cm. Radarreflektor kan 
brukes i stedet for det øverste flagg. Etter solnedgang skal bøyen ha to lys. Avstanden mellom lysene skal 
være minst 50 cm.

c. Om dagen skal den østre (halve kompassirkelen fra nord gjennom øst til og inkludert syd) endebøye ha ett 
flagg. Raderreflektor kan brukes i stedet for flagg. Etter solnedgang skal bøyen ha ett lys.

d. Avstanden mellom merkebøyene på et faststående redskap skal ikke overstige 1 nautisk mil. Redskap med 
lengde over 1 nautisk mil, skal ha en eller flere midtbøyer mellom endebøyene. Midtbøye skal utstyres 
som bestemt i bokstav c. Etter solnedgang kan en slik bøye likevel være uten lys, så lenge avstanden fra 
lys til redskapet ikke overstiger 2 nautiske mil.

Avstanden mellom merkebøyene på et drivende redskap skal ikke overstige 2 nautiske mil. Redskap med 
lengde over 2 nautiske mil, skal ha en eller flere midtbøyer mellom endebøyene. Midtbøye skal utstyres 
som bestemt i bokstav c.

Drivende garnlenker med lengde over 1 nautisk mil skal mellom merkebøyene ha en eller flere blåser 
med en lysreflekterende farge som er godt synlig.

e. Gjør bunnens beskaffenhet og/eller strømmens styrke det umulig å ha bøye i hver ende av redskapet, skal 
redskapets lengde fra endebøyen ikke overstige 1 nautisk mil. Bokstavene b og c gjelder tilsvarende, 
ettersom redskapet står i øst-eller vest-retning av endebøyen.

Når et drivende redskap er festet i et fiskefartøy er det ikke nødvendig med en merkebøye i denne enden.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321
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https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2023-10-04-1580
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f. Stangen på merkebøyene skal være minst 2 meter høy over vannlinjen. Vak, bøyesteng eller toppmerke 
skal forsynes med refleksmidler, slik at lys kan reflekteres i alle retniinger.

g. Lyset på bøyestangen skal være gult og synlig i en avstand av minst 2 nautiske mil i god siktbarhet og 
mørke. Det kan brukes lys som er tent hele tiden med samme styrke (fastlys), eller blinklys. På samme 
bøye kan det ikke brukes både fastlys og blinklys. Blinklys skal gi mellom 20 og 25 blink pr. minutt. 
Brukes to blinklys på samme merkebøye, skal disse være synkronisert, slik at de blinker i takt.

Kapittel XVI. Tap av redskap og orden på fiskefelt
0 Overskrift endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 69. Rapportering og fjerning av tapte redskap

Den som mister eller må kutte redskap har plikt til å sokne etter redskapene. Dette gjelder også deler av 
redskap, herunder trålvaier.

Dersom det ikke er mulig å få tatt opp tapte redskap skal det umiddelbart rapporteres til Kystvakten om 
følgende:
a. Fartøyets navn og kallesignal
b. Redskapstype
c. Redskapsmengde
d. Tidspunkt for tap av redskap
e. Posisjon for tap av redskap.

Funn av tapte redskap skal rapporteres til Kystvakten.

Meldingene skal sendes elektronisk på et format som muliggjør automatisk meldingshåndtering.

§ 70. Vikeplikt

Den som fisker med drivende redskap eller redskap som slepes, har vikeplikt for faststående redskap.

Det er forbudt å ankre på område hvor drivgarn eller fløytliner er utsatt og i drift.

Fartøy som ikke har redskap ute, skal på oppfordring flytte dersom det ligger i veien for fiskere som har 
begynt å fiske eller går i gang med å sette ut sine redskap.

Forankret fartøy som er til hinder for notkast, skal på oppfordring flytte så fremt annen brukbar ankerplass 
finnes i nærheten.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 71. Fiske med krokredskap

Fiske med krokredskap må skje i betryggende avstand fra utestående not, lås og merd og ikke nærmere enn 
100 meter.

0 Endret ved forskrift 1 mars 2022 nr. 321.

§ 72. Snurpenotfiske

Utsetting av snurpenot må foregå til styrbord slik at fartøyet svinger (runder noten) til styrbord.

§ 73. Lokale reguleringer

Fiskeridirektoratet kan fastsette lokale forskrifter om:

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-03-01-321
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a. Havdeling og trygg avstand mellom ulike redskapsgrupper
b. Utplassering og merking av redskap
c. Tidspunkt for utseiling og liknende
d. Melde- og oppgaveplikt til Fiskeridirektoratet for å delta i høsting i slike områder.

Lokale organisasjoner har forslagsrett ved fastsetting av lokale forskrifter.

0 Endret ved forskrift 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).

Kapittel XVII. Bemyndigelse, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 74. Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en 
rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av høsting.

§ 75. Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av bestemmelser om 
rapportering eller bestemmelser i kapittel IX eller XV i denne forskriften eller bestemmelser gitt i medhold av 
disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59, økonomiske soneloven § 7a og forskrift 
20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og 
deltakerloven.

0 Endret ved forskrifter 18 jan 2022 nr. 92, 4 okt 2023 nr. 1580.

§ 76. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes etter 
havressurslova § 61, § 62 og § 64 økonomiske soneloven § 8, Svalbardloven § 4 og dyrevelferdsloven § 37.

§ 77. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

Samtidig oppheves forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fiske i sjøen, forskrift 21. september 
1994 nr. 881 om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i fiskevernsonen ved Svalbard, forskrift 21. 
september 1994 nr. 882 forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards 
territorialfarvann og forskrift 3. september 1998 nr. 859 om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den 
nordøstlige del av Norges økonomiske sone.

Vedlegg 1a. Spesifikasjoner for utforming og montering av kvadratmaskepose for 
snurrevad. For fartøy over/under 15 meter

For å lese vedlegg 1a se her: 

Vedlegg 1b. Nedskalert kvadratmaskepose for snurrevad. For fartøy under 15 m

For å lese vedlegg 1b se her: 
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Vedlegg 1c. Snurrevadpose med kvadratiske masker

For å lese vedlegg 1c se her: 

Vedlegg 2a. Beskrivelse av fangstbegrensningssystem for snurrevad

For å lese vedlegg 2a se her: 

0 Endret ved forskrift 22 feb 2022 nr. 292.

Vedlegg 2b. Fangstbegrensningssystem for snurrevad

For å lese vedlegg 2b se her: 

Vedlegg 2c. Fangstutslipp og fiskelås for snurrevad

For å lese vedlegg 2c se her: 

Vedlegg 3a. Monteringsbeskrivelse for teiner i fiske etter kongekrabbe

For å lese vedlegg 3a se her: 

0 Endret ved forskrifter 28 feb 2022 nr. 316, 14 juni 2022 nr. 1022.

Vedlegg 3b. Monteringsbeskrivelse for teiner i fiske etter sjøkreps i fritidsfiske

For å lese vedlegg 3b se her: 

0 Endret ved forskrifter 28 feb 2022 nr. 316, 25 mai 2022 nr. 942.

Vedlegg 3c. Monteringsbeskrivelse for teiner i fiske etter sjøkreps i yrkesfiske

For å lese vedlegg 3c se her: 

0 Endret ved forskrift 25 mai 2022 nr. 942.

Vedlegg 3d. Monteringsbeskrivelse for hummer- og krabbeteiner i fritidsfiske

For å lese vedlegg 3d se her: 

0 Tilføyd ved forskrift 25 mai 2022 nr. 942, endret ved forskrifter 9 sep 2022 nr. 1564, 20 sep 2022 nr. 1616.
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Vedlegg 3e. Monteringsbeskrivelse for hummer- og krabbeteiner i yrkesfiske

For å lese vedlegg 3e se her: 

0 Tilføyd ved forskrift 25 mai 2022 nr. 942, endret ved forskrifter 9 sep 2022 nr. 1564, 20 sep 2022 nr. 1616, 28 feb 2023 nr. 273.

Vedlegg 3f. Monteringsbeskrivelse for rømmingshull i snøkrabbeteiner
0 Tilføyes ved forskrift 4 okt 2023 nr. 1580 (i kraft 1 jan 2024).

Vedlegg 4. Områdebegrensninger

For å lese vedlegg 4 se her: 

Vedlegg 5. Linjer innenfor fjordlinjene

For å lese vedlegg 5 se her: 

Vedlegg 6. Seksjon med horisontalt skillepanel – artseleksjon torsk – hyse

For å lese vedlegg 6 se her: 

Vedlegg 7. Lasteromssertifikat

For å lese vedlegg 7 se her: 

0 Tilføyd ved forskrift 9 sep 2022 nr. 1564.
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Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 21. desember 2009 med hjemmel i lov 6. 
juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 43 og § 59.
EØS-henvisninger: Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) § 11, jf. § 
10, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF, som endret ved direktiv 98/48/EF).
Meldt til EFTAs overvåkingsorgan, jf. kunngjøring 15 jan 2016 nr. 71.
Tekniske regler stadfestet, jf. kunngjøring 25 mai 2016 nr. 521.
Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 13 sep 2010 nr. 1267, 19 jan 2011 nr. 61, 17 jan 2012 nr. 66, 25 jan 2012 nr. 95, 10 aug 
2012 nr. 809, 3 jan 2013 nr. 7, 28 juni 2013 nr. 845, 12 sep 2013 nr. 1076, 27 jan 2014 nr. 95, 7 mars 2014 nr. 257, 14 mars 2014 nr. 
279, 28 mai 2015 nr. 576, 6 okt 2015 nr. 1164, 15 jan 2016 nr. 71, 25 mai 2016 nr. 521, 20 nov 2017 nr. 1803, 24 nov 2020 nr. 2575 
(bl.a. korttittel), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021), 18 jan 2021 nr. 116, 19 jan 2022 nr. 93, 
27 mai 2022 nr. 931, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022), 1 juli 2022 nr. 1289, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 april 2023), 14 april 2023 
nr. 539 (i kraft 1 juli 2023).
Endres ved forskrift 14 april 2023 nr. 539 (1 jan 2025 og når Nærings- og fiskeridepartementet bestemmer).
Rettelser: 29.09.2010 (vedlegg 3 nr. 1 tabellen), 20.03.2014 (§ 16 andre ledd), 15.01.2021 (tegnsetting i lister tilpasset universell 
utforming), 17.01.2023 (vedlegg 2, lenke til nettside oppdatert).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med 
ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital 
kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

§ 2. Saklig og stedlig virkeområde

Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av hvor de befinner seg.

Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i 
ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og 
forsøksfartøy.

§ 26 gjelder for enhver som tar imot fisk som landes i Norge.

Forskriften § 4 andre ledd gjelder for leverandører av elektroniske rapporteringssystemer.

0 Endret ved forskrifter 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved forskrifter 24 
nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 2022 nr. 931).

§ 3. Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

Norske fiske- og fangstfartøy som omfattes av § 7 skal ha posisjonsrapporteringsutstyr ombord som 
tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av 
posisjonsrapporteringsutstyr.

Dersom et fiskefartøy under 15 meter største lengde kun benyttes innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen er 
det ikke krav om å ha abonnement for kommunikasjon via satellitt. Dette gjelder ikke for fartøy på eller over 12 
meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset 
mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen 
fyr og Tistlarna fyr.

Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet 
posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes 
og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

0 Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 66, 28 juni 2013 nr. 845, 1 juli 2022 nr. 1289.
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§ 4. Krav til elektroniske rapporteringssystemer og sending av meldinger

Norske fiske- og fangstfartøy skal sende meldinger angitt i denne forskrift elektronisk til Fiskeridirektoratet. 
Det skal kun benyttes rapporteringssystem som til enhver tid oppfyller Fiskeridirektoratets gjeldende krav til 
generering, autentisering og sikring av elektroniske meldinger og som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet.

Til enhver tid skal det benyttes kommunikasjonsutstyr som har dekning i de områdene fisket utøves i. 
Dersom et fiskefartøy under 15 meter største lengde kun benyttes innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen er det 
ikke krav om å ha abonnement for kommunikasjon via satellitt. Unntaket gjelder ikke for fartøy på eller over 12 
meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset 
mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen 
fyr og Tistlarna fyr.

Leverandører av elektroniske rapporteringssystemer skal tilby brukerstøtte i normal arbeidstid.

Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at rapporteringssystem installert om bord fungerer 
tilfredsstillende. Etter installering og etter at vesentlige endringer av systemet er gjennomført skal 
ansvarshavende på fartøyet sende minst to elektroniske testmeldinger.

Testmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ 
Valgfritt

Forklaring

 Meldingstype  TM  P  AUD, testmelding

 Meldingsnummer  RN  P  Serienummer for meldingen inneværende år

 Sekvensnummer  SQ  V  Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker

 Radiokallesignal  RC  P  Fartøyets radiokallesignal

 Fartøynavn  NA  V  Fartøyets navn

 Registreringsmerke  XR  V  Fartøyets registreringsnummer

 Skipper  MA  P  Skippers navn

 Meldingsdato  DA  P  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated 
universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid  TI  P  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Fritekst MS V 0-255 karakterer lang tekst. Denne teksten 
vurderes kun etter avtale med Fiskeridirektoratet.

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 10 aug 2012 nr. 809 (i kraft 1 jan 2013), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 
2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved forskrifter 24 nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 2022 nr. 931), 1 juli 2022 nr. 1289.

§ 5. Returmelding ved elektronisk rapportering

Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding angitt i denne forskrift automatisk med en returmelding med 
meldingsidentifikasjon RET (Return). Dersom meldingen er mottatt uten vesentlig feil vil returmeldingen angi 
meldingsstatus ACK (Acknowledged). Dersom meldingen mottas med vesentlig feil, vil returmeldingen angi 
meldingsstatus NAK (Not acknowledged).

Melding sendt i henhold til denne forskrift anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender 
ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.
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Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt 
av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus 
ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de 
faktiske forhold.

Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ 
Valgfritt

Forklaring

 Meldingstype  TM  P  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

 Meldingsnummer  RN  P  Nummeret på den kvitterte meldingen

 Avsender  FR  P  NOR for norsk kvotekontroll

 Mottaker  RC  P  Fartøyets radiokallesignal

 Meldingsstatus  RS  P  ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

 Returnert feilmelding  RE  P  Feilmeldingsnummer: Se vedlegg 2

 Meldingsdato  DA  P  Dato RET-meldingen er sendt i UTC 
(ÅÅÅÅMMDD)

 Meldingstid  TI  P  Tidspunkt når RET-meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

 Meldingens versjonsnummer  MV  V  Heltall som viser versjonsnummer hentet fra 
kvittert melding dersom denne inneholder et 
versjonsnummer.

 Sekvensnummer  SQ  V  Sekvensnummer hentet fra kvittert melding 
dersom denne inneholder et sekvensnummer

0 Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 66, 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021).

§ 6. Omkostninger

Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i denne forskrift skal 
dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

Kapittel II. Posisjonsrapportering

§ 7. Saklig virkeområde for posisjonsrapportering

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy
a. på eller over 15 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,
b. under 15 meter største lengde som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon, og
c. på eller over 12 meter største lengde som oppholder seg utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i 

Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en 
rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr,

d. som høster tare,
e. på eller over 12 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen eller britisk sone,
f. på eller over 11 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,
g. mellom 10,00 og 10,99 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-17-66
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[h. på eller under 10 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg.]1

0 Endret ved forskrifter  19 feb 2010 nr. 228, 10 aug 2012 nr. 809 (i kraft 1 jan 2013), 12 sep 2013 nr. 1076 (i kraft 1 jan 2014), 6 okt 
2015 nr. 1164, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021), 19 jan 2022 nr. 93, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved 
forskrifter 9 sep 2021 nr. 2729, 24 nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 2022 nr. 931), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 april 2023, gjaldt 
bokstav g). Endres ved forskrift 14 april 2023 nr. 539 (i kraft 1 jan 2025), 14 april 2023 nr. 539 (i kraft når Nærings- og 
fiskeridepartementet bestemmer).

1 Ikke i kraft.

§ 8. Posisjonsrapportering

Fartøy som nevnt i § 7 første ledd
a. bokstav a., b. og e. skal en gang per time automatisk sende melding om fartøyets posisjon til 

Fiskeridirektoratet
b. bokstav c. skal en gang hver halvtime automatisk sende melding om fartøyets posisjon til 

Fiskeridirektoratet
c. bokstav d., f., g. og h. skal minst hvert 10. minutt automatisk sende melding om fartøyets posisjon til 

Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy med høyere frekvens enn angitt 
i denne bestemmelsen.

Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger
a. Entydig identifikasjon av fartøyet,
b. fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et 

konfidensintervall på 99 %,
c. dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,
d. fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og
e. identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.

Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i 
mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes en gang hver tolvte time.

0 Endret ved forskrifter 10 aug 2012 nr. 809 (i kraft 1 jan 2013), 12 sep 2013 nr. 1076 (i kraft 1 jan 2014), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 
15 jan 2021).

§ 9. Posisjonsrapportering for bestemte fartøygrupper og i særlige tilfeller

Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter 
nevnt i § 8, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i § 8 for nærmere 
avgrensede tidsperioder.

0 Endret ved forskrift 3 jan 2013 nr. 7.

Kapittel III. Elektronisk rapportering

§ 10. Saklig og stedlig virkeområde for elektronisk rapportering

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy
a. på eller over 15 meter største lengde som driver fiske og fangst,
b. under 15 meter største lengde som driver fiske og fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, og
c. på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i 
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Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en 
rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr,

d. som høster tare,
e. på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst i EU-sonen,
f. som driver fiske og fangst i britisk sone, uavhengig av størrelse,
g. på eller over 11 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,
h. mellom 10 og 10,99 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,
[i. på eller under 10 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg.]1

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 10 aug 2012 nr. 809 (i kraft 1 jan 2013), 12 sep 2013 nr. 1076 (i kraft 1 jan 2014), 6 okt 
2015 nr. 1164, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021), 19 jan 2022 nr. 93, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved 
forskrifter 9 sep 2021 nr. 2729, 24 nov 2021 nr. 3288, 19 jan 2022 nr. 93 og 27 mai 2022 nr. 931), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 april 
2023, gjaldt bokstav h). Endres ved forskrift 14 april 2023 nr. 539 (i kraft 1 jan 2025), 14 april 2023 nr. 539 (i kraft når Nærings- og 
fiskeridepartementet bestemmer).

1 Ikke i kraft.

§ 11. Melding om havneavgang

Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om havneavgang før havneavgang. Meldingen skal sendes 
uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke. Med havneavgang menes det tidspunkt fartøyet ikke lenger 
ligger til kai, eller er fortøyd til kai.

For fartøy under 11 meter største lengde er det valgfritt å sende melding om havneavgang. Dersom fisker 
velger å sende melding om havneavgang må melding om fangst som beskrevet i § 12 sendes.

Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfrit
t

Forklaring

Meldingstype TM P DEP, melding om havneavgang

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen inneværende år

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated 
universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Posisjon bredde XT P Posisjon bredde på tidspunktet for sending av 
melding +/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde XG P Posisjon lengde på tidspunktet for sending av 
melding +/- DD.ddd (WGS-84)

Avgangshavn PO P Internasjonal kode for havnen som forlates  
  ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode 
UN/LOCODE (The United Nations code for 
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Trade and Transport Locations.)

Dato avgang havn ZD P Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

Tid avgang havn ZT P Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO 
fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.  
  
  Fartøy med største lengde under 15 meter som 
fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere 
fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til 
totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO 
fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid 
rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 
kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. 
Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 
meter største lengde som driver fiske utenfor 4 
nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, 
avgrenset mot vest av en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av 
en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

Dato PD P Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). 
Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi 
antatt dato for første omlasting.

Tid PT P Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). 
Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi 
antatt tidspunkt for første omlasting.

Posisjon bredde LA P Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som 
kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon 
bredde for første omlasting.  
  N/SGGDD (WGS-84).

Posisjon lengde LO P Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som 
kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon 
lengde for første omlasting.  
  E/WGGGDD (WGS-84).

Fiskeriaktivitet AC P Se vedlegg 6

Målart DS P Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun 
en

Kanselleringskode  RE V Feilkode som viser at det er en kansellering, se 
vedlegg 2.

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 17 jan 2012 nr. 66, 10 aug 2012 nr. 809 (i kraft 1 jan 2013), 28 juni 2013 nr. 845, 3 jan 
2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved forskrift 24 nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 
2022 nr. 931), 14 april 2023 nr. 539 (i kraft 1 juli 2023).

§ 12. Melding om fangst

Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om havneavgang (DEP) er 
sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal 
Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00–23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir 
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avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding 
om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

For fartøy under 15 meter største lengde er det kun krav om én melding om fangst dersom turen kun går over 
to døgn (maksimalt 48 timer). Deretter sendes melding om fangst daglig. For fartøy under 11 meter største 
lengde er det valgfritt å sende melding om fangst. Dersom melding om fangst sendes av et fartøy under 11 
meter må dette følge innsending av melding om havneavgang, jf. § 11 andre ledd.

Melding om fangst skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal 
også sendes
a. når Fiskeridirektoratet eller Kystvakten krever det,
b. ved inspeksjon på sjø,
c. etter og samme dag som melding om havneavgang (DEP) er sendt,
d. samme dag og før melding om havneanløp (POR) er sendt,
e. samme dag og før fartøyet går inn i internasjonalt farvann eller annet lands sone,
f. samme dag og før melding om avslutning av fiske (COX) er sendt.

Etter at fisket er avsluttet og melding om havneanløp er sendt opphører plikten til å sende melding om fangst.

Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver 
fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden 
fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er 
fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen.

Fartøy som fisker med garn, line, teiner eller høster tare kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Fartøy 
som høster tare fra ulike høstingsfelt i løpet av samme døgn, skal angi opplysninger i blokk B per felt og før 
feltskifte.

Fartøy under 15 meter største lengde som fisker med trål, snurrevad eller notredskap i norske farvann kan 
angi opplysningene i blokk B per døgn. Dette gjelder ikke fartøy som skal rapportere til 
Havforskningsinstituttet jf. § 21 eller fartøy på eller over 12 meter største lengde som fisker med trål utenfor 4 
nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og 
Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

Dersom fiskeriaktivitet (Blokk A – Dataelement AC) angis som SET skal kun blokk A rapporteres. Blokk B 
rapporteres når redskapet tas opp.

Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

Blokk A  
  Dataelement Kode

Påkrevd/Valgfrit
t Forklaring

Meldingstype TM P DCA, melding om fangst

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen inneværende år

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker.

Kjenningssignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Fiskerimerke XR P Fartøyets registreringsnummer

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A721
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Posisjon bredde  XT P Posisjon bredde på tidspunktet for sending av 
melding +/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde  XG P Posisjon lengde på tidspunktet for sending av 
melding +/- DD.ddd (WGS-84)

Fiskeritillatelse QI P Se vedlegg 5.  
  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser 
innenfor et døgn skal det sendes separate 
meldinger om fangst (DCA).

Fiskeriaktivitet AC P Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

Korrigeringskode RE V Feilkode som viser at det er en korrigering, se 
vedlegg 2

Meldingsversjon MV V Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte 
forrige versjon og må derfor inneholde alle 
meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en 
melding skal ha samme RN

Havn PO PD Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 
landkode + 3 bokstaver havnekode 
UN/LOCODE (The United Nations code for 
Trade and Transport Locations.)  
  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

Blokk B  
  Dataelement Kode

Påkrevd/Valgfrit
t Forklaring

Dato BD P Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) 
i UTC  
  
  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir 
dato for start av første fiskeoperasjon.

Tid BT P Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i 
UTC  
  
  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir 
tidspunkt for start av første fiskeoperasjon.

Start sone ZO P Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO 
alfa-3, se vedlegg 4)

Posisjon bredde LT P Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon  
  +/– DD.ddd (WGS-84)  
  
  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir 
posisjon bredde ved start av første fiskeoperasjon

Posisjon lengde LG  P Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon  
  +/– DDD.ddd (WGS-84)  
  
  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir 
posisjon lengde ved start av første 
fiskeoperasjon.

Fiskedybde ved start FG PD Fiskedybde ved start av fiske angitt i meter (m)  
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  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med 
hjemmel i havressursloven.

Bunndybde ved start BS PD Bunndybde ved start av fiske angitt i meter (m).  
  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med 
hjemmel i havressursloven.

Redskap GE P FAO redskapskode

Maskevidde ME PD Minste maskevidde på redskap som benyttes 
angitt i millimeter (mm).  
  PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, 
snurrevad eller garn.

Redskapsspesifikasjon GS PD Oppgi antall trål (1, 2, 3, 4 eller 5).  
  
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål

Innsats FO PD Antall krok og teiner eller totallengde garn 
(meter) samlet per fiskeoperasjon.  
  PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med 
line, garn eller fangst med teiner

Spileavstand GO PD Spileavstand i sorteringsrist angitt i millimeter 
(mm).  
  PD: Påkrevd dersom det benyttes sorteringsrist

Redskapsproblemer GP P 1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,  
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,  
  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = 
ingen redskapsproblem

Posisjon bredde XT P Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon 
+/– DD.ddd (WGS-84)  
  
  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir 
posisjon bredde ved avslutning av siste 
fiskeoperasjon.

Posisjon lengde XG P Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon 
+/– DDD.ddd (WGS-84)  
  
  Fartøy opplistet i sjette og syvende ledd oppgir 
posisjon lengde ved avslutning av siste 
fiskeoperasjon.

Fiskedybde ved avslutning FH PD Fiskedybde ved avslutning av fiske angitt i meter 
(m)  
  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med 
hjemmel i havressursloven.

Bunndybde ved avslutning BX PD Bunndybde ved avslutning av fiske angitt i meter 
(m).  
  PD: påkrevd dersom angitt i forskrift med 
hjemmel i havressursloven.

Varighet DU P Varighet for fiskeoperasjonen i minutter.  
  
  Fartøy opplistet i andre ledd første setning må 
registrere tidspunkt for avslutning av siste 
fiskeoperasjon på andre døgn. Fartøy opplistet i 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37
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sjette og syvende ledd oppgir total varighet fra 
start av første fiskeoperasjon til avslutning av 
siste fiskeoperasjon før rapportering.

Pumpet fra TF PD Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst 
fra.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk 
A er angitt som REL

Fangstspesifikasjon SS PD NOR01 = Norsk vårgytende sild.  
  NOR02 = Nordsjøsild.  
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER 
(norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

Fangst CA P Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt 
på artskode (FAO-kode) i kilo rund vekt. Parvis 
angitt.  
  
  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under 
dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art 
(FAO-kode) og antall. Bifangst av levende 
koraller og levende svamper føres under dette 
dataelementet parvis angitt fordelt etter art 
(FAO-kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal 
fangst av tare føres under denne koden.  
  
  Fartøy med største lengde under 15 meter som 
fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere 
fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til 
totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO 
fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid 
rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 
kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. 
Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 
meter største lengde som driver fiske utenfor 4 
nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, 
avgrenset mot vest av en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av 
en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.  
  
  Oversikt over FAO-koder for fisk, sjøpattedyr, 
sjøfugl, levende koraller, levende svamper og 
tare finnes på www.fiskeridir.no.  
  
  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som 
HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for 
hvert dyr/hver fangstoperasjon.

Individnummer IN PD Verdi 1-999 per år.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes 
manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når 
meldingen registreres og ettersendes elektronisk.

Kjønn SE PD Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av 
hunnkjønn føres 2.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 

https://www.fiskeridir.no
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B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Lengde LE PD Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Omkrets CI PD Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Spekkmål BM PD 3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i 
millimeter (mm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Granatnummer GN PD Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun)

Lengde på foster LF PD Foster lengde føres i centimeter (cm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret 
bærer foster.

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 13 sep 2010 nr. 1267, 19 jan 2011 nr. 61 (i kraft 1 mars 2011), 17 jan 2012 nr. 66, 25 jan 
2012 nr. 95 (i kraft 1 jan 2013), 10 aug 2012 nr. 809 (i kraft 1 jan 2013), 28 juni 2013 nr. 845, 12 sep 2013 nr. 1076 (i kraft 1 jan 
2014), 7 mars 2014 nr. 257, 14 mars 2014 nr. 279, 28 mai 2015 nr. 576, 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 2021 nr. 83 (i 
kraft 15 jan 2021, endring endret ved forskrift 24 nov 2021 nr. 3288, se endringsforskriften romertall II for overgangsbetemmelse 
for fjerde ledd og ikrafttredelse for garn- og linefartøy fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet bestemmer), 18 jan 2021 nr. 116, 27 mai 
2022 nr. 931, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved forskrift 24 nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 2022 nr. 931), 14 
april 2023 nr. 539 (i kraft 1 juli 2023).

§ 13. Melding om havneanløp

Fartøy som nevnt i § 10 skal, uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp (POR) 
senest 2 timer før anløp til havn. Fartøy som foretar siste fiskeoperasjon nærmere havn enn 2 timer, skal snarest 
mulig før anløp havn sende melding om havneanløp. Det samme gjelder fartøy som skal foreta omlasting av 
fangst til lås/steng eller merd mindre enn 2 timer fra havn.

Fartøy som skal avgi fangst av tare til et mottaksfartøy som ligger i havn (omlasting), er unntatt fra kravet om 
å sende melding om havneanløp (POR). Det samme gjelder for fartøy som skal ligge i havn mens det mottar 
fangst av tare.

Fartøy som skal gjennomføre dellandinger skal sende en POR-melding for hver landing. Dersom fartøyet må 
forflytte seg for å gjennomføre dellanding og det ikke gjennomføres fangstoperasjoner under forflytningen er 
det ikke krav om å sende meldinger angitt i § 11 og § 12 før neste POR-melding sendes. Tidsfristen angitt i 
første ledd gjelder i disse tilfellene kun for den første landingen.

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal uavhengig av hvor omlastingen ble foretatt sende melding 
om havneanløp (POR) senest 24 timer før landing i norsk havn.

Fartøy som fører norsk flagg, herunder transportfartøy, som har fangst om bord fanget av utenlandske fartøy i 
NEAFCs konvensjonsområde som skal lande eller på annen måte bruke norsk havn, skal forholde seg som 
beskrevet i forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger 
til eller annen bruk av norsk havn § 13. Fartøy som fører norsk flagg, herunder transportfartøy, som har fangst 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-02-19-228
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-09-13-1267
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-01-19-61
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-17-66
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-25-95
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-25-95
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-08-10-809
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-06-28-845
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-09-12-1076
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-03-07-257
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-03-14-279
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-05-28-576
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-11-24-3288
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-18-116
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-11-24-3288
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2023-04-14-539
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https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A712
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om bord fanget av utenlandske fartøy i NAFOs reguleringsområde og som skal lande i norsk havn, skal sende 
forhåndsmelding minst 3 virkedager før ankomst havn.

Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/Valgfrit
t

Forklaring

Meldingstype TM P POR, melding om havneanløp

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og en endelig mottaker

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Posisjon bredde  XT P Posisjon bredde på tidspunktet for sending av 
melding +/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde  XG P Posisjon lengde på tidspunktet for sending av 
melding +/- DD.ddd (WGS-84)

Anløpshavn PO P Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO 
alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode 
UN/LOCODE (The United Nations code for 
Trade and Transport Locations.)

Landingsanlegg LS PD Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 
karakterer). PD: påkrevd dersom fangst skal 
landes.

Landingsdato DL PD Dato for start av landing i UTC (ÅÅÅÅMMDD).  
  
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

Landingstidspunkt HL PD Starttidspunkt for landing i UTC (TTMM).  
  
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

Dato PD P Antatt dato for havneanløp i UTC 
(ÅÅÅÅMMDD)

Tid PT P Antatt tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

Kvantum som skal landes KG PD Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort 
(FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis 
angitt.  
  
  Fartøy med største lengde under 15 meter som 
fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere 
fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til 
totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO 
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fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid 
rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 
kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. 
Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 
meter største lengde som driver fiske utenfor 4 
nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, 
avgrenset mot vest av en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av 
en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.  
  
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO 
fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt  
  
  Fartøy med største lengde under 15 meter som 
fisker i norsk territorialfarvann kan rapportere 
fiskesorter som til sammen er begrenset oppad til 
totalt 200 kilo rund vekt samfengt (FAO 
fiskesortkode: MZZ). Hovedart skal alltid 
rapporteres. Fiskesort som utgjør mer enn 200 
kilo rund vekt kan ikke rapporteres samfengt. 
Denne adgangen gjelder ikke for fartøy over 12 
meter største lengde som driver fiske utenfor 4 
nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, 
avgrenset mot vest av en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av 
en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

Kansellering RE V Feilkode som viser at det er en kansellering, se 
vedlegg 2

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 28 juni 2013 nr. 845, 7 mars 2014 nr. 257, 14 mars 2014 nr. 279, 28 mai 2015 nr. 576, 28 
mai 2015 nr. 576 (i kraft 1 juli 2015), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret 
ved forskrift 24 nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 2022 nr. 931), 14 april 2023 nr. 539 (i kraft 1 juli 2023).

§ 14. Elektronisk rapportering for bestemte fartøygrupper og i særlige tilfeller

Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter 
nevnt i § 11, § 12 og § 13, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i § 11, § 12 og § 13 for 
nærmere avgrensede tidsperioder.

0 Endret ved forskrift 3 jan 2013 nr. 7.

Kapittel IV. Kryssing av soner
0 Tilføyd ved forskrift 24 nov 2020 nr. 2575.

§ 15. Melding om fiskestart

Fartøy som nevnt i § 10 som skal drive fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard, skal tidligst 24 timer 
og senest 12 timer før fisket i sonen påbegynnes, sende melding om fiskestart (COE).

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-02-19-228
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-06-28-845
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-03-07-257
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-03-14-279
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-05-28-576
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-05-28-576
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-05-28-576
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-11-24-3288
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2023-04-14-539
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-01-03-7
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A710
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Fartøy som kommer fra Norges økonomiske sone eller fra Svalbards territorialfarvann, etter å ha drevet fiske 
der, kan uten hensyn til tidsfristen i første ledd starte fiske etter at melding om fiskestart er sendt. Fartøy som 
bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart hver gang det går inn i territorialfarvannet.

Fartøyet kan ikke påbegynne fiske i fiskevernsonen ved Svalbard før melding om fiskestart (COE) er 
godkjent (ACK) av Fiskeridirektoratet i henhold til § 22 i denne forskrift.

Melding om fiskestart skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ 
Valgfritt

Forklaring

Meldingstype TM P COE, melding om fiskestart

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen inneværende år

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated 
universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Kansellerings- eller 
korrigeringskode

RE V Feilkode som viser at det er en kansellering eller 
korrigering, se vedlegg 2

Posisjon bredde XT P Posisjon bredde ved sending av rapport  
  +/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde XG P Posisjon lengde ved sending av rapport  
  +/- DD.ddd (WGS-84)

Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO 
fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis 
angitt.

Fangstområde RA V ICES-område der fisket skal starte

Dato PD P Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Tid PT P Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

Posisjon bredde LA P Antatt posisjon bredde for fiskestart  
  N/SGGDD (WGS-84)

Posisjon lengde LO P Antatt posisjon lengde for fiskestart  
  E/WGGGDD (WGS-84)

Målart DS P Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun 
en

Meldingsversjon MV V Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte 
forrige versjon og må derfor inneholde alle 
meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A722
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melding skal ha samme RN

0 Tilføyd ved forskrift 24 nov 2020 nr. 2575, endret ved forskrift 27 mai 2022 nr. 931.

§ 16. Melding om avslutning av fisket

Fartøy som nevnt i § 10 som har drevet fiske eller fangst i fiskevernsonen ved Svalbard, skal sende melding 
om avslutning av fiske når fisket i sonen avsluttes og senest ved utgang av sonen. Fartøy som bistår fiskeflåten 
skal sende melding om avslutning av fiske hver gang det går ut av sonen.

Melding om avslutning av fisket skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ 
Valgfritt

Forklaring

Meldingstype TM P COX, melding om avslutning av fiske

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen inneværende år

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated 
universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Kanselleringskode RE V Feilkode som viser at det er en kansellering, se 
vedlegg 2

Posisjon bredde XT P Posisjon bredde ved sending av rapport  
  +/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde XG P Posisjon lengde ved sending av rapport  
  +/- DD.ddd (WGS-84)

Anløpshavn PO V Internasjonal kode for havnen som skal anløpes. 
ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode 
UN/LOCODE (The United Nations code for 
Trade and Transport Locations.)

Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO 
fiskesortkode)(SN) i kilo rund vekt (WT). Parvis 
angitt.

0 Tilføyd ved forskrift 24 nov 2020 nr. 2575, endret ved forskrift 27 mai 2022 nr. 931.

§ 17. Kryssing av soner for bestemte fartøygrupper

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
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Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i § 15 og § 16 for 
nærmere avgrensede tidsperioder.

0 Tilføyd ved forskrift 24 nov 2020 nr. 2575.

Kapittel V. Omlasting
0 Endret ved forskrift 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere kapittel IV).

§ 18. Saklig og stedlig virkeområde for omlastingsmelding

Norske fiske- og fangstfartøy som foretar omlasting i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i internasjonalt 
farvann og i andre lands soner er omfattet av reglene i dette kapittel. Dette kapittel gjelder også fartøy som 
foretar omlasting av tare. Med omlasting forstås enhver overføring av fangst på havet fra et fartøy til et annet 
fartøy, herunder også føring til og fra lås, steng mv.

Fartøy med største lengde under 15 meter i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon som driver med 
høstingsaktivitet hvor fisk lagres levende i sjø er ikke omfattet av reglene i dette kapittelet. Unntaket gjelder 
ikke for fartøy over 12 meter største lengde som driver fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i 
Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett 
linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

Det er ikke tillatt å foreta omlasting til andre fartøy enn fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. 
mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 
og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, Storbritannia og Norge, samt fartøy 
fra NEAFC-samarbeidsland.

Fartøy som kun benyttes til omlasting i norske farvann er unntatt fra kravet om å sende melding om fangst, jf. 
§ 12.

0 Endret ved forskrifter 17 jan 2012 nr. 66, 28 juni 2013 nr. 845, 12 sep 2013 nr. 1076 (i kraft 1 jan 2014), 24 nov 2020 nr. 2575 
(tidligere § 15), 19 jan 2022 nr. 93, 14 april 2023 nr. 539 (i kraft 1 juli 2023).

§ 19. Omlastingsmelding

Fartøy som nevnt i § 18 som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding 
om omlasting til Fiskeridirektoratet. Fartøy som avgir fangst av tare skal sende melding om omlasting senest en 
time etter at omlastingen er avsluttet.

Uten hinder av første ledd kan fartøy som nevnt i § 18 som skal avgi fangst ved at fangsten lås- eller 
stengsettes sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet senest 2 timer før omlastingen påbegynnes. Dette 
gjelder også dersom det skal gjennomføres en omlasting mellom norske fartøy for tilvirkning på det 
mottakende fartøy. Dersom fiskeoperasjonen og lås- eller stengsettingen er en sammenhengende aktivitet skal 
melding om omlasting sendes så snart som mulig etter at lås- eller stengsettingen er gjennomført. Det samme 
gjelder fartøy som foretar dellanding av fangst til havn før det skal overføre restkvantum til merd, hvor merden 
er plassert mindre enn 2 timer fra havn.

Fartøy som nevnt i § 18 som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet 
sende elektronisk melding om omlasting til Fiskeridirektoratet.

Fartøy som avgir fangst av tare flere ganger i løpet av et døgn kan sende en daglig melding om omlasting. 
Meldingen skal sendes senest klokken 23.59 UTC. Meldingen skal angi samlet fangst omlastet til et fartøy i 
tidsrommet 00.00–23.59 UTC. Dersom fartøyet avgir fangst til ulike mottaksfartøy i løpet av samme døgn, så 
må fartøyet sende en melding om omlasting per mottaksfartøy. Dette gjelder også for fartøy som mottar fangst 
av tare flere ganger i løpet av et døgn.

Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A715
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A716
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1977-05-13-2/%C2%A74
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1977-05-13-2/%C2%A74
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-17-66
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-06-28-845
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-09-12-1076
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-01-19-93
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2023-04-14-539
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A718
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A718
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A718
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Dataelement Kode Påkrevd/Valgfrit
t

Forklaring

Meldingstype TM P TRA, melding om omlasting

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker.

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Posisjon bredde  XT P Posisjon bredde på tidspunktet for sending av 
melding  
  +/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde  XG P Posisjon lengde på tidspunktet for sending av 
melding  
  +/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon bredde LA P Antatt posisjon bredde for omlasting  
  N/SGGDD (WGS-84)

Posisjon lengde LO P Antatt posisjon lengde for omlasting  
  E/WGGGDD (WGS-84)

Kvantum om bord OB PD Fangst om bord før omlasting fordelt på fiskesort 
(FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis 
angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

Kvantum som skal overføres KG P Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort 
(FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis 
angitt

Overført fra TF PD Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.  
  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

Overført til TT PD Radiokallesignal på fartøyet det overføres til. 
Dersom fisk stengsettes skal stengsettingskode 
angis.  
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

Dato PD PD Antatt dato for omlasting i UTC 
(ÅÅÅÅMMDD).  
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

Tid PT PD Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).  
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

Kanselleringskode  RE V Feilkode som viser at det er en kansellering, se 
vedlegg 2



Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:45

 
Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Side 19

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 17 jan 2012 nr. 66, 28 juni 2013 nr. 845, 7 mars 2014 nr. 257, 24 nov 2020 nr. 2575 
(tidligere § 16), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021), 18 jan 2021 nr. 116, 13 jan 2021 nr. 
83 (i kraft 1 juli 2022, endring endret ved forskrift 24 nov 2021 nr. 3288 og 27 mai 2022 nr. 931).

§ 20. Omlasting for bestemte fartøygrupper

Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra 
rapporteringsplikt nevnt i § 16 for nærmere avgrensede tidsperioder.

0 Endret ved forskrift 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 17).

Kapittel VI. Rapportering til Havforskningsinstituttet (HI)
0 Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021).

§ 21. Saklig og stedlig virkeområde for rapportering til Havforskningsinstituttet

Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde 
som nevnt i § 10, som deltar i fiske etter følgende arter:

Art FAO kode Latinsk navn

Sild HER Clupea harengus

Kolmule WHB Micromesistius poutassou

Makrell MAC Scomber scombrus

Brisling SPR Sprattus sprattus

Øyepål NOP Trisopterus esmarkii

Hestmakrell HOM Trachurus trachurus

Lodde CAP Mallotus villosus

Strømsild/vassild ARG Argentina spp.

Vassild ARU Argentina silus

Strømsild ARY Argentina sphyraena

Tobis og annen sil SAN Ammodytes

Meldinger angitt i dette kapittelet sendes via det elektroniske rapporteringssystemet (ERS), jf. § 4, med 
Havforskningsinstituttet som meldingsmottaker.

Fiske- og fangstfartøy som omfattes av kapittelet, plikter å rette seg etter det Havforskningsinstituttet til 
enhver tid bestemmer når det gjelder ulike typer utstyr som fartøyet skal ha med om bord under 
fiskeoperasjoner. Havforskningsinstituttet bærer kostnadene ved det aktuelle utstyret, og eventuelle kostnader 
ved ombygging, dersom Havforskningsinstituttet krever dette.

0 Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), endret ved forskrift 14 april 2023 nr. 539 (i kraft 1 juli 2023).

§ 22. Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet

Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om havneavgang som angitt i § 11 i kopi til 
Havforskningsinstituttet.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-02-19-228
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-17-66
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-06-28-845
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-03-07-257
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-18-116
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-11-24-3288
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
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https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2023-04-14-539
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A721
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Melding om havneavgang til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode Påkrevd/ 
Valgfritt

Forklaring

Meldingstype TM P HIA, melding om havneavgang til 
Havforskningsinstituttet

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen inneværende år

Videresending FT P Havforskningsinstituttet (ZZH)

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Avgangshavn PO P Internasjonal kode for havnen som forlates  
  ISO alfa 2 landkode + 3-bokstaver havnekode 
UN/LOCODE (The United Nations code for 
Trade and Transport Locations.)

Dato avgang havn ZD P Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

Tid avgang havn ZT P Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

Kvantum om bord OB P Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO 
fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

Dato PD P Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). 
Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi 
antatt dato for første omlasting.

Tid PT P Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). 
Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi 
antatt tidspunkt for første omlasting.

Posisjon bredde LA P Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som 
kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon 
bredde for første omlasting.  
  N/SGGDD (WGS-84).

Posisjon lengde LO P Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som 
kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon 
lengde for første omlasting.  
  E/WGGGDD (WGS-84).

Fiskeriaktivitet AC P Se vedlegg 6

Målart DS P Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun 
en
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Kanselleringskode  RE V Feilkode som viser at det er en kansellering, se 
vedlegg 2.

0 Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021).

§ 23. Melding om fangst til Havforskningsinstituttet

Fartøy som nevnt i § 21 skal sende melding om fangst til Havforskningsinstituttet etter at melding om 
havneavgang er sendt til Havforskningsinstituttet (HIA). Meldingen skal angi fangst per fiskeoperasjonen. Det 
skal sendes en melding per fiskeoperasjon inntil melding om havneanløp (HIL) sendes, eller til returmelding fra 
Havforskningsinstituttet sier at prøvetakningen for denne turen er over. Opplysninger i blokk B skal angis for 
hver enkelt fiskeoperasjon, og skal registreres umiddelbart etter at hver fiskeoperasjon er fullført, eller tidligere 
dersom estimatet av fangstmengde er klart, og deretter sendes fortløpende til Havforskningsinstituttet.

Melding om fangst til Havforskningsinstituttet skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

Blokk A  
  Dataelement  Kode

 Påkrevd/ 
Valgfritt Forklaring

Meldingstype TM P HIF, melding om fangst til 
Havforskningsinstituttet

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen inneværende år

Videresending FT P Havforskningsinstituttet (ZZH)

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og endelig mottaker.

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Fiskeritillatelse QI P Se vedlegg 5.  
  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser 
innenfor et døgn skal det sendes separate 
meldinger om fangst (HIF).

Fiskeriaktivitet AC P Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

Meldingsversjon MV V Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte 
forrige versjon og må derfor inneholde alle 
meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en 
melding skal ha samme RN

Havn PO PD Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 
landkode + 3-bokstaver havnekode 
UN/LOCODE (The United Nations code for 
Trade and Transport Locations.)  
  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A721
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Blokk B  
  Dataelement  Kode

Påkrevd/ 
Valgfritt  Forklaring

Dato BD P Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) 
i UTC

Tid BT P Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i 
UTC

Start sone ZO P Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO 
alfa-3, se vedlegg 4)

Posisjon bredde LT P Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- 
DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde LG P Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon  
  +/- DDD.ddd (WGS-84)

Redskap GE P FAO redskapskode

Redskapsspesifikasjon GS PD 1 = enkeltrål,  
  2 = dobbeltrål,  
  3 = trippeltrål.  
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

Maskevidde ME PD Minste maskevidde på redskap som benyttes 
angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom 
det fiskes med trål, snurrevad eller garn.

Redskapsproblemer GP P 1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,  
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,  
  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = 
ingen redskapsproblem

Posisjon bredde XT P Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon 
+/- DD.ddd (WGS-84)

Posisjon lengde XG P Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon 
+/- DDD.ddd (WGS-84)

Varighet DU P Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

Pumpet fra TF PD Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst 
fra.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk 
A er angitt som REL

Innsats FO PD Antall krok og teiner eller totallengde garn 
(meter) samlet per døgn.  
  PD: påkrevd dersom fartøyet driver fiske med 
line, garn eller fangst med teiner etter snøkrabbe 
(CA=CRQ)

Fangstspesifikasjon SS PD NOR01 = Norsk vårgytende sild.  
  NOR02 = Nordsjøsild.  
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER 
(norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

Fangst CA P Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt 
på artskode (FAO kode) i kilo rund vekt. Parvis 
angitt.  
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  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under 
dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art 
(FAO kode) og antall. Bifangst av levende 
koraller og levende svamper føres under dette 
dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO 
kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av 
tare føres under denne koden.  
  
  Oversikt over FAO koder for fisk, sjøpattedyr, 
sjøfugl, levende koraller, levende svamper og 
tare finnes på www.fiskeridir.no.  
  
  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som 
HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for 
hvert dyr/hver fangstoperasjon.

Individnummer IN PD Verdi 1-999 per år.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes 
manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når 
meldingen registreres og ettersendes elektronisk.

Kjønn SE PD Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av 
hunnkjønn føres 2.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Lengde LE PD Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Omkrets CI PD Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Spekkmål BM PD 3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i 
millimeter (mm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er 
bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

Granatnummer GN PD Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun)

Lengde på foster LF PD Foster lengde føres i centimeter (cm).  
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk 
B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret 
bærer foster.

0 Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021).

https://fiskeridir.no
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
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§ 24. Plikt til å foreta prøvetaking

Fartøy som nevnt i § 21 skal sette til side en prøve på om lag 15 kilo fra fiskeoperasjonen. Dersom fartøyet 
mottar returmelding på HIF-melding om at det skal tas prøve, skal prøven straks pakkes i emballasje fra 
Havforskningsinstituttet, og fryses inn. Dersom fartøyet ikke har mulighet til å fryse inn prøven, skal denne 
oppbevares på slik måte som Havforskningsinstituttet bestemmer i det enkelte tilfellet. Prøver som er tatt, skal 
leveres til det norske mottaksanlegget som fartøyet lander ved, dersom det ikke avtales annet mellom fartøyet 
og Havforskningsinstituttet.

0 Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021).

§ 25. Melding om prøver til Havforskningsinstituttet

Fartøy som nevnt i § 21, og som har blitt bedt om å ta prøve etter § 24, skal sende melding om prøver til 
Havforskningsinstituttet (HIL). Meldingen skal sendes etter at prøven(e) har blitt levert på et norsk 
mottaksanlegg. I de tilfeller der prøven ikke ble tatt skal melding likevel sendes.

Er prøven levert direkte til Havforskningsinstituttet skal også melding sendes. Formålet med meldingen er å 
opplyse om den bestilte prøven ble tatt eller ikke, samt hvor den enkelte prøve har blitt levert.

Melding om prøver til Havforskningsinstituttet skal inneholde følgende opplysninger:

Dataelement Kode
Påkrevd/ 
Valgfritt Forklaring

Meldingstype TM P HIL, melding om prøver til 
Havforskningsinstituttet

Meldingsnummer RN P Serienummer for meldingen i inneværende år

Videresending FT P Havforskningsinstituttet (ZZH)

Sekvensnummer SQ V Serienummer for meldingen inneværende år 
mellom et fartøy og en endelig mottaker.

Radiokallesignal RC P Fartøyets radiokallesignal

Fartøynavn NA V Fartøyets navn

Registreringsmerke XR V Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

Skipper MA P Skippers navn

Meldingsdato DA P Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Meldingstid TI P Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC 
(TTMM)

Anløpshavn PO PD Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO 
alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode 
UN/LOCODE (The United Nations code for 
Trade and Transport Locations.)  
  
  PD: Påkrevd dersom prøve er tatt og levert.

Landingsanlegg LS PD Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 
karakterer).  
  PD: påkrevd dersom Prøve er levert på 
anlegget.

Dato PD PD Dato for faktisk levering av prøven i UTC 
(ÅÅÅÅMMDD).  
  

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A721
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A721
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A724
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  PD: Påkrevd dersom prøve er tatt og levert.

Tid PT PD Tidspunkt for faktisk levering av prøven i UTC 
(TTMM).  
  
  PD: Påkrevd dersom prøve er tatt og levert.

Prøveinformasjon SH P RC-RN-SQ Y/N informasjon fra hal som det er 
tatt prøve av Y eller N ikke.

Fritekst MS V Melding til mottaker kun etter avtale. Blir 
vanligvis ikke lest. Maks 255 tegn.

0 Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021), endret ved forskrift 27 mai 2022 nr. 931.

§ 26. Fiskemottakets plikt til å motta, oppbevare og sende fangstprøver

Enhver som tar i mot fisk som landes i Norge plikter å motta, forsvarlig oppbevare og videresende 
fangstprøver som norske fiske- og fangstfartøy har tatt etter § 24.

Fraktkostnader fra mottaksanlegg til Havforskningsinstituttet bæres av Havforskningsinstituttet.

0 Tilføyd ved forskrift 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021).

Kapittel VII. Tilgang på opplysninger, korreksjon, kansellering og tekniske feil
0 Endret ved forskrifter 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere kapittel V), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021, tidligere kapittel VI).

§ 27. Tilgang til egne meldinger

Meldinger innsendt i henhold til denne forskrift skal ved forespørsel gjøres tilgjengelig for fartøyeier.

0 Endret ved forskrifter 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 18), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 21).

§ 28. Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

Melding om fangst etter § 12 kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt 
eller inntil melding om havneanløp er sendt, dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK. Dataelementet 
kvantum om bord (OB) i melding om fiskestart (COE) skal korrigeres dersom fartøyet har drevet fiske etter at 
COE er sendt, men før fartøyet går inn i fiskevernsonen ved Svalbard.

Melding om havneavgang etter § 11, havneanløp etter § 13, omlasting etter § 16, fiskestart etter § 15 og 
avslutning av fisket etter § 16, kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer 
at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik 
meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny 
melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

0 Endret ved forskrifter 19 jan 2011 nr. 61 (i kraft 1 mars 2011), 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 19), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 
2021, tidligere § 22).

§ 29. Tekniske feil og feil med kommunikasjonslinjene

Dersom det oppstår teknisk feil i de elektroniske rapporteringssystemene skal fartøyene:
a. Føre posisjonsrapportene manuelt og sende dem via e-post eller funksjonen manuell posisjon i fartøyets 

elektroniske rapporteringssystem til Fiskeridirektoratet minst en gang hver fjerde time.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A724
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A716
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A715
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A716
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-01-19-61
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
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b. Føre meldinger angitt i kapittel III og IV manuelt og sende dem via e-post eller funksjonen manuell 
posisjon i fartøyets elektroniske rapporteringssystem til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

Dersom det oppstår feil med kommunikasjonslinjene, som umuliggjør innsending av posisjonsrapporter og 
meldinger, skal de skrives ut eller føres manuelt og sendes via e-post eller funksjonen manuell posisjon i 
fartøyets elektroniske rapporteringssystem til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

Posisjonsrapportene og meldingene skal også lagres i rapporteringssystemet for sending når 
kommunikasjonslinjene eller de elektroniske rapporteringssystemene fungerer.

0 Endret ved forskrifter 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 20), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 23), 27 mai 2022 nr. 
931.

§ 30. Krav til utbedring av feil

Dersom det har oppstått feil ved fartøyets posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringsutstyr 
slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten 
rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift eller dersom fartøyet har fått dispensasjon fra 
Fiskeridirektoratet til å starte fisket.

Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må 
utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

0 Endret ved forskrifter 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 21), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 24).

Kapittel VIII. Dispensasjonsadgang
0 Tilføyd ved forskrift 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021).

§ 31. Søknad om dispensasjon

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i, eller i medhold av, denne forskriften skal være grunngitt 
og skriftlig.

Dersom skriftlig søknad ikke er mulig, eller vil være særlig byrdefull eller uhensiktsmessig, kan søknad 
fremsettes muntlig.

0 Tilføyd ved forskrift 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021).

§ 32. Dispensasjonsvedtaket

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i, eller i 
medhold av, denne forskriften. Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt. Det kan settes vilkår for 
dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom kontrollhensynet blir vesentlig tilsidesatt.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon etter første ledd skal det legges særlig vekt på om skipper, 
eller andre som handler på vegne av fartøyet, er å bebreide for at den aktuelle bestemmelsen som det søkes 
dispensasjon fra ikke kan etterleves.

0 Tilføyd ved forskrift 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021).

Kapittel IX. Reguleringsfullmakt, overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse
0 Endret ved forskrifter 27 jan 2014 nr. 95, 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere kapittel VI), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021, 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/kapiii
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-05-27-931
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-01-27-95
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
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tidligere kapittel VII), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021, tidligere kapittel VIII).

§ 33. Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. 
Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler 
om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

0 Endret ved forskrifter 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 22), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 25), 13 jan 2021 nr. 83 
(i kraft 15 jan 2021, tidligere § 31).

§ 34. Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i kapittel I til III, IV og VI i denne 
forskriften, eller bestemmelser gitt i medhold av disse kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til lov 6. juni 
2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om 
bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

0 Tilføyd ved forskrift 27 jan 2014 nr. 95, endret ved forskrifter 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 23), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 
2021, tidligere § 26), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 32).

§ 35. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 
37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62 og § 64.

0 Endret ved forskrifter 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 23), 7 mars 2014 nr. 257, 24 nov 2020 nr. 2575, 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere 
§ 24), 3 jan 2021 nr. 44 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 27), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 33).

§ 36. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. februar 2005 nr. 151 om rapportering av 
fangst for norske fartøy og forskrift 7. april 1999 nr. 387 om satellittbasert overvåkning av fiske- og 
fangstfartøys aktivitet. Rapporteringsplikt for fartøy over 21 meter i henhold til forskrift 16. februar 2005 nr. 
151 om rapportering av fangst for norske fartøy gjelder likevel fram til 1. juli 2010, jf. § 10 første ledd bokstav 
a.

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 27 jan 2014 nr. 95 (tidligere § 24), 24 nov 2020 nr. 2575 (tidligere § 25), 3 jan 2021 nr. 
44 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 28), 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 15 jan 2021, tidligere § 34).

Vedlegg 1. Rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet
Liste over rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet kan finnes på www.fiskeridir.no.

Vedlegg 2. Feilkoder
Feilkoder er koder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil, eller om at avsender ønsker å kansellere 

eller korrigere en sendt melding. Nye feilkoder opprettes kontinuerlig, blant annet i forbindelse med 
utarbeidelse av sjekkrutiner. Videre vil det under implementeringen av systemene utarbeides detaljerte 
instrukser for hva som skal gjøres når de ulike feilkodene forekommer.

Oppdatert liste over feilkoder finnes på  Fiskeridirektoratets hjemmesider.

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 19 jan 2011 nr. 61 (i kraft 1 mars 2011), 20 nov 2017 nr. 1803, 13 jan 2021 nr. 83 (i kraft 
15 jan 2021). Endret uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 17 jan 2023.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/kap1
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A759
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A759
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-12-20-1437
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-12-20-1437
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-01-27-95
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
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https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A762
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https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-01-27-95
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https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
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https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1999-04-07-387
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-02-16-151
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2005-02-16-151
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2009-12-21-1743/%C2%A710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-02-19-228
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-01-27-95
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-24-2575
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-03-44
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
https://www.fiskeridir.no
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Rapportering-paa-havet/elektronisk-rapportering-ers/godkjente-rapporteringssystemer
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-02-19-228
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2011-01-19-61
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2017-11-20-1803
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-01-13-83
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Vedlegg 3. Sending av manuelle meldinger ved feilsituasjoner
Dersom det oppstår feil i forbindelse med posisjonsrapportering eller elektronisk rapportering mens fisket 

pågår skal meldingene sendes manuelt til Fiskeridirektoratet via:
- E-post: FMC@fiskeridir.no, eller
- Telefaks: +47 55 23 82 76.

Meldingene skal i disse tilfellene utformes som vist nedenfor:

1. Melding om havneavgang (DEP)

Manuell melding om havneavgang skal sendes dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til 
å starte fisket og skal utformes slik:

Eksempel 1 (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart):

Fiskesorter kan angis i klar tekst eller oppgis med FAO fiskesortkoder.

TM = DEP

RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om 
meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

RC = RADIO50

NA = KONTIKI

XR = M-101-AK

MA = HANS HANSEN

DA = 20090929 (meldingens sendetidspunkt, dato og tid i UTC)

TI = 2050

PO = NOTRD eller Trondheim i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig

ZD = 20090929 (avgang havn tidspunkt, dato og tid i UTC)

ZT = 1930

OB = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300

PD = 20090930 (antatt fiskestart tidspunkt, dato og tid i UTC)

PT = 0100

LA = N6432

LO = E00915

AC = FIS

DS = TORSK

RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en 
tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt 
med koden 521 for kansellering.

Eksempel 2 (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart):

https://lovdata.no/pro#reference/mailto:FMC@fiskeridir.no
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Som over, med unntak av OB = 0.

2. Melding om fangst (DCA)

Manuell melding om fangst skal utformes slik:

Blokk A

TM = DCA

RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om 
meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

RC = RADIO50

NA = KONTIKI

XR = M-101-AK

MA = 'Peder Aas'

DA = 20090930

TI = 2300

QI = 1

AC = FIS

RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved korrigering av en tidligere 
sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt med 
koden 511 for korrigering

MV = 1 dersom det er originalmeldingen, videre økes dette nr. med en for hver ny 
korrigeringsversjon.

PO = Blank hvis fisket ikke er avsluttet ellers NOBGO eller Bergen i klar tekst hvis kode ikke er 
tilgjengelig.

Blokk B gjentas en for hver fiskeoperasjon

BD = 20090930

BT = 0130

ZO = NOR

LT = 64,790

LG = 9,041

GE = OTB

GS = 2

ME = 120

GP = 0

XT = 65,010

XG = 8,901

DU = 48
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TF = LLMF

SS = Blank hvis det ikke er fisket etter sild

CA = TORSK 500, HYSE 100

Blokk B gjentas for hver fangstoperasjon av hval

BD = 20090930

BD = 20090930

BT = 0130

ZO = NOR

LT = 64,790

LG = 9,041

GE = HAR

GP = 0

XT = 65,010

XG = 8,901

DU = 48

CA = Vågehval 2100

IN = 12

SE = 2

LE = 670

CI = 300

BM = A35 B142 C38

GN = 12-0050

LF = 60

3. Melding om havneanløp (POR)

Manuell melding om havneanløp skal utformes slik:

Eksempel 1 (Når fangst skal landes):

TM = POR

RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om 
meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

RC = RADIO50

NA = KONTIKI

XR = M-101-AK

MA = 'Peder Aas'
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DA = 20091001

TI = 0830

PO = NOAES eller ÅLESUND i klar tekst dersom kode ikke er tilgjengelig

LS = Brødrene Olsen sin kai

PD = 20091001

PT = 1100

KG = TORSK 65000, HYSE 14000

OB = TORSK 100000, HYSE 14000

RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en 
tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt 
med koden 521 for kansellering.

Eksempel 2 (Når fangst ikke skal leveres):

Som over, med unntak av KG = 0.

4. Omlastingsmelding (TRA)

Manuell melding om omlasting skal utformes slik:

Eksempel 1 (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy):

TM = TRA

RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om 
meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT

RC = RADIO50

NA = KONTIKI

XR = M-101-AK

MA = 'Peder Aas'

DA = 20090930

TI = 0600

OB = TORSK 100000, HYSE 14000

KG = TORSK 10000

TF = RADIO60

LA = N6130

LO = E00400

PD = 20090930

PT = 1430

RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en 
tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE-feltet er angitt 
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med koden 521 for kansellering.

Eksempel 2 (Når fangst er omlastet til et annet fartøy):

Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

0 Endret ved forskrifter 19 feb 2010 nr. 228, 10 aug 2012 nr. 809, 7 mars 2014 nr. 257, 14 mars 2014 nr. 279, 28 mai 2015 nr. 576.

Vedlegg 4. Forklaring til angivelse av soner
Forskriften gjelder i følgende områder/soner med tilhørende avtalekoder:

Sone Kode

Norges økonomiske sone NOR

Fiskevernsonen ved Svalbard XSV

Svalbards territorialfarvann XSI

Fiskerisonen ved Jan Mayen XJM

Skagerrak XSK

EU-sonen XEU

Russisk sone RUS

Grønlandsk sone GRL

Færøysk sone FRO

Islandsk sone ISL

Britisk sone GBR

NEAFC-området XNE

NAFO-området XNW

CCAMLR-området XCA

0 Endret ved forskrifter 28 juni 2013 nr. 845, 19 jan 2022 nr. 93.

Vedlegg 5. Fiskeritillatelse (QI)
Fartøyets fiskeritillatelse

Kode Definisjon

1 Ordinær kvote

2 Forskningskvote

3 Skolekvote

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-02-19-228
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-08-10-809
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-03-07-257
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-03-14-279
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2015-05-28-576
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-06-28-845
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-01-19-93
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4 Agnkvote

5 Annet

6 Slumpfiskkvote

7 Leiefartøykvote

0 Tilføyd ved forskrift 17 jan 2012 nr. 66.

Vedlegg 6. Fiskeriaktivitet (AC)
Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

Kode Definisjon Forklaring

FIS Fiske FIS skal anvendes når det er 
gjennomført fiskeoperasjoner 
innenfor døgnet det rapporteres for.

REL Fangst relokalisering (overføring av 
fangst)

REL skal anvendes av det fartøy som 
pumper om bord fangst fra sjøen 
fisket av et annet fartøy. Det skal 
sendes en egen DCA melding dersom 
det er pumpet fra et annet fartøys 
redskap.

SCR Vitenskapelig forskning SCR skal anvendes av fartøy som 
driver vitenskapelig forskning 
innenfor døgnet det rapporteres for.

STE Stimer STE skal anvendes dersom fartøyet 
ikke har gjennomført 
fiskeoperasjoner innenfor døgnet det 
rapporteres for.

TRX Omlasting TRX skal anvendes av fartøy som tar 
del i omlasting innenfor døgnet det 
rapporteres for, og som for øvrig ikke 
har gjennomført fiskeoperasjoner 
innenfor dette døgnet. Skal også 
anvendes ved henting eller føring av 
låssatt fangst.

SET Setting av redskap SET skal anvendes av fartøy som 
fisker med garn eller line i Norges 
økonomiske sone og 
territorialfarvann, og som kun skal 
sette redskap innenfor døgnet det 
rapporteres for.

ANC Ankring ANC kan anvendes når fartøyet 
ligger forankret i sjø.

DRI Driving DRI kan anvendes når fartøyet 
driver.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-17-66
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GUD Vaktskip GUD kan anvendes dersom fartøyet 
opptrer som vaktskip.

HAU Transport HAU kan anvendes når fartøyet er i 
transport.

PRO Produksjon PRO kan anvendes når fartøyet 
produserer.

INW Ingen aktivitet INW kan anvendes når det ikke er 
fiskeriaktivitet på grunn av 
værforhold.

SEF Leting etter fisk SEF kan anvendes når fartøyet leter 
etter fisk uten at redskapet er i vann.

OTH Annet

0 Tilføyd ved forskrift 17 jan 2012 nr. 66, endret ved forskrift 28 juni 2013 nr. 845.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2012-01-17-66
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2013-06-28-845
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Heimel: Fastsett ved kgl.res. 12. mars 2010 med heimel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) 
§ 30 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 54. Fremja av Fiskeri- og 
kystdepartementet.
Tilføyd heimel: Lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 21.
Endra ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 726, 24 aug 2020 nr. 1710,  31 okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 1. Verkeområde

Denne forskrifta gjeld for inndraging av ulovleg fangst og fangst utover fastsett kvote, eller verdi av slik 
fangst, gjort i medhald av havressurslova § 54 og deltakerloven § 27, jf. § 30, samt inndregne midlar i medhald 
av fiskesalslagslova § 21.

0 Endra ved forskrift 24 aug 2020 nr. 1710.

§ 2. Vedtakskompetanse

Salslaget som har ansvaret for omsetning i første hand av den aktuelle arten i det området der fartøyet er 
registrert, gjer vedtak om inndraging av fangst utover kvote, jf. havressurslova § 12, § 13 og § 14.

Salslaget som førstehandsomsetninga av fangsten som blir inndregen er lagt til, gjer vedtak om inndraging av
a. ulovleg bifangst,
b. fangst hausta i fredingstid etter forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen kap. VI,
c. fangst hausta i strid med havressurslova § 23,
d. fangst utover turkvote jf. deltakerloven § 27,
e. fangst som er hausta eller omsett i førstehand i strid med føresegner etter fiskesalslagslova jf. 

fiskesalslagslova § 21.

Fiskeridirektoratet gjer vedtak om inndraging som følgje av andre brot på havressurslova og deltakerloven 
enn dei nemnte i første og andre ledd, og kan i tillegg gjere vedtak om inndraging etter brot som nemnt i andre 
ledd.

Klagesakeininga i Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak etter første ledd, andre ledd bokstav a) til d) 
og tredje ledd. Departementet er klageinstans for vedtak etter andre ledd bokstav e).

0 Endra ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 726, 24 aug 2020 nr. 1710,  31 okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 3. Vederlag ved ilandføring

Ved inndraging som følgje av fangst utover kvote eller andre brot skal ein gi vederlag for omkostningar ved 
ilandføring dersom meirfangsten eller den ulovlege fangsten ikkje var tilsikta.

Vederlaget skal setjast til 20 % av verdien av meirfangsten eller den ulovlege fangsten.

Første og andre ledd gjeld likevel ikkje ved inndraging av fangst utover kvote av brisling, lodde, makrell, 
hestemakrell, kolmule, norsk vårgytande sild, nordsjøsild, tobis og augepål etter havressurslova § 12, § 13 og § 
14.

Ved berekning av verdien som skal inndragast, benyttes gjennomsnittleg pris som er oppnådd for vedkomne 
art (fiskeslag) i dei leveransane som er omfatta av inndraginga.

0 Endra ved forskrifter 27 mai 2010 nr. 726, 24 aug 2020 nr. 1710.

§ 4. Disponering av inndregne midlar

Midlar inndregne som følgje av brot på havressurslova, fiskesalslagslova og deltakerloven skal nyttast til å 
dekkje salslaget sine utgifter til kontroll med om føresegner fastsette i medhald av havressurslova, 
fiskesalslagslova og deltakerloven vert følgde og til frakttilskot.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A730
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A754
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2013-06-21-75
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2013-06-21-75/%C2%A721
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-05-27-726
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-24-1710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-10-31-1889
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A754
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A727
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A730
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2013-06-21-75/%C2%A721
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-24-1710
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A714
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-12-22-1878
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-12-22-1878/kap6
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A723
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A727
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2013-06-21-75/%C2%A721
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-05-27-726
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-24-1710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-10-31-1889
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A714
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A714
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2010-05-27-726
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-24-1710
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Midlar inndregne som følgje av fangst utover kvote i medhald av havressurslova § 54 jf. § 12, § 13 og § 14 
og deltakerloven § 27 kan, i tillegg til formålet i første ledd, nyttast til prisutjamning eller pristilskot for leverte 
fangstar. Verdien av den delen av fangst utover kvote som overstig gruppekvoten, jf. havressurslova § 11 andre 
ledd, kan likevel ikkje nyttast til prisutjamning eller pristilskot for leverte fangstar.

Salslaget kan nytte midlar inndregne som følgje av fangst utover kvote til andre formål når departementet i 
det enkelte tilfelle gir løyve til dette.

0 Endra ved forskrift 24 aug 2020 nr. 1710.

§ 5. Mellombels tilbakehald av fangstverdi

Salslaget kan halde tilbake verdien av fangst når det er grunn til å tru at verdien av fangsten vil verte 
inndregen. Salslaget skal halde tilbake verdien av fangst når varsel om inndraging er sendt før fiskaren har fått 
oppgjer for fangsten. Fiskaren skal gjerast kjend med at fangstverdien mellombels er halden tilbake.

Verdien kan haldast tilbake i inntil 45 dagar frå den dagen fiskaren fekk melding om at fangstverdien 
mellombels er halden tilbake. Ved motsegn mot varsel om inndraging kan tilbakehaldstida forlengast med 
ytterlegare 45 dagar dersom dette er meldt til fiskaren.

§ 6. Rapportering

Salslaget skal kvart år innan 1. april gi melding til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet 
om kva midlar som er inndregne det føregåande år, heimelsgrunnlag og om kva midlane har vorte nytta til. 
Meldinga skal attesterast av salslaget sin revisor.

0 Endra ved forskrift 24 aug 2020 nr. 1710.

§ 7. Endring av forskrifta

Nærings- og fiskeridepartementet kan gjere endringar i denne forskrifta.

0 Endra ved forskrift 24 aug 2020 nr. 1710.

§ 8. Ikraftsetjing

Denne forskrifta trer i kraft 1. mai 2010. Samtidig vert forskrift 20. november 1989 nr. 1185 om inndragning 
av fangst og anvendelse av inndratte midler og delegeringsvedtak 16. desember 2008 nr. 1376 oppheva.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A754
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A712
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A714
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1999-03-26-15/%C2%A727
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2008-06-06-37/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-24-1710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-24-1710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-08-24-1710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/1989-11-20-1185
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2008-12-16-1376
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Side 2

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. mars 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av 
viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11,  § 12,  § 16,  § 22,  § 34,  § 36,  § 37,  § 46,  § 47,  § 52 og  § 59 og lov 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12,  § 20 og  § 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99.
Endret ved forskrifter 22 mars 2022 nr. 446, 10 aug 2022 nr. 1429, 21 sep 2022 nr. 1621, 23 sep 2022 nr. 1639, 28 okt 2022 nr. 1968 (i 
kraft 1 nov 2022).

§ 1. Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2022. Forbudet gjelder 
også sport- og rekreasjonsfiske.

§ 2. Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta etter denne forskrift, fiske og lande 
inntil 315 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan 
Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Av dette kvantumet avsettes 15 tonn til bifangst av makrellstørje for 
fartøy som ikke har adgang til å delta i det direkte fisket, 3 tonn til merk- og slippfisket etter makrellstørje, 7 
tonn til rekreasjonsfiske etter makrellstørje og 18 tonn til forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje.

§ 3. Gruppekvote for fartøy som fisker med not

Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørjei gruppen som fisker med not kan fiske og 
lande inntil 254 tonn makrellstørje.

§ 4. Gruppekvote for småskala kystfartøy

Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen for småskala kystfartøy kan fiske og 
lande 18 tonn makrellstørje.

§ 5. Gruppekvote for merk- og slipp- og rekreasjonsfiske

Merk- og slippfiskere med adgang til å delta i fisket kan fiske 3 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann 
og økonomiske sone.

Rekreasjonsfiskere med adgang til å delta i fisket kan fiske 7 tonn makrellstørje i Norges territorialfarvann og 
økonomiske sone.

Rekreasjonsfiske innebærer at et fiskelag kan fiske en makrellstørje til matauk. Fartøy som i tillegg til å delta 
i rekreasjonsfisket etter makrellstørje, også deltar i merk- og slippfisket, kan fiske ytterligere en makrellstørje 
til matauk.

§ 6. Kvoter

Fartøy med tillatelse etter § 10 til å fiske med not kan fiske 80 tonn makrellstørje, hvorav 36 tonn er garantert 
kvantum.

Fartøy med tillatelse etter § 11 til å delta i gruppen for småskala kystfartøy kan fiske frem til gruppekvoten er 
beregnet oppfisket.

0 Endret ved forskrifter 10 aug 2022 nr. 1429, 21 sep 2022 nr. 1621, 23 sep 2022 nr. 1639.

§ 7. Bifangst

For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje, eller når dette fisket ikke er tillatt, 
er det ved fiske etter andre fiskeslag tillatt å ha inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing. 
Bifangsten etter første punktum kan likevel ikke overskride 20 % i vekt av den totale fangst om bord ved 
landing.

§ 8. Fiskesesong
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Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje med not kan delta i fisket i perioden fra og 
med 25. juni til og med 15. november.

Fartøy med adgang til å delta i direktefisket etter makrellstørje i gruppen for småskala kystfartøy kan delta i 
fisket i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

Fartøy som fisker med line i gruppen for småskala kystfartøy og som er over 24 meter kan delta i fisket i 
perioden fra og med 1. august til og med 31. desember. Fartøy under 24 meter kan delta i fisket i perioden fra 
og med 13. mai til og med 31. desember.

Merk- og slipp- og rekreasjonsfiskere med adgang til å delta i fisket kan i delta i perioden 13. mai til og med 
31. desember.

§ 9. Refordelingsdato

Fiskeridirektoratet kan tidligst endre og oppheve den garanterte kvoten i § 6 den 12. september 2022, med 
mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

§ 10. Deltakeradgang for fartøy som fisker med not

Fiskeridirektoratet gir tillatelse til fartøy som kan delta i fisket etter makrellstørje med not.

Det kan gis tillatelse til tre fartøy som fisker med not og som har en største lengde til og med 40 meter.

0 Endret ved forskrifter 10 aug 2022 nr. 1429, 21 sep 2022 nr. 1621.

§ 11. Deltakeradgang for fartøy som deltar i gruppen for småskala kystfiskefartøy

Fiskeridirektoratet gir tillatelse til småskala kystfartøy som kan delta i fisket etter makrellstørje.

Inntil 25 fartøy med største lengde til og med 14,99 meter og der fartøyeier står på blad B, kan delta i gruppen 
for småskala kystfiskefartøy dersom to av tre av følgende vilkår er oppfylt:

- hver tur skal ha en varighet på under 24 timer
- det skal være et mannskap på maksimalt fire personer om bord
- fisket skal foregå innenfor Norges territorialfarvann.

Det kan kun fiskes med line, stang, dorg eller juksa.

Uavhengig av lengdebegrensningen i andre ledd kan inntil tre fartøy med største lengde mellom 14,99 og 24 
meter, og som fisker med line, delta i fisket forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt.

0 Endret ved forskrift 10 aug 2022 nr. 1429.

§ 12. Deltakeradgang for merk- slipp og rekreasjonsfiskere

Ingen merk- og slipp- eller rekreasjonsfiskere kan delta i fisket etter makrellstørje uten tillatelse fra 
Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren kan fastsette begrensninger i antall merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som får delta i 
fisket etter makrellstørje.

§ 13. Påmelding til deltakelse i fisket

Fartøy og merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket, må sende skriftlig melding til 
Fiskeridirektoratet. Påmelding for småskala kystfartøy og merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag må være sendt 
senest 22. april 2022. Fartøy som ønsker å delta i fisket med not kan melde seg på rulleringslisten når som helst 
i løpet av året.

Det er et vilkår for deltakelse i fisket at kravene som fremgår av § 10–§ 12 er oppfylt.

Dersom det er flere fartøy påmeldt til fiske i de ulike gruppene som nevnt § 10–§ 12, vil utvelgelsen bli 
avgjort ved loddtrekning.
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0 Endret ved forskrift 22 mars 2022 nr. 446.

§ 14. Krav til fartøy som ønsker å delta i fisket med not eller i gruppen for småskala kystfartøy

Fartøy som vil delta i fisket etter makrellstørje med not eller i gruppen for småskala kystfartøy må 
dokumentere at de:

- er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
- har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, samt landing og omsetning av fangsten, som 

sikrer at kvaliteten ivaretas.

Det kan stilles vilkår om at fartøy som deltar i fisket skal ha observatør fra Havforskningsinstituttet om bord 
eller samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer. Fartøyet kan søke om dispensasjon fra dette 
kravet. I forbindelse med vurderingen av dispensasjonssøknaden skal det innhentes uttalelse fra 
Havforskningsinstituttet.

Fartøy som fisker med not må dokumentere at de har egen lugar til observatører som nevnt i § 16. Fartøy som 
fisker med line må dokumentere at de enten har egen lugar om bord til observatører som nevnt i § 16, eller, 
dersom fartøyet kun går på dagsturer, tilfredsstillende losji som for eksempel hotell, i avgangshavn.

Det er et vilkår for deltakelse i fisket med not at maskevidden (helmaske) i noten ikke skal være mindre enn 
100 mm.

§ 15. Krav til merk- og slipp- og rekreasjonsfiskere som ønsker å delta i fisket

Merk- og slipp- og rekreasjonsfiskelag som vil delta i fisket etter makrellstørje må dokumentere at:
- laget er egnet, bemannet og utrustet til rekreasjonsfiske etter makrellstørje
- alle deltakerne i fiskelaget er bosatt i Norge.

Rekreasjonsfisket med den enkelte båt må avsluttes når båten har fisket og landet en makrellstørje til matauk.

Merk- og slippfiskelag som får adgang til å delta i fisket etter makrellstørje må, før fisket tar til, dokumentere 
at laget har fått tillatelse til å merke makrellstørje med spaghettimerke. Dersom det ikke er noen merk- og 
slippfiskelag med adgang til å delta i fisket som får tillatelse til å merke makrellstørje med spaghettimerke, kan 
Fiskeridirektoratet gi lagene tillatelse til å gjennomføre et rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2022.

§ 16. Observatører

Deltakende fartøy som fisker med not skal ha 100 % dekning av observatører fra det regionale 
observatørprogrammet (RoP) til Den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT).

Deltakende fartøy over 15 meter som fisker med line skal ha 20 % dekning av nasjonale observatører.

Fartøyene kan pålegges å gå til land for å hente observatør.

Fartøyene plikter å dekke alle kostnader ved å ha observatører om bord, herunder kostnadene som kreves inn 
av ICCAT og nasjonale observatører og andre kostnader som oppstår.

Fiskeridirektoratet kan ved manglende betaling nekte fartøyet videre deltakelse i fisket.

§ 17. Rapportering og havneanløp

Fartøyene skal sende posisjonsrapportering og rapportere elektronisk fangst- og aktivitetsdata i samsvar med 
forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og 
fangstfartøy (ERS-forskriften). Ved fangst av makrellstørje skal norsk FMC kontaktes på telefon 55 23 83 36 så 
snart som mulig. Melding om havneanløp skal sendes senest fire timer før estimert anløp ved havn.

Fangst av makrellstørje kan kun landes i havner utpekt særskilt til dette formålet i ICCAT. Dersom fartøyet 
skal lande i utenlandsk havn, må fartøyet sende forhåndsmelding om havneanløp i samsvar med gjeldende krav 
fastsatt av ICCAT.

Ved landing av makrellstørje skal det på landings- og sluttseddelen i tillegg til vekt oppgis antall individ.
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Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første ledd tredje punktum og annet ledd.

§ 18. Forbud mot omlasting

Det er forbudt å omlaste makrellstørje.

§ 19. Forbud mot bruk av fly og helikopter

Det er forbudt å benytte fly, helikopter eller ubemannede luftfartøy i forbindelse med fiske etter 
makrellstørje.

Yrkesfiskere og merk-slipp og rekreasjonsfiskelag med adgang til å delta etter § 10–§ 12 kan uavhengig av 
forbudet i første ledd benytte drone i de tilfeller der tunfisken allerede er oppdaget og det er ønske om å 
dokumentere gjennomføring av fangstoperasjonen. Unntaket fra forbudet gjelder også for forskere som har fått 
tillatelse til å fiske etter makrellstørje.

0 Endret ved forskrift 10 aug 2022 nr. 1429.

§ 20. Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes av fartøy med adgang til å delta i fisket kan ikke overføres til annet fartøy. Det 
er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

§ 21. Avkortning av kvote ved dumping eller neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratet fatte vedtak 
om en forholdsmessig avkortning av kvoten. Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans.

0 Endret ved forskrift 28 okt 2022 nr. 1968 (i kraft 1 nov 2022).

§ 22. Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy skal melde fra om notsprenging i tråd med ERS-forskriften § 12.

§ 23. ICCAT-regelverk

Deltakende fartøy skal følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen av 14. mai 
1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

§ 24. Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller en gruppekvote er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan pålegge fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter å ta prøver av 
fangsten og sende disse prøvene til Havforskningsinstituttet.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en 
rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

§ 25. Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan 
ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk 
av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

§ 26. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold 
til deltakerloven § 31 og havressurslova § 60,  § 61,  § 62,  § 64 og  § 65. På samme måte straffes medvirkning 
og forsøk.
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§ 27. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2022.

Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2021 nr. 3641 om forbud mot å fiske makrellstørje i 2022.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2021-12-16-3641
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Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. mai 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning 
av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 17, § 18 og § 19 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine 
ressursar (havressurslova) § 39, § 40, § 41, § 43 og § 48.
Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838, 10 juli 2015 nr. 887, 4 mars 2016 nr. 223, 20 feb 2017 nr. 201, 29 juni 2018 nr. 1089, 27 
feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020),  31 okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).
Rettelser: 10.03.2020 (rettelse av § 11).

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressurser gjennom 
registrering av opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy, uansett hvor de befinner seg. 
Forskriften gjelder også for utenlandske fartøy som befinner seg i norsk sjøterritorium og indre farvann, og i 
områder opprettet etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5.

Forskriften gjelder i tillegg på landterritoriet på Svalbard.

Forskriften omfatter enhver som lander, mottar, kjøper, selger, oppbevarer, transporterer, omlaster, leverer og 
produserer fisk. Forskriften gjelder også for salgslagene. For landinger på Svalbard vil ansvarlig salgslag være 
Norges Råfisklag for hvitfisk og Norges Sildesalgslag for pelagisk fangst.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2016 nr. 223, 29 juni 2018 nr. 1089 (i kraft 1 sep 2018), 27 
feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 3. Definisjoner

Med fisk menes viltlevende marine ressurser samt produkter herav, med unntak av anadrome laksefisk.

Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra 
fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/merd/pose. Umiddelbar sløying av bunnfisk 
inngår som en del av landingen. Fartøyet skal ha samme fiskerimerke ved landing som under fiske- eller 
fangstoperasjonen.

Med omsetning menes omsetningen av fisk i første hånd, slik den til enhver tid er regulert i eller i medhold av 
lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, og lov 6. juni 2008 nr. 37 
om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 38.

Med den som lander menes den ansvarshavende om bord på fartøyet som lander fisken.

Med mottaker menes enhver som tar i mot fisk som landes. Med mottaker menes også den som mottar 
allerede landet fisk for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning.

Med kjøper menes enhver som kjøper fisk i første hånd i medhold av lov om førstehandsomsetning av 
viltlevande marine ressursar, og havressurslova § 38.

Med mottaksanlegg menes en bygning eller konstruksjon der det er mulig å lande og levere fisk, for deretter å 
sortere og kvantifisere fisken for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2016 nr. 223, 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 4. Forhåndsmelding om landing

Fiskeridirektoratet kan pålegge mottaker en plikt til å sende forhåndsmelding med opplysninger om fartøy, 
ankomststed, tidspunkt for ankomst, art, produkttilstand og kvantum når dette er nødvendig av kontrollhensyn. 
Pålegg kan bare gis for landinger fra fartøy som ikke er underlagt regler gitt med hjemmel i havressurslova om 
plikt til å sende forhåndsmelding om landing.
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Pålegg kan gis for inntil to måneder om gangen. Det er ikke tillatt å starte lossing før det er gått minst to timer 
fra meldingen ble sendt, med mindre Fiskeridirektoratet gir tillatelse.

0 Endret ved forskrift 31 okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 5. Veieplikt

All fisk skal veies på art fortløpende ved landing. Mottaksanlegg som mottar industrifangster for produksjon 
av fiskemel, fiskeolje og andre produkter har også veieplikt for all fisk som mottas på annen måte enn i første 
hånd.

Pelagisk fanget fisk til konsum skal veies før sortering og/eller pakking. Pelagisk fanget fisk som ikke 
anvendes til konsum, skal veies på nytt umiddelbart etter utsortering. Dette gjelder tilsvarende for fisk som 
sorteres ut til produksjon av farse-, mel- og oljeprodukter.

Ved landing av rensefisk for bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg kan vekten beregnes ved bruk av 
omregningsfaktorer for leppefisk fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Ved landing av blokkfryste industrireker påføres vekten av blokkene på landingsseddelen. Reell produktvekt 
av alle arter påføres sluttseddelen etter prøvetaking.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i første og andre ledd for fartøy under 15 meter 
største lengde som lander fisk på steder der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd. Ved vurderingen av 
om det skal gis dispensasjon skal det blant annet legges vekt på de lokale værforholdene, om fartøyet må 
passere utsatte områder og gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg. Ved innvilget dispensasjon skal 
landingsseddelen inneholde opplysningene som kreves i henhold til § 9 og § 11, med unntak av vektavlesning 
og nøyaktig kvantum i kilogram. Den som lander skal oppgi estimert vekt på landingsseddelen. 
Fiskeridirektoratet kan sette vilkår for dispensasjoner.

Fiskeridirektoratet kan gi midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i første og andre ledd dersom det 
oppstår tekniske feil.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2016 nr. 223, 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020),  31 
okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 5a. Registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

Fartøy under 11 meter største lengde som er registrert i Fiskeridirektoratets merke- og deltakerregister og som 
lander fisk på steder på land der det ikke finnes registrerte kjøpere i første hånd, kan gis dispensasjon fra kravet 
om fortløpende veiing ved landingen, jf. § 5 første ledd.

Kravet er at fartøyet må passere utsatte områder for å komme til nærmeste mottaksanlegg, eller har mer enn 3 
timer gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg.

For å kunne benytte seg av registreringsordningen skal:
a. den som lander umiddelbart etter at fangsten er tatt på land, fylle ut en landingsseddel som skal følge 

transporten frem til mottaksanlegget,
b. den som lander følge transporten til mottaksanlegget og undertegne seddel, og
c. fangsten ikke blandes sammen med annet fartøys fangst.

Registreringen gjelder for inntil ett år og utløper 31. desember det året påmeldingen er fullført.

0 Tilføyd ved forskrift 4 mars 2016 nr. 223, endret ved forskrift 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 6. Krav til vekt, plassering, avlesningsmulighet og adgang

Mottaker skal ha vekt egnet til bruk ved landing av fisk. At vekten er egnet til bruk ved landing av fisk vil si 
at all fisk slik den føres over vekten blir registrert og korrekt veid. Vekten skal være plassert i mottaksområdet 
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og den som lander skal ha uhindret og umiddelbar adgang. De måletekniske kravene til vekten følger av regler 
gitt i eller i medhold av lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

Pelagisk fanget fisk skal veies på automatisk vekt. Vektens tilleggsdisplay skal være plassert slik at veid 
kvantum kan avleses fra fartøyet.

Ved bruk av ikke-automatisk vekt skal alle enkeltveiinger loggføres på en slik måte at korrekt veid kvantum 
kan dokumenteres. Mottaker skal oppbevare loggførte enkeltveiinger på mottaksstedet i minst 5 år.

Det er forbudt å ha faste innretninger som kan benyttes til å transportere fisk utenom vekten, samt å ha 
innretninger plassert før eller i forbindelse med vekten som kan være egnet til å påvirke veiingen. Det skal ikke 
foretas endringer i styresystemer som kan påvirke veiingen.

Ved brudd på reglene gitt i § 6 første til tredje ledd, kan Fiskeridirektoratet forby bruk av vekten.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravene til vekt. Det skal ved dispensasjon fra 
kravet i andre ledd om bruk av automatisk vekt tas hensyn til mengden fisk som landes og antall landinger 
hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang i forbindelse med anskaffelse av slikt utstyr.

Fiskeridirektoratet kan gi midlertidig dispensasjon fra kravene til vekt dersom det oppstår tekniske feil.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2016 nr. 223, 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020),  31 
okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 7. Utarbeidelse av landings- og sluttsedler

Salgslaget skal utarbeide landings- og sluttsedler. Hver enkelt seddel skal identifiseres med et unikt nummer. 
Fiskeridirektoratet skal godkjenne sedlene. Det enkelte salgslag kan kreve at opplysninger av betydning for dets 
oppgaver tas inn på seddelen.

0 Endret ved forskrift 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 8. Utfylling av landings- og sluttsedler

Mottaker skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning ikke skjer samtidig, fylle ut en 
landingsseddel med landingsopplysninger fastsatt i § 9, § 10 og § 11. På landingsseddel for fisk som er omsatt 
tidligere skal entydig henvisning til alle sluttsedlene oppgis. Seddelen skal undertegnes av mottaker eller 
dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge er ansvarlige for at 
opplysningene er korrekte.

Kjøper skal umiddelbart etter at landing er fullført, der omsetning skjer samtidig, fylle ut sluttseddel som 
inneholder både landings- og omsetningsopplysninger fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13. Seddelen skal 
undertegnes av kjøper eller dennes representant og den som lander, før denne forlater mottaksstedet, og begge 
er ansvarlige for at opplysningene er korrekte.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel for landing til små 
mottaksanlegg utenfor ordinær åpningstid. Det skal legges vekt på mengden fisk som landes og antall landinger 
hvert kalenderår, samt omfanget av kostnadene mottaker vil få dersom mottaksanlegget må holde åpent utenfor 
ordinær åpningstid. Den som lander utenfor ordinær åpningstid skal umiddelbart etter at veiingen er fullført, 
fylle ut og undertegne seddel med landingsopplysningene. Mottaker, kjøper eller dennes representant skal 
umiddelbart etter ankomst mottaksanlegget kontrollveie fangsten, og deretter ferdigstille utfyllingen av seddel.

Kjøper skal umiddelbart etter omsetning som skjer etter at landing har funnet sted, fylle ut en sluttseddel som 
inneholder både landings- og omsetningsopplysningene fastsatt i § 9, § 10, § 11 og § 13, med entydig 
henvisning til landingsseddel. Seddelen skal undertegnes av kjøper eller dennes representant, og den som har 
landet. Salgslaget kan fylle ut sluttseddelen på kjøperens vegne og gi dispensasjon fra kravet om underskrift fra 
den som har landet.

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2007-01-26-4
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A76
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-12-19-1838
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2016-03-04-223
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-27-220
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-10-31-1889
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2022-10-31-1889
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-27-220
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A79
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A79
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A713
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A79
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A710
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A711
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2014-05-06-607/%C2%A713


Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:45

 
Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)

Side 5

Den som lander er ved landing i utlandet, eller til utenlandske fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter 
lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, ansvarlig for at seddel blir fylt ut. Den 
som lander skal undertegne seddelen før mottaksstedet forlates.

Innføring av nye rutiner ved bruk av elektronisk signatur skal godkjennes av Fiskeridirektoratet.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2016 nr. 223, 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020),  31 
okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 8a. Elektronisk signering av landings- og sluttsedler

Landings- og sluttsedler skal undertegnes elektronisk ved bruk av elektronisk signatur godkjent av 
Fiskeridirektoratet i medhold av § 8 siste ledd.

Følgende opplysninger skal fremgå av landings- og sluttsedler:
a. tidspunktet for når seddelen ble signert ved at hver av partenes signatur har sitt eget tidsstempel,
b. geografiske koordinater som angir hvor hver av partene var ved signering, og
c. entydig informasjon om hvem som har signert seddelen.

Salgslaget kan gi dispensasjon fra kravet om å undertegne landings- og sluttsedler elektronisk når det er 
særlige grunner til dette.

Dersom det oppstår tekniske feil, skal seddelen undertegnes manuelt i påvente av at feilen rettes opp. Feilen 
skal rettes uten ugrunnet opphold.

Det skal fremgå av seddelen om denne er undertegnet elektronisk eller manuelt.

0 Tilføyd ved forskrift 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 9. Opplysninger om den som lander

Den som lander skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn. 
Fartøynavn, fiskerimerke eller annen nasjonal registrering av fartøyet, samt kjenningssignal og IMO-nummer, 
skal oppgis dersom fartøyet har dette. Utenlandske aktører oppgir i stedet for organisasjonsnummer et ID-
nummer per aktør som er tildelt dem av salgslaget.

Fødselsnummer skal oppgis dersom den som lander ikke kan identifiseres med et organisasjonsnummer.

Det skal oppgis om fartøyet er det som fisken er høstet med eller om det er et transport-, kjøpe-, 
produksjonsfartøy eller annet fartøy.

Ved høsting med annet fartøy enn det som er tildelt kvoten, skal begge fartøyenes fiskerimerker oppgis.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 10. Opplysninger om mottaker

Mottaker skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, virksomhetsnummer, kommunenummeret til den 
kommunen der landingen skjer, mottaksstedets godkjenningsnummer dersom dette er tildelt fra Mattilsynet, og 
navn på mottakers representant.

Ved landing i utlandet skal land oppgis og i stedet for organisasjonsnummer skal et ID-nummer som er tildelt 
dem av salgslaget, oppgis.

Ved omlasting og ved opptak av fisk fra lås/merd/pose skal mottakende fartøys foretaksnavn, 
organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn oppgis. Fartøynavn, fiskerimerke eller annen 
nasjonal registrering av fartøyet og kjenningssignal, skal oppgis dersom fartøyet har dette. Det skal videre 
oppgis om mottakerfartøyet er et transport-, kjøpe- eller produksjonsfartøy.

0 Endret ved forskrifter 29 juni 2018 nr. 1089 (i kraft 1 sep 2018), 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).
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§ 11. Opplysninger om landingen

Mottaker og den som lander skal oppgi dato og klokkeslett ved fullført landing, samt opplysninger om art, 
produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, vektavlesning, nøyaktig kvantum i kilogram og 
leveringsmåte. Ved landing av levende fisk, skal antall individ oppgis. Ved omsetning som skjer etter at 
landing av levende fisk har funnet sted, skal antall individ oppgis på sluttseddelen selv om fisken ved 
omsetning er død. Antall individ skal også oppgis dersom det kreves i medhold av regler gitt med hjemmel i lov 
6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar.

Den som lander skal oppgi meldingsnummer RN på melding om havneanløp (POR-melding) på den seddelen 
fangsten gjelder, jf. forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering 
for norske fiske- og fangstfartøy § 13.

Videre skal første og siste fangstdato, sone, fangstfelt, redskap, fartøyrolle- og kvotetype oppgis. 
Opplysninger om fisk fanget i forskjellige soner, fangstår og på forskjellige kvotetyper skal oppgis hver for seg.

Når fangsten har vært låssatt før omsetning, skal det opplyses om dette på seddelen. Det skal tilsvarende 
opplyses på seddelen dersom landingen er en dellanding, og dersom fisken mottas på annen måte enn ved 
landing fra fartøy.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 12. Prøvetaking av industrilandinger

Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av 
fangstsammensetningen i industrilandinger.

§ 13. Opplysninger om selger, kjøper og omsetning

Selger skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, flaggstat og ansvarshavendes navn. Fartøynavn, 
fiskerimerke eller annen offisiell registrering av fartøyet og kjenningssignal, skal oppgis dersom fartøyet har 
dette.

Kjøper skal oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer, virksomhetsnummer, kommunenummeret til den 
kommunen der landingen skjer, kjøpsstedets ID-nummer tildelt av Fiskeridirektoratet, kjøpsstedets 
godkjenningsnummer dersom dette er tildelt av Mattilsynet, og navn på kjøpers representant.

Utenlandske selgere og kjøpere skal i stedet for organisasjonsnummer identifiseres med et ID-nummer som er 
tildelt dem av salgslaget.

Selger og kjøper skal ved omsetning oppgi art, produkttilstand, konserveringsmåte, størrelsessammensetning, 
nøyaktig kvantum i kilogram, antall individ dersom krevd, antatt anvendelse, pris, omsetningsdato og 
leveringsmåte.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 14. Innsending av landings- og sluttsedler

Mottaker og kjøper skal umiddelbart etter undertegning overføre seddelen til salgslaget.

Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 
1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, er den som lander ansvarlig for at seddel umiddelbart blir 
sendt inn til salgslaget.

I særlige tilfeller hvor mangel på internettdekning umuliggjør umiddelbar innsending av landings- og 
sluttsedler, kan salgslagene gi dispensasjon fra kravet i første ledd. Seddelen skal i slike tilfeller sendes til 
salgslaget umiddelbart etter at internettdekning er gjenopprettet.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).
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§ 15. Krav til elektronisk registrering og overføring av opplysninger

Det skal anvendes elektronisk utstyr og programvare for registrering og kvalitetssikring av landings- og 
sluttsedler, samt ved overføringen av slik informasjon etter at seddelen er ferdig utfylt og undertegnet. 
Salgslagene videresender informasjonen til Fiskeridirektoratet i henhold til § 20.

Elektronisk utstyr og programvare som nevnt i første ledd skal fungere slik at seddelen automatisk sendes 
salgslaget umiddelbart etter at den er undertegnet.

Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette ytterligere krav til slikt elektronisk utstyr og programvare samt til 
den elektroniske utfyllingen av landings- og sluttsedler.

Salgslaget kan gi tidsbegrenset dispensasjon fra kravet i første ledd så langt det er strengt nødvendig for at 
mottaker og kjøper skal kunne anskaffe nødvendig elektronisk utstyr og programvare.

0 Endret ved forskrift 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 16. Journal

Mottaker skal fortløpende føre journal med opplysninger om ethvert mottak av fisk ved mottaksanlegget, og 
ved mottakets eksterne lagringssteder.

Mottaker skal umiddelbart etter ethvert mottak føre inn dato, art, produkttilstand, størrelsessammensetning, 
kvantum og leveringsmåte. Ved landing skal fartøyets navn, fiskerimerke og seddelnummer også føres. Dersom 
mottaket skjer på annen måte enn ved landing skal fangstens avsender, transportør og transportmåte føres inn. 
Mottak skal fortløpende nummereres i journalen.

Ved bruk av automatisk vekt skal totaltelleverkets verdi ved landingens start og slutt oppgis. Art og kvantum 
utsortert pelagisk fanget fisk i henhold til § 5 andre ledd, andre og tredje punktum, skal oppgis. For fisk som 
skal kvantifiseres ved telling, skal tilsvarende antall individ oppgis i journalen.

Mottaker skal umiddelbart etter ethvert uttak av fisk som transporteres fra det enkelte mottaksanlegg, føre 
opplysninger om dato for transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning og kvantum. Mottaker og 
transportør skal identifiseres med foretakets navn. Transportmiddel skal også føres.

For fisk som transporteres bort fra mottaksanlegget ubearbeidet skal det i tillegg føres seddelnummer.

Journaler skal føres som en egen integrert del av mottakers produksjonsstyrings- og logistikksystem.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra plikten til å føre journal. Det skal legges avgjørende vekt på 
mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 20 feb 2017 nr. 201, 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020),  31 
okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 17. Adskillelse, merking og lagring

All fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet og 
seddelen er skrevet.

All fisk som mottas skal merkes på fartøynivå frem til fisken settes i produksjon, eller frem til den 
transporteres bort fra mottaksstedet før produksjon. Merkingen skal skje fortløpende og umiddelbart etter at 
fisken er veid. Hvis fisken mottas på annen måte enn ved landing, skal merkingen skje når den mottas.

Fiskeridirektoratet kan i enkeltvedtak kreve at fisken fra et fartøy merkes umiddelbart etter at den settes på 
land av fartøyet. Slik merking kan bare kreves der mottakers rutiner for adskillelse i henhold til første ledd ikke 
anses som tilstrekkelig for å sikre adskillelse.

Mottaker skal lagre all fisk som ikke er omsatt i første hånd adskilt fra den fisken som er omsatt.

Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i første og andre ledd for industrilandinger og ved landing 
av tang og tare.
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Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i andre ledd, begrenset til å tillate at mindre kvanta fisk fra 
et mottak håndteres sammen med tilsvarende små kvanta fra andre mottak. Det skal legges avgjørende vekt på 
mengden fisk som landes og antall landinger hvert kalenderår, samt kostnadenes omfang.

0 Endret ved forskrifter 4 mars 2016 nr. 223, 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020),  31 okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 18. Ansvarlighet og korreksjon

Den som lander, mottaker og kjøper er alle ansvarlige for at seddel er korrekt utfylt med riktige opplysninger. 
Ved landing i utlandet, eller til utenlandsk fartøy i farvann utenfor områder opprettet etter lov 17. desember 
1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 1 og § 5, er den som lander ansvarlig.

Mottaker er ansvarlig for at journal er korrekt ført med riktige opplysninger, samt for korrekt merking og 
lagring.

Dersom opplysningene i en landings- eller sluttseddel ikke er riktige og må korrigeres, skal mottaker eller 
kjøper og den som har landet fisken fremlegge en skriftlig søknad med begrunnelse til salgslaget. Søknaden 
skal være signert av begge parter. En søknad som ikke er signert av begge parter krever at den som har signert 
innhenter samtykke, eller en uttalelse fra den andre parten.

Salgslaget kan på eget initiativ, eller skal etter pålegg fra Fiskeridirektoratet, korrigere uriktige opplysninger i 
seddel.

Salgslagene behandler søknader om korreksjon. Dersom endringen er vesentlig for ressurskontrollen, skal 
søknaden avgjøres i samråd med Fiskeridirektoratet. Dette gjelder tilsvarende for korrigeringer etter salgslagets 
eget initiativ. Ved uenighet fattes endelig beslutning av Fiskeridirektoratet.

Alle korrigerte landings- og sluttsedler skal ha vedlagt dokumentasjon på årsaken til korreksjonen og 
informasjon om saksbehandlingen. Dokumentasjonen skal fremlegges ved forespørsel.

Fiskeridirektoratet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om korreksjon av landings- og sluttsedler.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2016 nr. 223,  31 okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 19. Oppbevaringsplikt

Mottaker skal oppbevare journaler på mottaksstedet i minst 5 år.

Mottaker og kjøper skal oppbevare landings- og sluttsedler som ikke er undertegnet elektronisk på 
mottaksstedet i minst 5 år. Dersom salgslaget krever at slike originale sedler sendes inn, skal det oppbevares 
kopi.

0 Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015).

§ 20. Salgslagenes ansvar

Salgslagene skal føre kontroll med at reglene i § 5 – § 11, § 13 – § 15 og § 17 overholdes, samt motta alle 
landings- og sluttsedler. Salgslagene skal fortløpende overføre sedlene, og opplysninger som følger av deres 
behandling, elektronisk til Fiskeridirektoratet.

Salgslagene skal overføre opplysninger om den ikke omsatte andel av fisken oppgitt på landingsseddelen når 
omsetning skjer etter at landing har funnet sted.

Salgslagene skal i tilknytning til seddelen overføre opplysninger om effektuering av eventuelle administrative 
vedtak om inndragning av fangstverdien. Opplysningene skal overføres på linjenivå på seddelen. Dersom annet 
salgslag enn eieren av seddelen fatter vedtaket, skal dette salgslaget straks informere salgslaget som eier 
seddelen om vedtaket. Salgslaget som eier seddelen overfører opplysningene til Fiskeridirektoratet.

Salgslagene skal ha nødvendige rutiner for å sikre at bestemmelsene i første til tredje ledd overholdes og 
underrette Fiskeridirektoratet om disse.

Fiskeridirektoratet kan i forskrift eller enkeltvedtak, pålegge salgslagene å innføre bestemte rutiner.
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0 Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2015), 4 mars 2016 nr. 223, 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 21. Klageinstans

Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratet og salgslagene etter 
denne forskrift.

0 Endret ved forskrift 31 okt 2022 nr. 1889 (i kraft 1 nov 2022).

§ 22. Straff, inndragning og overtredelsesgebyr

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar § 62, jf. § 64 og lov 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning 
av viltlevande marine ressursar § 22. Inndragning kan skje i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning 
av viltlevande marine ressursar § 65. Overtredelsesgebyr kan gis i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar § 59.

§ 23. Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for 
sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressurser gjennom registrering av opplysninger om 
fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

Fiskeridirektoratet kan bestemme at andre mottakere av fangst skal være omfattet av reglene som gjelder for 
mottaksanlegg.

0 Tilføyd ved forskrift 10 juli 2015 nr. 887, endret ved forskrift 27 feb 2020 nr. 220 (i kraft 1 mars 2020).

§ 24. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2015. Fiskeridirektoratet kan i en overgangsperiode på inntil to år gi 
dispensasjon fra enkelte vilkår i § 16 og § 17 i denne forskrift.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 22. januar 2003 nr. 57 om opplysningsplikt ved landing og 
omsetning av fisk og forskrift 13. november 1995 nr. 884 om oppgave- og opplysningsplikt for enhver som 
mottar eller omsetter fangst.

0 Endret ved forskrift 10 juli 2015 nr. 887 (tidligere § 23).
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Forskrift om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus 
thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus obesus) og sverdfisk 

(Xiphias gladius)

Dato FOR-2009-03-20-332
Departement Nærings- og fiskeridepartementet
Avd/dir Fiskeri- og havbruksavd.
Publisert I 2009 hefte 3
Ikrafttredelse 06.04.2009
Sist endret FOR-2014-02-28-217
Gjelder for Norge
Hjemmel LOV-1997-06-06-32-§1, FOR-1998-07-17-618, LOV-2008-06-06-37-§36, LOV-

2008-06-06-37-§40, LOV-2008-06-06-37-§41
Kunngjort 24.03.2009   kl. 13.55
Korttittel Forskr fangstdokumentasjon for makrellstørje mv.



Utskrift fra Lovdata - 13.10.2023 10:40

 
Forskrift om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus 

obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius)
Side 2

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. mars 2009 med hjemmel i lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og 
utførsleregulering § 1, jf. delegeringsvedtak 17. juli 1998 nr. 618 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine 
ressursar (havressurslova) § 36, § 40 og § 41.
Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.

§ 1. Stedlig og saklig virkeområde

Forskriften gjelder på Norges landterritorium, i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon og for norsk fartøy 
utenfor disse farvann.

Forskriften gjelder for landing, innenlands omsetning, import, eksport og reeksport av fersk og fryst 
makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk (bigeye tuna/Thunnus obesus) og sverdfisk (Xiphias gladius).

§ 2. Definisjoner

I denne forskrift forstås med:
a. eksport av fisk, at fisk som har blitt landet fra norsk fartøy i norsk havn føres ut av Norge,
b. reeksport av fisk, at fisk som har blitt importert til eller landet fra utenlandsk fartøy i Norge, blir ført ut av 

landet,
c. fangstdokument, elektronisk- eller papirdokument som er godkjent av ansvarlige myndigheter i samsvar 

med krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT),
d. reeksportdokument, elektronisk- eller papirdokument godkjent av ansvarlige myndigheter i samsvar med 

krav i Den internasjonale kommisjonen for bevaring av tunfisk (ICCAT) når fisken blir importert via 
tredjeland til Norge eller blir reeksportert fra Norge.

0 Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.

§ 3. Plikt til å gi opplysninger til utfylling av fangstdokument ved landing

Den som er ansvarlig på norsk fiskefartøy plikter ved landing av makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk å 
gi Fiskeridirektoratet de opplysninger som er nødvendig for å kunne utstede fangstdokument. Den som er 
ansvarlig på fartøyet plikter å oppbevare kopi av fangstdokumentet i to år etter utstedelse.

0 Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.

§ 4. Plikt til å sende med fangstdokument ved innenlands omsetning

Ved innenlands omsetning av makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk som har blitt landet i Norge, skal 
godkjent fangstdokument utstedt av Fiskeridirektoratet følge med forsendelsen.

§ 5. Forbud mot import og landing fra utenlandsk fartøy uten fangstdokument

Det er forbudt å importere, eller for utenlandsk fartøy å lande, makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk 
dersom fisken ikke følges av fangstdokument. Dersom fisken blir importert via tredjeland skal 
reeksportdokument følge med forsendelsen i tillegg til fangstdokument.

Importør, eller den som er ansvarlig på det utenlandske fartøyet, skal sende Fiskeridirektoratet kopi av 
fangstdokument og reeksportdokument straks. Importør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument og 
reeksportdokument i ti år etter importen.

0 Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.

§ 6. Forbud mot eksport uten fangstdokument
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Det er forbudt å eksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom fisken ikke følges av godkjent 
fangstdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Eksportør plikter å oppbevare kopi av fangstdokument i ti år 
etter eksporten.

0 Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.

§ 7. Forbud mot reeksport uten reeksportdokument

Det er forbudt å reeksportere makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk dersom forsendelsen ikke følges av 
fangstdokument og reeksportdokument utstedt av Fiskeridirektoratet. Reeksportør plikter å oppbevare kopi av 
fangstdokument og reeksportdokument i ti år etter reeksport.

0 Endret ved forskrift 28 feb 2014 nr. 217.

§ 8. Utfylling av fangstdokument

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler om utfylling av fangstdokument og reeksportdokument.

§ 9. Kontroll

Fiskeridirektoratet og tollvesenet er kontrollmyndigheter etter denne forskriften.

§ 10. Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i 
henhold til lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle- og utførsleregulering § 4 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62 og § 64. På samme måte straffes medvirkning 
og forsøk.

§ 11. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 6. april 2009.
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MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS AVCILIĞI YAPACAK GEMİLERİN 

BAŞVURUSUNA, AVCILIĞINA, TAŞIMACILIĞINA, BESİCİLİĞİNE, İHRACAT VE 

İTHALATINA İLİŞKİN 2023 YILI UYGULAMA TALİMATI 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1- (1) Mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) balıklarının (bundan böyle 

“orkinos” olarak da ifade edilecektir) avcılığını yapacak gemilerin izin başvurusu, avcılığı, 

taşımacılığı, besiciliği, ihracat ve ithalatına ilişkin uygulama esaslarını Atlantik Ton Balıklarının 

Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kurallarına göre düzenlemek. 

(2) Orkinos balıklarının avcılığı, taşımacılığı, transferi, besiciliği, örnekleme programı, kota 

takibi, çiftlik kayıtlarına ilişkin bildirimleri, ağırlık artışları, işleme yöntemine göre düşülecek 

ağırlık miktarlarını, bunlara ilişkin düzenlenecek belgeleri ile ihracat ve ithalatıyla ilgili hususları 

kapsar. 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Talimat; 

a) 22/3/1971 tarihli ve 13799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanunu, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği, 

22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su 

Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’e dayanılarak, 

b) 22/5/2003 tarihli ve 4859 sayılı Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin 

Uluslararası Sözleşme ile Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin 

Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanunla üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu 

(ICCAT) kuralları esas alınarak, 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3- (1) Bu Talimatın amaçları doğrultusunda; 

a) Av gemisi: Denizlerde avcılık yapmak üzere geçerli ruhsat tezkeresine sahip birincil av 

aracı gırgır ağları/avcılığı olan 30 metre ve üzerinde tam boy uzunluğuna sahip su ürünleri bilgi 

sisteminde kayıtlı gemileri, 

b) Taşıma Gemisi: Orkinos avcılığında taşıma faaliyetleri süresince taşıma kafesi haricinde 

gemide avcılık kabiliyetine sahip ağ ile diğer av araç ve gereçlerini bulundurmayan su ürünleri 

bilgi sisteminde kayıtlı gemileri, 

c) Destek Gemisi: Orkinos avcılığında sadece lojistik destek faaliyeti amacıyla kullanılan, 

üzerinde herhangi bir su ürünleri istihsal vasıtası ya da av gereci bulundurmayan, dalgıç ile kamera, 

vb. ekipman taşıyan ve/veya bu yönde destek ekipmanı temin eden, su ürünleri bilgi sisteminde 

kayıtlı gemileri, 

ç) Çiftlik Yardımcı Gemisi: ICCAT’ta kayıtlı mavi yüzgeçli orkinos besicilik (çiftlik) 

tesislerinde faaliyet göstermek üzere, çiftlikten hasat edilen orkinosların işleme gemilerine nakli 

ve aktarılması işlemlerinde kullanılan, su ürünleri bilgi sisteminde kayıtlı gemileri ifade 

etmektedir. 
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AVCILIK, TRANSFER, KAFESE ALMA VE DENETİM İŞLEMLERİ 

Av Gemilerinin İzin İşlemleri ve Avcılık Süresi 

MADDE 4- (1) 2023, 2024 ve 2025 Yılları İçin Yılı Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı 

Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Genelge 

(2023/3) kapsamında kota tahsis edilen av gemisi sahip/donatanları, 13-25 Nisan 2023 tarihleri 

arasında avcılık izin belgesi başvurularını gemi ruhsat tezkeresinin bağlı olduğu il müdürlüğüne 

aşağıda belirtilen belgelerle yaparlar. 

a) Bakanlığımız ve hizmet sağlayıcı firma temsilcisi ile birlikte gemilerde yapılan inceleme 

sonrasında halen düzenlenmekte olan ve Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazının 

kurulu, çalışır ve Bakanlık gerekliliklerini karşıladığını gösterir ek-1’deki “Balıkçı Gemilerini 

İzleme Sistemi (BAGİS) Cihazı Tespit Tutanağı”, 

Bu tutanak, müracaatta bulunulacak gemi adına başvuru tarihine kadar düzenlenmemiş ise, 

gemi sahip/donatanının 25 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık il müdürlüğüne 

müracaatları esnasında il/ilçe müdürlüğü personelince Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) 

üzerinden başvuruda bulunan geminin sistem üzerinde sinyal verip vermediği kontrol edilir. 

b) Gemilerine ait IMO numarasını gösterir bilgisayar çıktısı. 

(2) 2023 yılı mavi yüzgeçli orkinos av sezonu Doğu Akdeniz ve Ege Denizi (FAO’nun 

37.3.1. ve 37.3.2 kodlu alt bölgeleri) için 15 Mayıs 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında (bu 

tarihler avcılığa dâhildir), Akdeniz’in diğer (FAO’nun 37.2 kodlu ve diğer) bölgelerindeki 

uluslararası sularda ise 26 Mayıs 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasında (bu tarihler avcılığa 

dâhildir) uygulanacaktır. Av sezonunda gırgır ağları dışındaki av gereciyle orkinos avcılığı 

yasaktır. 

(3) Orkinos avcılık sezonu içerisinde olumsuz hava şartları nedeniyle (4 Beaufort (Bofor) 

veya daha fazla) avcılık yapamamış olan gemilere avcılık yapamadıkları gün sayısı kadar ilave süre 

verilebilir. İlgili geminin avcılık yapamadığına dair BAGİS kayıtları dâhil olmak üzere gerekli 

inceleme Bakanlıkça yapılır. Uygun görülmesi durumunda en fazla 10 güne kadar ilave süre 

verilebilir. Bir ortak avcılık operasyonu kapsamında gerçekleştirilen avcılıkta, ilave avcılık süresi 

talebi için bu ortak avcılık operasyonu kapsamındaki tüm gemilerin avcılık faaliyetinde 

bulunamamış olduklarının BAGİS kayıtları ile doğrulanması gerekir. Ortak avcılık 

operasyonundaki herhangi bir av gemisinin avcılık faaliyetinde bulunamaması ve BAGİS kaynaklı 

arıza bildirim kayıtları sunulması, tek başlarına ilave avcılık süresi talep etmek için bir gerekçe 

olarak gösterilemez. 

(4) Orkinos av gemileri için geçerli ruhsat tezkeresinin bağlı olduğu İl Müdürlüklerince ek-

2’ de formatı belirtilen özel avcılık izin belgesi düzenlenir. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi dışında 

yürütülecek orkinos avcılığı, transferi ve taşımacılığı faaliyetleri, yine ek-2’de belirtilen ilave 

koşullara tabidir. 

Taşıma, Destek ve Çiftlik Yardımcı Gemisi Müracaat ve İzin İşlemleri 

MADDE 5- (1) Taşıma ve destek gemisi faaliyet izni için bu talimat kapsamındaki istenilen 

diğer şartların karşılanması halinde, su ürünleri bilgi sisteminde kayıtlı gemi sahip/donatanları 

tarafından başvuruda bulunulabilir. 

(2) Taşıma ve destek gemisi sahip/donatanları izin başvurularını, 13-25 Nisan 2023 tarihleri 

arasında, gemilerin bulunduğu yerdeki veya gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüklerine, 

aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapacaklardır. 

a) Bakanlığımız ve hizmet sağlayıcı firma temsilcisi ile birlikte gemilerde yapılan inceleme 

sonrasında halen düzenlenmekte olan ve BAGİS cihazının kurulu, çalışır ve Bakanlık 

gerekliliklerini karşıladığını gösterir ek-1’deki “Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) Cihazı 

Tespit Tutanağı”; 
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Bu tutanak, müracaatta bulunulacak gemi adına başvuru tarihine kadar düzenlenmemiş ise, 

gemi sahip/donatanının 25 Nisan 2023 tarihine kadar Bakanlık il müdürlüğüne müracaatları 

esnasında il/ilçe müdürlüğü personelince, başvuruda bulunan geminin sistem üzerinde sinyal verip 

vermediği BAGİS üzerinden kontrol edilir. 

b) Taşıma gemileri için milli gözlemci bulundurulacağına dair taahhütname ve Su Ürünleri 

Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP)'nden temin edilecek "Milli Gözlemci Tahsis 

Edilmiştir/Edilecektir" belgesi, 

c) Taşıma veya destek faaliyetleri süresince gemide avcılık kabiliyetine sahip ağ ve diğer 

av araç gereçleri bulundurulmayacağına dair taahhütname, 

ç) Gemilerine ait IMO numarasını gösterir bilgisayar çıktısı. 

d) Adına taşıma ve destek gemisi faaliyeti yürüteceği orkinos besicilik projesi izni olan 

çiftlik firmasından alınan belge. 

(3) Taşıma, destek ve çiftlik yardımcı gemilerine İl Müdürlüklerince ek-2’ de formatı 

belirtilen özel avcılık izin belgesi düzenlenir. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi dışında yürütülecek 

orkinos avcılığı, transferi ve taşımacılığı faaliyetleri, yine ek-2’de belirtilen ilave koşullara tabidir. 

(4) Bakanlıkça belirlenen tarihler itibariyle (av, taşıma ve destek gemileri için en geç 30 

Nisan tarihinde) nihai gemi listesinin ICCAT’a iletilmesini müteakip, bildirilmiş olan gemilerin 

listeden çıkartılarak yenileriyle değiştirilmesi veya yeni gemilerin bildirilmesine müsaade 

edilmeyecektir. Mücbir sebepler nedeniyle herhangi bir değişiklik zorunluluğu ortaya çıkarsa, gemi 

sahip/donatanı tarafından, talep edilen değişikliğin detaylı gerekçesini ve destekleyici belgeleri 

ihtiva bir dilekçe hazırlanarak, onaylanmak üzere Bakanlığa ibraz edilir. Bakanlıkça uygun 

görülmedikçe, ICCAT’a bildirilmiş olan nihai gemi listelerine geriye dönük hiçbir ekleme 

yapılamaz veya sonradan yapılacak değişikliklere müsaade edilmez. 

(5) Taşıma, destek ve çiftlik yardımcı gemileri için alınan izin sürelerinde herhangi bir 

değişiklik yapılabilmesi için, talep edilen yetkilendirme başlangıç tarihinden en az 15 gün önce, 

gemi sahip donatanı ve/veya çiftlik yetkilisi tarafından Bakanlığa dilekçe ile başvurulur. 

Gemilerin İzlenmesinde Balıkçı Gemisi Sahip/Donatanlarının Sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Orkinos av, taşıma, destek veya çiftlik yardımcı gemisi olarak faaliyette 

bulunacak gemi sahip/donatanlarının, gemilerinde BAGİS cihazını sürekli (7/24 saat) çalışır 

vaziyette bulundurmaları zorunludur. 

(2) BAGİS cihazına (anten vb. her türlü ekipman dahil olacak şekilde) hiçbir şekilde 

müdahale yapılmayacaktır. 

(3) BAGİS cihazı dâhil, izleme sisteminde meydana gelebilecek arızalar veya aksaklıklar, 

en geç 4 (dört) saat içerisinde orkinosgis@tarimorman.gov.tr ve bagis@tarimorman.gov.tr e-posta 

adreslerine ve +90 312 4450592 numaralı telefona bildirilecektir. 

(4) BAGİS cihazının arızası dâhil herhangi bir nedenle ICCAT’a sinyal gönderilememesi 

durumunda, sorun giderilinceye kadar gemi sahip/donatanları, 1’er saatlik periyotlarla, gemi 

konum (enlem, boylam), hız ve yön bilgilerini kaydedecekler ve bu bilgilerin alındığı tarih ve saat 

bilgisini de ekleyerek, ertesi gün en geç saat 10:00’a kadar orkinosgis@tarimorman.gov.tr e-posta 

adresine ve  +90 312 2583075 numaralı faksa göndereceklerdir. 

(5) Bakanlıkça av, taşıma ve destek gemisi faaliyetinde bulunacak gemi 

sahip/donatanlarından, gemilerinde bulunan BAGİS cihazına ilave olarak, ICCAT gerekliliklerinin 

yerine getirilmesi amacıyla çalışır durumda farklı bir gemi izleme cihazı bulundurmaları 

zorunludur. 

(6) BAGİS üzerinden iletilecek düzenli konum mesajlarının, orkinos av, taşıma, destek ve 

çiftlik yardımcı gemi izin sürelerinin 5 gün öncesini ve 5 gün sonrasını kapsayacak şekilde 

düzenlenmesi zorunludur. 

(7) Orkinos avcılık, taşımacılık ve çiftlik destek faaliyetinde bulunacak gemiler (av, taşıma, 

destek ve çiftlik yardımcı gemisi izin belgesi alan gemiler), BAGİS yazılımına 1’er saatlik aralığı 

mailto:orkinosgis@tarimorman.gov.tr
mailto:bagis@tarimorman.gov.tr
mailto:orkinosgis@tarimorman.gov.tr
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geçmeyecek şekilde veri gönderebilecek bir gemi izleme cihazını ve de herhangi bir teknik arızaya 

karşın aktif çalışan yedek bir cihazı bulundurmak zorundadırlar. Gemi sahip/donatanları ve/veya 

kaptanlar, gemilerinde bu cihazların kesintisiz şekilde çalışacağı enerji bağlantılarını sağlamak, 

gemi izleme bilgilerini herhangi bir aksaklık yaşanmadan Bakanlık ve ICCAT sunucularına 

iletilmesini temin edecek önlemleri almakla mükelleftirler. 

(8) Orkinos avcılık, taşımacılık ve çiftlik yardımcı faaliyetinde bulunacak gemilerin 

sahip/donatanları, BAGİS cihazlarının 24 saat esasına göre çalışmasını temin etmek üzere, ayrı ayrı 

veya müşterek hareket ederek, oluşabilecek arızalara yerinde müdahale için teknik servis görevlisi 

bulunduracaklardır. BAGİS cihazının arızalanması durumunda teknik servis görevlisi anında 

müdahale ederek en geç 4 saat içinde cihazlarının çalışır durumda olması sağlanacaktır. Teknik 

servis ile yapılan sözleşmenin, gemilerin faaliyetleri başlamadan önce Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğüne veya Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilmesi zorunludur. 

ICCAT Bölgesel Gözlemcisi / Milli Gözlemci 
MADDE 7- (1) Orkinos avı yapacak av gemilerinin tüm faaliyet süreleri boyunca, diğer 

görevleri yanında, avcılık operasyonu ile gırgır ağlarından taşıma ağlarına yapılacak transfer 

işlemlerini gözlemleyerek doğrulamak üzere ICCAT Bölgesel Gözlemcisi bulundurulması 

zorunludur. Orkinos besicilik tesislerinde yapılacak her türlü kafese alma işlemi ve orkinos hasat 

işlemlerinde, ayrıca farklı orkinos besicilik tesisleri arasında yapılacak çiftlikler arası (inter-farm) 

orkinos transferi işlemlerinde (çiftlik kafesinden taşıma ağlarına yapılacak transfer ile varış 

çiftliğinde yapılacak kafese alma işlemini doğrulamak üzere) ICCAT Bölgesel Gözlemcisi 

bulundurulacaktır. 

 (2) ICCAT bölgesel gözlemcisinin görev ve yükümlülükleri ile gemi sahip/donatanlarının 

görev ve yükümlülükleri ek-3’de belirtilmiş olup, ilgililer bu hususlara uymakla yükümlüdürler. 

(3) Orkinos taşıma gemilerinin tamamında, faaliyet süreleri boyunca Milli Gözlemci 

bulundurulması zorunludur. Taşıma gemisi sahip/donatanları, İl Müdürlüklerine yapacakları izin 

başvuruları esnasında, faaliyet süreleri boyunca gemilerinde Milli Gözlemci bulunduracaklarına 

dair zorunluluğuna ilişkin ek-4’de yer alan taahhütnameyi doldurarak Bakanlığa ibraz edeceklerdir.  

(4) Milli Gözlemcilerin görev ve yükümlülükleri ile gemi sahip/donatanlarının görev ve 

yükümlülükleri ek-5’de belirtilmiş olan kurallar dâhilinde gerçekleştirilecek olup, ilgililer bu 

hususlara uymakla yükümlüdürler. 

(5) ICCAT Bölgesel Gözlemci Programı ve Milli Gözlemci Programı kapsamında görev 

icra eden gözlemcilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasına yönelik Acil Durum Eylem Planı 

kapsamında; gözlemcilerin karşı karşıya kalabilecekleri acil durumlara ilişkin, balıkçı gemisi 

sahibi / donatanı ve/veya gemi kaptanı tarafından izlenecek zorunlu prosedürler ve alınması 

gereken asgari önlemler ek-6’da verilmiş olup, ilgililer bu hususlara uymakla yükümlüdürler. 

ICCAT Uluslararası Müşterek Denetim Programı ve Denetim Faaliyetleri 

MADDE 8- (1) ICCAT Uluslararası Müşterek Denetim Programı kapsamında ülkemiz 

veya diğer ülke denetim gemilerince yapılacak denetimlerde gemi sahip/donatanları, kaptan ve 

mürettebat tarafından riayet edilmesi gereken kural ve düzenlemeler ek-7’de verilmiştir. 

(2) Karaya çıkış noktaları, satış yerleri ve orkinos besicilik tesislerinde Bakanlıkça 

yapılacak denetimlere ilişkin kural ve düzenlemeler ek-8’de verilmiştir. 

Ölü Orkinosların Gemiden Gemiye Aktarma İşlemleri ve Karaya Çıkış Yerleri 

MADDE 9- (1) Yakaladığı orkinosları çiftliklere canlı transfer etmeyi planladığı halde 

avcılık veya transfer işlemleri sırasında ölen orkinoslar yakalayan geminin kotasına dâhil olup,  bu 

orkinosların av gemisi tarafından karaya çıkarılmasında ise seyir defteri ile elektronik seyir defteri 

ve transfer beyanını içeren belgelerin birer kopyası orkinoslara eşlik edecektir. Orkinoslar sadece 

ek-9’da yer alan listede verilen limanlardan karaya çıkartılabilir. 
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(2) Yakaladığı orkinosları çiftliklere canlı transferini planlamayıp, doğrudan ölü olarak 

hasat edecek kota sahibi av gemileri veya başka türlere yönelik avcılık faaliyeti esnasında orkinosu 

arızi (amaç dışı, istenmeden veya “hedef-dışı”) olarak yakalayan balıkçı gemileri veya diğer 

tekneler, yakaladıkları ürünlerini sadece ek-9’da verilen limanlardan karaya çıkartacak veya bu 

limanlarda başka bir gemiye aktarabileceklerdir. 

(3) Ölü orkinosların bir gemiden başka bir gemiye aktarılması, ek-9’daki limanlar haricinde 

yasaklanmış olup, limanlarda yapılacak aktarma işlemi Bakanlıktan alınacak ön izne tabidir. İlgili 

gemi/gemilerin aktarma yapılacak limana girişinden en az 96 saat önce, tahmini varış zamanlarını 

da içeren sevkiyat bilgilerini Bakanlığa bildirilerek izin talep edilir. 

Ortak Avcılık Operasyonu 

MADDE 10- (1) İlgililerce ortak avcılık operasyonuna ilişkin ek-10’da yer alan “Ortak 

Avcılık Operasyonu Bilgi Formu” düzenlenerek, talep edilen müşterek avcılık faaliyetinin 

başlangıç tarihinden en geç 10 gün önce onaylanmak üzere Bakanlığa iletilir. 

(2) Ortak avcılık operasyonu yapacak gemilerin toplam avlayacakları orkinos miktarı, 

operasyona katılan gemilere ayrı ayrı tahsis edilen toplam kota miktarını aşamaz. 

(3) Uluslararası ortak avcılık operasyonu; 

 a) Başka ülke gemileri ile ortak avcılık operasyonu yapılabilmesi için, ICCAT kuralı 

gereği, ortak operasyon yapılacak ülkedeki orkinos avcılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş gırgır 

gemileri sayısının, ICCAT kayıtlarına göre en fazla 4 (dört) adet olması zorunludur. 

 b) Farklı ülkelere ait av gemilerinin katılımı ile yapılan ortak avcılık operasyonunda, bir 

ülkeye ait olan gemilerin hepsine birden, her bir av operasyonu için, birer adet eBCD düzenlenir. 

(4) Ulusal ortak avcılık operasyonu; 

 a) Her bir av operasyonu için, ortak operasyonda yer alan bütün gemiler adına, av yapan 

gemi yetkilisince bir adet eBCD düzenlenir. 

Yakalanan Orkinosların Bildirimi 

MADDE 11- (1) Av gemisi kaptanı; 

a) Her av operasyonu sonrasında, avlanılan orkinos sayısı ve ağırlık miktarı ile avın 

gerçekleştiği yerin koordinatını ek-11’de yer alan forma işleyerek, 0312 258 30 75 numaralı faksa 

veya e-posta yolu ile orkinos@tarimorman.gov.tr adresine gönderecektir. 

b) Yapmış olduğu avcılık faaliyetini, ek-12’de yer alan haftalık av raporuna işleyerek,  her 

Pazartesi en geç saat:10:00’da e-posta yolu ile orkinos@tarimorman.gov.tr adresine ve 0312 258 

30 75 numaralı faksa gönderecektir. 

(2) Av gemisi yetkilisince, her av operasyonu sonrasında, orkinos yakalanamayan (ya da 

“sıfır” av olarak bildirilen) işlemler de dâhil olmak üzere, avcılık operasyonuna ilişkin bilgiler ek-

13/1’de belirtilen usule göre, ek-13/2’de bir örneği verilen mavi yüzgeçli orkinos seyir defterine 

ve elektronik seyir defterine işlenecektir. Ayrıca, orkinos yakalanamayan (ya da “sıfır” av olarak 

bildirilen) işlemlerde de av operasyonuna ilişkin video kaydı ICCAT’a iletilmek üzere Bakanlığa 

sunulacaktır. 

(3) Orkinos av, taşıma, destek ve çiftlik yardımcı gemilerinin sahip/donatanları veya 

kaptanları, ek-13/2’de verilen mavi yüzgeçli orkinos seyir defterini ve elektronik seyir defterini 

günlük olarak doldurmak zorundadırlar. 

(4) İzinsiz ve/veya kaçak olarak avlanmış olduğu tespit edilen orkinoslar, 

a) İl/ilçe müdürlüğünce avcılığın yapıldığı yer, zaman miktar, gemi/taşıt bilgileri ve av 

aracının belirtildiği tutanak ile cezai işleme ilişkin tüm evrakların öncelikle 24 saat içinde 

orkinos@tarimorman.gov.tr” e-posta adresine ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilmesi 

zorunludur. 

b) Tespit edilen orkinoslar için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 

eBCD düzenlenerek ilgili İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından onaylanır. 

mailto:orkinos@tarimorman.gov.tr
mailto:orkinos@tarimorman.gov.tr
mailto:orkinos@tarimorman.gov.tr


6 

 

c) Bu kapsamdaki orkinos ürünleri ticarete konu edilemez ve hayır kurumlarına bağışlanır. 

Bağışlanamayacak durumdaki orkinos ürünleri ise usulüne uygun olarak imha edilir. 

(5) Amatör (sportif) amaçlı su ürünleri avcılığı kapsamında 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı 

Su Ürünleri Avcılığı Hakkında Tebliğ’e uygun olarak yakalanan orkinoslar; 

a) İl/ilçe müdürlüğünce avcılığın yapıldığı yer, zaman, miktarının ve gemi bilgilerinin 

belirtildiği tutanak düzenlenerek öncelikle 24 saat içinde orkinos@tarimorman.gov.tr” e-posta 

adresine ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

b) Tespit edilen orkinoslar için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 

eBCD düzenlenerek ilgili İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından onaylanır. 

c) Amatör (sportif) amaçlı avcılık kapsamında yakalanan orkinoslar ticarete konu 

edilemez. 

(6) Hedef dışı veya arızi olarak yakalanan mavi yüzgeçli orkinoslar için, 

a) İl/ilçe müdürlüğünce avcılığın yapıldığı yer, zaman miktar ve gemi bilgileri ve av 

aracının belirtildiği tutanak ile 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri için seyir defterinin ilgili kısmı 

ve elektronik seyir defterinin öncelikle 24 saat içinde orkinos@tarimorman.gov.tr” e-posta 

adresine ve resmi yazı ile Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

b) Tespit edilen orkinoslar için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 

eBCD düzenlenerek ilgili İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından onaylanır. 

c) Bakanlık yetkilisince yapılacak kontrollerde, “5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri 

Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”in 17 nci maddesinin  (2) nci ve (3) üncü bendlerinde 

yer alan hükümleri sağlayan orkinoslar için e-BCD düzenlenir. 

ç) Belirlenen limitlerin üzerinde tespit edilen mavi yüzgeçli orkinoslar canlı ise doğaya 

bırakılır, ölü ise hayır kurumlarına bağışlanarak bu ürünler için e-BCD düzenlenir. 

d) Bakanlıkça belirlenen toplam orkinos kotası miktarının dolması durumunda, arızi (amaç 

dışı, istenmeden) yakalanan mavi yüzgeçli orkinoslar canlı ise doğaya bırakılır, ölü ise hayır 

kurumlarına bağışlanır. Bu ürünler için e-BCD düzenlenmez ve ticarete konu edilemez. 

(e) Hedef dışı veya arızi olarak (amaç dışı, istenmeden) yakalanan mavi yüzgeçli 

orkinosların denize atılarak ıskarta edilmesi yasaktır. 

(7) e-BCD düzenlenmemiş orkinoslar yasadışı olarak değerlendirilir. 

Örnekleme ve Ölçüm İşlemleri 

MADDE 12- (1) Avlanılan orkinosların adet ve ağırlık tahmini, su altı kameraları 

(konvansiyonel ve stereoskopik tipte kameralar) kullanılarak ek-14/1 ve ek-14/2’de ayrıntıları 

verilen yönteme göre yapılır. 

(2) Avlanan balıkların sayı ve ağırlık tahminlerinin doğruluğu ve stereoskopik kamera 

sisteminden elde edilen verilerin güvenilirliğini artırmak için av operasyonu sonrasında denizde 

yapılacak canlı orkinos transferlerinde ve taşıma gemisinden çiftlik kafesine yapılacak 

transferlerde çekimler yapılarak, ilgili kayıt ve dokümanlar çiftlik işletmecisi tarafından bir rapor 

haline getirilir. Ayrıca, https://www.iccat.int/en/submitSTAT.html link adresinden erişilecek 

“ST06-T2FM” veri formunda istenilen bilgiler gemi/çiftlik yetkililerince doldurularak, bu 

bilgilerin her yıl en geç 01 Eylül tarihine kadar Bakanlığa ulaştırılır. 

(3) Kafese alma işlemlerinde stereoskopik kamera kullanım esasları, ek-14/1 ve ek-14/2’de 

belirtilen usullerle uygun olarak yapılacaktır. 

(4) Çiftlik yetkilileri; kafese alma işleminin sonuçlandığı tarihi müteakip, en geç 1 (bir) 

hafta içerisinde, ülkemiz ve diğer ülke kotasına ait orkinosların stereoskopik kamera sistemi ile 

çiftlik kafesine yapılan transferlerine ilişkin aşağıdaki ve ek-14/1’deki bilgilerin yer aldığı bir rapor 

hazırlayarak Bakanlığa sunacaklardır; 

a) Stereoskopik Kamera Sistem Bilgisi: tür, alan, kafes, tarih ve uzunluğu ağırlığa 

dönüştürmekte kullanılan algoritma formülü, sistemin hata payı, 

mailto:orkinos@tarimorman.gov.tr
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b) Boy Örneklemesine İlişkin İstatistiksel Bilgi: ortalama, minimum ve maksimum ağırlık 

ve boy, örneklenen balık adedi, ağırlık ve boy dağılımı, 

c) Kamera Görüntülerinin Detaylı Raporlaması: bireysel balık verisi, (her bir balığın 

bireysel boy ve ağırlık değerleri) 

ç) Kafes Alma İşlemi Raporlaması: İşlem yapılan kafes sayısı, çiftlik adı, kafes numarası, 

eBCD ve ITD numarası, av ile taşıma gemisinin adı ve bayrak ülkesi, stereoskopik kamera çekimi 

ve tarihi, eBCD’deki miktar ile stereoskopik sistemden elde edilen balık adedi, ortalama ağırlık ve 

toplam ağırlığın “((Stereoskopik Sistem- eBCD)/ Stereoskopik SistemX100)” formülü kullanılarak 

karşılaştırılması. 

d) Ortak avcılık operasyonu (JFO) durumunda, varsa önceki kafese alma raporlarının birer 

özeti. 

(5) Çiftlik yetkilileri; çiftlik tesislerinden yapılacak tüm orkinos hasat işlemleri esnasında, 

kafese alınmış toplam balık sayısının en az %20’sine karşılık gelecek ve tüm kafesleri ihtiva edecek 

şekilde, https://www.iccat.int/en/submitSTAT.html link adresinden erişilecek “ST06-T2FM” veri 

formunda istenilen bilgileri tamamlayarak, en geç 25 Temmuz tarihine kadar elektronik ortamda 

Bakanlığa ileteceklerdir. 

(6) Yapılan örneklemenin olağan (doğadan yakalanan balıklarda beklenen) balık boyu 

dağılımını temsil edici nitelikte olup olmadığı Bakanlıkça incelenecek olup, yapılan inceleme 

neticesinde, gerek bu maddede verilen, gerekse ek-14/1’de belirtilen standartları karşılamayan 

örnekleme işlemlerinin çiftlik işletmecisi tarafından tekrar edilmesi yönünde talimat verilecektir. 

Orkinosların Taşıma Kafeslerine ve Çiftlikteki Kafeslere Transferi 

MADDE 13- (1) Bakanlıkça av gemilerine tahsis edilen orkinos avcılık kotası kadar 

miktarda ICCAT Elektronik Orkinos Yakalama Dokümanı (eBCD) düzenlenir. 

(2) Avlanan veya ithal edilen orkinosların taşıma kafesine ve çiftlikteki kafese transferleri 

ek-15/1’deki ICCAT Transfer Beyanı (ITD) kullanılarak ek-15/2’de belirtilen esaslar dâhilinde 

yapılacaktır. 

a) Transfer işlemlerini yapan gemilerin kaptanları, transfer edilen ağırlık miktarını ve balık 

sayısını, av gemisi adını, bayrağını ve ICCAT numarasını, ortak operasyon yapılıyor ise operasyona 

dâhil olan diğer gemi/gemilerin adları ve ICCAT numaralarını, transfer tarihini, konumunu ve varış 

yerini, ek-13/1 ve ek-13/2’de belirtilen mavi yüzgeçli orkinos seyir defteri ile elektronik seyir 

defterlerine ve/veya gemi jurnallerine işleyeceklerdir. Gemi jurnalleri ve/veya mavi yüzgeçli 

orkinos seyir defteri ile elektronik seyir defterleri gemide hazır tutulacak ve kontrol amaçları için 

her zaman erişilebilir olacaktır. Mavi yüzgeçli orkinos seyir defteri ile elektronik seyir defteri her 

av operasyonu için doldurulmalıdır. Taşıma gemisi yedeğindeki kafes/kafeslere verilen numara ile 

çiftliklerdeki kafeslere verilen numaralar farklı olacaktır. Taşıma gemisinin yedeğinde bulunan her 

bir kafese aşağıdaki örneğe uygun ayrı bir numara verilir; 

“TUR – Taşıma Gemisinin Anlaşmalı Olduğu Çiftlik Firmasının Adını sembolize eden ÜÇ HARF 

– YIL – KAFES NO. (Örnek; TUR-ABC-2023-001)”. 

b) Av gemisi sahip/donatanı veya kaptanı, orkinos transfer işlemi başlamadan önce, gerekli 

olduğu hallerde yapılacak müteakip gönüllü transfer işlemleri dâhil (zorunlu kontrol transferi hariç) 

olmak üzere, Bakanlıktan transfer ön izni almak zorundadır. Transfer yapılacak av gemisi başka 

bir ülkeye ait ise, ilgili bayrak ülke yetkili makamından bir transfer ön izni alınacaktır. 

c) Taşıma kafesinden bir başka taşıma kafesine yapılacak müteakip transferler için de 

Bakanlıktan transfer ön izni alınması zorunludur. 

1) Bakanlıkça, ilgili balıkçı gemisinden transfer ön bildirimi alınmasını müteakip, aşağıdaki 

durumların tespit edilmesi halinde transfer işlemine izin verilmez; 

i) Orkinosu yakaladığı beyan edilen av gemisinin geçerli bir avlanma iznine veya 

kendisine tahsis edilen yeterli avlanma kotasına sahip olmaması, 

https://www.iccat.int/en/submitSTAT.html
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ii) Transfere konu olan orkinos sayısı ve ağırlığının av gemisi tarafından usulüne 

uygun rapor edilmemiş olması, 

iii) Transfer işleminde kullanılacak geminin/gemilerin veya varış çiftliği olarak 

bildirilen orkinos besicilik tesisinin ICCAT kayıtlarında ve aktif durumda 

bulunmaması, gemiler için Gemi İzleme Sistemi (VMS) ile donatılmamış olması.  

2) Transfer işleminin reddedilmesi halinde, ek-16/1 ve ek 16/2’de belirtilen usullere göre, 

Bakanlıkça ilgili orkinosların denize/doğaya salınması için gemi/çiftlik işletmecisine bir 

talimat gönderilir. 

ç) Av ve taşıma esnasında ölen orkinoslarla ilgili bilgiler, ek-17/1, ek-17/2 ve ek-17/3’de 

belirtilen usullere uygun olarak ilgili formlara işlenir ve Bakanlığa bildirilir. 

d) Av gemisinden taşıma kafesine yapılacak transferin ICCAT Bölgesel Gözlemcisi, taşıma 

kafesinden bir başka taşıma kafesine yapılacak transferin ise Milli Gözlemci nezaretinde yapılması 

zorunludur. Av gemisinden yapılan transfer işlemlerinin video kayıtlarının bir örneği av gemisinde 

ve ICCAT bölgesel gözlemcisinde, taşıma gemileri arasında yapılan transfer video kayıtlarının  bir 

örneği taşıma gemisinde, bir örneği de milli gözlemcide kalacaktır. 

1) Transfer işlemine ait video görüntüleri ek-14/1 ve ek-18’de belirtilen asgari standartları 

karşılamıyorsa ve özellikle kalitesi ve netliği transfer edilen balık sayısını belirlemek için yeterli 

değilse, transferi yapan verici/donör işletmeci tarafından gönüllü transfer(ler) yapılabilecektir. 

2) Şayet gönüllü transfer(ler) yapılmamış veya gönüllü transfer(ler) halen transfer edilen 

balık sayısının belirlenmesine izin vermiyorsa, Bakanlıkça, gemi yetkilisine bir kontrol transferi 

yapılması yönünde talimat verilir. Bu zorunlu transfer işlemi, video kaydının kalitesi, transfer 

edilen mavi yüzgeçli orkinos sayısının tahmin edilmesini sağlayana kadar, Bakanlıkça belirlenecek 

bir zaman ve mevkide tekrar edilir. 

3) Gönüllü ve/veya kontrol transferi(leri), boş olan başka bir kafese yapılacaktır. Geçerli 

gönüllü veya kontrol transferinden elde edilen balık sayısı, seyir defterini ve elektronik seyir 

defterini, ICCAT Transfer Beyanını (ITD) ve eBCD'nin ilgili bölümlerini doldurmak için 

kullanılacaktır. 

e) Av/taşıma gemisinin kaptanı, taşıma kafeslerine yapacağı transferlerde, ICCAT Transfer 

Beyanını (ek-15/1), av yapılan güne ait mavi yüzgeçli orkinos seyir defterinin, ile elektronik seyir 

defterinin bir nüshasını ve transfere ait video görüntü kaydını almadan, transferin yapıldığı 

konumdan ayrılmayacaktır. 

1) Taşıma kafesinin gırgır/av gemisi veya çiftlik kafesinden ayrılması, orkinos av gemisinde 

veya çiftlikte bulunan ICCAT bölgesel gözlemcisi ilgili transfere dair görevlerini tamamlamadan 

önce yapılamaz. Bu kapsamda, gözlemci ITD belgesini imzalayana kadar (veya ITD’yi 

imzalamayıp, ilgili PNC kodunu girmeden) gözlemci görevleri tamamlanmaz ve bu durumda 

taşıma kafesinin gırgır gemisine (ya da kafese alma işlemi için çiftlik kafesine) olan uzaklığı, 

gözlemcinin görüş alanı içinde kalmalıdır. 

2) Ancak, gönüllü transfer(ler)den sonra videonun kalitesi hala transfer edilen balık 

adedinin belirlenmesine izin vermiyorsa, Bakanlıkça, transferi yapan gırgır gemisi veya çiftliğin 

taşıma kafesinden/kafeslerinden ayrılmasına izin verilebilir. Böyle bir durumda Bakanlık, ilgili 

taşıma kafesinin/kafelerinin kapısının/kapılarının ek-19’da belirtilen usule göre mühürlenmesi 

yönünde talimat verecek olup, bu talimat aynı zamanda, belirlenecek sonraki bir zaman ve mevkide 

Bakanlık denetçisi gözetiminde yapılacak bir kontrol transfer(ler)i yapılmasını gerektirecektir. 

3) Bakanlık denetçisinin bulunamaması durumunda, talimat verilen kontrol transferi bir 

ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde gerçekleştirilecektir. Bu durumda, bölgesel gözlemci 

konuşlandırılmasının sorumluluğu, transfer edilen mavi yüzgeçli orkinosların sahibi olan ve 

kontrol transferini doğrulamak üzere bu gözlemcinin görevlendirilmesini sağlayacak olan çiftlik 

işletmecisine ait olacaktır. 

(3) Bakanlıkça, gemi/çiftlik işletmecisi tarafından yapılacak kafese alma işlemine verilecek 

izinler ve kafese alma işlemleri esnasında gemi/çiftlik yetkilisi tarafından izlenecek usuller, ek-
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15/2’de belirlenmiştir. Her bir kafese alma işlemi için geçerli olmak üzere, çiftlik işletmecisi 

tarafından, ek-20/1 ve ek-20/2’de belirtilen form kullanılarak, fiili kafese alma işleminin 

tamamlanmasını müteakip en geç 1 (bir) hafta içinde bir “Kafese Alma Deklarasyonu” 

doldurularak Bakanlığa iletilir. 

(4) Çiftlik yetkilileri, her yıl mavi yüzgeçli orkinos avcılık sezonu başlangıç tarihinden önce 

olmak üzere, çiftliklerinde hasat edilmemiş orkinosların bir sonraki yıla devir işlemini (carry-over) 

stereoskopik kamera kullanarak ve Bakanlık denetçisi nezaretinde, çiftlikteki boş bir kafese 

transfer ederek yapar. Çiftlik yetkilisi, söz konusu iş/işlemlere yönelik aşağıdaki bildirim formu ve 

raporları doldurarak en geç 7 gün içerisinde Bakanlığa iletir; 

- ICCAT’ın “https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html” ağ bağlantısı üzerinden 

erişilecek ve güncel sürümleri Bakanlıkça sağlanacak olan “CP09-FarmCgDc” ve 

“ST06-T2FM” elektronik formları, 

- ek-14/1 (Genel Uygulama Usulleri / Madde 2(f))’da tanımlanan stereoskopik 

kamera ile yapılan örnekleme sonuç raporu, 

- ek-21/1’de yer alan önceki yıldan devir (carry-over) deklarasyonu formu, 

- ek-21/2’de yer alan çiftlikte önceki yıldan devir işlemi (carry-over) raporu. 

Kafese alma işlemleri, denetim amacıyla yaptırılan kontrol transferleri ve çiftliklerde hasat 

edilmemiş orkinosların bir sonraki yıla devir işlemlerinde kullanılacak stereoskopik kamera ve 

transfer uygulaması için uyulması gereken asgari standartlar ek-22/1 ve ek-22/2’de verilmiştir. 

(5) Çiftlik yetkilileri Bakanlık denetçisi nezaretinde; her yıl bir önceki yılda orkinosların 

kafesleme işleminin tamamlandığı tarih ile bir sonraki yılın ilk kafeslemenin yapılacağı tarih 

arasındaki zaman dilimi içerisinde (kafese alma işlemini takip eden yıl en geç 15 Nisan’a kadar), 

bir çiftlikteki toplam kafes adedinin (bir önceki sezon tamamlanan kafese alma işlemleri 

neticesinde bir orkinos besicilik tesisindeki dolu kafeslerin toplam sayısı esas alınarak) en az % 

10’unu kapsayacak orandaki orkinosu, bulundukları kafes(ler)den boş olan başka bir kafes veya 

kafeslere transfer ederek “rastgele kontrol transferi” yapacaklardır. Bu kapsamda Bakanlıkça her 

durumda çiftlik başına en az bir adet rastgele kontrol yapılacak ve gerekli görüldüğünde 

denetlenecek kafes sayısı bir fazla (+1 kafes) olarak uygulanacaktır. Bu kontrol transferine ait video 

kayıtları ile stereoskopik kamera kayıtları ICCAT Sekretaryasına iletilmek üzere Bakanlığa 

gönderilecektir. Rastgele kontrol transferi, aşağıda ve ek-23/1 ve ek-23/2’de verilen usule uygun 

olarak gerçekleştirilir; 

a) Bakanlık, rastgele kontrol işleminden 48 saat kala ilgili çiftlik yetkilisine bildirimde 

bulunarak, kontrol işlemi için gerekli hazırlıkların başlatılmasını (örneğin; denetçiye yardımcı 

olmak üzere personel, dalgıç ve/veya donanım temini, vb.) talep edebilir. 

b) Risk analizine dayalı olarak kontrol amacıyla seçilen çiftlik tesisindeki kafes(ler) 

hakkındaki bilgiler, Bakanlık denetçileri çiftliğe vardıkları zaman çiftlik işletmecisine bildirilir. 

c) Çiftlik yetkilisi, Bakanlık tarafından yapılacak bildirimi müteakip, rastgele kontrollerin 

herhangi bir zamanda ve çiftlikteki herhangi bir kafeste gerçekleştirilebilmesi için gereken tüm 

imkân ve donanımın hazır halde bulundurulmasını temin edecektir. Kontrol transferine ait video 

kayıtları ile stereoskopik kamera kayıtları, ICCAT Sekretaryasına iletilmek üzere Bakanlığa 

gönderilecektir. 

ç) Bakanlık, kafes içeriğinin güvence altına alınması ve çiftlik işletmecisinin rastgele 

kontrol gerçekleşene kadar ilgili kafeslerde herhangi bir işlem yapılmayarak, bunlara müdahale 

edilmemesi için, kafeslerin mühürlenmesi dahil, gerekli göreceği her türlü tedbiri alır. 

d) Rastgele kontrol işlemini müteakip, bu kontrollerle belirlenen mavi yüzgeçli orkinos 

sayısı ile kafeste bulunması beklenen sayı arasında fark tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça gerekli 

inceleme yapılır ve eBCD sistemine kaydedilir. Kafeste olması gerekenden fazla balık tespit 

edilmesi halinde, Bakanlıkça fazla balığın doğaya salınması yönünde ek-16/1 ve ek-16/2’de 

belirtilen usule göre talimat verilir, tespit edilen fazla balık adedi 48 saat içerisinde, ICCAT 

Bölgesel Gözlemcisi nezaretinde video kaydı alınarak doğaya salınır. Kontrol transferinden 

https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html
https://www.iccat.int/Forms/CP09-FarmCgDc.xlsx


10 

 

kaynaklanan balık adedi ile kafeste beklenen sayı arasında oluşan %5'lik bir farklılığa (hata payına) 

Bakanlıkça müsaade edilebilir. 

e) Çiftlik tesisinde yer alan farklı kafesler arasında, farkları telafi edici balık aktarımlara 

müsaade edilmez. 

f) Çiftlik yetkilileri, çiftliklerde gerçekleştirilen rastgele kontrol transferlerinin video 

görüntülerini en az 3 yıl süreyle muhafaza edecek ve bu bilgileri gerektiğinde yürütme ve yaptırım 

maksadıyla uygun gördüğü sürece saklayabilecektir. 

g) Rastgele kontrol transferi sonucunda, ICCAT sekretaryasına iletilmek üzere Bakanlık 

denetçisi tarafından ek-23/1’deki “denetim sonuç raporu” tanzim edilir. 

(6) İki farklı orkinos besicilik tesisi/çiftlik arasında yapılacak canlı orkinos transferi 

(çiftlikler arası (inter-farm) transfer işlemi), Bakanlıktan veya faklı ülke çiftliğinden orkinos 

transferi söz konusu olduğunda, her iki çiftliğin kendi ülkelerinin yetkili makamlarının önceden 

yazılı izni olmaksızın gerçekleştirilemez. Çiftlikler arası transfer işlemleri aşağıda belirtilen usule 

uygun olarak gerçekleştirilir. 

a) Transferi yapan (verici) çiftlik kafesinden taşıma kafesine yapılacak transfer işlemi, 

transfer edilen orkinos adedini teyit etmek için bir video kaydı da dâhil olmak üzere, bu maddenin  

(2) numaralı bendinde açıklanan gerekliliklere tabi olacaktır. 

b) ITD ve transfer işleminin bir ICCAT Bölgesel Gözlemcisi tarafından doğrulanması 

zorunludur. Çiftlik kafesinin tamamının (kafes açılmaksızın) alıcı çiftliğe olduğu gibi taşınacağı 

durumlarda, işlemin video kaydının alınması zorunlu değildir. Bu durumda, ilgili kafes/kafeslerin 

varış çiftliğine mühürlenmiş şekilde kapalı olarak taşınmaları zorunludur. 

c) Orkinosların varış çiftliğinde kafese alınması, bu maddenin (3) numaralı bendinde 

açıklanan gerekliliklere tabi olacaktır. Kafeste tutulan orkinosların adet ve ağırlığını teyit etmek 

için video kaydı alınarak, kafese alma işleminin bir ICCAT Bölgesel Gözlemcisi tarafından 

doğrulanması zorunludur. Ancak, başka bir çiftlikten transfer edilen kafese alınmış orkinoslarda 

ağırlık tespiti işlemleri; Bakanlıkça duyurulacak olan ve ICCAT Araştırma ve İstatistikler Daimi 

Komitesi (SCRS) tarafından geliştirilecek, beside kalan ve/veya yetiştiriciliği yapılan orkinos 

balıkları için uzunluğu ağırlığa dönüştürecek yeni bir algoritma yayımlanana kadar zorunlu 

değildir. 

 

CANLI ORKİNOSLARIN BESLENMESİ 

Çiftliklere Alınan Orkinosların Besi Performanslarının Hesaplanması 

MADDE 14- (1) Besiye alınan orkinosların besi performansları belirlenirken, BCD 

belgesinin veya eBCD’nin 6’ncı bölümünde yazılı olan ağırlık ve adet bilgisi esas alınır. BCD 

belgesindeki ve eBCD’deki bu ağırlık ve adet bilgisi il müdürlüklerince Su Ürünleri Bilgi 

Sistemine işlenir. 

(2) Ağırlık artışı hesaplanırken başlangıç tarihi olarak, BCD belgesinin veya eBCD’nin 

6’ncı bölümündeki onay tarihi esas alınır. 

(3) Ağırlık artışı, ek-24’de yer alan aylık katsayılara göre Su Ürünleri Bilgi Sistemi 

üzerinden otomatik olarak hesaplanır.  

(4) Çiftlikler arası yapılan transferlerde geçen süre, ağırlık artışı hesaplanmasına dâhil 

edilmez. 
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İHRACAT VE İTHALAT 

Avlanan Orkinosların Doğrudan İhracatı 

MADDE 15- (1) İhracata gidecek ürünler için Bakanlıkça onaylanmış eBCD’deki balığın 

adedi ve ağırlık miktarı esas alınacaktır. 

(2) İthal edilen orkinoslar için, ihraç edilebilecek ürün miktarının belirlenmesinde, fiili 

ithalatın gerçekleştiği ildeki Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından “FİİLİ İTHALATI 

GERÇEKLEŞMİŞTİR” ifadesi yazılarak onaylanmış olan Gümrük Giriş Beyannamesinde 

belirtilen ürün miktarı ve adet bilgisi esas alınacaktır. 

İşlenen Orkinoslarda Ağırlık Miktarının Hesaplanması 

MADDE 16- (1) Orkinos balıklarının taze, soğutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş olması 

durumunda, toplam ağırlık miktarı, işleme şekline göre oluşan fire kaybı aşağıdaki tablodaki 

katsayılar ile çarpılarak Su Ürünleri Bilgi Sistemi üzerinden hesaplanır. 

 BM DR FL GG OT RD OT(Loin) 

Doğa 10,28 1,25 1,405 1,16 2 1 1,405 

Çiftlik 1 1,25 1,405 1,16 2 1 1,405 

BM: Belly meat (Karın eti) 

DR: Dressed weight (İç organ, baş,  kuyruk alınmış) 

FL : Fillets (Fileto) 

GG: Gilled & Gutted (Solungaç ve iç organları alınmış) 

OT: Other products (Diger işlenmiş ürünler) 

OL (OT(Loin)): Other products (Fileto Parçası) 

RD: Round weigh (Bütün) 

Örneğin; 100 Kg fileto olarak ihraç edilecek orkinos balığı için, fire kaybı dikkate alınarak 

balığın bütün ağırlığı (100 x 1,405=140,5Kg) şeklinde hesaplanacak ve 140,5 kg orkinos miktarı 

firmanın ihraç edebileceği orkinos balığı kotasından düşülecektir. 

Orkinos Balıklarının Hasat ve Ticareti 

MADDE 17- (1) Orkinos balıklarının yurtiçine satışında; ürünün bulunduğu İl’in il 

müdürlüklerine, yurtdışına satış için ise Antalya, İstanbul, İzmir il müdürlüklerine başvurular 

aşağıda yazılı belgeler ile birlikte yapılır. 

a) Çiftlik yetkililerince eBCD sisteminde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra il 

müdürlüğüne eBCD belgesinin elektronik ortamda onaylanması için başvuruda bulunur 

b) Çiftliklerden hasat edilen ürüne ait ek-25’de yer alan “ Besiciliği Yapılan Orkinos Balığı 

Hasat Bilgi Formu” 

c) İthal edilen orkinosların yurtiçine veya yurtdışına satışı yapılmak isteniyorsa, bu 

orkinosların fiili ithalatın gerçekleştiğini gösterir ve fiili ithalatın gerçekleştiği ildeki il müdürlüğü 

tarafından “FİİLİ İTHALATI GERÇEKLEŞMİŞTİR” ifadesi yazılı Gümrük Giriş 

Beyannamesinin sureti bulunacaktır. 

(2) Hasat işlemleriyle ilgili olarak; çiftliklerde faaliyet gösterecek işleme gemisinin çiftlik 

alanına gelmesinden en az 48 saat önce Bakanlığa ön bildirimde bulunması gerekmektedir. Bu ön 

bildirim, işleme gemisinin geliş tarihi ve tahmini varış saatini, güverte veya depolarında hâlihazırda 

mavi yüzgeçli orkinos olup olmadığına ilişkin bilgileri içermelidir. İşleme gemisinin orkinos 

bulundurması halinde, ürünlerin işlenmiş ağırlık ve canlı ağırlık olarak miktarları ve gemideki mavi 

yüzgeçli orkinos menşei (çiftlik/tuzak ve bayrak ülke) bilgileri dâhil olmak üzere kargoya ilişkin 

detaylı bilgiler sağlanmalıdır. 
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a) Çiftliklerden her türlü hasat işlemi öncesinde Bakanlıktan ön izin alınması gerekmekte 

olup, bu amaçla, mavi yüzgeçli orkinos hasadı yapmak isteyen çiftlik işletmecisi tarafından 

Bakanlığa aşağıdaki bilgileri içeren bir talepte bulunulacaktır: 

- hasat tarihi veya dönemi, 

- hasat edilecek orkinosun tahmini balık adedi ve kg olarak miktarlar, 

- hasat edilecek mavi yüzgeçli orkinosla ilişkili eBCD numara(sı)ları, 

- operasyona dâhil olan çiftlik yardımcı gemilerinin detayları, 

- hasat edilen orkinosun varış yeri (işleme gemisi, ihracat, yerel pazar, vb.) 

Bakanlıktan hasat işlemi için izni alınmadan, gözlemci tarafından ilgili eBCD 

imzalanmayacaktır. Bakanlıkça verilecek hasat izni; işlem için izin verilen tarihler de belirtilerek, 

gerekli görüldüğünde birden fazla hasat operasyonu için verilecek tek bir izin numarasını ihtiva 

edebilir. 

b) Ölmek üzere olan mavi yüzgeçli orkinos bireyleri dışında, stereoskopik kameralar 

eşliğinde gerçekleştirilecek kafese alma neticesinde ek-14/1, ek-16/1, ek-17/2 ve ek-17/3’de 

belirtilen esaslara uygun olarak hesaplanacak “kota alımı” sonuçları belirlenmeden ve gerektiği 

durumda uygulanacak doğaya salma işlemi tamamlanmadan, Bakanlıkça hiçbir hasat işlemine izin 

verilmez. 

c) ICCAT Bölgesel Gözlemcisi olmadan çiftliklerden hasat işlemi yapılamaz. Hasat işlemi 

uygun görüldüğünde, çiftlik gözlemcisi tarafından eBCD’nin 6. ve 7. bölümü valide edilir. İşleme 

gemisine teslim edilen balıklar için, gözlemci ilgili görevlerini işleme gemisinden de yürütebilir. 

İşleme gemilerine gönderilen mavi yüzgeçli orkinos hasatlarının tamamı ile diğer şekillerde 

(doğrudan ihracata veya yerel pazara) gönderilen hasatların en az %10’u Bakanlıkça denetçisi 

tarafından kontrol edilerek, uygunluğu bir tutanakla doğrulanacaktır. 

ç) Mavi yüzgeçli orkinosun varış yeri bir işleme gemisi olduğunda, işleme gemisinin 

kaptanı veya temsilcisi bir “işleme deklarasyonu” dolduracaktır. Hasat edilen mavi yüzgeçli 

orkinos doğrudan bir limanda karaya çıkartılacak ise, çiftlik işletmecisi tarafından bir “hasat 

deklarasyonu” doldurulacaktır. İşleme ve hasat deklarasyonları, hasat operasyonunda bulunan 

ICCAT bölgesel gözlemcisi tarafından doğrulanarak, uygun görülmesi halinde onaylanmalıdır. 

Çiftliklerden yapılan hasat işlemlerinde,  ek-26’da yer alan “İşleme/Hasat Deklarasyonu” 

formunun doldurularak, işlemden sonraki 48 saat içinde “orkinos@tarimorman.gov.tr” e-posta 

adresine gönderilmesi zorunludur. 

İhracat Aşamasında Düzenlenecek Belgeler 

MADDE 18- (1) Mavi yüzgeçli orkinos ihracatı eBCD ile yapılacaktır. 

(2) Orkinos balıklarının ihracatında Sağlık Sertifikası veya Ön Sağlık Sertifikası 

Düzenlenmesinde 5996 sayılı yasa ve bu yasaya göre çıkarılan mevzuat hükümleri geçerlidir. 

(3) eBCD Bakanlıkça onay yetkisi verilen ve eBCD sistemine giriş izni olan personelce 

elektronik imza ile onaylanacaktır. Belgeleri onaylama yetkisi verilen personelde herhangi bir 

değişiklik olması durumunda derhal Bakanlığa bilgi verilecektir. 

(4) Re-Export belgesi (ek-27), TR/R - ait olduğu kotanın yılı - İl Trafik Kod numarası - 

kayıt numarası (Örnek: TR/R–23–06–001) şeklinde numaralandırılacaktır. 

(5) eBCD veya Re-Export belgelerini onaylayan İl Müdürlüğü personeli, onayladığı 

belgeleri ek-28’de örneği verilen Kayıt Defterine işleyecektir. 

(6) Yakalanan orkinoslar için internet tabanlı elektronik yazılım sistemi üzerinden eBCD 

düzenlenecektir. Hiçbir şekilde eBCD sisteminden çıktı alınmayacaktır. Dolayısıyla hologram 

etiket ve mühür işlemleri de uygulanmayacaktır. 

 

 

 

mailto:orkinos@tarimorman.gov.tr
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İthalat İşlemleri 

MADDE 19- (1) Orkinos balıklarının canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş ithalatı 5996 

Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (No.5996) ve buna göre 

yayınlanmış mevzuat çerçevesinde yapılır. 

(2) eBCD belgesi, menşei belgesi yerine kabul edilebilir. 

(3) Orkinos ithalatında, internet tabanlı elektronik yazılım sistemi (eBCD) üzerinden 

ithalata ilişkin adet ve ağırlık miktarlarının kontrolü yapılarak Kontrol Belgesi onaylanır ve 

belgelerin asılları ilgili firmaya verilir. Kontrol Belgesini düzenleyen il müdürlüğünde kalacak olan 

fotokopi belgeleri üzerine “Aslı Kontrol Edilmiştir.” ifadesi yazılıp imzalanır. 

(4) Türk bayraklı gemilerce uluslararası sularda veya izinli olarak başka ülke karasularında 

avlanan orkinoslar ile başka ülke gemilerince avlanıp ve besiye alınmak üzere ülkemize getirilen 

canlı orkinos balıkları, kendi sularımızda avlanmış gibi işlem görür. 

Tesadüfi, Amaç Dışı veya İstenmeden Yakalanan Deniz Memelileri ve Deniz 

Kaplumbağaları 
MADDE 20- (1) Gırgır ağlarıyla yapılan mavi yüzgeçli orkinos avcılığı esnasında deniz 

memelilerinin tesadüfî yakalanması halinde, gemi sahip/donatanlarınca, bu canlıların ciddi şekilde 

yaralanmaları veya ölümlerini azaltıcı yönde getirilen Bakanlık düzenlemelerine uyulması 

zorunludur. 

(2) Gırgır ağının dökülmesi ve balığın çevrilmesi öncesinde bir deniz memelisi türünün 

(setaseler; balinalar, yunuslar ile Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları) görülmesi halinde, balıkçı 

gemisi sahip/donatanı tarafından bu hayvanın gırgır ağıyla kasıtlı olarak çevrilmesi 

engellenecektir. 

(3) Setase (yunus ve balina) türlerinin; gırgır ağıyla kazara çevrilmesi halinde, gemisi 

sahip/donatanı, mürettebatın güvenliğini de göz önünde bulundurarak, gırgır ağıyla çevrilmiş deniz 

memelisinin güvenli şekilde serbest bırakılmasını sağlayacaktır. 

(4) Balıkçı gemisi sahip/donatanı, mavi yüzgeçli orkinos avcılık operasyonu esnasında, 

deniz memelisi türleriyle  gerçekleşen tüm etkileşim durumlarına ait bilgileri, ek-29’da yer alan 

bildirim formu ile Bakanlığa göndereceklerdir. 

(5) Deniz kaplumbağalarının tesadüfi, amaç dışı veya istenmeden avlanması durumunda 

uyulması gereken kural ve düzenlemeler ek-30’da verilmiştir. 

Çeşitli Hükümler  

MADDE 21- (1) Mavi yüzgeçli orkinos av, taşıma ve destek gemisi için faaliyet izni alan 

gemilerin sahip/donatanları ile orkinos besicilik tesisi (çiftlik) işletmecilerinin, ICCAT ve Bakanlık 

tarafından kendilerine yönelik getirilen diğer düzenlemelere uymaları zorunludur. 

(2) Çiftlik yetkilisince, hasat edilen her bir orkinos balığı için boy ve ağırlık ölçümleri 

yapılarak, ayrı ayrı ek-25’da yer alan “Besiciliği Yapılan Orkinos Balığı Hasat Bilgi Formu” 

tanzim edilecektir. 

(3) Orkinos dışında diğer ton balıkları ithal edilmek suretiyle konserve üretiminde 

hammadde olarak kullanılıyor ise; ithal edilen ton balığı türlerinin Türkçe-İngilizce-Latince 

isimleri, miktar ve menşei bilgileri firma tarafından Ocak – Haziran ayları sonunda Bakanlığa 

gönderilmek üzere kayıtları tutulur. 

(4) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla markalanmış orkinos balıklarının hasat 

sırasında tespit edilmesi halinde, marka üzerinde olan bilgiler, balığın yakalandığı bölge, hasat 

tarihi, boy ve ağırlık bilgileri kaydedilerek hasat sezonu sonunda çiftlik yetkilisince Bakanlığa 

gönderilecektir. 

(5) Av, taşıma ve destek gemisi faaliyet izni alan gemiler mavi yüzgeçli orkinos seyir defteri 

ile elektronik seyir defteri ve/veya gemi jurnalleriyle ilgili olarak ek-13/1 ve ek-13/2’de yer alan 

düzenlemelere uymak zorundadır.  
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(6) Taşıma ve çiftlik kafeslerinden denize orkinos salımı, ICCAT Bölgesel Gözlemci 

nezaretinde yapılır. Video kaydı alınarak bir kopyası gözlemciye verilir. 

(7) Herhangi bir yaptırım amacıyla orkinosun doğaya salınması gerektiğinde kafesteki 

mevcut orkinos sayısı ve doğaya salınacak miktarın tespitine yönelik standart ve/veya stereoskopik 

kameralar kullanılarak kontrol transferi yaptırılır. 

(8) Çiftlikte hasadın tamamlanmasını müteakip, eBCD kapsamına girmeyen tüm orkinoslar 

doğaya salınır. 

(9) eBCD’deki ağırlık miktarıyla stereoskopik kamera sisteminden elde edilen ağırlık 

miktarı arasında fark olması durumunda, stereoskopik kamera sisteminden elde edilen ağırlık 

miktarı esas alınarak fazlalık kısım doğaya salınır. 

(10) Kontrol transferi sonucunda eBCD sistemindeki ortalama ağırlık veya balık adedi 

değişse bile, toplam ağırlık miktarı değişmemelidir. 

(11) Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus orientalis) ithalatı, ihracatı veya reeksportu 

işlemlerinde kağıt BCD düzenlenir ve Pasifik mavi yüzgeçli orkinosu ürünlerine eşlik eder.  

ICCAT tarafından uygulanabilir olduğunda, bu tür için de kâğıt BCD yerine elektronik BCD 

(eBCD) uygulaması geçerli olacaktır. 

(12) Mavi yüzgeçli orkinosların ülke içinde ticarete konu edilmesi durumunda; eBCD 

belgesi ile birlikte nakil/menşei belgesi bulunması zorunludur. 

(13) Av, taşıma ve destek gemisi sahip/donatanları mavi yüzgeçli orkinos faaliyetlerinde 

(avcılık öncesi, avcılık sırasında ve avcılık sonrasında) gemilerinde COVİD-19 pandemi 

koşullarına yönelik her türlü tedbiri alması gerekir. 

(14) Avcılık faaliyetinde bulunan gemilerin herhangi bir gerekçe veya mücbir sebep 

dolayısıyla başka ülkelerin münhasır ekonomik bölgesi ya da karasularına giriş yapmaları gerektiği 

hallerde, öngörülen giriş ve çıkış tarihlerine ait bilgilerin en geç 24 saat öncesinde Bakanlığa 

bildirmesi zorunludur. Diğer ülkelerin yetki sahasına giren sularda faaliyet faaliyette bulunan 

balıkçı gemilerinin, buralardaki tüm mevcudiyet ve faaliyet süreleri boyunca, BAGİS cihazının 

çalışır vaziyette tutmaları gerekmektedir. 

(15) Balıkçı gemileri, doğu Akdeniz ve Ege dışında kalan Akdeniz’in diğer bölgelerinde,  

26 Mayıs tarihinden önce mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapamazlar. 

(16) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, COVİD-19 pandemi koşullarından dolayı 

oluşabilecek aksaklıklarda veya uygulamada karşılaşılabilecek problemlerin çözüme 

kavuşturulması için yetkilidir. 
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                                                                                                                                       Ek-1 

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ (BAGİS) CİHAZI  

TESPİT TUTANAĞI 

..../…./ ……. 

 

BALIKÇI GEMİSİNİN 

ADI                                         

RUHSAT NO         

FİLO KAYIT NO   

BAGİS BANDROL NO   

 

  EVET HAYIR 

Gemide, BAGİS Cihazı mevcut mu?     

BAGİS Cihazı çalışıyor mu?   

Gemi, BAGİS yazılımında izlenebiliyor mu?   

BAGİS Cihazı, 24 saat kesintisiz enerji sağlayacak şekilde güç 

kaynağına bağlı mı? 
  

Not: 

 

 

 

 

 

Bakanlık Yetkilisi 

 Adı, Soyadı 

İmza 

Firma Yetkilisi 

Adı, Soyadı 

İmza 

Gemi 

Sahibi/Donatanı/Yetkilisi 

Adı, Soyadı/ İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tlf: 

 

Tlf: 

 

Tlf: 

AÇIKLAMALAR 

1. BAGİS Cihazı Tespit Tutanağının, bir nüshası Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğüne, bir nüshası il müdürlüğüne ve bir nüshası da Balıkçı Gemisi 

Sahibi/Donatanı/Yetkilisine verilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenir. 

 

-Aşağıda belirtilen hususlar balıkçı gemisine çıkılarak tespit edilecektir.  

-Mevcut duruma uygun olan kutucuk ( X işareti ile) işaretlenecektir.  
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Ek-2 

 

ORKİNOS AVCILIĞI İZİN BELGESİ (BFT …… PERMIT)(1) 

 

         Veriliş Tarihi  
         Date of Issue 

                      Belge No.  
                                                                                                        Ref. No. 

BALIKÇI GEMİSİNİN ADI 
(Name of Fishing Vessel) 

 

ICCAT NO. 
(ICCAT List No.) 

 

IMO NO. 
(IMO Numarası) 

 

RUHSAT KOD NUMARASI 
(Fishing License No & External Registration No.) 

 

FİLO KAYIT NUMARASI  
(National Registry No.) 

 

GEMİ TELEFON/FAKS 
(Vessel’s Phone/Fax) 

 

İZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ 
(Permit Start Date) 

 

İZİN BİTİŞ TARİHİ 
(Permit Expiry Date) 

 

AVCILIK BÖLGESİ(2) 
(Fishing Zone)(2) 

 

AV ARACI  
(Fishing Gear) 

 

 

ONAYLAYAN 
                          VALIDATOR 

(İmza/Mühür)  
               (Sign/Seal) 

 

AÇIKLAMALAR: 

     (EXPLANATIONS)  

(1) Bu bölüm, Orkinos Taşıma Gemileri için “ORKİNOS TAŞIMACILIĞI İZİN BELGESİ (BFT TOWING 

PERMIT)”, Destek Gemileri için “ORKİNOS DESTEK GEMİSİ İZİN BELGESİ (BFT SUPPORT VESSEL 

PERMIT)”, Çiftlik Yardımcı Gemileri için “ORKİNOS ÇİFTLİK YARDIMCI GEMİSİ İZİN BELGESİ 

(BFT AUXILIARY VESSEL PERMIT)” olarak doldurulacaktır.   

(2) Bu bölüm, gidilmesi planlanan kesin koordinat sınırları da belirtilerek (derece-dakika / enlem-boylam), 

“Doğu Akdeniz ve Ege” ya da “Orta Akdeniz” olarak doldurulacaktır. Doğu Akdeniz ve Ege için (15 Mayıs 

– 30 Haziran) ve/veya Orta Akdeniz / Malta için (26 Mayıs – 30 Haziran) geçerli olacak faaliyetin kesin 

tarihleri bu bölümde açıkça belirtilecektir.    

This section will be filled as "Eastern Mediterranean and Aegean" or "Central Mediterranean", specifying 

the exact coordinate boundaries (degree-minute / latitude-longitude) to which it is planned to go. The exact 

dates of the activity that will be valid for the Eastern Mediterranean and Aegean (15 May – 30 June) and/or 

Central Mediterranean / Malta (26 May – 30 June) will be clearly stated in this section. 

(3) Bu belge;  

- Veriliş amacı dışında kullanılamaz  

- İzin verilen tarihler arasında geçerlidir  

- Bir yıldan daha uzun süreli verilemez 

- Kaybedilmesi halinde düzenlendiği İl Müdürlüğü bilgilendirilir.  

This document; cannot be used for other purposes than those it was issued for. only valid between 

the dates indicated above. not valid for more than one year. the Provincial Directorate shall be 

informed in case of its loss.   
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DİĞER FAALİYET KOŞULLARI:   
(OTHER FISHING CONDITIONS)   

 

- Bu izin belgesi, geçerli ICCAT kararı ile 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 

Düzenleyen Tebliğ gereğince, bu düzenlemeler ile getirilien yasak, sınırlama ve 

yükümlülüklere uyulması şartı ile verilmiştir. 
This permit has been issued in accordance with the rules of applicable ICCAT recommendation and Ministerial 

Notification No. 5/1 Regulating Commercial Fisheries, on the conditions that the prohibitions, limitations and 

obligations imposed by these instruments are complied with. 

- Bakanlıktan, yukarıda belirtilen “Avcılık Bölgesini” açık olarak gösteren faaliyet izin 

belgesi temin edilmeden, orkinos avcılığı, taşımacılığı veya destek faaliyetleri başlatılamaz. 
BFT Fishing, Towing or Support activities may not be started without obtaining a permit from the Ministry clearly 

indicating the above-mentioned "Fishing Zone ". 

- Doğu Akdeniz ve Ege dışında Akdeniz’in diğer bölgelerinden yakalanan 

balıklar/orkinoslar, diğerlerinden farklı taşıma ve çiftlik kafeslerine konulacaktır. 
BFT caught from the Mediterranean other than the Eastern Mediterranean and Aegean shall be placed in different 

transport and farm cages.  

- Akdeniz'in farklı alt bölgelerinden yakalanan BFT'lerin kafese alınma işlemlerinde, 

stereoskopik kamera sistemleri tarafından, avın ilgili alt bölgesi için geçerli olan boy-ağırlık 

dönüşümü için en güncel algoritmalar kullanılacaktır. Farklı alt-bölge menşeli balıklar, tüm 

besicilik süresince, çiftliklerde ayrı kafeslerde tutulacaktır.    
As for the caging of BFT caught from different sub-regions of the Mediterranean, the most updated algorithms for 

length-weight conversion, applicable for the relevant sub-region of the catch, shall be used by the stereoscopic camera 

systems. Fish originating from different sub-regions will be kept in separate cages throughout the whole fattening at 

farming facilities. 
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Ek-3 

ICCAT BÖLGESEL GÖZLEMCİ PROGRAMI 

1) Av gemisinde bulunan gözlemci, av ve taşıma gemisinin ICCAT koruma ve yönetim 

önlemlerine uyup uymadığını izleyecek ve aşağıdaki görevleri yerine getirecektir;   

a) Orkinos avcılık faaliyetine yönelik kayıt ve rapor tutacaktır. 

b)Orkinos seyir defterindeki ve elektronik seyir defterindeki bilgileri doğrulayacak, av 

miktarını gözlemleyerek video kayıtlarının incelenmesi dâhil, transfer edilen orkinos 

miktarı tahmininde bulunacaktır.   

c) Orkinos transfer faaliyetlerine yönelik kayıt ve günlük rapor tutacaktır. 

ç) Bakanlıkça kontrol transferi için talimat verilmesini müteakip, gözlemci tarafından, gemi 

sahip/donatanı veya kaptana gerekli sayıda ICCAT mührü teslim edilir ve mühürleme 

işleminin video kaydının uygunluğu, aynı zamanda, yerleştirilen mühürlerin kapı açılmasını 

engelleyecek tarzda konulup konulmadığı da video çekimi üzerinden kontrol edilir. 

Gözlemci, bu işlemde kullanılan mühür numaralarını ITD’ye kaydedecektir. 

d)   ICCAT kurallarına aykırı av/taşıma yaptığı düşünülen gemiler hakkında kayıt tutacaktır.   

e) Transfer esnasında geminin konum kaydını tutacaktır. 

f) Gemisinin ICCAT numarası ve adı bilgilerini kaydedecektir. 

g) ITD ilgili bölümleri, gözlemci tarafından doğruluğunu teyit ederek imzalanacaktır.  

2) Orkinos besicilik tesislerinde / çiftliklerde bulunan Bölgesel gözlemciler (ayrı ICCAT kayıt 

numarası bulunan her bir tesis/ çiftlik için ayrı bir gözlemci görevlendirilir), çiftliğin ICCAT’ın 

ilgili kurallarına uyup uymadığını izleyecek ve aşağıdaki görevleri yerine getirecektir; 

a) Orkinosun kafese alınması esnasında; video kayıtları dâhil, ICCAT Transfer 

Beyanlarında yer alan bilgileri kontrol edecek ve Bakanlık yetkililerince tanzim edilecek 

“kafese alma raporunu” imzalayacaktır. 

b) Çiftlik transfer faaliyetlerine yönelik günlük bir rapor tutacaktır. 

c) Kafese alma işlemleri, çiftliklerdeki transfer işlemleri ve hasat işlemleri kapsamında, 

çiftliklerde yürütülen faaliyetlerinin geçerli ICCAT kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını  

gözlemleyecek ve rapor tutacaktır. 

ç)Görev süresi bitimi sonundaki 20 gün içinde ICCAT’a “genel gözlemci raporunu” 

yollayacaktır. 

d)  eBCD’nin Çiftlik Bölümündeki bilgilerin doğruluğunu eBCD sisteminde onaylayarak 

teyit edecektir. 

e) Madde 18(2)a)’da belirtilen “hasat İzni (Harvest Authorisation)” bilgilerinin 

doğrulanması. 

3) Gözlemci tarafından verilerin/kayıtların doğrulanması aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) video kayıtlarının analizi dâhil olmak üzere ITD'lerde, kafesleme beyanlarında ve 

eBCD'de bulunan verileri doğrulamak ve onaylamak, 

b) gırgır gemilerinin, çiftliklerin ve dalyanların transfer faaliyetlerine ilişkin günlük bir 

rapor yayınlamak, 

c) İlgili operasyonun ICCAT koruma ve yönetim önlemlerine uygun olması ve bu 

belgelerde yer alan bilgilerin gözlemleriyle tutarlı olması durumunda; ITD'leri, kafes 

beyanlarını ve eBCD'yi açıkça yazılı isim ve ICCAT numarası ile imzalamak. Anlaşmazlık 

olması durumunda, ICCAT bölgesel gözlemcisi, ilgili ITD ve kafesleme beyanlarında 

ve/veya ilgili eBCD'de varlığını ve anlaşmazlığın nedenlerini, özellikle kendi raporundaki 

kural(lar)ı veya prosedür(ler)i alıntılayarak bildirimde bulunmak.    

4) Doğaya/denize orkinos salınması işlemiyle ilgili gözlemcinin yapacağı görevler aşağıda 

verilmiştir: tarafından verilerin/kayıtların doğrulanması aşağıdaki şekilde yapılır:  
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a) Kafese alma işlemi öncesi doğaya orkinos salıvermelerle ilgili olarak, ek-16/1 ve ek-

16/2’deki doğaya/denize salma protokolüne uygun olarak gırgır ağından veya taşıma 

kafesinden doğaya/denize salma / doğaya salma işlemini gözlemlemek ve rapor etmek, 

b) Kafese alma işlemi sonrası yapılacak doğaya salma işlemlerinde, balıkların önceden 

ayrıştırılması (segregasyon) işlemini ve müteakip salıverme işlemini gözlemlemek ve 

raporlamak. Ayrıştırma işleminde, video görüntülerinin kalitesinin asgari standartları 

karşıladığını doğrulamak ve serbest bırakılan balık sayısını tahmin etmek, 

c) Üstte belirtilen her iki durumda da, Bakanlık tarafından verilen salıverme / doğaya salma 

emrini doğrulamak, verici gemi veya çiftlik işletmecisi tarafından düzenlenen doğaya salma 

deklarasyonu / beyanında yer alan bilgileri doğrulamak. 

5) Çiftliklerde hasat işlemleriyle ilgili olarak gözlemcinin yapacağı görevler aşağıda verilmiştir: 

a) Bakanlık tarafından verilen hasat iznini kontrol ederek doğrulamak, 

b) İşleme gemisinin kaptanı veya temsilcisi veya çiftlik işletmecisi tarafından yapılan 

işleme ve hasat beyanlarındaki bilgileri doğrulamak/valide etmek. 

6) Gözlemci tarafından yapılacak raporlama, aşağıdaki hususları içerir; 

a) Doğal işaretler de dâhil olmak üzere herhangi bir etiket/marka türünün varlığını 

kaydetmek ve doğrulamak ile son etiket kaldırma/çıkartma işaretlerini/bulgularını 

bildirmek, 

b) Elektronik etiketlerle markalanan tüm balıklar için, SCRS'nin yönergelerini izleyerek 

tam biyolojik örnekleme (otolitler, omurga ve genetik örnek) gerçekleştirmek, 

c) Yukarıda verilen hususlara uygun olarak toplanan bilgileri derleyen genel raporlar 

oluşturmak ve kaptana ve çiftlik işletmecisine ilgili her türlü bilgiyi bu rapora dâhil etme 

fırsatı vermek, 

d) Yukarıda belirtilen genel raporu, gözlem süresinin bitiminden itibaren 20 gün içinde 

ICCAT Sekreterliğine daha sonra iletilmek üzere ROP'tan sorumlu sağlayıcıya sunmak, 

e) ICCAT bölgesel gözlemcisi, herhangi bir ICCAT kararına olası bir uyumsuzluk 

gözlemlediği durumlarda, bu bilgiyi gecikmeden ROP'tan sorumlu sağlayıcıya sunacak, 

hizmet sağlayıcı da bu bilgileri gecikmeksizin Bakanlık ve ICCAT Sekreterliğine 

iletecektir. 

f) Tespit edilen olası uygunsuzluklara ilişkin kanıtları (fotoğraflar, videolar) mümkün 

olduğunca temin edilerek rapora eklenecektir. 

7) Gemi sahibi/donatanı veya kaptanın ve çiftlik yöneticilerinin sorumlulukları aşağıda verilmiştir; 

a) Gözlemcilerin gemi, av gereci, çiftlik, kafes ve ekipmanlara, video kayıt ve görüntülerine 

erişimine müsaade edecektir, 

b) Gözlemci tarafından talep edildiğinde, gemide bulunan aşağıdaki donanıma erişim izni 

verecektir; 

1.  Uydu navigasyon cihazı, 

2.  Kullanım halindeyken radar görüntü ekranı, 

3.  Elektronik iletişim araçları, 

c) Gözlemciye gıda, sağlık, barınma/konaklama imkânlarını zabitan seviyesinde  

sağlayacaktır. 

ç)   Gözlemciye görevini yerine getirebilmesi için gerekli mekân ve imkânı sağlayacaktır. 

d) Bakanlık ve ICCAT Sekretaryasının bilgi ve onayı olmadan, gemide görev yapan bir 

gözlemcinin başka bir gemiye aktarılması, bir orkinos çiftlik tesisinde görev yapan 

gözlemcinin başka bir çiftlik tesisine gönderilmesi yasaktır. 

e) Görevi boyunca gözlemciye mani olmayacak, etkilemeye yönelik hiçbir teşebbüste 

bulunmayacaktır. 

8- Diğer hususlar; 

a) Ölü balıklara ait, ICCAT’ın belirleyeceği istatistiksel ve bilimsel verileri kayıt altına 

alacaktır. 
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b) ICCAT tarafından belirlenecek gözlemci masrafları, görev yerine bağlı olarak çiftlik 

işletmecileri ve/veya gırgır teknesi sahiplerince karşılanacak ve ICCAT Sekretaryasında 

açılacak özel hesaba yatırılacaktır, masrafları görev öncesinde karşılanmayan gözlemci, 

gemi veya çiftlikte görevlendirilemeyecektir. 

c) Gözlemci görevi ile ilgili olarak, ICCAT tarafından tanzim edilecek bir sözleşme 

gözlemciyle gemi sahip/donatanı ve/veya çiftlik işletmecisi arasında imza altına alınacaktır. 

9- ICCAT Bölgesel Gözlemci Programı (ROP-BFT) kapsamında muhtemel uyumsuzluk (potential 

non-compliance ya da “PNC”) teşkil eden, dolayısıyla Bakanlık ve/veya ICCAT Uyum 

Komitesi tarafından incelemeye konu olacak durumların listesi aşağıda verilmiştir.  

Genel PNC Durumları: 

- Gözlemcinin görevlerini yerine getirmesinin engellenmesi, gözünün korkutulması, tehdit 

edilmesi, müdahale edilmesi, rüşvet verilmesi veya rüşvet vermeye teşebbüs edilmesi, 

- Bakanlık, ROP-BFT yürütücü kuruluş ve ICCAT Sekretaryasının bilgisi ve onayı olmadan, 

gemide görev yapan bir gözlemcinin başka bir gemiye aktarılması ya da bir orkinos 

çiftliğinde görev yapan gözlemcinin başka bir çiftliğe gönderilmesi, 

- İzin / yetki verilmediği halde gemiden gemiye orkinos aktarılması,  

- Belirlenmemiş veya yetki verilmemiş limanlardan orkinos karaya çıkartılması, 

- ICCAT kayıtlarında izin verilen gemiler listesinde yer almayan balıkçı gemilerinin 

operasyonlara dâhil olması, 

- Balık arama operasyonları sırasında hava desteği/gereçleri (örneğin; drone, uçak vb.) 

kullanılması. 

Özel PNC Durumları: 

- Belirlenen avcılık dönemi dışında orkinos avlanması, 

- Gemide gözlemci olmadan balık avlama operasyonları yürütülmesi, 

- Asgari boyun/ağırlığın altındaki balıkların tutulması, transfer edilmesi veya karaya 

çıkarılması. 

Resmi Belgeleri (Seyir Defteri, elektronik seyir defteri, eBCD, vd.) İlgilendiren PNC Durumları: 

- Elektronik Orkinos Yakalama Dokümanı (eBCD) düzenlenmemiş olması, 

- Ölü orkinosun gemi seyir defterine, elektronik seyir defterine ve/veya eBCD'ye yanlış 

kaydedilmesi, 

- eBCD'deki bilgilerin yanlış veya tutarsız (operasyon tarihleri, gemi/kafes detayları, transfer 

edilen balık sayısı ve ağırlığı) olması, 

- Her bir gün için seyir defterine ve elektronik seyir defterine bilgi girişi veya kayıt 

yapılmamış olması,   

- Ertesi gün, saat 09:00'dan önce, bir avcılık operasyonu için (avlanma sıfır olsa bile) seyir 

defteri girişi yapılmamış olması,  

- Eksik ve/veya yanlış seyir defteri ve elektronik seyir defteri bilgileri. 

Transfer İşlemlerini İlgilendiren PNC Durumları: 

- Gözlemci tarafından izlenmeyen transfer işlemi,  

- Ön transfer bildirimi gönderilmemiş olması (veya transferden öncesinde gönderilmemesi),  

- Transfer izni ulaşmadan/alınmadan önce yapılan transfer işlemi,  

- Değişmez, özgün ve tanımlanabilir bir numarası olmayan taşıma kafesi kullanımı,  

- Doğru şekilde doldurulmamış ICCAT Transfer beyanı (ITD),   

- Transfer işlemi sonrasında seyir defterinin ve elektronik seyir defterinin doğru şekilde 

doldurulmaması,  

- Transfer edilen canlı orkinos adedi açısından, gözlemci tarafından gemi işletmecisinin 

beyan ettiğinden %10 fazla/eksik orkinos tespit edilmesi,  

- Şayet gönüllü transfer(ler) yapılmamış veya gönüllü transfer(ler) halen transfer edilen balık 

sayısının belirlenmesine izin vermiyorsa, Bakanlıkça, gemi yetkilisine bir kontrol transferi 

yapılması yönünde talimat verilir. Bu zorunlu transfer işlemi, video kaydının kalitesi, 
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transfer edilen mavi yüzgeçli orkinos sayısının tahmin edilmesini sağlayana kadar, 

Bakanlıkça belirlenecek bir zaman ve mevkide tekrar edilir. Bu durumda, gönüllü ve 

zorunlu transferleri ayırt etmek üzere, ICCAT Bölgesel Gözlemcisi tarafından kontrol 

transferi gerektiren durum için PNC bildirimi yapılabilir,     

- Gönüllü transfer ve/veya kontrol transferinin boş (içinde balık bulunmayan) bir kafese 

yapılmamış olması,  

- Taşıma kafesinin, gemideki gözlemci görevini tamamlamadan gırgır/av gemisi ağından 

ayrılması; 

- Gözlemci ITD belgesini imzalayana kadar (veya ITD’yi imzalamayıp, ilgili PNC 

kodunu girmeden) gözlemci görevleri tamamlanmaz ve bu durumda taşıma 

kafesinin gırgır gemisine (ya da kafese alma işlemi için çiftlik kafesine) olan 

uzaklığı, gözlemcinin görüş alanı içerisinde kalmalıdır.  

- Başarısız (balık adedi tespitine imkân vermeyen veya Ek 18 de belirtilen asgari gerekleri 

sağlayamayan video çekimi olması halinde) kontrol transferi ve gönüllü transferin ardından 

ilgili kafesin mühürlenmemiş olması,  

- Transfer işlemine ait video çekiminin, mühürleme operasyonunu ihtiva etmiyor olması.  

Transfer Videosunu İlgilendiren PNC Durumları: 

- Transfer işlemine ait (işlemin çekildiği/izlendiği) video görüntüsü bulunmaması,  

- Transfer işlemi bittikten hemen sonra elektronik depolama cihazının gözlemciye 

verilmemesi,  

- Transferin video kaydının, transferin başında ve/veya sonunda, kafes/ağ kapısının 

açılmasını ve/veya kapanmasına ait net görüntü içermiyorsa,  

- Transferin video kaydının kesintisiz ve sürekli olarak tarih ve/veya saat göstermiyor olması,  

- Transferin video kaydının kesintisiz ve sürekli olmaması, tüm transfer işlemini 

kapsamaması,  

- Transferin video kaydının, alıcı ve verici kafeste halihazırda (transfer işlemi anında) 

orkinos bulunup bulunmadığını göstermiyorsa,  

- Transferin video kaydının, videonun başında ve/veya sonunda “Transfer İzin Numarasını” 

göstermiyor olması,  

- Yetersiz video çekim kalitesi veya netliği nedeniyle, transfer edilen orkinos miktarının 

tespitine yönelik bağımsız gözlemci tahmini mümkün değilse,  

- Görevi esnasında transfere ilişkin video kaydının bir kopyasının gözlemciye verilmemesi,  

Avcılık Operasyonu Esnasında Doğaya/Denize Orkinos Salınması İşlemini İlgilendiren PNC 

Durumları: 

- Doğaya salma talimatının (Bakanlıkça) verilmesini müteakip, orkinos salma işleminin 

yapılmaması,  

- Doğaya salma işleminin video kamerayla çekilmemesi. Ancak; video çekimi sadece taşıma 

kafesleri/ağı ve/veya çiftlik kafesinden yapılacak doğaya salma işleminde geçerlidir. Av 

gemisinin / gırgır ağında bulunan orkinosun doğaya salınması işleminde, bu işleminin video 

ile kaydedilmesine gerek olmayıp, gözlemcinin süreci izleyerek, uygunsa, raporu imzalası 

yeterli olacaktır.  

- Doğaya orkinos salma işleminin video kaydının gözlemciye verilmemesi,  

- Doğaya orkinos salma işleminin gözlemci tarafından izlenmemesi,  

- Doğaya orkinos salma işlemi raporunun tanzim edilmemesi,  

- Doğaya orkinos salma işlemi raporunun gözlemci tarafından onaylanmaması / valide 

edilmemesi.  

Kafese Alma İşlemlerini İlgilendiren PNC Durumları: 

- Kafese alma işlemini müteakip, Elektronik Orkinos Yakalama Dokümanı (eBCD) 

düzenlenmemesi veya eksik düzenlenmesi,  
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- Orkinos avlarının, bayrak ülke menşei temelinde (JFO'ların dışında), ayrı kafeslere veya 

ayrı kafes dizilerine yerleştirilmemiş olması,  

- Birden fazla JFO'dan gelen orkinoslara bir adet Grup BCD numarası verilmesi. Aynı JFO'da 

olmayan birden fazla teknenin avladığı orkinoslara bir adet Grup BCD numarası verilmesi.  

Bir günden fazla süren veya birden fazla çiftlik kafesine yapılan kafese alma işlemlerine ait 

balıklara tek bir Grup BCD numarası verilmesi,  

- ICCAT Kafes Deklarasyonu (ICD)’nun eksik olması veya fiili kafese alma işleminden 

sonraki 1 hafta içinde düzenlenmemiş olması,  

- Kafese alma işlemine ilişkin gözlemci bulgularının, eBCD'deki bilgilerle uyuşmaması 

(örneğin, farklı tarihler, kafes numaraları, balık adedi olması),  

- Kafese alma işlemine ilişkin gözlemci bulgularının, Kafese Alma Deklarasyonu'ndaki 

bilgilerle uyuşmaması (örneğin, farklı tarihler, kafes numaraları, balık adedi olması),  

- Orkinosların kafese alma izni/onayı alınmadan kafese konulması,  

- Bakanlık yetkilisi orkinos besicilik tesisinde fiziksel olarak mevcut olmadan önce, taşıma 

kafesinin çiftlik tesislerine 1 deniz mili (nm) mesafeden daha yakına getirilmesi,  

- Özgün, değişmez ve tanımlanabilir numarası olmayan taşıma ve çiftlik kafeslerinin 

kullanılması,  

- Stereoskopik kamera eşliğinde ve çekimi kapsamında yapılmayan kafese alma işlemleri 

durumunda,  

- Önceki yıl / yıllardan devri (carry-over) yapılan orkinosların çiftlikte ayrı kafeslere 

yerleştirilmemesi ve ayrı kafeslerde tutulmaması,   

- Mücbir sebepler dâhil olmak üzere, geçerli sebepler olmaksızın 22 Ağustos'tan sonra 

yapılacak herhangi bir kafese alma işlemi veya mazeret gerekçesine bakılmaksızın, 7 

Eylül'den sonra yapılacak herhangi bir kafese alma işlemi olması halinde,  

- Kafeste tutulan / kafese alınan orkinos sayısına ilişkin gözlemci tahmininin, çiftlik 

işletmecisi/yetkilisi tahminiyle uyuşmaması,  

- Kontrol transferinin boş olması gereken başka bir kafese yapılmaması,  

- Uygun görülmeyen (başarısız) kafese alma işlemini müteakip, kafesin mühürleme işlemi 

suretiyle mühürlenmemiş olması.  

Kafese Alma İşlemine Ait Video Kaydını İlgilendiren PNC Durumları: 

- Kafese alma işleminin video çekimiyle izlenmemesi,  

- Kafese alma işlemine ait orijinal video kaydını içeren elektronik depolama cihazının, 

operasyon sona erdikten sonra gözlemciye verilmemesi,  

- Kafese alma işleminin video kaydı, işlemin başında ve/veya sonunda, kafes/ağ kapısının 

açılmasını ve/veya kapanmasına ait net görüntü içermiyorsa,  

- Kafese alma video kaydının kesintisiz ve sürekli olarak tarih ve/veya saat göstermiyor 

olması,  

- Kafese alma video kaydının kesintisiz ve sürekli olmaması, tüm işlemi kapsamaması,  

- Kafese alma video kaydının, alıcı ve verici kafeste hâlihazırda (işlem sırasında) orkinos 

bulunup bulunmadığını göstermiyorsa,  

- Kafese alma video kaydının, videonun başında ve/veya sonunda “Kafese Alma İzin 

Numarasını” göstermiyor olması,  

- Yetersiz video çekim kalitesi veya netliği nedeniyle, kafese alınan orkinos miktarının 

tespitine yönelik bağımsız gözlemci tahmini mümkün değilse,  

- Çiftlikteki gözlemciye kafese alma işleminin video kaydının doğru bir kopyası 

verilmemesi.  

Çiftliklerden Orkinos Hasat İşlemlerini İlgilendiren PNC Durumları: 

- Hasattan önce hasat talebi / işleme bildirimi gönderilmemiş olması, hasat / işleme izni 

alınmamış olması,  
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- İşleme/Hasat Deklarasyonu düzenlenmesi veya bu belgenin gerekli tüm bilgileri içermiyor 

olması, 

- Çiftliklerden hasat edilecek orkinoslara yönelik işlemlerde, “İşleme/Hasat 

Deklarasyonu” belgesinde yer alan bilgiler ICCAT kural ve düzenlemesi ve yapılan 

gözleme uyumlu değilse, gözlemci tarafından ilgili işleme/hasat deklarasyonu 

imzalanmaz ve PNC kaydı düşülür. 

- Hasat işleminden sonra eBCD’nin tamamlanmamış olması, veya hasat edilen orkinosların 

herhangi bir eBCD'ye atfedilmemiş/ilişkilendirilmemiş olması, 

- Gözlemcinin hasat işlemine ait bulgularının, eBCD kayıtları ile uyuşmaması (örneğin, hasat 

edilen orkinosların sayısı ve ağırlığı, tarih, kafes), 

- Gözlemcinin hasat işlemine ait bulgularının, İşleme/Hasat Deklarasyonu bilgileri/kayıtları 

ile uyuşmaması (örneğin, hasat edilen orkinosların sayısı ve ağırlığı, tarih, kafes), 

- Özgün, değişmez ve tanımlanabilir numarası olmayan çiftlik kafesleri bulunması, 

- Bir çiftlikte, çiftlik-içi orkinos transferi işlemlerine yönelik bir izlenebilirlik sistemi 

bulunmaması,  

- Asgari boyutun altındaki balıklar hasat edilmesi, 

Çiftlik Kafeslerinden Doğaya/Denize Orkinos Salınması İşlemlerini İlgilendiren PNC Durumları: 

- İlgili balığın nihai kafese alma işleminden sonraki (eBCD; Bölüm 6) en geç 3 ay içinde 

serbest bırakılmayan orkinos (hasat operasyonlarının tamamlanmasından sonra doğaya 

salınan orkinoslar için geçerli değildir); 

- Burada belirtilen 3 aylık süre, kafese alma işlemine ilişkin eBCD’nin Bölüm 6’sında 

yer alan tarih (ilgili balığın son kafese alma işlemi tarihi) olarak kabul edilir. 

- Doğaya salma işleminin, çiftlikten en az 10 mil uzaklıkta veya 5 tondan az orkinos olması 

durumunda, en az 5 mil mesafede gerçekleştirilmemiş olması, 

- Gözlemci tarafından izlenmeyen doğaya salma işlemi durumunda, 

- Video kaydı yapılmayan doğaya salma işlemi durumunda, 

- Gözlemciye teslim edilmeyen video kaydı kopyası olması halinde, 

- Doğaya salınacak orkinosların, öncelikle boş bir taşıma kafesine “önceden ayrıştırılması” 

işleminin yapılmaması, 

- Önceden ayrıştırma işleminin video çekiminin yapılmaması, 

- Önceden ayrıştırma işleminin video kaydının gözlemciye verilmemesi, 

- Doğaya salma raporu düzenlenmemesi, raporun yanlış bilgiler ihtiva etmesi veya gerekli 

tim bilgileri kapsamaması, 

- Doğaya orkinos salma işlemi raporunun gözlemci bulgularıyla örtüşmeyen bilgiler 

içermesi, gözlemci tarafından onaylanmaması / valide edilmemesi. 

Doğaya/Denize Orkinos Salınması İşlemleri Öncesinde Balıkların Ayrıştırılması (Segregasyon) 

İşlemine Ait Video Kaydını İlgilendiren PNC Durumları: 

- Segregasyon/ayrıştırma işleminin video çekimi yapılmaması, videoyla izlenmemesi, 

- İşleme ait orijinal video kaydını içeren elektronik depolama cihazının, operasyon sona 

erdikten sonra gözlemciye verilmemesi, 

- İşlemin video kaydı, işlemin başında ve/veya sonunda, kafes/ağ kapısının açılmasını 

ve/veya kapanmasına ait net görüntü içermiyorsa, 

- Video kaydının kesintisiz ve sürekli olarak tarih ve/veya saat göstermiyor olması, 

- Video kaydının kesintisiz ve sürekli olmaması, tüm işlemi kapsamaması, 

- Video kaydının, videonun başında ve/veya sonunda “Doğaya Salma Emri/Talimatı 

Numarasını” göstermiyor olması, 

- Yetersiz video çekim kalitesi veya netliği nedeniyle, kafese alınan orkinos miktarının 

tespitine yönelik bağımsız gözlemci tahmini mümkün değilse, 

- Transfer edilen orkinos adedine ilişkin gözlemci tahmininin, çiftliğin tahminiyle uyumlu 

olmaması. 
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Çiftlikler-arası (inter-farm) Transfer İşlemlerinde, Transferi Yapan (Verici) Çiftlikle İlgili PNC 

Durumları: 

- Transfer işleminin gözlemci tarafından izlenmemesi, 

- Önceki transfer bildiriminin gönderilmemesi (veya transfer işlemi öncesinde 

gönderilmemiş olması), 

- Transfer izni alınmadan / ulaşmadan, transferi işlemi yapılması, 

- Özgün, tanımlanabilir numara bulundurmayan taşıma kafesi kullanımı, 

- ITD’nin doğru şekilde doldurulmamış olması, 

- Gözlemcinin balık adedi bulgusunun, transfere yönelik çiftlik işletmecisi tarafından yapılan 

tespitten %10’luk  veya daha fazla bir farklılık (fazla/eksik balık) olması, 

- Gönüllü veya kontrol transferinin boş olması gereken bir kafese yapılmaması, 

- Taşıma kafesinin, gözlemci görevlerini tamamlamadan çiftlik kafesinden ayrılmış olması, 

- Uygun görülmeyen (başarısız) kontrol transferi ve gönüllü transferi müteakip, kafesin 

mühürleme işlemi suretiyle mühürlenmemiş olması, 

- Transfer video kaydının mühürleme işlemini ihtiva etmemesi. 

Çiftlikler-arası (inter-farm) Transfer/Kafese Alma İşlemi Video Kaydına İlişkin PNC Durumları: 

- Transfer/kafese alma işleminin video ile kaydedilerek izlenmemesi, 

- Transfer/kafese alma işlemi bittikten hemen sonra elektronik depolama cihazının 

gözlemciye verilmemesi, 

- Transferin/ kafese alma işleminin  video kaydının, transferin başında ve/veya sonunda, 

kafes/ağ kapısının açılmasını ve/veya kapanmasına ait net görüntü içermiyorsa, 

- Transfer/ kafese alma işleminin video kaydının kesintisiz ve sürekli olarak tarih ve/veya 

saat göstermiyor olması, 

- Transfer/kafese alma işleminin video kaydının kesintisiz ve sürekli olmaması, tüm transfer 

işlemini kapsamaması, 

- Transferin/kafese almanın  video kaydının, alıcı ve verici kafeste hâlihazırda (transfer 

işlemi anında) orkinos bulunup bulunmadığını göstermiyorsa, 

- Transferin/kafese almanın  video kaydının, videonun başında ve/veya sonunda “Transfer 

İzin Numarasını” göstermiyor olması, 

- Yetersiz video çekim kalitesi veya netliği nedeniyle, transfer edilen / kafese alınan  orkinos 

miktarının tespitine yönelik bağımsız gözlemci tahmini mümkün değilse,  

- Görevi esnasında transfere/kafese almaya  ilişkin video kaydının bir kopyasının gözlemciye 

verilmemesi. 
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Ek-4 
 

GÖZLEMCİ BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ 

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 

………………… Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

 

 

Orkinos avcılığı talimatı gereğince, canlı orkinos taşıma işlemi için Su Ürünleri 

Kooperatifleri Merkez Birliğince tahsis edilen milli gözlemciyi gemide bulunduracağıma, 

Bakanlığın belirleyeceği milli gözlemci bulundurma kurallarına uyacağıma, aksi takdirde doğacak 

her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

…./…./20.... 

 

 

 

 

 

   

    

Gemi Ruhsat No:                                                                             Taşıma gemi sahip/donatanı;  

                                                                                                      Adı, Soyadı  

   

 

                                                                                                   İmzası  

  

Adres:    
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Ek-5 

 

MİLLİ GÖZLEMCİ PROGRAMI 

1. Genel Hususlar 

a.  Milli gözlemcilere doğrudan Bakanlıkça ya da Bakanlığın yetkilendirdiği 

kurum/kuruluş aracılığıyla verilecek eğitimi müteakip, başarılı olan her bir gözlemciye 

onaylı bir kimlik belgesi düzenlenerek teslim edilir. 

b. Gözlemciler, görev icra edecekleri gemilerde, uygun dönemsel ve bölgesel kapsamda, 

filoların ve balıkçılığın özelliklerini de dikkate alarak, ICCAT’ın gerektirdiği orkinos 

balıkçığı verileri, av çabası ve görevleriyle bağlantılı diğer verileri, geliştirilen uygun 

veri toplama usullerine göre toplayarak rapor oluştururlar. 

c. Gözlemci raporları, görevlerinin tamamlanmasını müteakip doğrudan ya da 

yetkilendirmiş kurum/kuruluş aracılığıyla Bakanlığa sunulur. Milli Gözlemci Programı 

kapsamında toplanan ilgili veriler ve bilgiler, Bakanlıkça uygun görüleceği şekilde, 

ICCAT tarafından geliştirilen prosedürlere uygun olarak, değerlendirilmek üzere 

ICCAT Araştırma ve İstatistikler Daimi Komitesi (SCRS)'ne de gönderilir. 

2. Milli Gözlemcinin Görevleri 

a. Bulunduğu geminin çektiği kafeslere transfer edilen ve / veya bu kafeslerden başka 

taşıyıcı gemi kafeslerine veya çiftlik kafeslerine transfer edilen balıkların kaydını 

tutmak, bu transferlere ilişkin bilgi ve belgeleri (eBCD, ICCAT Transfer Beyanı, mavi 

yüzgeçli orkinos Seyir Defteri, elektronik seyir defteri / Gemi Jurnali, transfer ön izin 

numarası, vb.) kontrol ederek her bir transfer için ayrı ayrı raporlama yapmak. 

b. Transferler ve/veya taşıma esnasında ölen balıklara ait kayıtları tutmak, örnekleme 

yapmak ve derlediği bilgileri raporlamak. 

c. Yakınında orkinos avcılığı yapan gemilerin ICCAT’ın ilgili kurallarına uyumlarını 

tespit etmek amacıyla avcılık faaliyetlerini izlemek, gözlemlemek ve sürü tespiti için 

hava aracı kullanılması dâhil görülen ihlalleri raporlamak. 

d. Av bölgesinde faaliyet gösteren diğer orkinos av ve taşıma gemilerini belirlemek, 

mümkün olduğunca isim ve ICCAT Kayıt numaralarını tespit ederek, tarih ve konum 

bilgisi ile birlikte raporlamak. 

e. Taşıma gemisinde görev alan Milli Gözlemci tarafından, iki taşıma gemisi /taşıma 

kafesi arasında orkinos hareketini içeren müteakip bir transfer işlemi sırasında aşağıdaki 

görevleri yürütür: 

- Transfer edilen balık adedini tahmin etmek için gecikmeksizin ilgili transferin 

video görüntülerini analiz eder, 

- Gözlemcisi tarafından tahmin edilen balık adedi ve transferi yapan 

(donör/verici) taşıma gemisinin kaptanı tarafından ITD'de rapor edilen 

karşılık gelen sayı da dahil olmak üzere, tespit ettiği bulguları doğrudan 

Bakanlığa iletir, 

- Video görüntüsü ve belge üzerindeki analizinin sonuçlarını, Bakanlığa 

sunulacak gözlemci raporuna dâhil eder. 

f. Gözlemci, (canlı orkinos) taşıma seferi sırasında ölü olarak gözlemlenen tüm mavi 

yüzgeçli orkinosları da gözlemci raporuna kaydeder ve gereken bildirimi sağlar. 

g. ICCAT koruma ve yönetim tedbirlerine aykırılık teşkil edebilecek avcılık veya 

taşımacılık faaliyetinde bulunan civardaki gemileri de gözlemleyerek kaydeder. 

h. Orkinos taşıma seferi sonunda tanzim edilecek raporu gecikmeden hazırlayarak, 

Bakanlığa en kısa sürede ulaştırmak üzere gerekli çalışmayı yapar. 
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i. Milli Gözlemci, SCRS tavsiyelerine dayanarak, ICCAT’ın ihtiyaç duyduğu gerekli 

diğer verilerin toplanmasına yönelik çalışmalar da yürütecektir. 

3. Taşıma Gemisi Sahibi/Donatanı veya Kaptanın Sorumlulukları 

a. Gözlemcilerin gemideki kafes, avcılık ve/veya transfer işlemlerine ilişkin bilgi ve 

belgeler ile işini yapmak için ihtiyaç duyacağı gerekli ekipmanlara erişimine müsaade 

edecektir. 

b. Gözlemci tarafından talep edildiğinde, gemide bulunan donanıma, iletişim araçlarına 

erişim izni verecektir. 

c. Gözlemciye görevi süresince beslenme, barınma/konaklama ve sağlık imkânlarını, 

zabitan seviyesinde  sağlayacaktır. 

d. Gözlemciye görevini yerine getirebilmesi için gerekli mekân ve imkânı sağlayacaktır. 

e. Görevi boyunca gözlemciye mani olmayacak, etkilemeye yönelik teşebbüste 

bulunmayacaktır. 
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Ek-6 

 

ICCAT Bölgesel Gözlemci Programı ve Milli Gözlemci Programı Kapsamında Görev İcra 

Eden Gözlemcilerin Sağlık ve Güvenliklerinin Korunması: Acil Durum Eylem Planı 

 

Amaç ve Kapsam 

Bu Plan, ICCAT Bölgesel Gözlemci Programı (ROP-BFT) ve Milli Gözlemci Programı 

kapsamında görev icra eden bir gözlemcinin hayatını kaybetmesi, denizde kaybolması, sağlık ve 

güvenliğini tehdit eden ciddi bir hastalık veya yaralanma geçirmesi halinde, ayrıca, bir gözlemcinin 

görevi esnasında saldırıya uğraması, tehdit edilerek gözünün korkutulması, tacize uğraması 

durumunda balıkçı gemisi sahibi / donatanı / gemi kaptanı tarafından izlenecek prosedürler ve 

acilen alınması gereken önlem ve eylemleri belirler. 

Acil Durum Uygulama Prosedürleri  

ICCAT Bölgesel Gözlemcileri ve / veya Milli Gözlemcileri taşıyan balıkçı gemisi sahibi / 

donatanı / gemi kaptanı tarafından bu Plan’ın amaç ve kapsamı doğrultusunda 01 Ocak 2023 

tarihinden itibaren izlenecek prosedürler aşağıda sıralanmaktadır. 

1) Bir gözlemcinin hayatını kaybetmesi, kaybolması veya denize düştüğünün anlaşılması 

durumunda, balıkçı gemisinin kaptanı tarafından; 

a) Tüm balıkçılık (avcılık, taşımacılık, vb.) operasyonu derhal durdurulacaktır, 

b) Olayın derhal Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Ankara, +90 312 416 4800 / +90 312 416 4804), Tarım ve Orman Bakanlığı’na 

(Bakanlık; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara) ve gözlemciyi görevlendiren 

kuruluşa bildirimi sağlanacaktır, 

c) Gözlemcinin kaybolması veya denize düştüğünün anlaşılması halinde, derhal arama ve 

kurtarma faaliyeti başlatılacaktır. Bakanlık tarafından arama faaliyetine devam edilmesi yönünde 

talimat gelmez veya gözlemci daha erken bir sürede bulunamaz ise, arama faaliyeti en az 72 saat 

sürecince devam ettirilecektir. Bakanlık tarafından, mücbir sebepler halinde gemilerinin arama 

kurtarma faaliyetlerini 72 saat geçmeden durdurmasına izin verilebilir, 

ç) Mevcut tüm iletişim araçları kullanılarak civarda bulunan diğer gemilerin de haberdar 

edilmesi sağlanacaktır, 

d) Başlatılacak tüm arama ve kurtarma operasyonlarında gereken işbirliği tam olarak 

sergilenecektir, 

e) Gözlemciyi arama faaliyeti başarıyla sonuçlansın veya sonuçlanmasın, vaka ile ilgili 

tahkikat ve inceleme yürütülmek üzere, derhal Bakanlık ve gözlemci sağlayıcı kuruluş tarafından 

kararlaştırılan en yakın limana geri dönüş yapılacaktır, 

f) Bakanlığa, varsa diğer bayrak Devleti makamlarına (gözlemci / geminin farklı 

ülkelerden olduğu hallerde) ve gözlemciyi görevlendiren kuruluşa sunulmak üzere, olay hakkında 

ivedilikle bir rapor düzenlenecektir, 

g) Olaya ilişkin yürütülecek tüm resmi soruşturmalarda gereken işbirliği sağlanacak, 

muhtemel kanıtlar, ölen veya kaybolan gözlemcinin kişisel eşyaları ve yaşam alanı olduğu gibi 

muhafaza edilecektir. 

2) Bir gözlemcinin görevini icra ederken hayatını kaybetmesi durumunda, naaşı balıkçı 

gemisi kaptanı tarafından otopsi ve soruşturma amacıyla uygun şekilde muhafaza edilecektir. 

3) Bir gözlemcinin sağlık veya güvenliğini tehdit eden ciddi bir hastalık veya yaralanmadan 

ötürü olumsuz etkilenmesi durumunda, balıkçı gemisinin kaptanı tarafından; 

a) Tüm balıkçılık (avcılık, taşımacılık, vb.) operasyonu derhal durdurulacaktır, 

b) Tıbbi bir tahliye durumunun gerekli olup olmadığı derhal Bakanlığa, gözlemciyi 

görevlendiren kuruluşa ve ilgili Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilecektir, 
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c) Gözlemciye sağlık durumunu idame ettirmek üzere bakmak ve gemide mevcut her türlü 

tıbbi tedaviyi sağlamak için gerekli tüm makul önlemler alınacaktır, 

ç)Gerekli olduğu durumda, Bakanlık tarafından henüz herhangi bir yönlendirme 

yapılmadıysa, gözlemci sağlayıcı kuruluşun yönlendirmesi de dikkate alınarak, gözlemcinin 

mümkün olan en kısa sürede gerekli tıbbi bakımı alabileceği uygun donanıma sahip medikal bir 

tesise nakledilmesi kolaylaştırılacaktır, 

d) Hastalık veya yaralanma nedeniyle ilişkili yürütülecek tüm inceleme ve resmi 

soruşturmalarda gerekli işbirliği tam olarak sergilenecektir. 

4) Yukarıda verilen 1, 2 ve 3’üncü paragrafların amaçları doğrultusunda, balıkçı gemisi 

sahibi / donatanı / gemi kaptanı tarafından; ilgili Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon 

Merkezi’nin, gözlemci sağlayıcı kuruluşun ve ICCAT İcra Sekretaryası’nın gerçekleşen olay 

hakkında, yaşanan duruma çözüm bulmak üzere kaptan / gemi mürettebatı tarafından yapılan / 

yapılacak tüm işlem ve uygulamalar hakkında, ayrıca, gerek duyulan ilave yardımlar hususunda 

derhal haberdar edilmeleri sağlanacaktır. 

5) Bir gözlemcinin sağlık ve güvenliği tehlikeye girecek şekilde saldırıya uğradığına, tehdit 

edilerek gözü korkutulduğuna veya tacize uğradığına inanmak üzere makul gerekçelerin bulunması 

halinde; gözlemci veya gözlemci sağlayan kuruluşun Bakanlığa gözlemcinin gemiden geri alınması 

yönündeki isteği bildirildiği takdirde, balıkçı gemisinin kaptanı tarafından; 

a) Gözlemcinin can ve mal güvenliğini sağlamak, gemideki durumu yatıştırmak ve çözüme 

kavuşturmak üzere derhal harekete geçilecektir, 

b) Bakanlık ve gözlemci görevlendirmesi yapan kuruluşa en kısa sürede gözlemcinin 

durumu ve konumu içeren bir bildirim yapılacaktır, 

c) Gözlemcinin ihtiyaç duyabileceği tıbbi tedaviye erişimi kolaylaştıracak şekilde, 

Bakanlık ve gözlemci sağlayıcı kuruluş tarafından mutabık kalınan bir şekilde ve yerde güvenli bir 

şekilde karaya çıkarılması kolaylaştırılacaktır, 

ç) Olaya ilişkin yürütülecek tüm resmi soruşturmalarda gereken işbirliği tam olarak 

sağlanacaktır. 

6) Bir gözlemcinin sağlık ve güvenliği tehlikeye girecek şekilde saldırıya uğradığına, tehdit 

edilerek gözü korkutulduğuna ya da tacize uğradığına inanmak için makul gerekçelerin bulunması 

halinde; buna karşın, ne gözlemci ne de gözlemci sağlayan kuruluşun Bakanlığa gözlemcinin 

gemiden alınarak uzaklaştırılması yönünde herhangi bir istekte bulunmadığı durumlarda, balıkçı 

gemisinin kaptanı tarafından; 

a) Gözlemcinin can ve mal güvenliğini korumak, gemideki durumu yatıştırmak ve çözüme 

kavuşturmak üzere derhal harekete geçilecektir, 

b) Bakanlığa (ya da farklı ülkeden gemi / gözlemci durumu söz konusuysa ilgili diğer 

bayrak ülke yetkili kurumuna) ve gözlemci sağlayıcı kuruluşa en kısa sürede yaşanılan durum 

hakkında bildirim yapılması sağlanacaktır, 

c) Olaya ilişkin yürütülecek tüm resmi soruşturmalarda gereken işbirliği tam olarak 

sağlanacaktır. 

7) Yabancı bayraklı balıkçı gemileri ve gözlemciler söz konusu olduğunda, 1 inci , 2 nci , 

3 üncü , 4 üncü ve 5 inci paragraflarda belirtilen olaylardan herhangi birisi meydana geldiğinde; 

Bakanlık tarafından, diğer ülke balıkçı gemilerinin ülkemiz limanlarına erişimiyle ilgili geçerli 

kural ve düzenlemelere aykırı düşmeyecek şekilde, ilgili bayrak ülkeden talep gelmesi halinde, 

yabancı bayraklı bir balıkçı gemisinin taşıdığı gözlemcisini indirmek üzere Bakanlıkça 

belirlenecek bir limana erişim sağlamasına izin verebilir. 

8) Bir gözlemcinin görevini tamamlayarak balıkçı gemisinden ayrılmasını müteakip, 

gözlemci sağlayıcı kuruluş tarafından yapılacak görev değerlendirme süreci (debriefing) toplantısı 

esnasında, balıkçı gemisinde iken gözlemciye herhangi bir saldırı veya taciz içeren muhtemel ve 

önceden rapor edilmemiş/edilememiş bir olayın ortaya çıkması halinde, bu durum gözlemci 
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görevlendirmesini yapan kuruluş tarafından Bakanlığa ve ICCAT İcra Sekreterliğine yazıyla 

bildirilecektir. 

9) Paragraf 5b, 6b veya 8’de verildiği üzere şayet bir gözlemci saldırıya uğradığı veya taciz 

edilmiş edildiği durumlarda Bakanlık; 

a) Gözlemci sağlayıcı kuruluş tarafından sağlanan bilgilere dayalı olarak olayı soruşturur 

ve tahkikat sonuçlarına göre konu gemi/gemilerin özel avcılık faaliyeti izinlerinin askıya alınması 

ve belirli süreyle feshedilmesi de dahil olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde uygun göreceği 

işlem ve/veya yaptırımları uygular, 

b) Tahkikat raporunu gözlemci görevlendirmesini yapan kuruluş ve olayla ilgili diğer 

makamlarla paylaşmak da dahil olmak üzere, gözlemci sağlayıcı kuruluş tarafından yürütülen bir 

inceleme sürecine yönelik gerekli işbirliğini sergiler, 

c) Yürütülen soruşturmanın sonuçları ve alınan tüm tedbirler hakkında, gerek gözlemci 

sağlayıcı kuruluşa gerekse ICCAT İcra Sekreterliğine en kısa sürede bilgi verir. 

10) Bakanlık, bir gözlemciye yönelik herhangi bir arama ve kurtarma operasyonuna 

mümkün olan en geniş ölçüde katılım sağlanmasını teşvik etmek üzere, civarda bulunan başka 

gemilere çağrıda bulunmak/bulundurtmak suretiyle gerekli göreceği tüm tedbirleri alır. 

11) Bakanlık, herhangi bir soruşturmanın neticelendirmesini kolaylaştırmak maksadıyla; 

talep edildiğinde 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı paragraflarda belirtilen herhangi bir 

olay için tanzim edilen raporları paylaşmak da dâhil olmak üzere, karşılıklı olarak yürütülen 

incelemelerde gözlemci görevlendirmesi yapan kuruluşlarla uygun göreceği şekilde işbirliği 

yapabilir. 
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Ek-7  
 

ICCAT Uluslararası Müşterek Denetim Programı ve Deniz Denetimleri 
 

I. Ciddi İhlaller 

1) Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından kabul edilen 

mavi yüzgeçli orkinos koruma ve yönetim önlemlerine aykırılık teşkil eden hususlar aşağıda 

sıralanmıştır:   

 a) Yetkili Makamlarca düzenlenmiş bir lisans, ruhsat veya yetki olmadan balık avlanması,  

 b) Komisyon'un bildirim ve raporlama şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen avlanma veya 

bununla ilgili verilerin kayıtlarının yeterli bir şekilde tutulmaması veya avlanma veya bununla 

ilgili verilerin önemli ölçüde yanlış şekilde beyan edilmesi,   

 c) Avcılığa kapalı alanda avlanma,   

 ç) Avcılığa kapalı dönemde avlanma,   

 d) ICCAT tarafından alınmış bütün ilgili koruma ve yönetim önlemine aykırı olarak türlerin 

güvertede bulundurulması, muhafaza edilmesi,  

 e) ICCAT kuralları uyarınca yürürlükte bulunan avlanma sınırları veya kotalarının ihlal 

edilmesi;  

 f) Yasaklanmış avlanma araçlarının kullanılması,  

 g) Balıkçı gemisinin işaretleri, adı veya tescil numarasının sahtecilik yoluyla değiştirilmesi veya 

kasıtlı olarak gizlenmesi,  

 ğ) Bir ihlalin soruşturulması ile ilgili kanıtların gizlenmesi, değiştirilmesi veya bertaraf edilmesi, 

 h) Hepsi birlikte değerlendirildiğinde, yürürlükte bulunan ICCAT koruma önlemlerine ciddi bir 

şekilde aykırılık oluşturan birden fazla ihlal durumu,   

 ı) Yetkili bir denetçi veya gözlemciye saldırılması, karşı konulması, korkutulması, taciz 

edilmesi, müdahale edilmesi veya uygun olmayan bir şekilde engellenmesi veya geciktirilmesi,  

 i) Gemi izleme sisteminin kasıtlı olarak devre dışı bırakılması veya tahrif edilmesi,   

 j) Gözlem uçakların yardımı ile balık avlanması,  

k) ICCAT tarafından belirlenecek ve yayımlanacak başka aykırılıklar,  

 l) Geminin VMS sistemi olmadan kullanılması ve/veya uydu izleme sistemine müdahale 

edilmesi,   

 m) ICCAT Transfer Beyannamesi (ITD) olmadan transfer operasyonunun gerçekleştirilmesi; 

n) Denizde bir gemiden başka bir gemiye mavi yüzgeçli orkinos aktarılması.    

2)  Yetkili denetçilerin bir balıkçı gemisine çıkmaları ve denetim sırasında 1. paragrafta belirtilen 

ciddi bir ihlal oluşturacak herhangi bir faaliyet ya da durumu gözlemlemeleri halinde, 

denetlenen geminin bayrak ülkesinin makamları, doğrudan veya ICCAT Sekreterliği aracılığı 

ile balıkçı gemisinin bayrak ülkesine derhal bildirimde bulunacaklardır. Bu tür durumlarda 

denetçiler, ayrıca, yakında bulunduğu bilinen balıkçı gemisinin bayrak Ülkesinin denetim 

gemisine de bilgi vereceklerdir.     

3) ICCAT denetçileri yaptıkları denetimleri ve tespit edilen ihlalleri (varsa) balıkçı gemisi seyir 

defterinde ve elektronik seyir defterine kaydedeceklerdir.  

4)  Bayrak ülkesi yetkili makamı, 2. Paragrafta belirtilen ve ciddi ihlal içeren denetimden sonra, 

ilgili balıkçı gemisinin bütün balıkçılık faaliyetlerine son vermesini sağlayacaktır. Bayrak ülke 

yetkili makamı, balıkçı gemisinin 72 saat içinde kendisi tarafından belirtilen ve bir 

soruşturmanın başlatılacağı bir limana gitmesini talep edecektir.    
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II. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi  

1)  Denetim faaliyetleri yürütecek gemiler, ICCAT tarafından sağlanan bir örneği aşağıda verilen 

özel “ICCAT bayrak veya flaması” taşıyacaklardır. Denetim için yetkilendirilmiş denetçiler ise 

bir örneği aşağıda verilen “ICCAT kimlik formu” taşırlar.  

 

ICCAT Flaması (Model)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICCAT Kimlik Formu (Model)  

 

2) Fiilen balıkçılık faaliyetinde bulunmayan bir balıkçı gemisi, ICCAT flamasını taşıyan ve bir 

denetçinin bulunduğu bir gemi tarafından Uluslararası İşaret/Çağrı Kodu'na göre uygun işaret 

verildiğinde derhal duracaktır. Geminin fiilen balıkçılık faaliyetlerinde bulunması halinde ise 

gemi, bu faaliyetler sona erdiğinde derhal duracaktır.  

3) Gemi sahip/donatanı veya kaptanı, denetim ekibinin güverteye çıkmasına izin verecek ve bu 

amaçla denetim ekibinin geminin güvertesine  güvenle çıkabilmesi için IMO A.889 (21) Sayılı 

Karara uygun bir merdiven temin edecektir. Gemi sahip/donatanı, kaptan veya mürettebat, 

denetim ekibinin, denetlenen geminin bayrak Ülkesi ile ilgili olarak yürürlükte bulunan ICCAT 

Komisyonu tavsiye kararlarına uygunluğun doğrulanması için, denetçinin gerekli göreceği av 

gereci, donanım, avlanan balık türleri dâhil her türlü ilgili belgeyi incelemesi için imkân 

sağlayacaktır. Bir denetçi, ayrıca gerekli gördüğü her türlü açıklamayı talep edebilecektir.    

5)  Denetçiler gemiye çıktıklarında, ICCAT kimlik belgelerini göstereceklerdir. Denetçiler, 
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denetlenen gemi ve mürettebatının güvenliği ile ilgili genel olarak kabul edilmiş uluslararası 

yönetmeliklere, usullere ve uygulamalara riayet edecekler ve avcılık faaliyetlerine ve ürünlerin 

depolanmasına asgari ölçüde müdahalede bulunacaklar ve mümkün olduğu ölçüde gemide 

bulunan avlanmış balıkların kalitesini olumsuz etkileyecek her türlü işlemden kaçınacaklardır.  

6)  Denetçiler incelemelerini ilgili geminin bayrak ülkesi ile ilgili olarak yürürlükte bulunan 

ICCAT Komisyonu'nun tavsiye kararlarına uyulduğunun belirlenmesi ile sınırlandıracaklardır. 

Denetçiler denetimi yaparken, balıkçı gemisinin kaptanından, gerekli görebilecekleri her türlü 

yardımı talep edebilirler. Denetçiler, denetimle ilgili olarak ICCAT Komisyonu tarafından 

belirlenen içeriğe uygun bir rapor düzenleyeceklerdir. Denetçiler, raporu uygun olduğunu 

düşünebileceği her türlü gözlemi rapora ekleme hakkına sahip olan ve bu gözlemleri 

imzalaması gereken gemi kaptanının yanında raporu düzenleyerek imzalayacaklardır.   

7) Raporun kopyaları, geminin kaptanına ve denetim ekibinin bağlı olduğu yetkili makamlara 

verilecektir. Denetim ekibinin yetkili makamları, düzenlenen raporun kopyalarını, denetlenen 

geminin bayrak ülkesinin ilgili makamlarına ve ICCAT Komisyonu'na ileteceklerdir. ICCAT 

tavsiye kararlarına uyulmadığının ortaya çıkarılması halinde Denetçi, mümkün olduğu 

takdirde, balıkçı gemisinin bayrak Ülkesinin yakında olduğu bilinen herhangi bir denetim 

gemisine de bilgi verecektir. 

8) ICCAT Denetçilerine karşı konulması veya denetim kapsamında verilecek talimatlara 

uyulmaması, ilgili balıkçılığa konu olan türlerin pazarlanmasına yönelik yaptırımların yanı sıra, 

iç mevzuat hükümlerinde yer alan, benzer tutum ve davranışlar karşılığı uygulanacak işlem ve 

yaptırımlarla sonuçlanacaktır.    

9)  Denetçiler, kullanılmakta olan veya gemide bulunan bütün avcılık araçlarını teftiş etme 

yetkisine sahiptir. Avlanma araçları, denetimin yapıldığı bölge için yürürlükte olan 

düzenlemelere uygun olarak denetlenecektir. Denetçiler, denetimin gerçekleştirildiği alt bölgeyi 

ve belirlenen her türlü ihlalin bir tanımını ICCAT denetim raporunda açıklayacaklardır. 

Denetçiler, ilgili geminin bayrak ülkesi ile ilgili olarak yürürlükte bulunan ICCAT 

Komisyonu'nun tavsiye kararlarına aykırı olduğu anlaşılan, denetlenmiş her türlü av gerecine 

ICCAT Komisyonu tarafından temin edilen bir “kimlik belirleme işareti /markalama” 

yapıştıracaklar ve bunu raporlarına kaydedeceklerdir.  

10) Denetçi, kendi görüşüne göre yürürlükte bulunan düzenlemeye uygun olmayan hususları 

sergileyecek şekilde, gerekli gördüğü araçların, donanımın, belgelerin veya başka bir unsurun 

fotoğrafını çekebilir. Bu durumda fotoğrafları çekilen nesneler, raporda belirtilmeli ve 

fotoğrafların kopyaları, bayrak ülkesinin raporunun kopyasına eklenmelidir.   

11)  Denetçiler, gerekli görülmesi halinde, ICCAT tavsiye kararlarına uygunluğun belirlenmesi 

amacıyla gemide bulunan bütün avlanmış ürünleri kontrol ederek denetleyebilirler.   
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Ek-8  
 

Denizlerde, Karaya Çıkış Noktalarında, Satış Yerlerinde ve Orkinos Besicilik Tesislerinde 

Yapılacak Kontrol ve Denetimler 

1) Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca, Bakanlık ve/veya ilgili diğer kurumlar 

tarafından denizlerde, karaya çıkış noktalarında, satış yerlerinde ve orkinos besicilik 

tesislerinde, orkinos avcılık-besicilik sezonu süresince, faaliyetlerin yoğunlaştığı bölge ve 

noktaları esas alan risk analizine dayalı düzenli denetimler icra edilir.  

2) Denizlerde yapılacak ICCAT denetimleri ve rutin denetimlerde yararlanılmak üzere, balıkçı 

gemilerinde işletimi zorunlu olan gemi izleme sistemi (VMS) üzerinden temin edilen konum 

bilgileri, Bakanlık ve Sahil Güvenlik Harekât Merkezi / Bölge Harekât Merkezleri’nce düzenli 

olarak izlenebilir. Denetim faaliyetleri orkinos avcılık ve taşımacılık faaliyetleri süresince 

karasularımız yanında, Ege ve Akdeniz’in uluslararası sularını da kapsayabilir.  

3) Orkinos besicilik tesislerinde yürütülen faaliyetler de Bakanlıkça izleme, denetim ve kontrole 

tabi tutulacaktır. Çiftliklerde yapılacak denetim ve kontroller genel olarak 3’er aylık 

dönemlerde, özel olarak da her bir kafese alma işlemi, çiftlik içi veya çiftlikler arası transfer 

işlemleri ve çiftliklerden orkinos hasat işlemleri esasına göre icra edilir. Bakanlık tarafından yıl 

boyunca yapılacak denetimler her bir tesis için ve risk esaslı değerlendirme dikkate alınarak 

planlanır. Çiftlik kafeslerine orkinos transferi için kullanılan konvansiyonel ve stereoskopik 

kamera sistemlerinden elde edilen sonuçlar, Bakanlıkça, “kota alımını” (quota uptake) kontrol 

etmek için kullanılır.  

4) Orkinos besicilik tesislerinde yürütülecek “rastgele kontrol transferi işlemleri”, risk 

değerlendirmesi temelinde ve Madde 14(5) ile ek-23/1 ve ek-23/2’de belirtilen esaslar 

doğrultusunda gerçekleştirilir. Rastgele kontroller, her bir çiftlikteki kafes sayısının %10'u 

kapsar ve Bakanlık envanterinde bulunan güncel çiftlik vaziyet planları, kafes numaraları, 

mühür numaraları, ITD, ICCAT Kafese Alma Deklarasyonu (ICD) ve eBCD belgelerinde yer 

alan bilgilerin, kontrol ve denetim bulgularıyla çapraz kontrolü sağlanır.  

5) Bakanlıkça geliştirilen ve Madde 14(2)e), ek-15/2 ve ek-19’da belirtilen taşıma ve çiftlik 

kafeslerinin mühürlenme işlemleri Bakanlıkça kontrol edilir, kafese alma işlemlerinin 

tamamlanmasını müteakip tüm çiftlik kafeslerinin Bakanlıkça onay verilecek sonraki işleme 

kadar balık giriş ve çıkışını önleyen resmi mühürler ile kapalı tutulmaları sağlanır.  

6) Çiftliklerde önceki yıllardan kalan ve hasat edilmeyen orkinosların devir işlemleri neticesinde, 

her bir orkinos besicilik tesisinde mevcut bulunan kafesler ve içeriklerinde mevcut orkinos adet 

ve miktarları çiftlik işletmecileri tarafından Bakanlığa ibraz edilir. Bu bilgilerin kontrolü, 

Bakanlıkça, Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) / SÜBİS ve eBCD yazılımı üzerinden yapılır. 

7) Orkinos transfer ve kafese alma işlemleri esnasında alınan video görüntüleri, bu Talimat ile şart 

koşulan asgari standartları karşılamıyorsa, transferi yapan gemi/çiftlik işletmecisi tarafından, 

yeterli kalite temin edilene kadar, öncelikle gönüllü transfer(ler) yapılması sağlanır. Transfer 

edilen balık sayısının gönüllü transferler suretiyle tahmin edilememesi durumunda, Bakanlıkça 

belirlenecek bir zaman ve mevkide, gemi/çiftlik işletmecisinden ayrı bir “zorunlu kontrol 

transferi” gerçekleştirmesi talep edilir. 

8) Bakanlıkça, kafese alma işlemlerinin uygulanmasına dair bir “ulusal kafese alma programı” 

yürütülür. Bu çerçevede, transfer ve kafese alma sonunda su altı kontrol kameraları ile 

kaydedilen görüntüler Bakanlıkça bir analize tabi tutulur. Bu analiz, stereoskopik kamera 

sistemleri ile tespit edilen balık boyu-ağırlığı bilgilerinin, SCRS tarafından istenilen algoritma 

sınırlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesini de kapsayabilir. 

9) Orkinos besicilik tesislerinde geçerli olacak toplam yetiş kapasitesi ile her bir tesis için kafese 

alınabilecek yıllık canlı orkinos miktarı, Bakanlık ve ICCAT kayıtlarında yer alan en yüksek 

değerleri aşamaz. 
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Ek-9 

 

 

ÖLÜ ORKİNOS BALIKLARINI  

KARAYA ÇIKARMA VE GEMİDEN GEMİYE AKTARMA LİMANLARI 

 

             

İLİ LİMANI 

 

ADANA Karataş Balıkçı Barınağı 

 

ANTALYA Antalya Balıkçı Barınağı, Gazipaşa Balıkçı Barınağı   

 

MERSİN Erdemli Balıkçı Barınağı 

 

HATAY Çevlik Balıkçı Barınağı 

 

ÇANAKKALE Gülpınar Balıkçı Barınağı 

 

İSTANBUL  Gürpınar Balıkçı Barınağı, Tuzla Balıkçı Barınağı 

 

İZMİR Karaburun Balıkçı Barınağı 
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Ek-11 

GÜNLÜK AV BİLDİRİM RAPORU                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Koordinat  

Gemi 

ICCAT 

Numarası 

Gemi Adı Av Tarihi 
eBCD 

Numarası  

ICCAT 

Transfer 

Beyan 

Numarası 

Mavi 

yüzgeçli 

orkinos  

Seyir 

defteri no 

Yakalanan Av/Tutulan Balık Ortak Balıkçılık 

Faaliyeti Halinde 

Atfedilen Ağırlık 

(kg) 

Ağırlık 

(kg) 

Parça 

Sayısı/Adet 

Ortalama 

Ağırlık 
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Ek-12 

ICCAT HAFTALIK AV BİLDİRİM RAPORU 

 

 

Bayrak  

Ülke 

ICCAT 

Numarası 
Gemi Adı 

Rapor 

Başlangıç  

Tarihi 

Rapor Bitiş  

Tarihi  

Rapor 

Süresi  

(Gün) 

Av 

Tarihi 

Yakalanan Av/Tutulan Balık Ortak Balıkçılık 

Faaliyeti Halinde 

Atfedilen Ağırlık 

(kg) 

Ağırlık 

(kg) 

Parça 

Sayısı/Adet 

Ortalama 

Ağırlık 
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Ek-13/1 

MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS SEYİR DEFTERİ / GEMİ JURNALİ KAYITLARI  

A- AV GEMİLERİ 

Seyir defterleri için asgari özellikler: 

1. Seyir defteri sayfası her gün (gece yarısı) veya limana varmadan önce doldurulmalıdır. 

2. Seyir defteri sayfası denizde denetim durumunda doldurulmalıdır. 

3. Av gemileri için seyir defteri sayfasının bir nüshası gemide kalacaktır. Bir nüshası orkinosu taşıyan 

gemi kaptanına teslim edilecektir. 

Seyir defterlerinde yazılı olması gereken bilgiler: 

1. Kaptanın adı ve adresi 

2. Hareket tarihi ve limanı, varış tarihi ve limanı(mümkünse) 

3. Gemi adı, ruhsat numarası, ICCAT numarası, telsiz çağrı kodu ve IMO numarası (varsa). Ortak 

balıkçılık faaliyetlerinde, bu faaliyette yer alan bütün gemilerin adları, ruhsat numaraları, ICCAT 

numaraları ve IMO numaraları (varsa). 

4. Avlanma aracı: 

a) FAO tür kodu 

b) Boyutları (uzunluk, ağ gözü büyüklüğü, olta sayısı …) 

5. Denizde günde bir hat (asgari) sefer içeren faaliyetler aşağıdakileri sağlayacaktır: 

a) Faaliyet (avlanma, seyir halinde) 

b) Konum: her bir avlanma faaliyeti için veya gün boyu hiçbir avlanma yapılmamışsa günlük kesin 

konumlar (derece ve dakika olarak) öğle zamanı kayıt altın alınmalıdır. 

c) Avlanma gemileri için boş seferler içinde kayıt yapılmalıdır. 

ç) Aşağıdaki bilgileri de içeren avlanma kayıtları 

1. FAO koduyla 

2. Günlük olarak kg cinsinden yuvarlak ağırlık (RWT) 

3. Günlük adet sayısı 

6. Kaptanın imzası 

7. Gözlemcinin imzası (varsa) 

8. Ağırlık ölçüm araçları: (tahmin, bordada ağırlık ölçümü ve sayım.) 

9. Seyir defteri balıkların canlı ağırlıklarına denk olarak tutulur ve değerlendirmede kullanılan çevirim 

faktörlerini belirtir. 

10. Canlı yakalanan balık miktarı ile ölü balık miktarı yazılacaktır. 

Seyir Defterlerinde karaya çıkarma durumunda gemiden gemiye aktarma konusunda asgari 

bilgiler: 

1. Karaya çıkarma/gemiden gemiye aktarma/aktarma tarihleri ve liman 

2. Ürünler 

a) İşlenme şekli 

b) Balık veya kutuların sayısı ve kg olarak miktar 

3. Kaptan veya Gemi Acentesinin İmzası 

4. Gemiden gemiye aktarma durumunda taşıyıcı geminin adı, bayrağı ve ICCAT numarası 

Seyir Defterlerinde kafeslere transfer durumunda asgari bilgiler: 

1. Transfer operasyonunun tarih, saat ve lokasyonu (enlem/boylam)  

2. FAO koduyla ürün tanımları 

3. Taşıma gemisinin adı, bayrağı ve ICCAT numarası 
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4. Transferin yapılacağı yetiştirme çiftliğinin adı ve ICCAT numarası 

5. Ortak avcılık operasyonlarında, madde 1-4’te belirtilen bilgilere ilave olarak gemi kaptanı aşağıdaki 

bilgileri kayıt edecektir. 

a) Kafeslere transfer yapan av gemisiyle ilgili olarak; 

1) Gemiye alınan avın miktarı 

2) Bireysel kota çerçevesinde sayılan toplam av miktarı 

3) Ortak avcılık operasyonuna katılan diğer av gemilerinin adı 

b) Transfer operasyonuna dahil olmayan diğer avlanma gemileriyle ilgili olarak; 

1) Ortak avcılık operasyona katılan diğer gemilerin adı, uluslararası telsiz çağrı kodu ve ICCAT 

numaraları 

2) Herhangi bir avın gemiye alınmadığı yada kafeslere transfer edilmediği bilgisi 

3) Bireysel kotaları çerçevesinde sayılan toplam av miktarı 

4) a) bendiyle ilgili olarak avlanma gemisinin adı ve ICCAT numarası 

B- TAŞIMA GEMİLERİ 

1. Taşıma gemilerinin kaptanları seyir defterlerinde ve elektronik seyir defterlerinde , seyir defteri yoksa 

gemi jurnallerinde tarih, saat, transferin yeri, transfer miktarı (balık sayısı ve kg cinsinden ağırlığı) 

kafes sayısı, avlanma gemisinin adı, bayrağı ve ICCAT numarası, operasyona dâhil olan diğer 

gemilerin adları ve ICCAT numaraları, transferin yapılacağı yetiştirme çiftliğinin adı ve ICCAT 

numarası ve ICCAT Transfer Beyanı numarası. 

2. Gemilere yapılacak ilave aktarımlar yada diğer taşıma gemilerin varlığında,  1. Maddede belirtilen 

bilgilerle birlikte, ilave olarak taşıma geminin adı, bayrağı, ICCAT numarası ve ICCAT Transfer 

Beyanı numarası kaydedilecektir. 

3. Günlük seyir defterinde ve elektronik seyir defterlerinde avlanma sezonunda yürütülen bütün transfer 

operasyonlarının ayrıntıları yer alacaktır. Günlük seyir defteri ve elektronik seyir defteri (ya da gemi 

jurnaline) gemide muhafaza edilecek, kontrol ve denetim süreçlerinde erişilebilir kılınacaktır. 

C- DESTEK GEMİLERİ 

1. Destek gemisi kaptanları, günlük aktivitelerini tarih, saat ve koordinatlarını seyir defterlerinde ile 

elektronik seyir defterine, seyir defteri yoksa gemi jurnallerinde yazacaktır. 

2. Seyir defterleri, elektronik seyir defteri ya da gemi jurnalleri avcılık/taşıma sezonu süresince gemide 

muhafaza edilecek, kontrol ve denetim süreçlerinde erişilebilir kılınacaktır. 

Ç- ÇİFTLİK YARDIMCI GEMİLERİ 

1. Yardımcı gemi kaptanları, günlük aktivitelerini tarih, saat ve koordinat, gemiye alınan hasat edilmiş 

orkinos miktarı ve orkinosun alındığı besicilik çiftliğinin adını yazacaktır. 

2. Seyir defteri ile elektronik seyir defteri, seyir defteri yoksa gemi jurnallerinde, avlanma sezonunda 

yürütülen bütün hasat edilmiş orkinos taşıma operasyonlarının ayrıntıları yer alacaktır. Seyir defteri 

elektronik seyir defteri ya da gemi jurnali gemide muhafaza edilecek, kontrol ve denetim süreçlerinde 

erişilebilir kılınacaktır. 
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Ek-13/2 
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Ek-14/1 

 

ORKİNOS BALIKLARININ TRANSFER / KAFESE ALMA OPERASYONLARINDAKİ SU 

ALTI KAMERALARIYLA ÖRNEKLEME YÖNTEMİ 

Genel Uygulama Usulleri: 

Su altı kameraları olarak stereoskopik ve konvansiyonel kameralar kullanılacak olup, bu kameraların 

kullanımına ilişkin iş ve işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.  

1- Orkinos Avcılık Operasyonu Sonrasında Denizde Yapılacak Transferlerde; 

a. Her transferde en az iki konvansiyonel sualtı kamerası kullanılarak, iki değişik açıdan kesintisiz 

video çekimi yapılacaktır. 

b. Balık adedi ve ortalama ağırlık bilgileri, video kayıt görüntülerine ve yapılacak değerlendirmelere 

göre tespit edilecektir. 

c. Bulunan adet ve ortalama ağırlık bilgileri ilgili dokümanlara; Mavi yüzgeçli orkinos seyir defterine 

ve elektronik seyir defterine, internet tabanlı elektronik yazılım sistemine (eBCD), ICCAT Transfer Beyanına 

(ITD) kaydedilecektir. 

ç. Video kayıtlarının saklanması, kopyalarının gözlemcilere verilmesi gibi işlemler bu talimat 

hükümleri ve ICCAT kurallarına göre yapılacaktır. 

d. Video çekiminde dikkat edilecek hususlar; 

1. Görüntü, balıkların sayılmasını sağlayacak kalitede olacak. 

2. Kapının tamamı görünecek, açılış ve  kapanışı da net olarak görülecektir. 

3. Kafesin içi tamamen görüntülenecek. 

4. Transfer bitmeden görüntü durmayacak. 

5. Video görüntüleri ICCAT Bölgesel Gözlemcisine geç teslim edilmeyecek. Operasyon 

tamamlanıp gemi avcılık bölgesinden ayrılmadan teslim edilecek. 

2- Taşıma gemisinden çiftlik kafesine yapılacak transferlerde (kafese alma işleminde); 

a. Kafese alma operasyonu, iyi görüş şartlarında, bir stereoskopik kamera ve en az bir konvansiyonel 

sualtı kamerası ile kesintisiz olarak kaydedilecektir. 

b. Balık adedi bilgisinin tespiti, konvansiyonel kamera kayıt görüntülerine göre yapılacaktır. Tespit 

edilen sonuç denizdeki transfer sonucu ile karşılaştırılacaktır. İki sonuç arasında fark bulunması halinde, 

Bakanlıkça inceleme başlatılabilir. 

c. Ortalama ağırlık bilgisi ise stereoskopik kamera kayıt görüntülerine göre, balık ağırlık/adet 

tespitine yönelik uygun nitelikte bir yazılım kullanılarak yapılacaktır. 

ç. Denizde yapılan transfer esnasında tespit edilmiş olan ortalama ağırlığın %10’unu aşmayan bir 

farklılığın tespit edilmesi halinde, stereoskopik kamera ile elde edilen sonuçlar esas alınacaktır. 

d. Çiftlik kafesine yapılacak transferlerde, kotayı aşan ya da avcılık operasyonu sonrasında yapılan 

transfer esnasında beyan edilen miktarı %10 veya daha fazla aşan bir  balık miktarı farklılığı (fazla/eksik 

balık) tespit edildiği takdirde, Bakanlığın vereceği talimat üzerine, kotayı veya %10’luk farkı  aşan miktar 

balığın doğaya salınması sağlanacaktır. 

f. Stereoskopik kamera ile kafese alma ve ilgili diğer işlemlerde yapılan örnekleme ve ağırlık tespiti 

işlemlerinde, balık boyundan ağırlık hesaplaması, SCRS tarafından kabul edilen en güncel dönüştürme 

formülüne uygun olarak yapılacaktır. Bu maksatla kullanılacak formül ve parametrelere ilişkin bilgiler 

aşağıda verilmiştir; 

RWT = (𝛼 x 10-5)  x (SFL) β 

RWT =  yakalama (bütün) ağırlığı (kg) 

SFL   =  düz çatal boy uzunluğu (cm) 

ALFA (α) ve BETA (β) = Bu değerler, aşağıda verilen çizelge uyarınca, orkinos avcılık operasyonu 

yeri, süresi / dönemine göre seçilecektir. 
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Av Bölgesi Zaman / Avcılık 

Dönemi 

Alfa 

(𝛼) 

Beta 

(β) 
Referans 

 

Adriyatik Denizi Mayıs – Temmuz 3.77278E-05 

 

2.86308  

 

Katavic et.al. (2018) 

Akdeniz Mayıs – Haziran 2.8684E-05  

 

2.9076  

 

Deguara et.al. (2017) 

Fas Atlantik kıyısı Mayıs 3.50801E-05  

 

2.886913883  

 

Rodriguez-Marin et.al. (2016) 

Fas Atlantik kıyısı Haziran 3.50801E-05 

 

2.883091788  

 

Rodriguez-Marin et.al. (2016) 

Portekiz kıyısı Nisan  3.50801E-05  

 

2.879610235  

 

Rodriguez-Marin et.al. (2016) 

Portekiz kıyısı Mayıs 3.50801E-05  

 

2.886913883  

 

Rodriguez-Marin et.al. (2016) 

Portekiz kıyısı Haziran – Ağustos 6.1160E-05  

 

2.7494  

 

Lino et.al. (2021) 

- ICCAT Araştırma ve İstatistikler Daimi Komitesi (SCRS) tarafından, Doğu Atlantik ve Akdeniz’in 

diğer alt-bölgelerine ilişkin sonuçlar yayımlanana kadar yukarıdaki değerler geçerli olacaktır. Fas ve 

Portekiz kıyıları ile Adriyatik dışındaki bölgeler için, Akdeniz’de Mayıs - Haziran döneminde 

avlanarak besicilik kafeslerine alınan orkinoslar için aşağıdaki değerler esas alınır: 

Referans =  Deguara et al. (2017) 

Alfa (α)   =  2.8684E-05 

Beta (β)   =  2.9076 

- Doğu Akdeniz ve Ege dışındaki Akdeniz’in diğer bölgelerinden yakalanan orkinoslar, orkinos besicilik 

tesislerinde bu bölgede yakalanan orkinoslardan farklı taşıma ve çiftlik kafeslerine konulacaktır. 

Kafese alma işleminde kullanılan stereoskopik kamera sistemine, avın gerçekleştiği alt-bölge için, 

SCRS tarafından yayımlanan en güncel algoritma değerleri (α, β)  kullanılacaktır. 

- Bakanlık denetim, kontrol ve izleme faaliyetleri uyarınca, kafese alma işlemini müteakip ağırlık 

hesaplaması yukarıda verilen parametrelere göre yapılacak, farklı alt-bölgelerden yakalanan orkinoslar, 

besicilik işlemleri süresince ayrı kafeslerde tutulacaktır. 

g. Stereoskopik kamera ile yapılan örneklemenin sonuç raporunda, Madde 13(4)ç) bendine uygun 

olarak, aşağıda yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulacaktır; 

- Çiftlik Adı / Farm Name 

- Çiftlik Kafes Numarası / Farm Cage Number 

- eBCD Numarası / eBCD Number 

- Bağlantılı eBCD Bilgileri / Associated eBCD Informations  

Tarih / Date 

eBCD No. ITD No. 

Av Gemisi & 

ICCAT No / 

Catch Vessel & 

ICCAT List No.  

    

    

- Taşıma Gemisi Adı  / Tug Vessel Name 

- Taşıma Gemisi Kafes No  / Tug Vessel Cage No 

- Ülkesi / Flag 

- Stereoskopik Kamera Örneklemi Kayıt Tarihi / Recording Date 

- BCD’nin Balık Adedi / Quantity of BCD (PCS) 

- BCD’nin Toplam Ağırlığı (Kg.) / Total Weight of BCD (KG) 

- BCD’nin Ortalama Ağırlığı (Kg.) / Avarage Weight of BCD (KG) 
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- Stereoskopik Kamera Sistemi Örneklenen Adet / Quantity of Stereoscopic 

Sys. (PCS) 

- Stereoskopik Kamera Sistemi Örneklenen Toplam Ağırlık (Kg.) / Total 

Weight of Stereoscopic Sys. (KG) 

Mukayese Verisi / Comparison Data 

- Formül / Formula 

            [(Stereoscopic Sys. – e-BCD) / Stereoscopic Sys. * 100] 

- Toplam Balık Adedi / Total No of Fish = (yukarıda verilen formüle göre 

hesaplanır) 

- Toplam Balık Ağırlığı / Total Weight = (yukarıda verilen formüle göre 

hesaplanır) 

- Ortalama Ağırlık / Avarage Weight = (yukarıda verilen formüle göre 

hesaplanır) 

Kafese Alma İşleminde Kullanılan Stereoskopik Kamera Sistemi Uygulaması:  

1. Stereoskopik Kamera Sistemlerinin Kullanımı 

Kafese alma operasyonları kapsamında stereoskopik kamera sistemlerinin kullanımı aşağıdaki hükümlere 

göre yapılacaktır: 

i. Boy ölçümü ve ağırlık tespiti için canlı balıklardan numune alma yoğunluğu, kafeste tutulan balık 

sayısının %20'sinden az olamaz. Teknik olarak mümkün olduğunda, canlı balıklardan örnekleme 

yapılması, art arda gelecek şekilde, her beş numuneden (orkinos bireyinden) biri sırasıyla ölçülerek 

yapılır. Yapılacak örnekleme işleminde çiftlik kafesine transfer edilen orkinosların geçişleri, 

kameradan 2 ile 8 metre arasında bir mesafeden ölçülerek kaydedilir. 

ii. Transferin yapılacağı kafes ile balığın konulacağı alıcı kafesini birbirine bağlayan transfer kapısının 

boyutları en çok 8 ila 10 metre genişliğinde ve en çok 8 ila 10 metre yüksekliğinde olacaktır. 

iii. Stereoskopik bireysel uzunluk ölçümlerinin doğrulaması (validasyonu), 2 ve 8 m mesafede bir ölçek 

çubuğu kullanılarak her kafese alma işleminden önce yapılmalıdır. 

iv. Kafesleme işlemi sırasında ölçülen balığın boyut kategorisine göre çatal uzunluğunu ağırlığa 

dönüştürmek için, SCRS tarafından doğadan yakalanan balıklar için boy-ağırlık ilişkisi kullanılarak 

oluşturulan (yukarıdaki Genel Uygulama Usulleri 2(e)’de verilen) en güncel algoritma(lar) 

kullanılacaktır. 

v. Akdeniz’deki ayrı alt-bölgelerden yakalanan orkinosların farklı kafeslerde tutularak, bunlara ait 

kafese alma işlemlerinde kullanılan stereoskopik kamera sistemine SCRS’in ilgili bölge için kabul 

ettiği algoritma esas alınacaktır. Bu kurala halel getirmeksizin, balığın uzunluk ölçümleri çok modlu 

bir dağılım gösterdiğinde (farklı boyutlarda iki veya daha fazla kohort), aynı kafese alma işlemi için 

birden fazla boy-ağırlık dönüştürme algoritması kullanmak mümkün olacaktır. 

vi. Stereoskopik kamera sisteminin teknik özelliklerine özgü olan “ağırlığı belirleme” hata payı, yüzde 

+/- 5 aralığını geçmemelidir (bkz. aşağıda verilen; ek-14/2). 

vii. Stereoskopik programın sonuçlarına ilişkin rapor, örnekleme yoğunluğu, örnekleme metodolojisi, 

kameradan uzaklık, transfer kapısının boyutları ve algoritmalar (uzunluk-ağırlık ilişkisi) dahil olmak 

üzere, yukarıdaki tüm teknik özelliklerle ilgili ayrıntıları içermelidir. 

2. Kafese Alma İşleminin Sonuçları 

Bir kafese alma işlemi veya bir JFO altındaki tüm kafese alma operasyonlarının tamamlanmasında, aşağıdaki 

bilgiler, av gemisinin bayrak ülke yetkili makamına iletilmek üzere çiftlik yetkililerince Bakanlığa iletilir.  

a) stereoskopik kamera sistemiyle ilgili, özellikle aşağıdakileri içerecek bir teknik rapor: 

- genel bilgiler: türler, alan, kafes, tarih, algoritma; 

- boyutlandırma istatistiksel bilgileri: ortalama ağırlık ve uzunluk, minimum ağırlık ve uzunluk, 

maksimum ağırlık ve uzunluk, örneklenen balık sayısı, ağırlık dağılımı, boyut dağılımı; 

- uzunluğu ağırlığa dönüştürmek için kullanılan algoritma; 
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- kullanılan stereoskopik kamera sisteminin hata payı. Kamera yazılımının bu hata payını 

hesaplamak için otomatik bir yöntemi olmaması durumunda, hata payının hesaplanması, ek-

14/2’nin 1 ila 4 numaralı maddelerine göre hesaplanacaktır. 

b) Kafese alma operasyonuyla ilgili, özellikle aşağıdakileri içerecek bir rapor: 

- kafese alınan mavi yüzgeçli orkinosların toplam sayısı ve ağırlığı ile numune alınan/ örnekleme 

yapılan her balığın boyutu ve ağırlığını gösteren örnekleme programının ayrıntılı sonuçları; 

 - ilgili kafese alma deklarasyonları; kafeste tutulan orkinos bireylerinin sayısı ile ITD'de 

yakalandığı bildirilen sayı arasında %10'dan fazla tutarsızlığın geminin bayrak ülkesi yetkili 

makamı tarafından araştırılmasını gerektiren durumlar ile kafesleme sonuçlarına göre av miktarı 

veya avcılığın uygun olmadığı durumların (varsa) belirtilmesi; 

- kafese alma işlemi hakkında genel bilgiler: kafesleme işleminin numarası, çiftliğin adı, kafes 

numarası, eBCD numarası, ITD numarası, yakalama gemisinin adı ve bayrağı, taşıma gemisinin 

adı ve bayrağı, stereoskopik kamera sistemi operasyonu tarihi ve video görüntüsü dosya adı; 

- eBCD'de beyan edilen miktarlar ile stereoskopik kamera sistemi ile bulunan balık sayısı, 

ortalama ağırlık ve toplam ağırlık miktarlarının karşılaştırılması (fark hesaplamasında kullanılan 

formül şu şekilde olacaktır: (Stereoskopik Sistem - eBCD) / Stereoskopik Sistem * 100). 

3. Kafese Alma Raporu 

Bu uygulama talimatının Madde 14 (2) ve ek-15/2’sinde atıfta bulunulan kafese alma raporu şunları 

içerecektir: 

a) Yukarıda 2. maddede atıfta bulunulan kafese alma sonuçları; 

b) ek-16/1 ve ek-16/2 uyarınca yürütülmüş olan doğaya orkinos salma işlemlerinin (mevcut olması 

halinde) ilgili raporları; 

4. Stereoskopik Kamera Sistemlerinden Elde Edilen Sonuçların Kullanılması 

Çiftlik yetkilisi tarafından, kullanılan stereoskopik kamera sisteminin teknik özelliklerine özgü hata payı 

(yukarıdaki 2.a.’da belirtildiği üzere hesaplanan) esas alınarak, kafeste tutulan mavi yüzgeçli orkinos toplam 

ağırlık aralığı (en düşük ve en yüksek değer) belirlenecektir. Bakanlık tarafından, yakalama gemisinin bayrak 

ülke yetkili makamına iletilen “kafese alınan mavi yüzgeçli orkinos toplam ağırlığına ilişkin aralık (düşük ve 

yüksek değer)” ve “stereoskopik kamera video görüntülerinin analiz sonuçları” alındığında, sırasıyla 

aşağıdaki usuller uygulanır. 

a) bireysel bir avcılık operasyonu çerçevesinde (bir JFO dışında) faaliyet gösteren orkinos avlama 

gemileriyle ilgili eBCD bölümlerinin uyarlanması ve doğaya salma işlemiyle ilgili olarak aşağıdaki 

önlemler uygulanır; 

i. eBCD'de yakalama gemisi tarafından beyan edilen toplam ağırlık, stereoskopik kamera sistemi 

sonuçları aralığında olduğunda: 

-  salıverilme/doğaya salma emri verilmez. 

- eBCD, hem “balık adedi” olarak (stereoskopik kamera sisteminin kullanımından 

kaynaklanan balık sayısı) hem de “ortalama ağırlık” olarak değiştirilir, ancak toplam ağırlık 

değiştirilmez. 

ii. eBCD'nin yakalama bölümünde yakalama gemisi tarafından beyan edilen toplam ağırlık, 

stereoskopik kamera sistemi aralığının en düşük rakamının altında olduğunda: 

- Stereoskopik kamera sistemi sonuçları aralığındaki en düşük rakam kullanılarak bir 

doğaya/denize salma işlemi yapılması talimatı verilir. 

- doğaya/denize salma işlemleri, ek-16/1 ve ek-16/2’de belirtilen usule uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

 - doğaya/denize salma işlemleri gerçekleştikten sonra, eBCD hem “balık adedi” 

(stereoskopik kamera sisteminin kullanımı ile tespit edilen balık sayısından doğaya salınan 

balık sayısı düşülerek) hem de “ortalama ağırlık” olarak değiştirilir, ancak toplam ağırlık 

değiştirilmez. 
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iii. eBCD'nin yakalama bölümünde yakalama gemisi tarafından beyan edilen toplam ağırlık, 

stereoskopik kamera sistemi aralığının en yüksek rakamını aştığında: 

- doğaya/denize salma emri verilmez. 

- eBCD, toplam ağırlık için (stereoskopik kamera sistemi sonuçları aralığındaki en yüksek 

rakam kullanılarak), balık adedi için (stereoskopik kamera sisteminden elde edilen sonuçlar 

kullanılarak) ve buna göre ortalama ağırlık kullanılarak modifiye edilir. 

b) eBCD'de ilgili herhangi bir modifikasyon için, Bölüm 2'de girilen değerlerin (adet ve ağırlık) Bölüm 

6'dakilerle tutarlı olması gerekir. Bölüm 3, 4 ve 6'daki değerlerin, Bölüm 2'deki değerden daha yüksek 

olmaması gerekir. 

5. Ortak Avcılık Operasyonları (JFO) için Geçerli Hükümler 

1) Av raporu ile stereoskopik kamera sistemi programından elde edilen sonuçlar arasındaki farklılıklardan 

kaynaklanan durumlar, Bakanlıkça aşağıdaki şekilde ele alınacaktır: 

a) JFO'ların tek bir ülkeyi içermesi durumunda; ilgili JFO’na katılan gemilerce beyan edilen avların 

toplam ağırlığı ile JFO’dan olan tüm mavi yüzgeçli orkinos kafese alma işlemlerine ait stereoskopik 

kamera sistemi programı neticesinde elde edilen ağırlıkların toplamı arasındaki karşılaştırmaya dayalı 

olarak; 

b) JFO'ya dâhil olan yakalama gemilerinin, tüm bayrak ülke yetkili makamları tarafından aksi 

kararlaştırılmadıkça, birden fazla ülke gemisini içeren JFO'lar için kafese alma operasyonları 

düzeyinde. 

2) Bir JFO'dan kaynaklanan tüm kafese alma işlemlerinde, stereoskopik kamera tarafından belirlenenler ile 

bireysel/ayrı ayrı kafese alma raporlarında tespit edilen ve buna karşılık gelen yakalama/avlar arasındaki 

ağırlık farklılıklarının telafi edilmesi durumunda, doğaya/denize salma olsun ya da olmasın, ilgili tüm 

eBCD’ler, stereoskopik kamera sistemi sonuçlarının en düşük aralığı esas alınarak revize edilir. 

3) Doğaya salınan mavi yüzgeçli orkinos miktarlarıyla ilgili eBCD de, serbest bırakılan balıkların ağırlığını, 

bu ağırlığa karşılık gelen balık adedini yansıtacak şekilde revize edilir. Doğaya salınmayan ancak 

stereoskopik kamera sisteminden elde edilen sonuçların, avlandığı ve transfer edildiği bildirilenden farklı 

olduğu orkinoslarla ilgili eBCD, bu farklılıkları yansıtacak şekilde güncellenir. 

4) Doğaya/denize salma işleminin yapıldığı yerdeki avlarla ilgili eBCD de, doğaya salınan balık 

ağırlığı/adedini yansıtacak şekilde güncellenecektir. 
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Ek-14/2 

Stereoskopik Kamera Sisteminin Hata Payı ve Değer Aralığı Hesaplanması 

 

Stereoskopik kamera sisteminin hata payının ve aralığının hesaplanmasında, aşağıdaki yöntem uygulanır: 

 

1. Sistem tarafından sağlanan FL hata payı (hata %’si) dikkate alınarak her bir numune (i) için çatal boy 

uzunluğu (FLi) aralığının hesaplanması: 

 

Uzunluk aralığı, her numune (i) için [FLmin,i , FLmax,i] ile tanımlanır. 

 

FLmin,i = FLi-(FLi*hata%): her numune için çatal boy uzunluk aralığı için minimum değerdir (i) 

 

FLmax,i = FLi+ (FLi*hata%): her numune için çatal boy uzunluk aralığı için maksimum değerdir (i) 

 

2. Uzunluğu ağırlığa dönüştürmek için kullanılan algoritmayı uygulayarak, her numune (i) için uzunluk 

aralığının bütün ağırlık (RTW) aralığına dönüştürülmesi:  

 

Bütün ağırlık aralığı, her numune (i) için [RTWmin,i , RTWmax,i] ile tanımlanır. 

 

RTWmin,i:  her bir numune (i) için bütün ağırlık aralığının minimum değeridir  

 

RTWmax,i: her bir numune (i) için bütün ağırlık aralığının maksimum değeridir (i) 

 

3. Ortalama bütün ağırlık aralığının hesaplanması: 

 

"n" numuneler için ortalama bütün ağırlık aralığı şu şekilde tanımlanır: 

 

[RTW averagemin, RTW averagemax] 

     ortalama bütün ağırlık aralığı için minimum değerdir

             ortalama bütün ağırlık aralığı için maksimum değerdir 

 

4. Sistemin hata payı yüzdesinin (%) hesaplanması: 

 
RTWaverage: stereoskopik kamera tarafından sağlanan ortalama ağırlıktır 

 

5. Stereoskopik kamera sistemi aralığının çıkartılması: 

 

Stereoskopik kamera sisteminin aralık / menzili şu şekilde tanımlanır: 

[Aralığın en düşük rakamı, Aralığın en yüksek rakamı] 

 

Önceden, toplam ağırlık, stereoskopik kamera tarafından sağlanan ortalama ağırlığın, stereoskopik kamera 

kullanımından kaynaklanan balık sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır, yani,  

 

RTWtotal = (RTWaveraga x BFT/Balık Adedi) 

Böylece, aralık sınırları aşağıdaki gibi hesaplanır: 

En düşük aralık rakamı = RTWtotal – (sistem hata marjı * RTWtotal /100) 

En yüksek aralık rakamı = totalRTW + (sistem hata marjı *RTWtotal/100)                                                                
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Ek-15/1(sf.1) 
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Ek-15/1(sf.2) 
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Ek-15/1(sf.3) 
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Ek-15/1 (sf.4)  

 

ICCAT Transfer Beyanı 

(Açıklamalar) 

 
Belge No ICCAT Transfer Beyanı 

 

1-ÇİFTLİĞE CANLI MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS (BFT) TRANSFERİ 

Balıkçı gemisi adı: 
 

Çağrı işareti: 

Bayrak/Ülkesi: 
ICCAT Kayıt Numarası: 

Harici tanımlama: 

Transfer yetki numarası: 

Gemi seyir defteri No.: 

JFO No.: 

eBCD No.: 

Tuzak adı: 
 

 

ICCAT Kayıt Numarası 
 

 

Transfer Eden Çiftlik Adı (1) 

 

 

ICCAT Kayıt Numarası 

1. çekici gemi adı: 
Bayrak: 

ICCAT Kayıt Numarası: 

Harici Plaka /Etiket: 
Taşıma kafesi numarası: 

Hedef çiftlik adı 
 

ICCAT Kayıt Numarası: 

2. çekici gemi adı:(2) 

Bayrak: 
ICCAT Kayıt Numarası: 

Harici plaka tanımlama: 

Taşıma kafesi numarası: 

Hedef çiftliği adı: 

(3) 
ICCAT Kayıt Numarası: 

3. çekici gemi adı: (2) 
Bayrak: 

ICCAT Kayıt Numarası: 

Harici tanımlama: 
Taşıma kafesi numarası: 

Hedef çiftliği adı: 
(3) 

 

ICCAT Kayıt Numarası: 

2 – İLK TRANSFER BİLGİLERİ 

Tarih: Yer / konum: Liman: Enlem: Boylam: 

Birinci kafesteki (4) birey sayısı ve tahmini 
ağırlık (Kg): 

İlk transfer: 

Gönüllü transfer: 
Kontrol transferi: 

Transfer sırasında ölü BFT (5) 

İkinci kafesteki birey sayısı ve tahmini ağırlık (Kg): 
İlk transfer: 

Gönüllü transfer: 

Kontrol transferi: 
Transfer sırasında ölü BFT (5) 

Üçüncü kafesteki birey sayısı ve tahmini ağırlık (Kg): 
İlk transfer: 

Gönüllü transfer: 

Kontrol transferi: 
Transfer sırasında ölü BFT (5) 

balıkçı teknesi kaptanı / 
tuzak operatörü / 

çiftlik işletmecisinin  

adı ve imzası: 

Alıcı Gemi Kaptanı adı ve imzası: 
1. alıcı gemi: 

2. alıcı gemi: 

3. alıcı gemi: 

Gözlemci Adı, ICCAT No. ve imzası: 

Gözlemci Varlığı: (E/H) 
Bölgesel Gözlemci Tahmini Balık Adeti #: 

Mühür (kafes mührü) Numaraları (6) 

Anlaşmazlık nedenleri: Uyulmayan kurallar veya prosedürler: 

3 – İLAVE/SONRAKİ TRANSFERLER (7) 

İLAVE/SONRAKİ/MÜTEAKİP TRANSFER 1 

Tarih: 

ITD numarası: 

Yer / konum: Liman: Enlem: Boylam: 

Donör çekme gemisi adı: 

 
Alıcı Çekici gemisi adı: 

Çağrı işareti: 

 
Çağrı işareti: 

Bayrak: 

 
Bayrak: 

ICCAT Kayıt Numarası: 

 
ICCAT Kayıt Numarası: 

Transfer yetki numarası: Harici tanımlama (Gemi Plaka No.): Kafes Numarası: donör gemi kaptanı adı ve imzası: 

 
alıcı gemi kaptanı adı ve imzası: 

Balık adedi sayısı ve tahmini ağırlık (Kg): Transfer sırasında ölen BFT sayısı: 

İLAVE/SONRAKİ/MÜTEAKİP TRANSFER 2 

Tarih: 
ITD numarası: 

Yer / konum: Liman: Enlem: Boylam: 
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Donör çekme gemisi adı: 

 

Alıcı Çekici gemisi adı: 

Çağrı işareti: 

 

Çağrı işareti: 

Bayrak: 

 

Bayrak: 

ICCAT Kayıt Numarası: 

 

ICCAT Kayıt Numarası: 

Transfer yetki numarası: Harici tanımlama (gemi plaka no.): Kafes Numarası: donör gemi kaptanı adı ve imzası: 

 

alıcı gemi kaptanı adı ve imzası: 

Balık adedi sayısı ve tahmini ağırlık (Kg): Transfer sırasında ölen BFT sayısı: 

İLAVE/SONRAKİ/MÜTEAKİP TRANSFER 3 

Tarih: 
ITD numarası: 

Yer / konum: Liman: Enlem: Boylam: 

Donör çekme gemisi adı: 

 
Alıcı Çekici gemisi adı: 

Çağrı işareti: 

 
Çağrı işareti: 

Bayrak: 

 
Bayrak: 

ICCAT Kayıt Numarası: 

 
ICCAT Kayıt Numarası: 

Transfer yetki numarası: Harici tanımlama (gemi plaka no.): Kafes Numarası: donör gemi kaptanı adı ve imzası: 

 

alıcı gemi kaptanı adı ve imzası: 

Balık adedi sayısı ve tahmini ağırlık (Kg): Transfer sırasında ölen BFT sayısı: 

(1) İki farklı çiftlik arasında yapılacak transferde (çiftlikler arası / inter-farm) tamamlanacaktır. 

(2) Av / yakalanan  balıkların birden fazla taşıma kafesine transfer edilmesi durumunda tamamlanacaktır. 

(3) Taşıma kafeslerinin birden fazla çiftliğe gidecek olması / tahsis edilmesi durumunda tamamlanacaktır. 

(4) Transferi yapan işletmeci tarafından geçerli kabul edilen transfer için tahmin edilen balık sayısı ve ağırlık. İşlemin tekrarlanması gerekiyorsa 

ilgili satırda N/A olarak belirtiniz. (ör. ilk transfer ve gönüllü transferin yeterli bir video sağlamaması durumunda: İlk transfer: N/A, gönüllü 

transfer: N/A, kontrol transferi: 1030 parça, 123.600 kg, vb.) 

(5) Ölen balık sayısı ve tahmini ağırlık 

(6) Taşıma kafesinin mühürlenmesi durumunda ICCAT Bölge Gözlemcisi tarafından doldurulacaktır. 

(7) Taşıma gemileri arasında ilk transferden sonra gerçekleşen transferlerin her biri için, transferi yapan (donör) işletmeci tarafından 

doldurulacaktır. 
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Ek-15/2 

 

Canlı Orkinosların Taşıma Kafesinden Başka Taşıma Kafesine veya Çiftlikteki Kafeslere 

Transfer İşlemleri 

I- Denizde Yapılacak Transfer İşlemleri (Gırgır Ağından - Taşıma Kafesine ve Farklı 

Taşıma Kafeslerine Orkinos Transferi): 

1- Transfer işlemi, Bakanlıktan transfer ön izin alınmadan başlatılamaz. 

2- Taşıma kafesleri arasında yapılacak her türlü canlı orkinos transferi öncesi, ayrıca, taşıma 

kafesinden çiftlikteki kafese yapılacak her türlü canlı orkinos transferi öncesinde, av ve taşıma 

gemisi kaptanı veya yetkilisi, transfer ön iznini http://hbs.tarbil.gov.tr/Authentication.aspx 

adresindeki Su Ürünleri Bilgi Sistemi üzerinden alır. 

3- Su Ürünleri Bilgi Sistemi transfer ön izin başvuru bilgilerinin geçerliliğini kontrol ederek 

TUR-2023/AUT/001 örneğine uygun Transfer ön izin numarası ve TUR-2023/001/ITD 

örneğine uygun ICCAT Transfer Beyanı numarası verir. Kaptan, almış olduğu bu numaraları 

ICCAT Transfer Beyanı üzerindeki ilgili bölümlere yazar. Sisteme girilen bilgilerde 

tutarsızlık olması durumunda, Transfer ön izin ve ICCAT Transfer Beyanı numaralarını 

vermez. Bu durumda gemi kaptanı transfer işlemini başlatmaz ve Bakanlıktan talimat bekler. 

4- Orkinosların taşıma gemisine transferi, su ürünleri bilgi sisteminden ön izin alındıktan sonra 

internet tabanlı elektronik yazılım sisteminde (eBCD) yer alan av ve canlı ticaret bölümü 

işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yapılır. 

5- Gönüllü Transferler ve Kontrol Transferi: Transfer işlemi ve müteakip gönüllü transfer 

işlemleri esnasında taşıma gemisi yedeğindeki kafese transfer edilen orkinoslara ait video 

görüntü kalitesinin balık adedi ve ağırlık tespitini yapmaya imkân vermediği durumlarda 

Bakanlıkça belirlenecek daha uygun bir konumda gerçekleştirilmek üzere bir kontrol transferi 

yapılması yönünde talimat verilir. Kontrol transferi, mühürleme talimatı ile birlikte yayımlanır 

ve Bakanlıktan ayrı bir “transfer ön izni” alınmasını gerektirmez. Bu durumda balık 

bulunduran ilgili taşıma kafesi/kafesleri, Bakanlık denetçisi nezaretinde kontrol transferinin 

yapılacağı süreye kadar mühürlenecektir. 

6- ITD belgesinde yer alan Bölüm 2’ye sadece nihai olan ( yani; usulüne göre onaylanmış) 

transfer işlemleri kaydedilir. Daha önceki tamamlanmamış/ onaylanmayan transferler, 

gönüllü transferler ve kontrol transferlerine ilişkin detayları ITD’de kaydetme zorunluluğu 

yoktur. 

II- Kafese Alma İşlemleri (Taşıma Kafesinden – Çiftlik Kafesine Orkinos Transferi): 

Kafese Alma İşlemi Öncesinde Yapılacak İş/İşlemler 

1- Kafese alma işlemleri, Bakanlıktan her bir kafese alma operasyonu için ayrı ayrı alınacak ön 

izin ve onaya tabidir. Kafese alma işlemlerine yönelik video kayıtlarında, “kafese alma izin 

numarası” açık şekilde yer almalı ve gösterilmelidir. Taşıma kafesinden çiftlikteki kafese 

yapılacak her türlü canlı orkinos transferi öncesinde, taşıma gemisi sahip/donatanı (ya da 

kaptanı / gemi yetkilisi) tarafından, Su Ürünleri Bilgi Sistemi üzerindeki 

“http://hbs.tarbil.gov.tr/Authentication.aspx” ağ bağlantısından, transfer (ya da kafese alma) 

ön izni alınır. 

2- Çiftlik işletmecisi, kafese konulacak balığın özellikle adedini ve ağırlığını (ITD'de belirtildiği 

gibi) belirterek, Bakanlıktan bir kafese alma izni talep edecektir. Bu talep, aşağıdaki belgeler 

sunularak yapılır; 

 

 

 

http://hbs.tarim.gov.tr/Authentication.aspx
http://hbs.tarim.gov.tr/Authentication.aspx
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i.   İlgili ITD'ler, 

ii. Bakanlık veya geçerli olduğu durumda ilgili diğer ülke yetkili makamı tarafından 

onaylandığı ve doğrulandığı şekliyle ilgili eBCD(ler)’nin numara ve nüshaları, 

iii. Taşıma sırasında ölen orkinoslara (mevcutsa) ait ek-17/1, ek-17/2 ve ek-17/3’de 

belirtilen usule uygun olarak düzenlenmiş rapor. 

Kafese alma iznine tabi olan orkinoslara yukarıda sıralanan belge seti eşlik etmiyorsa, kafese 

alma işlemine Bakanlıkça izin verilmez. 

3- Bakanlıkça yukarıda belirtilen belgeler, ilgili orkinos av gemisi/dalyanı bayrak ülkesi 

makam(lar)ına da bildirilerek, kafese alma işlemine izin verilip verilemeyeceği hususunda 

doğrulama talep edilir. 

4- Belirtilen izin talebinin ulaşmasını müteakip, üç (3) iş günü içerisinde, Bakanlık (veya geçerli 

olduğunda diğer ülke yetkili makamları), ilgili kafese alma işlemine izin verilebileceğini veya 

işlemin reddedilmesi gerektiğini belirteceklerdir. 

5- Kafese alma işleminin reddedilmesi durumunda, Bakanlıkça bunun gerekçeleri de belirtilerek, 

müteakiben, çiftlik yetkilisine konu balıkları ek-16/1’de verilen usule göre doğaya/denize 

salması yönünde talimat verilir. 

6- Yukarıda belirtilen bayrak ülke doğrulaması olmadan, Bakanlıkça kafese alma izni 

verilmeyecektir. İlgili av gemisi bayrak ülke makamı tarafından onayın alınmasını müteakip, 

Bakanlıkça kafese alma izni verilir. 

7- Ülkemiz kotası veya yabancı ülke kotası kapsamında ülkemizdeki çiftliklere konulacak 

orkinosların doğrulanmasına ilişkin, aşağıda belirtilen nedenlerle başlatılacak inceleme 

tamamlanmadan, Bakanlıkça kafese alma işlemine izin verilmeyecek, bağlantılı eBCD'nin 

ilgili av ve canlı ticaret bölümleri valide edilmeyecektir. 

i. Transferi gerçekleştiren gemi işletmecisi tarafından ITD'de rapor edilen balık sayısı ile 

ICCAT bölgesel gözlemcisi (veya geçerli olduğunda milli gözlemci) tarafından tahmin 

edilen balık sayısı arasında %10'dan fazla bir farklılık (fazla/eksik)  tespit edilmesi 

halinde veya ICCAT bölgesel gözlemcisi ITD'yi imzalamadığında, Bakanlıkça bir 

inceleme başlatılacaktır. Burada belirtilen %10'luk hata payı, transferi yapan gemi 

işletmecisi / kaptanı tarafından belirlenmiş rakamlarının yüzdesi olarak esas 

alınacaktır. 

ii. Uygun olduğu durumlarda, bu inceleme süreci, ilgili tüm video görüntülerinin analizini 

de içerecektir. Mücbir sebep halleri dışında, Bakanlıkça yürütülecek inceleme, 

başlangıcından itibaren 96 saat içinde ve her halükarda taşıma kafesinin varış çiftliğine 

ulaşmasından önce tamamlanacaktır. 

iii. İnceleme başlangıcında, geçerli olduğu hallerde Bakanlıkça, ilgili taşıma 

gemisinin/gemilerinin bayrak ülke yetkili makamları da bilgilendirecek ve inceleme 

tamamlanana kadar, söz konusu taşıma kafesinden veya bu taşıma kafesine hiçbir 

transfere izin verilmeyecektir. 

iv. Video kaydı zorunlu olan tüm transfer işlemlerinde, transferi yapan gemi işletmecisi 

tarafından, ITD'de bildirilen orkinos adedi ile Bakanlıkça yürütülen incelemeyi 

müteakip belirlenen balık adedi arasında %10'a eşit veya daha büyük bir fark, ilgili 

orkinos av gemisi (ve/veya çiftlik tesisi için) Bakanlıkça incelemeye konu olacak bir 

Potansiyel Uyumsuzluk (PNC) durumu teşkil eder. 

8- Çiftlik işletmecisinin kafese alma izni talebinden sonraki 1 ay içerisinde, Bakanlıkça (veya 

Bakanlığa ulaşan) bu yönde olumlu bir izin verilmemişse, taşıma kafesinde bulunan tüm 

balıkların ek-16/1 ve ek-16/2’de verilen usule uygun olarak doğaya salınması yönünde talimat 

verilir ve bu işlem gemi/çiftlik yetkilisince yerine getirilir. Doğaya salma işlemi hakkında 

Bakanlıkça ilgili av gemisi bayrak ülke yetkili makamı ve ICCAT Sekreterliğine ayrıca bilgi 

verilecektir. 
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9- Bakanlıkça aşağıdaki durumların tespiti halinde kafese alma izni verilmeyerek, belirlenen 

balık adedine el konulacak ve gecikmeden ek-16/1 ve ek-6/2’ye uygun olarak, konu 

orkinosların doğaya/denize salınması istenecektir: 

i. Balığı yakaladığı beyan edilen yakalama gemisi veya tuzağının kafese konacak mavi 

yüzgeçli orkinosları ihtiva eden yeterli bir kotaya sahip olmaması, 

ii. Kafese konulacak balığın, yakalama gemisi veya tuzak/dalyan tarafından usulüne 

uygun olarak bildirilmemesi ve geriye dönük “kota alımı” (“quota uptake” olarak 

bilinen; yakalama ve transfer işlemlerini müteakip ölen/kayıp balıklarla birlikte kafese 

alınan miktarın doğrulanması işlemi) hesaplanmasında dikkate alınmaması, 

iii. Orkinosu yakaladığı beyan edilen av gemisi (veya tuzak /dalyanın) geçerli bir avcılık 

izni / yetkiye sahip olmaması. 

Kafese Alma İşlemi Esnasında Yapılacak İş/İşlemler 

1- Çiftlik kafesine transfer işlemini yapacak ilgili taşıma gemisi, Bakanlık yetkilisi işlem 

sahasında fiziksel olarak hazır bulunana kadar, çiftliğin herhangi bir tesisinden en az 1 deniz 

mili uzaklıkta bekleyecektir. Bu süreçte, ilgili taşıma gemilerinin konumu ve faaliyeti 

Bakanlıkça BAGİS üzerinden, uygun olduğunda, doğrudan gözlemlenerek takip edilir. 

2- Aşağıda sıralanan koşullar sağlanmadan kafese alma işlemi başlatılmaz; 

a) Bakanlık tarafından usulüne uygun olarak izin verilmeden önce, 

b) Bakanlık denetçisi ve ICCAT bölgesel gözlemcisinin mevcudiyeti olmaksızın, 

c) eBCD'nin yakalama ve canlı ticaret bölümleri tamamlanmadan ve Bakanlıkça 

ve/veya geçerli olduğunda av gemisi bayrak ülkesi yetkili makamları tarafından 

doğrulanmadan önce başlatılamaz. 

3- Taşıma kafeslerinin stereoskopik kontrol kamerası kaydına izin vermek için balıkların 

hareketi olmadan, kafeslerin doğrudan doğruya çiftlik sahasına alınarak (çiftlik kafesi 

olarak) sabitlenmesi yasaktır. 

4- Orkinosların taşıma kafesinden çiftlik kafesine transferinden sonra, Bakanlık denetçisi 

gözetiminde çiftlik işletmecisi tarafından mavi yüzgeçli orkinos içeren çiftlik kafesleri ek-

19’a uygun olarak mühürlenerek, her zaman mühürlü kalmaları sağlanacaktır. Mührün 

açılması işlemi, ancak bakanlık denetçisi mevcudiyetinde ve onun iznini / yetkilendirmesini 

takiben yapılabilecektir. 

5- Mavi yüzgeçli orkinos avlarının ayrı kafeslere veya bir dizi kafese yerleştirilmesini ve 

menşe/orijin, bayrak ülke ve avlanma yılı temelinde bölümlenmesi zorunludur. İstisna 

olarak, mavi yüzgeçli orkinos bir ortak avlanma operasyonu (JFO) kapsamında 

yakalanmışsa, ilgili avlar ayrı kafeslere veya bir dizi kafese yerleştirilecek ve JFO'lar ve 

avlanma yılı temelinde bölümlendirilebilecektir. 

6- Kafese alma işlemleriyle bağlantılı doğaya/denize balık salınması durumunda, salınacak 

balığın tespiti ek-14/1’deki “4. Stereoskopik Kamera Sistemlerinden Elde Edilen Sonuçların 

Kullanılması” başlığında belirtilen hükümlerine göre yapılır. 

7- Kafeste tutulan mavi yüzgeçli orkinosların ağırlığı, yakalanan ve/veya transfer edildiği 

beyan edilenden fazlaysa, yakalayan / avı gerçekleştiren geminin bayrak ülke yetkili makamı 

bir doğaya salma emri yayınlar ve bunu gecikmeksizin ilgili çiftliğin yetkili makamına iletir. 

Doğaya salma işlemi, ek-14/1’de verilen hükümlerine ve ek-16/1’de belirtilen protokole 

uygun olarak yürütülür. 

8- Kafese alma işlemlerinde ölen tüm orkinoslar, çiftlik işletmecisi tarafından, ek-17/1, ek-17/2 

ve ek-17/3’de belirtilen usuller ve şablona göre rapor edilecektir. Bu işlemde ölem 

orkinoslar, eBCD’deki Bölüm 6’ya kaydedilir (ilgili bölümde halihazırda bu bilgiyi işlemek 

için bir alan bulunmadığından, eBCD sistemi geliştirilip bu alan geliştirilene kadar, ölen 

balık bilgileri sistemdeki “Notlar / Notes” kutucuk alanına kaydedilir). 
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9- Her bir kafese alma işlemi için geçerli olmak üzere, çiftlik işletmecisi tarafından, ek-20/1 ve 

ek-20/2’de belirtilen form kullanılarak, fiili kafese alma işleminin tamamlanmasını müteakip 

en geç 1 (bir) hafta içinde, bir “Kafese Alma Deklarasyonu” doldurularak Bakanlığa iletilir. 

10- Bakanlıkça verilen doğaya/denize orkinos salma işleminin (geçerli oluğu durumlarda) 

tamamlanmasını takip eden en geç 10 gün içerisinde; çiftlik işletmecisi tarafından Bakanlığa 

iletilmek üzere, her bir kafese alma işlemi için veya JFO’lar söz konusu olduğunda ilgili tüm 

kafese alma işlemleri dizisi için bir “Kafese Alma Raporu” düzenlenir. Kafese alma raporu, 

ek-14/1’de (3’üncü bölüm) atıfta bulunulan bilgileri içerir ve Bakanlıkça avcılığı yapan 

geminin bayrak ülkesi yetkili makamına ve ICCAT Sekretaryasına iletilir. 

11- Tüm kafese alma işlemleri, ek-14/1’de belirtilen Kafese Alma Raporu’na derç edilecek 

mücbir sebepler hariç olmak üzere, 22 Ağustos tarihinden önce tamamlanacaktır. Çiftlikler 

arası transfer işlemleri (inter-farm transfer) istisna olmak üzere, Bakanlıkça mavi yüzgeçli 

orkinosların 07 Eylül tarihinden sonra kafeslere alınmasına izin verilmeyecektir. 

12- Taşıma kafesleriyle çiftliğe getirilen balıklar çiftlikteki kafeslere transfer işlemi ile çiftlik içi 

ve çiftlikler arası bütün transferler video çekimi ile kayıt altına alınacaktır. Video kaydında 

ICCAT Transfer Beyanı Numarası, çekim tarihi ve saati mutlaka gözükecektir. Alınan bu 

video kayıtları çiftlik yetkilisince 5 yıl süreyle muhafaza edilecektir.  Talep edilmesi 

durumunda bu kayıtların kopyasının Bakanlığa verilmesi zorunludur. Kafese transferin 

yapıldığı gün, çiftlik yetkililerince ek-20/1 ve ek-20/2’de yer alan “ICCAT Kafes Bildirim” 

formu doldurularak, resim formatında tarandıktan sonra aynı gün içerisinde 

orkinos@tarimorman.gov.tr adresine gönderilir. 

a) Kafese alma işlemi sırasında çiftlik yetkilisi tarafından, hem konvansiyonel hem de 

stereoskopik kontrol kameraları kullanılarak, tüm işlemin suyun altında kaydedilmesi 

sağlanacak, tüm video görüntüleri ek-18’de belirtilen asgari standartlara uygun 

olacaktır. 

b) Kafesteki mavi yüzgeçli orkinosların sayısını ve/veya ağırlığını belirlemek için 

kullanılan kontrol kamerası video görüntülerinin kalitesi, ek-18’deki standartlara 

uygun değilse, Bakanlıkça,  balık adedi ve/veya ağırlık tespiti mümkün oluncaya 

kadar, bir “kontrol kafeslemesi” işlemi yapılması yönünde talimat verilecektir. 

Kafesleme işleminin tekrarı, yeni bir kafesleme izni alınmasını gerektirmez. 

c) Kontrol kafeslemesi yapılacağı durumlarda, transferin yapılacağı verici çiftlik 

kafesinin ek-19’a göre mühürlenmiş olması, yeni kafesleme işlemi öncesinde kafese 

balık giriş/çıkışına müsaade edilmemesi gerekmektedir. Kontrol kafeslemesinde 

kullanılan alıcı çiftlik kafesi/kafesleri boş olacaktır. 

ç) Kafese alma işleminin tamamlanmasında, ICCAT bölgesel gözlemcisinin tüm 

stereoskopik ve konvansiyonel video kamera görüntü(ler)ine anında erişimini 

sağlanacak, gözlemci görüntüleri analiz etme işini sonraki bir zamanda veya yerde 

tamamlamayı planlıyorsa, görüntülerin bir kopyasını almasına izin verilecektir. 

d) Çiftlik yetkilileri, stereoskopik kamera görüntülerinin analizi için yeni teknolojiler 

(örn; Yapay Zeka (AI) kullanımı, vb.) geliştiren ve Bakanlıkça müsaade edilen 

araştırma girişimlerinin yürütülmesinde gerekli işbirliği ve kolaylığı göstereceklerdir.  

13- Taşıma sırasında, taşıma gemilerinin güzergâhı Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) 

verileri ile uyumlu olmalıdır. 

14- Av ve taşıma esnasında ölen orkinoslarla ilgili bilgiler, ek-17/1, ek-17/2 ve ek-17/3’de 

belirtilen usullere uygun olarak ilgili formlara işlenir ve Bakanlığa bildirilir. 

15- Bir av gemisi tarafından, birden fazla av operasyonuyla veya ortak avcılık operasyonu ile 

avlanan orkinoslar için düzenlenen eBCD’lere ait balıklar;  

a) Kafesleme işleminin aynı gün yapılması veya tüm orkinosların aynı kafese konulması 

durumlarında ilgili eBCD’ler “Grup eBCD’si” olarak birleştirilerek tek bir “Grup 

eBCD” haline getirilebilir. 

mailto:orkinos@tarimorman.gov.tr
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b) Bu “Grup eBCD’si” önceki ilgili tüm eBCD’ler yerine kullanılır. Bu şekilde “Grup 

eBCD’si düzenlenmesi durumunda ”Grup eBCD’yi oluşturan ilgili bütün eBCD’lerin 

bir listesi oluşturulur. Bu liste ihracatta ve/veya satış sırasında ”Grup eBCD” ekinde 

bulundurulur.  2016 yılı öncesi av sezonlarına ait Grup BCD’yi oluşturan BCD’lerin 

asılları, ihracatın ve/veya satışının tamamlanmasına müteakip Bakanlık il 

müdürlüğüne teslim edilir. 

16- Taşıma kafeslerine ve çiftlikteki kafeslere yapılacak orkinos transferlerine yönelik video 

kayıtlarına ilişkin asgari standartlar ek-18’de verilmiştir. 

17- eBCD’deki balık sayısı ve ağırlığı ile gemideki ve/veya çiftlikteki ICCAT Bölgesel 

Gözlemcisinin tahminleri arasında %10’dan fazla fark olması durumunda (fazla/eksik balık) 

transfer işlemi yapılmaz, eBCD’nin avcılık ve/veya çiftlik bölümü onaylanmaz ve hasat 

gerçekleştirilmez. 

18- Bakanlıkça, av gemisinden taşıma kafesine yapılan transferlerdeki uyuşmazlık halinde 96 

saat içerisinde, taşıma kafesinden çiftlik kafesine yapılan transferdeki uyuşmazlık halinde 

ise 10 işgünü içerisinde tamamlanacak olan bir inceleme başlatılır. İnceleme neticesinde 

tespit edilen farklılığın, canlı orkinosların adet veya ağırlığının %10’unu geçmesi 

durumunda, aşan miktar 48 saat içerisinde, ek-16/1 ve ek-16/2’de belirtilen usule uygun 

olarak, ICCAT Bölgesel Gözlemcisi nezaretinde video kaydı alınarak doğaya salınır. 

Transferler için kaydedilen video kaydının kalitesi, transfer edilen balık sayısının 

hesaplanmasına izin verene kadar kontrol transferi/kontrol kafeslemesi tekraren yapılacaktır. 

19- Av gemisine tahsisli kotanın aşımı, kafeslerde fazla balık miktarının tespit edilmesi, ICCAT 

Bölgesel Gözlemcisi olmadan transfer, kafesleme veya hasat operasyonu yapılması halinde 

tespit edilen fazla balık canlı ise doğaya salınır, ölü balıklara ise el konulacak ve hayır 

kurumlarına bağışlanacaktır. Transfer ve kafesleme operasyonları süresince ve ayrıca hasat 

operasyonunun başladığının ve sona erdiğinin tespiti amacıyla hasadın ilk günü ve son günü 

Bakanlık denetçisi çiftlik alanında hazır bulunur. 

20- Transferin yapılmasına ilişkin izin işlemleri tamamlanıncaya ve Bakanlık denetçisi 

mevcudiyeti sağlanıncaya kadar, kafes çeken taşıma gemileri çiftlik alanına 1 (bir) deniz 

milinden daha yakın mesafeye yaklaşamaz veya demirleyemez. 

21- Bakanlıktan ön izin alınmadan orkinoslar transfer edilemez. İzin alınmadan transfere konu 

olan orkinoslar yasadışı kabul edilir ve ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde doğaya 

salınır. 

22- ICCAT Transfer Beyanı ve mavi yüzgeçli orkinos seyir defterinin ve elektronik seyir 

defterinin bir nüshası çiftliğe veya limana transfer sırasında ürüne eşlik eder. 

23- Sezonda yakalanan orkinosların çiftliklere transferi en geç 22 Ağustos tarihine kadar 

gerçekleştirilmelidir. Hiçbir durumda, orkinoslar 7 Eylül’den sonra çiftlikteki kafese 

alınmayacaktır. Başka bir orkinos besicilik tesisinden yapılacak çiftlikler-arası transferler bu 

madde hükümlerine tabi değildir. 

24- Çiftlik Kafeslerinin Mühürlenmesi: Taşıma gemisinden çiftlik kafesine/kafeslerine 

yapılacak kafese alma işlemini müteakip, canlı orkinosları ihtiva eden çiftliklerdeki tüm 

kafesler mücbir sebep olmaksızın hasat işlemine kadar Bakanlık tarafından temin edilecek 

mühürle kapatılarak, bu kafeslere Bakanlığın bilgisi ve izni olmadan herhangi bir balık giriş 

veya çıkışına müsaade edilmeyecektir. Taşıma gemisi yedeğindeki orkinosların bulunduğu 

taşıma kafesleri ile orkinos besicilik tesislerinde bulunan çiftlik kafeslerinin mühürlenmesi 

ek-19’da belirtilen esaslar dâhilinde yapılacaktır. 

25- Orkinos Besicilik Tesisi / Çiftlik Vaziyet Planı: Her bir çiftlik tarafından değişmez nitelikte, 

kafeslerin numarasına göre yerleşim planını gösteren "çiftlik vaziyet planı", sezon öncesinde 

her yıl en geç 01 Mayıs tarihinde Bakanlığa sunulacaktır. Bu tarihi müteakip çiftlik vaziyet 

planında yapılacak her tür değişiklik onaylanmak üzere önceden Bakanlığa bildirilmelidir. 
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a) Orkinos besicilik tesisi (ya da çiftlik) işletmecisi tarafından her zaman, tesisteki tüm 

kafeslerin özgün numarasını ve tesisteki bireysel konumlarını gösteren, tesise ait 

doğru bir şematik planı hazır bulunduracaklardır. Plan, kontrol amacıyla Bakanlığa 

sunulacaktır. Şematik planda yapılacak herhangi bir değişiklik, Bakanlığa önceden 

yapılacak bildirim ve onaya tabidir. Çiftlik kafeslerinin numarası ve/veya dağılımı 

değiştirildiğinde, yapılan bu gibi değişiklikler şematik çiftçilik/tesis planına işlenerek 

Bakanlığa ibraz edilir. 

26- Kafeslere Değişmez Nitelikte Numara Verilmesi: Orkinos avcılık sezonu öncesinde, 

balıkları çiftliğe taşımak için kullanılan taşıma kafesleri de dâhil olmak üzere, çiftlik 

işletmecisi tarafından tüm orkinos besicilik tesislerinde ilişkili her bir kafese özgün ve 

tanımlanabilir bir numara atanarak Bakanlığa bildirilir. Orkinos besicilik tesislerindeki 

çiftlik kafeslerinin yerleşimini gösterir güncel vaziyet planı, en geç 01 Mayıs tarihine kadar 

Bakanlığa sunulur. 

a) Her kafes, en az üç harfli “TUR” kodunu ve ardından üç rakamı içeren özgün bir 

numaralandırma sistemi ile tanımlanır. Değişmez kafes numaraları, kafes halkasının 

karşılıklı iki tarafına, su hattının / yüzeyinin üstüne bakacak şekilde, üzerine 

boyandıkları veya damgalandıkları zemine zıt bir renkte damgalanmalı veya 

boyanmalı, kontrol amaçlı olarak her zaman görünür ve okunaklı olmalıdır. 

b) Harf ve rakamların yüksekliği en az 20 cm, çizgi/karakter kalınlığı en az 4 cm 

olacaktır. 

c) Aynı görünürlük, okunabilirlik ve tahrif edilememe (silinemez ya da kaybolamaz) 

garantisini sunmaları koşuluyla, kafes üzerindeki özgün numarayı işaretlemek için 

alternatif yöntemlere izin verilebilir. 

27- Bakanlık ve çiftlik işletmecisi, sorumluluk alanında bulunan çiftliklerde yürütülen kafese 

alma faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi, belge ve materyalleri en az 3 yıl süreyle muhafaza 

edecek, yürütme ve yaptırım amaçları doğrultusunda, bu kayıtları gerekli olduğu sürece 

saklayacaktırlar. 
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Ek-16/1 

 

Doğaya / Denize Orkinos Salma İşlemi  

Doğaya/Denize Salma Talimatlarının Verilmesi 

1. Kafese alma işleminden önce, aşağıdaki durumlar için doğaya/denize salma talimatı 

verilecektir: 

a) Bu Uygulama Talimatının Madde 14(2)(b) ve (c) bendinde açıklanan “ön transfer 

bildirimine” istinaden, Bakanlıkça transfer işlemini reddettiğinde, transferin yapılacağı 

işletmeci (veya geçerliyse bayrak ülke makamı) tarafından veya 

b) Kafese alma izni talebinden sonraki 1 ay içerisinde çiftlik ülkesinin yetkili makamı 

tarafından kafese alma izni verilmemiş ise, Bakanlıkça çiftlik yetkilisinden ilgili mavi 

yüzgeçli orkinosların doğaya/denize salınması yönünde talimat verilir. 

2. Kafese alma işleminden sonra, aşağıdaki durumlar için doğaya/denize salma talimatı 

verilecektir: 

a) Kafese konulan orkinos ağırlığının, rapor edilen av miktarını aştığı tespit edildiğinde, 

Bakanlıkça, ilgili balıkların doğaya/denize salınması yönünde çiftlik yetkilisine talimat 

verilir. Başka ülke kotası orkinosların çiftlik kafeslerine alınması söz konusu olduğunda, bu 

bildirim diğer ülke yetkili makamına da yapılır. 

b) hasattan sonra kalan balık miktarının herhangi bir eBCD kapsamında olmadığında veya 

önceki yıldan devir/carry-over işlemi değerlendirmesi veya kontrol transferinde fazla balık 

tespit edildiğinde, Bakanlık tarafından yapılır. 

c) Yukarıda 2 (a) bendinde belirtilen durumlarda, doğaya salınacak mavi yüzgeçli 

orkinosların toplam ağırlığı, ek-20/1, ek-20/2’de verilen, ayrıca, ICCAT’ın 

“https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html” ağ bağlantısı üzerinden temin edilecek olan 

“CP09-FarmCgDc” formunda verilen Kafese Alma Deklarasyonu (ICD) bilgileri esas 

alınarak, Bakanlık tarafından ilgili kafesleme işlemine ilişkin stereoskopik kamera video 

görüntülerinin analizinden elde edilen ortalama ağırlık uygulanır ve karşılık gelen sayıda 

balık adedine dönüştürülür. 

Doğaya/denize salma İşleminden Önce Balıkların Ayrılması 

3. Bir çiftlik kafesinden doğaya orkinos salımı öncesinde, Bakanlık gözetiminde çiftlik işletmecisi 

tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır: 

- Doğaya salınacak balıklar ayrılarak boş bir taşıma kafesine taşınır ve balığın taşıma 

kafesine transferi ek-14/1, ek-14/2 ve ek-18’de belirtilen asgari standartlara uygun olarak 

sudaki kontrol kamerası ile izlenir; 

- salıverilmek üzere ayrılan balık sayısı, doğaya salma işlemi talimatına karşılık gelir. 

4. Balıkların önceden ayrıştırılması, bir ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde gerçekleştirilir. 

Doğaya/denize salma İşleminin Video Kamera ile Kaydedilmesi 

5. Mavi yüzgeçli orkinosların taşıma veya çiftlik kafeslerinden denize salınması kontrol kamerası 

ile kaydedilir. Denize yapılan tüm doğaya salma işlemlerinin bir ICCAT bölgesel gözlemcisi 

tarafından takip edilmesi zorunludur. 

Raporlama 

6. Gerçekleştirilen her doğaya/denize orkinos salma İşlemi için, salıvermeden sorumlu olan donör 

veya çiftlik işletmecisi, aşağıda verilen şablonu kullanarak, bir “Doğaya/Denize Orkinos Salma 

İşlemi Raporu” dolduracaktır. 

7. ICCAT bölgesel gözlemcisi, doğaya/denize orkinos salma beyanındaki bilgileri 

doğrulayacaktır. İlgili çiftlik işletmecisi, doğaya salma beyanını ICCAT Sekreterliğine iletilmek 

üzere, işlemin gerçekleşmesinden itibaren en geç 48 saat içinde Bakanlığa sunar. 

https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html
https://www.iccat.int/Forms/CP09-FarmCgDc.xlsx
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Uygulama Usulleri  

8. Gırgır ağlarından veya taşıma kafeslerinden doğaya/denize salma işlemleri, doğaya/denize 

salma emrinin alınmasından hemen sonra yapılmalıdır. 

9. Çiftliklerden doğaya/denize salma işlemleri, ilgili balığın son kafesleme işleminden sonraki 3 

ay içinde ve çiftlikten en az 10 mil uzakta yapılmalıdır. 5 tondan az mavi yüzgeçli orkinos salımı 

için, Bakanlıkça, salma işlemi için en az 5 mil daha kısa bir mesafe belirlenebilir. Burada belirtilen 

3 aylık süre, kafese alma işlemine ilişkin eBCD’nin Bölüm 6’sında yer alan tarih (ilgili balığın son 

kafese alma işlemi tarihi) olarak kabul edilir. 

10. Çekici geminin/ taşıma gemisinin kaptanı veya çiftlik işletmecisi, doğaya/denize salma işlemi 

gerçekleşene kadar balıkların hayatta kalmasından sorumlu olacaktır. 

11. Bakanlıkça, balığın stoklara geri dönme olasılığını artırmak için, doğaya/denize salma 

işlemlerinin en uygun zaman ve yerde gerçekleşmesini garanti altına almak için gerekli görülen 

ek tedbirler alınabilir. 

Doğaya / Denize Orkinos Salma İşlemi Raporu 

Gerçekleştirilen her bir doğaya orkinos salma operasyonu için, bu işlemden sorumlu olan çiftlik 

işletmecisi tarafından, aşağıda (ek-16/2) verilen şablon kullanılarak bir doğaya/denize orkinos 

salma raporu düzenlenecektir. ICCAT bölgesel gözlemcisi, doğaya/denize orkinos salma 

beyanında yer alan bilgileri doğrulayacaktır. Çiftlik işletmecisi, doğaya salma beyanı/raporunu 

ICCAT Sekreterliğine iletilmek üzere, doğaya/denize salma işleminin gerçekleşmesinden itibaren 

48 saat içinde Bakanlığa sunacaktır. 

Not: Gırgır ağlarından, tuzaklardan veya taşıma kafeslerinden doğaya/denize salma işlemleri, 

doğaya/denize salma emrinin alınmasından hemen sonra yapılmalıdır. Çiftliklerden doğaya/denize 

salma işlemleri, ilgili balığın son kafesleme işleminden sonraki 3 ay içinde ve çiftlikten en az 10 

mil uzakta yapılmalıdır. 5 tondan az mavi yüzgeçli orkinos salımı için, Bakanlıkça doğaya salma 

için en az 5 mil daha kısa bir mesafe belirlenebilir.  
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Ek-16/2  
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Ek-16/3  

Doğaya / Denize Orkinos Salma İşlemi Raporu   

(Açıklamalar)  

 
ICCAT Denize/Doğaya Salma Raporu Belge No: 

1 – ORKİNOS YAKALAMA/KAFESE ALMA DETAYLARI 

Denize/doğaya salma işlemini gerçekleştiren çiftlik/ av gemisi / taşıma gemisi): 

 

ICCAT Kayıt numarası: 

 

Denize/doğaya balık salma talimatı referansı/numarası: 

 

Yakalama gemi(ler)i/tuzak (1): 

 

Ortak Avcılık Operasyonu (JFO) numarası: 

 

Kafese Alma izin / yetki(ler)i numarası (1): 

 

Doğaya/denize balık salınan kafes(ler)in numarası: 

 

eBCD(ler) referans(lar)ı 

 

Doğaya/denize balık salma izin/yetki numarası:  

 

2 – DOĞAYA BALIK SALMA İŞLEMİNİN DETAYLARI 

Doğaya/denize balık salma türü (3): 

 

Operasyon tarihi: 

 

Çekici gemi/ taşıma gemisi adı: 

 

ICCAT Kayıt numarası: 

 

Bayrak Ülkesi: 

 

Doğaya/denize salma işleminden önce balıkların ayrılması: 

 

Doğrulama kafesi numarası: 

 

Doğaya/denize salma yapılan kafesin numarası: 

 

Doğaya salınan BFT balık sayısı: 

 

Doğaya salınan BFT ağırlığı (Kg): 

 

İşletmeci adı, tarih ve imza (2): 

 

Gözlemci Adı, ICCAT No, tarih ve imza: 

(1) Sadece çiftliklerden yapılan doğaya salma işlemleri için 

(2) Çiftliklerden yapılan doğaya salma işlemi için çiftlik işleticisinin veya orkinos avcılık veya taşıma 

gemilerine verilen doğaya salma talimatları için balıkçı gemisi kaptanının imzası 

(3) Kafese Alma Raporlarının tamamlanmasından sonra doğaya salma; Bir eBCD kapsamında olmayan 

hasat sonrası kalan BFT’ler; Bir kontrol transferi veya önceki yıllardan devir (carry-over) değerlendirmesi 

sonrasında tespit edilen fazla BFT. 
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Ek-17/1  

ÖLÜ ORKİNOS BİLGİ FORMU 

                                                        

Gemi 

Adı   

 Ruhsat Kod Numarası  

 

ÖLÜ ORKİNOSUN 

 

Yakalandığı Tarih  

(*) 

Sayısı 

(adet) 

Boyu 

(cm) 

Ağırlığı 

(kg) 

Hangi Gemiden Alındığı  

Av Gemisi Taşıyıcı Gemi 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(*) Aynı tarihte birden fazla ölü orkinos yakalandığı takdirde;  her bir orkinosun sayısı, boyu, ağırlığı ayrı 

ayrı belirtilecektir. 
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Ek-17/2  

Ölü ve Kayıp Orkinoslara Yapılacak İşlemler 

Ölü veya Kayıp Mavi Yüzgeçli Orkinos Kaydı 

1. Herhangi bir işlem sırasında ölen mavi yüzgeçli orkinosların sayısı, transfer operasyonları ve 

ilgili taşıma durumunda transferi yapan (donör) işletmeci, veya kafese alma işlemi veya çiftçilik 

faaliyetleri durumunda ise çiftlik işletmecisi tarafından bildirilecektir ve ülke kotasından 

düşülecektir. 

2. “Kayıp Balık/Kayıp Orkinos”; kafese alınan orkinos sayısının ITD veya eBCD’de bildirilen 

yakalanmış/transfer edilmiş orkinos sayısından %10 veya daha yüksek farklı çıktığı hallerde 

yapılacak bir inceleme neticesinde, tespit edilen muhtemel farklılıktan sonra, “balık ölümü” olarak 

gerekçelendirilmemiş olan kayıp mavi yüzgeçli orkinos bireylerini ifade eder. 

İlk Transfer Sırasında Ölen Balıklara Yapılacak İşlemler 

3. Gırgır gemisinden yapılan ilk transfer sırasında ölen mavi yüzgeçli orkinos, gırgır gemisinin 

seyir defterine ve elektronik seyir defterine kaydedilir ve ICCAT Transfer Beyannamesi (ITD) ve 

eBCD'nin transfer bölümünde rapor edilir. 

4. eBCD, Bölüm 2 (Toplam Av/Yakalama), Bölüm 3 (Canlı balık ticareti) ve Bölüm 4 (Transfer - 

“ölü” balık dâhil), tamamlanmış olarak taşıma gemisine/gemilerine verilecektir. 

5. Bölüm 2, yakalanan tüm bireyleri içerecektir. eBCD'nin 3. Bölümünde (Canlı balık ticareti) ve 

4. Bölümünde (Transfer) rapor edilen toplam miktarlar (ölü bireyler dahil), yakalama ile transfer 

tamamlanması arasında gözlemlenen tüm ölümler düşüldükten sonra, Bölüm 2'de bildirilen 

miktarlara eşit olacaktır. 

6. eBCD'ye bu talimat hükümlerine uygun olarak ITD’ye eşlik edecektir. 

7. eBCD'nin Bölüm 8 (Ticari bilgiler) ile ayrıştırılmış bir bölümü doldurulacak ve ölü mavi 

yüzgeçli orkinosları kıyıya taşıyacak çiftlik yardımcı gemisine verilecek veya av/ürün doğrudan 

kıyıya indirildiyse, yakalama gemisinde tutulacaktır. Bu ölü balık ve bölünmüş eBCD'ye ITD'nin 

bir kopyası eşlik etmelidir. 

8. eBCD ile ilgili olarak, ölü balık, avı yapan yakalama gemisine veya JFO'lar söz konusu 

olduğunda, avcılığa katılan yakalama gemilerine veya bayrak ülkelere pay/tahsis edilecektir. 

Müteakip/İlave Transferler ve Taşıma İşlemleri Sırasında Ölen Ve/Veya Kaybolan Balıklara 

Yapılacak İşlemler 

9. Taşıma gemileri, taşıma işlemi sırasında ölen tüm mavi yüzgeçli orkinosları, ek-17/3’de verilen 

şablonu kullanarak rapor edecektir. Ölü veya kayıp balık durumu tespit edildiğinde, gemi kaptanı 

tarafından ayrı ayrı satırlarda gösterilerek belirtilecektir. 

10. Müteakip / İlave transferler olması durumunda, transferi yapan (donör) taşıma gemisi kaptanı, 

raporun aslını mavi yüzgeçli orkinosu alan taşıma gemisi kaptanına verecek ve sefer süresince bir 

kopyasını gemide tutacaktır. 

11. Bir taşıma kafesi varış çiftliğine ulaştığında, taşıma gemisinin kaptanı, ek-17/3’de verilen 

şablonu kullanarak, ölü balık raporlarının tamamını Bakanlığa teslim edecektir. 

12. Bayrak (gemi) yetkili makamı tarafından belirlenecek olan “kota alımı/kullanımı” tespiti 

amacıyla, taşıma sırasında ölen veya kaybolan balıkların ağırlığı aşağıdaki gibi 

değerlendirilecektir: 

a) ölü balıklar için; 

i. Karaya çıkartma durumunda, karaya çıkartılan efektif ağırlık uygulanacaktır; 

ii. Ölü balığın denize atılarak ıskarta edilmesi durumunda (yasaklanmıştır), ıskarta edilen 

birey  sayısına, kafese alma esnasında belirlenen ortalama ağırlık uygulanır; 

b) %10 veya bunu aşan bir fark tespitine bağlı yapılan inceleme anında; başka şekilde kayıp 

olarak kabul edilen balıklar için; kafesleme sırasında belirlenen ortalama bireysel ağırlık, 
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kayıp addedilen birey sayısına, Bakanlık tarafından yürütülen inceleme bağlamında ilk 

transfer video görüntüsünün analizi sonucunda belirlendiği üzere uygulanır. 

Kafese Alma İşlemleri Sırasında Ölen Balıklara Yapılacak İşlemler 

13. Kafese alma işlemleri sırasında ölen balıklar, işletmeci tarafından kafese alma deklarasyonu 

ile bildirilecektir. Bakanlık, ölen balıkların sayısı ve ağırlığının eBCD'nin 6. Bölümünün ilgili 

alanında rapor edilmesini sağlayacaktır. 

Besicilik Faaliyetleri Sırasında Ölen ve/veya Kaybolan Balıklara Yapılacak İşlemler 

14. Çiftliklerdeki ölü veya kayıp balıklar, çalındığı veya kaçtığı iddia edilen balıklar da dâhil 

olmak üzere çiftliklerden kaybolanlar, olay tespit edildikten hemen sonra çiftlik işletmecisi 

tarafından Bakanlığa bildirilecektir. Çiftlik işleticisinin raporuna gerekli destekleyici deliller 

(çalınan balıkla ilgili şikâyet, kafesin zarar görmesi halinde hasar raporu vb.) eklenecektir. Bu 

raporun alınmasından sonra Bakanlık, ilgili eBCD'de gerekli değişiklikleri veya iptali uygular 

(eBCD sisteminde gerekli geliştirmeleri takiben). 
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Ek-17/3 
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Ek-17/4 

 

Müteakip / İlave Transferler ve Taşıma İşlemleri Sırasında Ölen Balıkların 

Raporlanması 

(Açıklamalar) 

 

 

 

Taşıma Gemisi 

Gemi Adı 

 

 

ICCAT No ve Bayrak 

 

 

ITD No ve Kafes No 

 

 

Kaptan adı 

 

 

 

 

Yakalama/Av Gemi(ler)i 

Gemi(ler) 

 

 

ICCAT numarası ve JFO No 

 

 

eBCD numaraları 

 

 

 

 

Önceki Taşıma Gemisi 

(varsa) 

Gemi Adı 

 

 

ICCAT No ve Bayrak 

 

 

ITD No ve Kafes No 

 

 

Bildirilen toplam ölü orkinos 

sayısı (*) 

 

 

Varış Çiftliği Ülke / İsim / ICCAT No 

 

 

Tarih Ölü Orkinos Sayısı Kaptanın İmzası 

   

   

   

   

   

   

   

   

TOPLAM   

 

(*) Müteakip / İlave transferler olması durumunda, transferi yapan (donör/verici) taşıma 

gemisinin kaptanı, ölü balık raporunun aslını, alıcı taşıma gemisi kaptanına teslim edecektir.  
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Ek-18 

Transfer, Kafese Alma ve Doğaya/Denize Orkinos Salma İşlemlerine Uygulanacak Video 

Kayıtları için Asgari Standartlar: 

1. Transfer, kafese alma ve/veya doğaya balık salma işlemlerinin tüm video kayıtları için aşağıdaki 

usul ve esasların uygulanmasını sağlanacaktır: 

a) Her video kaydının başında ve/veya sonunda, gerektiği yerlerde, ICCAT transfer veya 

kafesleme yetki/izin numarası veya doğaya/denize salma talimatı gösterilecektir, 

b) Videonun saati ve tarihi, her video kaydı boyunca sürekli olarak gösterilecektir, 

c) Video kaydı, kesinti ve duraksama olmaksızın sürekli olacak ve transfer kafesleme 

ve/veya doğaya/denize salma işleminin tamamını kapsayacaktır, 

ç) Transfer, kafese alma ve/veya doğaya/denize salma operasyonu başlamadan önce; video 

kaydı ağın/kapının açılıp kapanmasını içerecek, transferler ve kafesleme işlemleri için, alıcı 

ve verici kafes(ler)in hâlihazırda mavi yüzgeçli orkinos içerip içermediğini gösterecektir, 

d) Kafese alma işlemlerinde, su altı çekimlerinde balık geçişini, kafes mevcudunu, kafes 

kapılarının açılıp/ kapanmasını ve gereken diğer ayrıntıları doğru şekilde kapsayacak 

şekilde, hem konvansiyonel su altı kameraları (iki adet), hem de stereoskopik kameralar 

kullanılacaktır, 

e) Video kaydı, transfer edilen, kafese alınan ve/veya doğaya salınan mavi yüzgeçli 

orkinosların sayısını ve gerektiğinde ağırlığını belirlemeye yetecek kalitede olacaktır, 

f) Orijinal video kaydı, faaliyet için alınan yetki veya iznin tamamı boyunca, transferi yapan 

verici/donör gemide veya geçerli olduğu durumda çiftlik işletmecisi tarafından muhafaza 

edilecektir, 

g) Video kayıtlarının kopyalarının dağıtımı, aşağıda verilen usule göre yapılacaktır; 

i) video kayıtlarının aynı/eş kopyaları, transferi yapan donör/verici gemi/çiftlik işletmecisi 

tarafından gecikmeksizin aşağıdakilere iletilecektir: 

- İlk transfer operasyonu ve gerektiğinde bu aşamada yapılacak olan müteakip 

gönüllü transfer için, ICCAT bölgesel gözlemcisine ve alıcı taşıma gemisine, 

ayrıca, av seferi sonunda Bakanlığa veya geçerli olduğu durumda ilgili av gemisi 

bayrak ülke yetkili makamlarına, 

- Daha sonraki transferler için, verici taşıma gemisindeki milli gözlemciye, alıcı 

taşıma gemisinin kaptanına ve taşıma seferinin sonunda Bakanlığa veya geçerli 

olduğu durumda ilgili taşıma gemisi bayrak ülke yetkili makamlarına, 

- İki farklı çiftlik arasındaki transferler için, ICCAT bölgesel gözlemcisine, alıcı 

taşıma gemisine, Bakanlığa veya ilgili olduğu durumda transferin kaynaklandığı 

verici çiftlik ülkesinin yetkili makamına, 

- Transfer işlemi sırasında bir ulusal veya uluslararası ICCAT denetim unsuru 

mevcutsa, bu denetçi(lere)ye de ilgili video kaydının bir kopyası teslim edilecektir. 

ii) İlgili video görüntüleri, transfere konu olan balıklara varış çiftliğine kadar eşlik 

edecektir. Bir kopyası, transferi yapan verici gemi(ler)inde veya çiftlik(ler) tarafından 

muhafaza edilecek ve av sezonu süresince herhangi bir zamanda kontrol amacıyla 

erişilebilir durumda tutulacaktır. 

iii) Transferi yapan verici/donör işletmeci, transferlere ilişkin video görüntülerini en az 3 

yıl süreyle muhafaza edecek, kontrol ve yaptırım amacıyla gerekli olduğu sürece 

saklayacaktır. 

h) Orijinal video kaydını içeren elektronik depolama cihazı, transfer, kafesleme ve/veya 

doğaya/denize salma işleminin bitiminden sonra derhal ICCAT bölgesel ve/veya Milli 

gözlemcisine verilir. ICCAT bölgesel gözlemcisi ve/veya Milli gözlemci, sonradan 

yapılabilecek herhangi bir müdahale / manipülasyondan kaçınmak için, video kaydını derhal 

başlatarak işleme koyacaktır. 
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2. Orijinal video kayıtlarının herhangi bir şekilde değiştirilmesi, düzeltilmesi, tahrif veya manipüle 

edilmesi durumlarının Bakanlıkça tespiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem 

başlatılacak ve sonuçlandırılana kadar konu mavi yüzgeçli orkinos ürünlerinin ticaretine müsaade 

edilmeyecektir. 

3. Video kaydı, transfer edilen, kafese alınan ve/veya doğaya salınan mavi yüzgeçli orkinosların 

sayısını ve gerektiğinde ağırlığını belirlemek için yetersiz kalitede ise; işlem, aşağıdaki prosedürler 

izlenerek videonun kalitesi yeterli olana kadar tekrarlanacaktır: 

a) Videonun başında transfer yetkisinin/izninin gösterilmemesi, sürekli olmayan video kaydı, 

saat ve tarihin gösterilmemesi gibi durumlar, transfer işlemlerinin amaçları doğrultusunda, 

“yetersiz netlik veya kalitede video çekimi” olarak kabul edilecek ve bu nedenle, gemi 

sahip/donatanı, gemi işletmecisi/kaptanı tarafından müteakip “gönüllü transfer işlemi” 

yapılmasını gerektirecektir.  

b) Transfer işlemlerine yönelik olarak; ilgili transfer işlemi, bu Uygulama Talimatının 

14’üncü maddesi, 2’inci paragrafının d) bendinde belirtilen hükümlere (gönüllü ve kontrol 

transferleri) uygun olarak tekrarlanır. Gönüllü transfer veya kontrol transferi işlem(ler)inin, 

boş olması gereken başka bir kafese yapılması zorunludur.  

c) Kafese alma işlemlerine yönelik olarak; ilgili kafesleme işlemi, bu Uygulama Talimatının 

14’üncü maddesi, (3), (4) ve (5)’inci paragraflarında belirtilen hükümlere uygun olarak 

tekrarlanır. Yeni kafese alma operasyonu, tüm mavi yüzgeçli orkinosların alıcı çiftlik 

kafesinden boş olması gereken başka bir çiftlik kafesine hareketini içermelidir.  

d) Doğaya balık salınması işlemlerine yönelik olarak; salınacak balıkların ayrıştırılması, bu 

Talimatın ek-16/1 ve ek-16/2’sinde belirtilen doğaya/denize salma işlemine uygun olarak 

yapılır.  
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Ek-19 

Mavi Yüzgeçli Orkinos Transfer ve Kafese Alma İşlemlerinde Kafeslerin Mühürlenmesi 

Mavi yüzgeçli orkinos avcılık, transfer ve besicilik işlemlerinde, aşağıda verilen durumlar için 

transferi veya kafeslemeyi gerçekleştiren gemi/çiftlik işletmecisi tarafından, balık giriş/çıkışını 

önleyecek şekilde   “kafeslerin mühürlenmesi” işlemi gerçekleştirilecektir. 

Transfer İşlemini Müteakip Kontrol Transferine Kadar Taşıma Kafesinin Mühürlenmesi: 

- Deniz şartlarındaki transfer işlemleri kapsamında, transfer video kaydına bağlı olarak balık 

adedinin tespit edilemediği durumlarda, öncelikle işletmeci (gemi sahip donatanı/firma 

yetkilisi) tarafından “gönüllü kontrol transferi” (bir veya daha fazla) yapılır. Bu işlem(ler) 

neticesinde, balık adedi tespitine yönelik halen sonuç alınamıyor ise, müteakip olarak bir 

“zorunlu kontrol transferi” yaptırılması söz konusu olacaktır. 

- Gönüllü transfer kapsamında, taşıma kafesinin gırgır gemisinden ayrılması işlemi, 

gemideki ICCAT Bölgesel Gözlemcisi görevini tamamlayana kadar yapılamaz. Ancak, 

gönüllü transfer(ler)den sonra videonun kalitesi hala transfer edilen balık sayısının 

tespitine izin verecek kalitede olamadıysa, müteakip zorunlu kontrol transferi uygulamak 

üzere, taşıma kafesinin/kafeslerinin transferin kaynaklandığı orkinos av (gırgır) veya 

taşıma gemisinden ayrılmasına müsaade edilebilir. 

- Böyle bir durumda Bakanlık, verici (yani balığı transfer edecek) gemi işletmecisi, taşıma 

kafesinin / taşıma kafeslerinin kapısını mühürlemesi ve belirlenecek yer ve tarihte, 

Bakanlık denetçisi nezaretinde bir kontrol transferi yapılması yönünde talimat verir. 

- Belirtilen tarihteki kontrol transferinde bakanlık denetçisi / yetkilisinin mevcut 

olamayacağı hallerde bu işlem, kontrol transferini doğrulayacak olan ICCAT bölgesel 

gözlemcisi nezaretinde yapılabilir. Bu işlemi yürütecek olan ICCAT bölgesel gözlemcisi, 

balığın alıcısı olan besicilik/çiftlik tesisi tarafından temin edilecektir. 

- Taşıma kafesinin mühürleme işleminde izlenecek usul ve esaslar aşağıda verilmiştir. 

Kafese Alma İşlemini Müteakip Besicilik Tesislerindeki Çiftlik Kafeslerinin Mühürlenmesi: 

- Mavi yüzgeçli orkinosların taşıma kafesinden çiftlik kafesine transferlerini müteakip, 

çiftlik yetkilisi tarafından, mavi yüzgeçli orkinos ihtiva eden tüm kafeslerin (kapılarının) 

mühürlenerek, bunlara resmi kontrol dışında balık giriş ve çıkışını önlemek üzere, sürekli 

olarak bu kafeslerin mühürlü kalmaları sağlanacaktır. Mühürlenmiş kafesler sadece 

Bakanlık’tan alınacak izni müteakip olarak, bakanlık denetçisi nezaretinde açılabilecektir.      

- Çiftlik kafeslerinin mühürlenmesi işleminde Bakanlıkça sağlanacak “resmi mühürler” 

kullanılması zorunlu olup, teknik özellik itibariyle bu mühürlerin “kırılmadan/yırtılmadan 

kafes kapıları açılamayacak biçimde” yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem, çiftlik 

işletmecisi / dalgıçları tarafından kesintisiz su altı video çekimi eşliğinde icra edecektir. 

- Çiftlik tesisinde yapılacak kontrol kameraları eşliğindeki “kontrol kafeslemesi” işleminde, 

transferi yapan (verici) çiftlik kafesinin mühürlenmiş olduğunu kontrol edilecek ve alıcı 

boş kafese yapılacak transfer / kafese alma işleminden önce, verici kafesin manipüle 

edilememesi için gerekli önlemeler alınacaktır. “Kontrol kafeslemesi” işleminde, 

kullanılan alıcı çiftlik kafesi/kafesleri boş olacaktır.  

- Çiftlik kafesinin tamamının olduğu gibi başka bir alıcı çiftliğe taşınacağı çiftlikler-arası 

transfer uygulamasında, bu işlemin video kaydının alınmasına gerek olmayıp, 

kafes/kafesler mühürlü olarak varış çiftliğine taşınacaktır. 

- Çiftlik kafeslerinin mühürlemesi işleminde izlenecek usul ve esaslar aşağıda verilmiştir. 
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Taşıma / çiftlik kafeslerinin mühürleme işleminde uygulanacak usul ve esaslar: 
- Her bir ICCAT Bölgesel Gözlemcisi, gemilerde/çiftliklerde yürütecekleri görevleri 

öncesinde Bakanlıkça düzenlenen yeterli sayıda mühür, uygun görülen usule göre 

dağıtılarak, tedarik edilen ve kullanılan mühürlerin kaydı gemi/çiftlik işletmecisi ve 

Bakanlıkça tutulacaktır.  

- Transferin kaynaklandığı gemi veya çiftlik işletmecisi (verici / donör işletmeci), kafeslerin 

mühürlenmesi işleminden sorumlu olacaktır. Bu maksatla, Bakanlıkça gerekli görüldüğü 

ve bu yönde bir talimat verildiği durumlarda; ilgili her bir taşıma/çiftlik kafesi 

kapısına/kapılarına, aşağıda verilen görsele uygun biçimde, en az 4 adet mühür takılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil – Kafes kapısına takılacak mühürlerin yerleşim planı. İlk iki mühür kafes üstünde ve 

kenarlardan 1,5 metre ortaya doğru monte edilecektir. Diğer ikisi ise, kafes kapısının her 

iki yanında, üst bölüme yakın, 1,5 metre aşağıya takılacaktır.  

- Bu mühürler kırılmadan/yırtılmadan kafes kapıları açılamayacak şekilde ve suyun altında 

takılacaktır. Mühürleri yerleştirme ve sökme işlemleri, su altı kamerasıyla net ve detaylı 

olarak, mühür numaralarını, kafes numaralarını  ve tüm işlemi gösterecek şekilde 

kaydedilecektir. Kayıt, herhangi bir kesinti ve kesilme olmaksızın sürekli olacak ve 

işleminin tamamını kapsayacaktır. Videonun saati ve tarihi, her video kaydı boyunca 

sürekli olarak gösterilecektir.  

- Video görüntüsünün bir kopyası, gırgır gemisindeki ICCAT bölgesel gözlemcisine veya 

alıcı taşıma gemisinde bulunan milli gözlemciye, daha sonraki kontrol transferinde 

Bakanlık denetçisine veya (yoksa) ICCAT bölgesel gözlemcisine iletilmek üzere 

sunulacaktır. 

- Müteakip kontrol transferinin video görüntüleri, mühürlerin tanımlanabilmesi ve 

mühürlerin tahrif edilmediğinin doğrulanmasına izin verecek şekilde, mühürlerin 

sökülmesi ya da açılması işlemini detaylı olarak kapsayacaktır.  

- Denizde yapılacak zorunlu kontrol transferi durumunda, mühürler ancak Bakanlık yetkilisi 

ya da ICCAT Bölgesel Gözlemcisi nezaretinde açılmalıdır. Balık miktarı doğrulandığında, 

ilgili tüm belgelere kayıt düşülerek ayrı bir tutanak düzenlenecektir.    

- Orkinos besicilik/çiftlik tesislerinde mühürlenmiş kafeslere ait ICCAT Kafese Alma 

Deklarasyonu üzerindeki uygun yerlere, mühürlerin numara bilgileri de kaydedilecektir. 
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                                                                              ICCAT DECLARATION ON CAGING                                                                                                    Ek-20/1 

Catch Vessel 

name and 

ICCAT No: 

Tug Vessel 

name and 

ICCAT No: 

Flag 

(Catch/Tug 

Vessel) 

ICCAT 

Farming 

Number 

Identifiable 

cage 

number 

Date 

of 

Catch 

Place of 

catch 

Longitude 

Latitude 

BCD 

Number 

BCD 

Validation 

Date 

Date of 

caging 

Quantity 

placed 

in cage 

(t) 

Number 

of fish 

placed 

in cage 

for 

fattening 

Size 

compositio

n 

Fattening 

facility * 

                          
                          

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

*Facility authorized to operate for fattening of bluefin tuna caught in the Convention area 

 

 

ICCAT Regional Observer                                                                                                                                                                                  CPC Inspector 

Name             :                                                                                                                                                                                            Name            : 

Observer No  :                                                                                                                                                                                            Signature      : 

Signature       : 
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                  Ek-20/2 
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Ek-20/3 

 

ICCAT Kafese Alma Deklarasyonu 

(Açıklamalar) 

 

ICCAT Kafese Alma Deklarasyonu  Belge No: 

1 – MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOSUN KAFESE ALINMASI 

Çiftlik adı: 

 

ICCAT Kayıt numarası: 

 

Kafesleme yetkilendirme/İzin numarası: 

 

Taşıma kafesi numarası: 

 

Çiftlik kafesi numarası: 

 

Kafese alma tarihi: 

Taşıma gemisi adı: 

 

ICCAT Kayıt numarası: 

 

Bayrak/Ülke: 

 

JFO numarası: 

 

eBCD numarası/numaraları: 

 

ICCAT Transfer Beyanı (ITD) 

numarası/numaraları: 

Taşıma sırasında ölen mavi yüzgeçli orkinos (1): 

2 – KAFESE ALMA İŞLEMİ BİLGİSİ – ÇİFTLİK OPERATÖRÜ VE ICCAT 

GÖZLEMCİSİ (2) 

 Çiftlik İşletmecisi ICCAT Gözlemcisi 

Balık sayısı:   

Kg cinsinden miktarlar:  Uygulanamaz 

Kafesleme sırasında ölü 

BFT'nin sayısı ve ağırlığı 

(Kg): 

  

Çiftlik işletmecisinin adı, tarihi ve imzası: Gözlemci Adı, ICCAT No, tarih ve imza: 

Gözlemci Varlığı: (E/H) Anlaşmazlık nedenleri: Uyulmayan kurallar veya 

prosedürler: 

3 - KAFESE ALMA İŞLEMİ BİLGİSİ - CPC ÇİFTLİK YETKİLERİ* (3) 

Balık sayısı: Kg cinsinden miktarlar: 

CPC yetkilisi memurlar/görevliler, tarih ve imza: 

 

(1) Kafese alınan balıkları taşıyan çekici gemi(ler)in kaptan(lar)ı tarafından ölü olarak bildirilen 

BFT'nin toplam sayısı ve ağırlığı (Kg). 

(2) Çiftlik işletmecisi ve ICCAT gözlemcisi tarafından kafesleme operasyonuna ilişkin stereoskopik 

kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda belirlenen miktarlar. 

(3) Veri mevcut olduğunda, fiili kafesleme işlemi için CPC çiftlik yetkilileri tarafından belirlenen 

miktarlar. 
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Ek-21/1   
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Ek-21/2 

 

Carry-Over Declaration Annual Report 

(Çiftlik Devir Beyanı Yıllık Raporu) 
 

Flag CPC:  Turkey 

 

 

Name and ICCAT Number of the Farm:  

(Çiftlik Adı & ICCAT No) 

 

 

Year of Catch:   

(Avcılık Yılı) 

 

   

References of the eBCD corresponding to the catches carried over: 

(Devir işlemi yapılan avlara ilişkin eBCD referansları)   

 

 

Cage Numbers: 

(Kafes Numaraları) 

 

  

Quantities (expressed in kg) and Number of Fish Carried-Over: 

(Devri Yapılan Balık Sayısı ve Ağırlığı, Kg.) 

  

 

Average Weight: 

(Ağırlık Ortalaması)  

 

 

Information of each of the Carry-over Assessment Operations:  

(Her bir canlı balık devri değerlendirme işlemine ait bilgiler) 

- Date and Cage numbers:  

(İşlem Tarihi ve  Kafes Numaraları) 

 

 

- Schematic Plan of the Farm (Cage Placing and Content): (to be attached to this report)  

(Tesisteki Kafes Yerleşim Bilgilerini ve Kafes İçeriğini Gösteren Şematik Plan bu raporu 

iliştirilecektir)   

 

 

- Information on Previous intra-farm Transfers, when applicable:  

(Mevcut ise, Önceki Çiftlik İçi Transferlere İlişkin Bilgiler) 

 

 
(*) The stereoscopic camera report, when applicable, shall be attached to the carry-over declaration. 

(Stereoskopik kamera raporu, devir beyanına/deklarasyona eklenecektir.) 
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Ek-22/1 

 

Çiftliklerde Canlı Orkinos Devri, Doğaya Salma ve Stereoskopik Kamera Standartları 

Canlı Orkinos Devri (Carry-Over) İşlemi  

 Mavi yüzgeçli orkinos için gırgır ağlarıyla avcılık sezonu başlangıcından önce, en geç 25 Nisan 

tarihine kadar, orkinos besicilik tesislerinde önceki yıllardan devredilecek (carry-over) canlı 

mavi yüzgeçli orkinoslar; Bakanlık denetçisi nezaretinde boş bir kafese alınacak, kontrol 

kamera(lar)ı (stereoskopik ve konvansiyonel su altı kameraları) ile izlenerek kaydedilecek, 

transfer edilen balık adedi ve ağırlığı tespit edilecektir.  

 Mavi yüzgeçli orkinosların hasadı yapılmayan (önceki) yıllardan ve kafeslerden yapılacak canlı 

orkinos devir işlemleri ise, “rastgele kontrol transferi prosedürü” uygulanarak, yıllık olarak 

kontrol edilecektir.  

 Devredilen canlı mavi yüzgeçli orkinoslar, avlanma yılı ve Ortak Avcılık Operasyonu (JFO) 

veya aynı ülke menşeli tuzak temelinde, çiftlikte ayrı kafeslere veya ayrı bir dizi kafese 

yerleştirilecektir. 

 Canlı balık devri / carry-over transfer değerlendirme işleminden elde edilen kontrol kamerası 

video görüntüleri ek-18’de verilen gerekliliklere uygun olmalıdır. Devredilen balıkların sayısı 

ve ağırlığı ek-22/2’de belirtilen usule göre tespit edilecektir.  

 Önceki yıllardan devredilen (carried-over) canlı balıkların değerlendirmesinden elde edilen sayı 

ile hasattan sonra beklenen sayı arasındaki mavi yüzgeçli orkinos bireylerinin adedi bakımından 

bulunacak bir fark, Bakanlık tarafından usulüne uygun olarak incelenerek eBCD sistemine 

kaydedilecektir. Fazla / aşan balık adedi olması durumunda, Bakanlıkça, ilgili sayıda balığın 

denize salınması talimatı verilecektir. Gerekli görülmesi halinde yapılacak doğaya/denize 

orkinos salma işlemi, Bakanlıkça verilecek talimata uygun olarak yürütülecek, bir ICCAT 

Bölgesel Gözlemcisi nezaretinde ve video kamera çekimi eşliğinde yapılacak olup, ek-16/2’de 

verilen biçime uygun bir rapor düzenlenecektir.    

 Çiftlikte farklı kafesler arasındaki balık adedi farklılıkların telafisine izin verilmeyecektir. Canlı 

orkinos devri değerlendirmesinden kaynaklanan balık adedi ile kafesteki beklenen adet arasında 

%5'e kadar olan bir farklılık / hata payına Bakanlık tarafından müsaade edilecektir. Çiftliklerde 

gerçekleştirilen devir işlemlerinden elde edilen video görüntüleri ve ilgili tüm belgeler, en az 3 

yıl süreyle Bakanlıkça muhafaza edilecektir.  

 Çiftlik yetkilisi tarafından yapılacak raporlama işlemlerinde, devir işleminin tamamlanmasını 

müteakip, “CP09-FarmCgDc” elektronik formu (carry-over deklarasyonu), “ST06-T2FM” 

elektronik örnekleme formu (örneklenen her bir orkinosun boy-ağırlık değeri, ilgili BCD 

numaraları, vb.), stereoskopik kamera raporu ve ek-21/2’de yer alan önceki yıldan devir / carry-

over raporunun tamamlanarak en geç 7 gün içerisinde Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.     

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iccat.int/Forms/CP09-FarmCgDc.xlsx
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Ek-22/2 

 

Kafese Alma İşlemlerinde Stereoskopik Kamera Sistemleri için Asgari Standartlar ve 

Prosedürler 

1. Stereoskopik Kamera Sistemlerinin Kullanımı 

Kafese alma işlemlerinde stereoskopik kamera kullanım esasları aşağıda sıralanan usullerle uygun 

olarak yapılacaktır; 

a) Canlı balığın örnekleme yoğunluğu, kafese alınan balık miktarının adet olarak %20’sinden daha 

az olmayacaktır. Teknik olarak mümkün olduğunda, canlı balık örneklemesi birbirini izleyen / 

art arda gelecek şekilde her beş numuneden (balıktan) birisi ölçülerek yapılacaktır. Bu 

örnekleme, kameradan 2 ila 8 metre arasındaki bir mesafeden balıkların ölçülmesi suretiyle 

düzenlenecektir. 

b) Balığın diğerine aktarılacağı verici kafes ile transferin yapılacağı alıcı kafesi bağlayan transfer 

kapısının/geçidinin boyutları en çok 8 ila 10 metre genişlikte ve 8 ila 10 metre yükseklikte olacak 

şekilde ayarlanacaktır. 

c) Her bir kafese alma operasyonu öncesinde, 2 ve 8 metrelik mesafeden bir ölçek çubuğu 

Kullanılarak, stereoskopik boy ölçümlerinin doğrulaması / validasyonu yapılacaktır. 

d) Balıkların boy ölçümlerinin, farklı büyüklüğe sahip iki veya daha fazla gruptan müteşekkil bir 

dağılım (multi-modal distribution) gösterdiği durumlarda, aynı kafese alma operasyonu için 

birden fazla dönüşüm algoritması kullanılması mümkün olabilecektir. 

e) Kafese alma işlemi sırasında, ölçülen balığın boyut kategorisine göre çatal uzunluğunu ağırlığa 

dönüştürmek için, SCRS tarafından doğadan yakalanan balıklar için boy-ağırlık ilişkisi 

kullanılarak oluşturulan en güncel algoritma(lar) kullanılacaktır.  

f) Ağırlık belirlenmesine yönelik hata payı (margin of error), stereoskopik kamera sistemindeki 

teknik özelliklere özgü olarak, +/-  %5’i aşmayacaktır. 

g) Stereoskopik programın sonuçlarına ilişkin rapor, örnekleme yoğunluğu, örnekleme 

metodolojisi, kameradan uzaklık, transfer kapısının boyutları ve algoritmalar (uzunluk-ağırlık 

ilişkisi) dâhil olmak üzere yukarıdaki tüm teknik özelliklerle ilgili ayrıntıları içermelidir. 

Çiftlik yetkilileri; kafese alma ve devir transferi işlemlerini müteakip, stereoskopik kamera sistemine 

yönelik aşağıdaki bilgilerin yer aldığı bir rapor hazırlayarak Bakanlığa sunmalıdırlar; 

- Stereoskopik Kamera Sistem Bilgisi: tür, alan, kafes, tarih ve uzunluğu ağırlığa 

dönüştürmekte kullanılan algoritma formülü, sistemin hata payı, 

- Boylamaya İlişkin İstatistiksel Bilgi: ortalama, minimum ve maksimum ağırlık ve boy, 

örneklenen balık adedi, ağırlık ve boy dağılımı, 

- Kamera Görüntülerinin Detaylı Raporlaması: bireysel balık verisi, (her bir balığın bireysel 

boy ve ağırlık değerleri) 

- Kafeslemeye İlişkin Raporlama: operasyon yapılan kafes sayısı, çiftlik adı, kafes numarası, 

eBCD ve ITD numarası, av ile taşıma gemisinin adı ve bayrak ülkesi, stereoskopik kamera 

çekimi ve tarihi, eBCD’deki miktar ile stereoskopik sistemden elde edilen balık adedi, 

ortalama ağırlık ve toplam ağırlığın “((Stereoskopik Sistem- eBCD)/ Stereoskopik 

SistemX100)” formülü kullanılarak karşılaştırılması. 

- Ortak avcılık operasyonu (JFO) halinde, varsa önceki kafesleme raporlarının bir özeti. 
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Ek-23/1 

RANDOM CONTROL REPORT  
 

 



80 

 

Ek-23/2 

 

RASTGELE KONTROL RAPORU 

(Açıklamalar)  

 

1. Eşik Değer: Kontrol Edilen Balık Yüzdesi (%) 

Çiftlik Adı ICCAT No. Kafese Alma İşlemleri 

Bitimini Müteakip 

Toplam Kafes Sayısı 

Kontrolü Yapılan 

Toplam Kafes Sayısı(1) 

Kontrolü Yapılan 

Kafes Yüzdesi (%) 

     

     

     

     

 

2. Rastgele Kontrol Sonuçları 

Çiftlik Adı Kontrol 

Tarihi 

Kontrol 

Edilen 

Kafes No. 

İlgili 

eBCD(ler) 

Beklenen 

Balık 

Adedi(2) 

Doğrulanan  

Balık 

Adedi 

Fark (balık 

adedi) 

Fark (%)(3) Düzeltici  

Önlem/ 

Uygulanan 

Yaptırım(4) 

 
(1) Rastgele kontrol sayısı, kafese alım işlemlerini müteakip, çiftlikteki kafeslerin en az % 10’unu kapsayacaktır. Çiftlik başına en az 1 

transfer içerecek ve gerektiğinde üst sayıya tamamlanacaktır.  

(2) Kafese alınan balık adedi – çiftlikteki ölümler – hasat edilen balık adedi 

(3) [(beklenen balık adedi – doğrulanan balık adedi) / beklenen balık adedi] x 100   

(4) Aykırılık veya fark oluşması halinde 
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Ek-24
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                 Ek-25 

Besiciliği Yapılan Orkinos Balığı Hasat Bilgi Formu 
 

  

SAYI  BOY 

ÖLÇÜSÜ 

AĞIRLIĞI SAYI BOY 

ÖLÇÜSÜ 

AĞIRLIĞI 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Hasat Tarihi      :                                         Düzenleyen Çiftlik Adı      : 

Kafes Numarası: 
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Ek-26 

Bluefin Tuna Processing / Harvesting Declaration 
Mavi Yüzgeçli Orkinos İşleme / Hasat Deklarasyonu  

 

Type of Document (Belge Tipi):  

□ Processing Declaration (İşleme Deklarasyonu)        □ Harvesting Declaration (Hasat Deklarasyonu)  

 

Farm or Trap:  
Orkinos Besicilik Tesisi / Çiftlik  

 

Name & ICCAT No. of Farming Facility: 
Çiftlik Adı & ICCAT No.  

 

Cage(s) Number(s): 
İlgili kafes numaraları  

 

Number of Individuals Harvested: 
Hasat Edilen Orkinos Adedi   

 

Live weight and processed weight in Kg of the harvested bluefin tuna: 
Hasat edilen orkinosun canlı ağırlığı ve işlenmiş ağırlığı, Kg  

 

eBCD number(s) associated with the bluefin tuna harvested: 
Hasat edilen orkinosun ilgili olduğu eBCD numaraları  

 

Details of auxiliary vessels involved in the operation: 
Operasyonda kullanılan çiftlik yardımcı gemisi detayları  

 

Name & ICCAT No. of Auxiliary Vessel: 
Gemi Adı & ICCAT No.  

 

Destination of the harvested tuna (i.e., export, local market, or other): 
Hasat edilen orkinosun varış hedefi (ihracat, yerel pazarlar veya diğer) 

  

Validation by the ICCAT regional observer or CPC observer, as appropriate (ICCAT 

Bölgesel Gözlemcisi ya da Milli Gözlemci Validasyonu):   
 
 
 
Note: The processing and harvesting declarations shall be sent by e-mail to the Ministry via 
“orkinos@tarimorman.gov.tr” within 48 hours of the harvesting operation.  
(Not: İşleme ve hasat beyanları, hasat işleminden itibaren 48 saat içinde “orkinos@tarimorman.gov.tr” adresinden Bakanlığa 

e-posta ile gönderilecektir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orkinos@tarimorman.gov.tr
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Ek-27 
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Ek-28 

ICCAT ORKİNOS YAKALAMA DOKÜMANI (BCD ve eBCD ) VEYA ICCAT YENİDEN 

                                                                İHRACAT (RE-EXPORT) BELGESİ KAYIT DEFTERİ                                                   

 

 

Düzenlenen 

Belgenin 

Adı 

Sıra 

Numarası 

Sağlık 

Sertifikası 

Numarası 

Düzenleme 

Tarihi 

İhraç Edilen Orkinos 

Balığının  

Gönderen 

Firma 

İhraç Edilen 

Ülke 

Düzenleyen 

Kişi 

Hologram 

Etiket No 

İşleme 

Şekli 

Net 

Miktarı 
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Ek-29 

Orkinos Avcılığında Deniz Memelisi Etkileşimi Bildirim Formatı 

Balıkçı gemisi sahip/donatanı, deniz memelisi türleriyle avcılık operasyonu esnasında 

gerçekleşen etkileşim durumlarına ait aşağıdaki bilgileri tamamlayarak, avcılık operasyonu 

sonrasında, en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa ulaştırılmasını sağlayacaklardır: 

 

- Deniz memelisi türü (biliniyorsa):   

 

 

 

- Etkileşime konu olan deniz memelisi birey adedi:  

 

 

 

- Ağla çevrilmenin gerçekleştiği konum (koordinat bilgisi):  

 

 

 

- Deniz memelisinin güvenli serbest bırakılması amacıyla yapılan işlem:  

 

 

 

- Deniz memelisinin serbest bırakılması işleminde, salınmasını müteakip canlı olup 

olmadığı:  

 

 

- Etkileşimin nasıl ve neden meydana geldiğine dair kısa bir durum açıklaması: 
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Ek-30 

 

 

Deniz Kaplumbağalarının Tesadüfi, Amaç Dışı Veya İstenmeden Avlanması Durumunda 

Uyulması Gereken Kural Ve Düzenlemeler 

 

 

(1) Gırgır avcılığı sırasında ağa takılan deniz kaplumbağalarını güvenli taşınma ve 

serbest bırakılma işlemi 
a) Ağda bir deniz kaplumbağası görüldüğünde, deniz kaplumbağasını ağa takılmadan önce 

kurtarmak için azami çaba gösterilmelidir. 

b) Hiçbir deniz kaplumbağası, deniz kaplumbağasının vücuduna takılan veya dolanan bir 

av materyali (misina ve vb.) ile sudan çıkarılmamalıdır. 

c) Bir deniz kaplumbağası ağın toplanması sırasında ağa dolanırsa, kaplumbağa sudan 

çıkar çıkmaz ağ toplama işlemi durdurulmalı, ağ toplama işlemine devam edilmeden önce 

kaplumbağa yaralanmadan ağdan kurtarılmalıdır. 

ç) Bu bölümün a ve b paragrafları kapsamında alınan önlemlere rağmen, gemiye yanlışlıkla 

bir deniz kaplumbağası çıkarılmışsa ve deniz kaplumbağası canlı veya aktif (hareketli) ise ya da 

ölmüş ise mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmalıdır. 

d) Eğer, gemiye çıkarılan deniz kaplumbağası komada veya hareketsiz ise, bu talimatın 3 

üncü maddesinde açıklandığı üzere canlandırmaya çalışılmalıdır. 

(2) Paraketa avcılığı sırasında ağa takılan deniz kaplumbağalarının güvenli taşınma 

ve serbest bırakılma işlemi 
a) Mümkün olduğunda ve gemi kaptanı veya mürettebat konu hakkında eğitim almışsa, 

hareketsiz (komadaki) deniz kaplumbağaları derhal gemiye alınmalıdır. 

b) Bir deniz kaplumbağası görüldüğünde, geminin ve makaranın hızı yavaşlatılmalı ve 

gemi yönü, hattaki gerilimi en aza indirmek için deniz kaplumbağasına doğru hareket edecek 

şekilde ayarlanmalıdır. 

c) Hiçbir deniz kaplumbağası, deniz kaplumbağasının vücuduna takılan veya dolanan bir 

av materyali (misina ve vb.)  ile sudan çıkarılmamalıdır. 

ç) Deniz kaplumbağası çok büyükse veya deniz kaplumbağasına daha fazla zarar 

vermeden/yaralamadan güvenli bir şekilde güverteye çıkarılmasını engelleyecek şekilde kancaya 

takılmışsa, deniz kaplumbağasını serbest bırakmadan önce mümkün olduğu kadar çok misina 

kaplumbağadan uzaklaştırılmalı ve misinayı kesmek için misina kesicisi kullanılmalıdır. 

d) Çekme operasyonları sırasında bir deniz kaplumbağasının paraketalara takıldığı veya 

dolandığı gözlemlenirse, gemi kaptanı, deniz kaplumbağası paraketadan çıkarılıncaya veya 

gemiye getirilene kadar çekme operasyonlarını derhal durdurmalıdır. 

e) Deniz kaplumbağaları görünür bir şekilde kancaya takılmışsa veya kanca tamamen 

görünüyorsa, kancalar mümkün olduğunca çabuk ve dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır. Bir deniz 

kaplumbağasından bir kanca çıkarılamıyorsa (örneğin, yutulmuş veya damaktaysa), misina 

mümkün olduğunca kancaya yakın kesilmelidir. 

f) Canlı deniz kaplumbağaları aşağıdaki işlemlerden sonra denize iade edilmelidir: 

-Pervane devre dışı kalacak şekilde gemi boş vitese alınarak gemi durdurulur ve deniz 

kaplumbağası gemide konuşlandırılmış av araç gerecinden uzaklaştırılır, 

- Pervane devreye girmeden ve operasyona devam etmeden önce deniz kaplumbağasının 

gemiden güvenli bir şekilde uzaklaştığı gözlemlenir.  

g) Gemiye alınan deniz kaplumbağası komada veya hareketsiz ise bu talimatın 3 üncü 

maddesinde açıklandığı üzere canlandırma denenmelidir. 
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(3) Deniz kaplumbağasının gemide hayata döndürülmesi 
a) Deniz kaplumbağasını baş, boyun bölgesinden ve yüzgeçlerden değil, kabuğundan 

tutulmaya çalışılmalıdır. 

b) Deniz kaplumbağasındaki plastik parçalar, ağlar veya gömülü kancalar gibi maddeler 

çıkarılmaya ve/veya çözülmeye çalışılmalıdır. 

c) Deniz kaplumbağası alt kabuğu (plastron) üzerine, kaplumbağasının sağ tarafı yukarı 

gelecek şekilde, jantsız bir otomobil lastiği, halat istifi vb. gibi rahat bir yüzey üzerine güvenli bir 

vaziyette duracak ve hareketsiz kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Rahat yüzeyin birincil amacı, 

deniz kaplumbağasını tutmaya yardımcı olmak için güvertede yükseltmektir. 4 ila 24 saatlik bir 

süre boyunca deniz kaplumbağasının arka tarafı en az 15 cm yükseltilir. Yükseklik miktarı 

kaplumbağanın boyutuna bağlıdır; daha büyük deniz kaplumbağaları için daha fazla yükseklik 

sağlanmalıdır. Periyodik olarak, kabuğun (karapaks)  dış kenarı tutularak ve bir tarafı yaklaşık 8 

cm kaldırılarak deniz kaplumbağası yavaşça soldan sağa ve sağdan sola sallanır, ardından diğer 

tarafa geçilir. Tepki olup olmadığını refleks testi ile gözlemlemek için göze hafifçe dokunulur ve 

kuyruğu sıkıştırılır. 

ç) Canlanan ve hareket edebilen deniz kaplumbağaları bir gölgede ve ıslak veya nemli 

tutulmalıdır. Ancak hiçbir şekilde içinde su bulunan bir kaba yerleştirilmemelidir. Başına, 

kabuğuna (karapaks) ve yüzgeçlerine su ile ıslatılmış bir havlu konulmalıdır. Bu işlem deniz 

kaplumbağasının nemli kalmasını sağlamanın en etkili yöntemidir. 

d) Canlanan ve hareket edebilen deniz kaplumbağaları, yalnızca av araç gerecinin aktif 

olarak kullanılmadığında, motor boştayken ve tekrar takılmasına veya yaralanmasına sebep 

verilmeyecek şekilde geminin kıç tarafından bırakılmalıdır. 

e) Refleks testine cevap vermeyen veya 4 saat içinde (mümkünse 24 saate kadar) hareket 

edemeyen deniz kaplumbağaları da, hareket edebilen deniz kaplumbağaları gibi aynı şekilde suya 

iade edilmelidir. 

 



In response to Circular 11085/2023  
  
The UK has retained EU legisla�on Regula�on (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the 
Council of 14 September 2016 on a mul�annual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlan�c 
and the Mediterranean, and repealing Council Regula�on (EC) No 302/2009. This provides the UK with 
the legisla�ve framework to enforce and manage the UK’s domes�c bluefin tuna opera�ons. 
Addi�onally, the UK has other legisla�on which s�pulate how UK flagged fishing vessels must operate. 
As set out in the UK’s bluefin tuna plan, this legisla�on covers the following:  
  

• Bycatch provision: Retained Regula�ons 1224/2009, 404/2011, S.23 of Fisheries Act 2020  
• Minimum sizes: Landing obliga�on regula�on 2013/1380 ar�cle 15  
• Transhipment: Ar�cle 20 of retained Regula�on 1224/2009 (Commercial vessels)  
• VMS: Ar�cle 9 of retained Regula�on 1224/2009  

  
The UK is currently undertaking a thorough review of all ICCAT’s recommenda�ons and the 
corresponding UK legisla�on. This work includes recommenda�on 22-08. We hope to have conclude this 
review by the 2025.  
 

https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/1627/contents
https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/1627/contents
https://www.legislation.gov.uk/eur/2016/1627/contents
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/1224/contents
https://www.legislation.gov.uk/eur/2011/404/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/22/contents
https://www.legislation.gov.uk/eur/2013/1380/article/15
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/1224/article/20
https://www.legislation.gov.uk/eur/2009/1224/article/9
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